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Ⅰ 情報公開制度のあらまし 

 

 １ 情報公開制度の意義 

   情報公開制度とは、市が保有している文書等を市民の請求に応じて閲覧に供し、  

又は、写しの交付を行う制度です。 

   この制度の目指すものは、本市の保有する文書等の開示を請求する権利を市民  

の権利として定めることにより、市政運営の公開性の向上を図るとともに、本市

の諸活動を市民に対して説明する責務が全うされ、地方自治の本旨に即した公正

で民主的な市政を実現することです。 

 

 ２ 情報公開制度の概要 

  (1) 実施機関 

    情報公開制度を実施する機関は、市長、教育委員会、選挙管理委員会、人事

委員会、監査委員、農業委員会、固定資産評価審査委員会、公営企業管理者、

消防長及び議会です。 

 

  (2) 対象となる文書等 

公開請求の対象となる文書等は、次の要件を備えているものです。 

   ア 実施機関の職員が職務上作成し、又は取得した文書、図画、写真、フィル    

ム、磁気テープその他これらに類するもので、当該実施機関の職員が組織的

に用いるものとして、当該実施機関が保有しているもの 

   イ 現に保有している文書等 

     ただし、議会の文書等については、平成１１年１０月１日以降に作成し、

又は取得したもの 

また、旧富合町関連の文書等については、平成１９年４月１日以降に、旧

城南町関連の文書等については、平成１４年４月１日以降にそれぞれ作成し、

又は取得したもの 

旧植木町関連の文書等については、平成１０年４月１日以降に作成し、又

は取得したもの（一部の電磁的記録については、平成１４年４月１日以降。

また、旧植木町議会の文書等については、平成１９年４月１日以降） 

 

  (3) 請求権者 

平成２４年度より、何人も、実施機関に対して文書等の開示を請求できます。 

 

  (4) 開示請求の方法並びに請求に対する決定及び通知 

開示請求の方法並びに請求に対する決定及び通知については、次のとおりで   

す。 

   ア 文書等の開示の請求をしようとするものは、必要事項を記載した請求書を    

-1-



 

情報公開窓口へ提出しなければなりません。 

   イ 実施機関は、請求書の提出があった日の翌日から起算して１４日以内に、    

開示請求に係る文書等を開示又は開示しない決定をし、開示請求者に対して    

書面で通知します。 

     ただし、開示請求に係る文書等が著しく大量である場合、第三者情報が含    

まれ、当該第三者に意見聴取の必要がある場合等、やむを得ない理由により、    

１４日以内に決定をすることができない場合は、請求書の提出があった日の    

翌日から起算して４５日を限度として延長することができます。 

     この場合、延長する期限及び理由を文書で請求者に通知します。 

 

  (5) 不開示情報 

    開示請求のあった文書等は原則として開示します。ただし、開示することに   

より、個人又は法人等の正当な利益を害するもの、公共の安全、行政の事務事

業の適正な遂行等に支障を及ぼすもの等、次に掲げる７項目は開示することは

できません。 

   ア 法令秘情報 

     法令等の規定により、開示することができない情報 

   イ 個人に関する情報 

     個人に関する情報であって、特定の個人が識別され、又は他の情報と照合    

することにより識別され得るもの 

   ウ 法人等に関する情報 

     開示することにより、法人等の競争上の地位、財産権その他正当な利益を    

害するおそれがあるもの 

     公にしないとの約束の下に、任意に提供されたもので、当該約束の締結が    

合理的であると認められるもの 

   エ 公共の安全等に関する情報 

     開示することにより、人の生命、身体又は財産の保護、犯罪の予防及び捜    

査その他公共の安全及び秩序の維持に支障が生ずるおそれがある情報 

   オ 審議、検討等に関する情報 

     審議、検討又は協議に関する情報であって、開示することにより、率直な    

意見の交換若しくは意思決定の中立性が不当に損なわれ、不当に市民の間に    

混乱を生じさせ、又は特定の者に不当に利益を与え、若しくは不利益を及ぼ

すおそれがあるもの 

   カ 事務事業に関する情報 

     事務事業に関する情報のうち、開示することにより、事務事業の性質上、    

その適正な遂行に支障を及ぼすおそれがあるもの 

   キ 国等に関する情報 

     国等との協議等に基づく情報であって、開示することにより国等との協力
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関係又は信頼関係が著しく損なわれると認められるもの 

 

  (6) 存否不回答 

    開示請求に係る文書等の存否について回答することにより、不開示情報を開   

示した場合と同様に保護される利益が害されることとなるときは、その存否を   

明らかにしないで請求を拒否することができます。 

 

  (7) 第三者保護 

実施機関は、開示請求に係る文書等に本市又は開示請求者以外の第三者に関   

する情報が記録されている場合は、第三者の正当な権利利益を保護するため、

開示等の決定をする際に、当該第三者の意見を聞くことができます。     

 

  (8) 費用負担 

文書等の閲覧に係る手数料は無料ですが、文書等の写しの作成及び送付に必   

要な費用は、請求者の負担となります。 

 

  (9) 不服申立て 

請求者は、開示等の決定に対し不服があるときは、行政不服審査法に基づき   

不服申立てをすることができます。 

    実施機関は、不服申立てがあった場合、学識経験者などの第三者で構成する   

熊本市情報公開・個人情報保護審議会に諮問し、その答申を尊重して決定又は

裁決を行います。 

  

  (10) 情報提供施策の充実 

実施機関は、市民生活の向上に資するとともに、市民の市政に対する理解を 

   深めるため、市民が必要とする情報を積極的に提供するよう努めなければなり 

   ません。 

 

 ３ 情報公開窓口 

   情報公開制度を円滑に運営し、市民の利用しやすい制度とするため、情報公開 

  の相談や案内、請求の受付、開示の実施等を一元的に行う総合窓口として、市庁 

  舎１階に「市政情報プラザ」を設置しています。 
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Ⅱ 情報公開制度の運用状況 

 

１ 開示請求件数及びその処理状況 

   平成１０年度から平成２６年度の開示請求の処理状況は、次のとおりです。 

                       （単位：件） 

年度 

開示

請求

件数 

処理状況 

開示

決定 

部分

開示 

請求拒否決定 

合計 取下げ 却下 
不開示 

存否不

回答 
不存在 その他 小計 

10 21 4 16 1 0 5 5 11 31 0 0 

11 64 14 45 2 0 4 0 6 65 0 0 

12 96 67 18 0 0 17 2 19 104 2 0 

13 486 231 86 0 0 246 0 246 563 8 2 

14 346 185 75 0 0 172 2 174 434 3 1 

15 572 225 150 15 1 214 4 234 609 5 0 

16 489 234 112 11 8 142 0 161 507 11 0 

17 536 189 132 12 0 146 6 164 485 68 2 

18 344 120 105 17 0 122 2 141 366 15 4 

19 504 314 80 8 0 177 2 187 581 6 0 

20 416 262 93 8 0 63 4 75 430 13 1 

21 517 364 102 14 1 70 1 86 552 9 14 

22 633 445 147 18 0 96 12 126 718 15 2 

23 787 629 114 16 0 72 0 88 831 6 0 

24 868 519 227 9 0 152 0 161 907 9 0 

25 974 681 237 18 0 105 1 124 1,042 6 0 

26 1,219 822 345 15 1 78 6 100 1,267 13 0 

〔備考〕 

(1) １件の開示請求に対し、複数の決定が為される場合があるため、開示請求件

数と処理件数とは、必ずしも一致しない。 

(2) 部分開示決定とは、開示請求に係る文書等の一部について請求拒否の決定を

し、その他の部分について開示の決定をしたものをいう。 

(3) 存否不回答とは、条例第９条の規定により請求拒否の決定をしたものをいう。 

(4) その他とは、条例が適用されない文書等に対する請求等その他の理由により、

請求拒否の決定をしたものをいう。 

(5) 却下とは、文書等開示請求書の記載内容に不備があったため補正を依頼した

が補正に応じなかったもの、又は開示請求権がない者からの請求について、却

下したもの等をいう。 
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２ 実施機関別の処理状況 

   平成２６年度の実施機関別の処理状況は次のとおりです。平成２６年度に

おける実施機関別請求件数は、市長事務部局が９８１件で最も多く、うち都

市建設局が５９６件、次いで健康福祉子ども局が２４２件となっています。 

 

 平成２６年度の実施機関別の開示請求件数及び処理状況     （単位：件） 

実施機関 

開示 

請求 

件数 

処    理    状    況 

開示 

決定 
部分開

示決定 

請求拒否決定 
合計 

取下

げ 
却下 

不開示 
存否不

回答 
不存在 その他 計 

市 

 

 

長 

総 務 局 13 8 3 1 0 4 1 6 17 0 0 

企画振興局 29 11 17 0 0 4 0 4 32 0 0 

財 政 局 6 3 1 1 1 0 0 2 6 0 0 

健康福祉子ども局 242 188 50 1 0 6 0 7 245 2 0 

環 境 局 31 20 7 0 0 6 0 6 33 0 0 

農水商工局 21 9 8 0 0 4 0 4 21 1 0 

観光文化交流局 16 12 4 0 0 0 0 0 16 1 0 

都市建設局 596 350 223 5 0 22 5 32 605 7 0 

中央区役所 4 2 2 0 0 1 0 1 5 0 0 

東 区 役 所 2 2 0 0 0 1 0 1 3 0 0 

西 区 役 所 4 3 0 0 0 2 0 2 5 0 0 

南 区 役 所 13 11 2 0 0 1 0 1 14 0 0 

北 区 役 所 3 3 0 0 0 1 0 1 4 0 0 

会 計 総 室 1 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 

都市政策研究所 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

小 計 981 623 317 8 1 52 6 67 1,007 11 0 

教 育 委 員 会 45 39 7 2 0 4 0 6 52 0 0 

選挙管理委員会 2 0 1 1 0 1 0 2 3 0 0 

人 事 委 員 会 5 4 0 0 0 1 0 1 5 0 0 

監 査 委 員 2 0 1 0 0 1 0 1 2 0 0 

農 業 委 員 会 2 1 1 0 0 0 0 0 2 0 0 

固定資産評価 

審 査 委 員 会 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

公
営
企
業

管

理

者 

交 通 局 4 3 1 1 0 1 0 2 6 0 0 

上下水道局 136 130 3 1 0 3 0 4 137 2 0 

病 院 局 4 2 2 1 0 3 0 4 8 0 0 

消防長 消防局 35 19 10 1 0 11 0 12 41 0 0 

議 会 3 1 2 0 0 1 0 1 4 0 0 

合 計 1,219 822 345 15 1 78 6 100 1,267 13 0 
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３ 不開示理由の適用状況 

条例第７条各号のいずれかに該当し、不開示（部分開示を含む。）となった事

例の理由別内訳は、次のとおりです。 

  不開示理由別内訳 

不開示理由（条例第７条）  
２６年度 

件数（件） 比率（％） 

第１号 法令秘情報 ２ ０．５ 

第２号 個人に関する情報 ３３８ ７７．９ 

第３号 法人等に関する情報 ５３ １２．２ 

第４号 公共の安全等に関する情報 １７ ３．９ 

第５号 審議、検討等に関する情報 ２ ０．５ 

第６号 事務事業に関する情報 ２２ ５．０ 

第７号 国等に関する情報 ０ ０ 

その他（条例の適用除外など） ０ ０ 

合    計 ４３４ １００.０ 

 

４ 不服申立ての状況 

  平成２６年度の不服申立ての状況は、次のとおりです。 

             （単位：件） 

不服申立て件数 

処理状況 

決定済 裁決済 
審議会で 

審 議 中     

実施機関 

で検討中 
取下げ 

２６年度 

異議申立て ６ １０  ５ １ ０ 

審 査 請 求 ０  ０ ０ ０ ０ 

合  計 ６ １０ ０ ５ １ ０ 
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Ⅲ 個人情報保護制度のあらまし 

 

 １ 個人情報保護制度の意義 

熊本市では、昭和６１年１月に「熊本市電子計算組織の運営に係る個人情報の

保護に関する条例」を制定し、電子計算組織により処理される個人情報の保護を

図ってきました。しかし、近年における市民のプライバシーに関する認識の高ま

りや高度情報化社会の急速な進展に伴い、「手作業処理される個人情報」や「民

間業者が保有する個人情報」についても、保護措置を講ずることが求められるよ

うになってきました。このため、平成１１年１１月に熊本市個人情報保護制度検

討委員会が設置され、平成１２年１１月の答申を経て、平成１３年９月２１日に

「熊本市個人情報保護条例」を公布、平成１４年４月１日から施行されました。 

 

この制度は、熊本市や熊本市の民間事業者等における個人情報の取扱いによっ

て侵害されるおそれがある個人の権利利益を、広く保護することを目的とするも

のであり、本市が個人情報を適正に取り扱うためのルールを定めるとともに、個

人情報の本人に開示、訂正などを求める権利を保障しているものです。 

 

 ２ 個人情報保護制度の概要 

  (1) 実施機関 

    市長、教育委員会、選挙管理委員会、人事委員会、監査委員、農業委員会、

固定資産評価審査委員会、公営企業管理者、消防長及び議会 

 

  (2) 個人情報を適正に取り扱うルール 

   ア 収集の制限 

    (ｱ) 個人情報を取り扱う事務の目的を明確にし、必要な範囲内で収集する。 

    (ｲ) 適法かつ公正な手段で収集する。 

    (ｳ) 原則として本人から収集する。 

    (ｴ) 思想､信条等に関する個人情報は、原則として収集しない。 

   イ 利用及び提供の制限 

    (ｱ) 目的外利用の制限 

(ｲ) 外部提供の制限 

   ウ 電子計算機結合による提供の制限 

(ｱ) 通信回線の結合による提供の制限（相手方が随時入手できる状態にする

ものに限定して制限） 

   エ 適正管理 

    (ｱ) 正確、最新の状態を確保 

(ｲ) 漏えい、滅失、改ざん等の防止と責任体制の明確化 

    (ｳ) 不必要なものの廃棄、消去 
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(3) 開示や訂正などを求める権利 

 ア 開示請求 

   自己情報の開示請求権の保障 

 イ 訂正請求 

   自己情報の訂正請求権の保障 

 ウ 是正の申出 

個人情報の取扱い（収集、利用及び提供）の違反に対する利用停止請求権

の保障 

※ 利用停止請求（平成１６年４月１日から条例改正・施行） 

    個人情報の取扱い（収集、利用及び提供）の違反に対する利用停止請求

権の保障 

 エ 苦情の処理 

   実施機関の個人情報の取扱いに関する苦情の処理 

 オ 苦情相談の処理 

   事業者の個人情報の取扱いに関する苦情相談の処理 

 

  (4) 請求の方法並びに請求に対する決定及び通知 

請求の方法並びに請求に対する決定及び通知については、次のとおりで   

す。 

   ア 自己に関する個人情報の開示、訂正等の請求をしようとする者は、必要事

項を記載した請求書を情報公開窓口へ提出しなければなりません。 

   イ 実施機関は、請求書の提出があった日の翌日から起算して、開示請求は 

１４日以内に、訂正請求及び利用停止請求は３０日以内に諾否の決定をし、

開示請求者に対して書面で通知します。 

     ただし、やむを得ない理由により、１４日以内（訂正請求及び利用停止請

求は３０日以内）に決定をすることができない場合は、請求書の提出があっ

た日の翌日から起算して４５日（訂正請求及び利用停止請求は６０日）を限

度として延長することができます。 

     この場合、延長する期限及び理由を文書で請求者に通知します。 

 

  (5) 罰則 

    国において職員や受託事務従事者等に対して罰則規定を設けられたことに伴

い、本市においても次のような罰則規定を設け、平成１６年４月１日から施行

しています。 

   ア 職員若しくは委託を受けた者又は指定管理者の行なう事務に従事している

者（職員・受託者・指定管理者であった者も含む。）が、正当な理由がない

のに、個人の秘密に属する事項が記録された､行政文書に記録された個人情

報を含む情報の集合物であって一定の事務の目的を達成するために特定の
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行政文書に記録された個人情報を電子計算機を用いて検索することができ

るように体系的に構成したもの（その全部又は一部を複製し、又は加工した

ものを含む。）を外部提供したときは、２年以下の懲役又は１００万円以下

の罰金 

   イ 職員若しくは委託を受けた者又は指定管理者の行なう事務に従事している

者（職員・受託者・指定管理者であった者も含む）が、個人情報をその業務

に関して知り得た行政文書に記録された個人情報を自己若しくは第三者の

不正な利益を図る目的で外部提供し、又は盗用したときは、１年以下の懲役

又は５０万円以下の罰金 

   ウ 職員が職権を濫用して専らその職務の用以外の用に供する目的で個人の秘

密に係る個人情報を収集した場合は１年以下の懲役又は５０万円以下の罰

金 

   エ 不正な手段により個人情報の開示請求をした場合５万円以下の過料 

 

  (6) 費用負担 

文書等の閲覧に係る手数料は無料ですが、文書等の写しの作成及び送付に必   

要な費用は、請求者の負担となります。 

 

  (7) 不服申立て 

請求者は、開示等の決定に対し不服があるときは、行政不服審査法に基づき   

不服申立てをすることができます。 

    実施機関は、不服申立てがあった場合、学識経験者などの第三者で構成する   

熊本市情報公開・個人情報保護審議会に諮問し、その答申を尊重して決定又は

裁決を行います。 
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Ⅳ 個人情報保護制度の運用状況 

 

１ 開示請求件数及びその処理状況 

   平成１４年度から２６年度の開示請求の処理状況は、次のとおりです。 

 

                                （単位：件） 

 
開 示 

請 求 

件 数 

処  理  状  況 

開 示 

決 定 

一 部 

開 示 

決 定 

不開示 不存在 
存 否 

不回答 
取下げ 却下 

14 年度 １７ ４ ０ １ １２ ０ １ ０ 

15 年度 ５１ ２０ １０ ０ １８ ０ ３ ０ 

16 年度 ５２ ２８ １０ ０ １７ ０ ０ ０ 

17 年度 ９４ ４０ １４ ２ ３３ ０ ４ ２ 

18 年度 ６６ ３４ １０ １ ２１ ０ ０ １ 

19 年度 ７９ ４５ ９ ０ ２７ ０ ０ ０ 

20 年度 ８６ ４４ ２９ ０ １３ ０ ０ ０ 

21 年度 ７５ ３５ １９ １ ２２ ０ １ ０ 

22 年度 １０５ ４８ ３８ １ ２４ ０ ０ ０ 

23 年度 ８０ ３７ ３２ ０ １３ ０ ０ ０ 

24 年度 ６３ ３３ ２１ ２ １１ ０ ０ ０ 

25 年度 ９３ ３８ ３６ ５ ２７ ０ ０ ０ 

26 年度 ９４ ５２ ３０ ３ １４ １ ２ ０ 

 

〔備考〕 

１ １件の開示請求に対し、複数の決定が為される場合があるため、開示請求

件数と処理件数とは、必ずしも一致しない。 

２ 一部開示決定とは、開示請求に係る文書等の一部について請求拒否の決定

をし、その他の部分について開示の決定をしたものをいう。 

３ 存否不回答とは、条例第１７条の規定により請求拒否の決定をしたものを

いう。 
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２ 実施機関別の処理状況 

  平成２６年度の実施機関別の処理状況は次のとおりです。平成２６年度における

実施機関別請求件数は、市長事務部局が８５件で最も多く、うち企画振興局が４７

件、次いで健康福祉子ども局が２３件となっています。 

 

 平成２６年度の実施機関別の開示請求件数及び処理状況       （単位：件） 

実施機関 

開 示 

請 求 

件 数 

処    理    状    況 

開 示 

決 定 

一部開 

示決定 
不開示 不存在 

存否不

回答 
合 計 取下げ 却下 

市 

 

 

 

長 

総 務 局 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

企 画 振 興 局 47 28 10 1 11 0 50 1 0 

財 政 局 3 2 0 0 1 0 3 0 0 

健康福祉子ども局 23 11 10 0 2 0 23 1 0 

環 境 局 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

農 水 商 工 局 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

観光文化交流局 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

都 市 建 設 局 2 2 0 0 0 0 2 0 0 

中 央 区 役 所 1 0 1 0 0 0 1 0 0 

東 区 役 所 2 1 1 0 0 0 2 0 0 

西 区 役 所 2 0 2 0 0 0 2 0 0 

南 区 役 所 1 1 0 0 0 0 1 0 0 

北 区 役 所 4 1 3 0 0 0 4 0 0 

会 計 総 室 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

都 市 政 策 研 究所 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

小 計 85 46 27 1 14 0 88 2 0 

教 育 委 員 会 5 4 1 2 0 1 8 0 0 

選 挙 管 理 委 員 会 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

人 事 委 員 会 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

監 査 委 員 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

農 業 委 員 会 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

固 定 資 産 評 価 

審 査 委 員 会 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 

公 営 

企 業 

管理者 

交 通 局 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

上下水道局 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

病 院 局 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

消防長 消 防 局 4 2 2 0 0 0 4 0 0 

議 会 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

合 計 94 52 30 3 14 1 100 2 0 
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３ 不服申立ての状況 

  平成２６年度の不服申立ての状況は、次のとおりです。 

             （単位：件） 

不服申立て件数 

処理状況 

決定済 裁決済 
審議会で 

審 議 中     

実施機関 

で検討中 
取下げ 

２６年度 

異議申立て ３ １  １ ０ ２ 

審 査 請 求 １  ０ １ ０ ０ 

合  計 ４ １ ０ ２ ０ ２ 

 

４ 訂正請求の状況 

  平成２６年度における自己に関する個人情報の訂正請求は、ありません。 

 

 

５ 利用停止請求の状況 

  平成２６年度における個人情報の取扱いの違反に対する利用停止請求は、ありま

せん。 
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Ⅴ 熊本市情報公開・個人情報保護審議会の運営状況  

 

１ 開示請求等に対する不開示等の処分に対して不服がある場合は、行政不服審査

法に基づく不服申立てを行うことが出来ます。  

そこで、不服申立てが行われたとき、実施機関は、不服申立てを認容する場合

等を除き、第三者機関である熊本市情報公開・個人情報保護審議会に諮問を行い、

その答申を尊重し当該不服申立てに係る決定を行わなければなりません。この審

議会は、次の５人の有識者によって構成されます。  

 

熊本市情報公開・個人情報保護審議会委員名簿  

 （任期：平成２５年４月２７日～平成２７年４月２６日）  

役  職 氏  名 職  名  等 

会  長  江藤  孝 
 熊本大学名誉教授 

 志學館大学名誉教授  

会長職務代理者  高木 絹子  弁護士 

委  員  大江 正昭  熊本学園大学社会福祉学部教授 

委  員  馬場  啓  弁護士 

委  員  澤田 道夫  熊本県立大学総合管理学部准教授 

（平成２７年３月３１日現在） 
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 ２ 平成２６年度の情報公開・個人情報保護審議会への諮問は、合計１３件で、う

ち、情報公開制度に基づく諮問が６件、個人情報保護制度に基づく諮問が７件と

なっています。 

   平成２６年度の情報公開・個人情報保護審議会の開催は、合計１３回で、開催

状況は、次のとおりです。 

 

年  月  日 主 な 審 議 事 項 

平成２６年 ４月２３日 平成２４年諮問第５号の審議 

平成２６年 ５月２８日 
平成２４年諮問第５号及び平成２５年度諮問第１号

の審議 

平成２６年 ６月１８日 平成２５年度諮問第１号ないし第７号の審議 

平成２６年 ７月１６日 平成２５年度諮問第１号ないし第８号の審議 

平成２６年 ８月２７日 
平成２５年度諮問第２号及び第８号の審議並びに平

成２５年度諮問第４号ないし第７号の調査報告 

平成２６年 ９月２４日 平成２５年度諮問第２号及び第８号の審議 

平成２６年１０月２２日 平成２５年度諮問第２号及び第４号の審議 

平成２６年１１月１９日 平成２５年度諮問第４号及び第５号の審議 

平成２６年１２月１０日 平成２５年度諮問第５号、第６号及び第７号の審議 

平成２７年 １月１４日 
平成２５年度諮問第５号、第６号、第７号及び平成

２６年度諮問第７号の審議 

平成２７年 ２月１８日 
平成２５年度諮問第５号、第６号、第７号及び平成

２６年度諮問第７号の審議 

平成２７年 ３月１８日 平成２６年度諮問第８号及び第９号の審議 

平成２７年 ３月２０日 平成２６年度諮問第１号、第８号及び第９号の審議 
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線
の

道
路

整
備

状
況

を
把

握
･確

認
す

る
た

め
、

道
路

形
状

等
が

確
認

で
き

る
資

料
(道

路
平

面
図

･
位

置
図

)
※

1
/
5
0
0
～

1
/
2
0
0
0
程

度
の

縮
尺

希
望

※
詳

細
は

添
付

資
料

の
ご

確
認

を
お

願
い

致
し

ま
す

。

都
市

建
設

局
西

部
土

木
ｾ

ﾝ
ﾀ
ｰ

工
務

課

主
要

地
方

道
3
8
号

 宇
土

甲
佐

線

開
示

4
/
7

4
/
2
3

郵
送

9
4
/
1

平
成

2
6
年

3
月

1
日

～
平

成
2
6
年

3
月

3
1
日

ま
で

の
間

に
、

熊
本

市
内

に
お

い
て

新
規

に
営

業
許

可
を

受
け

た
飲

食
店

一
覧

(移
動

、
臨

時
、

自
動

販
売

機
を

除
く

)
項

目
:屋

号
、

営
業

所
所

在
地

、
営

業
所

電
話

番
号

、
許

可
年

月
日

、
許

可
期

間
、

業
種

健
康

福
祉

子
ど

も
局

食
品

保
健

課

平
成

2
6
年

3
月

1
日

～
平

成
2
6
年

3
月

3
1
日

ま
で

の
間

に
、

熊
本

市
内

に
お

い
て

新
規

に
営

業
許

可
を

受
け

た
飲

食
店

一
覧

(移
動

、
臨

時
、

自
動

販
売

機
を

除
く

)
計

9
3
件

項
目

:屋
号

、
営

業
所

所
在

地
、

営
業

所
電

話
番

号
、

許
可

年
月

日
、

許
可

期
間

、
業

種
※

 開
示

情
報

取
り

出
し

日
時

:平
成

2
6
年

4
月

3
日

1
5
:0

0

開
示

4
/
4

4
/
1
7

郵
送

1
0

4
/
2

指
定

管
理

者
導

入
制

度
導

入
施

設
で

あ
る

、
熊

本
市

夢
も

や
い

館
(所

管
部

署
:健

康
福

祉
子

ど
も

局
健

康
福

祉
政

策
課

)の
直

近
の

指
定

管
理

公
募

に
あ

た
っ

て
、

○
○

が
提

出
し

た
直

近
の

一
切

の
書

類
及

び
平

成
2
4
年

度
･平

成
2
3
年

度
の

収
支

報
告

書

健
康

福
祉

子
ど

も
局

健
康

福
祉

政
策

課

有
4
/
1
6

指
定

管
理

者
導

入
制

度
導

入
施

設
で

あ
る

、
熊

本
市

夢
も

や
い

館
の

直
近

の
指

定
管

理
公

募
に

あ
た

っ
て

○
○

が
提

出
し

た
直

近
の

一
切

の
書

類
及

び
平

成
2
4
年

度
･平

成
2
3
年

度
の

収
支

報
告

書
の

中
で

、
個

人
情

報
に

係
る

部
分

及
び

、
事

業
者

の
経

理
等

に
係

る
部

分
を

除
く

開
示

(一
部

請
求

拒
否

)
3
号

　
法

人
等

情
報

5
/
7

5
/
2
2

1
1

4
/
2

指
定

管
理

者
導

入
制

度
導

入
施

設
で

あ
る

、
九

州
自

然
歩

道
利

用
拠

点
施

設
(所

管
部

署
:観

光
文

化
交

流
局

観
光

振
興

課
)の

直
近

の
指

定
管

理
公

募
に

あ
た

っ
て

、
○

○
が

提
出

し
た

直
近

の
一

切
の

書
類

及
び

平
成

2
4
年

度
・
平

成
2
3
年

度
の

収
支

報
告

書

観
光

文
化

交
流

局
観

光
振

興
課

取
り

下
げ
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受
付

番
号

受
付

日
請

求
す

る
文

書
の

件
名

所
管

課
期

限
延

長
決

定
文

書
の

件
名

決
定

内
容

不
開

示
理

由
開

示
等

決
定

日
開

示
日

1
2

4
/
2

指
定

管
理

者
導

入
制

度
導

入
施

設
で

あ
る

、
熊

本
市

く
ま

も
と

工
芸

会
館

(所
管

部
署

:観
光

文
化

交
流

局
観

光
振

興
課

)の
直

近
の

指
定

管
理

公
募

に
あ

た
っ

て
、

○
○

が
提

出
し

た
直

近
の

一
切

の
書

類
及

び
平

成
2
4
年

度
･平

成
2
3
年

度
の

収
支

報
告

書
(現

在
事

項
全

部
証

明
書

、
印

鑑
証

明
書

、
法

人
設

立
届

出
書

等
、

定
款

、
身

分
証

明
書

、
事

業
報

告
書

、
財

産
目

録
、

市
税

滞
納

有
無

調
査

承
諾

書
、

役
員

等
名

簿
及

び
照

会
承

諾
書

、
工

芸
製

作
実

演
者

名
簿

(承
諾

書
の

有
無

)、
承

諾
書

の
一

部
、

履
歴

書
及

び
職

務
経

歴
書

、
川

尻
月

間
実

行
委

員
名

簿
を

除
く

。
)

観
光

文
化

交
流

局
文

化
振

興
課

有
4
/
1
6

指
定

管
理

者
導

入
制

度
導

入
施

設
で

あ
る

、
熊

本
市

く
ま

も
と

工
芸

会
館

(所
管

部
署

:観
光

文
化

交
流

局
文

化
振

興
課

)の
直

近
の

指
定

管
理

募
集

に
あ

た
っ

て
、

○
○

が
提

出
し

た
直

近
の

一
切

の
書

類
及

び
平

成
2
4
年

度
･平

成
2
3
年

度
の

収
支

報
告

書 (現
在

事
項

全
部

証
明

書
、

印
鑑

証
明

書
、

法
人

設
立

届
出

書
等

、
定

款
、

身
分

証
明

書
、

事
業

報
告

書
、

財
産

目
録

、
市

税
滞

納
有

無
調

査
承

諾
書

、
役

員
等

名
簿

及
び

照
会

承
諾

書
、

工
芸

製
作

実
演

者
名

簿
(承

諾
書

の
有

無
)、

承
諾

書
の

一
部

、
履

歴
書

及
び

職
務

経
歴

書
、

川
尻

月
間

実
行

委
員

名
簿

を
除

く
。

)

開
示

(一
部

請
求

拒
否

)

2
号

　
個

人
情

報
3
号

　
法

人
等

情
報

5
/
1
5

5
/
2
2

1
3

4
/
2

指
定

管
理

者
導

入
制

度
導

入
施

設
で

あ
る

、
熊

本
市

職
業

訓
練

ｾ
ﾝ
ﾀ
ｰ

(所
管

部
署

:農
水

商
工

局
産

業
政

策
課

)の
直

近
の

指
定

管
理

公
募

に
あ

た
っ

て
、

○
○

が
提

出
し

た
直

近
の

一
切

の
書

類

農
水

商
工

局
産

業
政

策
課

取
り

下
げ

1
4

4
/
2

平
成

2
6
年

3
月

1
9
日

開
札

上
下

水
道

局
 下

水
道

整
備

課
1
班

都
市

計
画

事
業

 西
部

汚
水

2
9
号

幹
線

及
び

枝
線

下
水

道
築

造
工

事
(6

0
0
工

区
)

上
記

の
金

入
設

計
書

の
開

示
を

お
願

い
致

し
ま

す
。

上
下

水
道

局
下

水
道

整
備

課

都
市

計
画

事
業

西
部

汚
水

2
9
号

幹
線

及
び

枝
線

下
水

道
築

造
工

事
(6

0
0
工

区
)の

金
入

設
計

書
開

示
4
/
7

4
/
8

1
5

4
/
2

北
区

貢
町

1
2
4
5
番

付
近

φ
5
0
0
･3

0
0
･1

5
0
粍

配
水

管
布

設
替

工
事

金
入

設
計

書
上

下
水

道
局

管
路

維
持

課

北
区

貢
町

1
2
4
5
番

付
近

φ
5
0
0
･3

0
0
･1

5
0
粍

配
水

管
布

設
替

工
事

上
記

の
金

額
入

り
工

事
設

計
書

開
示

4
/
8

4
/
1
0
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受
付

番
号

受
付

日
請

求
す

る
文

書
の

件
名

所
管

課
期

限
延

長
決

定
文

書
の

件
名

決
定

内
容

不
開

示
理

由
開

示
等

決
定

日
開

示
日

1
6

4
/
2

1
、

被
措

置
児

童
等

虐
待

に
つ

い
て

、
厚

生
労

働
省

が
都

道
府

県
、

指
定

都
市

、
児

童
相

談
所

設
置

市
に

依
頼

し
た

｢被
措

置
児

童
等

虐
待

の
児

童
福

祉
法

に
基

づ
く

対
応

状
況

等
に

関
す

る
調

査
｣に

基
づ

き
、

貴
自

治
体

が
、

厚
生

労
働

省
に

提
出

し
た

文
書

一
式

(｢
被

措
置

児
童

等
虐

待
の

児
童

福
祉

法
に

基
づ

く
対

応
状

況
等

に
関

す
る

調
査

票
｣、

｢被
措

置
児

童
等

虐
待

の
事

実
が

認
め

ら
れ

た
事

例
の

概
要

に
つ

い
て

｣、
検

証
報

告
書

等
が

あ
れ

ば
そ

れ
を

含
む

)
※

平
成

2
1
-
2
4
年

度
分

す
べ

て
2
、

上
記

1
の

う
ち

、
虐

待
の

事
実

が
認

め
ら

れ
た

事
例

に
つ

い
て

、
虐

待
日

時
･期

間
、

施
設

名
(里

親
、

ﾌ
ｧ
ﾐﾘ

ｰ
ﾎ
ｰ

ﾑ
等

含
む

)が
分

か
る

文
書

3
、

被
措

置
児

童
等

に
つ

い
て

、
平

成
2
5
年

度
に

虐
待

の
有

無
の

事
実

確
認

が
行

わ
れ

た
ｹ

ｰ
ｽ
(平

成
2
4
年

度
以

前
か

ら
の

繰
り

返
し

事
例

も
含

む
)の

う
ち

、
貴

自
治

体
に

お
い

て
虐

待
の

事
実

が
認

め
ら

れ
た

ｹ
ｰ

ｽ
に

つ
い

て
、

虐
待

状
況

等
(※

具
体

的
に

は
下

記
の

通
り

)が
、

事
案

ご
と

に
分

か
る

文
書

一
式

･被
害

児
童

の
性

別
、

年
齢

、
就

学
状

況
、

外
傷

(心
理

的
外

傷
も

含
む

)の
程

度
･虐

待
を

行
っ

た
加

害
者

の
性

別
、

年
齢

、
施

設
職

員
･

里
親

の
職

種
等

(被
害

者
と

の
関

係
が

分
か

る
内

容
の

も
の

)
･虐

待
内

容
(虐

待
の

あ
っ

た
日

時
･期

間
、

場
所

(施
設

種
別

、
施

設
名

等
が

わ
か

る
も

の
、

虐
待

に
至

る
経

緯
、

虐
待

態
様

を
含

め
、

具
体

的
状

況
が

わ
か

る
も

の
)

･被
害

児
童

に
対

す
る

法
人

･施
設

、
自

治
体

に
よ

る
ﾌ
ｫ

ﾛ
ｰ

状
況

健
康

福
祉

子
ど

も
局

子
ど

も
支

援
課

被
措

置
児

童
等

虐
待

の
児

童
福

祉
法

に
基

づ
く

対
応

状
況

等
に

関
す

る
調

査
票

※
平

成
2
1
年

度
分

不
存

在
第

1
1
条

　
第

2
項

4
/
1
5

･加
害

者
に

対
す

る
法

人
･施

設
、

自
治

体
の

対
応

(免
職

な
ど

の
処

分
、

刑
事

告
発

の
有

無
、

再
発

防
止

の
た

め
の

研
修

状
況

、
児

童
福

祉
法

に
基

づ
く

法
人

･施
設

･
里

親
等

へ
の

指
導

等
)

被
措

置
児

童
等

虐
待

の
報

告
※

平
成

2
5
年

度
開

示
(一

部
請

求
拒

否
)

2
号

　
個

人
情

報
3
号

　
法

人
等

情
報

4
/
1
5

4
/
1
8

郵
送

被
措

置
児

童
等

虐
待

の
児

童
福

祉
法

に
基

づ
く

対
応

状
況

等
に

関
す

る
調

査
票

※
平

成
2
2
年

度
～

平
成

2
4
度

分
開

示
4
/
1
5

4
/
1
8

郵
送
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受
付

番
号

受
付

日
請

求
す

る
文

書
の

件
名

所
管

課
期

限
延

長
決

定
文

書
の

件
名

決
定

内
容

不
開

示
理

由
開

示
等

決
定

日
開

示
日

1
7

4
/
3

平
成

2
6
年

3
月

1
日

か
ら

平
成

2
6
年

3
月

3
1
日

ま
で

に
新

規
で

営
業

許
可

を
取

得
し

た
飲

食
店

の
一

覧
表

(食
品

営
業

許
可

台
帳

)
※

屋
号

･営
業

所
所

在
地

･申
請

者
氏

名
･業

種
･営

業
所

電
話

番
号

･許
可

年
月

日
･許

可
満

了
日

等
に

つ
い

て
の

資
料

一
覧

表
(自

動
販

売
機

･露
店

営
業

を
除

く
)

健
康

福
祉

子
ど

も
局

食
品

保
健

課

平
成

2
6
年

3
月

1
日

～
平

成
2
6
年

3
月

3
1
日

ま
で

の
間

に
、

熊
本

市
内

に
お

い
て

新
規

に
営

業
許

可
を

受
け

た
飲

食
店

一
覧

(自
動

販
売

機
、

露
店

営
業

を
除

く
)

計
9
3
件

項
目

:屋
号

、
営

業
所

所
在

地
、

申
請

者
氏

名
、

業
種

、
営

業
所

電
話

番
号

、
許

可
年

月
日

、
許

可
満

了
日

※
 開

示
情

報
取

り
出

し
日

時
:平

成
2
6
年

4
月

3
日

1
5
:0

0

開
示

4
/
8

4
/
1
6

郵
送

1
8

4
/
3

平
成

2
6
年

2
月

1
9
日

開
札

北
部

土
木

ｾ
ﾝ
ﾀ
ｰ

 工
務

課
一

般
県

道
 砂

原
四

方
寄

線
(花

園
工

区
)和

泉
IC

取
付

道
路

改
良

工
事

上
記

の
金

入
設

計
書

の
開

示
を

お
願

い
致

し
ま

す
。

都
市

建
設

局
北

部
土

木
ｾ

ﾝ
ﾀ
ｰ

工
務

課

･一
般

県
道

砂
原

四
方

寄
線

(花
園

工
区

)和
泉

IC
取

付
道

路
改

良
工

事
の

金
入

設
計

書

開
示

4
/
9

4
/
1
7

1
9

4
/
3

位
置

指
定

道
路

熊
本

市
指

令
(管

健
)1

4
9
号

 S
4
8
.1

0
.6

道
路

判
定

0
4
-
3
6
6
号

 H
1
6
.7

.1
2

都
市

建
設

局
建

築
指

導
課

位
置

指
定

台
帳

熊
本

市
指

令
(管

建
) 
1
4
9
号

 S
4
8
.1

0
.6

道
路

判
定

0
4
-
3
6
6
号

 H
1
6
.7

.1
2

開
示

(一
部

請
求

拒
否

)
2
号

　
個

人
情

報
4
/
4

4
/
8

2
0

4
/
4

●
花

岡
山

中
腹

･春
日

4
丁

目
○

○
･新

築
工

事
･に

於
け

る
重

機
使

用
等

に
伴

う
(騒

音
･振

動
･等

)に
対

す
る

届
け

書
等

一
式

の
開

示
請

求
。

(2
)･

環
境

局
環

境
政

策
課

花
岡

山
中

腹
･春

日
4
丁

目
･○

○
･新

築
工

事
･に

於
け

る
重

機
使

用
等

に
伴

う
(騒

音
･振

動
･等

)に
対

す
る

届
け

書
等

一
式

の
開

示
請

求
。

開
示

4
/
8

4
/
2
4

2
1

4
/
4

｢食
品

衛
生

法
に

基
づ

く
営

業
許

可
施

設
台

帳
｣

【
地

域
】
熊

本
市

内
全

域
【
対

象
】
飲

食
店

営
業

(2
6
年

3
月

1
日

～
2
6
年

3
月

3
1
日

の
新

規
営

業
許

可
)(
自

動
販

売
機

、
移

動
店

舗
、

臨
時

営
業

及
び

露
店

を
除

く
)

【
内

容
】
･屋

号
･営

業
所

所
在

地
･営

業
所

電
話

番
号

･
営

業
者

氏
名

･初
許

可
年

月
日

･業
種

詳
細

健
康

福
祉

子
ど

も
局

食
品

保
健

課

平
成

2
6
年

3
月

1
日

～
平

成
2
6
年

3
月

3
1
日

ま
で

の
間

に
、

熊
本

市
内

に
お

い
て

新
規

に
営

業
許

可
を

受
け

た
飲

食
店

一
覧

(自
動

販
売

機
、

移
動

店
舗

、
臨

時
営

業
、

及
び

露
店

を
除

く
)計

9
3
件

項
目

:屋
号

、
営

業
所

所
在

地
、

営
業

所
電

話
番

号
、

申
請

者
氏

名
、

初
許

可
年

月
日

、
業

種
詳

細
※

 開
示

情
報

取
り

出
し

日
時

:平
成

2
6
年

4
月

8
日

1
4
:0

0

開
示

4
/
9

5
/
8

郵
送

2
2

4
/
4

都
市

計
画

事
業

 大
和

広
住

汚
水

幹
線

枝
線

外
枝

線
下

水
道

築
造

工
事

(5
7
9
工

区
)

の
金

額
入

り
設

計
書

上
下

水
道

局
下

水
道

整
備

課

都
市

計
画

事
業

大
和

広
住

汚
水

幹
線

枝
線

外
枝

線
下

水
道

築
造

工
事

(5
7
9
工

区
)

上
記

の
金

入
り

設
計

書

開
示

4
/
1
0

4
/
1
4

2
3

4
/
4

①
3
/
2
8
日

 熊
本

市
都

市
計

画
審

議
会

の
内

容
と

文
書

資
料

一
切

。
都

市
建

設
局

都
市

政
策

課

3
/
2
8
熊

本
市

都
市

計
画

審
議

会
の

内
容

と
資

料
一

式
開

示
(一

部
請

求
拒

否
)

2
号

　
個

人
情

報
3
号

　
法

人
等

情
報

4
/
1
1

4
/
1
7

2
4

4
/
4

②
熊

本
市

花
畑

地
区

開
発

協
議

会
で

の
内

容
(議

事
録

)文
書

一
切

。
第

1
回

か
ら

終
結

ま
で

。

都
市

建
設

局
都

心
活

性
推

進
課

有
5
/
1
9

熊
本

市
花

畑
地

区
開

発
協

議
会

　
第

1
回

～
1
0
2

回
議

事
録

開
示

(一
部

請
求

拒
否

)
3
号

　
法

人
等

情
報

5
/
1
9
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受
付

番
号

受
付

日
請

求
す

る
文

書
の

件
名

所
管

課
期

限
延

長
決

定
文

書
の

件
名

決
定

内
容

不
開

示
理

由
開

示
等

決
定

日
開

示
日

2
5

4
/
4

平
成

2
6
年

3
月

1
日

～
平

成
2
6
年

3
月

3
1
日

ま
で

の
間

に
、

熊
本

市
内

に
お

い
て

新
規

に
営

業
許

可
を

受
け

た
飲

食
店

一
覧

(自
動

販
売

機
、

仮
設

営
業

、
移

動
販

売
業

、
臨

時
営

業
を

除
く

)。
項

目
:屋

号
、

申
請

者
氏

名
、

営
業

所
在

地
、

営
業

所
電

話
番

号

健
康

福
祉

子
ど

も
局

食
品

保
健

課

平
成

2
6
年

3
月

1
日

～
平

成
2
6
年

3
月

3
1
日

ま
で

の
間

に
、

熊
本

市
内

に
お

い
て

新
規

に
営

業
許

可
を

受
け

た
飲

食
店

一
覧

(自
動

販
売

機
、

仮
設

営
業

、
移

動
販

売
業

、
臨

時
営

業
を

除
く

)計
9
3
件

項
目

:屋
号

、
申

請
者

氏
名

、
営

業
所

所
在

地
、

営
業

所
電

話
番

号
※

 開
示

情
報

取
り

出
し

日
時

:平
成

2
6
年

4
月

8
日

1
4
:0

0

開
示

4
/
9

4
/
1
5

2
6

4
/
4

平
成

2
6
年

3
月

1
日

～
平

成
2
6
年

3
月

3
1
日

ま
で

の
間

に
、

熊
本

市
内

に
お

い
て

新
規

に
営

業
許

可
を

受
け

た
美

容
所

一
覧

。
項

目
:施

設
名

称
、

営
業

所
所

在
地

、
営

業
所

電
話

番
号

、
開

設
者

氏
名

、
役

職
、

代
表

者
氏

名
。

健
康

福
祉

子
ど

も
局

生
活

衛
生

課

平
成

2
6
年

3
月

1
日

か
ら

平
成

2
6
年

3
月

3
1
日

ま
で

の
間

、
熊

本
市

内
に

お
い

て
新

規
確

認
し

た
美

容
所

の
一

覧
項

目
; 
施

設
の

名
称

、
所

在
地

、
電

話
番

号
、

開
設

者
の

氏
名

、
役

職
、

代
表

者
氏

名

開
示

4
/
1
1

4
/
1
5

2
7

4
/
7

2
5
年

度
中

の
全

議
員

の
海

外
視

察
に

関
す

る
一

切
の

資
料

議
会

事
務

局
議

会
総

務
課

2
5
年

度
中

の
全

議
員

の
海

外
視

察
に

関
す

る
一

切
の

資
料

開
示

(一
部

請
求

拒
否

)
2
号

　
個

人
情

報
4
/
2
1

5
/
2
0

閲
覧

2
8

4
/
7

熊
本

市
中

央
区

出
水

八
丁

目
○

○
番

の
区

画
整

理
図

面
都

市
建

設
局

都
心

活
性

推
進

課

熊
本

市
中

央
区

出
水

八
丁

目
○

○
番

の
区

画
整

理
図

面
開

示
4
/
1
1

4
/
1
4

2
9

4
/
7

都
市

計
画

道
路

 新
町

戸
坂

線
道

路
改

良
工

事
金

入
設

計
書

都
市

建
設

局
熊

本
駅

周
辺

整
備

事
務

所

都
市

計
画

道
路

新
町

戸
坂

線
道

路
改

良
工

事
の

金
入

設
計

書
開

示
4
/
1
4

4
/
1
5
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受
付

番
号

受
付

日
請

求
す

る
文

書
の

件
名

所
管

課
期

限
延

長
決

定
文

書
の

件
名

決
定

内
容

不
開

示
理

由
開

示
等

決
定

日
開

示
日

3
0

4
/
7

●
花

岡
山

中
腹

･西
区

春
日

4
丁

目
○

○
番

○
･敷

地
面

積
2
4
5
3
m

2
･○

○
?
･新

築
工

事
･(

建
築

基
準

法
･確

認
年

月
日

平
成

○
○

年
○

月
○

○
日

･市
建

第
○

○
号

･建
築

主
○

○
･有

限
会

社
○

○
･工

事
施

行
者

株
式

会
社

○
○

･)
に

於
け

る
工

事
内

容
等

に
つ

い
て

、
熊

本
市

市
政

執
行

の
基

と
な

っ
た

市
政

条
例

遵
守

実
績

等
の

以
下

の
項

目
に

つ
い

て
の

開
示

請
求

。
◎

当
地

･第
一

種
住

居
地

域
･(

建
ぺ

い
率

6
0
%
･容

積
率

2
0
0
%
)･

建
ぺ

い
率

6
0
%
･容

積
率

2
0
0
%
･に

於
け

る
･建

築
工

事
内

訳
･(

建
築

面
積

9
2
9
.1

4
m

2
･建

ぺ
い

率
3
7
.8

7
%

延
べ

面
積

3
5
7
8
.4

3
m

2
･共

同
住

宅
の

共
用

の
廊

下
等

の
部

分
1
4
2
.2

0
m

2
･自

動
車

車
庫

等
の

部
分

5
8
.1

2
m

2
･延

べ
面

積
3
3
7
8
.1

1
･容

積
率

1
3
7
.6

8
%
･)

平
成

2
5
年

6
月

2
8
日

受
付

内
容

と
な

っ
て

い
る

。
･熊

本
市

憲
法

･熊
本

市
自

治
基

本
条

例
･(

自
治

の
基

本
理

念
)第

3
条

･(
3
)一

人
ひ

と
り

の
人

権
の

尊
重

･(
4
)情

報
共

有
、

信
頼

及
び

協
働

に
よ

る
市

政
･ま

ち
づ

く
り

の
推

進
･(

自
治

運
営

の
基

本
原

則
)第

4
条

市
民

、
市

議
会

及
び

市
長

等
は

、
次

ぎ
に

掲
げ

る
基

本
原

則
に

よ
り

自
治

運
営

を
行

い
ま

す
。

(1
)情

報
共

有
の

原
則

 市
政

･ま
ち

づ
く

り
に

関
す

る
情

報
を

共
有

す
る

こ
と

。
(2

)参
画

の
原

則
 参

画
に

よ
り

市
政

･ま
ち

づ
く

り
が

行
な

わ
れ

る
こ

と
。

(3
)協

働
の

原
則

 協
働

に
よ

り
市

政
･ま

ち
づ

く
り

が
行

な
わ

れ
る

こ
と

。

都
市

建
設

局
建

築
指

導
課

○
花

岡
山

中
腹

･西
区

春
日

4
丁

目
○

○
番

○
･敷

地
面

積
2
4
5
3
㎡

･○
○

?
･新

築
工

事
･(

建
築

基
準

法
･確

認
年

月
日

 平
成

○
○

年
○

月
○

○
日

･市
建

第
○

○
号

･建
築

主
 ○

○
･有

限
会

社
○

○
･

工
事

施
行

者
 株

式
会

社
 ○

○
･)

に
於

け
る

工
事

内
容

等
に

つ
い

て
、

熊
本

市
市

政
執

行
の

基
と

な
っ

た
市

政
条

例
遵

守
実

績
等

の
以

下
の

項
目

等
に

つ
い

て
の

開
示

請
求

。
1
.こ

の
L
P
G

ﾀ
ﾝ
ｸ
新

設
(容

量
1
t)

の
新

設
設

置
の

設
計

変
更

許
可

書
･一

式
の

開
示

請
求

。
2
.決

済
稟

議
書

･等
の

わ
か

る
資

料
等

の
開

示
請

求
。

3
.L

P
G

ﾀ
ﾝ
ｸ
新

設
(容

量
1
t)

の
新

設
場

所
か

ら
配

管
ﾙ

ｰ
ﾄの

わ
か

る
配

置
図

等
の

開
示

請
求

。
5
.L

P
G

ﾀ
ﾝ
ｸ
新

設
等

の
位

置
は

、
隣

が
駐

車
場

と
な

っ
て

お
り

、
L
P
G

ﾀ
ﾝ
ｸ
配

管
･給

水
受

水
ﾎ
ﾟﾝ

ﾌ
ﾟ等

か
ら

の
受

配
水

ﾊ
ﾟｲ

ﾌ
ﾟ埋

設
管

の
上

を
車

が
走

行
す

る
が

、
ど

の
様

な
基

準
を

基
に

、
安

全
安

心
と

す
る

と
し

て
、

ど
の

様
な

基
準

･法
的

基
準

に
よ

っ
て

建
築

許
可

交
付

を
執

行
し

た
の

か
等

･の
わ

か
る

資
料

等
の

開
示

請
求

。
6
.L

P
G

ﾀ
ﾝ
ｸ
新

設
(容

量
1
t)

は
、

地
震

･震
度

い
く

つ
･ま

で
耐

え
得

る
と

審
査

審
議

し
た

結
果

な
の

か
?
の

1
)わ

か
る

法
的

根
拠

等
、

2
)審

査
審

議
し

た
会

議
録

等
、

の
開

示
請

求
。

不
存

在
第

1
1
条

　
第

2
項

4
/
1
7
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受
付

番
号

受
付

日
請

求
す

る
文

書
の

件
名

所
管

課
期

限
延

長
決

定
文

書
の

件
名

決
定

内
容

不
開

示
理

由
開

示
等

決
定

日
開

示
日

(市
長

等
の

役
割

)第
1
0
条

(1
)公

平
･公

正
か

つ
誠

実
に

、
透

明
性

の
高

い
市

政
を

行
う

こ
と

。
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
 (
2
)市

民
の

意
向

及
び

地
域

の
実

情
を

的
確

に
把

握
し

、
行

政
ｻ

ｰ
ﾋ
ﾞｽ

の
質

を
向

上
さ

せ
市

民
の

満
足

度
を

高
め

る
こ

と
。

(市
の

職
員

の
責

務
)第

1
1
条

市
の

職
員

は
、

市
長

等
の

補
佐

期
間

と
し

て
そ

の
役

割
を

担
い

、
職

務
を

遂
行

す
る

た
め

の
知

恵
と

能
力

の
向

上
に

努
め

る
と

と
も

に
、

全
体

の
奉

仕
者

と
し

て
市

民
の

視
点

に
立

っ
て

職
務

を
行

な
い

ま
す

。
(市

政
の

基
本

原
則

)第
1
2
条

(3
)市

民
に

対
し

て
説

明
責

任
を

果
た

す
こ

と
。

(危
機

管
理

)第
2
4
条

市
長

等
は

、
市

民
及

び
関

係
機

関
と

の
連

携
、

協
力

及
び

相
互

支
援

の
も

と
、

災
害

等
か

ら
市

民
の

生
命

、
身

体
及

び
財

産
の

安
全

を
確

保
す

る
よ

う
、

危
機

管
理

体
制

の
構

築
に

努
め

ま
す

。
(最

高
規

範
性

)第
3
8
条

他
の

条
例

、
規

則
等

の
制

定
改

廃
、

解
釈

及
び

運
用

に
当

た
っ

て
は

、
こ

の
条

例
に

定
め

る
事

項
を

最
大

限
尊

重
し

、
整

合
性

を
図

り
ま

す
。

各
種

計
画

の
策

定
、

見
直

し
及

び
運

用
に

お
い

て
も

、
同

様
と

し
ま

す
。

2
市

民
、

市
議

会
及

び
市

長
等

は
、

こ
の

条
例

を
尊

重
し

、
本

市
の

自
治

の
推

進
に

努
め

ま
す

。
と

あ
る

。
熊

本
市

･環
境

保
全

都
市

宣
言

(平
成

7
年

9
月

2
5
日

宣
言

発
布

)
1
私

た
ち

は
、

環
境

問
題

に
絶

え
ず

関
心

を
持

ち
、

生
命

と
自

然
と

の
関

わ
り

に
つ

い
て

認
識

を
深

め
、

そ
れ

を
暮

ら
し

の
あ

り
方

に
生

か
し

て
生

き
ま

す
。

7
.1

)こ
の

敷
地

内
の

地
盤

沈
下

に
よ

り
、

L
P
G

ﾀ
ﾝ
ｸ

の
厨

房
ま

で
の

配
管

が
破

壊
さ

れ
、

L
P
ｶ
ﾞｽ

が
空

中
に

拡
散

し
た

場
合

、
ど

の
よ

う
な

対
応

を
す

る
の

か
?
危

機
管

理
体

制
の

わ
か

る
資

料
等

･ﾏ
ﾆ

ｱ
ﾙ

等
の

開
示

請
求

。
2
)巨

大
直

下
型

地
震

･豪
雨

災
害

･等
に

よ
る

L
P
G

ｶ
ﾞｽ

漏
れ

に
、

住
民

の
生

命
危

機
を

脱
す

る
安

全
宣

言
ま

で
に

、
ど

の
位

の
時

間
を

必
要

と
す

る
の

か
?
等

の
安

全
･あ

ん
し

ん
対

策
･等

の
わ

か
る

資
料

等
の

開
示

請
求

。
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受
付

番
号

受
付

日
請

求
す

る
文

書
の

件
名

所
管

課
期

限
延

長
決

定
文

書
の

件
名

決
定

内
容

不
開

示
理

由
開

示
等

決
定

日
開

示
日

熊
本

市
環

境
基

本
条

例
(1

9
8
8
年

1
0
月

1
日

条
例

第
3
5
号

)
(事

業
者

の
責

務
)第

4
条

事
業

者
は

、
そ

の
事

業
活

動
に

よ
っ

て
良

好
な

環
境

を
侵

害
し

な
い

よ
う

自
己

の
責

任
と

負
担

に
お

い
て

、
必

要
な

措
置

を
講

ず
る

と
と

も
に

、
市

の
実

施
す

る
施

策
に

協
力

し
な

け
れ

ば
な

ら
な

い
。

2
事

業
者

は
、

法
令

、
県

条
例

に
違

反
し

な
い

場
合

に
お

い
て

も
、

良
好

な
環

境
を

確
保

す
る

た
め

、
最

大
の

努
力

を
し

な
け

れ
ば

な
ら

な
い

。
と

も
あ

る
。

こ
れ

ら
の

条
例

等
を

熊
本

市
長

等
･市

の
職

員
等

が
遵

守
･遵

法
し

て
い

る
か

･?
等

の
確

認
の

為
、

以
下

の
開

示
請

求
を

す
る

。
･熊

本
市

建
築

指
導

課
･市

建
第

○
○

号
･配

置
図

･を
確

認
す

る
と

、
→

新
設

･厨
房

の
近

く
･○

○
と

厚
い

ｺ
ﾝ
ｸ
ﾘ壁

で
仕

切
ら

れ
た

一
階

部
分

に
･二

ヶ
所

の
L
P
G

施
設

が
設

置
と

な
っ

て
い

る
。

こ
の

図
式

地
図

を
基

に
、

熊
本

市
建

築
指

導
課

は
建

築
許

可
を

交
付

し
、

○
○

部
分

ま
で

建
築

工
事

を
進

め
て

来
た

。
一

ヶ
月

半
前

に
、

施
主

と
そ

の
職

員
達

に
よ

る
現

地
説

明
会

が
行

な
わ

れ
て

い
た

の
で

、
施

主
理

事
長

に
前

･○
○

で
は

、
東

の
門

を
設

置
し

て
周

辺
住

民
の

福
祉

理
念

で
･○

○
を

あ
が

ら
ず

に
ﾀ
ｸ
ｼ

ｰ
に

乗
れ

る
よ

う
配

慮
し

て
貰

っ
て

い
た

の
で

、

2
.設

計
変

更
申

請
書

の
開

示
請

求
。

4
ﾎ
ﾟﾝ

ﾌ
ﾟ室

･受
水

槽
･の

新
設

場
所

か
ら

受
水

管
配

水
管

等
の

ﾙ
ｰ

ﾄの
わ

か
る

配
置

図
等

の
開

示
請

求
。

不
開

示

2
号

　
個

人
情

報
3
号

　
法

人
等

情
報

4
号

　
公

共
の

安
全

等
に

関
す

る
情

報

4
/
1
7
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受
付

番
号

受
付

日
請

求
す

る
文

書
の

件
名

所
管

課
期

限
延

長
決

定
文

書
の

件
名

決
定

内
容

不
開

示
理

由
開

示
等

決
定

日
開

示
日

今
度

も
東

の
門

を
使

わ
せ

て
貰

え
る

様
に

お
願

い
し

た
ら

、
施

主
･理

事
長

は
｢ま

だ
工

事
中

だ
か

ら
、

そ
ぎ

ゃ
ん

事
は

あ
と

あ
と

。
｣と

の
発

言
。

そ
の

横
に

居
た

･施
行

主
工

事
管

理
者

の
ｼ

ﾞｬ
ﾝ
ﾊ

ﾞｰ
を

着
た

工
事

関
係

者
?
が

、
｢

そ
ぎ

ゃ
ん

こ
と

ば
、

直
接

理
事

長
に

言
う

も
ん

じ
ゃ

な
か

〃
文

句
が

あ
る

あ
る

な
ら

･○
○

住
民

に
あ

ん
た

が
直

接
一

人
で

い
い

に
行

け
〃

○
○

が
反

対
し

た
ん

だ
け

ん
こ

ぎ
ゃ

ん
な

っ
た

と
た

い
。

｣と
言

っ
て

、
理

事
長

が
ｼ

ﾞｬ
ﾝ

ﾊ
ﾞｰ

の
工

事
関

係
者

と
手

を
肩

に
組

ん
で

、
そ

そ
く

さ
と

逃
げ

て
行

っ
た

の
で

、
私

は
そ

の
背

中
に

向
か

っ
て

｢理
事

長
は

、
福

祉
行

政
に

深
く

関
わ

っ
て

い
る

の
に

、
周

辺
住

民
の

福
祉

に
対

す
る

関
心

は
な

い
の

か
?
｣と

叫
ん

だ
が

、
そ

そ
く

さ
と

逃
げ

て
坂

道
を

下
っ

て
行

っ
た

。
こ

の
施

設
は

、
ﾃ

ﾞｲ
ｻ

ｰ
ﾋ
ﾞｽ

と
医

療
に

関
わ

る
福

祉
施

設
で

あ
り

、
福

祉
理

念
が

ど
こ

ま
で

配
慮

さ
れ

た
施

設
な

の
か

?
と

疑
問

に
思

っ
た

の
で

、
こ

の
工

事
施

行
管

理
者

に
面

談
し

、
｢○

○
が

反
対

し
た

か
ら

こ
う

な
っ

た
ん

だ
。

文
句

が
あ

る
な

ら
自

分
が

一
人

で
直

接
文

句
言

い
に

行
け

〃
｣と

言
わ

れ
た

が
･ど

う
い

う
意

味
な

の
か

･教
え

て
く

れ
｣と

言
っ

た
ら

、
配

置
図

を
見

せ
ら

れ
、

初
め

て
東

門
を

塞
ぐ

･
L
P
G

ﾀ
ﾝ
ｸ
(1

t収
容

)･
ﾎ
ﾟﾝ

ﾌ
ﾟ室

･受
水

槽
(4

5
t)

･の
新

設
を

初
め

て
知

っ
た

。
今

ま
で

寝
耳

に
水

の
配

置
図

を
見

て
驚

い
た

。
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受
付

番
号

受
付

日
請

求
す

る
文

書
の

件
名

所
管

課
期

限
延

長
決

定
文

書
の

件
名

決
定

内
容

不
開

示
理

由
開

示
等

決
定

日
開

示
日

熊
本

市
憲

法
･諸

条
例

理
念

遵
守

実
行

が
欠

落
し

た
ま

ま
、

建
築

許
可

を
交

付
し

た
幸

山
市

政
執

行
に

も
驚

か
さ

れ
た

。
○

○
が

反
対

し
た

か
ら

崖
っ

ふ
ち

で
も

か
ま

わ
な

い
〃

○
○

住
民

に
は

説
明

し
た

が
、

第
一

種
住

居
･

周
辺

住
民

に
は

何
も

説
明

す
る

必
要

は
な

い
〃

〃
一

方
で

嫌
が

ら
れ

た
危

険
物

取
扱

法
･消

防
法

･管
轄

の
L
P
G

ﾀ
ﾝ
ｸ
だ

か
ら

、
面

倒
だ

か
ら

黙
っ

て
周

辺
住

民
に

は
説

明
も

承
諾

も
確

認
せ

ず
に

良
い

〃
と

の
幸

山
市

政
執

行
に

、
驚

か
さ

れ
た

。
私

が
、

こ
の

設
計

変
更

の
届

け
出

書
を

見
せ

て
欲

し
い

と
、

建
築

指
導

課
に

申
し

出
た

ら
、

｢ま
だ

･設
計

変
更

届
出

書
は

提
出

さ
れ

て
い

な
い

。
｣と

の
事

で
あ

っ
た

の
で

、
私

が
｢建

築
許

可
書

の
交

付
も

不
存

在
な

の
に

、
現

場
で

は
工

事
施

行
者

が
こ

の
地

点
の

基
礎

工
事

の
真

っ
最

中
だ

よ
〃

ど
う

い
う

事
な

の
?
早

急
に

現
地

確
認

し
て

、
工

事
中

止
を

す
べ

き
で

は
?
｣と

言
っ

た
ら

、
後

で
判

明
し

た
こ

と
だ

が
、

そ
の

時
担

当
職

員
は

設
計

変
更

許
可

書
を

独
断

で
･上

司
の

稟
議

決
裁

も
受

け
ず

に
、

市
政

執
行

交
付

し
た

様
で

あ
る

。
日

時
付

的
障

害
何

の
そ

の
?

熊
本

市
建

築
許

可
･審

査
審

議
･制

度
は

、
4
月

5
日

(土
)

面
談

席
上

で
○

○
建

設
設

計
責

任
者

に
言

わ
せ

れ
ば

･
市

職
員

主
査

が
一

人
で

決
裁

し
て

お
ら

れ
る

の
で

、
何

も
問

題
は

あ
り

ま
せ

ん
。

｣と
の

事
で

あ
っ

た
。

○
○

住
民

の
反

対
拒

否
に

あ
っ

た
危

険
物

消
防

法
管

轄
の

L
P
G

ﾀ
ﾝ
ｸ
新

設
設

置
･審

議
審

査
･も

こ
の

主
査

が
決

定
権

を
も

っ
て

お
り

、
市

消
防

局
の

審
議

審
査

も
必

要
あ

り
ま

せ
ん

。
と

の
発

言
で

あ
っ

た
。

ど
の

様
な

市
政

執
行

に
よ

る
建

築
許

可
執

行
が

施
行

さ
れ

て
い

る
の

か
･不

可
解

な
の

で
、

以
下

の
開

示
請

求
を

す
る

。
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受
付

番
号

受
付

日
請

求
す

る
文

書
の

件
名

所
管

課
期

限
延

長
決

定
文

書
の

件
名

決
定

内
容

不
開

示
理

由
開

示
等

決
定

日
開

示
日

1
. 
こ

の
L
P
G

ﾀ
ﾝ
ｸ
新

設
(容

量
1
t)

新
設

設
置

の
設

計
変

更
許

可
書

･一
式

の
開

示
請

求
。

2
. 
設

計
変

更
申

請
書

･決
済

稟
議

書
･等

の
わ

か
る

資
料

等
の

開
示

請
求

。
3
. 
L
P
G

ﾀ
ﾝ
ｸ
新

設
(容

量
1
t)

の
新

設
場

所
か

ら
配

管
ﾙ

ｰ
ﾄの

わ
か

る
配

置
図

等
の

開
示

請
求

。
4
. 
ﾎ
ﾟﾝ

ﾌ
ﾟ室

･受
水

槽
･の

新
設

場
所

か
ら

受
水

管
配

水
管

等
の

ﾙ
ｰ

ﾄの
わ

か
る

配
置

図
等

の
開

示
請

求
。

5
. 
L
P
G

ﾀ
ﾝ
ｸ
新

設
等

の
位

置
は

、
隣

が
駐

車
場

と
な

っ
て

お
り

、
L
P
G

ﾀ
ﾝ
ｸ
配

管
･給

水
受

水
ﾎ
ﾟﾝ

ﾌ
ﾟ等

か
ら

の
受

配
水

パ
イ

プ
の

埋
設

管
の

上
を

車
が

走
行

す
る

が
、

ど
の

様
な

基
準

を
基

に
、

安
全

安
心

と
す

る
と

し
て

、
ど

の
様

な
基

準
･法

的
基

準
に

よ
っ

て
建

築
許

可
交

付
を

執
行

し
た

の
か

等
･の

わ
か

る
資

料
等

の
開

示
請

求
。

6
. 
L
P
G

ﾀ
ﾝ
ｸ
新

設
(容

量
1
t)

の
位

置
は

、
約

8
0
年

以
上

前
に

築
造

さ
れ

た
石

垣
の

上
に

設
置

さ
れ

る
計

画
･施

行
中

で
あ

る
が

、
同

時
代

の
石

垣
は

至
る

所
で

、
崖

崩
れ

土
砂

崩
壊

が
起

こ
っ

て
い

る
。

に
も

拘
ら

ず
、

あ
え

て
崖

っ
ぷ

ち
に

L
P
G

ﾀ
ﾝ
ｸ
新

設
(容

量
1
t)

の
新

設
許

可
交

付
を

執
行

し
て

い
る

の
で

あ
れ

ば
、

こ
の

危
険

物
消

防
法

管
轄

･L
P
G

ﾀ
ﾝ
ｸ
新

設
(容

量
1
t)

は
、

地
震

･震
度

い
く

つ
･ま

で
耐

え
得

る
と

審
査

審
議

し
た

結
果

な
の

か
?
の

1
) 
わ

か
る

法
的

根
拠

等
、

2
) 
審

査
審

議
し

た
会

議
録

等
、

の
開

示
請

求
。
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受
付

番
号

受
付

日
請

求
す

る
文

書
の

件
名

所
管

課
期

限
延

長
決

定
文

書
の

件
名

決
定

内
容

不
開

示
理

由
開

示
等

決
定

日
開

示
日

7
. 
こ

の
敷

地
内

の
真

下
に

は
、

戦
前

掘
削

し
た

巨
大

地
下

防
空

壕
が

造
営

さ
れ

て
、

地
域

住
民

の
避

難
場

所
に

な
っ

て
い

た
。

私
も

こ
の

地
下

防
空

壕
を

体
感

し
て

い
る

。
ま

た
、

造
営

中
に

は
ﾄﾛ

ｯ
ｺ
に

乗
っ

て
、

遊
ん

だ
経

験
も

覚
え

て
い

る
。

今
回

の
ｺ
ﾝ
柱

く
い

打
ち

の
土

木
作

業
員

の
人

々
の

必
要

以
上

に
ｺ
ﾝ
柱

を
打

ち
込

ん
だ

･確
か

に
空

洞
が

あ
り

ま
す

ね
･と

尋
ね

ら
れ

、
今

だ
に

こ
の

敷
地

地
下

に
は

、
巨

大
地

下
防

空
壕

の
空

洞
が

あ
る

事
を

、
土

木
作

業
員

た
ち

と
共

通
の

認
識

を
持

っ
て

い
る

。
添

付
資

料
･新

聞
記

事
･2

0
1
4
年

3
月

2
9
日

付
･最

大
級

の
直

下
地

震
が

熊
本

県
で

お
こ

る
こ

と
も

大
規

模
災

害
へ

の
備

え
は

｢自
分

ご
と

で
｣･

と
の

記
事

を
見

て
、

こ
の

危
険

物
･消

防
法

管
轄

･L
P
G

ﾀ
ﾝ
ｸ
(容

量
1
t)

の
新

設
に

よ
る

･厨
房

ま
で

の
配

管
が

約
3
0
m

と
聞

く
が

、
直

下
型

巨
大

地
震

が
こ

の
地

域
を

襲
っ

た
場

合
、

地
盤

沈
下

が
起

こ
っ

て
も

、
安

全
･あ

ん
し

ん
･は

確
保

出
来

る
の

か
?

真
の

○
○

の
名

に
相

応
し

い
○

な
の

か
?
敢

え
て

危
険

物
を

新
設

さ
せ

て
建

築
許

可
を

交
付

執
行

さ
せ

る
事

は
、

熊
本

市
憲

法
違

反
･市

諸
条

例
不

遵
法

と
思

う
。

1
) 
こ

の
敷

地
内

の
地

盤
沈

下
に

よ
り

、
L
P
G

ﾀ
ﾝ
ｸ
の

厨
房

ま
で

の
配

管
が

破
壊

さ
れ

、
L
P
ｶ
ﾞｽ

が
空

中
に

拡
散

し
た

場
合

、
ど

の
様

な
対

応
を

す
る

の
か

?
危

機
管

理
体

制
の

わ
か

る
資

料
等

･ﾏ
ﾆ

ｱ
ﾙ

等
の

開
示

請
求

。
2
) 
巨

大
直

下
型

地
震

･豪
雨

災
害

･等
に

よ
る

L
P
G

ｶ
ﾞｽ

漏
れ

に
、

住
民

の
生

命
危

機
を

脱
す

る
安

全
宣

言
ま

で
に

、
ど

の
位

の
時

間
を

必
要

と
す

る
の

か
?
等

の
安

全
･

あ
ん

し
ん

対
策

･等
の

わ
か

る
資

料
等

の
開

示
請

求
。

※
添

付
参

照
熟

視
資

料
等

･A
3
→

計
1
.5

枚
･

1
.設

計
変

更
前

･設
計

変
更

後
･比

較
図

式
･民

家
近

隣
等

･A
4
→

1
枚

。
2
.新

聞
記

事
･わ

が
家

と
地

域
の

防
災

力
を

高
め

る
た

め
に

〃
　

最
大

級
の

直
下

地
震

が
熊

本
県

で
起

こ
る

こ
と

も
 大

規
模

災
害

へ
の

備
え

は
｢自

分
ご

と
｣で

･A
3
→

1
枚

･
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受
付

番
号

受
付

日
請

求
す

る
文

書
の

件
名

所
管

課
期

限
延

長
決

定
文

書
の

件
名

決
定

内
容

不
開

示
理

由
開

示
等

決
定

日
開

示
日

3
1

4
/
7

●
花

岡
山

中
腹

･西
区

春
日

4
丁

目
○

○
番

○
･敷

地
面

積
2
4
5
3
m

2
･○

○
?
･新

築
工

事
･(

建
築

基
準

法
･確

認
年

月
日

平
成

○
○

年
○

月
○

○
日

･市
建

第
○

○
号

･建
築

主
○

○
･有

限
会

社
○

○
･工

事
施

行
者

株
式

会
社

○
○

･)
に

於
け

る
工

事
内

容
等

に
つ

い
て

、
熊

本
市

市
政

執
行

の
基

と
な

っ
た

市
政

条
例

遵
守

実
績

等
の

以
下

の
項

目
に

つ
い

て
の

開
示

請
求

。
◎

当
地

･第
一

種
住

居
地

域
･(

建
ぺ

い
率

6
0
%
･容

積
率

2
0
0
%
)･

建
ぺ

い
率

6
0
%
･容

積
率

2
0
0
%
･に

於
け

る
･建

築
工

事
内

訳
･(

建
築

面
積

9
2
9
.1

4
m

2
･建

ぺ
い

率
3
7
.8

7
%

延
べ

面
積

3
5
7
8
.4

3
m

2
･共

同
住

宅
の

共
用

の
廊

下
等

の
部

分
1
4
2
.2

0
m

2
･自

動
車

車
庫

等
の

部
分

5
8
.1

2
m

2
･延

べ
面

積
3
3
7
8
.1

1
･容

積
率

1
3
7
.6

8
%
･)

平
成

2
5
年

6
月

2
8
日

受
付

内
容

と
な

っ
て

い
る

。
･熊

本
市

憲
法

･熊
本

市
自

治
基

本
条

例
･(

自
治

の
基

本
理

念
)第

3
条

･(
3
)一

人
ひ

と
り

の
人

権
の

尊
重

･(
4
)情

報
共

有
、

信
頼

及
び

協
働

に
よ

る
市

政
･ま

ち
づ

く
り

の
推

進
･(

自
治

運
営

の
基

本
原

則
)第

4
条

市
民

、
市

議
会

及
び

市
長

等
は

、
次

ぎ
に

掲
げ

る
基

本
原

則
に

よ
り

自
治

運
営

を
行

い
ま

す
。

(1
)情

報
共

有
の

原
則

 市
政

･ま
ち

づ
く

り
に

関
す

る
情

報
を

共
有

す
る

こ
と

。
(2

)参
画

の
原

則
 参

画
に

よ
り

市
政

･ま
ち

づ
く

り
が

行
な

わ
れ

る
こ

と
。

(3
)協

働
の

原
則

 協
働

に
よ

り
市

政
･ま

ち
づ

く
り

が
行

な
わ

れ
る

こ
と

。

消
防

局
総

務
課

熊
本

市
西

区
春

日
4
丁

目
○

○
番

○
　

○
○

●
 特

別
建

築
物

同
意

審
査

書

開
示

4
/
1
8

4
/
2
4
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受
付

番
号

受
付

日
請

求
す

る
文

書
の

件
名

所
管

課
期

限
延

長
決

定
文

書
の

件
名

決
定

内
容

不
開

示
理

由
開

示
等

決
定

日
開

示
日

(市
長

等
の

役
割

)第
1
0
条

(1
)公

平
･公

正
か

つ
誠

実
に

、
透

明
性

の
高

い
市

政
を

行
う

こ
と

。
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
 (
2
)市

民
の

意
向

及
び

地
域

の
実

情
を

的
確

に
把

握
し

、
行

政
ｻ

ｰ
ﾋ
ﾞｽ

の
質

を
向

上
さ

せ
市

民
の

満
足

度
を

高
め

る
こ

と
。

(市
の

職
員

の
責

務
)第

1
1
条

市
の

職
員

は
、

市
長

等
の

補
佐

期
間

と
し

て
そ

の
役

割
を

担
い

、
職

務
を

遂
行

す
る

た
め

の
知

恵
と

能
力

の
向

上
に

努
め

る
と

と
も

に
、

全
体

の
奉

仕
者

と
し

て
市

民
の

視
点

に
立

っ
て

職
務

を
行

な
い

ま
す

。
(市

政
の

基
本

原
則

)第
1
2
条

(3
)市

民
に

対
し

て
説

明
責

任
を

果
た

す
こ

と
。

(危
機

管
理

)第
2
4
条

市
長

等
は

、
市

民
及

び
関

係
機

関
と

の
連

携
、

協
力

及
び

相
互

支
援

の
も

と
、

災
害

等
か

ら
市

民
の

生
命

、
身

体
及

び
財

産
の

安
全

を
確

保
す

る
よ

う
、

危
機

管
理

体
制

の
構

築
に

努
め

ま
す

。
(最

高
規

範
性

)第
3
8
条

他
の

条
例

、
規

則
等

の
制

定
改

廃
、

解
釈

及
び

運
用

に
当

た
っ

て
は

、
こ

の
条

例
に

定
め

る
事

項
を

最
大

限
尊

重
し

、
整

合
性

を
図

り
ま

す
。

各
種

計
画

の
策

定
、

見
直

し
及

び
運

用
に

お
い

て
も

、
同

様
と

し
ま

す
。

2
市

民
、

市
議

会
及

び
市

長
等

は
、

こ
の

条
例

を
尊

重
し

、
本

市
の

自
治

の
推

進
に

努
め

ま
す

。
と

あ
る

。
熊

本
市

･環
境

保
全

都
市

宣
言

(平
成

7
年

9
月

2
5
日

宣
言

発
布

)
1
私

た
ち

は
、

環
境

問
題

に
絶

え
ず

関
心

を
持

ち
、

生
命

と
自

然
と

の
関

わ
り

に
つ

い
て

認
識

を
深

め
、

そ
れ

を
暮

ら
し

の
あ

り
方

に
生

か
し

て
生

き
ま

す
。
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受
付

番
号

受
付

日
請

求
す

る
文

書
の

件
名

所
管

課
期

限
延

長
決

定
文

書
の

件
名

決
定

内
容

不
開

示
理

由
開

示
等

決
定

日
開

示
日

熊
本

市
環

境
基

本
条

例
(1

9
8
8
年

1
0
月

1
日

条
例

第
3
5
号

)
(事

業
者

の
責

務
)第

4
条

事
業

者
は

、
そ

の
事

業
活

動
に

よ
っ

て
良

好
な

環
境

を
侵

害
し

な
い

よ
う

自
己

の
責

任
と

負
担

に
お

い
て

、
必

要
な

措
置

を
講

ず
る

と
と

も
に

、
市

の
実

施
す

る
施

策
に

協
力

し
な

け
れ

ば
な

ら
な

い
。

2
事

業
者

は
、

法
令

、
県

条
例

に
違

反
し

な
い

場
合

に
お

い
て

も
、

良
好

な
環

境
を

確
保

す
る

た
め

、
最

大
の

努
力

を
し

な
け

れ
ば

な
ら

な
い

。
と

も
あ

る
。

こ
れ

ら
の

条
例

等
を

熊
本

市
長

等
･市

の
職

員
等

が
遵

守
･遵

法
し

て
い

る
か

･?
等

の
確

認
の

為
、

以
下

の
開

示
請

求
を

す
る

。
･熊

本
市

建
築

指
導

課
･市

建
第

○
○

号
･配

置
図

･を
確

認
す

る
と

、
→

新
設

･厨
房

の
近

く
･○

○
と

厚
い

ｺ
ﾝ
ｸ
ﾘ壁

で
仕

切
ら

れ
た

一
階

部
分

に
･二

ヶ
所

の
L
P
G

施
設

が
設

置
と

な
っ

て
い

る
。

こ
の

図
式

地
図

を
基

に
、

熊
本

市
建

築
指

導
課

は
建

築
許

可
を

交
付

し
、

五
階

部
分

ま
で

建
築

工
事

を
進

め
て

来
た

。
一

ヶ
月

半
前

に
、

施
主

と
そ

の
職

員
達

に
よ

る
現

地
説

明
会

が
行

な
わ

れ
て

い
た

の
で

、
施

主
理

事
長

に
前

･○
○

･○
○

で
は

、
東

の
門

を
設

置
し

て
周

辺
住

民
の

福
祉

理
念

で
･○

○
を

あ
が

ら
ず

に
ﾀ
ｸ
ｼ

ｰ
に

乗
れ

る
よ

う
配

慮
し

て
貰

っ
て

い
た

の
で

、
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受
付

番
号

受
付

日
請

求
す

る
文

書
の

件
名

所
管

課
期

限
延

長
決

定
文

書
の

件
名

決
定

内
容

不
開

示
理

由
開

示
等

決
定

日
開

示
日

今
度

も
東

の
門

を
使

わ
せ

て
貰

え
る

様
に

お
願

い
し

た
ら

、
施

主
･理

事
長

は
｢ま

だ
工

事
中

だ
か

ら
、

そ
ぎ

ゃ
ん

事
は

あ
と

あ
と

。
｣と

の
発

言
。

そ
の

横
に

居
た

･施
行

主
工

事
管

理
者

の
ｼ

ﾞｬ
ﾝ
ﾊ

ﾞｰ
を

着
た

工
事

関
係

者
?
が

、
｢

そ
ぎ

ゃ
ん

こ
と

ば
、

直
接

理
事

長
に

言
う

も
ん

じ
ゃ

な
か

〃
文

句
が

あ
る

あ
る

な
ら

･○
○

住
民

に
あ

ん
た

が
直

接
一

人
で

い
い

に
行

け
〃

○
○

が
反

対
し

た
ん

だ
け

ん
こ

ぎ
ゃ

ん
な

っ
た

と
た

い
。

｣と
言

っ
て

、
理

事
長

が
ｼ

ﾞｬ
ﾝ

ﾊ
ﾞｰ

の
工

事
関

係
者

と
手

を
肩

に
組

ん
で

、
そ

そ
く

さ
と

逃
げ

て
行

っ
た

の
で

、
私

は
そ

の
背

中
に

向
か

っ
て

｢理
事

長
は

、
福

祉
行

政
に

深
く

関
わ

っ
て

い
る

の
に

、
周

辺
住

民
の

福
祉

に
対

す
る

関
心

は
な

い
の

か
?
｣と

叫
ん

だ
が

、
そ

そ
く

さ
と

逃
げ

て
坂

道
を

下
っ

て
行

っ
た

。
こ

の
施

設
は

、
○

○
に

関
わ

る
福

祉
施

設
で

あ
り

、
福

祉
理

念
が

ど
こ

ま
で

配
慮

さ
れ

た
施

設
な

の
か

?
と

疑
問

に
思

っ
た

の
で

、
こ

の
工

事
施

行
管

理
者

に
面

談
し

、
｢○

○
が

反
対

し
た

か
ら

こ
う

な
っ

た
ん

だ
。

文
句

が
あ

る
な

ら
自

分
が

一
人

で
直

接
文

句
言

い
に

行
け

〃
｣と

言
わ

れ
た

が
･

ど
う

い
う

意
味

な
の

か
･教

え
て

く
れ

｣と
言

っ
た

ら
、

配
置

図
を

見
せ

ら
れ

、
初

め
て

東
門

を
塞

ぐ
･L

P
G

ﾀ
ﾝ
ｸ
(1

t収
容

)･
ﾎ
ﾟﾝ

ﾌ
ﾟ室

･受
水

槽
(4

5
t)

･の
新

設
を

初
め

て
知

っ
た

。
今

ま
で

寝
耳

に
水

の
配

置
図

を
見

て
驚

い
た

。
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受
付

番
号

受
付

日
請

求
す

る
文

書
の

件
名

所
管

課
期

限
延

長
決

定
文

書
の

件
名

決
定

内
容

不
開

示
理

由
開

示
等

決
定

日
開

示
日

熊
本

市
憲

法
･諸

条
例

理
念

遵
守

実
行

が
欠

落
し

た
ま

ま
、

建
築

許
可

を
交

付
し

た
幸

山
市

政
執

行
に

も
驚

か
さ

れ
た

。
○

○
が

反
対

し
た

か
ら

崖
っ

ふ
ち

で
も

か
ま

わ
な

い
〃

○
○

住
民

に
は

説
明

し
た

が
、

第
一

種
住

居
･

周
辺

住
民

に
は

何
も

説
明

す
る

必
要

は
な

い
〃

〃
一

方
で

嫌
が

ら
れ

た
危

険
物

取
扱

法
･消

防
法

･管
轄

の
L
P
G

ﾀ
ﾝ
ｸ
だ

か
ら

、
面

倒
だ

か
ら

黙
っ

て
周

辺
住

民
に

は
説

明
も

承
諾

も
確

認
せ

ず
に

良
い

〃
と

の
幸

山
市

政
執

行
に

、
驚

か
さ

れ
た

。
私

が
、

こ
の

設
計

変
更

の
届

け
出

書
を

見
せ

て
欲

し
い

と
、

建
築

指
導

課
に

申
し

出
た

ら
、

｢ま
だ

･設
計

変
更

届
出

書
は

提
出

さ
れ

て
い

な
い

。
｣と

の
事

で
あ

っ
た

の
で

、
私

が
｢建

築
許

可
書

の
交

付
も

不
存

在
な

の
に

、
現

場
で

は
工

事
施

行
者

が
こ

の
地

点
の

基
礎

工
事

の
真

っ
最

中
だ

よ
〃

ど
う

い
う

事
な

の
?
早

急
に

現
地

確
認

し
て

、
工

事
中

止
を

す
べ

き
で

は
?
｣と

言
っ

た
ら

、
後

で
判

明
し

た
こ

と
だ

が
、

そ
の

時
担

当
職

員
は

設
計

変
更

許
可

書
を

独
断

で
･上

司
の

稟
議

決
裁

も
受

け
ず

に
、

市
政

執
行

交
付

し
た

様
で

あ
る

。
日

時
付

的
障

害
何

の
そ

の
?

熊
本

市
建

築
許

可
･審

査
審

議
･制

度
は

、
4
月

5
日

(土
)

面
談

席
上

で
○

○
建

設
設

計
責

任
者

に
言

わ
せ

れ
ば

･
市

職
員

主
査

が
一

人
で

決
裁

し
て

お
ら

れ
る

の
で

、
何

も
問

題
は

あ
り

ま
せ

ん
。

｣と
の

事
で

あ
っ

た
。

○
○

住
民

の
反

対
拒

否
に

あ
っ

た
危

険
物

消
防

法
管

轄
の

L
P
G

ﾀ
ﾝ
ｸ
新

設
設

置
･審

議
審

査
･も

こ
の

主
査

が
決

定
権

を
も

っ
て

お
り

、
市

消
防

局
の

審
議

審
査

も
必

要
あ

り
ま

せ
ん

。
と

の
発

言
で

あ
っ

た
。

ど
の

様
な

市
政

執
行

に
よ

る
建

築
許

可
執

行
が

施
行

さ
れ

て
い

る
の

か
･不

可
解

な
の

で
、

以
下

の
開

示
請

求
を

す
る

。
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受
付

番
号

受
付

日
請

求
す

る
文

書
の

件
名

所
管

課
期

限
延

長
決

定
文

書
の

件
名

決
定

内
容

不
開

示
理

由
開

示
等

決
定

日
開

示
日

1
. 
こ

の
L
P
G

ﾀ
ﾝ
ｸ
新

設
(容

量
1
t)

新
設

設
置

の
設

計
変

更
許

可
書

･一
式

の
開

示
請

求
。

2
. 
設

計
変

更
申

請
書

･決
済

稟
議

書
･等

の
わ

か
る

資
料

等
の

開
示

請
求

。
3
. 
L
P
G

ﾀ
ﾝ
ｸ
新

設
(容

量
1
t)

の
新

設
場

所
か

ら
配

管
ﾙ

ｰ
ﾄの

わ
か

る
配

置
図

等
の

開
示

請
求

。
4
. 
ﾎ
ﾟﾝ

ﾌ
ﾟ室

･受
水

槽
･の

新
設

場
所

か
ら

受
水

管
配

水
管

等
の

ﾙ
ｰ

ﾄの
わ

か
る

配
置

図
等

の
開

示
請

求
。

5
. 
L
P
G

ﾀ
ﾝ
ｸ
新

設
等

の
位

置
は

、
隣

が
駐

車
場

と
な

っ
て

お
り

、
L
P
G

ﾀ
ﾝ
ｸ
配

管
･給

水
受

水
ﾎ
ﾟﾝ

ﾌ
ﾟ等

か
ら

の
受

配
水

パ
イ

プ
の

埋
設

管
の

上
を

車
が

走
行

す
る

が
、

ど
の

様
な

基
準

を
基

に
、

安
全

安
心

と
す

る
と

し
て

、
ど

の
様

な
基

準
･法

的
基

準
に

よ
っ

て
建

築
許

可
交

付
を

執
行

し
た

の
か

等
･の

わ
か

る
資

料
等

の
開

示
請

求
。

6
. 
L
P
G

ﾀ
ﾝ
ｸ
新

設
(容

量
1
t)

の
位

置
は

、
約

8
0
年

以
上

前
に

築
造

さ
れ

た
石

垣
の

上
に

設
置

さ
れ

る
計

画
･施

行
中

で
あ

る
が

、
同

時
代

の
石

垣
は

至
る

所
で

、
崖

崩
れ

土
砂

崩
壊

が
起

こ
っ

て
い

る
。

に
も

拘
ら

ず
、

あ
え

て
崖

っ
ぷ

ち
に

L
P
G

ﾀ
ﾝ
ｸ
新

設
(容

量
1
t)

の
新

設
許

可
交

付
を

執
行

し
て

い
る

の
で

あ
れ

ば
、

こ
の

危
険

物
消

防
法

管
轄

･L
P
G

ﾀ
ﾝ
ｸ
新

設
(容

量
1
t)

は
、

地
震

･震
度

い
く

つ
･ま

で
耐

え
得

る
と

審
査

審
議

し
た

結
果

な
の

か
?
の

1
) 
わ

か
る

法
的

根
拠

等
、

2
) 
審

査
審

議
し

た
会

議
録

等
、

の
開

示
請

求
。
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受
付

番
号

受
付

日
請

求
す

る
文

書
の

件
名

所
管

課
期

限
延

長
決

定
文

書
の

件
名

決
定

内
容

不
開

示
理

由
開

示
等

決
定

日
開

示
日

7
. 
こ

の
敷

地
内

の
真

下
に

は
、

戦
前

掘
削

し
た

巨
大

地
下

防
空

壕
が

造
営

さ
れ

て
、

地
域

住
民

の
避

難
場

所
に

な
っ

て
い

た
。

私
も

こ
の

地
下

防
空

壕
を

体
感

し
て

い
る

。
ま

た
、

造
営

中
に

は
ﾄﾛ

ｯ
ｺ
に

乗
っ

て
、

遊
ん

だ
経

験
も

覚
え

て
い

る
。

今
回

の
ｺ
ﾝ
柱

く
い

打
ち

の
土

木
作

業
員

の
人

々
の

必
要

以
上

に
ｺ
ﾝ
柱

を
打

ち
込

ん
だ

･確
か

に
空

洞
が

あ
り

ま
す

ね
･と

尋
ね

ら
れ

、
今

だ
に

こ
の

敷
地

地
下

に
は

、
巨

大
地

下
防

空
壕

の
空

洞
が

あ
る

事
を

、
土

木
作

業
員

た
ち

と
共

通
の

認
識

を
持

っ
て

い
る

。
添

付
資

料
･新

聞
記

事
･2

0
1
4
年

3
月

2
9
日

付
･最

大
級

の
直

下
地

震
が

熊
本

県
で

お
こ

る
こ

と
も

大
規

模
災

害
へ

の
備

え
は

｢自
分

ご
と

で
｣･

と
の

記
事

を
見

て
、

こ
の

危
険

物
･消

防
法

管
轄

･L
P
G

ﾀ
ﾝ
ｸ
(容

量
1
t)

の
新

設
に

よ
る

･厨
房

ま
で

の
配

管
が

約
3
0
m

と
聞

く
が

、
直

下
型

巨
大

地
震

が
こ

の
地

域
を

襲
っ

た
場

合
、

地
盤

沈
下

が
起

こ
っ

て
も

、
安

全
･あ

ん
し

ん
･は

確
保

出
来

る
の

か
?

真
の

○
○

の
名

に
相

応
し

い
○

な
の

か
?
敢

え
て

危
険

物
を

新
設

さ
せ

て
建

築
許

可
を

交
付

執
行

さ
せ

る
事

は
、

熊
本

市
憲

法
違

反
･市

諸
条

例
不

遵
法

と
思

う
。

1
) 
こ

の
敷

地
内

の
地

盤
沈

下
に

よ
り

、
L
P
G

ﾀ
ﾝ
ｸ
の

厨
房

ま
で

の
配

管
が

破
壊

さ
れ

、
L
P
ｶ
ﾞｽ

が
空

中
に

拡
散

し
た

場
合

、
ど

の
様

な
対

応
を

す
る

の
か

?
危

機
管

理
体

制
の

わ
か

る
資

料
等

･ﾏ
ﾆ

ｱ
ﾙ

等
の

開
示

請
求

。
2
) 
巨

大
直

下
型

地
震

･豪
雨

災
害

･等
に

よ
る

L
P
G

ｶ
ﾞｽ

漏
れ

に
、

住
民

の
生

命
危

機
を

脱
す

る
安

全
宣

言
ま

で
に

、
ど

の
位

の
時

間
を

必
要

と
す

る
の

か
?
等

の
安

全
･

あ
ん

し
ん

対
策

･等
の

わ
か

る
資

料
等

の
開

示
請

求
。

※
添

付
参

照
熟

視
資

料
等

･A
3
→

計
1
.5

枚
･

1
.設

計
変

更
前

･設
計

変
更

後
･比

較
図

式
･民

家
近

隣
等

･A
4
→

1
枚

。
2
.新

聞
記

事
･わ

が
家

と
地

域
の

防
災

力
を

高
め

る
た

め
に

〃
　

最
大

級
の

直
下

地
震

が
熊

本
県

で
起

こ
る

こ
と

も
 大

規
模

災
害

へ
の

備
え

は
｢自

分
ご

と
｣で

･A
3
→

1
枚

･
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受
付

番
号

受
付

日
請

求
す

る
文

書
の

件
名

所
管

課
期

限
延

長
決

定
文

書
の

件
名

決
定

内
容

不
開

示
理

由
開

示
等

決
定

日
開

示
日

3
2

4
/
7

(社
）
○

○
会

の
下

記
の

文
書

熊
本

市
南

区
富

合
町

古
閑

○
○

-
○

平
成

1
9
年

か
ら

現
在

至
る

ま
で

の
決

算
書

理
事

構
成

が
解

る
資

料
(○

○
理

事
長

○
○

 2
名

理
事

構
成

の
理

事
長

の
際

に

健
康

福
祉

子
ど

も
局

高
齢

介
護

福
祉

課

社
会

福
祉

法
人

○
○

会
の

下
記

の
書

類
(熊

本
市

南
区

富
合

町
古

閑
○

○
-
○

)
平

成
1
9
年

か
ら

現
在

に
至

る
ま

で
の

決
算

書
理

事
構

成
が

解
る

資
料

不
存

在
第

1
1
条

　
第

2
項

4
/
9

3
3

4
/
7

位
置

指
定

道
路

S
4
5
-
3
0
5
-
1
6
 0

1
S
4
5
-
3
0
5
-
1
6
 0

2
S
4
5
-
3
0
5
-
1
6
 0

3
S
4
5
-
3
0
5
-
1
6
 0

4
S
4
5
-
3
0
5
-
1
6
 0

5
ｶ
ﾗ
ｰ

は
ｶ
ﾗ
ｰ

で
白

黒
は

白
黒

で

都
市

建
設

局
建

築
指

導
課

位
置

指
定

道
路

S
4
5
-
3
0
5
-
1
6
 0

1
、

 S
4
5
-
3
0
5
-
1
6
 0

2
、

 S
4
5
-

3
0
5
-
1
6
 0

3
、

 S
4
5
-
3
0
5
-
1
6
 0

4
、

S
4
5
-
3
0
5
-
1
6

0
5

ｶ
ﾗ
ｰ

は
ｶ
ﾗ
ｰ

で
 白

黒
は

白
黒

で

開
示

(一
部

請
求

拒
否

)
2
号

　
個

人
情

報
4
/
8

4
/
9

3
4

4
/
8

平
成

2
5
年

1
2
月

1
8
日

付
け

で
契

約
し

た
｢都

市
計

画
事

業
 南

部
汚

水
6
号

幹
線

枝
線

外
枝

線
下

水
道

築
造

工
事

(5
6
7
工

区
)｣

の
金

入
り

設
計

書
。

上
下

水
道

局
下

水
道

整
備

課

都
市

計
画

事
業

 南
部

汚
水

6
号

幹
線

枝
線

外
枝

線
下

水
道

築
造

工
事

(5
6
7
工

区
)の

金
入

り
設

計
書

開
示

4
/
1
6

5
/
2
3

3
5

4
/
8

平
成

2
5
年

8
月

2
1
日

開
札

環
境

局
環

境
施

設
整

備
室

扇
田

環
境

ｾ
ﾝ
ﾀ
ｰ

旧
埋

立
処

分
場

跡
地

2
工

区
利

活
用

整
備

工
事

上
記

の
設

計
変

更
後

の
金

入
設

計
書

の
開

示
を

お
願

い
致

し
ま

す
。

環
境

局
環

境
施

設
整

備
室

扇
田

環
境

ｾ
ﾝ
ﾀ
ｰ

旧
埋

立
処

分
場

跡
地

2
工

区
利

活
用

整
備

工
事

の
金

入
変

更
設

計
書

開
示

4
/
8

4
/
1
7

3
6

4
/
8

道
路

位
置

指
定

の
際

の
指

定
書

･図
面

等
全

て
位

置
指

定
年

月
日

･番
号

:昭
和

5
0
年

3
月

1
4
日

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

第
1
3
3
号

※
ｶ
ﾗ
ｰ

で
お

願
い

し
ま

す

都
市

建
設

局
建

築
指

導
課

道
路

位
置

指
定

の
際

の
指

定
書

･図
面

等
全

て
位

置
指

定
年

月
日

･番
号

:昭
和

5
0
年

3
月

1
4
日

第
1
3
3
号

※
ｶ
ﾗ
ｰ

で
お

願
い

し
ま

す

開
示

(一
部

請
求

拒
否

)
2
号

　
個

人
情

報
4
/
9

4
/
1
0

3
7

4
/
9

昭
和

5
2
年

6
月

3
日

土
地

区
画

整
理

法
に

よ
る

換
地

処
分

後
の

区
画

整
理

図
面

の
閲

覧
請

求
熊

本
市

東
区

湖
東

三
丁

目
○

○
番

の
土

地
の

境
界

確
認 白

黒
は

白
黒

で
、

ｶ
ﾗ
ｰ

は
ｶ
ﾗ
ｰ

で
お

願
い

し
ま

す
。

都
市

建
設

局
都

心
活

性
推

進
課

昭
和

5
2
年

6
月

3
日

土
地

区
画

整
理

法
に

よ
る

換
地

処
分

後
の

区
画

整
理

図
面

熊
本

市
東

区
湖

東
三

丁
目

○
○

番
の

土
地

の
境

界

開
示

(一
部

請
求

拒
否

)
2
号

　
個

人
情

報
4
/
1
1

4
/
1
1

3
8

4
/
1
0

平
成

2
6
年

3
月

5
日

開
札

上
下

水
道

局
 水

道
整

備
課

南
区

富
合

町
木

原
5
7
6
番

地
付

近
φ

3
0
0
･2

0
0
粍

配
水

管
布

設
他

1
件

工
事

上
記

の
金

入
設

計
書

の
開

示
を

お
願

い
致

し
ま

す
。

上
下

水
道

局
水

道
整

備
課

南
区

富
合

町
木

原
5
7
6
番

地
付

近
φ

3
0
0
･2

0
0
粍

配
水

管
布

設
他

1
件

工
事

上
記

の
金

額
入

り
内

訳
書

(工
種

明
細

表
及

び
科

目
内

訳
表

)
(変

更
契

約
前

の
当

初
の

設
計

)

開
示

4
/
3
0

5
/
1

3
9

4
/
1
0

上
立

田
第

5
号

排
水

路
改

良
工

事
変

更
後

の
金

入
設

計
書

都
市

建
設

局
北

部
土

木
ｾ

ﾝ
ﾀ
ｰ

河
川

公
園

整
備

課

上
立

田
第

5
号

排
水

路
改

良
工

事
 の

変
更

金
入

設
計

書
開

示
4
/
1
1
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受
付

番
号

受
付

日
請

求
す

る
文

書
の

件
名

所
管

課
期

限
延

長
決

定
文

書
の

件
名

決
定

内
容

不
開

示
理

由
開

示
等

決
定

日
開

示
日

4
0

4
/
1
0

H
0
1
-
0
4
7
 0

1
(ｶ

ﾗ
ｰ

)
　

　
〃

　
　

 0
2
(ｶ

ﾗ
ｰ

)
道

路
位

置
指

定

都
市

建
設

局
建

築
指

導
課

H
0
1
-
0
4
7
 0

1
(ｶ

ﾗ
ｰ

)
H

0
1
-
0
4
7
 0

2
(ｶ

ﾗ
ｰ

)
道

路
位

置
指

定
開

示
4
/
1
0

4
/
1
4

4
1

4
/
1
0

2
0
1
4
年

4
月

8
日

現
在

、
熊

本
市

営
住

宅
の

管
理

を
行

な
っ

て
い

る
、

現
行

指
定

管
理

者
が

提
出

し
た

事
業

計
画

書
と

収
支

予
算

書
の

写
し

を
情

報
公

開
請

求
し

ま
す

。
･そ

れ
ぞ

れ
、

直
近

の
1
年

度
分

ず
つ

都
市

建
設

局
住

宅
課

2
0
1
4
年

4
月

8
日

現
在

、
熊

本
市

営
住

宅
の

管
理

を
行

っ
て

い
る

、
現

行
指

定
管

理
者

が
提

出
し

た
事

業
計

画
書

と
収

支
予

算
書

の
写

し
開

示
4
/
1
8

4
/
2
8

郵
送

4
2

4
/
1
0

平
成

2
6
年

2
月

1
3
日

開
札

上
下

水
道

局
 下

水
道

整
備

課
都

市
計

画
事

業
 中

部
汚

水
1
0
号

幹
線

枝
線

合
流

改
善

下
水

道
築

造
工

事
(5

9
6
工

区
)～

都
市

計
画

事
業

 中
部

汚
水

1
0
号

幹
線

枝
線

合
流

改
善

下
水

道
築

造
工

事
(6

1
6
工

区
)

上
記

の
金

入
設

計
書

の
開

示
を

お
願

い
致

し
ま

す
。

上
下

水
道

局
下

水
道

整
備

課

都
市

計
画

事
業

 中
部

汚
水

1
0
号

幹
線

枝
線

合
流

改
善

下
水

道
築

造
工

事
(5

9
6
工

区
)

都
市

計
画

事
業

 中
部

汚
水

1
0
号

幹
線

枝
線

合
流

改
善

下
水

道
築

造
工

事
(6

1
6
工

区
)

の
金

入
り

設
計

書
開

示
4
/
1
7

4
/
2
3

4
3

4
/
1
0

平
成

2
6
年

3
月

1
2
日

開
札

上
下

水
道

局
 水

道
整

備
課

東
区

健
軍

2
丁

目
2
0
番

地
付

近
φ

8
0
0
粍

配
水

管
推

進
工

事
上

記
の

金
入

設
計

書
の

開
示

を
お

願
い

致
し

ま
す

。

上
下

水
道

局
水

道
整

備
課

･東
区

健
軍

2
丁

目
2
0
番

地
付

近
φ

8
0
0
粍

配
水

管
推

進
工

事
上

記
の

金
額

入
り

工
事

設
計

書
開

示
4
/
1
5

4
/
1
7

4
4

4
/
1
1

道
路

位
置

指
定

申
請

書
関

係
書

類
S
5
1
-
1
3
1
-
0
1

S
5
1
-
1
3
1
-
0
2

ｶ
ﾗ
ｰ

は
ｶ
ﾗ
ｰ

で
白

黒
は

白
黒

で

都
市

建
設

局
建

築
指

導
課

道
路

位
置

指
定

申
請

書
関

係
書

類
S
5
1
-
1
3
1
-
0
1

S
5
1
-
1
3
1
-
0
2

ｶ
ﾗ
ｰ

は
ｶ
ﾗ
ｰ

で
自

黒
は

白
黒

で

開
示

4
/
1
4

4
/
1
7

4
5

4
/
1
1

大
規

模
行

為
届

出
書

の
様

式
第

3
号

(平
成

2
6
年

1
月

1
1

日
～

2
月

1
0
日

届
出

分
)

都
市

建
設

局
開

発
景

観
課

大
規

模
行

為
の

届
出

書
(様

式
第

3
号

)
開

示
(一

部
請

求
拒

否
)

2
号

　
個

人
情

報
4
/
1
6

4
/
2
3

4
6

4
/
1
1

飲
食

店
の

新
規

検
査

の
申

請
を

行
っ

た
店

舗
の

情
報

開
示

を
申

請
い

た
し

ま
す

。
た

だ
し

、
移

動
販

売
･臨

時
営

業
･仮

設
営

業
･自

動
販

売
機

を
除

く
。

項
目

:屋
号

･営
業

所
在

地
･申

請
者

名
･営

業
電

話
番

号 期
間

:2
0
1
4
年

3
月

2
9
日

よ
り

2
0
1
4
年

4
月

1
1
日

健
康

福
祉

子
ど

も
局

食
品

保
健

課

平
成

2
6
年

3
月

2
9
日

～
平

成
2
6
年

4
月

1
1
日

ま
で

の
間

に
、

熊
本

市
内

に
お

い
て

新
規

に
申

請
を

行
っ

た
飲

食
店

一
覧

(移
動

販
売

業
、

臨
時

営
業

(仮
設

営
業

、
自

動
販

売
機

を
除

く
)計

3
8
件

項
目

:屋
号

、
営

業
所

所
在

地
、

申
請

者
名

、
営

業
所

電
話

番
号

※
 開

示
情

報
取

り
出

し
日

時
:平

成
2
6
年

4
月

1
5

日
 1

5
:3

0

開
示

4
/
1
6

5
/
2

4
7

4
/
1
1

理
美

容
の

開
設

届
を

提
出

さ
れ

た
店

舗
の

情
報

開
示

を
申

請
い

た
し

ま
す

。
項

目
:店

舗
名

･住
所

･電
話

番
号

･申
請

者
名

期
間

:2
0
1
4
年

3
月

2
9
日

よ
り

2
0
1
4
年

4
月

1
1
日

健
康

福
祉

子
ど

も
局

生
活

衛
生

課

平
成

2
6
年

3
月

2
9
日

か
ら

平
成

2
6
年

4
月

1
1
日

の
間

、
熊

本
市

内
に

お
い

て
新

規
確

認
し

た
理

容
所

、
美

容
所

の
一

覧
項

目
;施

設
の

名
称

、
所

在
地

、
電

話
番

号
、

開
設

者
の

氏
名

、
役

職
、

代
表

者
氏

名

開
示

4
/
1
6

5
/
2
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受
付

番
号

受
付

日
請

求
す

る
文

書
の

件
名

所
管

課
期

限
延

長
決

定
文

書
の

件
名

決
定

内
容

不
開

示
理

由
開

示
等

決
定

日
開

示
日

4
8

4
/
1
4

○
○

店
の

住
所

番
地

申
請

者
の

住
所

 営
業

許
可

申
請

の
と

き
に

書
か

れ
た

も
の

健
康

福
祉

子
ど

も
局

食
品

保
健

課

○
○

項
目

:営
業

所
所

在
地

、
申

請
者

の
住

所
(営

業
許

可
申

請
の

と
き

に
書

か
れ

た
も

の
)

開
示

(一
部

請
求

拒
否

)
2
号

　
個

人
情

報
4
/
1
7

4
/
2
1

4
9

4
/
1
4

道
路

位
置

判
定

番
号

 1
2
-
0
1
7
_0

1
～

1
2
-
0
1
7
_1

2
ｶ
ﾗ
ｰ

に
て

都
市

建
設

局
建

築
指

導
課

道
路

位
置

判
定

番
号

 1
2
-
0
1
7
-
0
1
～

 1
2
-
0
1
7
-
1
2

ｶ
ﾗ
ｰ

に
て

開
示

(一
部

請
求

拒
否

)
2
号

　
個

人
情

報
4
/
1
4

4
/
1
5

5
0

4
/
1
4

熊
本

市
中

央
区

本
荘

町
○

○
番

 所
在

の
ﾏ

ﾝ
ｼ

ｮﾝ
「
○

○
｣の

消
防

用
設

備
の

定
期

定
検

報
告

書
(直

近
の

も
の

)

消
防

局
総

務
課

熊
本

市
中

央
区

本
荘

町
○

○
番

○
○

の
消

防
用

設
備

定
期

点
検

報
告

書
(直

近
の

も
の

)

開
示

(一
部

請
求

拒
否

)
2
号

　
個

人
情

報
4
/
2
4

4
/
2
8

郵
送

5
1

4
/
1
5

平
成

2
5
年

度
に

公
募

さ
れ

た
熊

本
市

総
合

体
育

館
･青

年
会

館
外

6
施

設
に

お
け

る
指

定
管

理
者

の
事

業
計

画
書

一
式

を
開

示
請

求
い

た
し

ま
す

。

観
光

文
化

交
流

局
ｽ
ﾎ
ﾟｰ

ﾂ
振

興
課

平
成

2
5
年

度
に

公
募

さ
れ

た
熊

本
市

総
合

体
育

館
･青

年
会

館
外

6
施

設
に

お
け

る
指

定
管

理
者

の
事

業
計

画
書

一
式

開
示

(一
部

請
求

拒
否

)

2
号

　
個

人
情

報
3
号

　
法

人
等

情
報

4
/
2
8

5
/
2

5
2

4
/
1
5

道
路

の
判

定
･中

央
区

本
山

1
丁

目
○

○
番

○
地

先
～

○
○

番
地

先
･　

　
　

〃
　

　
　

1
丁

目
○

○
番

地
先

～
○

○
番

地
先

白
黒

は
白

黒
で

ｶ
ﾗ
ｰ

は
ｶ
ﾗ
ｰ

で
都

市
建

設
局

建
築

指
導

課

道
路

の
判

定
･中

央
区

本
山

1
丁

目
○

○
番

○
地

先
～

○
○

番
地

先
･中

央
区

本
山

1
丁

目
○

○
番

地
先

～
○

○
番

地
先 白

黒
は

白
黒

で
ｶ
ﾗ
ｰ

は
ｶ
ﾗ
ｰ

で

開
示

4
/
1
7

4
/
1
7
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受
付

番
号

受
付

日
請

求
す

る
文

書
の

件
名

所
管

課
期

限
延

長
決

定
文

書
の

件
名

決
定

内
容

不
開

示
理

由
開

示
等

決
定

日
開

示
日

5
3

4
/
1
5

●
｢液

化
石

油
ｶ
ﾞｽ

の
保

安
の

確
保

及
び

取
引

の
適

正
に

関
す

る
法

律
｣に

於
け

る
(貯

蔵
施

設
等

の
設

置
の

許
可

)第
三

十
六

条
･(

許
可

の
基

準
)第

三
十

七
条

･を
基

に
、

建
築

許
可

書
の

執
行

交
付

を
受

け
た

建
築

許
可

書
の

位
置

内
容

を
設

計
変

更
す

る
場

合
の

変
更

の
基

準
に

つ
い

て
、

以
下

の
開

示
請

求
。

●
花

岡
山

中
腹

･西
区

春
日

4
丁

目
○

○
番

○
･敷

地
面

積
2
4
5
3
m

2
･○

○
･○

○
?
･新

築
工

事
･(

建
築

基
準

法
･確

認
年

月
日

平
成

○
○

年
○

月
○

○
日

･市
建

第
○

○
号

･建
築

主
○

○
･有

限
会

社
○

○
･工

事
施

行
者

株
式

会
社

○
○

･)
に

於
け

る
工

事
内

容
等

。
●

当
地

･第
一

種
住

居
地

域
･(

建
ぺ

い
率

6
0
%
･容

積
率

2
0
0
%
)･

建
ぺ

い
率

6
0
%
･容

積
率

2
0
0
%
･に

於
け

る
･建

築
工

事
内

訳
･(

建
築

面
積

9
2
9
.1

4
m

2
･建

ぺ
い

率
3
7
.8

7
%
･延

べ
面

積
3
5
7
8
.4

3
m

2
･共

同
住

宅
の

共
用

の
廊

下
等

の
部

分
1
4
2
.2

0
m

2
･自

動
車

車
庫

等
の

部
分

5
8
.1

2
m

2
･延

べ
面

積
3
3
7
8
.1

1
･容

積
率

1
3
7
.6

8
%
･)

平
成

2
5
年

6
月

2
8
日

受
付

、
確

認
平

成
○

○
年

○
月

○
日

･第
○

○
号

と
し

て
建

築
許

可
書

が
執

行
さ

れ
て

い
る

。
･熊

本
市

建
築

指
導

課
･市

建
第

○
○

号
･配

置
図

･を
確

認
す

る
と

、

消
防

局
総

務
課

消
総

発
第

6
5
3
号

の
開

示
請

求
に

際
し

、
情

報
提

供
の

あ
っ

た
関

係
法

令
以

外
で

、
危

険
物

･L
P
G

ﾀ
ﾝ
ｸ
貯

蔵
施

設
の

新
設

に
関

す
る

法
令

や
自

治
体

で
独

自
に

定
め

ら
れ

た
も

の
。

不
存

在
第

1
1
条

　
第

2
項

4
/
2
5
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受
付

番
号

受
付

日
請

求
す

る
文

書
の

件
名

所
管

課
期

限
延

長
決

定
文

書
の

件
名

決
定

内
容

不
開

示
理

由
開

示
等

決
定

日
開

示
日

→
新

設
･厨

房
の

近
く

･○
○

と
厚

い
ｺ
ﾝ
ｸ
ﾘ壁

で
仕

切
ら

れ
た

一
階

部
分

に
･二

ヶ
所

の
L
P
G

施
設

が
設

置
と

な
っ

て
い

る
。

こ
の

図
式

地
図

を
基

に
、

熊
本

市
建

築
指

導
課

は
建

築
許

可
を

交
付

し
、

○
○

部
分

ま
で

建
築

工
事

を
進

め
て

来
た

。
一

ヵ
月

半
前

に
、

施
主

と
そ

の
職

員
達

に
よ

る
現

地
説

明
会

が
行

な
わ

れ
て

い
た

の
で

、
施

主
理

事
長

に
前

･○
○

で
は

、
東

の
門

を
設

置
し

て
周

辺
住

民
の

福
祉

理
念

で
･○

○
を

あ
が

ら
ず

に
ﾀ
ｸ
ｼ

ｰ
に

乗
れ

る
よ

う
配

慮
し

て
貰

っ
て

い
た

の
で

、
今

後
も

東
の

門
を

使
わ

せ
て

貰
え

る
様

に
お

願
い

し
た

ら
、

施
主

･理
事

長
｢ま

だ
工

事
中

だ
か

ら
、

そ
ぎ

ゃ
ん

事
は

あ
と

あ
と

。
｣と

の
発

言
。

そ
の

横
に

居
た

･施
行

主
工

事
管

理
者

の
ｼ

ﾞｬ
ﾝ
ﾊ

ﾞｰ
を

着
た

工
事

関
係

者
?
が

、
｢そ

ぎ
ゃ

ん
こ

と
ば

、
直

接
理

事
長

に
言

う
も

ん
じ

ゃ
な

か
〃

文
句

が
あ

る
な

ら
○

○
住

民
に

あ
ん

た
が

直
接

一
人

で
い

い
に

行
け

〃
○

○
が

反
対

し
た

ん
だ

け
ん

こ
ぎ

ゃ
ん

な
っ

た
と

た
い

。
｣と

言
っ

て
、

理
事

長
が

ｼ
ﾞｬ

ﾝ
ﾊ

ﾞｰ
の

工
事

関
係

者
と

手
を

肩
に

組
ん

で
、

そ
そ

く
さ

と
逃

げ
て

行
っ

た
の

で
、

私
は

そ
の

背
中

に
向

か
っ

て
｢理

事
長

は
、

福
祉

行
政

に
深

く
関

わ
っ

て
い

る
の

に
、

周
辺

住
民

の
福

祉
に

対
す

る
関

心
は

な
い

の
か

?
｣と

叫
ん

だ
が

、
そ

そ
く

さ
と

逃
げ

て
坂

道
を

下
っ

て
行

っ
た

。
こ

の
施

設
は

、
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受
付

番
号

受
付

日
請

求
す

る
文

書
の

件
名

所
管

課
期

限
延

長
決

定
文

書
の

件
名

決
定

内
容

不
開

示
理

由
開

示
等

決
定

日
開

示
日

○
○

に
関

わ
る

福
祉

施
設

で
あ

り
、

福
祉

理
念

が
ど

こ
ま

で
配

慮
さ

れ
た

施
設

な
の

か
?
と

疑
問

に
思

っ
た

の
で

、
こ

の
工

事
施

行
管

理
者

に
面

談
し

、
｢○

○
が

反
対

し
た

か
ら

こ
う

な
っ

た
ん

だ
。

文
句

が
あ

る
な

ら
自

分
が

一
人

で
直

接
文

句
言

い
に

行
け

〃
｣と

言
わ

れ
た

が
･ど

う
い

う
意

味
な

の
か

･教
え

て
く

れ
･｣

と
言

っ
た

ら
、

配
置

図
を

見
せ

ら
れ

、
初

め
て

東
門

を
塞

ぐ
･L

P
G

ﾀ
ﾝ
ｸ
(1

t収
容

)･
ﾎ
ﾟﾝ

ﾌ
ﾟ室

･受
水

槽
(4

5
t)

･の
新

設
を

初
め

て
知

っ
た

。
今

ま
で

寝
耳

に
水

の
配

置
図

を
見

て
驚

い
た

。
熊

本
市

憲
法

･諸
条

例
理

念
遵

守
実

行
が

欠
落

し
た

ま
ま

、
建

築
許

可
を

交
付

し
た

幸
山

市
政

執
行

に
も

驚
か

さ
れ

た
。

○
○

が
反

対
し

た
か

ら
崖

っ
ふ

ち
で

も
か

ま
わ

な
い

〃
○

○
住

民
に

は
説

明
し

た
が

、
第

一
種

住
居

･周
辺

住
民

に
は

何
も

説
明

す
る

必
要

は
な

い
〃

〃
一

方
で

嫌
が

ら
れ

た
危

険
物

取
扱

法
･消

防
法

･管
轄

の
L
P
G

ﾀ
ﾝ
ｸ
だ

か
ら

、
面

倒
だ

か
ら

黙
っ

て
周

辺
住

民
に

は
説

明
も

承
諾

も
確

認
せ

ず
に

良
い

〃
と

の
幸

山
市

政
執

行
に

、
驚

か
さ

れ
た

。
私

が
、

こ
の

設
計

変
更

の
届

け
出

書
を

見
せ

て
欲

し
い

と
、

建
築

指
導

課
に

申
し

出
た

ら
、

｢ま
だ

･設
計

変
更

届
出

書
は

提
出

さ
れ

て
い

な
い

。
｣と

の
事

で
あ

っ
た

の
で

、
私

が
｢建

築
許

可
書

の
交

付
も

不
存

在
な

の
に

、
現

場
で

は
工

事
施

行
者

が
こ

の
地

点
の

基
礎

工
事

の
真

っ
最

中
だ

よ
〃

ど
う

い
う

事
な

の
?
早

急
に

現
地

確
認

し
て

、
工

事
中

止
す

べ
き

で
は

?
｣と

言
っ

た
ら

、
後

で
判

明
し

た
こ

と
だ

が
、

そ
の

時
担

当
職

員
は

設
計

変
更

許
可

書
を

独
断

で
･上

司
の

稟
議

決
裁

も
受

け
ず

に
、

市
政

執
行

交
付

し
た

様
で

あ
る

。
日

時
付

的
障

害
何

の
そ

の
?
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受
付

番
号

受
付

日
請

求
す

る
文

書
の

件
名

所
管

課
期

限
延

長
決

定
文

書
の

件
名

決
定

内
容

不
開

示
理

由
開

示
等

決
定

日
開

示
日

熊
本

市
建

築
許

可
･審

査
審

議
･制

度
は

、
4
月

5
日

(土
)

面
談

席
上

で
○

○
建

設
設

計
責

任
者

に
言

わ
せ

れ
ば

･
市

職
員

主
査

が
一

人
で

決
裁

し
て

お
ら

れ
る

の
で

、
何

も
問

題
は

あ
り

ま
せ

ん
。

」
と

の
事

で
あ

っ
た

。
○

○
住

民
の

反
対

拒
否

に
あ

っ
た

危
険

物
消

防
法

管
轄

の
L
P
G

ﾀ
ﾝ
ｸ
新

設
設

置
･審

議
審

査
･も

こ
の

主
査

が
決

定
権

を
も

っ
て

お
り

、
市

消
防

局
の

審
議

審
査

も
必

要
あ

り
ま

せ
ん

。
と

の
発

言
で

あ
っ

た
。

ど
の

様
な

市
政

執
行

に
よ

る
建

築
許

可
執

行
が

施
行

さ
れ

て
い

る
の

か
･不

可
解

な
の

で
、

以
下

の
開

示
請

求
を

す
る

。
1
.（

変
更

の
許

可
）
第

三
十

七
条

の
二

第
三

十
六

条
第

一
項

の
許

可
を

受
け

た
液

化
石

油
ｶ
ﾞｽ

販
売

事
業

者
は

、
貯

蔵
施

設
の

位
置

、
構

造
若

し
く

は
設

備
を

変
更

し
よ

う
と

す
る

と
き

は
、

そ
の

許
可

を
し

た
都

道
府

県
の

許
可

を
受

け
な

け
れ

ば
な

ら
な

い
。

と
あ

る
。

当
然

、
熊

本
市

が
市

建
第

○
○

号
の

建
築

許
可

書
を

交
付

執
行

し
て

い
る

の
で

、
設

計
変

更
行

為
に

対
し

て
施

主
･施

行
主

･は
、

設
計

変
更

届
出

書
を

提
出

し
て

い
る

筈
で

あ
る

が
、

設
計

変
更

に
よ

る
液

化
石

油
ｶ
ﾞｽ

貯
蔵

施
設

新
設

場
所

が
、

石
垣

･崖
っ

ぷ
ち

の
位

置
で

あ
り

、
地

震
大

国
･豪

雨
に

よ
る

花
岡

山
中

腹
土

壌
軟

弱
の

為
土

砂
崩

壊
崖

崩
れ

･等
･多

発
地

帯
の

地
理

的
危

険
地

帯
･に

於
け

る
、

液
化

石
油

ｶ
ﾞｽ

の
保

安
の

確
保

及
び

取
引

の
適

正
化

に
関

す
る

法
律

施
行

規
則

･(
ﾊ

ﾞﾙ
ｸ
供

給
に

係
る

供
給

施
設

の
技

術
上

の
基

準
)第

十
九

条
を

適
合

･ｸ
ﾘｱ

出
来

て
も

、
直

下
型

地
震

･豪
雨

･等
の

災
害

に
弱

い
地

理
的

条
件

を
、

何
処

ま
で

ｸ
ﾘｱ

出
来

る
か

の
基

準
が

不
明

で
あ

る
。
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受
付

番
号

受
付

日
請

求
す

る
文

書
の

件
名

所
管

課
期

限
延

長
決

定
文

書
の

件
名

決
定

内
容

不
開

示
理

由
開

示
等

決
定

日
開

示
日

ま
た

、
液

化
石

油
ｶ
ﾞｽ

貯
蔵

施
設

か
ら

厨
房

等
･各

○
○

へ
の

供
給

す
る

た
め

の
液

化
石

油
ｶ
ﾞｽ

供
給

ｶ
ﾞｽ

管
理

設
の

屋
外

の
延

長
米

･の
上

を
車

が
走

行
、

地
下

埋
設

供
給

管
の

真
下

に
戦

時
中

の
巨

大
空

洞
存

在
等

、
の

地
理

的
危

険
･負

の
要

因
が

重
複

し
た

危
険

地
帯

で
の

液
化

石
油

ｶ
ﾞｽ

貯
蔵

施
設

移
転

新
設

に
対

し
て

の
周

囲
の

状
況

等
か

ら
判

断
し

て
保

安
上

支
障

が
な

い
と

す
る

根
拠

の
基

に
、

設
計

変
更

届
出

書
に

対
し

て
建

築
許

可
書

の
交

付
執

行
が

な
さ

れ
て

い
る

の
で

、
こ

の
様

な
地

理
的

条
件

等
が

液
化

石
油

ｶ
ﾞｽ

の
保

安
の

確
保

及
び

取
引

の
適

正
か

に
関

す
る

法
律

施
行

規
則

･(
危

険
の

お
そ

れ
の

な
い

場
合

の
特

則
)第

二
十

条
･に

抵
触

し
な

い
と

す
る

法
的

根
拠

等
･具

体
的

に
そ

こ
だ

け
が

わ
か

る
資

料
等

･の
開

示
請

求
。

2
.液

化
石

油
ｶ
ﾞｽ

貯
蔵

施
設

を
起

点
と

し
て

、
液

化
石

油
ｶ
ﾞｽ

供
給

配
管

の
延

長
米

の
許

容
範

囲
は

、
法

的
規

則
が

あ
る

の
か

。
(総

消
発

第
6
5
3
号

の
開

示
請

求
に

際
し

て
情

報
提

供
の

あ
っ

た
関

係
法

令
以

外
で

下
記

の
こ

と
に

関
す

る
法

令
や

自
治

体
で

独
自

に
定

め
ら

れ
た

も
の

)
1
)地

下
埋

設
の

場
合

の
許

容
ﾒ
ｰ

ﾄﾙ
、

2
)地

空
配

管
の

場
合

の
許

容
ﾒ
ｰ

ﾄﾙ
、

3
)不

存
在

の
開

示
の

場
合

は
、

無
制

限
ﾒ
ｰ

ﾄﾙ
な

の
か

?
の

わ
か

る
資

料
等

の
開

示
請

求
。

※
添

付
参

照
･熟

視
･検

証
･資

料
等

･A
3
→

1
枚

。
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受
付

番
号

受
付

日
請

求
す

る
文

書
の

件
名

所
管

課
期

限
延

長
決

定
文

書
の

件
名

決
定

内
容

不
開

示
理

由
開

示
等

決
定

日
開

示
日

5
4

4
/
1
5

●
｢液

化
石

油
ｶ
ﾞｽ

の
保

安
の

確
保

及
び

取
引

の
適

正
に

関
す

る
法

律
｣に

於
け

る
(貯

蔵
施

設
等

の
設

置
の

許
可

)第
三

十
六

条
･(

許
可

の
基

準
)第

三
十

七
条

･を
基

に
、

建
築

許
可

書
の

執
行

交
付

を
受

け
た

建
築

許
可

書
の

位
置

内
容

を
設

計
変

更
す

る
場

合
の

変
更

の
基

準
に

つ
い

て
、

以
下

の
開

示
請

求
。

●
花

岡
山

中
腹

･西
区

春
日

4
丁

目
○

○
番

○
･敷

地
面

積
2
4
5
3
m

2
･○

○
?
･新

築
工

事
･(

建
築

基
準

法
･確

認
年

月
日

平
成

○
○

年
○

月
○

○
日

･市
建

第
○

○
号

･建
築

主
○

○
･有

限
会

社
○

○
･工

事
施

行
者

株
式

会
社

○
○

･)
に

於
け

る
工

事
内

容
等

。
●

当
地

･第
一

種
住

居
地

域
･(

建
ぺ

い
率

6
0
%
･容

積
率

2
0
0
%
)･

建
ぺ

い
率

6
0
%
･容

積
率

2
0
0
%
･に

於
け

る
･建

築
工

事
内

訳
･(

建
築

面
積

9
2
9
.1

4
m

2
･建

ぺ
い

率
3
7
.8

7
%
･延

べ
面

積
3
5
7
8
.4

3
m

2
･共

同
住

宅
の

共
用

の
廊

下
等

の
部

分
1
4
2
.2

0
m

2
･自

動
車

車
庫

等
の

部
分

5
8
.1

2
m

2
･延

べ
面

積
3
3
7
8
.1

1
･容

積
率

1
3
7
.6

8
%
･)

平
成

○
○

年
○

月
○

○
日

受
付

、
確

認
平

成
○

○
年

○
月

○
○

日
･第

○
○

号
と

し
て

建
築

許
可

書
が

執
行

さ
れ

て
い

る
。

･熊
本

市
建

築
指

導
課

･市
建

第
○

○
号

･配
置

図
･を

確
認

す
る

と
、

都
市

建
設

局
建

築
指

導
課

●
｢液

化
石

油
ｶ
ﾞｽ

の
保

安
の

確
保

及
び

取
引

の
適

正
に

関
す

る
法

律
｣に

於
け

る
(貯

蔵
施

設
等

の
設

置
の

許
可

)第
三

十
六

･(
許

可
の

基
準

)第
三

十
七

条
･を

基
に

、
建

築
許

可
書

の
執

行
交

付
を

受
け

た
建

築
許

可
書

の
位

置
内

容
を

設
計

変
更

す
る

場
合

の
変

更
の

基
準

に
つ

い
て

、
以

下
の

開
示

請
求 1
.地

理
的

条
件

等
が

液
化

石
油

ｶ
ﾞｽ

の
保

安
の

確
保

及
び

取
引

の
適

正
か

に
関

す
る

法
律

施
行

規
則

･(
危

険
の

お
そ

れ
の

な
い

場
合

の
特

則
)第

二
十

条
･に

抵
触

し
な

い
と

す
る

法
的

根
拠

等
･具

体
的

に
そ

こ
だ

け
が

わ
か

る
資

料
等

の
･開

示
請

求
。

2
.液

化
石

油
ｶ
ﾞｽ

貯
蔵

施
設

を
起

点
と

し
て

、
液

化
石

油
ｶ
ﾞｽ

供
給

配
管

の
延

長
米

許
容

範
囲

は
、

法
的

規
制

が
あ

る
の

か
。

1
)地

下
埋

設
の

場
合

の
許

容
ﾒ
ｰ

ﾄﾙ
、

2
)地

空
配

管
の

場
合

の
許

容
ﾒ
ｰ

ﾄﾙ
、

3
)不

存
在

の
開

示
の

場
合

は
、

無
制

限
ﾒ
ｰ

ﾄﾙ
な

の
か

?
の

わ
か

る
資

料
等

の
開

示
請

求
。

不
存

在
第

1
1
条

　
第

2
項

4
/
2
3
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受
付

番
号

受
付

日
請

求
す

る
文

書
の

件
名

所
管

課
期

限
延

長
決

定
文

書
の

件
名

決
定

内
容

不
開

示
理

由
開

示
等

決
定

日
開

示
日

→
新

設
･厨

房
の

近
く

･○
○

と
厚

い
ｺ
ﾝ
ｸ
ﾘ壁

で
仕

切
ら

れ
た

一
階

部
分

に
･二

ヶ
所

の
L
P
G

施
設

が
設

置
と

な
っ

て
い

る
。

こ
の

図
式

地
図

を
基

に
、

熊
本

市
建

築
指

導
課

は
建

築
許

可
を

交
付

し
、

○
○

部
分

ま
で

建
築

工
事

を
進

め
て

来
た

。
一

ヵ
月

半
前

に
、

施
主

と
そ

の
職

員
達

に
よ

る
現

地
説

明
会

が
行

な
わ

れ
て

い
た

の
で

、
施

主
理

事
長

に
前

･○
○

で
は

、
東

の
門

を
設

置
し

て
周

辺
住

民
の

福
祉

理
念

で
･○

○
を

あ
が

ら
ず

に
ﾀ
ｸ
ｼ

ｰ
に

乗
れ

る
よ

う
配

慮
し

て
貰

っ
て

い
た

の
で

、
今

後
も

東
の

門
を

使
わ

せ
て

貰
え

る
様

に
お

願
い

し
た

ら
、

施
主

･理
事

長
｢ま

だ
工

事
中

だ
か

ら
、

そ
ぎ

ゃ
ん

事
は

あ
と

あ
と

。
｣と

の
発

言
。

そ
の

横
に

居
た

･施
行

主
工

事
管

理
者

の
ｼ

ﾞｬ
ﾝ
ﾊ

ﾞｰ
を

着
た

工
事

関
係

者
?
が

、
｢そ

ぎ
ゃ

ん
こ

と
ば

、
直

接
理

事
長

に
言

う
も

ん
じ

ゃ
な

か
〃

文
句

が
あ

る
な

ら
○

○
住

民
に

あ
ん

た
が

直
接

一
人

で
い

い
に

行
け

〃
○

○
が

反
対

し
た

ん
だ

け
ん

こ
ぎ

ゃ
ん

な
っ

た
と

た
い

。
｣と

言
っ

て
、

理
事

長
が

ｼ
ﾞｬ

ﾝ
ﾊ

ﾞｰ
の

工
事

関
係

者
と

手
を

肩
に

組
ん

で
、

そ
そ

く
さ

と
逃

げ
て

行
っ

た
の

で
、

私
は

そ
の

背
中

に
向

か
っ

て
｢理

事
長

は
、

福
祉

行
政

に
深

く
関

わ
っ

て
い

る
の

に
、

周
辺

住
民

の
福

祉
に

対
す

る
関

心
は

な
い

の
か

?
｣と

叫
ん

だ
が

、
そ

そ
く

さ
と

逃
げ

て
坂

道
を

下
っ

て
行

っ
た

。
こ

の
施

設
は

、
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受
付

番
号

受
付

日
請

求
す

る
文

書
の

件
名

所
管

課
期

限
延

長
決

定
文

書
の

件
名

決
定

内
容

不
開

示
理

由
開

示
等

決
定

日
開

示
日

○
○

に
関

わ
る

福
祉

施
設

で
あ

り
、

福
祉

理
念

が
ど

こ
ま

で
配

慮
さ

れ
た

施
設

な
の

か
?
と

疑
問

に
思

っ
た

の
で

、
こ

の
工

事
施

行
管

理
者

に
面

談
し

、
｢○

○
が

反
対

し
た

か
ら

こ
う

な
っ

た
ん

だ
。

文
句

が
あ

る
な

ら
自

分
が

一
人

で
直

接
文

句
言

い
に

行
け

〃
｣と

言
わ

れ
た

が
･ど

う
い

う
意

味
な

の
か

･教
え

て
く

れ
･｣

と
言

っ
た

ら
、

配
置

図
を

見
せ

ら
れ

、
初

め
て

東
門

を
塞

ぐ
･L

P
G

ﾀ
ﾝ
ｸ
(1

t収
容

)･
ﾎ
ﾟﾝ

ﾌ
ﾟ室

･受
水

槽
(4

5
t)

･の
新

設
を

初
め

て
知

っ
た

。
今

ま
で

寝
耳

に
水

の
配

置
図

を
見

て
驚

い
た

。
熊

本
市

憲
法

･諸
条

例
理

念
遵

守
実

行
が

欠
落

し
た

ま
ま

、
建

築
許

可
を

交
付

し
た

幸
山

市
政

執
行

に
も

驚
か

さ
れ

た
。

○
○

が
反

対
し

た
か

ら
崖

っ
ふ

ち
で

も
か

ま
わ

な
い

〃
○

○
住

民
に

は
説

明
し

た
が

、
第

一
種

住
居

･周
辺

住
民

に
は

何
も

説
明

す
る

必
要

は
な

い
〃

〃
一

方
で

嫌
が

ら
れ

た
危

険
物

取
扱

法
･消

防
法

･管
轄

の
L
P
G

ﾀ
ﾝ
ｸ
だ

か
ら

、
面

倒
だ

か
ら

黙
っ

て
周

辺
住

民
に

は
説

明
も

承
諾

も
確

認
せ

ず
に

良
い

〃
と

の
幸

山
市

政
執

行
に

、
驚

か
さ

れ
た

。
私

が
、

こ
の

設
計

変
更

の
届

け
出

書
を

見
せ

て
欲

し
い

と
、

建
築

指
導

課
に

申
し

出
た

ら
、

｢ま
だ

･設
計

変
更

届
出

書
は

提
出

さ
れ

て
い

な
い

。
｣と

の
事

で
あ

っ
た

の
で

、
私

が
｢建

築
許

可
書

の
交

付
も

不
存

在
な

の
に

、
現

場
で

は
工

事
施

行
者

が
こ

の
地

点
の

基
礎

工
事

の
真

っ
最

中
だ

よ
〃

ど
う

い
う

事
な

の
?
早

急
に

現
地

確
認

し
て

、
工

事
中

止
す

べ
き

で
は

?
｣と

言
っ

た
ら

、
後

で
判

明
し

た
こ

と
だ

が
、

そ
の

時
担

当
職

員
は

設
計

変
更

許
可

書
を

独
断

で
･上

司
の

稟
議

決
裁

も
受

け
ず

に
、

市
政

執
行

交
付

し
た

様
で

あ
る

。
日

時
付

的
障

害
何

の
そ

の
?
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受
付

番
号

受
付

日
請

求
す

る
文

書
の

件
名

所
管

課
期

限
延

長
決

定
文

書
の

件
名

決
定

内
容

不
開

示
理

由
開

示
等

決
定

日
開

示
日

熊
本

市
建

築
許

可
･審

査
審

議
･制

度
は

、
4
月

5
日

(土
)

面
談

席
上

で
○

○
建

設
設

計
責

任
者

に
言

わ
せ

れ
ば

･
市

職
員

主
査

が
一

人
で

決
裁

し
て

お
ら

れ
る

の
で

、
何

も
問

題
は

あ
り

ま
せ

ん
。

」
と

の
事

で
あ

っ
た

。
○

○
住

民
の

反
対

拒
否

に
あ

っ
た

危
険

物
消

防
法

管
轄

の
L
P
G

ﾀ
ﾝ
ｸ
新

設
設

置
･審

議
審

査
･も

こ
の

主
査

が
決

定
権

を
も

っ
て

お
り

、
市

消
防

局
の

審
議

審
査

も
必

要
あ

り
ま

せ
ん

。
と

の
発

言
で

あ
っ

た
。

ど
の

様
な

市
政

執
行

に
よ

る
建

築
許

可
執

行
が

施
行

さ
れ

て
い

る
の

か
･不

可
解

な
の

で
、

以
下

の
開

示
請

求
を

す
る

。
1
.（

変
更

の
許

可
）
第

三
十

七
条

の
二

第
三

十
六

条
第

一
項

の
許

可
を

受
け

た
液

化
石

油
ｶ
ﾞｽ

販
売

事
業

者
は

、
貯

蔵
施

設
の

位
置

、
構

造
若

し
く

は
設

備
を

変
更

し
よ

う
と

す
る

と
き

は
、

そ
の

許
可

を
し

た
都

道
府

県
の

許
可

を
受

け
な

け
れ

ば
な

ら
な

い
。

と
あ

る
。

当
然

、
熊

本
市

が
市

建
第

○
○

号
の

建
築

許
可

書
を

交
付

執
行

し
て

い
る

の
で

、
設

計
変

更
行

為
に

対
し

て
施

主
･施

行
主

･は
、

設
計

変
更

届
出

書
を

提
出

し
て

い
る

筈
で

あ
る

が
、

設
計

変
更

に
よ

る
液

化
石

油
ｶ
ﾞｽ

貯
蔵

施
設

新
設

場
所

が
、

石
垣

･崖
っ

ぷ
ち

の
位

置
で

あ
り

、
地

震
大

国
･豪

雨
に

よ
る

花
岡

山
中

腹
土

壌
軟

弱
の

為
土

砂
崩

壊
崖

崩
れ

･等
･多

発
地

帯
の

地
理

的
危

険
地

帯
･に

於
け

る
、

液
化

石
油

ｶ
ﾞｽ

の
保

安
の

確
保

及
び

取
引

の
適

正
化

に
関

す
る

法
律

施
行

規
則

･(
ﾊ

ﾞﾙ
ｸ
供

給
に

係
る

供
給

施
設

の
技

術
上

の
基

準
)第

十
九

条
を

適
合

･ｸ
ﾘｱ

出
来

て
も

、
直

下
型

地
震

･豪
雨

･等
の

災
害

に
弱

い
地

理
的

条
件

を
、

何
処

ま
で

ｸ
ﾘｱ

出
来

る
か

の
基

準
が

不
明

で
あ

る
。

-47-



受
付

番
号

受
付

日
請

求
す

る
文

書
の

件
名

所
管

課
期

限
延

長
決

定
文

書
の

件
名

決
定

内
容

不
開

示
理

由
開

示
等

決
定

日
開

示
日

ま
た

、
液

化
石

油
ｶ
ﾞｽ

貯
蔵

施
設

か
ら

厨
房

等
･各

○
○

へ
の

供
給

す
る

た
め

の
液

化
石

油
ｶ
ﾞｽ

供
給

ｶ
ﾞｽ

管
理

設
の

屋
外

の
延

長
米

･の
上

を
車

が
走

行
、

地
下

埋
設

供
給

管
の

真
下

に
戦

時
中

の
巨

大
空

洞
存

在
等

、
の

地
理

的
危

険
･負

の
要

因
が

重
複

し
た

危
険

地
帯

で
の

液
化

石
油

ｶ
ﾞｽ

貯
蔵

施
設

移
転

新
設

に
対

し
て

の
周

囲
の

状
況

等
か

ら
判

断
し

て
保

安
上

支
障

が
な

い
と

す
る

根
拠

の
基

に
、

設
計

変
更

届
出

書
に

対
し

て
建

築
許

可
書

の
交

付
執

行
が

な
さ

れ
て

い
る

の
で

、
こ

の
様

な
地

理
的

条
件

等
が

液
化

石
油

ｶ
ﾞｽ

の
保

安
の

確
保

及
び

取
引

の
適

正
か

に
関

す
る

法
律

施
行

規
則

･(
危

険
の

お
そ

れ
の

な
い

場
合

の
特

則
)第

二
十

条
･に

抵
触

し
な

い
と

す
る

法
的

根
拠

等
･具

体
的

に
そ

こ
だ

け
が

わ
か

る
資

料
等

･の
開

示
請

求
。

2
.液

化
石

油
ｶ
ﾞｽ

貯
蔵

施
設

を
起

点
と

し
て

、
液

化
石

油
ｶ
ﾞｽ

供
給

配
管

の
延

長
米

の
許

容
範

囲
は

、
法

的
規

則
が

あ
る

の
か

。
1
)地

下
埋

設
の

場
合

の
許

容
ﾒ
ｰ

ﾄﾙ
、

2
)地

空
配

管
の

場
合

の
許

容
ﾒ
ｰ

ﾄﾙ
、

3
)不

存
在

の
開

示
の

場
合

は
、

無
制

限
ﾒ
ｰ

ﾄﾙ
な

の
か

?
の

わ
か

る
資

料
等

の
開

示
請

求
。

※
添

付
参

照
･熟

視
･検

証
･資

料
等

･A
3
→

1
枚

。

5
5

4
/
1
5

平
成

2
6
年

度
公

共
施

設
等

樹
木

害
虫

駆
除

業
務

委
託

の
入

札
の

仕
様

書
(各

区
で

内
容

が
同

じ
で

あ
れ

ば
東

区
の

み
)

環
境

局
環

境
共

生
課

平
成

2
6
年

度
公

共
施

設
等

樹
木

害
虫

駆
除

業
務

委
託

の
入

札
仕

様
書

(東
区

分
)

開
示

4
/
2
4

4
/
2
5

5
6

4
/
1
6

地
下

ﾀ
ﾝ
ｸ
貯

蔵
所

の
施

設
一

覧
･油

種
･施

設
名

･容
量

消
防

局
総

務
課

熊
本

市
消

防
局

管
轄

(平
成

2
6
年

3
月

3
1
日

現
在

)
の

地
下

ﾀ
ﾝ
ｸ
貯

蔵
所

の
施

設
一

覧
。

1
 油

種
2
 施

設
名

3
 容

量

開
示

4
/
3
0

5
/
2
7

5
7

4
/
1
6

自
家

用
給

油
取

扱
所

の
施

設
一

覧
･油

種
･施

設
名

･容
量

消
防

局
総

務
課

熊
本

市
消

防
局

管
轄

(平
成

2
6
年

3
月

3
1
日

現
在

)
の

自
家

用
給

油
取

扱
所

の
施

設
一

覧
。

1
 油

種
2
 施

設
名

3
 容

量

開
示

4
/
3
0

5
/
2
7
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受
付

番
号

受
付

日
請

求
す

る
文

書
の

件
名

所
管

課
期

限
延

長
決

定
文

書
の

件
名

決
定

内
容

不
開

示
理

由
開

示
等

決
定

日
開

示
日

5
8

4
/
1
6

契
約

変
更

日
 平

成
2
6
年

3
月

2
8
日

熊
本

市
上

下
水

道
局

 下
水

道
整

備
課

都
市

計
画

事
業

東
部

処
理

区
雨

水
吐

貯
留

人
孔

外
(E

-
6
･9

)築
造

工
事

(5
6
6
工

区
)

上
記

の
変

更
後

の
金

入
設

計
書

の
開

示
を

お
願

い
致

し
ま

す
。

上
下

水
道

局
下

水
道

整
備

課

都
市

計
画

事
業

東
部

処
理

区
雨

水
吐

貯
留

人
孔

外
(E

-
6
･9

)築
造

工
事

(5
6
6
工

区
)の

変
更

後
の

金
入

設
計

書
開

示
4
/
2
1

5
9

4
/
1
7

平
成

2
6
年

3
月

5
日

開
札

都
市

建
設

局
 東

部
土

木
ｾ

ﾝ
ﾀ
ｰ

城
南

総
合

ｽ
ﾎ
ﾟｰ

ﾂ
ｾ

ﾝ
ﾀ
ｰ

(仮
称

)ｸ
ﾞﾗ

ﾝ
ﾄﾞ

整
備

及
び

駐
車

場
整

備
等

工
事

上
記

の
金

入
設

計
書

の
開

示
を

お
願

い
致

し
ま

す
。

都
市

建
設

局
東

部
土

木
ｾ

ﾝ
ﾀ
ｰ

維
持

課

城
南

総
合

ｽ
ﾎ
ﾟｰ

ﾂ
ｾ

ﾝ
ﾀ
ｰ

(仮
称

)ｸ
ﾞﾗ

ﾝ
ﾄﾞ

整
備

及
び

駐
車

場
整

備
等

工
事

(金
入

設
計

書
)

開
示

4
/
2
8

4
/
2
8

6
0

4
/
1
7

道
路

位
置

指
定

(S
3
7
-
0
6
2
)一

式
白

黒
は

白
黒

で
 ｶ

ﾗ
ｰ

は
ｶ
ﾗ
ｰ

で
都

市
建

設
局

建
築

指
導

課

道
路

位
置

指
定

(S
3
7
-
0
6
2
)一

式
白

黒
は

自
黒

で
 ｶ

ﾗ
ｰ

は
ｶ
ﾗ
ｰ

で
開

示
4
/
1
7

4
/
1
8

6
1

4
/
1
7

･道
路

位
置

指
定

書
類

一
式

S
4
2
年

4
月

2
5
日

指
定

番
号

 熊
本

県
指

令
第

5
8
号

白
黒

→
白

黒
ｶ
ﾗ
ｰ

→
ｶ
ﾗ
ｰ

都
市

建
設

局
建

築
指

導
課

道
路

位
置

判
定

書
類

一
式

S
4
2
年

4
月

2
5
日

指
定

番
号

熊
本

県
指

令
第

5
8
号

白
黒

→
白

黒
 ｶ

ﾗ
ｰ

→
ｶ
ﾗ
ｰ

開
示

(一
部

請
求

拒
否

)
2
号

　
個

人
情

報
4
/
2
1

4
/
2
2

6
2

4
/
1
8

･道
路

位
置

指
定

書
S
4
4
-
6
1
2
 熊

本
県

指
令

第
6
1
2
号

･道
路

判
定

H
1
5
.6

.1
0
 0

3
年

第
2
3
8
号

･道
路

判
定

H
1
2
.1

.3
1
 0

0
年

第
4
3
号

都
市

建
設

局
建

築
指

導
課

○
道

路
位

置
指

定
書

S
4
4
-
6
1
2
 熊

本
県

指
令

第
6
1
2
号

○
道

路
判

定
H

1
5
.6

.1
0
 0

3
年

第
2
3
8
号

○
道

路
判

定
H

1
2
 1

.3
1
 0

0
年

第
4
3
号

開
示

(一
部

請
求

拒
否

)
2
号

　
個

人
情

報
4
/
2
1

4
/
3
0

6
3

4
/
1
8

飲
食

店
営

業
許

可
書

一
覧

平
成

2
6
年

4
月

1
日

～
平

成
2
6
年

4
月

1
7
日

新
規

(更
新

除
く

)
･仮

設
、

移
動

販
売

、
自

動
販

売
機

、
ｺ
ﾝ
ﾋ
ﾞﾆ

除
く

･項
目

店
舗

名
、

住
所

、
代

表
者

名
。

電
話

番
号

、
申

請
年

月
日

、
許

可
年

月
日

健
康

福
祉

子
ど

も
局

食
品

保
健

課

平
成

2
6
年

4
月

1
日

～
平

成
2
6
年

4
月

1
7
日

ま
で

の
間

に
、

熊
本

市
内

に
お

い
て

新
規

に
営

業
許

可
を

受
け

た
飲

食
店

一
覧

(仮
設

、
移

動
販

売
、

自
動

販
売

機
、

ｺ
ﾝ
ﾋ
ﾞﾆ

を
除

く
)

計
5
3
件

項
目

:店
舗

名
、

住
所

、
代

表
者

名
、

電
話

番
号

、
申

請
年

月
日

、
許

可
年

月
日

※
 開

示
情

報
取

り
出

し
日

時
:平

成
2
6
年

4
月

2
2

日
 1

3
:0

0

開
示

4
/
2
2

4
/
2
8

6
4

4
/
1
8

平
成

2
4
年

度
管

理
道

路
境

界
確

定
及

び
側

溝
改

良
測

量
設

計
業

務
委

託
の

報
告

書
の

中
の

熊
本

市
中

央
区

九
品

寺
1
丁

目
○

○
-
○

○
の

境
界

点
網

図
及

び
平

面
図

都
市

建
設

局
都

心
活

性
推

進
課

平
成

2
4
年

度
 管

理
道

路
境

界
確

定
及

び
側

溝
改

良
測

量
設

計
業

務
委

託
の

報
告

書
の

中
の

熊
本

市
中

央
区

九
品

寺
1
丁

目
○

○
-
○

○
の

境
界

点
網

図
及

び
平

面
図

開
示

4
/
2
5

4
/
3
0
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受
付

番
号

受
付

日
請

求
す

る
文

書
の

件
名

所
管

課
期

限
延

長
決

定
文

書
の

件
名

決
定

内
容

不
開

示
理

由
開

示
等

決
定

日
開

示
日

6
5

4
/
1
8

熊
本

市
か

ら
○

○
土

地
改

良
区

へ
補

助
さ

れ
た

･土
地

改
良

事
業

元
利

償
還

金
助

成
補

助
･水

害
予

防
管

理
事

業
補

助
･排

水
機

場
排

特
電

力
使

用
料

金
補

助
･施

設
管

理
技

術
者

育
成

対
策

業
務

助
成

補
助

(○
○

堰
)

の
各

事
業

の
平

成
2
4
年

度
実

績
と

事
業

内
容

が
分

か
る

文
書

が
わ

か
る

資
料

を
開

示
請

求
し

ま
す

。

南
区

役
所

農
業

振
興

課
飽

田
天

明
分

室

熊
本

市
か

ら
○

○
土

地
改

良
区

へ
補

助
さ

れ
た

1
、

土
地

改
良

事
業

元
利

償
還

金
助

成
補

助
2
、

水
害

予
防

管
理

事
業

補
助

3
、

排
水

機
場

排
特

電
力

使
用

料
金

補
助

4
、

施
設

管
理

技
術

者
育

成
対

策
業

務
助

成
補

助
(○

○
堰

)
の

各
事

業
の

平
成

2
4
年

度
実

績
と

事
業

内
容

が
わ

か
る

資
料

の
開

示

開
示

(一
部

請
求

拒
否

)
2
号

　
個

人
情

報
4
/
2
8

4
/
3
0

6
6

4
/
2
1

平
成

2
6
年

1
月

1
日

か
ら

平
成

2
6
年

3
月

3
1
日

ま
で

の
住

居
表

示
番

号
不

定
申

請
に

伴
っ

た
当

該
住

居
表

示
台

帳
企

画
振

興
局

区
政

推
進

課

平
成

2
6
年

1
月

1
日

か
ら

平
成

2
6
年

3
月

3
1
日

ま
で

の
住

居
番

号
付

定
申

請
に

伴
っ

た
当

該
住

居
表

示
台

帳

開
示

(一
部

請
求

拒
否

)
2
号

　
個

人
情

報
4
/
2
5

4
/
2
8

郵
送

6
7

4
/
2
2

城
山

送
水

場
建

屋
改

修
他

1
件

工
事

の
内

訳
書

(金
入

設
計

書
)

開
札

日
 H

2
6
年

4
月

1
6
日

1
3
時

1
5
分

上
下

水
道

局
水

道
整

備
課

･城
山

送
水

場
建

屋
改

修
他

1
件

工
事

上
記

の
金

額
入

り
工

事
設

計
書

開
示

4
/
2
3

4
/
2
8

6
8

4
/
2
2

平
成

2
5
年

1
1
月

2
0
日

開
札

熊
本

市
上

下
水

道
局

 水
道

整
備

課
南

区
平

田
1
丁

目
9
番

付
近

φ
2
0
0
粍

配
水

管
布

設
替

他
1
件

工
事

上
記

の
金

入
設

計
書

の
開

示
を

お
願

い
致

し
ま

す
。

上
下

水
道

局
水

道
整

備
課

取
り

下
げ

6
9

4
/
2
5

道
路

判
定

一
式

平
成

1
8
年

2
月

2
4
日

判
定

番
号

 0
6
年

0
9
6
号

白
黒

→
白

黒
ｶ
ﾗ
ｰ

→
ｶ
ﾗ
ｰ

都
市

建
設

局
建

築
指

導
課

道
路

判
定

一
式

平
成

1
8
年

2
月

2
4
日

判
定

番
号

 0
6
年

0
6
9
号

白
黒

→
白

黒
 ｶ

ﾗ
ｰ

→
ｶ
ﾗ
ｰ

開
示

4
/
2
8

4
/
3
0

7
0

4
/
2
5

平
成

2
6
年

4
月

1
日

～
平

成
2
6
年

4
月

2
5
日

ま
で

の
間

に
、

熊
本

市
内

に
お

い
て

新
規

に
営

業
許

可
を

受
け

た
美

容
所

一
覧

。
項

目
:施

設
名

称
、

営
業

所
所

在
地

、
営

業
所

電
話

番
号

、
開

設
者

指
名

、
役

職
、

代
表

者
氏

名
。

健
康

福
祉

子
ど

も
局

生
活

衛
生

課

平
成

2
6
年

4
月

1
日

か
ら

平
成

2
6
年

4
月

2
5
日

ま
で

の
間

、
熊

本
市

内
に

お
い

て
新

規
確

認
し

た
美

容
所

の
一

覧
項

目
; 
施

設
の

名
称

、
所

在
地

、
電

話
番

号
、

開
設

者
の

氏
名

、
役

職
、

代
表

者
氏

名

開
示

5
/
2

5
/
9

7
1

4
/
2
5

平
成

2
6
年

4
月

1
日

～
平

成
2
6
年

4
月

2
5
日

ま
で

の
間

に
、

熊
本

市
内

に
お

い
て

新
規

に
営

業
許

可
を

受
け

た
飲

食
店

一
覧

(自
動

販
売

機
、

仮
設

営
業

、
移

動
販

売
業

、
臨

時
営

業
を

除
く

)。
項

目
:屋

号
、

申
請

者
氏

名
、

営
業

所
在

地
、

営
業

所
電

話
番

号

健
康

福
祉

子
ど

も
局

食
品

保
健

課

平
成

2
6
年

4
月

1
日

～
平

成
2
6
年

4
月

2
5
日

ま
で

の
間

に
、

熊
本

市
内

に
お

い
て

新
規

に
営

業
許

可
を

受
け

た
飲

食
店

一
覧

(自
動

販
売

機
、

仮
設

営
業

、
移

動
販

売
業

、
臨

時
営

業
を

除
く

)計
8
2
件

項
目

:屋
号

、
申

請
者

氏
名

、
営

業
所

所
在

地
、

営
業

所
電

話
番

号
※

 開
示

情
報

取
り

出
し

日
時

:平
成

2
6
年

4
月

3
0

日
 1

5
:0

0

開
示

5
/
1

5
/
9
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受
付

番
号

受
付

日
請

求
す

る
文

書
の

件
名

所
管

課
期

限
延

長
決

定
文

書
の

件
名

決
定

内
容

不
開

示
理

由
開

示
等

決
定

日
開

示
日

7
2

4
/
2
8

道
路

判
定

0
3
-
3
0
8
 H

1
5
.8

.5
道

路
協

定
書

及
道

路
配

置
図

白
黒

は
白

黒
で

ｶ
ﾗ
ｰ

は
ｶ
ﾗ
ｰ

で
お

願
い

し
ま

す
。

都
市

建
設

局
建

築
指

導
課

道
路

判
定

0
3
-
3
0
8
 H

1
5
.8

:5
道

路
協

定
書

及
道

路
配

置
図

白
黒

は
白

黒
で

ｶ
ﾗ
ｰ

は
ｶ
ﾗ
ｰ

で
お

願
い

し
ま

す

開
示

(一
部

請
求

拒
否

)
2
号

　
個

人
情

報
4
/
3
0

5
/
1

7
3

4
/
2
8

位
置

指
定

書
 S

4
6
-
0
1
8
-
1
8

　
　

　
　

　
　

　
　

S
4
6
.4

.2
0

都
市

建
設

局
建

築
指

導
課

位
置

指
定

書
 S

4
6
-
0
1
8
-
1
8

S
4
6
.4

. 
2
0

開
示

4
/
3
0

4
/
3
0

7
4

4
/
2
8

道
路

判
定

 1
2
-
1
4
2
 書

類
一

式
白

黒
は

白
黒

で
、

ｶ
ﾗ
ｰ

は
ｶ
ﾗ
ｰ

で
都

市
建

設
局

建
築

指
導

課

道
路

判
定

 1
2
-
1
4
2
 書

類
一

式
白

黒
は

白
黒

で
、

ｶ
ﾗ
ｰ

は
ｶ
ﾗ
ｰ

で
開

示
(一

部
請

求
拒

否
)

2
号

　
個

人
情

報
4
/
3
0

5
/
1

7
5

4
/
2
8

位
置

指
定

道
路

S
4
0
-
1
7
6
 一

式
ｶ
ﾗ
ｰ

は
ｶ
ﾗ
ｰ

で
、

白
黒

は
白

黒
で

都
市

建
設

局
建

築
指

導
課

位
置

指
定

道
路

 S
4
0
-
1
7
6
一

式
ｶ
ﾗ
ｰ

は
ｶ
ﾗ
ｰ

で
、

白
黒

は
白

黒
で

開
示

(一
部

請
求

拒
否

)
2
号

　
個

人
情

報
4
/
3
0

4
/
3
0

7
6

4
/
2
8

●
熊

本
市

建
築

許
可

確
認

･第
○

○
号

･(
設

計
変

更
確

認
等

)･
等

に
よ

り
、

工
事

中
物

件
に

つ
い

て
の

開
示

請
求

。
1
.建

築
届

書
を

受
け

て
、

第
○

○
号

に
よ

る
建

築
許

可
書

交
付

執
行

が
な

さ
れ

て
い

る
の

で
存

在
す

る
と

の
施

行
主

の
助

言
を

受
け

て
、

ﾎ
ﾟﾝ

ﾌ
ﾟ室

下
部

障
壁

･受
水

槽
4
5
t･

か
ら

の
、

厨
房

等
･建

築
物

ま
で

の
送

付
管

埋
設

ﾙ
ｰ

ﾄの
わ

か
る

資
料

･配
置

図
･等

の
開

示
請

求
。

2
.建

築
許

可
書

交
付

執
行

が
な

さ
れ

て
い

る
の

で
、

ﾎ
ﾟﾝ

ﾌ
ﾟ室

に
設

置
の

ﾎ
ﾟﾝ

ﾌ
ﾟ稼

動
時

の
騒

音
振

動
等

の
第

一
種

住
居

地
域

へ
の

影
響

等
･が

、
基

準
値

以
内

か
ど

う
か

?
等

の
わ

か
る

資
料

等
の

開
示

請
求

。
3
.こ

の
上

水
道

送
水

管
埋

設
の

上
は

、
常

に
駐

車
場

へ
の

車
の

往
来

が
あ

り
、

上
水

道
管

へ
の

安
心

安
全

は
、

担
保

さ
れ

て
い

る
と

す
る

資
料

等
の

開
示

請
求

。
近

辺
道

上
の

○
○

(○
○

)の
出

入
り

口
に

上
水

道
管

線
が

埋
設

さ
れ

て
い

る
が

、
何

度
も

上
水

道
管

が
破

壊
さ

れ
、

漏
水

を
起

こ
し

、
3
0
段

の
階

段
を

傳
っ

て
、

噴
き

出
し

て
い

る
。

そ
の

都
度

、
水

道
局

に
連

絡
し

修
理

が
施

行
し

て
い

る
現

実
を

、
何

時
も

見
て

い
る

の
で

、
あ

ん
し

ん
あ

ん
ぜ

ん
な

の
か

、
不

安
で

あ
る

為
、

開
示

請
求

。

都
市

建
設

局
建

築
指

導
課

1
.ﾎ

ﾟﾝ
ﾌ
ﾟ室

下
部

障
壁

･受
水

槽
4
5
t･

か
ら

の
、

厨
房

等
･建

築
物

ま
で

の
送

付
管

理
設

ﾙ
ｰ

ﾄの
わ

か
る

資
料

･配
管

図
･等

の
開

示
請

求
。

5
.こ

の
L
P
G

ﾀ
ﾝ
ｸ
移

転
新

設
地

点
か

ら
で

も
、

大
丈

夫
･あ

ん
し

ん
･安

全
･と

し
て

、
設

計
変

更
許

可
書

を
交

付
執

行
し

た
根

拠
等

の
わ

か
る

資
料

等
の

開
示

請
求

。

不
開

示

2
号

　
個

人
情

報
3
号

　
法

人
等

情
報

4
号

　
公

共
の

安
全

等
に

関
す

る
情

報

5
/
7
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受
付

番
号

受
付

日
請

求
す

る
文

書
の

件
名

所
管

課
期

限
延

長
決

定
文

書
の

件
名

決
定

内
容

不
開

示
理

由
開

示
等

決
定

日
開

示
日

4
.こ

の
上

水
道

送
水

管
埋

設
の

真
下

に
は

、
戦

時
中

の
巨

大
防

空
壕

空
洞

が
奥

深
く

展
開

し
て

い
る

が
、

気
象

庁
の

警
告

で
は

、
熊

本
県

市
で

も
･直

下
型

地
震

震
度

7
度

の
発

生
が

起
こ

る
･と

の
警

告
が

公
表

さ
れ

て
い

る
。

ま
た

、
集

中
豪

雨
に

よ
る

道
上

の
土

手
石

垣
崩

壊
も

二
度

に
亘

り
発

生
し

、
生

々
し

い
傷

跡
を

曝
し

て
い

る
。

そ
の

様
な

地
理

的
条

件
最

悪
の

中
で

、
こ

の
上

水
道

送
水

管
は

大
丈

夫
･あ

ん
し

ん
･安

全
･と

し
て

、
建

築
許

可
書

の
交

付
執

行
が

な
さ

れ
て

い
る

の
で

、
そ

の
根

拠
と

な
る

分
析

審
査

審
議

･等
が

な
さ

れ
た

と
す

る
資

料
等

の
開

示
請

求
。

5
.L

P
G

ﾀ
ﾝ
ｸ
(容

量
1
t)

が
、

○
○

住
民

の
反

対
拒

否
に

よ
っ

て
、

敷
地

内
･南

東
の

石
垣

･崖
っ

ぷ
ち

に
移

動
･新

設
す

る
設

計
変

更
･許

可
が

な
さ

れ
た

が
、

こ
の

位
置

が
適

地
と

し
て

認
定

し
、

数
十

米
の

送
ｶ
ﾞｽ

管
を

敷
設

す
る

事
に

な
る

が
、

こ
の

L
P
G

ﾀ
ﾝ
ｸ
移

転
新

設
地

点
か

ら
で

も
、

大
丈

夫
･あ

ん
し

ん
･安

全
･と

し
て

、
設

計
変

更
許

可
書

を
交

付
執

行
し

た
根

拠
等

の
わ

か
る

資
料

等
の

開
示

請
求

。

2
.ﾎ

ﾟﾝ
ﾌ
ﾟ稼

動
時

の
騒

音
振

動
等

の
第

一
種

住
居

地
域

へ
の

影
響

等
･が

、
基

準
値

以
内

か
ど

う
か

?
等

の
わ

か
る

資
料

等
の

開
示

請
求

。
3
.こ

の
上

水
道

送
水

管
理

設
の

上
は

、
常

に
駐

車
場

へ
の

車
の

往
来

が
あ

り
、

上
水

道
管

へ
の

安
心

安
全

は
、

確
保

さ
れ

て
い

る
と

す
る

資
料

等
の

開
示

請
求

。
4
.上

水
道

送
水

管
の

大
丈

夫
･あ

ん
し

ん
･安

全
に

つ
い

て
、

そ
の

根
拠

と
な

る
分

析
審

査
審

議
･等

が
な

さ
れ

た
と

す
る

資
料

等
の

開
示

請
求

。
6
.新

設
の

埋
設

送
給

管
を

新
設

･移
設

工
事

に
対

し
て

、
現

地
確

認
･調

査
等

･分
析

･審
査

･審
議

･
等

の
結

論
に

至
っ

て
の

あ
ん

し
ん

･安
全

･等
の

わ
か

る
資

料
等

の
開

示
請

求
。

8
.現

地
確

認
し

た
の

で
あ

れ
ば

、
そ

の
際

の
、

現
地

確
認

実
証

･年
月

日
時

間
･対

応
者

現
場

説
明

者
名

役
職

名
･ど

の
様

な
説

明
を

受
け

た
か

･等
の

外
出

業
務

日
誌

･等
、

設
計

変
更

軽
微

と
の

検
証

基
準

等
の

そ
こ

だ
け

が
わ

か
る

資
料

等
の

開
示

請
求

。

不
存

在
第

1
1
条

　
第

2
項
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受
付

番
号

受
付

日
請

求
す

る
文

書
の

件
名

所
管

課
期

限
延

長
決

定
文

書
の

件
名

決
定

内
容

不
開

示
理

由
開

示
等

決
定

日
開

示
日

6
.熊

本
市

建
築

許
可

確
認

･第
○

○
号

･で
は

、
届

出
ﾊ

ﾞ
ﾙ

ｸ
貯

蔵
(1

)4
9
5
kg

(2
)9

8
0
kg

･の
L
P
G

ﾀ
ﾝ
ｸ
容

量
が

、
･

○
○

･に
供

給
す

る
事

に
な

っ
て

い
た

建
築

許
可

届
出

書
に

対
し

熊
本

市
確

認
第

○
○

号
と

し
て

、
熊

本
市

消
防

局
･平

成
○

○
年

○
月

○
○

日
受

付
･特

別
建

築
物

同
意

審
査

書
･同

意
日

平
成

○
○

年
○

月
○

日
･受

付
番

号
第

○
○

号
･審

査
者

階
級

士
長

･○
○

印
･中

高
層

･消
防

法
関

係
ｽ
ﾌ
ﾟﾘ

ﾝ
ｸ
ﾗ
ｰ

任
意

特
定

用
途

3
0
0
0
m

3
未

満
･の

特
別

建
築

物
同

意
審

査
書

･の
消

防
局

か
ら

の
同

意
書

を
受

領
し

て
、

建
築

指
導

課
が

建
築

許
可

書
第

○
○

号
･を

施
行

主
に

交
付

執
行

し
た

の
で

、
工

事
着

工
し

た
筈

で
あ

る
。

設
計

変
更

前
は

、
L
P
G

ﾀ
ﾝ
ｸ
2
基

･4
9
5
kg

･9
8
0
kg

･で
あ

っ
た

が
、

○
○

住
民

に
拒

否
さ

れ
た

と
し

て
設

計
変

更
し

て
、

石
垣

･崖
っ

ぷ
ち

･に
移

設
新

設
す

る
の

は
、

9
8
5
kg

だ
け

で
あ

り
、

当
初

の
計

画
か

ら
す

れ
ば

、
4
9
0
kg

不
足

す
る

。
つ

ま
り

、
当

初
の

計
画

よ
り

頻
繁

に
L
P
G

ﾀ
ﾝ

ｸ
の

補
充

車
･補

給
車

が
、

埋
蔵

送
給

管
の

上
を

走
行

す
る

事
に

な
る

。
つ

ま
り

、
埋

葬
送

給
管

の
破

壊
の

危
険

性
が

増
す

事
に

な
る

。
更

に
、

埋
設

送
給

管
の

真
下

に
は

、
戦

時
中

の
巨

大
防

空
壕

の
空

洞
が

現
存

す
る

様
で

あ
り

、
数

十
米

に
新

設
の

埋
設

送
給

管
を

新
設

･移
設

工
事

に
対

し
て

設
計

変
更

許
可

の
交

付
執

行
を

し
て

い
る

の
で

、
当

然
･あ

ん
し

ん
･安

全
･等

を
分

析
･審

査
･審

議
･が

な
さ

れ
た

筈
だ

か
ら

、
｢不

存
在

｣は
な

い
筈

な
の

で
、

現
地

確
認

･調
査

等
･分

析
･審

査
･審

議
･等

の
結

論
に

至
っ

て
の

あ
ん

し
ん

･安
全

･等
の

わ
か

る
資

料
等

の
開

示
請

求
。

7
.設

計
変

更
届

け
出

書
が

、
軽

微
で

あ
る

と
し

て
も

、
熊

本
市

消
防

局
の

特
別

建
築

物
同

意
審

査
書

も
欠

落
さ

せ
て

、
設

計
変

更
建

築
許

可
書

交
付

執
行

し
た

市
政

執
行

行
為

は
、

ど
の

よ
う

な
法

的
根

拠
･基

準
に

依
っ

て
な

さ
れ

た
職

務
執

行
な

の
か

･
の

わ
か

る
資

料
等

の
開

示
請

求
。

そ
の

他

７
の

文
書

は
一

般
に

公
開

さ
れ

て
お

り
、

容
易

に
入

手
で

き
る

も
の

で
あ

る
か

ら
、

情
報

公
開

の
対

象
外

。
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受
付

番
号

受
付

日
請

求
す

る
文

書
の

件
名

所
管

課
期

限
延

長
決

定
文

書
の

件
名

決
定

内
容

不
開

示
理

由
開

示
等

決
定

日
開

示
日

7
.平

成
2
6
年

4
月

4
日

の
朝

に
、

私
が

電
話

で
市

建
築

指
導

課
担

当
者

に
、

｢現
場

で
は

、
L
P
G

ﾀ
ﾝ
ｸ
用

の
穴

掘
り

基
礎

工
事

を
し

て
い

る
が

、
L
P
G

ﾀ
ﾝ
ｸ
の

石
垣

崖
っ

ぷ
ち

移
設

の
設

計
変

更
届

け
出

書
は

提
出

済
み

で
、

建
築

許
可

を
既

に
交

付
し

た
の

か
?
｣と

尋
ね

た
ら

、
｢設

計
変

更
は

何
も

知
り

ま
せ

ん
。

直
ぐ

に
施

行
者

に
連

絡
確

認
し

ま
す

。
設

計
変

更
届

け
出

書
を

提
出

す
る

用
に

連
絡

し
ま

す
。

｣と
の

事
で

あ
っ

た
。

4
月

5
日

に
施

行
現

場
責

任
者

と
面

談
予

定
が

以
前

か
ら

決
ま

っ
て

い
た

の
で

、
4
月

5
日

わ
か

っ
た

事
で

あ
る

が
、

施
行

現
場

責
任

者
の

言
で

は
｢4

月
4
日

の
午

前
中

に
、

建
築

指
導

課
担

当
者

に
設

計
変

更
届

け
出

書
を

提
出

し
た

ら
、

そ
の

場
で

す
ぐ

に
設

計
変

更
許

可
書

を
貰

っ
て

来
ま

し
た

の
で

、
何

も
問

題
は

な
い

で
し

ょ
う

。
｣と

設
計

変
更

許
可

書
を

見
せ

、
開

き
直

っ
た

態
度

に
は

驚
か

さ
れ

た
。

石
垣

･崖
っ

ぷ
ち

･に
L
P
G

ﾀ
ﾝ
ｸ
(容

量
1
t)

を
新

設
さ

せ
て

も
、

何
の

危
機

意
識

も
な

く
、

即
決

で
の

設
計

変
更

建
築

許
可

書
交

付
執

行
行

為
に

対
し

て
、

幸
山

市
政

理
念

と
は

こ
の

様
な

事
が

許
さ

れ
る

市
政

理
念

な
の

か
?
と

驚
か

さ
れ

た
。

ま
だ

、
驚

い
て

い
る

。
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受
付

番
号

受
付

日
請

求
す

る
文

書
の

件
名

所
管

課
期

限
延

長
決

定
文

書
の

件
名

決
定

内
容

不
開

示
理

由
開

示
等

決
定

日
開

示
日

→
熊

本
市

消
防

局
管

轄
･消

防
法

危
険

物
管

轄
･特

別
建

築
物

同
意

審
査

書
･が

な
い

に
も

拘
ら

ず
、

設
計

変
更

許
可

書
が

交
付

執
行

が
可

能
な

の
か

･疑
問

に
な

り
、

熊
本

市
消

防
局

担
当

者
に

問
い

合
わ

せ
た

ら
、

｢熊
本

市
建

築
指

導
課

か
ら

『
設

計
変

更
届

け
書

』
が

来
て

い
な

い
の

で
何

も
分

か
ら

な
い

。
｣と

の
事

で
あ

っ
た

の
で

、
｢

私
か

ら
今

こ
の

様
な

情
報

を
入

手
さ

れ
た

の
で

、
建

築
指

導
課

に
行

く
か

連
絡

し
て

確
認

し
、

早
急

に
『
設

計
変

更
届

け
出

書
』
を

審
査

審
議

し
て

頂
き

た
い

。
｣と

要
請

し
た

。
そ

の
後

の
対

話
の

中
で

、
｢建

築
指

導
課

か
ら

軽
微

な
も

の
は

、
消

防
局

に
は

、
今

ま
で

も
回

っ
て

来
な

い
事

が
あ

り
ま

す
の

で
、

今
回

も
軽

微
な

事
な

の
で

、
今

も
回

っ
て

来
ま

せ
ん

の
で

、
消

防
局

は
関

係
あ

り
ま

せ
ん

。
｣と

の
会

話
に

呆
れ

て
い

る
。

L
P
G

ｶ
ﾞｽ

ﾀ
ﾝ
ｸ
(容

量
1
t)

を
、

本
体

の
建

物
厨

房
近

く
に

設
計

し
た

施
設

を
、

設
計

変
更

届
け

出
書

も
、

私
の

情
報

で
知

っ
て

、
あ

わ
て

て
施

行
者

に
連

絡
し

、
設

計
変

更
届

け
出

書
を

提
出

さ
せ

て
、

そ
の

場
で

即
･設

計
変

更
建

築
許

可
書

を
交

付
執

行
す

る
職

務
行

為
の

判
断

行
為

が
、

全
く

恐
ろ

し
い

気
が

す
る

。
危

機
管

理
･危

険
物

取
扱

管
轄

･消
防

法
管

轄
･液

化
石

油
ｶ
ﾞｽ

の
保

全
確

保
等

の
法

律
･等

に
抵

触
す

る
L
P
G

ｶ
ﾞｽ

ﾀ
ﾝ
ｸ
が

、
石

垣
･崖

っ
ぷ

ち
･に

新
設

す
る

設
計

変
更

届
け

出
書

が
、

軽
微

で
あ

る
と

し
て

、
熊

本
市

消
防

局
の

特
別

建
築

物
同

意
審

査
書

も
欠

落
さ

せ
て

、
設

計
変

更
建

築
許

可
書

交
付

執
行

し
た

市
政

執
行

行
為

は
、

ど
の

様
な

法
的

根
拠

･基
準

に
依

っ
て

な
さ

れ
た

職
務

執
行

な
の

か
･の

わ
か

る
資

料
等

の
開

示
請

求
。
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受
付

番
号

受
付

日
請

求
す

る
文

書
の

件
名

所
管

課
期

限
延

長
決

定
文

書
の

件
名

決
定

内
容

不
開

示
理

由
開

示
等

決
定

日
開

示
日

8
.熊

本
市

建
築

指
導

課
が

、
設

計
変

更
届

出
書

を
受

け
付

け
て

、
そ

の
場

で
建

築
許

可
認

可
書

の
交

付
執

行
を

受
理

し
た

と
、

施
行

業
者

届
出

者
が

名
言

し
て

い
る

。
更

に
、

設
計

変
更

は
軽

微
と

し
て

、
市

消
防

局
に

設
計

変
更

後
の

届
出

書
の

稟
議

を
回

さ
ず

、
受

理
後

･即
決

し
て

の
設

計
変

更
建

築
許

可
交

付
執

行
し

て
い

る
。

で
は

、
設

計
変

更
前

に
既

に
現

地
確

認
済

み
だ

っ
た

の
か

?
現

地
確

認
し

た
の

で
あ

れ
ば

、
そ

の
際

の
、

現
地

確
認

実
証

･年
月

日
時

間
･応

対
者

現
場

説
明

者
名

役
職

名
･ど

の
様

な
説

明
を

受
け

た
か

･等
の

外
出

業
務

日
誌

･等
、

設
計

変
更

軽
微

と
の

検
証

基
準

等
の

そ
こ

だ
け

が
わ

か
る

資
料

等
の

開
示

請
求

。
→

設
計

変
更

前
と

設
計

変
更

後
を

区
分

し
て

の
資

料
等

の
開

示
請

求
。

←

7
7

4
/
2
8

●
熊

本
市

建
築

許
可

確
認

･第
○

○
号

･(
設

計
変

更
確

認
等

)･
等

に
よ

り
、

工
事

中
物

件
に

つ
い

て
の

開
示

請
求

。
1
.建

築
届

書
を

受
け

て
、

第
○

○
号

に
よ

る
建

築
許

可
書

交
付

執
行

が
な

さ
れ

て
い

る
の

で
存

在
す

る
と

の
施

行
主

の
助

言
を

受
け

て
、

ﾎ
ﾟﾝ

ﾌ
ﾟ室

下
部

障
壁

･受
水

槽
4
5
t･

か
ら

の
、

厨
房

等
･建

築
物

ま
で

の
送

付
管

埋
設

ﾙ
ｰ

ﾄの
わ

か
る

資
料

･配
置

図
･等

の
開

示
請

求
。

2
.建

築
許

可
書

交
付

執
行

が
な

さ
れ

て
い

る
の

で
、

ﾎ
ﾟﾝ

ﾌ
ﾟ室

に
設

置
の

ﾎ
ﾟﾝ

ﾌ
ﾟ稼

動
時

の
騒

音
振

動
等

の
第

一
種

住
居

地
域

へ
の

影
響

等
･が

、
基

準
値

以
内

か
ど

う
か

?
等

の
わ

か
る

資
料

等
の

開
示

請
求

。
3
.こ

の
上

水
道

送
水

管
埋

設
の

上
は

、
常

に
駐

車
場

へ
の

車
の

往
来

が
あ

り
、

上
水

道
管

へ
の

安
心

安
全

は
、

担
保

さ
れ

て
い

る
と

す
る

資
料

等
の

開
示

請
求

。
近

辺
道

上
の

○
○

(○
○

)の
出

入
り

口
に

上
水

道
管

線
が

埋
設

さ
れ

て
い

る
が

、
何

度
も

上
水

道
管

が
破

壊
さ

れ
、

漏
水

を
起

こ
し

、
3
0
段

の
階

段
を

傳
っ

て
、

噴
き

出
し

て
い

る
。

そ
の

都
度

、
水

道
局

に
連

絡
し

修
理

が
施

行
し

て
い

る
現

実
を

、
何

時
も

見
て

い
る

の
で

、
あ

ん
し

ん
あ

ん
ぜ

ん
な

の
か

、
不

安
で

あ
る

為
、

開
示

請
求

。

消
防

局
総

務
課

熊
本

市
建

築
許

可
確

認
･第

○
○

号
に

よ
り

工
事

中
物

件
(○

○
)に

対
す

る
8
項

目
の

関
係

資
料

。

不
存

在
第

1
1
条

　
第

2
項

5
/
1
2
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受
付

番
号

受
付

日
請

求
す

る
文

書
の

件
名

所
管

課
期

限
延

長
決

定
文

書
の

件
名

決
定

内
容

不
開

示
理

由
開

示
等

決
定

日
開

示
日

4
.こ

の
上

水
道

送
水

管
埋

設
の

真
下

に
は

、
戦

時
中

の
巨

大
防

空
壕

空
洞

が
奥

深
く

展
開

し
て

い
る

が
、

気
象

庁
の

警
告

で
は

、
熊

本
県

市
で

も
･直

下
型

地
震

震
度

7
度

の
発

生
が

起
こ

る
･と

の
警

告
が

公
表

さ
れ

て
い

る
。

ま
た

、
集

中
豪

雨
に

よ
る

道
上

の
土

手
石

垣
崩

壊
も

二
度

に
亘

り
発

生
し

、
生

々
し

い
傷

跡
を

曝
し

て
い

る
。

そ
の

様
な

地
理

的
条

件
最

悪
の

中
で

、
こ

の
上

水
道

送
水

管
は

大
丈

夫
･あ

ん
し

ん
･安

全
･と

し
て

、
建

築
許

可
書

の
交

付
執

行
が

な
さ

れ
て

い
る

の
で

、
そ

の
根

拠
と

な
る

分
析

審
査

審
議

･等
が

な
さ

れ
た

と
す

る
資

料
等

の
開

示
請

求
。

5
.L

P
G

ﾀ
ﾝ
ｸ
(容

量
1
t)

が
、

○
○

住
民

の
反

対
拒

否
に

よ
っ

て
、

敷
地

内
･南

東
の

石
垣

･崖
っ

ぷ
ち

に
移

動
･新

設
す

る
設

計
変

更
･許

可
が

な
さ

れ
た

が
、

こ
の

位
置

が
適

地
と

し
て

認
定

し
、

数
十

米
の

送
ｶ
ﾞｽ

管
を

敷
設

す
る

事
に

な
る

が
、

こ
の

L
P
G

ﾀ
ﾝ
ｸ
移

転
新

設
地

点
か

ら
で

も
、

大
丈

夫
･あ

ん
し

ん
･安

全
･と

し
て

、
設

計
変

更
許

可
書

を
交

付
執

行
し

た
根

拠
等

の
わ

か
る

資
料

等
の

開
示

請
求

。
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受
付

番
号

受
付

日
請

求
す

る
文

書
の

件
名

所
管

課
期

限
延

長
決

定
文

書
の

件
名

決
定

内
容

不
開

示
理

由
開

示
等

決
定

日
開

示
日

6
.熊

本
市

建
築

許
可

確
認

･第
○

○
号

･で
は

、
届

出
ﾊ

ﾞ
ﾙ

ｸ
貯

蔵
(1

)4
9
5
kg

(2
)9

8
0
kg

･の
L
P
G

ﾀ
ﾝ
ｸ
容

量
が

、
･

○
○

･に
供

給
す

る
事

に
な

っ
て

い
た

建
築

許
可

届
出

書
に

対
し

熊
本

市
確

認
第

○
○

号
と

し
て

、
熊

本
市

消
防

局
･平

成
○

○
年

○
月

○
○

日
受

付
･特

別
建

築
物

同
意

審
査

書
･同

意
日

平
成

○
○

年
○

月
○

日
･受

付
番

号
第

○
○

号
･審

査
者

階
級

士
長

･○
○

印
･中

高
層

･消
防

法
関

係
ｽ
ﾌ
ﾟﾘ

ﾝ
ｸ
ﾗ
ｰ

任
意

特
定

用
途

3
0
0
0
m

3
未

満
･の

特
別

建
築

物
同

意
審

査
書

･の
消

防
局

か
ら

の
同

意
書

を
受

領
し

て
、

建
築

指
導

課
が

建
築

許
可

書
第

○
○

号
･を

施
行

主
に

交
付

執
行

し
た

の
で

、
工

事
着

工
し

た
筈

で
あ

る
。

設
計

変
更

前
は

、
L
P
G

ﾀ
ﾝ
ｸ
2
基

･4
9
5
kg

･9
8
0
kg

･で
あ

っ
た

が
、

○
○

住
民

に
拒

否
さ

れ
た

と
し

て
設

計
変

更
し

て
、

石
垣

･崖
っ

ぷ
ち

･に
移

設
新

設
す

る
の

は
、

9
8
5
kg

だ
け

で
あ

り
、

当
初

の
計

画
か

ら
す

れ
ば

、
4
9
0
kg

不
足

す
る

。
つ

ま
り

、
当

初
の

計
画

よ
り

頻
繁

に
L
P
G

ﾀ
ﾝ

ｸ
の

補
充

車
･補

給
車

が
、

埋
蔵

送
給

管
の

上
を

走
行

す
る

事
に

な
る

。
つ

ま
り

、
埋

葬
送

給
管

の
破

壊
の

危
険

性
が

増
す

事
に

な
る

。
更

に
、

埋
設

送
給

管
の

真
下

に
は

、
戦

時
中

の
巨

大
防

空
壕

の
空

洞
が

現
存

す
る

様
で

あ
り

、
数

十
米

に
新

設
の

埋
設

送
給

管
を

新
設

･移
設

工
事

に
対

し
て

設
計

変
更

許
可

の
交

付
執

行
を

し
て

い
る

の
で

、
当

然
･あ

ん
し

ん
･安

全
･等

を
分

析
･審

査
･審

議
･が

な
さ

れ
た

筈
だ

か
ら

、
｢不

存
在

｣は
な

い
筈

な
の

で
、

現
地

確
認

･調
査

等
･分

析
･審

査
･審

議
･等

の
結

論
に

至
っ

て
の

あ
ん

し
ん

･安
全

･等
の

わ
か

る
資

料
等

の
開

示
請

求
。
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受
付

番
号

受
付

日
請

求
す

る
文

書
の

件
名

所
管

課
期

限
延

長
決

定
文

書
の

件
名

決
定

内
容

不
開

示
理

由
開

示
等

決
定

日
開

示
日

7
.平

成
2
6
年

4
月

4
日

の
朝

に
、

私
が

電
話

で
市

建
築

指
導

課
担

当
者

に
、

｢現
場

で
は

、
L
P
G

ﾀ
ﾝ
ｸ
用

の
穴

掘
り

基
礎

工
事

を
し

て
い

る
が

、
L
P
G

ﾀ
ﾝ
ｸ
の

石
垣

崖
っ

ぷ
ち

移
設

の
設

計
変

更
届

け
出

書
は

提
出

済
み

で
、

建
築

許
可

を
既

に
交

付
し

た
の

か
?
｣と

尋
ね

た
ら

、
｢設

計
変

更
は

何
も

知
り

ま
せ

ん
。

直
ぐ

に
施

行
者

に
連

絡
確

認
し

ま
す

。
設

計
変

更
届

け
出

書
を

提
出

す
る

用
に

連
絡

し
ま

す
。

｣と
の

事
で

あ
っ

た
。

4
月

5
日

に
施

行
現

場
責

任
者

と
面

談
予

定
が

以
前

か
ら

決
ま

っ
て

い
た

の
で

、
4
月

5
日

わ
か

っ
た

事
で

あ
る

が
、

施
行

現
場

責
任

者
の

言
で

は
｢4

月
4
日

の
午

前
中

に
、

建
築

指
導

課
担

当
者

に
設

計
変

更
届

け
出

書
を

提
出

し
た

ら
、

そ
の

場
で

す
ぐ

に
設

計
変

更
許

可
書

を
貰

っ
て

来
ま

し
た

の
で

、
何

も
問

題
は

な
い

で
し

ょ
う

。
｣と

設
計

変
更

許
可

書
を

見
せ

、
開

き
直

っ
た

態
度

に
は

驚
か

さ
れ

た
。

石
垣

･崖
っ

ぷ
ち

･に
L
P
G

ﾀ
ﾝ
ｸ
(容

量
1
t)

を
新

設
さ

せ
て

も
、

何
の

危
機

意
識

も
な

く
、

即
決

で
の

設
計

変
更

建
築

許
可

書
交

付
執

行
行

為
に

対
し

て
、

幸
山

市
政

理
念

と
は

こ
の

様
な

事
が

許
さ

れ
る

市
政

理
念

な
の

か
?
と

驚
か

さ
れ

た
。

ま
だ

、
驚

い
て

い
る

。
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受
付

番
号

受
付

日
請

求
す

る
文

書
の

件
名

所
管

課
期

限
延

長
決

定
文

書
の

件
名

決
定

内
容

不
開

示
理

由
開

示
等

決
定

日
開

示
日

→
熊

本
市

消
防

局
管

轄
･消

防
法

危
険

物
管

轄
･特

別
建

築
物

同
意

審
査

書
･が

な
い

に
も

拘
ら

ず
、

設
計

変
更

許
可

書
が

交
付

執
行

が
可

能
な

の
か

･疑
問

に
な

り
、

熊
本

市
消

防
局

担
当

者
に

問
い

合
わ

せ
た

ら
、

｢熊
本

市
建

築
指

導
課

か
ら

『
設

計
変

更
届

け
書

』
が

来
て

い
な

い
の

で
何

も
分

か
ら

な
い

。
｣と

の
事

で
あ

っ
た

の
で

、
｢

私
か

ら
今

こ
の

様
な

情
報

を
入

手
さ

れ
た

の
で

、
建

築
指

導
課

に
行

く
か

連
絡

し
て

確
認

し
、

早
急

に
『
設

計
変

更
届

け
出

書
』
を

審
査

審
議

し
て

頂
き

た
い

。
｣と

要
請

し
た

。
そ

の
後

の
対

話
の

中
で

、
｢建

築
指

導
課

か
ら

軽
微

な
も

の
は

、
消

防
局

に
は

、
今

ま
で

も
回

っ
て

来
な

い
事

が
あ

り
ま

す
の

で
、

今
回

も
軽

微
な

事
な

の
で

、
今

も
回

っ
て

来
ま

せ
ん

の
で

、
消

防
局

は
関

係
あ

り
ま

せ
ん

。
｣と

の
会

話
に

呆
れ

て
い

る
。

L
P
G

ｶ
ﾞｽ

ﾀ
ﾝ
ｸ
(容

量
1
t)

を
、

本
体

の
建

物
厨

房
近

く
に

設
計

し
た

施
設

を
、

設
計

変
更

届
け

出
書

も
、

私
の

情
報

で
知

っ
て

、
あ

わ
て

て
施

行
者

に
連

絡
し

、
設

計
変

更
届

け
出

書
を

提
出

さ
せ

て
、

そ
の

場
で

即
･設

計
変

更
建

築
許

可
書

を
交

付
執

行
す

る
職

務
行

為
の

判
断

行
為

が
、

全
く

恐
ろ

し
い

気
が

す
る

。
危

機
管

理
･危

険
物

取
扱

管
轄

･消
防

法
管

轄
･液

化
石

油
ｶ
ﾞｽ

の
保

全
確

保
等

の
法

律
･等

に
抵

触
す

る
L
P
G

ｶ
ﾞｽ

ﾀ
ﾝ
ｸ
が

、
石

垣
･崖

っ
ぷ

ち
･に

新
設

す
る

設
計

変
更

届
け

出
書

が
、

軽
微

で
あ

る
と

し
て

、
熊

本
市

消
防

局
の

特
別

建
築

物
同

意
審

査
書

も
欠

落
さ

せ
て

、
設

計
変

更
建

築
許

可
書

交
付

執
行

し
た

市
政

執
行

行
為

は
、

ど
の

様
な

法
的

根
拠

･基
準

に
依

っ
て

な
さ

れ
た

職
務

執
行

な
の

か
･の

わ
か

る
資

料
等

の
開

示
請

求
。
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受
付

番
号

受
付

日
請

求
す

る
文

書
の

件
名

所
管

課
期

限
延

長
決

定
文

書
の

件
名

決
定

内
容

不
開

示
理

由
開

示
等

決
定

日
開

示
日

8
.熊

本
市

建
築

指
導

課
が

、
設

計
変

更
届

出
書

を
受

け
付

け
て

、
そ

の
場

で
建

築
許

可
認

可
書

の
交

付
執

行
を

受
理

し
た

と
、

施
行

業
者

届
出

者
が

名
言

し
て

い
る

。
更

に
、

設
計

変
更

は
軽

微
と

し
て

、
市

消
防

局
に

設
計

変
更

後
の

届
出

書
の

稟
議

を
回

さ
ず

、
受

理
後

･即
決

し
て

の
設

計
変

更
建

築
許

可
交

付
執

行
し

て
い

る
。

で
は

、
設

計
変

更
前

に
既

に
現

地
確

認
済

み
だ

っ
た

の
か

?
現

地
確

認
し

た
の

で
あ

れ
ば

、
そ

の
際

の
、

現
地

確
認

実
証

･年
月

日
時

間
･応

対
者

現
場

説
明

者
名

役
職

名
･ど

の
様

な
説

明
を

受
け

た
か

･等
の

外
出

業
務

日
誌

･等
、

設
計

変
更

軽
微

と
の

検
証

基
準

等
の

そ
こ

だ
け

が
わ

か
る

資
料

等
の

開
示

請
求

。
→

設
計

変
更

前
と

設
計

変
更

後
を

区
分

し
て

の
資

料
等

の
開

示
請

求
。

←

7
8

4
/
2
8

飲
食

店
の

新
規

検
査

の
申

請
を

行
っ

た
店

舗
の

情
報

開
示

を
申

請
い

た
し

ま
す

。
た

だ
し

、
移

動
販

売
･臨

時
営

業
･仮

設
営

業
･自

動
販

売
機

を
除

く
。

項
目

:屋
号

･営
業

所
在

地
･申

請
者

名
･営

業
電

話
番

号 期
間

:2
0
1
4
年

4
月

1
2
日

よ
り

2
0
1
4
年

4
月

2
5
日

健
康

福
祉

子
ど

も
局

食
品

保
健

課

平
成

2
6
年

4
月

1
2
日

～
平

成
2
6
年

4
月

2
5
日

ま
で

の
間

に
、

熊
本

市
内

に
お

い
て

て
新

規
に

申
請

を
行

っ
た

飲
食

店
一

覧
(移

動
販

売
業

、
臨

時
営

業
、

仮
設

営
業

、
自

動
販

売
機

を
除

く
)計

4
6
件

項
目

:屋
号

、
営

業
所

所
在

地
、

申
請

者
名

、
営

業
所

電
話

番
号

※
 開

示
情

報
取

り
出

し
日

時
:平

成
2
6
年

5
月

2
日

1
0
:0

0

開
示

5
/
2

5
/
8

7
9

4
/
2
8

理
美

容
の

開
設

届
を

提
出

さ
れ

た
店

舗
の

情
報

開
示

を
申

請
い

た
し

ま
す

。
項

目
:店

舗
名

･住
所

･電
話

番
号

･申
請

者
名

期
間

:2
0
1
4
年

4
月

1
2
日

よ
り

2
0
1
4
年

4
月

2
5
日

健
康

福
祉

子
ど

も
局

生
活

衛
生

課

平
成

2
6
年

4
月

1
2
日

か
ら

平
成

2
6
年

4
月

2
5
日

の
間

、
熊

本
市

内
に

お
い

て
新

規
確

認
し

た
理

容
所

、
美

容
所

の
一

覧
項

目
; 
施

設
の

名
称

、
所

在
地

、
電

話
番

号
、

開
設

者
の

氏
名

、
役

職
、

代
表

者
氏

名

開
示

5
/
2

5
/
8
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受
付

番
号

受
付

日
請

求
す

る
文

書
の

件
名

所
管

課
期

限
延

長
決

定
文

書
の

件
名

決
定

内
容

不
開

示
理

由
開

示
等

決
定

日
開

示
日

8
0

4
/
3
0

●
総

消
発

0
0
0
6
5
3
号

･平
成

2
6
年

3
月

3
1
日

付
･に

て
交

付
･受

領
し

た
資

料
の

中
に

、
･L

P
G

ﾀ
ﾝ
ｸ
(容

量
1
t)

を
新

設
す

る
際

に
関

係
す

る
法

例
等

･の
中

に
、

(法
第

3
8
条

の
3
抜

粋
)※

熊
本

市
消

防
局

の
管

轄
区

域
に

お
い

て
は

、
当

該
事

務
の

権
限

が
熊

本
市

長
に

委
譲

さ
れ

て
い

る
。

と
あ

り
ま

す
が

、
1
)何

処
か

ら
･誰

が
委

譲
し

た
の

か
、

2
)年

月
日

付
、

具
体

的
に

ど
の

様
な

委
譲

項
目

内
容

な
の

か
、

3
)ど

の
様

な
法

律
等

に
基

づ
く

委
譲

な
の

か
、

4
)熊

本
市

建
築

指
導

課
と

熊
本

市
消

防
局

の
消

防
法

･
建

築
基

準
法

･等
の

法
律

･熊
本

市
職

務
規

定
等

･熊
本

市
憲

法
条

例
理

念
等

･に
基

づ
く

職
務

権
限

等
の

責
務

･職
務

権
限

･等
の

区
分

等
の

わ
か

る
資

料
等

、
5
)熊

本
市

消
防

局
に

於
て

は
、

防
火

対
策

等
の

一
環

と
し

て
、

現
地

検
査

確
認

を
行

な
う

場
合

が
あ

る
が

、
市

民
等

の
情

報
･通

報
･苦

情
･要

請
･等

に
対

し
て

、
ど

の
様

な
現

地
確

認
･検

証
･実

証
を

す
る

の
か

、
は

た
ま

た
･し

な
い

の
か

、
等

の
法

的
根

拠
等

の
わ

か
る

法
例

条
例

等
。

以
上

、
1
)2

)3
)4

)5
)の

開
示

請
求

。
*
添

付
資

料
熟

視
分

析
審

査
等

要
A

4
→

1
枚

。
*

消
防

局
総

務
課

液
化

石
油

ｶ
ﾞｽ

の
保

安
の

確
保

及
び

取
引

の
適

正
化

に
関

す
る

法
律

第
3
8
条

の
3
に

つ
い

て
は

、
｢熊

本
市

消
防

局
の

管
轄

区
域

に
お

い
て

は
、

当
該

事
務

の
権

限
が

熊
本

市
長

に
移

譲
さ

れ
て

い
る

｣と
の

こ
と

で
あ

る
が

、
こ

れ
に

つ
い

て
以

下
の

項
目

を
開

示
請

求
。

請
求

項
目

1
 何

処
か

ら
、

誰
が

委
譲

し
た

の
か

2
 年

月
日

付
、

具
体

的
に

ど
の

よ
う

な
委

譲
項

目
内

容
か

3
 ど

の
よ

う
な

法
律

等
に

基
づ

く
委

譲
な

の
か

(第
3
8
条

の
3
 抜

粋
)

学
校

、
病

院
、

興
行

場
そ

の
他

の
多

数
の

者
が

出
入

す
る

施
設

又
は

多
数

の
者

が
居

住
す

る
建

築
物

で
あ

っ
て

、
経

済
産

業
省

令
で

定
め

る
も

の
に

係
る

液
化

石
油

ｶ
ﾞｽ

設
備

工
事

(経
済

産
業

省
令

で
定

め
る

も
の

に
限

る
。

)を
し

た
者

は
、

経
済

産
業

省
令

で
定

め
る

と
こ

ろ
に

よ
り

、
遅

滞
な

く
、

そ
の

旨
を

当
該

施
設

又
は

建
築

物
の

所
在

地
を

管
轄

す
る

都
道

府
県

知
事

に
届

け
出

な
け

れ
ば

な
ら

な
い

。

開
示

5
/
1
4

5
/
1
5
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受
付

番
号

受
付

日
請

求
す

る
文

書
の

件
名

所
管

課
期

限
延

長
決

定
文

書
の

件
名

決
定

内
容

不
開

示
理

由
開

示
等

決
定

日
開

示
日

液
化

石
油

ｶ
ﾞｽ

の
保

安
の

確
保

及
び

取
引

の
適

正
化

に
関

す
る

法
律

第
3
8
条

の
3
に

つ
い

て
は

、
｢熊

本
市

消
防

局
の

管
轄

区
域

に
お

い
て

は
、

当
該

事
務

の
権

限
が

熊
本

市
長

に
移

譲
さ

れ
て

い
る

｣と
の

こ
と

で
あ

る
が

、
こ

れ
に

つ
い

て
以

下
の

項
目

を
開

示
請

求
。

請
求

項
目

4
 熊

本
市

建
築

指
導

課
と

熊
本

市
消

防
局

の
消

防
法

･建
築

基
準

法
等

の
法

律
･熊

本
市

職
務

規
定

等
･熊

本
市

憲
法

条
例

理
念

等
･に

基
づ

く
職

務
権

限
等

の
責

務
･職

務
権

限
等

の
区

分
の

わ
か

る
資

料
5
 熊

本
市

消
防

局
に

お
い

て
は

、
防

火
対

策
の

一
環

と
し

て
、

現
地

検
証

確
認

を
行

う
場

合
が

あ
る

が
、

市
民

等
の

情
報

･通
報

･苦
情

･要
請

等
に

対
し

て
、

ど
の

よ
う

な
現

地
確

認
･検

証
･実

証
を

す
る

の
か

、
ま

た
は

し
な

い
の

か
の

法
的

根
拠

の
わ

か
る

法
令

条
例

等
(第

3
8
条

の
3
 抜

粋
)

学
校

、
病

院
、

興
行

場
そ

の
他

の
多

数
の

者
が

出
入

す
る

施
設

又
は

多
数

の
者

が
居

住
す

る
建

築
物

で
あ

っ
て

、
経

済
産

業
省

令
で

定
め

る
も

の
に

係
る

液
化

石
油

ｶ
ﾞｽ

設
備

工
事

(経
済

産
業

省
令

で
定

め
る

も
の

に
限

る
。

)を
し

た
者

は
、

経
済

産
業

省
令

で
定

め
る

と
こ

ろ
に

よ
り

、
遅

滞
な

く
、

そ
の

旨
を

当
該

施
設

又
は

建
築

物
の

所
在

地
を

管
轄

す
る

都
道

府
県

知
事

に
届

け
出

な
け

れ
ば

な
ら

な
い

。

不
存

在
第

1
1
条

　
第

2
項

5
/
1
4

8
1

4
/
3
0

平
成

4
年

消
防

局
提

出
の

、
当

○
○

の
防

火
設

備
設

置
届

出
建

物
平

面
図

。
(1

F
･2

F
と

も
)

(建
物

:○
○

2
階

建
住

所
:熊

本
市

北
区

○
○

町
○

○
-
○

)

消
防

局
総

務
課

熊
本

市
北

区
○

○
町

○
○

-
○

○
○

の
建

物
平

面
図

開
示

5
/
1
3

5
/
1
9

8
2

5
/
1

社
会

福
祉

法
人

○
○

平
成

2
3
年

～
2
4
年

度
貸

借
対

照
表

事
業

活
動

収
支

報
告

書

健
康

福
祉

子
ど

も
局

保
育

幼
稚

園
課

社
会

福
祉

法
人

○
○

の
平

成
2
3
～

2
4
年

度
の

貸
借

対
照

表
及

び
事

業
活

動
収

支
計

算
書

開
示

(一
部

請
求

拒
否

)
2
号

　
個

人
情

報
5
/
2

5
/
9

8
3

5
/
1

道
路

判
定

の
書

類
(ｲ

区
間

と
ﾛ
区

間
)

　
　

　
　

　
　

　
　

白
黒

で
判

定
番

号
 9

9
年

第
2
6
9
号

都
市

建
設

局
建

築
指

導
課

道
路

判
定

の
書

類
(イ

区
間

と
口

区
間

)白
黒

で
判

定
番

号
 9

9
年

第
2
6
9
号

開
示

(一
部

請
求

拒
否

)
2
号

　
個

人
情

報
5
/
7

5
/
1
9
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受
付

番
号

受
付

日
請

求
す

る
文

書
の

件
名

所
管

課
期

限
延

長
決

定
文

書
の

件
名

決
定

内
容

不
開

示
理

由
開

示
等

決
定

日
開

示
日

8
4

5
/
1

平
成

2
6
年

4
月

1
日

～
平

成
2
6
年

4
月

3
0
日

ま
で

の
間

に
、

熊
本

市
内

に
お

い
て

新
規

に
営

業
許

可
を

受
け

た
飲

食
店

一
覧

(移
動

、
臨

時
、

自
動

販
売

機
を

除
く

)
項

目
:屋

号
、

営
業

所
所

在
地

、
営

業
所

電
話

番
号

、
許

可
年

月
日

、
許

可
期

間
、

業
種

健
康

福
祉

子
ど

も
局

食
品

保
健

課

平
成

2
6
年

4
月

1
日

～
平

成
2
6
年

4
月

3
0
日

ま
で

の
間

に
、

熊
本

市
内

に
お

い
て

新
規

に
営

業
許

可
を

受
け

た
飲

食
店

一
覧

(移
動

、
臨

時
、

自
動

販
売

機
を

除
く

)
計

9
6
件

項
目

:屋
号

、
営

業
所

所
在

地
、

営
業

所
電

話
番

号
、

許
可

年
月

日
、

許
可

期
間

、
業

種
※

 開
示

情
報

取
り

出
し

日
時

:平
成

2
6
年

5
月

9
日

9
:0

0

開
示

5
/
1
3

5
/
2
6

郵
送

8
5

5
/
2

●
期

間
 2

6
年

4
月

1
日

～
2
6
年

4
月

3
0
日

●
屋

号
●

住
所

●
申

請
者

●
申

請
者

電
話

番
号

●
許

可
日

飲
食

店
営

業
施

設
(仮

設
、

臨
時

、
自

販
機

を
除

く
)

熊
本

市
の

み
新

規
申

請
が

あ
っ

た
も

の

健
康

福
祉

子
ど

も
局

食
品

保
健

課

平
成

2
6
年

4
月

1
日

～
平

成
2
6
年

4
月

3
0
日

ま
で

の
間

に
、

熊
本

市
内

に
お

い
て

新
規

に
営

業
許

可
を

受
け

た
飲

食
店

一
覧

(仮
設

、
臨

時
、

自
販

機
を

除
く

)
計

9
6
件

項
目

:屋
号

、
営

業
所

所
在

地
、

申
請

者
電

話
番

号
、

申
請

者
氏

名
、

許
可

日
※

 開
示

情
報

取
り

出
し

日
時

:平
成

2
6
年

5
月

9
日

9
:0

0

開
示

5
/
1
3

5
/
1
4

8
6

5
/
2

平
成

2
6
年

4
月

2
3
日

開
札

･西
部

土
木

ｾ
ﾝ
ﾀ
ｰ

 維
持

課
主

要
地

方
道

 熊
本

港
線

(野
口

2
丁

目
工

区
)舗

装
補

修
工

事
上

記
の

金
入

設
計

書
の

開
示

を
お

願
い

致
し

ま
す

。

都
市

建
設

局
西

部
土

木
ｾ

ﾝ
ﾀ
ｰ

維
持

課

平
成

2
6
年

4
月

2
3
日

開
札

･主
要

地
方

道
熊

本
港

線
(野

口
2
丁

目
工

区
)舗

装
補

修
工

事
上

記
の

金
入

設
計

書
開

示
5
/
1
4

5
/
1
5

8
7

5
/
2

｢食
品

衛
生

法
に

基
づ

く
営

業
許

可
施

設
台

帳
｣

【
地

域
】
熊

本
市

内
全

域
【
対

象
】
飲

食
店

営
業

(2
6
年

4
月

1
日

～
2
6
年

4
月

3
0
日

の
新

規
営

業
許

可
)(
自

動
販

売
機

、
移

動
店

舗
、

臨
時

営
業

及
び

露
店

を
除

く
)

【
内

容
】
･屋

号
･営

業
所

所
在

地
･営

業
所

電
話

番
号

･
営

業
者

氏
名

･初
許

可
年

月
日

･業
種

詳
細

健
康

福
祉

子
ど

も
局

食
品

保
健

課

平
成

2
6
年

4
月

1
日

～
平

成
2
6
年

4
月

3
0
日

ま
で

の
間

に
、

熊
本

市
内

に
お

い
て

新
規

に
営

業
許

可
を

受
け

た
飲

食
店

一
覧

(自
動

販
売

機
、

移
動

店
舗

、
臨

時
営

業
、

及
び

露
店

を
除

く
)計

9
6
件

項
目

:屋
号

、
営

業
所

所
在

地
、

営
業

所
電

話
番

号
、

申
請

者
氏

名
初

許
可

年
月

日
、

業
種

詳
細

※
 開

示
情

報
取

り
出

し
日

時
:平

成
2
6
年

5
月

9
日

9
:0

0

開
示

5
/
1
2

5
/
2
1

郵
送

8
8

5
/
2

工
事

名
 都

市
計

画
道

路
 上

熊
本

法
成

寺
線

道
路

改
良

工
事

(そ
の

1
)

金
入

設
計

書
5
/
1
契

約
日

都
市

建
設

局
熊

本
駅

周
辺

整
備

事
務

所

都
市

計
画

道
路

上
熊

本
法

成
寺

線
道

路
改

良
工

事
(そ

の
1
)の

金
入

設
計

書
開

示
5
/
1
5

5
/
1
6
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受
付

番
号

受
付

日
請

求
す

る
文

書
の

件
名

所
管

課
期

限
延

長
決

定
文

書
の

件
名

決
定

内
容

不
開

示
理

由
開

示
等

決
定

日
開

示
日

8
9

5
/
2

平
成

2
6
年

4
月

1
日

か
ら

平
成

2
6
年

4
月

3
0
日

ま
で

に
新

規
で

営
業

許
可

を
取

得
し

た
飲

食
店

の
一

覧
表

(食
品

営
業

許
可

台
帳

)
※

屋
号

･営
業

所
所

在
地

･申
請

者
氏

名
･業

種
･営

業
所

電
話

番
号

･許
可

年
月

日
･許

可
満

了
日

等
に

つ
い

て
の

資
料

一
覧

表
(自

動
販

売
機

･露
店

営
業

を
除

く
)

健
康

福
祉

子
ど

も
局

食
品

保
健

課

平
成

2
6
年

4
月

1
日

～
平

成
2
6
年

4
月

3
0
日

ま
で

の
間

に
、

熊
本

市
内

に
お

い
て

新
規

に
営

業
許

可
を

受
け

た
飲

食
店

一
覧

(自
動

販
売

機
、

露
店

営
業

を
除

く
)

計
9
6
件

項
目

:屋
号

、
営

業
所

所
在

地
、

申
請

者
氏

名
、

業
種

、
営

業
所

電
話

番
号

、
許

可
年

月
日

、
許

可
満

了
日

※
 開

示
情

報
取

り
出

し
日

時
:平

成
2
6
年

5
月

1
2

日
 1

3
:0

0

開
示

5
/
1
3

5
/
2
1

郵
送

9
0

5
/
7

南
区

城
南

町
塚

原
1
6
4
5
番

付
近

φ
3
0
0
粍

配
水

管
布

設
工

事
の

金
入

り
設

計
書

上
下

水
道

局
水

道
整

備
課

南
区

城
南

町
塚

原
1
6
4
5
番

地
付

近
φ

3
0
0
粍

配
水

管
布

設
工

事
上

記
の

金
額

入
り

工
事

設
計

書
開

示
5
/
1
2

5
/
1
5

9
1

5
/
8

道
路

位
置

指
定

 S
5
4
-
0
5
1

白
黒

は
白

黒
で

ｶ
ﾗ
ｰ

は
ｶ
ﾗ
ｰ

で
都

市
建

設
局

建
築

指
導

課

道
路

位
置

指
定

 S
5
4
-
0
5
1

白
黒

は
白

黒
で

ｶ
ﾗ
ｰ

は
ｶ
ﾗ
ｰ

で
開

示
(一

部
請

求
拒

否
)

2
号

　
個

人
情

報
5
/
1
2

5
/
1
5

9
2

5
/
8

主
要

地
方

道
熊

本
玉

名
線

(永
運

橋
)橋

梁
補

修
工

事
(そ

の
2
)

金
入

り
設

計
書

変
更

契
約

後
の

も
の

都
市

建
設

局
西

部
土

木
ｾ

ﾝ
ﾀ
ｰ

維
持

課

･主
要

地
方

道
熊

本
玉

名
線

(永
運

橋
)橋

梁
補

修
工

事
(そ

の
2
)

上
記

の
金

入
設

計
書

変
更

契
約

後
の

も
の

開
示

5
/
2
2

5
/
2
6

9
3

5
/
8

社
会

福
祉

法
人

○
○

、
社

会
福

祉
法

人
○

○
保

育
園

の
平

成
2
4
年

度
貸

借
対

照
表

、
事

業
活

動
収

支
計

算
書

を
各

1
通

ず
つ

。

健
康

福
祉

子
ど

も
局

保
育

幼
稚

園
課

社
会

福
祉

法
人

○
○

及
び

社
会

福
祉

法
人

○
○

保
育

園
の

平
成

2
4
年

度
貸

借
対

照
表

及
び

事
業

活
動

収
支

計
算

書

開
示

(一
部

請
求

拒
否

)
2
号

　
個

人
情

報
5
/
9

5
/
1
2

9
4

5
/
8

熊
本

市
上

下
水

道
局

発
注

の
下

記
工

事
 金

額
入

り
工

事
内

訳
書

工
事

名
:南

区
富

合
町

廻
江

･田
尻

間
(国

道
3
号

線
)φ

1
0
0
･7

5
粍

配
水

管
布

設
他

1
件

工
事

(3
工

区
)

工
事

場
所

:熊
本

市
南

区
富

合
町

田
尻

地
内

上
下

水
道

局
水

道
整

備
課

･南
区

富
合

町
廻

江
･田

尻
間

(国
道

3
号

)φ
 1

0
0
･

7
5
粍

配
水

管
布

設
也

1
件

工
事

(3
工

区
)

上
記

の
金

額
入

り
工

事
内

訳
書

開
示

5
/
8

5
/
1
5

9
5

5
/
8

社
会

福
祉

法
人

○
○

社
会

福
祉

法
人

○
○

保
育

園
平

成
2
2
年

～
2
4
年

度
･事

業
活

動
収

支
計

算
書

(･
貸

借
対

照
表

)

健
康

福
祉

子
ど

も
局

保
育

幼
稚

園
課

社
会

福
祉

法
人

○
○

及
び

社
会

福
祉

法
人

○
○

保
育

園
の

平
成

2
2
年

度
～

2
4
年

度
事

業
活

動
収

支
計

算
書

及
び

貸
借

対
照

表
開

示
(一

部
請

求
拒

否
)

2
号

　
個

人
情

報
5
/
1
5

5
/
1
5

9
6

5
/
8

社
会

福
祉

法
人

○
○

平
成

2
2
年

度
～

2
4
年

度
･事

業
活

動
収

支
計

算
書

･貸
借

対
照

表

健
康

福
祉

子
ど

も
局

高
齢

介
護

福
祉

課

社
会

福
祉

法
人

○
○

の
平

成
2
2
年

度
～

平
成

2
4

年
度

の
事

業
活

動
収

支
計

算
書

及
び

賃
借

対
照

表

開
示

(一
部

請
求

拒
否

)

2
号

　
個

人
情

報
3
号

　
法

人
等

情
報

5
/
1
4

5
/
1
5
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受
付

番
号

受
付

日
請

求
す

る
文

書
の

件
名

所
管

課
期

限
延

長
決

定
文

書
の

件
名

決
定

内
容

不
開

示
理

由
開

示
等

決
定

日
開

示
日

9
7

5
/
8

熊
本

市
上

下
水

道
局

発
注

の
下

記
工

事
、

金
額

入
り

工
事

内
訳

書
工

事
名

:都
市

計
画

事
業

 城
南

町
浄

化
ｾ

ﾝ
ﾀ
ｰ

水
処

理
増

設
(土

木
)工

事
(5

7
3
工

区
)

工
事

場
所

:熊
本

市
南

区
城

南
町

島
田

地
内

工
期

:平
成

2
6
年

1
月

3
0
日

か
ら

平
成

2
7
年

1
月

1
3
日

(変
更

繰
越

後
)

上
下

水
道

局
下

水
道

整
備

課

都
市

計
画

事
業

城
南

町
浄

化
ｾ

ﾝ
ﾀ
ｰ

水
処

理
増

設
(土

木
)工

事
(5

7
3
工

区
)の

金
入

り
設

計
書

開
示

5
/
1
3

5
/
1
5

9
8

5
/
9

道
路

位
置

指
定

S
5
7
年

2
月

1
8
日

 7
9
号

S
5
6
-
0
7
9
-
0
1

S
5
6
-
0
7
9
-
0
2

S
5
6
-
0
7
9
-
0
3

S
5
6
-
0
7
9
～

0
4

白
黒

は
白

黒
で

ｶ
ﾗ
ｰ

は
ｶ
ﾗ
ｰ

で
お

願
い

し
ま

す
。

都
市

建
設

局
建

築
指

導
課

道
路

位
置

指
定

S
5
7
年

2
月

1
8
日

 7
9
号

S
5
6
-
0
7
9
-
0
1

S
5
6
-
0
7
9
-
0
2

S
5
6
-
0
7
9
-
0
3

S
5
6
-
0
7
9
-
0
4

白
黒

は
白

黒
で

ｶ
ﾗ
ｰ

は
ｶ
ﾗ
ｰ

で
お

願
い

し
ま

す
。

開
示

5
/
1
2

5
/
1
3

9
9

5
/
9

平
成

2
6
年

4
月

2
3
日

開
札

･熊
本

駅
周

辺
整

備
事

務
所

熊
本

駅
西

土
地

区
画

整
理

事
業

所
区

画
道

路
1
1
-
1
号

線
外

道
路

改
良

工
事

(J
R
近

接
)

上
記

の
金

入
設

計
書

の
開

示
を

お
願

い
致

し
ま

す
。

都
市

建
設

局
熊

本
駅

周
辺

整
備

事
務

所
熊

本
駅

西
土

地
区

画
整

理
事

業
所

｢区
画

道
路

1
1
-
1
号

線
外

道
路

改
良

工
事

｣の
金

入
り

設
計

書

開
示

5
/
1
3

5
/
1
5

1
0
0

5
/
9

平
成

2
6
年

4
月

2
3
日

開
札

上
下

水
道

局
 下

水
道

整
備

課
･都

市
計

画
事

業
 西

部
汚

水
6
号

幹
線

枝
線

外
枝

線
下

水
道

築
造

工
事

(9
1
1
工

区
)

･土
地

計
画

事
業

 西
部

汚
水

1
2
号

幹
線

枝
線

外
枝

線
下

水
道

築
造

工
事

(9
0
2
工

区
)

上
記

2
件

の
金

入
設

計
書

の
開

示
を

お
願

い
致

し
ま

す
。

上
下

水
道

局
下

水
道

整
備

課

都
市

計
画

事
業

 西
部

汚
水

6
号

幹
線

枝
線

外
枝

線
下

水
道

築
造

工
事

(9
1
1
工

区
)

都
市

計
画

事
業

 西
部

汚
水

1
2
号

幹
線

枝
線

外
枝

線
下

水
道

築
造

工
事

(9
0
2
工

区
)

開
示

5
/
1
2

5
/
1
5

1
0
1

5
/
9

海
底

構
造

物
(攪

拌
ﾌ
ﾞﾛ

ｯ
ｸ
)設

置
工

事
金

入
設

計
書

上
下

水
道

局
計

画
調

整
課

平
成

2
6
年

度
 海

底
構

造
物

(攪
拌

ﾌ
ﾞﾛ

ｯ
ｸ
)設

置
工

事
の

金
入

設
計

書
開

示
5
/
1
6

5
/
2
0

1
0
2

5
/
1
2

飲
食

店
営

業
許

可
書

一
覧

平
成

2
6
年

4
月

1
8
日

～
平

成
2
6
年

5
月

1
1
日

新
規

(更
新

除
く

)
･仮

設
、

移
動

販
売

、
自

動
販

売
機

、
ｺ
ﾝ
ﾋ
ﾞﾆ

除
く

･項
目

店
舗

名
、

住
所

、
代

表
者

名
。

電
話

番
号

、
申

請
年

月
日

、
許

可
年

月
日

健
康

福
祉

子
ど

も
局

食
品

保
健

課

平
成

2
6
年

4
月

1
8
日

～
平

成
2
6
年

5
月

1
1
日

ま
で

の
間

に
、

熊
本

市
内

に
お

い
て

新
規

に
営

業
許

可
を

受
け

た
飲

食
店

一
覧

(仮
設

、
移

動
販

売
、

自
動

販
売

機
、

ｺ
ﾝ
ﾋ
ﾞﾆ

を
除

く
)

計
6
0
件

項
目

:店
舗

名
、

住
所

、
代

表
者

名
、

電
話

番
号

、
申

請
年

月
日

、
許

可
年

月
日

※
 開

示
情

報
取

り
出

し
日

時
:平

成
2
6
年

5
月

1
4

日
 1

4
:0

0

開
示

5
/
1
5

5
/
2
0
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受
付

番
号

受
付

日
請

求
す

る
文

書
の

件
名

所
管

課
期

限
延

長
決

定
文

書
の

件
名

決
定

内
容

不
開

示
理

由
開

示
等

決
定

日
開

示
日

1
0
3

5
/
1
2

平
成

2
2
年

度
～

2
5
年

度
の

熊
本

市
職

員
採

用
試

験
に

お
い

て
、

実
施

さ
れ

た
全

職
種

の
一

次
合

格
最

低
点

、
二

次
合

格
最

低
点

。
※

民
間

経
験

者
採

用
試

験
に

お
い

て
は

、
平

成
2
3
年

度
～

2
5
年

度
の

一
次

合
格

最
低

点
、

二
次

合
格

最
低

点
、

三
次

合
格

最
低

点
)

人
事

委
員

会
事

務
局

平
成

2
2
年

度
～

2
5
年

度
の

熊
本

市
職

員
採

用
試

験
に

お
い

て
、

実
施

さ
れ

た
全

職
種

の
一

次
合

格
最

低
点

、
二

次
合

格
最

低
点

※
民

間
経

験
者

採
用

試
験

に
お

い
て

は
、

平
成

2
3

年
度

～
2
5
年

度
の

一
次

合
格

最
低

点
、

二
次

合
格

最
低

点
、

三
次

合
格

最
低

点

開
示

5
/
1
4

5
/
2
1

郵
送

1
0
4

5
/
1
2

昭
和

4
1
年

1
1
月

6
日

土
地

区
画

整
理

法
の

図
面

熊
本

市
中

央
区

出
水

8
丁

目
○

○
番

都
市

建
設

局
都

心
活

性
推

進
課

昭
和

4
1
年

1
1
月

6
日

土
地

区
画

整
理

法
の

図
面

熊
本

市
中

央
区

出
水

8
丁

目
○

○
番

開
示

5
/
1
9

5
/
2
2

1
0
5

5
/
1
2

1
4
年

0
2
8
号

(道
路

判
定

日
H

2
6
年

5
月

1
2
日

)
D

-
3
区

間
と

E
区

間
が

わ
か

る
図

面
写

真
及

び
字

図
、

ｾ
ﾞﾝ

ﾘﾝ
地

図
(添

付
の

も
の

)

都
市

建
設

局
建

築
指

導
課

1
4
年

0
2
8
号

(道
路

判
定

日
H

2
6
年

5
月

1
2
日

)
D

-
3
区

間
と

E
区

間
が

わ
か

る
図

面
写

真
及

び
字

図
、

ｾ
ﾞﾝ

ﾘﾝ
地

図
(添

付
の

も
の

)
開

示
5
/
1
4

5
/
1
4

1
0
6

5
/
1
2

高
齢

介
護

福
祉

課
平

成
2
5
年

○
月

○
日

、
介

護
老

人
保

健
施

設
、

○
○

に
て

、
お

や
つ

の
誤

嚥
事

故
の

報
告

書
の

ｺ
ﾋ
ﾟｰ

を
お

願
い

し
ま

す

健
康

福
祉

子
ど

も
局

高
齢

介
護

福
祉

課

取
り

下
げ

1
0
7

5
/
1
2

道
路

判
定

書
 0

1
年

4
3
2
(三

郎
1
丁

目
)

(協
定

書
有

)
都

市
建

設
局

建
築

指
導

課

道
路

判
定

書
年

0
1
年

4
3
2
(三

郎
1
丁

目
)

(協
定

書
有

)
開

示
(一

部
請

求
拒

否
)

2
号

　
個

人
情

報
5
/
1
4

5
/
1
4

1
0
8

5
/
1
2

南
区

城
南

町
塚

原
1
6
4
5
番

地
付

近
φ

3
0
0
粍

配
水

管
布

設
工

事
(金

額
入

り
設

計
書

)

上
下

水
道

局
水

道
整

備
課

南
区

城
南

町
塚

原
1
6
4
5
番

地
付

近
φ

3
0
0
粍

配
水

管
布

設
工

事
上

記
の

金
額

入
り

工
事

設
計

書
開

示
5
/
1
9

5
/
2
2

1
0
9

5
/
1
2

都
市

計
画

事
業

 西
部

汚
水

2
2
号

幹
線

枝
線

外
枝

線
外

設
計

業
務

(そ
の

1
)委

託
(第

2
6
0
4
号

)の
金

入
り

設
計

書
上

下
水

道
局

計
画

調
整

課

都
市

計
画

事
業

 西
部

汚
水

2
 2

号
幹

線
枝

線
外

設
計

業
務

(そ
の

1
)委

託
(第

2
6
0
4
号

)
上

記
1
件

の
金

入
り

設
計

書
開

示
5
/
1
5

6
/
9

1
1
0

5
/
1
2

都
市

計
画

事
業

 富
合

西
部

汚
水

2
号

幹
線

枝
線

設
計

業
務

委
託

(第
2
6
0
1
号

)の
金

入
り

設
計

書
上

下
水

道
局

計
画

調
整

課

都
市

計
画

事
業

 富
合

西
部

汚
水

2
号

幹
線

枝
線

設
計

業
務

委
託

(第
2
6
0
1
号

)
上

記
1
件

の
金

入
り

設
計

書
開

示
5
/
1
5

6
/
9

1
1
1

5
/
1
3

道
路

位
置

指
定

S
5
1
-
0
9
5

都
市

建
設

局
建

築
指

導
課

道
路

位
置

指
定

S
5
1
-
0
9
5

開
示

(一
部

請
求

拒
否

)
2
号

　
個

人
情

報
5
/
1
4

5
/
1
4

1
1
2

5
/
1
3

物
件

名
 ○

○
ﾋ
ﾞﾙ

熊
本

市
中

央
区

中
央

街
○

○
番

○
○

家
屋

番
号

○
○

番
○

○
共

同
住

宅
･店

舗
 鉄

骨
･鉄

筋
ｺ
ﾝ
ｸ
ﾘｰ

ﾄ造
陸

屋
根

7
階

建 ◎
建

築
物

図
面

●
案

内
図

･配
置

図
●

平
面

図
(各

階
全

部
)

●
立

面
図

消
防

局
総

務
課

熊
本

市
中

央
区

中
央

街
○

○
番

○
○

 ○
○

ﾋ
ﾞﾙ

①
 案

内
図

･配
置

図
②

 平
面

図
(各

階
全

部
)

③
 立

面
図

開
示

5
/
2
6

5
/
3
0

1
1
3

5
/
1
3

道
路

位
置

指
定

台
帳

 S
5
1
-
0
8
3

　
　

　
　

　
　

　
　

　
昭

和
5
1
年

1
0
月

9
日

道
路

判
定

台
帳

 0
4
年

第
4
4
3
号

都
市

建
設

局
建

築
指

導
課

道
路

位
置

指
定

台
帳

 S
5
1
-
0
8
3

昭
和

5
1
年

1
0
月

9
日

道
路

判
定

台
帳

 0
4
年

第
4
4
3
号

開
示

(一
部

請
求

拒
否

)
2
号

　
個

人
情

報
5
/
1
4

5
/
2
1
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受
付

番
号

受
付

日
請

求
す

る
文

書
の

件
名

所
管

課
期

限
延

長
決

定
文

書
の

件
名

決
定

内
容

不
開

示
理

由
開

示
等

決
定

日
開

示
日

1
1
4

5
/
1
3

大
規

模
行

為
届

出
書

の
様

式
第

3
号

(平
成

2
6
年

2
月

1
1

日
～

3
月

1
0
日

届
出

分
)

都
市

建
設

局
開

発
景

観
課

大
規

模
行

為
の

届
出

書
(様

式
第

3
号

)
開

示
(一

部
請

求
拒

否
)

2
号

　
個

人
情

報
5
/
2
2

5
/
2
7

1
1
5

5
/
1
4

営
業

許
可

証
届

出
ﾘｽ

ﾄ 
一

般
飲

食
店

(固
定

店
舗

に
限

る
)

(施
設

名
、

企
業

名
、

施
設

住
所

、
申

請
者

名
、

当
初

許
可

日
、

更
新

日
等

)
給

食
施

設
設

置
者

届
出

者
ﾘｽ

ﾄ(
食

品
衛

生
法

に
係

る
も

の
、

健
康

増
進

法
に

係
る

も
の

)
(施

設
名

、
企

業
名

、
施

設
住

所
、

電
話

番
号

、
施

設
管

理
者

、
開

設
年

月
日

、
給

食
対

象
者

数
、

食
数

、
委

託
の

有
無

、
給

食
従

事
者

数
等

)
平

成
2
6
年

5
月

1
4
日

現
在

で
届

け
出

あ
る

も
の

全
て

健
康

福
祉

子
ど

も
局

食
品

保
健

課

1
.平

成
2
6
年

5
月

1
4
日

現
在

で
届

出
あ

る
も

の
全

て
の

営
業

許
可

届
出

ﾘｽ
ﾄ 

一
般

飲
食

店
(固

定
店

舗
に

限
る

)
項

目
:施

設
名

、
企

業
名

(申
請

者
名

)、
施

設
住

所
、

当
初

許
可

日
、

更
新

日
該

当
件

数
:6

3
9
3
件

2
.平

成
2
6
年

5
月

1
4
日

現
在

で
届

出
あ

る
も

の
全

て
の

給
食

施
設

設
置

届
出

者
ﾘｽ

ﾄ(
食

品
衛

生
法

に
係

る
も

の
、

健
康

増
進

法
に

係
る

も
の

)
項

目
:施

設
名

、
企

業
名

、
施

設
住

所
、

電
話

番
号

、
施

設
管

理
者

、
開

設
年

月
日

、
給

食
対

象
者

数
、

食
数

、
委

託
の

有
無

、
給

食
従

事
者

数
該

当
件

数
:食

品
衛

生
法

に
係

る
施

設
1
7
4
件

健
康

増
進

法
に

係
る

施
設

5
3
1
件

※
開

示
情

報
の

取
り

出
し

日
時

一
般

飲
食

店
:平

成
2
6
年

5
月

1
9
日

午
前

1
0
時

食
品

衛
生

法
に

係
る

給
食

施
設

:平
成

2
6
年

5
月

2
1
日

午
前

1
0
時

健
康

増
進

法
に

か
か

る
給

食
施

設
:平

成
2
6
年

5
月

1
9
日

午
前

1
0
時

開
示

5
/
2
6

6
/
4

郵
送

1
1
6

5
/
1
5

熊
本

市
に

お
け

る
危

険
物

第
4
類

の
、

軽
油

、
灯

油
、

重
油

を
貯

蔵
又

は
取

扱
う

危
険

物
施

設
(屋

外
ﾀ
ﾝ
ｸ
貯

蔵
所

、
地

下
ﾀ
ﾝ
ｸ
貯

蔵
所

、
営

業
用

給
油

取
扱

所
及

び
自

家
用

給
油

取
扱

所
)で

次
に

掲
げ

る
項

目
に

つ
い

て
。

①
事

業
所

名
②

施
設

区
分

③
設

置
場

所
④

物
品

名
⑤

数
量

消
防

局
総

務
課

熊
本

市
消

防
局

管
内

(植
木

･城
南

･富
合

･益
城

町
･西

原
村

を
除

く
)

に
お

け
る

危
険

物
第

4
類

の
軽

油
、

灯
油

、
重

油
を

貯
蔵

又
は

取
扱

う
危

険
物

施
設

(屋
外

ﾀ
ﾝ
ｸ
貯

蔵
所

、
地

下
ﾀ
ﾝ
ｸ
貯

蔵
所

、
営

業
用

給
油

取
扱

所
及

び
自

家
用

給
油

取
扱

所
)で

次
に

掲
げ

る
項

目
。

(1
)事

業
所

名
(2

)施
設

区
分

(3
)設

置
場

所
(4

)物
品

名
(5

)数
量

開
示

5
/
2
6

6
/
2

1
1
7

5
/
1
5

平
成

2
6
年

4
月

2
3
日

開
札

の
都

市
計

画
道

路
 熊

本
駅

城
山

線
道

路
改

良
(そ

の
2
)工

事
 金

入
設

計
書

都
市

建
設

局
熊

本
駅

周
辺

整
備

事
務

所
鉄

道
高

架
関

連
整

備
室

平
成

2
6
年

4
月

2
3
日

開
札

の
都

市
計

画
道

路
熊

本
駅

城
山

線
道

路
改

良
(そ

の
2
)工

事
 金

入
設

計
書

開
示

5
/
2
0

5
/
2
3
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受
付

番
号

受
付

日
請

求
す

る
文

書
の

件
名

所
管

課
期

限
延

長
決

定
文

書
の

件
名

決
定

内
容

不
開

示
理

由
開

示
等

決
定

日
開

示
日

1
1
8

5
/
1
5

現
在

、
申

請
さ

れ
て

お
り

ま
す

消
防

設
備

の
内

容
を

確
認

し
た

く
、

現
在

提
出

さ
れ

て
い

る
書

類
を

確
認

･申
請

行
い

た
い

為
。

〒
8
6
2
0
9
0
3
 熊

本
県

熊
本

市
東

区
若

葉
1
-
○

-
○

○
○

○
○

消
防

設
備

の
平

面
図

、
1
F
、

2
F

消
防

局
総

務
課

熊
本

市
東

区
若

葉
1
-
○

-
○

○
○

○
○

の
平

面
図

(1
階

、
2
階

)

開
示

5
/
2
6

1
1
9

5
/
1
5

熊
本

市
内

全
域

の
食

品
営

業
施

設
に

つ
い

て
、

下
記

内
容

の
情

報
を

提
供

し
て

い
た

だ
き

ま
す

よ
う

お
願

い
申

し
上

げ
ま

す
。

(1
)最

初
の

許
可

年
月

日
を

問
わ

ず
、

現
在

営
業

中
で

あ
る

既
存

施
設

全
店

舗
の

飲
食

店
営

業
許

可
に

係
る

下
記

項
目

。
但

し
、

自
動

車
･自

動
販

売
機

･仮
設

お
よ

び
露

店
等

を
除

く
。

①
営

業
所

名
(屋

号
)

②
営

業
所

在
地

③
営

業
所

電
話

番
号

④
営

業
者

(申
請

者
)氏

名
⑤

代
表

者
氏

名
(営

業
者

が
法

人
の

場
合

に
限

る
)

⑥
最

初
の

許
可

年
月

日
(2

)2
0
1
4
年

1
月

1
日

か
ら

2
0
1
4
年

4
月

3
0
日

ま
で

に
廃

業
届

出
の

あ
っ

た
店

舗
の

、
飲

食
店

営
業

許
可

に
係

る
下

記
項

目
。

但
し

、
自

動
車

･自
動

販
売

機
･仮

設
お

よ
び

露
店

等
を

除
く

。
①

営
業

所
名

(屋
号

)
②

営
業

所
在

地
③

営
業

所
電

話
番

号
④

営
業

者
(申

請
者

)氏
名

⑤
代

表
者

氏
名

(営
業

者
が

法
人

の
場

合
に

限
る

)
⑥

廃
業

届
出

日

健
康

福
祉

子
ど

も
局

食
品

保
健

課

 (
1
)最

初
の

許
可

月
日

を
問

わ
ず

、
現

在
営

業
中

で
あ

る
既

存
施

設
全

店
舗

の
飲

食
店

営
業

許
可

に
係

る
下

記
項

目
。

但
し

、
自

動
車

･自
動

販
売

機
･仮

設
及

び
露

店
等

を
除

く
。

項
目

:営
業

所
名

(屋
号

)、
営

業
所

在
地

、
営

業
所

電
話

番
号

、
営

業
者

(申
請

者
)氏

名
、

代
表

者
氏

名
(営

業
者

が
法

人
の

場
合

に
限

る
)、

最
初

の
許

可
年

月
日

(2
)2

0
1
4
年

1
月

1
日

か
ら

2
0
1
4
年

4
月

3
0
日

ま
で

に
廃

業
届

出
の

あ
っ

た
店

舗
の

、
飲

食
店

営
業

許
可

に
係

る
下

記
項

目
。

但
し

、
自

動
車

･自
動

販
売

機
･仮

設
及

び
露

店
等

を
除

く
。

項
目

:営
業

所
名

(屋
号

)、
営

業
所

在
地

、
営

業
所

電
話

番
号

、
営

業
者

(申
請

者
)氏

名
、

代
表

者
氏

名
(営

業
者

が
法

人
の

場
合

に
限

る
)、

廃
業

届
出

日 ※
開

示
情

報
取

り
出

し
日

:平
成

2
6
年

5
月

1
9
日

1
6

時

開
示

5
/
2
1

5
/
2
7

郵
送

1
2
0

5
/
1
5

泰
勝

寺
跡

地
仰

松
軒

屋
根

改
修

工
事

(金
入

設
計

書
の

写
し

を
)

観
光

文
化

交
流

局
文

化
振

興
課

泰
勝

寺
跡

仰
松

軒
屋

根
改

修
工

事
 金

入
設

計
書

開
示

5
/
2
2

5
/
2
3

1
2
1

5
/
1
5

道
路

位
置

指
定

(熊
本

県
指

令
第

3
2
9
号

)
道

等
の

判
定

(9
9
年

第
3
2
0
号

)
書

類
一

式
 ｶ

ﾗ
ｰ

は
ｶ
ﾗ
ｰ

で
、

白
黒

は
白

黒
で

都
市

建
設

局
建

築
指

導
課

道
路

位
置

指
定

(熊
本

県
指

令
第

3
2
9
号

)
道

等
の

判
定

(9
9
年

第
3
2
0
号

)
書

類
一

式
 ｶ

ﾗ
ｰ

は
ｶ
ﾗ
ｰ

で
、

自
黒

は
白

黒
で

開
示

(一
部

請
求

拒
否

)
2
号

　
個

人
情

報
5
/
1
6

5
/
1
6
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受
付

番
号

受
付

日
請

求
す

る
文

書
の

件
名

所
管

課
期

限
延

長
決

定
文

書
の

件
名

決
定

内
容

不
開

示
理

由
開

示
等

決
定

日
開

示
日

1
2
2

5
/
1
5

●
熊

本
市

建
築

許
可

確
認

･第
○

○
号

･(
設

計
変

更
確

認
等

)･
等

に
よ

り
、

工
事

中
物

件
に

関
連

す
る

事
項

に
つ

い
て

の
開

示
請

求
。

1
.消

防
法

･(
製

造
所

等
の

設
置

、
変

更
等

)
第

十
一

条
製

造
所

、
貯

蔵
所

又
は

取
扱

所
を

設
置

し
よ

う
と

す
る

者
は

、
政

令
で

定
め

る
と

こ
ろ

に
よ

り
、

製
造

所
、

貯
蔵

所
又

は
取

扱
所

ご
と

に
、

次
の

各
号

に
掲

げ
る

製
造

所
、

貯
蔵

所
又

は
取

扱
所

の
位

置
、

構
造

又
は

設
置

を
変

更
し

よ
う

と
す

る
者

も
、

同
様

と
す

る
。

一
消

防
本

部
及

び
消

防
署

を
置

く
市

町
村

(次
号

及
び

第
三

号
に

お
い

て
｢消

防
本

部
等

所
在

市
町

村
｣と

い
う

。
)の

区
域

に
設

置
さ

れ
る

製
造

所
、

貯
蔵

所
又

は
取

扱
所

(配
管

に
よ

っ
て

危
険

物
の

移
送

の
取

扱
い

を
行

う
も

の
で

政
令

で
定

め
る

も
の

(以
下

｢移
送

取
扱

所
｣と

い
う

。
)を

除
く

。
)

当
該

市
町

村
長

二
～

以
下

省
略

こ
の

法
律

に
則

っ
て

、
熊

本
市

建
築

許
可

確
認

･第
○

○
号

･は
処

理
さ

れ
た

筈
で

あ
り

、
当

該
製

造
所

、
貯

蔵
所

又
は

取
扱

所
の

位
置

、
構

造
及

び
設

置
が

前
条

第
四

項
の

技
術

上
の

基
準

に
適

合
し

、
か

つ
、

当
該

製
造

所
、

貯
蔵

所
又

は
取

扱
所

に
お

い
て

す
る

危
険

物
の

貯
蔵

又
は

取
扱

い
が

公
共

の
安

全
の

維
持

又
は

災
害

の
発

生
の

防
止

に
支

障
を

及
ぼ

す
お

そ
れ

が
な

い
も

の
で

あ
る

と
き

は
許

可
を

与
え

な
け

れ
ば

な
ら

な
い

。

消
防

局
総

務
課

熊
本

市
建

築
許

可
確

認
･第

○
○

号
に

よ
り

工
事

中
物

件
(杏

心
の

丘
)に

対
す

る
2
項

目
の

関
係

資
料

。

不
存

在
第

1
1
条

　
第

2
項

5
/
2
6
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受
付

番
号

受
付

日
請

求
す

る
文

書
の

件
名

所
管

課
期

限
延

長
決

定
文

書
の

件
名

決
定

内
容

不
開

示
理

由
開

示
等

決
定

日
開

示
日

と
あ

り
、

｢災
害

の
防

止
に

支
障

を
及

ぼ
す

お
そ

れ
が

な
い

｣と
し

て
、

同
意

日
･平

成
○

○
年

○
月

○
日

付
･特

別
建

築
物

同
意

審
査

書
･第

○
○

号
･熊

本
市

建
築

指
導

課
に

交
付

執
行

さ
れ

て
、

熊
本

市
建

築
許

可
確

認
･第

○
○

号
･が

発
行

さ
れ

て
い

る
筈

で
あ

る
。

そ
の

後
、

西
隣

の
○

○
住

民
の

反
対

に
伴

い
、

L
P
G

タ
ン

ク
の

位
置

を
、

東
側

･受
水

槽
ﾎ
ﾟﾝ

ﾌ
ﾟ(
4
5
t)

の
南

端
･石

垣
崖

っ
ぷ

ち
に

移
動

移
設

す
る

設
計

変
更

と
な

っ
た

が
、

施
行

業
者

は
、

設
計

変
更

届
出

書
も

提
出

せ
ず

、
基

礎
工

事
を

始
め

て
い

た
。

私
の

情
報

に
よ

り
、

熊
本

市
建

築
指

導
課

が
施

行
業

者
に

設
計

変
更

届
出

書
の

提
出

を
要

請
し

、
四

月
四

日
･午

前
中

に
届

け
て

･そ
の

場
で

即
決

で
･設

計
変

更
許

可
書

を
貰

っ
た

･と
、

翌
日

･私
に

提
示

し
た

。
そ

こ
で

、
石

垣
･崖

っ
ぷ

ち
･に

L
P
G

ﾀ
ﾝ
ｸ
を

新
設

し
て

も
、

消
防

法
の

条
文

の
中

に
、

公
共

の
安

全
(周

辺
民

家
･住

民
等

)の
維

持
又

は
災

害
の

発
生

の
防

止
に

支
障

を
及

ぼ
す

お
そ

れ
が

な
い

と
す

る
法

的
根

拠
と

な
る

条
例

等
が

あ
る

の
か

?
又

は
、

逆
に

支
障

を
及

ぼ
す

お
そ

れ
が

あ
る

と
す

る
法

的
根

拠
と

な
る

条
例

等
が

あ
る

の
か

?
の

わ
か

る
資

料
等

の
開

示
請

求
。
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受
付

番
号

受
付

日
請

求
す

る
文

書
の

件
名

所
管

課
期

限
延

長
決

定
文

書
の

件
名

決
定

内
容

不
開

示
理

由
開

示
等

決
定

日
開

示
日

2
.消

防
法

･(
製

造
所

等
の

完
成

検
査

前
検

査
)･

第
十

一
条

の
二

政
令

で
定

め
る

製
造

所
、

貯
蔵

所
若

し
く

は
取

扱
所

の
設

置
又

は
そ

の
位

置
、

構
造

若
し

く
は

設
備

の
変

更
に

つ
い

て
前

条
第

一
項

の
規

定
に

よ
る

許
可

を
受

け
た

も
の

は
、

当
該

許
可

に
係

る
工

事
で

政
令

で
定

め
る

も
の

に
つ

い
て

は
、

同
条

第
五

項
の

完
成

検
査

を
受

け
る

前
に

お
い

て
、

政
令

で
定

め
る

工
事

の
工

程
ご

と
に

、
当

該
製

造
所

、
貯

蔵
所

又
は

取
扱

所
に

係
る

構
造

及
び

設
備

に
関

す
る

事
項

で
政

令
で

定
め

る
も

の
(以

下
こ

の
条

及
び

次
条

に
つ

い
て

｢特
定

事
項

｣と
い

う
。

)
が

第
十

条
第

四
項

の
技

術
上

の
基

準
に

適
合

し
て

い
る

か
ど

う
か

に
つ

い
て

、
市

町
村

が
行

う
検

査
を

受
け

な
け

れ
ば

な
ら

な
い

。
(2

)前
項

に
規

定
す

る
者

は
、

同
項

の
検

査
に

お
い

て
特

定
事

項
が

第
十

条
第

四
項

の
技

術
上

の
基

準
に

適
合

し
て

い
る

と
認

め
た

後
で

な
け

れ
ば

、
当

該
特

定
事

項
に

係
る

製
造

所
、

貯
蔵

所
若

し
く

は
取

扱
所

の
設

置
又

は
そ

の
位

置
、

構
造

若
し

く
は

設
備

の
変

更
の

工
事

に
つ

い
て

、
前

条
第

五
項

の
完

成
検

査
を

受
け

る
こ

と
が

で
き

な
い

。
と

あ
る

。

こ
の

条
例

は
、

貯
蔵

所
等

の
完

成
検

査
前

検
査

に
つ

い
て

の
規

定
で

あ
る

が
、

製
造

所
･貯

蔵
所

･等
の

設
置

又
は

変
更

を
行

お
う

と
す

る
場

合
、

当
該

設
置

又
は

変
更

に
係

る
許

可
を

受
け

た
後

工
事

に
着

手
す

べ
き

で
あ

り
、

｢完
成

検
査

前
検

査
｣を

受
け

る
こ

と
が

義
務

付
け

ら
れ

た
も

の
で

あ
る

。
そ

こ
で

、
設

計
変

更
し

た
石

垣
･崖

っ
ぷ

ち
･の

位
置

に
、

L
P
G

ﾀ
ﾝ
ｸ
を

設
置

す
る

の
で

あ
れ

ば
、

軽
微

な
変

更
で

な
く

、
基

礎
工

事
の

段
階

か
ら

｢完
成

検
査

前
検

査
｣が

、
熊

本
市

消
防

局
に

お
い

て
実

施
さ

れ
て

い
る

筈
な

の
で

、
施

行
業

者
は

L
P
G

ﾀ
ﾝ
ｸ
設

置
の

基
礎

工
事

は
修

了
さ

せ
て

い
る

の
で

、
石

垣
･崖

っ
ぷ

ち
･に

L
P
G

ﾀ
ﾝ
ｸ
設

置
し

て
も

支
障

が
な

い
･と

し
た

完
成

検
査

前
検

査
書

の
開

示
請

求
。

ま
た

、
逆

に
、

支
障

が
あ

る
と

し
た

完
成

検
査

前
検

査
書

の
開

示
請

求
。
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受
付

番
号

受
付

日
請

求
す

る
文

書
の

件
名

所
管

課
期

限
延

長
決

定
文

書
の

件
名

決
定

内
容

不
開

示
理

由
開

示
等

決
定

日
開

示
日

1
2
3

5
/
1
6

指
定

管
理

者
導

入
制

度
導

入
施

設
で

あ
る

、
熊

本
市

自
転

車
駐

輪
場

(所
管

部
署

:都
市

建
設

局
土

木
管

理
課

自
転

車
対

策
室

)の
直

近
の

指
定

管
理

公
募

に
あ

た
っ

て
○

○
が

提
出

し
た

直
近

の
一

切
の

書
類

及
び

直
近

2
カ

年
間

の
収

支
報

告
書

指
定

管
理

者
導

入
制

度
導

入
施

設
で

あ
る

、
熊

本
市

庁
舎

北
側

自
転

車
駐

輪
場

(所
管

部
署

:都
市

建
設

局
土

木
管

理
課

自
転

車
対

策
室

)の
直

近
の

指
定

管
理

公
募

に
あ

た
っ

て
○

○
が

提
出

し
た

直
近

の
一

切
の

書
類

及
び

直
近

2
カ

年
間

の
収

支
報

告
書

指
定

管
理

者
導

入
制

度
導

入
施

設
で

あ
る

、
熊

本
市

上
通

自
転

車
駐

輪
場

(所
管

部
署

:都
市

建
設

局
土

木
管

理
課

自
転

車
対

策
室

)の
直

近
の

指
定

管
理

公
募

に
あ

た
っ

て
○

○
が

提
出

し
た

直
近

の
一

切
の

書
類

及
び

直
近

2
カ

年
間

の
収

支
報

告
書

指
定

管
理

者
導

入
制

度
導

入
施

設
で

あ
る

、
熊

本
市

方
舎

自
転

車
駐

車
場

(所
管

部
署

:都
市

建
設

局
土

木
管

理
課

自
転

車
対

策
室

)の
直

近
の

指
定

管
理

公
募

に
あ

た
っ

て
○

○
が

提
出

し
た

直
近

の
一

切
の

書
類

及
び

直
近

2
カ

年
間

の
収

支
報

告
書

都
市

建
設

局
土

木
管

理
課

自
転

車
対

策
室

熊
本

市
中

心
市

街
地

自
転

車
駐

車
場

指
定

管
理

者
と

し
て

選
定

さ
れ

た
○

○
が

申
請

し
た

当
該

指
定

管
理

者
の

申
請

書
類

の
一

部
(様

式
第

1
号

、
第

2
号

、
第

3
号

、
第

8
号

、
管

理
経

費
の

収
支

状
況

)

開
示

(一
部

請
求

拒
否

)

2
号

　
個

人
情

報
3
号

　
法

人
等

情
報

4
号

　
公

共
の

安
全

等
に

関
す

る
情

報

5
/
3
0

6
/
2
0

1
2
4

5
/
1
6

指
定

管
理

者
導

入
制

度
導

入
施

設
で

あ
る

、
熊

本
市

健
軍

自
転

車
駐

輪
場

(所
管

部
署

:都
市

建
設

局
土

木
管

理
課

自
転

車
対

策
室

)の
直

近
の

指
定

管
理

公
募

に
あ

た
っ

て
○

○
が

提
出

し
た

直
近

の
一

切
の

書
類

及
び

直
近

2
カ

年
間

の
収

支
報

告
書

都
市

建
設

局
土

木
管

理
課

自
転

車
対

策
室

熊
本

市
健

軍
駐

輪
場

指
定

管
理

者
と

し
て

選
定

さ
れ

た
○

○
が

申
請

し
た

当
該

指
定

管
理

者
の

申
請

書
類

の
一

部
(様

式
第

1
号

、
第

2
号

、
第

3
号

、
第

8
号

、
管

理
経

費
の

収
支

状
況

)

開
示

(一
部

請
求

拒
否

)

2
号

　
個

人
情

報
3
号

　
法

人
等

情
報

4
号

　
公

共
の

安
全

等
に

関
す

る
情

報

5
/
3
0

6
/
2
0

1
2
5

5
/
1
6

指
定

管
理

者
導

入
制

度
導

入
施

設
で

あ
る

、
熊

本
市

武
蔵

塚
駅

前
自

転
車

駐
輪

場
(所

管
部

署
:都

市
建

設
局

土
木

管
理

課
自

転
車

対
策

室
)の

直
近

の
指

定
管

理
公

募
に

あ
た

っ
て

○
○

が
提

出
し

た
直

近
の

一
切

の
書

類
及

び
直

近
2
カ

年
間

の
収

支
報

告
書

都
市

建
設

局
土

木
管

理
課

自
転

車
対

策
室

熊
本

市
武

蔵
塚

駅
前

駐
輪

場
指

定
管

理
者

と
し

て
選

定
さ

れ
た

○
○

が
申

請
し

た
当

該
指

定
管

理
者

の
申

請
書

類
の

一
部

(様
式

第
1
号

、
第

2
号

、
第

3
号

、
第

8
号

、
管

理
経

費
の

収
支

状
況

)

開
示

(一
部

請
求

拒
否

)

2
号

　
個

人
情

報
3
号

　
法

人
等

情
報

4
号

　
公

共
の

安
全

等
に

関
す

る
情

報

5
/
3
0

6
/
2
0
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受
付

番
号

受
付

日
請

求
す

る
文

書
の

件
名

所
管

課
期

限
延

長
決

定
文

書
の

件
名

決
定

内
容

不
開

示
理

由
開

示
等

決
定

日
開

示
日

1
2
6

5
/
1
6

平
成

2
6
年

4
月

3
0
日

現
在

の
熊

本
市

内
全

て
の

食
品

営
業

許
可

を
受

け
て

い
る

施
設

(自
動

販
売

機
、

移
動

、
臨

時
、

仮
設

を
除

く
)の

屋
号

、
営

業
所

所
在

地
、

営
業

所
電

話
番

号
の

一
覧

(業
種

、
業

種
略

称
)

公
文

書
の

件
名

:食
品

営
業

許
可

台
帳

健
康

福
祉

子
ど

も
局

食
品

保
健

課

平
成

2
6
年

4
月

3
0
日

現
在

の
熊

本
市

内
全

て
の

食
品

営
業

許
可

を
受

け
て

い
る

施
設

(自
動

販
売

機
、

移
動

、
臨

時
、

仮
設

を
除

く
)

項
目

:屋
号

、
営

業
所

所
在

地
、

営
業

所
電

話
番

号
、

業
種

、
業

種
略

称
該

当
件

数
:1

3
5
1
2
件

※
開

示
情

報
の

取
り

出
し

日
時

:平
成

2
6
年

5
月

2
2

日
午

前
1
0
時

開
示

5
/
2
8

6
/
4

1
2
7

5
/
1
6

熊
本

市
の

平
成

2
6
年

度
発

注
見

通
し

情
報

に
掲

載
さ

れ
た

、
都

市
計

画
事

業
 中

部
汚

水
1
号

幹
線

下
水

道
築

造
工

事
(そ

の
1
)の

位
置

(場
所

)が
図

面
(1

/
2
5
,0

0
0
,1

/
5
,0

0
0
,1

/
1
,0

0
0
等

)上
で

わ
か

る
も

の
を

お
願

い
し

た
い

。

上
下

水
道

局
下

水
道

整
備

課

熊
本

市
の

平
成

2
6
年

度
発

注
見

通
し

情
報

に
掲

載
さ

れ
た

、
都

市
計

画
事

業
中

部
汚

水
1
号

幹
線

下
水

道
築

造
工

事
(そ

の
1
)の

位
置

図
(場

所
)が

図
面

上
(1

/
2
5
,0

0
0
、

1
/
5
,0

0
0
、

1
/
1
,0

0
0
等

)で
わ

か
る

も
の

を
お

願
い

し
た

い
。

不
存

在
第

1
1
条

　
第

2
項

5
/
2
1

1
2
8

5
/
1
6

下
記

の
大

規
模

小
売

店
舗

立
地

法
に

係
る

届
出

一
式

の
う

ち
、

基
本

届
出

事
項

に
つ

い
て

記
載

さ
れ

た
概

要
部

分
お

よ
び

添
付

資
料

中
の

周
辺

見
取

り
図

、
店

舗
の

配
置

図
。

変
更

の
も

の
は

変
更

前
と

変
更

後
の

図
面

を
希

望
。

ｶ
ﾗ
ｰ

の
図

面
は

ｶ
ﾗ
ｰ

ｺ
ﾋ
ﾟｰ

を
希

望
。

･○
○

(変
更

)
･○

○
（
新

設
）

農
水

商
工

局
商

工
振

興
課

以
下

の
案

件
に

係
る

｢大
規

模
小

売
店

舗
届

出
書

(規
則

様
式

第
1
及

び
第

3
)｣

、
｢周

辺
見

取
図

｣、
｢

建
物

配
置

図
｣及

び
｢建

物
平

面
図

｣
･平

成
2
6
年

○
月

○
日

付
け

届
出

「
○

○
｣

･平
成

2
6
年

○
月

○
日

付
け

届
出

「
○

○
｣

開
示

5
/
2
9

6
/
5

郵
送

1
2
9

5
/
1
6

飲
食

店
の

新
規

検
査

の
申

請
を

行
っ

た
店

舗
の

情
報

開
示

を
申

請
い

た
し

ま
す

。
た

だ
し

、
移

動
販

売
･臨

時
営

業
･仮

設
営

業
･自

動
販

売
機

を
除

く
。

項
目

:屋
号

･営
業

所
在

地
･申

請
者

名
･営

業
電

話
番

号 期
間

:2
0
1
4
年

4
月

2
5
日

よ
り

2
0
1
4
年

5
月

1
5
日

健
康

福
祉

子
ど

も
局

食
品

保
健

課

平
成

2
6
年

4
月

2
5
日

～
平

成
2
6
年

5
月

1
5
日

ま
で

の
間

に
、

熊
本

市
内

に
お

い
て

新
規

に
申

請
を

行
っ

た
飲

食
店

一
覧

(移
動

販
売

業
、

臨
時

営
業

、
仮

設
営

業
、

自
動

販
売

機
を

除
く

)計
6
2
件

項
目

:屋
号

、
営

業
所

所
在

地
、

申
請

者
名

、
営

業
所

電
話

番
号

※
 開

示
情

報
取

り
出

し
日

時
:平

成
2
6
年

5
月

2
0

日
 1

1
:0

0

開
示

5
/
2
1

5
/
2
7

1
3
0

5
/
1
6

理
美

容
の

開
設

届
を

提
出

さ
れ

た
店

舗
の

情
報

開
示

を
申

請
い

た
し

ま
す

。
項

目
:店

舗
名

･住
所

･電
話

番
号

･申
請

者
名

期
間

:2
0
1
4
年

4
月

2
5
日

よ
り

2
0
1
4
年

5
月

1
5
日

健
康

福
祉

子
ど

も
局

生
活

衛
生

課

平
成

2
6
年

4
月

2
5
日

か
ら

平
成

2
6
年

5
月

1
5
日

の
間

、
熊

本
市

内
に

お
い

て
新

規
確

認
し

た
美

容
所

の
一

覧
(理

容
所

に
つ

い
て

は
該

当
無

し
)

項
目

; 
施

設
の

名
称

、
所

在
地

、
電

話
番

号
、

開
設

者
の

氏
名

、
役

職
、

代
表

者
氏

名

開
示

5
/
2
1

5
/
2
7
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受
付

番
号

受
付

日
請

求
す

る
文

書
の

件
名

所
管

課
期

限
延

長
決

定
文

書
の

件
名

決
定

内
容

不
開

示
理

由
開

示
等

決
定

日
開

示
日

1
3
1

5
/
1
6

●
熊

本
市

内
に

お
い

て
、

平
成

2
5
年

4
月

1
日

以
降

･建
築

建
築

物
等

の
新

築
新

設
に

際
し

、
以

下
の

事
例

等
に

つ
い

て
の

開
示

請
求

。
1
.石

垣
の

上
･崖

っ
ぷ

ち
の

上
･、

又
は

、
石

垣
の

横
付

近
･に

、
近

接
し

て
木

造
家

屋
を

建
築

し
よ

う
と

し
て

、
建

築
許

可
届

出
書

を
提

出
し

て
、

建
築

基
準

法
関

連
法

例
等

･熊
本

市
建

築
基

準
関

連
条

例
等

･に
則

り
、

諸
指

導
等

･改
善

を
さ

せ
た

事
例

等
の

開
示

請
求

。
2
.1

と
同

じ
く

、
石

垣
の

上
･崖

っ
ぷ

ち
の

上
･等

に
、

他
の

建
築

物
を

新
設

し
よ

う
と

し
て

、
建

築
許

可
届

出
書

を
提

出
し

て
、

建
築

基
準

法
関

連
法

令
等

･熊
本

市
建

築
基

準
関

連
条

例
等

･に
則

り
、

諸
指

導
等

･改
善

を
さ

せ
た

事
例

等
の

開
示

請
求

。
3
.1

と
2
の

地
理

的
理

立
地

条
件

は
同

じ
く

、
石

垣
の

上
近

接
･崖

っ
ぷ

ち
の

上
近

接
･又

は
、

石
垣

の
横

･近
接

し
て

、
建

築
確

認
済

の
交

付
を

受
け

た
後

、
｢軽

微
な

変
更

｣と
し

て
、

設
計

変
更

の
地

理
的

条
件

を
認

め
、

そ
の

設
計

変
更

に
対

し
建

築
確

認
済

証
を

交
付

執
行

し
た

事
例

等
の

開
示

請
求

。
4
.同

じ
く

、
3
の

事
例

の
如

く
、

L
P
G

ﾀ
ﾝ
ｸ
の

位
置

を
、

建
築

確
認

済
証

を
交

付
執

行
し

た
後

、
設

計
変

更
届

出
書

を
受

け
て

、
石

垣
の

上
近

接
･崖

っ
ぶ

ち
に

近
接

し
て

、
そ

の
設

計
変

更
に

対
し

｢軽
微

な
変

更
｣と

し
て

、
設

計
変

更
の

地
理

的
条

件
･石

垣
の

上
･崖

っ
ぷ

ち
の

近
接

･
で

あ
っ

て
も

諸
条

件
を

満
た

し
て

い
る

と
し

て
、

建
築

確
認

済
証

を
交

付
し

た
事

例
に

対
し

、
具

体
的

に
･ど

の
様

な
条

件
を

満
た

し
て

い
れ

ば
建

築
確

認
済

証
の

交
付

執
行

が
、

可
能

な
の

か
?
の

わ
か

る
条

件
等

の
資

料
等

の
開

示
請

求
。

都
市

建
設

局
建

築
指

導
課

●
熊

本
市

内
に

お
い

て
、

平
成

2
5
年

4
月

1
日

以
降

･建
築

建
築

物
等

の
新

築
新

設
に

際
し

、
以

下
の

事
例

等
に

つ
い

て
の

開
示

請
求

。
1
.石

垣
の

上
･崖

っ
ぷ

ち
の

上
･、

又
は

、
石

垣
の

横
付

近
･に

、
近

接
し

て
木

造
家

屋
を

建
築

し
よ

う
と

し
て

、
建

築
許

可
届

出
書

を
提

出
し

て
、

建
築

基
準

法
関

連
法

令
等

･熊
本

市
建

築
基

準
関

連
条

例
等

･に
則

り
、

諸
指

導
等

･改
善

さ
せ

た
事

例
等

の
開

示
請

求
。

2
.1

と
同

じ
く

、
石

垣
の

上
･崖

っ
ぷ

ち
の

上
･等

に
、

他
の

建
築

物
を

新
設

し
よ

う
と

し
て

、
建

築
許

可
届

出
書

を
提

出
し

て
、

建
築

基
準

法
関

連
法

令
等

･
熊

本
市

建
築

基
準

関
連

条
例

等
･に

則
り

、
諸

指
導

等
･改

善
を

さ
せ

た
事

例
等

の
開

示
請

求
。

不
開

示

2
号

　
個

人
情

報
3
号

　
法

人
等

情
報

4
号

　
公

共
の

安
全

等
に

関
す

る
情

報

5
/
2
1

-75-



受
付

番
号

受
付

日
請

求
す

る
文

書
の

件
名

所
管

課
期

限
延

長
決

定
文

書
の

件
名

決
定

内
容

不
開

示
理

由
開

示
等

決
定

日
開

示
日

5
.今

回
の

L
P
G

ﾀ
ﾝ
ｸ
の

移
設

事
例

の
如

く
、

元
の

位
置

で
建

築
確

認
済

証
を

交
付

執
行

し
た

後
、

近
接

の
住

民
･(

今
回

は
○

○
の

住
民

)･
の

反
対

に
合

い
、

そ
の

位
置

を
設

計
変

更
し

な
け

れ
ば

な
ら

な
く

な
り

、
石

垣
の

上
･

崖
っ

ぷ
ち

･に
近

接
さ

せ
て

、
設

計
変

更
は

｢軽
微

な
変

更
｣と

し
て

建
築

確
認

済
証

を
交

付
執

行
し

た
事

例
等

と
同

じ
様

な
事

例
等

の
わ

か
る

資
料

等
の

開
示

請
求

。

3
.1

と
2
の

地
理

的
立

地
条

件
は

同
じ

く
、

石
垣

の
上

近
接

･崖
っ

ぷ
ち

の
上

近
接

･又
は

、
石

垣
の

横
･近

接
し

て
、

建
築

確
認

済
の

交
付

を
受

け
た

後
、

｢軽
微

な
変

更
｣と

し
て

、
設

計
変

更
の

地
理

的
立

地
条

件
を

認
め

、
そ

の
設

計
変

更
に

対
し

建
築

確
認

済
証

を
交

付
執

行
し

た
事

例
等

の
開

示
請

求
。

5
.今

回
の

L
P
G

ﾀ
ﾝ
ｸ
の

移
設

事
例

の
如

く
、

元
の

位
置

で
建

築
確

認
済

証
を

交
付

執
行

し
た

後
、

近
接

の
住

民
･(

今
回

は
○

○
の

住
民

)･
反

対
に

合
い

、
そ

の
位

置
を

設
計

変
更

し
な

け
れ

ば
な

ら
な

く
な

り
、

石
垣

の
上

･崖
っ

ぷ
ち

･に
近

接
さ

せ
て

、
設

計
変

更
は

｢軽
微

な
変

更
｣と

し
て

建
築

確
認

済
証

を
交

付
執

行
し

た
事

例
等

と
同

じ
様

な
事

例
等

の
わ

か
る

資
料

等
の

開
示

請
求

。

不
存

在
第

1
1
条

　
第

2
項

5
/
2
1

4
.同

じ
く

、
 3

の
事

例
の

如
く

、
L
P
G

ﾀ
ﾝ
ｸ
の

位
置

を
、

建
築

確
認

済
証

を
交

付
執

行
し

た
後

、
設

計
変

更
届

出
書

を
受

け
て

、
石

垣
の

上
近

接
･崖

っ
ぷ

ち
･に

近
接

し
て

、
そ

の
設

計
変

更
に

対
し

｢軽
微

な
変

更
｣と

し
て

、
設

計
変

更
の

地
理

的
立

地
条

件
･石

垣
の

上
･崖

っ
ぷ

ち
の

近
接

･で
あ

っ
て

も
諸

条
件

を
満

た
し

て
い

る
と

し
て

、
建

築
確

認
済

証
を

交
付

し
た

事
例

に
対

し
、

具
体

的
に

･ど
の

様
な

条
件

を
満

た
し

て
い

れ
ば

建
築

確
認

済
証

の
交

付
執

行
が

、
可

能
な

の
か

?
の

わ
か

る
条

件
等

の
資

料
等

の
開

示
請

求
。

そ
の

他

４
の

文
書

は
一

般
に

公
開

さ
れ

て
お

り
、

容
易

に
入

手
で

き
る

も
の

で
あ

る
か

ら
、

情
報

公
開

の
対

象
外

。

5
/
2
1

-76-



受
付

番
号

受
付

日
請

求
す

る
文

書
の

件
名

所
管

課
期

限
延

長
決

定
文

書
の

件
名

決
定

内
容

不
開

示
理

由
開

示
等

決
定

日
開

示
日

1
3
2

5
/
1
6

●
熊

本
市

内
に

お
い

て
、

最
近

ま
で

に
、

液
化

石
油

ｶ
ﾞｽ

の
保

安
の

確
保

及
び

取
り

引
の

適
正

に
関

す
る

法
律

、
液

化
石

油
ｶ
ﾞｽ

の
保

安
の

確
保

及
び

取
り

引
き

の
適

正
化

に
関

す
る

法
律

施
行

規
則

、
消

防
法

、
等

、
関

連
法

･
法

令
･政

令
･等

に
関

係
す

る
新

設
等

に
伴

う
、

以
下

の
事

例
等

に
つ

い
て

の
開

示
請

求
。

1
.石

垣
の

上
･崖

っ
ぷ

ち
の

上
･、

又
は

、
石

垣
の

横
付

近
･に

、
近

接
し

て
ﾊ

ﾞﾙ
ｸ
貯

蔵
施

設
を

建
設

し
よ

う
と

し
て

、
建

築
許

可
届

出
書

を
提

出
し

て
、

標
記

の
諸

･法
･

法
令

政
令

･等
･、

諸
々

の
法

等
の

適
合

性
に

則
り

、
諸

指
導

等
･改

善
等

を
さ

せ
た

事
例

等
の

わ
か

る
資

料
等

の
開

示
請

求
。

2
.1

と
同

じ
く

、
石

垣
の

上
･崖

っ
ぷ

ち
の

上
･等

に
、

ﾊ
ﾟﾙ

ｸ
貯

蔵
施

設
を

新
設

し
よ

う
と

し
て

、
上

記
諸

法
･条

例
･等

と
併

せ
て

建
築

基
準

法
関

連
法

令
等

･熊
本

市
建

築
基

準
関

連
条

例
等

･に
則

り
、

適
合

性
を

検
査

し
、

諸
指

導
等

･改
善

を
さ

せ
た

事
例

等
の

開
示

請
求

。
3
.1

と
2
の

諸
法

･条
例

･等
に

則
り

、
液

化
石

油
ｶ
ﾞｽ

の
保

安
の

確
保

及
び

取
引

の
適

正
化

に
関

す
る

法
律

施
行

規
則

･(
危

険
の

お
そ

れ
の

場
合

の
特

則
)第

二
十

条
｢

～
、

周
囲

の
状

況
等

か
ら

判
断

し
て

保
安

上
支

障
が

な
い

と
認

め
ら

れ
た

場
合

に
お

い
て

は
、

～
。

｣と
あ

る
が

、
石

垣
(高

さ
2
m

以
上

)･
崖

っ
ぷ

ち
の

上
･近

接
に

L
P
G

ﾀ
ﾝ

ｸ
を

新
設

し
、

周
囲

の
状

況
等

か
ら

判
断

し
て

保
安

上
支

障
が

な
い

と
認

め
た

場
合

の
｢保

安
検

査
｣で

、
保

安
上

支
障

が
な

い
･と

し
て

、
許

可
承

認
し

た
事

例
の

わ
か

る
資

料
等

･熊
本

市
内

の
何

処
の

場
所

･石
垣

の
高

さ
崖

っ
ぷ

ち
の

地
理

的
条

件
･等

･)
の

具
体

的
に

わ
か

る
資

料
等

の
開

示
請

求
。

消
防

局
総

務
課

熊
本

市
内

に
お

い
て

、
最

近
ま

で
に

液
化

石
油

ｶ
ﾞ

ｽ
の

保
安

の
確

保
及

び
取

り
引

き
の

適
正

に
関

す
る

法
律

、
液

化
石

油
ｶ
ﾞｽ

の
保

安
の

確
保

及
び

取
り

引
き

の
適

正
化

に
関

す
る

法
律

施
行

規
則

、
消

防
法

等
、

関
連

法
･法

令
･政

令
等

に
関

係
す

る
新

設
等

に
伴

う
5
項

目
に

つ
い

て
の

分
か

る
資

料
等

。

不
存

在
第

1
1
条

　
第

2
項

5
/
3
0

-77-



受
付

番
号

受
付

日
請

求
す

る
文

書
の

件
名

所
管

課
期

限
延

長
決

定
文

書
の

件
名

決
定

内
容

不
開

示
理

由
開

示
等

決
定

日
開

示
日

4
.同

じ
く

、
こ

の
事

例
の

如
く

、
L
P
G

ﾀ
ﾝ
ｸ
の

位
置

を
、

建
築

確
認

済
証

を
交

付
執

行
し

た
後

、
設

計
変

更
届

出
書

を
受

け
て

、
石

垣
の

上
近

接
･崖

っ
ぶ

ち
･に

近
接

し
て

、
そ

の
設

計
変

更
に

対
し

｢軽
微

な
変

更
｣と

し
て

、
設

計
変

更
の

地
理

的
立

地
条

件
･石

垣
の

上
･崖

っ
ぷ

ち
の

近
接

･で
あ

っ
て

も
諸

条
件

を
満

た
し

て
い

る
と

し
て

、
建

築
確

認
済

証
を

交
付

さ
せ

た
事

例
に

対
し

、
熊

本
県

知
事

か
ら

｢液
化

石
油

ｶ
ﾞｽ

の
保

安
の

確
保

及
び

取
引

の
適

正
化

に
関

す
る

法
律

に
基

づ
く

事
務

｣の
委

譲
事

務
の

責
務

を
負

う
･熊

本
市

消
防

局
･は

、
具

体
的

に
･ど

の
様

な
条

件
を

満
た

し
て

い
る

か
ら

と
し

て
、

建
築

確
認

済
証

の
交

付
執

行
に

繋
が

る
審

査
･審

議
･特

別
建

築
物

同
意

審
査

書
･等

の
事

務
市

政
行

為
を

お
こ

な
っ

た
の

か
･等

の
わ

か
る

資
料

等
の

開
示

請
求

。
5
.今

回
の

L
P
G

ﾀ
ﾝ
ｸ
の

移
設

事
例

の
如

く
、

元
の

位
置

で
建

築
確

認
済

証
を

交
付

執
行

し
た

後
、

近
接

の
住

民
･(

今
回

は
○

○
の

住
民

)･
の

反
対

に
合

い
、

そ
の

位
置

を
設

計
変

更
し

な
け

れ
ば

な
ら

な
く

な
り

、
石

垣
の

上
･

崖
っ

ぷ
ち

･に
近

接
さ

せ
て

、
熊

本
市

消
防

局
が

施
行

事
業

者
の

L
P
G

ﾀ
ﾝ
ｸ
移

設
届

出
書

の
審

査
審

議
を

施
行

し
た

か
･し

な
か

っ
た

か
･は

不
開

示
の

為
不

明
で

あ
る

が
、

設
計

変
更

に
よ

る
石

垣
･崖

っ
ぷ

ち
の

上
･近

接
新

設
し

て
も

、
｢軽

微
な

変
更

｣と
し

て
建

築
確

認
済

証
を

交
付

執
行

さ
せ

た
事

例
等

と
同

じ
様

な
事

例
等

の
わ

か
る

資
料

等
の

開
示

請
求

。

1
3
3

5
/
1
9

道
路

の
判

定
調

査
書

記
載

事
項

証
明

(0
7
年

第
3
3
5
号

)
(0

0
年

第
6
0
8
号

)
以

上
2
点

の
資

料
白

黒
資

料
→

白
黒

ｶ
ﾗ
ｰ

  
〃

  
⇒

ｶ
ﾗ
ｰ

出
力

都
市

建
設

局
建

築
指

導
課

道
路

の
判

定
調

査
書

記
載

事
項

証
明

(0
7
年

第
3
3
5
号

)
(0

0
年

第
6
0
8
号

)
以

上
2
点

の
資

料
白

黒
資

料
→

白
黒

 ｶ
ﾗ
ｰ

資
料

→
ｶ
ﾗ
ｰ

出
力

開
示

5
/
2
0

5
/
2
0

1
3
4

5
/
1
9

熊
本

市
が

管
理

し
て

い
る

、
大

気
汚

染
防

止
法

に
基

づ
く

ば
い

煙
発

生
施

設
の

届
出

ﾃ
ﾞｰ

ﾀ
の

う
ち

、
工

場
の

事
業

所
の

名
称

及
び

住
所

、
ば

い
煙

発
生

施
設

の
種

類
、

燃
原

料
の

種
類

と
使

用
量

環
境

局
環

境
政

策
課

熊
本

市
が

管
理

し
て

い
る

、
大

気
汚

染
防

止
法

に
基

づ
く

ば
い

煙
発

生
施

設
の

届
出

ﾃ
ﾞｰ

ﾀ
の

う
ち

、
工

場
の

事
業

所
の

名
称

及
び

住
所

、
ば

い
煙

発
生

施
設

の
種

類
、

燃
原

料
の

種
類

と
使

用
量

開
示

5
/
2
2

5
/
2
7

郵
送
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受
付

番
号

受
付

日
請

求
す

る
文

書
の

件
名

所
管

課
期

限
延

長
決

定
文

書
の

件
名

決
定

内
容

不
開

示
理

由
開

示
等

決
定

日
開

示
日

1
3
5

5
/
1
9

●
建

築
確

認
済

･平
成

○
○

年
○

月
○

○
日

付
･市

建
第

○
○

号
･に

関
連

し
て

の
開

示
請

求
。

1
.ﾎ

ﾟﾝ
ﾌ
ﾟ･

受
水

槽
･(

4
5
t)

の
設

置
位

置
を

見
る

に
、

崖
の

下
端

か
ら

･東
側

1
.8

2
m

:西
側

3
.3

6
m

･の
位

置
に

設
置

さ
れ

て
い

る
。

崖
の

高
さ

は
、

5
.8

6
m

で
あ

る
。

こ
の

ﾎ
ﾟﾝ

ﾌ
ﾟ･

受
水

槽
の

設
備

位
置

は
、

問
題

な
い

･と
し

て
熊

本
市

建
築

指
導

課
･担

当
者

は
、

建
築

許
可

･確
認

済
書

の
交

付
を

執
行

し
た

の
で

、
新

設
が

な
さ

れ
た

筈
で

あ
る

。
1
)諸

法
令

等
･諸

熊
本

市
建

築
等

関
連

条
例

等
に

基
づ

き
、

ど
の

様
な

分
析

審
査

審
議

を
実

施
し

た
か

、
等

の
わ

か
る

資
料

等
一

式
の

開
示

請
求

。
2
)こ

の
･市

建
第

○
○

号
･の

様
な

事
例

に
似

た
、

崖
の

下
端

か
ら

･1
･の

記
述

の
地

理
的

立
地

条
件

に
近

い
距

離
に

あ
る

ﾎ
ﾟﾝ

ﾌ
ﾟ･

受
水

槽
･新

設
を

建
築

許
可

･確
認

済
書

･交
付

執
行

し
た

事
例

等
具

体
例

･等
の

わ
か

る
資

料
等

の
開

示
請

求
。

2
.こ

の
市

建
第

○
○

号
の

ﾎ
ﾟﾝ

ﾌ
ﾟ･

受
水

槽
か

ら
の

埋
設

･
配

水
給

水
管

等
の

あ
ん

し
ん

･安
全

の
保

安
上

の
為

に
は

、
ど

の
様

な
保

安
保

全
対

策
が

必
要

な
の

か
･等

の
わ

か
る

資
料

等
の

開
示

請
求

。

都
市

建
設

局
建

築
指

導
課

●
建

築
確

認
済

･平
成

○
○

年
○

月
○

○
日

付
･

市
建

第
○

○
号

･に
関

連
し

て
の

開
示

請
求

。
1
.ﾎ

ﾟﾝ
ﾌ
ﾟ･

受
水

槽
･(

4
5
t)

の
設

置
位

置
を

見
る

に
、

崖
の

下
端

か
ら

･東
側

1
.8

2
m

:西
側

3
.3

6
m

:の
位

置
に

設
置

さ
れ

て
い

る
。

崖
の

高
さ

は
5
.8

6
m

で
あ

る
。

こ
の

ﾎ
ﾟﾝ

ﾌ
ﾟ･

受
水

槽
の

設
備

位
置

は
、

問
題

な
い

･と
し

て
熊

本
市

建
築

指
導

課
･担

当
者

は
、

建
築

許
可

･確
認

済
書

の
交

付
を

執
行

し
た

の
で

、
新

設
が

な
さ

れ
た

筈
で

あ
る

･
1
)諸

法
令

等
･諸

熊
本

市
建

築
等

関
連

条
例

等
に

基
づ

き
、

ど
の

様
な

分
析

審
査

審
議

を
実

施
し

た
か

、
等

の
わ

か
る

資
料

等
一

式
の

開
示

請
求

。
2
)こ

の
･市

建
第

○
○

号
･の

様
な

事
例

に
似

た
、

崖
の

下
端

か
ら

･1
･記

述
の

地
理

的
立

地
条

件
に

近
い

距
離

に
あ

る
ﾎ
ﾟﾝ

ﾌ
ﾟ･

受
水

槽
･新

設
を

建
築

許
可

･確
認

済
書

･交
付

執
行

し
た

事
例

等
具

体
例

･等
の

わ
か

る
資

料
等

の
開

示
請

求
。

不
開

示

2
号

　
個

人
情

報
3
号

　
法

人
等

情
報

4
号

　
公

共
の

安
全

等
に

関
す

る
情

報

5
/
2
1

2
.こ

の
市

建
第

○
○

号
の

ﾎ
ﾟﾝ

ﾌ
ﾟ･

受
水

槽
か

ら
の

埋
設

･配
水

給
水

管
等

の
あ

ん
し

ん
･安

全
の

保
安

上
の

為
に

は
、

ど
の

様
な

保
安

保
全

対
策

が
必

要
な

の
か

･等
の

わ
か

る
資

料
等

の
開

示
請

求
。

そ
の

他

２
の

文
書

は
一

般
に

公
開

さ
れ

て
お

り
、

容
易

に
入

手
で

き
る

も
の

で
あ

る
か

ら
、

情
報

公
開

の
対

象
外

。

5
/
2
1

1
3
6

5
/
2
0

中
央

区
水

前
寺

四
丁

目
○

○
番

、
○

○
番

区
画

整
理

図
都

市
建

設
局

都
心

活
性

推
進

課

中
央

区
水

前
寺

四
丁

目
○

○
番

、
○

○
番

区
画

整
理

図
開

示
5
/
2
6

1
/
6

1
3
7

5
/
2
0

道
路

判
定

関
係

図
面

等
の

開
示

請
求

判
定

番
号

0
6
年

第
1
0
1
号

都
市

建
設

局
建

築
指

導
課

道
路

判
定

関
係

図
面

等
の

開
示

請
求

判
定

番
号

0
6
年

第
1
0
1
号

開
示

(一
部

請
求

拒
否

)
2
号

　
個

人
情

報
5
/
2
1

5
/
2
1

1
3
8

5
/
2
1

都
市

計
画

事
業

加
勢

川
第

6
排

水
区

雨
水

調
整

池
築

造
工

事
(そ

の
1
)

上
記

工
事

の
金

入
り

設
計

書

都
市

建
設

局
河

川
課

都
市

計
画

事
業

加
勢

川
第

6
排

水
区

雨
水

調
整

池
築

造
工

事
(そ

の
1
) 
設

計
(金

入
)

開
示

5
/
2
3

7
/
9

1
3
9

5
/
2
1

道
路

位
置

指
定

関
係

書
類

1
式

(図
面

含
む

)
位

置
指

定
年

月
日

 昭
和

4
1
年

1
1
月

1
4
日

位
置

指
定

番
号

 熊
本

県
指

令
第

1
7
5
号

都
市

建
設

局
建

築
指

導
課

道
路

位
置

指
定

関
係

書
類

1
式

(図
面

含
む

)
位

置
指

定
年

月
日

 昭
和

4
1
年

1
1
月

1
4
日

位
置

指
定

番
号

 熊
本

県
指

令
第

1
7
5
号

開
示

(一
部

請
求

拒
否

)
2
号

　
個

人
情

報
5
/
2
3

5
/
2
6
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受
付

番
号

受
付

日
請

求
す

る
文

書
の

件
名

所
管

課
期

限
延

長
決

定
文

書
の

件
名

決
定

内
容

不
開

示
理

由
開

示
等

決
定

日
開

示
日

1
4
0

5
/
2
1

道
等

の
判

定
調

査
書

(1
3
年

1
6
4
号

)
･表

面
、

ｳ
ﾗ
面

、
付

近
見

取
図

、
写

真
(ｶ

ﾗ
ｰ

の
も

の
は

ｶ
ﾗ
ｰ

で
複

写
を

お
願

い
し

ま
す

)
都

市
建

設
局

建
築

指
導

課

道
等

の
判

定
調

査
書

(1
3
年

1
6
4
号

)
･表

面
、

ｳ
ﾗ
面

、
付

近
見

取
図

、
写

真
(ｶ

ﾗ
ｰ

の
も

の
は

ｶ
ﾗ
ｰ

で
複

写
を

お
願

い
し

ま
す

)
開

示
5
/
2
3

5
/
2
9

1
4
1

5
/
2
2

道
路

位
置

指
定

台
帳

S
5
7
-
0
7
2
-
0
1

S
5
7
-
0
7
2
-
0
2

S
5
7
-
0
7
2
-
0
3

S
5
7
-
0
7
2
-
0
4

ｶ
ﾗ
ｰ

は
ｶ
ﾗ
ｰ

で
お

願
い

し
ま

す
。

都
市

建
設

局
建

築
指

導
課

道
路

位
置

指
定

台
帳

S
5
7
-
0
7
2
-
0
1
 S

5
7
-
0
7
2
-
0
2
 S

5
7
-
0
7
2
-
0
3

S
5
7
-
0
7
2
-
0
4

ｶ
ﾗ
ｰ

は
ｶ
ﾗ
ｰ

で
お

願
い

し
ま

す
。

開
示

5
/
2
3

5
/
2
3

1
4
2

5
/
2
2

位
置

指
定

台
帳

S
4
3
-
2
9
3
-
0
3

S
4
3
-
2
9
3
-
0
4

S
4
3
-
2
9
3
-
0
5

計
3
点

ｶ
ﾗ
ｰ

の
も

の
は

ｶ
ﾗ
ｰ

白
黒

の
も

の
は

白
黒

で
印

刷
し

て
下

さ
い

。

都
市

建
設

局
建

築
指

導
課

位
置

指
定

台
帳

S
4
3
-
2
9
8
-
0
3
 S

4
3
-
2
9
8
-
0
4
 S

4
3
-
2
9
8
-
0
5
 計

3
点 ｶ
ﾗ
ｰ

の
も

の
は

ｶ
ﾗ
ｰ

白
黒

の
も

の
は

白
黒

で
印

刷
し

て
下

さ
い

。
開

示
5
/
2
3

5
/
2
3

1
4
3

5
/
2
2

平
成

2
6
年

5
月

1
日

付
け

で
契

約
し

た
｢都

市
計

画
事

業
大

和
広

住
汚

水
幹

線
下

水
道

築
造

工
事

(9
0
3
工

区
)｣

の
金

入
り

設
計

書
。

上
下

水
道

局
下

水
道

整
備

課

都
市

計
画

事
業

大
和

広
住

汚
水

幹
線

下
水

道
築

造
工

事
(9

0
3
工

区
)の

金
入

り
設

計
書

開
示

5
/
2
7

6
/
9

1
4
4

5
/
2
3

S
4
2
-
3
2
3
-
0
1
～

0
5

道
路

判
定

書
類

ｶ
ﾗ
ｰ

は
ｶ
ﾗ
ｰ

で

都
市

建
設

局
建

築
指

導
課

S
4
2
-
3
2
3
-
0
1
～

0
5

道
路

判
定

書
類

 ｶ
ﾗ
ｰ

は
ｶ
ﾗ
ｰ

で
開

示
(一

部
請

求
拒

否
)

2
号

　
個

人
情

報
5
/
2
7

6
/
2

1
4
5

5
/
2
6

熊
本

市
中

央
区

上
水

前
寺

1
丁

目
○

の
換

地
処

分
時

の
敷

地
の

測
量

図
の

写
し

を
入

手
し

た
い

。
都

市
建

設
局

都
心

活
性

推
進

課

取
り

下
げ

1
4
6

5
/
2
6

｢龍
田

小
学

校
屋

内
運

動
場

天
井

落
下

防
止

対
策

工
事

｣の
金

入
り

工
事

内
訳

明
細

書
教

育
委

員
会

事
務

局
施

設
課

龍
田

小
学

校
校

屋
内

運
動

場
天

井
落

下
防

止
対

策
工

事
 金

入
り

工
事

内
訳

明
細

書
開

示
5
/
3
0

5
/
3
0

1
4
7

5
/
2
6

道
路

協
定

書
一

式
H

1
9
.1

2
.7

（
0
7
年

第
4
0
8
号

）
都

市
建

設
局

建
築

指
導

課

道
路

協
定

書
一

式
H

1
9
.1

2
.7

(0
7
年

第
4
0
8
号

)
開

示
(一

部
請

求
拒

否
)

2
号

　
個

人
情

報
5
/
3
0

6
/
5

1
4
8

5
/
2
7

豊
田

小
学

校
屋

内
運

動
場

天
井

落
下

防
止

対
策

工
事

金
入

り
設

計
書

教
育

委
員

会
事

務
局

施
設

課

豊
田

小
学

校
校

屋
内

運
動

場
天

井
落

下
防

止
対

策
工

事
 金

入
り

設
計

書
開

示
5
/
3
0

5
/
3
0

1
4
9

5
/
2
7

熊
本

市
南

区
出

仲
間

3
丁

目
○

○
-
○

の
道

路
位

置
指

定
済

証
明

の
図

面
（
ｶ
ﾗ
ｰ

）
ｶ
ﾗ
ｰ

は
ｶ
ﾗ
ｰ

で

都
市

建
設

局
建

築
指

導
課

熊
本

市
南

区
出

仲
間

3
丁

目
○

○
-
○

の
道

路
位

置
指

定
済

証
明

の
図

面
(ｶ

ﾗ
ｰ

)
ｶ
ﾗ
ｰ

は
ｶ
ﾗ
ｰ

で
開

示
5
/
3
0

5
/
3
0

-80-



受
付

番
号

受
付

日
請

求
す

る
文

書
の

件
名

所
管

課
期

限
延

長
決

定
文

書
の

件
名

決
定

内
容

不
開

示
理

由
開

示
等

決
定

日
開

示
日

1
5
0

5
/
2
7

●
熊

本
市

西
区

春
日

4
丁

目
○

番
○

号
に

新
築

の
○

○
･集

合
住

宅
･9

戸
･3

階
建

て
･に

設
置

の
L
P
G

ﾀ
ﾝ
ｸ

（
容

量
2
9
8
K

g）
に

つ
い

て
の

開
示

請
求

。
1
.新

設
申

請
に

対
す

る
特

別
建

築
物

同
意

審
査

書
の

開
示

請
求

、
2
.同

意
審

査
書

交
付

に
対

し
、

ど
の

様
な

分
析

･審
査

･
審

議
･等

が
な

さ
れ

た
か

等
、

の
わ

か
る

資
料

等
の

開
示

請
求

。
3
.北

側
の

石
垣

の
高

さ
4
.6

6
m

で
、

石
垣

の
付

根
か

ら
6
5
cm

の
近

接
の

位
置

で
あ

り
、

東
側

の
崖

の
高

さ
2
.0

5
m

で
、

崖
の

付
根

か
ら

1
3
cm

の
近

接
の

位
置

に
新

設
を

許
可

し
て

、
L
P
G

ﾀ
ﾝ
ｸ
を

新
設

さ
せ

て
い

る
が

、
こ

の
位

置
が

危
険

で
な

い
と

し
た

根
拠

等
の

わ
か

る
資

料
等

の
開

示
請

求
。

4
.こ

の
様

な
状

態
と

同
じ

･石
垣

の
根

付
け

･崖
の

根
付

け
･に

似
た

地
理

的
条

件
･位

置
関

係
に

対
し

て
、

熊
本

市
内

で
許

可
を

受
け

、
新

設
さ

れ
た

L
P
G

ﾀ
ﾝ
ｸ
が

あ
れ

ば
、

そ
の

場
所

の
わ

か
る

資
料

等
･写

真
等

･の
開

示
請

求
。

5
.ﾊ

ﾞﾙ
ｸ
L
P
G

貯
蔵

ﾀ
ﾝ
ｸ
で

、
(1

)4
9
5
K

gと
(2

)9
8
0
K

gが
二

つ
併

設
で

新
設

す
る

と
、

合
計

1
,4

7
5
K

gと
な

る
が

、
同

じ
建

物
の

中
に

配
管

が
敷

設
さ

れ
て

い
て

も
、

別
系

統
と

査
定

し
て

、
(1

)と
(2

)を
各

々
単

独
と

す
る

審
査

が
可

能
と

す
る

基
準

等
の

わ
か

る
資

料
等

の
開

示
請

求
。

6
.こ

の
事

が
｢不

存
在

｣で
あ

れ
ば

、
合

計
が

1
t以

上
と

な
り

、
1
t以

上
で

あ
れ

ば
熊

本
県

知
事

の
管

轄
で

あ
る

が
、

敢
え

て
熊

本
市

消
防

局
が

特
別

建
築

物
同

意
審

査
書

を
交

付
し

た
か

、
交

付
可

能
な

の
か

、
こ

の
様

な
事

例
が

あ
っ

た
か

、
な

か
っ

た
か

、
根

拠
が

あ
る

の
か

･等
の

わ
か

る
資

料
等

も
併

せ
て

･開
示

請
求

。
※

添
付

参
照

熟
視

検
証

写
真

資
料

･A
4
→

1
枚

。

消
防

局
総

務
課

熊
本

市
西

区
春

日
4
丁

目
○

番
○

号
に

新
築

の
○

○
･集

合
住

宅
･9

戸
･3

階
建

て
・
に

設
置

の
L
P
G

ﾀ
ﾝ
ｸ
(容

量
2
9
8
kg

)に
つ

い
て

の
開

示
請

求
。

【
請

求
項

目
】

1
.新

設
申

請
に

対
す

る
特

別
建

築
物

同
意

書
の

開
示

請
求

開
示

6
/
9

7
/
2
3

-81-



受
付

番
号

受
付

日
請

求
す

る
文

書
の

件
名

所
管

課
期

限
延

長
決

定
文

書
の

件
名

決
定

内
容

不
開

示
理

由
開

示
等

決
定

日
開

示
日

熊
本

市
西

区
春

日
4
丁

目
○

番
○

号
に

新
築

の
○

○
･集

合
住

宅
･9

戸
･3

階
建

て
･に

設
置

の
L
P
G

ﾀ
ﾝ
ｸ
(容

量
2
9
8
kg

)に
つ

い
て

の
開

示
請

求
。

【
請

求
項

目
】

2
.同

意
審

査
書

交
付

に
対

し
、

ど
の

様
な

分
析

･審
査

･審
議

等
が

な
さ

れ
た

か
等

の
わ

か
る

資
料

等
の

開
示

請
求

3
.北

側
の

石
垣

の
高

さ
4
,6

6
m

で
、

石
垣

の
付

根
か

ら
6
5
cm

の
近

接
の

位
置

で
あ

り
、

東
側

の
崖

の
高

さ
2
,0

5
m

で
、

崖
の

付
根

か
ら

1
3
cm

の
近

接
の

位
置

に
新

設
を

許
可

し
て

、
L
P
G

ﾀ
ﾝ
ｸ
を

新
設

さ
せ

て
い

る
が

、
こ

の
位

置
が

危
険

で
な

い
と

し
た

根
拠

等
の

わ
か

る
資

料
等

の
開

示
請

求
4
.こ

の
様

な
状

態
と

同
じ

･石
垣

の
根

付
け

･崖
の

根
付

け
に

似
た

地
理

的
条

件
･位

置
関

係
に

対
し

て
、

熊
本

市
内

で
許

可
を

受
け

、
新

設
さ

れ
た

L
P
G

ﾀ
ﾝ
ｸ
が

あ
れ

ば
、

そ
の

場
所

の
わ

か
る

資
料

等
の

開
示

請
求

5
.ﾊ

ﾞﾙ
ｸ
L
P
G

貯
蔵

ﾀ
ﾝ
ｸ
で

、
(1

)4
9
5
kg

と
(2

)9
8
0
kg

が
二

つ
併

設
で

新
設

す
る

と
、

合
計

1
, 
4
7
5
kg

と
な

る
が

、
同

じ
建

物
の

中
に

配
管

が
敷

設
さ

れ
て

い
て

も
、

別
系

統
と

査
定

し
て

、
(1

)(
2
)を

各
々

単
独

と
す

る
審

査
が

可
能

と
す

る
基

準
等

の
わ

か
る

資
料

等
の

開
示

請
求

6
.こ

の
事

が
｢不

存
在

｣で
あ

れ
ば

、
合

計
が

1
t以

上
と

な
り

、
1
lt
以

上
で

あ
れ

ば
熊

本
県

知
事

の
管

轄
で

あ
る

が
、

敢
え

て
熊

本
市

消
防

局
が

特
別

建
築

物
同

意
審

査
書

を
交

付
し

た
か

、
交

付
可

能
な

の
か

、
こ

の
様

な
事

例
が

あ
っ

た
か

、
な

か
っ

た
か

、
根

拠
が

あ
る

の
か

等
の

わ
か

る
資

料
等

も
併

せ
て

開
示

請
求

不
存

在
第

1
1
条

　
第

2
項

6
/
9

1
5
1

5
/
2
8

都
市

計
画

事
業

 中
部

処
理

区
雨

水
吐

貯
留

管
(C

-
1
5
)

築
造

(管
渠

)工
事

(5
5
3
工

区
)及

び
都

市
計

画
事

業
 中

部
処

理
区

雨
水

吐
貯

留
管

(C
-
1
5
)

築
造

(管
渠

)工
事

(6
0
6
工

区
)の

(第
2
回

変
更

)設
計

積
算

内
訳

書

上
下

水
道

局
下

水
道

整
備

課

都
市

計
画

事
業

中
部

処
理

区
雨

水
吐

貯
留

管
(C

-
1
5
)築

造
(管

渠
)

工
事

(5
5
3
工

区
)

都
市

計
画

事
業

中
部

処
理

区
雨

水
吐

貯
留

管
(C

-
1
5
)築

造
(付

帯
)

工
事

(6
0
6
工

区
)

の
金

入
り

設
計

書
(第

2
回

変
更

分
)

開
示

5
/
3
0

6
/
4

1
5
2

5
/
2
8

都
市

計
画

道
路

子
飼

新
大

江
線

橋
梁

上
部

工
工

事
(上

流
側

)の
金

入
り

設
計

書
。

科
目

内
訳

、
施

行
内

訳
ま

で
お

願
い

し
ま

す
。

都
市

建
設

局
東

部
土

木
ｾ

ﾝ
ﾀ
ｰ

工
務

課

都
市

計
画

道
路

子
飼

新
大

江
線

橋
梁

上
部

工
工

事
(上

流
側

)金
入

り
設

計
書

開
示

6
/
2

6
/
5
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受
付

番
号

受
付

日
請

求
す

る
文

書
の

件
名

所
管

課
期

限
延

長
決

定
文

書
の

件
名

決
定

内
容

不
開

示
理

由
開

示
等

決
定

日
開

示
日

1
5
3

5
/
2
8

大
規

模
建

築
物

等
行

為
届

出
書

様
式

3
号

H
2
6
.2

.1
～

H
2
6
.5

.2
7

白
黒

都
市

建
設

局
開

発
景

観
課

大
規

模
行

為
の

届
出

書
(様

式
第

3
号

)
開

示
(一

部
請

求
拒

否
)

2
号

　
個

人
情

報
6
/
5

6
/
1
2

1
5
4

5
/
2
8

H
2
5
年

度
 金

入
り

工
事

設
計

書
①

上
下

水
道

局
 2

0
1
4
/
0
3
/
1
2
開

札
工

事
名

:南
区

富
合

町
廻

江
･田

尻
間

(国
道

3
号

)
φ

1
0
0
･7

5
粍

配
水

管
布

設
他

1
件

工
事

(3
工

区
)

上
下

水
道

局
水

道
整

備
課

･南
区

富
合

町
廻

江
･田

尻
間

(国
道

3
号

)φ
 1

0
0
･

7
5
粍

配
水

管
布

設
他

1
件

工
事

(3
工

区
)

上
記

の
金

額
入

り
工

事
内

訳
書

開
示

5
/
3
0

1
5
5

5
/
2
8

H
2
5
年

度
 金

入
り

工
事

設
計

書
②

上
下

水
道

局
 2

0
1
4
/
0
2
/
0
5
開

札
工

事
名

:都
市

計
画

事
業

 中
部

汚
水

幹
線

枝
線

下
水

道
築

造
工

事
5
4
0
工

区
 2

回
変

更
後

の
も

の

上
下

水
道

局
下

水
道

整
備

課

都
市

計
画

事
業

中
央

汚
水

幹
線

枝
線

下
水

道
築

造
工

事
(5

4
0
工

区
)の

金
入

り
変

更
設

計
書

開
示

5
/
3
0

1
5
6

5
/
2
9

道
路

位
置

指
定

指
令

(計
建

)第
3
1
号

 S
6
3
-
0
3
1
号

S
6
3
.9

.2
0

都
市

建
設

局
建

築
指

導
課

道
路

位
置

指
定

指
令

(計
建

)第
3
1
号

 S
6
3
-
0
3
1
号

S
6
3
.9

.2
0

開
示

5
/
3
0

5
/
3
0

1
5
7

5
/
2
9

北
部

地
区

(6
工

区
)公

園
除

草
業

務
委

託
の

金
入

り
設

計
書

都
市

建
設

局
北

部
土

木
ｾ

ﾝ
ﾀ
ｰ

河
川

公
園

整
備

課

北
部

地
区

(6
工

区
)公

園
除

草
業

務
委

託
の

金
入

り
設

計
書

開
示

6
/
2

6
/
1
7

1
5
8

5
/
3
0

○
○

中
学

校
○

○
部

に
つ

い
て

①
4
月

1
2
、

1
3
日

、
北

九
州

で
行

わ
れ

た
大

会
の

学
校

長
に

対
す

る
実

施
承

認
の

起
案

及
び

そ
の

承
認

書
。

尚
1
3
日

雨
で

試
合

が
出

来
ず

、
帰

り
に

ﾌ
ﾟﾛ

野
球

を
観

戦
し

た
と

の
こ

と
で

す
。

こ
の

報
告

は
受

け
て

い
ま

す
か

。
②

5
月

2
4
、

2
5
日

、
菊

池
市

で
行

わ
れ

た
大

会
の

学
校

長
に

対
す

る
実

施
承

認
の

起
案

及
び

そ
の

承
認

書
。

尚
当

日
は

1
3
:0

0
学

校
着

と
な

っ
て

お
り

、
保

護
者

は
そ

の
時

解
散

と
思

っ
て

い
ま

し
た

。
し

か
し

、
負

け
た

と
い

う
こ

と
で

特
訓

が
あ

り
、

更
に

そ
の

後
新

人
部

員
の

歓
迎

会
が

居
酒

屋
(?

)で
あ

り
ま

し
た

。
保

護
者

は
飲

酒
し

、
7
:3

0
解

散
の

予
定

が
8
:0

0
頃

に
な

り
ま

し
た

。
こ

の
報

告
は

受
け

て
い

ま
す

か
。

教
育

委
員

会
事

務
局

健
康

教
育

課

･4
月

1
2
、

1
3
日

開
催

大
会

の
実

施
承

認
起

案
及

び
承

認
書

(学
校

長
承

認
)

･5
月

2
4
、

2
5
日

開
催

大
会

の
実

施
承

認
起

案
及

び
承

認
書

(学
校

長
承

認
)

開
示

(一
部

請
求

拒
否

)
2
号

　
個

人
情

報
6
/
5

6
/
9
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受
付

番
号

受
付

日
請

求
す

る
文

書
の

件
名

所
管

課
期

限
延

長
決

定
文

書
の

件
名

決
定

内
容

不
開

示
理

由
開

示
等

決
定

日
開

示
日

1
5
9

5
/
3
0

･道
路

位
置

指
定

一
式

指
定

年
月

日
 S

4
0
.1

1
.2

6
熊

本
市

県
指

令
第

1
7
0

ｶ
ﾗ
→

ｶ
ﾗ
 白

黒
→

白
黒

都
市

建
設

局
建

築
指

導
課

道
路

位
置

指
定

一
式

指
定

年
月

日
 S

4
0
.1

1
.2

6
熊

本
市

県
指

令
第

1
7
0

ｶ
ﾗ
→

ｶ
ﾗ
 白

黒
→

白
黒

開
示

(一
部

請
求

拒
否

)
2
号

　
個

人
情

報
6
/
2

6
/
2

1
6
0

6
/
2

北
区

山
室

5
-
○

-
○

○
居

酒
屋

○
○

前
回

改
築

工
事

時
の

消
防

検
査

に
関

す
る

図
面

一
式

消
防

局
総

務
課

熊
本

市
北

区
山

室
5
-
○

-
○

○
 居

酒
屋

○
○

前
回

改
築

工
事

時
の

消
防

検
査

に
関

す
る

図
面

一
式

開
示

6
/
1
3

6
/
1
7

1
6
1

6
/
2

杉
上

小
学

校
屋

内
運

動
場

天
井

落
下

防
止

対
策

工
事

金
入

設
計

書
教

育
委

員
会

事
務

局
施

設
課

杉
上

小
学

校
屋

内
運

動
場

天
井

落
下

防
止

対
策

工
事

 金
入

設
計

書
開

示
6
/
9

6
/
9

1
6
2

6
/
2

南
区

富
合

町
廻

江
･田

尻
間

(国
道

3
号

)φ
1
0
0
･7

5
粍

配
水

管
布

設
替

他
1
件

工
事

(2
工

区
)

変
更

後

上
下

水
道

局
水

道
整

備
課

･南
区

富
合

町
廻

江
･田

尻
間

(国
道

3
号

)φ
 1

0
0
･

7
5
粍

配
水

管
布

設
他

1
件

工
事

(2
工

区
)

変
更

後
上

記
の

金
額

入
り

工
事

設
計

書

開
示

6
/
9

6
/
1
2

1
6
3

6
/
2

国
道

5
7
号

線
(共

同
溝

)φ
5
0
0
粍

配
水

管
布

設
工

事
上

下
水

道
局

水
道

整
備

課

･国
道

5
7
号

線
(共

同
溝

)φ
5
0
0
粍

配
水

管
布

設
工

事
上

記
の

金
額

入
り

工
事

設
計

書
開

示
6
/
4

6
/
5

1
6
4

6
/
2

｢食
品

衛
生

法
に

基
づ

く
営

業
許

可
施

設
台

帳
｣

【
地

域
】
熊

本
市

内
全

域
【
対

象
】
飲

食
店

営
業

(2
6
年

5
月

1
日

～
2
6
年

5
月

3
1
日

の
新

規
営

業
許

可
)(
自

動
販

売
機

、
移

動
店

舗
、

臨
時

営
業

及
び

露
店

を
除

く
)

【
内

容
】
･屋

号
･営

業
所

所
在

地
･営

業
所

電
話

番
号

･
営

業
者

氏
名

･初
許

可
年

月
日

･業
種

詳
細

健
康

福
祉

子
ど

も
局

食
品

保
健

課

平
成

2
6
年

5
月

1
日

～
平

成
2
6
年

5
月

3
1
日

ま
で

の
間

に
、

熊
本

市
内

に
お

い
て

新
規

に
営

業
許

可
を

受
け

た
飲

食
店

一
覧

(自
動

販
売

機
、

移
動

店
舗

、
臨

時
営

業
、

及
び

露
店

を
除

く
)計

9
0
件

項
目

:屋
号

、
営

業
所

所
在

地
、

営
業

所
電

話
番

号
、

申
請

者
氏

名
、

初
許

可
年

月
日

、
業

種
詳

細
※

 開
示

情
報

取
り

出
し

日
時

:平
成

2
6
年

6
月

3
日

1
5
:0

0

開
示

6
/
6

6
/
1
6

郵
送

1
6
5

6
/
2

平
成

2
6
年

5
月

1
日

～
平

成
2
6
年

5
月

3
1
日

ま
で

の
間

に
、

熊
本

市
内

に
お

い
て

新
規

に
営

業
許

可
を

受
け

た
飲

食
店

一
覧

(移
動

、
臨

時
、

自
動

販
売

機
を

除
く

)
項

目
:屋

号
、

営
業

所
所

在
地

、
営

業
所

電
話

番
号

、
許

可
年

月
日

、
許

可
期

間
、

業
種

健
康

福
祉

子
ど

も
局

食
品

保
健

課

平
成

2
6
年

5
月

1
日

～
平

成
2
6
年

5
月

3
1
日

ま
で

の
間

に
、

熊
本

市
内

に
お

い
て

新
規

に
営

業
許

可
を

受
け

た
飲

食
店

一
覧

(移
動

、
臨

時
、

自
動

販
売

機
を

除
く

)
計

9
0
件

項
目

:屋
号

、
営

業
所

所
在

地
、

営
業

所
電

話
番

号
、

許
可

年
月

日
、

許
可

期
間

、
業

種
※

 開
示

情
報

取
り

出
し

日
時

:平
成

2
6
年

6
月

3
日

1
3
:0

0

開
示

6
/
6

6
/
1
6

郵
送

1
6
6

6
/
2

平
成

1
2
年

第
0
0
3
9
4
号

道
路

判
定

台
帳

ｶ
ﾗ
ｰ

は
ｶ
ﾗ
ｰ

で

都
市

建
設

局
建

築
指

導
課

平
成

1
2
年

 第
0
0
3
9
4
号

道
路

判
定

台
帳

ｶ
ﾗ
ｰ

は
ｶ
ﾗ
ｰ

で

開
示

(一
部

請
求

拒
否

)
2
号

　
個

人
情

報
6
/
3

6
/
5

-84-



受
付

番
号

受
付

日
請

求
す

る
文

書
の

件
名

所
管

課
期

限
延

長
決

定
文

書
の

件
名

決
定

内
容

不
開

示
理

由
開

示
等

決
定

日
開

示
日

1
6
7

6
/
2

薬
局

開
設

許
可

証
の

内
容

に
つ

い
て

･開
設

者
(法

人
に

あ
っ

て
は

名
称

)
･店

舗
名

･店
舗

所
在

地
･許

可
番

号
･有

効
期

限
の

開
始

日
お

よ
び

終
了

日
※

区
切

り
の

日
付

は
平

成
2
6
年

5
月

3
1
日

健
康

福
祉

子
ど

も
局

医
療

政
策

課

薬
局

開
設

許
可

証
の

内
容

に
つ

い
て

･開
設

者
(法

人
に

あ
っ

て
は

名
称

)
･店

舗
名

･店
舗

所
在

地
･許

可
番

号
･有

効
期

限
の

開
始

日
及

び
終

了
日

※
区

切
り

の
日

付
は

平
成

2
6
年

5
月

3
1
日

平
成

2
6
年

6
月

4
日

、
担

当
の

○
○

氏
に

開
示

請
求

事
項

を
上

記
事

項
に

変
更

す
る

旨
了

承
済

み
。

開
示

6
/
9

6
/
1
6

郵
送

1
6
8

6
/
2

北
区

植
木

町
小

野
φ

1
5
0
･1

0
0
･7

5
･5

0
粍

配
水

管
布

設
他

5
件

工
事

に
伴

う
事

後
測

量
業

務
委

託
の

金
入

り
設

計
書

上
下

水
道

局
水

道
整

備
課

･北
区

植
木

町
小

野
φ

1
5
0
･1

0
0
･7

5
･5

0
粍

配
水

管
布

設
他

5
件

工
事

に
伴

う
事

後
測

量
業

務
委

託
上

記
の

金
額

入
り

業
務

委
託

設
計

書
開

示
6
/
4

6
/
9

1
6
9

6
/
2

都
市

計
画

事
業

 西
部

汚
水

2
2
号

幹
線

枝
線

設
計

業
務

(そ
の

3
)委

託
(第

2
6
0
6
号

)の
金

入
り

設
計

書
上

下
水

道
局

計
画

調
整

課

都
市

計
画

事
業

 西
部

汚
水

2
2
号

幹
線

枝
線

設
計

業
務

(そ
の

3
)委

託
(第

2
6
0
6
号

)
上

記
1
件

の
金

入
り

設
計

書
開

示
6
/
4

6
/
9

1
7
0

6
/
2

都
市

計
画

事
業

 富
合

西
部

汚
水

3
号

幹
線

枝
線

外
設

計
業

務
委

託
(第

2
6
0
3
号

)の
金

入
り

設
計

書
上

下
水

道
局

計
画

調
整

課

都
市

計
画

事
業

富
合

西
部

汚
水

3
号

幹
線

枝
線

外
設

計
業

務
委

託
(第

2
6
0
3
号

)
上

記
1
件

の
金

入
り

設
計

書
開

示
6
/
4

6
/
9

1
7
1

6
/
3

熊
本

市
出

水
町

長
溝

○
○

-
○

道
路

位
置

指
定

熊
本

県
指

令
建

第
3
8
号

白
黒

は
白

黒
で

ｶ
ﾗ
ｰ

は
ｶ
ﾗ
ｰ

で

都
市

建
設

局
建

築
指

導
課

熊
本

市
出

水
町

長
溝

○
○

-
○

道
路

位
置

指
定

熊
本

県
指

令
建

第
3
8
号

白
黒

は
白

黒
で

 ｶ
ﾗ
ｰ

は
ｶ
ﾗ
ｰ

で

開
示

(一
部

請
求

拒
否

)
2
号

　
個

人
情

報
6
/
4

6
/
4

1
7
2

6
/
3

社
会

福
祉

法
人

 ○
○

(○
○

園
)

社
会

福
祉

法
人

 ○
○

(○
○

園
)

社
会

福
祉

法
人

 ○
○

(○
○

園
)

上
記

3
法

人
の

決
算

内
容

(3
期

分
)2

2
 2

3
 2

4
年

度
分

貸
借

対
照

表
･損

益
計

算
書

健
康

福
祉

子
ど

も
局

保
育

幼
稚

園
課

社
会

福
祉

法
人

○
○

、
社

会
福

祉
法

人
○

○
及

び
社

会
福

祉
法

人
○

○
の

平
成

2
2
年

度
か

ら
平

成
2
4
年

度
ま

で
の

貸
借

対
照

表
及

び
事

業
活

動
収

支
計

算
書

開
示

(一
部

請
求

拒
否

)
2
号

　
個

人
情

報
6
/
6

6
/
9

1
7
3

6
/
3

5
月

1
2
日

に
行

わ
れ

た
新

南
部

遺
跡

群
発

掘
調

査
業

務
の

金
入

り
設

計
書

観
光

文
化

交
流

局
文

化
振

興
課

埋
蔵

文
化

財
調

査
室

新
南

部
遺

跡
群

発
掘

調
査

業
務

委
託

の
金

入
り

設
計

書
開

示
6
/
5

6
/
6
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受
付

番
号

受
付

日
請

求
す

る
文

書
の

件
名

所
管

課
期

限
延

長
決

定
文

書
の

件
名

決
定

内
容

不
開

示
理

由
開

示
等

決
定

日
開

示
日

1
7
4

6
/
3

平
成

2
6
年

4
月

2
6
日

～
平

成
2
6
年

5
月

3
1
日

ま
で

の
間

に
、

熊
本

市
内

に
お

い
て

新
規

に
営

業
許

可
を

受
け

た
飲

食
店

一
覧

(自
動

販
売

機
、

仮
設

営
業

、
移

動
販

売
業

、
臨

時
営

業
を

除
く

)。
項

目
:屋

号
、

申
請

者
氏

名
、

営
業

所
在

地
、

営
業

所
電

話
番

号

健
康

福
祉

子
ど

も
局

食
品

保
健

課

平
成

2
6
年

4
月

2
6
日

～
平

成
2
6
年

5
月

3
1
日

ま
で

の
間

に
、

熊
本

市
内

に
お

い
て

新
規

に
営

業
許

可
を

受
け

た
飲

食
店

一
覧

(自
動

販
売

機
、

仮
設

営
業

、
移

動
販

売
業

、
臨

時
営

業
を

除
く

)計
1
0
5
件

項
目

:屋
号

、
申

請
者

氏
名

、
営

業
所

所
在

地
、

営
業

所
電

話
番

号
※

 開
示

情
報

取
り

出
し

日
時

:平
成

2
6
年

6
月

5
日

1
3
:0

0

開
示

6
/
6

6
/
1
6

1
7
5

6
/
3

平
成

2
6
年

4
月

2
6
日

～
平

成
2
6
年

5
月

3
1
日

ま
で

の
間

に
、

熊
本

市
内

に
お

い
て

新
規

に
営

業
許

可
を

受
け

た
美

容
所

一
覧

。
項

目
:施

設
名

称
、

営
業

所
所

在
地

、
営

業
所

電
話

番
号

、
開

設
者

氏
名

、
役

職
、

代
表

者
氏

名
。

健
康

福
祉

子
ど

も
局

生
活

衛
生

課

平
成

2
6
年

4
月

2
6
日

か
ら

平
成

2
6
年

5
月

3
1
日

ま
で

の
間

、
熊

本
市

内
に

お
い

て
新

規
確

認
し

た
美

容
所

の
一

覧
項

目
; 
施

設
の

名
称

、
所

在
地

、
電

話
番

号
、

開
設

者
の

氏
名

、
役

職
、

代
表

者
氏

名

開
示

6
/
5

6
/
1
6

1
7
6

6
/
3

●
期

間
 2

6
年

5
月

1
日

～
2
6
年

5
月

3
1
日

●
屋

号
●

住
所

●
申

請
者

●
申

請
者

電
話

番
号

●
許

可
日

飲
食

店
営

業
施

設
(仮

設
、

臨
時

、
自

販
機

を
除

く
)

熊
本

市
の

み
新

規
申

請
が

あ
っ

た
も

の

健
康

福
祉

子
ど

も
局

食
品

保
健

課

平
成

2
6
年

5
月

1
日

～
平

成
2
6
年

5
月

3
1
日

ま
で

の
間

に
、

熊
本

市
内

に
お

い
て

新
規

に
営

業
許

可
を

受
け

た
飲

食
店

一
覧

(仮
設

、
臨

時
、

自
販

機
を

除
く

)
計

9
0
件

項
目

:屋
号

、
営

業
所

所
在

地
、

申
請

者
電

話
番

号
、

申
請

者
氏

名
、

許
可

日
※

 開
示

情
報

取
り

出
し

日
時

:平
成

2
6
年

6
月

5
日

1
3
:0

0

開
示

6
/
9

6
/
1
2
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受
付

番
号

受
付

日
請

求
す

る
文

書
の

件
名

所
管

課
期

限
延

長
決

定
文

書
の

件
名

決
定

内
容

不
開

示
理

由
開

示
等

決
定

日
開

示
日

1
7
7

6
/
4

★
熊

本
市

南
区

･野
口

2
丁

目
⑥

⑦
⑨

⑩
⑪

街
区

･近
見

5
丁

目
⑥

･良
町

4
丁

目
⑦

⑨
⑩

⑪
⑫

･御
幸

木
部

町
3
丁

目
①

★
中

央
区

･黒
髪

5
丁

目
④

出
水

8
丁

目
○

○
★

東
区

･戸
島

1
丁

目
⑰

戸
島

5
丁

目
⑩

⑫
戸

島
西

7
丁

目
②

⑤
月

出
4
丁

目
⑤

月
出

7
丁

目
④

小
峯

4
丁

目
⑤

山
ノ

内
3
丁

目
③

佐
土

原
3
丁

目
④

⑩
江

津
2
丁

目
○

○
若

葉
6
丁

目
⑧

桜
木

4
丁

目
⑩

こ
れ

ら
の

住
居

表
示

台
帳

の
写

し

企
画

振
興

局
区

政
推

進
課

南
区

野
口

二
丁

目
6
番

街
区

ほ
か

2
7
街

区
分

の
住

居
表

示
台

帳
の

写
し

開
示

(一
部

請
求

拒
否

)
2
号

　
個

人
情

報
6
/
6

6
/
6

1
7
8

6
/
4

平
成

2
6
年

5
月

1
日

か
ら

平
成

2
6
年

5
月

3
1
日

ま
で

に
新

規
で

営
業

許
可

を
取

得
し

た
飲

食
店

の
一

覧
表

(食
品

営
業

許
可

台
帳

)
※

屋
号

･営
業

所
所

在
地

･申
請

者
氏

名
･業

種
･営

業
所

電
話

番
号

･許
可

年
月

日
･許

可
満

了
日

等
に

つ
い

て
の

資
料

一
覧

表
(自

動
販

売
機

･露
店

営
業

を
除

く
)

健
康

福
祉

子
ど

も
局

食
品

保
健

課

平
成

2
6
年

5
月

1
日

～
平

成
2
6
年

5
月

3
1
日

ま
で

の
間

に
、

熊
本

市
内

に
お

い
て

新
規

に
営

業
許

可
を

受
け

た
飲

食
店

一
覧

(自
動

販
売

機
、

露
店

営
業

を
除

く
)

計
9
0
件

項
目

:屋
号

、
営

業
所

所
在

地
、

申
請

者
氏

名
、

業
種

、
営

業
所

電
話

番
号

、
許

可
年

月
日

、
許

可
満

了
日

※
 開

示
情

報
取

り
出

し
日

時
:平

成
2
6
年

6
月

5
日

1
3
:0

0

開
示

6
/
6

6
/
1
8

郵
送

1
7
9

6
/
4

平
成

2
6
年

5
月

2
1
日

開
札

上
下

水
道

局
 下

水
道

整
備

課
都

市
計

画
事

業
 西

部
汚

水
6
号

幹
線

枝
線

外
枝

線
下

水
道

築
造

工
事

(9
1
2
工

区
)

上
記

の
金

入
設

計
書

の
開

示
を

お
願

い
致

し
ま

す
。

上
下

水
道

局
下

水
道

整
備

課

都
市

計
画

事
業

 西
部

汚
水

6
号

幹
線

枝
線

外
枝

線
下

水
道

築
造

工
事

(9
1
2
工

区
)

開
示

6
/
9

6
/
1
6

1
8
0

6
/
4

金
入

設
計

書
･本

荘
地

域
ｺ
ﾐｭ

ﾆ
ﾃ

ｨｾ
ﾝ
ﾀ
ｰ

火
災

復
旧

工
事

･中
部

浄
化

ｾ
ﾝ
ﾀ
ｰ

汚
泥

処
理

棟
耐

震
補

強
工

事
(変

更
前

の
も

の
)

都
市

建
設

局
営

繕
課

本
荘

地
域

ｺ
ﾐｭ

ﾆ
ﾃ

ｨｾ
ﾝ
ﾀ
ｰ

火
災

復
旧

工
事

 金
入

設
計

図
書

開
示

6
/
5

6
/
6

中
部

浄
化

ｾ
ﾝ
ﾀ
ｰ

汚
泥

処
理

棟
耐

震
補

強
工

事
金

入
設

計
図

書
開

示
6
/
5

6
/
6
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受
付

番
号

受
付

日
請

求
す

る
文

書
の

件
名

所
管

課
期

限
延

長
決

定
文

書
の

件
名

決
定

内
容

不
開

示
理

由
開

示
等

決
定

日
開

示
日

1
8
1

6
/
4

都
市

計
画

事
業

 東
部

汚
水

1
号

幹
線

枝
線

下
水

道
築

造
工

事
(9

2
6
工

区
)の

設
計

積
算

内
訳

書

上
下

水
道

局
下

水
道

整
備

課

都
市

計
画

事
業

 東
部

汚
水

1
号

幹
線

枝
線

下
水

道
築

造
工

事
(9

2
6
工

区
)の

金
入

り
設

計
書

開
示

6
/
6

6
/
1
6

1
8
2

6
/
4

飲
食

店
の

新
規

検
査

の
申

請
を

行
っ

た
店

舗
の

情
報

開
示

を
申

請
い

た
し

ま
す

。
た

だ
し

、
移

動
販

売
･臨

時
営

業
･仮

設
営

業
･自

動
販

売
機

を
除

く
。

項
目

:屋
号

･営
業

所
在

地
･申

請
者

名
･営

業
電

話
番

号 期
間

:2
0
1
4
年

5
月

1
6
日

よ
り

2
0
1
4
年

6
月

4
日

健
康

福
祉

子
ど

も
局

食
品

保
健

課

平
成

2
6
年

5
月

1
6
日

～
平

成
2
6
年

6
月

4
日

ま
で

の
間

に
、

熊
本

市
内

に
お

い
て

新
規

に
申

請
を

行
っ

た
飲

食
店

一
覧

(移
動

販
売

業
、

臨
時

営
業

、
仮

設
営

業
、

自
動

販
売

機
を

除
く

)計
6
2
件

項
目

:屋
号

、
営

業
所

所
在

地
、

申
請

者
名

、
営

業
所

電
話

番
号

※
 開

示
情

報
取

り
出

し
日

時
:平

成
2
6
年

6
月

6
日

1
1
:0

0

開
示

6
/
9

6
/
1
2

1
8
3

6
/
4

理
美

容
の

開
設

届
を

提
出

さ
れ

た
店

舗
の

情
報

開
示

を
申

請
い

た
し

ま
す

。
項

目
:店

舗
名

･住
所

･電
話

番
号

･申
請

者
名

期
間

:2
0
1
4
年

5
月

1
6
日

よ
り

2
0
1
4
年

6
月

4
日

健
康

福
祉

子
ど

も
局

生
活

衛
生

課

平
成

2
6
年

5
月

1
6
日

か
ら

平
成

2
6
年

6
月

4
日

の
間

、
熊

本
市

内
に

お
い

て
新

規
確

認
し

た
理

容
所

、
美

容
所

の
一

覧
項

目
; 
施

設
の

名
称

、
所

在
地

、
電

話
番

号
、

開
設

者
の

氏
名

、
役

職
、

代
表

者
氏

名

開
示

6
/
9

6
/
1
2

1
8
4

6
/
4

熊
本

市
上

下
水

道
局

発
注

工
事

に
お

い
て

工
事

設
計

書
の

内
訳

表
に

記
載

さ
れ

て
い

る
歩

掛
や

単
価

に
対

し
て

備
考

欄
に

あ
る

ｺ
ｰ

ﾄﾞ
と

の
関

連
が

わ
か

る
一

覧
表

の
よ

う
な

資
料

は
ご

ざ
い

ま
す

で
し

ょ
う

か
。

上
下

水
道

局
水

道
整

備
課

熊
本

市
上

下
水

道
局

発
注

工
事

に
お

け
る

歩
掛

お
よ

び
単

価
に

対
し

て
の

ｺ
ｰ

ﾄﾞ
ー

覧
表

開
示

(一
部

請
求

拒
否

)
3
号

　
法

人
等

情
報

6
/
1
6

6
/
1
8

郵
送

1
8
5

6
/
5

楠
小

学
校

屋
内

運
動

場
天

井
落

下
防

止
対

策
工

事
の

内
訳

書
(金

入
設

計
書

)
開

札
日

 H
2
6
年

5
月

2
1
日

 1
4
時

1
5
分

教
育

委
員

会
事

務
局

施
設

課

楠
小

学
校

屋
内

運
動

場
天

井
落

下
防

止
対

策
工

事
の

内
訳

書
(金

入
設

計
書

)
開

示
6
/
1
2

6
/
1
2

1
8
6

6
/
5

主
要

地
方

道
宇

土
甲

佐
線

(木
原

第
三

工
区

)舗
装

工
事

の
金

入
り

内
訳

書
。

科
目

内
訳

、
施

行
内

訳
ま

で
す

べ
て

お
願

い
し

ま
す

。

都
市

建
設

局
西

部
土

木
ｾ

ﾝ
ﾀ
ｰ

工
務

課

主
要

地
方

道
宇

土
甲

佐
線

(木
原

第
三

工
区

)舗
装

工
事

金
入

り
内

訳
書

。
開

示
6
/
1
3

6
/
1
6

1
8
7

6
/
5

力
合

小
学

校
屋

内
運

動
場

天
井

落
下

防
止

対
策

工
事

金
入

設
計

書
教

育
委

員
会

事
務

局
施

設
課

力
合

小
学

校
屋

内
運

動
場

天
井

落
下

防
止

対
策

工
事

 金
入

設
計

書
開

示
6
/
9

6
/
9
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受
付

番
号

受
付

日
請

求
す

る
文

書
の

件
名

所
管

課
期

限
延

長
決

定
文

書
の

件
名

決
定

内
容

不
開

示
理

由
開

示
等

決
定

日
開

示
日

1
8
8

6
/
5

飲
食

店
の

営
業

許
可

申
請

を
行

っ
た

店
舗

の
情

報
開

示
を

お
願

い
致

し
ま

す
。

た
だ

し
、

移
動

販
売

、
臨

時
営

業
、

仮
設

営
業

、
自

動
販

売
機

を
除

く
(営

業
中

の
も

の
)

(項
目

)屋
号

･所
在

地
･申

請
者

名
･電

話
番

号
初

回
許

可
年

月
日

E
xc

el
ﾌ
ｧ
ｲ
ﾙ

希
望

H
2
6
.5

/
3
1
現

在

健
康

福
祉

子
ど

も
局

食
品

保
健

課

平
成

2
6
年

5
月

3
1
日

現
在

に
お

け
る

、
熊

本
市

内
全

て
の

飲
食

店
営

業
許

可
を

受
け

て
い

る
施

設
(移

動
販

売
、

臨
時

営
業

、
仮

設
営

業
、

自
動

販
売

機
を

除
く

)
項

目
:屋

号
、

営
業

所
所

在
地

、
申

請
者

名
、

営
業

所
電

話
番

号
、

初
許

可
年

月
日

該
当

件
数

:8
1
8
2
件

※
開

示
情

報
の

取
り

出
し

日
時

:平
成

2
6
年

6
月

9
日

1
3
時

開
示

6
/
1
3

6
/
1
7

1
8
9

6
/
6

ご
担

当
 環

境
局

水
保

全
課

●
熊

本
市

に
お

け
る

土
壌

汚
染

対
策

法
関

連
情

報
の

提
供

に
つ

い
て

お
願

い
し

ま
す

。
･水

質
汚

濁
防

止
法

に
基

づ
く

有
害

物
質

使
用

の
特

定
事

業
所

長
嶺

西
1
丁

目
○

-
○

○
 ･

○
○

㈱
○

○
工

場
 ･

　
　

　
　

〃
　

　
　

　
 ○

○
工

場
 ･

㈱
○

○
○

○
工

場
 ･

　
　

　
〃

　
　

 ○
○

工
場

届
出

の
内

容
(特

に
排

出
可

能
性

の
あ

る
有

害
物

質
の

種
類

)に
つ

い
て

開
示

を
お

願
い

し
ま

す

環
境

局
水

保
全

課

下
記

の
事

業
場

に
お

い
て

、
･水

質
汚

濁
防

止
法

の
規

定
に

基
づ

く
届

出
(最

新
版

)の
う

ち
特

定
施

設
の

場
所

及
び

使
用

し
て

い
る

特
定

有
害

物
質

の
種

類
が

確
認

で
き

る
箇

所
･汚

水
処

理
の

方
法

が
確

認
で

き
る

箇
所

事
業

場
:①

○
○

株
式

会
社

○
○

工
場

②
○

○
株

式
会

社
○

○
工

場
③

株
式

会
社

○
○

○
○

工
場

④
株

式
会

社
○

○
○

○
工

場
所

在
地

:熊
本

市
東

区
長

嶺
西

1
丁

目
○

番
○

○
号

開
示

6
/
1
3

6
/
3
0

郵
送

1
9
0

6
/
6

平
成

2
6
年

5
月

2
8
日

開
札

北
部

土
木

ｾ
ﾝ
ﾀ
ｰ

 工
務

課
一

般
県

道
 花

園
ｲ
ﾝ
ﾀ
ｰ

線
橋

梁
下

部
工

(花
園

ﾗ
ﾝ
ﾌ
ﾟ1

号
橋

P
5
、

花
園

ﾗ
ﾝ
ﾌ
ﾟ2

号
橋

P
4
･P

5
)工

事
上

記
の

金
入

設
計

書
の

開
示

を
お

願
い

致
し

ま
す

。

都
市

建
設

局
北

部
土

木
ｾ

ﾝ
ﾀ
ｰ

工
務

課

一
般

県
道

 花
園

ｲ
ﾝ
ﾀ
ｰ

線
橋

梁
下

部
工

(花
園

ﾗ
ﾝ

ﾌ
ﾟ1

号
橋

P
5
,花

園
ﾗ
ﾝ
ﾌ
ﾟ2

号
橋

P
4
･P

5
)工

事
の

金
入

設
計

書
開

示
6
/
1
0

6
/
1
6

1
9
1

6
/
6

道
路

指
定

書
 S

3
8
-
0
7
4
 熊

本
県

指
令

建
第

7
4
号

　
　

　
〃

　
　

　
 S

4
2
-
0
8
7
 熊

本
県

指
令

建
第

8
7
号

ｶ
ﾗ
ｰ

印
刷

で
都

市
建

設
局

建
築

指
導

課

道
路

指
定

書
 S

3
8
-
0
7
4
熊

本
県

指
令

建
第

7
4
号

道
路

指
定

書
 S

4
2
-
0
8
7
熊

本
県

指
令

建
第

8
7
号

ｶ
ﾗ
ｰ

印
刷

で
開

示
(一

部
請

求
拒

否
)

2
号

　
個

人
情

報
6
/
9

6
/
9

1
9
2

6
/
9

平
成

2
6
年

度
 工

事
設

計
書

北
区

植
木

町
山

本
西

原
公

民
館

付
近

φ
1
5
0
･7

5
･5

0
粍

配
水

管
布

設
他

1
件

工
事

金
入

設
計

書

上
下

水
道

局
水

道
整

備
課

･北
区

植
木

町
山

本
西

原
公

民
館

付
近

φ
1
5
0
･

7
5
･5

0
粍

配
水

管
布

設
他

1
件

工
事

上
記

の
金

額
入

り
工

事
設

計
書

開
示

6
/
1
2

6
/
1
2

1
9
3

6
/
9

当
院

に
お

け
る

医
療

法
人

設
立

認
可

日
等

の
調

査
(提

出
資

料
等

の
確

認
の

為
)

健
康

福
祉

子
ど

も
局

医
療

政
策

課

医
療

法
人

社
団

○
○

に
係

る
以

下
の

文
書

(1
)医

療
法

人
の

設
立

認
可

に
つ

い
て

(伺
)

(2
)医

療
法

人
設

立
に

係
る

登
記

完
了

届
の

鑑
文

開
示

(一
部

請
求

拒
否

)

2
号

　
個

人
情

報
3
号

　
法

人
等

情
報

6
/
2
0

6
/
2
0
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受
付

番
号

受
付

日
請

求
す

る
文

書
の

件
名

所
管

課
期

限
延

長
決

定
文

書
の

件
名

決
定

内
容

不
開

示
理

由
開

示
等

決
定

日
開

示
日

1
9
4

6
/
9

平
成

2
6
年

5
月

2
8
日

開
札

北
部

土
木

ｾ
ﾝ
ﾀ
ｰ

 工
務

課
一

般
県

道
 花

園
ｲ
ﾝ
ﾀ
ｰ

線
橋

梁
下

部
工

(花
園

ﾗ
ﾝ
ﾌ
ﾟ1

号
橋

A
1
、

P
1
花

園
ﾗ
ﾝ
ﾌ
ﾟ2

号
橋

A
1
)工

事
上

記
の

金
入

設
計

書
の

開
示

を
お

願
い

致
し

ま
す

。

都
市

建
設

局
北

部
土

木
ｾ

ﾝ
ﾀ
ｰ

工
務

課

･一
般

県
道

花
園

ｲ
ﾝ
ﾀ
ｰ

線
橋

梁
下

部
工

(花
園

ﾗ
ﾝ

ﾌ
ﾟ1

号
橋

A
1
,P

1
、

花
園

ﾗ
ﾝ
ﾌ
ﾟ2

号
橋

A
1
)工

事
(金

入
設

計
書

)
開

示
6
/
1
2

6
/
1
6

1
9
5

6
/
9

平
成

2
5
年

9
月

2
6
日

経
済

委
員

会
分

 議
案

2
9
2
号

 分
科

会
会

議
録

(大
山

悟
主

席
農

林
水

産
審

議
員

説
明

)
株

式
会

社
○

○
へ

の
豚

と
畜

機
能

移
設

に
伴

う
助

成
金

、
補

助
金

に
つ

い
て

1
)○

○
へ

の
現

豚
設

の
総

事
業

3
0
億

円
の

根
拠

2
)前

記
1
)の

対
象

経
費

7
5
億

円
の

根
拠

3
)算

出
根

拠
と

な
る

1
0
0
0
分

の
3
1
0
と

は
何

か
4
)大

貫
豚

の
専

用
ﾗ
ｲ
ﾝ
用

3
億

余
の

根
拠

(設
計

図
書

及
び

見
積

書
、

施
行

に
関

し
て

の
入

札
調

書
)

5
)株

式
会

社
○

○
と

熊
本

市
間

の
豚

と
畜

機
能

施
設

移
設

の
合

意
書

6
)株

式
会

社
○

○
へ

3
畜

種
の

屠
畜

施
設

統
合

移
設

に
伴

う
合

意
も

し
く

は
契

約
書

7
)株

式
会

社
○

○
へ

牛
の

屠
畜

施
設

を
優

先
さ

せ
た

根
拠

と
費

用
積

算
の

根
拠

農
水

商
工

局
農

業
政

策
課

食
肉

処
理

施
設

ﾌ
ﾟﾛ

ｼ
ﾞｪ

ｸ
ﾄ

平
成

2
5
年

9
月

2
6
日

経
済

委
員

分
議

案
2
9
2
号

分
科

会
会

議
録

(大
山

悟
首

席
農

林
水

産
審

議
員

説
明

)株
式

会
社

○
○

へ
の

豚
と

畜
機

能
移

設
に

伴
う

助
成

金
、

補
助

金
に

つ
い

て
1
)○

○
の

現
豚

設
の

総
事

業
費

3
0
億

円
の

根
拠

2
)前

記
1
)の

対
象

経
費

7
.5

億
円

の
根

拠
3
)積

算
根

拠
と

な
る

1
0
0
0
分

の
3
1
0
と

は
何

か
4
)大

貫
豚

専
用

ﾗ
ｲ
ﾝ
用

3
億

円
余

の
根

拠
(見

積
書

)
5
)株

式
会

社
○

○
と

熊
本

市
間

の
豚

と
畜

機
能

施
設

移
設

の
合

意
書

7
)株

式
会

社
○

○
へ

牛
の

屠
畜

施
設

を
優

先
さ

せ
た

根
拠

と
費

用
積

算
の

根
拠

開
示

6
/
2
3

6
/
2
4

平
成

2
5
年

9
月

2
6
日

経
済

委
員

分
議

案
2
9
2
号

分
科

会
会

議
録

(大
山

悟
首

席
農

林
水

産
審

議
員

説
明

)株
式

会
社

○
○

へ
の

豚
と

畜
機

能
移

設
に

伴
う

助
成

金
、

補
助

金
に

つ
い

て
4
)大

貫
豚

専
用

ﾗ
ｲ
ﾝ
用

3
億

円
余

の
根

拠
(設

計
図

書
及

び
施

行
に

関
し

て
の

入
札

調
書

)
6
)株

式
会

社
○

○
へ

3
畜

種
の

屠
畜

施
設

統
合

移
設

に
伴

う
合

意
も

し
く

は
契

約
書

不
存

在
第

1
1
条

　
第

2
項

6
/
2
3
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受
付

番
号

受
付

日
請

求
す

る
文

書
の

件
名

所
管

課
期

限
延

長
決

定
文

書
の

件
名

決
定

内
容

不
開

示
理

由
開

示
等

決
定

日
開

示
日

1
9
6

6
/
9

道
路

位
置

指
定

の
写

昭
和

4
3
年

5
月

1
5
日

 第
1
2
4
号

申
請

人
 熊

本
市

保
田

窪
本

町
○

○
番

地
○

○
○

○
(ｶ

ﾗ
ｰ

)
ﾌ
ｧ
ｲ
ﾙ

名
 S

4
3
-
1
2
4
･0

1
　

　
　

　
　

　
　

〃
　

　
  
0
2

　
　

　
　

　
　

　
〃

　
　

　
0
3

　
　

　
　

　
　

　
〃

　
　

　
0
4

　
　

　
　

　
　

　
〃

　
　

　
0
5

都
市

建
設

局
建

築
指

導
課

道
路

位
置

指
定

の
写

昭
和

4
3
年

5
月

1
5
日

 第
1
2
4
号

申
立

人
 熊

本
市

保
田

窪
本

町
○

○
番

地
 ○

○
○

○
(ｶ

ﾗ
ｰ

)
ﾌ
ｧ
ｲ
ﾙ

名
 S

4
3
-
1
2
4
.0

1
 S

4
3
-
1
2
4
.0

2
 S

4
3
-

1
2
4
.0

3
S
4
3
-
1
2
4
.0

4
 S

4
3
-
1
2
4
.0

5

開
示

(一
部

請
求

拒
否

)
2
号

　
個

人
情

報
6
/
1
1

6
/
1
1

1
9
7

6
/
9

道
路

判
定

台
帳

調
査

書
判

定
番

号
1
2
年

第
3
3
9
号

1
2
年

第
3
3
8
号

1
2
年

第
1
6
0
号

都
市

建
設

局
建

築
指

導
課

道
路

判
定

台
帳

調
査

書
判

定
番

号
 1

2
年

第
3
3
9
号

1
2
年

第
3
3
8
号

1
2
年

第
1
6
0
号

(ｶ
ﾗ
ｰ

)
開

示
6
/
1
1

6
/
1
1

1
9
8

6
/
1
0

大
規

模
行

為
届

出
書

の
様

式
第

3
号

(平
成

2
6
年

3
月

1
1

日
～

4
月

1
0
日

届
出

分
)

都
市

建
設

局
開

発
景

観
課

大
規

模
行

為
の

届
出

書
(様

式
第

3
号

)
開

示
(一

部
請

求
拒

否
)

2
号

　
個

人
情

報
6
/
1
1

6
/
1
3

1
9
9

6
/
1
0

(開
札

日
)平

成
2
6
年

3
月

1
2
日

(工
事

名
)都

市
計

画
事

業
 中

部
汚

水
1
号

幹
線

及
び

枝
線

下
水

道
築

造
工

事
(5

1
8
工

区
)

金
入

設
計

内
訳

書

上
下

水
道

局
下

水
道

整
備

課

都
市

計
画

事
業

中
部

汚
水

1
号

幹
線

及
び

枝
線

下
水

道
築

造
工

事
(5

1
8
工

区
)の

金
入

設
計

書
開

示
6
/
1
7

6
/
1
8

2
0
0

6
/
1
2

南
区

城
南

町
東

阿
高

～
尾

窪
間

φ
1
5
0
･7

5
･5

0
粍

配
水

管
布

設
他

1
件

工
事

金
入

り
設

計
書

上
下

水
道

局
水

道
整

備
課

･南
区

城
南

町
東

阿
高

～
尾

窪
間

φ
1
5
0
･7

5
･5

0
粍

配
水

管
布

設
他

1
件

工
事

上
記

の
金

額
入

り
工

事
設

計
書

開
示

6
/
1
9

6
/
2
4

2
0
1

6
/
1
2

平
成

2
6
年

5
月

2
8
日

開
札

 下
水

道
整

備
課

都
市

計
画

事
業

 南
部

汚
水

1
7
号

幹
線

枝
線

下
水

道
築

造
工

事
(9

1
3
工

区
)】

平
成

2
6
年

5
月

2
8
日

開
札

 下
水

道
整

備
課

都
市

計
画

事
業

 大
和

広
住

汚
水

幹
線

下
水

道
築

造
工

事
(9

0
4
工

区
)

平
成

2
6
年

6
月

4
日

開
札

 下
水

道
整

備
課

都
市

計
画

事
業

 南
部

汚
水

6
号

幹
線

枝
線

下
水

道
築

造
工

事
(9

1
4
工

区
)

上
記

3
件

の
金

入
り

設
計

書
の

開
示

を
お

願
い

し
ま

す
。

上
下

水
道

局
下

水
道

整
備

課

(1
)都

市
計

画
事

業
大

和
広

住
汚

水
幹

線
下

水
道

築
造

工
事

(9
0
4
工

区
)

(2
)都

市
計

画
事

業
南

部
汚

水
1
7
号

幹
線

枝
線

下
水

道
築

造
工

事
(9

1
3
工

区
)

(3
)都

市
計

画
事

業
南

部
汚

水
6
号

幹
線

枝
線

下
水

道
築

造
工

事
(9

1
4

工
区

)
の

金
入

り
設

計
書

開
示

6
/
1
6

6
/
2
3

2
0
2

6
/
1
2

平
成

2
6
年

5
月

2
8
日

開
札

北
部

土
木

ｾ
ﾝ
ﾀ
ｰ

 工
務

課
一

般
県

道
 砂

原
四

方
寄

線
(花

園
工

区
)下

硯
川

高
架

橋
下

部
工

(A
1
)外

工
事

上
記

の
金

入
設

計
書

の
開

示
を

お
願

い
致

し
ま

す
。

都
市

建
設

局
北

部
土

木
ｾ

ﾝ
ﾀ
ｰ

工
務

課

･一
般

県
道

砂
原

四
方

寄
線

(花
園

工
区

)下
硯

川
高

架
橋

下
部

工
(A

1
)外

工
事

の
金

入
設

計
書

開
示

6
/
2
0

6
/
2
3
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受
付

番
号

受
付

日
請

求
す

る
文

書
の

件
名

所
管

課
期

限
延

長
決

定
文

書
の

件
名

決
定

内
容

不
開

示
理

由
開

示
等

決
定

日
開

示
日

2
0
3

6
/
1
3

熊
本

都
市

計
画

地
区

計
画

出
水

7
丁

目
地

区
地

区
計

画
計

画
図

用
途

地
域

図
土

地
利

用
計

画
図

都
市

建
設

局
都

市
政

策
課

1
.熊

本
都

市
計

画
地

区
計

画
の

決
定

(熊
本

市
決

定
)原

案
出

水
7
丁

目
地

区
地

区
計

画
①

 計
画

図
、

②
 (
参

考
図

)土
地

利
用

計
画

平
面

図
、

③
 (
参

考
図

)用
途

地
域

図

開
示

6
/
1
6

6
/
1
7

2
0
4

6
/
1
3

●
校

区
自

治
協

ﾄｰ
ｸ
(春

日
)意

見
交

換
内

容
･平

成
2
5

年
9
月

5
日

(木
)･

場
所

春
日

地
域

ｺ
ﾐｭ

ﾆ
ﾃ

ｨｾ
ﾝ
ﾀ
ｰ

･参
加

者
3
0
名

･の
回

答
内

容
(※

文
書

回
答

分
)に

つ
い

て
、

以
下

の
開

示
請

求
を

し
ま

す
。

→
西

区
役

所
ま

ち
づ

く
り

推
進

課
1
.提

案
･要

望
内

容
･

春
日

の
問

題
に

つ
い

て
、

･整
備

が
進

み
、

春
日

は
以

前
よ

り
不

便
に

な
っ

た
。

～
道

路
に

し
て

も
山

を
越

え
て

通
ら

な
け

れ
ば

昔
は

違
う

道
を

通
る

こ
と

が
で

き
た

の
に

困
っ

て
い

る
。

～
こ

れ
ま

で
バ

ス
が

通
っ

て
い

た
場

所
も

通
ら

な
く

な
り

、
と

に
か

く
不

便
を

感
じ

て
い

る
。

と
あ

る
。

･こ
れ

に
対

し
て

、
西

区
役

所
ま

ち
づ

く
り

推
進

課
の

回
答

内
容

(※
文

書
回

答
文

)に
は

、
整

備
が

完
成

す
る

ま
で

の
対

策
を

で
き

る
限

り
実

施
し

た
い

。
と

あ
る

。
1
)平

成
2
3
年

3
月

1
2
日

以
降

、
ど

の
様

な
対

策
を

で
き

る
限

り
実

施
し

た
か

?
の

わ
か

る
具

体
的

資
料

･等
の

開
示

請
求

。
2
)ど

の
様

な
投

資
対

効
果

(投
資

額
対

住
民

の
福

祉
向

上
維

持
に

寄
与

し
た

実
績

評
価

)の
わ

か
る

具
体

的
資

料
･等

の
開

示
請

求
。

西
区

役
所

ま
ち

づ
く

り
推

進
課

1
春

日
の

問
題

に
つ

い
て

･平
成

2
3
年

3
月

1
2
日

以
降

、
ど

の
よ

う
な

対
策

を
で

き
る

限
り

実
施

し
た

か
の

わ
か

る
具

体
的

資
料

等 ･ど
の

様
な

費
用

対
効

果
の

わ
か

る
具

体
的

資
料

等 2
春

日
池

上
線

開
通

に
よ

る
周

辺
道

路
に

つ
い

て
･平

成
2
3
年

3
月

1
2
日

以
降

、
ど

の
よ

う
な

対
策

を
で

き
る

限
り

実
施

し
た

か
の

わ
か

る
具

体
的

資
料

等 ･ど
の

様
な

費
用

対
効

果
の

わ
か

る
具

体
的

資
料

等
不

存
在

第
1
1
条

　
第

2
項

6
/
1
8
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受
付

番
号

受
付

日
請

求
す

る
文

書
の

件
名

所
管

課
期

限
延

長
決

定
文

書
の

件
名

決
定

内
容

不
開

示
理

由
開

示
等

決
定

日
開

示
日

2
.春

日
池

上
線

開
通

に
よ

る
周

辺
道

路
に

つ
い

て
、

･提
案

･要
望

内
容

･
春

日
池

上
線

が
開

通
し

て
、

地
元

と
し

て
は

非
常

に
不

便
を

感
じ

て
い

る
。

1
つ

目
は

、
祇

園
橋

か
ら

花
岡

山
へ

行
く

道
が

で
き

な
い

の
で

、
万

日
山

ﾄﾝ
ﾈ

ﾙ
の

方
か

ら
遠

回
り

し
な

け
れ

ば
な

ら
な

い
。

2
つ

目
は

、
～

道
を

一
本

通
し

て
ほ

し
い

が
、

春
日

池
上

線
に

中
央

分
離

帯
が

で
き

る
た

め
、

で
き

な
い

と
言

わ
れ

た
。

中
央

分
離

帯
が

で
き

る
と

右
折

が
で

き
な

く
な

り
、

遠
回

り
し

な
け

れ
ば

な
ら

な
い

た
め

生
活

が
不

便
に

な
る

。
2
車

線
に

な
る

の
な

ら
右

折
ﾚ
ｰ

ﾝ
で

対
応

で
き

る
の

で
は

な
い

か
。

に
対

し
て

、
･西

区
ま

ち
づ

く
り

推
進

課
の

回
答

内
容

(※
文

書
回

答
文

)で
は

、
警

察
と

の
協

議
も

必
要

に
な

っ
て

く
る

か
と

思
う

が
、

地
元

の
意

向
を

踏
ま

え
、

対
応

し
て

も
ら

え
る

と
こ

ろ
は

調
整

し
て

い
き

た
い

。
と

あ
る

。
1
)平

成
2
3
年

3
月

1
2
日

以
降

、
警

察
と

ど
の

様
な

調
整

し
た

か
、

年
月

日
･場

所
･双

方
の

出
席

者
役

職
名

･会
議

録
･等

の
開

示
請

求
。

2
)今

後
の

こ
の

件
に

対
す

る
･今

後
の

ｽ
ｹ

ｼ
ﾞｭ

ｰ
ﾙ

表
･等

の
開

示
請

求
。

添
付

参
照

熟
視

資
料

･自
治

協
ﾄｰ

ｸ
意

見
交

換
内

容
･
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受
付

番
号

受
付

日
請

求
す

る
文

書
の

件
名

所
管

課
期

限
延

長
決

定
文

書
の

件
名

決
定

内
容

不
開

示
理

由
開

示
等

決
定

日
開

示
日

2
0
5

6
/
1
3

●
校

区
自

治
協

ﾄｰ
ｸ
(春

日
)意

見
交

換
内

容
･平

成
2
5

年
9
月

5
日

(木
)･

場
所

春
日

地
域

ｺ
ﾐｭ

ﾆ
ﾃ

ｨｾ
ﾝ
ﾀ
ｰ

･参
加

者
3
0
名

･の
回

答
内

容
(※

文
書

回
答

分
)に

つ
い

て
、

以
下

の
開

示
請

求
を

し
ま

す
。

→
熊

本
市

･熊
本

駅
周

辺
整

理
事

業
所

1
.提

案
･要

望
内

容
･

春
日

の
問

題
に

つ
い

て
、

･整
備

が
進

み
、

春
日

は
以

前
よ

り
不

便
に

な
っ

た
。

～
道

路
に

し
て

も
山

を
越

え
て

通
ら

な
け

れ
ば

昔
は

違
う

道
を

通
る

こ
と

が
で

き
た

の
に

困
っ

て
い

る
。

～
こ

れ
ま

で
バ

ス
が

通
っ

て
い

た
場

所
も

通
ら

な
く

な
り

、
と

に
か

く
不

便
を

感
じ

て
い

る
。

と
あ

る
。

･こ
れ

に
対

し
て

、
西

区
役

所
ま

ち
づ

く
り

推
進

課
の

回
答

内
容

(※
文

書
回

答
文

)に
は

、
整

備
が

完
成

す
る

ま
で

の
対

策
を

で
き

る
限

り
実

施
し

た
い

。
と

あ
る

。
1
)平

成
2
3
年

3
月

1
2
日

以
降

、
ど

の
様

な
対

策
を

で
き

る
限

り
実

施
し

た
か

?
の

わ
か

る
具

体
的

資
料

･等
の

開
示

請
求

。
2
)ど

の
様

な
投

資
対

効
果

(投
資

額
対

住
民

の
福

祉
向

上
維

持
に

寄
与

し
た

実
績

評
価

)の
わ

か
る

具
体

的
資

料
･等

の
開

示
請

求
。

都
市

建
設

局
熊

本
駅

周
辺

整
備

事
務

所

1
.1

)平
成

2
3
年

3
月

1
2
日

以
降

、
ど

の
様

な
対

策
を

で
き

る
限

り
実

施
し

た
か

?
の

わ
か

る
具

体
的

資
料

等
の

開
示

請
求

。
2
)ど

の
様

な
投

資
対

効
果

(投
資

額
対

住
民

の
福

祉
向

上
維

持
に

寄
与

し
た

実
績

評
価

)の
わ

か
る

具
体

的
資

料
等

の
開

示
請

求
。

2
.1

)平
成

2
3
年

3
月

1
2
日

以
降

、
警

察
と

ど
の

様
な

調
整

し
た

か
、

年
月

日
、

場
所

、
双

方
の

出
席

者
役

職
名

、
会

議
録

等
の

開
示

請
求

。
2
)今

後
の

こ
の

件
に

対
す

る
今

後
の

ｽ
ｹ

ｼ
ﾞｭ

ｰ
ﾙ

表
等

の
開

示
請

求
。

3
.1

)地
元

の
春

日
の

皆
様

か
ら

意
見

を
い

た
だ

い
た

実
績

の
具

体
的

わ
か

る
内

容
等

、
意

見
収

集
手

段
、

住
民

の
年

齢
構

成
、

男
女

の
別

等
、

の
開

示
請

求
。

2
)こ

の
意

見
収

集
に

よ
っ

て
、

ど
の

様
な

対
策

、
計

画
、

今
後

の
ｽ
ｹ

ｼ
ﾞｭ

ｰ
ﾙ

等
の

わ
か

る
資

料
等

の
開

示
請

求
。

不
存

在
第

1
1
条

　
第

2
項

6
/
2
7
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受
付

番
号

受
付

日
請

求
す

る
文

書
の

件
名

所
管

課
期

限
延

長
決

定
文

書
の

件
名

決
定

内
容

不
開

示
理

由
開

示
等

決
定

日
開

示
日

2
.春

日
池

上
線

開
通

に
よ

る
周

辺
道

路
に

つ
い

て
、

･提
案

･要
望

内
容

･
春

日
池

上
線

が
開

通
し

て
、

地
元

と
し

て
は

非
常

に
不

便
を

感
じ

て
い

る
。

1
つ

目
は

、
祇

園
橋

か
ら

花
岡

山
へ

行
く

道
が

で
き

な
い

の
で

、
万

日
山

ﾄﾝ
ﾈ

ﾙ
の

方
か

ら
遠

回
り

し
な

け
れ

ば
な

ら
な

い
。

2
つ

目
は

、
～

道
を

一
本

通
し

て
ほ

し
い

が
、

春
日

池
上

線
に

中
央

分
離

帯
が

で
き

る
た

め
、

で
き

な
い

と
言

わ
れ

た
。

中
央

分
離

帯
が

で
き

る
と

右
折

が
で

き
な

く
な

り
、

遠
回

り
し

な
け

れ
ば

な
ら

な
い

た
め

生
活

が
不

便
に

な
る

。
2
車

線
に

な
る

の
な

ら
右

折
ﾚ
ｰ

ﾝ
で

対
応

で
き

る
の

で
は

な
い

か
。

に
対

し
て

、
･西

区
ま

ち
づ

く
り

推
進

課
の

回
答

内
容

(※
文

書
回

答
文

)で
は

、
警

察
と

の
協

議
も

必
要

に
な

っ
て

く
る

か
と

思
う

が
、

地
元

の
意

向
を

踏
ま

え
、

対
応

し
て

も
ら

え
る

と
こ

ろ
は

調
整

し
て

い
き

た
い

。
と

あ
る

。
1
)平

成
2
3
年

3
月

1
2
日

以
降

、
警

察
と

ど
の

様
な

調
整

し
た

か
、

年
月

日
･場

所
･双

方
の

出
席

者
役

職
名

･会
議

録
･等

の
開

示
請

求
。

2
)今

後
の

こ
の

件
に

対
す

る
･今

後
の

ｽ
ｹ

ｼ
ﾞｭ

ｰ
ﾙ

表
･等

の
開

示
請

求
。

3
.提

案
･要

望
内

容
･

計
画

見
直

し
へ

の
住

民
意

見
反

映
に

つ
い

て
、

･実
際

に
利

用
す

る
～

周
辺

住
民

の
意

見
を

取
り

入
れ

た
計

画
を

つ
く

っ
て

ほ
し

い
。

と
の

提
案

･要
望

内
容

･に
対

し
、

･～
こ

れ
か

ら
本

格
的

に
検

討
を

進
め

て
い

く
。

そ
の

中
で

、
実

際
の

利
用

者
、

特
に

地
元

の
春

日
の

皆
様

か
ら

意
見

を
い

た
だ

く
場

面
は

で
き

る
限

り
つ

く
る

の
で

、
協

力
を

お
願

い
し

た
い

。
と

あ
る

が
、

1
)地

元
の

春
日

の
皆

様
か

ら
の

意
見

を
い

た
だ

い
た

実
績

の
具

体
的

わ
か

る
内

容
等

･意
見

収
集

手
段

･住
民

の
年

齢
構

成
･男

女
の

別
･等

、
の

開
示

請
求

。
2
)こ

の
意

見
収

集
に

よ
っ

て
、

ど
の

様
な

対
策

･計
画

･今
後

の
ｽ
ｹ

ｼ
ﾞｭ

ｰ
ﾙ

等
の

わ
か

る
資

料
等

の
開

示
請

求
。

添
付

参
照

熟
視

資
料

･自
治

協
ﾄｰ

ｸ
意

見
交

換
内

容
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受
付

番
号

受
付

日
請

求
す

る
文

書
の

件
名

所
管

課
期

限
延

長
決

定
文

書
の

件
名

決
定

内
容

不
開

示
理

由
開

示
等

決
定

日
開

示
日

2
0
6

6
/
1
3

●
校

区
自

治
協

ﾄｰ
ｸ
(春

日
)意

見
交

換
内

容
･平

成
2
5

年
9
月

5
日

(木
)･

場
所

春
日

地
域

ｺ
ﾐｭ

ﾆ
ﾃ

ｨｾ
ﾝ
ﾀ
ｰ

･参
加

者
3
0
名

･の
回

答
内

容
(※

文
書

回
答

分
)に

つ
い

て
、

以
下

の
開

示
請

求
を

し
ま

す
。

→
熊

本
市

･熊
本

駅
西

区
画

整
理

事
業

所
1
.提

案
･要

望
内

容
･

春
日

の
問

題
に

つ
い

て
、

･整
備

が
進

み
、

春
日

は
以

前
よ

り
不

便
に

な
っ

た
。

～
道

路
に

し
て

も
山

を
越

え
て

通
ら

な
け

れ
ば

昔
は

違
う

道
を

通
る

こ
と

が
で

き
た

の
に

困
っ

て
い

る
。

～
こ

れ
ま

で
バ

ス
が

通
っ

て
い

た
場

所
も

通
ら

な
く

な
り

、
と

に
か

く
不

便
を

感
じ

て
い

る
。

と
あ

る
。

･こ
れ

に
対

し
て

、
西

区
役

所
ま

ち
づ

く
り

推
進

課
の

回
答

内
容

(※
文

書
回

答
文

)に
は

、
整

備
が

完
成

す
る

ま
で

の
対

策
を

で
き

る
限

り
実

施
し

た
い

。
と

あ
る

。
1
)平

成
2
3
年

3
月

1
2
日

以
降

、
ど

の
様

な
対

策
を

で
き

る
限

り
実

施
し

た
か

?
の

わ
か

る
具

体
的

資
料

･等
の

開
示

請
求

。
2
)ど

の
様

な
投

資
対

効
果

(投
資

額
対

住
民

の
福

祉
向

上
維

持
に

寄
与

し
た

実
績

評
価

)の
わ

か
る

具
体

的
資

料
･等

の
開

示
請

求
。

都
市

建
設

局
熊

本
駅

西
土

地
区

画
整

理
事

業
所

校
区

自
治

協
ﾄｰ

ｸ
(春

日
)意

見
交

換
内

容
･平

成
2
5
年

9
月

5
日

(木
)で

の
回

答
内

容
に

関
す

る
以

下
の

開
示

請
求

。
1
.1

)春
日

地
域

が
不

便
に

な
っ

た
こ

と
に

対
し

て
、

整
備

が
完

成
す

る
ま

で
の

対
策

を
で

き
る

限
り

実
施

し
た

い
と

回
答

し
て

い
る

が
、

平
成

2
3
年

3
月

1
2

日
以

降
、

ど
の

様
な

対
策

を
で

き
る

限
り

実
施

し
た

か
が

わ
か

る
具

体
的

資
料

等
。

開
示

6
/
2
6

7
/
1
1
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受
付

番
号

受
付

日
請

求
す

る
文

書
の

件
名

所
管

課
期

限
延

長
決

定
文

書
の

件
名

決
定

内
容

不
開

示
理

由
開

示
等

決
定

日
開

示
日

2
.春

日
池

上
線

開
通

に
よ

る
周

辺
道

路
に

つ
い

て
、

･提
案

･要
望

内
容

･
春

日
池

上
線

が
開

通
し

て
、

地
元

と
し

て
は

非
常

に
不

便
を

感
じ

て
い

る
。

1
つ

目
は

、
祇

園
橋

か
ら

花
岡

山
へ

行
く

道
が

で
き

な
い

の
で

、
万

日
山

ﾄﾝ
ﾈ

ﾙ
の

方
か

ら
遠

回
り

し
な

け
れ

ば
な

ら
な

い
。

2
つ

目
は

、
～

道
を

一
本

通
し

て
ほ

し
い

が
、

春
日

池
上

線
に

中
央

分
離

帯
が

で
き

る
た

め
、

で
き

な
い

と
言

わ
れ

た
。

中
央

分
離

帯
が

で
き

る
と

右
折

が
で

き
な

く
な

り
、

遠
回

り
し

な
け

れ
ば

な
ら

な
い

た
め

生
活

が
不

便
に

な
る

。
2
車

線
に

な
る

の
な

ら
右

折
ﾚ
ｰ

ﾝ
で

対
応

で
き

る
の

で
は

な
い

か
。

に
対

し
て

、
･西

区
ま

ち
づ

く
り

推
進

課
の

回
答

内
容

(※
文

書
回

答
文

)で
は

、
警

察
と

の
協

議
も

必
要

に
な

っ
て

く
る

か
と

思
う

が
、

地
元

の
意

向
を

踏
ま

え
、

対
応

し
て

も
ら

え
る

と
こ

ろ
は

調
整

し
て

い
き

た
い

。
と

あ
る

。
1
)平

成
2
3
年

3
月

1
2
日

以
降

、
警

察
と

ど
の

様
な

調
整

し
た

か
、

年
月

日
･場

所
･双

方
の

出
席

者
役

職
名

･会
議

録
･等

の
開

示
請

求
。

2
)今

後
の

こ
の

件
に

対
す

る
･今

後
の

ｽ
ｹ

ｼ
ﾞｭ

ｰ
ﾙ

表
･等

の
開

示
請

求
。

添
付

参
照

熟
視

資
料

･自
治

協
ﾄｰ

ｸ
意

見
交

換
内

容
･

校
区

自
治

協
ﾄｰ

ｸ
(春

日
)意

見
交

換
内

容
･平

成
2
5
年

9
月

5
日

(木
)で

の
回

答
内

容
に

関
す

る
以

下
の

開
示

請
求

。
1
.2

)投
資

対
効

果
(投

資
額

対
住

民
の

福
祉

向
上

維
持

に
寄

与
し

た
実

績
評

価
)が

わ
か

る
具

体
的

資
料

等
。

2
.1

)春
日

池
上

線
開

通
に

伴
っ

て
地

元
に

不
便

を
か

け
て

い
る

こ
と

に
対

す
る

対
応

に
要

す
る

警
察

と
の

調
整

に
つ

い
て

、
平

成
2
3
年

3
月

1
2
日

以
降

、
警

察
と

ど
の

様
な

調
整

を
し

た
か

が
わ

か
る

年
月

日
･場

所
･双

方
の

出
席

者
役

職
名

･会
議

録
等

。
2
)こ

の
件

に
対

す
る

今
後

の
ｽ
ｹ

ｼ
ﾞｭ

ｰ
ﾙ

表
等

。

不
存

在
第

1
1
条

　
第

2
項

6
/
2
6
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受
付

番
号

受
付

日
請

求
す

る
文

書
の

件
名

所
管

課
期

限
延

長
決

定
文

書
の

件
名

決
定

内
容

不
開

示
理

由
開

示
等

決
定

日
開

示
日

2
0
7

6
/
1
3

●
校

区
自

治
協

ﾄｰ
ｸ
(春

日
)意

見
交

換
内

容
･平

成
2
5

年
9
月

5
日

(木
)･

場
所

春
日

地
域

ｺ
ﾐｭ

ﾆ
ﾃ

ｨｾ
ﾝ
ﾀ
ｰ

･参
加

者
3
0
名

･の
回

答
内

容
(※

文
書

回
答

分
)に

つ
い

て
、

以
下

の
開

示
請

求
を

し
ま

す
。

→
熊

本
市

･交
通

政
策

総
室

･
1
.提

案
･要

望
内

容
･

計
画

見
直

し
へ

の
住

民
意

見
反

映
に

つ
い

て
、

･実
際

に
利

用
す

る
～

周
辺

住
民

の
意

見
を

取
り

入
れ

た
計

画
を

つ
く

っ
て

ほ
し

い
。

と
の

提
案

･要
望

内
容

･に
対

し
、

･回
答

内
容

･(
※

文
書

回
答

文
)と

し
て

、
ま

た
、

見
直

し
に

あ
た

っ
て

は
、

～
や

地
域

住
民

の
意

見
を

十
分

に
反

映
さ

せ
る

た
め

、
ｱ
ﾝ
ｹ

ｰ
ﾄ調

査
等

を
実

施
し

て
お

り
、

様
々

な
機

会
を

捉
え

て
意

見
の

反
映

に
努

め
て

い
き

た
い

。
(交

通
政

策
総

室
)と

あ
る

が
、

1
)平

成
2
3
年

3
月

1
2
日

以
降

、
地

域
住

民
の

意
見

を
十

分
反

映
す

る
為

、
ｱ
ﾝ
ｹ

ｰ
ﾄ調

査
を

実
施

し
た

と
の

事
で

あ
る

が
、

ど
の

様
な

集
計

が
な

さ
れ

た
の

か
の

わ
か

る
集

計
表

等
、

そ
れ

を
ど

の
様

に
反

映
さ

せ
た

か
等

、
の

わ
か

る
資

料
等

の
開

示
請

求
。

2
)周

辺
住

民
に

は
ｱ
ﾝ
ｹ

ｰ
ﾄ調

査
は

施
行

さ
れ

て
い

な
い

が
、

い
つ

頃
行

わ
れ

る
の

か
?
ｱ
ﾝ
ｹ

ｰ
ﾄ様

式
は

ど
の

様
な

も
の

か
?
い

つ
頃

実
施

す
る

の
か

等
･ｽ

ｹ
ｼ

ﾞｭ
ｰ

ﾙ
等

･の
わ

か
る

資
料

等
の

開
示

請
求

。
※

添
付

参
照

熟
視

資
料

･
自

治
協

ﾄｰ
ｸ
意

見
交

換
内

容
･

都
市

建
設

局
交

通
政

策
総

室

1
) 
平

成
2
3
年

3
月

1
2
日

以
降

、
地

域
住

民
の

意
見

を
十

分
反

映
す

る
為

、
ｱ
ﾝ
ｹ

ｰ
ﾄ調

査
を

実
施

し
た

と
の

事
で

あ
る

が
、

ど
の

様
な

集
計

が
な

さ
れ

た
か

の
わ

か
る

集
計

表
等

開
示

6
/
2
7

7
/
1
1

1
) 
平

成
2
3
年

3
月

1
2
日

以
降

、
地

域
住

民
の

意
見

を
十

分
反

映
す

る
為

、
ｱ
ﾝ
ｹ

ｰ
ﾄ調

査
を

実
施

し
た

と
の

事
で

あ
る

が
、

そ
れ

を
ど

の
様

に
反

映
さ

せ
た

か
等

、
の

わ
か

る
資

料
等

2
)周

辺
住

民
に

は
ｱ
ﾝ
ｹ

ｰ
ﾄ調

査
は

施
行

さ
れ

て
い

な
い

が
、

い
つ

頃
行

わ
れ

る
の

か
?
ｱ
ﾝ
ｹ

ｰ
ﾄ様

式
は

ど
の

様
な

も
の

か
?
い

つ
頃

実
施

す
る

の
か

等
･

ｽ
ｹ

ｼ
ﾞｭ

ｰ
ﾙ

等
･の

わ
か

る
資

料
等

不
存

在
第

1
1
条

　
第

2
項

6
/
2
7
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受
付

番
号

受
付

日
請

求
す

る
文

書
の

件
名

所
管

課
期

限
延

長
決

定
文

書
の

件
名

決
定

内
容

不
開

示
理

由
開

示
等

決
定

日
開

示
日

2
0
8

6
/
1
3

●
情

個
審

答
申

第
3
号

･平
成

2
6
年

5
月

2
8
日

付
、

市
協

発
第

1
4
9
号

･平
成

2
6
年

6
月

5
日

付
、

に
つ

い
て

、
以

下
の

開
示

請
求

を
し

ま
す

。
1
.私

の
異

議
申

立
て

の
内

容
･→

･3
本

件
文

書
1
1
1
の

存
否

に
つ

い
て

第
2
回

熊
本

市
自

治
推

進
委

員
会

(平
成

2
4
年

7
月

2
日

開
催

)、
平

成
2
4
年

度
市

政
ﾘﾚ

ｰ
ｼ

ﾝ
ﾎ
ﾟｼ

ﾞｳ
ﾑ

(平
成

2
4
年

7
月

7
日

開
催

の
中

で
、

熊
本

市
自

治
推

進
委

員
会

の
委

員
長

は
、

幸
山

市
長

か
ら

熊
本

市
自

治
基

本
条

例
の

改
正

の
諮

問
を

受
け

た
の

で
、

審
議

に
入

り
ま

す
と

の
発

言
し

て
い

る
。

そ
の

為
、

市
長

か
ら

の
委

員
長

宛
の

諮
問

書
が

｢不
存

在
｣と

は
あ

り
得

な
い

。
法

的
行

政
執

行
･文

書
等

執
行

等
に

詳
し

い
筈

の
学

識
経

験
者

の
明

確
な

発
言

が
あ

る
に

も
拘

ら
ず

、
委

員
長

宛
の

市
長

発
達

公
文

書
･諮

問
書

が
｢不

存
在

｣と
は

あ
り

得
な

い
。

更
に

、
熊

本
市

自
治

推
進

委
員

会
の

諮
問

事
項

に
つ

い
て

(伺
い

)の
庁

内
･市

長
等

決
裁

稟
議

書
も

｢存
在

｣す
る

の
に

、
｢不

存
在

｣は
あ

り
得

な
い

。
速

や
か

に
｢不

存
在

｣を
取

り
消

し
て

、
｢存

在
･諮

問
書

交
付

｣を
執

行
し

て
頂

き
た

い
。

と
記

述
し

て
あ

る
。

こ
れ

に
対

し
て

、
･第

4
実

施
機

関
の

説
明

の
趣

旨
･→

･3
本

件
文

書
1
1
1
の

存
否

に
つ

い
て

熊
本

市
自

治
推

進
委

員
会

の
市

長
か

ら
の

諮
問

事
項

に
つ

い
て

は
、

平
成

2
4

年
5
月

2
3
日

に
市

長
決

済
に

よ
り

決
定

し
た

事
項

で
あ

る
が

、
公

印
押

印
の

書
面

は
作

成
し

て
い

な
い

。

総
務

局
法

制
課

1
 熊

本
市

長
･附

属
機

関
に

対
し

て
、

熊
本

市
長

公
印

押
印

の
あ

る
諮

問
書

も
な

く
、

附
属

機
関

の
審

議
会

を
開

催
さ

せ
て

事
例

の
過

去
三

年
間

の
全

て
の

事
例

。
2
 平

成
2
6
年

5
月

2
8
日

付
け

情
個

審
答

申
第

3
号

に
係

る
案

件
に

お
け

る
、

開
示

請
求

者
及

び
異

議
申

立
人

よ
り

提
出

さ
れ

た
開

示
請

求
書

･異
議

申
立

書
･意

見
書

の
ど

の
部

分
が

｢実
施

機
関

が
行

っ
た

判
断

や
事

務
事

業
の

手
法

等
へ

の
不

服
を

述
べ

て
い

る
｣の

か
の

み
が

分
か

る
記

述
語

句
文

章
。

不
存

在
第

1
1
条

　
第

2
項

6
/
2
7

-99-



受
付

番
号

受
付

日
請

求
す

る
文

書
の

件
名

所
管

課
期

限
延

長
決

定
文

書
の

件
名

決
定

内
容

不
開

示
理

由
開

示
等

決
定

日
開

示
日

よ
っ

て
、

｢自
治

推
進

委
員

会
諮

問
通

知
書

自
治

推
進

委
員

会
長

熊
本

市
幸

山
市

長
公

印
押

印
の

書
面

｣は
｢

不
存

在
｣で

あ
る

。
と

記
し

て
あ

る
。

ま
た

、
こ

の
審

議
会

の
答

申
と

し
て

、
→

～
当

審
議

会
で

調
査

を
行

っ
た

結
果

、
本

市
に

お
い

て
は

、
附

属
機

関
へ

押
印

し
た

文
書

に
よ

る
諮

問
の

形
式

を
と

っ
て

い
な

い
こ

と
か

ら
、

本
件

文
書

1
1
1
に

つ
い

て
も

押
印

し
た

諮
問

書
を

必
須

と
し

て
取

扱
わ

な
い

と
す

る
実

施
機

関
の

説
明

に
不

合
理

が
あ

る
と

は
認

め
ら

れ
な

い
。

と
あ

る
が

、
熊

本
市

長
の

附
属

機
関

･｢
熊

本
市

情
報

公
開

･個
人

情
報

保
護

審
議

会
条

例
｣(

不
服

申
立

て
に

関
す

る
手

続
き

)第
1
7
条

～
熊

本
市

情
報

公
開

･個
人

情
報

保
護

審
議

会
条

例
(平

成
1
5
年

条
例

第
1
1
号

)第
1
条

に
規

定
す

る
熊

本
市

情
報

公
開

･個
人

情
報

保
護

審
議

会
(以

下
｢

審
議

会
｣と

い
う

。
)に

諮
問

し
、

そ
の

答
申

を
尊

重
し

て
当

該
不

服
申

立
て

に
対

す
る

決
定

又
は

裁
決

を
し

な
け

れ
ば

な
ら

な
い

。
と

あ
り

、
別

記
様

式
第

1
0
号

･情
報

公
開

審
査

諮
問

書
･実

施
機

関
印

が
定

め
ら

れ
て

お
り

、
～

熊
本

市
情

報
公

開
条

例
第

1
7
条

の
規

定
に

よ
り

、
諮

問
し

ま
す

。
と

明
記

さ
れ

て
い

る
。

下
記

の
開

示
請

求
が

｢不
存

在
｣の

場
合

は
再

度
審

議
を

や
り

直
し

、
訂

正
し

、
答

申
文

再
発

遣
執

行
･す

べ
き

で
あ

る
。

熊
本

市
長

･附
属

機
関

･に
対

し
て

、
熊

本
市

長
公

印
押

印
の

あ
る

諮
問

書
も

な
く

、
附

属
機

関
の

審
議

会
を

開
催

さ
せ

た
事

例
の

過
去

三
年

間
の

全
て

の
事

例
の

開
示

請
求

。
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受
付

番
号

受
付

日
請

求
す

る
文

書
の

件
名

所
管

課
期

限
延

長
決

定
文

書
の

件
名

決
定

内
容

不
開

示
理

由
開

示
等

決
定

日
開

示
日

2
.こ

の
審

議
会

の
答

申
の

中
に

、
｢い

ず
れ

も
実

施
機

関
が

行
っ

た
判

断
や

事
務

事
業

の
手

法
等

へ
の

不
服

を
述

べ
て

い
る

に
過

ぎ
ず

、
文

書
の

存
在

を
疑

わ
せ

る
合

理
的

な
理

由
は

認
め

ら
れ

な
い

。
｣と

の
記

述
が

あ
る

が
、

こ
の

件
に

関
す

る
私

の
開

示
請

求
書

･異
議

申
立

て
書

･意
見

書
･の

｢私
の

ど
の

部
分

の
語

句
･記

述
文

章
･

等
が

～
不

服
を

述
べ

て
い

る
に

過
ぎ

ず
、

～
に

該
当

す
る

｣と
し

て
の

審
議

会
答

申
記

述
な

の
か

?
更

に
、

決
定

書
答

申
な

の
か

?
そ

こ
だ

け
が

わ
か

る
私

の
記

述
語

句
文

章
の

開
示

請
求

。
※

添
付

参
照

熟
視

資
料

･等
。

1
)市

長
公

印
押

印
諮

問
書

･2
)市

民
の

皆
様

の
声

･Q
自

治
推

進
委

員
会

に
つ

い
て

、
A

回
答

。
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受
付

番
号

受
付

日
請

求
す

る
文

書
の

件
名

所
管

課
期

限
延

長
決

定
文

書
の

件
名

決
定

内
容

不
開

示
理

由
開

示
等

決
定

日
開

示
日

2
0
9

6
/
1
3

●
情

個
審

答
申

第
3
号

･平
成

2
6
年

5
月

2
8
日

付
、

市
協

発
第

1
4
9
号

･平
成

2
6
年

6
月

5
日

付
、

に
つ

い
て

、
以

下
の

開
示

請
求

を
し

ま
す

。
1
.私

の
異

議
申

立
て

の
内

容
･→

･3
本

件
文

書
Ⅲ

の
存

否
に

つ
い

て
第

2
回

熊
本

市
自

治
推

進
委

員
会

(平
成

2
4
年

7
月

2
日

開
催

)、
平

成
2
4
年

度
市

政
ﾘﾚ

ｰ
ｼ

ﾝ
ﾎ
ﾟｼ

ﾞｳ
ﾑ

(平
成

2
4
年

7
月

7
日

開
催

の
中

で
、

熊
本

市
自

治
推

進
委

員
会

の
委

員
長

は
、

幸
山

市
長

か
ら

熊
本

市
自

治
基

本
条

例
の

改
正

の
諮

問
を

受
け

た
の

で
、

審
議

に
入

り
ま

す
と

の
発

言
し

て
い

る
。

そ
の

為
、

市
長

か
ら

の
委

員
長

宛
の

諮
問

書
が

｢不
存

在
｣と

は
あ

り
得

な
い

。
法

的
行

政
執

行
･文

書
等

執
行

等
に

詳
し

い
筈

の
学

識
経

験
者

の
明

確
な

発
言

が
あ

る
に

も
拘

ら
ず

、
委

員
長

宛
の

市
長

発
達

公
文

書
･諮

問
書

が
｢不

存
在

｣と
は

あ
り

得
な

い
。

更
に

、
熊

本
市

自
治

推
進

委
員

会
の

諮
問

事
項

に
つ

い
て

(伺
い

)の
庁

内
･市

長
等

決
裁

稟
議

書
も

｢存
在

｣す
る

の
に

、
｢不

存
在

｣は
あ

り
得

な
い

。
速

や
か

に
｢不

存
在

｣を
取

り
消

し
て

、
｢存

在
･諮

問
書

交
付

｣を
執

行
し

て
頂

き
た

い
。

と
記

述
し

て
あ

る
。

こ
れ

に
対

し
て

、
･第

4
実

施
機

関
の

説
明

の
趣

旨
･→

･3
本

件
文

書
1
1
1
の

存
否

に
つ

い
て

熊
本

市
自

治
推

進
委

員
会

の
市

長
か

ら
の

諮
問

事
項

に
つ

い
て

は
、

平
成

2
4

年
5
月

2
3
日

に
市

長
決

済
に

よ
り

決
定

し
た

事
項

で
あ

る
が

、
公

印
押

印
の

書
面

は
作

成
し

て
い

な
い

。

企
画

振
興

局
市

民
協

働
課

1
 熊

本
市

自
治

推
進

委
員

会
開

催
通

知
2
 熊

本
市

自
治

基
本

条
例

見
直

し
委

員
会

開
催

通
知

3
 熊

本
市

市
民

協
働

事
業

選
定

委
員

会
開

催
通

知 4
 熊

本
市

市
民

公
益

活
動

支
援

基
金

運
営

委
員

会
開

催
通

知
5
 熊

本
市

特
定

非
営

利
活

動
法

人
条

例
個

別
指

定
制

度
検

討
委

員
会

開
催

通
知

6
 熊

本
市

安
全

安
心

ま
ち

づ
く

り
推

進
協

議
会

開
催

通
知

7
 熊

本
市

交
通

安
全

対
策

会
議

開
催

通
知

8
 く

ま
も

と
市

男
女

共
同

参
画

会
議

開
催

通
知

(全
て

、
平

成
2
3
年

6
月

2
6
日

～
平

成
2
6
年

6
月

2
5

日
開

催
分

)
開

示
6
/
2
7

7
/
1
1

-102-



受
付

番
号

受
付

日
請

求
す

る
文

書
の

件
名

所
管

課
期

限
延

長
決

定
文

書
の

件
名

決
定

内
容

不
開

示
理

由
開

示
等

決
定

日
開

示
日

よ
っ

て
、

｢自
治

推
進

委
員

会
諮

問
通

知
書

自
治

推
進

委
員

会
長

熊
本

市
幸

山
市

長
公

印
押

印
の

書
面

｣は
｢

不
存

在
｣で

あ
る

。
と

記
し

て
あ

る
。

ま
た

、
こ

の
審

議
会

の
答

申
と

し
て

、
→

～
当

審
議

会
で

調
査

を
行

っ
た

結
果

、
本

市
に

お
い

て
は

、
附

属
機

関
へ

押
印

し
た

文
書

に
よ

る
諮

問
の

形
式

を
と

っ
て

い
な

い
こ

と
か

ら
、

本
件

文
書

1
1
1
に

つ
い

て
も

押
印

し
た

諮
問

書
を

必
須

と
し

て
取

扱
わ

な
い

と
す

る
実

施
機

関
の

説
明

に
不

合
理

が
あ

る
と

は
認

め
ら

れ
な

い
。

と
あ

る
が

、
熊

本
市

長
の

附
属

機
関

･｢
熊

本
市

情
報

公
開

･個
人

情
報

保
護

審
議

会
条

例
｣(

不
服

申
立

て
に

関
す

る
手

続
き

)第
1
7
条

～
熊

本
市

情
報

公
開

･個
人

情
報

保
護

審
議

会
条

例
(平

成
1
5
年

条
例

第
1
1
号

)第
1
条

に
規

定
す

る
熊

本
市

情
報

公
開

･個
人

情
報

保
護

審
議

会
(以

下
｢

審
議

会
｣と

い
う

。
)に

諮
問

し
、

そ
の

答
申

を
尊

重
し

て
当

該
不

服
申

立
て

に
対

す
る

決
定

又
は

裁
決

を
し

な
け

れ
ば

な
ら

な
い

。
と

あ
り

、
別

記
様

式
第

1
0
号

･情
報

公
開

審
査

諮
問

書
･実

施
機

関
印

が
定

め
ら

れ
て

お
り

、
～

熊
本

市
情

報
公

開
条

例
第

1
7
条

の
規

定
に

よ
り

、
諮

問
し

ま
す

。
と

明
記

さ
れ

て
い

る
。

下
記

の
開

示
請

求
が

｢不
存

在
｣の

場
合

は
再

度
審

議
を

や
り

直
し

、
訂

正
し

、
答

申
文

再
発

遣
執

行
･す

べ
き

で
あ

る
。

熊
本

市
長

･附
属

機
関

･に
対

し
て

、
熊

本
市

長
公

印
押

印
の

あ
る

諮
問

書
も

な
く

、
附

属
機

関
の

審
議

会
を

開
催

さ
せ

た
事

例
の

過
去

三
年

間
の

全
て

の
事

例
の

開
示

請
求

。

2
1
0

6
/
1
3

H
4
-
1
8
3
-
J計

画
平

面
図

 道
路

位
置

指
定

白
黒

ｺ
ﾋ
ﾟｰ

可
都

市
建

設
局

建
築

指
導

課
H

4
‐
1
8
3
-
J計

画
平

面
図

 道
路

位
置

指
定

白
黒

ｺ
ﾋ
ﾟｰ

可
開

示
6
/
1
8

6
/
2
3

2
1
1

6
/
1
6

平
成

2
6
年

1
月

1
日

か
ら

2
6
年

4
月

3
0
日

ま
で

の
住

居
表

示
番

号
付

定
申

請
に

伴
っ

た
当

該
住

居
表

示
台

帳
(可

能
で

あ
れ

ば
、

電
磁

的
記

録
の

交
付

を
希

望
)

企
画

振
興

局
区

政
推

進
課

平
成

2
6
年

1
月

1
日

か
ら

平
成

2
6
年

4
月

3
0
日

ま
で

の
住

居
番

号
付

定
申

請
に

伴
っ

た
当

該
住

居
表

示
台

帳
開

示
(一

部
請

求
拒

否
)

2
号

　
個

人
情

報
6
/
2
3

6
/
2
5

郵
送

2
1
2

6
/
1
7

飲
食

店
営

業
許

可
書

一
覧

平
成

2
6
年

5
月

1
2
日

～
平

成
2
6
年

6
月

1
6
日

新
規

(更
新

除
く

)
･仮

設
、

移
動

販
売

、
自

動
販

売
機

、
ｺ
ﾝ
ﾋ
ﾞﾆ

除
く

･項
目

店
舗

名
、

住
所

、
代

表
者

名
、

電
話

番
号

、
申

請
年

月
日

、
許

可
年

月
日

健
康

福
祉

子
ど

も
局

食
品

保
健

課

平
成

2
6
年

5
月

1
2
日

～
平

成
2
6
年

6
月

1
6
日

ま
で

の
間

に
、

熊
本

市
内

に
お

い
て

新
規

に
営

業
許

可
を

受
け

た
飲

食
店

一
覧

(仮
設

、
移

動
販

売
、

自
動

販
売

機
、

ｺ
ﾝ
ﾋ
ﾞﾆ

を
除

く
)

計
1
1
0
件

項
目

:店
舗

名
、

住
所

、
代

表
者

名
、

電
話

番
号

、
申

請
年

月
日

、
許

可
年

月
日

※
 開

示
情

報
取

り
出

し
日

時
:平

成
2
6
年

6
月

1
8

日
 1

1
:0

0

開
示

6
/
1
9

1
0
/
2
1
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受
付

番
号

受
付

日
請

求
す

る
文

書
の

件
名

所
管

課
期

限
延

長
決

定
文

書
の

件
名

決
定

内
容

不
開

示
理

由
開

示
等

決
定

日
開

示
日

2
1
3

6
/
1
8

平
成

2
6
年

6
月

1
1
日

開
札

教
育

委
員

会
 施

設
課

(仮
称

)特
別

支
援

学
校

(高
等

部
)造

成
工

事
(第

1
期

)
上

記
の

金
入

設
計

書
の

開
示

を
お

願
い

致
し

ま
す

。

教
育

委
員

会
事

務
局

施
設

課

 (
仮

称
)特

別
支

援
学

校
(高

等
部

)造
成

工
事

(第
1

期
)金

入
設

計
書

開
示

6
/
2
3

6
/
2
3

2
1
4

6
/
1
8

道
路

判
定

の
書

類
熊

本
市

南
区

城
南

町
今

吉
野

字
中

原
○

○
-
○

前
面

道
路

 白
黒

で

都
市

建
設

局
建

築
指

導
課

道
路

判
定

の
書

類
熊

本
市

南
区

城
南

町
今

吉
野

字
中

原
○

○
-
○

 前
面

道
路

 白
黒

で
開

示
6
/
2
0

6
/
2
5

2
1
5

6
/
1
8

熊
本

市
南

部
万

年
青

年
館

の
平

成
2
5
年

指
定

管
理

者
公

募
に

関
す

る
申

請
書

一
切

健
康

福
祉

子
ど

も
局

高
齢

介
護

福
祉

課

有
7
/
2
5

熊
本

市
介

護
予

防
支

援
事

業
推

進
の

た
め

の
施

設
 指

定
管

理
者

申
請

書
開

示
(一

部
請

求
拒

否
)

3
号

　
法

人
等

情
報

7
/
1
8

7
/
2
8

2
1
6

6
/
1
8

位
置

指
定

道
路

台
帳

S
3
3
-
0
3
7

熊
本

市
上

水
前

寺
･関

係
書

類
一

式
･図

面
類

ｶ
ﾗ
ｰ

の
も

の
は

ｶ
ﾗ
ｰ

で

都
市

建
設

局
建

築
指

導
課

位
置

指
定

道
路

台
帳

 S
3
3
-
0
3
7
 熊

本
市

上
水

前
寺 ･関

係
書

類
一

式
･図

面
類

ｶ
ﾗ
ｰ

の
も

の
は

ｶ
ﾗ
ｰ

で

開
示

(一
部

請
求

拒
否

)
2
号

　
個

人
情

報
6
/
2
0

6
/
2
0

2
1
7

6
/
1
8

食
品

営
業

許
可

台
帳

(営
業

所
所

在
地

･屋
号

･営
業

者
氏

名
･住

所
･業

種
･許

可
年

月
日

･許
可

期
限

)
の

内
、

許
可

年
月

日
が

平
成

2
6
年

6
月

1
8
日

現
在

の
新

規
･更

新
許

可
を

し
た

飲
食

店
の

一
覧

の
喫

茶
店

営
業

(自
動

販
売

機
の

み
)の

開
示

を
お

願
い

し
た

い
健

康
福

祉
子

ど
も

局
食

品
保

健
課

平
成

2
6
年

6
月

1
8
日

現
在

で
、

新
規

及
び

更
新

許
可

を
し

た
喫

茶
店

営
業

(自
動

販
売

機
の

み
)の

施
設 計

1
,0

1
9
件

項
目

:営
業

所
所

在
地

、
屋

号
、

営
業

者
氏

名
、

営
業

者
住

所
、

業
種

、
初

許
可

年
月

日
、

許
可

期
限

※
 開

示
情

報
取

り
出

し
日

時
:平

成
2
6
年

6
月

2
3

日
 午

前
1
0
時

開
示

6
/
2
7

7
/
1

2
1
8

6
/
1
8

一
般

県
道

砂
原

四
方

寄
線

(池
上

工
区

)
2
号

ﾄﾝ
ﾈ

ﾙ
水

文
調

査
業

務
委

託
金

入
設

計
書

都
市

建
設

局
北

部
土

木
ｾ

ﾝ
ﾀ
ｰ

工
務

課

･一
般

県
道

砂
原

四
方

寄
線

(池
上

工
区

)2
号

ﾄﾝ
ﾈ

ﾙ
水

文
調

査
業

務
委

託
の

金
入

設
計

書
開

示
6
/
2
3

6
/
2
4

2
1
9

6
/
1
8

平
成

2
6
年

0
3
月

1
2
日

開
札

東
区

健
軍

2
丁

目
2
0
番

地
付

近
φ

8
0
0
粍

配
水

管
推

進
工

事
国

道
5
7
号

線
(共

同
溝

)φ
5
0
0
粍

配
水

管
布

設
工

事
南

区
富

合
町

廻
江

･田
尻

間
(国

道
3
号

)φ
1
0
0
･7

5
粍

配
水

管
布

設
他

1
件

工
事

(3
工

区
)

上
記

3
件

の
工

事
の

金
入

り
設

計
書

の
開

示
を

お
願

い
し

ま
す

。

上
下

水
道

局
水

道
整

備
課

･東
区

健
軍

2
丁

目
2
0
番

地
付

近
φ

8
0
0
粍

配
水

管
推

進
工

事
･国

道
5
7
号

線
(共

同
溝

)φ
5
0
0
粍

配
水

管
布

設
工

事
･南

区
富

合
町

廻
江

･田
尻

間
(国

道
3
号

)φ
1
0
0
･

7
5
粍

配
水

管
布

設
他

1
件

工
事

(3
工

区
)

上
記

の
金

額
入

り
工

事
内

訳
書

開
示

6
/
2
0

7
/
8
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受
付

番
号

受
付

日
請

求
す

る
文

書
の

件
名

所
管

課
期

限
延

長
決

定
文

書
の

件
名

決
定

内
容

不
開

示
理

由
開

示
等

決
定

日
開

示
日

2
2
0

6
/
1
9

戸
島

送
水

場
小

水
力

発
電

設
備

室
築

造
工

事
入

札
工

事
内

訳
書

金
入

設
計

書
上

下
水

道
局

水
道

整
備

課

戸
島

送
水

場
小

水
力

発
電

設
備

室
築

造
工

事
上

記
工

事
の

金
入

り
内

訳
書

(工
種

明
細

表
及

び
科

目
内

訳
表

)
(変

更
契

約
前

の
当

初
の

設
計

)

開
示

6
/
2
0

6
/
2
6

2
2
1

6
/
2
0

道
路

判
定

の
書

類
0
2
-
3
3
9
-
0
2
～

〃
　

〃
　

 1
8

(ｶ
ﾗ
ｰ

)

都
市

建
設

局
建

築
指

導
課

道
路

判
定

の
書

類
0
2
-
3
3
9
-
0
2
～

0
2
-
3
3
9
-
1
8
(ｶ

ﾗ
ｰ

)
開

示
(一

部
請

求
拒

否
)

2
号

　
個

人
情

報
6
/
2
4

6
/
2
5

2
2
2

6
/
2
0

田
原

小
学

校
屋

内
運

動
場

天
井

落
下

防
止

対
策

工
事

金
入

設
計

書

教
育

委
員

会
事

務
局

施
設

課

田
原

小
学

校
屋

内
運

動
場

天
井

落
下

防
止

対
策

工
事

金
入

設
計

書
開

示
7
/
2

7
/
3

2
2
3

6
/
2
0

･消
防

用
設

備
等

検
査

済
証

(中
消

発
第

6
5
号

 平
成

2
2

年
1
1
月

1
2
日

)
･消

防
用

設
備

等
設

置
届

出
書

(平
成

2
2
年

1
1
月

2
日

)
自

動
火

災
報

知
設

備
)

※
系

統
図

、
1
階

･2
階

の
平

面
図

･防
火

対
象

物
使

用
開

始
届

出
書

(平
成

1
2
年

8
月

1
9

日
)○

○
※

消
防

同
意

、
求

積
図

、
仕

上
表

、
配

置
図

、
1
･2

階
･R

階
平

面
図

、
立

面
図

、
断

面
図

)
･消

防
用

設
備

等
設

置
届

出
書

(平
成

1
2
年

8
月

2
1
日

第
1
1
7
0
号

～
第

1
1
7
4
号

)
※

消
火

器
、

自
動

火
災

報
知

設
備

、
非

常
放

送
、

非
難

器
具

、
誘

導
灯

･変
電

設
備

設
置

届
出

書
(平

成
1
2
年

8
月

1
8
日

)
･防

火
対

象
物

使
用

開
始

届
出

書
(平

成
1
2
年

8
月

2
1
日

第
1
1
7
6
号

)駐
車

場
※

1
階

、
R
階

平
面

図
･消

防
用

設
備

等
設

置
届

出
書

(平
成

1
2
年

8
月

2
1
日

第
1
1
7
7
号

)
○

○
熊

本
市

中
央

区
黒

髪
3
-
○

-
○

○

消
防

局
総

務
課

熊
本

市
中

央
区

黒
髪

3
-
○

-
○

○
○

○
【
請

求
図

面
】

･消
防

用
設

備
等

検
査

済
証

(中
消

発
第

6
5
号

平
成

2
2
年

1
1
月

1
2
日

)
･消

防
用

設
備

等
設

置
届

出
書

(平
成

2
2
年

1
1
月

2
日

 自
動

火
災

報
知

設
備

)
※

系
統

図
、

 1
階

･2
階

の
平

面
図

･防
火

対
象

物
使

用
開

始
届

出
書

(○
○

)
(平

成
1
2
年

8
月

1
9
日

)
※

消
防

同
意

、
求

積
図

、
仕

上
表

、
配

置
図

、
 1

,2
階

･R
階

平
面

図
、

立
面

図
、

断
面

図
･消

防
用

設
備

等
設

置
届

出
書

(平
成

1
2
年

8
月

2
1
日

 第
1
1
7
0
号

～
第

1
1
7
4
号

)
※

消
火

器
、

自
動

火
災

報
知

設
備

、
非

常
放

送
、

避
難

器
具

、
誘

導
等

･変
電

設
備

設
置

届
出

書
(平

成
1
2
年

8
月

1
8
日

)
･防

火
対

象
物

使
用

開
始

届
出

書
(駐

車
場

)
(平

成
1
2
年

8
月

2
1
日

 第
1
1
7
6
号

)
※

1
階

、
R
階

平
面

図
･消

防
用

設
備

等
設

置
届

出
書

(平
成

1
2
年

8
月

2
1
日

 第
1
1
7
7
号

)

開
示

7
/
1

7
/
3

2
2
4

6
/
2
3

池
田

3
丁

目
○

○
道

路
指

定
(H

1
5
-
0
4
0
号

)
ｶ
ﾗ
ｰ

は
ｶ
ﾗ
ｰ

で
お

願
い

致
し

ま
す

。

都
市

建
設

局
建

築
指

導
課

池
田

3
丁

目
○

○
道

路
指

定
(H

1
5
‐
0
4
0
号

)
ｶ
ﾗ
ｰ

は
ｶ
ﾗ
ｰ

で
お

願
い

し
ま

す
。

開
示

6
/
2
4

6
/
2
4
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受
付

番
号

受
付

日
請

求
す

る
文

書
の

件
名

所
管

課
期

限
延

長
決

定
文

書
の

件
名

決
定

内
容

不
開

示
理

由
開

示
等

決
定

日
開

示
日

2
2
5

6
/
2
3

平
成

2
6
年

4
月

2
1
日

実
施

 北
区

楠
2
丁

目
の

街
区

変
更

及
び

平
成

2
6
年

6
月

1
日

実
施

 南
区

田
井

島
土

地
区

画
整

理
事

業
に

伴
う

住
所

変
更

に
つ

い
て

変
更

内
容

が
分

か
る

資
料

図
面

(街
区

変
更

図
、

住
居

表
示

台
帳

等
)

企
画

振
興

局
区

政
推

進
課

平
成

2
6
年

 4
月

2
1
日

実
施

 北
区

楠
二

丁
目

の
街

区
変

更
平

成
2
6
年

 6
月

 1
日

実
施

 南
区

田
井

島
土

地
区

画
整

理
事

業
住

所
変

更
に

つ
い

て
変

更
内

容
が

分
か

る
資

料
図

面
(街

区
変

更
図

、
住

居
表

示
台

帳
等

)

開
示

(一
部

請
求

拒
否

)
2
号

　
個

人
情

報
6
/
2
6

6
/
3
0

郵
送

2
2
6

6
/
2
3

中
央

区
の

平
成

2
6
年

度
連

合
会

長
･自

治
会

長
名

簿
。

中
央

区
役

所
ま

ち
づ

く
り

推
進

課

中
央

区
の

平
成

2
6
年

度
自

治
会

長
名

簿

開
示

7
/
2

7
/
3

郵
送

中
央

区
の

平
成

2
6
年

度
連

合
会

長
名

簿
不

存
在

第
1
1
条

　
第

2
項

7
/
2

2
2
7

6
/
2
3

･位
置

指
定

道
路

 S
4
4
-
5
1
1

上
記

申
請

書
の

写
･位

置
指

定
道

路
 H

0
1
-
0
2
3

上
記

申
請

書
の

写

都
市

建
設

局
建

築
指

導
課

○
位

置
指

定
道

路
 S

4
4
-
5
1
1

上
記

申
請

書
の

写
○

位
置

指
定

道
路

 H
0
1
-
0
2
3

上
記

申
請

書
の

写

開
示

(一
部

請
求

拒
否

)
2
号

　
個

人
情

報
6
/
2
4

6
/
2
6

2
2
8

6
/
2
3

南
区

の
平

成
2
6
年

度
連

合
会

長
･自

治
会

長
名

簿
。

南
区

役
所

ま
ち

づ
く

り
推

進
課

南
区

の
平

成
2
6
年

度
連

合
会

長
･自

治
会

長
名

簿

開
示

6
/
2
6

7
/
3

郵
送

南
区

の
平

成
2
6
年

度
連

合
会

長
･自

治
会

長
名

簿
不

存
在

第
1
1
条

　
第

2
項

6
/
2
6

2
2
9

6
/
2
3

北
区

の
平

成
2
6
年

度
連

合
会

長
･自

治
会

長
名

簿
。

北
区

役
所

ま
ち

づ
く

り
推

進
課

北
区

の
平

成
2
6
年

度
連

合
会

長
･自

治
会

長
名

簿

開
示

6
/
2
4

7
/
3

郵
送

北
区

の
平

成
2
6
年

度
連

合
会

長
･自

治
会

長
名

簿
不

存
在

第
1
1
条

　
第

2
項

6
/
2
4

2
3
0

6
/
2
3

東
区

の
平

成
2
6
年

度
連

合
会

長
･自

治
会

長
名

簿
。

東
区

役
所

ま
ち

づ
く

り
推

進
課

東
区

の
平

成
2
6
年

度
連

合
会

長
･自

治
会

長
名

簿

開
示

6
/
2
5

7
/
3

郵
送

東
区

の
平

成
2
6
年

度
連

合
会

長
･自

治
会

長
名

簿
不

存
在

第
1
1
条

　
第

2
項

6
/
2
5

2
3
1

6
/
2
3

西
区

の
平

成
2
6
年

度
連

合
会

長
･自

治
会

長
名

簿
。

西
区

役
所

ま
ち

づ
く

り
推

進
課

西
区

の
平

成
2
6
年

度
連

合
会

長
･自

治
会

長
名

簿
。

(う
ち

、
自

治
会

長
名

簿
)

開
示

6
/
2
7

7
/
3

郵
送

西
区

の
平

成
2
6
年

度
連

合
会

長
･自

治
会

長
名

簿
。

(う
ち

、
連

合
会

長
名

簿
)

不
存

在
第

1
1
条

　
第

2
項

6
/
2
7

2
3
2

6
/
2
3

熊
本

市
上

下
水

道
局

別
館

建
築

改
修

工
事

の
金

額
入

内
訳

書
上

下
水

道
局

水
道

整
備

課
熊

本
市

上
下

水
道

局
別

館
建

築
改

修
工

事
金

入
内

訳
書

開
示

6
/
2
6

6
/
2
7
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受
付

番
号

受
付

日
請

求
す

る
文

書
の

件
名

所
管

課
期

限
延

長
決

定
文

書
の

件
名

決
定

内
容

不
開

示
理

由
開

示
等

決
定

日
開

示
日

2
3
3

6
/
2
4

○
○

中
学

校
○

○
部

に
つ

い
て

①
｢○

○
中

学
校

部
活

動
規

定
及

び
申

し
合

わ
せ

事
項

｣を
開

示
し

て
く

だ
さ

い
。

②
○

○
部

の
4
月

、
5
月

、
6
月

の
練

習
計

画
の

承
認

申
請

書
も

し
く

は
起

案
書

、
お

よ
び

そ
の

承
認

決
裁

に
係

わ
る

文
書

。
③

○
○

部
の

6
月

7
、

8
日

の
○

○
高

校
で

の
試

合
参

加
に

と
も

な
う

承
認

申
請

書
も

し
く

は
起

案
書

、
お

よ
び

そ
の

承
認

決
裁

に
係

わ
る

文
書

。
④

○
○

部
の

6
月

1
4
、

1
5
日

の
八

代
市

、
○

○
高

校
で

の
試

合
参

加
に

と
も

な
う

承
認

申
請

書
も

し
く

は
起

案
書

、
お

よ
び

そ
の

承
認

決
済

に
係

わ
る

文
書

。

教
育

委
員

会
事

務
局

健
康

教
育

課

･○
○

部
の

6
月

7
、

8
日

開
催

の
実

施
承

認
起

案
及

び
承

認
書

(校
長

承
認

)
･○

○
部

の
6
月

1
4
, 
1
5
日

開
催

の
実

施
承

認
起

案
及

び
承

認
書

(校
長

承
認

)

開
示

(一
部

請
求

拒
否

)
2
号

　
個

人
情

報
7
/
8

7
/
1
0

･○
○

中
学

校
部

活
動

規
定

及
び

申
し

合
わ

せ
事

項 ･○
○

部
の

4
月

、
 5

月
、

6
月

の
練

習
計

画
開

示
7
/
8

7
/
1
0

2
3
4

6
/
2
4

社
会

福
祉

法
人

○
○

平
成

2
3
年

度
、

2
4
年

度
、

2
5
年

度
貸

借
対

照
表

事
業

活
動

収
支

報
告

書

健
康

福
祉

子
ど

も
局

保
育

幼
稚

園
課

社
会

福
祉

法
人

○
○

の
平

成
2
3
、

2
4
年

度
の

賃
借

対
照

表
、

事
業

活
動

収
支

計
算

書
、

事
業

活
動

収
支

内
訳

表
開

示
6
/
2
5

7
/
1

2
3
5

6
/
2
4

道
路

判
定

0
5
-
0
3
4
-
0
1

0
5
-
0
3
4
-
0
2

0
5
-
0
3
4
-
0
3

0
5
-
0
3
4
-
0
4

0
5
-
0
3
4
-
0
5

0
5
-
0
3
4
-
0
6

0
5
-
0
3
4
-
0
7

ｶ
ﾗ
ｰ

は
ｶ
ﾗ
ｰ

で

都
市

建
設

局
建

築
指

導
課

道
路

判
定

0
5
-
0
3
4
-
0
1
 0

5
-
0
3
4
-
0
2
 0

5
-
0
3
4
-
0
3
 0

5
-
0
3
4
-

0
4
 0

5
-
0
3
4
-
0
5
 0

5
-
0
3
4
-
0
6
 0

5
-
0
3
4
-
0
6
 0

5
-

0
3
4
-
0
7

ｶ
ﾗ
ｰ

は
ｶ
ﾗ
ｰ

で
開

示
(一

部
請

求
拒

否
)

2
号

　
個

人
情

報
6
/
2
5

6
/
2
5

2
3
6

6
/
2
4

･0
5
-
5
5
3
 道

路
判

定
台

帳
　

　
　

　
　

　
　

　
　

〃
　

の
調

査
書

　
　

　
　

　
　

専
用

道
路

協
議

書
･S

4
2
-
1
3
0
 位

置
指

定
台

帳

都
市

建
設

局
建

築
指

導
課

○
0
5
-
5
5
3
 道

路
判

定
台

帳
道

路
判

定
の

調
査

書
専

用
道

路
協

議
書

○
S
4
2
-
1
3
0
 位

置
指

定
台

帳

開
示

(一
部

請
求

拒
否

)
2
号

　
個

人
情

報
6
/
2
5

7
/
8

2
3
7

6
/
2
5

金
峰

山
少

年
自

然
の

家
宿

泊
棟

ﾄｲ
ﾚ
改

修
工

事
金

額
入

り
設

計
書

都
市

建
設

局
営

繕
課

金
峰

山
少

年
自

然
の

家
宿

泊
棟

ﾄｲ
ﾚ
改

修
工

事
金

額
入

り
設

計
書

開
示

6
/
2
6

6
/
2
6
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受
付

番
号

受
付

日
請

求
す

る
文

書
の

件
名

所
管

課
期

限
延

長
決

定
文

書
の

件
名

決
定

内
容

不
開

示
理

由
開

示
等

決
定

日
開

示
日

2
3
8

6
/
2
5

●
花

岡
山

中
腹

○
○

･に
設

計
変

更
で

･石
垣

の
天

辺
崖

っ
ぷ

ち
･に

･L
P
G

ﾀ
ﾝ
ｸ
建

築
許

可
確

認
書

交
付

･等
･

執
行

･し
た

事
に

対
す

る
以

下
の

開
示

請
求

。
1
.｢

液
化

石
油

ｶ
ﾞｽ

の
保

安
の

確
保

及
び

取
引

の
適

正
化

に
関

す
る

法
律

施
行

規
則

(平
成

九
年

三
月

十
日

通
商

産
業

省
令

第
十

一
号

)の
第

十
八

条
十

三
供

給
管

は
、

地
く

ず
れ

、
山

く
ず

れ
、

地
盤

の
不

同
沈

下
等

の
お

そ
れ

の
あ

る
場

所
又

は
建

物
の

基
礎

面
下

に
設

置
し

な
い

こ
と

。
と

あ
る

。
こ

こ
の

L
P
G

ﾀ
ﾝ
ｸ
位

置
は

、
石

垣
の

天
辺

崖
っ

ぷ
ち

･東
側

外
れ

･で
、

本
館

ま
で

の
供

給
管

が
数

十
米

埋
設

配
管

さ
れ

て
い

る
が

、
L
P
G

ﾀ
ﾝ
ｸ
位

置
の

横
は

駐
車

場
で

あ
り

、
車

の
走

行
も

あ
り

、
石

垣
の

真
上

崖
っ

ぷ
ち

の
位

置
で

も
あ

り
、

真
下

周
辺

に
は

旧
防

空
壕

の
巨

大
空

洞
も

展
開

し
て

い
る

地
理

的
地

層
不

良
条

件
の

中
で

、
ど

の
様

な
検

査
等

が
行

わ
れ

、
ど

の
様

な
根

拠
･条

件
･等

に
よ

っ
て

、
あ

ん
し

ん
安

全
と

し
て

の
検

査
審

査
審

議
の

結
果

な
の

か
?
更

に
、

供
給

管
も

あ
ん

し
ん

安
全

と
し

て
、

建
築

許
可

確
認

書
交

付
･完

成
検

査
許

可
書

交
付

が
市

政
執

行
さ

れ
た

根
拠

等
の

わ
か

る
資

料
等

の
開

示
請

求
。

都
市

建
設

局
建

築
指

導
課

●
花

岡
山

中
腹

･○
○

･に
設

計
変

更
で

･石
垣

の
天

辺
崖

っ
ぷ

ち
･に

･L
P
G

ﾀ
ﾝ
ｸ
建

築
許

可
確

認
書

交
付

･等
･執

行
･し

た
事

に
対

す
る

以
下

の
開

示
請

求
。

1
.ど

の
様

な
検

査
等

が
行

わ
れ

、
ど

の
様

な
根

拠
･

条
件

･等
に

よ
っ

て
、

あ
ん

し
ん

安
全

と
し

て
の

検
査

審
査

審
議

の
結

果
な

の
か

?
更

に
、

供
給

管
も

あ
ん

し
ん

安
全

と
し

て
、

建
築

許
可

確
認

書
交

付
･

完
成

検
査

許
可

書
交

付
が

市
政

執
行

さ
れ

た
根

拠
等

の
わ

か
る

資
料

等
の

開
示

請
求

。
2
.L

P
G

ﾀ
ﾝ
ｸ
設

置
位

置
の

直
近

近
接

に
給

水
槽

･
ﾎ
ﾟﾝ

ﾌ
ﾟ･

受
水

槽
･が

併
設

し
て

い
る

が
、

液
化

石
油

ｶ
ﾞｽ

保
安

法
(有

毒
ｶ
ﾞｽ

?
)の

適
応

を
受

け
る

施
設

と
併

設
し

て
も

構
わ

な
い

と
し

て
建

築
許

可
確

認
書

･
完

成
検

査
合

格
さ

せ
た

根
拠

等
の

わ
か

る
資

料
等

の
開

示
請

求
。

そ
の

他

１
及

び
２

の
文

書
は

一
般

に
公

開
さ

れ
て

お
り

、
容

易
に

入
手

で
き

る
も

の
で

あ
る

か
ら

、
情

報
公

開
の

対
象

外
。

7
/
3

2
.L

P
G

ﾀ
ﾝ
ｸ
設

置
位

置
の

直
近

近
接

に
給

水
槽

･ﾎ
ﾟﾝ

ﾌ
ﾟ･

受
水

槽
･が

併
設

し
て

い
る

が
、

給
水

槽
等

は
上

水
道

水
衛

生
状

態
の

規
制

等
が

厳
し

い
と

思
わ

れ
る

が
、

液
化

石
油

ｶ
ﾞｽ

保
安

法
(有

毒
ｶ
ﾞｽ

?
)の

適
応

を
受

け
る

施
設

と
併

設
し

て
も

構
わ

な
い

と
し

て
建

築
許

可
確

認
書

･完
成

検
査

合
格

さ
せ

た
根

拠
等

の
わ

か
る

資
料

等
の

開
示

請
求

。
※

添
付

参
照

熟
視

写
真

資
料

等
･A

4
→

1
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受
付

番
号

受
付

日
請

求
す

る
文

書
の

件
名

所
管

課
期

限
延

長
決

定
文

書
の

件
名

決
定

内
容

不
開

示
理

由
開

示
等

決
定

日
開

示
日

2
3
9

6
/
2
5

●
花

岡
山

中
腹

･○
○

･に
設

計
変

更
で

･石
垣

の
天

辺
崖

っ
ぷ

ち
･に

･L
P
G

ﾀ
ﾝ
ｸ
建

築
許

可
確

認
書

交
付

･等
･

執
行

･し
た

事
に

対
す

る
以

下
の

開
示

請
求

。
1
.｢

液
化

石
油

ｶ
ﾞｽ

の
保

安
の

確
保

及
び

取
引

の
適

正
化

に
関

す
る

法
律

施
行

規
則

(平
成

九
年

三
月

十
日

通
商

産
業

省
令

第
十

一
号

)の
第

十
八

条
十

三
供

給
管

は
、

地
く

ず
れ

、
山

く
ず

れ
、

地
盤

の
不

同
沈

下
等

の
お

そ
れ

の
あ

る
場

所
又

は
建

物
の

基
礎

面
下

に
設

置
し

な
い

こ
と

。
と

あ
る

。
こ

こ
の

L
P
G

ﾀ
ﾝ
ｸ
位

置
は

、
石

垣
の

天
辺

崖
っ

ぷ
ち

･東
側

外
れ

･で
、

本
館

ま
で

の
供

給
管

が
数

十
米

埋
設

配
管

さ
れ

て
い

る
が

、
L
P
G

ﾀ
ﾝ
ｸ
位

置
の

横
は

駐
車

場
で

あ
り

、
車

の
走

行
も

あ
り

、
石

垣
の

真
上

崖
っ

ぷ
ち

の
位

置
で

も
あ

り
、

真
下

周
辺

に
は

旧
防

空
壕

の
巨

大
空

洞
も

展
開

し
て

い
る

地
理

的
地

層
不

良
条

件
の

中
で

、
ど

の
様

な
検

査
等

が
行

わ
れ

、
ど

の
様

な
根

拠
･条

件
･等

に
よ

っ
て

、
あ

ん
し

ん
安

全
と

し
て

の
検

査
審

査
審

議
の

結
果

な
の

か
?
更

に
、

供
給

管
も

あ
ん

し
ん

安
全

と
し

て
、

建
築

許
可

確
認

書
交

付
･完

成
検

査
許

可
書

交
付

が
市

政
執

行
さ

れ
た

根
拠

等
の

わ
か

る
資

料
等

の
開

示
請

求
。

消
防

局
総

務
課

花
岡

山
中

腹
･○

○
に

設
計

変
更

で
石

垣
天

辺
崖

っ
ぷ

ち
に

L
P
G

ﾀ
ﾝ
ｸ
建

築
許

可
確

認
書

交
付

等
･執

行
し

た
こ

と
に

対
す

る
以

下
の

開
示

請
求

。
【
請

求
項

目
】

1
.｢

液
化

石
油

ｶ
ﾞｽ

の
保

安
の

確
保

及
び

取
引

の
適

正
化

に
関

す
る

法
律

施
行

規
則

(平
成

九
年

三
月

十
日

通
商

産
業

省
令

第
十

一
号

)の
第

十
八

条
十

三
供

給
管

は
地

く
ず

れ
、

山
く

ず
れ

、
地

盤
の

不
同

沈
下

等
の

お
そ

れ
の

あ
る

場
所

又
は

建
物

の
基

礎
面

下
に

設
置

し
な

い
こ

と
。

と
あ

る
。

こ
こ

の
L
P
G

ﾀ
ﾝ
ｸ
位

置
は

、
石

垣
の

天
辺

崖
っ

ぷ
ち

･東
側

外
れ

で
本

館
ま

で
の

供
給

管
が

数
十

米
埋

設
配

管
さ

れ
て

い
る

が
、

L
P
G

ﾀ
ﾝ
ｸ
位

置
の

横
は

駐
車

場
で

あ
り

、
車

の
走

行
も

あ
り

石
垣

の
真

上
崖

っ
ぷ

ち
の

位
置

で
も

あ
り

、
真

下
周

辺
に

は
旧

防
空

壕
の

巨
大

空
洞

も
展

開
し

て
い

る
地

理
的

地
層

の
不

良
条

件
の

中
で

、
ど

の
よ

う
な

検
査

等
が

行
わ

れ
、

ど
の

様
な

根
拠

･条
件

等
に

よ
っ

て
、

あ
ん

し
ん

安
全

と
し

て
の

検
査

審
査

審
議

結
果

の
結

果
な

の
か

?
更

に
、

供
給

管
も

あ
ん

し
ん

安
全

と
し

て
建

築
許

可
確

認
書

交
付

･完
成

検
査

許
可

書
交

付
が

市
政

執
行

さ
れ

た
根

拠
等

の
わ

か
る

資
料

等
の

開
示

請
求

。
2
.L

P
G

ﾀ
ﾝ
ｸ
設

置
位

置
の

直
近

近
接

に
給

水
槽

が
併

設
し

て
い

る
が

、
給

水
槽

等
は

上
水

道
水

衛
生

状
態

の
規

制
等

が
厳

し
い

と
思

わ
れ

る
が

、
液

化
石

油
ｶ
ﾞｽ

保
安

法
(有

毒
ｶ
ﾞｽ

)の
適

応
を

受
け

る
施

設
と

併
設

し
て

も
構

わ
な

い
と

し
て

建
築

許
可

確
認

書
･完

成
検

査
合

格
さ

せ
た

根
拠

等
の

わ
か

る
資

料
等

の
開

示
請

求
。

不
存

在
第

1
1
条

　
第

2
項

7
/
7

2
.L

P
G

ﾀ
ﾝ
ｸ
設

置
位

置
の

直
近

近
接

に
給

水
槽

･ﾎ
ﾟﾝ

ﾌ
ﾟ･

受
水

槽
･が

併
設

し
て

い
る

が
、

給
水

槽
等

は
上

水
道

水
衛

生
状

態
の

規
制

等
が

厳
し

い
と

思
わ

れ
る

が
、

液
化

石
油

ｶ
ﾞｽ

保
安

法
(有

毒
ｶ
ﾞｽ

?
)の

適
応

を
受

け
る

施
設

と
併

設
し

て
も

構
わ

な
い

と
し

て
建

築
許

可
確

認
書

･完
成

検
査

合
格

さ
せ

た
根

拠
等

の
わ

か
る

資
料

等
の

開
示

請
求

。
※

添
付

参
照

熟
視

写
真

資
料

等
･A

4
→

1
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受
付

番
号

受
付

日
請

求
す

る
文

書
の

件
名

所
管

課
期

限
延

長
決

定
文

書
の

件
名

決
定

内
容

不
開

示
理

由
開

示
等

決
定

日
開

示
日

2
4
0

6
/
2
5

別
紙

添
付

す
る

立
会

概
要

書
に

記
載

し
て

あ
る

、
根

拠
と

し
て

使
用

し
た

区
画

整
理

図
面

所
在

:熊
本

市
中

央
区

水
前

寺
1
丁

目
○

○
番

地
付

近
の

も
の

隣
接

地
、

対
向

地
、

及
び

付
近

の
状

況
が

分
か

る
よ

う
に

、
広

い
範

囲
の

写
し

が
欲

し
い

。
(概

要
)

申
請

地
○

○
番

に
接

す
る

市
道

と
の

官
民

境
界

に
つ

い
て

区
画

整
理

図
8
m

、
隅

切
3
m

、
過

去
記

録
(H

1
4
.2

.5
決

裁
)を

基
に

平
成

2
3
年

1
2
月

1
6
日

に
立

会
を

行
っ

た
が

、
申

請
地

隣
接

の
○

○
番

の
所

有
者

が
遠

方
の

た
め

協
力

で
き

な
い

と
の

こ
と

で
協

議
が

で
き

な
か

っ
た

た
め

、
今

回
未

確
定

と
し

1
m

手
前

ま
で

の
確

認
で

止
め

る
も

の
。

ま
た

、
申

請
地

○
○

番
に

接
す

る
水

路
敷

は
H

1
8
.4

.3
区

域
変

更
さ

れ
て

お
り

市
道

区
域

と
し

て
境

界
を

確
認

し
た

も
の

。

都
市

建
設

局
都

心
活

性
推

進
課

区
画

整
理

図
面

所
在

:熊
本

市
中

央
区

水
前

寺
丁

目
○

○
番

地
付

近
の

も
の

開
示

7
/
3

7
/
4

2
4
1

6
/
2
5

昨
年

1
1
月

1
日

本
荘

小
学

校
コ

ミ
ュ

ニ
テ

ィ
ｾ

ﾝ
ﾀ
ｰ

で
発

生
し

た
、

火
災

原
因

を
中

央
消

防
署

に
聞

き
ま

す
が

火
元

は
答

え
ら

れ
ま

せ
ん

、
私

は
知

る
権

利
が

有
る

と
思

い
ま

す
。

中
央

消
防

署
か

ら
、

市
政

情
報

ﾌ
ﾟﾗ

ｻ
ﾞに

申
し

こ
め

ば
、

火
災

原
因

は
(お

答
え

し
ま

す
)

現
在

火
災

復
旧

工
事

が
あ

っ
て

い
ま

す
市

の
財

政
費

を
導

入
さ

れ
て

、
落

札
額

が
高

額
で

す
上

記
工

事
の

金
入

設
計

書
、

内
訳

書
を

要
望

し
ま

す
本

荘
地

域
ｺ
ﾐｭ

ﾆ
ﾃ

ｨｾ
ﾝ
ﾀ
ｰ

火
災

復
旧

工
事

都
市

建
設

局
営

繕
課

本
荘

地
域

ｺ
ﾐｭ

ﾆ
ﾃ

ｨｾ
ﾝ
ﾀ
ｰ

火
災

復
旧

工
事

 金
入

設
計

図
書

開
示

6
/
2
7

6
/
3
0

2
4
2

6
/
2
5

熊
本

市
内

の
飲

食
店

営
業

許
可

に
つ

い
て

、
屋

号
、

営
業

所
在

地
、

ﾋ
ﾞﾙ

名
、

電
話

番
号

、
営

業
者

氏
名

(会
社

名
)、

許
可

年
月

日
、

初
回

許
可

年
月

日
が

分
か

る
資

料
と

し
て

、
情

報
開

示
を

お
願

い
申

し
上

げ
ま

す
。

※
平

成
2
6
年

6
月

2
3
日

現
在

の
も

の
※

臨
時

、
移

動
、

自
販

機
を

除
く

健
康

福
祉

子
ど

も
局

食
品

保
健

課

平
成

2
6
年

6
月

2
3
日

現
在

で
熊

本
市

内
の

飲
食

店
営

業
許

可
を

も
つ

施
設

(臨
時

、
移

動
、

自
販

機
を

除
く

)
計

8
,2

8
3
件

項
目

:屋
号

、
営

業
所

所
在

地
(ﾋ

ﾞﾙ
名

を
含

む
)、

営
業

所
電

話
番

号
営

業
者

氏
名

、
許

可
年

月
日

、
初

回
許

可
年

月
日

※
 開

示
情

報
取

り
出

し
日

時
:平

成
2
6
年

7
月

1
日

正
午

開
示

7
/
3

7
/
1
6

郵
送

2
4
3

6
/
2
5

(仮
称

)新
田

原
坂

資
料

館
新

築
そ

の
他

工
事

金
入

り
設

計
書

都
市

建
設

局
営

繕
課

(仮
称

)新
田

原
坂

資
料

館
新

築
そ

の
他

工
事

 金
入

り
設

計
書

開
示

6
/
2
7

6
/
2
7
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受
付

番
号

受
付

日
請

求
す

る
文

書
の

件
名

所
管

課
期

限
延

長
決

定
文

書
の

件
名

決
定

内
容

不
開

示
理

由
開

示
等

決
定

日
開

示
日

2
4
4

6
/
2
6

大
和

広
住

汚
水

幹
線

及
び

枝
線

下
水

道
築

造
工

事
(9

2
7
工

区
)

金
入

り
設

計
書

上
下

水
道

局
下

水
道

整
備

課

大
和

広
住

汚
水

幹
線

及
び

枝
線

下
水

道
築

造
工

事
(9

2
7
工

区
)

金
入

り
設

計
書

開
示

7
/
2

7
/
1
1

2
4
5

6
/
2
6

都
市

計
画

事
業

大
和

広
住

汚
水

幹
線

及
び

枝
線

下
水

道
築

造
工

事
9
2
7
工

区
金

入
設

計
書

上
下

水
道

局
下

水
道

整
備

課

都
市

計
画

事
業

大
和

広
住

汚
水

幹
線

及
び

枝
線

下
水

道
築

造
工

事
 9

2
7
工

区
金

入
設

計
書

開
示

7
/
2

7
/
4

2
4
6

6
/
2
6

北
区

植
木

町
滴

水
2
2
6
8
番

地
付

近
φ

1
5
0
、

1
0
0
、

7
5
、

5
0
粍

配
水

管
布

設
他

1
件

工
事

金
入

設
計

書
上

下
水

道
局

水
道

整
備

課

･北
区

植
木

町
滴

水
2
2
6
8
番

地
付

近
φ

1
5
0
･1

0
0
･7

5
･5

0
粍

配
水

管
布

設
他

1
件

工
事

上
記

の
金

額
入

り
工

事
設

計
書

開
示

6
/
3
0

7
/
4

2
4
7

6
/
2
6

道
路

判
定

9
9
-
0
0
9
-
0
1

同
上

　
　

-
0
3

ｶ
ﾗ
ｰ

都
市

建
設

局
建

築
指

導
課

道
路

判
定

9
9
-
0
0
9
-
0
1
 9

9
-
0
0
9
-
0
3
 ｶ

ﾗ
ｰ

開
示

(一
部

請
求

拒
否

)
2
号

　
個

人
情

報
6
/
2
7

6
/
2
7

2
4
8

6
/
2
7

工
事

番
号

 1
4
0
0
3
8
7
-
0
0

件
名

　
　

　
 千

原
台

高
等

学
校

樹
木

管
理

等
業

務
委

託
工

期
　

　
　

 平
成

2
6
年

6
月

2
6
日

～
平

成
2
7
年

1
月

2
3
日

上
記

業
務

委
託

の
金

入
り

設
計

書
(*

本
委

託
費

*
内

訳
書

、
工

種
明

細
書

、
施

工
内

訳
表

)

教
育

委
員

会
事

務
局

施
設

課

千
原

台
高

等
学

校
樹

木
管

理
等

業
務

委
託

の
金

入
り

設
計

書

開
示

7
/
2

7
/
3

2
4
9

6
/
2
7

道
路

位
置

指
定

 S
5
9
-
0
1
4
 熊

本
市

指
令

(計
建

)第
1
4

号
 昭

和
5
9
年

6
月

1
日

熊
本

市
打

越
町

○
○

-
○

○
外

７
筆

白
黒

は
白

黒
、

ｶ
ﾗ
ｰ

は
ｶ
ﾗ
ｰ

で

都
市

建
設

局
建

築
指

導
課

道
路

位
置

指
定

 S
5
9
-
0
1
4
 熊

本
市

指
令

(計
建

)
第

1
4
号

昭
和

5
9
年

6
月

1
日

熊
本

市
打

越
町

○
○

-
○

○
外

７
筆

白
黒

は
白

黒
、

ｶ
ﾗ
ｰ

は
ｶ
ﾗ
ｰ

で
開

示
6
/
3
0

7
/
9

2
5
0

6
/
2
7

平
成

2
6
年

6
月

1
9
日

開
札

上
下

水
道

局
 水

道
整

備
課

北
区

植
木

町
鞍

掛
1
1
1
0
番

地
付

近
φ

1
5
0
･7

5
･5

0
粍

配
水

管
布

設
他

1
件

工
事

上
記

の
金

入
設

計
書

の
開

示
を

お
願

い
致

し
ま

す
。

上
下

水
道

局
水

道
整

備
課

･北
区

植
木

町
鞍

掛
1
1
1
0
番

地
付

近
φ

1
5
0
･7

5
・

5
0
粍

配
水

管
布

設
他

1
件

工
事

上
記

の
金

額
入

り
業

務
委

託
設

計
書

開
示

6
/
3
0

7
/
2

2
5
1

6
/
2
7

平
成

2
6
年

6
月

1
8
日

開
札

北
部

土
木

ｾ
ﾝ
ﾀ
ｰ

 工
務

課
･一

般
県

道
 花

園
ｲ
ﾝ
ﾀ
ｰ

線
花

園
ﾗ
ﾝ
ﾌ
ﾟ2

号
橋

下
部

工
(P

1
、

P
2
、

P
3
)工

事
･一

般
県

道
 砂

原
四

方
寄

線
(花

園
工

区
)貢

1
号

跨
道

橋
下

部
工

A
2
工

事
上

記
2
件

の
金

入
設

計
書

の
開

示
を

お
願

い
致

し
ま

す
。

都
市

建
設

局
北

部
土

木
ｾ

ﾝ
ﾀ
ｰ

工
務

課

･一
般

県
道

砂
原

四
方

寄
線

(花
園

工
区

)貢
1
号

跨
道

橋
下

部
工

A
2
工

事
･一

般
県

道
花

園
ｲ
ﾝ
ﾀ
ｰ

線
花

園
ﾗ
ﾝ
ﾌ
ﾟ2

号
橋

下
部

工
(P

1
,P

2
,P

3
)工

事
上

記
2
件

の
金

入
設

計
書

開
示

7
/
1

7
/
2
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受
付

番
号

受
付

日
請

求
す

る
文

書
の

件
名

所
管

課
期

限
延

長
決

定
文

書
の

件
名

決
定

内
容

不
開

示
理

由
開

示
等

決
定

日
開

示
日

2
5
2

6
/
2
7

平
成

2
4
年

度
 管

理
道

路
境

界
確

定
及

び
側

溝
改

良
測

量
設

計
業

務
委

託
報

告
書

。
熊

本
市

中
央

区
上

水
前

寺
一

丁
目

○
○

-
○

○
境

界
点 綱

図
及

び
平

面
図

。

都
市

建
設

局
都

心
活

性
推

進
課

平
成

2
4
年

度
管

理
道

路
境

界
確

定
及

び
側

溝
改

良
測

量
設

計
業

務
委

託
報

告
書

熊
本

市
中

央
区

上
水

前
寺

一
丁

目
○

○
-
○

○
境

界
点

網
図

及
び

平
面

図
開

示
7
/
8

7
/
9

2
5
3

6
/
2
7

飲
食

店
の

新
規

検
査

の
申

請
を

行
っ

た
店

舗
の

情
報

開
示

を
申

請
い

た
し

ま
す

。
た

だ
し

、
移

動
販

売
･臨

時
営

業
･仮

設
営

業
･自

動
販

売
機

を
除

く
。

項
目

:屋
号

･営
業

所
在

地
･申

請
者

名
･営

業
電

話
番

号 期
間

:2
0
1
4
年

6
月

5
日

よ
り

2
0
1
4
年

6
月

2
7
日

健
康

福
祉

子
ど

も
局

食
品

保
健

課

平
成

2
6
年

6
月

5
日

～
平

成
2
6
年

6
月

2
7
日

ま
で

の
間

に
、

熊
本

市
内

に
お

い
て

新
規

に
申

請
を

行
っ

た
飲

食
店

一
覧

(移
動

販
売

、
臨

時
営

業
、

仮
設

営
業

、
自

動
販

売
機

を
除

く
)計

6
3
件

項
目

:屋
号

、
営

業
所

所
在

地
、

申
請

者
名

、
営

業
所

電
話

番
号

※
 開

示
情

報
取

り
出

し
日

時
:平

成
2
6
年

7
月

1
日

1
1
:0

0

開
示

7
/
1

7
/
2

2
5
4

6
/
2
7

理
美

容
の

開
設

届
を

提
出

さ
れ

た
店

舗
の

情
報

開
示

を
申

請
い

た
し

ま
す

。
項

目
:店

舗
名

･住
所

･電
話

番
号

･申
請

者
名

期
間

:2
0
1
4
年

6
月

5
日

よ
り

2
0
1
4
年

6
月

2
7
日

健
康

福
祉

子
ど

も
局

生
活

衛
生

課

平
成

2
6
年

6
月

5
日

か
ら

同
月

2
7
日

の
間

、
熊

本
市

内
に

お
い

て
新

規
確

認
し

た
美

容
所

の
一

覧
(理

容
所

に
つ

い
て

は
該

当
無

し
)

項
目

; 
施

設
の

名
称

、
所

在
地

、
電

話
番

号
、

開
設

者
の

氏
名

、
役

職
、

代
表

者
氏

名

開
示

7
/
1

7
/
2

2
5
5

6
/
3
0

･帯
山

東
公

園
外

2
公

園
施

設
改

修
工

事
(担

当
課

 東
部

土
木

ｾ
ﾝ
ﾀ
ｰ

 河
川

公
園

整
備

課
 公

園
班

)
金

入
り

設
計

書

都
市

建
設

局
東

部
土

木
ｾ

ﾝ
ﾀ
ｰ

河
川

公
園

整
備

課

〈
件

名
〉

帯
山

東
公

園
外

2
公

園
施

設
改

修
工

事
の

金
入

り
設

計
書

開
示

7
/
9

7
/
9

2
5
6

6
/
3
0

･市
道

 旭
町

鰐
瀬

線
外

交
通

安
全

施
設

整
備

工
事

金
入

り
設

計
書

都
市

建
設

局
西

部
土

木
ｾ

ﾝ
ﾀ
ｰ

城
南

地
域

整
備

室

市
道

旭
町

鰐
瀬

線
外

交
通

安
全

施
設

整
備

工
事

金
入

り
設

計
書

開
示

7
/
4

7
/
8

2
5
7

6
/
3
0

環
境

局
水

保
全

課
に

提
出

さ
れ

た
熊

本
市

中
央

区
南

熊
本

1
丁

目
土

壌
汚

染
調

査
に

関
す

る
資

料
環

境
局

水
保

全
課

環
境

局
水

保
全

課
に

提
出

さ
れ

た
熊

本
市

中
央

区
南

熊
本

1
丁

目
土

壌
汚

染
調

査
に

関
す

る
資

料
開

示
(一

部
請

求
拒

否
)

2
号

　
個

人
情

報
7
/
9

7
/
9

2
5
8

6
/
3
0

2
0
1
4
年

5
月

～
6
月

度
の

飲
食

店
の

新
規

開
業

の
店

舗
一

覧
(店

名
)(
所

在
地

)(
申

請
者

の
名

前
)(
電

話
番

号
)

･移
動

販
売

、
臨

時
営

業
、

仮
設

営
業

、
自

動
販

売
機

を
除

く
5
月

1
日

～
6
月

3
0
日

健
康

福
祉

子
ど

も
局

食
品

保
健

課

平
成

2
6
年

5
月

か
ら

6
月

の
飲

食
店

営
業

許
可

の
新

規
開

業
の

飲
食

店
一

覧
(移

動
、

臨
時

、
仮

設
、

自
動

販
売

機
を

除
く

)
項

目
:店

名
、

営
業

所
の

所
在

地
、

申
請

者
の

名
前

、
営

業
所

の
電

話
番

号
※

開
示

情
報

取
り

出
し

日
時

:平
成

2
6
年

7
月

4
日

1
1
:0

0

開
示

7
/
7

7
/
1
1
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受
付

番
号

受
付

日
請

求
す

る
文

書
の

件
名

所
管

課
期

限
延

長
決

定
文

書
の

件
名

決
定

内
容

不
開

示
理

由
開

示
等

決
定

日
開

示
日

2
5
9

6
/
3
0

●
期

間
 2

6
年

6
月

1
日

～
2
6
年

6
月

3
0
日

●
屋

号
●

住
所

●
申

請
者

●
申

請
者

電
話

番
号

●
許

可
日

飲
食

店
営

業
施

設
(仮

設
、

臨
時

、
自

販
機

を
除

く
)

熊
本

市
の

み
新

規
申

請
が

あ
っ

た
も

の

健
康

福
祉

子
ど

も
局

食
品

保
健

課

平
成

2
6
年

6
月

1
日

～
平

成
2
6
年

6
月

3
0
日

ま
で

の
間

に
、

熊
本

市
内

に
お

い
て

新
規

に
営

業
許

可
を

受
け

た
飲

食
店

一
覧

(仮
設

、
臨

時
、

自
販

機
を

除
く

)
計

8
4
件

項
目

:屋
号

、
営

業
所

住
所

、
申

請
者

氏
名

、
申

請
者

電
話

番
号

、
許

可
日

※
開

示
情

報
取

り
出

し
日

時
:平

成
2
6
年

7
月

4
日

1
1
:0

0

開
示

7
/
8

7
/
9

2
6
0

6
/
3
0

平
成

2
6
年

6
月

1
日

～
平

成
2
6
年

6
月

3
0
日

ま
で

の
間

に
、

熊
本

市
内

に
お

い
て

新
規

に
営

業
許

可
を

受
け

た
美

容
所

一
覧

。
項

目
:施

設
名

称
、

営
業

所
所

在
地

、
営

業
所

電
話

番
号

、
開

設
者

氏
名

、
役

職
、

代
表

者
氏

名
。

健
康

福
祉

子
ど

も
局

生
活

衛
生

課

平
成

2
6
年

6
月

1
日

か
ら

平
成

2
6
年

6
月

3
0
日

ま
で

の
間

、
熊

本
市

内
に

お
い

て
新

規
確

認
し

た
美

容
所

の
一

覧
項

目
; 
施

設
の

名
称

、
所

在
地

、
電

話
番

号
、

開
設

者
の

氏
名

、
役

職
、

代
表

者
氏

名

開
示

7
/
3

7
/
1
4

2
6
1

6
/
3
0

平
成

2
6
年

6
月

1
日

～
平

成
2
6
年

6
月

3
0
日

ま
で

の
間

に
、

熊
本

市
内

に
お

い
て

新
規

に
営

業
許

可
を

受
け

た
飲

食
店

一
覧

(自
動

販
売

機
、

仮
設

営
業

、
移

動
販

売
業

、
臨

時
営

業
を

除
く

)。
項

目
:屋

号
、

申
請

者
氏

名
、

営
業

所
在

地
、

営
業

所
電

話
番

号

健
康

福
祉

子
ど

も
局

食
品

保
健

課

平
成

2
6
年

6
月

1
日

～
平

成
2
6
年

6
月

3
0
日

ま
で

の
間

に
、

熊
本

市
内

に
お

い
て

新
規

に
営

業
許

可
を

受
け

た
飲

食
店

一
覧

(自
動

販
売

機
、

仮
設

営
業

、
移

動
販

売
業

、
臨

時
営

業
を

除
く

)計
8
4
件

項
目

:屋
号

、
申

請
者

氏
名

、
営

業
所

所
在

地
、

営
業

所
電

話
番

号
※

開
示

情
報

取
り

出
し

日
時

:平
成

2
6
年

7
月

4
日

1
1
:0

0

開
示

7
/
8

7
/
1
4

2
6
2

7
/
1

水
質

汚
濁

防
止

法
等

の
届

出
情

報
提

供
申

請
書

と
添

付
書

類
一

式
熊

本
市

東
区

御
領

2
丁

目
○

○
番

○
、

○
○

番
･○

○
番

･○
○

番
○

･○
○

番
･㈱

○
○

･㈱
○

○
白

黒
は

白
黒

 ｶ
ﾗ
ｰ

は
ｶ
ﾗ
ｰ

で

環
境

局
水

保
全

課

水
質

汚
濁

防
止

法
等

の
届

出
書

と
添

付
書

類
一

式 熊
本

市
東

区
御

領
2
丁

目
○

○
番

○
、

○
○

番
･

○
○

番
･○

○
番

○
･○

○
番

･(
株

)○
○

･(
株

)○
○

開
示

(一
部

請
求

拒
否

)
2
号

　
個

人
情

報
7
/
1
4

7
/
1
4

水
質

汚
濁

防
止

法
等

の
届

出
書

と
添

付
書

類
一

式 熊
本

市
東

区
御

領
2
丁

目
○

○
番

○
,○

○
番

,○
○

番
,○

○
番

○
,○

○
番

･(
株

)○
○

開
示

(一
部

請
求

拒
否

)
2
号

　
個

人
情

報
7
/
1
4

7
/
1
4

水
質

汚
濁

防
止

法
等

の
届

出
書

と
添

付
書

類
一

式 熊
本

市
東

区
御

領
2
丁

目
○

○
番

○
,○

○
番

,○
○

番
,○

○
番

○
,○

○
番

･(
株

)○
○

不
存

在
第

1
1
条

　
第

2
項

7
/
1
4

2
6
3

7
/
1

道
路

位
置

指
定

 S
4
7
-
1
3
0

ｶ
ﾗ
ｰ

で
お

願
い

し
ま

す
。

都
市

建
設

局
建

築
指

導
課

道
路

位
置

指
定

 S
4
7
-
1
3
0
 ｶ

ﾗ
ｰ

で
お

願
い

し
ま

す
開

示
7
/
3

7
/
4
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受
付

番
号

受
付

日
請

求
す

る
文

書
の

件
名

所
管

課
期

限
延

長
決

定
文

書
の

件
名

決
定

内
容

不
開

示
理

由
開

示
等

決
定

日
開

示
日

2
6
4

7
/
1

道
等

の
判

定
調

査
書

 0
7
年

第
3
0
9
号

ｶ
ﾗ
ｰ

は
ｶ
ﾗ
ｰ

で
都

市
建

設
局

建
築

指
導

課

道
等

の
判

定
調

査
書

 0
7
年

第
3
0
9
号

 ｶ
ﾗ
ｰ

は
ｶ

ﾗ
ｰ

で
開

示
(一

部
請

求
拒

否
)

2
号

　
個

人
情

報
7
/
1

7
/
2

2
6
5

7
/
1

･道
路

位
置

指
定

台
帳

 S
4
7
-
0
8
7
 昭

和
4
7
年

申
請

者
 ○

○
○

○
･　

　
　

〃
　

　
　

　
 S

5
2
-
0
4
1
 昭

和
5
2
年

申
請

者
 ○

○
○

○
･道

路
判

定
 0

2
-
1
3
6
 平

成
1
4
年

度
 申

請
者

 ○
○

○
○ ･　

　
〃

　
 0

5
-
1
0
3
 平

成
1
6
年

度
 　

〃
　

 ○
○

○
○

都
市

建
設

局
建

築
指

導
課

●
道

路
位

置
指

定
台

帳
 S

4
7
-
0
8
7
 昭

和
4
7
年

度
申

請
者

 ○
○

○
○

●
道

路
位

置
指

定
台

帳
 S

5
2
-
0
4
1
 昭

和
5
2
年

度
申

請
者

 ○
○

○
○

●
道

路
判

定
 0

2
-
1
3
6
 平

成
1
4
年

度
 申

請
者

 ○
○

○
○

●
道

路
判

定
 0

5
-
1
0
3
 平

成
1
6
年

度
 申

請
者

 ○
○

○
○

開
示

(一
部

請
求

拒
否

)
2
号

　
個

人
情

報
7
/
4

7
/
1
1

2
6
6

7
/
1

･附
近

見
取

図
･字

図
･平

面
図

･道
路

の
位

置
S
5
3
-
0
2
3

北
区

清
水

町
室

園
字

山
添

○
○

-
○

○
外

3
5
筆

白
黒

→
白

黒
ｶ
ﾗ
→

ｶ
ﾗ
ｰ

都
市

建
設

局
建

築
指

導
課

･附
近

見
取

図
･字

図
･平

面
図

･道
路

の
位

置
S
5
3
‐
0
2
3
 北

区
清

水
町

室
園

字
山

添
○

○
-
○

○
外

3
5
筆

白
黒

→
白

黒
 ｶ

ﾗ
ｰ

→
ｶ
ﾗ
ｰ

開
示

7
/
4

7
/
7

2
6
7

7
/
1

｢食
品

衛
生

法
に

基
づ

く
営

業
許

可
施

設
台

帳
｣

【
地

域
】
熊

本
市

内
全

域
【
対

象
】
飲

食
店

営
業

(2
6
年

6
月

1
日

～
2
6
年

6
月

3
0
日

の
新

規
営

業
許

可
)(
自

動
販

売
機

、
移

動
店

舗
、

臨
時

営
業

及
び

露
店

を
除

く
)

【
内

容
】
･屋

号
･営

業
所

所
在

地
･営

業
所

電
話

番
号

･
営

業
者

氏
名

･初
許

可
年

月
日

･業
種

詳
細

健
康

福
祉

子
ど

も
局

食
品

保
健

課

平
成

2
6
年

6
月

1
日

～
平

成
2
6
年

6
月

3
0
日

ま
で

の
間

に
、

熊
本

市
内

に
お

い
て

新
規

に
営

業
許

可
を

受
け

た
飲

食
店

一
覧

(自
動

販
売

機
、

移
動

店
舗

、
臨

時
営

業
及

び
露

店
を

除
く

) 
計

8
4
件

項
目

:屋
号

･営
業

所
所

在
地

、
営

業
所

電
話

番
号

、
営

業
者

氏
名

、
初

許
可

年
月

日
、

業
種

詳
細

※
開

示
情

報
取

り
出

し
日

時
:平

成
2
6
年

7
月

4
日

1
1
:0

0

開
示

7
/
8

7
/
2
2

郵
送

2
6
8

7
/
1

平
成

2
6
年

6
月

1
日

～
平

成
2
6
年

6
月

3
0
日

ま
で

の
間

に
、

熊
本

市
内

に
お

い
て

新
規

に
営

業
許

可
を

受
け

た
飲

食
店

一
覧

(移
動

、
臨

時
、

自
動

販
売

機
を

除
く

)
項

目
:屋

号
、

営
業

所
所

在
地

、
営

業
所

電
話

番
号

、
許

可
年

月
日

、
許

可
期

間
、

業
種

健
康

福
祉

子
ど

も
局

食
品

保
健

課

平
成

2
6
年

6
月

1
日

～
平

成
2
6
年

6
月

3
0
日

ま
で

の
間

に
、

熊
本

市
内

に
お

い
て

新
規

に
営

業
許

可
を

受
け

た
飲

食
店

一
覧

(移
動

、
臨

時
、

自
動

販
売

機
を

除
く

)
計

8
4
件

項
目

:屋
号

、
営

業
所

所
在

地
、

営
業

所
電

話
番

号
、

許
可

年
月

日
、

許
可

期
間

、
業

種
※

 開
示

情
報

取
り

出
し

日
時

:平
成

2
6
年

7
月

7
日

1
5
:0

0

開
示

7
/
8

7
/
1
8

郵
送

2
6
9

7
/
2

平
成

2
6
年

6
月

1
8
日

 開
札

･飽
田

東
小

学
校

水
泳

ﾌ
ﾟｰ

ﾙ
築

造
工

事
上

記
工

事
の

金
入

設
計

書
の

開
示

を
お

願
い

致
し

ま
す

。

教
育

委
員

会
事

務
局

施
設

課

飽
田

東
小

学
校

水
泳

ﾌ
ﾟｰ

ﾙ
築

造
工

事
金

入
設

計
書

開
示

7
/
8

7
/
8
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受
付

番
号

受
付

日
請

求
す

る
文

書
の

件
名

所
管

課
期

限
延

長
決

定
文

書
の

件
名

決
定

内
容

不
開

示
理

由
開

示
等

決
定

日
開

示
日

2
7
0

7
/
2

･施
工

番
号

:1
4
0
0
2
5
9

･工
事

名
:南

部
総

合
ｽ
ﾎ
ﾟｰ

ﾂ
ｾ

ﾝ
ﾀ
ｰ

ﾌ
ﾟｰ

ﾙ
改

修
機

械
設

備
工

事
･該

当
工

事
の

金
額

入
り

積
算

書
す

べ
て

都
市

建
設

局
設

備
課

南
部

総
合

ｽ
ﾎ
ﾟｰ

ﾂ
ｾ

ﾝ
ﾀ
ｰ

ﾌ
ﾟｰ

ﾙ
改

修
機

械
設

備
工

事
 金

入
設

計
書

開
示

7
/
8

7
/
2
3

郵
送

2
7
1

7
/
2

･施
工

番
号

:1
4
0
0
1
9
0

･工
事

名
:市

道
 東

門
寺

大
多

尾
第

1
号

線
道

路
改

良
工

事
･該

当
工

事
の

金
額

入
り

積
算

書
す

べ
て

都
市

建
設

局
西

部
土

木
ｾ

ﾝ
ﾀ
ｰ

河
内

分
室

市
道

東
門

寺
大

多
尾

第
1
号

線
道

路
改

良
工

事
の

金
入

設
計

書
開

示
7
/
8

7
/
2
3

郵
送

2
7
2

7
/
2

･施
工

番
号

:1
4
8
0
1
4
6

･工
事

名
:西

区
河

内
町

白
浜

2
8
1
0
-
9
付

近
φ

7
5
･5

0
粍

配
水

管
布

設
他

1
件

工
事

･該
当

工
事

の
金

額
入

り
積

算
書

す
べ

て

上
下

水
道

局
水

道
整

備
課

西
区

河
内

町
白

浜
2
8
1
0
-
9
付

近
φ

7
5
･5

0
粍

配
水

管
布

設
他

1
件

工
事

上
記

の
金

額
入

り
内

訳
書

(工
種

明
細

表
及

び
科

目
内

訳
表

)
(変

更
契

約
前

の
当

初
の

設
計

)

開
示

7
/
7

7
/
2
3

郵
送

2
7
3

7
/
2

･施
工

番
号

:1
4
0
0
3
2
9

･工
事

名
:金

峰
山

少
年

自
然

の
家

宿
泊

棟
ﾄｲ

ﾚ
改

修
給

排
水

衛
生

そ
の

他
設

備
工

事
･該

当
工

事
の

金
額

入
り

積
算

書
す

べ
て

都
市

建
設

局
設

備
課

金
峰

山
少

年
自

然
の

家
宿

泊
棟

ﾄｲ
ﾚ
改

修
給

排
水

衛
生

そ
の

他
設

備
工

事
金

入
設

計
書

開
示

7
/
1
1

7
/
2
3

郵
送

2
7
4

7
/
2

･施
工

番
号

:1
4
8
0
1
3
5

･工
事

名
:北

区
植

木
町

鞍
掛

1
1
1
0
番

地
付

近
φ

1
5
0
･

7
5
･5

0
粍

配
水

管
布

設
他

1
件

工
事

･該
当

工
事

の
金

額
入

り
積

算
書

す
べ

て

上
下

水
道

局
水

道
整

備
課

･北
区

植
木

町
鞍

掛
1
1
1
0
番

地
付

近
φ

1
5
0
･7

5
･

5
0
粍

配
水

管
布

設
他

1
件

工
事

上
記

の
金

額
入

り
業

務
委

託
設

計
書

開
示

7
/
4

7
/
2
3

郵
送

2
7
5

7
/
2

･施
工

番
号

:1
4
8
0
0
8
2

･工
事

名
:中

央
区

黒
髪

6
丁

目
2
7
-
2
5
番

付
近

φ
7
5
粍

配
水

管
布

設
他

1
件

工
事

･該
当

工
事

の
金

額
入

り
積

算
書

す
べ

て

上
下

水
道

局
管

路
維

持
課

･中
央

区
黒

髪
6
丁

目
2
7
-
2
5
番

付
近

φ
7
5
粍

配
水

管
布

設
他

1
件

工
事

上
記

の
金

額
入

り
工

事
設

計
書

開
示

7
/
1
0

7
/
2
3

郵
送

2
7
6

7
/
2

･施
工

番
号

:1
4
0
0
4
3
0

･工
事

名
:市

道
 白

浜
第

1
0
号

線
道

路
改

良
工

事
【
総

合
評

価
方

式
】

･該
当

工
事

の
金

額
入

り
積

算
書

す
べ

て

都
市

建
設

局
西

部
土

木
ｾ

ﾝ
ﾀ
ｰ

河
内

分
室

市
道

白
浜

第
1
0
号

線
道

路
改

良
工

事
の

金
入

設
計

書
開

示
7
/
8

7
/
2
3

郵
送

2
7
7

7
/
3

北
区

植
木

町
米

塚
1
4
2
番

地
付

近
φ

7
5
･5

0
粍

配
水

管
布

設
替

他
1
件

工
事

北
区

植
木

町
滴

水
2
2
6
8
番

地
付

近
φ

1
5
0
･1

0
0
･7

5
･

5
0
粍

配
水

管
布

設
他

1
件

工
事

南
区

城
南

町
坂

野
φ

3
0
0
･2

0
0
粍

配
水

管
布

設
工

事
平

成
2
6
年

度
発

注
、

開
札

済
の

上
記

3
工

事
分

の
金

入
り

設
計

書
。

お
手

数
お

か
け

し
ま

す
が

よ
ろ

し
く

お
願

い
い

た
し

ま
す

。

上
下

水
道

局
水

道
整

備
課

･北
区

植
木

町
米

塚
1
4
2
番

地
付

近
φ

7
5
･5

0
粍

配
水

管
布

設
替

他
1
件

工
事

･北
区

植
木

町
滴

水
2
2
6
8
番

地
付

近
φ

1
5
0
･1

0
0
･

7
5
･5

0
粍

配
水

管
布

設
他

1
件

工
事

･南
区

城
南

町
坂

野
φ

3
0
0
･2

0
0
粍

配
水

管
布

設
工

事
上

記
の

3
工

事
分

の
金

額
入

り
工

事
設

計
書

開
示

7
/
9

7
/
1
6

郵
送

2
7
8

7
/
4

中
央

区
出

水
3
丁

目
○

-
○

○
(H

-
1
9
9
-
0
2
)

(H
-
1
9
9
-
0
3
)

ｶ
ﾗ
ｰ

は
ｶ
ﾗ
ｰ

で
お

願
い

致
し

ま
す

。

都
市

建
設

局
建

築
指

導
課

中
央

区
出

水
3
丁

目
○

-
○

○
(1

1
-
1
9
9
-
0
2
) 
(1

1
-
1
9
9
-
 0

3
)

ｶ
ﾗ
ｰ

は
ｶ
ﾗ
ｰ

で
お

願
い

致
し

ま
す

開
示

7
/
7

7
/
7
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受
付

番
号

受
付

日
請

求
す

る
文

書
の

件
名

所
管

課
期

限
延

長
決

定
文

書
の

件
名

決
定

内
容

不
開

示
理

由
開

示
等

決
定

日
開

示
日

2
7
9

7
/
4

平
成

2
6
年

4
月

1
日

か
ら

平
成

2
6
年

6
月

3
0
日

ま
で

の
住

居
表

示
番

号
不

定
申

請
に

伴
っ

た
当

該
住

居
表

示
台

帳
企

画
振

興
局

区
政

推
進

課

平
成

2
6
年

4
月

1
日

か
ら

平
成

2
6
年

6
月

3
0
日

ま
で

の
住

居
番

号
付

定
申

請
に

伴
っ

た
当

該
住

居
表

示
台

帳
開

示
7
/
1
6

7
/
1
8

郵
送

2
8
0

7
/
4

教
育

委
員

会
 施

設
課

に
よ

る
松

尾
西

小
学

校
屋

内
運

動
場

天
井

落
下

防
止

対
策

工
事

の
工

事
内

訳
書

(金
額

が
入

れ
て

あ
る

内
訳

書
)

教
育

委
員

会
事

務
局

施
設

課

松
尾

西
小

学
校

屋
内

運
動

場
天

井
落

下
防

止
対

策
工

事
の

工
事

内
訳

書
(金

額
が

入
れ

て
あ

る
内

訳
書

)
開

示
7
/
8

7
/
9

2
8
1

7
/
4

道
路

位
置

判
定

書
一

式
S
5
4
-
0
5
5

白
黒

は
白

黒
で

ｶ
ﾗ
ｰ

は
ｶ
ﾗ
ｰ

で

都
市

建
設

局
建

築
指

導
課

道
路

位
置

判
定

書
一

式
S
.5

4
-
0
5
5

白
黒

は
白

黒
で

ｶ
ﾗ
ｰ

は
ｶ
ﾗ
ｰ

で
開

示
7
/
7

7
/
7

2
8
2

7
/
7

道
路

判
定

1
4
年

0
7
6
号

･ｶ
ﾗ
ｰ

は
ｶ
ﾗ
ｰ

で
都

市
建

設
局

建
築

指
導

課
道

路
判

定
1
4
年

0
7
6
号

 ｶ
ﾗ
ｰ

は
ｶ
ﾗ
ｰ

で
開

示
7
/
9

7
/
1
5

2
8
3

7
/
7

○
○

(熊
本

市
水

前
寺

2
-
○

○
-
○

○
)

開
設

時
(平

成
2
0
年

7
月

)
監

査
に

入
ら

れ
た

全
て

の
書

類
の

開
示

願
い

ま
す

。
健

康
福

祉
子

ど
も

局
医

療
政

策
課

○
○

(熊
本

市
水

前
寺

2
-
○

○
-
○

○
)開

設
時

(平
成

2
0
年

7
月

)
監

査
に

入
ら

れ
た

す
べ

て
の

書
類

の
開

示
･H

2
0
.7

.1
8
 診

療
所

開
設

前
調

査
ﾁ

ｪ
ｯ
ｸ
ﾘｽ

ﾄ
診

療
所

名
 ○

○

開
示

(一
部

請
求

拒
否

)
3
号

　
法

人
等

情
報

7
/
1
5

7
/
1
7

2
8
4

7
/
7

飲
食

店
営

業
許

可
書

一
覧

平
成

2
6
年

5
月

1
2
日

～
平

成
2
6
年

7
月

6
日

新
規

(更
新

除
く

)
･仮

設
、

移
動

販
売

、
自

動
販

売
機

、
ｺ
ﾝ
ﾋ
ﾞﾆ

除
く

･項
目

店
舗

名
、

住
所

、
代

表
者

名
、

電
話

番
号

、
申

請
年

月
日

、
許

可
年

月
日

健
康

福
祉

子
ど

も
局

食
品

保
健

課

平
成

2
6
年

5
月

1
2
日

～
平

成
2
6
年

7
月

6
日

ま
で

の
間

に
、

熊
本

市
内

に
お

い
て

新
規

に
営

業
許

可
を

受
け

た
飲

食
店

一
覧

(仮
設

、
移

動
販

売
、

自
動

販
売

機
、

ｺ
ﾝ
ﾋ
ﾞﾆ

を
除

く
)計

1
5
5
件

項
目

:店
舗

名
、

営
業

所
住

所
、

申
請

者
名

、
営

業
所

電
話

番
号

、
申

請
年

月
日

、
許

可
年

月
日

※
 開

示
情

報
取

り
出

し
日

時
:平

成
2
6
年

7
月

9
日

1
4
:3

0

開
示

7
/
1
0

7
/
1
1

2
8
5

7
/
7

平
成

2
6
年

6
月

1
日

か
ら

平
成

2
6
年

6
月

3
0
日

ま
で

に
新

規
で

営
業

許
可

を
取

得
し

た
飲

食
店

の
一

覧
表

(食
品

営
業

許
可

台
帳

)
※

屋
号

･営
業

所
所

在
地

･申
請

者
氏

名
･業

種
･営

業
所

電
話

番
号

･許
可

年
月

日
･許

可
満

了
日

等
に

つ
い

て
の

資
料

一
覧

表
(自

動
販

売
機

･露
店

営
業

を
除

く
)

健
康

福
祉

子
ど

も
局

食
品

保
健

課

平
成

2
6
年

6
月

1
日

～
平

成
2
6
年

6
月

3
0
日

ま
で

の
間

に
、

熊
本

市
内

に
お

い
て

新
規

に
営

業
許

可
を

受
け

た
飲

食
店

一
覧

(自
動

販
売

機
、

露
店

営
業

を
除

く
)

計
8
4
件

項
目

:屋
号

、
営

業
所

所
在

地
、

申
請

者
氏

名
、

業
種

、
営

業
所

電
話

番
号

、
許

可
年

月
日

、
許

可
満

了
日

※
 開

示
情

報
取

り
出

し
日

時
:平

成
2
6
年

7
月

9
日

1
4
:3

0

開
示

7
/
1
0

7
/
2
2

郵
送

2
8
6

7
/
7

人
権

推
進

総
室

に
対

し
て

(ま
た

は
熊

本
市

に
対

し
て

)
藤

崎
宮

秋
季

例
大

祭
の

呼
称

に
つ

い
て

の
意

見
書

、
要

望
書

、
申

し
入

れ
書

等
平

成
元

年
以

降
～

企
画

振
興

局
人

権
推

進
総

室

藤
崎

宮
例

大
祭

の
呼

称
に

つ
い

て
の

要
請

書
等

文
書

開
示

に
つ

い
て

･平
成

元
年

以
降

開
示

7
/
1
5

7
/
1
8
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受
付

番
号

受
付

日
請

求
す

る
文

書
の

件
名

所
管

課
期

限
延

長
決

定
文

書
の

件
名

決
定

内
容

不
開

示
理

由
開

示
等

決
定

日
開

示
日

2
8
7

7
/
7

平
成

2
5
年

1
1
月

1
3
日

開
札

西
部

土
木

ｾ
ﾝ
ﾀ
ｰ

 工
務

課
一

般
県

道
 天

明
川

尻
線

(海
路

口
工

区
)道

路
改

良
工

事 上
記

の
設

計
変

更
後

の
金

入
設

計
書

の
開

示
を

お
願

い
致

し
ま

す
。

都
市

建
設

局
西

部
土

木
ｾ

ﾝ
ﾀ
ｰ

工
務

課

一
般

県
道

天
明

川
尻

線
(海

路
口

工
区

)道
路

改
築

工
事

設
計

変
更

後
の

金
入

設
計

書
開

示
7
/
1
1

7
/
1
7

2
8
8

7
/
8

南
区

城
南

町
舞

原
(舞

原
配

水
場

西
側

付
近

)φ
3
0
0
･

1
5
0
･1

0
0
粍

配
水

管
布

設
他

1
件

工
事

(そ
の

1
)

の
金

入
り

設
計

書
(熊

本
市

上
下

水
道

局
水

道
整

備
課

 工
事

第
1
班

発
注

工
事

)

上
下

水
道

局
水

道
整

備
課

南
区

城
南

町
舞

原
(舞

原
配

水
場

西
側

付
近

)φ
3
0
0
･1

5
0
･1

0
0
粍

配
水

管
布

設
他

1
件

工
事

(そ
の

1
)

上
記

の
金

額
入

り
設

計
書

開
示

7
/
1
4

7
/
1
5

2
8
9

7
/
8

中
央

区
九

品
寺

6
丁

目
か

ら
白

山
2
丁

目
間

φ
6
0
0
粍

配
水

管
布

設
工

事
(そ

の
2
)の

工
事

変
更

金
切

り
設

計
書

(熊
本

市
上

下
水

道
局

水
道

整
備

課
 工

事
第

1
班

発
注

工
事

)

上
下

水
道

局
水

道
整

備
課

中
央

区
九

品
寺

6
丁

目
か

ら
白

山
2
丁

日
間

φ
6
0
0

粍
配

水
管

布
設

工
事

(そ
の

2
)

上
記

の
設

計
金

額
の

内
訳

書
･科

目
内

訳
金

額
入

工
事

設
計

書
開

示
7
/
1
5

7
/
1
5

2
9
0

7
/
8

契
約

発
第

1
3
2
号

(平
成

2
6
年

5
月

8
日

)文
書

｢設
計

変
更

に
伴

う
契

約
変

更
の

取
扱

い
に

つ
い

て
｣の

一
部

改
正

に
つ

い
て

(通
知

)

総
務

局
契

約
検

査
総

室

総
契

発
第

1
3
2
号

(平
成

2
6
年

5
月

8
日

)文
書

｢設
計

変
更

に
伴

う
契

約
変

更
の

取
扱

い
に

つ
い

て
｣の

一
部

改
正

に
つ

い
て

(通
知

)
開

示
7
/
1
4

7
/
1
7

2
9
1

7
/
8

平
成

2
6
年

6
月

1
9
日

開
札

北
区

植
木

町
後

古
閑

鹿
南

中
学

校
付

近
φ

1
5
0
･1

0
0
･

7
5
･5

0
粍

配
水

管
布

設
他

1
件

工
事

上
記

工
事

の
金

入
り

設
計

書
の

開
示

を
お

願
い

し
ま

す
。

上
下

水
道

局
水

道
整

備
課

･北
区

植
木

町
後

古
閑

鹿
南

中
学

校
付

近
φ

1
5
0
･

1
0
0
･7

5
･5

0
粍

配
水

管
布

設
他

1
件

工
事

上
記

工
事

分
の

金
額

入
り

工
事

設
計

書
開

示
7
/
1
4

8
/
4

2
9
2

7
/
9

●
北

区
植

木
町

有
泉

9
9
6
番

地
付

近
φ

1
5
0
･7

5
･5

0
粍

配
水

管
布

設
他

1
件

工
事

※
H

2
6
.7

.9
契

約
上

記
工

事
の

金
入

り
内

訳
書

(工
種

明
細

表
･科

目
内

訳
表

)

上
下

水
道

局
水

道
整

備
課

･北
区

植
木

町
有

泉
9
9
6
番

地
付

近
φ

1
5
0
･7

5
･5

0
粍

配
水

管
布

設
他

1
件

工
事

(金
入

り
設

計
書

)
開

示
7
/
1
4

7
/
2
5

2
9
3

7
/
9

京
塚

住
民

会
の

管
理

区
域

内
の

取
り

扱
い

(図
面

) 
A

3
版

都
市

建
設

局
建

築
指

導
課

京
塚

住
民

会
の

管
理

区
域

内
の

取
り

扱
い

A
3
版

(図
面

)
開

示
7
/
1
0

7
/
1
0

2
9
4

7
/
1
0

営
業

許
可

を
受

け
て

い
る

飲
食

店
一

覧
平

成
2
6
年

7
月

1
0
日

ま
で

仮
設

･移
動

販
売

･自
動

販
売

機
を

除
く

店
名

･住
所

･電
話

番
号

･代
表

者
名

･申
請

年
月

日
健

康
福

祉
子

ど
も

局
食

品
保

健
課

平
成

2
6
年

7
月

1
0
日

ま
で

の
間

に
、

熊
本

市
内

に
お

い
て

営
業

許
可

を
受

け
た

飲
食

店
一

覧
(仮

設
、

移
動

販
売

、
自

動
販

売
機

を
除

く
)計

8
,3

6
1

件 項
目

:申
請

者
氏

名
、

申
請

者
電

話
番

号
、

申
請

者
住

所
、

屋
号

(店
名

)、
営

業
所

電
話

番
号

、
営

業
所

住
所

、
初

回
許

可
年

月
日

※
 開

示
情

報
取

り
出

し
日

時
:平

成
2
6
年

7
月

1
4

日
 1

3
:3

0

開
示

7
/
2
4

7
/
2
5
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受
付

番
号

受
付

日
請

求
す

る
文

書
の

件
名

所
管

課
期

限
延

長
決

定
文

書
の

件
名

決
定

内
容

不
開

示
理

由
開

示
等

決
定

日
開

示
日

2
9
5

7
/
1
0

平
成

2
6
年

7
月

2
日

開
札

･北
部

土
木

ｾ
ﾝ
ﾀ
ｰ

 工
務

課
一

般
県

道
 砂

原
四

方
寄

線
(花

園
工

区
)和

泉
地

区
道

路
改

良
工

事
上

記
の

金
入

設
計

書
の

開
示

を
お

願
い

致
し

ま
す

。

都
市

建
設

局
北

部
土

木
ｾ

ﾝ
ﾀ
ｰ

工
務

課

･一
般

県
道

砂
原

四
方

寄
線

(花
園

工
区

)和
泉

地
区

道
路

改
良

工
事

上
記

1
件

の
金

入
設

計
書

開
示

7
/
1
4

7
/
1
7

2
9
6

7
/
1
0

平
成

2
6
年

7
月

2
日

開
札

･西
部

土
木

ｾ
ﾝ
ﾀ
ｰ

 河
内

分
室

市
道

 野
出

第
1
号

線
道

路
改

良
工

事
上

記
の

金
入

設
計

書
の

開
示

を
お

願
い

致
し

ま
す

。

都
市

建
設

局
西

部
土

木
ｾ

ﾝ
ﾀ
ｰ

河
内

分
室

市
道

野
出

第
1
号

線
道

路
改

良
工

事
の

金
入

設
計

書
開

示
7
/
2
3

7
/
2
4

2
9
7

7
/
1
0

一
般

県
道

 花
園

ｲ
ﾝ
ﾀ
ｰ

線
池

亀
地

区
盛

土
工

事
(そ

の
2
)の

金
入

り
設

計
書

。
科

目
内

訳
、

施
工

内
訳

ま
で

す
べ

て
お

願
い

し
ま

す
。

都
市

建
設

局
北

部
土

木
ｾ

ﾝ
ﾀ
ｰ

工
務

課

･一
般

県
道

 花
園

ｲ
ﾝ
ﾀ
ｰ

線
池

亀
地

区
盛

土
工

事
(そ

の
2
)

金
入

設
計

書
開

示
7
/
1
4

7
/
1
6

2
9
8

7
/
1
1

別
紙

に
示

す
土

地
に

お
い

て
、

｢消
防

法
に

基
づ

く
危

険
物

取
扱

所
等

の
廃

止
｣関

連
の

書
類

(知
り

た
い

内
容

;鉱
油

類
貯

蔵
用

ﾀ
ﾝ
ｸ
の

種
類

･油
種

)
熊

本
市

中
央

区
南

熊
本

1
丁

目
○

番
○

○
号

消
防

局
総

務
課

別
紙

に
示

す
土

地
(熊

本
市

中
央

区
南

熊
本

1
丁

目
○

番
○

○
号

)に
お

い
て

、
｢消

防
法

に
基

づ
く

危
険

物
取

扱
所

等
の

廃
止

｣関
連

の
書

類
(知

り
た

い
内

容
:鉱

油
類

貯
蔵

用
ﾀ
ﾝ
ｸ
の

種
類

、
油

種
)

開
示

7
/
2
4

7
/
2
9

郵
送

2
9
9

7
/
1
1

別
紙

に
示

す
土

地
に

お
い

て
、

大
気

汚
染

防
止

法
及

び
条

例
に

基
づ

く
揮

発
性

有
機

化
合

物
排

出
事

業
場

及
び

ば
い

煙
発

生
事

業
場

の
有

無
に

つ
い

て
ま

た
、

存
在

す
る

場
合

は
、

そ
の

(事
業

場
名

、
所

在
地

、
設

置
･廃

止
日

、
施

設
の

種
類

、
排

出
さ

れ
る

物
質

名
)

V
O

C
施

設
の

場
合

は
、

物
質

名
ば

い
煙

発
生

施
設

の
場

合
は

、
燃

料

環
境

局
環

境
政

策
課

別
紙

に
示

す
土

地
に

お
い

て
、

大
気

汚
染

防
止

法
及

び
条

例
に

基
づ

く
揮

発
性

有
機

化
合

物
排

出
事

業
場

及
び

ば
い

煙
発

生
事

業
場

の
有

無
に

つ
い

て
存

在
す

る
場

合
は

、
そ

の
事

業
場

名
、

所
在

地
、

設
置

･廃
止

日
、

施
設

の
種

類
、

(有
機

化
合

物
排

出
施

設
に

あ
っ

て
は

)排
出

さ
れ

る
物

質
名

(ば
い

煙
発

生
施

設
に

あ
っ

て
は

)燃
料

種
別

開
示

7
/
1
4

7
/
2
9

郵
送

3
0
0

7
/
1
1

○
○

中
学

校
○

○
部

の
4
月

、
5
月

、
6
月

の
練

習
計

画
に

つ
い

て
、

校
長

が
印

鑑
を

押
さ

れ
た

承
認

書
を

開
示

し
て

く
だ

さ
い

。
尚

不
存

在
の

場
合

は
理

由
も

お
願

い
し

ま
す

。

教
育

委
員

会
事

務
局

健
康

教
育

課

･○
○

中
学

校
○

○
部

の
4
月

、
 5

月
、

6
月

の
練

習
計

画
に

つ
い

て
校

長
が

印
鑑

を
押

さ
れ

た
承

認
書

。
尚

、
不

存
在

の
場

合
は

そ
の

理
由

。
不

存
在

第
1
1
条

　
第

2
項

7
/
1
4

3
0
1

7
/
1
1

道
路

位
置

指
定

S
3
9
-
1
2
8
 一

式
+
協

定
書

都
市

建
設

局
建

築
指

導
課

道
路

位
置

指
定

 S
3
9
-
1
2
8
 一

式
+
協

定
書

開
示

(一
部

請
求

拒
否

)
2
号

　
個

人
情

報
7
/
1
1

7
/
3
0

3
0
2

7
/
1
1

熊
本

市
勤

労
者

福
祉

ｾ
ﾝ
ﾀ
ｰ

の
指

定
管

理
申

請
書

類
申

請
の

際
に

提
出

さ
れ

た
書

類
 全

て
平

成
2
4
年

4
月

1
日

か
ら

の
分

農
水

商
工

局
産

業
政

策
課

有
8
/
2
5

9
/
1
2

熊
本

市
勤

労
者

福
祉

ｾ
ﾝ
ﾀ
ｰ

の
指

定
管

理
申

請
書

類
開

示
(一

部
請

求
拒

否
)

3
号

　
法

人
等

情
報

8
/
2
5

9
/
1
2
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受
付

番
号

受
付

日
請

求
す

る
文

書
の

件
名

所
管

課
期

限
延

長
決

定
文

書
の

件
名

決
定

内
容

不
開

示
理

由
開

示
等

決
定

日
開

示
日

3
0
3

7
/
1
1

く
ま

も
と

森
都

心
ﾌ
ﾟﾗ

ｻ
ﾞの

指
定

管
理

申
請

書
類

申
請

の
際

に
提

出
さ

れ
た

書
類

 全
て

平
成

2
3
年

1
0
月

1
日

か
ら

の
分

･現
在

事
項

全
部

証
明

書
･決

算
報

告
書

･身
分

証
明

書
･納

税
証

明
書

･労
働

保
険

料
納

付
証

明
書

･I
S
O

1
4
0
0
1
ﾏ

ﾈ
ｼ

ﾞﾒ
ﾝ
ﾄｼ

ｽ
ﾃ

ﾑ
登

録
証

･市
税

滞
納

有
無

調
査

承
諾

書
･役

員
名

簿
及

び
照

会
承

諾
書

請
求

者
へ

電
話

確
認

し
た

と
こ

ろ
不

要
と

の
回

答
あ

り
7
/
1
6

農
水

商
工

局
産

業
政

策
課

有
8
/
2
5

く
ま

も
と

森
都

心
ﾌ
ﾟﾗ

ｻ
ﾞの

指
定

管
理

申
請

書
類

申
請

の
際

に
提

出
さ

れ
た

書
類

全
て

平
成

2
3
年

1
0
月

1
日

か
ら

の
分

開
示

(一
部

請
求

拒
否

)

2
号

　
個

人
情

報
3
号

　
法

人
等

情
報

4
号

　
公

共
の

安
全

等
に

関
す

る
情

報

8
/
2
0

9
/
2
2

3
0
4

7
/
1
1

熊
本

市
情

報
流

通
会

館
の

指
定

管
理

申
請

書
類

申
請

の
際

に
提

出
さ

れ
た

書
類

 全
て

平
成

2
2
年

4
月

1
日

か
ら

の
分

農
水

商
工

局
商

工
振

興
課

有
8
/
2
5

熊
本

市
流

通
情

報
会

館
の

指
定

管
理

申
請

書
類

開
示

(一
部

請
求

拒
否

)

2
号

　
個

人
情

報
3
号

　
法

人
等

情
報

8
/
2
5

9
/
1
0
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受
付

番
号

受
付

日
請

求
す

る
文

書
の

件
名

所
管

課
期

限
延

長
決

定
文

書
の

件
名

決
定

内
容

不
開

示
理

由
開

示
等

決
定

日
開

示
日

3
0
5

7
/
1
1

●
｢J

R
熊

本
･川

尻
駅

間
新

駅
の

駅
前

広
場

区
域

変
更

｣
に

関
す

る
都

市
計

画
説

明
会

に
関

連
す

る
以

下
の

開
示

請
求

。
1
.平

成
2
6
年

6
月

2
8
日

(土
)開

催
の

力
合

校
区

自
治

協
議

会
等

と
の

説
明

会
で

の
1
)出

席
者

全
員

の
熊

本
市

職
員

役
職

名
･氏

名
･等

、
校

区
出

席
者

の
役

職
氏

名
、

2
)会

議
録

と
質

疑
応

答
議

事
録

、
2
.平

成
2
6
年

6
月

2
7
日

(金
)開

催
の

日
吉

ｺ
ﾐｾ

ﾝ
で

の
説

明
会

熊
本

市
職

員
役

職
名

と
会

議
録

･更
に

･質
疑

応
答

議
事

録
、

3
.平

成
2
6
年

6
月

3
0
日

(月
)開

催
の

力
合

ｺ
ﾐｾ

ﾝ
で

の
説

明
会

熊
本

市
職

員
役

職
名

と
会

議
録

･更
に

･質
疑

応
答

議
事

録
、

4
.熊

本
市

担
当

･新
駅

･駅
前

広
場

整
備

に
伴

う
｢熊

本
市

公
共

事
業

環
境

配
慮

指
針

｣に
基

づ
く

1
)第

何
種

事
業

2
)工

事
予

算
額

3
)工

事
ｽ
ｹ

ｼ
ﾞｭ

ｰ
ﾙ

表
4
)環

境
配

慮
指

針
の

運
用

ﾌ
ﾛ
ｰ

(第
何

種
事

業
)一

式
、

5
.熊

本
市

公
共

交
通

協
議

会
の

専
門

部
会

等
が

、
平

成
2
5
年

4
月

施
行

の
公

共
交

通
基

本
条

例
に

基
づ

き
、

｢
ﾊ

ﾞｽ
路

線
再

編
･熊

本
市

選
定

｣の
定

時
性

や
速

達
性

に
優

れ
た

鉄
軌

道
と

の
連

携
強

化
の

た
め

、
鉄

道
駅

と
の

交
通

結
節

点
と

し
て

の
JR

新
駅

(熊
本

-
川

尻
間

)を
検

討
し

て
い

る
と

の
事

で
あ

る
が

、
新

駅
前

広
場

に
乗

り
入

れ
る

ﾊ
ﾞｽ

路
線

名
等

･公
共

交
通

結
節

構
想

等
･の

わ
か

る
資

料
等

の
開

示
請

求
。

都
市

建
設

局
交

通
政

策
総

室

1
)平

成
2
6
年

6
月

2
8
日

(土
)開

催
の

力
合

校
区

自
治

協
議

会
等

と
の

説
明

会
で

の
1
)出

席
者

全
員

の
熊

本
市

職
員

役
職

名
･氏

名
等

、
校

区
出

席
者

の
役

職
氏

名
2
)会

議
録

と
質

疑
応

答
議

事
録

不
存

在
第

1
1
条

　
第

2
項

7
/
2
5

-120-



受
付

番
号

受
付

日
請

求
す

る
文

書
の

件
名

所
管

課
期

限
延

長
決

定
文

書
の

件
名

決
定

内
容

不
開

示
理

由
開

示
等

決
定

日
開

示
日

2
.平

成
2
6
年

6
月

2
7
日

(金
)開

催
の

日
吉

ｺ
ﾐｾ

ﾝ
で

の
説

明
会

熊
本

市
職

員
役

職
名

と
会

議
録

･更
に

･質
疑

応
答

議
事

録
3
.平

成
2
6
年

6
月

3
0
日

(月
)開

催
の

力
合

ｺ
ﾐｾ

ﾝ
で

の
説

明
会

熊
本

市
職

員
役

職
名

と
会

議
録

･更
に

･質
疑

応
答

議
事

録
4
.熊

本
市

担
当

･新
駅

･駅
前

広
場

整
備

に
伴

う
｢

熊
本

市
公

共
事

業
環

境
配

慮
指

針
｣に

基
づ

く
 1

)
第

何
種

事
業

 2
)工

事
予

算
額

 3
)工

事
ｽ
ｹ

ｼ
ﾞｭ

ｰ
ﾙ

表
 4

)環
境

配
慮

指
針

の
運

用
ﾌ
ﾛ
ｰ

(第
何

種
事

業
)一

式
5
.熊

本
市

公
共

交
通

協
議

会
の

専
門

部
会

等
が

、
平

成
2
5
年

4
月

施
行

の
公

共
交

通
基

本
条

例
に

基
づ

き
、

｢ﾊ
ﾞｽ

路
線

再
編

･熊
本

市
選

定
｣の

定
時

制
や

速
達

性
に

優
れ

た
鉄

軌
道

と
の

連
携

強
化

の
た

め
、

鉄
道

駅
と

の
交

通
結

節
点

と
し

て
の

JR
新

駅
(熊

本
-
川

尻
間

)を
検

討
し

て
い

る
と

の
事

で
あ

る
が

、
新

駅
前

広
場

に
乗

り
入

れ
る

ﾊ
ﾞｽ

路
線

名
等

･
公

共
交

通
結

節
構

想
等

･の
わ

か
る

資
料

等

開
示

7
/
2
5

7
/
3
0

3
0
6

7
/
1
1

･道
路

協
定

書
･平

面
図

熊
本

市
北

区
龍

田
陣

内
三

丁
目

○
○

-
○

、
○

○
-
○

、
○

○
-
○

、
○

○
-
○

ｶ
ﾗ
ｰ

都
市

建
設

局
建

築
指

導
課

道
路

協
定

書
 平

面
図

熊
本

市
北

区
龍

田
陳

内
三

丁
目

○
○

-
○

、
○

○
-
○

、
○

○
-
○

、
○

○
-
○

ｶ
ﾗ
ｰ

開
示

(一
部

請
求

拒
否

)
2
号

　
個

人
情

報
7
/
1
5

7
/
1
8

3
0
7

7
/
1
4

指
定

管
理

者
導

入
制

度
導

入
施

設
で

あ
る

、
熊

本
市

祖
崇

廟
納

骨
堂

（
所

管
部

署
:人

権
推

進
総

室
）
の

直
近

の
指

定
管

理
公

募
に

あ
た

っ
て

提
示

さ
れ

た
募

集
要

綱
及

び
仕

様
書

、
○

○
が

提
出

し
た

直
近

の
一

切
の

書
類

及
び

平
成

２
４

年
度

･平
成

2
5
年

度
の

収
支

報
告

書
企

画
振

興
局

人
権

推
進

総
室

■
募

集
者

提
示

資
料

募
集

要
項

 申
請

書
一

式
 仕

様
書

 関
係

条
例

■
指

定
管

理
者

提
出

資
料

指
定

管
理

者
応

募
申

請
者

 定
款

 履
歴

事
項

全
部

証
明

書
 貸

借
対

照
表

 納
税

証
明

書
 身

分
証

明
書

 労
働

保
険

料
納

付
証

明
書

 役
員

等
名

簿
市

税
滞

納
有

無
調

査
承

諾
書

 ｸ
ﾞﾘ

ｰ
ﾝ
宣

言
事

業
所

登
録

証
■

指
定

管
理

者
報

告
資

料
平

成
2
4
年

度
業

務
収

支
決

算
報

告
書

 平
成

2
5
年

度
業

務
収

支
決

算
報

告
書

の
文

書
開

示
に

つ
い

て

開
示

(一
部

請
求

拒
否

)

2
号

　
個

人
情

報
3
号

　
法

人
等

情
報

7
/
2
3

7
/
3
0

3
0
8

7
/
1
4

道
路

等
の

判
定

調
査

書
の

関
係

書
類

一
式

平
成

2
4
年

1
0
月

9
日

1
2
年

第
1
8
6
号

ｶ
ﾗ
ｰ

で

都
市

建
設

局
建

築
指

導
課

道
路

等
の

判
定

調
査

書
の

関
係

書
類

一
式

平
成

2
4
年

1
0
月

9
日

 1
2
年

第
1
8
6
号

 ｶ
ﾗ
ｰ

で
開

示
(一

部
請

求
拒

否
)

2
号

　
個

人
情

報
7
/
1
5
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受
付

番
号

受
付

日
請

求
す

る
文

書
の

件
名

所
管

課
期

限
延

長
決

定
文

書
の

件
名

決
定

内
容

不
開

示
理

由
開

示
等

決
定

日
開

示
日

3
0
9

7
/
1
4

飲
食

店
の

営
業

許
可

台
帳

･屋
号

 ･
業

種
･住

所
（
店

舗
）

･電
話

番
号

（
〃

）
･代

表
者

名
（
〃

）
･許

可
日

･現
在

営
業

中
の

も
の

※
仮

店
舗

、
臨

時
、

移
動

、
自

動
販

売
機

等
は

除
く

※
7
/
1
4
現

在

健
康

福
祉

子
ど

も
局

食
品

保
健

課

平
成

2
6
年

7
月

1
4
日

ま
で

の
間

に
、

熊
本

市
内

に
お

い
て

営
業

許
可

を
受

け
た

現
在

営
業

中
の

飲
食

店
一

覧
(仮

設
、

臨
時

営
業

、
移

動
販

売
、

自
動

販
売

機
を

除
く

)
計

8
,3

1
3
件

項
目

:屋
号

、
店

舗
住

所
、

店
舗

電
話

番
号

、
申

請
者

名
、

代
表

者
名

、
許

可
日

、
業

種
※

 開
示

情
報

取
り

出
し

日
時

:平
成

2
6
年

7
月

1
7

日
 1

0
:3

0

開
示

7
/
2
5

3
1
0

7
/
1
4

営
業

許
可

を
受

け
た

美
容

所
一

覧
･屋

号
･住

所
（
店

舗
）

･連
絡

先
（
〃

）
･代

表
者

名
（
〃

）
･許

可
日

（
〃

）
※

現
在

、
営

業
中

の
も

の
･7

/
1
4
現

在

健
康

福
祉

子
ど

も
局

生
活

衛
生

課

平
成

2
6
年

7
月

1
4
日

現
在

、
熊

本
市

内
に

お
い

て
開

設
確

認
を

受
け

て
い

る
美

容
所

の
一

覧
項

目
; 
施

設
の

名
称

、
所

在
地

、
電

話
番

号
、

開
設

者
の

氏
名

･名
称

、
役

職
、

代
表

者
氏

名
開

設
確

認
日

開
示

7
/
1
7

3
1
1

7
/
1
4

飲
食

店
の

新
規

検
査

の
申

請
を

行
っ

た
店

舗
の

情
報

開
示

を
申

請
い

た
し

ま
す

。
た

だ
し

、
移

動
販

売
･臨

時
営

業
･仮

設
営

業
･自

動
販

売
機

を
除

く
。

項
目

:屋
号

･営
業

所
在

地
･申

請
者

名
･営

業
電

話
番

号 期
間

:2
0
1
4
年

6
月

2
8
日

よ
り

2
0
1
4
年

7
月

1
4
日

健
康

福
祉

子
ど

も
局

食
品

保
健

課

平
成

2
6
年

6
月

2
8
日

～
平

成
2
6
年

7
月

1
4
日

ま
で

の
間

に
、

熊
本

市
内

に
お

い
て

新
規

に
申

請
を

行
っ

た
飲

食
店

一
覧

(移
動

販
売

、
臨

時
営

業
、

仮
設

営
業

、
自

動
販

売
機

を
除

く
)計

3
7
件

項
目

:屋
号

、
営

業
所

所
在

地
、

申
請

者
名

、
営

業
所

電
話

番
号

※
 開

示
情

報
取

り
出

し
日

時
:平

成
2
6
年

7
月

1
7

日
 1

0
:3

0

開
示

7
/
2
2

7
/
2
4

3
1
2

7
/
1
4

理
美

容
の

開
設

届
を

提
出

さ
れ

た
店

舗
の

情
報

開
示

を
申

請
い

た
し

ま
す

。
項

目
:店

舗
名

･住
所

･電
話

番
号

･申
請

者
名

期
間

:2
0
1
4
年

6
月

2
8
日

よ
り

2
0
1
4
年

7
月

1
4
日

健
康

福
祉

子
ど

も
局

生
活

衛
生

課

平
成

2
6
年

6
月

2
8
日

か
ら

同
7
月

1
4
日

の
間

、
熊

本
市

内
に

お
い

て
新

規
確

認
し

た
理

容
所

、
美

容
所

の
一

覧
項

目
; 
施

設
の

名
称

、
所

在
地

、
電

話
番

号
、

開
設

者
の

氏
名

、
役

職
、

代
表

者
氏

名

開
示

7
/
1
7

7
/
2
4

3
1
3

7
/
1
5

平
成

2
6
年

度
工

事
名

 奥
古

閑
小

学
校

屋
内

運
動

場
天

井
落

下
防

止
対

策
 工

事
（
そ

の
2
）

上
記

工
事

の
金

入
り

設
計

書
1
式

（
工

事
内

訳
）

種
目

別
内

訳
書

･科
目

別
内

訳
書

･細
目

別
内

訳
書

共
通

仮
設

費
の

内
訳

書

教
育

委
員

会
事

務
局

施
設

課

奥
古

閑
小

学
校

屋
内

運
動

場
天

井
落

下
防

止
対

策
工

事
(そ

の
2
)の

金
入

り
設

計
書

1
式

(工
事

内
訳

)

開
示

7
/
2
2

7
/
2
3
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受
付

番
号

受
付

日
請

求
す

る
文

書
の

件
名

所
管

課
期

限
延

長
決

定
文

書
の

件
名

決
定

内
容

不
開

示
理

由
開

示
等

決
定

日
開

示
日

3
1
4

7
/
1
5

○
○

保
育

園
々

長
○

○
○

○
H

2
0
～

H
2
5
年

度
同

上
副

施
設

長
○

○
○

○
H

2
0
～

H
2
5
年

度
（
副

施
設

長
-
現

在
迄

（
園

長
）

上
記

の
期

間
中

の
2
名

在
職

期
間

が
確

認
出

来
る

も
の

健
康

福
祉

子
ど

も
局

保
育

幼
稚

園
課

○
○

保
育

園
の

現
施

設
長

及
び

前
施

設
長

の
在

職
期

間
が

確
認

で
き

る
書

類
①

平
成

2
1
年

度
か

ら
2
6
年

度
の

民
間

施
設

給
与

等
改

善
費

適
用

申
請

書
②

児
童

福
祉

施
設

長
変

更
届

出
書

開
示

(一
部

請
求

拒
否

)
2
号

　
個

人
情

報
7
/
2
5

7
/
2
5

3
1
5

7
/
1
5

道
路

位
置

指
定

S
4
3
-
4
7
0
の

書
類

一
式

（
ｶ
ﾗ
ｰ

で
）

2
部

希
望

都
市

建
設

局
建

築
指

導
課

道
路

位
置

指
定

 S
4
3
-
4
7
0
の

書
類

一
式

(ｶ
ﾗ
ｰ

で
)2

部
希

望
開

示
(一

部
請

求
拒

否
)

2
号

　
個

人
情

報
7
/
1
5

7
/
1
7

3
1
6

7
/
1
5

川
尻

校
区

か
ら

提
出

さ
れ

た
各

自
治

会
の

H
2
6
予

算
書

及
び

H
2
5
の

決
算

書
の

綴
り

。
南

区
役

所
ま

ち
づ

く
り

推
進

課

川
尻

校
区

か
ら

提
出

さ
れ

た
各

自
治

会
の

平
成

2
6

年
度

予
算

書
及

び
平

成
2
5
年

度
決

算
書

の
綴

り
開

示
(一

部
請

求
拒

否
)

2
号

　
個

人
情

報
7
/
2
2

8
/
6

3
1
7

7
/
1
5

大
規

模
行

為
届

出
書

の
様

式
第

3
号

（
平

成
2
6
年

4
月

1
1
日

～
5
月

1
0
日

届
出

分
）
（
建

築
物

に
限

る
）

都
市

建
設

局
開

発
景

観
課

大
規

模
行

為
届

出
書

の
様

式
第

3
号

(平
成

2
6
年

4
月

1
1
日

～
5
月

1
0
日

届
出

分
)

(建
築

物
に

限
る

)

開
示

(一
部

請
求

拒
否

)
2
号

　
個

人
情

報
7
/
1
7

7
/
1
7

3
1
8

7
/
1
5

平
成

2
6
年

3
月

1
2
日

開
札

上
下

水
道

局
 水

道
整

備
課

東
区

健
軍

2
丁

目
2
0
番

地
付

近
φ

8
0
0
粍

配
水

管
推

進
工

事
上

記
の

設
計

変
更

後
の

金
入

設
計

書
の

開
示

を
お

願
い

致
し

ま
す

。

上
下

水
道

局
水

道
整

備
課

･東
区

健
軍

2
丁

目
2
0
番

地
付

近
φ

8
0
0
粍

配
水

管
推

進
工

事
上

記
の

金
額

入
り

工
事

変
更

設
計

書
開

示
7
/
1
7

7
/
1
7

3
1
9

7
/
1
6

道
路

位
置

指
定

S
3
6
-
0
5
8

白
黒

→
白

黒
ｶ
ﾗ
→

ｶ
ﾗ
ｰ

都
市

建
設

局
建

築
指

導
課

道
路

位
置

指
定

 S
3
6
-
0
5
8
 白

黒
→

白
黒

 ｶ
ﾗ
ｰ

→
ｶ
ﾗ
ｰ

開
示

(一
部

請
求

拒
否

)
2
号

　
個

人
情

報
7
/
1
7

7
/
1
8

3
2
0

7
/
1
6

河
内

山
農

道
改

良
外

1
件

工
事

上
記

工
事

の
金

入
設

計
書

の
開

示
を

お
願

い
い

た
し

ま
す

。

西
区

役
所

農
業

振
興

課
河

内
分

室

平
成

2
6
年

7
月

2
日

開
札

河
内

山
農

道
改

良
外

1
件

工
事

金
入

設
計

書
開

示
7
/
1
7

7
/
2
3

3
2
1

7
/
1
7

市
道

 上
南

部
第

5
号

線
交

差
点

改
良

工
事

金
入

設
計

書
都

市
建

設
局

東
部

土
木

ｾ
ﾝ

ﾀ
ｰ

工
務

課

市
道

 上
南

部
第

5
号

線
交

差
点

改
良

工
事

金
入

設
計

書
開

示
7
/
1
8

7
/
2
8

3
2
2

7
/
1
7

平
成

2
6
年

7
月

9
日

開
札

･東
部

土
木

ｾ
ﾝ
ﾀ
ｰ

 河
川

公
園

整
備

課
上

原
第

2
号

橋
架

替
工

事
上

記
の

金
入

り
設

計
書

の
開

示
を

お
願

い
し

ま
す

。

都
市

建
設

局
東

部
土

木
ｾ

ﾝ
ﾀ
ｰ

河
川

公
園

整
備

課

上
原

第
2
号

橋
架

替
工

事
の

金
入

り
設

計
書

開
示

7
/
1
8

7
/
2
4
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受
付

番
号

受
付

日
請

求
す

る
文

書
の

件
名

所
管

課
期

限
延

長
決

定
文

書
の

件
名

決
定

内
容

不
開

示
理

由
開

示
等

決
定

日
開

示
日

3
2
3

7
/
1
7

平
成

2
6
年

7
月

9
日

開
札

･北
部

土
木

ｾ
ﾝ
ﾀ
ｰ

 工
務

課
一

般
県

道
 砂

原
四

方
寄

線
（
花

園
工

区
）
下

硯
川

地
区

工
事

用
道

路
工

事
上

記
の

金
入

り
設

計
書

の
開

示
を

お
願

い
し

ま
す

。

都
市

建
設

局
北

部
土

木
ｾ

ﾝ
ﾀ
ｰ

工
務

課

･一
般

県
道

 砂
原

四
方

寄
線

(花
園

工
区

)下
硯

川
地

区
工

事
用

道
路

工
事

金
入

設
計

書
開

示
7
/
2
4

7
/
2
9

3
2
4

7
/
1
7

平
成

2
6
年

6
月

1
9
日

開
札

 水
道

整
備

課
･北

区
植

木
町

米
塚

2
5
番

地
付

近
φ

1
5
0
･7

5
･5

0
粍

配
水

管
布

設
替

他
1
件

工
事

平
成

2
6
年

7
月

1
0
日

開
札

 水
道

整
備

課
･北

区
植

木
町

大
井

菅
原

神
社

付
近

φ
1
5
0
･1

0
0
･7

5
粍

配
水

管
布

設
他

1
件

工
事

上
記

の
金

入
り

設
計

書
の

開
示

を
お

願
い

し
ま

す
。

上
下

水
道

局
水

道
整

備
課

･北
区

植
木

町
米

塚
2
5
番

地
付

近
φ

1
5
0
･7

5
･5

0
粍

配
水

管
替

布
設

他
1
件

工
事

･北
区

植
木

町
大

井
菅

原
神

社
付

近
φ

1
5
0
･1

0
0
･

7
5
粍

配
水

管
布

設
他

1
件

工
事

(金
入

り
設

計
書

 2
案

件
分

)
開

示
7
/
2
2

7
/
2
4

3
2
5

7
/
1
7

平
成

2
6
年

7
月

9
日

開
札

 下
水

道
整

備
課

･都
市

計
画

事
業

 東
部

汚
水

6
4
号

幹
線

及
び

枝
線

外
枝

線
下

水
道

築
造

工
事

（
9
2
4
工

区
）

･都
市

計
画

事
業

 中
部

汚
水

1
号

幹
線

及
び

外
枝

線
下

水
道

築
造

工
事

（
9
3
3
工

区
）
【
JR

近
接

】
･都

市
計

画
事

業
 西

部
汚

水
1
1
号

幹
線

（
そ

の
1
）
下

水
道

築
造

工
事

（
9
1
6
工

区
）

上
記

の
金

入
り

設
計

書
の

開
示

を
お

願
い

し
ま

す
。

上
下

水
道

局
下

水
道

整
備

課

都
市

計
画

事
業

東
部

汚
水

6
4
号

幹
線

及
び

枝
線

外
枝

線
下

水
道

築
造

工
事

(9
2
4
工

区
)

都
市

計
画

事
業

中
部

汚
水

1
号

幹
線

及
び

外
枝

線
下

水
道

築
造

工
事

(9
3
3
工

区
)【

JR
近

接
】

都
市

計
画

事
業

西
部

汚
水

1
1
号

幹
線

(そ
の

1
)下

水
道

築
造

工
事

(9
1
6
工

区
)

上
記

の
金

入
り

設
計

書

開
示

7
/
2
3

7
/
2
4

3
2
6

7
/
1
7

契
約

検
査

室
発

文
書

（
発

番
･発

日
不

明
）

｢設
計

変
更

時
に

お
け

る
概

算
金

額
等

の
明

示
に

つ
い

て
｣

平
成

2
6
年

度
工

事
執

行
の

設
計

担
当

(か
い

)会
議

資
料

5
8
ﾍ

ﾟｰ
ｼ

ﾞ
公

文
書

と
し

て
独

立
し

た
も

の
で

あ
れ

ば
、

文
書

の
発

番
･発

日
･適

用
施

行
日

を
記

載
し

て
く

だ
さ

い
。

総
務

局
契

約
検

査
総

室

(設
計

変
更

時
に

お
け

る
概

算
金

額
等

の
明

示
に

つ
い

て
)

平
成

2
6
年

度
工

事
執

行
の

設
計

担
当

課
(か

い
)

会
議

資
料

5
8
ﾍ

ﾟｰ
ｼ

ﾞ
※

注
 当

該
文

書
は

独
立

し
た

公
文

書
で

は
あ

り
ま

せ
ん

。

開
示

7
/
2
3

7
/
2
4

3
2
7

7
/
1
8

平
成

2
5
年

9
月

市
政

だ
よ

り
の

編
集

、
印

刷
、

配
布

等
、

発
行

に
か

か
っ

た
費

用
。

企
画

振
興

局
広

報
課

支
出

命
令

書
(市

政
だ

よ
り

9
月

号
に

係
る

編
集

費
用

、
印

刷
費

用
、

配
付

費
用

)

開
示

(一
部

請
求

拒
否

)
3
号

　
法

人
等

情
報

7
/
2
3

8
/
1
8
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受
付

番
号

受
付

日
請

求
す

る
文

書
の

件
名

所
管

課
期

限
延

長
決

定
文

書
の

件
名

決
定

内
容

不
開

示
理

由
開

示
等

決
定

日
開

示
日

3
2
8

7
/
1
8

①
平

成
2
5
年

度
(平

成
2
5
年

4
月

1
日

～
平

成
2
6
年

3
月

3
1
日

)
熊

本
市

斎
場

月
別

使
用

件
数

(火
葬

場
)

②
平

成
2
5
年

度
(平

成
2
5
年

4
月

1
日

～
平

成
2
6
年

3
月

3
1
日

)
熊

本
市

斎
場

式
場

使
用

状
況

③
平

成
2
5
年

度
(平

成
2
5
年

4
月

1
日

～
平

成
2
6
年

3
月

3
1
日

)
熊

本
市

斎
場

使
用

件
数

(火
葬

場
)

④
平

成
2
5
年

度
(平

成
2
5
年

4
月

1
日

～
平

成
2
6
年

3
月

3
1
日

)
植

木
火

葬
場

使
用

件
数

健
康

福
祉

子
ど

も
局

健
康

福
祉

政
策

課

･平
成

2
5
年

度
熊

本
市

斎
場

火
葬

件
数

、
式

場
利

用
件

数
(開

示
請

求
番

号
①

、
②

、
③

)
･平

成
2
5
年

度
植

木
火

葬
場

使
用

件
数

(開
示

請
求

番
号

④
)

開
示

8
/
1

8
/
4

3
2
9

7
/
1
8

○
○

中
学

校
、

○
○

○
○

教
諭

及
び

○
○

○
○

教
諭

の
4
月

、
5
月

、
6
月

の
健

康
管

理
の

た
め

の
在

校
時

間
把

握
表

を
開

示
し

て
く

だ
さ

い
。

も
し

開
示

で
き

な
け

れ
ば

両
教

諭
の

各
月

の
、

上
記

文
書

の
合

計
時

間
数

だ
け

で
も

御
教

示
く

だ
さ

い
。

教
育

委
員

会
事

務
局

教
職

員
課

○
○

中
学

校
、

○
○

○
○

教
諭

及
び

○
○

○
○

教
論

の
4
月

、
 5

月
、

 6
月

の
健

康
管

理
の

た
め

の
在

校
時

間
把

握
表

開
示

7
/
2
9

7
/
3
0

3
3
0

7
/
1
8

●
情

個
審

答
申

第
3
号

･平
成

2
6
年

5
月

2
8
日

付
、

市
協

発
第

1
4
9
号

･平
成

2
6
年

6
月

5
日

付
、

に
つ

い
て

、
以

下
の

開
示

請
求

を
し

ま
す

。
1
.熊

本
市

長
附

属
機

関
の

開
催

に
当

た
っ

て
は

、
各

審
議

会
等

条
例

に
則

り
諮

問
書

の
様

式
が

規
定

さ
れ

て
お

り
、

熊
本

市
長

の
諮

問
書

の
諮

問
項

目
趣

旨
に

則
り

開
催

さ
れ

て
い

る
。

に
も

拘
ら

ず
、

こ
の

審
議

会
答

申
内

容
に

は
･｢

～
当

審
議

会
で

調
査

を
行

っ
た

結
果

、
本

市
に

お
い

て
は

、
附

属
機

関
へ

の
諮

問
等

の
方

法
を

統
一

的
に

定
め

た
規

定
は

な
く

、
多

く
の

附
属

機
関

へ
押

印
し

た
文

書
に

よ
る

諮
問

の
形

式
を

と
っ

て
い

な
い

こ
と

か
ら

、
～

｣と
あ

る
が

、
｢文

書
等

開
示

請
求

書
･第

2
0
9
号

･平
成

2
6
年

6
月

1
3

日
付

･→
市

協
発

第
2
0
0
号

･平
成

2
6
年

6
月

2
7
日

付
･

資
料

交
付

に
よ

れ
ば

、
市

協
発

第
5
2
2
号

･平
成

2
5
年

1
2
月

1
6
日

付
･で

は
、

熊
本

市
長

幸
山

政
史

公
印

(市
民

協
働

課
扱

い
)と

あ
り

、
委

員
各

位
第

1
回

｢熊
本

市
自

治
基

本
条

例
見

直
し

委
員

会
｣開

催
の

ご
案

内
と

あ
る

が
、

｢熊
本

市
自

治
基

本
条

例
見

直
し

委
員

会
｣を

熊
本

市
長

附
属

機
関

と
し

て
設

置
す

る
と

す
る

条
例

等
の

一
式

の
開

示
請

求
。

企
画

振
興

局
市

民
協

働
課

1
 熊

本
市

附
属

機
関

設
置

条
例

2
 熊

本
市

自
治

基
本

条
例

見
直

し
委

員
会

運
営

要
綱

開
示

7
/
3
1

8
/
2
6

-125-



受
付

番
号

受
付

日
請

求
す

る
文

書
の

件
名

所
管

課
期

限
延

長
決

定
文

書
の

件
名

決
定

内
容

不
開

示
理

由
開

示
等

決
定

日
開

示
日

2
.情

個
審

答
申

第
3
号

･平
成

2
6
年

5
月

2
8
日

付
･熊

本
市

長
様

･熊
本

市
情

報
公

開
個

人
情

報
審

議
会

会
長

江
藤

孝
公

印
熊

本
市

情
報

公
開

条
例

第
1
7
条

の
規

定
に

基
づ

く
諮

問
に

つ
い

て
(答

申
)熊

本
市

情
報

公
開

･
個

人
情

報
保

護
審

議
会

会
長

江
藤

孝
会

長
職

務
代

理
者

高
木

絹
子

委
員

大
江

正
昭

委
員

馬
場

啓
委

員
澤

田
道

夫
、

市
協

発
第

1
4
9
号

･平
成

2
6
年

6
月

5
日

付
･○

○
様

･熊
本

市
長

幸
山

政
史

･公
印

･｢
決

定
書

の
謄

本
に

つ
い

て
(送

付
)｣

決
定

書
平

成
2
6
年

6
月

4
日

熊
本

市
長

幸
山

政
史

公
印

上
記

の
決

定
書

の
謄

本
は

、
原

本
と

相
違

な
い

こ
と

を
証

明
す

る
。

平
成

2
6
年

6
月

5
日

熊
本

市
長

幸
山

政
史

公
印

、
と

あ
り

、
そ

の
中

に
、

第
5
審

議
会

の
判

断
3
本

件
文

書
1
･1

1
･1

1
1
の

存
否

に
つ

い
て

～
こ

れ
に

対
し

、
申

立
人

の
主

張
は

、
い

ず
れ

も
実

施
機

関
が

行
っ

た
判

断
や

事
務

事
業

の
手

法
等

へ
の

不
服

を
述

べ
て

い
る

に
過

ぎ
ず

、
文

書
の

存
在

を
疑

わ
せ

る
合

理
的

な
理

由
は

認
め

ら
れ

な
い

。
と

あ
る

。
私

の
｢文

書
等

開
示

請
求

書
の

内
容

｣･
｢異

議
申

立
て

書
｣･

｢審
議

会
長

宛
･意

見
書

｣･
｢答

申
記

述
･第

3
申

立
人

の
主

張
の

趣
旨

｣･
の

私
の

ど
の

部
分

の
記

述
文

章
･語

句
･等

が
、

｢い
ず

れ
も

実
施

機
関

が
行

っ
た

判
断

や
事

務
事

業
の

手
法

等
へ

の
不

服
を

述
べ

て
い

る
に

過
ぎ

ず
、

文
書

の
存

在
を

疑
わ

せ
る

合
理

的
な

理
由

は
認

め
ら

れ
な

い
。

｣と
す

る
に

該
当

す
る

と
し

て
、

決
定

書
の

謄
本

の
決

裁
を

交
付

執
行

し
た

の
か

?
の

そ
こ

が
解

か
る

･私
の

記
述

文
章

･語
句

･等
･の

開
示

請
求

。

1
｢い

ず
れ

も
実

施
機

関
が

行
っ

た
判

断
や

事
務

事
業

の
手

法
等

へ
の

不
服

を
述

べ
て

い
る

に
過

ぎ
ず

、
文

書
の

存
在

を
疑

わ
せ

る
合

理
的

な
理

由
は

認
め

ら
れ

な
い

。
｣に

該
当

す
る

と
し

て
、

決
定

書
の

謄
本

の
決

裁
を

交
付

執
行

し
た

こ
と

が
わ

か
る

、
私

(○
○

氏
)の

記
述

文
章

、
語

句
等

の
文

書

不
存

在
第

1
1
条

　
第

2
項

7
/
3
1

3
3
1

7
/
1
8

給
水

装
置

工
事

(改
造

)検
査

願
(竣

工
)受

付
日

H
2
6
.5

.2
0

㈱
○

○
様

分
給

水
設

置
工

事
(新

設
)検

査
願

(竣
工

)受
付

日
H

2
6
.6

.1
3

㈱
○

○
様

分
上

記
2
件

の
写

し
課

長
印

は
じ

め
検

査
印

ま
で

押
印

し
て

あ
る

も
の

上
下

水
道

局
給

排
水

設
備

課

給
水

装
置

工
事

検
査

願
(課

長
印

は
じ

め
検

査
印

ま
で

押
印

し
て

あ
る

も
の

)
(株

)○
○

、
(株

)○
○

開
示

(一
部

請
求

拒
否

)
2
号

　
個

人
情

報
7
/
2
3

7
/
2
5

郵
送
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受
付

番
号

受
付

日
請

求
す

る
文

書
の

件
名

所
管

課
期

限
延

長
決

定
文

書
の

件
名

決
定

内
容

不
開

示
理

由
開

示
等

決
定

日
開

示
日

3
3
2

7
/
1
8

障
害

者
の

日
常

生
活

用
具

給
付

事
業

で
、

私
の

長
男

が
使

用
す

る
電

動
式

た
ん

吸
引

器
の

買
い

替
え

を
申

請
す

る
に

あ
た

り
、

医
師

の
意

見
書

が
必

要
と

の
連

絡
が

東
区

役
所

福
祉

課
か

ら
あ

り
ま

し
た

。
平

成
2
6
年

7
月

1
7
日

に
電

話
で

、
医

師
の

意
見

書
が

必
要

な
根

拠
を

尋
ね

た
と

こ
ろ

、
｢熊

本
市

の
内

規
｣に

よ
る

と
い

う
回

答
が

東
区

役
所

福
祉

課
担

当
か

ら
あ

っ
た

た
め

、
電

動
式

た
ん

吸
引

器
の

買
い

替
え

に
あ

た
り

、
医

師
の

意
見

書
が

必
要

と
記

載
さ

れ
て

い
る

当
該

内
規

に
つ

い
て

、
開

示
請

求
し

ま
す

。

東
区

役
所

福
祉

課

熊
本

市
重

度
障

害
者

日
常

生
活

用
具

給
付

事
業

実
施

要
綱

の
取

り
扱

い
ﾏ

ﾆ
ｭ
ｱ
ﾙ

開
示

7
/
2
8

8
/
5

郵
送

3
3
3

7
/
2
2

熊
本

市
南

区
田

迎
6
丁

目
○

○
-
○

公
衆

用
道

路
と

熊
本

市
法

定
外

公
共

物
の

水
路

の
間

に
間

知
ﾌ
ﾞﾛ

ｯ
ｸ
擁

壁
が

あ
り

ま
す

。
こ

の
た

び
、

対
岸

の
○

○
側

か
ら

橋
を

架
け

る
工

事
を

始
め

よ
う

と
し

て
お

り
ま

す
。

橋
を

架
け

る
場

合
に

は
、

法
定

外
公

共
物

に
関

す
る

手
続

き
が

必
要

で
す

。
1
、

法
定

外
公

共
物

の
境

界
に

つ
い

て
、

立
会

い
を

行
い

境
界

の
確

認
が

必
要

で
す

。
2
、

工
事

施
工

場
所

(間
知

ﾌ
ﾞﾛ

ｯ
ｸ
擁

壁
)と

の
協

議
書

及
び

同
意

書
が

必
要

で
す

。
上

記
、

1
、

に
関

す
る

境
界

立
会

申
出

書
が

、
橋

を
架

け
る

、
○

○
か

ら
提

出
さ

れ
た

書
類

。
2
、

間
知

ﾌ
ﾞﾛ

ｯ
ｸ
擁

壁
に

係
る

担
当

課
と

の
協

議
書

及
び

同
意

書
の

書
類

以
上

、
1
と

2
に

関
す

る
情

報
公

開
を

求
め

ま
す

。

都
市

建
設

局
東

部
土

木
ｾ

ﾝ
ﾀ
ｰ

総
務

課

熊
本

市
南

区
田

迎
6
丁

目
○

○
-
○

地
先

の
熊

本
市

法
定

外
公

共
物

の
水

路
に

橋
を

架
け

る
場

合
の

書
類

に
つ

い
て

1
.上

記
住

所
に

関
す

る
境

界
立

会
申

出
書

が
、

橋
を

架
け

る
、

○
○

か
ら

提
出

さ
れ

た
書

類
2
.間

地
ﾌ
ﾞﾛ

ｯ
ｸ
擁

壁
に

係
る

担
当

課
と

の
協

議
書

及
び

同
意

書
の

書
類

不
存

在
第

1
1
条

　
第

2
項

7
/
2
4

7
/
3
0

郵
送

3
3
4

7
/
2
2

①
○

○
中

学
校

○
○

部
の

7
月

及
び

夏
休

み
期

間
中

の
練

習
計

画
承

認
申

請
書

、
及

び
同

書
に

対
す

る
決

裁
書

、
若

し
く

は
承

認
書

を
開

示
し

て
く

だ
さ

い
。

上
記

文
書

が
な

け
れ

ば
不

存
在

の
理

由
を

御
教

示
く

だ
さ

い
。

尚
、

併
せ

て
、

7
月

及
び

夏
休

み
期

間
中

の
練

習
計

画
承

認
申

請
書

の
校

長
へ

の
提

出
日

に
つ

い
て

は
、

必
ず

御
教

示
く

だ
さ

い
。

追
っ

て
、

7
月

及
び

夏
休

み
の

練
習

計
画

書
も

開
示

し
て

く
だ

さ
い

。
②

○
○

中
学

校
○

○
部

の
外

部
指

導
者

に
対

す
る

委
嘱

状
の

決
裁

書
類

一
式

を
開

示
し

て
く

だ
さ

い
。

教
育

委
員

会
事

務
局

健
康

教
育

課

･○
○

中
学

校
○

○
部

の
7
月

及
び

夏
休

み
の

練
習

計
画

書

開
示

8
/
4

8
/
6
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受
付

番
号

受
付

日
請

求
す

る
文

書
の

件
名

所
管

課
期

限
延

長
決

定
文

書
の

件
名

決
定

内
容

不
開

示
理

由
開

示
等

決
定

日
開

示
日

①
○

○
中

学
校

○
○

部
の

7
月

及
び

夏
休

み
期

間
中

の
練

習
計

画
承

認
申

請
書

、
及

び
同

書
に

対
す

る
決

裁
書

、
若

し
く

は
承

認
書

。
7
月

及
び

夏
休

み
期

間
中

の
練

習
計

画
承

認
申

請
書

の
校

長
へ

の
提

出
日

。
②

○
○

中
学

校
○

○
部

の
外

部
指

導
者

に
対

す
る

委
嘱

状
の

決
裁

書
類

一
式

。

不
存

在
第

1
1
条

　
第

2
項

8
/
4

3
3
5

7
/
2
2

都
市

計
画

事
業

 西
部

汚
水

2
2
号

幹
線

及
び

枝
線

下
水

道
築

造
工

事
(9

3
1
工

区
)の

金
入

設
計

書
上

下
水

道
局

下
水

道
整

備
課

都
市

計
画

事
業

西
部

汚
水

2
2
号

幹
線

及
び

枝
線

下
水

道
築

造
工

事
(9

3
1
工

区
)の

金
入

設
計

書
開

示
7
/
2
4

7
/
2
8

3
3
6

7
/
2
2

上
原

第
2
号

橋
架

替
工

事
の

金
入

設
計

書
都

市
建

設
局

東
部

土
木

ｾ
ﾝ

ﾀ
ｰ

河
川

公
園

整
備

課

上
原

第
2
号

橋
架

替
工

事
の

金
入

り
設

計
書

開
示

7
/
2
4

7
/
3
1

3
3
7

7
/
2
2

道
路

判
定

 1
0
-
2
6
5

道
路

協
定

書
ｶ
ﾗ
ｰ

は
ｶ
ﾗ
ｰ

で

都
市

建
設

局
建

築
指

導
課

道
路

判
定

 1
0
-
2
6
5
 道

路
協

定
書

 ｶ
ﾗ
ｰ

は
ｶ
ﾗ
ｰ

で
開

示
(一

部
請

求
拒

否
)

2
号

　
個

人
情

報
7
/
2
5

7
/
2
5

3
3
8

7
/
2
2

●
熊

本
市

憲
法

･熊
本

市
自

治
基

本
条

例
･(

市
民

の
権

利
)第

5
条

･(
市

民
の

責
務

)第
6
条

･に
基

づ
き

、
｢市

長
へ

の
手

紙
｣を

提
出

し
、

憲
法

条
例

･三
原

則
等

を
遵

守
し

た
公

平
公

正
な

各
担

当
主

幹
に

よ
り

｢回
答

｣が
な

さ
れ

て
い

る
か

?
確

認
一

助
と

す
る

為
、

以
下

の
開

示
請

求
を

す
る

。
1
.｢

市
長

へ
の

手
紙

｣第
2
2
号

･平
成

2
6
年

4
月

1
0
日

受
付

･平
成

2
6
年

5
月

2
日

付
熊

本
市

長
幸

山
政

史
自

筆
ｻ

ｲ
ﾝ
入

り
回

答
書

、
に

つ
い

て
の

関
係

担
当

主
幹

課
に

よ
る

回
答

書
と

し
て

広
聴

課
が

添
削

す
る

?
前

の
基

礎
と

な
っ

た
根

拠
資

料
等

の
開

示
請

求
。

2
.｢

市
長

へ
の

手
紙

｣第
1
1
4
号

･平
成

2
6
年

5
月

1
3
日

受
付

･平
成

2
6
年

6
月

3
0
日

付
熊

本
市

長
幸

山
政

史
自

筆
ｻ

ｲ
ﾝ
入

り
回

答
書

、
に

つ
い

て
の

関
係

担
当

主
幹

課
に

よ
る

回
答

書
と

し
て

広
聴

課
が

添
削

す
る

?
前

の
基

礎
と

な
っ

た
根

拠
資

料
等

の
開

示
請

求
。

3
.｢

市
長

へ
の

手
紙

｣第
1
5
4
号

･平
成

2
6
年

5
月

2
7
日

受
付

･平
成

2
6
年

7
月

1
5
日

付
熊

本
市

長
幸

山
政

史
自

筆
ｻ

ｲ
ﾝ
入

り
回

答
書

、
に

つ
い

て
の

関
係

担
当

主
幹

課
に

よ
る

回
答

書
と

し
て

広
聴

課
が

添
削

す
る

?
前

の
基

礎
と

な
っ

た
根

拠
資

料
等

の
開

示
請

求
。

企
画

振
興

局
広

聴
課

｢市
長

へ
の

手
紙

｣(
平

成
2
6
年

4
月

1
0
日

受
付

･第
2
2
号

)、
(平

成
2
6
年

5
月

1
3
日

受
付

･第
1
1
4
号

)、
(平

成
2
6
年

5
月

2
7
日

受
付

･第
1
5
4
号

)、
の

回
答

文
の

根
拠

と
な

っ
た

担
当

課
回

答
文

開
示

(一
部

請
求

拒
否

)
2
号

　
個

人
情

報
8
/
5

9
/
5
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受
付

番
号

受
付

日
請

求
す

る
文

書
の

件
名

所
管

課
期

限
延

長
決

定
文

書
の

件
名

決
定

内
容

不
開

示
理

由
開

示
等

決
定

日
開

示
日

3
3
9

7
/
2
2

『
平

成
2
6
年

度
 都

市
計

画
事

業
 西

部
汚

水
1
1
号

幹
線

(そ
の

1
)下

水
道

築
造

工
事

(9
1
6
工

区
)』

の
金

入
り

設
計

書
を

1
部

お
願

い
し

ま
す

。

上
下

水
道

局
下

水
道

整
備

課

都
市

計
画

事
業

 西
部

汚
水

1
1
 号

幹
線

(そ
の

1
)

下
水

道
築

造
工

事
(9

1
6
工

区
)の

金
入

り
設

計
書

開
示

7
/
2
5

3
4
0

7
/
2
2

道
路

位
置

指
定

書
 S

5
2
-
0
7
2
 昭

和
5
2
年

1
0
月

1
2
日

S
5
2
-
0
7
2
-
0
1

S
5
2
-
0
7
2
-
0
2

S
5
2
-
0
7
2
-
0
3

S
5
2
-
0
7
2
-
0
4

建
築

計
画

概
要

書
 8

1
3
5
7
号

 H
8
年

7
月

1
2
日

ｈ
0
8
-
8
1
3
5
7
-
0
1
 h

0
8
-
8
1
3
5
7
-
0
2

都
市

建
設

局
建

築
指

導
課

道
路

位
置

指
定

書
 S

5
2
-
0
7
2
 昭

和
5
2
年

1
0
月

1
2

日 S
5
2
-
0
7
2
-
0
1
 S

5
2
-
0
7
2
-
 0

2
 S

5
2
-
0
7
2
-
0
3
 S

5
2
-

0
7
2
-
 0

4
開

示
7
/
2
5

8
/
1

3
4
1

7
/
2
2

位
置

指
定

道
路

 H
0
7
-
3
8
-
U

 H
7
年

6
月

2
7
日

白
黒

で
都

市
建

設
局

建
築

指
導

課
位

置
指

定
道

路
 H

0
7
-
3
8
-
U

  
H

7
年

6
月

2
7
日

 白
黒

で
開

示
7
/
2
5

7
/
2
5

3
4
2

7
/
2
3

●
熊

本
市

春
日

4
丁

目
･花

岡
山

中
腹

･○
○

･工
事

に
於

け
る

液
化

石
油

ｶ
ﾞｽ

設
備

届
出

書
･図

面
管

･L
P
G

供
給

管
等

･資
料

一
式

の
開

示
請

求
。

(但
し

、
個

人
情

報
は

除
く

。
)･

消
防

局
総

務
課

熊
本

市
春

日
4
丁

目
、

花
岡

山
中

腹
、

○
○

工
事

に
於

け
る

液
化

石
油

ｶ
ﾞｽ

設
備

届
出

書
開

示
(一

部
請

求
拒

否
)

2
号

　
個

人
情

報
4
号

　
公

共
の

安
全

等
に

関
す

る
情

報
8
/
1

9
/
5

3
4
3

7
/
2
3

平
成

2
5
年

度
熊

本
市

保
育

士
等

処
遇

改
善

臨
時

特
例

事
業

費
補

助
金

に
係

る
下

記
の

書
類

(○
○

保
育

園
分

)
･交

付
申

請
書

･変
更

交
付

申
請

書
･実

績
報

告
書

･補
助

金
交

付
決

定
通

知

健
康

福
祉

子
ど

も
局

保
育

幼
稚

園
課

平
成

2
5
年

度
熊

本
市

保
育

士
等

処
遇

改
善

臨
時

特
例

事
業

費
補

助
金

の
○

○
保

育
園

の
交

付
申

請
書

･変
更

交
付

申
請

書
･実

績
報

告
書

･交
付

決
定

通
知

書
開

示
7
/
2
4

7
/
2
8

3
4
4

7
/
2
4

･消
防

用
設

備
等

点
検

結
果

報
告

書
(直

近
の

も
の

)
※

別
記

様
式

第
1
、

別
記

様
式

第
2
(そ

の
1
)}
内

容
変

更
分 物

件
の

所
在

地
(住

居
表

示
)及

び
建

物
の

名
称

･熊
本

市
水

前
寺

3
丁

目
○

○
-
○

○
 　

○
○

･熊
本

市
大

江
5
丁

目
○

-
○

 　
○

○

消
防

局
総

務
課

熊
本

市
中

央
区

水
前

寺
3
丁

目
○

○
-
○

○
○

○
熊

本
市

中
央

区
大

江
5
丁

目
○

-
○

○
 　

○
○

消
防

用
設

備
定

期
点

検
報

告
書

の
直

近
の

も
の

で
、

別
記

様
式

第
1
、

別
記

様
式

第
2
(そ

の
1
)

開
示

(一
部

請
求

拒
否

)
2
号

　
個

人
情

報
8
/
4

8
/
1
1

郵
送

3
4
5

7
/
2
4

消
防

署
へ

提
出

さ
れ

た
書

類
の

う
ち

、
(旧

)○
○

(現
)○

○
熊

本
市

中
央

区
水

前
寺

1
丁

目
○

-
○

○
図

面
一

式

消
防

局
総

務
課

熊
本

市
中

央
区

水
前

寺
1
丁

目
○

-
○

○
○

○
【
請

求
書

類
】

図
面

一
式

開
示

(一
部

請
求

拒
否

)
2
号

　
個

人
情

報
8
/
5

8
/
7

3
4
6

7
/
2
4

私
が

代
表

で
あ

る
有

限
会

社
○

○
に

関
す

る
障

が
い

保
健

福
祉

課
が

所
有

し
て

い
る

全
て

の
録

音
ﾃ

ﾞｰ
ﾀ
と

調
書

の
ｺ
ﾋ
ﾟｰ

の
開

示
を

請
求

し
ま

す
。

健
康

福
祉

子
ど

も
局

障
が

い
保

健
福

祉
課

有
限

会
社

○
○

に
関

す
る

熊
本

市
障

が
い

保
健

福
祉

課
所

有
の

録
音

ﾃ
ﾞｰ

ﾀ
及

び
調

書
の

写
し

の
開

示
に

つ
い

て
不

開
示

2
号

　
個

人
情

報
6
号

　
事

務
事

業
に

関
す

る
情

報
8
/
5

8
/
1
0

郵
送
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受
付

番
号

受
付

日
請

求
す

る
文

書
の

件
名

所
管

課
期

限
延

長
決

定
文

書
の

件
名

決
定

内
容

不
開

示
理

由
開

示
等

決
定

日
開

示
日

3
4
7

7
/
2
5

平
成

2
6
年

7
月

2
4
日

開
札

 下
水

道
整

備
課

･都
市

計
画

事
業

 西
部

汚
水

2
2
号

幹
線

及
び

枝
線

下
水

道
築

造
工

事
(9

3
2
工

区
)

･都
市

計
画

事
業

 西
部

汚
水

2
2
号

幹
線

及
び

枝
線

下
水

道
築

造
工

事
(9

3
1
工

区
)

･都
市

計
画

事
業

 東
部

汚
水

1
号

幹
線

枝
線

外
枝

線
下

水
道

築
造

工
事

(9
3
5
工

区
)

上
記

3
件

の
金

入
り

設
計

書
の

開
示

を
お

願
い

し
ま

す
。

上
下

水
道

局
下

水
道

整
備

課

都
市

計
画

事
業

 西
部

汚
水

2
2
号

幹
線

及
び

枝
線

下
水

道
築

造
工

事
(9

3
2
工

区
)の

金
入

り
設

計
書

都
市

計
画

事
業

 西
部

汚
水

2
2
号

幹
線

及
び

枝
線

下
水

道
築

造
工

事
(9

3
1
工

区
)の

金
入

り
設

計
書

都
市

計
画

事
業

 東
部

汚
水

1
号

幹
線

枝
線

外
枝

線
下

水
道

築
造

工
事

(9
3
5
工

区
)の

金
入

り
設

計
書

開
示

7
/
2
9

7
/
2
9

3
4
8

7
/
2
5

平
成

2
6
年

5
月

2
8
日

開
札

 農
水

商
工

局
水

産
振

興
ｾ

ﾝ
ﾀ
ｰ

･天
明

漁
港

外
3
箇

所
浚

渫
覆

砂
工

事
上

記
の

金
入

り
設

計
書

の
開

示
を

お
願

い
し

ま
す

。

農
水

商
工

局
水

産
振

興
ｾ

ﾝ
ﾀ
ｰ

天
明

漁
港

外
3
箇

所
浚

渫
覆

砂
工

事
の

金
入

設
計

書
開

示
8
/
5

8
/
6

3
4
9

7
/
2
5

平
成

2
6
年

7
月

2
日

開
札

 北
部

土
木

ｾ
ﾝ
ﾀ
ｰ

 工
務

課
･一

般
県

道
 花

園
ｲ
ﾝ
ﾀ
ｰ

線
池

亀
地

区
道

路
改

良
及

び
調

整
池

築
造

工
事

平
成

2
6
年

7
月

1
6
日

開
札

 北
部

土
木

ｾ
ﾝ
ﾀ
ｰ

 工
務

課
･一

般
県

道
 砂

原
四

方
寄

線
(花

園
工

区
)下

硯
川

地
区

道
路

改
良

工
事

上
記

の
金

入
り

設
計

書
の

開
示

を
お

願
い

し
ま

す
。

都
市

建
設

局
北

部
土

木
ｾ

ﾝ
ﾀ
ｰ

工
務

課

･一
般

県
道

 花
園

ｲ
ﾝ
ﾀ
ｰ

線
池

亀
地

区
道

路
改

良
及

び
調

整
池

築
造

工
事

･一
般

県
道

 砂
原

四
方

寄
線

(花
園

工
区

)下
硯

川
地

区
道

路
改

良
工

事
金

入
設

計
書

開
示

7
/
3
0

8
/
6

3
5
0

7
/
2
5

平
成

2
6
年

7
月

1
0
日

開
札

 西
部

土
木

ｾ
ﾝ
ﾀ
ｰ

 河
川

公
園

整
備

課
･谷

尾
崎

公
園

施
設

改
修

工
事

上
記

の
金

入
り

設
計

書
の

開
示

を
お

願
い

し
ま

す
。

都
市

建
設

局
西

部
土

木
ｾ

ﾝ
ﾀ
ｰ

河
川

公
園

整
備

課

谷
尾

崎
公

園
施

設
改

修
工

事

開
示

7
/
3
0

8
/
6

3
5
1

7
/
2
5

平
成

2
6
年

7
月

1
6
日

開
札

 西
部

土
木

ｾ
ﾝ
ﾀ
ｰ

 城
南

地
域

整
備

室
･市

道
 杉

上
小

学
校

南
側

線
舗

装
打

換
工

事
(2

工
区

)
上

記
の

金
入

り
設

計
書

の
開

示
を

お
願

い
し

ま
す

。

都
市

建
設

局
西

部
土

木
ｾ

ﾝ
ﾀ
ｰ

城
南

地
域

整
備

室

市
道

杉
上

小
学

校
南

側
線

舗
装

打
換

工
事

(2
工

区
)

金
入

り
設

計
書

開
示

7
/
2
9

8
/
6
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受
付

番
号

受
付

日
請

求
す

る
文

書
の

件
名

所
管

課
期

限
延

長
決

定
文

書
の

件
名

決
定

内
容

不
開

示
理

由
開

示
等

決
定

日
開

示
日

3
5
2

7
/
2
5

市
が

所
管

す
る

社
会

福
祉

法
人

の
平

成
2
5
年

度
財

務
諸

表
(貸

借
対

照
表

、
資

金
収

支
計

算
書

、
事

業
活

動
収

支
計

算
書

)
社

会
福

祉
法

人
①

○
○

②
○

○
③

○
○

④
○

○
⑤

○
○

⑥
○

○

健
康

福
祉

子
ど

も
局

高
齢

介
護

福
祉

課

市
が

所
管

す
る

社
会

福
祉

法
人

の
平

成
2
5
年

度
財

務
諸

表
(貸

借
対

照
表

、
資

金
収

支
計

算
書

、
事

業
活

動
収

支
計

算
書

)
①

○
○

②
○

○
③

○
○

④
○

○
⑤

○
○

⑥
○

○

開
示

7
/
3
1

8
/
6

3
5
3

7
/
2
5

熊
本

都
市

計
画

道
路

の
変

更
刈

草
薄

場
線

･計
画

書
、

理
由

書
、

新
旧

対
照

表
･計

画
図

･新
旧

対
照

図
･平

面
計

画
図

･断
面

図

都
市

建
設

局
都

市
政

策
課

1
.熊

本
都

市
計

画
道

路
の

変
更

刈
草

薄
場

線
･計

画
書

,理
由

書
,新

旧
対

照
表

･計
画

図
･新

旧
対

照
図

･平
面

計
画

図
･断

面
図

開
示

7
/
3
0

7
/
3
0

3
5
4

7
/
2
8

市
道

 鰐
瀬

中
央

線
外

1
路

線
舗

装
打

換
工

事
金

入
設

計
書

都
市

建
設

局
西

部
土

木
ｾ

ﾝ
ﾀ
ｰ

城
南

地
域

整
備

室

市
道

鰐
瀬

中
央

線
外

1
路

線
舗

装
打

換
工

事
金

入
り

設
計

書
開

示
8
/
1

8
/
4

3
5
5

7
/
2
8

飲
食

店
の

営
業

許
可

台
帳

 全
体

(営
業

中
の

も
の

)
～

7
/
2
8

項
目

－
屋

号
、

営
業

所
在

地
･申

請
者

名
営

業
所

電
話

番
号

、
業

種
、

許
可

年
月

日
健

康
福

祉
子

ど
も

局
食

品
保

健
課

平
成

2
6
年

7
月

2
8
日

ま
で

の
間

に
、

熊
本

市
内

に
お

い
て

営
業

許
可

を
受

け
た

現
在

営
業

中
の

飲
食

店
一

覧
(仮

設
、

臨
時

営
業

、
移

動
販

売
、

自
動

販
売

機
を

除
く

)
計

8
,0

9
1
件

項
目

:屋
号

、
営

業
所

在
地

、
申

請
者

名
、

営
業

所
電

話
番

号
、

業
種

、
許

可
年

月
日

※
 開

示
情

報
取

り
出

し
日

時
:平

成
2
6
年

7
月

2
9

日
 1

4
:0

0

開
示

8
/
6

8
/
2
0
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受
付

番
号

受
付

日
請

求
す

る
文

書
の

件
名

所
管

課
期

限
延

長
決

定
文

書
の

件
名

決
定

内
容

不
開

示
理

由
開

示
等

決
定

日
開

示
日

3
5
6

7
/
2
8

医
療

法
人

○
○

に
お

け
る

平
成

2
5
年

度
の

精
神

保
健

及
び

精
神

障
害

者
福

祉
に

関
す

る
法

律
(精

神
保

健
福

祉
法

)第
3
8
条

の
6
(報

告
の

徴
収

等
)の

結
果

及
び

同
法

第
3
8
条

の
7
(改

善
命

令
等

)に
関

す
る

具
体

的
業

務
改

善
命

令
事

項
の

開
示

を
請

求
す

る
。

･病
院

の
管

理
者

に
対

す
る

報
告

徴
収

、
帳

簿
書

類
の

提
出

･提
示

命
令

結
果

･病
院

の
立

入
検

査
(帳

簿
書

類
、

入
院

患
者

の
処

遇
及

び
指

定
医

に
よ

る
入

院
患

者
の

診
察

等
)結

果
･上

記
に

関
す

る
病

院
へ

の
業

務
改

善
指

示
事

項
･病

院
に

お
け

る
入

院
者

の
処

遇
改

善
命

令
事

項
開

示
さ

れ
た

文
書

等
は

次
の

請
求

者
の

入
院

先
に

御
送

付
下

さ
い

。
〒

8
6
2
-
0
9
7
0
 熊

本
市

中
央

区
渡

鹿
5
丁

目
○

番
○

○
号 財

団
法

人
○

○

健
康

福
祉

子
ど

も
局

障
が

い
保

健
福

祉
課

精
神

保
健

福
祉

室

①
 医

療
法

人
○

○
に

対
し

て
実

施
し

た
平

成
2
5

年
度

精
神

科
病

院
実

地
指

導
に

お
け

る
実

地
指

導
調

書
②

 同
指

導
調

査
票

③
 同

実
地

指
導

結
果

報
告

書
④

 同
措

置
入

院
者

実
地

指
導

審
査

報
告

書
⑤

 同
隔

離
患

者
実

地
指

導
審

査
報

告
書

⑥
 同

実
地

指
導

指
摘

事
項

に
関

す
る

改
善

報
告

書
開

示
(一

部
請

求
拒

否
)

2
号

　
個

人
情

報
6
号

　
事

務
事

業
に

関
す

る
情

報
8
/
6

8
/
1
9

3
5
7

7
/
2
8

開
札

日
 平

成
2
6
年

6
月

4
日

工
事

名
 都

市
計

画
事

業
 西

部
汚

水
1
2
号

幹
線

及
び

枝
線

下
水

道
築

造
工

事
(9

0
1
工

区
)【

総
合

評
価

方
式

】
上

記
工

事
の

金
入

り
設

計
書

上
下

水
道

局
下

水
道

整
備

課

都
市

計
画

事
業

 西
部

汚
水

1
2
号

幹
線

及
び

枝
線

下
水

道
築

造
工

事
(9

0
1
工

区
)

開
示

7
/
3
0

7
/
3
1

3
5
8

7
/
2
8

平
成

2
5
年

7
月

に
行

わ
れ

た
佐

賀
県

武
雄

市
図

書
館

の
視

察
に

関
す

る
視

察
報

告
書

教
育

委
員

会
事

務
局

図
書

館

有
9
/
1
1

平
成

2
5
年

7
月

に
行

わ
れ

た
佐

賀
県

武
雄

市
図

書
館

の
視

察
に

関
す

る
視

察
報

告
書

開
示

(一
部

請
求

拒
否

)
2
号

　
個

人
情

報
9
/
8

9
/
1
0

郵
送

3
5
9

7
/
2
9

･施
工

番
号

:1
4
0
0
4
4
3

･工
事

名
:泉

ヶ
丘

小
学

校
校

舎
外

壁
改

修
工

事
･該

当
工

事
の

金
額

入
り

積
算

書
す

べ
て

教
育

委
員

会
事

務
局

施
設

課

泉
ヶ

丘
小

学
校

校
舎

外
壁

改
修

工
事

(該
当

工
事

の
金

額
入

り
積

算
書

)
開

示
8
/
5

8
/
1
1

郵
送

3
6
0

7
/
2
9

･施
工

番
号

:1
4
8
0
1
6
0

･工
事

名
:老

朽
給

水
管

(鉛
管

)切
替

工
事

(3
工

区
)

･該
当

工
事

の
金

額
入

り
積

算
書

す
べ

て
上

下
水

道
局

水
相

談
課

金
額

入
り

積
算

書
す

べ
て

･老
朽

給
水

管
(鉛

管
)切

替
工

事
(3

工
区

)
開

示
7
/
3
1

8
/
1
3

郵
送

3
6
1

7
/
3
0

熊
本

市
上

下
水

道
局

庁
舎

建
設

第
2
期

外
構

工
事

の
工

事
内

訳
書

(金
額

が
入

れ
て

あ
る

内
訳

書
)

上
下

水
道

局
水

道
整

備
課

熊
本

市
上

下
水

道
局

庁
舎

建
設

第
2
期

外
構

工
事 金

入
内

訳
書

開
示

7
/
3
1

8
/
5

3
6
2

7
/
3
0

池
田

小
学

校
屋

内
運

動
場

天
井

落
下

防
止

対
策

工
事

金
額

が
入

っ
て

い
る

内
訳

書
教

育
委

員
会

事
務

局
施

設
課

池
田

小
学

校
屋

内
運

動
場

天
井

落
下

防
止

対
策

工
事

(金
額

が
入

っ
て

い
る

内
訳

書
)

開
示

8
/
5

8
/
2
5
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受
付

番
号

受
付

日
請

求
す

る
文

書
の

件
名

所
管

課
期

限
延

長
決

定
文

書
の

件
名

決
定

内
容

不
開

示
理

由
開

示
等

決
定

日
開

示
日

3
6
3

7
/
3
0

社
会

福
祉

法
人

○
○

2
5
年

度
貸

借
対

照
表

収
支

計
算

書
(事

業
活

動
)

2
4
年

度
事

業
活

動
収

支
計

算
書

健
康

福
祉

子
ど

も
局

保
育

幼
稚

園
課

社
会

福
祉

法
人

○
○

の
平

成
2
4
の

事
業

活
動

収
支

計
算

書
及

び
平

成
2
5
年

度
貸

借
対

照
表

及
び

事
業

活
動

収
支

計
算

書

開
示

8
/
4

8
/
5

3
6
4

7
/
3
0

熊
本

市
中

央
区

南
千

反
畑

○
○

番
○

○
に

建
設

中
の

○
○

階
建

賃
貸

ﾏ
ﾝ
ｼ

ｮﾝ
の

中
間

検
査

報
告

書
の

開
示

を
請

求
し

ま
す

。
●

開
示

請
求

す
る

文
書

中
間

検
査

報
告

書
株

式
会

社
○

○
○

○
第

1
3
0
7
2
9
号

平
成

2
6
年

7
月

4
日

建
築

用
途

:○
○

階
建

共
同

住
宅

(賃
貸

)
建

築
場

所
:熊

本
市

中
央

区
南

千
反

畑
町

○
○

番
○

○
建

築
主

:㈱
○

○
施

工
者

:○
○

㈱
工

事
期

間
:平

成
2
6
年

3
月

3
日

～
平

成
2
7
年

3
月

7
日

予
定

都
市

建
設

局
建

築
指

導
課

熊
本

市
中

央
区

南
千

反
畑

町
○

○
番

○
○

に
建

築
中

の
○

○
階

建
賃

貸
ﾏ

ﾝ
ｼ

ｮﾝ
の

中
間

検
査

報
告

書
の

開
示

を
請

求
し

ま
す

。
●

開
示

請
求

す
る

文
書

中
間

検
査

報
告

書
 株

式
会

社
○

○
 ○

○
第

1
3
0
7
2
9
号

平
成

2
6
年

7
月

4
日

建
築

用
途

:○
○

階
建

共
同

住
宅

(賃
貸

)
建

築
場

所
:熊

本
市

中
央

区
南

千
反

畑
町

○
○

番
○

○
建

築
主

 :
(株

)○
○

施
工

者
 :
○

○
株

)
工

事
期

間
:平

成
2
6
年

3
月

3
日

～
平

成
2
7
年

3
月

7
日

予
定

開
示

(一
部

請
求

拒
否

)
2
号

　
個

人
情

報
7
/
3
1

8
/
6

3
6
5

7
/
3
0

市
道

 小
清

水
線

道
路

改
良

工
事

金
額

入
り

設
計

書
都

市
建

設
局

北
部

土
木

ｾ
ﾝ

ﾀ
ｰ

植
木

地
域

整
備

室

市
道

 小
清

水
線

道
路

改
良

工
事

金
額

入
り

設
計

書
開

示
8
/
4

8
/
5

3
6
6

7
/
3
1

開
札

日
 平

成
2
6
年

7
月

2
3
日

工
事

名
 都

市
計

画
事

業
 東

部
汚

水
1
8
号

幹
線

枝
線

外
枝

線
下

水
道

築
造

工
事

(9
3
4
工

区
)

上
記

工
事

の
金

入
り

設
計

書

上
下

水
道

局
下

水
道

整
備

課

都
市

計
画

事
業

 東
部

汚
水

1
8
号

幹
線

枝
線

外
枝

線
下

水
道

築
造

工
事

(9
3
4
工

区
)の

金
入

り
設

計
書

開
示

8
/
4

3
/
2
7

3
6
7

7
/
3
1

専
用

通
路

協
義

書
0
3
-
4
6
6

都
市

建
設

局
建

築
指

導
課

専
用

通
路

協
議

書
 0

3
-
4
6
6

開
示

(一
部

請
求

拒
否

)
2
号

　
個

人
情

報
8
/
4

8
/
5

3
6
8

7
/
3
1

平
成

2
6
年

7
月

2
3
日

開
札

下
水

道
整

備
課

都
市

計
画

事
業

 西
部

汚
水

1
1
号

幹
線

及
び

枝
線

下
水

道
築

造
工

事
(9

0
5
工

区
)

上
記

の
金

入
設

計
書

の
開

示
を

お
願

い
致

し
ま

す
。

上
下

水
道

局
下

水
道

整
備

課

都
市

計
画

事
業

西
部

汚
水

1
1
号

幹
線

及
び

枝
線

下
水

道
築

造
工

事
(9

0
5
工

区
)の

金
入

り
設

計
書

開
示

8
/
5

8
/
1
8

3
6
9

7
/
3
1

道
路

位
置

指
定

申
請

時
に

提
出

さ
れ

た
計

画
平

面
図

昭
和

3
3
年

4
月

2
8
日

 熊
本

県
指

令
建

第
3
7
号

都
市

建
設

局
建

築
指

導
課

道
路

位
置

指
定

申
請

時
に

提
出

さ
れ

た
計

画
平

面
図

昭
和

3
3
年

4
月

2
8
日

 熊
本

県
指

令
建

第
3
7
号

開
示

8
/
4

8
/
4
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受
付

番
号

受
付

日
請

求
す

る
文

書
の

件
名

所
管

課
期

限
延

長
決

定
文

書
の

件
名

決
定

内
容

不
開

示
理

由
開

示
等

決
定

日
開

示
日

3
7
0

7
/
3
1

飲
食

店
の

新
規

検
査

の
申

請
を

行
っ

た
店

舗
の

情
報

開
示

を
申

請
い

た
し

ま
す

。
た

だ
し

、
移

動
販

売
･臨

時
営

業
･仮

設
営

業
･自

動
販

売
機

を
除

く
。

項
目

:屋
号

･営
業

所
在

地
･申

請
者

名
･営

業
電

話
番

号 期
間

:2
0
1
4
年

7
月

1
5
日

よ
り

2
0
1
4
年

7
月

3
1
日

健
康

福
祉

子
ど

も
局

食
品

保
健

課

平
成

2
6
年

7
月

1
5
日

～
平

成
2
6
年

7
月

3
1
日

ま
で

の
間

に
、

熊
本

市
内

に
お

い
て

新
規

に
申

請
を

行
っ

た
飲

食
店

一
覧

(移
動

販
売

、
臨

時
営

業
、

仮
設

営
業

、
自

動
販

売
機

を
除

く
)計

5
0
件

項
目

:屋
号

、
営

業
所

在
地

、
申

請
者

名
、

営
業

電
話

番
号

※
 開

示
情

報
取

り
出

し
日

時
:平

成
2
6
年

8
月

5
日

9
:3

0

開
示

8
/
6

8
/
1
8

3
7
1

7
/
3
1

理
美

容
の

開
設

届
を

提
出

さ
れ

た
店

舗
の

情
報

開
示

を
申

請
い

た
し

ま
す

。
項

目
:店

舗
名

･住
所

･電
話

番
号

･申
請

者
名

期
間

:2
0
1
4
年

7
月

1
5
日

よ
り

2
0
1
4
年

7
月

3
1
日

健
康

福
祉

子
ど

も
局

生
活

衛
生

課

平
成

2
6
年

7
月

1
5
日

か
ら

7
月

3
1
日

の
間

、
熊

本
市

内
に

お
い

て
新

規
確

認
し

た
理

容
所

、
美

容
所

の
一

覧
項

目
; 
施

設
の

名
称

、
所

在
地

、
電

話
番

号
、

開
設

者
の

氏
名

、
役

職
、

代
表

者
氏

名

開
示

8
/
7

8
/
1
8

3
7
2

8
/
1

熊
本

市
内

全
域

の
食

品
営

業
施

設
に

つ
い

て
、

下
記

内
容

の
情

報
を

提
供

し
て

い
た

だ
き

ま
す

よ
う

お
願

い
申

し
上

げ
ま

す
。

(1
)最

初
の

許
可

年
月

日
を

問
わ

ず
、

現
在

営
業

中
で

あ
る

既
存

施
設

全
店

舗
の

飲
食

店
営

業
許

可
に

係
る

下
記

項
目

。
但

し
、

自
動

車
･自

動
販

売
機

･仮
設

お
よ

び
露

店
等

を
除

く
。

①
営

業
所

名
(屋

号
)

②
営

業
所

在
地

③
営

業
所

電
話

番
号

④
営

業
者

(申
請

者
)氏

名
⑤

代
表

者
氏

名
(営

業
者

が
法

人
の

場
合

に
限

る
)

⑥
最

初
の

許
可

年
月

日
(2

)2
0
1
4
年

5
月

1
日

か
ら

2
0
1
4
年

7
月

3
1
日

ま
で

に
廃

業
届

出
の

あ
っ

た
店

舗
の

、
飲

食
店

営
業

許
可

に
係

る
下

記
項

目
。

但
し

、
自

動
車

･自
動

販
売

機
･仮

設
お

よ
び

露
店

を
除

く
。

①
営

業
所

名
(屋

号
)

②
営

業
所

在
地

③
営

業
所

電
話

番
号

④
営

業
者

(申
請

者
)氏

名
⑤

代
表

者
氏

名
(営

業
者

が
法

人
の

場
合

に
限

る
)

⑥
廃

業
届

出
日

健
康

福
祉

子
ど

も
局

食
品

保
健

課

 (
1
)最

初
の

許
可

年
月

日
を

問
わ

ず
、

現
在

営
業

中
で

あ
る

既
存

施
設

全
店

舗
の

飲
食

店
営

業
許

可
に

係
る

下
記

項
目

。
但

し
、

自
動

車
･自

動
販

売
機

･仮
設

及
び

露
店

等
を

除
く

。
 計

 8
,1

1
l件

項
目

:営
業

所
名

(屋
号

)、
営

業
所

在
地

、
営

業
所

電
話

番
号

、
営

業
者

(申
請

者
)氏

名
、

代
表

者
氏

名
(営

業
者

が
法

人
の

場
合

に
限

る
)、

最
初

の
許

可
年

月
(2

))
2
0
1
4
年

5
月

1
日

か
ら

2
0
1
4
年

7
月

3
1
日

ま
で

に
廃

業
届

出
の

あ
っ

た
店

舗
の

、
飲

食
店

営
業

許
可

に
係

る
下

記
項

目
。

但
し

、
自

動
車

･自
動

販
売

機
･仮

設
及

び
露

店
等

を
除

く
。

 計
 7

5
件

項
目

:営
業

所
名

(屋
号

)、
営

業
所

在
地

、
営

業
所

電
話

番
号

、
営

業
者

(申
請

)氏
名

、
代

表
者

氏
名

(営
業

者
が

法
人

の
場

合
に

限
る

)、
廃

業
届

出
日

※
開

示
情

報
取

り
出

し
日

:平
成

2
6
年

8
月

6
日

1
4

時

開
示

8
/
1
3

8
/
1
8
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受
付

番
号

受
付

日
請

求
す

る
文

書
の

件
名

所
管

課
期

限
延

長
決

定
文

書
の

件
名

決
定

内
容

不
開

示
理

由
開

示
等

決
定

日
開

示
日

3
7
3

8
/
1

｢食
品

衛
生

法
に

基
づ

く
営

業
許

可
施

設
台

帳
｣

【
地

域
】
熊

本
市

内
全

域
【
対

象
】
飲

食
店

営
業

(2
6
年

7
月

1
日

～
2
6
年

7
月

3
1
日

の
新

規
営

業
許

可
)(
自

動
販

売
機

、
移

動
店

舗
、

臨
時

営
業

及
び

露
店

を
除

く
)

【
内

容
】
･屋

号
･営

業
所

所
在

地
･営

業
所

電
話

番
号

･
営

業
者

氏
名

･初
許

可
年

月
日

･業
種

詳
細

健
康

福
祉

子
ど

も
局

食
品

保
健

課

平
成

2
6
年

7
月

1
日

～
平

成
2
6
年

7
月

3
1
日

ま
で

の
間

に
、

熊
本

市
内

に
お

い
て

新
規

に
営

業
許

可
を

受
け

た
飲

食
店

一
覧

(自
動

販
売

機
、

移
動

店
舗

、
臨

時
営

業
及

び
露

店
を

除
く

) 
計

8
6
件

項
目

:屋
号

･営
業

所
所

在
地

、
営

業
所

電
話

番
号

、
営

業
者

氏
名

初
許

可
年

月
日

、
業

種
詳

細
※

開
示

情
報

取
り

出
し

日
時

:平
成

2
6
年

8
月

5
日

1
0
:0

0

開
示

8
/
7

8
/
1
9

郵
送

3
7
4

8
/
1

S
5
4
-
0
0
7

ｶ
ﾗ
ｰ

は
ｶ
ﾗ
ｰ

で
都

市
建

設
局

建
築

指
導

課
S
5
4
-
0
0
7
 ｶ

ﾗ
ｰ

は
ｶ
ﾗ
ｰ

で
開

示
8
/
4

8
/
4

3
7
5

8
/
1

医
療

法
人

社
団

○
○

(熊
本

市
東

区
○

○
○

○
丁

目
○

番
○

号
)が

開
設

し
た

医
療

法
人

社
団

○
○

の
病

院
開

設
許

可
申

請
書

に
添

付
さ

れ
た

建
物

の
賃

貸
借

に
か

か
る

契
約

書
の

写
し

。

健
康

福
祉

子
ど

も
局

医
療

政
策

課

医
療

法
人

社
団

○
○

が
開

設
し

た
｢○

○
｣に

係
る

以
下

の
文

書
･診

療
所

開
設

届
に

添
付

さ
れ

た
土

地
建

物
賃

貸
借

契
約

書

開
示

(一
部

請
求

拒
否

)

2
号

　
個

人
情

報
3
号

　
法

人
等

情
報

8
/
1
1

8
/
2
0

3
7
6

8
/
1

道
等

の
判

定
調

査
書

記
載

事
項

証
明

平
成

2
6
年

6
月

1
3
日

 1
4
年

第
0
6
1
号

ｶ
ﾗ
ｰ

は
ｶ
ﾗ
ｰ

で

都
市

建
設

局
建

築
指

導
課

道
等

の
判

定
調

査
書

の
写

し
平

成
2
6
年

6
月

1
3
日

 1
4
年

第
0
6
1
号

ｶ
ﾗ
ｰ

は
ｶ
ﾗ
ｰ

で
開

示
8
/
7

8
/
7

3
7
7

8
/
1

熊
本

市
に

あ
る

社
会

福
祉

法
人

の
平

成
2
6
年

3
月

期
の

現
況

報
告

書
(Ⅰ

基
本

情
報

Ⅱ
事

業
Ⅲ

組
織

の
理

事
と

監
事

の
部

分
Ⅴ

そ
の

他
)、

財
産

目
録

、
貸

借
対

照
表

収
支

計
算

書
(収

支
計

算
書

の
う

ち
事

業
活

動
計

算
書

ま
た

は
事

業
活

動
収

支
計

算
書

。
資

金
収

支
計

算
書

は
含

ま
な

い
)

収
支

計
算

書
の

提
出

が
無

い
場

合
は

、
収

支
計

算
書

･
歳

入
歳

出
決

算
状

況
(経

理
基

準
則

の
決

算
書

)の
い

ず
れ

か
を

そ
の

代
わ

り
と

す
る

。
(健

康
福

祉
政

策
課

所
管

分
)

健
康

福
祉

子
ど

も
局

健
康

福
祉

政
策

課

熊
本

市
に

あ
る

社
会

福
祉

法
人

の
平

成
2
6
年

3
月

期
の

現
況

報
告

書
(Ⅰ

基
本

情
報

、
Ⅱ

事
業

、
Ⅲ

組
織

の
理

事
と

監
事

の
部

分
、

Ⅴ
そ

の
他

)
財

産
目

録
、

貸
借

対
照

表
、

事
業

活
動

収
支

計
算

書
開

示
(一

部
請

求
拒

否
)

2
号

　
個

人
情

報
8
/
1
1

8
/
2
1

3
7
8

8
/
1

熊
本

市
に

あ
る

社
会

福
祉

法
人

の
平

成
2
6
年

3
月

期
の

現
況

報
告

書
(Ⅰ

基
本

情
報

Ⅱ
事

業
Ⅲ

組
織

の
理

事
と

監
事

の
部

分
Ⅴ

そ
の

他
)、

財
産

目
録

、
貸

借
対

照
表

収
支

計
算

書
(収

支
計

算
書

の
う

ち
事

業
活

動
計

算
書

ま
た

は
事

業
活

動
収

支
計

算
書

。
資

金
収

支
計

算
書

は
含

ま
な

い
)

収
支

計
算

書
の

提
出

が
無

い
場

合
は

、
収

支
計

算
書

･
歳

入
歳

出
決

算
状

況
(経

理
基

準
則

の
決

算
書

)の
い

ず
れ

か
を

そ
の

代
わ

り
と

す
る

。
(保

護
管

理
援

護
課

所
管

分
)

健
康

福
祉

子
ど

も
局

保
護

管
理

援
護

課

熊
本

市
に

あ
る

社
会

福
祉

法
人

の
平

成
2
6
年

3
月

期
の

現
況

報
告

書
、

財
産

目
録

、
賃

借
対

照
表

、
収

支
計

算
書

開
示

(一
部

請
求

拒
否

)
2
号

　
個

人
情

報
8
/
1
2

8
/
2
1
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受
付

番
号

受
付

日
請

求
す

る
文

書
の

件
名

所
管

課
期

限
延

長
決

定
文

書
の

件
名

決
定

内
容

不
開

示
理

由
開

示
等

決
定

日
開

示
日

3
7
9

8
/
1

熊
本

市
に

あ
る

社
会

福
祉

法
人

の
平

成
2
6
年

3
月

期
の

現
況

報
告

書
(Ⅰ

基
本

情
報

Ⅱ
事

業
Ⅲ

組
織

の
理

事
と

監
事

の
部

分
Ⅴ

そ
の

他
)、

財
産

目
録

、
貸

借
対

照
表

収
支

計
算

書
(収

支
計

算
書

の
う

ち
事

業
活

動
計

算
書

ま
た

は
事

業
活

動
収

支
計

算
書

。
資

金
収

支
計

算
書

は
含

ま
な

い
)

収
支

計
算

書
の

提
出

が
無

い
場

合
は

、
収

支
計

算
書

･
歳

入
歳

出
決

算
状

況
(経

理
基

準
則

の
決

算
書

)の
い

ず
れ

か
を

そ
の

代
わ

り
と

す
る

。
(子

ど
も

支
援

課
所

管
分

)

健
康

福
祉

子
ど

も
局

子
ど

も
支

援
課

熊
本

市
に

あ
る

社
会

福
祉

法
人

の
平

成
2
6
年

3
月

期
の

現
況

報
告

書
、

財
産

目
録

、
貸

借
対

照
表

、
収

支
計

算
書

開
示

(一
部

請
求

拒
否

)
2
号

　
個

人
情

報
8
/
1
4

8
/
2
1

3
8
0

8
/
1

熊
本

市
に

あ
る

社
会

福
祉

法
人

の
平

成
2
6
年

3
月

期
の

現
況

報
告

書
(Ⅰ

基
本

情
報

Ⅱ
事

業
Ⅲ

組
織

の
理

事
と

監
事

の
部

分
Ⅴ

そ
の

他
)、

財
産

目
録

、
貸

借
対

照
表

収
支

計
算

書
(収

支
計

算
書

の
う

ち
事

業
活

動
計

算
書

ま
た

は
事

業
活

動
収

支
計

算
書

。
資

金
収

支
計

算
書

は
含

ま
な

い
)

収
支

計
算

書
の

提
出

が
無

い
場

合
は

、
収

支
計

算
書

･
歳

入
歳

出
決

算
状

況
(経

理
基

準
則

の
決

算
書

)の
い

ず
れ

か
を

そ
の

代
わ

り
と

す
る

。
(高

齢
介

護
福

祉
課

所
管

分
)

健
康

福
祉

子
ど

も
局

高
齢

介
護

福
祉

課

高
齢

介
護

福
祉

課
所

管
分

の
社

会
福

祉
法

人
の

平
成

2
6
年

度
報

告
分

･現
況

報
告

書
(I
基

本
情

報
 Ⅱ

事
業

 Ш
組

織
の

理
事

と
監

事
の

部
分

 V
そ

の
他

)･
財

産
目

録
･貸

借
対

照
表

(内
訳

表
は

不
要

)
･収

支
計

算
書

(事
業

活
動

計
算

書
、

事
業

活
動

収
支

計
算

書
、

資
金

収
支

計
算

書
は

含
ま

な
い

。
収

支
計

算
書

の
提

出
が

無
い

場
合

は
、

収
支

計
算

書
･歳

入
歳

出
決

算
状

況
(経

理
規

程
準

則
の

決
算

書
)の

い
ず

れ
か

)

開
示

(一
部

請
求

拒
否

)

2
号

　
個

人
情

報
3
号

　
法

人
等

情
報

8
/
1
5

8
/
2
1

3
8
1

8
/
1

熊
本

市
に

あ
る

社
会

福
祉

法
人

の
平

成
2
6
年

3
月

期
の

現
況

報
告

書
(Ⅰ

基
本

情
報

Ⅱ
事

業
Ⅲ

組
織

の
理

事
と

監
事

の
部

分
Ⅴ

そ
の

他
)、

財
産

目
録

、
貸

借
対

照
表

収
支

計
算

書
(収

支
計

算
書

の
う

ち
事

業
活

動
計

算
書

ま
た

は
事

業
活

動
収

支
計

算
書

。
資

金
収

支
計

算
書

は
含

ま
な

い
)

収
支

計
算

書
の

提
出

が
無

い
場

合
は

、
収

支
計

算
書

･
歳

入
歳

出
決

算
状

況
(経

理
基

準
則

の
決

算
書

)の
い

ず
れ

か
を

そ
の

代
わ

り
と

す
る

。
(障

が
い

保
健

福
祉

課
所

管
分

)

健
康

福
祉

子
ど

も
局

障
が

い
保

健
福

祉
課

熊
本

市
に

あ
る

社
会

福
祉

法
人

の
平

成
2
6
年

3
月

期
の

現
況

報
告

書
(I
基

本
情

報
 Ⅱ

事
業

 Ⅲ
組

織
の

理
事

と
監

事
の

部
分

 V
そ

の
他

)、
財

産
目

録
、

賃
借

村
照

表
、

収
支

計
算

書
(収

支
計

算
書

の
う

ち
事

業
活

動
計

算
書

ま
た

は
事

業
活

動
収

支
計

算
書

。
資

金
収

支
計

算
書

は
含

ま
な

い
。

)
開

示
(一

部
請

求
拒

否
)

2
号

　
個

人
情

報
3
号

　
法

人
等

情
報

8
/
1
3

8
/
2
1

3
8
2

8
/
1

平
成

2
6
年

7
月

1
日

～
平

成
2
6
年

7
月

3
1
日

ま
で

の
間

に
、

熊
本

市
内

に
お

い
て

新
規

に
営

業
許

可
を

受
け

た
飲

食
店

一
覧

(移
動

、
臨

時
、

自
動

販
売

機
を

除
く

)
項

目
:屋

号
、

営
業

所
所

在
地

、
営

業
所

電
話

番
号

、
許

可
年

月
日

、
許

可
期

間
、

業
種

健
康

福
祉

子
ど

も
局

食
品

保
健

課

平
成

2
6
年

7
月

1
日

～
平

成
2
6
年

7
月

3
1
日

ま
で

の
間

に
、

熊
本

市
内

に
お

い
て

新
規

に
営

業
許

可
を

受
け

た
飲

食
店

一
覧

(移
動

、
臨

時
、

自
動

販
売

機
を

除
く

)
計

8
6
件

項
目

:屋
号

、
営

業
所

所
在

地
、

営
業

所
電

話
番

号
、

許
可

年
月

日
、

許
可

期
間

、
業

種
※

 開
示

情
報

取
り

出
し

日
時

:平
成

2
6
年

8
月

5
日

1
4
:3

0

開
示

8
/
6

8
/
1
4

郵
送
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受
付

番
号

受
付

日
請

求
す

る
文

書
の

件
名

所
管

課
期

限
延

長
決

定
文

書
の

件
名

決
定

内
容

不
開

示
理

由
開

示
等

決
定

日
開

示
日

3
8
3

8
/
4

平
成

2
6
年

7
月

1
日

か
ら

平
成

2
6
年

7
月

3
1
日

ま
で

に
新

規
で

営
業

許
可

を
取

得
し

た
飲

食
店

の
一

覧
表

(食
品

営
業

許
可

台
帳

)
※

屋
号

･営
業

所
所

在
地

･申
請

者
氏

名
･業

種
･営

業
所

電
話

番
号

･許
可

年
月

日
･許

可
満

了
日

等
に

つ
い

て
の

資
料

一
覧

表
(自

動
販

売
機

･露
店

営
業

を
除

く
)

健
康

福
祉

子
ど

も
局

食
品

保
健

課

平
成

2
6
年

7
月

1
日

～
平

成
2
6
年

7
月

3
1
日

ま
で

の
間

に
、

熊
本

市
内

に
お

い
て

新
規

に
営

業
許

可
を

受
け

た
飲

食
店

一
覧

(自
動

販
売

機
、

露
店

営
業

を
除

く
)

計
8
6
件

項
目

:屋
号

、
営

業
所

所
在

地
、

申
請

者
氏

名
、

業
種

、
営

業
所

電
話

番
号

、
許

可
年

月
日

、
許

可
満

了
日

※
 開

示
情

報
取

り
出

し
日

時
:平

成
2
6
年

8
月

5
日

1
4
:3

0

開
示

8
/
6

8
/
1
5

郵
送

3
8
4

8
/
4

道
路

位
置

指
定

申
請

時
に

提
出

さ
れ

た
書

類
一

式
(計

画
平

面
図

除
く

)
昭

和
3
3
年

4
月

2
8
日

 熊
本

県
指

令
建

第
3
7
号

都
市

建
設

局
建

築
指

導
課

道
路

位
置

指
定

申
請

時
に

提
出

さ
れ

た
書

類
一

式
(計

画
平

面
図

除
く

)
昭

和
3
3
年

4
月

2
8
日

 熊
本

県
指

令
建

第
3
7
号

開
示

(一
部

請
求

拒
否

)
2
号

　
個

人
情

報
8
/
7

8
/
7

3
8
5

8
/
4

熊
本

市
中

央
区

国
府

2
丁

目
○

○
～

○
○

番
地

先
○

○
～

○
○

番
地

先
1
2
-
1
5
6
-
0
0
1
～

0
0
9

※
ｶ
ﾗ
ｰ

は
ｶ
ﾗ
ｰ

色
で

都
市

建
設

局
建

築
指

導
課

熊
本

市
中

央
区

国
府

2
丁

目
○

○
～

○
○

番
地

先
 ○

○
～

○
○

番
地

先
1
2
-
1
5
6
-
0
0
1
～

0
0
9

ｶ
ﾗ
ｰ

は
ｶ
ﾗ
ｰ

色
で

開
示

8
/
7

8
/
8

3
8
6

8
/
5

位
置

指
定

道
路

図
指

定
番

号
 昭

和
4
3
年

4
月

2
日

 第
7
6
号

ｶ
ﾗ
ｰ

は
ｶ
ﾗ
ｰ

で

都
市

建
設

局
建

築
指

導
課

位
置

指
定

道
路

図
指

定
番

号
 昭

和
4
3
年

4
月

2
日

第
7
6
号

ｶ
ﾗ
ｰ

は
ｶ
ﾗ
ｰ

で

開
示

(一
部

請
求

拒
否

)
2
号

　
個

人
情

報
8
/
7

8
/
7

3
8
7

8
/
5

●
期

間
 2

6
年

7
月

1
日

～
2
6
年

7
月

3
1
日

●
屋

号
●

住
所

●
申

請
者

●
申

請
者

電
話

番
号

●
許

可
日

飲
食

店
営

業
施

設
(仮

設
、

臨
時

、
自

販
機

を
除

く
)

熊
本

市
の

み
新

規
申

請
が

あ
っ

た
も

の

健
康

福
祉

子
ど

も
局

食
品

保
健

課

平
成

2
6
年

7
月

1
日

～
平

成
2
6
年

7
月

3
1
日

ま
で

の
間

に
、

熊
本

市
内

に
お

い
て

新
規

に
営

業
許

可
を

受
け

た
飲

食
店

一
覧

(仮
設

、
臨

時
、

自
動

販
売

機
を

除
く

)
計

8
6
件

項
目

:屋
号

、
営

業
所

住
所

、
申

請
者

氏
名

、
申

請
者

電
話

番
号

、
許

可
年

月
日

※
 開

示
情

報
取

り
出

し
日

時
:平

成
2
6
年

8
月

7
日

午
前

9
:3

0

開
示

8
/
1
1

8
/
1
3

3
8
8

8
/
5

上
熊

本
弓

削
線

･渡
鹿

5
丁

目
公

園
縦

覧
図

書
一

式
写

し
の

交
付

都
市

建
設

局
都

市
政

策
課

都
市

計
画

の
案

の
縦

覧
図

書
1
.熊

本
都

市
計

画
道

路
の

変
更

3
･5

･4
5
号

 上
熊

本
弓

削
線

 縦
覧

図
書

一
式

2
.熊

本
都

市
計

画
公

園
の

変
更

2
･2

･1
4
2
号

 渡
鹿

五
丁

目
公

園
 縦

覧
図

書
一

式

開
示

8
/
5

8
/
6

郵
送

3
8
9

8
/
5

｢千
原

台
高

等
学

校
部

室
そ

の
他

増
築

工
事

｣
の

金
入

設
計

書
都

市
建

設
局

営
繕

課

｢千
原

台
高

等
学

校
部

室
そ

の
他

増
築

工
事

｣の
金

入
設

計
書

開
示

8
/
7

8
/
7
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受
付

番
号

受
付

日
請

求
す

る
文

書
の

件
名

所
管

課
期

限
延

長
決

定
文

書
の

件
名

決
定

内
容

不
開

示
理

由
開

示
等

決
定

日
開

示
日

3
9
0

8
/
6

南
区

城
南

町
舞

原
(舞

原
配

水
場

西
側

付
近

)φ
3
0
0
･

1
5
0
･1

0
0
粍

配
水

管
･導

水
管

布
設

他
1
件

工
事

(そ
の

2
)

の
金

入
り

設
計

書
(熊

本
市

上
下

水
道

局
水

道
整

備
課

 工
事

第
1
班

発
注

工
事

)

上
下

水
道

局
水

道
整

備
課

南
区

城
南

町
舞

原
(舞

原
配

水
場

西
側

付
近

)φ
3
0
0
･1

5
0
･1

0
0
粍

配
水

管
･導

水
管

布
設

他
1
件

工
事

(そ
の

2
)

上
記

の
金

額
入

り
設

計
書

開
示

8
/
1
1

3
9
1

8
/
6

道
路

位
置

指
定

図
 一

式
(1

)熊
本

県
指

令
山

土
第

2
0
8
号

(H
6
.1

.2
7
)

(2
)　

　
　

〃
　

　
　

鹿
本

企
調

第
4
3
号

(H
1
4
.1

1
.1

9
)

都
市

建
設

局
建

築
指

導
課

道
路

位
置

指
定

図
一

式
(1

)熊
本

県
指

令
山

土
第

2
0
8
号

(H
6
.1

.2
7
)

(2
)熊

本
県

指
令

鹿
本

企
調

第
4
3
号

(H
1
4
.1

1
.1

9
)

開
示

(一
部

請
求

拒
否

)
2
号

　
個

人
情

報
8
/
7

8
/
1
1

郵
送

3
9
2

8
/
6

道
路

位
置

指
定

書
式

一
式

0
2
-
1
2
8
-
0
1
　

　
　

　
S
5
6
-
0
2
5
-
0
1

  
  
  
  
  
  
0
2
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 0

2
  
  
  
  
  
  
0
3
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 0

3
  
  
  
  
  
  
0
4
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 0

4
  
  
  
  
  
  
0
5
  
  
  
  
 S

5
0
-
0
4
3
-
0
1

  
  
  
  
  
  
0
6
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 0

2
  
  
  
  
  
  
0
7
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 0

3
  
  
  
  
  
  
0
8
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 0

4
  
  
  
  
  
  
0
9

  
  
  
  
  
  
1
0

  
  
  
  
  
  
1
1
  
  
  
  
  
 ｶ

ﾗ
ｰ

は
ｶ
ﾗ
ｰ

で

都
市

建
設

局
建

築
指

導
課

道
路

位
置

指
定

書
式

一
式

0
2
-
1
2
8
-
0
1
.0

2
.0

3
.0

4
.0

5
.0

6
.0

7
.0

8
.0

9
.1

0
.1

1
S
5
6
-
0
2
5
-
0
1
.0

2
.0

3
.0

4
S
5
0
-
0
4
3
-
0
1
.0

2
.0

3
.0

4
ｶ
ﾗ
ｰ

は
ｶ
ﾗ
ｰ

で
開

示
(一

部
請

求
拒

否
)

2
号

　
個

人
情

報
8
/
7

8
/
7

3
9
3

8
/
7

･平
成

2
6
年

7
月

3
0
日

開
札

 下
水

道
整

備
課

都
市

計
画

事
業

 西
部

汚
水

1
号

幹
線

枝
線

外
枝

線
下

水
道

築
造

工
事

(9
4
1
工

区
)

･平
成

2
6
年

7
月

3
1
日

開
札

 下
水

道
整

備
課

都
市

計
画

事
業

 大
和

広
住

汚
水

幹
線

及
び

枝
線

下
水

道
築

造
工

事
(9

2
8
工

区
)

上
記

2
件

の
金

入
設

計
書

の
開

示
を

お
願

い
致

し
ま

す
。

上
下

水
道

局
下

水
道

整
備

課

都
市

計
画

事
業

西
部

汚
水

1
号

幹
線

枝
線

外
枝

線
下

水
道

築
造

工
事

(9
4
1
工

区
)

都
市

計
画

事
業

大
和

広
住

汚
水

幹
線

及
び

枝
線

下
水

道
築

造
工

事
(9

2
8
工

区
)

上
記

の
金

入
り

設
計

書

開
示

8
/
1
4

8
/
1
8

3
9
4

8
/
7

･自
動

火
災

報
知

設
備

の
設

置
届

･電
気

設
備

の
平

面
図

(立
面

図
等

)
･給

排
水

設
備

の
平

面
図

(立
面

図
等

)
そ

の
他

図
面

一
式

以
上

、
熊

本
市

中
央

区
大

江
1
丁

目
○

○
番

○
○

号
○

○
分

の
書

類
お

願
い

致
し

ま
す

。

消
防

局
総

務
課

熊
本

市
中

央
区

大
江

1
丁

目
○

○
番

○
○

号
○

○
【
請

求
書

類
】

自
動

火
災

報
知

設
備

の
設

置
届

電
気

設
備

の
平

面
図

(立
面

図
等

)
給

排
水

設
備

の
平

面
図

(立
面

図
等

)
そ

の
他

図
面

一
式

開
示

(一
部

請
求

拒
否

)
2
号

　
個

人
情

報
8
/
2
0

8
/
2
1

3
9
5

8
/
7

位
置

指
定

道
路

台
帳

･昭
和

3
7
年

2
月

7
日

 第
S
3
7
-
0
1
1
号

･昭
和

4
4
年

1
2
月

1
7
日

 第
S
4
4
-
5
3
0
号

都
市

建
設

局
建

築
指

導
課

位
置

指
定

道
路

台
帳

･昭
和

3
7
年

2
月

7
日

 第
S
3
7
-
0
1
1
号

･昭
和

4
4
年

1
2
月

1
7
日

 第
S
4
4
-
5
3
0
号

開
示

(一
部

請
求

拒
否

)
2
号

　
個

人
情

報
8
/
1
1

8
/
1
9

3
9
6

8
/
8

道
路

判
定

の
書

類
1
4
年

0
9
8
号

都
市

建
設

局
建

築
指

導
課

道
路

判
定

の
書

類
 1

4
年

0
9
8
号

開
示

8
/
1
1

8
/
1
2
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受
付

番
号

受
付

日
請

求
す

る
文

書
の

件
名

所
管

課
期

限
延

長
決

定
文

書
の

件
名

決
定

内
容

不
開

示
理

由
開

示
等

決
定

日
開

示
日

3
9
7

8
/
8

道
路

判
定

 0
2
-
0
0
4
(H

1
3
年

度
)

1
P
～

6
P
ま

で
都

市
建

設
局

建
築

指
導

課

道
路

判
定

 0
2
-
0
0
4
(H

1
3
年

度
)

1
P
～

6
P
ま

で
開

示
(一

部
請

求
拒

否
)

2
号

　
個

人
情

報
8
/
1
2

8
/
1
5

3
9
8

8
/
1
1

･社
会

福
祉

法
人

○
○

平
成

2
5
年

度
事

業
収

支
計

算
書

(貸
借

対
照

表
)

健
康

福
祉

子
ど

も
局

保
育

幼
稚

園
課

社
会

福
祉

法
人

○
○

の
平

成
2
5
年

度
事

業
活

動
収

支
計

算
書

及
び

貸
借

対
照

表
開

示
8
/
1
9

8
/
2
2

3
9
9

8
/
1
1

･社
会

福
祉

法
人

○
○

平
成

2
5
年

度
事

業
収

支
計

算
書

(貸
借

対
照

表
)

健
康

福
祉

子
ど

も
局

障
が

い
保

健
福

祉
課

社
会

福
祉

法
人

 ○
○

平
成

2
5
年

度
事

業
収

支
計

算
書

、
貸

借
対

照
表

開
示

8
/
1
9

8
/
2
2

4
0
0

8
/
1
1

①
社

会
福

祉
法

人
○

○
(通

称
、

○
○

保
育

園
)(
西

区
河

内
町

岳
○

○
所

在
)

①
貸

借
対

照
表

 2
3
～

2
4
年

度
②

収
支

計
算

書

健
康

福
祉

子
ど

も
局

保
育

幼
稚

園
課

社
会

福
祉

法
人

○
○

の
平

成
2
3
年

度
～

2
5
年

度
収

支
計

算
書

及
び

貸
借

対
照

表
開

示
(一

部
請

求
拒

否
)

2
号

　
個

人
情

報
8
/
1
9

8
/
2
0

4
0
1

8
/
1
1

飲
食

店
の

営
業

許
可

台
帳

の
情

報
の

開
示

を
申

請
い

た
し

ま
す

。
た

だ
し

、
移

動
販

売
･臨

時
営

業
･仮

設
営

業
･自

動
販

売
機

を
除

く
項

目
･屋

号
･営

業
所

在
地

･申
請

者
名

･営
業

電
話

番
号

･業
種

期
間

･2
0
1
4
年

7
月

1
日

～
7
月

3
1
日

健
康

福
祉

子
ど

も
局

食
品

保
健

課

平
成

2
6
年

7
月

1
日

～
平

成
2
6
年

7
月

3
1
日

ま
で

の
間

に
、

熊
本

市
内

に
お

い
て

新
規

に
営

業
許

可
を

受
け

た
飲

食
店

一
覧

(た
だ

し
、

移
動

販
売

、
臨

時
営

業
、

仮
設

営
業

及
び

自
動

販
売

機
を

除
く

)
計

8
6
件

項
目

:屋
号

、
営

業
所

所
在

地
、

申
請

者
名

、
営

業
所

電
話

番
号

、
業

種
、

※
 開

示
情

報
取

り
出

し
日

時
:平

成
2
6
年

8
月

1
3

日
 1

4
:3

0

開
示

8
/
1
5

1
0
/
3
1

4
0
2

8
/
1
1

･施
工

番
号

:1
4
0
0
3
9
7

･工
事

名
:辻

畑
公

園
外

1
公

園
施

設
改

修
工

事
･該

当
工

事
の

金
額

入
り

積
算

書
す

べ
て

都
市

建
設

局
東

部
土

木
ｾ

ﾝ
ﾀ
ｰ

河
川

公
園

整
備

課

〈
件

名
〉

辻
畑

公
園

外
1
公

園
施

設
改

修
工

事
の

金
入

り
設

計
書

開
示

8
/
1
5

9
/
2

郵
送

4
0
3

8
/
1
1

･施
工

番
号

:1
4
0
0
3
0
0

･工
事

名
:帯

山
東

公
園

外
2
公

園
施

設
改

修
工

事
･該

当
工

事
の

金
額

入
り

積
算

書
す

べ
て

都
市

建
設

局
東

部
土

木
ｾ

ﾝ
ﾀ
ｰ

河
川

公
園

整
備

課

〈
件

名
〉

帯
山

東
公

園
外

2
公

園
施

設
改

修
工

事
の

金
入

り
設

計
書

開
示

8
/
1
5

9
/
2

郵
送

4
0
4

8
/
1
1

･施
工

番
号

:1
4
0
0
4
6
1

･工
事

名
:谷

尾
崎

公
園

施
設

改
修

工
事

･該
当

工
事

の
金

額
入

り
積

算
書

す
べ

て

都
市

建
設

局
西

部
土

木
ｾ

ﾝ
ﾀ
ｰ

河
川

公
園

整
備

課

谷
尾

崎
公

園
施

設
改

修
工

事

開
示

8
/
1
3

9
/
2

郵
送
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受
付

番
号

受
付

日
請

求
す

る
文

書
の

件
名

所
管

課
期

限
延

長
決

定
文

書
の

件
名

決
定

内
容

不
開

示
理

由
開

示
等

決
定

日
開

示
日

4
0
5

8
/
1
1

･施
工

番
号

:1
4
0
0
2
6
8

･工
事

名
:中

緑
公

園
外

1
公

園
施

設
改

修
工

事
･該

当
工

事
の

金
額

入
り

積
算

書
す

べ
て

都
市

建
設

局
西

部
土

木
ｾ

ﾝ
ﾀ
ｰ

河
川

公
園

整
備

課

中
緑

公
園

外
1
公

園
施

設
改

修
工

事

開
示

8
/
1
3

9
/
2

郵
送

4
0
6

8
/
1
1

･施
工

番
号

:1
4
0
0
2
0
1

･工
事

名
:白

石
公

園
施

設
改

修
工

事
･該

当
工

事
の

金
額

入
り

積
算

書
す

べ
て

都
市

建
設

局
西

部
土

木
ｾ

ﾝ
ﾀ
ｰ

河
川

公
園

整
備

課

白
石

公
園

施
設

改
修

工
事

開
示

8
/
1
3

9
/
2

郵
送

4
0
7

8
/
1
1

･施
工

番
号

:1
4
0
0
1
9
6

･工
事

名
:近

見
烏

田
公

園
外

1
公

園
施

設
改

修
工

事
･該

当
工

事
の

金
額

入
り

積
算

書
す

べ
て

都
市

建
設

局
西

部
土

木
ｾ

ﾝ
ﾀ
ｰ

河
川

公
園

整
備

課

近
見

烏
田

公
園

外
1
公

園
施

設
改

修
工

事

開
示

8
/
1
3

9
/
2

郵
送

4
0
8

8
/
1
1

･施
工

番
号

:1
4
0
0
2
8
2

･工
事

名
:沖

畑
公

園
施

設
改

修
工

事
･該

当
工

事
の

金
額

入
り

積
算

書
す

べ
て

都
市

建
設

局
北

部
土

木
ｾ

ﾝ
ﾀ
ｰ

河
川

公
園

整
備

課

沖
畑

公
園

施
設

改
修

工
事

の
金

額
入

り
積

算
書

す
べ

て
開

示
8
/
1
9

9
/
2

郵
送

4
0
9

8
/
1
1

･施
工

番
号

:1
4
0
0
2
6
6

･工
事

名
:上

之
原

公
園

外
1
件

施
設

改
修

工
事

･該
当

工
事

の
金

額
入

り
積

算
書

す
べ

て

都
市

建
設

局
北

部
土

木
ｾ

ﾝ
ﾀ
ｰ

河
川

公
園

整
備

課

上
之

原
公

園
外

1
件

施
設

改
修

工
事

の
金

額
入

り
積

算
書

す
べ

て
開

示
8
/
1
9

9
/
2

郵
送

4
1
0

8
/
1
1

･施
工

番
号

:1
4
0
0
2
6
7

･工
事

名
:清

水
ヶ

丘
東

公
園

外
1
件

施
設

改
修

工
事

･該
当

工
事

の
金

額
入

り
積

算
書

す
べ

て

都
市

建
設

局
北

部
土

木
ｾ

ﾝ
ﾀ
ｰ

河
川

公
園

整
備

課

清
水

ヶ
丘

東
公

園
外

1
件

施
設

改
修

工
事

の
金

額
入

り
積

算
書

す
べ

て
開

示
8
/
1
9

9
/
2

郵
送

4
1
1

8
/
1
1

･施
工

番
号

:1
4
0
0
4
4
0

･工
事

名
:千

原
台

高
等

学
校

防
球

ﾈ
ｯ
ﾄ設

置
工

事
･該

当
工

事
の

金
額

入
り

積
算

書
す

べ
て

教
育

委
員

会
事

務
局

施
設

課

千
原

台
高

等
学

校
防

球
ﾈ

ｯ
ﾄ設

置
工

事
の

金
入

り
設

計
書

開
示

8
/
2
5

9
/
2

郵
送

4
1
2

8
/
1
1

･施
工

番
号

:1
4
0
0
0
0
7

･工
事

名
:千

原
台

高
等

学
校

藤
棚

移
設

工
事

･該
当

工
事

の
金

額
入

り
積

算
書

す
べ

て

教
育

委
員

会
事

務
局

施
設

課

千
原

台
高

等
学

校
藤

棚
移

設
工

事
の

金
入

り
設

計
書

開
示

8
/
2
5

9
/
2

郵
送

4
1
3

8
/
1
1

平
成

2
6
年

7
月

9
日

開
札

西
部

土
木

ｾ
ﾝ
ﾀ
ｰ

 維
持

課
市

道
 海

路
口

町
第

6
号

線
外

2
路

線
舗

装
補

修
工

事
上

記
の

金
入

設
計

書
の

開
示

を
お

願
い

致
し

ま
す

。

都
市

建
設

局
西

部
土

木
ｾ

ﾝ
ﾀ
ｰ

維
持

課

･平
成

2
6
年

度
 市

道
海

路
口

町
第

6
号

線
外

2
路

線
舗

装
補

修
工

事
上

記
の

金
入

設
計

書
開

示
8
/
1
3

8
/
1
8
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受
付

番
号

受
付

日
請

求
す

る
文

書
の

件
名

所
管

課
期

限
延

長
決

定
文

書
の

件
名

決
定

内
容

不
開

示
理

由
開

示
等

決
定

日
開

示
日

4
1
4

8
/
1
2

課
が

所
管

す
る

下
記

の
地

番
図

及
び

航
空

写
真

の
写

し
の

開
示

請
求

。
(航

空
写

真
と

地
番

図
を

重
ね

た
も

の
)

●
熊

本
市

西
区

春
日

6
丁

目
○

○
、

○
○

、
○

○
○

○
、

○
○

、
○

○
、

○
○

、
○

○
、

○
○

○
○

、
○

○
、

○
○

、
○

○
、

○
○

、
○

○
●

熊
本

市
西

区
池

上
町

字
沖

○
○

●
熊

本
市

西
区

八
島

2
丁

目
○

○
、

○
○

財
政

局
課

税
管

理
課

課
税

管
理

課
が

所
管

す
る

下
記

の
地

番
図

及
び

航
空

写
真

(航
空

写
真

と
地

番
図

を
重

ね
た

も
の

。
)の

写
し

の
開

示
請

求
。

●
熊

本
市

西
区

春
日

6
丁

目
○

○
、

○
○

、
○

○
○

○
、

○
○

、
○

○
、

○
○

、
○

○
、

○
○

○
○

、
○

○
、

○
○

、
○

○
、

○
○

、
○

○
●

熊
本

市
西

区
池

上
町

字
沖

○
○

●
熊

本
市

西
区

八
島

2
丁

目
○

○
、

○
○

不
開

示
2
号

　
個

人
情

報
8
/
2
0

4
1
5

8
/
1
3

平
成

2
4
年

度
熊

本
市

営
住

宅
の

指
定

管
理

者
選

定
の

際
に

、
提

示
し

た
市

営
住

宅
の

募
集

要
綱

･業
務

仕
様

書
に

つ
い

て
、

情
報

を
開

示
請

求
し

た
い

。
都

市
建

設
局

住
宅

課

平
成

2
4
年

度
熊

本
市

営
住

宅
の

指
定

管
理

者
選

定
の

際
に

、
掲

示
し

た
市

営
住

宅
の

募
集

要
項

･
業

務
仕

様
書

開
示

8
/
2
1

9
/
1

郵
送

4
1
6

8
/
1
3

大
規

模
行

為
届

出
書

の
様

式
第

3
号

(平
成

2
6
年

5
月

1
1

日
～

6
月

1
0
日

届
出

分
)。

※
建

築
物

に
限

る
都

市
建

設
局

開
発

景
観

課

大
規

模
行

為
届

出
書

の
様

式
第

3
号

(平
成

2
6
年

5
月

1
1
日

～
6
月

1
0
日

届
出

分
)

(建
築

物
に

限
る

)

開
示

(一
部

請
求

拒
否

)
2
号

　
個

人
情

報
8
/
1
5

8
/
1
9

4
1
7

8
/
1
3

平
成

2
6
年

7
月

3
0
日

開
札

北
部

土
木

ｾ
ﾝ
ﾀ
ｰ

 工
務

課
市

道
 花

園
7
丁

目
第

1
2
3
号

線
道

路
改

良
工

事
上

記
の

金
入

設
計

書
の

開
示

を
お

願
い

致
し

ま
す

。

都
市

建
設

局
北

部
土

木
ｾ

ﾝ
ﾀ
ｰ

工
務

課

･市
道

花
園

7
丁

目
第

1
2
3
号

線
道

路
改

良
工

事
(金

入
設

計
書

)
開

示
8
/
1
9

8
/
2
7

4
1
8

8
/
1
7

東
区

健
軍

本
町

県
道

熊
本

益
城

大
津

線
φ

8
0
0
･5

0
0
･

3
0
0
粍

配
水

管
布

設
替

工
事

【
総

合
評

価
方

式
】
金

入
り

設
計

書
。

科
目

内
訳

、
施

工
内

訳
ま

で
す

べ
て

お
願

い
し

ま
す

。

上
下

水
道

局
水

道
整

備
課

東
区

健
軍

本
町

県
道

熊
本

益
城

大
津

線
φ

8
0
0
･

5
0
0
･3

0
0
粍

配
水

管
布

設
替

工
事

上
記

の
金

額
入

り
工

事
設

計
書

開
示

8
/
1
9

8
/
2
6

4
1
9

8
/
1
7

主
要

地
方

道
 宇

土
甲

佐
(木

原
第

三
工

区
)交

差
点

改
良

工
事

【
総

合
評

価
方

式
】
金

入
り

設
計

書
。

科
目

内
訳

、
施

工
内

訳
ま

で
す

べ
て

お
願

い
し

ま
す

。

都
市

建
設

局
西

部
土

木
ｾ

ﾝ
ﾀ
ｰ

工
務

課

主
要

地
方

道
宇

土
甲

佐
線

(木
原

第
三

工
区

)交
差

点
改

良
工

事
【
総

合
評

価
方

式
】

金
入

設
計

書

開
示

8
/
2
0

8
/
2
6

4
2
0

8
/
1
7

市
道

 城
東

町
上

林
町

第
1
号

線
舗

装
補

修
工

事
【
総

合
評

価
方

式
】
金

入
り

設
計

書
。

科
目

内
訳

、
施

工
内

訳
ま

で
す

べ
て

お
願

い
し

ま
す

。

都
市

建
設

局
北

部
土

木
ｾ

ﾝ
ﾀ
ｰ

維
持

課

平
成

2
6
年

8
月

6
日

開
札

市
道

 城
東

町
上

林
町

第
1
号

線
舗

装
補

修
工

事
【
総

合
評

価
方

式
】
の

金
入

設
計

書
。

科
目

内
訳

、
施

工
内

訳

開
示

8
/
2
0

8
/
2
6

4
2
1

8
/
1
8

道
路

判
定

の
公

図
に

依
る

位
置

の
確

認
の

為
判

定
番

号
 平

成
1
2
年

9
月

2
0
 0

0
年

第
4
6
6
号

都
市

建
設

局
建

築
指

導
課

道
路

判
定

の
公

図
に

依
る

位
置

の
確

定
の

為
判

定
番

号
 平

成
1
2
年

9
月

2
0
 0

0
年

第
4
6
6
号

開
示

(一
部

請
求

拒
否

)
2
号

　
個

人
情

報
8
/
1
8

8
/
2
1

4
2
2

8
/
1
8

道
路

位
置

指
定

 昭
和

5
0
年

 S
5
0
-
0
5
8

道
路

判
定

 平
成

2
0
年

 0
8
-
1
2
9
号

道
路

位
置

指
定

 昭
和

5
1
年

 S
5
1
-
0
7
3

道
路

判
定

 平
成

1
1
年

 9
9
-
1
0
3
号

都
市

建
設

局
建

築
指

導
課

道
路

位
置

指
定

 昭
和

5
0
年

 S
5
0
-
0
5
8

道
路

判
定

 平
成

2
0
年

 0
8
-
1
2
9
号

道
路

位
置

指
定

 昭
和

5
1
年

 S
5
1
-
0
7
3

道
路

判
定

 平
成

1
1
年

 9
9
-
1
0
3
号

開
示

(一
部

請
求

拒
否

)
2
号

　
個

人
情

報
8
/
1
9

8
/
2
1
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受
付

番
号

受
付

日
請

求
す

る
文

書
の

件
名

所
管

課
期

限
延

長
決

定
文

書
の

件
名

決
定

内
容

不
開

示
理

由
開

示
等

決
定

日
開

示
日

4
2
3

8
/
1
8

平
成

2
6
年

8
月

6
日

開
札

･西
部

土
木

ｾ
ﾝ
ﾀ
ｰ

 工
務

課
主

要
地

方
道

 宇
土

甲
佐

線
(木

原
工

区
)交

差
点

改
良

工
事

上
記

1
件

の
金

入
設

計
書

の
開

示
を

お
願

い
致

し
ま

す
。

都
市

建
設

局
西

部
土

木
ｾ

ﾝ
ﾀ
ｰ

工
務

課

主
要

地
方

道
宇

土
甲

佐
線

(木
原

工
区

)交
差

点
改

良
工

事
金

入
設

計
書

開
示

8
/
2
2

8
/
2
7

4
2
4

8
/
1
8

平
成

2
6
年

8
月

6
日

開
札

･北
部

土
木

ｾ
ﾝ
ﾀ
ｰ

 工
務

課
市

道
 島

崎
6
丁

目
花

園
7
丁

目
第

1
号

線
外

1
路

線
道

路
改

良
工

事
上

記
1
件

の
金

入
設

計
書

の
開

示
を

お
願

い
致

し
ま

す
。

都
市

建
設

局
北

部
土

木
ｾ

ﾝ
ﾀ
ｰ

工
務

課

市
道

島
崎

6
丁

目
花

園
7
丁

目
第

1
号

線
外

1
路

線
道

路
改

良
工

事
 の

金
入

設
計

書

開
示

8
/
2
2

8
/
2
7

4
2
5

8
/
1
8

平
成

2
6
年

8
月

6
日

開
札

上
下

水
道

局
 下

水
道

整
備

課
･都

市
計

画
事

業
 西

部
汚

水
1
1
号

幹
線

及
び

枝
線

(そ
の

3
)下

水
道

築
造

工
事

(9
1
8
工

区
)

･都
市

計
画

事
業

 西
部

汚
水

1
1
号

幹
線

及
び

枝
線

外
枝

線
下

水
道

築
造

工
事

(9
1
5
工

区
)

上
記

2
件

の
金

入
設

計
書

の
開

示
を

お
願

い
致

し
ま

す
。

上
下

水
道

局
下

水
道

整
備

課

都
市

計
画

事
業

 西
部

汚
水

1
1
号

幹
線

及
び

枝
線

(そ
の

3
)下

水
道

築
造

工
事

(9
1
8
工

区
)

都
市

計
画

事
業

 西
部

汚
水

1
1
号

幹
線

及
び

枝
線

外
枝

線
下

水
道

築
造

工
事

(9
1
5
工

区
)

の
金

入
り

設
計

書
開

示
8
/
2
0

8
/
2
7

4
2
6

8
/
1
8

平
成

2
6
年

8
月

6
日

開
札

教
育

委
員

会
施

設
課

千
原

台
高

等
学

校
運

動
場

改
良

工
事

上
記

の
金

入
設

計
書

の
開

示
を

お
願

い
致

し
ま

す
。

教
育

委
員

会
事

務
局

施
設

課

千
原

台
高

等
学

校
運

動
場

改
良

工
事

の
金

入
り

設
計

書
開

示
8
/
2
6

8
/
2
7

4
2
7

8
/
1
8

理
美

容
の

開
設

届
を

提
出

さ
れ

た
店

舗
の

情
報

開
示

を
申

請
い

た
し

ま
す

。
項

目
:店

舗
名

･住
所

･電
話

番
号

･申
請

者
名

期
間

:2
0
1
4
年

8
月

1
日

よ
り

2
0
1
4
年

8
月

1
8
日

健
康

福
祉

子
ど

も
局

生
活

衛
生

課

平
成

2
6
年

8
月

1
日

か
ら

8
月

1
8
日

の
間

、
熊

本
市

内
に

お
い

て
新

規
確

認
し

た
理

容
所

、
美

容
所

の
一

覧
項

目
; 
施

設
の

名
称

、
所

在
地

、
電

話
番

号
、

開
設

者
の

氏
名

、
役

職
、

代
表

者
氏

名

開
示

8
/
2
1

8
/
2
6

4
2
8

8
/
1
8

飲
食

店
の

新
規

検
査

の
申

請
を

行
っ

た
店

舗
の

情
報

開
示

を
申

請
い

た
し

ま
す

。
た

だ
し

、
移

動
販

売
･臨

時
営

業
･仮

設
営

業
･自

動
販

売
機

を
除

く
。

項
目

:屋
号

･営
業

所
在

地
･申

請
者

名
･営

業
電

話
番

号 期
間

:2
0
1
4
年

8
月

1
日

よ
り

2
0
1
4
年

8
月

1
5
日

健
康

福
祉

子
ど

も
局

食
品

保
健

課

平
成

2
6
年

8
月

1
日

～
平

成
2
6
年

8
月

1
8
日

ま
で

の
間

に
、

熊
本

市
内

に
お

い
て

新
規

に
申

請
を

行
っ

た
飲

食
店

一
覧

(移
動

販
売

、
臨

時
営

業
、

仮
設

営
業

、
自

動
販

売
機

を
除

く
)計

3
8
件

項
目

:屋
号

、
営

業
所

在
地

、
申

請
者

名
、

営
業

電
話

番
号

※
 開

示
情

報
取

り
出

し
日

時
:平

成
2
6
年

8
月

2
0

日
 1

4
:3

0

開
示

8
/
2
1

8
/
2
6

4
2
9

8
/
1
8

北
区

植
木

町
内

1
1
9
番

地
付

近
φ

1
5
0
･7

5
粍

配
水

管
布

施
他

3
件

工
事

に
伴

う
測

量
設

計
業

務
委

託
の

金
入

り
設

計
書

上
下

水
道

局
水

道
整

備
課

･北
区

植
木

町
内

1
1
9
番

地
付

近
φ

1
5
0
･7

5
粍

配
水

管
布

設
他

3
件

工
事

に
伴

う
測

量
設

計
業

務
委

託 上
記

の
金

額
入

り
業

務
委

託
設

計
書

開
示

8
/
2
2

8
/
2
7

-142-



受
付

番
号

受
付

日
請

求
す

る
文

書
の

件
名

所
管

課
期

限
延

長
決

定
文

書
の

件
名

決
定

内
容

不
開

示
理

由
開

示
等

決
定

日
開

示
日

4
3
0

8
/
1
8

北
区

植
木

町
後

古
閑

1
3
9
番

地
付

近
φ

1
0
0
･7

5
･5

0
粍

配
水

管
布

設
他

3
件

工
事

に
伴

う
測

量
設

計
業

務
委

託
の

金
入

り
設

計
書

上
下

水
道

局
水

道
整

備
課

･北
区

植
木

町
後

古
閑

1
3
9
番

地
付

近
φ

1
0
0
･7

5
･

5
0
粍

配
水

管
布

設
他

3
件

工
事

に
伴

う
測

量
設

計
業

務
委

託
上

記
の

金
額

入
り

業
務

委
託

設
計

書

開
示

8
/
2
2

8
/
2
7

4
3
1

8
/
1
9

5
号

街
区

公
園

整
備

工
事

熊
本

駅
西

土
地

区
画

整
理

事
業

所
上

記
工

事
の

金
入

設
計

書

都
市

建
設

局
熊

本
駅

西
土

地
区

画
整

理
事

業
所

｢5
号

街
区

公
園

整
備

工
事

｣の
金

入
り

設
計

書

開
示

8
/
1
9

8
/
2
2

4
3
2

8
/
1
9

熊
本

市
中

央
区

萩
原

町
○

-
○

社
会

福
祉

法
人

○
○

平
成

2
3
年

度
･2

4
年

度
･2

5
年

度
貸

借
対

照
表

及
び

事
業

活
動

収
支

計
算

書

健
康

福
祉

子
ど

も
局

障
が

い
保

健
福

祉
課

熊
本

市
中

央
区

萩
原

町
○

-
○

社
会

福
祉

法
人

 ○
○

平
成

2
3
年

度
･2

4
年

度
･2

5
年

度
貸

借
対

照
表

及
び

事
業

活
動

収
支

計
算

書

開
示

(一
部

請
求

拒
否

)
2
号

　
個

人
情

報
8
/
2
0

8
/
2
7

4
3
3

8
/
1
9

道
路

判
定

台
帳

写
し

熊
本

市
北

区
楠

5
丁

目
○

○
-
○

○
H

.1
7
 第

0
6
-
0
1
8
号

ｶ
ﾗ
ｰ

は
ｶ
ﾗ
ｰ

で
お

願
い

し
ま

す
。

都
市

建
設

局
建

築
指

導
課

道
路

判
定

台
帳

写
し

熊
本

市
北

区
楠

5
丁

目
○

○
-
○

○
H

1
7
 第

0
6
-
 0

1
8
号

ｶ
ﾗ
ｰ

は
ｶ
ﾗ
ｰ

で
お

願
い

し
ま

す
。

開
示

8
/
2
1

8
/
2
1

4
3
4

8
/
1
9

道
路

判
定

 書
類

一
式

1
1
-
3
2
3
-
0
1

1
1
-
3
2
3
-
0
2

1
1
-
3
2
3
-
0
3

1
1
-
3
2
3
-
0
5

ｶ
ﾗ
ｰ

は
ｶ
ﾗ
ｰ

で

都
市

建
設

局
建

築
指

導
課

道
路

判
定

 書
類

一
式

1
1
-
3
2
3
-
0
1
 1

1
-
3
2
3
-
0
2
 1

1
-
3
2
3
-
0
3
 1

1
-
3
2
3
-

0
5

ｶ
ﾗ
ｰ

は
ｶ
ﾗ
ｰ

で

開
示

(一
部

請
求

拒
否

)
2
号

　
個

人
情

報
8
/
2
1

8
/
2
5

4
3
5

8
/
1
9

下
記

の
大

規
模

小
売

店
舗

立
地

法
に

係
る

届
出

一
式

の
う

ち
、

基
本

届
出

事
項

に
つ

い
て

記
載

さ
れ

た
概

要
部

分
お

よ
び

添
付

資
料

中
の

周
辺

見
取

り
図

、
店

舗
の

配
置

図
。

ｶ
ﾗ
ｰ

の
図

面
は

ｶ
ﾗ
ｰ

ｺ
ﾋ
ﾟｰ

を
希

望
。

･(
仮

称
)○

○
(新

設
)

･○
○

･○
○

(新
設

)

農
水

商
工

局
商

工
振

興
課

以
下

の
案

件
に

係
る

｢大
規

模
小

売
店

舗
届

出
書

(規
則

様
式

第
1
)｣

、
｢周

辺
見

取
図

｣、
｢平

面
図

兼
配

置
図

｣
･平

成
2
6
年

○
月

○
日

付
け

届
出

｢(
仮

称
)○

○
｣

･平
成

2
6
年

○
月

○
日

付
け

届
出

｢○
○

･○
○

｣
開

示
8
/
2
6

9
/
1

郵
送

4
3
6

8
/
2
0

工
作

物
(擁

壁
)確

認
済

証
H

9
.8

.1
2

第
9
1
4
5
2
号

ｶ
ﾗ
→

ｶ
ﾗ

白
黒

→
白

黒

都
市

建
設

局
建

築
指

導
課

工
作

物
(擁

壁
)確

認
済

証
H

9
.8

.1
2
 第

9
1
4
5
2
号

ｶ
ﾗ
→

ｶ
ﾗ
 白

黒
→

白
黒

開
示

(一
部

請
求

拒
否

)
2
号

　
個

人
情

報
8
/
2
1

8
/
2
2

4
3
7

8
/
2
0

株
式

会
社

○
○

の
提

出
し

た
営

業
許

可
申

請
書

の
以

下
の

項
目

部
屋

数
と

宿
泊

人
数

の
内

訳
健

康
福

祉
子

ど
も

局
生

活
衛

生
課

｢○
○

｣の
旅

館
業

法
ﾎ
ﾃ

ﾙ
営

業
の

許
可

状
況

項
目

; 
各

部
屋

の
部

屋
名

、
部

屋
様

式
、

部
屋

面
積

、
部

屋
定

員
、

便
所

の
有

･無
、

洗
面

の
有

･無
、

浴
室

の
有

･無
開

示
8
/
2
5

8
/
2
8

4
3
8

8
/
2
1

1
)(
福

法
)○

○
老

人
保

健
施

設
上

記
法

人
の

貸
借

対
照

表
と

収
支

計
算

書
(平

2
5
年

度
分

)

健
康

福
祉

子
ど

も
局

高
齢

介
護

福
祉

課

社
会

福
祉

法
人

○
○

の
貸

借
対

照
表

及
び

収
支

計
算

書
(平

成
2
5
年

度
分

)
開

示
8
/
2
6

8
/
2
6
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受
付

番
号

受
付

日
請

求
す

る
文

書
の

件
名

所
管

課
期

限
延

長
決

定
文

書
の

件
名

決
定

内
容

不
開

示
理

由
開

示
等

決
定

日
開

示
日

4
3
9

8
/
2
1

2
)(
福

法
)○

○
(保

育
所

)
上

記
法

人
の

貸
借

対
照

表
と

収
支

計
算

書
(平

2
5
年

度
分

)

健
康

福
祉

子
ど

も
局

保
育

幼
稚

園
課

社
会

福
祉

法
人

○
○

の
平

成
2
5
年

度
貸

借
対

照
表

及
び

収
支

計
算

書
開

示
9
/
3

9
/
3

4
4
0

8
/
2
2

飲
食

店
の

新
規

検
査

の
申

請
を

行
っ

た
情

報
の

開
示

を
申

請
い

た
し

ま
す

。
(熊

本
市

中
央

区
に

あ
る

も
の

に
か

ぎ
る

。
)

た
だ

し
、

移
動

販
売

、
臨

時
営

業
、

仮
設

営
業

、
自

動
販

売
機

を
除

く
。

項
目

:屋
号

、
営

業
所

在
地

、
申

請
者

名
、

営
業

電
話

番
号 期

間
:2

0
1
4
年

7
月

1
日

～
8
月

2
2
日

健
康

福
祉

子
ど

も
局

食
品

保
健

課

平
成

2
6
年

7
月

1
日

～
平

成
2
6
年

8
月

2
2
日

ま
で

の
間

に
、

熊
本

市
中

央
区

内
に

お
い

て
新

規
検

査
の

申
請

を
行

っ
た

飲
食

店
一

覧
(移

動
販

売
、

臨
時

営
業

、
仮

設
営

業
、

自
動

販
売

機
を

除
く

)
計

7
1
件

項
目

:屋
号

、
営

業
所

在
地

、
申

請
者

名
、

営
業

電
話

番
号

※
 開

示
情

報
取

り
出

し
日

時
:平

成
2
6
年

8
月

2
5

日
 1

3
:0

0

開
示

8
/
2
8

9
/
5

4
4
1

8
/
2
2

平
成

2
6
年

7
月

2
0
日

開
札

上
下

水
道

局
 水

道
整

備
課

北
区

池
田

3
丁

目
1
番

付
近

φ
3
0
0
粍

配
水

管
布

設
替

他
1
件

工
事

上
記

の
金

入
設

計
書

の
開

示
を

お
願

い
致

し
ま

す
。

上
下

水
道

局
水

道
整

備
課

北
区

池
田

3
丁

目
1
番

付
近

φ
3
0
0
粍

配
水

管
布

設
替

他
1
件

工
事

上
記

の
金

額
入

り
内

訳
書

(工
種

明
細

表
及

び
科

目
内

訳
表

)
(変

更
契

約
前

の
当

初
の

設
計

)

開
示

8
/
2
5

8
/
2
7

4
4
2

8
/
2
2

中
央

区
新

大
江

1
丁

目
熊

本
高

校
東

側
φ

1
0
0
･7

5
粍

配
水

管
布

設
替

他
1
件

工
事

(金
額

入
り

内
訳

書
)

上
下

水
道

局
水

道
整

備
課

･中
央

区
新

大
江

1
丁

目
熊

本
高

校
東

側
φ

1
0
0
･

7
5
粍

配
水

管
布

設
替

他
1
件

工
事

上
記

の
金

額
入

り
工

事
設

計
書

開
示

8
/
2
6

8
/
2
8

4
4
3

8
/
2
2

①
○

○
中

学
校

○
○

部
の

9
月

の
練

習
計

画
承

認
申

請
書

、
及

び
同

書
に

対
す

る
決

裁
書

、
若

し
く

は
承

認
書

を
開

示
し

て
く

だ
さ

い
。

上
記

文
書

が
な

け
れ

ば
不

存
在

の
理

由
を

御
教

示
く

だ
さ

い
。

尚
、

各
月

及
び

夏
休

み
の

練
習

計
画

に
対

す
る

校
長

の
承

認
に

つ
い

て
、

過
去

開
示

請
求

を
し

て
き

た
が

、
不

存
在

と
し

て
開

示
が

成
さ

れ
て

い
な

い
。

指
針

を
素

直
に

読
め

ば
、

最
低

で
も

校
長

の
捺

印
し

た
文

書
が

あ
る

と
思

わ
れ

る
の

だ
が

、
も

し
も

今
回

も
不

存
在

で
あ

る
な

ら
、

貴
委

員
会

と
し

て
は

、
校

長
、

教
員

に
対

し
て

何
ら

是
正

措
置

を
採

っ
て

い
な

い
、

今
後

も
是

正
措

置
を

採
ら

な
い

と
い

う
こ

と
で

よ
ろ

し
い

の
か

、
見

解
を

伺
い

た
い

。
②

9
月

の
大

会
や

練
習

試
合

は
、

8
月

中
に

校
長

の
承

認
を

得
る

こ
と

に
な

っ
て

い
る

の
で

関
係

書
類

の
開

示
を

お
願

い
し

た
い

。
文

書
が

不
存

在
で

あ
れ

ば
大

会
や

練
習

試
合

は
実

施
し

な
い

と
い

う
こ

と
で

よ
ろ

し
い

か
。

御
教

示
く

だ
さ

い
。

教
育

委
員

会
事

務
局

健
康

教
育

課

①
○

○
中

学
校

○
○

部
の

9
月

の
練

習
計

画
承

認
申

請
書

、
及

び
同

書
に

対
す

る
決

裁
書

、
若

し
く

は
承

認
書

開
示

9
/
5

9
/
5
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受
付

番
号

受
付

日
請

求
す

る
文

書
の

件
名

所
管

課
期

限
延

長
決

定
文

書
の

件
名

決
定

内
容

不
開

示
理

由
開

示
等

決
定

日
開

示
日

①
9
月

の
大

会
や

練
習

試
合

の
関

係
書

類
開

示
(一

部
請

求
拒

否
)

2
号

　
個

人
情

報
9
/
5

9
/
5

4
4
4

8
/
2
2

■
熊

本
市

ﾎ
ﾞﾗ

ﾝ
ﾃ

ｨｱ
活

動
保

険
の

保
険

証
券

(写
し

)･
添

付
明

細
書

･仕
様

書
･過

去
5
年

間
の

支
払

い
状

況
企

画
振

興
局

市
民

協
働

課

熊
本

市
ﾎ
ﾞﾗ

ﾝ
ﾃ

ｨｱ
活

動
保

険
の

保
険

証
券

(写
し

)･
添

付
明

細
書

･仕
様

書
･過

去
5
年

間
の

支
払

い
状

況
開

示
8
/
2
9

9
/
9

郵
送

4
4
5

8
/
2
5

社
会

福
祉

○
○

平
2
5
年

度
(事

業
収

支
計

算
書

 貸
借

対
照

表
)

健
康

福
祉

子
ど

も
局

子
ど

も
支

援
課

取
り

下
げ

4
4
6

8
/
2
5

5
号

街
区

公
園

整
備

工
事

金
入

設
計

書
都

市
建

設
局

熊
本

駅
西

土
地

区
画

整
理

事
業

所

｢5
号

街
区

公
園

整
備

工
事

｣の
金

入
り

設
計

書

開
示

8
/
2
9

9
/
3

4
4
7

8
/
2
5

(1
)熊

本
市

友
好

代
表

団
訪

中
報

告
書

(2
)熊

本
上

海
事

務
所

開
所

式
出

張
報

告
書

観
光

文
化

交
流

局
ｼ

ﾃ
ｨﾌ

ﾟﾛ
ﾓ

ｰ
ｼ

ｮ
ﾝ
課

国
際

室

(1
)熊

本
市

友
好

代
表

団
訪

中
報

告
書

(平
成

2
1
年

1
1
月

)
(2

)熊
本

上
海

事
務

所
開

所
式

出
張

報
告

書
(平

成
2
4
年

1
月

)

開
示

(一
部

請
求

拒
否

)
2
号

　
個

人
情

報
9
/
1

9
/
1
1

郵
送

4
4
8

8
/
2
5

(3
)熊

本
市

長
の

中
国

訪
問

の
際

の
平

成
2
6
年

1
月

1
6

日
(木

)～
1
月

1
7
日

(金
)の

行
程

表
農

水
商

工
局

産
業

政
策

課
企

業
立

地
推

進
室

熊
本

市
長

の
中

国
訪

問
の

際
の

平
成

2
6
年

1
月

1
6
(木

)～
 1

月
1
7
日

(金
)の

行
程

表
開

示
(一

部
請

求
拒

否
)

2
号

　
個

人
情

報
9
/
4

9
/
6

郵
送

4
4
9

8
/
2
6

ば
い

煙
発

生
施

設
の

情
報

大
気

汚
染

防
止

法
及

び
熊

本
県

生
活

環
境

の
保

全
等

に
関

す
る

条
例

に
基

づ
く

ば
い

煙
発

生
施

設
必

須
項

目
･工

場
又

は
事

業
場

の
名

称
･　

　
　

　
〃

　
　

　
　

　
　

所
在

地
･　

　
　

　
〃

　
　

　
　

　
　

電
話

番
号

･ば
い

煙
発

生
施

設
の

種
類

環
境

局
環

境
政

策
課

ば
い

煙
発

生
施

設
の

情
報

大
気

汚
染

防
止

法
及

び
熊

本
県

生
活

環
境

の
保

全
等

に
関

す
る

条
例

に
基

づ
く

ば
い

煙
発

生
施

設
･工

場
又

は
事

業
場

の
名

称
･工

場
又

は
事

業
所

の
所

在
地

･工
場

又
は

事
業

所
の

電
話

番
号

･ば
い

煙
発

生
施

設
の

種
類

開
示

8
/
2
7

9
/
8

4
5
0

8
/
2
6

平
成

2
6
年

8
月

6
日

開
札

東
区

健
軍

本
町

県
道

熊
本

益
城

大
津

線
φ

8
0
0
･5

0
0
･

3
0
0
粍

配
水

管
布

設
替

工
事

上
記

工
事

の
金

入
り

設
計

書
の

開
示

を
お

願
い

し
ま

す
。

上
下

水
道

局
水

道
整

備
課

東
区

健
軍

本
町

県
道

熊
本

益
城

大
津

線
φ

8
0
0
･

5
0
0
･3

0
0
粍

配
水

管
布

設
替

工
事

上
記

の
金

額
入

り
工

事
設

計
書

開
示

8
/
2
7

8
/
2
9

4
5
1

8
/
2
6

社
会

福
祉

法
人

 ○
○

上
記

分
の

平
成

2
4
、

2
5
年

度
貸

借
対

照
表

･事
業

活
動

収
支

計
算

書
(合

算
分

)

健
康

福
祉

子
ど

も
局

高
齢

介
護

福
祉

課

社
会

福
祉

法
人

○
○

の
貸

借
対

照
表

及
び

事
業

活
動

収
支

計
算

書
(平

成
2
4
年

度
及

び
平

成
2
5
年

度
分

)
開

示
8
/
2
7

9
/
3
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受
付

番
号

受
付

日
請

求
す

る
文

書
の

件
名

所
管

課
期

限
延

長
決

定
文

書
の

件
名

決
定

内
容

不
開

示
理

由
開

示
等

決
定

日
開

示
日

4
5
2

8
/
2
6

社
会

福
祉

法
人

 ○
○

上
記

分
の

平
成

2
4
、

2
5
年

度
貸

借
対

照
表

･事
業

活
動

収
支

計
算

書
(合

算
分

)

健
康

福
祉

子
ど

も
局

保
育

幼
稚

園
課

社
会

福
祉

法
人

○
○

の
平

成
2
4
年

度
か

ら
平

成
2
5
年

度
貸

借
対

照
表

及
び

事
業

活
動

収
支

計
算

書

開
示

(一
部

請
求

拒
否

)
2
号

　
個

人
情

報
9
/
3

9
/
5

閲
覧

4
5
3

8
/
2
6

(福
法

)○
○

(福
法

)○
○

上
記

法
人

の
平

成
2
5
年

度
分

貸
借

対
照

表
、

事
業

活
動

収
支

計
算

書

健
康

福
祉

子
ど

も
局

障
が

い
保

健
福

祉
課

(福
法

)○
○

(福
法

)○
○

上
記

法
人

の
平

成
2
5
年

度
分

 貸
借

対
照

表
、

事
業

活
動

収
支

計
算

書

開
示

(一
部

請
求

拒
否

)
2
号

　
個

人
情

報
9
/
2

9
/
3

4
5
4

8
/
2
6

･施
工

番
号

:1
4
0
0
5
2
1

･工
事

名
:沼

山
津

公
園

施
設

改
修

工
事

･該
当

工
事

の
金

額
入

り
積

算
書

す
べ

て

都
市

建
設

局
東

部
土

木
ｾ

ﾝ
ﾀ
ｰ

河
川

公
園

整
備

課

＜
件

名
＞

沼
山

津
公

園
施

設
改

修
工

事
の

金
入

り
設

計
書

開
示

8
/
2
9

9
/
9

郵
送

4
5
5

8
/
2
6

･施
工

番
号

:1
4
0
0
5
2
2

･工
事

名
:秋

津
西

公
園

施
設

改
修

工
事

･該
当

工
事

の
金

額
入

り
積

算
書

す
べ

て

都
市

建
設

局
東

部
土

木
ｾ

ﾝ
ﾀ
ｰ

河
川

公
園

整
備

課

＜
件

名
＞

秋
津

西
公

園
施

設
改

修
工

事
の

金
入

り
設

計
書

開
示

8
/
2
9

9
/
9

郵
送

4
5
6

8
/
2
6

･施
工

番
号

:1
4
0
0
5
2
3

･工
事

名
:上

高
橋

公
園

外
1
公

園
施

設
改

修
工

事
･該

当
工

事
の

金
額

入
り

積
算

書
す

べ
て

都
市

建
設

局
西

部
土

木
ｾ

ﾝ
ﾀ
ｰ

河
川

公
園

整
備

課

上
高

橋
公

園
外

1
公

園
施

設
改

修
工

事

開
示

8
/
2
8

9
/
9

郵
送

4
5
7

8
/
2
6

･施
工

番
号

:1
4
0
0
5
8
5

･工
事

名
:5

号
街

区
公

園
整

備
工

事
･該

当
工

事
の

金
額

入
り

積
算

書
す

べ
て

都
市

建
設

局
熊

本
駅

西
土

地
区

画
整

理
事

業
所

｢5
号

街
区

公
園

整
備

工
事

｣の
金

入
り

設
計

書

開
示

8
/
2
9

9
/
9

郵
送
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受
付

番
号

受
付

日
請

求
す

る
文

書
の

件
名

所
管

課
期

限
延

長
決

定
文

書
の

件
名

決
定

内
容

不
開

示
理

由
開

示
等

決
定

日
開

示
日

4
5
8

8
/
2
6

●
都

交
発

第
9
3
-
1
号

･に
よ

り
、

平
成

2
6
年

7
月

3
0
日

･
に

、
4
熊

本
市

担
当

･新
駅

･駅
前

広
場

整
備

に
伴

う
｢熊

本
市

公
共

事
業

環
境

配
慮

指
針

｣に
基

づ
く

1
)第

何
種

事
業

2
)工

事
予

算
額

3
)工

事
ｽ
ｹ

ｼ
ﾞｭ

ｰ
ﾙ

表
4
)環

境
配

慮
指

針
の

運
用

ﾌ
ﾛ
ｰ

(第
何

種
事

業
)一

式
と

し
て

資
料

交
付

を
受

領
し

た
が

、
→

そ
の

内
容

か
ら

、
新

駅
･駅

前
広

場
整

備
工

事
･交

差
点

改
良

工
事

･合
算

で
、

工
事

費
予

定
額

:約
1
0
0
,0

0
0

千
円

と
な

っ
て

い
る

が
、

1
.駅

前
広

場
整

備
工

事
費

と
交

差
点

改
良

工
事

費
ご

と
に

別
々

の
工

事
費

の
各

々
の

各
項

目
毎

に
わ

か
る

資
料

等
の

開
示

請
求

。
2
.環

境
配

慮
指

針
区

分
:第

2
種

事
業

の
事

で
あ

る
が

、
そ

の
各

々
の

工
事

毎
の

環
境

配
慮

指
針

の
運

用
ﾌ
ﾛ
ｰ

に
基

づ
い

て
予

算
要

求
が

な
さ

れ
て

い
る

筈
で

あ
る

か
ら

、
各

工
事

に
於

け
る

環
境

配
慮

指
針

に
基

づ
く

こ
の

工
事

予
算

要
求

調
書

一
式

の
開

示
請

求
。

都
市

建
設

局
交

通
政

策
総

室

新
駅

･駅
前

広
場

整
備

工
事

･交
差

点
改

良
工

事
合

算
で

、
工

事
費

予
定

額
:約

1
0
0
, 
0
0
0
千

円
と

な
っ

て
い

る
が

、
1
.駅

前
広

場
整

備
工

事
費

と
交

差
点

改
良

工
事

費
ご

と
に

別
々

の
工

事
費

の
各

々
の

各
項

目
毎

に
わ

か
る

資
料

開
示

9
/
9

9
/
3
0

新
駅

駅
前

広
場

整
備

工
事

･交
差

点
改

良
工

事
合

算
で

、
工

事
費

予
定

額
:約

1
0
0
, 
0
0
0
千

円
と

な
っ

て
い

る
が

、
2
.環

境
配

慮
指

針
区

分
:第

2
種

事
業

の
事

で
あ

る
が

、
そ

の
各

々
の

工
事

毎
の

環
境

配
慮

指
針

の
運

用
ﾌ
ﾛ
ｰ

に
基

づ
い

て
予

算
要

求
が

な
さ

れ
て

い
る

筈
で

あ
る

か
ら

、
各

工
事

に
於

け
る

環
境

配
慮

指
針

に
基

づ
く

、
こ

の
工

事
予

算
要

求
調

書
一

式

不
存

在
第

1
1
条

　
第

2
項

9
/
9

4
5
9

8
/
2
6

熊
本

市
が

管
轄

す
る

ﾎ
ﾃ

ﾙ
･旅

館
の

以
下

の
情

報
①

施
設

名
称

②
施

設
所

在
地

③
施

設
電

話
番

号
④

申
請

者
名

⑤
申

請
者

住
所

⑥
申

請
者

電
話

番
号

⑦
客

室
数

⑧
風

営
法

2
条

6
項

4
号

に
お

い
て

許
可

さ
れ

て
い

る
ﾎ
ﾃ

ﾙ
･旅

館
(法

人
の

場
合

)
代

表
者

氏
名

法
人

所
在

地
電

話
番

号

健
康

福
祉

子
ど

も
局

生
活

衛
生

課

熊
本

市
域

の
旅

館
業

法
許

可
施

設

開
示

(一
部

請
求

拒
否

)
2
号

　
個

人
情

報
9
/
1

9
/
1
2
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受
付

番
号

受
付

日
請

求
す

る
文

書
の

件
名

所
管

課
期

限
延

長
決

定
文

書
の

件
名

決
定

内
容

不
開

示
理

由
開

示
等

決
定

日
開

示
日

4
6
0

8
/
2
7

都
市

計
画

事
業

 阿
高

汚
水

幹
線

及
び

枝
線

下
水

道
築

造
工

事
(9

4
3
工

区
)

上
下

水
道

局
下

水
道

整
備

課

都
市

計
画

事
業

阿
高

汚
水

幹
線

及
び

枝
線

下
水

道
築

造
工

事
(9

4
3
工

区
)の

金
入

設
計

書
開

示
9
/
1

9
/
2

4
6
1

8
/
2
7

簡
易

専
用

水
道

の
設

置
登

録
者

一
覧

名
前

(社
名

)、
住

所
、

連
絡

先
、

設
置

(届
出

)日
平

成
2
6
年

8
月

2
7
日

現
在

の
も

の

健
康

福
祉

子
ど

も
局

生
活

衛
生

課

簡
易

専
用

水
道

の
設

置
者

一
覧

名
前

(社
名

)、
住

所
、

連
絡

先
、

設
置

(届
出

)日
平

成
2
6
年

8
月

2
7
日

現
在

の
も

の
(以

上
紙

文
書

)

開
示

(一
部

請
求

拒
否

)
2
号

　
個

人
情

報
9
/
5

9
/
5

4
6
2

8
/
2
7

都
市

計
画

事
業

 大
和

広
住

汚
水

幹
線

及
び

枝
線

下
水

道
築

造
工

事
(9

2
9
工

区
)

の
金

入
設

計
書

上
下

水
道

局
下

水
道

整
備

課

都
市

計
画

事
業

大
和

広
住

汚
水

幹
線

及
び

枝
線

下
水

道
築

造
工

事
 (
9
2
9
工

区
)の

金
入

設
計

書
開

示
8
/
2
8

9
/
2

4
6
3

8
/
2
7

･位
置

指
定

道
路

の
情

報
開

示
住

所
:熊

本
市

東
区

沼
山

津
1
丁

目
指

定
年

月
日

:昭
和

4
2
年

9
月

1
1
日

指
定

番
号

:第
2
0
4
号

元
本

が
、

ｶ
ﾗ
の

も
の

は
ｶ
ﾗ
ｰ

で

都
市

建
設

局
建

築
指

導
課

･位
置

指
定

道
路

の
情

報
開

示
住

所
:熊

本
市

東
区

沼
山

津
1
丁

目
指

定
年

月
日

:昭
和

4
2
年

9
月

1
1
日

指
定

番
号

:第
2
0
4
号

元
本

が
、

ｶ
ﾗ
の

も
の

は
ｶ
ﾗ
ｰ

で

開
示

(一
部

請
求

拒
否

)
2
号

　
個

人
情

報
8
/
2
8

8
/
2
9

4
6
4

8
/
2
8

道
路

位
置

指
定

S
4
0
-
0
2
4

ｶ
ﾗ
ｰ

は
ｶ
ﾗ
ｰ

で

都
市

建
設

局
建

築
指

導
課

道
路

位
置

指
定

 S
4
0
-
0
2
4

ｶ
ﾗ
ｰ

は
ｶ
ﾗ
ｰ

で
開

示
(一

部
請

求
拒

否
)

2
号

　
個

人
情

報
9
/
2

9
/
3

郵
送

4
6
5

8
/
2
8

平
成

2
6
年

8
月

2
1
日

開
札

上
下

水
道

局
 下

水
道

整
備

課
･都

市
計

画
事

業
 舞

尾
汚

水
幹

線
枝

線
外

枝
線

下
水

道
築

造
工

事
(9

2
5
工

区
)

･都
市

計
画

事
業

 大
和

広
住

汚
水

幹
線

及
び

枝
線

下
水

道
築

造
工

事
(9

2
9
工

区
)

上
記

2
件

の
金

入
設

計
書

の
開

示
を

お
願

い
し

ま
す

。

上
下

水
道

局
下

水
道

整
備

課

平
成

2
6
年

8
月

2
1
日

開
札

上
下

水
道

局
 下

水
道

整
備

課
･都

市
計

画
事

業
 舞

尾
汚

水
幹

線
枝

線
外

枝
線

下
水

築
造

工
事

(9
2
5
工

区
)

･都
市

計
画

事
業

 大
和

広
住

汚
水

幹
線

及
び

枝
線

下
水

道
築

造
工

事
(9

2
9
工

区
)

以
上

2
件

の
金

入
設

計
書

の
開

示
を

お
願

い
し

ま
す

。

開
示

9
/
1

9
/
1
0

4
6
6

8
/
2
9

(工
事

名
)

北
区

植
木

町
内

4
2
7
-
1
番

地
付

近
φ

1
5
0
･1

0
0
粍

配
水

管
布

設
工

事
金

入
設

計
書

上
下

水
道

局
水

道
整

備
課

･北
区

植
木

町
内

4
2
7
-
1
番

地
付

近
φ

1
5
0
･1

0
0

粍
配

水
管

布
設

工
事

上
記

の
金

額
入

り
工

事
設

計
書

開
示

9
/
3

9
/
5

4
6
7

8
/
2
9

主
要

地
方

道
 宇

土
甲

佐
線

(木
原

第
三

工
区

)交
差

点
改

良
工

事
の

金
入

設
計

書

都
市

建
設

局
西

部
土

木
ｾ

ﾝ
ﾀ
ｰ

工
務

課

主
要

地
方

道
宇

土
甲

佐
線

(木
原

第
三

工
区

)交
差

点
改

良
工

事
金

入
設

計
書

開
示

9
/
4

9
/
8

4
6
8

8
/
2
9

道
路

判
定

0
1
-
2
8
4
 写

し
0
1
-
2
8
5
　

〃
0
1
-
2
8
6
　

〃
陳

情
書

写
し

ｶ
ﾗ
ｰ

で
お

願
い

し
ま

す
。

都
市

建
設

局
建

築
指

導
課

道
路

判
定

0
1
-
2
8
4
 写

し
 0

1
-
2
8
5
 写

し
0
1
2
8
6
 写

し
陳

情
書

写
し

ｶ
ﾗ
ｰ

で
お

願
い

し
ま

す
。

開
示

(一
部

請
求

拒
否

)
2
号

　
個

人
情

報
9
/
2

9
/
3
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受
付

番
号

受
付

日
請

求
す

る
文

書
の

件
名

所
管

課
期

限
延

長
決

定
文

書
の

件
名

決
定

内
容

不
開

示
理

由
開

示
等

決
定

日
開

示
日

4
6
9

8
/
2
9

1
.道

路
位

置
指

定
関

係
の

図
面

等
の

開
示

請
求

①
S
4
5
.8

.3
1
 熊

本
県

指
令

第
1
8
1
号

②
S
4
0
.9

.7
 　

　
　

　
〃

　
　

 第
1
1
9
号

2
.道

路
の

判
定

調
査

関
係

の
図

面
等

の
開

示
請

求
①

H
2
4
.4

.2
7
 1

2
年

第
0
3
0
号

②
H

1
7
.7

.2
2
 0

5
年

第
3
3
9
号

都
市

建
設

局
建

築
指

導
課

1
.道

路
位

置
指

定
関

係
の

図
面

等
の

開
示

請
求

①
S
4
5
.8

.3
1
 熊

本
県

指
令

第
1
8
1
号

 ②
S
4
0
.9

.7
熊

本
県

指
令

第
1
1
9
号

2
.道

路
の

判
定

調
査

関
係

の
図

面
等

の
開

示
請

求 ①
H

.2
4
.4

.2
7
 1

2
年

第
0
3
0
号

 ②
H

.1
7
.7

.2
2
 0

5
年

第
3
3
9
号

開
示

(一
部

請
求

拒
否

)
2
号

　
個

人
情

報
9
/
2

9
/
2

4
7
0

8
/
2
9

道
路

判
定

番
号

 1
3
年

第
2
6
8
号

.証
明

に
添

付
済

の
、

公
図

等
の

書
類

一
式

ｶ
ﾗ
ｰ

は
ｶ
ﾗ
ｰ

の
ま

ま
で

都
市

建
設

局
建

築
指

導
課

道
路

判
定

番
号

 1
3
年

第
2
6
8
号

、
証

明
に

添
付

済
の

、
公

図
等

の
書

類
一

式
ｶ
ﾗ
ｰ

は
ｶ
ﾗ
ｰ

の
ま

ま
で

開
示

9
/
2

9
/
8

4
7
1

8
/
3
1

熊
本

城
･市

役
所

前
電

停
他

1
箇

所
電

停
改

良
工

事
の

金
入

り
設

計
書

。
科

目
内

訳
、

施
工

内
訳

ま
で

す
べ

て
お

願
い

し
ま

す
。

交
通

局
電

車
課

熊
本

城
･市

役
所

前
電

停
外

1
箇

所
電

停
改

良
工

事
の

金
入

り
設

計
書

。
開

示
9
/
5

4
7
2

8
/
3
1

南
区

富
合

町
国

町
橋

φ
1
5
0
粍

配
水

管
布

設
工

事
他

3
件

工
事

【
総

合
評

価
方

式
】
の

金
入

り
設

計
書

、
科

目
内

訳
、

施
工

内
訳

ま
で

す
べ

て
お

願
い

し
ま

す
。

上
下

水
道

局
水

道
整

備
課

･南
区

富
合

町
国

町
橋

φ
1
5
0
粍

配
水

管
布

設
他

3
件

工
事

上
記

の
金

額
入

り
工

事
内

訳
書

開
示

9
/
5

4
7
3

9
/
1

平
成

2
6
年

8
月

2
0
日

開
札

上
下

水
道

局
 水

道
整

備
課

南
区

富
合

町
国

町
橋

φ
1
5
0
粍

配
水

管
布

設
他

3
件

工
事 上

記
の

金
入

設
計

書
の

開
示

を
お

願
い

致
し

ま
す

。

上
下

水
道

局
水

道
整

備
課

･南
区

富
合

町
国

町
橋

φ
1
5
0
粍

配
水

管
布

設
他

3
件

工
事

上
記

の
金

額
入

り
工

事
内

訳
書

開
示

9
/
5

9
/
1
0

4
7
4

9
/
1

市
道

京
塚

本
町

第
3
号

線
側

溝
改

良
工

事
(1

工
区

)
金

額
入

設
計

書
都

市
建

設
局

東
部

土
木

ｾ
ﾝ

ﾀ
ｰ

工
務

課

市
道

京
塚

本
町

第
3
号

線
側

溝
改

良
工

事
 (
1
工

区
)

金
入

設
計

書
開

示
9
/
5

9
/
1
2

4
7
5

9
/
1

道
路

位
置

指
定

関
係

図
面

等
開

示
請

求
書

昭
和

5
0
年

3
月

1
0
日

熊
本

市
指

令
(管

建
)第

1
3
1
号

都
市

建
設

局
建

築
指

導
課

道
路

位
置

指
定

関
係

図
面

等
開

示
請

求
書

昭
和

5
0
年

3
月

1
0
日

 熊
本

市
指

令
(管

建
)第

1
3
1

号

開
示

(一
部

請
求

拒
否

)
2
号

　
個

人
情

報
9
/
2

9
/
5

郵
送

4
7
6

9
/
1

位
置

指
定

道
路

の
関

係
資

料
S
.4

8
-
2
0
7

S
.4

9
-
0
9
3

ｶ
ﾗ
ｰ

は
ｶ
ﾗ
ｰ

で

都
市

建
設

局
建

築
指

導
課

位
置

指
定

道
路

の
関

係
資

料
S
.4

8
-
2
0
7

S
.4

9
-
0
9
8

ｶ
ﾗ
ｰ

は
ｶ
ﾗ
ｰ

で

開
示

9
/
2

9
/
1
1

4
7
7

9
/
1

平
成

2
6
年

7
月

3
0
日

 P
M

1
4
:1

5
.0

0
開

札
秋

津
西

公
園

施
設

改
修

工
事

上
記

の
金

入
設

計
書

の
開

示
を

お
願

い
致

し
ま

す
。

都
市

建
設

局
東

部
土

木
ｾ

ﾝ
ﾀ
ｰ

河
川

公
園

整
備

課

＜
件

名
＞

秋
津

西
公

園
施

設
改

修
工

事
の

金
入

り
設

計
書

開
示

9
/
5

9
/
8
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受
付

番
号

受
付

日
請

求
す

る
文

書
の

件
名

所
管

課
期

限
延

長
決

定
文

書
の

件
名

決
定

内
容

不
開

示
理

由
開

示
等

決
定

日
開

示
日

4
7
8

9
/
1

｢食
品

衛
生

法
に

基
づ

く
営

業
許

可
施

設
台

帳
｣

【
地

域
】
熊

本
市

内
全

域
【
対

象
】
飲

食
店

営
業

(2
6
年

8
月

1
日

～
2
6
年

8
月

3
1
日

の
新

規
営

業
許

可
)(
自

動
販

売
機

、
移

動
店

舗
、

臨
時

営
業

及
び

露
店

を
除

く
)

【
内

容
】
･屋

号
･営

業
所

所
在

地
･営

業
所

電
話

番
号

･
営

業
者

氏
名

･初
許

可
年

月
日

･業
種

詳
細

健
康

福
祉

子
ど

も
局

食
品

保
健

課

平
成

2
6
年

8
月

1
日

～
平

成
2
6
年

8
月

3
1
日

ま
で

の
間

に
、

熊
本

市
内

に
お

い
て

新
規

に
営

業
許

可
を

受
け

た
飲

食
店

一
覧

(自
動

販
売

機
、

移
動

店
舗

、
臨

時
営

業
及

び
露

店
を

除
く

) 
計

8
0
件

項
目

:屋
号

･営
業

所
所

在
地

、
営

業
所

電
話

番
号

、
営

業
者

氏
名

初
許

可
年

月
日

、
業

種
詳

細
※

開
示

情
報

取
り

出
し

日
時

:平
成

2
6
年

9
月

3
日

1
1
:3

0

開
示

9
/
9

9
/
2
2

郵
送

4
7
9

9
/
1

平
成

2
6
年

8
月

1
日

～
平

成
2
6
年

8
月

3
1
日

ま
で

の
間

に
、

熊
本

市
内

に
お

い
て

新
規

に
営

業
許

可
を

受
け

た
飲

食
店

一
覧

(移
動

、
臨

時
、

自
動

販
売

機
を

除
く

)
項

目
:屋

号
、

営
業

所
所

在
地

、
営

業
所

電
話

番
号

、
許

可
年

月
日

、
許

可
期

間
、

業
種

健
康

福
祉

子
ど

も
局

食
品

保
健

課

平
成

2
6
年

8
月

1
日

～
平

成
2
6
年

8
月

3
1
日

ま
で

の
間

に
、

熊
本

市
内

に
お

い
て

新
規

に
営

業
許

可
を

受
け

た
飲

食
店

一
覧

(移
動

、
臨

時
、

自
動

販
売

機
を

除
く

)
計

8
0
件

項
目

:屋
号

、
営

業
所

所
在

地
、

営
業

所
電

話
番

号
、

許
可

年
月

日
、

許
可

期
間

、
業

種
※

 開
示

情
報

取
り

出
し

日
時

:平
成

2
6
年

9
月

3
日

1
1
:3

0

開
示

9
/
9

9
/
2
2

郵
送

4
8
0

9
/
1

道
路

判
定

0
8
-
1
9
9
-
0
1
～

1
0

都
市

建
設

局
建

築
指

導
課

道
路

判
定

 0
8
-
1
9
9
-
0
1
～

1
0

開
示

(一
部

請
求

拒
否

)
2
号

　
個

人
情

報
9
/
2

9
/
3

4
8
1

9
/
2

道
路

位
置

指
定

の
書

類
一

式
S
4
1
-
0
6
9
-
0
1

S
4
1
-
0
6
9
-
0
2

S
4
1
-
0
6
9
-
0
3

S
4
1
-
0
6
9
-
4

S
4
1
-
0
6
9
-
5

全
て

ｶ
ﾗ
ｰ

都
市

建
設

局
建

築
指

導
課

道
路

位
置

指
定

の
書

類
一

式
S
4
1
-
0
6
9
-
0
1
 S

4
1
-
0
6
9
-
0
2
 S

4
1
-
0
6
9
-
0
3

S
4
1
-
0
6
9
-
4
 S

4
1
0
6
9
-
5

開
示

(一
部

請
求

拒
否

)
2
号

　
個

人
情

報
9
/
2

9
/
4

4
8
2

9
/
2

平
成

2
3
年

度
保

育
所

運
営

費
支

弁
台

帳
(○

○
)

(H
2
3
年

4
月

～
H

2
4
年

3
月

)

健
康

福
祉

子
ど

も
局

保
育

幼
稚

園
課

平
成

2
3
年

度
保

育
所

運
営

費
台

帳
(○

○
)

開
示

9
/
1
2

9
/
1
6

4
8
3

9
/
2

社
会

福
祉

法
人

 ○
○

(中
央

区
新

大
江

○
○

-
○

-
○

○
)

①
2
5
年

度
(2

6
年

3
月

期
)の

貸
借

対
照

表
②

　
　

　
　

〃
　

　
　

　
事

業
活

動
の

収
支

計
算

書

健
康

福
祉

子
ど

も
局

保
育

幼
稚

園
課

社
会

福
祉

法
人

○
○

の
平

成
2
5
年

度
貸

借
対

照
表

及
び

事
業

活
動

収
支

計
算

書
開

示
(一

部
請

求
拒

否
)

2
号

　
個

人
情

報
9
/
9

9
/
9
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受
付

番
号

受
付

日
請

求
す

る
文

書
の

件
名

所
管

課
期

限
延

長
決

定
文

書
の

件
名

決
定

内
容

不
開

示
理

由
開

示
等

決
定

日
開

示
日

4
8
4

9
/
2

●
熊

本
駅

西
土

地
区

画
整

理
事

業
に

於
け

る
精

算
金

に
つ

い
て

、
以

下
の

開
示

請
求

。
1
.平

均
減

歩
率

の
数

値
の

わ
か

る
資

料
等

。
2
.過

少
宅

地
と

評
価

す
る

基
準

値
の

わ
か

る
資

料
等

。
3
.清

算
金

の
各

件
数

ご
と

に
、

単
位

(m
2
)と

金
額

と
分

割
か

一
括

払
い

か
の

分
か

る
数

値
等

の
わ

か
る

資
料

等
。

但
し

、
個

人
名

は
除

く
。

添
付

参
照

熟
視

資
料

等
･A

4
→

1
枚

。

都
市

建
設

局
熊

本
駅

周
辺

整
備

事
務

所
熊

本
駅

西
土

地
区

画
整

理
事

業
所

熊
本

駅
西

土
地

区
画

整
理

事
業

に
お

け
る

清
算

金
に

つ
い

て
、

以
下

の
開

示
請

求
。

1
.平

均
減

歩
率

の
数

値
が

わ
か

る
資

料
等

。
2
.過

小
宅

地
と

評
価

す
る

基
準

値
の

わ
か

る
資

料
等

。
開

示
9
/
2

9
/
5

熊
本

駅
西

土
地

区
画

整
理

事
業

に
お

け
る

清
算

金
に

つ
い

て
、

以
下

の
開

示
請

求
。

3
.清

算
金

の
各

件
数

ご
と

に
、

単
位

(㎡
)と

金
額

と
分

割
か

一
括

払
い

か
の

分
か

る
数

値
等

の
わ

か
る

資
料

等
(た

だ
し

、
個

人
名

は
除

く
。

)。

不
存

在
第

1
1
条

　
第

2
項

9
/
2

4
8
5

9
/
2

●
新

幹
線

熊
本

駅
前

･西
口

広
場

周
辺

に
は

、
風

致
地

区
･花

岡
山

･万
日

山
･7

7
h
a･

の
裾

野
に

囲
ま

れ
た

盆
地

状
の

第
一

種
住

居
地

域
の

閑
静

な
住

宅
街

に
、

健
康

に
清

潔
な

空
気

に
恵

ま
れ

て
、

麓
一

帯
の

周
辺

住
民

は
し

っ
か

り
と

清
潔

な
環

境
の

元
に

日
常

生
活

を
お

く
っ

て
い

た
。

し
か

し
、

新
幹

線
熊

本
駅

舎
･西

口
広

場
･立

体
駐

車
場

･へ
の

連
携

の
為

、
数

々
の

幹
線

道
路

が
新

設
さ

れ
た

。
春

日
地

上
線

幅
員

3
0
m

4
車

線
一

日
交

通
量

2
万

5
千

台
･西

口
道

路
幅

員
1
8
m

2
車

線
春

日
小

学
校

正
門

へ
9
0
m

･熊
本

駅
田

崎
春

日
線

幅
員

1
8
m

延
長

8
7
0
m

一
部

拡
幅

･熊
本

駅
城

山
線

幅
員

2
7
m

4
車

線
延

長
1
9
0
m

･
区

画
道

路
幅

員
6
～

1
1
m

延
長

4
,8

0
0
m

道
路

密
度

4
0
.9

%
･田

崎
陸

橋
撤

去
伴

う
特

殊
道

路
幅

員
4
～

6
m

延
長

3
4
0
m

･更
に

、
熊

本
駅

南
線

幅
員

1
8
m

2
車

線
延

長
8
0
m

･が
新

設
さ

れ
る

。
一

帯
に

は
、

立
体

駐
車

場
4
2
0
台

･地
権

者
個

人
駐

車
場

各
1
0
台

1
5
台

等
新

設
･が

至
る

所
(1

0
箇

所
?
)に

存
在

す
る

。
に

も
拘

ら
ず

、
諸

々
の

幹
線

道
路

等
が

新
設

さ
れ

た
環

境
激

変
地

域
に

対
し

て
、

熊
本

市
は

、
環

境
影

響
調

査
説

明
責

任
を

果
た

し
て

い
な

い
。

そ
の

為
、

以
下

の
開

示
請

求
。

環
境

局
環

境
政

策
課

請
求

内
容

の
内

、
次

の
項

目
。

古
町

小
学

校
に

設
置

さ
れ

て
い

る
大

気
汚

染
測

定
局

が
、

春
日

小
学

校
に

設
置

さ
れ

て
い

な
い

理
由

が
わ

か
る

資
料

(平
成

7
年

度
第

1
回

熊
本

市
公

害
対

策
審

議
会

会
議

録
)

開
示

9
/
9

9
/
9
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受
付

番
号

受
付

日
請

求
す

る
文

書
の

件
名

所
管

課
期

限
延

長
決

定
文

書
の

件
名

決
定

内
容

不
開

示
理

由
開

示
等

決
定

日
開

示
日

1
.春

日
小

学
校

正
門

は
、

新
幹

線
熊

本
駅

前
西

口
広

場
か

ら
西

口
道

路
9
0
m

到
達

地
点

に
位

置
す

る
。

西
口

道
路

･田
崎

春
日

線
･田

崎
陸

橋
撤

去
に

伴
う

迂
回

付
替

え
道

路
･春

日
地

上
線

･等
か

ら
の

車
の

氾
濫

を
誘

導
さ

せ
、

新
幹

線
熊

本
駅

高
架

ﾎ
ｰ

ﾑ
か

ら
の

乗
降

案
内

放
送

等
･乗

降
客

等
の

雑
踏

に
晒

さ
れ

て
い

る
。

そ
の

為
、

児
童

教
育

施
設

･春
日

小
学

校
正

門
付

近
の

騒
音

･振
動

･大
気

汚
染

･等
の

環
境

影
響

調
査

調
書

等
の

最
も

新
し

い
調

書
等

の
開

示
請

求
。

2
.古

町
小

学
校

近
隣

に
騒

音
･大

気
汚

染
･等

環
境

測
定

器
が

設
置

さ
れ

て
い

る
。

に
も

拘
ら

ず
、

春
日

小
学

校
正

門
付

近
は

前
代

未
聞

の
幹

線
道

路
新

設
･新

幹
線

駅
舎

新
設

･立
体

駐
車

場
新

設
･等

、
児

童
教

育
施

設
と

し
て

の
環

境
影

響
が

激
変

し
て

い
る

に
も

拘
ら

ず
、

環
境

影
響

測
定

装
置

が
設

置
さ

れ
て

い
な

い
理

由
の

法
的

根
拠

等
の

わ
か

る
資

料
等

の
開

示
請

求
。

請
求

内
容

の
内

、
次

の
項

目
。

･春
日

小
学

校
正

門
付

近
に

お
け

る
、

騒
音

･振
動

に
つ

い
て

の
環

境
調

査
書

･万
日

山
ﾄﾝ

ﾈ
ﾙ

坑
内

に
お

け
る

、
大

気
汚

染
に

つ
い

て
の

環
境

調
査

書
･春

日
四

丁
目

、
五

丁
目

、
六

丁
目

(第
一

種
住

居
地

域
)に

お
け

る
、

騒
音

･振
動

に
つ

い
て

の
環

境
調

査
書

･J
R
熊

本
駅

西
口

立
体

駐
車

場
、

そ
の

他
付

近
の

収
容

能
力

2
0
台

以
上

の
駐

車
場

周
辺

に
お

け
る

大
気

汚
染

に
つ

い
て

の
環

境
調

査
書

不
存

在
第

1
1
条

　
第

2
項

9
/
9

3
.春

日
池

上
線

万
日

山
ﾄﾝ

ﾈ
ﾙ

坑
内

は
、

延
長

5
0
0
m

未
満

と
し

て
通

風
坑

･清
掃

装
置

･等
が

設
置

さ
れ

て
い

な
い

。
そ

の
為

、
夕

方
･夜

･等
の

ﾄﾝ
ﾈ

ﾙ
坑

内
を

見
る

と
、

淀
ん

だ
空

気
が

蛍
光

灯
の

光
に

反
射

し
て

い
る

。
ま

た
、

坑
内

を
自

転
車

で
通

り
抜

け
た

後
に

外
に

出
た

ら
咳

が
出

る
身

体
変

化
が

発
生

す
る

。
明

ら
か

に
･車

の
排

気
ｶ
ﾞ

ｽ
の

影
響

と
思

わ
れ

る
が

、
春

日
池

上
線

万
日

山
ﾄﾝ

ﾈ
ﾙ

坑
内

の
大

気
汚

染
環

境
調

査
調

書
の

最
新

の
わ

か
る

資
料

の
開

示
請

求
。

4
.花

岡
山

万
日

山
裾

野
に

展
開

す
る

春
日

4
丁

目
･5

丁
目

･6
丁

目
･第

一
種

住
居

地
域

一
帯

の
騒

音
･振

動
･大

気
汚

染
･等

の
環

境
影

響
調

書
･等

の
わ

か
る

資
料

等
の

開
示

請
求

。
5
.2

0
台

以
上

駐
車

収
容

能
力

･4
0
0
台

以
上

駐
車

収
容

能
力

･を
持

つ
駐

車
場

周
辺

の
環

境
影

響
調

査
調

書
の

わ
か

る
資

料
等

の
開

示
請

求
。

※
添

付
参

照
熟

視
資

料
等

･B
5
→

1
枚

。
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受
付

番
号

受
付

日
請

求
す

る
文

書
の

件
名

所
管

課
期

限
延

長
決

定
文

書
の

件
名

決
定

内
容

不
開

示
理

由
開

示
等

決
定

日
開

示
日

4
8
6

9
/
2

●
新

幹
線

熊
本

駅
前

･西
口

広
場

周
辺

に
は

、
風

致
地

区
･花

岡
山

･万
日

山
･7

7
h
a･

の
裾

野
に

囲
ま

れ
た

盆
地

状
の

第
一

種
住

居
地

域
の

閑
静

な
住

宅
街

に
、

健
康

に
清

潔
な

空
気

に
恵

ま
れ

て
、

麓
一

帯
の

周
辺

住
民

は
し

っ
か

り
と

清
潔

な
環

境
の

元
に

日
常

生
活

を
お

く
っ

て
い

た
。

し
か

し
、

新
幹

線
熊

本
駅

舎
･西

口
広

場
･立

体
駐

車
場

･へ
の

連
携

の
為

、
数

々
の

幹
線

道
路

が
新

設
さ

れ
た

。
春

日
地

上
線

幅
員

3
0
m

4
車

線
一

日
交

通
量

2
万

5
千

台
･西

口
道

路
幅

員
1
8
m

2
車

線
春

日
小

学
校

正
門

へ
9
0
m

･熊
本

駅
田

崎
春

日
線

幅
員

1
8
m

延
長

8
7
0
m

一
部

拡
幅

･熊
本

駅
城

山
線

幅
員

2
7
m

4
車

線
延

長
1
9
0
m

･
区

画
道

路
幅

員
6
～

1
1
m

延
長

4
,8

0
0
m

道
路

密
度

4
0
.9

%
･田

崎
陸

橋
撤

去
伴

う
特

殊
道

路
幅

員
4
～

6
m

延
長

3
4
0
m

･更
に

、
熊

本
駅

南
線

幅
員

1
8
m

2
車

線
延

長
8
0
m

･が
新

設
さ

れ
る

。
一

帯
に

は
、

立
体

駐
車

場
4
2
0
台

･地
権

者
個

人
駐

車
場

各
1
0
台

1
5
台

等
新

設
･が

至
る

所
(1

0
箇

所
?
)に

存
在

す
る

。
に

も
拘

ら
ず

、
諸

々
の

幹
線

道
路

等
が

新
設

さ
れ

た
環

境
激

変
地

域
に

対
し

て
、

熊
本

市
は

、
環

境
影

響
調

査
説

明
責

任
を

果
た

し
て

い
な

い
。

そ
の

為
、

以
下

の
開

示
請

求
。

都
市

建
設

局
熊

本
駅

周
辺

整
備

事
務

所
熊

本
駅

西
土

地
区

画
整

理
事

業
所

1
.春

日
小

学
校

正
門

付
近

の
騒

音
･振

動
･大

気
汚

染
等

の
環

境
影

響
調

査
調

書
等

の
最

も
新

し
い

調
書

等
の

開
示

請
求

。
2
.春

日
小

学
校

正
門

付
近

に
環

境
影

響
測

定
装

置
が

設
置

さ
れ

て
い

な
い

理
由

の
法

的
根

拠
が

わ
か

る
資

料
等

の
開

示
請

求
。

3
.春

日
池

上
線

万
日

山
ﾄﾝ

ﾈ
ﾙ

坑
内

の
大

気
汚

染
環

境
調

査
調

書
の

最
新

の
分

か
る

資
料

の
開

示
請

求
。

4
.花

岡
山

万
日

山
裾

野
に

展
開

す
る

春
日

4
丁

目
･5

丁
目

･6
丁

目
･第

一
種

住
居

地
域

一
帯

の
騒

音
･振

動
･大

気
汚

染
等

の
環

境
影

響
調

書
等

の
わ

か
る

資
料

等
の

開
示

請
求

。
5
.2

0
台

以
上

駐
車

収
容

能
力

･4
0
0
台

以
上

の
駐

車
収

容
能

力
を

持
つ

駐
車

場
周

辺
の

環
境

影
響

調
査

調
書

の
分

か
る

資
料

等
の

開
示

請
求

。

不
存

在
第

1
1
条

　
第

2
項

9
/
8

1
.春

日
小

学
校

正
門

は
、

新
幹

線
熊

本
駅

前
西

口
広

場
か

ら
西

口
道

路
9
0
m

到
達

地
点

に
位

置
す

る
。

西
口

道
路

･田
崎

春
日

線
･田

崎
陸

橋
撤

去
に

伴
う

迂
回

付
替

え
道

路
･春

日
地

上
線

･等
か

ら
の

車
の

氾
濫

を
誘

導
さ

せ
、

新
幹

線
熊

本
駅

高
架

ﾎ
ｰ

ﾑ
か

ら
の

乗
降

案
内

放
送

等
･乗

降
客

等
の

雑
踏

に
晒

さ
れ

て
い

る
。

そ
の

為
、

児
童

教
育

施
設

･春
日

小
学

校
正

門
付

近
の

騒
音

･振
動

･大
気

汚
染

･等
の

環
境

影
響

調
査

調
書

等
の

最
も

新
し

い
調

書
等

の
開

示
請

求
。

2
.古

町
小

学
校

近
隣

に
騒

音
･大

気
汚

染
･等

環
境

測
定

器
が

設
置

さ
れ

て
い

る
。

に
も

拘
ら

ず
、

春
日

小
学

校
正

門
付

近
は

前
代

未
聞

の
幹

線
道

路
新

設
･新

幹
線

駅
舎

新
設

･立
体

駐
車

場
新

設
･等

、
児

童
教

育
施

設
と

し
て

の
環

境
影

響
が

激
変

し
て

い
る

に
も

拘
ら

ず
、

環
境

影
響

測
定

装
置

が
設

置
さ

れ
て

い
な

い
理

由
の

法
的

根
拠

等
の

わ
か

る
資

料
等

の
開

示
請

求
。
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受
付

番
号

受
付

日
請

求
す

る
文

書
の

件
名

所
管

課
期

限
延

長
決

定
文

書
の

件
名

決
定

内
容

不
開

示
理

由
開

示
等

決
定

日
開

示
日

3
.春

日
池

上
線

万
日

山
ﾄﾝ

ﾈ
ﾙ

坑
内

は
、

延
長

5
0
0
m

未
満

と
し

て
通

風
坑

･清
掃

装
置

･等
が

設
置

さ
れ

て
い

な
い

。
そ

の
為

、
夕

方
･夜

･等
の

ﾄﾝ
ﾈ

ﾙ
坑

内
を

見
る

と
、

淀
ん

だ
空

気
が

蛍
光

灯
の

光
に

反
射

し
て

い
る

。
ま

た
、

坑
内

を
自

転
車

で
通

り
抜

け
た

後
に

外
に

出
た

ら
咳

が
出

る
身

体
変

化
が

発
生

す
る

。
明

ら
か

に
･車

の
排

気
ｶ
ﾞ

ｽ
の

影
響

と
思

わ
れ

る
が

、
春

日
池

上
線

万
日

山
ﾄﾝ

ﾈ
ﾙ

坑
内

の
大

気
汚

染
環

境
調

査
調

書
の

最
新

の
わ

か
る

資
料

の
開

示
請

求
。

4
.花

岡
山

万
日

山
裾

野
に

展
開

す
る

春
日

4
丁

目
･5

丁
目

･6
丁

目
･第

一
種

住
居

地
域

一
帯

の
騒

音
･振

動
･大

気
汚

染
･等

の
環

境
影

響
調

書
･等

の
わ

か
る

資
料

等
の

開
示

請
求

。
5
.2

0
台

以
上

駐
車

収
容

能
力

･4
0
0
台

以
上

駐
車

収
容

能
力

･を
持

つ
駐

車
場

周
辺

の
環

境
影

響
調

査
調

書
の

わ
か

る
資

料
等

の
開

示
請

求
。

※
添

付
参

照
熟

視
資

料
等

･B
5
→

1
枚

。

4
8
7

9
/
3

理
美

容
の

開
設

届
を

提
出

さ
れ

た
店

舗
の

情
報

開
示

を
申

請
い

た
し

ま
す

。
項

目
:店

舗
名

･住
所

･電
話

番
号

･申
請

者
名

期
間

:2
0
1
4
年

8
月

1
9
日

よ
り

2
0
1
4
年

9
月

3
日

健
康

福
祉

子
ど

も
局

生
活

衛
生

課

平
成

2
6
年

8
月

1
9
日

か
ら

9
月

3
日

の
間

、
熊

本
市

内
に

お
い

て
新

規
確

認
し

た
理

容
所

、
美

容
所

の
一

覧
項

目
; 
施

設
の

名
称

、
所

在
地

、
電

話
番

号
、

開
設

者
の

氏
名

、
役

職
、

代
表

者
氏

名

開
示

9
/
9

9
/
1
0

4
8
8

9
/
3

飲
食

店
の

新
規

検
査

の
申

請
を

行
っ

た
店

舗
の

情
報

開
示

を
申

請
い

た
し

ま
す

。
た

だ
し

、
移

動
販

売
･臨

時
営

業
･仮

設
営

業
･自

動
販

売
機

を
除

く
。

項
目

:屋
号

･営
業

所
在

地
･申

請
者

名
･営

業
電

話
番

号 期
間

:2
0
1
4
年

8
月

1
9
日

よ
り

2
0
1
4
年

9
月

3
日

健
康

福
祉

子
ど

も
局

食
品

保
健

課

平
成

2
6
年

8
月

1
9
日

～
平

成
2
6
年

9
月

3
日

ま
で

の
間

に
、

熊
本

市
内

に
お

い
て

新
規

に
申

請
を

行
っ

た
飲

食
店

一
覧

(移
動

販
売

、
臨

時
営

業
、

仮
設

営
業

、
自

動
販

売
機

を
除

く
)計

6
1
件

項
目

:屋
号

、
営

業
所

在
地

、
申

請
者

名
、

営
業

電
話

番
号

※
 開

示
情

報
取

り
出

し
日

時
:平

成
2
6
年

9
月

5
日

1
4
:3

0

開
示

9
/
9

9
/
1
0

4
8
9

9
/
4

平
成

2
6
年

8
月

1
日

か
ら

平
成

2
6
年

8
月

3
1
日

ま
で

に
新

規
で

営
業

許
可

を
取

得
し

た
飲

食
店

の
一

覧
表

(食
品

営
業

許
可

台
帳

)
※

屋
号

･営
業

所
所

在
地

･申
請

者
氏

名
･業

種
･営

業
所

電
話

番
号

･許
可

年
月

日
･許

可
満

了
日

等
に

つ
い

て
の

資
料

一
覧

表
(自

動
販

売
機

･露
店

営
業

を
除

く
)

健
康

福
祉

子
ど

も
局

食
品

保
健

課

平
成

2
6
年

8
月

1
日

～
平

成
2
6
年

8
月

3
1
日

ま
で

の
間

に
、

熊
本

市
内

に
お

い
て

新
規

に
営

業
許

可
を

受
け

た
飲

食
店

一
覧

(自
動

販
売

機
、

露
店

営
業

を
除

く
)

計
8
0
件

項
目

:屋
号

、
営

業
所

所
在

地
、

申
請

者
氏

名
、

業
種

、
営

業
所

電
話

番
号

、
許

可
年

月
日

、
許

可
満

了
日

※
 開

示
情

報
取

り
出

し
日

時
:平

成
2
6
年

9
月

5
日

1
4
:3

0

開
示

9
/
9

9
/
1
8

郵
送

-154-



受
付

番
号

受
付

日
請

求
す

る
文

書
の

件
名

所
管

課
期

限
延

長
決

定
文

書
の

件
名

決
定

内
容

不
開

示
理

由
開

示
等

決
定

日
開

示
日

4
9
0

9
/
4

協
定

書
 道

路
判

定
 書

類
一

式
0
5
-
3
2
8
-
0
0
0

　
　

〃
　

　
0
1
～

0
2

　
　

〃
　

　
0
5
～

1
2

ｶ
ﾗ
ｰ

で

都
市

建
設

局
建

築
指

導
課

協
定

書
 道

路
判

定
 書

類
一

式
0
5
-
3
2
8
-
0
0
0
 0

5
-
3
2
8
-
0
1
～

0
2
 0

5
-
3
2
8
-
0
5
～

1
2

ｶ
ﾗ
ｰ

で

開
示

(一
部

請
求

拒
否

)
2
号

　
個

人
情

報
9
/
8

9
/
8

4
9
1

9
/
4

道
路

判
定

の
書

類
一

式
判

定
番

号
:1

2
年

2
3
7
号

全
て

ｶ
ﾗ
ｰ

都
市

建
設

局
建

築
指

導
課

道
路

判
定

の
書

類
一

式
判

定
番

号
:1

2
年

2
3
7
号

全
て

ｶ
ﾗ
ｰ

開
示

(一
部

請
求

拒
否

)
2
号

　
個

人
情

報
9
/
8

9
/
9

4
9
2

9
/
4

社
会

福
祉

法
人

○
○

社
会

福
祉

法
人

○
○

2
5
年

度
事

業
収

支
計

算
書

　
〃

　
　

貸
借

対
照

表

健
康

福
祉

子
ど

も
局

保
育

幼
稚

園
課

社
会

福
祉

法
人

○
○

及
び

社
会

福
祉

法
人

○
○

の
平

成
2
5
年

度
事

業
収

支
計

算
書

及
び

貸
借

対
照

表
開

示
9
/
9

9
/
1
6

4
9
3

9
/
4

①
道

等
の

判
定

調
査

書
1
0
年

第
3
2
号

申
請

者
住

所
 熊

本
市

渡
鹿

四
丁

目
○

-
○

○
　

　
　

　
 氏

名
 ○

○
○

○
　

　
　

　
 渡

鹿
四

丁
目

○
○

番
○

番
地

先
～

○
○

番
○

地
先

②
道

等
の

判
定

調
査

書
0
8
年

第
2
3
8
号

申
請

者
住

所
 熊

本
市

龍
田

町
弓

削
○

○
番

地
○

○
　

　
　

　
氏

名
○

○
○

○
　

　
　

　
渡

鹿
4
丁

目
○

○
番

地
○

地
先

～
○

○
番

○
地

先

都
市

建
設

局
建

築
指

導
課

①
道

等
の

判
定

調
査

書
1
0
年

第
3
2
号

申
請

者
 住

所
 熊

本
市

渡
鹿

四
丁

目
○

-
○

○
氏

名
○

○
○

○
渡

鹿
四

丁
目

○
○

番
○

地
先

～
○

○
番

○
地

先
②

道
等

の
判

定
調

査
書

0
8
年

第
2
3
8
号

申
請

者
 住

所
 熊

本
市

龍
田

町
弓

削
○

○
番

地
○

○
氏

名
 ○

○
○

○
渡

鹿
4
丁

目
○

○
番

地
○

地
先

～
○

○
番

○
地

先

開
示

(一
部

請
求

拒
否

)
2
号

　
個

人
情

報
9
/
8

9
/
8

4
9
4

9
/
4

位
置

指
定

道
路

書
類

一
式

S
5
4
-
0
8
9

S
6
2
-
0
5
8

都
市

建
設

局
建

築
指

導
課

位
置

指
定

道
路

書
類

一
式

S
5
4
-
0
8
9

S
6
2
-
0
5
8

開
示

9
/
8

9
/
1
6

4
9
5

9
/
4

平
成

2
6
年

8
月

2
7
日

開
札

西
部

土
木

ｾ
ﾝ
ﾀ
ｰ

 工
務

課
国

道
5
0
1
号

(河
内

工
区

)道
路

改
良

工
事

上
記

の
金

入
設

計
書

の
開

示
を

お
願

い
致

し
ま

す
。

都
市

建
設

局
西

部
土

木
ｾ

ﾝ
ﾀ
ｰ

工
務

課

国
道

5
0
1
号

(河
内

工
区

)道
路

改
良

工
事

金
入

設
計

書
開

示
9
/
8

9
/
1
7

4
9
6

9
/
4

平
成

2
6
年

8
月

2
7
日

開
札

◎
水

道
整

備
課

･南
区

城
南

町
塚

原
(塚

原
ｸ
ﾞﾗ

ﾝ
ﾄﾞ

)付
近

φ
2
0
0
粍

配
水

管
布

設
工

事
上

記
の

金
入

設
計

書
の

開
示

を
お

願
い

致
し

ま
す

。

上
下

水
道

局
水

道
整

備
課

南
区

城
南

町
塚

原
(塚

原
ｸ
ﾞﾗ

ｳ
ﾝ
ﾄﾞ

)付
近

φ
2
0
0
粍

配
水

管
布

設
工

事
上

記
の

金
額

入
り

工
事

設
計

書
開

示
9
/
1
2

9
/
1
7
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受
付

番
号

受
付

日
請

求
す

る
文

書
の

件
名

所
管

課
期

限
延

長
決

定
文

書
の

件
名

決
定

内
容

不
開

示
理

由
開

示
等

決
定

日
開

示
日

4
9
7

9
/
4

◎
下

水
道

整
備

課
･都

市
計

画
事

業
 南

部
汚

水
2
0
号

幹
線

及
び

枝
線

下
水

道
築

造
工

事
(9

0
7
工

区
)

･都
市

計
画

事
業

 中
部

汚
水

1
号

幹
線

及
び

枝
線

外
枝

線
下

水
道

築
造

工
事

(9
3
8
工

区
)

上
記

2
件

の
金

入
設

計
書

の
開

示
を

お
願

い
致

し
ま

す
。

上
下

水
道

局
下

水
道

整
備

課

都
市

計
画

事
業

南
部

汚
水

2
0
号

幹
線

及
び

枝
線

下
水

道
築

造
工

事
(9

0
7
工

区
)

都
市

計
画

事
業

中
部

汚
水

1
号

幹
線

及
び

枝
線

外
枝

線
下

水
道

築
造

工
事

(9
3
8
工

区
)

上
記

の
金

入
り

設
計

書

開
示

9
/
1
6

9
/
1
7

4
9
8

9
/
5

飲
食

店
営

業
許

可
書

一
覧

平
成

2
6
年

7
月

7
日

～
平

成
2
6
年

9
月

4
日

新
規

(更
新

除
く

)
･仮

設
、

移
動

販
売

、
自

動
販

売
機

、
ｺ
ﾝ
ﾋ
ﾞﾆ

除
く

･項
目

店
舗

名
、

住
所

、
申

請
者

、
電

話
番

号
、

申
請

年
月

日
、

許
可

年
月

日

健
康

福
祉

子
ど

も
局

食
品

保
健

課

平
成

2
6
年

7
月

7
日

～
平

成
2
6
年

9
月

4
日

ま
で

の
間

に
、

熊
本

市
内

に
お

い
て

新
規

に
営

業
許

可
を

受
け

た
飲

食
店

一
覧

(仮
設

、
移

動
販

売
、

自
動

販
売

機
、

ｺ
ﾝ
ﾋ
ﾞﾆ

を
除

く
)計

1
7
8
件

項
目

:店
舗

名
、

営
業

所
住

所
、

申
請

者
名

、
営

業
所

電
話

番
号

、
申

請
年

月
日

、
許

可
年

月
日

※
 開

示
情

報
取

り
出

し
日

時
:平

成
2
6
年

9
月

8
日

1
1
:3

0

開
示

9
/
9

9
/
1
1

4
9
9

9
/
5

平
成

2
6
年

7
月

1
日

か
ら

平
成

2
6
年

8
月

3
1
日

ま
で

の
住

居
表

示
番

号
不

定
申

請
に

伴
っ

た
当

該
住

居
表

示
台

帳
企

画
振

興
局

区
政

推
進

課

平
成

2
6
年

7
月

1
日

か
ら

平
成

2
6
年

8
月

3
1
日

ま
で

の
住

居
番

号
付

定
申

請
に

伴
っ

た
当

該
住

居
表

示
台

帳
開

示
9
/
1
7

9
/
1
9

郵
送

5
0
0

9
/
5

工
事

件
名

;西
部

汚
水

6
号

幹
線

枝
線

外
枝

線
下

水
道

築
造

工
事

(9
1
9
工

区
)の

金
入

り
設

計
書

上
下

水
道

局
下

水
道

整
備

課

都
市

計
画

事
業

 西
部

汚
水

6
号

幹
線

枝
線

外
枝

線
下

水
道

築
造

工
事

(9
1
9
工

区
)の

金
入

り
設

計
書

開
示

9
/
9

1
1
/
1
7

5
0
1

9
/
5

男
女

共
同

参
画

ｾ
ﾝ
ﾀ
ｰ

は
あ

も
に

い
総

合
相

談
室

移
設

工
事

金
入

設
計

書

都
市

建
設

局
営

繕
課

｢男
女

共
同

参
画

ｾ
ﾝ
ﾀ
ｰ

は
あ

も
に

い
総

合
相

談
室

移
設

工
事

｣の
金

入
設

計
書

開
示

9
/
9

9
/
9
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受
付

番
号

受
付

日
請

求
す

る
文

書
の

件
名

所
管

課
期

限
延

長
決

定
文

書
の

件
名

決
定

内
容

不
開

示
理

由
開

示
等

決
定

日
開

示
日

5
0
2

9
/
5

●
第

3
1
回

熊
本

市
都

市
計

画
審

議
会

･平
成

2
6
年

9
月

2
日

(火
)･

午
後

1
時

～
･於

て
市

議
会

棟
2
F
･が

開
催

さ
れ

た
内

容
に

つ
い

て
の

開
示

請
求

。
1
.議

題
3
1
号

の
1
、

議
題

3
1
号

の
2
、

議
題

3
1
号

の
3
、

議
題

3
1
号

の
4
、

に
つ

い
て

の
議

事
録

(説
明

内
容

･質
疑

内
容

･等
)の

わ
か

る
資

料
等

の
開

示
請

求
。

※
画

面
ｽ
ﾗ

ｲ
ﾄﾞ

等
は

除
く

。
2
.議

題
3
1
号

の
3
で

の
説

明
の

画
面

の
新

･駅
前

広
場

平
面

計
画

図
の

第
3
1
回

熊
本

市
都

市
計

画
審

議
会

次
第

に
添

付
し

て
い

な
か

っ
た

画
面

ｽ
ﾗ
ｲ
ﾄﾞ

の
ﾊ

ﾞｽ
待

機
場

･ﾀ
ｸ
ｼ

ｰ
ﾌ
ﾟｰ

ﾙ
･一

般
駐

車
場

の
台

数
配

置
数

の
わ

か
る

ｶ
ﾗ
ｰ

の
画

面
ｽ
ﾗ
ｲ
ﾄﾞ

の
開

示
請

求
。

3
.議

題
3
1
号

の
3
に

対
し

て
、

市
民

か
ら

の
意

見
を

担
当

課
に

よ
る

要
約

し
た

要
約

資
料

等
の

開
示

請
求

。
4
.熊

本
市

憲
法

･熊
本

市
自

治
基

本
条

例
･条

例
理

念
･

(自
治

の
基

本
理

念
)第

3
条

、
(自

治
運

営
の

基
本

原
則

)
第

4
条

、
(市

長
等

の
役

割
)第

1
0
条

、
(市

政
の

基
本

原
則

)第
1
2
条

･2
～

市
民

の
意

見
を

適
切

に
反

映
さ

せ
ま

す
。

、
(情

報
共

有
の

原
則

)第
2
5
条

、
(市

民
参

画
･協

働
の

た
め

の
仕

組
み

)第
3
0
条

、
等

の
条

例
理

念
を

遵
守

す
る

の
で

あ
れ

ば
、

｢市
民

か
ら

の
意

見
｣の

要
約

文
資

料
は

審
議

会
資

料
と

し
て

審
議

会
出

席
者

に
対

し
て

公
表

す
べ

き
筈

で
あ

っ
た

に
も

拘
ら

ず
、

審
議

会
委

員
の

み
に

配
布

提
示

し
て

、
そ

れ
以

外
の

審
議

会
出

席
者

に
対

し
て

は
非

公
開

と
し

た
。

以
前

の
都

市
計

画
審

議
会

に
於

て
は

、
市

民
の

意
見

書
要

約
も

公
開

･資
料

配
布

を
行

な
っ

て
い

る
。

都
市

建
設

局
都

市
政

策
課

有
9
/
2
6

●
第

3
1
回

熊
本

市
都

市
計

画
審

議
会

が
開

催
さ

れ
た

内
容

に
つ

い
て

の
開

示
請

求
1
.議

題
3
1
号

の
1
か

ら
3
1
号

の
4
ま

で
の

議
事

録
2
.議

題
3
1
号

の
3
で

の
、

ﾊ
ﾞｽ

待
機

場
等

の
台

数
配

置
数

の
わ

か
る

画
面

ｽ
ﾗ
ｲ
ﾄﾞ

3
.議

題
3
1
号

の
3
で

の
、

意
見

書
の

要
旨

開
示

9
/
2
6

9
/
3
0
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受
付

番
号

受
付

日
請

求
す

る
文

書
の

件
名

所
管

課
期

限
延

長
決

定
文

書
の

件
名

決
定

内
容

不
開

示
理

由
開

示
等

決
定

日
開

示
日

例
え

ば
、

熊
本

駅
西

土
地

区
画

整
理

事
業

の
都

市
計

画
審

議
会

に
於

て
は

、
全

て
の

市
民

の
意

見
等

の
要

約
等

を
公

開
配

布
し

、
口

頭
意

見
陳

述
も

施
行

す
る

熊
本

市
都

市
計

画
審

議
会

で
あ

っ
た

。
に

も
拘

ら
ず

、
市

民
の

意
見

要
約

資
料

を
非

公
開

し
て

、
審

議
会

委
員

に
対

し
て

も
審

議
会

終
了

後
資

料
回

収
の

措
置

を
行

っ
た

。
熊

本
市

憲
法

施
行

以
前

よ
り

も
、

悪
政

執
行

が
行

な
わ

れ
た

理
念

の
根

拠
と

な
る

市
政

執
行

の
法

的
根

拠
･等

は
、

何
に

基
づ

く
市

政
執

行
な

の
か

?
の

わ
か

る
資

料
等

の
開

示
請

求
。

5
.新

駅
前

広
場

は
、

国
道

5
7
号

線
･県

道
5
1
号

線
･と

市
道

の
交

差
点

延
長

上
の

ｱ
ｸ
ｱ
ﾄﾞ

ｰ
ﾑ

方
へ

の
左

側
に

位
置

し
、

国
道

5
7
号

線
･県

道
5
1
号

線
･沿

い
の

舗
道

か
ら

交
番

設
置

位
置

方
面

･新
駅

舎
乗

降
口

･へ
、

歩
行

者
･

自
転

車
･は

自
由

に
出

入
り

出
来

る
の

か
?
の

乗
降

客
等

の
流

動
性

動
向

の
わ

か
る

資
料

等
の

開
示

請
求

。

●
第

3
1
回

熊
本

市
都

市
計

画
審

議
会

が
開

催
さ

れ
た

内
容

に
つ

い
て

の
開

示
請

求
4
.｢

市
民

か
ら

の
意

見
｣の

要
約

文
資

料
を

、
審

議
会

委
員

の
み

に
配

布
し

て
そ

れ
以

外
の

審
議

会
出

席
者

に
配

布
し

な
か

っ
た

根
拠

と
な

る
資

料

不
存

在
第

1
1
条

　
第

2
項

9
/
2
6

5
0
2
-
2

9
/
5

5
.新

駅
前

広
場

は
、

国
道

5
7
号

線
･県

道
5
1
号

線
･と

市
道

の
交

差
点

延
長

上
の

ｱ
ｸ
ｱ
ﾄﾞ

ｰ
ﾑ

方
へ

の
左

側
に

位
置

し
、

国
道

5
7
号

線
･県

道
5
1
号

線
･沿

い
の

舗
道

か
ら

交
番

設
置

位
置

方
面

･新
駅

舎
乗

降
口

･へ
、

歩
行

者
･

自
転

車
･は

自
由

に
出

入
り

出
来

る
の

か
?
の

乗
降

客
等

の
流

動
性

動
向

の
わ

か
る

資
料

等
の

開
示

請
求

都
市

建
設

局
交

通
政

策
総

室

第
3
1
回

熊
本

市
都

市
計

画
審

議
会

の
開

催
内

容
に

つ
い

て
5
.新

駅
前

広
場

は
、

国
道

5
7
号

線
･県

道
5
1
号

線
と

市
道

の
交

差
点

延
長

上
の

ｱ
ｸ
ｱ
ﾄﾞ

ｰ
ﾑ

方
へ

の
左

側
に

位
置

し
、

国
道

5
7
号

線
･県

道
5
1
号

線
沿

い
の

歩
道

か
ら

交
番

設
置

位
置

方
面

･新
駅

舎
乗

降
口

へ
、

歩
行

者
･自

転
車

は
自

由
に

出
入

り
出

来
る

の
か

?
の

乗
降

客
等

の
流

動
性

動
向

の
わ

か
る

資
料

等

開
示

9
/
1
9

9
/
3
0

5
0
3

9
/
8

都
市

計
画

道
路

 子
飼

新
大

江
線

函
渠

築
造

外
工

事
の

金
入

り
設

計
書

8
月

2
7
日

開
札

都
市

建
設

局
東

部
土

木
ｾ

ﾝ
ﾀ
ｰ

工
務

課

都
市

計
画

道
路

子
飼

新
大

江
線

函
渠

築
造

外
工

事
 金

入
り

設
計

書
開

示
9
/
1
0

9
/
2
2

5
0
4

9
/
8

●
期

間
 2

6
年

8
月

1
日

～
2
6
年

8
月

3
1
日

●
屋

号
●

住
所

●
申

請
者

●
申

請
者

電
話

番
号

●
許

可
日

飲
食

店
営

業
施

設
(仮

設
、

臨
時

、
自

販
機

を
除

く
)

熊
本

市
の

み
新

規
申

請
が

あ
っ

た
も

の

健
康

福
祉

子
ど

も
局

食
品

保
健

課

平
成

2
6
年

8
月

1
日

～
平

成
2
6
年

8
月

3
1
日

ま
で

の
間

に
、

熊
本

市
内

に
お

い
て

新
規

に
営

業
許

可
を

受
け

た
飲

食
店

一
覧

(仮
設

、
臨

時
、

自
販

機
を

除
く

) 
計

8
0
件

項
目

:屋
号

、
住

所
、

申
請

者
、

申
請

者
電

話
番

号
、

許
可

日
※

開
示

情
報

取
り

出
し

日
時

:平
成

2
6
年

9
月

9
日

1
3
:3

0

開
示

9
/
1
0

9
/
1
1

-158-



受
付

番
号

受
付

日
請

求
す

る
文

書
の

件
名

所
管

課
期

限
延

長
決

定
文

書
の

件
名

決
定

内
容

不
開

示
理

由
開

示
等

決
定

日
開

示
日

5
0
5

9
/
9

道
等

の
判

定
調

査
書

0
8
年

第
2
5
8
号

申
請

者
住

所
 熊

本
市

龍
田

町
弓

削
○

○
番

地
○

○
氏

名
 ○

○
○

○
渡

鹿
4
丁

目
○

○
番

地
先

～
○

○
番

○
地

先

都
市

建
設

局
建

築
指

導
課

道
等

の
判

定
調

査
書

0
8
年

第
2
5
8
号

申
請

者
 住

所
 熊

本
市

龍
田

町
弓

削
○

○
番

地
○

○
氏

名
 ○

○
○

○
渡

鹿
4
丁

目
○

○
番

地
先

～
○

○
番

○
地

先

開
示

(一
部

請
求

拒
否

)
2
号

　
個

人
情

報
9
/
9

9
/
1
0

5
0
6

9
/
9

清
水

保
育

園
外

壁
そ

の
他

改
修

工
事

の
金

入
り

内
訳

書
都

市
建

設
局

営
繕

課
清

水
保

育
園

外
壁

そ
の

他
改

修
工

事
の

金
入

り
内

訳
書

開
示

9
/
9

9
/
1
0

5
0
7

9
/
9

請
求

者
に

対
す

る
平

成
2
6
年

7
月

2
2
日

付
市

長
回

答
内

容
の

根
拠

資
料

を
開

示
し

て
く

だ
さ

い
。

企
画

振
興

局
広

聴
課

｢市
長

へ
の

手
紙

｣(
平

成
2
6
年

6
月

1
8
日

受
付

･第
2
4
0
号

、
平

成
2
6
年

7
月

2
2
日

回
答

)の
回

答
文

の
根

拠
と

な
っ

た
担

当
課

回
答

文

開
示

(一
部

請
求

拒
否

)
2
号

　
個

人
情

報
9
/
1
1

9
/
1
1

5
0
8

9
/
9

渡
鹿

堰
二

の
井

手
護

岸
整

備
外

工
事

金
入

設
計

書
中

央
区

役
所

総
務

企
画

課

平
成

2
6
年

8
月

2
7
日

開
札

渡
鹿

堰
二

の
井

手
護

岸
整

備
外

工
事

金
入

設
計

書
開

示
9
/
1
0

5
0
9

9
/
9

●
文

書
等

開
示

請
求

書
･第

3
4
2
号

･平
成

2
6
年

7
月

2
3

日
受

付
･に

よ
り

、
消

総
発

第
2
4
7
号

･平
成

2
6
年

8
月

1
日

付
･文

書
等

開
示

(一
部

請
求

拒
否

)決
定

通
知

書
･

に
よ

り
、

平
成

2
6
年

9
月

5
日

･市
情

報
ﾌ
ﾟﾗ

ｻ
ﾞ･

に
て

、
資

料
交

付
･受

領
し

た
。

交
付

資
料

等
の

内
容

に
つ

い
て

、
以

下
の

開
示

請
求

を
す

る
。

2
.｢

液
化

石
油

ｶ
ﾞｽ

の
保

安
の

確
保

及
び

取
引

の
適

正
化

に
関

す
る

法
律

･施
行

規
則

｣(
供

給
設

備
の

技
術

上
の

基
準

)第
十

八
条

十
三

供
給

管
は

、
地

く
ず

れ
、

山
く

ず
れ

、
地

盤
の

不
同

沈
下

等
の

お
そ

れ
の

あ
る

場
所

又
は

建
物

の
基

礎
面

下
に

設
置

し
な

い
こ

と
。

と
あ

る
が

、
こ

こ
の

L
P
G

ﾀ
ﾝ
ｸ
設

置
は

･石
垣

崖
っ

ぷ
ち

･石
垣

の
高

さ
4
.7

m
の

真
上

･に
新

設
さ

れ
て

、
供

給
管

使
用

の
許

可
が

な
さ

れ
て

い
る

が
、

こ
の

･L
P
G

ﾀ
ﾝ
ｸ
供

給
管

･は
、

石
垣

真
上

か
ら

何
処

に
埋

設
さ

れ
て

本
館

建
築

物
に

辿
り

つ
く

迄
の

埋
設

ﾙ
ｰ

ﾄ図
等

の
確

認
の

基
に

、
供

給
使

用
許

可
が

執
行

交
付

さ
れ

た
筈

で
あ

り
、

同
上

･こ
の

施
行

規
則

に
違

反
し

て
い

な
い

･遵
守

し
て

い
る

と
現

地
確

認
検

証
･あ

ん
し

ん
安

全
･の

わ
か

る
資

料
等

の
開

示
請

求
。

ま
た

、
同

上
･施

行
規

則
･以

外
に

も
L
P
G

ﾀ
ﾝ
ｸ
設

置
位

置
か

ら
の

供
給

管
配

管
ﾙ

ｰ
ﾄに

関
す

る
条

例
規

則
等

も
遵

守
し

て
い

る
と

す
る

他
あ

の
資

料
等

が
あ

れ
ば

そ
の

根
拠

と
な

り
得

る
資

料
等

の
開

示
請

求
。

消
防

局
総

務
課

文
書

等
開

示
請

求
書

･第
3
4
2
号

･平
成

2
6
年

7
月

2
3
日

受
付

･に
よ

り
消

総
発

第
2
4
7
号

･平
成

2
6
年

8
月

1
日

付
･文

書
等

開
示

(一
部

請
求

拒
否

)決
定

通
知

書
･に

よ
り

、
平

成
2
6
年

9
月

5
日

･市
情

報
ﾌ
ﾟﾗ

ｻ
ﾞ･

に
て

、
資

料
交

付
･受

領
し

た
。

交
付

資
料

等
の

内
容

に
つ

い
て

、
以

下
の

開
示

請
求

を
す

る
。

【
請

求
項

目
】

2
.｢

液
化

石
油

ｶ
ﾞｽ

の
保

安
の

確
保

及
び

取
引

の
適

正
化

に
関

す
る

法
律

･施
行

規
則

｣(
供

給
設

備
の

技
術

上
の

基
準

)第
十

八
条

 十
三

 供
給

管
は

、
地

く
ず

れ
、

山
く

ず
れ

、
地

盤
の

不
動

沈
下

等
の

お
そ

れ
の

あ
る

場
所

又
は

建
物

の
基

礎
面

下
に

設
置

し
な

い
こ

と
。

と
あ

る
が

、
こ

こ
の

L
P
G

ﾀ
ﾝ
ｸ
設

置
は

･石
垣

崖
っ

ぷ
ち

･石
垣

の
高

さ
4
,7

m
の

真
上

･
に

新
設

さ
れ

て
、

供
給

管
使

用
の

許
可

が
な

さ
れ

て
い

る
が

、
こ

の
･L

P
G

ﾀ
ﾝ
ｸ
供

給
管

･は
、

石
垣

真
上

か
ら

何
処

に
埋

設
さ

れ
て

本
館

建
築

物
に

辿
り

つ
く

迄
の

埋
設

ﾙ
ｰ

ﾄ図
等

の
確

認
の

基
に

、
供

給
使

用
許

可
が

執
行

交
付

さ
れ

た
筈

で
あ

り
、

同
上

･
こ

の
施

行
規

則
に

違
反

し
て

い
な

い
･遵

守
し

て
い

る
と

現
地

確
認

検
証

･あ
ん

し
ん

安
全

･の
わ

か
る

資
料

等
の

開
示

請
求

。
ま

た
、

同
上

･施
行

規
則

･
以

外
に

も
L
P
G

ﾀ
ﾝ
ｸ
設

置
位

置
か

ら
の

供
給

管
配

管
ﾙ

ｰ
ﾄに

関
す

る
条

例
規

則
等

も
遵

守
し

て
い

る
と

す
る

他
の

資
料

等
が

あ
れ

ば
そ

の
根

拠
と

な
り

得
る

資
料

等
の

開
示

請
求

。

不
存

在
第

1
1
条

　
第

2
項

9
/
2
2
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受
付

番
号

受
付

日
請

求
す

る
文

書
の

件
名

所
管

課
期

限
延

長
決

定
文

書
の

件
名

決
定

内
容

不
開

示
理

由
開

示
等

決
定

日
開

示
日

3
.同

上
･(

供
給

設
備

の
技

術
上

の
基

準
)第

十
八

条
十

六
内

部
に

液
化

物
の

滞
留

す
る

お
そ

れ
の

あ
る

供
給

管
(貯

蔵
能

力
が

五
百

ｷ
ﾛ
ｸ
ﾞﾗ

ﾑ
以

上
の

貯
蔵

施
設

に
係

る
も

の
に

限
る

。
)に

は
、

液
化

物
を

排
除

す
る

こ
と

が
で

き
る

措
置

を
講

ず
る

こ
と

。
と

あ
る

が
、

こ
こ

の
供

給
管

に
は

措
置

を
講

じ
て

あ
る

の
か

?
等

の
わ

か
る

資
料

等
の

開
示

請
求

。
も

し
、

措
置

を
講

じ
て

い
な

い
場

合
は

、
ど

の
様

な
･あ

ん
し

ん
安

全
･が

確
認

さ
れ

て
い

る
筈

で
あ

る
か

ら
、

そ
の

確
認

許
可

の
わ

か
る

資
料

等
の

開
示

請
求

。
4
.同

上
･(

供
給

設
備

の
技

術
上

の
基

準
)第

十
八

条
一

ﾊ
充

て
ん

容
器

等
は

、
常

に
温

度
四

十
度

以
下

に
保

つ
こ

と
。

と
あ

る
が

、
L
P
G

ﾀ
ﾝ
ｸ
の

周
囲

は
穴

細
孔

鉄
板

で
覆

わ
れ

て
い

る
が

、
真

夏
の

太
陽

の
直

射
日

光
が

真
上

か
ら

さ
し

込
め

ば
鉄

板
の

温
度

上
昇

も
激

し
く

･圧
縮

ｶ
ﾞｽ

供
給

時
は

七
十

度
に

上
昇

･と
聞

く
が

、
こ

の
L
P
G

ﾀ
ﾝ
ｸ

の
冷

却
装

置
は

ど
の

様
な

措
置

が
講

じ
ら

れ
て

い
る

の
か

?
等

の
わ

か
る

資
料

等
の

開
示

請
求

。
5
.こ

の
L
P
G

ﾀ
ﾝ
ｸ
設

置
位

置
に

近
接

し
て

、
飲

料
給

水
槽

･ﾎ
ﾟﾝ

ﾌ
ﾟ･

受
水

槽
･が

設
置

･近
接

し
て

お
り

、
L
P
G

ﾀ
ﾝ

ｸ
の

横
に

飲
料

給
水

槽
が

位
置

し
て

も
構

わ
な

い
と

す
る

諸
･法

律
･条

例
･規

則
･等

に
基

づ
い

て
設

置
さ

れ
、

稼
動

許
可

が
な

さ
れ

て
い

る
と

思
わ

れ
る

の
で

、
許

可
を

し
て

も
良

い
と

す
る

諸
根

拠
の

わ
か

る
資

料
等

の
開

示
請

求
。

※
添

付
参

照
熟

視
資

料
･A

4
→

0
.5

枚
。

3
.同

上
･(

供
給

設
備

の
技

術
上

の
基

準
)第

十
八

条
 十

六
内

部
に

液
化

物
の

滞
留

す
る

お
そ

れ
の

あ
る

供
給

管
(貯

蔵
能

力
が

五
百

ｷ
ﾛ
ｸ
ﾞﾗ

ﾑ
以

上
の

貯
蔵

施
設

に
係

る
も

の
に

限
る

。
)に

は
、

液
化

物
を

排
除

す
る

こ
と

が
で

き
る

措
置

を
講

ず
る

こ
と

。
と

あ
る

が
、

こ
こ

の
供

給
管

に
は

措
置

を
講

じ
て

あ
る

の
か

?
等

の
わ

か
る

資
料

等
の

開
示

請
求

。
も

し
、

措
置

を
講

じ
て

い
な

い
場

合
は

、
ど

の
様

な
･あ

ん
し

ん
安

全
･が

確
認

さ
れ

て
い

る
筈

で
あ

る
か

ら
、

そ
の

確
認

許
可

の
わ

か
る

資
料

等
の

開
示

請
求

。
4
.同

上
･(

供
給

設
備

の
技

術
上

の
基

準
)第

十
八

条
 一

 ハ
 充

て
ん

容
器

等
は

、
常

に
温

度
四

十
度

以
下

に
保

つ
こ

と
。

と
あ

る
が

、
L
P
G

ﾀ
ﾝ
ｸ
の

周
囲

は
穴

細
孔

鉄
板

で
覆

わ
れ

て
い

る
が

、
真

夏
の

太
陽

の
直

射
日

光
が

真
上

か
ら

さ
し

込
め

ば
鉄

板
の

温
度

上
昇

も
激

し
く

･圧
縮

ｶ
ﾞｽ

供
給

時
は

七
十

度
に

上
昇

･と
聞

く
が

、
こ

の
L
P
G

ﾀ
ﾝ
ｸ
の

冷
却

装
置

は
ど

の
様

な
措

置
が

講
じ

ら
れ

て
い

る
の

か
?
等

の
分

か
る

資
料

等
の

開
示

請
求

。
5
.の

L
P
G

ﾀ
ﾝ
ｸ
設

置
位

置
に

近
接

し
て

、
飲

料
給

水
槽

･ﾎ
ﾟﾝ

ﾌ
ﾟ･

受
水

槽
・
が

設
置

･近
接

し
て

お
り

、
L
P
G

ﾀ
ﾝ
ｸ
の

横
に

飲
料

給
水

槽
が

位
置

し
て

も
構

わ
な

い
と

す
る

諸
･法

律
･条

例
･規

則
等

に
基

づ
い

て
設

置
さ

れ
稼

動
許

可
が

な
さ

れ
て

い
る

と
思

わ
れ

る
の

で
、

許
可

を
し

て
も

良
い

と
す

る
諸

根
拠

の
わ

か
る

資
料

等
の

開
示

請
求

。

5
1
0

9
/
9

道
路

判
定

書
類

一
式

1
3
年

第
1
0
号

ｶ
ﾗ
ｰ

は
ｶ
ﾗ
ｰ

で
都

市
建

設
局

建
築

指
導

課

道
路

判
定

書
類

一
式

1
3
年

第
1
0
号

開
示

9
/
1
2

9
/
2
6

5
1
1

9
/
9

平
成

2
6
年

8
月

2
2
日

開
札

上
下

水
道

局
 下

水
道

整
備

課
西

部
浄

化
ｾ

ﾝ
ﾀ
ｰ

沈
砂

地
及

び
ﾎ
ﾟﾝ

ﾌ
ﾟ井

防
食

工
事

(1
1
1
工

区
)

上
記

の
金

入
設

計
書

の
開

示
を

お
願

い
致

し
ま

す

上
下

水
道

局
下

水
道

整
備

課

西
部

浄
化

ｾ
ﾝ
ﾀ
ｰ

沈
砂

池
及

び
ﾎ
ﾟﾝ

ﾌ
ﾟ井

防
食

工
事

(1
1
1
工

区
)の

金
入

り
設

計
書

開
示

9
/
1
2

9
/
1
8

5
1
2

9
/
1
0

道
路

位
置

指
定

 書
類

一
式

S
5
3
-
0
6
0
-
0
2

 〃
  
  
〃

  
 0

4
白

黒
で

良
い

都
市

建
設

局
建

築
指

導
課

道
路

位
置

指
定

 書
類

一
式

S
5
3
-
0
6
0
-
0
2

S
5
3
-
0
6
0
-
0
4
 白

黒
で

良
い

開
示

9
/
1
6

9
/
2
2
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受
付

番
号

受
付

日
請

求
す

る
文

書
の

件
名

所
管

課
期

限
延

長
決

定
文

書
の

件
名

決
定

内
容

不
開

示
理

由
開

示
等

決
定

日
開

示
日

5
1
3

9
/
1
1

平
成

2
6
年

5
月

1
日

か
ら

2
6
年

8
月

3
1
日

ま
で

の
住

居
表

示
番

号
不

定
申

請
に

伴
っ

た
当

該
住

居
表

示
台

帳
(可

能
で

あ
れ

ば
、

電
磁

的
記

録
の

交
付

を
希

望
)

企
画

振
興

局
区

政
推

進
課

平
成

2
6
年

5
月

1
日

か
ら

平
成

2
6
年

8
月

3
1
日

ま
で

の
住

居
番

号
付

定
申

請
に

伴
っ

た
当

該
住

居
表

示
台

帳
開

示
(一

部
請

求
拒

否
)

2
号

　
個

人
情

報
9
/
1
7

9
/
1
9

郵
送

5
1
4

9
/
1
1

熊
本

市
に

あ
る

保
育

幼
稚

園
課

所
管

分
社

会
福

祉
法

人
の

平
成

2
6
年

3
月

期
の

現
況

報
告

書
(Ⅰ

基
本

情
報

Ⅱ
事

業
Ⅲ

組
織

の
理

事
と

監
事

の
部

分
Ⅴ

そ
の

他
)、

財
産

目
録

、
貸

借
対

照
表

収
支

計
算

書
(収

支
計

算
書

の
う

ち
事

業
活

動
計

算
書

ま
た

は
事

業
活

動
収

支
計

算
書

。
資

金
収

支
計

算
書

は
含

ま
な

い
)

収
支

計
算

書
の

提
出

が
無

い
場

合
は

、
収

支
計

算
書

･
歳

入
歳

出
決

算
状

況
(経

理
規

定
準

則
の

決
算

書
)の

い
ず

れ
か

を
そ

の
代

わ
り

と
す

る
。

健
康

福
祉

子
ど

も
局

保
育

幼
稚

園
課

熊
本

市
保

育
幼

稚
園

課
所

管
分

社
会

福
祉

法
人

の
平

成
2
6
年

3
月

期
の

現
況

報
告

書
(I
基

本
情

報
、

Ⅱ
事

業
、

Ⅲ
組

織
の

理
事

と
監

事
の

部
分

、
V

そ
の

他
)、

財
産

目
録

、
貸

借
対

照
表

及
び

収
支

計
算

書
(収

支
計

算
書

の
う

ち
事

業
活

動
計

算
書

又
は

事
業

活
動

収
支

計
算

書
。

資
金

収
支

計
算

書
は

含
ま

な
い

。
)

開
示

(一
部

請
求

拒
否

)
2
号

　
個

人
情

報
9
/
2
5

1
0
/
3

5
1
5

9
/
1
1

平
成

2
3
年

9
月

1
日

～
平

成
2
6
年

9
月

1
0
日

ま
で

の
間

に
新

規
に

営
業

許
可

を
受

け
た

美
容

室
一

覧
項

目
 店

舗
名

、
営

業
所

住
所

、
申

請
者

名
、

営
業

所
電

話
番

号
、

申
請

年
月

日
、

許
可

年
月

日

健
康

福
祉

子
ど

も
局

生
活

衛
生

課

平
成

2
3
年

9
月

1
日

～
平

成
2
6
年

9
月

1
0
日

ま
で

の
期

間
中

、
熊

本
市

内
に

お
い

て
新

規
確

認
し

た
美

容
所

の
一

覧
項

目
; 
施

設
の

名
称

、
所

在
地

、
電

話
番

号
、

開
設

者
の

氏
名

･名
称

、
代

表
者

氏
名

･役
職

、
届

出
受

付
日

、
開

設
確

認
日

開
示

9
/
1
7

9
/
1
8

5
1
6

9
/
1
1

都
市

計
画

事
業

 阿
高

汚
水

幹
線

枝
線

下
水

道
築

造
工

事
(9

4
4
工

区
)の

金
入

り
設

計
書

(熊
本

市
上

下
水

道
局

下
水

道
整

備
課

 発
注

工
事

)

上
下

水
道

局
下

水
道

整
備

課

都
市

計
画

事
業

阿
高

汚
水

幹
線

枝
線

下
水

道
築

造
工

事
(9

4
4
工

区
)の

金
入

り
設

計
書

開
示

9
/
1
6

9
/
1
7

5
1
7

9
/
1
1

大
規

模
行

為
届

出
書

の
様

式
第

3
号

(平
成

2
6
年

6
月

1
1

日
～

7
月

1
0
日

届
出

分
)。

※
建

築
物

に
限

る
都

市
建

設
局

開
発

景
観

課

大
規

模
行

為
届

出
書

の
様

式
第

3
号

(平
成

2
6
年

6
月

1
1
日

～
7
月

1
0
日

届
出

分
)

(建
築

物
に

限
る

)

開
示

(一
部

請
求

拒
否

)
2
号

　
個

人
情

報
9
/
1
8

9
/
2
5

5
1
8

9
/
1
2

ﾎ
ﾃ

ﾙ
、

旅
館

営
業

許
可

書
の

許
可

済
み

施
設

一
覧

(区
分

→
ﾎ
ﾃ

ﾙ
か

旅
館

か
、

施
設

名
称

、
施

設
所

在
地

、
許

可
年

月
日

)
(平

成
2
6
年

9
月

1
2
日

時
点

の
も

の
)

健
康

福
祉

子
ど

も
局

生
活

衛
生

課

熊
本

市
域

に
お

け
る

旅
館

業
法

許
可

施
設

一
覧

項
目

; 
施

設
の

名
称

、
所

在
地

お
よ

び
許

可
日

、
区

分
開

示
9
/
1
7

1
0
/
3

郵
送
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受
付

番
号

受
付

日
請

求
す

る
文

書
の

件
名

所
管

課
期

限
延

長
決

定
文

書
の

件
名

決
定

内
容

不
開

示
理

由
開

示
等

決
定

日
開

示
日

5
1
9

9
/
1
2

大
規

模
小

売
店

舗
立

地
法

届
出

書
の

う
ち

、
以

下
の

店
舗

の
｢周

辺
見

取
図

｣(
1
:2

0
0
0
程

度
)お

よ
び

｢建
物

配
置

図
｣(

1
:5

0
0
程

度
)の

白
黒

ｺ
ﾋ
ﾟｰ

を
希

望
し

ま
す

。
･○

○
･（

仮
称

）
○

○
･○

○
･○

○
･○

○

農
水

商
工

局
商

工
振

興
課

以
下

の
案

件
に

係
る

大
店

立
地

法
に

基
づ

く
届

出
書

の
添

付
資

料
の

う
ち

｢周
辺

見
取

図
｣及

び
｢建

物
配

置
図

｣
･平

成
2
6
年

○
月

○
日

付
け

届
出

｢○
○

｣
･平

成
2
6
年

○
月

○
日

付
け

届
出

｢（
仮

称
）
○

○
｣

･平
成

2
6
年

○
月

○
日

付
け

届
出

｢○
○

･○
○

｣
･平

成
2
6
年

○
月

○
日

付
け

届
出

｢○
○

｣
開

示
9
/
1
8

9
/
2
4

郵
送
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受
付

番
号

受
付

日
請

求
す

る
文

書
の

件
名

所
管

課
期

限
延

長
決

定
文

書
の

件
名

決
定

内
容

不
開

示
理

由
開

示
等

決
定

日
開

示
日

5
2
0

9
/
1
2

平
成

2
6
年

1
月

～
6
月

ま
で

に
公

報
に

掲
載

さ
れ

た
位

置
指

定
道

路
の

位
置

図
･平

面
図

･位
置

指
定

書
(道

路
の

位
置

と
形

状
が

分
か

る
図

面
)

白
黒

は
白

黒
で

 ｶ
ﾗ
ｰ

は
ｶ
ﾗ
ｰ

で
請

求
箇

所
一

覧
1
 2

0
1
4
/
○

/
○

 第
○

○
号

 公
告

第
○

○
号

 熊
本

市
東

区
桜

木
四

丁
目

○
○

番
○

2
 2

0
1
4
/
○

/
○

 第
○

○
号

 公
告

第
○

○
号

 熊
本

市
中

央
区

上
水

前
寺

二
丁

目
○

○
番

○
3
 2

0
1
4
/
○

/
○

 第
○

○
号

 公
告

第
○

○
号

 熊
本

市
北

区
池

田
三

丁
目

○
○

番
○

4
 2

0
1
4
/
○

/
○

 第
○

○
号

 公
告

第
○

○
号

 熊
本

市
西

区
春

日
八

丁
目

○
○

番
○

、
○

○
番

○
5
 2

0
1
4
/
○

/
○

 第
○

○
号

 公
告

第
○

○
号

 熊
本

市
南

区
日

吉
一

丁
目

○
○

番
○

○
6
 2

0
1
4
/
○

/
○

 第
○

○
号

 公
告

第
○

○
号

 熊
本

市
北

区
龍

田
八

丁
目

○
○

番
○

7
 2

0
1
4
/
○

/
○

 第
○

○
号

 公
告

第
○

○
号

 熊
本

市
東

区
長

嶺
東

七
丁

目
○

○
番

○
8
 2

0
1
4
/
○

/
○

 第
○

○
号

 公
告

第
○

○
号

 熊
本

市
東

区
戸

島
六

丁
目

○
○

番
○

○
、

○
○

番
○

○
9
 2

0
1
4
/
○

/
○

 第
○

○
号

 公
告

第
○

○
号

 熊
本

市
北

区
清

水
東

町
○

番
○

1
0
 2

0
1
4
/
○

/
○

 第
○

○
号

 公
告

第
○

○
号

 熊
本

市
東

区
桜

木
五

丁
目

○
○

番
○

○
、

○
○

番
○

○
1
1
 2

0
1
4
/
○

/
○

 第
○

○
号

 公
告

第
○

○
号

 熊
本

市
東

区
山

ﾉ
内

二
丁

目
○

○
番

○
、

○
○

番
○

、
○

○
番

○
○

1
2
 2

0
1
4
/
○

/
○

 第
○

○
号

 公
告

第
○

○
号

 熊
本

市
中

央
区

本
山

町
字

大
畑

○
○

番
○

1
3
 2

0
1
4
/
○

/
○

 第
○

○
号

 公
告

第
○

○
号

 熊
本

市
西

区
横

手
五

丁
目

○
○

番
○

都
市

建
設

局
建

築
指

導
課

平
成

2
6
年

1
月

～
6
月

ま
で

に
公

報
に

掲
載

さ
れ

た
位

置
指

定
道

路
の

位
置

図
･平

面
図

･位
置

指
定

書
(道

路
の

位
置

と
形

状
が

分
か

る
図

面
)

白
黒

は
自

黒
で

 ｶ
ﾗ
ｰ

は
ｶ
ﾗ
ｰ

で

開
示

(一
部

請
求

拒
否

)
2
号

　
個

人
情

報
9
/
1
8

9
/
2
2

郵
送

5
2
1

9
/
1
6

1
.本

市
に

お
け

る
日

本
国

籍
を

有
し

な
い

者
へ

の
生

活
保

護
受

給
に

関
し

、
直

近
年

度
の

受
給

世
帯

数
･受

給
世

帯
の

国
籍

別
世

帯
数

2
.本

市
の

直
近

年
度

の
生

活
保

護
予

算
年

額
(国

か
ら

の
支

給
額

も
含

む
)

3
.昭

和
2
9
年

よ
り

直
近

年
度

ま
で

本
市

に
お

い
て

日
本

国
籍

を
有

し
な

い
者

へ
支

払
わ

れ
た

生
活

保
護

支
給

の
総

額

健
康

福
祉

子
ど

も
局

保
護

管
理

援
護

課

1
.本

市
に

お
け

る
日

本
国

籍
を

有
し

な
い

者
へ

の
生

活
保

護
受

給
に

関
し

、
直

近
年

度
の

受
給

世
帯

数
･受

給
世

帯
の

国
籍

別
世

帯
数

2
.本

市
の

直
近

年
度

の
生

活
保

護
予

算
年

額
 (
国

か
ら

の
支

給
額

も
含

む
)

開
示

9
/
1
9

9
/
2
3

郵
送
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受
付

番
号

受
付

日
請

求
す

る
文

書
の

件
名

所
管

課
期

限
延

長
決

定
文

書
の

件
名

決
定

内
容

不
開

示
理

由
開

示
等

決
定

日
開

示
日

3
.昭

和
2
9
年

よ
り

直
近

年
度

ま
で

本
市

に
お

い
て

日
本

国
籍

を
有

し
な

い
者

ヘ
支

払
わ

れ
た

生
活

保
護

支
給

の
総

額
不

存
在

第
1
1
条

　
第

2
項

9
/
1
9

5
2
2

9
/
1
6

S
4
8
.1

0
.1

6
 熊

本
市

指
令

(管
建

)第
1
5
8
号

S
4
8
-
1
5
8
 位

置
指

定
道

路
(熊

本
市

南
区

御
幸

笛
田

5
丁

目
)

ｶ
ﾗ
ｰ

は
ｶ
ﾗ
ｰ

で

都
市

建
設

局
建

築
指

導
課

S
4
8
.1

0
.1

6
 熊

本
市

指
令

(管
建

)第
1
5
8
号

S
4
8
-
1
5
8
 位

置
指

定
道

路
(熊

本
市

南
区

御
幸

笛
田

5
丁

目
)

開
示

(一
部

請
求

拒
否

)
2
号

　
個

人
情

報
9
/
1
8

9
/
1
9

5
2
3

9
/
1
6

位
置

指
定

道
路

 S
4
2
-
2
3
8

　
　

　
　

　
　

　
　

　
S
4
4
-
0
2
8

道
路

判
定

　
　

　
H

0
1
-
3
5
0

ｶ
ﾗ
ｰ

→
ｶ
ﾗ
ｰ

白
黒

→
白

黒

都
市

建
設

局
建

築
指

導
課

位
置

指
定

道
路

 S
4
2
-
2
3
8
 S

4
4
-
0
2
8

道
路

判
定

 H
0
1
-
3
5
0

(ｶ
ﾗ
ｰ

→
ｶ
ﾗ
ｰ

 白
黒

→
白

黒
)

開
示

(一
部

請
求

拒
否

)
2
号

　
個

人
情

報
9
/
1
9

9
/
1
9

5
2
4

9
/
1
7

一
般

県
道

託
麻

北
部

線
(吉

原
工

区
)道

路
改

良
工

事
(そ

の
2
)

金
入

設
計

書

都
市

建
設

局
北

部
土

木
ｾ

ﾝ
ﾀ
ｰ

工
務

課

取
り

下
げ

5
2
5

9
/
1
7

熊
本

市
東

区
新

生
1
丁

目
○

○
番

地
の

区
画

整
理

図
面 〈
健

軍
第

2
土

地
区

画
整

理
事

業
〉

都
市

建
設

局
都

心
活

性
推

進
課

熊
本

市
東

区
新

生
1
丁

目
○

○
番

地
の

区
画

整
理

図
面

(健
軍

第
2
土

地
区

画
整

理
事

業
)

開
示

9
/
1
8

9
/
1
8

5
2
6

9
/
1
7

･5
号

街
区

公
園

整
備

工
事

金
入

り
設

計
書

都
市

建
設

局
熊

本
駅

西
土

地
区

画
整

理
事

業
所

｢5
号

街
区

公
園

整
備

工
事

｣の
金

入
り

設
計

書

開
示

9
/
2
2

1
0
/
2

5
2
7

9
/
1
7

･泰
勝

寺
跡

他
1
箇

所
園

路
補

修
そ

の
他

工
事

金
入

り
設

計
書

観
光

文
化

交
流

局
文

化
振

興
課

泰
勝

寺
跡

他
1
箇

所
園

路
補

修
そ

の
他

工
事

 金
入

設
計

書
開

示
9
/
2
2

1
0
/
2

5
2
8

9
/
1
7

･柿
原

公
園

園
路

改
修

工
事

金
入

り
設

計
書

都
市

建
設

局
北

部
土

木
ｾ

ﾝ
ﾀ
ｰ

河
川

公
園

整
備

課

･柿
原

公
園

園
路

改
修

工
事

･高
平

年
神

公
園

造
成

工
事

･(
仮

称
)麻

生
田

三
丁

目
公

園
整

備
工

事
金

入
り

設
計

書
開

示
9
/
1
9

1
0
/
2

5
2
9

9
/
1
7

･香
り

の
森

北
側

進
入

路
工

事
金

入
り

設
計

書
環

境
局

環
境

共
生

課

香
り

の
森

北
側

進
入

路
工

事
の

金
入

り
設

計
書

開
示

9
/
2
4

1
0
/
2

5
3
0

9
/
1
7

･力
合

西
小

学
校

植
栽

工
事

(そ
の

2
)

金
入

り
設

計
書

教
育

委
員

会
事

務
局

施
設

課

力
合

西
小

学
校

植
栽

工
事

(そ
の

2
)の

金
入

り
設

計
書

開
示

9
/
2
4

1
0
/
2

5
3
1

9
/
1
7

･城
山

公
園

施
設

整
備

工
事

(2
期

工
事

)変
更

分
金

入
り

設
計

書
都

市
建

設
局

西
部

土
木

ｾ
ﾝ

ﾀ
ｰ

河
川

公
園

整
備

課

･城
山

公
園

施
設

整
備

工
事

(2
期

工
事

)変
更

分

開
示

9
/
1
9

1
0
/
2
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受
付

番
号

受
付

日
請

求
す

る
文

書
の

件
名

所
管

課
期

限
延

長
決

定
文

書
の

件
名

決
定

内
容

不
開

示
理

由
開

示
等

決
定

日
開

示
日

5
3
2

9
/
1
7

道
路

位
置

指
定

関
係

図
面

等
昭

和
4
9
年

6
月

2
9
日

熊
本

市
指

令
(管

建
)第

4
5
号

都
市

建
設

局
建

築
指

導
課

道
路

位
置

指
定

関
係

図
面

等
昭

和
4
9
年

6
月

2
9
日

 熊
本

市
指

令
(管

建
)第

4
5

号

開
示

(一
部

請
求

拒
否

)
2
号

　
個

人
情

報
9
/
1
9

9
/
1
9

5
3
3

9
/
1
7

･平
成

2
6
年

度
市

庁
舎

周
り

植
栽

物
保

守
管

理
業

務
委

託 金
入

り
設

計
書

財
政

局
管

財
課

■
平

成
2
6
年

度
市

庁
舎

周
り

植
栽

物
保

守
管

理
業

務
委

託
の

金
入

り
設

計
書

(市
庁

舎
周

り
植

栽
物

保
守

管
理

業
務

委
託

内
訳

書
)

開
示

9
/
1
9

1
0
/
2

5
3
4

9
/
1
7

･平
成

2
6
年

度
桃

尾
墓

園
除

草
業

務
委

託
･平

成
2
6
年

度
花

園
墓

地
外

1
墓

地
除

草
業

務
委

託
･平

成
2
6
年

度
浦

山
墓

園
外

2
墓

地
除

草
業

務
委

託
金

入
り

設
計

書

健
康

福
祉

子
ど

も
局

健
康

福
祉

政
策

課

平
成

2
6
年

度
桃

尾
墓

園
除

草
業

務
委

託
金

入
り

設
計

書
平

成
2
6
年

度
花

園
墓

地
外

1
墓

地
除

草
業

務
委

託
金

入
り

設
計

書
平

成
2
6
年

度
浦

山
墓

園
外

2
墓

地
除

草
業

務
委

託
金

入
り

設
計

書

開
示

9
/
1
9

1
0
/
2

5
3
5

9
/
1
7

･平
成

2
6
年

度
食

肉
ｾ

ﾝ
ﾀ
ｰ

樹
木

剪
定

業
務

･平
成

2
6
年

度
立

田
山

憩
の

森
下

草
刈

(北
地

区
)業

務
委

託
金

入
り

設
計

書

環
境

局
環

境
共

生
課

･平
成

2
6
年

度
食

肉
ｾ

ﾝ
ﾀ
ｰ

樹
木

剪
定

業
務

 金
入

設
計

書
･平

成
2
6
年

度
立

田
山

憩
の

森
下

草
刈

(北
地

区
)

業
務

委
託

 金
入

設
計

書

開
示

9
/
2
2

1
0
/
2

5
3
6

9
/
1
7

･平
成

2
6
年

度
東

部
環

境
工

場
樹

木
管

理
業

務
委

託
金

入
り

設
計

書
環

境
局

東
部

環
境

工
場

■
平

成
2
6
年

度
東

部
環

境
工

場
樹

木
管

理
業

務
委

託
の

金
入

り
設

計
書

開
示

9
/
2
2

1
0
/
2

5
3
7

9
/
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設
計

書
開

示
9
/
2
4

1
0
/
2

5
5
8

9
/
1
8

道
路

判
定

台
帳

渡
鹿

7
丁

目
○

○
-
○

0
4
年

、
2
2
2
号

(0
4
-
2
2
2
)

※
道

路
協

定
書

も
お

願
い

い
た

し
ま

す
。

ｶ
ﾗ
ｰ

は
ｶ
ﾗ
ｰ

で
お

願
い

し
ま

す
。

都
市

建
設

局
建

築
指

導
課

道
路

判
定

台
帳

 渡
鹿

7
丁

目
○

○
-
○

 0
4
年

2
2
2

号
(0

4
-
2
2
2
)

※
道

路
協

定
書

も
お

願
い

い
た

し
ま

す
。

ｶ
ﾗ
ｰ

は
ｶ

ﾗ
ｰ

で
お

願
い

し
ま

す
。

開
示

(一
部

請
求

拒
否

)
2
号

　
個

人
情

報
9
/
1
9

9
/
1
9

5
5
9

9
/
1
8

工
事

名
市

道
 十

禅
寺

町
平

田
町

第
1
号

線
歩

道
新

設
工

事
(平

成
2
6
年

9
月

1
8
日

契
約

の
も

の
)

金
入

設
計

書

都
市

建
設

局
西

部
土

木
ｾ

ﾝ
ﾀ
ｰ

工
務

課

市
道

 十
禅

寺
町

平
田

町
第

1
号

線
歩

道
新

設
工

事 (平
成

2
6
年

9
月

1
8
日

契
約

の
も

の
)

金
入

設
計

書
開

示
9
/
2
4

9
/
2
6
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受
付

番
号

受
付

日
請

求
す

る
文

書
の

件
名

所
管

課
期

限
延

長
決

定
文

書
の

件
名

決
定

内
容

不
開

示
理

由
開

示
等

決
定

日
開

示
日

5
6
0

9
/
1
8

工
事

名
 長

蓮
寺

調
整

池
及

び
上

下
流

排
水

路
改

良
工

事 金
入

設
計

書

都
市

建
設

局
北

部
土

木
ｾ

ﾝ
ﾀ
ｰ

河
川

公
園

整
備

課

長
蓮

寺
調

整
池

及
び

上
下

流
排

水
路

改
良

工
事

の
金

入
設

計
書

開
示

9
/
2
2

9
/
2
5

5
6
1

9
/
1
8

飲
食

店
の

営
業

許
可

台
帳

の
開

示
を

申
請

い
た

し
ま

す
。

(現
在

営
業

中
の

も
の

)た
だ

し
、

移
動

販
売

･臨
時

営
業

･仮
設

営
業

･自
動

販
売

機
を

除
く

。
項

目
:屋

号
･営

業
所

在
地

･申
請

者
名

･営
業

電
話

番
号

･業
種

※
平

成
2
6
年

9
月

1
8
日

時
点

の
も

の
健

康
福

祉
子

ど
も

局
食

品
保

健
課

平
成

2
6
年

9
月

1
8
日

ま
で

の
間

に
、

熊
本

市
内

に
お

い
て

営
業

許
可

を
受

け
た

現
在

営
業

中
の

飲
食

店
一

覧
(移

動
販

売
、

臨
時

営
業

、
仮

設
営

業
、

自
動

販
売

機
を

除
く

)
計

8
,0

4
2
件

項
目

:屋
号

、
営

業
所

在
地

、
申

請
者

名
、

営
業

電
話

番
号

、
業

種
※

 開
示

情
報

取
り

出
し

日
時

:平
成

2
6
年

9
月

2
3

日
 1

4
:3

0

開
示

9
/
3
0

1
0
/
9

郵
送

5
6
2

9
/
1
8

ﾎ
ﾃ

ﾙ
･旅

館
な

ど
の

宿
泊

施
設

の
営

業
許

可
書

の
開

示
請

求
を

い
た

し
ま

す
。

(現
在

営
業

中
の

も
の

)
項

目
:屋

号
･営

業
所

在
地

･申
請

者
名

･営
業

電
話

番
号

※
平

成
2
6
年

9
月

1
8
日

時
点

の
も

の

健
康

福
祉

子
ど

も
局

生
活

衛
生

課

熊
本

市
域

に
お

け
る

旅
館

業
法

許
可

施
設

一
覧

項
目

; 
施

設
の

名
称

、
所

在
地

、
電

話
番

号
お

よ
び

申
請

者
氏

名
(法

人
名

)
開

示
9
/
2
4

1
0
/
9

郵
送

5
6
3

9
/
1
9

(工
事

名
)

都
市

計
画

事
業

 大
和

広
住

汚
水

幹
線

下
水

道
築

造
工

事
(9

3
0
工

区
)

金
入

設
計

書

上
下

水
道

局
下

水
道

整
備

課

(工
事

名
)

都
市

計
画

事
業

 大
和

広
住

汚
水

幹
線

下
水

道
築

造
工

事
(9

3
0
工

区
)

金
入

設
計

書

開
示

9
/
2
4

9
/
2
5

5
6
4

9
/
1
9

位
置

指
定

台
帳

の
写

し
H

2
2
-
0
0
4
-
0
1

H
2
2
-
0
0
4
-
0
2

H
2
2
-
0
0
4
-
0
3

H
2
2
-
0
0
4
-
0
4

都
市

建
設

局
建

築
指

導
課

位
置

指
定

台
帳

の
写

し
H

2
2
-
0
0
4
-
0
1
 H

2
2
-
0
0
4
-
0
2
 H

2
2
-
0
0
4
-
0
3

H
2
2
-
0
0
4
-
 0

4
開

示
9
/
2
2

9
/
2
4

5
6
5

9
/
1
9

理
美

容
の

開
設

届
を

提
出

さ
れ

た
店

舗
の

情
報

開
示

を
申

請
い

た
し

ま
す

。
項

目
:店

舗
名

･住
所

･電
話

番
号

･申
請

者
名

期
間

:2
0
1
4
年

9
月

4
日

よ
り

2
0
1
4
年

9
月

1
9
日

健
康

福
祉

子
ど

も
局

生
活

衛
生

課

平
成

2
6
年

9
月

4
日

か
ら

同
9
月

1
9
日

ま
で

の
間

、
熊

本
市

内
に

お
い

て
新

規
確

認
し

た
美

容
所

の
一

覧
(理

容
所

に
つ

い
て

は
該

当
無

し
)

項
目

; 
施

設
の

名
称

、
所

在
地

、
電

話
番

号
、

開
設

者
の

氏
名

、
役

職
、

代
表

者
氏

名

開
示

9
/
2
2

1
0
/
3

5
6
6

9
/
1
9

飲
食

店
の

新
規

検
査

の
申

請
を

行
っ

た
店

舗
の

情
報

開
示

を
申

請
い

た
し

ま
す

。
た

だ
し

、
移

動
販

売
･臨

時
営

業
･仮

設
営

業
･自

動
販

売
機

を
除

く
。

項
目

:屋
号

･営
業

所
在

地
･申

請
者

名
･営

業
電

話
番

号 期
間

:2
0
1
4
年

9
月

4
日

よ
り

2
0
1
4
年

9
月

1
9
日

健
康

福
祉

子
ど

も
局

食
品

保
健

課

平
成

2
6
年

9
月

4
日

～
平

成
2
6
年

9
月

1
9
日

ま
で

の
間

に
、

熊
本

市
内

に
お

い
て

新
規

に
申

請
を

行
っ

た
飲

食
店

一
覧

(移
動

販
売

、
臨

時
営

業
、

仮
設

営
業

、
自

動
販

売
機

を
除

く
)計

3
7
件

項
目

:屋
号

、
営

業
所

在
地

、
申

請
者

名
、

営
業

電
話

番
号

※
 開

示
情

報
取

り
出

し
日

時
:平

成
2
6
年

9
月

2
2

日
 1

3
:0

0

開
示

1
0
/
1

1
0
/
3

-168-



受
付

番
号

受
付

日
請

求
す

る
文

書
の

件
名

所
管

課
期

限
延

長
決

定
文

書
の

件
名

決
定

内
容

不
開

示
理

由
開

示
等

決
定

日
開

示
日

5
6
7

9
/
1
9

南
区

城
南

町
坂

野
～

永
φ

3
0
0
粍

配
水

管
布

設
工

事
金

額
入

り
設

計
書

上
下

水
道

局
水

道
整

備
課

･南
区

城
南

町
坂

野
～

永
φ

3
0
0
粍

配
水

管
布

設
工

事
上

記
の

金
額

入
り

工
事

設
計

書

開
示

9
/
2
9

1
0
/
1

5
6
8

9
/
1
9

南
区

役
所

庁
舎

空
調

設
備

改
修

工
事

金
額

入
り

設
計

書
都

市
建

設
局

設
備

課

南
区

役
所

庁
舎

空
調

設
備

改
修

工
事

金
入

設
計

書

開
示

9
/
2
2

1
0
/
1

5
6
9

9
/
1
9

熊
本

市
に

お
け

る
食

品
衛

生
法

に
基

づ
く

許
可

業
種

全
て

の
施

設
一

覧
平

成
2
6
年

3
月

1
日

か
ら

平
成

2
6
年

8
月

3
1
日

の
間

に
新

規
で

許
可

を
受

け
た

全
業

種
の

施
設

す
べ

て
(既

に
廃

業
し

て
い

る
施

設
は

除
く

)
＜

項
目

＞
店

名
、

店
住

所
、

店
電

話
番

号
、

申
請

者
名

(申
請

者
が

法
人

の
場

合
は

、
法

人
住

所
･法

人
電

話
番

号
･法

人
代

表
者

名
)、

許
可

日
、

許
可

満
了

日
、

業
種

、
業

態

健
康

福
祉

子
ど

も
局

食
品

保
健

課

平
成

2
6
年

3
月

1
日

か
ら

平
成

2
6
年

8
月

3
1
日

の
間

に
、

熊
本

市
内

に
お

い
て

新
規

で
許

可
を

受
け

た
全

業
種

の
全

施
設

の
一

覧
(既

に
廃

業
し

て
い

る
施

設
は

除
く

)
計

8
7
5
件

項
目

:店
名

、
店

住
所

、
店

電
話

番
号

、
申

請
者

名
(申

請
が

法
人

の
場

合
は

、
法

人
住

所
･法

人
電

話
番

号
･法

人
代

表
者

名
)、

許
可

日
、

許
可

満
了

日
、

業
種

、
業

態
※

 開
示

情
報

取
り

出
し

日
時

:平
成

2
6
年

9
月

2
5

日
 1

1
:3

0

開
示

1
0
/
1

1
0
/
9

郵
送

5
7
0

9
/
1
9

平
成

2
6
年

9
月

1
0
日

開
札

 西
部

土
木

ｾ
ﾝ
ﾀ
ｰ

 維
持

課
･主

要
地

方
道

 熊
本

高
森

線
(上

代
工

区
)舗

装
補

修
工

事 上
記

の
金

入
り

設
計

書
の

開
示

を
お

願
い

し
ま

す
。

都
市

建
設

局
西

部
土

木
ｾ

ﾝ
ﾀ
ｰ

維
持

課

平
成

2
6
年

9
月

1
0
日

開
札

･平
成

2
6
年

度
 主

要
地

方
道

熊
本

高
森

線
(上

代
工

区
)舗

装
補

修
工

事
上

記
の

金
入

設
計

書
の

開
示

開
示

1
0
/
1

1
0
/
3

5
7
1

9
/
1
9

平
成

2
6
年

9
月

1
0
日

開
札

 都
市

建
設

局
 河

川
課

･流
通

団
地

(A
･B

･D
)調

整
池

掘
削

工
事

上
記

の
金

入
り

設
計

書
の

開
示

を
お

願
い

し
ま

す
。

都
市

建
設

局
河

川
課

工
事

名
: 
流

通
団

地
(A

･B
･D

)調
整

池
掘

削
工

事
開

札
日

: 
平

成
2
6
年

9
月

1
0
日

開
示

文
書

:金
入

設
計

書
開

示
9
/
2
4

1
0
/
3

5
7
2

9
/
1
9

平
成

2
6
年

9
月

1
0
日

開
札

 北
部

土
木

ｾ
ﾝ
ﾀ
ｰ

 工
務

課
･市

道
 室

園
町

第
2
2
号

線
道

路
改

良
工

事
(そ

の
2
)

上
記

の
金

入
り

設
計

書
の

開
示

を
お

願
い

し
ま

す
。

都
市

建
設

局
北

部
土

木
ｾ

ﾝ
ﾀ
ｰ

工
務

課

市
道

 室
園

町
第

2
2
号

線
道

路
改

良
工

事
(そ

の
2
)

金
入

り
設

計
書

開
示

9
/
2
4

1
0
/
3
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受
付

番
号

受
付

日
請

求
す

る
文

書
の

件
名

所
管

課
期

限
延

長
決

定
文

書
の

件
名

決
定

内
容

不
開

示
理

由
開

示
等

決
定

日
開

示
日

5
7
3

9
/
1
9

平
成

2
6
年

9
月

1
1
日

開
札

 北
区

役
所

 農
業

振
興

課
･植

木
町

平
井

水
路

改
良

工
事

上
記

の
金

入
り

設
計

書
の

開
示

を
お

願
い

し
ま

す
。

北
区

役
所

農
業

振
興

課

平
成

2
6
年

9
月

1
1
日

開
札

 北
区

役
所

 農
業

振
興

課 植
木

町
平

井
水

路
改

良
工

事
開

示
9
/
2
2

1
0
/
3

5
7
4

9
/
1
9

平
成

2
6
年

9
月

1
1
日

開
札

 北
区

役
所

 植
木

地
域

整
備

室 ･市
道

 植
木

～
古

閑
線

道
路

改
良

工
事

上
記

の
金

入
り

設
計

書
の

開
示

を
お

願
い

し
ま

す
。

都
市

建
設

局
北

部
土

木
ｾ

ﾝ
ﾀ
ｰ

植
木

地
域

整
備

室

市
道

 植
木

～
古

閑
線

道
路

改
良

工
事

金
額

入
り

設
計

書
開

示
9
/
2
5

1
0
/
3

5
7
5

9
/
1
9

道
路

判
定

1
4
年

1
2
7
号

 一
式

ｶ
ﾗ
ｰ

は
ｶ
ﾗ
ｰ

で

都
市

建
設

局
建

築
指

導
課

道
路

判
定

 1
4
年

1
2
7
号

 一
式

ｶ
ﾗ
ｰ

は
ｶ
ﾗ
ｰ

で
開

示
9
/
2
2

1
0
/
2

5
7
6

9
/
1
9

S
4
4
-
5
2
7
 位

置
指

定
道

路
ｶ
ﾗ
ｰ

→
ｶ
ﾗ
ｰ

白
黒

→
白

黒

都
市

建
設

局
建

築
指

導
課

S
4
4
-
5
2
7
 位

置
指

定
道

路
ｶ
ﾗ
ｰ

→
ｶ
ﾗ
ｰ

 白
黒

→
白

黒
開

示
(一

部
請

求
拒

否
)

2
号

　
個

人
情

報
9
/
2
2

9
/
2
5

5
7
7

9
/
2
2

1
、

厚
生

労
働

省
が

平
成

2
6
年

9
月

8
日

付
で

自
治

体
に

依
頼

し
た

｢『
居

住
実

態
が

把
握

で
き

な
い

児
童

』
に

関
す

る
詳

細
な

状
況

の
確

認
｣に

基
づ

き
、

貴
自

治
体

が
提

出
し

た
書

類
す

べ
て

(※
回

答
が

す
べ

て
0
の

市
町

村
で

あ
っ

て
も

開
示

を
希

望
)

2
、

厚
生

労
働

省
が

平
成

2
6
年

7
月

2
5
日

付
で

自
治

体
に

依
頼

し
た

｢『
居

住
実

態
が

把
握

で
き

な
い

児
童

』
に

関
す

る
調

査
後

の
状

況
確

認
｣に

基
づ

き
貴

自
治

体
が

提
出

し
た

書
類

す
べ

て
(※

回
答

が
す

べ
て

0
の

市
町

村
で

あ
っ

て
も

開
示

を
希

望
)

健
康

福
祉

子
ど

も
局

子
ど

も
支

援
課

1
、

厚
生

労
働

省
が

平
成

2
6
年

9
月

8
日

付
で

自
治

体
に

依
頼

し
た

｢『
居

住
実

態
が

把
握

で
き

な
い

児
童

』
に

関
す

る
詳

細
な

状
況

の
確

認
｣に

基
づ

き
、

本
市

が
提

出
し

た
書

類
す

べ
て

2
、

厚
生

労
働

省
が

平
成

2
6
年

7
月

2
5
日

付
で

自
治

体
に

依
頼

し
た

｢『
居

住
実

態
が

把
握

で
き

な
い

児
童

』
に

関
す

る
調

査
後

の
状

況
確

認
｣に

基
づ

き
本

市
が

提
出

し
た

書
類

す
べ

て

開
示

9
/
2
9

1
0
/
8

郵
送

5
7
8

9
/
2
2

市
道

 植
木

～
古

閑
線

道
路

改
良

工
事

の
金

入
り

設
計

書 9
月

1
1
日

開
札

都
市

建
設

局
北

部
土

木
ｾ

ﾝ
ﾀ
ｰ

植
木

地
域

整
備

室

市
道

 植
木

～
古

閑
線

道
路

改
良

工
事

金
額

入
り

設
計

書
開

示
9
/
2
5

9
/
2
6

5
7
9

9
/
2
2

道
路

位
置

指
定

S
4
0
-
1
0
8
-
0
1

S
4
0
-
1
0
8
-
0
2

S
4
0
-
1
0
8
-
0
3

S
4
0
-
1
0
8
-
0
4

ｶ
ﾗ
ｰ

で

都
市

建
設

局
建

築
指

導
課

道
路

位
置

指
定

S
4
0
-
1
0
8
-
0
1
 S

4
0
-
1
0
8
-
0
2
 S

4
0
-
1
0
8
-
0
3
 S

4
0
-

1
0
8
-
0
4

ｶ
ﾗ
ｰ

で

開
示

(一
部

請
求

拒
否

)
2
号

　
個

人
情

報
9
/
2
4

9
/
2
5

-170-



受
付

番
号

受
付

日
請

求
す

る
文

書
の

件
名

所
管

課
期

限
延

長
決

定
文

書
の

件
名

決
定

内
容

不
開

示
理

由
開

示
等

決
定

日
開

示
日

5
8
0

9
/
2
2

道
路

位
置

指
定

h
1
8
-
5
2
-
j0

1
h
1
8
-
5
2
-
j0

2
h
1
8
-
5
2
-
j0

3
h
1
8
-
5
2
-
j0

4
h
1
8
-
5
2
-
j0

5

都
市

建
設

局
建

築
指

導
課

道
路

位
置

指
定

h
1
8
-
5
2
-
j0

1
 h

1
8
-
5
2
-
j0

2
 h

1
8
-
5
2
-
j0

3
 h

1
8
-

5
2
-
j0

4
 h

1
8
-
5
2
-
j0

5
開

示
(一

部
請

求
拒

否
)

2
号

　
個

人
情

報
9
/
2
4

1
0
/
2
7

5
8
1

9
/
2
2

道
路

位
置

指
定

S
4
4
-
5
1
4
の

一
式

書
類

ｶ
ﾗ
ｰ

は
ｶ
ﾗ
ｰ

で

都
市

建
設

局
建

築
指

導
課

道
路

位
置

指
定

S
4
4
-
5
1
4
の

一
式

書
類

 ｶ
ﾗ
ｰ

は
ｶ
ﾗ
ｰ

で
開

示
(一

部
請

求
拒

否
)

2
号

　
個

人
情

報
9
/
2
4

9
/
2
5

5
8
2

9
/
2
2

道
路

位
置

指
定

熊
本

市
保

田
窪

本
町

字
北

一
本

松
○

○
、

○
○

-
○

、
-
○

、
-
○

位
置

指
定

年
月

日
 昭

和
3
8
年

1
1
月

6
日

　
　

〃
　

　
番

号
 熊

本
県

指
建

第
9
0
号

ｶ
ﾗ
ｰ

の
分

は
ｶ
ﾗ
ｰ

で

都
市

建
設

局
建

築
指

導
課

道
路

位
置

指
定

熊
本

市
保

田
窪

本
町

字
北

一
本

松
○

○
、

○
○

-
○

、
-
○

、
-
○

位
置

指
定

年
月

日
 昭

和
3
8
年

1
1
月

6
日

位
置

指
定

番
号

 熊
本

県
指

令
建

第
9
0
号

ｶ
ﾗ
ｰ

の
分

は
ｶ
ﾗ
ｰ

で

開
示

(一
部

請
求

拒
否

)
2
号

　
個

人
情

報
9
/
2
4

9
/
2
6

5
8
3

9
/
2
2

(道
路

判
定

台
帳

)
■

9
9
-
2
7
8

■
0
0
3
8
2

■
0
4
-
0
2
9

都
市

建
設

局
建

築
指

導
課

 (
道

路
判

定
台

帳
)

●
9
9
-
2
7
8
 ●

0
0
3
8
2
 ●

0
4
-
0
2
9

開
示

(一
部

請
求

拒
否

)
2
号

　
個

人
情

報
9
/
2
4

1
0
/
2

5
8
4

9
/
2
2

道
等

の
判

定
調

査
書

･平
成

1
8
年

1
2
月

1
日

 判
定

番
号

0
6
年

第
4
4
0
号

対
象

 田
崎

1
丁

目
○

○
番

○
地

先
～

○
○

番
○

○
地

先 ｶ
ﾗ
ｰ

は
ｶ
ﾗ
ｰ

で

都
市

建
設

局
建

築
指

導
課

道
等

の
判

定
調

査
書

平
成

1
8
年

1
2
月

1
日

 判
定

番
号

0
6
年

第
4
4
0
号

対
象

 田
崎

1
丁

目
○

○
番

○
地

先
～

○
○

番
○

○
地

先
ｶ
ﾗ
ｰ

は
ｶ
ﾗ
ｰ

で

開
示

(一
部

請
求

拒
否

)
2
号

　
個

人
情

報
9
/
2
4

9
/
2
5

-171-



受
付

番
号

受
付

日
請

求
す

る
文

書
の

件
名

所
管

課
期

限
延

長
決

定
文

書
の

件
名

決
定

内
容

不
開

示
理

由
開

示
等

決
定

日
開

示
日

5
8
5

9
/
2
4

1
.平

成
2
6
年

9
月

2
日

(火
)午

後
1
時

か
ら

熊
本

市
役

所
議

会
棟

2
階

予
算

決
算

委
員

会
室

に
お

い
て

実
施

さ
れ

た
第

3
1
回

熊
本

市
都

市
計

画
審

議
会

に
お

い
て

,議
題

3
1
号

の
5
｢熊

本
都

市
計

画
道

路
の

変
更

 上
熊

本
弓

削
線

｣及
び

議
題

3
1
号

の
6
｢熊

本
都

市
計

画
公

園
の

変
更

渡
鹿

五
丁

目
公

園
｣の

審
理

に
際

し
て

,熊
本

市
担

当
者

が
審

議
会

委
員

へ
の

説
明

の
た

め
に

使
用

し
た

ﾊ
ﾟﾜ

ｰ
ﾎ
ﾟ

ｲ
ﾝ
ﾄﾃ

ﾞｰ
ﾀ
及

び
ﾊ

ﾟﾜ
ｰ

ﾎ
ﾟｲ

ﾝ
ﾄﾃ

ﾞｰ
ﾀ
を

印
刷

し
た

も
の

一
式 2
.平

成
2
6
年

9
月

2
日

(火
)午

後
1
時

か
ら

熊
本

市
役

所
議

会
棟

2
階

予
算

決
裁

委
員

会
室

に
お

い
て

実
施

さ
れ

た
第

3
1
回

熊
本

市
都

市
計

画
審

議
会

に
お

い
て

,議
題

3
1
号

の
5
｢熊

本
都

市
計

画
道

路
の

変
更

 上
熊

本
弓

削
線

｣及
び

議
題

3
1
号

の
6
｢熊

本
都

市
計

画
公

園
の

変
更

渡
鹿

五
丁

目
公

園
｣の

審
理

に
際

し
て

,熊
本

市
担

当
者

が
審

議
会

委
員

へ
の

説
明

を
行

う
際

に
参

照
し

た
説

明
次

第
(台

本
)

3
.平

成
2
6
年

9
月

2
日

(火
)午

後
1
時

か
ら

熊
本

市
役

所
議

会
棟

2
階

予
算

決
算

委
員

会
室

に
お

い
て

実
施

さ
れ

た
第

3
1
回

熊
本

市
都

市
計

画
審

議
会

に
お

い
て

,議
題

3
1
号

の
5
｢熊

本
都

市
計

画
道

路
の

変
更

 上
熊

本
弓

削
線

｣及
び

議
題

3
1
号

の
6
｢熊

本
都

市
計

画
公

園
の

変
更

渡
鹿

五
丁

目
公

園
｣の

審
理

に
関

し
て

,熊
本

市
担

当
者

が
審

議
会

委
員

か
ら

質
問

を
受

け
た

場
合

を
想

定
し

て
作

成
し

た
想

定
問

答
集

都
市

建
設

局
都

市
政

策
課

●
第

3
1
回

熊
本

市
都

市
計

画
審

議
会

に
お

い
て

1
.議

題
3
1
号

の
5
及

び
議

題
3
1
号

の
6
の

ﾊ
ﾟﾜ

ｰ
ﾎ
ﾟｲ

ﾝ
ﾄﾃ

ﾞｰ
ﾀ
及

び
印

刷
し

た
も

の
。

2
.議

題
3
1
号

の
5
及

び
議

題
3
1
号

の
6
の

説
明

次
第

(台
本

)
3
.議

題
3
1
号

の
5
及

び
議

題
3
1
号

の
6
の

想
定

間
答

集

開
示

1
0
/
8

1
0
/
1
6

郵
送

5
8
6

9
/
2
4

熊
本

市
ﾃ

ﾞｼ
ﾞﾀ

ﾙ
同

報
系

防
災

行
政

無
線

に
関

す
る

、
入

札
準

備
か

ら
入

札
結

果
。

及
び

、
同

事
業

に
関

す
る

｢仕
様

書
｣(

類
)。

総
務

局
危

機
管

理
防

災
総

室

1
 実

施
伺

2
 契

約
依

頼
書

3
 工

事
設

計
書

(金
入

り
)

4
 工

事
設

計
書

(金
な

し
)

5
 仕

様
書

6
 図

面
一

式

開
示

1
0
/
8

1
0
/
1
5

閲
覧

5
8
6
-
2

9
/
2
4

熊
本

市
ﾃ

ﾞｼ
ﾞﾀ

ﾙ
同

報
系

防
災

行
政

無
線

に
関

す
る

、
入

札
準

備
か

ら
入

札
結

果
。

及
び

、
同

事
業

に
関

す
る

｢仕
様

書
｣(

類
)。

総
務

局
契

約
検

査
総

室

有
1
0
/
2
2

熊
本

市
ﾃ

ﾞｼ
ﾞﾀ

ﾙ
同

報
系

防
災

行
政

無
線

に
関

す
る

、
入

札
準

備
か

ら
入

札
結

果
。

及
び

、
同

事
業

に
関

す
る

｢仕
様

書
｣(

類
)

開
示

(一
部

請
求

拒
否

)

2
号

　
個

人
情

報
3
号

　
法

人
等

情
報

1
0
/
1
7

1
0
/
2
1

閲
覧

5
8
7

9
/
2
4

都
市

計
画

事
業

 大
和

広
住

汚
水

幹
線

下
水

道
築

造
工

事
(9

4
0
工

区
)

金
入

り
設

計
書

上
下

水
道

局
下

水
道

整
備

課

都
市

計
画

事
業

大
和

広
住

汚
水

幹
線

下
水

道
築

造
工

事
(9

4
0
工

区
)の

金
入

り
設

計
書

開
示

9
/
2
9

1
0
/
3

5
8
8

9
/
2
4

道
路

判
定

 H
1
6
-
0
0
9
.0

1
～

0
5

ｶ
ﾗ
ｰ

は
ｶ
ﾗ
ｰ

で
下

さ
い

都
市

建
設

局
建

築
指

導
課

位
置

指
定

 H
1
6
-
0
0
9
.0

1
～

0
5

ｶ
ﾗ
ｰ

は
ｶ
ﾗ
ｰ

で
下

さ
い

開
示

(一
部

請
求

拒
否

)
2
号

　
個

人
情

報
9
/
2
4

9
/
2
5

-172-



受
付

番
号

受
付

日
請

求
す

る
文

書
の

件
名

所
管

課
期

限
延

長
決

定
文

書
の

件
名

決
定

内
容

不
開

示
理

由
開

示
等

決
定

日
開

示
日

5
8
9

9
/
2
4

道
路

位
置

指
定

図
位

置
指

定
番

号
 熊

本
市

指
令

(管
建

)第
2
5
号

　
　

　
　

　
　

　
　

　
 昭

和
5
0
年

6
月

6
日

熊
本

市
春

日
町

字
一

町
田

○
○

-
○

○

都
市

建
設

局
建

築
指

導
課

道
路

位
置

指
定

図
位

置
指

定
番

号
 熊

本
市

指
令

(管
建

)第
2
5
号

昭
和

5
0
年

6
月

6
日

 熊
本

市
春

日
町

字
一

町
田

○
○

-
○

○

開
示

(一
部

請
求

拒
否

)
2
号

　
個

人
情

報
9
/
2
5

9
/
2
6

5
9
0

9
/
2
4

道
路

判
定

の
書

類
一

式
0
1
-
1
2
7

0
4
-
2
3
7

ｶ
ﾗ
ｰ

の
所

は
ｶ
ﾗ
ｰ

で

都
市

建
設

局
建

築
指

導
課

道
路

判
定

の
書

類
一

式
 0

1
-
1
2
7
 0

4
-
2
3
7

白
黒

で
、

ｶ
ﾗ
ｰ

は
ｶ
ﾗ
ｰ

で
開

示
(一

部
請

求
拒

否
)

2
号

　
個

人
情

報
9
/
2
6

9
/
2
9

5
9
1

9
/
2
4

5
号

街
区

公
園

整
備

工
事

(H
2
6
:都

市
建

設
局

熊
本

駅
周

辺
整

備
事

務
所

)
4
号

街
区

公
園

整
備

工
事

(H
2
5
:都

市
建

設
局

熊
本

駅
周

辺
整

備
事

務
所

)
以

上
2
件

の
金

額
入

り
設

計
書

都
市

建
設

局
熊

本
駅

周
辺

整
備

事
務

所
熊

本
駅

西
土

地
区

画
整

理
事

業
所

｢5
号

街
区

公
園

整
備

工
事

｣の
金

入
り

設
計

書
｢4

号
街

区
公

園
整

備
工

事
｣の

金
入

り
設

計
書

開
示

9
/
2
9

1
0
/
2

5
9
2

9
/
2
4

柿
原

公
園

園
路

改
修

工
事

(H
2
5
:都

市
建

設
局

北
部

土
木

ｾ
ﾝ
ﾀ
ｰ

)
以

上
1
件

の
金

額
入

り
設

計
書

都
市

建
設

局
北

部
土

木
ｾ

ﾝ
ﾀ
ｰ

河
川

公
園

整
備

課

･柿
原

公
園

園
路

改
修

工
事

金
額

入
り

設
計

書
開

示
9
/
2
9

1
0
/
2

5
9
3

9
/
2
5

老
朽

給
水

管
(鉛

管
)切

替
工

事
(7

工
区

)
の

分
の

金
入

り
設

計
書

上
下

水
道

局
水

相
談

課

金
額

入
り

積
算

書
す

べ
て

･老
朽

給
水

管
(鉛

管
)切

替
工

事
(7

工
区

)の
分

の
金

入
り

設
計

書
開

示
1
0
/
6

1
0
/
1
4

5
9
4

9
/
2
5

道
路

判
定

台
帳

H
1
1
年

 9
9
-
3
1
6

H
1
5
年

 0
3
-
5
0
1

ｶ
ﾗ
ｰ

希
望

都
市

建
設

局
建

築
指

導
課

道
路

判
定

台
帳

H
1
1
年

9
9
-
3
1
6
 H

1
5
年

0
3
-
5
0
1
 ｶ

ﾗ
ｰ

希
望

開
示

(一
部

請
求

拒
否

)
2
号

　
個

人
情

報
9
/
2
9

9
/
3
0

5
9
5

9
/
2
5

東
部

土
木

ｾ
ﾝ
ﾀ
ｰ

移
転

増
築

工
事

金
額

入
り

設
計

書
(工

事
内

訳
書

)
都

市
建

設
局

営
繕

課

東
部

土
木

ｾ
ﾝ
ﾀ
ｰ

移
転

増
築

工
事

に
お

け
る

金
入

り
設

計
書

開
示

9
/
2
6

9
/
3
0

5
9
6

9
/
2
5

道
路

位
置

指
定

S
4
0
-
1
4
5

3
7
4
-
6
-
8

ｶ
ﾗ
ｰ

は
ｶ
ﾗ
ｰ

で

都
市

建
設

局
建

築
指

導
課

道
路

位
置

指
定

S
4
0
-
1
4
5
 3

7
4
-
6
-
8
 ｶ

ﾗ
ｰ

は
ｶ
ﾗ
ｰ

で
開

示
(一

部
請

求
拒

否
)

2
号

　
個

人
情

報
9
/
2
9

9
/
2
9

5
9
7

9
/
2
5

道
路

位
置

指
定

の
内

容
位

置
指

定
年

月
日

 昭
和

4
0
年

7
月

2
0
日

位
置

指
定

番
号

　
　

熊
本

県
指

令
第

8
3
号

位
置

指
定

道
路

の
位

置
 熊

本
市

池
田

町
字

中
道

○
○

-
○

道
路

判
定

の
内

容
判

定
年

月
日

 平
成

2
2
年

0
9
月

1
4
日

判
定

番
号

　
　

1
0
年

第
2
1
6
号

判
定

道
等

の
区

域
 花

園
7
丁

目
○

○
番

○
地

先
～

○
○

番
地

先
ｶ
ﾗ
ｰ

は
ｶ
ﾗ
ｰ

で

都
市

建
設

局
建

築
指

導
課

道
路

位
置

指
定

の
内

容
 位

置
指

定
年

月
日

 昭
和

4
0
年

7
月

2
0
日

位
置

指
定

番
号

 熊
本

県
指

令
第

8
3
号

位
置

指
定

道
路

の
位

置
 熊

本
市

池
田

町
字

中
道

○
○

-
○

道
路

判
定

の
内

容
 判

定
年

月
日

 平
成

2
2
年

0
9

月
1
4
日

判
定

番
号

 1
0
年

第
2
1
6
号

判
定

道
等

の
区

域
 花

園
7
丁

目
○

○
番

○
地

先
～

○
○

番
地

先
ｶ
ﾗ
ｰ

は
ｶ
ﾗ
ｰ

で

開
示

(一
部

請
求

拒
否

)
2
号

　
個

人
情

報
9
/
2
9

9
/
2
9

-173-



受
付

番
号

受
付

日
請

求
す

る
文

書
の

件
名

所
管

課
期

限
延

長
決

定
文

書
の

件
名

決
定

内
容

不
開

示
理

由
開

示
等

決
定

日
開

示
日

5
9
8

9
/
2
5

平
成

2
5
年

1
0
月

末
時

点
で

熊
本

市
が

把
握

し
、

厚
生

労
働

省
に

報
告

し
た

未
届

け
有

料
老

人
ﾎ
ｰ

ﾑ
3
施

設
の

名
称

、
事

業
者

名
、

住
所

。

健
康

福
祉

子
ど

も
局

高
齢

介
護

福
祉

課

平
成

2
5
年

1
0
月

末
時

点
で

熊
本

市
が

把
握

し
、

厚
生

労
働

省
に

報
告

し
た

未
届

け
有

料
老

人
ﾎ
ｰ

ﾑ
3

施
設

の
名

称
、

事
業

者
名

、
住

所

開
示

(一
部

請
求

拒
否

)

2
号

　
個

人
情

報
6
号

　
事

務
事

業
に

関
す

る
情

報
9
/
2
6

1
0
/
1

郵
送

5
9
9

9
/
2
6

要
保

護
児

童
対

策
協

議
会

こ
う

の
と

り
の

ゆ
り

か
ご

専
門

部
会

の
第

2
5
回

会
議

(平
2
4
.4

.2
5
)～

第
4
0
回

会
議

(平
2
6
.8

.2
9
)の

議
事

録
の

う
ち

、
預

け
入

れ
状

況
の

検
証

(短
期

的
検

証
)を

除
い

た
部

分

健
康

福
祉

子
ど

も
局

子
ど

も
支

援
課

有
1
1
/
5

熊
本

市
要

保
護

児
童

対
策

地
域

協
議

会
｢こ

う
の

と
り

の
ゆ

り
か

ご
｣専

門
部

会
の

第
2
5
回

会
議

(平
2
4
.4

.2
5
)～

第
4
0
国

会
議

(平
2
6
.8

.2
9
)の

議
事

録
の

う
ち

、
預

け
入

れ
状

況
の

検
証

(短
期

的
検

証
)を

除
い

た
部

分
。

開
示

(一
部

請
求

拒
否

)

2
号

　
個

人
情

報
5
号

　
審

議
、

検
討

に
関

す
る

情
報

1
1
/
5

1
1
/
1
3

郵
送

6
0
0

9
/
2
9

本
荘

ｺ
ﾐｭ

ﾆ
ﾃ

ｨｾ
ﾝ
ﾀ
ｰ

の
平

成
2
3
･2

4
･2

5
年

度
の

各
決

算
書

類
役

員
名

簿
(各

年
度

毎
)

運
営

委
員

会
規

約

中
央

区
役

所
ま

ち
づ

く
り

推
進

課

熊
本

市
本

荘
地

域
ｺ
ﾐｭ

ﾆ
ﾃ

ｨｾ
ﾝ
ﾀ
ｰ

の
平

成
2
3
･

2
4
･2

5
年

度
の

各
決

算
書

類
、

役
員

名
簿

(各
年

度
毎

)、
運

営
委

員
会

規
約

開
示

(一
部

請
求

拒
否

)
2
号

　
個

人
情

報
1
0
/
6

1
0
/
1
0

6
0
1

9
/
2
9

本
荘

ｺ
ﾐｭ

ﾆ
ﾃ

ｨｾ
ﾝ
ﾀ
ｰ

の
指

定
管

理
に

係
る

熊
本

市
と

の
協

定
書

企
画

振
興

局
生

涯
学

習
推

進
課

本
荘

ｺ
ﾐｭ

ﾆ
ﾃ

ｨｾ
ﾝ
ﾀ
ｰ

の
指

定
管

理
に

係
る

熊
本

市
と

の
協

定
書

開
示

1
0
/
2

1
0
/
1
0

6
0
2

9
/
2
9

道
路

判
定

台
帳

の
写

し
0
0
-
5
9
9
-
0
1

　
　

　
　

　
 0

2
  
  
  
  
  
  
0
3

  
  
  
  
  
  
0
4

  
  
  
  
  
  
0
5

  
  
  
  
  
  
0
6

  
  
  
  
  
  
0
7

  
  
  
  
  
  
0
8

  
  
  
  
  
  
0
9

  
  
  
  
  
  
1
0

ｶ
ﾗ
ｰ

は
ｶ
ﾗ
ｰ

で

都
市

建
設

局
建

築
指

導
課

道
路

判
定

台
帳

の
写

し
0
0
-
5
9
9
-
0
1
 0

2
 0

3
 0

4
 0

5
 0

6
 0

7
 0

8
 0

9
 1

0
ｶ
ﾗ
ｰ

は
、

ｶ
ﾗ
ｰ

で

開
示

(一
部

請
求

拒
否

)
2
号

　
個

人
情

報
1
0
/
1

1
0
/
1

6
0
3

9
/
2
9

熊
本

市
中

央
区

帯
山

2
丁

目
○

○
-
○

○
に

接
道

す
る

位
置

指
定

道
路

の
内

容
。

S
4
1
-
2
0
2

不
動

産
売

買
の

為
ｶ
ﾗ
ｰ

指
定

都
市

建
設

局
建

築
指

導
課

熊
本

市
中

央
区

帯
山

2
丁

目
○

○
-
○

○
に

接
道

す
る

位
置

指
定

道
路

の
内

容
。

S
4
1
-
2
0
2
 不

動
産

売
買

の
為

 ｶ
ﾗ
ｰ

指
定

開
示

(一
部

請
求

拒
否

)
2
号

　
個

人
情

報
9
/
3
0

1
0
/
2

6
0
4

9
/
2
9

道
路

位
置

指
定

H
2
3
-
0
3
3

ｶ
ﾗ
ｰ

で

都
市

建
設

局
建

築
指

導
課

道
路

位
置

指
定

 H
2
3
-
0
3
3
 ｶ

ﾗ
ｰ

で
開

示
9
/
3
0

1
0
/
3

6
0
5

9
/
3
0

道
路

位
置

指
定

 H
2
3
-
0
2
2

ｶ
ﾗ
ｰ

で
都

市
建

設
局

建
築

指
導

課

道
路

位
置

指
定

 H
2
3
-
0
2
2
 ｶ

ﾗ
ｰ

で
開

示
(一

部
請

求
拒

否
)

2
号

　
個

人
情

報
9
/
3
0

1
0
/
1

6
0
6

9
/
3
0

別
紙

工
事

に
係

る
設

計
図

書
の

う
ち

｢設
計

金
額

の
工

事
費

区
分

｣
(工

事
名

、
開

札
日

は
別

紙
の

と
お

り
)

流
通

団
地

(A
･B

･D
)調

整
池

掘
削

工
事

都
市

建
設

局
河

川
課

工
事

名
:流

通
団

地
(A

･B
･D

)調
整

池
掘

削
工

事
開

札
日

:平
成

2
6
年

9
月

1
0
日

開
示

文
書

:設
計

金
額

の
工

事
費

区
分

開
示

1
0
/
1

1
0
/
1
7

郵
送
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受
付

番
号

受
付

日
請

求
す

る
文

書
の

件
名

所
管

課
期

限
延

長
決

定
文

書
の

件
名

決
定

内
容

不
開

示
理

由
開

示
等

決
定

日
開

示
日

6
0
7

9
/
3
0

別
紙

工
事

に
係

る
設

計
図

書
の

う
ち

｢設
計

金
額

の
工

事
費

区
分

｣
(工

事
名

、
開

札
日

は
別

紙
の

と
お

り
)

都
市

計
画

道
路

子
飼

新
大

江
線

橋
梁

上
部

工
工

事
(上

流
側

)

都
市

建
設

局
東

部
土

木
ｾ

ﾝ
ﾀ
ｰ

工
務

課

都
市

計
画

道
路

子
飼

新
大

江
線

橋
梁

上
部

工
工

事
(上

流
側

)｢
設

計
金

額
の

工
事

費
区

分
｣

開
示

1
0
/
3

1
0
/
1
7

郵
送

6
0
8

9
/
3
0

別
紙

工
事

に
係

る
設

計
図

書
の

う
ち

｢設
計

金
額

の
工

事
費

区
分

｣
(工

事
名

、
開

札
日

は
別

紙
の

と
お

り
)

国
道

5
0
1
号

(河
内

工
区

)道
路

改
良

工
事

都
市

建
設

局
西

部
土

木
ｾ

ﾝ
ﾀ
ｰ

工
務

課

国
道

5
0
1
号

(河
内

工
区

)道
路

改
良

工
事

に
係

る
設

計
図

書
の

う
ち

｢設
計

金
額

の
工

事
費

区
分

｣
開

示
1
0
/
3

1
0
/
1
7

郵
送

6
0
9

9
/
3
0

別
紙

工
事

に
係

る
設

計
図

書
の

う
ち

｢設
計

金
額

の
工

事
費

区
分

｣
(工

事
名

、
開

札
日

は
別

紙
の

と
お

り
)

一
般

県
道

 花
園

ｲ
ﾝ
ﾀ
ｰ

線
花

園
ｲ
ﾝ
ﾀ
ｰ

2
号

橋
㈱

工
(A

1
,P

1
,P

2
,A

2
)工

事
一

般
県

道
 砂

原
四

方
寄

線
(花

園
工

区
)下

硯
川

高
架

橋
下

部
工

(A
1
)外

工
事

一
般

県
道

 花
園

ｲ
ﾝ
ﾀ
ｰ

線
橋

梁
下

部
工

(花
園

ﾗ
ﾝ
ﾌ
ﾟ1

号
橋

P
5
、

花
園

ﾗ
ﾝ
ﾌ
ﾟ2

号
橋

P
4
･P

5
)工

事
一

般
県

道
 花

園
ｲ
ﾝ
ﾀ
ｰ

線
橋

梁
下

部
工

(花
園

ﾗ
ﾝ
ﾌ
ﾟ1

号
橋

A
1
、

P
1
、

花
園

ﾗ
ﾝ
ﾌ
ﾟ2

号
橋

A
1
)工

事
一

般
県

道
 砂

原
四

方
寄

線
(花

園
工

区
)小

塚
橋

上
部

工
工

事
(そ

の
2
)

一
般

県
道

 花
園

ｲ
ﾝ
ﾀ
ｰ

線
花

園
ﾗ
ﾝ
ﾌ
ﾟ2

号
橋

下
部

工
(P

1
、

P
2
、

P
3
)工

事
一

般
県

道
 砂

原
四

方
寄

線
(花

園
工

区
)和

泉
2
号

跨
道

橋
上

部
工

工
事

一
般

県
道

 花
園

ｲ
ﾝ
ﾀ
ｰ

線
池

亀
地

区
道

路
改

良
及

び
調

整
池

築
造

工
事

一
般

県
道

 砂
原

四
方

寄
線

(花
園

工
区

)和
泉

地
区

道
路

改
良

工
事

一
般

県
道

 砂
原

四
方

寄
線

(花
園

工
区

)花
園

高
架

2
号

橋
下

部
工

P
5
工

事

都
市

建
設

局
北

部
土

木
ｾ

ﾝ
ﾀ
ｰ

工
務

課

･別
紙

工
事

に
係

る
設

計
図

書
の

う
ち

｢設
計

金
額

の
工

事
費

区
分

｣

開
示

1
0
/
2

1
0
/
1
7

郵
送

6
1
0

9
/
3
0

別
紙

工
事

に
係

る
設

計
図

書
の

う
ち

｢設
計

金
額

の
工

事
費

区
分

｣
(工

事
名

、
開

札
日

は
別

紙
の

と
お

り
)

河
原

町
曲

線
及

び
渡

り
線

軌
条

更
換

工
事

交
通

局
電

車
課

河
原

町
曲

線
及

び
渡

り
線

軌
条

更
換

工
事

に
係

る
設

計
図

書
の

う
ち

｢設
計

金
額

の
工

事
費

区
分

｣
開

示
1
0
/
3

1
0
/
1
7

郵
送
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受
付

番
号

受
付

日
請

求
す

る
文

書
の

件
名

所
管

課
期

限
延

長
決

定
文

書
の

件
名

決
定

内
容

不
開

示
理

由
開

示
等

決
定

日
開

示
日

6
1
1

9
/
3
0

別
紙

工
事

に
係

る
設

計
図

書
の

う
ち

｢設
計

金
額

の
工

事
費

区
分

｣
(工

事
名

、
開

札
日

は
別

紙
の

と
お

り
)

都
市

計
画

事
業

 大
和

広
住

汚
水

幹
線

下
水

道
築

造
工

事
(9

0
3
工

区
)

都
市

計
画

事
業

 西
部

汚
水

6
号

幹
線

枝
線

外
枝

線
下

水
道

築
造

工
事

(9
1
1
工

区
)

都
市

計
画

事
業

 南
部

汚
水

1
7
号

幹
線

枝
線

下
水

道
築

造
工

事
(9

1
3
工

区
)

都
市

計
画

事
業

 西
部

汚
水

1
2
号

幹
線

及
び

枝
線

下
水

道
築

造
工

事
(9

0
1
工

区
)

都
市

計
画

事
業

 南
部

汚
水

6
号

幹
線

枝
線

下
水

道
築

造
工

事
(9

1
4
工

区
)

都
市

計
画

事
業

 東
部

汚
水

6
4
号

幹
線

及
び

枝
線

外
枝

線
下

水
道

築
造

工
事

(9
2
4
工

区
)

都
市

計
画

事
業

 中
部

汚
水

1
号

幹
線

及
び

外
枝

線
下

水
道

築
造

工
事

(9
3
3
工

区
)

都
市

計
画

事
業

 西
部

汚
水

1
1
号

幹
線

(そ
の

1
)下

水
道

築
造

工
事

(9
1
6
工

区
)

都
市

計
画

事
業

 西
部

汚
水

2
2
号

幹
線

及
び

枝
線

下
水

道
築

造
工

事
(9

3
2
工

区
)

都
市

計
画

事
業

 西
部

汚
水

2
2
号

幹
線

及
び

枝
線

下
水

道
築

造
工

事
(9

3
1
工

区
)

都
市

計
画

事
業

 西
部

汚
水

1
1
号

幹
線

及
び

枝
線

下
水

道
築

造
工

事
(9

0
5
工

区
)

都
市

計
画

事
業

 西
部

汚
水

1
号

幹
線

枝
線

外
枝

線
下

水
道

築
造

工
事

(9
4
1
工

区
)

都
市

計
画

事
業

 西
部

汚
水

1
1
号

幹
線

及
び

枝
線

(そ
の

3
)下

水
道

築
造

工
事

(9
1
8
工

区
)

都
市

計
画

事
業

 西
部

汚
水

6
号

幹
線

枝
線

外
枝

線
下

水
道

築
造

工
事

(9
1
9
工

区
)

西
部

浄
化

ｾ
ﾝ
ﾀ
ｰ

沈
砂

池
及

び
ﾎ
ﾟﾝ

ﾌ
ﾟ井

防
食

工
事

(1
1
1
工

区
)

上
下

水
道

局
下

水
道

整
備

課

別
紙

工
事

に
係

る
設

計
図

書
の

う
ち

｢設
計

金
額

の
工

事
費

区
分

｣
(工

事
名

、
開

札
日

は
別

紙
の

と
お

り
)

開
示

1
0
/
1
0

1
0
/
1
7

郵
送

都
市

計
画

事
業

 南
部

汚
水

2
0
号

幹
線

及
び

枝
線

下
水

道
築

造
工

事
(9

0
7
工

区
)

都
市

計
画

事
業

 中
部

汚
水

1
号

幹
線

及
び

枝
線

外
枝

線
下

水
道

築
造

工
事

(9
3
8
工

区
)

都
市

計
画

事
業

 西
部

汚
水

1
1
号

幹
線

(そ
の

2
)下

水
道

築
造

工
事

(9
1
7
工

区
)

6
1
2

9
/
3
0

別
紙

工
事

に
係

る
設

計
図

書
の

う
ち

｢設
計

金
額

の
工

事
費

区
分

｣
(工

事
名

、
開

札
日

は
別

紙
の

と
お

り
)

(仮
称

)特
別

支
援

学
校

(高
等

部
)造

成
工

事
(第

1
期

)

教
育

委
員

会
事

務
局

施
設

課

(仮
称

)特
別

支
援

学
校

(高
等

部
)造

成
工

事
(第

1
期

)に
係

る
設

計
図

書
の

う
ち

｢設
計

金
額

の
工

事
費

区
分

｣
開

示
1
0
/
2

1
0
/
1
7

郵
送
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受
付

番
号

受
付

日
請

求
す

る
文

書
の

件
名

所
管

課
期

限
延

長
決

定
文

書
の

件
名

決
定

内
容

不
開

示
理

由
開

示
等

決
定

日
開

示
日

6
1
3

9
/
3
0

●
期

間
 2

6
年

9
月

1
日

～
2
6
年

9
月

3
0
日

●
屋

号
●

住
所

●
申

請
者

●
申

請
者

電
話

番
号

●
許

可
日

飲
食

店
営

業
施

設
(仮

設
、

臨
時

、
自

販
機

を
除

く
)

熊
本

市
の

み
新

規
申

請
が

あ
っ

た
も

の

健
康

福
祉

子
ど

も
局

食
品

保
健

課

平
成

2
6
年

9
月

1
日

～
平

成
2
6
年

9
月

3
0
日

ま
で

の
間

に
、

熊
本

市
内

に
お

い
て

新
規

に
営

業
許

可
を

受
け

た
飲

食
店

一
覧

(仮
設

、
臨

時
、

自
販

機
を

除
く

) 
計

8
4
件

項
目

:屋
号

、
住

所
、

申
請

者
、

申
請

者
電

話
番

号
、

許
可

日
※

開
示

情
報

取
り

出
し

日
時

:平
成

2
6
年

1
0
月

2
日

1
4
:0

0

開
示

1
0
/
6

1
0
/
7

6
1
4

9
/
3
0

①
熊

本
市

議
会

の
運

営
に

係
る

議
員

申
し

合
わ

せ
事

項
が

わ
か

る
文

書
議

会
事

務
局

議
事

課
熊

本
市

議
会

の
運

営
に

係
る

議
員

申
し

合
わ

せ
事

項
が

わ
か

る
文

書
開

示
1
0
/
1

1
0
/
1

6
1
5

9
/
3
0

件
名

:里
道

 戸
島

4
丁

目
地

内
道

路
改

良
工

事
場

所
:熊

本
市

東
区

戸
島

4
丁

目
地

内
金

入
設

計
書

都
市

建
設

局
東

部
土

木
ｾ

ﾝ
ﾀ
ｰ

工
務

課

里
道

 戸
島

4
丁

目
地

内
道

路
改

良
工

事
金

入
設

計
書

開
示

1
0
/
6

1
0
/
1
7

6
1
6

1
0
/
1

高
平

年
神

公
園

整
備

工
事

金
入

設
計

書
都

市
建

設
局

北
部

土
木

ｾ
ﾝ

ﾀ
ｰ

河
川

公
園

整
備

課

高
平

年
神

公
園

整
備

工
事

金
額

入
り

積
算

書
開

示
1
0
/
1
5

1
0
/
1
6

6
1
7

1
0
/
1

道
路

位
置

指
定

熊
本

県
指

令
熊

土
第

2
8
-
0
2
号

昭
和

6
0
年

6
月

1
3
日

都
市

建
設

局
建

築
指

導
課

道
路

位
置

指
定

熊
本

県
指

令
熊

土
第

2
8
-
0
2
号

 昭
和

6
0
年

6
月

1
3

日
開

示
1
0
/
1

1
0
/
2

6
1
8

1
0
/
1

熊
本

市
 固

定
資

産
(土

地
)評

価
事

務
取

扱
要

領
 直

近
年

度
版

財
政

局
課

税
管

理
課

熊
本

市
 固

定
資

産
(土

地
)評

価
事

務
取

扱
要

領
直

近
年

度
版

開
示

1
0
/
6

1
0
/
1
4

郵
送

6
1
9

1
0
/
1

｢食
品

衛
生

法
に

基
づ

く
営

業
許

可
施

設
台

帳
｣

【
地

域
】
熊

本
市

内
全

域
【
対

象
】
飲

食
店

営
業

(平
成

2
6
年

9
月

1
日

～
平

成
2
6
年

9
月

3
0
日

の
新

規
営

業
許

可
)(
自

動
販

売
機

、
移

動
店

舗
、

臨
時

営
業

及
び

露
店

を
除

く
)

【
内

容
】
･屋

号
･営

業
所

所
在

地
･営

業
所

電
話

番
号

･
営

業
者

氏
名

･初
許

可
年

月
日

･業
種

詳
細

健
康

福
祉

子
ど

も
局

食
品

保
健

課

平
成

2
6
年

9
月

1
日

～
平

成
2
6
年

9
月

3
0
日

ま
で

の
間

に
、

熊
本

市
内

に
お

い
て

新
規

に
営

業
許

可
を

受
け

た
飲

食
店

一
覧

(自
動

販
売

機
、

移
動

店
舗

、
臨

時
営

業
及

び
露

店
を

除
く

) 
計

8
4
件

項
目

:屋
号

･営
業

所
所

在
地

、
営

業
所

電
話

番
号

、
営

業
者

氏
名

、
初

許
可

年
月

日
、

業
種

詳
細

※
開

示
情

報
取

り
出

し
日

時
:平

成
2
6
年

1
0
月

2
日

1
4
:3

0

開
示

1
0
/
6

1
0
/
1
4

郵
送
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受
付

番
号

受
付

日
請

求
す

る
文

書
の

件
名

所
管

課
期

限
延

長
決

定
文

書
の

件
名

決
定

内
容

不
開

示
理

由
開

示
等

決
定

日
開

示
日

6
2
0

1
0
/
1

平
成

2
6
年

9
月

1
日

～
平

成
2
6
年

9
月

3
0
日

ま
で

の
間

に
、

熊
本

市
内

に
お

い
て

新
規

に
営

業
許

可
を

受
け

た
飲

食
店

一
覧

(移
動

、
臨

時
、

自
動

販
売

機
を

除
く

)
項

目
:屋

号
、

営
業

所
所

在
地

、
営

業
所

電
話

番
号

、
許

可
年

月
日

、
許

可
期

間
、

業
種

健
康

福
祉

子
ど

も
局

食
品

保
健

課

平
成

2
6
年

9
月

1
日

～
平

成
2
6
年

9
月

3
0
日

ま
で

の
間

に
、

熊
本

市
内

に
お

い
て

新
規

に
営

業
許

可
を

受
け

た
飲

食
店

一
覧

(移
動

、
臨

時
、

自
動

販
売

機
を

除
く

) 
計

8
4
件

項
目

:屋
号

、
営

業
所

所
在

地
、

営
業

所
電

話
番

号
、

許
可

年
月

日
、

許
可

期
間

、
業

種
※

 開
示

情
報

取
り

出
し

日
時

:平
成

2
6
年

1
0
月

3
日

 1
3
:3

0

開
示

1
0
/
6

1
0
/
1
6

郵
送

6
2
1

1
0
/
1

平
成

2
6
年

7
月

1
日

～
平

成
2
6
年

9
月

3
0
日

ま
で

の
間

に
、

熊
本

市
内

に
お

い
て

新
規

に
営

業
許

可
を

受
け

た
飲

食
店

一
覧

(自
動

販
売

機
、

仮
設

営
業

、
移

動
販

売
業

、
臨

時
営

業
を

除
く

)。
項

目
:屋

号
、

申
請

者
氏

名
、

営
業

所
在

地
、

営
業

所
電

話
番

号

健
康

福
祉

子
ど

も
局

食
品

保
健

課

平
成

2
6
年

7
月

1
日

～
平

成
2
6
年

9
月

3
0
日

ま
で

の
間

に
、

熊
本

市
内

に
お

い
て

新
規

に
営

業
許

可
を

受
け

た
飲

食
店

一
覧

(自
動

販
売

機
、

仮
設

営
業

、
移

動
販

売
業

、
臨

時
営

業
を

除
く

)計
2
5
0
件

項
目

:屋
号

、
申

請
者

氏
名

、
営

業
所

在
地

、
営

業
所

電
話

番
号

※
開

示
情

報
取

り
出

し
日

時
:平

成
2
6
年

1
0
月

1
日

1
5
:0

0

開
示

1
0
/
3

1
0
/
6

6
2
1
-
2

1
0
/
1

平
成

2
6
年

7
月

1
日

～
平

成
2
6
年

9
月

3
0
日

ま
で

の
間

に
、

熊
本

市
内

に
お

い
て

新
規

に
営

業
許

可
を

受
け

た
美

容
所

一
覧

。
項

目
:施

設
名

称
、

営
業

所
所

在
地

、
営

業
所

電
話

番
号

、
開

設
者

氏
名

、
役

職
、

代
表

者
氏

名
。

健
康

福
祉

子
ど

も
局

生
活

衛
生

課

平
成

2
6
年

7
月

1
日

か
ら

平
成

2
6
年

9
月

3
0
日

ま
で

の
間

、
熊

本
市

内
に

お
い

て
新

規
確

認
し

た
美

容
所

の
一

覧
項

目
; 
施

設
の

名
称

、
所

在
地

、
電

話
番

号
、

開
設

者
の

氏
名

、
役

職
、

代
表

者
氏

名

開
示

1
0
/
2

1
0
/
6

6
2
2

1
0
/
1

西
区

松
尾

町
上

松
尾

 道
等

の
判

定
調

査
書

0
2
年

 第
4
2
5

ｶ
ﾗ
ｰ

で

都
市

建
設

局
建

築
指

導
課

西
区

松
尾

町
上

松
尾

 道
等

の
判

定
調

査
書

 0
2

年
 第

4
2
5
 ｶ

ﾗ
ｰ

で
開

示
(一

部
請

求
拒

否
)

2
号

　
個

人
情

報
1
0
/
2

1
0
/
1
4

6
2
3

1
0
/
1

道
路

位
置

指
定

図
面

昭
和

4
1
年

1
2
月

1
3
日

指
定

熊
本

県
指

令
第

2
0
5
号

熊
本

市
画

図
町

江
津

字
今

村
前

○
○

-
○

、
○

○
-
○

幅
員

4
m

延
長

5
4
.6

0
m

ｶ
ﾗ
ｰ

は
ｶ
ﾗ
ｰ

で

都
市

建
設

局
建

築
指

導
課

道
路

位
置

指
定

図
面

昭
和

4
1
年

1
2
月

1
3
日

指
定

 熊
本

県
指

令
第

2
0
5

号 熊
本

市
画

図
町

江
津

字
今

村
前

○
○

-
○

、
○

○
-
○

幅
員

4
m

 延
長

5
4
.6

0
m

 ｶ
ﾗ
ｰ

は
ｶ
ﾗ
ｰ

で

開
示

(一
部

請
求

拒
否

)
2
号

　
個

人
情

報
1
0
/
2

1
0
/
3

6
2
4

1
0
/
2

○
○

(熊
本

市
南

区
○

○
△

-
○

○
-
○

)に
関

し
熊

本
保

健
所

医
療

政
策

課
に

よ
り

、
3
回

の
現

地
確

認
行

な
わ

れ
て

い
る

が
、

2
回

目
、

3
回

目
の

確
認

内
容

(詳
細

に
)、

管
理

者
医

師
名

、
日

、
時

、
開

示
願

い
ま

す
。

健
康

福
祉

子
ど

も
局

医
療

政
策

課

｢○
○

(熊
本

市
南

区
○

○
△

-
○

○
-
○

)に
関

し
、

熊
本

市
保

健
所

医
療

政
策

課
に

よ
り

、
3
回

の
現

地
確

認
が

行
な

わ
れ

て
い

る
が

、
2
回

目
、

 3
回

目
の

確
認

内
容

(詳
細

に
)、

管
理

者
医

師
名

、
日

、
時

｣の
開

示
を

願
う

件

開
示

(一
部

請
求

拒
否

)

2
号

　
個

人
情

報
3
号

　
法

人
等

情
報

1
0
/
1
5

1
0
/
1
7

6
2
5

1
0
/
2

国
道

5
0
1
号

(飽
田

ﾊ
ﾞｲ

ﾊ
ﾟｽ

)函
渠

敷
設

工
事

の
金

額
込

み
の

工
事

設
計

書
都

市
建

設
局

西
部

土
木

ｾ
ﾝ

ﾀ
ｰ

工
務

課

･国
道

5
 1

号
(飽

田
ﾊ

ﾞｲ
ﾊ

ﾟｽ
)函

渠
敷

設
工

事
の

金
入

り
設

計
書

開
示

1
0
/
9

1
0
/
1
5
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受
付

番
号

受
付

日
請

求
す

る
文

書
の

件
名

所
管

課
期

限
延

長
決

定
文

書
の

件
名

決
定

内
容

不
開

示
理

由
開

示
等

決
定

日
開

示
日

6
2
6

1
0
/
2

･平
成

2
7
年

度
使

用
小

学
校

教
科

用
図

書
採

択
に

関
す

る
資

料
①

平
成

2
7
年

度
使

用
小

学
校

教
科

用
図

書
選

定
資

料
会

議
の

日
程

や
会

議
室

で
配

布
さ

れ
た

資
料

等
、

平
成

2
7
年

度
使

用
小

学
校

教
科

用
図

書
選

定
に

係
る

資
料

す
べ

て
②

教
科

書
選

定
委

員
会

議
事

録
※

社
会

科
･算

数
･生

活
科

･図
画

工
作

科
に

つ
い

て
の

上
記

資
料

教
育

委
員

会
事

務
局

指
導

課

平
成

2
7
年

度
使

用
小

学
校

教
科

用
図

書
採

択
に

関
す

る
資

料
1
 選

定
資

料
(1

)日
程

(2
)調

査
報

告
書

(3
)教

科
書

展
示

会
｢感

想
･意

見
｣

2
 選

定
委

員
会

会
議

録
※

書
写

、
社

会
科

、
算

数
科

、
生

活
科

、
図

画
工

作
科

に
つ

い
て

の
資

料

開
示

1
0
/
2

1
0
/
2
9

6
2
7

1
0
/
2

･位
置

指
定

道
路

S
3
9
-
1
2
0
(計

1
4
枚

)
※

ｶ
ﾗ
ｰ

は
ｶ
ﾗ
ｰ

に
て

都
市

建
設

局
建

築
指

導
課

位
置

指
定

道
路

 S
3
9
-
1
2
0
(計

1
4
枚

)※
 ｶ

ﾗ
ｰ

は
ｶ

ﾗ
ｰ

に
て

開
示

(一
部

請
求

拒
否

)
2
号

　
個

人
情

報
1
0
/
6

1
0
/
6

6
2
8

1
0
/
3

平
成

2
6
年

9
月

1
日

か
ら

平
成

2
6
年

9
月

3
0
日

ま
で

に
新

規
で

営
業

許
可

を
取

得
し

た
飲

食
店

の
一

覧
表

(食
品

営
業

許
可

台
帳

)
※

屋
号

･営
業

所
所

在
地

･申
請

者
氏

名
･業

種
･営

業
所

電
話

番
号

･許
可

年
月

日
･許

可
満

了
日

等
に

つ
い

て
の

資
料

一
覧

表
(自

動
販

売
機

･露
店

営
業

を
除

く
)

健
康

福
祉

子
ど

も
局

食
品

保
健

課

平
成

2
6
年

9
月

1
日

～
平

成
2
6
年

9
月

3
0
日

ま
で

の
間

に
、

熊
本

市
内

に
お

い
て

新
規

に
営

業
許

可
を

受
け

た
飲

食
店

一
覧

(自
動

販
売

機
、

露
店

営
業

を
除

く
) 
計

8
4
件

項
目

:屋
号

、
営

業
所

所
在

地
、

申
請

者
氏

名
、

業
種

、
営

業
所

電
話

番
号

、
許

可
年

月
日

、
許

可
満

了
日

※
 開

示
情

報
取

り
出

し
日

時
:平

成
2
6
年

1
0
月

6
日

 1
4
:0

0

開
示

1
0
/
7

1
0
/
1
5

郵
送

6
2
9

1
0
/
3

判
定

調
査

書
 表

･裏
 附

近
見

取
図

　
　

　
　

　
　

　
　

(ｶ
ﾗ
ｰ

)　
　

(ｶ
ﾗ
ｰ

)
1
1
-
0
2
0

都
市

建
設

局
建

築
指

導
課

判
定

調
査

書
 1

1
-
0
2
0
 表

裏
(ｶ

ﾗ
ｰ

) 
附

近
見

取
図

(ｶ
ﾗ
ｰ

)
開

示
1
0
/
6

1
0
/
7

6
3
0

1
0
/
3

道
路

位
置

指
定

S
4
2
-
1
3
9
 一

式
ｶ
ﾗ
ｰ

で

都
市

建
設

局
建

築
指

導
課

道
路

位
置

指
定

 S
4
2
-
1
3
9
一

式
 ｶ

ﾗ
ｰ

で
開

示
(一

部
請

求
拒

否
)

2
号

　
個

人
情

報
1
0
/
6

1
0
/
8

6
3
1

1
0
/
3

動
植

物
園

花
の

休
憩

所
屋

上
防

水
そ

の
他

改
修

工
事

金
入

り
設

計
書

都
市

建
設

局
営

繕
課

動
植

物
園

花
の

休
憩

所
屋

上
防

水
そ

の
他

改
修

工
事

 金
入

り
設

計
書

開
示

1
0
/
6

1
0
/
6

6
3
2

1
0
/
3

道
路

位
置

指
定

.S
6
1
-
0
1
1
 一

式
ｶ
ﾗ
ｰ

は
、

ｶ
ﾗ
ｰ

で
!!

都
市

建
設

局
建

築
指

導
課

道
路

位
置

指
定

 S
6
1
-
0
1
1
 一

式
 ｶ

ﾗ
ｰ

は
ｶ
ﾗ
ｰ

で
開

示
1
0
/
7

1
0
/
8

6
3
3

1
0
/
3

道
路

判
定

写
 0

3
1
-
0
1

　
　

　
　

　
　

　
  
9
9
-
3
5
3

ｶ
ﾗ
ｰ

で

都
市

建
設

局
建

築
指

導
課

道
路

判
定

写
 0

0
-
0
3
1
 9

9
-
3
5
3
 ｶ

ﾗ
ｰ

で
開

示
(一

部
請

求
拒

否
)

2
号

　
個

人
情

報
1
0
/
7

1
0
/
8

6
3
4

1
0
/
3

熊
本

市
東

区
新

外
4
丁

目
○

-
○

の
建

物
に

関
す

る
平

面
図

･立
面

図
･配

置
図

消
防

局
総

務
課

熊
本

市
東

区
新

外
4
丁

目
○

-
○

の
建

物
に

関
す

る
平

面
図

、
立

面
図

、
配

置
図

開
示

1
0
/
1
5

1
0
/
1
7

6
3
5

1
0
/
3

平
成

2
6
年

度
土

木
積

算
の

歩
掛

ｺ
ｰ

ﾄﾞ
表

(一
般

土
木

,
橋

梁
,港

湾
)

C
D

-
R
で

の
配

付
を

お
願

い
致

し
ま

す
。

都
市

建
設

局
技

術
管

理
課

取
り

下
げ
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受
付

番
号

受
付

日
請

求
す

る
文

書
の

件
名

所
管

課
期

限
延

長
決

定
文

書
の

件
名

決
定

内
容

不
開

示
理

由
開

示
等

決
定

日
開

示
日

6
3
6

1
0
/
3

平
成

2
6
年

度
土

地
改

良
積

算
基

準
(土

木
工

事
)の

熊
本

市
の

歩
掛

ｺ
ｰ

ﾄﾞ
C

D
-
R
で

の
配

布
を

お
願

い
致

し
ま

す
。

都
市

建
設

局
技

術
管

理
課

取
り

下
げ

6
3
7

1
0
/
3

平
成

2
6
年

度
上

水
道

、
下

水
道

工
事

(小
口

径
推

進
含

む
)の

積
算

の
歩

掛
け

ｺ
ｰ

ﾄﾞ
C

D
-
R
で

の
配

付
を

お
願

い
致

し
ま

す

上
下

水
道

局
計

画
調

整
課

技
術

管
理

室

取
り

下
げ

6
3
8

1
0
/
3

昭
和

5
0
年

1
2
月

1
5
日

付
け

官
民

境
界

承
認

書
に

係
る

立
会

記
録

一
式

熊
本

市
中

央
区

飛
田

四
丁

目
○

○
番

○
と

県
道

と
里

道

都
市

建
設

局
北

部
土

木
ｾ

ﾝ
ﾀ
ｰ

総
務

課

官
民

境
界

の
承

認
に

つ
い

て
(昭

和
5
0
年

1
2
月

1
5

日
 熊

土
第

1
2
2
6
号

)
開

示
(一

部
請

求
拒

否
)

2
号

　
個

人
情

報
1
0
/
7

1
0
/
9

6
3
9

1
0
/
6

平
成

2
6
年

9
月

2
5
日

開
札

北
部

土
木

ｾ
ﾝ
ﾀ
ｰ

 工
務

課
一

般
県

道
 託

麻
北

部
線

(吉
原

工
区

)吉
原

橋
下

部
工

P
2
工

事
上

記
の

金
入

設
計

書
の

開
示

を
お

願
い

致
し

ま
す

。

都
市

建
設

局
北

部
土

木
ｾ

ﾝ
ﾀ
ｰ

工
務

課

一
般

県
道

 託
麻

北
部

線
(吉

原
工

区
)吉

原
橋

下
部

工
P
2
工

事
の

金
入

り
設

計
書

開
示

1
0
/
7

1
0
/
2
1

6
4
0

1
0
/
6

都
市

計
画

事
業

 加
勢

川
第

6
排

水
区

雨
水

調
整

池
築

造
工

事
(そ

の
2
)の

設
計

積
算

内
訳

書
(金

入
設

計
書

)

都
市

建
設

局
河

川
課

都
市

計
画

事
業

加
勢

川
第

6
排

水
区

雨
水

調
整

池
築

造
工

事
(そ

の
2
)の

設
計

積
算

内
訳

書
(金

入
設

計
書

)

開
示

1
0
/
7

1
0
/
8

6
4
1

1
0
/
6

道
路

位
置

指
定

書
熊

本
市

指
令

(建
指

)第
H

2
3
-
0
4
8
号

都
市

建
設

局
建

築
指

導
課

道
路

位
置

指
定

書
 熊

本
市

指
令

(建
指

)第
H

2
3
-

0
4
8
号

(現
地

案
内

図
 平

面
図

 E
-
E
’
 断

面
図

)
開

示
1
0
/
7

1
0
/
7

6
4
2

1
0
/
6

社
会

福
祉

法
人

 ○
○

上
記

法
人

の
平

成
2
3
年

度
か

ら
2
5
年

度
ま

で
の

事
業

活
動

収
支

計
算

書
と

貸
借

対
照

表

健
康

福
祉

子
ど

も
局

高
齢

介
護

福
祉

課

社
会

福
祉

法
人

○
○

の
貸

借
対

照
表

及
び

事
業

活
動

収
支

計
算

書
(平

成
2
3
年

度
か

ら
平

成
2
5
年

度
分

)
開

示
1
0
/
9

1
0
/
1
6

6
4
3

1
0
/
6

理
美

容
の

開
設

届
を

提
出

さ
れ

た
店

舗
の

情
報

開
示

を
申

請
い

た
し

ま
す

。
項

目
:店

舗
名

･住
所

･電
話

番
号

･申
請

者
名

期
間

:2
0
1
4
年

9
月

1
9
日

よ
り

2
0
1
4
年

1
0
月

6
日

健
康

福
祉

子
ど

も
局

生
活

衛
生

課

平
成

2
6
年

9
月

1
9
日

か
ら

同
1
0
月

6
日

ま
で

の
間

、
熊

本
市

内
に

お
い

て
新

規
確

認
し

た
理

容
所

、
美

容
所

の
一

覧
項

目
; 
施

設
の

名
称

、
所

在
地

、
電

話
番

号
、

開
設

者
の

氏
名

、
役

職
、

代
表

者
氏

名

開
示

1
0
/
9

1
0
/
2
0

6
4
4

1
0
/
6

飲
食

店
の

新
規

検
査

の
申

請
を

行
っ

た
店

舗
の

情
報

開
示

を
申

請
い

た
し

ま
す

。
た

だ
し

、
移

動
販

売
･臨

時
営

業
･仮

設
営

業
･自

動
販

売
機

を
除

く
。

項
目

:屋
号

･営
業

所
在

地
･申

請
者

名
･営

業
電

話
番

号 期
間

:2
0
1
4
年

9
月

1
9
日

よ
り

2
0
1
4
年

1
0
月

6
日

健
康

福
祉

子
ど

も
局

食
品

保
健

課

平
成

2
6
年

9
月

1
9
日

～
平

成
2
6
年

1
0
月

6
日

ま
で

の
間

に
、

熊
本

市
内

に
お

い
て

新
規

に
申

請
を

行
っ

た
飲

食
店

一
覧

(移
動

販
売

、
臨

時
営

業
、

仮
設

営
業

、
自

動
販

売
機

を
除

く
)計

5
1
件

項
目

:屋
号

、
営

業
所

在
地

、
申

請
者

名
、

営
業

電
話

番
号

※
 開

示
情

報
取

り
出

し
日

時
:平

成
2
6
年

1
0
月

8
日

 1
4
:0

0

開
示

1
0
/
1
0

1
0
/
2
0
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受
付

番
号

受
付

日
請

求
す

る
文

書
の

件
名

所
管

課
期

限
延

長
決

定
文

書
の

件
名

決
定

内
容

不
開

示
理

由
開

示
等

決
定

日
開

示
日

6
4
5

1
0
/
7

(1
)平

成
2
6
年

9
月

2
5
日

 一
般

県
道

 託
麻

北
部

線
(吉

原
工

区
)吉

原
橋

下
部

工
P
2
工

事
の

金
入

り
設

計
書

1
式 以

上
の

公
開

を
お

願
い

致
し

ま
す

。

都
市

建
設

局
北

部
土

木
ｾ

ﾝ
ﾀ
ｰ

工
務

課

一
般

県
道

 託
麻

北
部

線
(吉

原
工

区
)吉

原
橋

下
部

工
P
2
工

事
の

金
入

り
設

計
書

開
示

1
0
/
8

1
0
/
2
0

6
4
6

1
0
/
7

(1
)平

成
2
5
年

1
0
月

2
5
日

 都
市

計
画

事
業

 井
芹

川
第

9
排

水
区

分
水

施
設

ｹ
ﾞｰ

ﾄ設
備

工
事

の
金

入
り

設
計

書
1

式 (2
)平

成
2
5
年

1
0
月

2
5
日

 都
市

計
画

事
業

 加
勢

川
第

6
排

水
区

吐
口

樋
管

設
備

工
事

の
金

入
り

設
計

書
1
式

(3
)平

成
2
5
年

7
月

1
2
日

開
札

さ
れ

た
 都

市
計

画
事

業
加

勢
川

第
6
排

水
区

雨
水

調
整

池
ｹ

ﾞｰ
ﾄ設

備
工

事
の

金
入

り
設

計
書

1
式

以
上

の
公

開
を

お
願

い
致

し
ま

す
。

※
(1

)～
(3

)い
ず

れ
も

、
入

札
時

･変
更

前
の

も
の

上
下

水
道

局
下

水
道

整
備

課

都
市

計
画

事
業

 井
芹

川
第

9
排

水
区

分
水

施
設

ｹ
ﾞｰ

ﾄ設
備

工
事

都
市

計
画

事
業

 加
勢

川
第

6
排

水
区

吐
口

樋
管

設
備

工
事

都
市

計
画

事
業

 加
勢

川
第

6
排

水
区

雨
水

調
整

池
ｹ

ﾞｰ
ﾄ設

備
工

事
開

示
1
0
/
1
6

1
0
/
2
0

6
4
7

1
0
/
8

(仮
称

)熊
本

市
田

迎
地

域
ｺ
ﾐｭ

ﾆ
ﾃ

ｨｾ
ﾝ
ﾀ
ｰ

増
築

及
び

改
修

工
事

金
入

設
計

書
都

市
建

設
局

営
繕

課

(仮
称

)熊
本

市
田

迎
地

域
ｺ
ﾐｭ

ﾆ
ﾃ

ｨｾ
ﾝ
ﾀ
ｰ

増
築

及
び

改
修

工
事

金
入

設
計

書
開

示
1
0
/
9

1
0
/
2
8

6
4
8

1
0
/
8

1
.道

路
位

置
指

定
書

と
図

面
市

指
令

(計
建

)第
5
号

平
成

6
年

5
月

1
0
日

2
.道

路
位

置
指

定
廃

止
書

と
図

面
市

指
令

(計
建

)第
4
3
号

平
成

1
0
年

3
月

5
日

都
市

建
設

局
建

築
指

導
課

1
.道

路
位

置
指

定
書

と
図

面
市

指
令

(計
建

)第
5
号

 平
成

6
年

5
月

1
0
日

2
.道

路
位

置
指

定
廃

止
書

と
図

面
市

指
令

(計
建

)第
4
3
号

 平
成

1
0
年

3
月

5
日

開
示

1
0
/
9

1
0
/
1
6

6
4
9

1
0
/
8

熊
本

市
ﾎ
ﾞﾗ

ﾝ
ﾃ

ｨｱ
活

動
保

険
に

つ
い

て
の

下
記

文
書

●
上

記
制

度
の

実
施

要
綱

･災
害

補
償

規
定

等
●

平
成

2
6
年

度
契

約
時

の
仕

様
書

●
平

成
2
6
年

度
契

約
時

の
入

札
等

の
結

果
●

平
成

2
6
年

度
契

約
の

保
険

証
券

お
よ

び
特

約
･明

細
書

等
(保

険
約

款
不

要
)

●
平

成
2
3
、

2
4
、

2
5
年

度
契

約
の

事
故

件
数

お
よ

び
支

払
い

保
険

金
額

(被
害

者
に

支
払

っ
た

保
険

金
額

)

企
画

振
興

局
市

民
協

働
課

･上
記

制
度

の
実

施
要

綱
･災

害
補

償
規

定
等

･平
成

2
6
年

度
契

約
時

の
仕

様
書

･平
成

2
6
年

度
契

約
時

の
入

札
等

の
結

果
･平

成
2
6
年

度
契

約
の

保
険

証
券

及
び

特
約

･明
細

書
等

(保
険

約
款

不
要

)
･平

成
2
3
、

 2
4
、

 2
5
年

契
約

の
事

故
件

数
及

び
支

払
い

保
険

金
額

(被
害

者
に

支
払

っ
た

保
険

金
額

)

開
示

1
0
/
1
6

1
0
/
2
4

郵
送

6
5
0

1
0
/
8

平
成

2
7
年

度
使

用
小

学
校

教
科

用
図

書
採

択
に

か
か

る
教

科
書

選
定

委
員

会
議

事
録

教
育

委
員

会
事

務
局

指
導

課

平
成

2
7
年

度
使

用
小

学
校

教
科

用
図

書
選

定
委

員
会

会
議

録
開

示
1
0
/
8

1
1
/
2
7

6
5
1

1
0
/
9

京
塚

本
町

対
策

協
議

会
か

ら
の

要
望

書
及

び
回

答
※

平
成

8
年

京
塚

公
民

館
で

の
説

明
会

都
市

建
設

局
土

木
管

理
課

京
塚

本
町

対
策

協
議

会
か

ら
の

要
望

書
(回

答
)

(平
成

8
年

京
塚

公
民

館
で

の
説

明
会

)
開

示
(一

部
請

求
拒

否
)

2
号

　
個

人
情

報
1
0
/
1
5

1
0
/
1
6
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受
付

番
号

受
付

日
請

求
す

る
文

書
の

件
名

所
管

課
期

限
延

長
決

定
文

書
の

件
名

決
定

内
容

不
開

示
理

由
開

示
等

決
定

日
開

示
日

6
5
2

1
0
/
9

道
等

の
判

定
 0

0
3
.0

0
4
.0

0
5
.0

0
6
.0

0
7
.0

0
8
.0

0
9

1
4
-
1
4
9

(判
定

番
号

)
上

記
番

号
で

出
せ

る
物

は
全

て
ｶ
ﾗ
ｰ

は
ｶ
ﾗ
ｰ

に
て

都
市

建
設

局
建

築
指

導
課

道
等

の
判

定
 1

4
-
1
4
9
(判

定
番

号
)

0
0
3
 0

0
4
 0

0
5
 0

0
6
 0

0
7
 0

0
8
 0

0
9

上
記

番
号

で
出

せ
る

物
は

全
て

ｶ
ﾗ
ｰ

は
ｶ
ﾗ
ｰ

に
て

開
示

(一
部

請
求

拒
否

)
2
号

　
個

人
情

報
1
0
/
1
0

1
0
/
1
4

6
5
3

1
0
/
9

道
路

の
判

定
判

定
番

号
 1

4
-
1
4
8
号

ｶ
ﾗ
ｰ

希
望

都
市

建
設

局
建

築
指

導
課

道
路

の
判

定
 判

定
番

号
 1

4
-
1
4
8
号

 ｶ
ﾗ
ｰ

希
望

開
示

1
0
/
1
0

1
0
/
1
4

6
5
4

1
0
/
9

花
畑

公
園

三
烈

士
碑

他
移

設
工

事
金

額
入

り
の

設
計

書
都

市
建

設
局

西
部

土
木

ｾ
ﾝ

ﾀ
ｰ

河
川

公
園

整
備

課

･花
畑

公
園

三
烈

士
碑

他
移

設
工

事
(金

入
設

計
書

)
開

示
1
0
/
1
4

6
5
5

1
0
/
9

平
成

2
6
年

1
0
月

1
日

開
札

･西
部

土
木

河
川

公
園

整
備

課
旧

天
明

新
川

堤
防

補
強

工
事

上
記

1
件

の
金

入
設

計
書

の
開

示
を

お
願

い
致

し
ま

す

都
市

建
設

局
西

部
土

木
ｾ

ﾝ
ﾀ
ｰ

河
川

公
園

整
備

課

工
事

名
 旧

天
明

新
川

堤
防

補
強

工
事

金
入

設
計

書
開

示
1
0
/
1
4

1
0
/
2
1

6
5
6

1
0
/
9

平
成

2
6
年

1
0
月

1
日

開
札

･南
区

役
所

 農
業

振
興

課
大

町
地

区
排

水
路

改
良

工
事

上
記

1
件

の
金

入
設

計
書

の
開

示
を

お
願

い
致

し
ま

す

南
区

役
所

農
業

振
興

課

工
事

名
 大

町
地

区
排

水
路

改
良

工
事

工
事

番
号

 1
4
0
0
7
9
5

当
該

工
事

の
金

額
入

り
設

計
書

開
示

1
0
/
1
4

1
0
/
1
6

6
5
7

1
0
/
9

平
成

2
6
年

9
月

1
2
日

開
札

交
通

局
 電

車
課

河
内

町
曲

線
及

び
渡

り
線

軌
条

更
換

工
事

上
記

の
金

入
設

計
書

の
開

示
を

お
願

い
し

ま
す

。

交
通

局
電

車
課

平
成

2
6
年

9
月

1
2
日

開
札

河
原

町
曲

線
及

び
渡

り
線

軌
条

更
換

工
事

の
金

入
設

計
書

開
示

1
0
/
1
7

1
0
/
2
1

6
5
8

1
0
/
9

飲
食

店
の

新
規

検
査

の
申

請
を

行
っ

た
情

報
の

開
示

を
申

請
い

た
し

ま
す

。
た

だ
し

、
移

動
販

売
、

臨
時

営
業

、
仮

設
営

業
、

自
動

販
売

機
を

除
く

項
目

:屋
号

･営
業

所
在

地
･申

請
者

名
･営

業
電

話
番

号 期
間

 2
0
1
4
年

8
月

2
3
日

～
2
0
1
4
年

1
0
月

9
日

健
康

福
祉

子
ど

も
局

食
品

保
健

課

平
成

2
6
年

8
月

2
3
日

～
平

成
2
6
年

1
0
月

9
日

ま
で

の
間

に
、

熊
本

市
中

央
区

内
に

お
い

て
新

規
検

査
の

申
請

を
行

っ
た

飲
食

店
一

覧
(移

動
販

売
、

臨
時

営
業

、
仮

設
営

業
、

自
動

販
売

機
を

除
く

)
計

1
2
7
件

項
目

:屋
号

、
営

業
所

在
地

、
申

請
者

名
、

営
業

電
話

番
号

※
 開

示
情

報
取

り
出

し
日

時
:平

成
2
6
年

1
0
月

1
4

日
 1

1
:0

0

開
示

1
0
/
1
7

1
0
/
2
7

6
5
9

1
0
/
9

平
成

2
7
年

度
用

小
学

校
教

科
書

採
択

に
お

け
る

･調
査

報
告

書
(音

楽
科

)
･選

定
委

員
会

議
事

録
(音

楽
科

)
･採

択
日

程
(ｽ

ｹ
ｼ

ﾞｭ
ｰ

ﾙ
)

教
育

委
員

会
事

務
局

指
導

課

平
成

2
7
年

度
使

用
小

学
校

教
科

用
図

書
採

択
に

関
す

る
資

料
1
 調

査
報

告
書

(音
楽

)
2
 選

定
委

員
会

会
議

録
(音

楽
)

3
 採

択
日

程

開
示

1
0
/
9

1
0
/
2
4
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受
付

番
号

受
付

日
請

求
す

る
文

書
の

件
名

所
管

課
期

限
延

長
決

定
文

書
の

件
名

決
定

内
容

不
開

示
理

由
開

示
等

決
定

日
開

示
日

6
6
0

1
0
/
1
0

(1
)平

成
2
6
年

4
月

2
3
日

開
札

さ
れ

ま
し

た
 一

般
県

道
花

園
ｲ
ﾝ
ﾀ
ｰ

線
花

園
ｲ
ﾝ
ﾀ
ｰ

2
号

橋
下

部
工

(A
1
、

P
1
、

P
2
．

A
2
)工

事
の

金
入

り
設

計
書

1
式

(2
)平

成
2
6
年

5
月

2
8
日

開
札

さ
れ

ま
し

た
 一

般
県

道
花

園
ｲ
ﾝ
ﾀ
ｰ

線
橋

梁
下

部
(花

園
ﾗ
ﾝ
ﾌ
ﾟ1

号
橋

P
5
、

花
園

ﾗ
ﾝ
ﾌ
ﾟ2

号
橋

P
4
･P

5
)工

事
の

金
入

り
設

計
書

(3
)平

成
2
6
年

5
月

2
8
日

開
札

さ
れ

ま
し

た
 一

般
県

道
花

園
ｲ
ﾝ
ﾀ
ｰ

線
橋

梁
下

部
(花

園
ﾗ
ﾝ
ﾌ
ﾟ1

号
橋

A
1
、

P
1
、

花
園

ﾗ
ﾝ
ﾌ
ﾟ2

号
橋

A
1
)工

事
の

金
入

り
設

計
書

1
式

以
上

の
公

開
を

お
願

い
致

し
ま

す
。

都
市

建
設

局
北

部
土

木
ｾ

ﾝ
ﾀ
ｰ

工
務

課

･別
紙

工
事

に
係

る
設

計
図

書
の

う
ち

｢金
入

り
設

計
書

1
式

｣
一

般
県

道
花

園
ｲ
ﾝ
ﾀ
ｰ

線
花

園
ｲ
ﾝ
ﾀ
ｰ

2
号

橋
下

部
工

(A
1
,P

1
,P

2
,A

2
)工

事
一

般
県

道
花

園
ｲ
ﾝ
ﾀ
ｰ

線
橋

梁
下

部
(花

園
ﾗ
ﾝ
ﾌ
ﾟ1

号
橋

P
5
,花

園
ﾗ
ﾝ
ﾌ
ﾟ2

号
橋

P
4
･P

5
)工

事
一

般
県

道
花

園
ｲ
ﾝ
ﾀ
ｰ

線
橋

梁
下

部
(花

園
ﾗ
ﾝ
ﾌ
ﾟ1

号
橋

A
1
,P

l,
花

園
ﾗ
ﾝ
ﾌ
ﾟ2

号
橋

A
l)
工

事

開
示

1
0
/
1
7

1
0
/
2
0

6
6
1

1
0
/
1
0

熊
本

市
水

道
工

事
の

積
算

に
て

使
用

さ
れ

る
、

歩
掛

お
よ

び
単

価
の

ｺ
ｰ

ﾄﾞ
一

覧
表

す
べ

て
上

下
水

道
局

計
画

調
整

課
技

術
管

理
室

熊
本

市
水

道
工

事
の

積
算

に
て

使
用

さ
れ

る
、

歩
掛

お
よ

び
単

価
の

ｺ
ｰ

ﾄﾞ
ー

覧
表

開
示

1
0
/
2
4

1
1
/
5

郵
送

6
6
2

1
0
/
1
4

道
路

位
置

指
定

H
2
2
-
0
3
8
号

(H
2
3
年

1
月

5
日

)
ｶ
ﾗ
ｰ

希
望

都
市

建
設

局
建

築
指

導
課

道
路

位
置

指
定

 H
2
2
-
0
3
8
号

(H
2
3
年

1
月

5
日

)
ｶ
ﾗ
ｰ

希
望

開
示

(一
部

請
求

拒
否

)
2
号

　
個

人
情

報
1
0
/
1
5

1
0
/
1
6

6
6
3

1
0
/
1
4

･道
路

判
定

 0
6
-
0
1
5
 ｶ

ﾗ
ｰ

→
ｶ
ﾗ
ｰ

　
　

　
　

　
　

全
部

一
式

 白
黒

→
白

黒
･道

路
判

定
 1

4
-
1
4
4
 ｶ

ﾗ
ｰ

→
ｶ
ﾗ
ｰ

　
　

　
　

　
　

全
部

一
式

 白
黒

→
白

黒

都
市

建
設

局
建

築
指

導
課

･道
路

判
定

 0
6
-
0
1
5
全

部
一

式
ｶ
ﾗ
ｰ

→
ｶ
ﾗ
ｰ

 白
黒

→
白

黒
･道

路
判

定
 1

4
-
1
4
4
 全

部
一

式
ｶ
ﾗ
ｰ

→
ｶ
ﾗ
ｰ

 白
黒

→
白

黒

開
示

1
0
/
1
5

1
0
/
1
6

6
6
4

1
0
/
1
4

道
等

の
半

定
判

定
番

号
 0

3
-
4
6
6

専
用

通
路

協
議

書
の

写
し

(A
3
)

横
の

図
面

も
ふ

く
む

都
市

建
設

局
建

築
指

導
課

道
等

の
判

定
判

定
番

号
 0

3
-
4
6
6
 専

用
通

路
協

議
書

の
写

し
(A

3
)横

の
図

面
も

ふ
く

む

開
示

(一
部

請
求

拒
否

)
2
号

　
個

人
情

報
1
0
/
1
5

1
0
/
1
6

6
6
5

1
0
/
1
4

食
品

衛
生

法
に

基
づ

く
以

下
の

店
舗

の
営

業
許

可
申

請
内

容
許

可
日

、
廃

止
日

、
申

請
者

氏
名

、
食

品
衛

生
責

任
者

氏
名

、
申

請
者

の
連

絡
先

(た
だ

し
個

人
の

場
合

は
除

く
。

)
･店

は
○

○
年

2
月

開
店

.○
○

年
1
0
～

1
2
月

閉
店

と
聞

い
て

い
ま

す
。

そ
の

確
認

を
し

た
い

と
考

え
て

い
ま

す
。

〔
店

舗
〕
名

:○
○

T
E
L
:0

9
6
-
○

○
○

-
○

○
○

○
住

所
:熊

本
市

中
央

区
下

通
1
丁

目
○

○
-
○

-
2
F
○

○
ﾋ
ﾞﾙ

料
金

や
不

備
が

あ
り

ま
し

た
ら

電
話

下
さ

い
。

よ
ろ

し
く

お
願

い
し

ま
す

。

健
康

福
祉

子
ど

も
局

食
品

保
健

課

以
下

の
店

舗
の

食
品

衛
生

法
に

基
づ

く
営

業
許

可
申

請
内

容
(許

可
日

、
廃

止
届

出
日

、
申

請
者

氏
名

、
食

品
衛

生
責

任
者

氏
名

、
申

請
者

の
連

絡
先

(た
だ

し
個

人
の

場
合

は
除

く
))

【
店

舗
】
名

:○
○

電
話

: 
0
9
6
-
○

○
○

-
○

○
○

○
住

所
:熊

本
市

中
央

区
下

通
1
丁

目
○

○
-
○

-
2
F

○
○

ﾋ
ﾞﾙ

※
開

示
情

報
取

り
出

し
日

時
:平

成
2
6
年

1
0
月

1
6

日
1
0
時

開
示

(一
部

請
求

拒
否

)
2
号

　
個

人
情

報
1
0
/
1
7

1
0
/
2
5

郵
送
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受
付

番
号

受
付

日
請

求
す

る
文

書
の

件
名

所
管

課
期

限
延

長
決

定
文

書
の

件
名

決
定

内
容

不
開

示
理

由
開

示
等

決
定

日
開

示
日

6
6
6

1
0
/
1
4

平
成

2
6
年

1
0
月

3
日

開
札

下
水

道
整

備
課

中
部

浄
化

ｾ
ﾝ
ﾀ
ｰ

(ﾌ
ﾞﾛ

ﾜ
棟

南
～

A
系

沈
砂

池
棟

間
)返

流
水

管
更

生
工

事
(1

0
4
工

区
)

上
記

の
金

入
設

計
書

の
開

示
を

お
願

い
し

ま
す

。

上
下

水
道

局
下

水
道

整
備

課

中
部

浄
化

ｾ
ﾝ
ﾀ
ｰ

(ﾌ
ﾞﾛ

ﾜ
棟

南
～

A
系

沈
砂

池
棟

間
)返

流
水

管
更

生
工

事
(1

0
4
工

区
)

の
金

入
設

計
書

開
示

1
0
/
2
2

1
0
/
2
3

6
6
7

1
0
/
1
4

大
規

模
行

為
届

出
書

の
様

式
第

3
号

(平
成

2
6
年

7
月

1
1

日
～

8
月

1
0
日

届
出

分
)。

※
建

築
物

に
限

る
都

市
建

設
局

開
発

景
観

課

大
規

模
行

為
届

出
書

の
様

式
第

3
号

(平
成

2
6
年

7
月

1
1
日

～
8
月

1
0
日

届
出

分
)

(建
築

物
に

限
る

)

開
示

(一
部

請
求

拒
否

)
2
号

　
個

人
情

報
1
0
/
1
5

1
0
/
2
3

6
6
8

1
0
/
1
4

熊
本

市
中

央
区

京
町

2
丁

目
柳

川
通

り
の

図
面

市
道

境
界

決
定

の
根

拠
と

な
っ

て
い

る
と

い
う

明
治

時
代

の
図

面
検

図
帳

○
○

-
○

～
○

○
-
○

番
地

ま
で

の
道

路
幅

測
定

さ
れ

た
箇

所
の

わ
か

る
図

面
。

(自
社

所
有

地
○

○
番

地
)

都
市

建
設

局
北

部
土

木
ｾ

ﾝ
ﾀ
ｰ

総
務

課

検
図

帳
場

所
:熊

本
市

中
央

区
京

町
2
丁

目
○

○
番

地
先

開
示

1
0
/
2
0

1
0
/
2
2

6
6
9

1
0
/
1
4

社
会

福
祉

法
○

○
○

○
保

育
園

に
関

す
る

平
成

2
6
年

度
指

導
監

査
の

結
果

に
つ

い
て

健
康

福
祉

子
ど

も
局

指
導

監
査

課

･○
○

保
育

園
に

対
す

る
平

成
2
6
年

度
指

導
監

査
結

果
通

知
書

開
示

1
0
/
1
7

1
0
/
2
0

6
7
0

1
0
/
1
5

飲
食

店
営

業
許

可
書

一
覧

平
成

2
6
年

9
月

5
日

～
平

成
2
6
年

1
0
月

1
4
日

新
規

(更
新

除
く

)
･仮

設
、

移
動

販
売

、
自

動
販

売
機

、
ｺ
ﾝ
ﾋ
ﾞﾆ

除
く

･項
目

店
舗

名
、

住
所

、
代

表
者

名
、

電
話

番
号

、
申

請
年

月
日

、
許

可
年

月
日

健
康

福
祉

子
ど

も
局

食
品

保
健

課

平
成

2
6
年

9
月

5
日

～
平

成
2
6
年

1
0
月

1
4
日

ま
で

の
間

に
、

熊
本

市
内

に
お

い
て

新
規

に
営

業
許

可
を

受
け

た
飲

食
店

一
覧

(仮
設

、
移

動
販

売
、

自
動

販
売

機
、

ｺ
ﾝ
ﾋ
ﾞﾆ

を
除

く
)計

9
5
件

項
目

:店
舗

名
、

営
業

所
住

所
、

申
請

者
名

、
電

話
番

号
、

申
請

年
月

日
、

許
可

年
月

日
※

 開
示

情
報

取
り

出
し

日
時

:平
成

2
6
年

1
0
月

1
6

日
 1

1
:3

0

開
示

1
0
/
1
7

1
0
/
2
1

6
7
1

1
0
/
1
5

熊
本

市
民

病
院

総
務

課
で

契
約

し
て

い
る

一
般

検
査

業
務

委
託

契
約

書
の

写
し

H
1
8
年

度
以

降

病
院

局
市

民
病

院
事

務
局

総
務

課

熊
本

市
民

病
院

一
般

検
査

業
務

委
託

契
約

書
(平

成
2
1
年

度
～

2
6
年

度
)

開
示

1
0
/
2
7

1
0
/
2
9

熊
本

市
民

病
院

一
般

検
査

業
務

委
託

契
約

書
(平

成
1
8
年

度
～

2
0
年

度
)

不
存

在
第

1
1
条

　
第

2
項

1
0
/
2
7

6
7
2

1
0
/
1
5

⑦
桃

尾
墓

園
拡

張
整

備
(公

園
部

分
そ

の
3
)工

事
【
総

合
評

価
】
(H

2
5
)

以
上

1
件

の
金

額
入

り
設

計
書

※
い

ず
れ

も
変

更
契

約
後

の
も

の

健
康

福
祉

子
ど

も
局

健
康

福
祉

政
策

課

桃
尾

墓
園

拡
張

整
備

(公
園

部
分

そ
の

3
) 
工

事
【
総

合
評

価
】
(H

2
5
)

金
入

り
変

更
設

計
書

開
示

1
0
/
2
1

1
1
/
1
4

6
7
3

1
0
/
1
5

②
泰

勝
寺

跡
他

1
箇

所
園

路
補

修
そ

の
他

工
事

(H
2
6
)

以
上

1
件

の
金

額
入

り
設

計
書

※
い

ず
れ

も
変

更
契

約
後

の
も

の

観
光

文
化

交
流

局
文

化
振

興
課

泰
勝

寺
跡

他
1
箇

所
園

路
補

修
そ

の
他

工
事

 金
入

設
計

書
開

示
1
0
/
2
2

1
1
/
1
4
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受
付

番
号

受
付

日
請

求
す

る
文

書
の

件
名

所
管

課
期

限
延

長
決

定
文

書
の

件
名

決
定

内
容

不
開

示
理

由
開

示
等

決
定

日
開

示
日

6
7
4

1
0
/
1
5

④
城

山
公

園
施

設
整

備
工

事
(2

期
工

事
)【

総
合

評
価

】
(H

2
5
)

⑥
城

山
公

園
施

設
整

備
工

事
(1

期
工

事
)【

総
合

評
価

】
(H

2
5
)

⑧
古

荘
公

園
擁

壁
整

備
工

事
(H

2
4
)

以
上

3
件

の
金

額
入

り
設

計
書

※
い

ず
れ

も
変

更
契

約
後

の
も

の

都
市

建
設

局
西

部
土

木
ｾ

ﾝ
ﾀ
ｰ

河
川

公
園

整
備

課

･城
山

公
園

施
設

整
備

工
事

(2
期

工
事

) 
【
総

合
評

価
】
(H

2
5
)

･城
山

公
園

施
設

整
備

工
事

(1
期

工
事

) 
【
総

合
評

価
】
(H

2
5
)

･古
荘

公
園

擁
壁

整
備

工
事

(H
2
4
)

以
上

、
3
件

の
金

額
入

り
設

計
書

＊
い

ず
れ

も
変

更
契

約
後

の
も

の

開
示

1
0
/
2
1

1
1
/
1
4

6
7
5

1
0
/
1
5

①
高

平
年

神
公

園
整

備
工

事
(H

2
6
)

⑤
(仮

称
)麻

生
田

三
丁

目
公

園
整

備
工

事
【
総

合
評

価
】
(H

2
5
)

以
上

2
件

の
金

額
入

り
設

計
書

※
い

ず
れ

も
変

更
契

約
後

の
も

の

都
市

建
設

局
北

部
土

木
ｾ

ﾝ
ﾀ
ｰ

河
川

公
園

整
備

課

･(
仮

称
)麻

生
田

三
丁

目
公

園
整

備
工

事
金

額
入

り
設

計
書

･高
平

年
神

公
園

整
備

工
事

金
額

入
り

設
計

書
開

示
1
0
/
1
6

1
1
/
1
4

6
7
6

1
0
/
1
5

③
都

市
計

画
道

路
上

熊
本

法
成

寺
線

樹
木

移
植

工
事

(H
2
5
)

以
上

1
件

の
金

額
入

り
設

計
書

※
い

ず
れ

も
変

更
契

約
後

の
も

の

都
市

建
設

局
熊

本
駅

周
辺

整
備

事
務

所
鉄

道
高

架
関

連
整

備
室

(H
2
5
)都

市
計

画
道

路
上

熊
本

法
成

寺
線

樹
木

移
植

工
事

の
金

入
設

計
書

開
示

1
0
/
1
7

1
1
/
1
4

6
7
7

1
0
/
1
5

職
員

に
対

す
る

懲
戒

処
分

書
、

処
分

理
由

書
、

一
覧

表
な

ど
、

処
分

に
至

る
経

緯
の

わ
か

る
文

書
※

2
0
0
2
年

度
以

降
文

書
が

あ
れ

ば
訓

戒
･注

意
も

含
む

総
務

局
人

事
課

公
表

済
み

の
平

成
1
4
年

度
以

降
の

職
員

に
対

す
る

懲
戒

処
分

書
(処

分
理

由
説

書
含

む
)及

び
懲

戒
処

分
等

の
公

表
基

準
を

制
定

し
た

平
成

1
4
年

9
月

以
降

の
懲

戒
処

分
一

覧
表

開
示

1
0
/
2
9

1
0
/
3
0

公
表

済
み

の
平

成
1
4
年

度
以

降
の

職
員

に
対

す
る

懲
戒

処
分

書
(処

分
理

由
説

明
書

含
む

)、
訓

告
処

分
書

及
び

厳
重

注
意

処
分

書

開
示

(一
部

請
求

拒
否

)

2
号

　
個

人
情

報
3
号

　
法

人
等

情
報

6
号

　
事

務
事

業
に

関
す

る
情

報

1
0
/
2
9

1
0
/
3
0

未
公

表
の

平
成

1
4
年

度
以

降
の

職
員

に
対

す
る

懲
戒

処
分

書
(処

分
理

由
説

明
書

含
む

)、
訓

告
処

分
書

及
び

厳
重

注
意

処
分

書
不

開
示

2
号

　
個

人
情

報
6
号

　
事

務
事

業
に

関
す

る
情

報
1
0
/
2
9

6
7
8

1
0
/
1
5

職
員

に
対

す
る

懲
戒

処
分

書
、

処
分

理
由

書
、

一
覧

表
な

ど
、

処
分

に
至

る
経

緯
の

わ
か

る
文

書
※

2
0
0
2
年

度
以

降
文

書
が

あ
れ

ば
訓

戒
･注

意
も

含
む

(教
員

分
を

除
く

)

教
育

委
員

会
事

務
局

教
育

政
策

課

公
表

済
み

の
平

成
1
4
年

度
以

降
の

職
員

に
対

す
る

懲
戒

処
分

書
(処

分
理

由
説

明
書

含
む

)及
び

懲
戒

処
分

等
一

覧
表

(県
費

負
担

教
職

員
の

懲
戒

処
分

書
は

、
人

事
権

移
譲

後
の

平
成

2
4
年

度
以

降
の

分
に

限
る

。
)

開
示

1
0
/
2
9

1
0
/
3
0

公
表

済
み

の
平

成
1
4
年

度
以

降
の

職
員

に
対

す
る

懲
戒

処
分

書
(処

分
理

由
説

明
書

含
む

)、
訓

告
処

分
書

及
び

厳
重

注
意

処
分

書
(県

費
負

担
教

職
員

の
懲

戒
処

分
書

は
、

人
事

権
移

譲
後

の
平

成
2
4
年

度
以

降
の

分
に

限
る

。
)

開
示

(一
部

請
求

拒
否

)

2
号

　
個

人
情

報
6
号

　
事

務
事

業
に

関
す

る
情

報
1
0
/
2
9

1
0
/
3
0

未
公

表
の

平
成

1
4
年

度
以

降
の

職
員

に
対

す
る

訓
告

処
分

書
及

び
厳

重
注

意
処

分
書

不
開

示
6
号

　
事

務
事

業
に

関
す

る
情

報
1
0
/
2
9
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受
付

番
号

受
付

日
請

求
す

る
文

書
の

件
名

所
管

課
期

限
延

長
決

定
文

書
の

件
名

決
定

内
容

不
開

示
理

由
開

示
等

決
定

日
開

示
日

6
7
9

1
0
/
1
5

職
員

に
対

す
る

懲
戒

処
分

書
、

処
分

理
由

書
、

一
覧

表
な

ど
、

処
分

に
至

る
経

緯
の

わ
か

る
文

書
※

2
0
0
2
年

度
以

降
文

書
が

あ
れ

ば
訓

戒
･注

意
も

含
む

(教
員

分
)

教
育

委
員

会
事

務
局

教
職

員
課

公
表

済
み

の
平

成
1
4
年

度
以

降
の

職
員

に
対

す
る

懲
戒

処
分

書
(処

分
理

由
説

明
書

含
む

)及
び

懲
戒

処
分

等
一

覧
表

(県
費

負
担

教
職

員
の

懲
戒

処
分

書
は

、
人

事
権

移
譲

後
の

平
成

2
4
年

度
以

降
の

分
に

限
る

。
)

開
示

1
0
/
2
9

1
0
/
3
0

公
表

済
み

の
平

成
1
4
年

度
以

降
の

職
員

に
対

す
る

懲
戒

処
分

書
(処

分
理

由
説

明
書

含
む

)、
訓

告
処

分
書

及
び

厳
重

注
意

処
分

書
(県

費
負

担
教

職
員

の
懲

戒
処

分
書

は
、

人
事

権
移

譲
後

の
平

成
2
4
年

度
以

降
の

分
に

限
る

。
)

開
示

(一
部

請
求

拒
否

)

2
号

　
個

人
情

報
6
号

　
事

務
事

業
に

関
す

る
情

報
1
0
/
2
9

1
0
/
3
0

未
公

表
の

平
成

1
4
年

度
以

降
の

職
員

に
対

す
る

訓
告

処
分

書
及

び
厳

重
注

意
処

分
書

不
開

示
6
号

　
事

務
事

業
に

関
す

る
情

報
1
0
/
2
9

6
8
0

1
0
/
1
5

職
員

に
対

す
る

懲
戒

処
分

書
、

処
分

理
由

書
、

一
覧

表
な

ど
、

処
分

に
至

る
経

緯
の

わ
か

る
文

書
※

2
0
0
2
年

度
以

降
文

書
が

あ
れ

ば
訓

戒
･注

意
も

含
む

選
挙

管
理

委
員

会
事

務
局

①
職

員
に

対
す

る
懲

戒
処

分
書

、
処

分
理

由
書

②
一

覧
表

な
ど

、
処

分
に

至
る

経
緯

の
わ

か
る

文
書

不
存

在
第

1
1
条

　
第

2
項

1
0
/
2
9

③
2
0
0
2
年

度
以

降
文

書
が

あ
れ

ば
、

訓
戒

･注
意

も
含

む
不

開
示

2
号

　
個

人
情

報
6
号

　
事

務
事

業
に

関
す

る
情

報
1
0
/
2
9

6
8
1

1
0
/
1
5

職
員

に
対

す
る

懲
戒

処
分

書
、

処
分

理
由

書
、

一
覧

表
な

ど
、

処
分

に
至

る
経

緯
の

わ
か

る
文

書
※

2
0
0
2
年

度
以

降
文

書
が

あ
れ

ば
訓

戒
･注

意
も

含
む

人
事

委
員

会
事

務
局

職
員

に
対

す
る

懲
戒

処
分

書
、

処
分

理
由

書
、

一
覧

表
な

ど
、

処
分

に
至

る
経

緯
の

わ
か

る
文

書
※

2
0
0
2
年

度
以

降
。

文
書

が
あ

れ
ば

訓
戒

、
注

意
も

含
む

。

不
存

在
第

1
1
条

　
第

2
項

1
0
/
2
0

6
8
2

1
0
/
1
5

職
員

に
対

す
る

懲
戒

処
分

書
、

処
分

理
由

書
、

一
覧

表
な

ど
、

処
分

に
至

る
経

緯
の

わ
か

る
文

書
※

2
0
0
2
年

度
以

降
文

書
が

あ
れ

ば
訓

戒
･注

意
も

含
む

監
査

事
務

局

2
0
0
2
年

度
以

降
の

職
員

へ
の

処
分

に
至

る
経

緯
の

わ
か

る
文

書
(懲

戒
処

分
書

、
訓

告
処

分
書

)

開
示

(一
部

請
求

拒
否

)
2
号

　
個

人
情

報
1
0
/
2
8

1
0
/
3
0

2
0
0
2
年

度
以

降
の

職
員

へ
の

処
分

に
至

る
経

緯
の

わ
か

る
文

書
(一

覧
表

)
不

存
在

第
1
1
条

　
第

2
項

1
0
/
2
8

6
8
3

1
0
/
1
5

職
員

に
対

す
る

懲
戒

処
分

書
、

処
分

理
由

書
、

一
覧

表
な

ど
、

処
分

に
至

る
経

緯
の

わ
か

る
文

書
※

2
0
0
2
年

度
以

降
文

書
が

あ
れ

ば
訓

戒
･注

意
も

含
む

農
業

委
員

会
事

務
局

平
成

1
4
年

度
以

降
の

職
員

に
対

す
る

懲
戒

処
分

書
(処

分
理

由
説

明
書

含
む

)
開

示
1
0
/
2
4

1
0
/
3
0

平
成

1
4
年

度
以

降
の

職
員

に
対

す
る

懲
戒

処
分

書
、

処
分

理
由

書
に

係
る

一
覧

表
不

存
在

第
1
1
条

　
第

2
項

1
0
/
2
4

6
8
4

1
0
/
1
5

職
員

に
対

す
る

懲
戒

処
分

書
、

処
分

理
由

書
、

一
覧

表
な

ど
、

処
分

に
至

る
経

緯
の

わ
か

る
文

書
※

2
0
0
2
年

度
以

降
文

書
が

あ
れ

ば
訓

戒
･注

意
も

含
む

交
通

局
総

務
課

公
表

済
み

の
平

成
1
4
年

度
以

降
の

職
員

に
対

す
る

懲
戒

処
分

書
(処

分
理

由
説

明
書

含
む

)、
訓

告
処

分
書

及
び

厳
重

注
意

処
分

書

開
示

(一
部

請
求

拒
否

)

2
号

　
個

人
情

報
3
号

　
法

人
等

情
報

6
号

　
事

務
事

業
に

関
す

る
情

報

1
0
/
2
7

1
0
/
3
0

未
公

表
の

平
成

1
4
年

度
以

降
の

職
員

に
対

す
る

懲
戒

処
分

書
(処

分
理

由
説

明
書

含
む

)、
訓

告
処

分
書

及
び

厳
重

注
意

処
分

書
、

不
開

示
2
号

　
個

人
情

報
6
号

　
事

務
事

業
に

関
す

る
情

報
1
0
/
2
7

並
び

に
一

覧
表

不
存

在
第

1
1
条

　
第

2
項

1
0
/
2
7
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受
付

番
号

受
付

日
請

求
す

る
文

書
の

件
名

所
管

課
期

限
延

長
決

定
文

書
の

件
名

決
定

内
容

不
開

示
理

由
開

示
等

決
定

日
開

示
日

6
8
5

1
0
/
1
5

職
員

に
対

す
る

懲
戒

処
分

書
、

処
分

理
由

書
、

一
覧

表
な

ど
、

処
分

に
至

る
経

緯
の

わ
か

る
文

書
※

2
0
0
2
年

度
以

降
文

書
が

あ
れ

ば
訓

戒
･注

意
も

含
む

上
下

水
道

局
総

務
課

公
表

済
み

の
平

成
1
4
年

度
以

降
の

職
員

に
対

す
る

懲
戒

処
分

書
(処

分
理

由
説

明
書

含
む

)及
び

懲
戒

処
分

等
の

公
表

基
準

を
制

定
し

た
平

成
1
4
年

9
月

以
降

の
懲

戒
処

分
一

覧
表

開
示

1
0
/
2
8

1
0
/
3
0

公
表

済
み

の
平

成
1
4
年

度
以

降
の

職
員

に
対

す
る

懲
戒

処
分

書
(処

分
理

由
説

明
書

含
む

)、
訓

告
処

分
書

及
び

厳
重

注
意

処
分

書

開
示

(一
部

請
求

拒
否

)

2
号

　
個

人
情

報
3
号

　
法

人
等

情
報

6
号

　
事

務
事

業
に

関
す

る
情

報

1
0
/
2
8

1
0
/
3
0

未
公

表
の

平
成

1
4
年

度
以

降
の

職
員

に
対

す
る

懲
戒

処
分

書
(処

分
理

由
説

明
書

含
む

)、
訓

告
処

分
書

及
び

厳
重

注
意

処
分

書
、

不
開

示
2
号

　
個

人
情

報
6
号

　
事

務
事

業
に

関
す

る
情

報
1
0
/
2
8

一
覧

表
不

存
在

第
1
1
条

　
第

2
項

1
0
/
2
8

6
8
6

1
0
/
1
5

職
員

に
対

す
る

懲
戒

処
分

書
、

処
分

理
由

書
、

一
覧

表
な

ど
、

処
分

に
至

る
経

緯
の

わ
か

る
文

書
※

2
0
0
2
年

度
以

降
文

書
が

あ
れ

ば
訓

戒
･注

意
も

含
む

病
院

局
市

民
病

院
事

務
局

総
務

課

公
表

済
み

の
平

成
1
4
年

度
以

降
の

職
員

に
対

す
る

訓
告

処
分

書
及

び
厳

重
注

意
処

分
書

開
示

(一
部

請
求

拒
否

)

2
号

　
個

人
情

報
6
号

　
事

務
事

業
に

関
す

る
情

報
1
0
/
2
8

1
0
/
3
0

未
公

表
の

平
成

1
4
年

度
以

降
の

職
員

に
対

す
る

懲
戒

処
分

書
(処

分
理

由
説

明
書

含
む

)、
訓

告
処

分
書

及
び

厳
重

注
意

処
分

書
、

不
開

示
2
号

　
個

人
情

報
6
号

　
事

務
事

業
に

関
す

る
情

報
1
0
/
2
8

一
覧

表
不

存
在

第
1
1
条

　
第

2
項

1
0
/
2
8

6
8
7

1
0
/
1
5

職
員

に
対

す
る

懲
戒

処
分

書
、

処
分

理
由

書
、

一
覧

表
な

ど
、

処
分

に
至

る
経

緯
の

わ
か

る
文

書
※

2
0
0
2
年

度
以

降
文

書
が

あ
れ

ば
訓

戒
･注

意
も

含
む

消
防

局
総

務
課

公
表

済
み

の
平

成
1
4
年

度
以

降
の

職
員

に
対

す
る

懲
戒

処
分

書
(処

分
理

由
説

明
書

含
む

)
開

示
1
0
/
2
9

1
0
/
3
0

公
表

済
み

の
平

成
1
4
年

度
以

降
の

職
員

に
対

す
る

懲
戒

処
分

書
(処

分
理

由
説

明
書

含
む

)、
訓

告
処

分
書

及
び

厳
重

注
意

処
分

書

開
示

(一
部

請
求

拒
否

)

2
号

　
個

人
情

報
6
号

　
事

務
事

業
に

関
す

る
情

報
1
0
/
2
9

1
0
/
3
0

懲
戒

処
分

等
の

公
表

基
準

を
制

定
し

た
平

成
1
4

年
9
月

以
降

の
懲

戒
処

分
一

覧
表

不
存

在
第

1
1
条

　
第

2
項

1
0
/
2
9

公
表

し
て

い
な

い
平

成
1
4
年

度
以

降
の

職
員

に
対

す
る

訓
告

処
分

書
及

び
厳

重
注

意
処

分
書

不
開

示
2
号

　
個

人
情

報
6
号

　
事

務
事

業
に

関
す

る
情

報
1
0
/
2
9

6
8
8

1
0
/
1
5

職
員

に
対

す
る

懲
戒

処
分

書
、

処
分

理
由

書
、

一
覧

表
な

ど
、

処
分

に
至

る
経

緯
の

わ
か

る
文

書
※

2
0
0
2
年

度
以

降
文

書
が

あ
れ

ば
訓

戒
･注

意
も

含
む

議
会

事
務

局
総

務
課

職
員

に
対

す
る

懲
戒

処
分

書
、

処
分

理
由

書
、

一
覧

表
な

ど
、

処
分

に
至

る
経

緯
の

わ
か

る
文

書
※

2
0
0
2
年

度
以

降
、

文
書

が
あ

れ
ば

、
訓

戒
･注

意
も

含
む

開
示

(一
部

請
求

拒
否

)
2
号

　
個

人
情

報
1
0
/
2
8

1
0
/
3
0

職
員

に
対

す
る

処
分

に
至

る
経

緯
の

わ
か

る
文

書
(一

覧
表

)
※

2
0
0
2
年

度
以

降
、

文
書

が
あ

れ
ば

、
訓

戒
･注

意
も

含
む

不
存

在
第

1
1
条

　
第

2
項

1
0
/
2
8
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受
付

番
号

受
付

日
請

求
す

る
文

書
の

件
名

所
管

課
期

限
延

長
決

定
文

書
の

件
名

決
定

内
容

不
開

示
理

由
開

示
等

決
定

日
開

示
日

6
8
9

1
0
/
1
6

･農
地

法
第

5
条

に
よ

る
農

地
転

用
許

可
申

請
書

(S
5
7
頃

に
、

合
資

会
社

○
○

と
○

○
間

で
売

買
前

提
で

な
さ

れ
た

も
の

に
つ

い
て

)
当

時
の

転
用

目
的

を
確

認
す

る
為

農
業

委
員

会
事

務
局

昭
和

5
7
.1

1
.2

6
 会

議
録

 飽
託

郡
天

明
町

農
業

委
員

会
第

6
3
号

議
案

農
地

法
第

5
条

の
規

定
に

よ
る

許
可

申
請

に
つ

い
て

天
明

町
農

業
委

員
会

会
長

昭
和

5
7
年

1
1
月

2
6
日

提
出

｢農
地

の
所

在
及

び
当

事
者

に
関

す
る

事
項

｣

開
示

(一
部

請
求

拒
否

)
2
号

　
個

人
情

報
1
0
/
1
7

6
9
0

1
0
/
1
6

武
蔵

ヶ
丘

団
地

土
地

区
画

整
理

事
業

(所
在

) 
北

区
武

蔵
ヶ

丘
5
丁

目
○

○
番

の
区

画
整

理
の

図
面

都
市

建
設

局
都

心
活

性
推

進
課

武
蔵

ヶ
丘

団
地

土
地

区
画

整
理

事
業

(所
在

)北
区

武
蔵

ヶ
丘

5
丁

目
○

○
番

の
区

画
整

理
の

図
面

開
示

1
0
/
1
7

1
0
/
2
8

6
9
1

1
0
/
1
6

一
般

県
道

 熊
本

浜
線

(田
迎

工
区

)歩
道

新
設

工
事

金
入

設
計

書
都

市
建

設
局

西
部

土
木

ｾ
ﾝ

ﾀ
ｰ

工
務

課

一
般

県
道

熊
本

浜
線

(田
迎

工
区

)歩
道

新
設

工
事 ｢金

入
設

計
書

｣
開

示
1
0
/
2
3

1
0
/
2
8

6
9
2

1
0
/
1
6

･施
工

番
号

:1
4
0
0
7
9
6

･工
事

名
:市

道
 旧

川
尻

線
道

路
改

良
工

事
･当

該
工

事
の

金
額

入
り

積
算

書
す

べ
て

都
市

建
設

局
西

部
土

木
ｾ

ﾝ
ﾀ
ｰ

富
合

地
域

整
備

室

市
道

旧
川

尻
線

道
路

改
良

工
事

(金
入

設
計

書
)

開
示

1
0
/
2
0

1
1
/
5

郵
送

6
9
3

1
0
/
1
6

熊
本

市
道

2
4
-
2
0
、

2
4
-
5
1
、

2
4
-
4
3
1
、

2
4
-
4
3
2
、

2
4
-
7

に
関

し
て

、
○

○
、

○
○

、
又

は
○

○
･○

○
株

式
会

社
か

ら
道

路
占

用
料

金
が

支
払

わ
れ

て
い

る
か

が
確

認
で

き
る

書
類

都
市

建
設

局
北

部
土

木
ｾ

ﾝ
ﾀ
ｰ

総
務

課

熊
本

市
道

2
4
-
2
0
、

2
4
-
5
1
、

2
4
-
4
3
1
、

2
4
-
4
3
2
、

2
4
-
7
に

関
し

て
、

○
○

、
○

○
、

又
は

○
○

･○
○

株
式

会
社

か
ら

道
路

占
用

料
金

が
支

払
わ

れ
て

い
る

か
が

確
認

で
き

る
書

類

不
存

在
第

1
1
条

　
第

2
項

1
0
/
2
8

6
9
4

1
0
/
1
6

道
路

位
置

指
定

指
定

番
号

 昭
和

5
0
年

1
2
月

1
3
日

　
　

　
　

　
　

 熊
本

市
指

令
(計

建
)第

8
3
号

ｶ
ﾗ
ｰ

希
望

都
市

建
設

局
建

築
指

導
課

道
路

位
置

指
定

指
定

番
号

 昭
和

5
0
年

1
2
月

1
3
日

熊
本

市
指

令
(計

建
)第

8
3
号

ｶ
ﾗ
ｰ

希
望

開
示

(一
部

請
求

拒
否

)
2
号

　
個

人
情

報
1
0
/
1
7

1
0
/
2
0

6
9
5

1
0
/
1
6

平
成

2
6
年

度
 上

下
水

道
積

算
基

準
 電

算
S
ｺ
ｰ

ﾄﾞ
表

(閲
覧

設
計

書
の

備
考

欄
の

ｺ
ｰ

ﾄﾞ
番

号
表

･関
連

条
件

表
･一

覧
表

)
(1

0
月

現
在

)

上
下

水
道

局
計

画
調

整
課

技
術

監
理

室

平
成

2
6
年

度
 上

下
水

道
積

算
基

準
 電

算
S
ｺ
ｰ

ﾄﾞ
表

(1
0
月

現
在

)
開

示
1
0
/
2
4

1
0
/
3
1

郵
送

6
9
6

1
0
/
1
7

南
区

富
合

町
志

々
水

2
8
5
番

地
付

近
φ

1
0
0
粍

配
水

管
布

設
他

1
件

工
事

金
入

設
計

書
上

下
水

道
局

水
道

整
備

課

･南
区

富
合

町
志

々
水

2
8
5
番

地
付

近
φ

1
0
0
粍

配
水

管
布

設
他

1
件

工
事

上
記

の
金

額
入

り
工

事
設

計
書

開
示

1
0
/
2
2

1
0
/
2
7

6
9
7

1
0
/
1
7

平
成

2
7
年

度
使

用
小

学
校

教
科

用
図

書
採

択
に

関
す

る
下

記
の

資
料

教
科

:国
語

、
書

写
･調

査
報

告
書

･選
定

委
員

会
会

議
議

事
録

･教
科

書
展

示
会

｢感
想

･意
見

｣
･採

択
に

係
る

日
程

(ｽ
ｹ

ｼ
ﾞｭ

ｰ
ﾙ

)

教
育

委
員

会
事

務
局

指
導

課

平
成

2
7
年

度
使

用
小

学
校

教
科

用
図

書
採

択
に

関
す

る
資

料
1
 調

査
報

告
書

(国
語

･書
写

)
2
 選

定
委

員
会

会
議

録
(国

語
･書

写
)

3
 教

科
書

展
示

会
｢感

想
･意

見
｣(

国
語

･書
写

)
4
 採

択
日

程

開
示

1
0
/
1
7

1
0
/
2
9

郵
送
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受
付

番
号

受
付

日
請

求
す

る
文

書
の

件
名

所
管

課
期

限
延

長
決

定
文

書
の

件
名

決
定

内
容

不
開

示
理

由
開

示
等

決
定

日
開

示
日

6
9
8

1
0
/
1
7

都
市

計
画

事
業

西
部

汚
水

1
1
号

幹
線

(そ
の

2
)下

水
道

築
造

工
事

(9
1
7

工
区

)
金

入
設

計
書

上
下

水
道

局
下

水
道

整
備

課

都
市

計
画

事
業

 西
部

汚
水

1
1
 号

幹
線

(そ
の

2
)

下
水

道
築

造
工

事
(9

1
7
工

区
)の

金
入

り
設

計
書

開
示

1
0
/
2
1

1
0
/
2
3

6
9
9

1
0
/
1
7

･道
路

位
置

指
定

指
定

番
号

(S
4
1
-
2
1
5
)

閲
覧

資
料

一
式

都
市

建
設

局
建

築
指

導
課

○
道

路
位

置
指

定
指

定
番

号
(S

4
1
-
2
1
5
)閲

覧
資

料
一

式
開

示
(一

部
請

求
拒

否
)

2
号

　
個

人
情

報
1
0
/
2
0

1
0
/
2
2

7
0
0

1
0
/
1
7

道
路

判
定

台
帳

判
定

番
号

 0
4
年

第
2
4
2
号

　
　

　
　

　
　

 協
定

書
も

必
要

　
　

　
　

　
　

 ｶ
ﾗ
ｰ

で
お

願
い

い
た

し
ま

す
。

都
市

建
設

局
建

築
指

導
課

道
路

判
定

台
帳

判
定

番
号

 0
4
年

第
2
4
2
号

ｶ
ﾗ
ｰ

で
お

願
い

い
た

し
ま

す
。

開
示

(一
部

請
求

拒
否

)
2
号

　
個

人
情

報
1
0
/
2
0

1
0
/
2
2

7
0
1

1
0
/
1
7

三
覧

堂
屋

根
そ

の
他

改
修

及
び

屋
外

ﾄｲ
ﾚ
新

築
工

事
金

入
り

設
計

の
写

を
都

市
建

設
局

営
繕

課

三
賢

堂
屋

根
そ

の
他

改
修

及
び

屋
外

ﾄｲ
ﾚ
新

築
工

事
金

入
り

設
計

書
開

示
1
0
/
2
2

1
0
/
2
3

7
0
2

1
0
/
1
7

①
工

事
番

号
1
3
0
1
1
1
5
 旧

産
業

文
化

会
館

解
体

工
事

都
市

建
設

局
都

心
活

性
推

進
課

①
の

工
事

内
訳

書
(金

額
入

り
)

都
市

建
設

局
都

心
活

性
推

進
課

旧
産

業
文

化
会

館
解

体
工

事
に

お
け

る
詳

細
内

訳
、

金
入

設
計

書
開

示
1
0
/
1
7

1
0
/
2
9

郵
送

7
0
3

1
0
/
1
7

②
工

事
番

号
1
3
0
1
2
3
8
 北

部
共

同
調

理
場

解
体

工
事

都
市

建
設

局
営

繕
課

③
工

事
番

号
1
3
0
1
2
3
7
 天

明
共

同
調

理
場

解
体

工
事

都
市

建
設

局
営

繕
課

⑥
工

事
番

号
1
4
0
0
4
1
9
 千

原
台

高
等

学
校

校
舎

解
体

そ
の

他
工

事
 都

市
建

設
局

営
繕

課
工

事
内

訳
書

(金
額

入
り

)※
②

、
③

は
変

更
後

の
も

の

都
市

建
設

局
営

繕
課

①
工

事
番

号
1
3
0
1
2
3
8
北

部
共

同
調

理
場

解
体

工
事

 都
市

建
設

局
営

繕
課

③
工

事
番

号
1
3
0
1
2
3
7
 天

明
共

同
調

理
場

解
体

工
事

 都
市

建
設

局
営

繕
課

⑥
工

事
番

号
1
4
0
0
4
1
9
 千

原
台

高
等

学
校

校
舎

解
体

そ
の

他
工

事
 都

市
建

設
局

営
繕

課
工

事
内

訳
書

(金
額

入
り

) 
※

②
、

③
は

変
更

後
の

も
の

開
示

1
0
/
2
1

1
0
/
2
9

郵
送

7
0
4

1
0
/
1
7

④
工

事
番

号
1
3
0
1
6
6
5
 楠

団
地

第
4
期

建
替

え
に

伴
う

解
体

工
事

 都
市

建
設

局
住

宅
課

④
の

工
事

内
訳

書
(金

額
入

り
)

都
市

建
設

局
住

宅
課

楠
団

地
第

4
期

建
替

え
に

伴
う

解
体

工
事

金
入

設
計

書
開

示
1
0
/
2
0

1
0
/
2
9

郵
送

7
0
5

1
0
/
1
7

⑤
工

事
番

号
1
4
8
0
3
3
9
 熊

本
市

上
下

水
道

局
仮

設
庁

舎
解

体
及

び
そ

の
他

工
事

⑤
の

工
事

内
訳

書
(金

額
入

り
)

上
下

水
道

局
水

道
整

備
課

熊
本

市
上

下
水

道
局

仮
設

庁
舎

等
解

体
及

び
そ

の
他

工
事

金
入

内
訳

書
開

示
1
0
/
2
2

1
0
/
2
9

郵
送

7
0
6

1
0
/
1
7

工
事

番
号

①
1
3
0
1
1
3
1
 城

南
総

合
ｽ
ﾎ
ﾟｰ

ﾂ
ｾ

ﾝ
ﾀ
ｰ

(仮
称

)既
存

施
設

解
体

工
事

:都
市

建
設

局
営

繕
課

工
事

内
訳

書
(金

額
入

り
)

④
1
4
0
0
6
2
3
 新

鍛
冶

屋
町

変
電

所
解

体
工

事
:都

市
建

設
局

営
繕

課

都
市

建
設

局
営

繕
課

｢城
南

総
合

ｽ
ﾎ
ﾟｰ

ﾂ
ｾ

ﾝ
ﾀ
ｰ

(仮
称

)既
存

施
設

解
体

工
事

｣
金

入
内

訳
書

開
示

1
0
/
2
1

1
0
/
2
9

郵
送

1
4
0
0
6
2
3
新

鍛
冶

屋
町

変
電

所
解

体
工

事
:都

市
建

設
局

営
繕

課
工

事
内

訳
書

(金
額

入
り

)
開

示
1
0
/
2
0

1
0
/
2
9

郵
送
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受
付

番
号

受
付

日
請

求
す

る
文

書
の

件
名

所
管

課
期

限
延

長
決

定
文

書
の

件
名

決
定

内
容

不
開

示
理

由
開

示
等

決
定

日
開

示
日

7
0
7

1
0
/
1
7

工
事

番
号

②
1
3
8
0
4
9
1
 岩

倉
山

高
架

水
槽

外
2
件

解
体

工
事

:上
下

水
道

局
水

運
用

課
②

の
工

事
内

訳
書

(金
額

入
り

)

上
下

水
道

局
水

運
用

課

岩
倉

山
高

架
水

槽
外

2
件

解
体

工
事

開
示

1
0
/
2
3

1
0
/
2
9

郵
送

7
0
8

1
0
/
1
7

工
事

番
号

③
1
4
0
0
3
2
6
 壺

川
小

学
校

水
泳

ﾌ
ﾟｰ

ﾙ
解

体
工

事
:教

育
委

員
会

施
設

課
③

の
工

事
内

訳
書

(金
額

入
り

)

教
育

委
員

会
事

務
局

施
設

課

壺
川

小
学

校
水

泳
ﾌ
ﾟｰ

ﾙ
解

体
工

事
の

工
事

内
訳

書
(金

額
入

り
)

開
示

1
0
/
2
2

1
0
/
2
9

郵
送

7
0
9

1
0
/
1
7

工
事

番
号

⑤
1
3
0
1
0
8
0
 託

麻
団

地
1
棟

解
体

工
事

:都
市

建
設

局
住

宅
課

⑤
の

工
事

内
訳

書
(金

額
入

り
)

都
市

建
設

局
住

宅
課

託
麻

団
地

1
棟

解
体

工
事

金
入

設
計

書
開

示
1
0
/
2
0

1
0
/
2
9

郵
送

7
1
0

1
0
/
2
0

●
期

間
 2

6
年

1
0
月

1
日

～
2
6
年

1
0
月

2
0
日

●
屋

号
●

住
所

●
申

請
者

●
申

請
者

電
話

番
号

●
許

可
日

飲
食

店
営

業
施

設
(仮

設
、

臨
時

、
自

販
機

を
除

く
)

熊
本

市
の

み
新

規
申

請
が

あ
っ

た
も

の

健
康

福
祉

子
ど

も
局

食
品

保
健

課

平
成

2
6
年

1
0
月

1
日

～
平

成
2
6
年

1
0
月

2
0
日

ま
で

の
間

に
、

熊
本

市
内

に
お

い
て

新
規

に
営

業
許

可
を

受
け

た
飲

食
店

一
覧

(仮
設

、
臨

時
、

自
販

機
を

除
く

) 
計

4
9
件

項
目

:屋
号

、
住

所
、

申
請

者
、

申
請

者
電

話
番

号
、

許
可

日
※

開
示

情
報

取
り

出
し

日
時

:平
成

2
6
年

1
0
月

2
1

日
 1

1
:4

5

開
示

1
0
/
2
7

1
0
/
2
9

7
1
1

1
0
/
2
0

都
市

計
画

道
路

 熊
本

駅
城

山
線

道
路

改
良

(そ
の

4
)工

事
の

金
入

り
設

計
書

。
科

目
内

訳
、

施
工

内
訳

ま
で

す
べ

て
お

願
い

し
ま

す
。

都
市

建
設

局
熊

本
駅

周
辺

整
備

事
務

所
鉄

道
高

架
関

連
整

備
室

都
市

計
画

道
路

熊
本

駅
城

山
線

道
路

改
良

(そ
の

4
)工

事
 金

入
設

計
書

開
示

1
0
/
2
2

1
0
/
2
3

7
1
2

1
0
/
2
0

平
成

2
7
年

度
 熊

本
市

立
学

校
教

員
採

用
選

考
試

験
面

接
ｶ
ｰ

ﾄﾞ
教

育
委

員
会

事
務

局
教

職
員

課

平
成

2
7
年

度
熊

本
市

立
学

校
教

員
採

用
選

考
試

験
 面

接
ｶ
ｰ

ﾄﾞ
開

示
1
0
/
2
2

1
0
/
2
3

7
1
3

1
0
/
2
0

平
成

2
7
年

度
 熊

本
市

立
学

校
教

員
採

用
選

考
試

験
校

種
･教

科
別

 第
一

次
選

考
合

格
者

最
低

点
、

及
び

第
二

次
選

考
合

格
者

最
低

点

教
育

委
員

会
事

務
局

教
職

員
課

平
成

2
6
年

度
熊

本
市

立
学

校
教

員
採

用
選

考
試

験
 合

格
者

の
最

低
点

開
示

(一
部

請
求

拒
否

)
2
号

　
個

人
情

報
1
0
/
2
2

1
0
/
2
3

7
1
4

1
0
/
2
0

道
路

位
置

指
定

指
定

番
号

 S
4
0
-
1
4
5

S
4
0
-
1
4
5
-
0
1
～

S
4
0
-
1
4
5
-
0
5

都
市

建
設

局
建

築
指

導
課

道
路

位
置

指
定

指
定

番
号

 S
4
0
-
1
4
5
 S

4
0
-
1
4
5
-
0
1
～

S
4
0
-
1
4
5
-

0
5

開
示

(一
部

請
求

拒
否

)
2
号

　
個

人
情

報
1
0
/
2
0

1
0
/
2
1

-190-



受
付

番
号

受
付

日
請

求
す

る
文

書
の

件
名

所
管

課
期

限
延

長
決

定
文

書
の

件
名

決
定

内
容

不
開

示
理

由
開

示
等

決
定

日
開

示
日

7
1
5

1
0
/
2
0

熊
本

市
(東

部
土

木
ｾ

ﾝ
ﾀ
ｰ

境
界

立
会

担
当

部
署

)が
境

界
立

会
い

時
の

公
共

物
(道

路
や

水
路

)の
幅

の
根

拠
も

し
く

は
参

考
と

し
て

使
用

し
て

い
る

｢検
(間

?
)図

｣に
つ

い
て

、
添

付
の

字
図

と
場

所
と

同
一

箇
所

の
写

し
を

請
求

し
ま

す
。

別
紙

の
資

料
の

箇
所

の
も

の
(ｵ

ﾚ
ﾝ
ｼ

ﾞﾏ
ｰ

ｶ
ｰ

の
範

囲
)

都
市

建
設

局
東

部
土

木
ｾ

ﾝ
ﾀ
ｰ

総
務

課

検
図

帳
場

所
:熊

本
市

中
央

区
出

水
5
丁

目
地

内
別

添
の

資
料

の
箇

所
の

も
の

(ｵ
ﾚ
ﾝ
ｼ

ﾞﾏ
ｰ

ｶ
ｰ

の
範

囲
)

開
示

1
0
/
2
7

1
0
/
3
1

7
1
6

1
0
/
2
0

平
成

2
5
年

度
に

供
用

し
た

熊
本

市
道

(子
飼

橋
 約

3
2
0
m

)の
自

転
車

道
整

備
に

係
る

以
下

の
文

書
2
.工

事
業

者
か

ら
の

工
事

の
完

了
届

3
.歩

道
と

自
転

車
道

･自
転

車
道

と
車

道
の

間
に

お
け

る
柵

･車
止

め
の

類
･縁

石
を

設
置

し
た

箇
所

に
か

か
る

そ
の

仕
様

と
数

量
(縁

石
に

つ
い

て
は

数
量

は
不

要
)が

わ
か

る
も

の
4
.整

備
区

間
に

お
け

る
路

面
標

示
･標

識
･看

板
類

の
設

置
個

所
の

仕
様

と
数

量
が

わ
か

る
も

の
5
.標

準
横

断
図

6
.竣

工
図

面
の

う
ち

上
記

3
が

集
合

的
に

わ
か

る
も

の
7
.竣

工
図

面
の

う
ち

上
記

4
が

集
合

的
に

わ
か

る
も

の
8
.公

安
委

員
会

･警
察

と
の

協
議

や
打

合
せ

内
容

が
わ

か
る

も
の

(鑑
を

含
む

)
9
.工

事
前

後
の

写
真

(あ
れ

ば
電

磁
的

記
録

希
望

(P
D

F
形

式
希

望
))

※
項

目
8
を

除
く

項
目

2
～

9
に

つ
い

て
は

、
別

紙
2
｢自

転
車

道
工

事
別

一
覧

表
｣に

記
載

の
工

事
①

～
⑥

の
全

て
の

工
事

に
つ

い
て

当
該

文
書

の
開

示
請

求
を

行
う

都
市

建
設

局
東

部
土

木
ｾ

ﾝ
ﾀ
ｰ

工
務

課

平
成

2
5
年

度
に

供
用

し
た

熊
本

市
道

(子
飼

橋
 約

3
2
0
m

)の
自

転
車

道
整

備
に

係
る

以
下

の
文

書
2
.工

事
業

者
か

ら
の

工
事

の
完

了
届

3
.歩

道
と

自
転

車
道

･自
転

車
道

と
車

道
の

間
に

お
け

る
柵

･車
止

め
の

類
･縁

石
を

設
置

し
た

個
所

に
か

か
る

そ
の

仕
様

と
数

量
(縁

石
に

つ
い

て
は

数
量

は
不

要
)が

わ
か

る
も

の
4
.整

備
区

間
に

お
け

る
路

面
標

示
･標

識
･看

板
類

の
設

置
個

所
の

仕
様

と
数

量
が

わ
か

る
も

の
5
.標

準
断

面
図

6
.竣

工
図

面
の

う
ち

上
記

3
が

集
合

的
に

わ
か

る
も

の 7
.竣

工
図

面
の

う
ち

上
記

4
が

集
合

的
に

わ
か

る
も

の 8
.公

安
委

員
会

･警
察

と
の

協
議

や
打

合
せ

内
容

が
わ

か
る

も
の

(鑑
を

含
む

)
9
.工

事
前

後
の

写
真

開
示

1
0
/
2
7

1
2
/
1
7

郵
送

7
1
7

1
0
/
2
0

･施
工

番
号

:1
4
0
0
7
8
0

･工
事

名
:一

般
県

道
 植

木
山

鹿
線

(内
工

区
)道

路
改

良
工

事
･該

当
工

事
の

金
額

入
り

積
算

書
す

べ
て

都
市

建
設

局
北

部
土

木
ｾ

ﾝ
ﾀ
ｰ

工
務

課

施
行

番
号

:1
4
0
0
7
8
0

工
事

名
:一

般
県

道
 植

木
山

鹿
線

(内
工

区
)道

路
改

良
工

事
開

示
文

書
:該

当
工

事
の

金
額

入
り

積
算

書
す

べ
て

開
示

1
0
/
2
2

1
1
/
5

郵
送

7
1
8

1
0
/
2
0

･施
工

番
号

:1
4
0
0
8
5
9

･工
事

名
:主

要
地

方
道

 熊
本

高
森

線
道

路
改

修
工

事
(熊

本
城

･市
役

所
前

電
停

改
良

)
･該

当
工

事
の

金
額

入
り

積
算

書
す

べ
て

都
市

建
設

局
交

通
政

策
総

室

主
要

地
方

道
熊

本
高

森
線

道
路

改
修

工
事

(熊
本

城
･市

役
所

前
電

停
改

良
)の

金
入

設
計

書
開

示
1
0
/
2
4

1
1
/
5

郵
送

7
1
9

1
0
/
2
0

･施
工

番
号

:1
4
0
0
7
7
9

･工
事

名
:八

分
字

町
東

原
外

水
路

改
良

工
事

･該
当

工
事

の
金

額
入

り
積

算
書

す
べ

て

南
区

役
所

農
業

振
興

課
飽

田
天

明
分

室

･八
分

字
町

東
原

外
水

路
改

良
工

事
(金

入
り

設
計

書
)

開
示

1
0
/
2
3

1
1
/
5

郵
送
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受
付

番
号

受
付

日
請

求
す

る
文

書
の

件
名

所
管

課
期

限
延

長
決

定
文

書
の

件
名

決
定

内
容

不
開

示
理

由
開

示
等

決
定

日
開

示
日

7
2
0

1
0
/
2
0

･施
工

番
号

:1
4
0
0
7
9
7

･工
事

名
:四

方
寄

町
折

口
兼

道
路

改
良

工
事

･該
当

工
事

の
金

額
入

り
積

算
書

す
べ

て

北
区

役
所

農
業

振
興

課
北

部
分

室

四
方

寄
町

折
口

水
兼

道
路

改
良

工
事

開
示

1
0
/
2
2

1
1
/
5

郵
送

7
2
1

1
0
/
2
0

･施
工

番
号

:1
4
8
0
3
4
9

･工
事

名
:西

区
松

尾
町

上
松

尾
2
0
7
番

付
近

φ
1
0
0
･7

5
粍

配
水

管
布

設
替

他
2
件

工
事

･該
当

工
事

の
金

額
入

り
積

算
書

す
べ

て

上
下

水
道

局
管

路
維

持
課

･西
区

松
尾

町
上

松
尾

2
0
7
番

付
近

φ
1
0
0
･7

5
粍

配
水

管
布

設
替

他
2
件

工
事

上
記

の
金

額
入

り
工

事
設

計
書

開
示

1
0
/
2
0

1
1
/
5

郵
送

7
2
2

1
0
/
2
0

･施
工

番
号

:1
4
7
0
0
0
4

･工
事

名
:西

区
谷

尾
崎

町
1
1
0
5
番

付
近

φ
7
5
粍

配
水

管
布

設
替

他
1
件

工
事

【
緊

急
的

工
事

】
･該

当
工

事
の

金
額

入
り

積
算

書
す

べ
て

上
下

水
道

局
管

路
維

持
課

･西
区

谷
尾

崎
町

1
1
0
5
番

付
近

φ
7
5
粍

配
水

管
布

設
替

他
1
件

工
事

上
記

の
金

額
入

り
工

事
設

計
書

開
示

1
0
/
2
0

1
1
/
5

郵
送

7
2
3

1
0
/
2
1

(土
地

)熊
本

市
中

央
区

大
江

2
丁

目
○

-
○

○
(○

○
ﾋ
ﾞﾙ

建
設

予
定

地
)

　
　

　
　

　
〃

　
　

中
央

区
大

江
2
丁

目
○

-
○

(○
○

用
地

)
　

　
　

　
　

〃
　

　
東

区
東

町
3
丁

目
○

○
-
○

(○
○

用
地

)
　

　
　

　
　

〃
　

　
東

区
東

本
町

○
○

-
○

○
（
○

○
用

地
)

に
係

る
土

壌
汚

染
対

策
法

第
4
条

に
基

づ
く

土
地

の
形

質
の

変
更

(添
付

資
料

は
土

地
の

所
在

地
を

示
す

も
の

以
外

を
除

く
)の

届
出

書
及

び
そ

の
関

係
文

書
関

係
文

書
は

法
第

4
条

第
2
項

の
環

境
省

令
で

定
め

る
基

準
に

該
当

す
る

か
否

か
の

審
査

ﾁ
ｪ
ｯ
ｸ
ﾘｽ

ﾄ、
最

も
年

代
の

古
い

住
宅

地
図

及
び

届
出

に
対

す
る

通
知

文
書

に
限

る

環
境

局
水

保
全

課

(土
地

)熊
本

市
中

央
区

大
江

2
丁

目
○

-
○

○
(○

○
ﾋ
ﾞﾙ

建
設

予
定

地
)

　
　

　
　

　
〃

　
　

中
央

区
大

江
2
丁

目
○

-
○

(○
○

用
地

)
　

　
　

　
　

〃
　

　
東

区
東

町
3
丁

目
○

○
-
○

(○
○

用
地

)
　

　
　

　
　

〃
　

　
東

区
東

本
町

○
○

-
○

○
（
○

○
用

地
)

に
係

る
土

壌
汚

染
対

策
法

第
4
条

に
基

づ
く

土
地

の
形

質
の

変
更

の
届

出
書

(添
付

資
料

は
土

地
の

所
在

地
を

示
す

も
の

以
外

を
除

く
)及

び
そ

の
関

係
文

書
(法

第
4
条

第
2
項

の
環

境
省

令
で

定
め

る
基

準
に

該
当

す
る

か
否

か
の

審
査

ﾁ
ｪ
ｯ
ｸ
ﾘｽ

ﾄ、
最

も
年

代
の

古
い

住
宅

地
図

及
び

届
出

に
対

す
る

通
知

文
書

に
限

る
)

開
示

(一
部

請
求

拒
否

)
2
号

　
個

人
情

報
1
0
/
2
8

1
0
/
2
9

7
2
4

1
0
/
2
1

浜
口

町
南

水
深

外
水

路
改

良
工

事
金

入
設

計
書

南
区

役
所

農
業

振
興

課
飽

田
天

明
分

室

･浜
口

町
南

水
深

外
水

路
改

良
工

事
(金

入
り

設
計

書
)

開
示

1
0
/
2
2

1
0
/
2
4

7
2
5

1
0
/
2
1

平
成

2
6
年

1
0
月

8
日

開
札

北
部

土
木

ｾ
ﾝ
ﾀ
ｰ

 工
務

課
一

般
県

道
 砂

原
四

方
寄

線
(花

園
工

区
)外

1
路

線
花

園
北

地
区

道
路

改
良

工
事

上
記

の
金

入
設

計
書

を
お

願
い

致
し

ま
す

。

都
市

建
設

局
北

部
土

木
ｾ

ﾝ
ﾀ
ｰ

工
務

課

･一
般

県
道

 砂
原

四
方

寄
線

(花
園

工
区

)外
1
路

線 花
園

北
地

区
道

路
改

良
工

事
金

入
設

計
書

開
示

1
0
/
2
4

1
0
/
2
9

7
2
6

1
0
/
2
1

●
東

区
御

領
1
丁

目
9
番

付
近

φ
1
0
0
粍

配
水

管
布

設
替

他
1
件

工
事

上
記

工
事

の
金

入
り

内
訳

書
(工

種
明

細
表

･科
目

･施
工

内
訳

表
)

本
日

契
約

日
で

、
契

約
時

の
内

訳
書

は
提

出
済

み

上
下

水
道

局
水

相
談

課

以
下

の
金

入
り

内
訳

書
(工

種
明

細
書

･科
目

･施
工

内
訳

書
)

･東
区

御
領

1
丁

目
9
番

付
近

φ
1
0
0
粍

配
水

管
布

設
替

他
1
件

工
事

開
示

1
0
/
2
2

1
1
/
6
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受
付

番
号

受
付

日
請

求
す

る
文

書
の

件
名

所
管

課
期

限
延

長
決

定
文

書
の

件
名

決
定

内
容

不
開

示
理

由
開

示
等

決
定

日
開

示
日

7
2
7

1
0
/
2
2

市
道

 田
井

島
第

2
6
号

線
道

路
改

良
工

事
金

入
設

計
書

都
市

建
設

局
西

部
土

木
ｾ

ﾝ
ﾀ
ｰ

工
務

課

･市
道

 田
井

島
第

2
6
号

線
道

路
改

良
工

事
金

入
り

設
計

書
開

示
1
1
/
5

1
1
/
6

7
2
8

1
0
/
2
2

理
美

容
の

開
設

届
を

提
出

さ
れ

た
店

舗
の

情
報

開
示

を
申

請
い

た
し

ま
す

。
項

目
:店

舗
名

･住
所

･電
話

番
号

･申
請

者
名

期
間

:2
0
1
4
年

1
0
月

7
日

よ
り

2
0
1
4
年

1
0
月

2
2
日

健
康

福
祉

子
ど

も
局

生
活

衛
生

課

平
成

2
6
年

1
0
月

7
日

か
ら

同
1
0
月

2
2
日

ま
で

の
間

、
熊

本
市

内
に

お
い

て
新

規
確

認
し

た
美

容
所

の
一

覧
(理

容
所

に
つ

い
て

は
該

当
無

し
)

項
目

; 
施

設
の

名
称

、
所

在
地

、
電

話
番

号
、

開
設

者
の

氏
名

、
役

職
、

代
表

者
氏

名

開
示

1
0
/
2
7

1
0
/
3
0

7
2
9

1
0
/
2
2

飲
食

店
の

新
規

検
査

の
申

請
を

行
っ

た
店

舗
の

情
報

開
示

を
申

請
い

た
し

ま
す

。
た

だ
し

、
移

動
販

売
･臨

時
営

業
･仮

設
営

業
･自

動
販

売
機

を
除

く
。

項
目

:屋
号

･営
業

所
在

地
･申

請
者

名
･営

業
電

話
番

号 期
間

:2
0
1
4
年

1
0
月

7
日

よ
り

2
0
1
4
年

1
0
月

2
2
日

健
康

福
祉

子
ど

も
局

食
品

保
健

課

平
成

2
6
年

1
0
月

7
日

～
平

成
2
6
年

1
0
月

2
2
日

ま
で

の
間

に
、

熊
本

市
内

に
お

い
て

新
規

に
申

請
を

行
っ

た
飲

食
店

一
覧

(移
動

販
売

、
臨

時
営

業
、

仮
設

営
業

、
自

動
販

売
機

を
除

く
)計

3
7
件

項
目

:屋
号

、
営

業
所

在
地

、
申

請
者

名
、

営
業

電
話

番
号

※
 開

示
情

報
取

り
出

し
日

時
:平

成
2
6
年

1
0
月

2
3

日
 1

4
:0

0

開
示

1
0
/
2
7

1
0
/
3
0

7
3
0

1
0
/
2
2

簡
易

専
用

水
道

の
設

置
登

録
者

一
覧

設
置

者
(名

前
、

社
名

)、
住

所
、

連
絡

先
、

設
置

(届
出

日
)

設
置

物
件

名
、

設
置

物
件

住
所

平
成

2
6
年

1
0
月

2
2
日

現
在

の
も

の

健
康

福
祉

子
ど

も
局

生
活

衛
生

課

簡
易

専
用

水
道

の
設

置
者

一
覧

名
前

(社
名

)、
住

所
、

連
絡

先
、

設
置

(届
出

)日
平

成
2
6
年

1
0
月

2
2
日

現
在

の
も

の
(以

上
電

子
ﾃ

ﾞｰ
ﾀ
)

開
示

(一
部

請
求

拒
否

)
2
号

　
個

人
情

報
1
0
/
3
1

1
1
/
1
0

7
3
1

1
0
/
2
2

昭
和

3
0
年

、
昭

和
3
1
年

、
昭

和
3
2
年

当
時

の
熊

本
市

の
農

林
課

長
の

氏
名

を
知

り
た

い
の

で
文

章
に

て
公

開
し

て
頂

く
事

を
請

求
し

ま
す

。
総

務
局

人
事

課

昭
和

3
0
年

、
昭

和
3
1
年

、
昭

和
3
2
年

当
時

の
農

林
課

長
に

係
る

人
事

異
動

原
議

開
示

(一
部

請
求

拒
否

)

6
号

　
事

務
事

業
に

関
す

る
情

報
1
1
/
4

1
1
/
5

郵
送

7
3
2

1
0
/
2
2

熊
本

市
に

て
利

用
･契

約
さ

れ
て

い
ま

す
複

写
機

･ﾚ
ｰ

ｻ
ﾞｰ

ﾌ
ﾟﾘ

ﾝ
ﾀ
･大

判
ﾌ
ﾟﾘ

ﾝ
ﾀ
の

導
入

状
況

(納
入

年
月

･台
数

･ﾒ
ｰ

ｶ
ｰ

･契
約

単
価

)が
確

認
で

き
ま

す
文

書
に

つ
い

て
申

請
し

ま
す

。
尚

、
期

間
は

平
成

2
1
年

度
～

2
6
年

度
分

で
お

願
い

し
ま

す
。

(総
務

局
契

約
検

査
総

室
及

び
企

画
振

興
局

情
報

政
策

課
の

所
管

分
に

限
る

。
)

総
務

局
契

約
検

査
総

室

熊
本

市
複

写
機

賃
貸

借
契

約
状

況
一

覧

開
示

1
0
/
2
7

1
1
/
7

郵
送

7
3
3

1
0
/
2
2

熊
本

市
に

て
利

用
･契

約
さ

れ
て

い
ま

す
複

写
機

･ﾚ
ｰ

ｻ
ﾞｰ

ﾌ
ﾟﾘ

ﾝ
ﾀ
･大

判
ﾌ
ﾟﾘ

ﾝ
ﾀ
の

導
入

状
況

(納
入

年
月

･台
数

･ﾒ
ｰ

ｶ
ｰ

･契
約

単
価

)が
確

認
で

き
ま

す
文

書
に

つ
い

て
申

請
し

ま
す

。
尚

、
期

間
は

平
成

2
1
年

度
～

2
6
年

度
分

で
お

願
い

し
ま

す
。

(総
務

局
契

約
検

査
総

室
及

び
企

画
振

興
局

情
報

政
策

課
の

所
管

分
に

限
る

。
)

企
画

振
興

局
情

報
政

策
課

熊
本

市
情

報
ﾈ

ｯ
ﾄﾜ

ｰ
ｸ
ｼ

ｽ
ﾃ

ﾑ
(C

ﾈ
ｯ
ﾄ)

維
持

管
理

台
帳

開
示

1
1
/
4

1
1
/
7

郵
送
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受
付

番
号

受
付

日
請

求
す

る
文

書
の

件
名

所
管

課
期

限
延

長
決

定
文

書
の

件
名

決
定

内
容

不
開

示
理

由
開

示
等

決
定

日
開

示
日

7
3
4

1
0
/
2
2

土
木

B
ｸ
ﾗ
ｽ
一

式
工

事
金

入
設

計
図

書
が

必
要

で
す

。
工

事
名

 市
道

 川
尻

町
下

無
田

第
1
号

線
道

路
改

良
工

事 工
事

場
所

 熊
本

市
南

区
御

幸
木

部
町

地
内

担
当

課
 西

部
土

木
ｾ

ﾝ
ﾀ
ｰ

工
務

課

都
市

建
設

局
西

部
土

木
ｾ

ﾝ
ﾀ
ｰ

工
務

課

･市
道

 川
尻

町
下

無
田

第
1
号

線
道

路
改

良
工

事
金

入
り

設
計

書

開
示

1
1
/
5

1
1
/
6

7
3
5

1
0
/
2
2

一
般

県
道

 砂
原

四
方

寄
線

(池
上

工
区

)島
崎

高
架

橋
下

部
工

(A
1
)工

事
都

市
建

設
局

北
部

土
木

ｾ
ﾝ

ﾀ
ｰ

工
務

課

･一
般

県
道

砂
原

四
方

寄
線

(池
上

工
区

)島
崎

高
架

橋
下

部
工

(A
1
)工

事
の

金
入

設
計

書
開

示
1
0
/
2
8

1
0
/
3
1

7
3
6

1
0
/
2
3

道
路

判
定

 0
4
-
4
2
9
 H

1
6
年

協
定

書
 ○

○
○

○
氏

1
人

分
ｶ
ﾗ
ｰ

都
市

建
設

局
建

築
指

導
課

道
路

判
定

 0
4
-
4
2
9
 H

1
6
年

 ｶ
ﾗ
ｰ

開
示

(一
部

請
求

拒
否

)
2
号

　
個

人
情

報
1
0
/
2
7

1
0
/
2
8

7
3
7

1
0
/
2
3

道
等

の
判

定
 1

4
年

1
5
9
号

ｶ
ﾗ
ｰ

希
望

都
市

建
設

局
建

築
指

導
課

道
等

の
判

定
 1

4
年

1
5
9
号

 ｶ
ﾗ
ｰ

希
望

開
示

1
0
/
2
7

1
0
/
2
8
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受
付

番
号

受
付

日
請

求
す

る
文

書
の

件
名

所
管

課
期

限
延

長
決

定
文

書
の

件
名

決
定

内
容

不
開

示
理

由
開

示
等

決
定

日
開

示
日

7
3
8

1
0
/
2
3

●
熊

本
市

憲
法

･熊
本

市
自

治
基

本
条

例
･(

自
治

の
基

本
理

念
)第

3
条

(自
治

運
営

の
基

本
原

則
)第

4
条

(市
民

の
責

務
)第

6
条

(市
長

の
責

務
)第

9
条

(市
長

等
の

役
割

)第
1
0
条

(市
の

職
員

の
責

務
)第

1
1
条

(行
政

手
続

き
)

第
2
0
条

(意
見

等
の

取
扱

い
)第

2
1
条

等
の

条
例

に
則

っ
て

、
以

下
の

開
示

請
求

を
す

る
。

●
熊

本
市

長
と

の
直

接
対

話
制

度
･｢

ま
ち

づ
く

り
ﾄｰ

ｸ
･

受
付

第
ま

-
4
号

･平
成

2
6
年

6
月

3
0
日

受
付

｣の
抽

選
漏

れ
に

対
す

る
回

答
書

(平
成

2
6
年

1
0
月

1
日

付
･熊

本
市

長
幸

山
政

史
自

筆
ｻ

ｲ
ﾝ
入

り
･)

を
平

成
2
6
年

1
0
月

2
日

･
郵

送
受

領
･し

た
。

こ
の

回
答

書
の

内
容

に
つ

い
て

、
以

下
の

開
示

請
求

を
、

関
係

各
主

幹
課

に
請

求
す

る
。

1
.(
意

見
･提

案
1
-
(1

)に
つ

い
て

)ご
指

摘
の

2
基

の
L
P
G

ﾀ
ﾝ
ｸ
(ﾊ

ﾞﾙ
ｸ
貯

蔵
 )
が

別
系

統
で

あ
る

こ
と

に
つ

き
ま

し
て

は
、

建
築

確
認

申
請

の
審

査
に

伴
う

消
防

同
意

時
に

、
申

請
書

に
添

付
さ

れ
て

い
る

図
面

で
確

認
し

て
お

り
ま

す
。

と
あ

る
が

、
最

初
の

計
画

申
請

時
の

2
基

の
L
P
G

ﾀ
ﾝ

ｸ
(ﾊ

ﾞﾙ
ｸ
貯

蔵
)が

別
系

統
で

あ
る

と
す

る
わ

か
る

図
面

の
開

示
請

求
。

2
.(
意

見
･提

案
1
-
(2

)に
つ

い
て

)市
長

へ
の

手
紙

(平
成

2
6
年

5
月

2
7
日

受
付

、
広

聴
課

第
1
5
4
号

)意
見

･提
案

1
及

び
2
に

お
い

て
回

答
し

た
内

容
と

同
じ

で
ご

ざ
い

ま
す

が
、

L
P
G

ﾊ
ﾞﾙ

ｸ
ﾀ
ﾝ
ｸ
の

位
置

の
変

更
に

つ
き

ま
し

て
は

、
建

築
基

準
法

施
行

規
則

第
3
条

の
2
第

1
項

1
5
号

に
規

定
す

る
｢計

画
変

更
に

係
る

確
認

を
要

し
な

い
軽

微
な

変
更

｣に
該

当
す

る
も

の
で

ご
ざ

い
ま

す
。

と
あ

る
が

、
※

→
こ

の
L
P
G

ﾊ
ﾞﾙ

ｸ
ﾀ
ﾝ
ｸ
の

位
置

の
変

更
は

、
建

築
基

準
法

施
行

規
則

第
3
条

の
2
第

1
項

1
5
号

の
適

用
が

正
当

と
な

っ
た

回
答

と
な

っ
て

い
る

。

企
画

振
興

局
広

聴
課

●
熊

本
市

長
と

の
直

接
対

話
制

度
｢ま

ち
づ

く
り

ﾄｰ
ｸ
受

付
第

ま
-
4
号

、
平

成
2
6
年

6
月

3
6
日

受
付

｣の
抽

選
漏

れ
に

対
す

る
回

答
書

(平
成

2
6
年

1
0
月

1
日

付
)の

内
容

に
つ

い
て

以
下

の
も

の
。

1
.意

見
･提

案
1
-
(1

)に
つ

い
て

｢ご
指

摘
の

2
基

の
L
P
G

ﾀ
ﾝ
ｸ
(ﾊ

ﾞﾙ
ｸ
貯

槽
)が

別
系

統
で

あ
る

こ
と

に
つ

ま
し

て
は

、
建

築
確

認
申

請
の

審
査

に
伴

う
消

防
同

意
時

に
、

申
請

書
に

添
付

さ
れ

て
い

る
図

面
で

確
認

し
て

お
り

ま
す

。
｣と

あ
る

が
、

最
初

の
計

画
申

請
時

の
2
基

の
L
P
G

ﾀ
ﾝ
ｸ
(ﾊ

ﾞﾙ
ｸ
貯

槽
)が

別
系

統
で

あ
る

と
わ

か
る

図
面

。
2
.意

見
･提

案
1
-
(2

)に
つ

い
て

｢L
P
G

ﾊ
ﾞﾙ

ｸ
ﾀ
ﾝ
ｸ
の

位
置

の
変

更
に

つ
き

ま
し

て
は

、
建

築
基

準
法

施
行

規
則

第
3
条

の
2
第

1
項

第
1
5
号

に
規

定
す

る
｢計

画
変

更
に

係
る

確
認

を
要

し
な

い
軽

微
な

変
更

｣に
該

当
す

る
も

の
で

ご
ざ

い
ま

す
。

｣と
あ

る
が

、
｢液

化
石

油
ｶ
ﾞｽ

の
保

安
の

確
保

及
び

取
引

の
適

正
化

に
関

す
る

法
律

施
行

規
則

｣を
適

用
せ

ず
、

｢建
築

基
準

法
施

行
規

則
｣を

適
用

す
る

の
が

正
し

い
と

す
る

法
的

根
拠

の
そ

こ
だ

け
が

わ
か

る
資

料
等

。
3
.当

初
の

計
画

設
計

で
は

、
L
P
G

ﾊ
ﾞﾙ

ｸ
ﾀ
ﾝ
ｸ
は

1
ﾄ

ﾝ
以

上
で

あ
り

、
都

道
府

県
知

事
に

届
出

の
責

務
が

あ
っ

た
は

ず
で

あ
る

が
、

市
は

な
ぜ

届
書

を
提

出
し

な
く

て
も

よ
い

と
し

た
の

か
、

法
的

根
拠

等
の

わ
か

る
資

料
等

。
4
.意

見
･提

案
2
に

つ
い

て
｢高

圧
ｶ
ﾞｽ

保
安

法
第

8
条

は
、

建
築

基
準

関
係

規
定

で
は

ご
ざ

い
ま

せ
ん

。
従

い
ま

し
て

、
建

築
基

準
法

関
係

規
定

以
外

の
法

令
を

根
拠

に
処

分
を

変
更

す
る

事
は

で
き

ま
せ

ん
。

｣と
あ

る
が

、
建

築
基

準
法

関
係

規
定

以
外

は
適

用
で

き
な

い
と

す
る

法
的

根
拠

等
の

わ
か

る
資

料
等

。

不
存

在
第

1
1
条

　
第

2
項

1
1
/
5
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受
付

番
号

受
付

日
請

求
す

る
文

書
の

件
名

所
管

課
期

限
延

長
決

定
文

書
の

件
名

決
定

内
容

不
開

示
理

由
開

示
等

決
定

日
開

示
日

第
3
条

の
2
法

第
6
条

第
1
項

(法
第

8
7
条

第
1
項

に
お

い
て

準
用

す
る

場
合

を
含

む
。

)の
国

土
交

通
省

令
で

定
め

る
軽

微
な

変
更

は
、

次
に

掲
げ

る
も

の
で

あ
っ

て
、

変
更

後
も

建
築

物
の

計
画

が
建

築
基

準
関

係
規

定
に

適
合

す
る

こ
と

が
明

ら
か

な
も

の
と

す
る

。
と

の
条

文
と

な
っ

て
い

る
。

つ
ま

り
、

熊
本

市
長

等
は

、
こ

の
L
P
G

ﾊ
ﾞﾙ

ｸ
ﾀ
ﾝ
ｸ
設

備
は

、
｢建

築
物

｣と
見

な
し

、
建

築
基

準
法

施
行

規
則

の
適

応
対

象
物

と
の

法
解

釈
見

解
で

良
い

と
の

事
で

あ
る

が
、

｢液
化

石
油

ｶ
ﾞｽ

の
保

安
の

確
保

及
び

取
引

の
適

正
化

に
関

す
る

法
律

施
行

規
則

｣の
条

文
の

中
に

、
(軽

微
な

変
更

)第
六

十
六

条
法

第
三

十
七

条
の

四
第

三
項

で
準

用
す

る
法

第
三

十
七

条
の

二
第

一
項

た
だ

し
書

の
経

済
産

業
省

令
で

定
め

る
軽

微
な

変
更

は
、

次
の

各
号

に
掲

げ
る

も
の

と
す

る
。

一
 液

化
石

油
ｶ
ﾞｽ

の
通

る
部

分
の

取
替

え
(同

型
式

の
も

の
に

限
る

。
)

二
 液

化
石

油
ｶ
ﾞｽ

の
通

る
部

分
以

外
の

充
て

ん
設

備
に

係
る

設
備

の
取

替
え

三
 充

て
ん

設
備

の
廃

止
の

条
文

に
該

当
す

る
も

の
が

、
L
P
G

ﾀ
ﾝ
ｸ
設

備
の

軽
微

な
変

更
に

該
当

す
る

も
の

と
思

わ
れ

る
が

、
｢液

化
石

油
ｶ
ﾞｽ

の
保

安
の

確
保

及
び

～
法

律
施

行
規

則
｣を

適
応

せ
ず

、
｢建

築
基

準
法

施
行

規
則

｣を
適

応
す

る
の

が
正

し
い

と
す

る
法

的
根

拠
等

の
そ

こ
だ

け
が

わ
か

る
資

料
等

の
開

示
請

求
。

5
.意

見
･提

案
3
-
(1

)に
つ

い
て

｢熊
本

市
建

築
基

準
条

例
第

4
条

に
お

き
ま

し
て

、
高

さ
が

2
ﾒ
ｰ

ﾄﾙ
を

超
え

る
崖

に
接

す
る

、
又

は
近

接
す

る
建

築
物

に
対

し
て

、
崖

の
高

さ
の

1
.5

倍
以

上
の

水
平

距
離

を
保

つ
よ

う
に

定
め

て
お

り
ま

す
が

、
こ

の
条

例
で

は
L
P
G

ﾊ
ﾞﾙ

ｸ
ﾀ
ﾝ
ｸ
が

建
築

設
備

と
な

り
ま

す
の

で
、

対
象

と
し

て
お

り
ま

せ
ん

。
｣と

あ
る

。
建

築
基

準
法

第
二

条
に

よ
れ

ば
｢建

築
物

｣の
用

語
の

定
義

と
し

て
建

築
設

備
を

含
む

も
の

と
解

釈
で

き
る

。
1
)L

P
G

ﾊ
ﾞﾙ

ｸ
ﾀ
ﾝ
ｸ
が

、
｢熊

本
市

建
築

基
準

条
例

｣
の

建
築

物
と

し
て

な
ぜ

適
用

し
な

い
の

か
、

法
的

根
拠

等
の

わ
か

る
資

料
等

。
2
)L

P
G

ﾊ
ﾞﾙ

ｸ
ﾀ
ﾝ
ｸ
に

近
接

し
た

、
受

水
槽

ﾎ
ﾟﾝ

ﾌ
ﾟ給

水
槽

も
建

築
物

で
あ

る
に

も
か

か
わ

ら
ず

、
熊

本
市

建
築

基
準

条
例

｣の
建

築
物

と
し

て
な

ぜ
適

用
し

な
い

の
か

、
法

的
根

拠
等

の
わ

か
る

資
料

等
。

6
.意

見
･提

案
4
に

つ
い

て
｢建

築
基

準
法

第
1
9
条

で
は

、
敷

地
の

衛
生

及
び

安
全

に
つ

い
て

定
め

て
お

り
ま

す
が

、
具

体
的

な
規

制
に

つ
い

て
は

記
載

さ
れ

て
お

り
ま

せ
ん

。
そ

の
た

め
、

本
市

で
は

、
建

築
基

準
法

第
1
9
条

を
補

完
す

る
た

め
に

、
熊

本
市

建
築

基
準

条
例

第
4
条

を
定

め
て

お
り

、
高

さ
が

2
ﾒ
ｰ

ﾄﾙ
を

超
え

る
崖

に
接

す
る

、
又

は
近

接
す

る
建

築
物

に
対

し
て

は
、

崖
の

高
さ

の
1
.5

倍
以

上
の

水
平

距
離

を
保

つ
よ

う
に

規
制

し
て

お
り

ま
す

が
、

こ
の

条
例

は
建

築
設

備
を

対
象

と
し

て
お

り
ま

せ
ん

の
で

、
ご

理
解

い
た

だ
き

ま
す

よ
う

お
願

い
い

た
し

ま
す

。
｣と

あ
る

。
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受
付

番
号

受
付

日
請

求
す

る
文

書
の

件
名

所
管

課
期

限
延

長
決

定
文

書
の

件
名

決
定

内
容

不
開

示
理

由
開

示
等

決
定

日
開

示
日

3
.更

に
、

(充
て

ん
設

備
の

軽
微

な
変

更
の

届
出

)第
六

十
七

条
法

第
三

十
七

条
の

四
第

三
項

で
準

用
す

る
法

第
三

十
七

条
の

二
第

二
項

の
規

定
に

よ
り

充
て

ん
設

備
の

軽
微

な
変

更
の

届
出

を
し

よ
う

と
す

る
者

は
、

様
式

第
三

十
七

に
よ

る
届

書
を

法
第

三
十

七
条

の
四

第
一

項
の

許
可

を
し

た
都

道
府

県
知

事
に

提
出

し
な

け
れ

ば
な

ら
な

い
。

と
あ

り
、

当
初

の
計

画
設

計
で

は
、

9
8
0
kg

+
4
9
5
kg

=
1
,4

7
5
kg

で
1
t以

上
と

な
り

、
当

然
･都

道
府

県
知

事
に

届
書

の
責

務
が

あ
っ

た
筈

で
あ

る
が

、
熊

本
県

消
防

保
安

課
は

｢届
書

は
不

存
在

｣と
の

事
で

あ
っ

た
。

何
故

･熊
本

市
長

等
は

、
｢届

書
｣を

提
出

し
な

く
て

も
良

い
･と

し
て

不
履

行
し

た
の

か
･の

法
的

根
拠

等
の

わ
か

る
資

料
等

の
開

示
請

求
。

4
.(
意

見
･提

案
2
に

つ
い

て
)高

圧
ｶ
ﾞｽ

保
安

法
第

8
条

は
、

建
築

基
準

関
係

規
定

で
は

ご
ざ

い
ま

せ
ん

。
従

い
ま

し
て

、
建

築
基

準
法

関
係

規
定

以
外

の
法

令
を

根
拠

に
処

分
を

変
更

す
る

事
は

で
き

ま
せ

ん
。

と
の

熊
本

市
長

等
の

処
分

記
述

と
な

っ
て

い
る

が
、

こ
の

｢L
P
G

ﾀ
ﾝ
ｸ

設
置

｣に
対

す
る

適
応

対
象

法
律

法
令

等
は

、
建

築
基

準
法

施
行

規
則

･建
築

基
準

法
･消

防
法

･液
化

石
油

ｶ
ﾞ

ｽ
の

保
安

の
確

保
及

び
取

引
の

適
正

化
に

関
す

る
法

律
･施

行
規

則
･法

律
施

行
令

･が
適

応
対

象
と

な
っ

て
い

る
筈

で
あ

る
が

、
こ

の
熊

本
市

内
に

設
置

･L
P
G

ﾀ
ﾝ
ｸ

設
備

･に
対

し
て

、
｢建

築
基

準
法

関
係

規
定

以
外

の
法

令
を

根
拠

に
処

分
を

変
更

す
る

こ
と

は
で

き
ま

せ
ん

。
｣と

あ
る

の
で

、
建

築
基

準
法

関
係

規
定

以
外

は
対

応
で

き
な

い
と

す
る

法
的

根
拠

等
の

わ
か

る
資

料
等

の
の

開
示

請
求

。

1
)石

垣
、

崖
っ

ぷ
ち

の
真

上
に

｢建
築

物
｣を

新
設

さ
せ

て
、

こ
の

石
垣

は
震

度
何

度
ま

で
は

が
け

崩
れ

の
危

険
性

は
な

い
、

あ
ん

し
ん

安
全

が
担

保
さ

れ
て

い
る

と
の

調
査

分
析

等
調

査
書

等
の

わ
か

る
資

料
等

。
2
)給

水
槽

、
ﾎ
ﾟﾝ

ﾌ
ﾟ、

受
水

槽
も

、
別

の
崖

っ
ぷ

ち
に

新
設

さ
れ

て
い

る
が

、
こ

の
崖

は
、

震
度

何
度

ま
で

は
が

け
崩

れ
の

危
険

性
は

な
い

、
あ

ん
し

ん
安

全
が

担
保

さ
れ

て
い

る
と

の
調

査
分

析
等

調
査

書
等

の
わ

か
る

資
料

等
。

3
)石

垣
の

近
隣

に
は

、
昔

の
防

空
壕

跡
、

巨
大

空
洞

が
本

館
下

を
始

め
、

石
垣

等
へ

の
影

響
が

あ
ん

し
ん

安
全

な
の

か
、

豪
雨

、
地

震
等

へ
の

災
害

へ
の

影
響

は
大

丈
夫

な
の

か
、

石
垣

の
真

上
に

這
わ

せ
た

L
P
G

ﾊ
ﾞﾙ

ｸ
ﾀ
ﾝ
ｸ
供

給
配

管
、

消
火

栓
配

管
、

飲
料

水
供

給
配

水
管

へ
の

影
響

は
大

文
夫

な
の

か
等

の
調

査
分

析
等

調
査

書
等

の
わ

か
る

資
料

等
。

7
.意

見
･提

案
5
に

つ
い

て
｢本

件
の

受
水

槽
に

つ
き

ま
し

て
は

、
｢建

築
物

に
設

け
る

飲
料

水
の

配
管

設
備

及
び

排
水

の
た

め
の

配
管

設
備

の
構

造
方

法
を

定
め

る
件

｣(
昭

和
5
0
年

建
設

省
告

示
第

1
5
9
7
号

)第
1
第

一
号

ﾛ
(2

)に
適

合
し

て
お

り
ま

す
。

ま
た

、
完

了
検

査
に

お
き

ま
し

て
も

、
同

告
示

に
適

合
し

て
い

る
か

を
検

査
し

、
確

認
し

て
お

り
ま

す
。

｣と
あ

る
の

で
、

そ
の

検
査

結
果

調
書

。
8
.意

見
･提

案
6
に

つ
い

て
｢本

件
の

L
P
G

ﾊ
ﾞﾙ

ｸ
ﾀ
ﾝ
ｸ
と

受
水

槽
に

関
し

ま
し

て
は

、
建

築
確

認
、

軽
微

な
変

更
手

続
き

、
完

了
検

査
に

い
た

る
ま

で
、

建
築

基
準

関
係

規
定

に
基

づ
き

審
査

を
行

い
、

法
適

合
を

確
認

い
た

し
て

お
り

ま
す

。
｣と

あ
る

。
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受
付

番
号

受
付

日
請

求
す

る
文

書
の

件
名

所
管

課
期

限
延

長
決

定
文

書
の

件
名

決
定

内
容

不
開

示
理

由
開

示
等

決
定

日
開

示
日

5
.(
意

見
･提

案
3
-
(1

)に
つ

い
て

)熊
本

市
建

築
基

準
条

例
第

4
条

に
お

き
ま

し
て

、
高

さ
が

2
ﾒ
ｰ

ﾄﾙ
を

超
え

る
崖

に
接

す
る

、
又

は
近

接
す

る
建

築
物

に
対

し
て

、
崖

の
高

さ
の

1
.5

倍
以

上
の

水
平

距
離

を
保

よ
う

に
定

め
て

お
り

ま
す

が
、

こ
の

条
例

で
は

L
P
G

ﾊ
ﾞﾙ

ｸ
ﾀ
ﾝ
ｸ
が

建
築

設
備

と
な

り
ま

す
の

で
、

対
象

と
し

て
お

り
ま

せ
ん

。
と

あ
る

。
→

熊
本

市
建

築
基

準
条

例
･第

3
条

建
築

物
の

敷
地

及
び

構
造

(崖
に

近
接

す
る

建
築

物
)第

4
条

建
築

物
を

高
さ

が
2
ﾒ
ｰ

ﾄﾙ
を

超
え

る
崖

(地
表

面
が

水
平

面
に

対
し

3
0

度
を

超
え

る
角

度
を

な
す

土
地

で
硬

岩
盤

(風
化

に
著

し
い

も
の

を
除

く
。

)以
外

の
も

の
を

い
う

。
)(
以

下
｢崖

｣と
い

う
。

)に
接

し
、

又
は

近
接

し
て

建
築

し
よ

う
と

す
る

場
合

は
、

崖
の

上
に

あ
っ

て
は

崖
の

下
端

か
ら

、
崖

の
下

に
あ

っ
て

は
崖

の
上

端
か

ら
、

そ
の

建
築

物
と

の
間

に
、

そ
の

崖
の

高
さ

の
1
.5

倍
以

上
の

水
平

距
離

を
保

た
な

け
れ

ば
な

ら
な

い
。

と
あ

る
。

･建
築

基
準

法
･昭

和
2
5
年

5
月

2
4
日

法
律

第
2
0
1
号

･
平

成
二

三
法

三
五

･法
一

〇
五

･法
一

二
四

･の
(用

語
の

定
義

)第
二

条
こ

の
法

律
に

お
い

て
次

の
各

号
に

掲
げ

る
用

語
の

意
義

は
、

そ
れ

ぞ
れ

当
該

各
号

に
定

め
る

と
こ

ろ
に

よ
る

。
一

建
築

物
土

地
に

定
着

す
る

工
作

物
の

う
ち

、
屋

根
及

び
柱

若
し

く
は

壁
を

有
す

る
も

の
(こ

れ
に

類
す

る
構

造
の

も
の

を
含

む
。

)、
こ

れ
に

附
属

す
る

門
若

し
く

は
塀

、
観

覧
の

た
め

の
工

作
物

又
は

地
下

若
し

く
は

高
架

の
工

作
物

内
に

設
け

る
事

務
所

、
店

舗
、

興
業

場
、

倉
庫

そ
の

他
こ

れ
ら

に
類

す
る

施
設

(鉄
道

及
び

軌
道

の
線

路
敷

地
内

の
運

転
保

安
に

関
す

る
施

設
並

び
に

跨
線

橋
、

ﾌ
ﾟﾗ

ｯ
ﾄﾎ

ｰ
ﾑ

の
上

家
、

貯
蔵

槽
そ

の
他

こ
れ

ら
に

類
す

る
施

設
を

除
く

。
)を

い
い

、
建

築
施

設
を

含
む

も
の

と
す

る
。

熊
本

市
危

機
管

理
指

針
第

4
章

第
1
に

よ
れ

ば
、

｢
市

は
、

事
前

対
策

と
し

て
、

常
時

か
ら

危
機

事
象

を
想

定
し

て
予

防
対

策
に

最
善

を
尽

く
す

と
と

も
に

、
緊

急
対

策
及

び
事

後
対

策
の

準
備

に
万

全
を

き
す

よ
う

努
め

ま
す

。
｣と

あ
る

が
、

石
垣

の
真

上
、

崖
っ

ぷ
ち

に
L
P
G

ﾊ
ﾞﾙ

ｸ
ﾀ
ﾝ
ｸ
等

を
新

設
さ

せ
、

こ
の

地
の

周
辺

住
民

に
対

し
て

、
｢事

前
対

策
と

し
て

、
平

常
時

か
ら

危
機

事
象

を
想

定
し

て
予

防
対

策
に

最
善

を
尽

く
す

と
と

も
に

、
緊

急
対

策
及

び
事

後
対

策
の

準
備

に
万

全
を

き
す

よ
う

努
め

て
い

る
。

｣と
す

る
、

具
体

的
詳

細
な

内
容

の
分

か
る

資
料

等
。

-198-



受
付

番
号

受
付

日
請

求
す

る
文

書
の

件
名

所
管

課
期

限
延

長
決

定
文

書
の

件
名

決
定

内
容

不
開

示
理

由
開

示
等

決
定

日
開

示
日

と
あ

り
、

L
P
G

ﾀ
ﾝ
ｸ
は

･建
築

施
設

･つ
ま

り
｢建

築
物

｣と
な

る
。

熊
本

市
建

築
基

準
条

例
の

第
4
条

の
(崖

に
近

接
す

る
建

築
物

)に
該

当
し

、
こ

の
条

例
の

適
応

物
件

に
な

る
。

1
)に

も
拘

ら
ず

、
対

象
と

し
て

お
り

ま
せ

ん
と

あ
る

が
、

｢こ
の

条
例

の
建

築
物

に
該

当
す

る
｣の

に
、

何
故

、
対

象
適

応
さ

せ
な

い
の

か
?
法

的
根

拠
等

の
わ

か
る

資
料

等
の

開
示

請
求

。
2
)L

P
G

ﾀ
ﾝ
ｸ
設

備
に

近
接

し
た

･受
水

槽
ﾎ
ﾟﾝ

ﾌ
ﾟ給

水
槽

も
建

築
物

に
も

拘
ら

ず
、

対
象

と
し

て
お

り
ま

せ
ん

と
す

る
法

的
根

拠
等

の
わ

か
る

資
料

等
の

開
示

請
求

。
6
.(
意

見
･提

案
4
に

つ
い

て
)建

築
基

準
法

第
1
9
条

で
は

、
敷

地
の

衛
生

及
び

安
全

に
つ

い
て

定
め

て
お

り
ま

す
が

、
具

体
的

な
規

定
に

つ
い

て
は

記
載

さ
れ

て
お

り
ま

せ
ん

。
そ

の
た

め
、

本
市

で
は

、
建

築
基

準
法

第
1
9

条
を

補
完

す
る

た
め

に
、

熊
本

市
建

築
基

準
条

例
第

4
条

を
定

め
て

お
り

、
高

さ
が

2
ﾒ
ｰ

ﾄﾙ
を

超
え

る
崖

に
接

す
る

、
又

は
近

接
す

る
建

築
物

に
対

し
て

は
、

崖
の

高
さ

の
1
.5

倍
以

上
の

水
平

距
離

を
保

つ
よ

う
に

規
制

し
て

お
り

ま
す

が
、

こ
の

条
例

は
建

築
設

備
を

対
象

と
し

て
お

り
ま

せ
ん

の
で

、
ご

理
解

い
た

だ
き

ま
す

よ
う

お
願

い
い

た
し

ま
す

。
と

あ
る

。
5
に

私
が

指
摘

し
て

い
る

様
に

、
建

築
基

準
法

･第
二

条
に

、
一

建
築

物
に

は
こ

の
L
P
G

ﾀ
ﾝ
ｸ
の

建
築

設
備

も
建

築
物

で
あ

る
解

釈
出

来
る

。
そ

の
為

、
以

下
の

開
示

請
求

を
す

る
。

1
)石

垣
･崖

っ
ぷ

ち
の

真
上

に
建

築
物

を
新

設
さ

せ
て

、
こ

の
石

垣
は

、
震

度
何

度
ま

で
は

崖
崩

れ
の

危
険

性
は

な
い

と
の

あ
ん

し
ん

安
全

が
担

保
さ

れ
て

い
る

と
の

調
査

分
析

等
調

書
等

の
わ

か
る

資
料

等
の

開
示

請
求

。
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受
付

番
号

受
付

日
請

求
す

る
文

書
の

件
名

所
管

課
期

限
延

長
決

定
文

書
の

件
名

決
定

内
容

不
開

示
理

由
開

示
等

決
定

日
開

示
日

2
)給

水
槽

･ﾎ
ﾟﾝ

ﾌ
ﾟ･

受
水

槽
･も

、
別

の
崖

っ
ぷ

ち
に

新
設

さ
れ

て
い

る
が

、
こ

の
崖

は
、

震
度

何
度

ま
で

は
崖

崩
れ

の
危

険
性

は
な

い
と

の
あ

ん
し

ん
安

全
が

担
保

さ
れ

て
い

る
と

の
調

査
分

析
調

書
等

の
わ

か
る

資
料

等
の

開
示

請
求

。
3
)石

垣
の

近
隣

に
は

、
昔

の
防

空
壕

跡
･巨

大
空

洞
･が

本
館

下
を

始
め

、
石

垣
等

へ
の

影
響

が
あ

ん
し

ん
安

全
な

の
か

、
豪

雨
･地

震
･等

へ
の

災
害

へ
の

影
響

は
大

丈
夫

な
の

か
?
石

垣
の

真
上

に
這

わ
せ

た
L
P
G

ﾀ
ﾝ
ｸ
供

給
配

管
･消

火
栓

配
管

･飲
料

水
供

給
配

水
管

･へ
の

影
響

は
大

丈
夫

な
の

か
?
等

、
の

調
査

分
析

調
書

等
の

わ
か

る
資

料
等

の
開

示
請

求
。

7
.(
意

見
･提

案
5
に

つ
い

て
)本

件
の

受
水

槽
に

つ
き

ま
し

て
は

、
｢建

築
物

に
設

け
る

飲
料

水
の

配
管

設
備

及
び

排
水

の
た

め
の

配
管

設
備

の
構

造
方

法
を

定
め

る
件

｣
(昭

和
5
0
年

建
設

省
告

示
第

1
5
9
7
号

)第
1
第

一
号

ﾛ
(2

)
に

適
合

し
て

お
り

ま
す

。
ま

た
、

完
了

検
査

に
お

き
ま

し
て

も
、

同
告

示
に

適
合

し
て

い
る

か
を

検
査

し
、

確
認

し
て

お
り

ま
す

。
と

あ
る

の
で

、
検

査
結

果
･適

合
し

て
い

る
･と

法
的

に
も

適
合

し
て

い
る

･と
し

た
検

査
結

果
調

書
の

開
示

請
求

。
8
.(
意

見
･提

案
6
に

つ
い

て
)本

件
の

L
P
G

ﾊ
ﾞﾙ

ｸ
ﾀ
ﾝ
ｸ
と

受
水

槽
に

関
し

ま
し

て
は

、
建

築
確

認
、

軽
微

な
変

更
手

続
き

、
完

了
検

査
に

い
た

る
ま

で
、

建
築

基
準

関
係

規
定

に
基

づ
き

審
査

を
行

い
、

法
適

合
を

確
認

い
た

し
て

お
り

ま
す

。
と

あ
る

。
私

の
質

疑
内

容
は

、
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受
付

番
号

受
付

日
請

求
す

る
文

書
の

件
名

所
管

課
期

限
延

長
決

定
文

書
の

件
名

決
定

内
容

不
開

示
理

由
開

示
等

決
定

日
開

示
日

熊
本

市
出

版
･｢

わ
が

家
の

防
災

ﾏ
ﾆ

ｭ
ｱ
ﾙ

｣･
を

熟
読

す
る

に
、

熊
本

市
長

幸
山

政
史

ご
あ

い
さ

つ
し

て
、

｢～
い

づ
こ

で
発

生
す

る
か

わ
か

ら
な

い
災

害
に

対
し

て
、

市
は

様
々

な
防

災
･減

災
の

方
策

を
講

じ
て

い
ま

す
が

、
災

害
に

迅
速

に
対

応
し

、
被

害
を

最
小

限
に

止
め

る
に

は
、

市
民

の
皆

さ
ま

自
ら

が
常

日
頃

の
防

災
意

識
を

高
め

て
い

た
だ

く
と

と
も

に
、

～
。

｣と
あ

る
が

、
市

民
が

減
災

の
方

策
･災

害
増

幅
要

因
の

防
災

予
防

･へ
の

意
見

提
言

等
、

･熊
本

市
憲

法
(市

民
の

責
務

)第
6
条

市
政

･ま
ち

づ
く

り
へ

の
積

極
的

に
参

画
し

、
又

は
自

ら
ま

ち
づ

く
り

に
取

り
組

む
よ

う
努

め
る

こ
と

。
の

条
例

理
念

に
基

づ
き

努
め

て
い

る
が

、
市

長
等

の
市

政
理

念
と

相
反

し
て

増
災

要
因

を
増

幅
さ

せ
て

い
る

。
立

田
山

断
層

･布
田

川
･日

奈
久

断
層

帯
･の

予
測

を
掲

載
し

、
市

民
に

対
し

地
震

対
策

危
機

意
識

を
忘

れ
ず

に
大

地
震

に
そ

な
え

ま
し

ょ
う

熊
本

市
の

直
下

に
も

活
断

層
が

存
在

す
る

と
教

宣
活

動
等

を
し

な
が

ら
、

地
震

の
正

し
い

知
識

を
身

に
付

け
ま

し
ょ

う
と

明
記

し
て

、
一

方
で

は
石

垣
の

真
上

･崖
っ

ぷ
ち

に
平

然
と

L
P
G

ﾀ
ﾝ
ｸ
設

置
を

新
設

さ
せ

る
設

計
変

更
建

築
許

確
認

書
交

付
の

執
行

を
計

り
、

周
辺

住
民

市
民

へ
の

不
安

恐
怖

･を
煽

る
市

政
執

行
に

憤
り

を
覚

え
る

。
即

刻
･取

り
消

し
て

あ
ん

し
ん

安
全

な
設

計
変

更
を

執
行

し
て

頂
き

た
い

。
平

成
2
6
年

5
月

2
8
日

(木
)の

熊
本

市
防

災
会

議
の

内
容

･熊
本

市
が

試
算

し
た

被
害

想
定

･は
、

嘘
八

百
･出

鱈
目

･の
想

定
で

す
か

?
増

災
要

因
の

増
幅

で
不

安
の

増
災

の
防

災
阻

止
を

図
っ

て
頂

き
た

い
。
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受
付

番
号

受
付

日
請

求
す

る
文

書
の

件
名

所
管

課
期

限
延

長
決

定
文

書
の

件
名

決
定

内
容

不
開

示
理

由
開

示
等

決
定

日
開

示
日

東
日

本
大

震
災

で
は

、
L
P
G

ﾊ
ﾟﾙ

ｸ
ﾀ
ﾝ
ｸ
が

大
津

波
に

飲
ま

れ
海

中
で

L
P
ｶ
ﾞｽ

が
こ

の
よ

う
な

ｶ
ﾞｽ

拡
散

を
起

こ
し

た
か

?
各

家
庭

の
L
P
G

タ
ン

ク
が

地
中

に
埋

ま
り

、
の

様
な

拡
散

を
し

た
か

?
被

害
実

績
報

告
書

が
存

在
す

る
の

か
?

石
垣

の
天

辺
･崖

っ
ぷ

ち
･で

も
大

丈
夫

?
と

の
熊

本
市

政
理

念
で

し
ょ

う
か

?
総

合
的

な
見

地
か

ら
慎

重
審

査
審

議
を

、
後

世
に

悔
い

を
残

さ
な

い
答

申
を

、
熊

本
市

長
の

真
摯

な
諸

法
令

･諸
省

告
示

･熊
本

市
建

築
基

準
条

例
･

等
の

遵
守

遵
法

等
に

則
り

、
各

項
目

毎
に

詳
細

に
実

情
を

的
確

に
把

握
し

、
誠

実
に

回
答

を
し

て
頂

き
た

い
。

※
添

付
参

照
熟

視
･実

情
の

的
確

に
把

握
す

る
為

の
資

料
写

真
等

･熊
本

市
発

刊
の

防
災

減
災

害
意

識
昂

揚
等

･熊
本

市
防

災
会

議
資

料
等

の
想

定
調

書
等

･は
熊

本
市

長
等

職
員

危
機

意
識

改
革

と
は

無
関

係
の

立
証

資
料

･等
･添

付
。

A
3
→

計
･1

3
枚

。
と

の
私

の
質

疑
内

容
で

あ
る

。
処

が
･回

答
文

は
、

｢本
件

の
L
P
G

ﾊ
ﾞﾙ

ｸ
ﾀ
ﾝ
ｸ
と

受
水

槽
に

関
し

て
は

、
建

築
確

認
、

軽
微

な
変

更
手

続
き

、
完

了
検

査
に

い
た

る
ま

で
、

建
築

基
準

関
係

規
定

に
基

づ
き

審
査

を
行

い
、

法
適

合
を

確
認

い
た

し
て

お
り

ま
す

。
と

あ
る

。
熊

本
市

危
機

管
理

指
針

の
第

4
章

危
機

管
理

の
基

本
方

針
第

1
事

前
対

策
市

は
、

事
前

対
策

と
し

て
、

平
常

時
か

ら
危

機
事

象
を

想
定

し
て

予
防

対
策

に
最

善
を

尽
く

す
と

も
に

、
緊

急
対

策
及

び
事

後
対

策
の

準
備

に
万

全
を

き
す

よ
う

努
め

ま
す

。

と
あ

る
が

、
石

垣
の

真
上

･崖
っ

ぷ
ち

･に
L
P
G

ﾀ
ﾝ
ｸ
等

を
新

設
さ

せ
、

こ
の

地
の

周
辺

住
民

に
対

し
て

、
｢事

前
対

策
と

し
て

、
平

常
時

か
ら

危
機

事
象

を
想

定
し

て
予

防
対

策
に

最
善

を
尽

く
す

と
と

も
に

、
緊

急
対

策
及

び
事

後
対

策
の

準
備

に
万

全
を

き
す

よ
う

努
め

て
い

る
。

｣と
す

る
具

体
的

詳
細

な
内

容
の

わ
か

る
資

料
等

の
開

示
請

求
。
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受
付

番
号

受
付

日
請

求
す

る
文

書
の

件
名

所
管

課
期

限
延

長
決

定
文

書
の

件
名

決
定

内
容

不
開

示
理

由
開

示
等

決
定

日
開

示
日

7
3
9

1
0
/
2
3

●
熊

本
市

憲
法

･熊
本

市
自

治
基

本
条

例
･(

自
治

の
基

本
理

念
)第

3
条

(自
治

運
営

の
基

本
原

則
)第

4
条

(市
民

の
責

務
)第

6
条

(市
長

の
責

務
)第

9
条

(市
長

等
の

役
割

)第
1
0
条

(市
の

職
員

の
責

務
)第

1
1
条

(行
政

手
続

き
)

第
2
0
条

(意
見

等
の

取
扱

い
)第

2
1
条

等
の

条
例

に
則

っ
て

、
以

下
の

開
示

請
求

を
す

る
。

●
熊

本
市

長
と

の
直

接
対

話
制

度
･｢

ま
ち

づ
く

り
ﾄｰ

ｸ
･

受
付

第
ま

-
4
号

･平
成

2
6
年

6
月

3
0
日

受
付

｣の
抽

選
漏

れ
に

対
す

る
回

答
書

(平
成

2
6
年

1
0
月

1
日

付
･熊

本
市

長
幸

山
政

史
自

筆
ｻ

ｲ
ﾝ
入

り
･)

を
平

成
2
6
年

1
0
月

2
日

･
郵

送
受

領
･し

た
。

こ
の

回
答

書
の

内
容

に
つ

い
て

、
以

下
の

開
示

請
求

を
、

関
係

各
主

幹
課

に
請

求
す

る
。

1
.(
意

見
･提

案
1
-
(1

)に
つ

い
て

)ご
指

摘
の

2
基

の
L
P
G

ﾀ
ﾝ
ｸ
(ﾊ

ﾞﾙ
ｸ
貯

蔵
 )
が

別
系

統
で

あ
る

こ
と

に
つ

き
ま

し
て

は
、

建
築

確
認

申
請

の
審

査
に

伴
う

消
防

同
意

時
に

、
申

請
書

に
添

付
さ

れ
て

い
る

図
面

で
確

認
し

て
お

り
ま

す
。

と
あ

る
が

、
最

初
の

計
画

申
請

時
の

2
基

の
L
P
G

ﾀ
ﾝ

ｸ
(ﾊ

ﾞﾙ
ｸ
貯

蔵
)が

別
系

統
で

あ
る

と
す

る
わ

か
る

図
面

の
開

示
請

求
。

2
.(
意

見
･提

案
1
-
(2

)に
つ

い
て

)市
長

へ
の

手
紙

(平
成

2
6
年

5
月

2
7
日

受
付

、
広

聴
課

第
1
5
4
号

)意
見

･提
案

1
及

び
2
に

お
い

て
回

答
し

た
内

容
と

同
じ

で
ご

ざ
い

ま
す

が
、

L
P
G

ﾊ
ﾞﾙ

ｸ
ﾀ
ﾝ
ｸ
の

位
置

の
変

更
に

つ
き

ま
し

て
は

、
建

築
基

準
法

施
行

規
則

第
3
条

の
2
第

1
項

1
5
号

に
規

定
す

る
｢計

画
変

更
に

係
る

確
認

を
要

し
な

い
軽

微
な

変
更

｣に
該

当
す

る
も

の
で

ご
ざ

い
ま

す
。

と
あ

る
が

、
※

→
こ

の
L
P
G

ﾊ
ﾞﾙ

ｸ
ﾀ
ﾝ
ｸ
の

位
置

の
変

更
は

、
建

築
基

準
法

施
行

規
則

第
3
条

の
2
第

1
項

1
5
号

の
適

用
が

正
当

と
な

っ
た

回
答

と
な

っ
て

い
る

。

都
市

建
設

局
建

築
指

導
課

1
.最

初
の

計
画

申
請

時
の

2
基

の
L
P
G

ﾀ
ﾝ
ｸ
(ﾊ

ﾞﾙ
ｸ

貯
蔵

)が
別

系
統

で
あ

る
と

す
る

図
面

の
開

示
請

求
。

不
開

示

2
号

　
個

人
情

報
3
号

　
法

人
等

情
報

4
号

　
公

共
の

安
全

等
に

関
す

る
情

報

1
1
/
4
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受
付

番
号

受
付

日
請

求
す

る
文

書
の

件
名

所
管

課
期

限
延

長
決

定
文

書
の

件
名

決
定

内
容

不
開

示
理

由
開

示
等

決
定

日
開

示
日

第
3
条

の
2
法

第
6
条

第
1
項

(法
第

8
7
条

第
1
項

に
お

い
て

準
用

す
る

場
合

を
含

む
。

)の
国

土
交

通
省

令
で

定
め

る
軽

微
な

変
更

は
、

次
に

掲
げ

る
も

の
で

あ
っ

て
、

変
更

後
も

建
築

物
の

計
画

が
建

築
基

準
関

係
規

定
に

適
合

す
る

こ
と

が
明

ら
か

な
も

の
と

す
る

。
と

の
条

文
と

な
っ

て
い

る
。

つ
ま

り
、

熊
本

市
長

等
は

、
こ

の
L
P
G

ﾊ
ﾞﾙ

ｸ
ﾀ
ﾝ
ｸ
設

備
は

、
｢建

築
物

｣と
見

な
し

、
建

築
基

準
法

施
行

規
則

の
適

応
対

象
物

と
の

法
解

釈
見

解
で

良
い

と
の

事
で

あ
る

が
、

｢液
化

石
油

ｶ
ﾞｽ

の
保

安
の

確
保

及
び

取
引

の
適

正
化

に
関

す
る

法
律

施
行

規
則

｣の
条

文
の

中
に

、
(軽

微
な

変
更

)第
六

十
六

条
法

第
三

十
七

条
の

四
第

三
項

で
準

用
す

る
法

三
十

七
条

の
二

第
一

項
た

だ
し

書
の

経
済

産
業

省
令

で
定

め
る

軽
微

な
変

更
は

、
次

の
各

号
に

掲
げ

る
も

の
と

す
る

。
一

 液
化

石
油

ｶ
ﾞｽ

の
通

る
部

分
の

取
替

え
(同

型
式

の
も

の
に

限
る

。
)

二
 液

化
石

油
ｶ
ﾞｽ

の
通

る
部

分
以

外
の

充
て

ん
設

備
に

係
る

設
備

の
取

替
え

三
 充

て
ん

設
備

の
廃

止
の

条
文

に
該

当
す

る
も

の
が

、
L
P
G

ﾀ
ﾝ
ｸ
設

備
の

軽
微

な
変

更
に

該
当

す
る

も
の

と
思

わ
れ

る
が

、
｢液

化
石

油
ｶ
ﾞｽ

の
保

安
の

確
保

及
び

～
法

律
施

行
規

則
｣を

適
応

せ
ず

、
｢建

築
基

準
法

施
行

規
則

｣を
適

応
す

る
の

が
正

し
い

と
す

る
法

的
根

拠
等

の
そ

こ
だ

け
が

わ
か

る
資

料
等

の
開

示
請

求
。

2
.液

化
石

油
ｶ
ﾞｽ

の
保

安
の

確
保

及
び

取
引

の
適

正
化

に
関

す
る

法
律

施
行

規
則

の
条

文
に

該
当

す
る

も
の

が
、

L
P
G

ﾀ
ﾝ
ｸ
設

備
の

軽
微

な
変

更
に

該
当

す
る

も
の

と
思

わ
れ

る
が

、
建

築
基

準
法

施
行

規
則

を
適

用
す

る
の

が
正

し
い

と
す

る
法

的
根

拠
等

の
そ

こ
だ

け
が

わ
か

る
資

料
等

の
開

示
請

求
。

3
.充

て
ん

設
備

の
届

書
を

提
出

し
な

く
て

も
良

い
と

し
て

不
履

行
し

た
の

か
の

法
的

根
拠

等
の

わ
か

る
資

料
等

の
開

示
請

求
。

4
.熊

本
市

内
に

設
置

の
L
P
G

ﾀ
ﾝ
ｸ
設

備
に

対
し

て
建

築
基

準
法

関
係

規
定

以
外

は
適

用
で

き
な

い
と

す
る

法
的

根
拠

の
わ

か
る

資
料

等
の

開
示

請
求

。
5
.1

)熊
本

市
建

築
基

準
条

例
の

建
築

物
に

該
当

す
る

の
に

、
な

ぜ
対

象
適

用
さ

れ
な

い
の

か
、

法
的

根
拠

等
の

わ
か

る
資

料
等

の
開

示
請

求
。

5
.2

)L
P
G

ﾀ
ﾝ
ｸ
設

備
に

近
接

し
た

受
水

槽
ﾎ
ﾟﾝ

ﾌ
ﾟ給

水
槽

も
、

建
築

物
に

拘
ら

ず
対

象
と

し
て

い
な

い
と

す
る

法
的

根
拠

等
の

わ
か

る
資

料
等

の
開

示
請

求
。

そ
の

他
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受
付

番
号

受
付

日
請

求
す

る
文

書
の

件
名

所
管

課
期

限
延

長
決

定
文

書
の

件
名

決
定

内
容

不
開

示
理

由
開

示
等

決
定

日
開

示
日

3
.更

に
、

(充
て

ん
設

備
の

軽
微

な
変

更
の

届
出

)第
六

十
七

条
法

第
三

十
七

条
の

四
第

三
項

で
準

用
す

る
法

第
三

十
七

条
の

二
第

二
項

の
規

定
に

よ
り

充
て

ん
設

備
の

軽
微

な
変

更
の

届
出

を
し

よ
う

と
す

る
者

は
、

様
式

第
三

十
七

に
よ

る
届

書
を

法
第

三
十

七
条

の
四

第
一

項
の

許
可

を
し

た
都

道
府

県
知

事
に

提
出

し
な

け
れ

ば
な

ら
な

い
。

と
あ

り
、

当
初

の
計

画
設

計
で

は
、

9
8
0
kg

+
4
9
5
kg

=
1
,4

7
5
kg

で
1
t以

上
と

な
り

、
当

然
･都

道
府

県
知

事
に

届
書

の
責

務
が

あ
っ

た
筈

で
あ

る
が

、
熊

本
県

消
防

保
安

課
は

｢届
書

は
不

存
在

｣と
の

事
で

あ
っ

た
。

何
故

･熊
本

市
長

等
は

、
｢届

書
｣を

提
出

し
な

く
て

も
良

い
･と

し
て

不
履

行
し

た
の

か
･の

法
的

根
拠

等
の

わ
か

る
資

料
等

の
開

示
請

求
。

4
.(
意

見
･提

案
2
に

つ
い

て
)高

圧
ｶ
ﾞｽ

保
安

法
第

8
条

は
、

建
築

基
準

関
係

規
定

で
は

ご
ざ

い
ま

せ
ん

。
従

い
ま

し
て

、
建

築
基

準
法

関
係

規
定

以
外

の
法

令
を

根
拠

に
処

分
を

変
更

す
る

事
は

で
き

ま
せ

ん
。

と
の

熊
本

市
長

等
の

処
分

記
述

と
な

っ
て

い
る

が
、

こ
の

｢L
P
G

ﾀ
ﾝ
ｸ

設
置

｣に
対

す
る

適
応

対
象

法
律

法
令

等
は

、
建

築
基

準
法

施
行

規
則

･建
築

基
準

法
･消

防
法

･液
化

石
油

ｶ
ﾞ

ｽ
の

保
安

の
確

保
及

び
取

引
の

適
正

化
に

関
す

る
法

律
･施

行
規

則
･法

律
施

行
令

･が
適

応
対

象
と

な
っ

て
い

る
筈

で
あ

る
が

、
こ

の
熊

本
市

内
に

設
置

･L
P
G

ﾀ
ﾝ
ｸ

設
備

･に
対

し
て

、
｢建

築
基

準
法

関
係

規
定

以
外

の
法

令
を

根
拠

に
処

分
を

変
更

す
る

こ
と

は
で

き
ま

せ
ん

。
｣と

あ
る

の
で

、
建

築
基

準
法

関
係

規
定

以
外

は
対

応
で

き
な

い
と

す
る

法
的

根
拠

等
の

わ
か

る
資

料
等

の
の

開
示

請
求

。

6
.1

)建
築

物
を

新
設

し
た

所
の

石
垣

の
調

査
分

析
等

調
書

等
の

わ
か

る
資

料
等

の
開

示
請

求
。

6
.2

)給
水

等
･ﾎ

ﾟﾝ
ﾌ
ﾟ･

受
水

槽
を

新
設

し
た

所
の

が
け

の
調

査
分

析
等

調
書

等
の

わ
か

る
資

料
等

の
開

示
請

求
。

6
.3

)石
垣

の
近

隣
に

つ
い

て
の

調
査

分
析

等
調

書
等

の
わ

か
る

資
料

等
の

開
示

請
求

。
7
.受

水
槽

に
つ

い
て

、
法

的
に

も
適

合
し

て
い

る
と

し
た

検
査

結
果

調
書

の
開

示
請

求
。

8
.こ

の
地

の
周

辺
住

民
に

対
す

る
、

熊
本

市
危

機
管

理
指

針
の

｢事
前

対
策

と
し

て
、

平
常

時
か

ら
危

機
事

象
を

想
定

し
て

予
防

対
策

に
最

善
を

尽
く

す
と

と
も

に
、

緊
急

対
策

及
び

事
後

対
策

の
準

備
に

万
全

を
期

す
よ

う
努

め
て

い
る

。
｣と

す
る

具
体

的
な

内
容

の
わ

か
る

資
料

等
の

開
示

請
求

。

不
存

在
第

1
1
条

　
第

2
項
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受
付

番
号

受
付

日
請

求
す

る
文

書
の

件
名

所
管

課
期

限
延

長
決

定
文

書
の

件
名

決
定

内
容

不
開

示
理

由
開

示
等

決
定

日
開

示
日

5
.(
意

見
･提

案
3
-
(1

)に
つ

い
て

)熊
本

市
建

築
基

準
条

例
第

4
条

に
お

き
ま

し
て

、
高

さ
が

2
ﾒ
ｰ

ﾄﾙ
を

超
え

る
崖

に
接

す
る

、
又

は
近

接
す

る
建

築
物

に
対

し
て

、
崖

の
高

さ
の

1
.5

倍
以

上
の

水
平

距
離

を
保

よ
う

に
定

め
て

お
り

ま
す

が
、

こ
の

条
例

で
は

L
P
G

ﾊ
ﾞﾙ

ｸ
ﾀ
ﾝ
ｸ
が

建
築

設
備

と
な

り
ま

す
の

で
、

対
象

と
し

て
お

り
ま

せ
ん

。
と

あ
る

。
→

熊
本

市
建

築
基

準
条

例
･第

3
条

建
築

物
の

敷
地

及
び

構
造

(崖
に

近
接

す
る

建
築

物
)第

4
条

建
築

物
を

高
さ

が
2
ﾒ
ｰ

ﾄﾙ
を

超
え

る
崖

(地
表

面
が

水
平

面
に

対
し

3
0

度
を

超
え

る
角

度
を

な
す

土
地

で
硬

岩
盤

(風
化

に
著

し
い

も
の

を
除

く
。

)以
外

の
も

の
を

も
の

を
い

う
。

)(
以

下
｢

崖
｣と

い
う

。
)に

接
し

、
又

は
近

接
し

て
建

築
し

よ
う

と
す

る
場

合
は

、
崖

の
上

に
あ

っ
て

は
崖

の
下

端
か

ら
、

崖
の

下
に

あ
っ

て
は

崖
の

上
端

か
ら

、
そ

の
建

築
物

と
の

間
に

、
そ

の
崖

の
高

さ
の

1
.5

倍
以

上
の

水
平

距
離

を
保

た
な

け
れ

ば
な

ら
な

い
。

と
あ

る
。

･建
築

基
準

法
･昭

和
2
5
年

5
月

2
4
日

法
律

第
2
0
1
号

･
平

成
二

三
法

三
五

･法
一

〇
五

･法
一

二
四

･の
(用

語
の

定
義

)第
二

条
こ

の
法

律
に

お
い

て
次

の
各

号
に

掲
げ

る
用

語
の

意
義

は
、

そ
れ

ぞ
れ

当
該

各
号

に
定

め
る

と
こ

ろ
に

よ
る

。
一

建
築

物
土

地
に

定
着

す
る

工
作

物
の

う
ち

、
屋

根
及

び
柱

若
し

く
は

壁
を

有
す

る
も

の
(こ

れ
に

類
す

る
構

造
の

も
の

を
含

む
。

)、
こ

れ
に

附
属

す
る

門
若

し
く

は
塀

、
観

覧
の

た
め

の
工

作
物

又
は

地
下

若
し

く
は

高
架

の
工

作
物

内
に

設
け

る
事

務
所

、
店

舗
、

興
業

場
、

倉
庫

そ
の

他
こ

れ
ら

に
類

す
る

施
設

(鉄
道

及
び

軌
道

の
線

路
敷

地
内

の
運

転
保

安
に

関
す

る
施

設
並

び
に

跨
線

橋
、

ﾌ
ﾟﾗ

ｯ
ﾄﾎ

ｰ
ﾑ

の
上

家
、

貯
蔵

槽
そ

の
他

こ
れ

ら
に

類
す

る
施

設
を

除
く

。
)を

い
い

、
建

築
施

設
を

含
む

も
の

と
す

る
。
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受
付

番
号

受
付

日
請

求
す

る
文

書
の

件
名

所
管

課
期

限
延

長
決

定
文

書
の

件
名

決
定

内
容

不
開

示
理

由
開

示
等

決
定

日
開

示
日

と
あ

り
、

L
P
G

ﾀ
ﾝ
ｸ
は

･建
築

施
設

･つ
ま

り
｢建

築
物

｣と
な

る
。

熊
本

市
建

築
基

準
条

例
の

第
4
条

の
(崖

に
近

接
す

る
建

築
物

)に
該

当
し

、
こ

の
条

例
の

適
応

物
件

に
な

る
。

1
)に

も
拘

ら
ず

、
対

象
と

し
て

お
り

ま
せ

ん
と

あ
る

が
、

｢こ
の

条
例

の
建

築
物

に
該

当
す

る
｣の

に
、

何
故

、
対

象
適

応
さ

せ
な

い
の

か
?
法

的
根

拠
等

の
わ

か
る

資
料

等
の

開
示

請
求

。
2
)L

P
G

ﾀ
ﾝ
ｸ
設

備
に

近
接

し
た

･受
水

槽
ﾎ
ﾟﾝ

ﾌ
ﾟ給

水
槽

も
建

築
物

に
も

拘
ら

ず
、

対
象

と
し

て
お

り
ま

せ
ん

と
す

る
法

的
根

拠
等

の
わ

か
る

資
料

等
の

開
示

請
求

。
6
.(
意

見
･提

案
4
に

つ
い

て
)建

築
基

準
法

第
1
9
条

で
は

、
敷

地
の

衛
生

及
び

安
全

に
つ

い
て

定
め

て
お

り
ま

す
が

、
具

体
的

な
規

定
に

つ
い

て
は

記
載

さ
れ

て
お

り
ま

せ
ん

。
そ

の
た

め
、

本
市

で
は

、
建

築
基

準
法

第
1
9

条
を

補
完

す
る

た
め

に
、

熊
本

市
建

築
基

準
条

例
第

4
条

を
定

め
て

お
り

、
高

さ
が

2
ﾒ
ｰ

ﾄﾙ
を

超
え

る
崖

に
接

す
る

、
又

は
近

接
す

る
建

築
物

に
対

し
て

は
、

崖
の

高
さ

の
1
.5

倍
以

上
の

水
平

距
離

を
保

つ
よ

う
に

規
制

し
て

お
り

ま
す

が
、

こ
の

条
例

は
建

築
設

備
を

対
象

と
し

て
お

り
ま

せ
ん

の
で

、
ご

理
解

い
た

だ
き

ま
す

よ
う

お
願

い
い

た
し

ま
す

。
と

あ
る

。
5
に

私
が

指
摘

し
て

い
る

様
に

、
建

築
基

準
法

･第
二

条
に

、
一

建
築

物
に

は
こ

の
L
P
G

ﾀ
ﾝ
ｸ
の

建
築

設
備

も
建

築
物

で
あ

る
解

釈
出

来
る

。
そ

の
為

、
以

下
の

開
示

請
求

を
す

る
。

1
)石

垣
･崖

っ
ぷ

ち
の

真
上

に
建

築
物

を
新

設
さ

せ
て

、
こ

の
石

垣
は

、
震

度
何

度
ま

で
は

崖
崩

れ
の

危
険

性
は

な
い

と
の

あ
ん

し
ん

安
全

が
担

保
さ

れ
て

い
る

と
の

調
査

分
析

等
調

書
等

の
わ

か
る

資
料

等
の

開
示

請
求

。
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受
付

番
号

受
付

日
請

求
す

る
文

書
の

件
名

所
管

課
期

限
延

長
決

定
文

書
の

件
名

決
定

内
容

不
開

示
理

由
開

示
等

決
定

日
開

示
日

2
)給

水
槽

･ﾎ
ﾟﾝ

ﾌ
ﾟ･

受
水

槽
･も

、
別

の
崖

っ
ぷ

ち
に

新
設

さ
れ

て
い

る
が

、
こ

の
崖

は
、

震
度

何
度

ま
で

は
崖

崩
れ

の
危

険
性

は
な

い
と

の
あ

ん
し

ん
安

全
が

担
保

さ
れ

て
い

る
と

の
調

査
分

析
調

書
等

の
わ

か
る

資
料

等
の

開
示

請
求

。
3
)石

垣
の

近
隣

に
は

、
昔

の
防

空
壕

跡
･巨

大
空

洞
･が

本
館

下
を

初
め

、
石

垣
等

へ
の

影
響

が
あ

ん
し

ん
安

全
な

の
か

、
豪

雨
･地

震
･等

へ
の

災
害

へ
の

影
響

は
大

丈
夫

な
の

か
?
石

垣
の

真
上

に
這

わ
せ

た
L
P
G

ﾀ
ﾝ
ｸ
供

給
配

管
･消

火
栓

配
管

･飲
料

水
供

給
配

水
管

･へ
の

影
響

は
大

丈
夫

な
の

か
?
等

、
の

調
査

分
析

調
書

等
の

わ
か

る
資

料
等

の
開

示
請

求
。

7
.(
意

見
･提

案
5
に

つ
い

て
)本

件
の

受
水

槽
に

つ
き

ま
し

て
は

、
｢建

築
物

に
設

け
る

飲
料

水
の

配
管

設
備

及
び

排
水

の
た

め
の

配
管

設
備

の
構

造
方

法
を

定
め

る
件

｣
(昭

和
5
0
年

建
設

省
告

示
第

1
5
9
7
号

)第
1
第

一
号

ﾛ
(2

)
に

適
合

し
て

お
り

ま
す

。
ま

た
、

完
了

検
査

に
お

き
ま

し
て

も
、

同
告

示
に

適
合

し
て

い
る

か
を

検
査

し
、

確
認

し
て

お
り

ま
す

。
と

あ
る

の
で

、
検

査
結

果
･適

合
し

て
い

る
･と

法
的

に
も

適
合

し
て

い
る

･と
し

た
検

査
結

果
調

書
の

開
示

請
求

。
8
.(
意

見
･提

案
6
に

つ
い

て
)本

件
の

L
P
G

ﾊ
ﾞﾙ

ｸ
ﾀ
ﾝ
ｸ
と

受
水

槽
に

関
し

ま
し

て
は

、
建

築
確

認
、

軽
微

な
変

更
手

続
き

、
完

了
検

査
に

い
た

る
ま

で
、

建
築

基
準

関
係

規
定

に
基

づ
き

審
査

を
行

い
、

法
適

合
を

確
認

い
た

し
て

お
り

ま
す

。
と

あ
る

。
私

の
質

疑
内

容
は

、
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受
付

番
号

受
付

日
請

求
す

る
文

書
の

件
名

所
管

課
期

限
延

長
決

定
文

書
の

件
名

決
定

内
容

不
開

示
理

由
開

示
等

決
定

日
開

示
日

熊
本

市
出

版
･｢

わ
が

家
の

防
災

ﾏ
ﾆ

ｭ
ｱ
ﾙ

｣･
を

熟
読

す
る

に
、

熊
本

市
長

幸
山

政
史

ご
あ

い
さ

つ
し

て
、

｢～
い

づ
こ

で
発

生
す

る
か

わ
か

ら
な

い
災

害
に

対
し

て
、

市
は

様
々

な
防

災
･減

災
の

方
策

を
講

じ
て

い
ま

す
が

、
災

害
に

迅
速

に
対

応
し

、
被

害
を

最
小

限
に

止
め

る
に

は
、

市
民

の
皆

さ
ま

自
ら

が
常

日
頃

の
防

災
意

識
を

高
め

て
い

た
だ

く
と

と
も

に
、

～
。

｣と
あ

る
が

、
市

民
が

減
災

の
方

策
･災

害
増

幅
要

因
の

防
災

予
防

･へ
の

意
見

提
言

等
、

･熊
本

市
憲

法
(市

民
の

責
務

)第
6
条

市
政

･ま
ち

づ
く

り
へ

の
積

極
的

に
参

画
し

、
又

は
自

ら
ま

ち
づ

く
り

に
取

り
組

む
よ

う
努

め
る

こ
と

。
の

条
例

理
念

に
基

づ
き

努
め

て
い

る
が

、
市

長
等

の
市

政
理

念
と

相
反

し
て

増
災

要
因

を
増

幅
さ

せ
て

い
る

。
立

田
山

断
層

･布
田

川
･日

奈
久

断
層

帯
･の

予
測

を
掲

載
し

、
市

民
に

対
し

地
震

対
策

危
機

意
識

を
忘

れ
ず

に
大

地
震

に
そ

な
え

ま
し

ょ
う

熊
本

市
の

直
下

に
も

活
断

層
が

存
在

す
る

と
教

宣
活

動
等

を
し

な
が

ら
、

地
震

の
正

し
い

知
識

を
身

に
付

け
ま

し
ょ

う
と

明
記

し
て

、
一

方
で

は
石

垣
の

真
上

･崖
っ

ぷ
ち

に
平

然
と

L
P
G

ﾀ
ﾝ
ｸ
設

置
を

新
設

さ
せ

る
設

計
変

更
建

築
許

確
認

書
交

付
の

執
行

を
計

り
、

周
辺

住
民

市
民

へ
の

不
安

恐
怖

･を
煽

る
市

政
執

行
に

憤
り

を
覚

え
る

。
即

刻
･取

り
消

し
て

あ
ん

し
ん

安
全

な
設

計
変

更
を

執
行

し
て

頂
き

た
い

。
平

成
2
6
年

5
月

2
8
日

(木
)の

熊
本

市
防

災
会

議
の

内
容

･熊
本

市
が

試
算

し
た

被
害

想
定

･は
、

嘘
八

百
･出

鱈
目

･の
想

定
で

す
か

?
増

災
要

因
の

増
幅

で
不

安
の

増
災

の
防

災
阻

止
を

図
っ

て
頂

き
た

い
。
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受
付

番
号

受
付

日
請

求
す

る
文

書
の

件
名

所
管

課
期

限
延

長
決

定
文

書
の

件
名

決
定

内
容

不
開

示
理

由
開

示
等

決
定

日
開

示
日

東
日

本
大

震
災

で
は

、
L
P
G

ﾊ
ﾟﾙ

ｸ
ﾀ
ﾝ
ｸ
が

大
津

波
に

飲
ま

れ
海

中
で

L
P
ｶ
ﾞｽ

が
こ

の
よ

う
な

ｶ
ﾞｽ

拡
散

を
起

こ
し

た
か

?
各

家
庭

の
L
P
G

ﾀ
ﾝ
ｸ
が

地
中

に
埋

ま
り

、
の

様
な

拡
散

を
し

た
か

?
被

害
実

績
報

告
書

が
存

在
す

る
の

か
?

石
垣

の
天

辺
･崖

っ
ぷ

ち
･で

も
大

丈
夫

?
と

の
熊

本
市

政
理

念
で

し
ょ

う
か

?
総

合
的

な
見

地
か

ら
慎

重
審

査
審

議
を

、
後

世
に

悔
い

を
残

さ
な

い
答

申
を

、
熊

本
市

長
の

真
摯

な
諸

法
令

･諸
省

告
示

･熊
本

市
建

築
基

準
条

例
･

等
の

遵
守

遵
法

等
に

則
り

、
各

項
目

毎
に

詳
細

に
実

情
を

的
確

に
把

握
し

、
誠

実
に

回
答

を
し

て
頂

き
た

い
。

※
添

付
参

照
熟

視
･実

情
の

的
確

に
把

握
す

る
為

の
資

料
写

真
等

･熊
本

市
発

刊
の

防
災

減
災

害
意

識
昂

揚
等

･熊
本

市
防

災
会

議
資

料
等

の
想

定
調

書
等

･は
熊

本
市

長
等

職
員

危
機

意
識

改
革

と
は

無
関

係
の

立
証

資
料

･等
･添

付
。

A
3
→

計
･1

3
枚

。
と

の
私

の
質

疑
内

容
で

あ
る

。
処

が
･回

答
文

は
、

｢本
件

の
L
P
G

ﾊ
ﾞﾙ

ｸ
ﾀ
ﾝ
ｸ
と

受
水

槽
に

関
し

て
は

、
建

築
確

認
、

軽
微

な
変

更
手

続
き

、
完

了
検

査
に

い
た

る
ま

で
、

建
築

基
準

関
係

規
定

に
基

づ
き

審
査

を
行

い
、

法
適

合
を

確
認

い
た

し
て

お
り

ま
す

。
と

あ
る

。
熊

本
市

危
機

管
理

指
針

の
第

4
章

危
機

管
理

の
基

本
方

針
第

1
事

前
対

策
市

は
、

事
前

対
策

と
し

て
、

平
常

時
か

ら
危

機
事

象
を

想
定

し
て

予
防

対
策

に
最

善
を

尽
く

す
と

も
に

、
緊

急
対

策
及

び
事

後
対

策
の

準
備

に
万

全
を

き
す

よ
う

努
め

ま
す

。

と
あ

る
が

、
石

垣
の

真
上

･崖
っ

ぷ
ち

･に
L
P
G

ﾀ
ﾝ
ｸ
等

を
新

設
さ

せ
、

こ
の

地
の

周
辺

住
民

に
対

し
て

、
｢事

前
対

策
と

し
て

、
平

常
時

か
ら

危
機

事
象

を
想

定
し

て
予

防
対

策
に

最
善

を
尽

く
す

と
と

も
に

、
緊

急
対

策
及

び
事

後
対

策
の

準
備

に
万

全
を

き
す

よ
う

努
め

て
い

る
。

｣と
す

る
具

体
的

詳
細

な
内

容
の

わ
か

る
資

料
等

の
開

示
請

求
。
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受
付

番
号

受
付

日
請

求
す

る
文

書
の

件
名

所
管

課
期

限
延

長
決

定
文

書
の

件
名

決
定

内
容

不
開

示
理

由
開

示
等

決
定

日
開

示
日

7
4
0

1
0
/
2
3

●
熊

本
市

憲
法

･熊
本

市
自

治
基

本
条

例
･(

自
治

の
基

本
理

念
)第

3
条

(自
治

運
営

の
基

本
原

則
)第

4
条

(市
民

の
責

務
)第

6
条

(市
長

の
責

務
)第

9
条

(市
長

等
の

役
割

)第
1
0
条

(市
の

職
員

の
責

務
)第

1
1
条

(行
政

手
続

き
)

第
2
0
条

(意
見

等
の

取
扱

い
)第

2
1
条

等
の

条
例

に
則

っ
て

、
以

下
の

開
示

請
求

を
す

る
。

●
熊

本
市

長
と

の
直

接
対

話
制

度
･｢

ま
ち

づ
く

り
ﾄｰ

ｸ
･

受
付

第
ま

-
4
号

･平
成

2
6
年

6
月

3
0
日

受
付

｣の
抽

選
漏

れ
に

対
す

る
回

答
書

(平
成

2
6
年

1
0
月

1
日

付
･熊

本
市

長
幸

山
政

史
自

筆
ｻ

ｲ
ﾝ
入

り
･)

を
平

成
2
6
年

1
0
月

2
日

･
郵

送
受

領
･し

た
。

こ
の

回
答

書
の

内
容

に
つ

い
て

、
以

下
の

開
示

請
求

を
、

関
係

各
主

幹
課

に
請

求
す

る
。

1
.(
意

見
･提

案
1
-
(1

)に
つ

い
て

)ご
指

摘
の

2
基

の
L
P
G

ﾀ
ﾝ
ｸ
(ﾊ

ﾞﾙ
ｸ
貯

蔵
 )
が

別
系

統
で

あ
る

こ
と

に
つ

き
ま

し
て

は
、

建
築

確
認

申
請

の
審

査
に

伴
う

消
防

同
意

時
に

、
申

請
書

に
添

付
さ

れ
て

い
る

図
面

で
確

認
し

て
お

り
ま

す
。

と
あ

る
が

、
最

初
の

計
画

申
請

時
の

2
基

の
L
P
G

ﾀ
ﾝ

ｸ
(ﾊ

ﾞﾙ
ｸ
貯

蔵
)が

別
系

統
で

あ
る

と
す

る
わ

か
る

図
面

の
開

示
請

求
。

2
.(
意

見
･提

案
1
-
(2

)に
つ

い
て

)市
長

へ
の

手
紙

(平
成

2
6
年

5
月

2
7
日

受
付

、
広

聴
課

第
1
5
4
号

)意
見

･提
案

1
及

び
2
に

お
い

て
回

答
し

た
内

容
と

同
じ

で
ご

ざ
い

ま
す

が
、

L
P
G

ﾊ
ﾞﾙ

ｸ
ﾀ
ﾝ
ｸ
の

位
置

の
変

更
に

つ
き

ま
し

て
は

、
建

築
基

準
法

施
行

規
則

第
3
条

の
2
第

1
項

1
5
号

に
規

定
す

る
｢計

画
変

更
に

係
る

確
認

を
要

し
な

い
軽

微
な

変
更

｣に
該

当
す

る
も

の
で

ご
ざ

い
ま

す
。

と
あ

る
が

、
※

→
こ

の
L
P
G

ﾊ
ﾞﾙ

ｸ
ﾀ
ﾝ
ｸ
の

位
置

の
変

更
は

、
建

築
基

準
法

施
行

規
則

第
3
条

の
2
第

1
項

1
5
号

の
適

用
が

正
当

と
な

っ
た

回
答

と
な

っ
て

い
る

。

消
防

局
総

務
課

●
熊

本
市

憲
法

･熊
本

市
自

治
基

本
条

例
･(

自
治

の
基

本
理

念
)第

3
条

 (
自

治
運

営
の

基
本

原
則

)
第

4
条

 (
市

民
の

責
務

)第
6
条

 (
市

長
の

責
務

)第
9

条
 (
市

長
等

の
役

割
)第

1
0
条

 (
市

の
職

員
の

責
務

)第
1
1
(行

政
手

続
き

)第
2
0
条

 (
意

見
等

の
取

扱
い

)第
2
1
条

等
の

条
例

に
則

っ
て

、
以

下
の

開
示

請
求

を
す

る
。

●
熊

本
市

長
と

の
直

接
対

話
制

度
･｢

ま
ち

づ
く

り
ﾄｰ

ｸ
･受

付
第

ま
-
4
号

･平
成

2
6
年

6
月

3
0
日

受
付

｣
の

抽
選

漏
れ

に
対

す
る

回
答

書
(平

成
2
6
年

1
0
月

1
日

付
･熊

本
市

長
 幸

山
政

史
 直

筆
サ

イ
ン

入
り

･)
を

平
成

2
6
年

1
0
月

2
日

･郵
送

受
領

･し
た

。
こ

の
回

答
書

の
内

容
に

つ
い

て
、

以
下

の
開

示
請

求
を

、
関

係
各

主
幹

課
に

請
求

す
る

。
1
.(
意

見
･提

案
1
-
(1

)に
つ

い
て

)ご
指

摘
の

2
基

の
L
P
G

ﾀ
ﾝ
ｸ
(ﾊ

ﾞﾙ
ｸ
貯

蔵
)が

別
系

統
で

あ
る

こ
と

に
つ

き
ま

し
て

は
、

建
築

確
認

申
請

の
審

査
に

伴
う

消
防

同
意

時
に

、
申

請
書

に
添

付
さ

れ
て

い
る

図
面

で
確

認
し

て
お

り
ま

す
。

と
あ

る
が

、
最

初
の

計
画

申
請

時
の

2
基

の
L
P
G

ﾀ
ﾝ

ｸ
(ﾊ

ﾞﾙ
ｸ
貯

蔵
)が

別
系

統
で

あ
る

と
す

る
わ

か
る

図
面

の
開

示
請

求
。

2
.(
意

見
･提

案
2
-
(2

)に
つ

い
て

) 
市

長
へ

の
手

紙
(平

成
2
6
年

5
月

2
7
日

受
付

、
広

聴
課

第
1
5
4
号

)意
見

･提
案

1
及

び
2
に

お
い

て
回

答
し

た
内

容
と

同
じ

で
ご

ざ
い

ま
す

が
、

L
P
G

ﾊ
ﾞﾙ

ｸ
ﾀ
ﾝ
ｸ
の

位
置

の
変

更
に

つ
き

ま
し

て
は

、
建

築
基

準
法

施
行

規
則

第
3

条
の

2
第

1
項

1
5
号

に
規

定
す

る
｢計

画
変

更
に

係
る

確
認

を
要

し
な

い
軽

微
な

変
更

｣に
該

当
す

る
も

の
で

ご
ざ

い
ま

す
。

 と
あ

る
が

、
※

→
こ

の
L
P
G

ﾊ
ﾞﾙ

ｸ
ﾀ
ﾝ
ｸ
の

位
置

の
変

更
は

、
建

築
基

準
法

施
行

規
則

第
3
条

の
2
第

1
項

1
5
号

の
適

用
が

正
当

と
な

っ
た

回
答

と
な

っ
て

い
る

。

不
存

在
第

1
1
条

　
第

2
項

1
1
/
5
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受
付

番
号

受
付

日
請

求
す

る
文

書
の

件
名

所
管

課
期

限
延

長
決

定
文

書
の

件
名

決
定

内
容

不
開

示
理

由
開

示
等

決
定

日
開

示
日

第
3
条

の
2
法

第
6
条

第
1
項

(法
第

8
7
条

第
1
項

に
お

い
て

準
用

す
る

場
合

を
含

む
。

)の
国

土
交

通
省

令
で

定
め

る
軽

微
な

変
更

は
、

次
に

掲
げ

る
も

の
で

あ
っ

て
、

変
更

後
も

建
築

物
の

計
画

が
建

築
基

準
関

係
規

定
に

適
合

す
る

こ
と

が
明

ら
か

な
も

の
と

す
る

。
と

の
条

文
と

な
っ

て
い

る
。

つ
ま

り
、

熊
本

市
長

等
は

、
こ

の
L
P
G

ﾊ
ﾞﾙ

ｸ
ﾀ
ﾝ
ｸ
設

備
は

、
｢建

築
物

｣と
見

な
し

、
建

築
基

準
法

施
行

規
則

の
適

応
対

象
物

と
の

法
解

釈
見

解
で

良
い

と
の

事
で

あ
る

が
、

｢液
化

石
油

ｶ
ﾞｽ

の
保

安
の

確
保

及
び

取
引

の
適

正
化

に
関

す
る

法
律

施
行

規
則

｣の
条

文
の

中
に

、
(軽

微
な

変
更

)第
六

十
六

条
法

第
三

十
七

条
の

四
第

三
項

で
準

用
す

る
法

第
三

十
七

条
の

二
第

一
項

た
だ

し
書

の
経

済
産

業
省

令
で

定
め

る
軽

微
な

変
更

は
、

次
の

各
号

に
掲

げ
る

も
の

と
す

る
。

一
 液

化
石

油
ｶ
ﾞｽ

の
通

る
部

分
の

取
替

え
(同

型
式

の
も

の
に

限
る

。
)

二
 液

化
石

油
ｶ
ﾞｽ

の
通

る
部

分
以

外
の

充
て

ん
設

備
に

係
る

設
備

の
取

替
え

三
 充

て
ん

設
備

の
廃

止
の

条
文

に
該

当
す

る
も

の
が

、
L
P
G

ﾀ
ﾝ
ｸ
設

備
の

軽
微

な
変

更
に

該
当

す
る

も
の

と
思

わ
れ

る
が

、
｢液

化
石

油
ｶ
ﾞｽ

の
保

安
の

確
保

及
び

～
法

律
施

行
規

則
｣を

適
応

せ
ず

、
｢建

築
基

準
法

施
行

規
則

｣を
適

応
す

る
の

が
正

し
い

と
す

る
法

的
根

拠
等

の
そ

こ
だ

け
が

わ
か

る
資

料
等

の
開

示
請

求
。

第
3
条

の
2
法

第
6
条

第
1
項

(法
第

8
7
条

第
1
項

に
お

い
て

準
用

す
る

場
合

を
含

む
。

)の
国

土
交

通
省

令
で

定
め

る
軽

微
な

変
更

は
、

次
に

掲
げ

る
も

の
で

あ
っ

て
、

変
更

後
も

建
築

物
の

計
画

が
建

築
基

準
関

係
規

定
に

適
合

す
る

こ
と

が
明

ら
か

な
も

の
と

す
る

。
と

の
条

文
と

な
っ

て
い

る
。

つ
ま

り
、

熊
本

市
長

等
は

、
こ

の
L
P
G

ﾊ
ﾞﾙ

ｸ
ﾀ
ﾝ
ｸ
設

備
は

、
｢建

築
物

｣と
見

な
し

、
建

築
基

準
法

施
行

規
則

の
適

応
対

象
物

と
の

法
解

釈
見

解
で

良
い

と
の

事
で

あ
る

が
、

｢液
化

石
油

ｶ
ﾞｽ

の
保

安
の

確
保

及
び

取
引

の
適

正
化

に
関

す
る

法
律

施
行

規
則

｣
の

条
文

の
中

に
、

(軽
微

な
変

更
)第

六
十

六
条

法
第

三
十

七
条

の
四

第
三

項
で

準
用

す
る

法
第

二
十

七
条

の
二

第
一

項
た

だ
し

書
の

経
済

産
業

省
令

で
定

め
る

軽
微

な
変

更
は

、
次

の
各

号
に

掲
げ

る
も

の
と

す
る

。
一

 液
化

石
油

ｶ
ﾞｽ

の
通

る
部

分
の

取
替

え
(同

型
式

の
も

の
に

限
る

。
)

二
 液

化
石

油
ｶ
ﾞｽ

の
通

る
部

分
以

外
の

充
て

ん
設

備
に

係
る

設
備

の
取

替
え

三
 充

て
ん

設
備

の
廃

止
の

条
文

に
該

当
す

る
も

の
が

、
L
P
G

ﾀ
ﾝ
ｸ
設

備
の

軽
微

な
変

更
に

該
当

す
る

も
の

と
思

わ
れ

る
が

、
｢

液
化

石
油

ｶ
ﾞｽ

の
保

安
の

確
保

及
び

～
法

律
施

行
規

則
｣を

適
応

せ
ず

、
｢建

築
基

準
法

施
行

規
則

｣
を

適
応

す
る

の
が

正
し

い
と

す
る

法
的

根
拠

等
の

そ
こ

だ
け

が
わ

か
る

資
料

等
の

開
示

請
求

。
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受
付

番
号

受
付

日
請

求
す

る
文

書
の

件
名

所
管

課
期

限
延

長
決

定
文

書
の

件
名

決
定

内
容

不
開

示
理

由
開

示
等

決
定

日
開

示
日

3
.更

に
、

(充
て

ん
設

備
の

軽
微

な
変

更
の

届
出

)第
六

十
七

条
法

第
三

十
七

条
の

四
第

三
項

で
準

用
す

る
法

第
三

十
七

条
の

二
第

二
項

の
規

定
に

よ
り

充
て

ん
設

備
の

軽
微

な
変

更
の

届
出

を
し

よ
う

と
す

る
者

は
、

様
式

第
三

十
七

に
よ

る
届

書
を

法
第

三
十

七
条

の
四

第
一

項
の

許
可

を
し

た
都

道
府

県
知

事
に

提
出

し
な

け
れ

ば
な

ら
な

い
。

と
あ

り
、

当
初

の
計

画
設

計
で

は
、

9
8
0
kg

+
4
9
5
kg

=
1
,4

7
5
kg

で
1
t以

上
と

な
り

、
当

然
･都

道
府

県
知

事
に

届
書

の
責

務
が

あ
っ

た
筈

で
あ

る
が

、
熊

本
県

消
防

保
安

課
は

｢届
書

は
不

存
在

｣と
の

事
で

あ
っ

た
。

何
故

･熊
本

市
長

等
は

、
｢届

書
｣を

提
出

し
な

く
て

も
良

い
･と

し
て

不
履

行
し

た
の

か
･の

法
的

根
拠

等
の

わ
か

る
資

料
等

の
開

示
請

求
。

4
.(
意

見
･提

案
2
に

つ
い

て
)高

圧
ｶ
ﾞｽ

保
安

法
第

8
条

は
、

建
築

基
準

関
係

規
定

で
は

ご
ざ

い
ま

せ
ん

。
従

い
ま

し
て

、
建

築
基

準
法

関
係

規
定

以
外

の
法

令
を

根
拠

に
処

分
を

変
更

す
る

事
は

で
き

ま
せ

ん
。

と
の

熊
本

市
長

等
の

処
分

記
述

と
な

っ
て

い
る

が
、

こ
の

｢L
P
G

ﾀ
ﾝ
ｸ

設
置

｣に
対

す
る

適
応

対
象

法
律

法
令

等
は

、
建

築
基

準
法

施
行

規
則

･建
築

基
準

法
･消

防
法

･液
化

石
油

ｶ
ﾞ

ｽ
の

保
安

の
確

保
及

び
取

引
の

適
正

化
に

関
す

る
法

律
･施

行
規

則
･法

律
施

行
令

･が
適

応
対

象
と

な
っ

て
い

る
筈

で
あ

る
が

、
こ

の
熊

本
市

内
に

設
置

･L
P
G

ﾀ
ﾝ
ｸ

設
備

･に
対

し
て

、
｢建

築
基

準
法

関
係

規
定

以
外

の
法

令
を

根
拠

に
処

分
を

変
更

す
る

こ
と

は
で

き
ま

せ
ん

。
｣と

あ
る

の
で

、
建

築
基

準
法

関
係

規
定

以
外

は
対

応
で

き
な

い
と

す
る

法
的

根
拠

等
の

わ
か

る
資

料
等

の
の

開
示

請
求

。

3
. 
更

に
、

(充
て

ん
設

備
の

軽
微

な
変

更
の

届
出

)
第

六
十

七
条

法
第

三
十

七
条

の
四

第
三

項
で

準
用

す
る

法
第

三
十

七
条

の
二

第
二

項
の

規
定

に
よ

り
充

て
ん

設
備

の
軽

微
な

変
更

の
届

出
を

し
よ

う
と

す
る

者
は

、
様

式
第

三
十

七
に

よ
る

届
書

を
法

第
三

十
七

条
の

四
第

一
項

の
許

可
を

し
た

都
道

府
県

知
事

に
提

出
し

な
け

れ
ば

な
ら

な
い

。
と

あ
り

、
当

初
の

計
画

設
計

で
は

、
9
 8

 0
kg

+
4
 9

 5
kg

=
1
, 
4
7

5
kg

で
1
 t

以
上

と
な

り
、

当
然

･都
道

府
県

知
事

に
届

書
の

責
務

が
あ

っ
た

筈
で

あ
る

が
、

熊
本

県
消

防
保

安
課

は
｢届

書
は

不
存

在
｣と

の
事

で
あ

つ
た

。
何

故
･熊

本
市

長
等

は
、

｢届
書

｣を
提

出
し

な
く

て
も

良
い

･と
し

て
不

履
行

し
た

の
か

･の
法

的
根

拠
等

の
わ

か
る

資
料

等
の

開
示

請
求

。
4
.(
意

見
･提

案
2
に

つ
い

て
)高

圧
ｶ
ﾞｽ

保
安

法
第

8
条

は
、

建
築

基
準

関
係

規
定

で
は

ご
ざ

い
ま

せ
ん

。
従

い
ま

し
て

、
建

築
基

準
法

関
係

規
定

以
外

の
法

令
を

根
拠

に
処

分
を

変
更

す
る

事
は

で
き

ま
せ

ん
。

と
の

熊
本

市
長

等
の

処
分

記
述

と
な

っ
て

い
る

が
、

こ
の

｢L
P
G

ﾀ
ﾝ
ｸ
設

置
｣に

対
す

る
適

応
対

象
法

律
法

等
は

、
建

築
基

準
法

施
行

規
則

･建
築

基
準

法
･消

防
法

･液
化

石
油

ｶ
ﾞｽ

の
保

安
の

確
保

及
び

取
引

の
適

正
化

に
関

す
る

法
律

･施
行

規
則

･法
律

施
行

令
･が

適
応

対
象

と
な

っ
て

い
る

筈
で

あ
る

が
、

こ
の

熊
本

市
内

に
設

置
･L

P
G

ﾀ
ﾝ
ｸ
設

備
･に

対
し

て
、

｢建
築

基
準

法
関

係
規

定
以

外
の

法
令

を
根

拠
に

処
分

を
変

更
す

る
こ

と
は

で
き

ま
せ

ん
。

｣と
あ

る
の

で
、

建
築

基
準

法
関

係
規

定
以

外
は

適
応

で
き

な
い

と
す

る
法

的
根

拠
等

の
わ

か
る

資
料

等
の

開
示

請
求

。
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受
付

番
号

受
付

日
請

求
す

る
文

書
の

件
名

所
管

課
期

限
延

長
決

定
文

書
の

件
名

決
定

内
容

不
開

示
理

由
開

示
等

決
定

日
開

示
日

5
.(
意

見
･提

案
3
-
(1

)に
つ

い
て

)熊
本

市
建

築
基

準
条

例
第

4
条

に
お

き
ま

し
て

、
高

さ
が

2
ﾒ
ｰ

ﾄﾙ
を

超
え

る
崖

に
接

す
る

、
又

は
近

接
す

る
建

築
物

に
対

し
て

、
崖

の
高

さ
の

1
.5

倍
以

上
の

水
平

距
離

を
保

よ
う

に
定

め
て

お
り

ま
す

が
、

こ
の

条
例

で
は

L
P
G

ﾊ
ﾞﾙ

ｸ
ﾀ
ﾝ
ｸ
が

建
築

設
備

と
な

り
ま

す
の

で
、

対
象

と
し

て
お

り
ま

せ
ん

。
と

あ
る

。
→

熊
本

市
建

築
基

準
条

例
･第

3
条

建
築

物
の

敷
地

及
び

構
造

(崖
に

近
接

す
る

建
築

物
)第

4
条

建
築

物
を

高
さ

が
2
ﾒ
ｰ

ﾄﾙ
を

超
え

る
崖

(地
表

面
が

水
平

面
に

対
し

3
0

度
を

超
え

る
角

度
を

な
す

土
地

で
硬

岩
盤

(風
化

に
著

し
い

も
の

を
除

く
。

)以
外

の
も

の
を

も
の

を
い

う
。

)(
以

下
｢

崖
｣と

い
う

。
)に

接
し

、
又

は
近

接
し

て
建

築
し

よ
う

と
す

る
場

合
は

、
崖

の
上

に
あ

っ
て

は
崖

の
下

端
か

ら
、

崖
の

下
に

あ
っ

て
は

崖
の

上
端

か
ら

、
そ

の
建

築
物

と
の

間
に

、
そ

の
崖

の
高

さ
の

1
.5

倍
以

上
の

水
平

距
離

を
保

た
な

け
れ

ば
な

ら
な

い
。

と
あ

る
。

･建
築

基
準

法
･昭

和
2
5
年

5
月

2
4
日

法
律

第
2
0
1
号

･
平

成
二

三
法

三
五

･法
一

〇
五

･法
一

二
四

･の
(用

語
の

定
義

)第
二

条
こ

の
法

律
に

お
い

て
次

の
各

号
に

掲
げ

る
用

語
の

意
義

は
、

そ
れ

ぞ
れ

当
該

各
号

に
定

め
る

と
こ

ろ
に

よ
る

。
一

建
築

物
土

地
に

定
着

す
る

工
作

物
の

う
ち

、
屋

根
及

び
柱

若
し

く
は

壁
を

有
す

る
も

の
(こ

れ
に

類
す

る
構

造
の

も
の

を
含

む
。

)、
こ

れ
に

附
属

す
る

門
若

し
く

は
塀

、
観

覧
の

た
め

の
工

作
物

又
は

地
下

若
し

く
は

高
架

の
工

作
物

内
に

設
け

る
事

務
所

、
店

舗
、

興
業

場
、

倉
庫

そ
の

他
こ

れ
ら

に
類

す
る

施
設

(鉄
道

及
び

軌
道

の
線

路
敷

地
内

の
運

転
保

安
に

関
す

る
施

設
並

び
に

跨
線

橋
、

ﾌ
ﾟﾗ

ｯ
ﾄﾎ

ｰ
ﾑ

の
上

家
、

貯
蔵

槽
そ

の
他

こ
れ

ら
に

類
す

る
施

設
を

除
く

。
)を

い
い

、
建

築
施

設
を

含
む

も
の

と
す

る
。

5
.(
意

見
･提

案
3
-
(1

)に
つ

い
て

)熊
本

市
建

築
基

準
条

例
第

4
条

に
お

き
ま

し
て

、
高

さ
が

2
ﾒ
ｰ

ﾄﾙ
を

超
え

る
崖

に
接

す
る

、
又

は
近

接
す

る
建

築
物

に
対

し
て

、
崖

の
高

さ
の

1
.5

倍
以

上
の

水
平

距
離

を
保

よ
う

に
定

め
て

お
り

ま
す

が
、

こ
の

条
例

で
は

L
P
G

ﾊ
ﾞﾙ

ｸ
ﾀ
ﾝ
ｸ
が

建
築

設
備

と
な

り
ま

す
の

で
、

対
象

と
し

て
お

り
ま

せ
ん

。
と

あ
る

。
→

熊
本

市
建

築
基

準
条

例
･第

3
条

建
築

物
の

敷
地

及
び

構
造

(崖
に

近
接

す
る

建
築

物
)第

4
条

建
築

物
を

高
さ

が
2
ﾒ
ｰ

ﾄﾙ
を

超
え

る
崖

(地
表

面
が

水
平

面
に

対
し

3
0
度

を
超

え
る

角
度

を
な

す
土

地
で

硬
岩

盤
(風

化
に

著
し

い
も

の
を

除
く

。
)以

外
の

も
の

を
も

の
を

い
う

。
)(
以

下
｢崖

｣と
い

う
。

)に
接

し
、

又
は

近
接

し
て

建
築

し
よ

う
と

す
る

場
合

は
、

崖
の

上
に

あ
っ

て
は

崖
の

下
端

か
ら

、
崖

の
下

に
あ

っ
て

は
崖

の
上

端
か

ら
、

そ
の

建
築

物
と

の
間

に
、

そ
の

崖
の

高
さ

の
1
.5

倍
以

上
の

水
平

距
離

を
保

た
な

け
れ

ば
な

ら
な

い
。

と
あ

る
。

･建
築

基
準

法
･昭

和
2
5
年

5
月

2
4
日

法
律

第
2
0
1

号
･平

成
二

三
法

三
五

･法
一

0
五

･法
一

二
四

･の
(用

語
の

定
義

)第
二

条
こ

の
法

律
に

お
い

て
次

の
各

号
に

掲
げ

る
用

語
の

意
義

は
、

そ
れ

ぞ
れ

当
該

各
号

に
定

め
る

と
こ

ろ
に

よ
る

。
一

建
築

物
土

地
に

定
着

す
る

工
作

物
の

う
ち

、
屋

根
及

び
柱

若
し

く
は

壁
を

有
す

る
も

の
(こ

れ
に

類
す

る
構

造
の

も
の

を
含

む
。

)、
こ

れ
に

附
属

す
る

門
若

し
く

は
塀

、
観

覧
の

た
め

の
工

作
物

又
は

地
下

若
し

く
は

高
架

の
工

作
物

内
に

設
け

る
事

務
所

、
店

舗
、

興
業

場
、

倉
庫

そ
の

他
こ

れ
ら

に
類

す
る

施
設

(鉄
道

及
び

軌
道

の
線

路
敷

地
内

の
運

転
保

安
に

関
す

る
施

設
並

び
に

跨
線

橋
、

ﾌ
ﾟﾗ

ｯ
ﾄﾎ

ｰ
ﾑ

の
上

家
、

貯
蔵

槽
そ

の
他

こ
れ

ら
に

類
す

る
施

設
を

除
く

。
)を

い
い

、
建

築
施

設
を

含
む

も
の

と
す

る
。
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受
付

番
号

受
付

日
請

求
す

る
文

書
の

件
名

所
管

課
期

限
延

長
決

定
文

書
の

件
名

決
定

内
容

不
開

示
理

由
開

示
等

決
定

日
開

示
日

と
あ

り
、

L
P
G

ﾀ
ﾝ
ｸ
は

･建
築

施
設

･つ
ま

り
｢建

築
物

｣と
な

る
。

熊
本

市
建

築
基

準
条

例
の

第
4
条

の
(崖

に
近

接
す

る
建

築
物

)に
該

当
し

、
こ

の
条

例
の

適
応

物
件

に
な

る
。

1
)に

も
拘

ら
ず

、
対

象
と

し
て

お
り

ま
せ

ん
と

あ
る

が
、

｢こ
の

条
例

の
建

築
物

に
該

当
す

る
｣の

に
、

何
故

、
対

象
適

応
さ

せ
な

い
の

か
?
法

的
根

拠
等

の
わ

か
る

資
料

等
の

開
示

請
求

。
2
)L

P
G

ﾀ
ﾝ
ｸ
設

備
に

近
接

し
た

･受
水

槽
ﾎ
ﾟﾝ

ﾌ
ﾟ給

水
槽

も
建

築
物

に
も

拘
ら

ず
、

対
象

と
し

て
お

り
ま

せ
ん

と
す

る
法

的
根

拠
等

の
わ

か
る

資
料

等
の

開
示

請
求

。
6
.(
意

見
･提

案
4
に

つ
い

て
)建

築
基

準
法

第
1
9
条

で
は

、
敷

地
の

衛
生

及
び

安
全

に
つ

い
て

定
め

て
お

り
ま

す
が

、
具

体
的

な
規

定
に

つ
い

て
は

記
載

さ
れ

て
お

り
ま

せ
ん

。
そ

の
た

め
、

本
市

で
は

、
建

築
基

準
法

第
1
9

条
を

補
完

す
る

た
め

に
、

熊
本

市
建

築
基

準
条

例
第

4
条

を
定

め
て

お
り

、
高

さ
が

2
ﾒ
ｰ

ﾄﾙ
を

超
え

る
崖

に
接

す
る

、
又

は
近

接
す

る
建

築
物

に
対

し
て

は
、

崖
の

高
さ

の
1
.5

倍
以

上
の

水
平

距
離

を
保

つ
よ

う
に

規
制

し
て

お
り

ま
す

が
、

こ
の

条
例

は
建

築
設

備
を

対
象

と
し

て
お

り
ま

せ
ん

の
で

、
ご

理
解

い
た

だ
き

ま
す

よ
う

お
願

い
い

た
し

ま
す

。
と

あ
る

。
5
に

私
が

指
摘

し
て

い
る

様
に

、
建

築
基

準
法

･第
二

条
に

、
一

建
築

物
に

は
こ

の
L
P
G

ﾀ
ﾝ
ｸ
の

建
築

設
備

も
建

築
物

で
あ

る
解

釈
出

来
る

。
そ

の
為

、
以

下
の

開
示

請
求

を
す

る
。

1
)石

垣
･崖

っ
ぷ

ち
の

真
上

に
建

築
物

を
新

設
さ

せ
て

、
こ

の
石

垣
は

、
震

度
何

度
ま

で
は

崖
崩

れ
の

危
険

性
は

な
い

と
の

あ
ん

し
ん

安
全

が
担

保
さ

れ
て

い
る

と
の

調
査

分
析

等
調

書
等

の
わ

か
る

資
料

等
の

開
示

請
求

。

と
あ

り
、

L
P
G

ﾀ
ﾝ
ｸ
は

･建
築

施
設

･つ
ま

り
｢建

築
物

｣と
な

る
。

熊
本

市
建

築
基

準
条

例
の

第
4
条

(壁
に

近
接

す
る

建
築

物
)に

該
当

し
、

こ
の

条
例

の
適

応
物

件
に

な
る

。
1
)に

も
拘

ら
ず

、
対

象
と

し
て

お
り

ま
せ

ん
と

あ
る

が
、

｢こ
の

条
例

の
建

築
物

に
該

当
す

る
｣の

に
、

何
故

、
対

象
適

応
さ

せ
な

い
の

か
?
法

的
根

拠
等

の
わ

か
る

資
料

等
の

開
示

請
求

。
2
)L

P
G

ﾀ
ﾝ
ｸ
設

備
に

近
接

し
た

･受
水

槽
ﾎ
ﾟﾝ

ﾌ
ﾟ給

水
槽

も
建

築
物

に
も

拘
ら

ず
、

対
象

と
し

て
お

り
ま

せ
ん

と
す

る
法

的
根

拠
等

の
わ

か
る

資
料

等
の

開
示

請
求

。
6
.(
意

見
･提

案
4
に

つ
い

て
)建

築
基

準
法

第
1
9
条

で
は

、
敷

地
の

衛
生

及
び

安
全

に
つ

い
て

定
め

て
お

り
ま

す
が

、
具

体
的

な
規

定
に

つ
い

て
は

記
載

さ
れ

て
お

り
ま

せ
ん

。
そ

の
た

め
、

本
市

で
は

、
建

築
基

準
法

第
1
9
条

を
補

完
す

る
た

め
に

、
熊

本
市

建
築

基
準

条
例

第
4
条

を
定

め
て

お
り

、
高

さ
が

2
ﾒ
ｰ

ﾄﾙ
を

超
え

る
崖

に
接

す
る

、
又

は
近

接
す

る
建

築
物

に
対

し
て

は
、

崖
の

高
さ

の
1
.5

倍
以

上
の

水
平

距
離

を
保

つ
よ

う
に

規
制

し
て

お
り

ま
す

が
、

こ
の

条
例

は
建

築
設

備
を

対
象

と
し

て
お

り
ま

せ
ん

の
で

、
ご

理
解

い
た

だ
き

ま
す

よ
う

お
願

い
い

た
し

ま
す

。
と

あ
る

。
 5

に
私

が
指

摘
し

て
い

る
様

に
、

建
築

基
準

法
･第

二
条

に
、

一
 建

築
物

に
は

こ
の

L
P
G

ﾀ
ﾝ
ｸ
の

建
築

設
備

も
建

築
物

で
あ

る
解

釈
出

来
る

。
そ

の
為

、
以

下
の

開
示

請
求

を
す

る
。

1
)石

垣
･崖

っ
ぷ

ち
の

真
上

に
建

築
物

を
新

設
さ

せ
て

、
こ

の
石

垣
は

、
震

度
何

度
ま

で
は

崖
崩

れ
の

危
険

性
は

な
い

と
の

あ
ん

し
ん

安
全

が
担

保
さ

れ
て

い
る

と
の

調
査

分
析

等
調

書
等

の
わ

か
る

資
料

等
の

開
示

請
求

。
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受
付

番
号

受
付

日
請

求
す

る
文

書
の

件
名

所
管

課
期

限
延

長
決

定
文

書
の

件
名

決
定

内
容

不
開

示
理

由
開

示
等

決
定

日
開

示
日

2
)給

水
槽

･ﾎ
ﾟﾝ

ﾌ
ﾟ･

受
水

槽
･も

、
別

の
崖

っ
ぷ

ち
に

新
設

さ
れ

て
い

る
が

、
こ

の
崖

は
、

震
度

何
度

ま
で

は
崖

崩
れ

の
危

険
性

は
な

い
と

の
あ

ん
し

ん
安

全
が

担
保

さ
れ

て
い

る
と

の
調

査
分

析
調

書
等

の
わ

か
る

資
料

等
の

開
示

請
求

。
3
)石

垣
の

近
隣

に
は

、
昔

の
防

空
壕

跡
･巨

大
空

洞
･が

本
館

下
を

初
め

、
石

垣
等

へ
の

影
響

が
あ

ん
し

ん
安

全
な

の
か

、
豪

雨
･地

震
･等

へ
の

災
害

へ
の

影
響

は
大

丈
夫

な
の

か
?
石

垣
の

真
上

に
這

わ
せ

た
L
P
G

ﾀ
ﾝ
ｸ
供

給
配

管
･消

火
栓

配
管

･飲
料

水
供

給
配

水
管

･へ
の

影
響

は
大

丈
夫

な
の

か
?
等

、
の

調
査

分
析

調
書

等
の

わ
か

る
資

料
等

の
開

示
請

求
。

7
.(
意

見
･提

案
5
に

つ
い

て
)本

件
の

受
水

槽
に

つ
き

ま
し

て
は

、
｢建

築
物

に
設

け
る

飲
料

水
の

配
管

設
備

及
び

排
水

の
た

め
の

配
管

設
備

の
構

造
方

法
を

定
め

る
件

｣
(昭

和
5
0
年

建
設

省
告

示
第

1
5
9
7
号

)第
1
第

一
号

ﾛ
(2

)
に

適
合

し
て

お
り

ま
す

。
ま

た
、

完
了

検
査

に
お

き
ま

し
て

も
、

同
告

示
に

適
合

し
て

い
る

か
を

検
査

し
、

確
認

し
て

お
り

ま
す

。
と

あ
る

の
で

、
検

査
結

果
･適

合
し

て
い

る
･と

法
的

に
も

適
合

し
て

い
る

･と
し

た
検

査
結

果
調

書
の

開
示

請
求

。
8
.(
意

見
･提

案
6
に

つ
い

て
)本

件
の

L
P
G

ﾊ
ﾞﾙ

ｸ
ﾀ
ﾝ
ｸ
と

受
水

槽
に

関
し

ま
し

て
は

、
建

築
確

認
、

軽
微

な
変

更
手

続
き

、
完

了
検

査
に

い
た

る
ま

で
、

建
築

基
準

関
係

規
定

に
基

づ
き

審
査

を
行

い
、

法
適

合
を

確
認

い
た

し
て

お
り

ま
す

。
と

あ
る

。
私

の
質

疑
内

容
は

、

2
)給

水
槽

･ﾎ
ﾟﾝ

ﾌ
ﾟ･

受
水

槽
･も

、
別

の
崖

っ
ぷ

ち
に

新
設

さ
れ

て
い

る
が

、
こ

の
崖

は
、

震
度

何
度

ま
で

は
崖

崩
れ

の
危

険
性

は
な

い
と

の
あ

ん
し

ん
安

全
が

担
保

さ
れ

て
い

る
と

の
調

査
分

析
等

調
書

等
の

わ
か

る
資

料
等

の
開

示
請

求
。

3
)石

垣
の

近
隣

に
は

、
音

の
防

空
壕

跡
･巨

大
空

洞
･が

本
館

下
を

初
め

、
石

垣
等

へ
の

影
響

が
あ

ん
し

ん
安

全
な

の
か

、
豪

雨
･地

震
･等

へ
の

災
害

ヘ
の

影
響

は
大

丈
夫

な
の

か
?
石

垣
の

真
上

に
這

わ
せ

た
L
P
G

ﾀ
ﾝ
ｸ
供

給
配

管
･消

火
栓

配
管

･飲
料

水
供

給
配

水
管

･へ
の

影
響

は
大

丈
夫

な
の

か
?

等
、

の
調

査
分

析
等

調
書

等
の

わ
か

る
資

料
等

の
開

示
請

求
。

7
.(
意

見
･提

案
5
に

つ
い

て
)本

件
の

受
水

槽
に

つ
き

ま
し

て
は

、
｢建

築
物

に
設

け
る

飲
料

水
の

配
管

設
備

及
び

排
水

の
た

め
の

配
管

設
備

の
構

造
方

法
を

定
め

る
件

｣(
昭

和
5
0
年

建
設

省
告

示
第

1
5
9
7

号
)第

1
第

一
号

ﾛ
(2

)に
適

合
し

て
お

り
ま

す
。

 ま
た

、
完

了
検

査
に

お
き

ま
し

て
も

、
同

告
示

に
適

合
し

て
い

る
か

を
検

査
し

、
確

認
し

て
お

り
ま

す
。

と
あ

る
の

で
、

検
査

結
果

･適
合

し
て

い
る

･と
法

的
に

も
適

合
し

て
い

る
･と

し
た

検
査

結
果

調
書

の
開

示
請

求
。

8
.(
意

見
･提

案
6
に

つ
い

て
)本

件
の

L
P
G

ﾊ
ﾞﾙ

ｸ
ﾀ
ﾝ

ｸ
と

受
水

槽
に

関
し

ま
し

て
は

、
建

築
確

認
、

軽
微

な
変

更
手

続
き

、
完

了
検

査
に

い
た

る
ま

で
、

建
築

基
準

関
係

規
定

に
基

づ
き

審
査

を
行

い
、

法
適

合
を

確
認

い
た

し
て

お
り

ま
す

。
と

あ
る

。
私

の
質

疑
内

容
は

、
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受
付

番
号

受
付

日
請

求
す

る
文

書
の

件
名

所
管

課
期

限
延

長
決

定
文

書
の

件
名

決
定

内
容

不
開

示
理

由
開

示
等

決
定

日
開

示
日

熊
本

市
出

版
･｢

わ
が

家
の

防
災

ﾏ
ﾆ

ｭ
ｱ
ﾙ

｣･
を

熟
読

す
る

に
、

熊
本

市
長

幸
山

政
史

ご
あ

い
さ

つ
し

て
、

｢～
い

づ
こ

で
発

生
す

る
か

わ
か

ら
な

い
災

害
に

対
し

て
、

市
は

様
々

な
防

災
･減

災
の

方
策

を
講

じ
て

い
ま

す
が

、
災

害
に

迅
速

に
対

応
し

、
被

害
を

最
小

限
に

止
め

る
に

は
、

市
民

の
皆

さ
ま

自
ら

が
常

日
頃

の
防

災
意

識
を

高
め

て
い

た
だ

く
と

と
も

に
、

～
。

｣と
あ

る
が

、
市

民
が

減
災

の
方

策
･災

害
増

幅
要

因
の

防
災

予
防

･へ
の

意
見

提
言

等
、

･熊
本

市
憲

法
(市

民
の

責
務

)第
6
条

市
政

･ま
ち

づ
く

り
へ

の
積

極
的

に
参

画
し

、
又

は
自

ら
ま

ち
づ

く
り

に
取

り
組

む
よ

う
努

め
る

こ
と

。
の

条
例

理
念

に
基

づ
き

努
め

て
い

る
が

、
市

長
等

の
市

政
理

念
と

相
反

し
て

増
災

要
因

を
増

幅
さ

せ
て

い
る

。
立

田
山

断
層

･布
田

川
･日

奈
久

断
層

帯
･の

予
測

を
掲

載
し

、
市

民
に

対
し

地
震

対
策

危
機

意
識

を
忘

れ
ず

に
大

地
震

に
そ

な
え

ま
し

ょ
う

熊
本

市
の

直
下

に
も

活
断

層
が

存
在

す
る

と
教

宣
活

動
等

を
し

な
が

ら
、

地
震

の
正

し
い

知
識

を
身

に
付

け
ま

し
ょ

う
と

明
記

し
て

、
一

方
で

は
石

垣
の

真
上

･崖
っ

ぷ
ち

に
平

然
と

L
P
G

ﾀ
ﾝ
ｸ
設

置
を

新
設

さ
せ

る
設

計
変

更
建

築
許

確
認

書
交

付
の

執
行

を
計

り
、

周
辺

住
民

市
民

へ
の

不
安

恐
怖

･を
煽

る
市

政
執

行
に

憤
り

を
覚

え
る

。
即

刻
･取

り
消

し
て

あ
ん

し
ん

安
全

な
設

計
変

更
を

執
行

し
て

頂
き

た
い

。
平

成
2
6
年

5
月

2
8
日

(木
)の

熊
本

市
防

災
会

議
の

内
容

･熊
本

市
が

試
算

し
た

被
害

想
定

･は
、

嘘
八

百
･出

鱈
目

･の
想

定
で

す
か

?
増

災
要

因
の

増
幅

で
不

安
の

増
災

の
防

災
阻

止
を

図
っ

て
頂

き
た

い
。

熊
本

市
出

版
･｢

わ
が

家
の

防
災

ﾏ
ﾆ

ｭ
ｱ
ﾙ

｣･
を

熟
読

す
る

に
、

熊
本

市
長

幸
山

政
史

ご
あ

い
さ

つ
し

て
、

｢～
い

づ
こ

で
発

生
す

る
か

わ
か

ら
な

い
災

害
に

対
し

て
、

市
は

様
々

な
防

災
･減

災
の

方
策

を
講

じ
て

い
ま

す
が

、
災

害
に

迅
速

に
対

応
し

、
被

害
を

最
小

限
に

止
め

る
に

は
、

市
民

の
皆

さ
ま

自
ら

が
常

日
頃

の
防

災
意

識
を

高
め

て
い

た
だ

く
と

も
に

、
～

。
｣と

あ
る

が
、

市
民

が
減

災
の

方
策

･災
害

増
幅

要
員

の
防

災
予

防
･へ

の
意

見
提

言
等

、
･熊

本
市

憲
法

(市
民

の
責

務
)第

6
条

市
政

･ま
ち

づ
く

り
へ

の
積

極
的

に
参

画
し

、
又

は
自

ら
ま

ち
づ

く
り

に
取

り
組

む
よ

う
努

め
る

こ
と

。
の

条
例

理
念

に
基

づ
き

努
め

て
い

る
が

、
市

長
等

の
市

政
理

念
、

と
相

反
し

て
増

災
要

員
を

増
幅

さ
せ

て
い

る
。

立
田

山
断

層
･

布
田

川
･日

奈
久

断
層

帯
･の

予
測

を
掲

載
し

、
市

民
に

対
し

地
震

対
策

危
機

意
識

を
忘

れ
ず

に
大

地
震

に
備

え
ま

し
ょ

う
熊

本
市

の
直

下
に

も
活

断
層

が
存

在
す

る
と

教
宣

活
動

等
を

し
な

が
ら

、
地

震
の

正
し

い
知

識
を

身
に

付
け

ま
し

よ
う

と
明

記
し

て
、

一
方

で
は

石
垣

の
真

上
･崖

っ
ぷ

ち
に

平
然

と
L
P
G

ﾀ
ﾝ
ｸ
設

置
を

新
設

さ
せ

る
設

計
変

更
建

築
許

可
確

認
書

交
付

の
執

行
を

計
り

、
周

辺
住

民
市

民
へ

の
不

安
恐

怖
･を

煽
る

市
政

執
行

に
憤

り
を

覚
え

る
。

即
刻

･取
り

消
し

て
あ

ん
し

ん
安

全
な

設
計

変
更

を
執

行
し

て
い

た
だ

き
た

い
。

平
成

2
6
年

5
月

2
8

日
(木

)の
熊

本
市

防
災

会
議

の
内

容
･熊

本
市

が
試

算
し

た
被

害
想

定
･は

、
嘘

八
百

･出
鱈

目
･の

想
定

で
す

か
?

増
災

要
因

の
増

幅
で

不
安

の
増

災
の

防
災

阻
上

を
図

っ
て

頂
き

た
い

。
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受
付

番
号

受
付

日
請

求
す

る
文

書
の

件
名

所
管

課
期

限
延

長
決

定
文

書
の

件
名

決
定

内
容

不
開

示
理

由
開

示
等

決
定

日
開

示
日

東
日

本
大

震
災

で
は

、
L
P
G

ﾊ
ﾟﾙ

ｸ
ﾀ
ﾝ
ｸ
が

大
津

波
に

飲
ま

れ
海

中
で

L
P
ｶ
ﾞｽ

が
こ

の
よ

う
な

ｶ
ﾞｽ

拡
散

を
起

こ
し

た
か

?
各

家
庭

の
L
P
G

ﾀ
ﾝ
ｸ
が

地
中

に
埋

ま
り

、
の

様
な

拡
散

を
し

た
か

?
被

害
実

績
報

告
書

が
存

在
す

る
の

か
?

石
垣

の
天

辺
･崖

っ
ぷ

ち
･で

も
大

丈
夫

?
と

の
熊

本
市

政
理

念
で

し
ょ

う
か

?
総

合
的

な
見

地
か

ら
慎

重
審

査
審

議
を

、
後

世
に

悔
い

を
残

さ
な

い
答

申
を

、
熊

本
市

長
の

真
摯

な
諸

法
令

･諸
省

告
示

･熊
本

市
建

築
基

準
条

例
･

等
の

遵
守

遵
法

等
に

則
り

、
各

項
目

毎
に

詳
細

に
実

情
を

的
確

に
把

握
し

、
誠

実
に

回
答

を
し

て
頂

き
た

い
。

※
添

付
参

照
熟

視
･実

情
の

的
確

に
把

握
す

る
為

の
資

料
写

真
等

･熊
本

市
発

刊
の

防
災

減
災

害
意

識
昂

揚
等

･熊
本

市
防

災
会

議
資

料
等

の
想

定
調

書
等

･は
熊

本
市

長
等

職
員

危
機

意
識

改
革

と
は

無
関

係
の

立
証

資
料

･等
･添

付
。

A
3
→

計
･1

3
枚

。
と

の
私

の
質

疑
内

容
で

あ
る

。
処

が
･回

答
文

は
、

｢本
件

の
L
P
G

ﾊ
ﾞﾙ

ｸ
ﾀ
ﾝ
ｸ
と

受
水

槽
に

関
し

て
は

、
建

築
確

認
、

軽
微

な
変

更
手

続
き

、
完

了
検

査
に

い
た

る
ま

で
、

建
築

基
準

関
係

規
定

に
基

づ
き

審
査

を
行

い
、

法
適

合
を

確
認

い
た

し
て

お
り

ま
す

。
と

あ
る

。
熊

本
市

危
機

管
理

指
針

の
第

4
章

危
機

管
理

の
基

本
方

針
第

1
事

前
対

策
市

は
、

事
前

対
策

と
し

て
、

平
常

時
か

ら
危

機
事

象
を

想
定

し
て

予
防

対
策

に
最

善
を

尽
く

す
と

も
に

、
緊

急
対

策
及

び
事

後
対

策
の

準
備

に
万

全
を

き
す

よ
う

努
め

ま
す

。

東
日

本
大

震
災

で
は

、
L
P
G

ﾊ
ﾟﾙ

ｸ
ﾀ
ﾝ
ｸ
が

大
津

波
に

飲
ま

れ
海

中
で

L
P
ｶ
ﾞｽ

が
の

よ
う

な
ｶ
ﾞｽ

拡
散

を
起

こ
し

た
か

?
各

家
庭

の
L
P
G

ﾀ
ﾝ
ｸ
が

地
中

に
埋

ま
り

、
の

様
な

拡
散

を
し

た
か

?
被

害
実

績
報

告
書

が
存

在
す

る
の

か
?

石
垣

の
天

辺
･崖

っ
ぷ

ち
･で

も
大

丈
夫

?
と

の
熊

本
市

市
政

理
念

で
し

ょ
う

か
?
総

合
的

な
見

地
か

ら
慎

重
審

査
審

議
を

、
後

世
に

悔
い

を
残

さ
な

い
答

申
を

、
熊

本
市

長
の

真
摯

な
諸

法
令

･諸
省

告
示

･
熊

本
市

建
築

基
準

条
例

･等
の

遵
守

遵
法

等
に

則
り

、
各

項
目

毎
に

詳
細

に
実

情
を

的
確

に
把

握
し

、
誠

実
に

回
答

を
し

て
頂

き
た

い
。

※
添

付
参

照
熟

視
･実

情
の

的
確

に
把

握
す

る
為

の
資

料
写

真
等

･熊
本

市
発

刊
の

防
災

減
災

害
意

識
昴

揚
等

･熊
本

市
防

災
会

議
資

料
等

の
想

定
調

書
等

･は
熊

本
市

長
等

職
員

危
機

意
識

改
革

と
は

無
関

係
の

立
証

資
料

･等
･添

付
。

A
3
→

計
･1

3
枚

。
と

の
私

の
質

疑
内

容
で

あ
る

。
処

が
･回

答
文

は
、

｢
本

件
の

L
P
G

ﾊ
ﾞﾙ

ｸ
ﾀ
ﾝ
ｸ
と

受
水

槽
に

関
し

て
は

、
建

築
確

認
、

軽
微

な
変

更
手

続
き

、
完

了
検

査
に

い
た

る
ま

で
、

 建
築

基
準

関
係

規
定

に
基

づ
き

審
査

を
行

い
、

法
適

合
を

確
認

い
た

し
て

お
り

ま
す

。
と

あ
る

。
熊

本
市

危
機

管
理

指
針

の
第

4
章

危
機

管
理

の
基

本
方

針
第

1
事

前
対

策
市

は
、

事
前

対
策

と
し

て
、

平
常

時
か

ら
危

機
事

象
を

想
定

し
て

予
防

対
策

に
最

善
を

尽
く

す
と

も
に

、
緊

急
対

策
及

び
事

後
対

策
の

準
備

に
万

全
を

き
す

よ
う

努
め

ま
す

。

と
あ

る
が

、
石

垣
の

真
上

･崖
っ

ぷ
ち

･に
L
P
G

ﾀ
ﾝ
ｸ
等

を
新

設
さ

せ
、

こ
の

地
の

周
辺

住
民

に
対

し
て

、
｢事

前
対

策
と

し
て

、
平

常
時

か
ら

危
機

事
象

を
想

定
し

て
予

防
対

策
に

最
善

を
尽

く
す

と
と

も
に

、
緊

急
対

策
及

び
事

後
対

策
の

準
備

に
万

全
を

き
す

よ
う

努
め

て
い

る
。

｣と
す

る
具

体
的

詳
細

な
内

容
の

わ
か

る
資

料
等

の
開

示
請

求
。

と
あ

る
が

、
石

垣
の

真
上

･崖
っ

ぷ
ち

･に
L
P
G

ﾀ
ﾝ
ｸ

等
を

新
設

さ
せ

、
こ

の
地

の
周

辺
住

民
に

対
し

て
、

｢事
前

対
策

と
し

て
、

平
常

時
か

ら
聞

き
事

象
を

想
定

し
て

予
防

対
策

に
最

善
を

尽
く

す
と

と
も

に
、

緊
急

対
策

及
び

事
後

対
策

の
準

備
に

万
全

を
き

す
よ

う
努

め
て

い
る

。
｣と

す
る

具
体

的
詳

細
な

内
容

の
わ

か
る

資
料

等
の

開
示

請
求

。

7
4
1

1
0
/
2
4

道
路

判
定

台
帳

判
定

番
号

0
6
-
1
9
6
-
0
1
 表

紙
0
6
-
1
9
6
-
0
2
 判

定
内

容
0
6
-
1
9
6
-
0
3
 地

図
ｶ
ﾗ
ｰ

の
部

分
は

ｶ
ﾗ
ｰ

都
市

建
設

局
建

築
指

導
課

道
路

判
定

台
帳

判
定

番
号

 0
6
-
1
9
6
-
0
1
 表

紙
0
6
-
1
9
6
-
0
2
 判

定
内

容
0
6
-
1
9
6
-
0
3
 地

図
ｶ
ﾗ
ｰ

の
部

分
は

ｶ
ﾗ
ｰ

開
示

(一
部

請
求

拒
否

)
2
号

　
個

人
情

報
1
0
/
2
8

1
0
/
2
8
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受
付

番
号

受
付

日
請

求
す

る
文

書
の

件
名

所
管

課
期

限
延

長
決

定
文

書
の

件
名

決
定

内
容

不
開

示
理

由
開

示
等

決
定

日
開

示
日

7
4
2

1
0
/
2
4

平
成

2
6
年

1
0
月

1
5
日

水
道

整
備

課
東

区
鹿

帰
瀬

町
4
9
6
-
1
付

近
φ

7
5
粍

配
水

管
布

設
他

1
件

工
事

上
記

の
金

入
設

計
書

の
開

示
を

お
願

い
致

し
ま

す
。

上
下

水
道

局
水

道
整

備
課

東
区

鹿
帰

瀬
町

4
9
6
-
1
付

近
φ

7
5
粍

配
水

管
布

設
他

1
件

工
事

上
記

の
金

額
入

り
設

計
書

開
示

1
0
/
2
8

1
0
/
2
9

7
4
3

1
0
/
2
4

松
尾

1
丁

目
･2

丁
目

住
居

表
示

台
帳

企
画

振
興

局
区

政
推

進
課

松
尾

1
丁

目
･2

丁
目

住
居

表
示

台
帳

開
示

1
1
/
5

1
1
/
6

7
4
4

1
0
/
2
4

主
要

地
方

道
 熊

本
田

原
坂

線
(新

池
田

橋
)橋

梁
架

替
工

事
金

入
り

設
計

書

都
市

建
設

局
北

部
土

木
ｾ

ﾝ
ﾀ
ｰ

維
持

課

主
要

地
方

道
 熊

本
田

原
坂

線
(新

池
田

橋
)橋

梁
架

替
工

事
の

金
入

り
設

計
書

開
示

1
1
/
4

1
1
/
6

7
4
5

1
0
/
2
4

平
成

2
6
年

度
一

般
県

道
戸

島
熊

本
線

(小
峯

工
区

)側
溝

補
修

工
事

金
入

り
設

計
書

都
市

建
設

局
東

部
土

木
ｾ

ﾝ
ﾀ
ｰ

維
持

課

平
成

2
6
年

度
一

般
県

道
戸

島
熊

本
線

(小
峯

工
区

)側
溝

補
修

工
事

(金
入

設
計

書
)

開
示

1
0
/
3
1

1
1
/
6

7
4
6

1
0
/
2
4

道
路

判
定

台
帳

 0
7
-
1
7
6
 協

議
書

等
全

て
の

書
類

位
置

指
定

台
帳

 H
0
2
-
0
6
1
　

　
　

　
〃

ｶ
ﾗ
ｰ

は
ｶ
ﾗ
ｰ

希
望

都
市

建
設

局
建

築
指

導
課

道
路

判
定

台
帳

 0
7
-
1
7
6

位
置

指
定

台
帳

 H
0
2
-
0
6
1

協
議

書
等

全
て

の
書

類
 ｶ

ﾗ
ｰ

は
ｶ
ﾗ
ｰ

希
望

開
示

(一
部

請
求

拒
否

)
2
号

　
個

人
情

報
1
0
/
2
8

1
1
/
3

郵
送

7
4
7

1
0
/
2
7

H
2
3
、

2
4
、

2
5
年

度
の

主
催

事
業

、
共

催
事

業
の

事
業

報
告

書
、

事
業

計
画

書
(な

い
時

は
不

要
)

中
央

区
役

所
ま

ち
づ

く
り

推
進

課

熊
本

市
本

荘
地

域
ｺ
ﾐｭ

ﾆ
ﾃ

ｨｾ
ﾝ
ﾀ
ｰ

 平
成

2
3
･2

4
･

2
5
年

度
主

催
･共

催
事

業
報

告
書

お
よ

び
事

業
計

画
書

(な
い

場
合

は
不

要
)

開
示

(一
部

請
求

拒
否

)
2
号

　
個

人
情

報
1
0
/
3
1

1
1
/
7

7
4
8

1
0
/
2
7

平
成

2
6
年

2
月

2
4
日

付
に

て
届

け
ま

し
た

｢医
療

法
人

○
○

｣理
事

長
変

更
届

(市
保

健
所

受
理

済
)の

写
し

の
交

付
を

お
願

い
し

ま
す

。

健
康

福
祉

子
ど

も
局

医
療

政
策

課

医
療

法
人

○
○

に
係

る
以

下
の

文
書

･平
成

2
6
年

2
月

2
4
日

付
け

提
出

の
理

事
長

変
更

届
(添

付
書

類
は

除
く

)

開
示

(一
部

請
求

拒
否

)

2
号

　
個

人
情

報
3
号

　
法

人
等

情
報

1
1
/
7

7
4
9

1
0
/
2
8

道
路

判
定

0
2
-
1
2
8
-
0
2

0
2
-
1
2
8
-
0
3

0
2
-
1
2
8
-
0
8

S
5
0
-
0
4
3
-
0
2

S
5
0
-
0
4
3
-
0
4

S
5
6
-
0
2
5
-
0
2

h
5
-
5
4
4
6
1
-
0
2

0
2
-
3
7
6
-
0
2

0
2
-
3
7
6
-
0
3
 ｶ

ﾗ
ｰ

希
望

都
市

建
設

局
建

築
指

導
課

道
路

判
定

0
2
-
1
2
8
-
0
2
 0

2
-
1
2
8
-
0
3
 0

2
-
1
2
8
-
0
8

S
5
0
-
0
4
3
-
0
2
 S

5
0
-
0
4
3
-
0
4

S
5
6
-
0
2
5
-
0
2

0
2
-
3
7
6
-
0
2
 0

2
-
3
7
6
-
0
3

ｶ
ﾗ
ｰ

希
望

開
示

1
0
/
3
1

1
0
/
3
1

7
5
0

1
0
/
2
8

熊
本

市
西

区
上

代
六

丁
目

○
○

番
○

道
路

判
定

 0
6
-
0
5
5
 H

1
7

ｶ
ﾗ
ｰ

都
市

建
設

局
建

築
指

導
課

熊
本

市
西

区
上

代
六

丁
目

○
○

番
○

道
路

判
定

 0
6
-
0
5
5
 H

1
7
 ｶ

ﾗ
ｰ

開
示

(一
部

請
求

拒
否

)
2
号

　
個

人
情

報
1
0
/
2
9

1
0
/
3
1
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受
付

番
号

受
付

日
請

求
す

る
文

書
の

件
名

所
管

課
期

限
延

長
決

定
文

書
の

件
名

決
定

内
容

不
開

示
理

由
開

示
等

決
定

日
開

示
日

7
5
1

1
0
/
2
8

平
成

2
6
年

1
0
月

1
5
日

開
札

西
部

土
木

ｾ
ﾝ
ﾀ
ｰ

 維
持

課
一

般
県

道
 海

路
口

小
島

線
(沖

新
町

工
区

)舗
装

補
修

工
事

上
記

の
金

入
設

計
書

の
開

示
を

お
願

い
致

し
ま

す
。

都
市

建
設

局
西

部
土

木
ｾ

ﾝ
ﾀ
ｰ

維
持

課

一
般

県
道

海
路

口
小

島
線

(沖
新

工
区

)舗
装

補
修

工
事

金
入

り
設

計
書

開
示

1
1
/
4

1
1
/
7

7
5
2

1
0
/
2
9

南
区

奥
古

閑
1
6
1
0
-
1
番

地
付

近
φ

2
0
0
粍

配
水

管
布

設
替

他
1
件

工
事

金
入

設
計

書
上

下
水

道
局

水
道

整
備

課

南
区

奥
古

閑
1
6
1
0
-
1
番

地
付

近
φ

2
0
0
粍

配
水

管
布

設
替

他
1
件

工
事

上
記

の
設

計
金

額
の

工
事

費
区

分
と

金
額

入
り

工
事

設
計

書

開
示

1
1
/
4

1
1
/
6

7
5
3

1
0
/
2
9

工
事

名
国

道
5
0
1
号

(飽
田

ﾊ
ﾞｲ

ﾊ
ﾟｽ

9
工

区
)道

路
改

築
工

事
(そ

の
2
)

金
入

設
計

書

都
市

建
設

局
西

部
土

木
ｾ

ﾝ
ﾀ
ｰ

工
務

課

国
道

5
0
1
号

(飽
田

ﾊ
ﾞｲ

ﾊ
ﾟｽ

9
工

区
)道

路
改

築
工

事
(そ

の
2
)

｢金
入

設
計

書
｣

開
示

1
1
/
6

1
1
/
7

7
5
4

1
0
/
2
9

(開
札

日
)平

成
2
6
年

1
0
月

8
日

(工
事

名
)砂

原
町

下
内

ﾉ
中

水
路

改
良

工
事

金
入

設
計

内
訳

書

南
区

役
所

農
業

振
興

課
飽

田
天

明
分

室

･砂
原

町
下

内
ノ

中
水

路
改

良
工

事
(金

入
り

設
計

書
)

開
示

1
1
/
4

1
1
/
7

7
5
5

1
0
/
2
9

(仮
称

)富
合

駅
前

広
場

公
衆

用
便

所
新

築
工

事
(そ

の
2
)

金
入

設
計

書
都

市
建

設
局

営
繕

課

(仮
称

)富
合

駅
前

広
場

公
衆

用
便

所
新

築
工

事
(そ

の
2
)

金
入

設
計

書
開

示
1
0
/
2
9

1
0
/
3
0

7
5
6

1
0
/
3
0

道
路

判
定

台
帳

平
成

1
7
年

度
 0

5
-
2
0
2
号

 国
府

3
丁

目
平

成
1
7
年

度
 0

5
-
2
5
8
号

協
定

書
 全

て
平

成
1
2
年

度
 0

0
-
1
4
9
 白

藤
2
丁

目
協

定
書

 全
て

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
以

上
ｶ
ﾗ
ｰ

は
、

ｶ
ﾗ
ｰ

で
お

願
い

し
ま

す
。

都
市

建
設

局
建

築
指

導
課

道
路

判
定

台
帳

平
成

1
7
年

度
0
5
-
2
0
2
号

 平
成

1
7
年

度
0
5
-
2
5
8
号

(国
府

3
丁

目
)

平
成

1
2
年

度
0
0
-
1
4
9
号

(白
藤

2
丁

目
)以

上
協

定
書

全
て

ｶ
ﾗ
ｰ

は
、

ｶ
ﾗ
ｰ

で
お

願
い

し
ま

す
。

開
示

(一
部

請
求

拒
否

)
2
号

　
個

人
情

報
1
1
/
4

1
1
/
4

7
5
7

1
0
/
3
0

道
等

の
判

定
判

定
番

号
 H

2
6
第

1
4
-
1
4
7
号

ｶ
ﾗ
ｰ

希
望

都
市

建
設

局
建

築
指

導
課

道
等

の
判

定
判

定
番

号
 H

2
6
第

1
4
-
1
4
7

ｶ
ﾗ
ｰ

希
望

開
示

1
1
/
4

1
1
/
4

7
5
8

1
0
/
3
0

平
成

2
6
年

1
0
月

2
2
日

開
札

 西
部

土
木

ｾ
ﾝ
ﾀ
ｰ

 維
持

課
国

道
5
0
1
号

(中
原

工
区

)外
舗

装
補

修
工

事
上

記
の

金
入

設
計

書
の

開
示

を
お

願
い

致
し

ま
す

。

都
市

建
設

局
西

部
土

木
ｾ

ﾝ
ﾀ
ｰ

維
持

課

国
道

5
0
1
号

(中
原

工
区

) 
外

舗
装

補
修

工
事

金
入

り
設

計
書

開
示

1
1
/
5

1
1
/
1
0

7
5
9

1
0
/
3
0

平
成

2
6
年

1
0
月

2
3
日

開
札

南
区

役
所

 農
業

振
興

課
小

岩
瀬

地
区

排
水

路
改

良
工

事
上

記
の

金
入

設
計

書
の

開
示

を
お

願
い

し
ま

す
。

南
区

役
所

農
業

振
興

課

工
事

名
 小

岩
瀬

地
区

排
水

路
改

良
工

事
工

事
番

号
 1

4
0
0
9
0
7

当
該

工
事

の
金

額
入

り
設

計
書

開
示

1
1
/
4

1
1
/
7
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受
付

番
号

受
付

日
請

求
す

る
文

書
の

件
名

所
管

課
期

限
延

長
決

定
文

書
の

件
名

決
定

内
容

不
開

示
理

由
開

示
等

決
定

日
開

示
日

7
6
0

1
0
/
3
0

平
成

2
6
年

1
0
月

2
2
日

開
札

 下
水

道
整

備
課

都
市

計
画

事
業

 南
部

汚
水

2
0
号

幹
線

枝
線

外
枝

線
下

水
道

築
造

工
事

(9
4
8
工

区
)

上
記

の
金

入
設

計
書

の
開

示
を

お
願

い
致

し
ま

す
。

上
下

水
道

局
下

水
道

整
備

課

都
市

計
画

事
業

南
部

汚
水

2
0
号

幹
線

枝
線

外
枝

線
下

水
道

築
造

工
事

(9
4
8
工

区
)の

金
入

設
計

書
開

示
1
1
/
6

1
1
/
7

7
6
1

1
0
/
3
0

東
区

健
軍

3
丁

目
～

健
軍

本
町

(自
衛

隊
通

り
)φ

8
0
0
･

3
0
0
粍

配
水

管
付

設
替

工
事

【
総

合
評

価
方

式
】
の

金
入

り
設

計
書

。
科

目
内

訳
、

施
工

内
訳

ま
で

す
べ

て
お

願
い

し
ま

す
。

上
下

水
道

局
水

道
整

備
課

東
区

健
軍

3
丁

目
～

健
軍

本
町

(自
衛

隊
通

り
)φ

8
0
0
･3

0
0
粍

配
水

管
布

設
替

工
事

上
記

の
金

額
入

り
工

事
設

計
書

開
示

1
1
/
4

1
1
/
7

7
6
2

1
0
/
3
1

護
藤

町
五

丁
外

水
路

改
良

工
事

金
入

設
計

書
南

区
役

所
農

業
振

興
課

飽
田

天
明

分
室

･護
藤

町
五

丁
外

水
路

改
良

工
事

(金
入

り
設

計
書

)
開

示
1
1
/
4

1
1
/
1
0

7
6
3

1
0
/
3
1

道
路

判
定

台
帳

0
4
-
4
8
6

専
用

通
路

協
議

書
ｶ
ﾗ
ｰ

希
望

都
市

建
設

局
建

築
指

導
課

道
路

判
定

台
帳

0
4
-
4
8
6
 専

用
通

路
協

議
書

ｶ
ﾗ
ｰ

希
望

開
示

(一
部

請
求

拒
否

)
2
号

　
個

人
情

報
1
1
/
4

1
1
/
5

郵
送

7
6
4

1
0
/
3
1

○
○

中
央

区
坪

井
2
-
○

-
○

○
○

○
中

央
区

安
政

町
○

-
○

○
営

業
の

許
可

を
受

け
た

者
の

氏
名

(営
業

許
可

証
の

氏
名

欄
)

健
康

福
祉

子
ど

も
局

食
品

保
健

課

【
対

象
】

○
○

中
央

区
坪

井
2
丁

目
○

○
○

○
中

央
区

安
政

町
○

○
【
項

目
】

営
業

の
許

可
を

受
け

た
者

の
氏

名
(営

業
許

可
証

の
氏

名
欄

)
※

 開
示

情
報

取
り

出
し

日
時

:平
成

2
6
年

1
1
月

6
日

1
0
:0

0

開
示

1
1
/
7

1
1
/
1
0

7
6
5

1
0
/
3
1

一
般

県
道

 花
園

ｲ
ﾝ
ﾀ
ｰ

線
花

園
ｲ
ﾝ
ﾀ
ｰ

1
号

橋
鋼

橋
上

部
工

工
事

金
額

入
り

設
計

書

都
市

建
設

局
北

部
土

木
ｾ

ﾝ
ﾀ
ｰ

工
務

課

･｢
金

額
入

り
設

計
書

｣
一

般
県

道
花

園
ｲ
ﾝ
ﾀ
ｰ

線
花

園
ｲ
ﾝ
ﾀ
ｰ

1
号

橋
鋼

橋
上

部
工

工
事

開
示

1
1
/
5

1
1
/
1
0

郵
送

7
6
6

1
0
/
3
1

平
成

2
6
年

8
月

1
日

～
平

成
2
6
年

1
0
月

3
1
日

ま
で

の
間

に
、

熊
本

市
内

に
お

い
て

、
新

規
に

営
業

許
可

を
受

け
た

飲
食

店
一

覧
(た

だ
し

、
移

動
販

売
、

臨
時

営
業

、
仮

設
営

業
及

び
自

動
販

売
機

を
除

く
)

項
目

、
屋

号
、

営
業

所
所

在
地

、
申

請
者

名
、

営
業

所
電

話
番

号
、

業
種

健
康

福
祉

子
ど

も
局

食
品

保
健

課

平
成

2
6
年

8
月

1
日

～
平

成
2
6
年

1
0
月

3
1
日

ま
で

の
間

に
、

熊
本

市
内

に
お

い
て

新
規

に
営

業
許

可
を

受
け

た
飲

食
店

一
覧

(移
動

販
売

、
臨

時
営

業
、

仮
設

営
業

及
び

自
動

販
売

機
を

除
く

)計
2
4
5
件

項
目

:屋
号

、
営

業
所

所
在

地
、

申
請

者
名

、
営

業
所

電
話

番
号

、
業

種
※

 開
示

情
報

取
り

出
し

日
時

:平
成

2
6
午

1
1
月

5
日

 1
1
:0

0

開
示

1
1
/
1
0

1
1
/
1
7
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受
付

番
号

受
付

日
請

求
す

る
文

書
の

件
名

所
管

課
期

限
延

長
決

定
文

書
の

件
名

決
定

内
容

不
開

示
理

由
開

示
等

決
定

日
開

示
日

7
6
7

1
0
/
3
1

1
.熊

本
都

市
計

画
 自

動
車

ﾀ
ｰ

ﾐﾅ
ﾙ

の
変

更
(熊

本
交

通
ｾ

ﾝ
ﾀ
ｰ

ﾊ
ﾞｽ

ﾀ
ｰ

ﾐﾅ
ﾙ

)
･計

画
書

･理
由

書
2
.熊

本
都

市
計

画
 高

度
利

用
地

区
の

変
更

(桜
町

地
区

)
･計

画
書

･理
由

書
3
.熊

本
都

市
計

画
 第

一
種

市
街

地
再

開
発

事
業

の
決

定
(桜

町
地

区
)

･計
画

書
・
理

由
書

都
市

建
設

局
都

市
政

策
課

1
.熊

本
都

市
計

画
 自

動
車

ﾀ
ｰ

ﾐﾅ
ﾙ

の
変

更
(熊

本
交

通
ｾ

ﾝ
ﾀ
ｰ

ﾊ
ﾞｽ

ﾀ
ｰ

ﾐﾅ
ﾙ

)
･計

画
書

･理
由

書
2
.熊

本
都

市
計

画
 高

度
利

用
地

区
の

変
更

(桜
町

地
区

)
･計

画
書

･理
由

書
3
.熊

本
都

市
計

画
 第

一
種

市
街

地
再

開
発

事
業

の
決

定
(桜

町
地

区
)

･計
画

書
･理

由
書

開
示

1
1
/
4

1
1
/
7

-222-



受
付

番
号

受
付

日
請

求
す

る
文

書
の

件
名

所
管

課
期

限
延

長
決

定
文

書
の

件
名

決
定

内
容

不
開

示
理

由
開

示
等

決
定

日
開

示
日

7
6
8

1
0
/
3
1

熊
本

市
民

病
院

の
○

○
氏

、
又

は
同

氏
が

所
属

す
る

ｾ
ｸ
ｼ

ｮﾝ
が

、
○

○
か

ら
受

け
た

、
以

下
の

■
に

ま
つ

わ
る

お
金

に
つ

い
て

、
具

体
的

内
容

が
記

載
し

た
文

書
全

て
(保

存
期

間
分

全
て

)
■

以
下

A
1
～

A
6
の

研
究

費
開

発
費

等
A

1
.共

同
研

究
費

A
2
.委

託
研

究
費

A
3
.臨

床
試

験
費

A
4
.製

造
販

売
後

臨
床

試
験

費
A

5
.副

作
用

･感
染

症
症

例
報

告
費

A
6
.製

造
販

売
後

調
査

費
(研

究
費

開
発

費
等

に
は

、
共

同
研

究
ま

た
は

委
託

研
究

の
実

施
に

関
連

し
て

医
療

機
関

等
に

支
払

わ
れ

た
研

究
費

を
は

じ
め

と
し

て
、

G
C

P
省

令
※

1
な

ど
の

公
的

規
制

の
も

と
で

実
施

さ
れ

て
い

る
臨

床
試

験
や

新
薬

開
発

の
治

験
及

び
製

造
販

売
後

臨
床

試
験

に
関

す
る

支
払

い
、

G
P
S
P
省

令
※

2
、

G
V

P
省

令
※

3
な

ど
の

公
的

規
制

の
も

と
実

施
さ

れ
る

副
作

用
･感

染
症

症
例

報
告

、
製

造
販

売
後

調
査

等
の

費
用

、
お

よ
び

そ
れ

ら
の

試
験

･
調

査
等

に
関

連
す

る
C

R
O

※
4
等

へ
の

支
払

い
を

含
み

ま
す

。
※

1
医

薬
品

の
臨

床
試

験
の

実
施

の
基

準
(G

o
o
d

C
lin

ic
al

 P
ra

ct
ic

e)
に

関
す

る
厚

生
労

働
省

の
省

令
を

い
い

ま
す

。
※

2
医

薬
品

製
造

販
売

後
調

査
･試

験
の

実
施

の
基

準
(G

o
o
d
 P

o
st

-
m

ar
ke

ti
n
g 

S
tu

d
y 

P
ra

ct
ic

e)
に

関
す

る
厚

生
労

働
省

の
省

令
を

い
い

ま
す

。
※

3
医

薬
品

製
造

販
売

後
安

全
管

理
の

基
準

(G
o
o
d

V
ig

ila
n
ce

 P
ra

ct
ic

e)
に

関
す

る
厚

生
労

働
省

の
省

令
を

い
い

ま
す

。

病
院

局
市

民
病

院
事

務
局

経
営

企
画

課
･

総
務

課

･A
1
～

A
6
の

研
究

費
開

発
費

等
･B

1
～

B
5
の

学
術

研
究

助
成

金
･E

1
 そ

の
他

の
費

用

不
存

在
第

1
1
条

　
第

2
項

1
1
/
1
3

-223-



受
付

番
号

受
付

日
請

求
す

る
文

書
の

件
名

所
管

課
期

限
延

長
決

定
文

書
の

件
名

決
定

内
容

不
開

示
理

由
開

示
等

決
定

日
開

示
日

※
4
医

薬
品

開
発

企
業

か
ら

受
託

し
て

治
験

業
務

を
実

施
す

る
医

薬
品

開
発

業
務

受
託

機
関

(C
o
n
tr

ac
t

R
es

ea
rc

h
 O

rg
an

iz
at

io
n
)を

い
い

ま
す

)
■

B
1
～

B
5
の

学
術

研
究

助
成

費
B

1
.奨

学
寄

附
金

B
2
.一

般
寄

附
金

B
3
.学

会
寄

附
金

B
4
.学

会
共

催
費

※
1

B
5
.B

1
-
4
に

該
当

し
な

い
学

術
研

究
助

成
費

(学
術

研
究

助
成

費
は

、
大

学
や

医
療

機
関

等
の

学
術

研
究

活
動

へ
の

ｻ
ﾎ
ﾟｰ

ﾄを
目

的
と

し
て

行
わ

れ
る

寄
附

金
、

医
学

･薬
学

･に
関

す
る

教
育

活
動

へ
の

ｻ
ﾎ
ﾟｰ

ﾄを
目

的
と

し
て

行
わ

れ
る

寄
附

金
お

よ
び

学
会

等
の

会
合

開
催

費
用

の
支

援
と

し
て

の
寄

附
金

や
共

催
費

を
含

み
ま

す
。

ま
た

、
医

薬
品

の
無

償
提

供
、

物
品

寄
付

、
原

末
提

供
も

こ
の

項
目

に
含

ま
れ

ま
す

。
※

1
学

会
共

催
費

に
は

、
学

会
に

支
払

う
共

催
費

お
よ

び
開

催
に

伴
う

会
場

費
、

お
弁

当
代

、
講

師
旅

費
等

も
含

み
ま

す
。

)
■

C
1
～

C
3
の

原
稿

執
筆

料
等

C
1
.講

師
謝

金
※

1
C

2
.原

稿
執

筆
料

･監
修

料
※

2
C

3
.ｺ

ﾝ
ｻ

ﾙ
ﾃ

ｨﾝ
ｸ
ﾞ等

業
務

委
託

費
※

3
(研

究
開

発
費

等
に

伴
う

も
の

も
含

む
)

D
1
～

D
3
の

情
報

提
供

関
連

費

開
示

(一
部

請
求

拒
否

)
2
号

　
個

人
情

報
1
1
/
1
3

1
1
/
2
3

郵
送

-224-



受
付

番
号

受
付

日
請

求
す

る
文

書
の

件
名

所
管

課
期

限
延

長
決

定
文

書
の

件
名

決
定

内
容

不
開

示
理

由
開

示
等

決
定

日
開

示
日

(原
稿

執
筆

料
等

は
、

医
学

･薬
学

に
関

す
る

科
学

的
な

情
報

等
を

提
供

す
る

た
め

の
講

演
や

原
稿

執
筆

、
ｺ
ﾝ
ｻ

ﾙ
ﾃ

ｨﾝ
ｸ
ﾞ業

務
の

依
頼

に
対

す
る

費
用

等
を

含
み

ま
す

。
※

1
講

師
謝

金
医

学
･薬

学
に

関
す

る
科

学
的

な
情

報
等

を
提

供
す

る
た

め
の

講
演

に
対

し
て

(講
演

の
た

め
の

資
料

作
成

等
の

準
備

も
含

む
)医

療
担

当
者

に
支

払
っ

た
謝

金
で

す
。

※
2
原

稿
執

筆
料

･監
修

料
医

学
･薬

学
に

関
す

る
科

学
的

な
情

報
等

を
提

供
す

る
た

め
の

資
材

等
を

作
成

す
る

た
め

に
医

療
担

当
者

に
支

払
っ

た
原

稿
執

筆
料

や
監

修
料

で
す

。
著

作
権

料
、

許
諾

料
も

含
み

ま
す

。
※

3
ｺ
ﾝ
ｻ

ﾙ
ﾃ

ｨﾝ
ｸ
ﾞ等

業
務

委
託

費
医

学
･薬

学
に

関
す

る
科

学
的

な
情

報
等

を
提

供
す

る
た

め
に

医
療

担
当

者
に

依
頼

す
る

ｺ
ﾝ
ｻ

ﾙ
ﾃ

ｨﾝ
ｸ
ﾞ業

務
の

謝
金

で
す

。
研

究
開

発
等

に
伴

う
も

の
、

ｱ
ﾄﾞ

ﾊ
ﾞｲ

ｻ
ﾞﾘ

ｰ
ﾎ
ﾞｰ

ﾄﾞ
や

社
内

勉
強

会
の

講
師

と
し

て
招

聘
し

た
場

合
の

謝
金

も
含

み
ま

す
。

)
■

D
1
～

D
3
の

情
報

提
供

関
連

費
D

1
.講

演
会

費
※

1
D

2
.説

明
会

費
D

3
.医

学
･薬

学
関

連
文

献
等

提
供

費
(情

報
提

供
関

連
費

は
、

医
療

担
当

者
に

対
す

る
医

学
･

薬
学

に
関

す
る

情
報

提
供

に
必

要
な

講
演

会
、

説
明

会
等

の
費

用
を

含
み

ま
す

。
※

1
講

演
会

費
に

は
、

講
演

会
以

外
の

会
合

(ｱ
ﾄﾞ

ﾊ
ﾞｲ

ｻ
ﾞﾘ

ｰ
･ﾎ

ﾞｰ
ﾄﾞ

会
議

等
)に

か
か

る
費

用
を

含
み

ま
す

。
)

C
1
～

C
3
の

原
稿

執
筆

料
等

開
示

(一
部

請
求

拒
否

)
2
号

　
個

人
情

報
1
1
/
1
3

1
1
/
2
3

郵
送

■
E
1
そ

の
他

の
費

用
E
1
そ

の
他

の
費

用
(こ

の
項

目
に

は
、

医
療

担
当

者
と

の
情

報
交

換
の

一
環

と
し

て
提

供
さ

れ
る

接
遇

や
社

会
的

儀
礼

と
し

て
の

接
遇

等
の

費
用

が
含

ま
れ

ま
す

。
※

接
遇

等
の

費
用

に
は

、
打

合
せ

費
用

(会
食

費
、

会
場

費
、

交
通

費
)、

中
元

歳
暮

、
供

花
、

香
典

等
の

費
用

を
含

み
ま

す
。

)

7
6
9

1
1
/
4

平
成

2
6
年

1
0
/
1
月

～
1
0
/
3
1
月

ま
で

に
新

規
で

営
業

許
可

を
取

得
し

た
美

容
所

の
一

覧
表

。
【
取

得
希

望
情

報
】

･施
設

名
称

･施
設

所
在

地
･電

話
番

号
･確

認
年

月
日

･開
設

者
名

(可
能

で
あ

れ
ば

)
※

上
記

以
外

の
情

報
が

含
ま

れ
て

い
て

も
問

題
な

し
※

管
轄

ｴ
ﾘｱ

全
て

健
康

福
祉

子
ど

も
局

生
活

衛
生

課

平
成

2
6
年

1
0
月

1
日

か
ら

同
1
0
月

3
1
日

ま
で

の
間

、
熊

本
市

内
に

お
い

て
新

規
確

認
し

た
美

容
所

の
一

覧
項

目
; 
施

設
の

名
称

、
所

在
地

、
電

話
番

号
、

確
認

日
、

開
設

者
氏

名
･名

称
、

役
職

、
代

表
者

氏
名

開
示

1
1
/
6

1
1
/
1
8

郵
送

-225-



受
付

番
号

受
付

日
請

求
す

る
文

書
の

件
名

所
管

課
期

限
延

長
決

定
文

書
の

件
名

決
定

内
容

不
開

示
理

由
開

示
等

決
定

日
開

示
日

7
7
0

1
1
/
4

熊
本

市
内

水
道

法
3
4
条

に
係

る
簡

易
専

用
水

道
事

業
者

、
名

称
、

住
所

、
連

絡
先

、
所

在
地

、
担

当
者

H
2
6
.1

1
月

4
日

現
在

の
も

の
。

健
康

福
祉

子
ど

も
局

生
活

衛
生

課

簡
易

専
用

水
道

の
設

置
者

一
覧

名
称

、
住

所
(所

在
地

)、
連

絡
先

、
平

成
2
6
年

1
1
月

4
日

現
在

の
も

の

開
示

(一
部

請
求

拒
否

)
2
号

　
個

人
情

報
1
1
/
1
3

1
1
/
1
7

7
7
1

1
1
/
4

｢食
品

衛
生

法
に

基
づ

く
営

業
許

可
施

設
台

帳
｣

【
地

域
】
熊

本
市

内
全

域
【
対

象
】
飲

食
店

営
業

(平
成

2
6
年

1
0
月

1
日

～
平

成
2
6

年
1
0
月

3
1
日

の
新

規
営

業
許

可
)(
自

動
販

売
機

、
移

動
店

舗
、

臨
時

営
業

及
び

露
店

を
除

く
)

【
内

容
】
･屋

号
･営

業
所

所
在

地
･営

業
所

電
話

番
号

･
営

業
者

氏
名

･初
許

可
年

月
日

･業
種

詳
細

健
康

福
祉

子
ど

も
局

食
品

保
健

課

平
成

2
6
年

1
0
月

1
日

～
平

成
2
6
年

1
0
月

3
1
日

ま
で

の
間

に
、

熊
本

市
内

に
お

い
て

新
規

に
営

業
許

可
を

受
け

た
飲

食
店

一
覧

(自
動

販
売

機
、

移
動

店
舗

、
臨

時
営

業
及

び
露

店
を

除
く

) 
計

 8
1
 件

項
目

:屋
号

･営
業

所
所

在
地

、
営

業
所

電
話

番
号

、
営

業
者

氏
名

初
許

可
年

月
日

、
業

種
詳

細
※

開
示

情
報

取
り

出
し

日
時

:平
成

2
6
年

1
1
月

6
日

1
1
:3

0

開
示

1
1
/
1
0

1
1
/
1
7

郵
送

7
7
2

1
1
/
4

平
成

2
6
年

1
0
月

1
日

か
ら

平
成

2
6
年

1
0
月

3
1
日

ま
で

に
新

規
で

営
業

許
可

を
取

得
し

た
飲

食
店

の
一

覧
表

(食
品

営
業

許
可

台
帳

)
※

屋
号

･営
業

所
所

在
地

･申
請

者
氏

名
･業

種
･営

業
所

電
話

番
号

･許
可

年
月

日
･許

可
満

了
日

等
に

つ
い

て
の

資
料

一
覧

表
(自

動
販

売
機

･露
店

営
業

を
除

く
)

健
康

福
祉

子
ど

も
局

食
品

保
健

課

平
成

2
6
年

1
0
月

1
日

～
平

成
2
6
年

1
0
月

3
1
日

ま
で

の
間

に
、

熊
本

市
内

に
お

い
て

新
規

に
営

業
許

可
を

受
け

た
飲

食
店

一
覧

(自
動

販
売

機
、

露
店

営
業

を
除

く
) 
計

8
1
件

項
目

:屋
号

、
営

業
所

所
在

地
、

申
請

者
氏

名
、

業
種

、
営

業
所

電
話

番
号

、
許

可
年

月
日

、
許

可
満

了
日

※
 開

示
情

報
取

り
出

し
日

時
:平

成
2
6
年

1
1
月

6
日

 1
0
:0

0

開
示

1
1
/
1
0

1
1
/
1
8

郵
送

7
7
3

1
1
/
4

下
記

の
大

規
模

小
売

店
舗

立
地

法
に

係
る

届
出

一
式

の
う

ち
、

基
本

届
出

事
項

に
つ

い
て

記
載

さ
れ

た
概

要
部

分
お

よ
び

添
付

資
料

中
の

周
辺

見
取

り
図

、
店

舗
の

配
置

図
。

ｶ
ﾗ
ｰ

の
図

面
は

ｶ
ﾗ
ｰ

ｺ
ﾋ
ﾟｰ

を
希

望
。

変
更

の
も

の
は

変
更

前
後

の
図

面
を

希
望

。
○

○
(H

2
6
.○

.○
届

出
:新

設
)

○
○

(H
2
6
.○

.○
届

出
:変

更
)

○
○

･○
○

(H
2
6
.○

.○
届

出
:新

設
)

農
水

商
工

局
商

工
振

興
課

以
下

の
案

件
に

係
る

｢大
規

模
小

売
店

舗
届

出
書

(規
則

様
式

第
1
)｣

、
｢周

辺
見

取
図

｣、
｢平

面
図

兼
配

置
図

｣
･平

成
2
6
年

○
月

○
日

付
け

届
出

○
○

｣
･平

成
2
6
年

○
月

○
日

付
け

届
出

｢○
○

｣
･平

成
2
6
年

○
月

○
日

付
け

届
出

｢○
○

･○
○

｣
開

示
(一

部
請

求
拒

否
)

3
号

　
法

人
等

情
報

1
1
/
1
0

1
1
/
1
2

郵
送

7
7
4

1
1
/
4

道
等

の
判

定
判

定
番

号
 H

2
6
 第

1
4
-
1
4
7

上
記

書
類

の
う

ち
、

建
指

発
第

0
0
0
5
1
9
号

以
外

の
書

類
で

、
戸

島
2
丁

目
○

○
-
○

の
土

地
に

建
築

が
可

能
で

あ
る

と
確

認
で

き
る

書
類

の
開

示
請

求
(別

添
ﾏ

ｰ
ｶ
ｰ

の
図

で
例

示
で

記
載

す
る

文
言

の
あ

っ
た

も
の

)
ｶ
ﾗ
ｰ

希
望

都
市

建
設

局
建

築
指

導
課

道
等

の
判

定
 判

定
番

号
 H

2
6
 第

1
4
-
1
4
7

上
記

書
類

の
う

ち
、

建
指

発
第

0
0
0
5
1
9
号

以
外

の
書

類
で

、
戸

島
2
丁

目
○

○
-
○

の
土

地
に

建
築

が
可

能
で

あ
る

と
確

認
で

き
る

書
類

の
開

示
請

求
(別

添
ﾏ

ｰ
ｶ
ｰ

の
図

で
例

示
で

記
載

す
る

文
言

の
あ

っ
た

も
の

)
ｶ
ﾗ
ｰ

希
望

開
示

(一
部

請
求

拒
否

)
2
号

　
個

人
情

報
1
1
/
4

1
1
/
5
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受
付

番
号

受
付

日
請

求
す

る
文

書
の

件
名

所
管

課
期

限
延

長
決

定
文

書
の

件
名

決
定

内
容

不
開

示
理

由
開

示
等

決
定

日
開

示
日

7
7
5

1
1
/
4

平
成

2
6
年

1
0
月

1
日

～
平

成
2
6
年

1
0
月

3
1
日

ま
で

の
間

に
、

熊
本

市
内

に
お

い
て

新
規

に
営

業
許

可
を

受
け

た
飲

食
店

一
覧

(移
動

、
臨

時
、

自
動

販
売

機
を

除
く

)
項

目
:屋

号
、

営
業

所
所

在
地

、
営

業
所

電
話

番
号

、
許

可
年

月
日

、
許

可
期

間
、

業
種

健
康

福
祉

子
ど

も
局

食
品

保
健

課

平
成

2
6
年

1
0
月

1
日

～
平

成
2
6
年

1
0
月

3
1
日

ま
で

の
間

に
、

熊
本

市
内

に
お

い
て

新
規

に
営

業
許

可
を

受
け

た
飲

食
店

一
覧

(移
動

、
臨

時
、

自
動

販
売

機
を

除
く

) 
計

8
1
件

項
目

:屋
号

、
営

業
所

所
在

地
、

営
業

所
電

話
番

号
、

許
可

年
月

日
、

許
可

期
間

、
業

種
※

 開
示

情
報

取
り

出
し

日
時

:平
成

2
6
年

1
1
月

7
日

 1
1
:0

0

開
示

1
1
/
1
0

1
1
/
1
9

郵
送

7
7
6

1
1
/
4

熊
本

市
内

全
域

の
食

品
営

業
施

設
に

つ
い

て
、

下
記

内
容

の
情

報
を

提
供

し
て

い
た

だ
き

ま
す

よ
う

お
願

い
申

し
上

げ
ま

す
。

(1
)最

初
の

許
可

年
月

日
を

問
わ

ず
、

現
在

営
業

中
で

あ
る

既
存

施
設

全
店

舗
の

飲
食

店
営

業
許

可
に

係
る

下
記

項
目

。
但

し
、

自
動

車
･自

動
販

売
機

･仮
設

お
よ

び
露

店
等

を
除

く
。

①
営

業
所

名
(屋

号
)

②
営

業
所

在
地

③
営

業
所

電
話

番
号

④
営

業
者

(申
請

者
)氏

名
⑤

代
表

者
氏

名
(営

業
者

が
法

人
の

場
合

に
限

る
)

⑥
最

初
の

許
可

年
月

日
(2

)2
0
1
4
年

8
月

1
日

か
ら

2
0
1
4
年

1
0
月

3
1
日

ま
で

に
廃

業
届

出
の

あ
っ

た
店

舗
の

、
飲

食
店

営
業

許
可

に
係

る
下

記
項

目
。

但
し

、
自

動
車

･自
動

販
売

機
･仮

設
お

よ
び

露
店

等
を

除
く

。
①

営
業

所
名

(屋
号

)
②

営
業

所
在

地
③

営
業

所
電

話
番

号
④

営
業

者
(申

請
者

)氏
名

⑤
代

表
者

氏
名

(営
業

者
が

法
人

の
場

合
に

限
る

)
⑥

廃
業

届
出

日

健
康

福
祉

子
ど

も
局

食
品

保
健

課

(1
)最

初
の

許
可

年
月

日
を

問
わ

ず
、

現
在

営
業

中
で

あ
る

既
存

施
設

全
店

舗
の

飲
食

店
営

業
許

可
に

係
る

下
記

項
目

。
但

し
、

自
動

車
･自

動
販

売
機

･仮
設

及
び

露
店

等
を

除
く

。
 計

 8
,1

1
0
件

項
目

:営
業

所
名

(屋
号

)、
営

業
所

在
地

、
営

業
所

電
話

番
号

、
営

業
者

(申
請

者
)氏

名
、

代
表

者
氏

名
(営

業
者

が
法

人
の

場
合

に
限

る
)

最
初

の
許

可
年

月
日

(2
)2

0
1
4
年

8
月

1
日

か
ら

2
0
1
4
年

1
0
月

3
1
日

ま
で

に
廃

業
届

出
の

あ
っ

た
店

舗
の

、
飲

食
店

営
業

許
可

に
係

る
下

記
項

目
。

但
し

、
自

動
車

･自
動

販
売

機
･仮

設
及

び
露

店
等

を
除

く
。

 計
 8

3
件

頃
日

:営
業

所
名

(屋
号

)、
営

業
所

在
地

、
営

業
所

電
話

番
号

、
営

業
者

(申
請

者
)氏

名
、

代
表

者
氏

名
(営

業
者

が
法

人
の

場
合

に
限

る
)

廃
業

届
出

日
※

開
示

情
報

取
り

出
し

日
:平

成
2
6
年

1
1
月

1
0
日

1
1
時

開
示

1
1
/
1
3

1
1
/
1
9

郵
送

7
7
7

1
1
/
5

区
画

整
理

事
業

図
中

央
区

菅
原

町
○

-
○

都
市

建
設

局
都

心
活

性
推

進
課

区
画

整
理

事
業

図
中

央
区

菅
原

町
○

-
○

開
示

1
1
/
1
2

1
1
/
1
4

7
7
8

1
1
/
5

道
等

の
判

定
調

査
書

0
5
年

第
2
1
2
号

/
0
5
年

第
1
6
8
号

ｶ
ﾗ
ｰ

希
望

都
市

建
設

局
建

築
指

導
課

道
等

の
判

定
調

査
書

 0
5
年

第
2
1
2
号

 /
 0

5
年

1
6
8

号
 ｶ

ﾗ
ｰ

希
望

開
示

(一
部

請
求

拒
否

)
2
号

　
個

人
情

報
1
1
/
6

1
1
/
6
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受
付

番
号

受
付

日
請

求
す

る
文

書
の

件
名

所
管

課
期

限
延

長
決

定
文

書
の

件
名

決
定

内
容

不
開

示
理

由
開

示
等

決
定

日
開

示
日

7
7
9

1
1
/
5

都
市

計
画

道
路

(池
田

町
花

園
線

)
計

画
図

面
(縮

尺
1
/
2
5
0
0
)

(必
要

場
所

)
上

熊
本

二
丁

目
 街

区
番

号
○

～
○

※
ｶ
ﾗ
ｰ

希
望

都
市

建
設

局
都

市
政

策
課

都
市

計
画

道
路

(池
田

町
花

園
線

)
計

画
図

面
(必

要
場

所
)

上
熊

本
2
丁

目
○

～
○

沿
線

開
示

1
1
/
1
3

1
1
/
1
3

7
8
0

1
1
/
5

平
成

2
6
年

1
0
月

1
日

～
平

成
2
6
年

1
0
月

3
1
日

ま
で

の
間

に
、

熊
本

市
内

に
お

い
て

新
規

に
営

業
許

可
を

受
け

た
美

容
所

一
覧

。
項

目
:施

設
名

称
、

営
業

所
所

在
地

、
営

業
所

電
話

番
号

、
開

設
者

氏
名

、
役

職
、

代
表

者
氏

名
。

健
康

福
祉

子
ど

も
局

生
活

衛
生

課

平
成

2
6
年

1
0
月

1
日

か
ら

同
1
0
月

3
1
日

ま
で

の
間

、
熊

本
市

内
に

お
い

て
新

規
確

認
し

た
美

容
所

の
一

覧
項

目
; 
施

設
の

名
称

、
所

在
地

、
電

話
番

号
、

開
設

者
の

氏
名

、
役

職
、

代
表

者
氏

名

開
示

1
1
/
1
1

1
1
/
1
4

7
8
1

1
1
/
5

平
成

2
6
年

1
0
月

1
日

～
平

成
2
6
年

1
0
月

3
1
日

ま
で

の
間

に
、

熊
本

市
内

に
お

い
て

新
規

に
営

業
許

可
を

受
け

た
飲

食
店

一
覧

(自
動

販
売

機
、

仮
設

営
業

、
移

動
販

売
業

、
臨

時
営

業
を

除
く

)。
項

目
:屋

号
、

申
請

者
氏

名
、

営
業

所
在

地
、

営
業

所
電

話
番

号

健
康

福
祉

子
ど

も
局

食
品

保
健

課

平
成

2
6
年

1
0
月

1
日

～
平

成
2
6
年

1
0
月

3
1
日

ま
で

の
間

に
、

熊
本

市
内

に
お

い
て

新
規

に
営

業
許

可
を

受
け

た
飲

食
店

一
覧

(自
動

販
売

機
、

仮
設

営
業

、
移

動
販

売
業

、
臨

時
営

業
を

除
く

)計
 8

1
 件

項
目

:屋
号

、
申

請
者

氏
名

、
営

業
所

在
地

、
営

業
所

電
話

番
号

※
開

示
情

報
取

り
出

し
日

時
:平

成
2
6
年

1
1
月

7
日

1
3
:3

0

開
示

1
1
/
1
0

1
1
/
1
4

7
8
2

1
1
/
6

工
事

名
:(
仮

称
)山

室
公

園
第

1
期

整
備

工
事

工
事

場
所

:熊
本

市
北

区
山

室
一

丁
目

地
内

上
記

、
件

名
の

工
事

設
計

書
(金

額
入

り
)を

請
求

い
た

し
ま

す
。

都
市

建
設

局
北

部
土

木
ｾ

ﾝ
ﾀ
ｰ

河
川

公
園

整
備

課

･(
仮

称
)山

室
公

園
第

1
期

整
備

工
事

金
額

入
り

設
計

書
開

示
1
1
/
1
1

1
1
/
1
3
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受
付

番
号

受
付

日
請

求
す

る
文

書
の

件
名

所
管

課
期

限
延

長
決

定
文

書
の

件
名

決
定

内
容

不
開

示
理

由
開

示
等

決
定

日
開

示
日

7
8
3

1
1
/
6

熊
本

市
一

般
競

争
入

札
(公

募
型

)結
果

に
つ

い
て

公
共

水
道

管
渠

詳
細

設
計

業
務

委
託

特
記

仕
様

書
の

中
の

4
.業

務
委

託
概

要
を

明
示

し
て

欲
し

い
開

札
日

:H
2
5
.5

.3
1
(件

名
)都

市
計

画
事

業
 中

部
汚

水
1
号

(第
7
1
1
号

)
〃

  
  
  
〃

  
 (
 〃

 )
  
  
  
〃

  
  
 西

部
 〃

 1
2
号

(第
7
0
4

号
)

〃
  
  
  
〃

  
 (
 〃

 )
  
  
  
〃

  
  
 南

部
 〃

 2
9
号

(〃
7
0
2

号
)

〃
  
  
  
〃

  
 (
 〃

 )
  
  
  
〃

  
  
 西

部
 〃

 1
2
号

(〃
7
0
6

号
)

〃
  
  
  
〃

  
 (
 〃

 )
  
  
  
〃

  
  
 南

部
 〃

 2
0
号

(〃
7
0
1

号
)

〃
  
  
  
〃

  
 (
 〃

 )
  
  
  
〃

  
  
 西

部
 〃

 2
9
号

(〃
7
0
8

号
)

〃
  
  
  
〃

  
 (
 〃

 )
  
  
  
〃

  
  
  
〃

  
〃

 〃
 (
〃

7
0
9
号

)
〃

  
  
  
〃

  
 (
 〃

 )
  
  
  
〃

  
  
  
〃

  
〃

 〃
 (
〃

7
1
0
号

)
〃

  
H

2
5
.7

.1
2
 (
 〃

 )
  
  
  
〃

  
  
  
〃

  
〃

 2
2
号

(〃
7
2
9
号

)
〃

  
  
  
〃

  
 (
 〃

 )
  
  
  
〃

  
  
 南

部
 〃

 2
0
(〃

7
4
1
号

)
〃

  
  
  
〃

  
 (
 〃

 )
  
  
  
〃

  
  
 西

部
 〃

 2
2
号

(〃
7
3
1

号
)

〃
 H

2
5
.1

1
.1

5
 (
 〃

 )
  
  
  
〃

  
  
  
〃

  
〃

 1
1
号

(〃
7
4
7
号

)
開

札
日

:H
2
5
.1

1
.1

5
(件

名
)都

市
計

画
事

業
 西

部
汚

1
1
号

(第
7
4
6
号

)
〃

  
  
  
  
1
2
.6

( 
〃

 )
  
  
 〃

  
  
  
南

部
汚

水
4
号

(第
7
5
0

号
)

上
下

水
道

局
下

水
道

整
備

課

都
市

計
画

事
業

中
部

汚
水

1
号

幹
線

枝
線

外
枝

線
詳

細
設

計
業

務
委

託
(第

7
1
1
号

)外
1
9
件

の
特

記
仕

様
書

に
お

け
る

4
.業

務
委

託
概

要

開
示

1
1
/
1
2

1
1
/
1
7

閲
覧
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受
付

番
号

受
付

日
請

求
す

る
文

書
の

件
名

所
管

課
期

限
延

長
決

定
文

書
の

件
名

決
定

内
容

不
開

示
理

由
開

示
等

決
定

日
開

示
日

〃
  
  
  
 1

2
.2

6
( 
〃

 )
  
  
 〃

  
  
  
西

部
 〃

 1
号

(〃
7
5
5

号
)

〃
  
  
  
  
 〃

 (
 〃

 )
  
  
 〃

  
  
  
 〃

  
  
1
7
号

(〃
7
5
4
号

)
〃

  
  
  
  
 〃

 (
 〃

 )
  
  
 〃

  
  
  
 〃

  
  
 〃

  
(〃

7
5
2
号

)
〃

  
  
  
  
 〃

 (
 〃

 )
  
  
 〃

  
  
  
南

部
 〃

 4
号

(〃
7
4
9

号
)

〃
  
  
  
  
 〃

 (
 〃

 )
  
  
 〃

  
  
  
西

部
 〃

1
7
号

(〃
7
5
1

号
)

〃
  
  
H

2
6
.7

.1
1
( 
〃

 )
  
  
 〃

  
  
  
西

部
 〃

1
1
号

(〃
2
0
4
号

)

7
8
4

1
1
/
6

平
成

○
年

1
0
月

に
○

○
(有

料
老

人
ﾎ
ｰ

ﾑ
)を

開
設

い
た

し
ま

し
た

。
開

設
後

か
ら

の
書

類
一

式
を

ﾌ
ｧ
ｲ
ﾘﾝ

ｸ
ﾞし

て
い

た
の

で
す

が
、

先
月

必
要

書
類

が
あ

っ
た

た
め

ﾌ
ｧ
ｲ
ﾙ

を
開

い
た

と
こ

ろ
、

全
て

の
書

類
が

紛
失

し
て

お
り

ま
し

た
。

そ
の

た
め

建
築

関
係

は
、

建
築

業
者

に
依

頼
し

写
し

を
い

た
だ

き
ま

し
た

。
し

か
し

、
行

政
へ

の
提

出
が

い
っ

さ
い

な
い

状
態

で
す

の
で

、
写

し
を

発
行

し
て

い
た

だ
き

た
く

お
願

い
い

た
し

ま
す

。
高

齢
介

護
福

祉
課

に
提

出
し

た
書

類
一

式

健
康

福
祉

子
ど

も
局

高
齢

介
護

福
祉

課

有
料

老
人

ﾎ
ｰ

ﾑ
○

○
に

係
る

提
出

書
類

一
式

開
示

(一
部

請
求

拒
否

)

2
号

　
個

人
情

報
3
号

　
法

人
等

情
報

4
号

　
公

共
の

安
全

等
に

関
す

る
情

報

1
1
/
1
0

1
1
/
1
4

郵
送

7
8
5

1
1
/
6

H
2
7
年

度
学

校
管

理
職

採
用

候
補

者
選

考
試

験
の

要
項

･問
題

教
育

委
員

会
事

務
局

教
職

員
課

平
成

2
7
年

度
熊

本
市

立
学

校
管

理
職

等
採

用
選

考
試

験
に

係
る

･実
施

要
項

【
高

等
学

校
用

、
小

･中
学

校
用

)】
･高

等
学

校
(校

長
)採

用
一

次
試

験
問

題
(論

文
課

題
)

･小
･中

学
校

(校
長

)採
用

一
次

試
験

問
題

(論
文

課
題

)
･高

等
学

校
(教

頭
)採

用
一

次
試

験
問

題
(筆

記
問

題
、

論
述

課
題

)
･小

･中
学

校
(教

頭
･主

幹
教

諭
)採

用
一

次
試

験
問

題
(筆

記
問

題
、

論
述

課
題

)
･(

教
頭

･主
幹

教
諭

)採
用

二
次

試
験

問
題

(論
文

課
題

)
【
高

等
学

校
、

小
･中

学
校

兼
用

】
の

写
し

開
示

1
1
/
1
1

1
1
/
1
7

郵
送

7
8
6

1
1
/
6

道
路

位
置

指
定

台
帳

S
4
7
-
0
7
9
-
0
1

S
4
7
-
0
7
9
-
0
2

S
4
7
-
0
7
9
-
0
3

S
4
7
-
0
7
9
-
0
4

都
市

建
設

局
建

築
指

導
課

道
路

位
置

指
定

台
帳

S
4
7
-
0
7
9
-
0
1
 S

4
7
-
0
7
9
-
0
2
 S

4
7
-
0
7
9
-
0
3
 S

4
7
-

0
7
9
-
0
4

ｶ
ﾗ
ｰ

の
も

の
も

白
黒

で

開
示

(一
部

請
求

拒
否

)
2
号

　
個

人
情

報
1
1
/
6

1
1
/
1
2

-230-



受
付

番
号

受
付

日
請

求
す

る
文

書
の

件
名

所
管

課
期

限
延

長
決

定
文

書
の

件
名

決
定

内
容

不
開

示
理

由
開

示
等

決
定

日
開

示
日

7
8
7

1
1
/
6

都
市

計
画

事
業

南
部

浄
化

ｾ
ﾝ
ﾀ
ｰ

脱
水

汚
泥

貯
留

施
設

増
設

建
築

工
事

(6
9
工

区
)

工
事

内
訳

書
 金

額
入

り

都
市

建
設

局
営

繕
課

都
市

計
画

事
業

 南
部

浄
化

ｾ
ﾝ
ﾀ
ｰ

脱
水

汚
泥

貯
留

施
設

増
設

建
築

工
事

(6
9
工

区
)工

事
内

訳
書

金
額

入
り

開
示

1
1
/
1
1

1
1
/
1
1

7
8
8

1
1
/
7

平
成

2
6
年

1
0
月

2
9
日

開
札

東
部

土
木

ｾ
ﾝ
ﾀ
ｰ

 維
持

課
市

道
 石

原
2
丁

目
御

領
6
丁

目
第

1
号

線
舗

装
打

換
工

事 上
記

の
金

入
設

計
書

の
開

示
を

お
願

い
致

し
ま

す
。

都
市

建
設

局
東

部
土

木
ｾ

ﾝ
ﾀ
ｰ

維
持

課

市
道

石
原

2
丁

目
御

領
6
丁

目
第

1
号

線
舗

装
打

換
工

事
(金

入
設

計
書

)

開
示

1
1
/
1
2

1
1
/
1
9

7
8
9

1
1
/
7

理
美

容
の

開
設

届
を

提
出

さ
れ

た
店

舗
の

情
報

開
示

を
申

請
い

た
し

ま
す

。
項

目
:店

舗
名

･住
所

･電
話

番
号

･申
請

者
名

期
間

:2
0
1
4
年

1
0
月

2
3
日

よ
り

2
0
1
4
年

1
1
月

7
日

健
康

福
祉

子
ど

も
局

生
活

衛
生

課

平
成

2
6
年

1
0
月

2
3
日

か
ら

同
年

1
1
月

7
日

ま
で

の
間

、
熊

本
市

内
に

お
い

て
新

規
確

認
し

た
理

容
所

、
美

容
所

の
一

覧
項

目
; 
施

設
の

名
称

、
所

在
地

、
電

話
番

号
、

開
設

者
の

氏
名

、
役

職
、

代
表

者
氏

名

開
示

1
1
/
1
2

1
1
/
1
7

7
9
0

1
1
/
7

飲
食

店
の

新
規

検
査

の
申

請
を

行
っ

た
店

舗
の

情
報

開
示

を
申

請
い

た
し

ま
す

。
た

だ
し

、
移

動
販

売
･臨

時
営

業
･仮

設
営

業
･自

動
販

売
機

を
除

く
。

項
目

:屋
号

･営
業

所
在

地
･申

請
者

名
･営

業
電

話
番

号 期
間

:2
0
1
4
年

1
0
月

2
3
日

よ
り

2
0
1
4
年

1
1
月

7
日

健
康

福
祉

子
ど

も
局

食
品

保
健

課

平
成

2
6
年

1
0
月

2
3
日

～
平

成
2
6
年

1
1
月

7
日

ま
で

の
間

に
、

熊
本

市
内

に
お

い
て

新
規

に
申

請
を

行
っ

た
飲

食
店

一
覧

(移
動

販
売

、
臨

時
営

業
、

仮
設

営
業

、
自

動
販

売
機

を
除

く
)計

4
6
件

項
目

:屋
号

、
営

業
所

在
地

、
申

請
者

名
、

営
業

電
話

番
号

※
 開

示
情

報
取

り
出

し
日

時
:平

成
2
6
年

1
1
月

1
1

日
 1

4
:0

0

開
示

1
1
/
1
3

1
1
/
1
7

7
9
1

1
1
/
7

平
成

2
6
年

度
上

水
道

、
下

水
道

(小
口

径
推

進
含

む
)の

積
算

の
歩

掛
ｺ
ｰ

ﾄﾞ
。

C
D

-
R
で

の
配

付
を

希
望

し
ま

す
。

上
下

水
道

局
計

画
調

整
課

技
術

管
理

室

平
成

2
6
年

度
上

水
道

、
下

水
道

(小
口

径
推

進
含

む
)の

積
算

の
歩

掛
ｺ
ｰ

ﾄﾞ
開

示
1
1
/
2
1

1
1
/
2
6

7
9
2

1
1
/
7

平
成

2
6
年

度
土

地
改

良
積

算
基

準
(土

木
工

事
)の

熊
本

市
の

歩
掛

ｺ
ｰ

ﾄﾞ
。

C
D

-
R
で

の
配

付
を

希
望

し
ま

す
。

都
市

建
設

局
技

術
管

理
課

平
成

2
6
年

度
土

地
改

良
積

算
基

準
(土

木
工

事
)

の
熊

本
市

の
歩

掛
ｺ
ｰ

ﾄﾞ
開

示
(一

部
請

求
拒

否
)

3
号

　
法

人
等

情
報

1
1
/
1
8

1
2
/
2
6

7
9
3

1
1
/
1
0

位
置

指
定

道
路

S
3
6
-
7
5
号

閲
覧

全
部

復
元

協
議

書

都
市

建
設

局
建

築
指

導
課

位
置

指
定

道
路

S
3
6
-
7
5
号

 閲
覧

全
部

 復
元

協
議

書
開

示
(一

部
請

求
拒

否
)

2
号

　
個

人
情

報
1
1
/
1
1

1
1
/
1
3

7
9
4

1
1
/
1
0

平
成

2
6
年

1
0
月

2
9
日

開
札

西
部

土
木

ｾ
ﾝ
ﾀ
ｰ

 工
務

課
市

道
 八

島
2
丁

目
城

山
上

代
町

第
1
号

線
道

路
改

良
工

事 上
記

の
金

入
設

計
書

の
開

示
を

お
願

い
致

し
ま

す
。

都
市

建
設

局
西

部
土

木
ｾ

ﾝ
ﾀ
ｰ

工
務

課

･市
道

 八
島

2
丁

目
城

山
上

代
町

第
1
号

線
道

路
改

良
工

事
金

入
り

設
計

書
開

示
1
1
/
1
7

1
1
/
1
9

-231-



受
付

番
号

受
付

日
請

求
す

る
文

書
の

件
名

所
管

課
期

限
延

長
決

定
文

書
の

件
名

決
定

内
容

不
開

示
理

由
開

示
等

決
定

日
開

示
日

7
9
5

1
1
/
1
0

水
質

汚
濁

防
止

法
に

基
づ

く
特

定
施

設
の

届
出

の
内

容 以
下

の
2
ヶ

所
に

つ
い

て
1
.熊

本
市

北
区

飛
田

二
丁

目
○

○
番

街
区

○
○

-
○

他
○

○
、

○
○

2
.熊

本
市

北
区

植
木

町
色

出
字

松
葉

○
○

-
○

他
○

お
よ

び
駐

車
場

※
水

保
全

課
さ

ん
か

ら
届

出
の

｢有
り

｣回
答

書
添

付

環
境

局
水

保
全

課

下
記

の
事

業
所

に
お

け
る

、
水

質
汚

濁
防

止
法

に
基

づ
く

届
出

の
内

容
･株

式
会

社
○

熊
本

市
北

区
飛

田
2
丁

目
○

○
番

街
区

○
○

-
○

他 ･株
式

会
社

○
○

熊
本

市
北

区
植

木
町

色
出

字
松

原
○

○
-
○

他

開
示

(一
部

請
求

拒
否

)
2
号

　
個

人
情

報
1
1
/
1
8

1
1
/
2
2

郵
送

7
9
6

1
1
/
1
0

市
道

 松
尾

団
地

第
5
号

線
外

道
路

改
良

工
事

金
入

設
計

書
西

部
土

木
ｾ

ﾝ
ﾀ
ｰ

 工
務

課

都
市

建
設

局
西

部
土

木
ｾ

ﾝ
ﾀ
ｰ

工
務

課

市
道

 松
尾

団
地

第
5
号

線
外

道
路

改
良

工
事

の
金

入
り

設
計

書
開

示
1
1
/
1
3

1
1
/
1
7

7
9
7

1
1
/
1
0

位
置

指
定

道
路

S
5
8
-
0
4
0
 昭

和
5
8
年

度
S
5
8
年

8
月

1
7
 指

令
(計

建
)第

4
0
号

全
ｶ
ﾗ
ｰ

都
市

建
設

局
建

築
指

導
課

位
置

指
定

道
路

S
5
8
-
 0

4
0
 昭

和
5
8
年

度
S
5
8
年

8
月

1
7
 指

令
(計

建
)第

4
0
号

 全
ｶ
ﾗ
ｰ

開
示

1
1
/
1
2

1
1
/
1
4

7
9
8

1
1
/
1
1

道
路

判
定

1
2
-
1
5
2
0
0
1

1
2
-
1
5
2
0
0
2

1
2
-
1
5
2
0
0
3

1
2
-
1
5
2
0
0
4

1
2
-
1
5
2
0
0
5

1
2
-
1
5
2
0
0
6

1
2
-
1
5
2
0
0
7

1
2
-
1
5
2
0
0
8

協
定

書
ｶ
ﾗ
ｰ

で
お

願
い

し
ま

す
。

都
市

建
設

局
建

築
指

導
課

道
路

判
定

1
2
-
1
5
2
0
0
1
 1

2
-
1
5
2
0
0
2
 1

2
-
1
5
2
0
0
3
 1

2
-

1
5
2
0
0
4
 1

2
-
1
5
2
0
0
5
 1

2
-
1
5
2
0
0
6
 1

2
-
1
5
2
0
0
7

1
2
-
1
5
2
0
0
8

協
定

書
 ｶ

ﾗ
ｰ

で
お

願
い

し
ま

す
。

開
示

(一
部

請
求

拒
否

)
2
号

　
個

人
情

報
1
1
/
1
2

1
2
/
5

7
9
9

1
1
/
1
1

大
規

模
行

為
届

出
書

の
様

式
第

3
号

(平
成

2
6
年

8
月

1
1

日
～

9
月

1
0
日

届
出

分
)。

※
建

築
物

に
限

る
都

市
建

設
局

開
発

景
観

課

大
規

模
行

為
届

出
書

の
様

式
第

3
号

(平
成

2
6
年

8
月

1
1
日

～
9
月

1
0
日

届
出

分
)

(建
築

物
に

限
る

)

開
示

(一
部

請
求

拒
否

)
2
号

　
個

人
情

報
1
1
/
1
8

1
1
/
1
9

8
0
0

1
1
/
1
1

･松
尾

一
丁

目
お

よ
び

松
尾

二
丁

目
に

お
け

る
住

居
表

示
台

帳
(全

街
区

分
)

企
画

振
興

局
区

政
推

進
課

松
尾

一
丁

目
お

よ
び

松
尾

二
丁

目
に

お
け

る
住

居
表

示
台

帳
(全

街
区

分
)

開
示

(一
部

請
求

拒
否

)
2
号

　
個

人
情

報
1
1
/
1
8

1
1
/
2
8

郵
送
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受
付

番
号

受
付

日
請

求
す

る
文

書
の

件
名

所
管

課
期

限
延

長
決

定
文

書
の

件
名

決
定

内
容

不
開

示
理

由
開

示
等

決
定

日
開

示
日

8
0
1

1
1
/
1
1

下
記

不
動

産
(4

件
)の

消
防

用
設

備
の

｢点
検

実
施

日
｣･

｢消
防

局
の

受
付

日
｣･

｢点
検

設
備

の
名

称
｣･

｢点
検

結
果

(要
是

正
指

摘
の

有
無

)｣
･｢

防
火

対
象

物
点

検
の

実
施

日
｣･

｢防
火

対
象

物
点

検
の

結
果

｣に
つ

い
て

。
対

象
不

動
産

(ｾ
ﾞﾝ

ﾘﾝ
地

図
を

添
付

し
て

お
り

ま
す

)
1
.【

物
件

名
称

:○
○

】
熊

本
市

東
区

新
南

部
3
-
○

○
-

○
○

2
.【

物
件

名
称

:○
○

】
熊

本
市

東
区

新
南

部
3
-
○

-
○

○ 3
.【

物
件

名
称

○
○

】
熊

本
市

東
区

新
南

部
3
-
○

-
○

○
4
.【

物
件

名
称

○
○

】
熊

本
市

東
区

新
南

部
4
-
○

-
○

調
査

目
的

:不
動

産
の

鑑
定

評
価

の
た

め

消
防

局
総

務
課

下
記

不
動

産
(4

件
)の

消
防

用
設

備
の

｢点
検

実
施

日
｣･

｢消
防

局
の

受
付

日
｣･

｢点
検

設
備

の
名

称
｣･

｢点
検

結
果

(要
是

正
指

摘
の

有
無

)｣
･｢

防
火

対
象

物
点

検
の

実
施

日
｣･

｢防
火

対
象

物
点

検
の

結
果

｣に
つ

い
て

。
対

象
不

動
産

1
○

○
 熊

本
市

東
区

新
南

部
3
-
○

○
-
○

○
2
○

○
 熊

本
市

東
区

新
南

部
3
-
○

-
○

○
3
○

○
 熊

本
市

東
区

新
南

部
3
-
○

-
○

○
4
○

○
 熊

本
市

東
区

新
南

部
4
-
○

-
○

開
示

(一
部

請
求

拒
否

)
2
号

　
個

人
情

報
1
1
/
2
5

1
1
/
2
8

郵
送

8
0
2

1
1
/
1
3

平
成

2
6
年

1
1
月

5
日

開
札

水
道

整
備

課
南

区
富

合
町

硴
江

･西
田

尻
付

近
φ

1
0
0
･7

5
･5

0
粍

配
水

管
布

設
替

他
1
件

工
事

(1
工

区
)

上
記

の
金

入
設

計
書

の
開

示
を

お
願

い
致

し
ま

す
。

上
下

水
道

局
水

道
整

備
課

･南
区

富
合

町
硴

江
･西

田
尻

付
近

φ
1
0
0
･7

5
･5

0
粍

配
水

管
布

設
替

他
1
件

工
事

(1
工

区
)

上
記

の
金

額
入

り
工

事
設

計
書

開
示

1
1
/
1
8

1
1
/
2
0

8
0
3

1
1
/
1
3

平
成

2
6
年

1
1
月

5
日

開
札

･北
部

土
木

ｾ
ﾝ
ﾀ
ｰ

 維
持

課
市

道
 大

鳥
居

町
楠

野
町

第
1
号

線
舗

装
打

換
工

事
上

記
の

金
入

設
計

書
の

開
示

を
お

願
い

致
し

ま
す

。

都
市

建
設

局
北

部
土

木
ｾ

ﾝ
ﾀ
ｰ

維
持

課

平
成

2
6
年

1
1
月

5
日

開
札

市
道

 大
鳥

居
町

楠
野

町
第

1
号

線
舗

装
打

換
工

事
の

金
入

設
計

書
。

科
目

内
訳

、
施

工
内

訳
開

示
1
1
/
1
8

1
1
/
2
0

8
0
4

1
1
/
1
3

平
成

2
6
年

1
1
月

5
日

開
札

･北
部

土
木

ｾ
ﾝ
ﾀ
ｰ

 工
務

課
一

般
県

道
 花

園
ｲ
ﾝ
ﾀ
ｰ

線
4
号

調
整

池
築

造
工

事
上

記
の

金
入

設
計

書
の

開
示

を
お

願
い

致
し

ま
す

。

都
市

建
設

局
北

部
土

木
ｾ

ﾝ
ﾀ
ｰ

工
務

課

･一
般

県
道

花
園

ｲ
ﾝ
ﾀ
ｰ

線
4
号

調
整

池
築

造
工

事
金

入
設

計
書

開
示

1
1
/
1
8

1
1
/
2
0

8
0
5

1
1
/
1
4

熊
本

市
中

央
区

黒
髪

四
丁

目
○

○
-
○

○
付

近
の

熊
本

市
と

の
境

界
資

料
一

式
○

○
-
○

○
と

○
○

-
○

○
間

)

都
市

建
設

局
北

部
土

木
ｾ

ﾝ
ﾀ
ｰ

総
務

課

道
路

敷
地

寄
附

申
請

に
伴

う
市

道
認

定
に

つ
い

て
(昭

和
6
0
年

1
月

1
7
日

決
裁

)
開

示
(一

部
請

求
拒

否
)

2
号

　
個

人
情

報
1
1
/
2
1

1
1
/
2
7

8
0
6

1
1
/
1
4

熊
本

市
中

央
区

黒
髪

四
丁

目
○

○
付

近
の

熊
本

市
と

の
境

界
資

料
一

式
①

○
○

と
○

○
②

○
○

と
○

○
を

含
め

て
市

道
の

境
い

都
市

建
設

局
北

部
土

木
ｾ

ﾝ
ﾀ
ｰ

総
務

課

官
民

境
界

立
会

に
つ

い
て

(平
成

1
2
年

4
月

2
8
日

決
裁

)
開

示
(一

部
請

求
拒

否
)

2
号

　
個

人
情

報
1
1
/
2
1

1
1
/
2
7
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受
付

番
号

受
付

日
請

求
す

る
文

書
の

件
名

所
管

課
期

限
延

長
決

定
文

書
の

件
名

決
定

内
容

不
開

示
理

由
開

示
等

決
定

日
開

示
日

8
0
7

1
1
/
1
4

平
成

2
6
年

度
 熊

本
市

役
所

電
話

帳
財

政
局

管
財

課

平
成

2
6
年

度
 熊

本
市

役
所

電
話

帳
開

示
(一

部
請

求
拒

否
)

6
号

　
事

務
事

業
に

関
す

る
情

報
1
1
/
2
7

1
2
/
2
5

8
0
8

1
1
/
1
7

平
成

2
6
年

1
0
月

2
9
日

開
札

下
水

道
整

備
課

都
市

計
画

事
業

 西
部

汚
水

6
号

幹
線

枝
線

外
枝

線
下

水
道

築
造

工
事

(9
1
0
工

区
)

上
記

の
金

入
設

計
書

の
開

示
を

お
願

い
致

し
ま

す
。

上
下

水
道

局
下

水
道

整
備

課

都
市

計
画

事
業

 西
部

汚
水

6
号

幹
線

枝
線

外
枝

線
下

水
道

築
造

工
事

(9
1
0
工

区
)

開
示

1
1
/
1
8

1
1
/
1
9

8
0
9

1
1
/
1
7

平
成

2
6
年

1
0
月

2
9
日

開
札

北
部

土
木

ｾ
ﾝ
ﾀ
ｰ

 工
務

課
一

般
県

道
 砂

原
四

方
寄

線
(花

園
工

区
)下

硯
川

跨
道

橋
下

部
工

(P
1
、

P
2
)工

事
上

記
の

金
入

設
計

書
開

示
を

お
願

い
致

し
ま

す
。

都
市

建
設

局
北

部
土

木
ｾ

ﾝ
ﾀ
ｰ

工
務

課

･一
般

県
道

砂
原

四
方

寄
線

(花
園

工
区

)下
硯

川
跨

道
橋

下
部

工
(P

1
, 
P
2
)工

事
(金

入
設

計
書

)
開

示
1
1
/
1
9

1
1
/
2
0

8
1
0

1
1
/
1
7

道
路

位
置

指
定

 ･
S
4
9
-
0
7
1

　
　

　
　

　
　

　
　

  
 ･

S
4
7
-
0
1
4

復
元

協
議

書
ｶ
ﾗ
ｰ

は
、

ｶ
ﾗ
ｰ

で
お

願
い

し
ま

す
。

都
市

建
設

局
建

築
指

導
課

道
路

位
置

指
定

･S
4
9
-
0
7
1
 ･

S
4
7
-
0
1
4
 復

元
協

議
書

ｶ
ﾗ
ｰ

は
、

ｶ
ﾗ
ｰ

で
お

願
い

し
ま

す
。

開
示

(一
部

請
求

拒
否

)
2
号

　
個

人
情

報
1
1
/
1
9

1
1
/
2
0

8
1
1

1
1
/
1
7

平
成

1
0
年

1
2
月

7
日

付
｢産

業
廃

棄
物

最
終

処
分

場
の

廃
止

の
確

認
に

つ
い

て
｣

熊
本

県
知

事
か

ら
の

通
知

文
、

宛
先

、
木

下
良

順
宛

の
文

章

環
境

局
ご

み
減

量
推

進
課 事

業
ご

み
対

策
室

平
成

1
0
年

1
2
月

7
日

付
木

下
良

順
様

宛
、

廃
対

第
1
0
5
4
号

熊
本

県
知

事
通

知
｢産

業
廃

棄
物

最
終

処
分

場
の

廃
止

の
確

認
に

つ
い

て
｣

開
示

1
1
/
2
0

1
1
/
2
6

郵
送

8
1
2

1
1
/
1
8

飲
食

店
営

業
許

可
書

一
覧

平
成

2
6
年

1
0
月

1
6
日

～
平

成
2
6
年

1
1
月

1
7
日

新
規

(更
新

除
く

)
･仮

設
、

移
動

販
売

、
自

動
販

売
機

、
ｺ
ﾝ
ﾋ
ﾞﾆ

除
く

･項
目

店
舗

名
、

住
所

、
申

請
者

名
、

電
話

番
号

、
申

請
年

月
日

、
許

可
年

月
日

健
康

福
祉

子
ど

も
局

食
品

保
健

課

平
成

2
6
年

1
0
月

1
5
日

～
平

成
2
6
年

1
1
月

1
7
日

ま
で

の
間

に
、

熊
本

市
内

に
お

い
て

新
規

に
営

業
許

可
を

受
け

た
飲

食
店

一
覧

(仮
設

、
移

動
販

売
、

自
動

販
売

機
、

ｺ
ﾝ
ﾋ
ﾞﾆ

を
除

く
)

計
7
6
件

項
目

:店
舗

名
、

住
所

、
申

請
者

名
、

電
話

番
号

、
申

請
年

月
日

、
許

可
年

月
日

※
 開

示
情

報
取

り
出

し
日

時
:平

成
2
6
年

1
1
月

1
9

日
 1

1
:2

0

開
示

1
1
/
2
0

1
1
/
2
1

8
1
3

1
1
/
1
8

道
路

判
定

 1
2
-
3
2
4
 0

0
0
～

0
0
8

道
路

協
定

書
ｶ
ﾗ
ｰ

は
ｶ
ﾗ
ｰ

で

都
市

建
設

局
建

築
指

導
課

道
路

判
定

 1
2
-
3
2
4
 0

0
0
～

0
0
8

道
路

協
定

書
 ｶ

ﾗ
ｰ

は
ｶ
ﾗ
ｰ

で
開

示
(一

部
請

求
拒

否
)

2
号

　
個

人
情

報
1
1
/
2
1

1
1
/
2
5

8
1
4

1
1
/
1
8

中
部

浄
化

ｾ
ﾝ
ﾀ
ｰ

場
内

整
備

外
工

事
(1

0
6
工

区
)

の
金

入
設

計
書

上
下

水
道

局
下

水
道

整
備

課

中
部

浄
化

ｾ
ﾝ
ﾀ
ｰ

場
内

整
備

外
工

事
(1

0
6
工

区
)

の
金

入
設

計
書

開
示

1
1
/
2
1

1
1
/
2
7
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受
付

番
号

受
付

日
請

求
す

る
文

書
の

件
名

所
管

課
期

限
延

長
決

定
文

書
の

件
名

決
定

内
容

不
開

示
理

由
開

示
等

決
定

日
開

示
日

8
1
5

1
1
/
1
8

件
名

 南
区

奥
古

閑
1
6
1
0
-
1
番

地
付

近
φ

2
0
0
粍

配
水

管
布

設
替

他
1
件

工
事

工
事

担
当

課
 熊

本
市

上
下

水
道

局
水

道
整

備
課

以
上

の
金

入
り

設
計

書
(給

水
切

替
工

事
等

の
代

価
表

含
む

)

上
下

水
道

局
水

道
整

備
課

南
区

奥
古

閑
1
6
1
0
-
1
番

地
付

近
φ

2
0
0
粍

配
水

管
布

設
替

他
1
件

工
事

上
記

の
設

計
金

額
入

り
工

事
設

計
書

開
示

1
1
/
2
7

1
2
/
4

8
1
6

1
1
/
1
8

平
成

2
4
年

1
2
月

7
日

開
札

都
市

建
設

局
 河

川
公

園
課

年
計

画
事

業
 井

芹
川

雨
水

9
号

幹
線

ﾊ
ﾞｲ

ﾊ
ﾟｽ

管
築

造
工

事
上

記
の

設
計

変
更

後
の

金
入

設
計

書
の

開
示

を
お

願
い

し
ま

す
。

都
市

建
設

局
河

川
課

取
り

下
げ

8
1
7

1
1
/
1
8

熊
本

市
西

区
二

本
木

2
丁

目
近

く
｢田

崎
本

町
交

差
点

｣
か

ら
田

崎
1
丁

目
へ

抜
け

る
道

路
｢熊

本
高

森
線

｣の
工

事
予

定
図

(写
し

)を
頂

き
た

い
。

都
市

建
設

局
熊

本
駅

周
辺

整
備

事
務

所
鉄

道
高

架
関

連
整

備
室

熊
本

市
西

区
二

本
木

2
丁

目
近

く
｢田

崎
本

町
交

差
点

｣か
ら

田
崎

1
丁

目
ヘ

抜
け

る
道

路
｢熊

本
高

森
線

｣の
工

事
予

定
図

開
示

1
1
/
2
7

1
1
/
2
8

8
1
8

1
1
/
1
8

江
津

第
一

土
地

区
画

整
理

の
図

面
東

区
湖

東
二

丁
目

○
○

都
市

建
設

局
都

心
活

性
推

進
課

江
津

第
一

土
地

区
画

整
理

の
図

面
東

区
湖

東
二

丁
目

○
○

開
示

(一
部

請
求

拒
否

)
2
号

　
個

人
情

報
1
1
/
1
9

1
1
/
2
0

8
1
9

1
1
/
1
9

川
口

町
二

十
丁

外
農

道
改

良
工

事
上

記
工

事
の

金
入

設
計

書
南

区
役

所
農

業
振

興
課

飽
田

天
明

分
室

･川
口

町
二

十
丁

外
農

道
改

良
工

事
(金

入
り

設
計

書
)

開
示

1
1
/
2
0

1
2
/
4

8
2
0

1
1
/
1
9

工
事

設
計

書
の

金
額

い
り

市
道

 健
軍

町
第

2
1
7
号

線
側

溝
改

良
工

事
都

市
建

設
局

東
部

土
木

ｾ
ﾝ

ﾀ
ｰ

工
務

課

平
成

2
6
年

7
月

3
1
日

開
札

平
成

2
6
年

1
0
月

3
0
日

変
更

契
約

市
道

健
軍

町
第

2
1
7
号

線
側

溝
改

良
工

事
 金

入
り

設
計

書

開
示

1
1
/
2
7

1
2
/
3

8
2
1

1
1
/
1
9

道
路

位
置

指
定

S
5
9
-
0
4
5
-
0
1

　
　

　
〃

　
　

0
2

　
　

　
〃

　
　

0
3

　
　

　
〃

　
　

0
4

復
元

協
議

書
 ｶ

ﾗ
ｰ

は
ｶ
ﾗ
ｰ

で

都
市

建
設

局
建

築
指

導
課

道
路

位
置

指
定

S
5
9
-
0
4
5
-
0
1
 S

5
9
-
0
4
5
-
0
2
 S

5
9
-
0
4
5
-
0
3
 S

5
9
-

0
4
5
-
0
4

復
元

協
議

書
 ｶ

ﾗ
ｰ

は
ｶ
ﾗ
ｰ

で

開
示

(一
部

請
求

拒
否

)
2
号

　
個

人
情

報
1
1
/
2
1

1
1
/
2
6

8
2
2

1
1
/
1
9

位
置

指
定

道
路

の
開

示
請

求
･S

5
1
-
0
2
6
-
0
1

･S
5
1
-
0
2
6
-
0
2

･S
5
1
-
0
2
6
-
0
3

･S
5
1
-
0
2
6
-
0
4

ｶ
ﾗ
ｰ

希
望

都
市

建
設

局
建

築
指

導
課

位
置

指
定

道
路

の
開

示
請

求
･S

5
1
-
0
2
6
-
0
1
 ･

S
5
1
-
0
2
6
-
0
2
 ･

S
5
1
-
0
2
6
-
0
3
 ･

S
5
1
-
0
2
6
-
0
4

ｶ
ﾗ
ｰ

希
望

開
示

(一
部

請
求

拒
否

)
2
号

　
個

人
情

報
1
1
/
2
1

1
1
/
2
5
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受
付

番
号

受
付

日
請

求
す

る
文

書
の

件
名

所
管

課
期

限
延

長
決

定
文

書
の

件
名

決
定

内
容

不
開

示
理

由
開

示
等

決
定

日
開

示
日

8
2
3

1
1
/
1
9

市
道

 麻
生

田
代

1
5
号

線
外

1
路

線
側

溝
改

良
工

事
金

額
入

り
設

計
書

都
市

建
設

局
北

部
土

木
ｾ

ﾝ
ﾀ
ｰ

工
務

課

施
行

番
号

:1
4
0
0
1
1

工
事

名
:市

道
 麻

生
田

第
1
5
号

線
外

1
路

線
側

溝
改

良
工

事
開

示
文

書
:当

該
工

事
の

金
額

入
り

積
算

書
す

べ
て

開
示

1
1
/
2
1

1
2
/
1

8
2
4

1
1
/
2
0

中
原

町
水

路
改

良
工

事
金

入
設

計
書

西
区

役
所

農
業

振
興

課

〈
件

名
〉

中
原

町
水

路
改

良
外

工
事

の
金

入
り

設
計

書
開

示
1
1
/
2
8

1
2
/
2

8
2
5

1
1
/
2
0

●
期

間
 2

6
年

1
0
月

2
1
日

～
2
6
年

1
1
月

2
0
日

●
屋

号
●

住
所

●
申

請
者

●
申

請
者

電
話

番
号

●
許

可
日

飲
食

店
営

業
施

設
(仮

設
、

臨
時

、
自

販
機

を
除

く
)

熊
本

市
の

み
新

規
申

請
が

あ
っ

た
も

の

健
康

福
祉

子
ど

も
局

食
品

保
健

課

平
成

2
6
年

1
0
月

2
1
日

～
平

成
2
6
年

1
1
月

2
0
日

ま
で

の
間

に
、

熊
本

市
内

に
お

い
て

新
規

に
営

業
許

可
を

受
け

た
飲

食
店

一
覧

(仮
設

、
臨

時
、

自
販

機
を

除
く

) 
計

8
4
件

項
目

:屋
号

、
住

所
、

申
請

者
、

申
請

者
電

話
番

号
、

許
可

日
※

開
示

情
報

取
り

出
し

日
時

:平
成

2
6
年

1
1
月

2
5

日
 9

:3
0

開
示

1
1
/
2
6

1
1
/
1
7

8
2
6

1
1
/
2
0

貴
自

治
体

が
生

活
保

護
受

給
者

(以
下

、
受

給
者

)を
受

け
入

れ
て

い
る

病
院

(医
療

機
関

)に
対

し
、

改
善

指
導

し
た

こ
と

が
わ

か
る

文
書

。
指

導
を

受
け

、
病

院
側

か
ら

提
出

さ
れ

た
改

善
結

果
を

示
す

文
書

▼
入

院
患

者
や

受
診

者
の

大
半

を
受

給
者

が
占

め
て

い
る

▼
受

給
者

に
必

要
の

な
い

手
術

や
治

療
行

為
を

し
て

い
る

▼
短

期
間

に
転

院
を

繰
り

返
し

て
い

る
受

給
者

を
患

者
と

し
て

受
け

入
れ

て
い

る
▼

受
給

者
へ

の
薬

の
処

方
等

に
問

題
が

あ
る

▼
暴

力
団

あ
る

い
は

そ
の

関
連

団
体

等
と

つ
な

が
り

が
認

め
ら

れ
た

▼
い

わ
ゆ

る
｢患

者
紹

介
ﾋ
ﾞｼ

ﾞﾈ
ｽ
｣に

加
担

し
た

▼
訪

問
看

護
ｽ
ﾃ

ｰ
ｼ

ｮﾝ
に

対
す

る
｢特

別
訪

問
看

護
指

示
書

｣の
不

適
切

な
交

付
が

あ
っ

た
▼

そ
の

他
、

受
給

者
関

連
で

重
大

な
(主

観
で

判
断

し
て

い
た

だ
い

て
結

構
で

す
)法

令
違

反
が

認
め

ら
れ

た
･･

･･
･･

場
合

の
指

導
に

限
る

。
な

お
、

現
在

指
導

中
の

案
件

は
途

中
段

階
の

報
告

書
等

を
、

調
査

の
終

了
し

た
案

件
は

改
善

結
果

を
示

す
報

告
書

等
を

対
象

と
す

る
。

病
院

側
か

ら
提

出
さ

れ
た

ﾊ
ﾟﾝ

ﾌ
ﾚ
ｯ
ﾄ等

の
細

か
い

書
類

は
除

く
。

い
ず

れ
も

2
0
0
9
年

1
月

1
日

か
ら

2
0
1
4
年

1
1
月

1
7
日

ま
で

の
期

間
に

作
成

さ
れ

た
文

書
に

限
る

。
※

枚
数

等
を

知
り

た
い

の
で

、
開

示
決

定
前

に
ご

一
報

い
た

だ
け

る
と

幸
い

で
す

健
康

福
祉

子
ど

も
局

保
護

管
理

援
護

課

本
市

が
、

生
活

保
護

受
給

者
を

受
け

入
れ

て
い

る
病

院
(医

療
機

関
)に

対
し

、
改

善
指

導
し

た
こ

と
が

わ
か

る
文

書
。

指
導

を
受

け
、

病
院

側
か

ら
提

出
さ

れ
た

改
善

結
果

を
示

す
文

書

開
示

(一
部

請
求

拒
否

)
3
号

　
法

人
等

情
報

1
2
/
4

1
2
/
6

郵
送
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受
付

番
号

受
付

日
請

求
す

る
文

書
の

件
名

所
管

課
期

限
延

長
決

定
文

書
の

件
名

決
定

内
容

不
開

示
理

由
開

示
等

決
定

日
開

示
日

8
2
7

1
1
/
2
0

障
害

者
就

労
に

か
か

る
｢就

労
継

続
支

援
事

業
(A

型
)｣

に
つ

い
て

、
同

事
業

の
指

定
を

受
け

た
株

式
会

社
や

N
P
O

法
人

、
社

会
福

祉
法

人
等

に
対

し
、

貴
自

治
体

が
改

善
指

導
し

た
こ

と
が

わ
か

る
文

書
(指

導
内

容
や

結
果

、
処

分
対

象
者

等
が

わ
か

る
文

書
。

指
定

を
取

り
消

し
た

場
合

は
そ

の
内

容
、

理
由

等
が

分
か

る
文

書
)。

改
善

指
導

を
受

け
た

当
該

事
業

者
か

ら
提

出
さ

れ
た

改
善

状
況

･結
果

が
わ

か
る

文
書

(改
善

等
報

告
書

)。
※

改
善

指
導

中
の

案
件

に
つ

い
て

は
、

途
中

段
階

の
報

告
書

等
を

い
た

だ
け

れ
ば

、
と

思
い

ま
す

。
2
0
0
9
年

1
月

1
日

か
ら

2
0
1
4
年

1
1
月

1
7
日

ま
で

の
期

間
に

作
成

さ
れ

た
分

に
限

る
(枚

数
等

が
知

り
た

い
の

で
、

お
お

よ
そ

の
め

ど
が

付
い

た
段

階
で

開
示

決
定

前
に

ご
一

報
い

た
だ

け
る

と
あ

り
が

た
い

で
す

)平
成

2
6
年

1
1
月

2
0
日

本
人

と
の

電
話

連
絡

に
よ

り
2
0
0
9
年

1
月

1
日

を
2
0
1
2
年

4
月

1
日

(政
令

市
以

降
後

)に
補

正

健
康

福
祉

子
ど

も
局

障
が

い
保

健
福

祉
課

障
害

者
就

労
に

か
か

る
｢就

労
継

続
支

援
事

業
(A

型
)｣

に
つ

い
て

、
同

事
業

の
指

定
を

受
け

た
株

式
会

社
や

N
P
O

法
人

、
社

会
福

祉
法

人
等

に
対

し
て

熊
本

市
が

改
善

指
導

し
た

こ
と

が
わ

か
る

文
書

。
改

善
指

導
を

受
け

た
当

該
事

業
者

か
ら

提
出

さ
れ

た
改

善
状

況
･結

果
が

わ
か

る
文

書
。

※
2
0
1
2
年

4
月

1
日

(政
令

市
移

行
後

)か
ら

2
0
1
4
年

1
1
月

1
7
日

ま
で

の
期

間
に

作
成

さ
れ

た
分

に
限

る
。

開
示

(一
部

請
求

拒
否

)
2
号

　
個

人
情

報
1
2
/
2

1
2
/
6

郵
送

8
2
8

1
1
/
2
0

並
建

町
中

ﾉ
割

外
水

路
改

良
工

事
南

区
役

所
農

業
振

興
課

飽
田

天
明

分
室

･並
建

町
中

ﾉ
割

外
水

路
改

良
工

事
(金

入
り

設
計

書
)

開
示

1
1
/
2
6

1
1
/
2
6

8
2
9

1
1
/
2
0

市
道

 面
木

第
1
号

線
道

路
改

良
工

事
金

入
設

計
書

都
市

建
設

局
西

部
土

木
ｾ

ﾝ
ﾀ
ｰ

河
内

分
室

市
道

面
木

第
1
号

線
道

路
改

良
工

事
の

金
入

設
計

書
開

示
1
1
/
2
6

1
1
/
2
8

8
3
0

1
1
/
2
0

平
成

2
6
年

4
月

3
0
日

に
入

札
執

行
さ

れ
た

｢平
成

2
6
年

度
桑

鶴
･五

丁
中

原
遺

跡
群

(砂
原

四
方

寄
線

)発
掘

調
査

遺
構

実
測

図
作

成
等

業
務

委
託

｣の
金

入
り

設
計

書
。

観
光

文
化

交
流

局
文

化
振

興
課

埋
蔵

文
化

財
調

査
室

平
成

2
6
年

度
桑

鶴
･五

丁
中

原
遺

跡
群

(砂
原

四
方

寄
線

)発
掘

調
査

遺
構

実
測

図
作

成
等

業
務

委
託

の
金

入
り

設
計

書
開

示
1
1
/
2
1

1
1
/
2
8

8
3
1

1
1
/
2
0

平
成

2
6
年

7
月

1
7
日

に
入

札
執

行
さ

れ
た

｢硯
川

遺
跡

群
発

掘
調

査
業

務
委

託
｣の

金
入

り
設

計
書

。
観

光
文

化
交

流
局

文
化

振
興

課
埋

蔵
文

化
財

調
査

室

硯
川

遺
跡

群
発

掘
調

査
業

務
委

託
の

金
入

り
設

計
書

開
示

1
1
/
2
1

1
1
/
2
8

8
3
2

1
1
/
2
0

平
成

2
6
年

1
1
月

1
0
日

に
入

札
執

行
さ

れ
た

｢桑
鶴

遺
跡

群
第

2
次

調
査

区
出

土
遺

物
実

測
等

業
務

委
託

｣の
金

入
り

設
計

書
。

観
光

文
化

交
流

局
文

化
振

興
課

埋
蔵

文
化

財
調

査
室

桑
鶴

遺
跡

群
第

2
次

調
査

区
出

土
遺

物
実

測
等

業
務

委
託

の
金

入
り

設
計

書
開

示
1
1
/
2
1

1
1
/
2
8
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受
付

番
号

受
付

日
請

求
す

る
文

書
の

件
名

所
管

課
期

限
延

長
決

定
文

書
の

件
名

決
定

内
容

不
開

示
理

由
開

示
等

決
定

日
開

示
日

8
3
3

1
1
/
2
0

文
書

名
 防

火
管

理
者

選
任

届
出

書
建

物
名

○
○

建
物

場
所

 熊
本

市
中

央
区

水
前

寺
公

園
○

○
-
○

○
防

火
管

理
者

名
 ○

○
○

○

消
防

局
総

務
課

熊
本

市
中

央
区

水
前

寺
公

園
○

○
-
○

○
○

○
請

求
文

書
 防

火
管

理
者

選
任

届
出

書
開

示
(一

部
請

求
拒

否
)

2
号

　
個

人
情

報
1
2
/
1

1
2
/
3

8
3
4

1
1
/
2
1

0
6
年

 第
0
5
5
号

道
等

の
判

定
･協

定
書

都
市

建
設

局
建

築
指

導
課

0
6
年

 第
0
5
5
号

 道
等

の
判

定
･協

定
書

開
示

(一
部

請
求

拒
否

)
2
号

　
個

人
情

報
1
1
/
2
6

1
1
/
2
7

8
3
5

1
1
/
2
1

内
容

熊
本

市
全

域
に

お
い

て
、

美
容

所
、

理
容

所
開

設
に

際
し

届
出

を
し

て
い

る
全

施
設

の
一

覧
(平

成
2
6
年

1
0
月

3
1
日

現
在

の
一

覧
で

、
既

に
廃

業
し

て
い

る
施

設
は

除
く

)
〈
項

目
〉

施
設

名
所

、
施

設
所

在
地

、
施

設
電

話
番

号
、

申
請

者
名

(申
請

者
が

法
人

の
場

合
は

、
法

人
住

所
、

法
人

電
話

番
号

、
法

人
代

表
者

名
)、

業
種

、
確

認
年

月
日

※
C

D
-
R
(ｴ

ｸ
ｾ

ﾙ
ﾃ

ﾞｰ
ﾀ
)で

の
交

付
を

希
望

し
ま

す
。

健
康

福
祉

子
ど

も
局

生
活

衛
生

課

平
成

2
6
年

1
0
月

3
1
日

現
在

、
熊

本
市

内
で

確
認

を
受

け
た

理
容

所
･美

容
所

の
一

覧
項

目
:施

設
の

名
称

、
所

在
地

、
電

話
番

号
、

開
設

者
の

氏
名

･名
称

、
(法

人
の

場
合

の
み

住
所

、
電

話
番

号
及

び
代

表
者

役
職

･氏
名

)、
確

認
日

並
び

に
業

種
開

示
1
1
/
2
8

1
2
/
4

郵
送

8
3
6

1
1
/
2
1

大
規

模
行

為
届

出
書

(様
式

第
3
号

/
景

観
法

1
6
条

1
項

1
号

分
)

H
2
6
.6

.5
～

H
2
6
.1

1
.2

0
都

市
建

設
局

開
発

景
観

課

大
規

模
行

為
の

届
出

書
(様

式
第

3
号

/
景

観
法

1
6

条
1
 項

1
号

分
)

開
示

(一
部

請
求

拒
否

)
2
号

　
個

人
情

報
1
1
/
2
6

1
1
/
2
7

8
3
7

1
1
/
2
1

平
成

2
6
年

1
1
月

1
2
日

開
札

北
部

土
木

ｾ
ﾝ
ﾀ
ｰ

 維
持

課
市

道
 小

沢
町

上
熊

本
2
丁

目
第

1
号

線
舗

装
補

修
工

事
上

記
の

金
入

設
計

書
の

開
示

を
お

願
い

致
し

ま
す

。

都
市

建
設

局
北

部
土

木
ｾ

ﾝ
ﾀ
ｰ

維
持

課

平
成

2
6
年

1
1
月

1
2
日

開
札

市
道

 小
沢

町
上

熊
本

2
丁

目
第

1
号

線
舗

装
補

修
工

事
の

金
入

り
設

計
書

開
示

1
1
/
2
6

1
1
/
2
8

8
3
8

1
1
/
2
1

理
美

容
の

開
設

届
を

提
出

さ
れ

た
店

舗
の

情
報

開
示

を
申

請
い

た
し

ま
す

。
項

目
:店

舗
名

･住
所

･電
話

番
号

･申
請

者
名

期
間

:2
0
1
4
年

1
1
月

8
日

よ
り

2
0
1
4
年

1
1
月

2
1
日

健
康

福
祉

子
ど

も
局

生
活

衛
生

課

平
成

2
6
年

1
1
月

8
日

か
ら

同
年

1
1
月

2
1
日

ま
で

の
間

、
熊

本
市

内
に

お
い

て
新

規
確

認
し

た
理

容
所

、
美

容
所

の
一

覧
項

目
; 
施

設
の

名
称

、
所

在
地

、
電

話
番

号
、

開
設

者
の

氏
名

･名
称

、
役

職
、

代
表

者
氏

名

開
示

1
1
/
2
7

1
2
/
5

8
3
9

1
1
/
2
1

飲
食

店
の

新
規

検
査

の
申

請
を

行
っ

た
店

舗
の

情
報

開
示

を
申

請
い

た
し

ま
す

。
た

だ
し

、
移

動
販

売
･臨

時
営

業
･仮

設
営

業
･自

動
販

売
機

を
除

く
。

項
目

:屋
号

･営
業

所
在

地
･申

請
者

名
･営

業
電

話
番

号 期
間

:2
0
1
4
年

1
1
月

8
日

よ
り

2
0
1
4
年

1
1
月

2
1
日

健
康

福
祉

子
ど

も
局

食
品

保
健

課

平
成

2
6
年

1
1
月

8
日

～
平

成
2
6
年

1
1
月

2
1
日

ま
で

の
間

に
、

熊
本

市
内

に
お

い
て

新
規

に
申

請
を

行
っ

た
飲

食
店

一
覧

(移
動

販
売

、
臨

時
営

業
、

仮
設

営
業

、
自

動
販

売
機

を
除

く
)計

4
2
件

項
目

:屋
号

、
営

業
所

在
地

、
申

請
者

名
、

営
業

電
話

番
号

※
 開

示
情

報
取

り
出

し
日

時
:平

成
2
6
年

1
1
月

2
6

日
 1

1
:4

0

開
示

1
1
/
2
8

1
2
/
5
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受
付

番
号

受
付

日
請

求
す

る
文

書
の

件
名

所
管

課
期

限
延

長
決

定
文

書
の

件
名

決
定

内
容

不
開

示
理

由
開

示
等

決
定

日
開

示
日

8
4
0

1
1
/
2
5

国
道

5
0
1
号

(飽
田

ﾊ
ﾞｲ

ﾊ
ﾟｽ

9
工

区
)道

路
改

良
工

事
(そ

の
1
)

金
入

り
設

計
書

都
市

建
設

局
西

部
土

木
ｾ

ﾝ
ﾀ
ｰ

工
務

課

･国
道

5
0
1
号

(飽
田

ﾊ
ﾞｲ

ﾊ
ﾟｽ

9
工

区
)道

路
改

築
工

事
(そ

の
1
)の

金
入

り
設

計
書

開
示

1
2
/
8

1
2
/
2
4

8
4
1

1
1
/
2
5

下
水

道
法

に
基

づ
く

特
定

施
設

の
設

置
届

西
区

田
崎

本
町

の
以

前
ｶ
ﾞｿ

ﾘﾝ
ｽ
ﾀ
ﾝ
ﾄﾞ

で
あ

っ
た

の
で

為
施

設
名

 ○
○

㈱
○

○
設

置
場

所
 熊

本
市

西
区

田
崎

本
町

○
番

○
号

上
下

水
道

局
給

排
水

設
備

課

○
○

㈱
○

○
の

特
定

施
設

使
用

届
出

書

開
示

1
2
/
1

1
2
/
2

8
4
2

1
1
/
2
5

位
置

指
定

道
路

台
帳

H
2
-
0
2
2

関
係

資
料

一
式

す
べ

て
白

黒

都
市

建
設

局
建

築
指

導
課

位
置

指
定

道
路

台
帳

 H
2
-
0
2
2
 関

係
資

料
一

式
す

べ
て

白
黒

開
示

(一
部

請
求

拒
否

)
2
号

　
個

人
情

報
1
1
/
2
7

1
2
/
3

8
4
3

1
1
/
2
5

下
記

二
路

線
の

道
路

形
状

が
わ

か
る

平
面

図
①

都
市

計
画

道
路

 新
外

秋
津

線
 (
H

2
6
年

度
末

供
用

)
熊

本
市

東
区

 0
.1

5
km

②
都

市
計

画
道

路
 子

飼
新

大
江

線
 (
H

2
5
年

9
月

2
4
日

供
用

)
熊

本
市

中
央

区
 0

.4
9
ｋ
m

1
/
1
,0

0
0
～

1
/
5
,0

0
0
程

度
の

縮
尺

で
、

周
辺

道
路

と
の

関
わ

り
が

わ
か

り
方

位
と

縮
尺

が
明

確
な

も
の

を
希

望
し

て
お

り
ま

す
。

都
市

建
設

局
東

部
土

木
ｾ

ﾝ
ﾀ
ｰ

工
務

課

下
記

二
路

線
の

道
路

形
状

が
わ

か
る

平
面

図
①

 都
市

計
画

道
路

 新
外

秋
津

線
 (
H

2
6
年

度
末

供
用

)
②

 都
市

計
画

道
路

 子
飼

新
大

江
線

(H
2
5
年

9
月

2
4
日

供
用

)
1
/
1
,0

0
0
～

1
/
5
,0

0
0
程

度
の

縮
尺

で
、

周
辺

道
路

と
の

関
わ

り
が

わ
か

り
方

位
と

縮
尺

が
明

確
な

も
の

。

開
示

1
2
/
1

1
2
/
9

郵
送

8
4
4

1
1
/
2
5

下
記

不
動

産
(1

件
)の

｢消
防

用
設

備
等

点
検

結
果

報
告

書
｣

対
象

不
動

産
(ｾ

ﾞﾝ
ﾘﾝ

地
図

を
添

付
し

て
お

り
ま

す
)

1
.【

物
件

名
称

:○
○

】
熊

本
市

中
央

区
渡

鹿
4
丁

目
○

-
○

○
調

査
目

的
:不

動
産

の
鑑

定
評

価
の

た
め

消
防

局
総

務
課

物
件

名
称

○
○

住
所

:熊
本

市
中

央
区

渡
鹿

4
丁

目
○

-
○

○
請

求
書

類
:消

防
用

設
備

等
点

検
結

果
報

告
書

開
示

(一
部

請
求

拒
否

)
2
号

　
個

人
情

報
1
2
/
9

1
2
/
1
1

郵
送

8
4
5

1
1
/
2
6

｢平
成

2
7
年

度
使

用
 小

学
校

教
科

用
図

書
採

択
に

関
す

る
下

記
の

資
料

｣
国

語
、

算
数

、
理

科
、

生
活

科
、

社
会

、
地

図
･調

査
報

告
書

･選
定

委
員

会
会

議
議

事
録

･採
択

に
係

る
日

程
(ｽ

ｹ
ｼ

ﾞｭ
ｰ

ﾙ
)

教
育

委
員

会
事

務
局

指
導

課

平
成

2
7
年

度
使

用
小

学
校

教
科

用
図

書
採

択
に

関
す

る
資

料
国

語
･社

会
･地

図
･算

数
･理

科
･生

活
･調

査
報

告
書

･選
定

委
員

会
会

議
録

･採
択

ｽ
ｹ

ｼ
ﾞｭ

ｰ
ﾙ

開
示

1
2
/
1

1
2
/
9

8
4
6

1
1
/
2
6

道
路

位
置

指
定

h
0
2
-
0
5
1
-
0
1

h
0
2
-
0
5
1
-
0
2

h
0
2
-
0
5
1
-
0
3

h
0
2
-
0
5
1
-
0
4

す
べ

て
白

黒

都
市

建
設

局
建

築
指

導
課

道
路

位
置

指
定

h
0
2
-
0
5
1
-
0
1
 h

0
2
0
5
1
-
0
2
 h

0
2
-
0
5
1
-
0
3
 h

0
2
-

0
5
1
-
0
4
 す

べ
て

白
黒

開
示

(一
部

請
求

拒
否

)
2
号

　
個

人
情

報
1
1
/
2
7

1
2
/
1
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受
付

番
号

受
付

日
請

求
す

る
文

書
の

件
名

所
管

課
期

限
延

長
決

定
文

書
の

件
名

決
定

内
容

不
開

示
理

由
開

示
等

決
定

日
開

示
日

8
4
7

1
1
/
2
6

南
部

総
合

ｽ
ﾎ
ﾟｰ

ﾂ
ｾ

ﾝ
ﾀ
ｰ

外
1
箇

所
下

水
道

直
結

そ
の

他
設

備
工

事
上

記
工

事
の

金
入

り
設

計
書

。
科

目
内

訳
、

施
工

内
訳

ま
で

す
べ

て
お

願
い

し
ま

す
。

都
市

建
設

局
設

備
課

南
部

総
合

ｽ
ﾎ
ﾟｰ

ﾂ
ｾ

ﾝ
ﾀ
ｰ

外
1
箇

所
下

水
道

直
結

そ
の

他
設

備
工

事
金

入
設

計
書

開
示

1
1
/
2
8

1
2
/
1

8
4
8

1
1
/
2
7

都
市

計
画

道
路

 新
町

戸
坂

線
構

造
物

撤
去

工
事

の
金

入
り

設
計

書
1
1
月

1
9
日

開
札

都
市

建
設

局
熊

本
駅

周
辺

整
備

事
務

所
鉄

道
高

架
関

連
整

備
室

(H
2
6
)都

市
計

画
道

路
新

町
戸

坂
線

構
造

物
撤

去
工

事
の

金
入

設
計

書
開

示
1
1
/
2
7

1
2
/
2

8
4
9

1
1
/
2
7

一
般

県
道

 託
麻

北
部

線
(楡

木
工

区
)側

溝
補

修
工

事
金

入
設

計
書

都
市

建
設

局
北

部
土

木
ｾ

ﾝ
ﾀ
ｰ

維
持

課

平
成

2
6
年

度
 一

般
県

道
 託

麻
北

部
線

(楡
木

工
区

)側
溝

補
修

工
事

金
入

り
設

計
書

開
示

1
2
/
8

1
2
/
9

8
5
0

1
1
/
2
7

平
成

2
7
年

度
使

用
小

学
校

教
科

用
図

書
採

択
に

関
す

る
下

記
の

資
料

国
語

、
書

写
、

生
活

、
社

会
･調

査
報

告
書

選
定

委
員

会
会

議
議

事
録

･教
科

書
展

示
会

｢感
想

･意
見

｣
･採

択
に

係
る

日
程

(ｽ
ｹ

ｼ
ﾞｭ

ｰ
ﾙ

)

教
育

委
員

会
事

務
局

指
導

課

平
成

2
7
年

度
使

用
小

学
校

教
科

用
図

書
採

択
に

関
す

る
資

料
(国

語
･書

写
･社

会
･生

活
)

1
 調

査
報

告
書

2
 選

定
委

員
会

会
議

録
3
 教

科
書

展
示

会
｢感

想
･意

見
｣

4
 採

択
日

程

開
示

1
2
/
2

1
2
/
9

8
5
1

1
1
/
2
8

平
成

2
6
年

1
1
月

1
3
日

開
札

･北
部

土
木

ｾ
ﾝ
ﾀ
ｰ

 植
木

地
域

整
備

室
木

留
跨

線
橋

梁
外

補
修

工
事

そ
の

2
(J

R
近

接
)

上
記

の
金

入
設

計
書

の
開

示
を

お
願

い
致

し
ま

す
。

都
市

建
設

局
北

部
土

木
ｾ

ﾝ
ﾀ
ｰ

植
木

地
域

整
備

室

木
留

跨
線

橋
梁

外
補

修
工

事
そ

の
2

金
額

入
り

設
計

書
開

示
1
2
/
1

1
2
/
1
1

8
5
2

1
1
/
2
8

平
成

2
6
年

1
1
月

1
9
日

開
札

･西
部

土
木

ｾ
ﾝ
ﾀ
ｰ

 維
持

課
市

道
 八

島
町

上
代

第
1
号

線
外

1
路

線
舗

装
補

修
工

事
上

記
の

金
入

設
計

書
の

開
示

を
お

願
い

致
し

ま
す

。

都
市

建
設

局
西

部
土

木
ｾ

ﾝ
ﾀ
ｰ

維
持

課

市
道

八
島

町
上

代
第

1
号

線
外

1
路

線
舗

装
補

修
工

事

開
示

1
2
/
1

1
2
/
1
1

8
5
3

1
1
/
2
8

平
成

2
6
年

1
1
月

1
9
日

開
札

･北
部

土
木

ｾ
ﾝ
ﾀ
ｰ

 維
持

課
市

道
 上

熊
本

1
丁

目
京

町
本

丁
第

1
号

線
外

1
路

線
舗

装
打

換
工

事
上

記
の

金
入

設
計

書
の

開
示

を
お

願
い

致
し

ま
す

。

都
市

建
設

局
北

部
土

木
ｾ

ﾝ
ﾀ
ｰ

維
持

課

平
成

2
6
年

1
1
月

1
9
日

開
札

市
道

 上
熊

本
1
丁

目
京

町
本

丁
第

1
号

線
外

1
路

線
舗

装
打

換
工

事
金

入
り

設
計

書
開

示
1
2
/
3

1
2
/
1
1

8
5
4

1
1
/
2
8

平
成

2
6
年

1
1
月

1
3
日

開
札

 水
道

整
備

課
･南

区
城

南
町

鰐
瀬

(城
南

工
業

団
地

付
近

)φ
1
5
0
･7

5
粍

配
水

管
布

設
工

事
･城

南
南

部
増

圧
装

置
設

置
に

伴
う

φ
2
0
0
･1

5
0
･1

0
0

粍
配

水
管

布
設

工
事

上
記

2
件

の
金

入
設

計
書

の
開

示
を

お
願

い
し

ま
す

。

上
下

水
道

局
水

道
整

備
課

･南
区

城
南

町
鰐

瀬
(城

南
工

業
団

地
付

近
)φ

1
5
0
･7

5
粍

配
水

管
布

設
工

事
･城

南
南

部
増

圧
装

置
設

置
に

伴
う

φ
2
0
0
･1

5
0
･

1
0
0
粍

配
水

管
布

設
工

事
上

記
工

事
の

金
入

り
内

訳
書

開
示

1
2
/
3

1
2
/
1
1

-240-



受
付

番
号

受
付

日
請

求
す

る
文

書
の

件
名

所
管

課
期

限
延

長
決

定
文

書
の

件
名

決
定

内
容

不
開

示
理

由
開

示
等

決
定

日
開

示
日

8
5
5

1
1
/
2
8

飲
食

店
の

新
規

検
査

の
申

請
を

行
っ

た
情

報
の

開
示

を
申

請
い

た
し

ま
す

。
た

だ
し

、
移

動
販

売
･臨

時
営

業
・
仮

設
営

業
･自

動
販

売
機

を
除

く
項

目
:屋

号
･営

業
所

在
地

･申
請

者
名

･営
業

電
話

番
号

･申
請

日
･業

種
期

間
:2

0
1
4
年

1
0
月

1
0
日

～
2
0
1
4
年

1
1
月

2
8
日

健
康

福
祉

子
ど

も
局

食
品

保
健

課

平
成

2
6
年

1
0
月

1
0
日

～
平

成
2
6
年

1
1
月

2
8
日

ま
で

の
間

に
、

熊
本

市
中

央
区

内
に

お
い

て
新

規
検

査
の

申
請

を
行

っ
た

飲
食

店
一

覧
(移

動
販

売
、

臨
時

営
業

、
仮

設
営

業
、

自
動

販
売

機
を

除
く

)
計

1
2
9
件

項
目

:屋
号

、
営

業
所

在
地

、
申

請
者

名
、

営
業

電
話

番
号

、
申

請
日

、
業

種
※

 開
示

情
報

取
り

出
し

日
時

:平
成

2
6
年

1
2
月

2
日

 1
4
:3

0

開
示

1
2
/
8

1
2
/
1
1

8
5
6

1
1
/
2
8

道
等

に
関

す
る

判
定

 平
成

2
2
年

度
 1

0
第

3
2
号

申
請

人
 渡

鹿
4
丁

目
○

-
○

○
 ○

○
○

○
様

分
ｶ
ﾗ
ｰ

ｺ
ﾋ
ﾟｰ

希
望

都
市

建
設

局
建

築
指

導
課

道
等

に
関

す
る

判
定

 平
成

2
2
年

度
 1

0
第

3
2
号

申
請

人
 渡

鹿
4
丁

目
○

-
○

○
○

○
○

○
様

分
ｶ
ﾗ
ｰ

ｺ
ﾋ
ﾟｰ

希
望

開
示

(一
部

請
求

拒
否

)
2
号

　
個

人
情

報
1
2
/
1

1
2
/
1

8
5
7

1
2
/
1

平
成

2
6
年

1
1
/
1
～

1
1
/
3
0
ま

で
に

新
規

で
営

業
許

可
を

取
得

し
た

美
容

所
の

一
覧

表
。

【
取

得
希

望
情

報
】

･施
設

名
称

･施
設

所
在

地
･電

話
番

号
･確

認
年

月
日

･開
設

者
名

(可
能

で
あ

れ
ば

)
※

上
記

以
外

の
情

報
が

含
ま

れ
て

い
て

も
問

題
な

し
※

管
轄

ｴ
ﾘｱ

全
て

健
康

福
祉

子
ど

も
局

生
活

衛
生

課

平
成

2
6
年

1
1
月

1
日

か
ら

同
1
1
月

3
0
日

ま
で

の
間

、
熊

本
市

内
に

お
い

て
新

規
確

認
し

た
美

容
所

の
一

覧
項

目
; 
施

設
の

名
称

、
所

在
地

、
電

話
番

号
、

確
認

日
、

開
設

者
氏

名
･名

称
、

役
職

、
代

表
者

氏
名

開
示

1
2
/
3

1
2
/
1
1

郵
送

8
5
8

1
2
/
1

｢食
品

衛
生

法
に

基
づ

く
営

業
許

可
施

設
台

帳
｣

【
地

域
】
熊

本
市

内
全

域
【
対

象
】
飲

食
店

営
業

(平
成

2
6
年

1
1
月

1
日

～
平

成
2
6

年
1
1
月

3
0
日

の
新

規
営

業
許

可
)(
自

動
販

売
機

、
移

動
店

舗
、

臨
時

営
業

及
び

露
店

を
除

く
)

【
内

容
】
･屋

号
･営

業
所

所
在

地
･営

業
所

電
話

番
号

･
営

業
者

氏
名

･初
許

可
年

月
日

･業
種

詳
細

健
康

福
祉

子
ど

も
局

食
品

保
健

課

平
成

2
6
年

1
1
月

1
日

～
平

成
2
6
年

1
1
月

3
0
日

ま
で

の
間

に
、

熊
本

市
内

に
お

い
て

新
規

に
営

業
許

可
を

受
け

た
飲

食
店

一
覧

(自
動

販
売

機
、

移
動

店
舗

、
臨

時
営

業
及

び
露

店
を

除
く

) 
計

 7
2
 件

項
目

:屋
号

･営
業

所
所

在
地

、
営

業
所

電
話

番
号

、
営

業
者

氏
名

初
許

可
年

月
日

、
業

種
詳

細
※

開
示

情
報

取
り

出
し

日
時

:平
成

2
6
年

1
2
月

4
日

1
1
:3

0

開
示

1
2
/
8

1
2
/
1
8

8
5
9

1
2
/
1

平
成

2
6
年

1
1
月

1
日

～
1
1
月

3
0
日

ま
で

の
間

に
、

熊
本

市
内

に
お

い
て

新
規

に
営

業
許

可
を

受
け

た
飲

食
店

一
覧

(移
動

、
臨

時
、

自
動

販
売

機
を

除
く

)
項

目
:屋

号
、

営
業

所
所

在
地

、
営

業
所

電
話

番
号

、
許

可
年

月
日

、
許

可
期

間
、

業
種

健
康

福
祉

子
ど

も
局

食
品

保
健

課

平
成

2
6
年

1
1
月

1
日

～
平

成
2
6
年

1
1
月

3
0
日

ま
で

の
間

に
、

熊
本

市
内

に
お

い
て

新
規

に
営

業
許

可
を

受
け

た
飲

食
店

一
覧

(移
動

、
臨

時
、

自
動

販
売

機
を

除
く

) 
計

7
2
件

項
目

:屋
号

、
営

業
所

所
在

地
、

営
業

所
電

話
番

号
、

許
可

年
月

日
、

許
可

期
間

、
業

種
※

 開
示

情
報

取
り

出
し

日
時

:平
成

2
6
年

1
2
月

4
日

 1
4
:0

0

開
示

1
2
/
8

1
2
/
9

郵
送

-241-



受
付

番
号

受
付

日
請

求
す

る
文

書
の

件
名

所
管

課
期

限
延

長
決

定
文

書
の

件
名

決
定

内
容

不
開

示
理

由
開

示
等

決
定

日
開

示
日

8
6
0

1
2
/
1

平
成

2
4
年

1
2
月

7
日

開
札

都
市

建
設

局
 河

川
公

園
課

都
市

計
画

事
業

 井
芹

川
雨

水
9
号

幹
線

ﾊ
ﾞｲ

ﾊ
ﾟｽ

管
築

造
工

事
上

記
の

設
計

変
更

後
の

金
入

設
計

書
の

開
示

を
お

願
い

致
し

ま
す

。

都
市

建
設

局
河

川
課

都
市

計
画

事
業

 井
芹

川
雨

水
9
号

幹
線

ﾊ
ﾞｲ

ﾊ
ﾟｽ

管
築

造
工

事
設

計
変

更
後

の
金

入
り

設
計

書
開

示
1
2
/
4

1
2
/
1
1

8
6
1

1
2
/
1

平
成

2
6
年

1
1
月

1
3
日

環
境

局
 環

境
整

備
室

扇
田

環
境

ｾ
ﾝ
ﾀ
ｰ

周
辺

環
境

整
備

釜
尾

地
区

工
事

上
記

の
金

入
設

計
書

の
開

示
を

お
願

い
致

し
ま

す
。

環
境

局
環

境
施

設
整

備
室

扇
田

環
境

ｾ
ﾝ
ﾀ
ｰ

周
辺

環
境

整
備

釜
尾

地
区

工
事

の
金

入
設

計
書

開
示

1
2
/
1
0

1
2
/
1
1

8
6
2

1
2
/
2

道
路

位
置

指
定

指
定

番
号

 S
5
4
-
3
6
-
1
1

3
6
-
1
1
-
0
1
～

3
6
-
1
1
-
0
5
 白

黒
図

面
 3

6
-
1
1
-
0
3
(全

体
(B

4
?
)が

わ
か

る
よ

う
に

) 
ｶ
ﾗ
ｰ

希
望

都
市

建
設

局
建

築
指

導
課

道
路

位
置

指
定

指
定

番
号

 B
5
4
-
3
6
-
1
1
 3

6
-
1
1
-
0
1
～

3
6
-
1
1
-

0
5

図
面

 3
6
-
1
1
-
0
3
 ｶ

ﾗ
ｰ

希
望

開
示

1
2
/
4

1
2
/
8

8
6
3

1
2
/
2

道
路

位
置

指
定

平
成

2
2
年

 1
0
-
4
6
5
号

白
黒

ｺ
ﾋ
ﾟｰ

希
望

都
市

建
設

局
建

築
指

導
課

道
路

判
定

 平
成

2
2
年

 1
0
-
4
6
5
号

 白
黒

ｺ
ﾋ
ﾟｰ

希
望

開
示

1
2
/
4

1
2
/
4

8
6
4

1
2
/
2

位
置

指
定

道
路

S
4
2
-
1
1
8
号

S
4
1
-
1
2
6
号

ｶ
ﾗ
ｰ

希
望

道
路

の
判

定
0
9
年

2
9
6
号

ｶ
ﾗ
ｰ

希
望

都
市

建
設

局
建

築
指

導
課

位
置

指
定

道
路

S
4
2
-
1
1
8
号

 S
4
1
-
1
2
6
号

 ｶ
ﾗ
ｰ

希
望

道
路

の
判

定
0
9
年

2
9
6
号

 ｶ
ﾗ
ｰ

希
望

開
示

(一
部

請
求

拒
否

)
2
号

　
個

人
情

報
1
2
/
4

1
2
/
4

8
6
5

1
2
/
2

道
路

位
置

指
定

指
定

番
号

 S
3
8
-
0
7
3

資
料

全
部

請
求

都
市

建
設

局
建

築
指

導
課

道
路

位
置

指
定

指
定

番
号

 S
3
8
-
0
7
3
 資

料
全

部
請

求
開

示
(一

部
請

求
拒

否
)

2
号

　
個

人
情

報
1
2
/
4

1
2
/
1
0

8
6
6

1
2
/
2

平
成

2
6
年

1
1
月

1
日

～
平

成
2
6
年

1
1
月

3
0
日

ま
で

の
間

に
、

熊
本

市
内

に
お

い
て

新
規

に
営

業
許

可
を

受
け

た
飲

食
店

一
覧

(自
動

販
売

機
、

仮
設

営
業

、
移

動
販

売
業

、
臨

時
営

業
を

除
く

)。
項

目
:屋

号
、

申
請

者
氏

名
、

営
業

所
在

地
、

営
業

所
電

話
番

号

健
康

福
祉

子
ど

も
局

食
品

保
健

課

平
成

2
6
年

1
1
月

1
日

～
平

成
2
6
年

1
1
月

3
0
日

ま
で

の
間

に
、

熊
本

市
内

に
お

い
て

新
規

に
営

業
許

可
を

受
け

た
飲

食
店

一
覧

(自
動

販
売

機
、

仮
設

営
業

、
移

動
販

売
業

、
臨

時
営

業
を

除
く

)計
 7

2
 件

項
目

:屋
号

、
申

請
者

氏
名

、
営

業
所

在
地

、
営

業
所

電
話

番
号

※
開

示
情

報
取

り
出

し
日

時
:平

成
2
6
年

1
2
月

4
日

1
4
:0

0

開
示

1
2
/
8

1
2
/
1
1

8
6
7

1
2
/
2

平
成

2
6
年

1
1
月

1
日

～
平

成
2
6
年

1
1
月

3
0
日

ま
で

の
間

に
、

熊
本

市
内

に
お

い
て

新
規

に
営

業
許

可
を

受
け

た
美

容
所

一
覧

。
項

目
:施

設
名

称
、

営
業

所
所

在
地

、
営

業
所

電
話

番
号

、
開

設
者

氏
名

、
役

職
、

代
表

者
氏

名
。

健
康

福
祉

子
ど

も
局

生
活

衛
生

課

平
成

2
6
年

1
1
月

1
日

か
ら

同
1
1
月

3
0
日

ま
で

の
間

、
熊

本
市

内
に

お
い

て
新

規
確

認
し

た
美

容
所

の
一

覧
項

目
; 
施

設
の

名
称

、
所

在
地

、
電

話
番

号
、

開
設

者
の

氏
名

･名
称

、
役

職
、

代
表

者
氏

名

開
示

1
2
/
4

1
2
/
1
1

-242-



受
付

番
号

受
付

日
請

求
す

る
文

書
の

件
名

所
管

課
期

限
延

長
決

定
文

書
の

件
名

決
定

内
容

不
開

示
理

由
開

示
等

決
定

日
開

示
日

8
6
8

1
2
/
3

男
女

共
同

参
画

ｾ
ﾝ
ﾀ
ｰ

は
あ

も
に

い
1
･2

階
ﾄｲ

ﾚ
改

修
工

事
金

額
入

り
設

計
書

都
市

建
設

局
営

繕
課

｢男
女

共
同

参
画

ｾ
ﾝ
ﾀ
ｰ

は
あ

も
に

い
1
,2

階
ﾄｲ

ﾚ
改

修
工

事
｣の

金
入

内
訳

書
開

示
1
2
/
4

1
2
/
8

8
6
9

1
2
/
3

平
成

2
6
年

度
第

7
8
分

団
(豊

田
)消

防
機

械
倉

庫
新

築
工

事
金

入
り

設
計

書

都
市

建
設

局
営

繕
課

平
成

2
6
年

度
 第

7
8
分

団
(豊

田
)消

防
機

械
倉

庫
新

築
工

事
金

入
り

設
計

書
開

示
1
2
/
4

1
2
/
4

8
7
0

1
2
/
3

道
等

の
判

定
 1

4
年

1
9
0
号

ｶ
ﾗ
ｰ

希
望

都
市

建
設

局
建

築
指

導
課

道
等

の
判

定
 1

4
年

1
9
0
号

 ｶ
ﾗ
ｰ

希
望

開
示

1
2
/
4

1
2
/
2
2

8
7
1

1
2
/
3

道
路

判
定

･判
定

番
号

 1
2
年

第
3
3
8
号

･全
ﾍ

ﾟｰ
ｼ

ﾞ
･ｶ

ﾗ
ｰ

希
望

都
市

建
設

局
建

築
指

導
課

道
路

判
定

･判
定

番
号

1
2
年

第
3
3
8
号

･全
ﾍ

ﾟｰ
ｼ

ﾞ
･ｶ

ﾗ
ｰ

希
望

開
示

1
2
/
4

1
2
/
5

8
7
2

1
2
/
3

工
事

番
号

:0
7
0
7
8
4
-
0
1

工
事

名
:段

山
島

崎
線

道
路

改
築

工
事

工
事

場
所

:熊
本

市
島

崎
4
･5

丁
目

地
内

工
期

:自
平

成
1
9
年

1
0
月

3
日

～
至

平
成

2
0
年

3
月

2
8

日 当
時

道
路

整
備

課
発

注
の

上
記

工
事

の
下

記
関

係
書

類
一

式
施

工
計

画
書

、
施

工
体

系
図

、
当

初
及

び
変

更
契

約
書

下
請

契
約

台
帳

、
下

請
と

の
工

事
請

負
契

約
書

都
市

建
設

局
西

部
土

木
ｾ

ﾝ
ﾀ
ｰ

工
務

課

･段
山

島
崎

線
道

路
改

築
工

事
施

工
計

画
書

、
施

工
体

系
図

、
当

初
及

び
変

更
契

約
書

下
請

契
約

台
帳

、
下

請
工

事
請

負
契

約
書

(注
文

書
・
請

書
)

開
示

(一
部

請
求

拒
否

)

2
号

　
個

人
情

報
3
号

　
法

人
等

情
報

1
2
/
8

1
2
/
1
0

8
7
3

1
2
/
3

行
政

不
服

審
査

に
か

か
わ

る
文

書
一

切
の

請
求

関
係

課
①

建
築

指
導

課
②

開
発

景
観

課
③

土
木

管
理

課
過

去
5
年

間
に

つ
い

て

都
市

建
設

局
建

築
指

導
課

過
去

5
年

間
の

建
築

指
導

課
所

管
業

務
に

関
す

る
行

政
不

服
審

査
(不

服
申

し
立

て
)に

か
か

わ
る

文
書

開
示

(一
部

請
求

拒
否

)

1
号

　
法

令
秘

情
報

2
号

　
個

人
情

報
3
号

　
法

人
等

情
報

6
号

　
事

務
事

業
に

関
す

る
情

報

1
2
/
1
5

1
/
1
9

8
7
4

1
2
/
3

行
政

不
服

審
査

に
か

か
わ

る
文

書
一

切
の

請
求

関
係

課
①

建
築

指
導

課
②

開
発

景
観

課
③

土
木

管
理

課
過

去
5
年

間
に

つ
い

て

都
市

建
設

局
開

発
景

観
課

過
去

5
年

間
の

開
発

景
観

課
所

管
業

務
に

関
す

る
行

政
不

服
審

査
(不

服
申

立
)に

か
か

わ
る

文
書

開
示

(一
部

請
求

拒
否

)

1
号

　
法

令
秘

情
報

2
号

　
個

人
情

報
1
2
/
1
5

1
/
1
9

8
7
5

1
2
/
3

行
政

不
服

審
査

に
か

か
わ

る
文

書
一

切
の

請
求

関
係

課
①

建
築

指
導

課
②

開
発

景
観

課
③

土
木

管
理

課
過

去
5
年

間
に

つ
い

て

都
市

建
設

局
土

木
管

理
課

過
去

5
年

間
の

土
木

管
理

課
所

管
業

務
に

関
す

る
行

政
不

服
審

査
(不

服
申

し
立

て
)に

か
か

わ
る

文
書

不
存

在
第

1
1
条

　
第

2
項

1
2
/
1
2
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受
付

番
号

受
付

日
請

求
す

る
文

書
の

件
名

所
管

課
期

限
延

長
決

定
文

書
の

件
名

決
定

内
容

不
開

示
理

由
開

示
等

決
定

日
開

示
日

8
7
6

1
2
/
4

工
事

番
号

 1
4
0
1
0
1
5
-
0
0

工
事

名
 都

市
計

画
道

路
 上

熊
本

法
成

寺
線

道
路

改
良

工
事

(そ
の

3
)

金
入

り
設

計
書

都
市

建
設

局
熊

本
駅

周
辺

整
備

事
務

所
鉄

道
高

架
関

連
整

備
室

都
市

計
画

道
路

上
熊

本
法

成
寺

線
道

路
改

良
工

事
(そ

の
3
)の

金
入

設
計

書
開

示
1
2
/
5

1
2
/
1
2

8
7
7

1
2
/
5

理
美

容
の

開
設

届
を

提
出

さ
れ

た
店

舗
の

情
報

開
示

を
申

請
い

た
し

ま
す

。
項

目
:店

舗
名

･住
所

･電
話

番
号

･申
請

者
名

期
間

:2
0
1
4
年

1
1
月

2
2
日

よ
り

2
0
1
4
年

1
2
月

5
日

健
康

福
祉

子
ど

も
局

生
活

衛
生

課

平
成

2
6
年

1
1
月

2
2
日

か
ら

同
年

1
2
月

5
日

ま
で

の
間

、
熊

本
市

内
に

お
い

て
新

規
確

認
し

た
理

容
所

、
美

容
所

の
一

覧
項

目
; 
施

設
の

名
称

、
所

在
地

、
電

話
番

号
、

開
設

者
の

氏
名

･名
称

、
役

職
、

代
表

者
氏

名

開
示

1
2
/
9

8
7
8

1
2
/
5

飲
食

店
の

新
規

検
査

の
申

請
を

行
っ

た
店

舗
の

情
報

開
示

を
申

請
い

た
し

ま
す

。
た

だ
し

、
移

動
販

売
･臨

時
営

業
･仮

設
営

業
･自

動
販

売
機

を
除

く
。

項
目

:屋
号

･営
業

所
在

地
･申

請
者

名
･営

業
電

話
番

号 期
間

:2
0
1
4
年

1
1
月

2
2
日

よ
り

2
0
1
4
年

1
2
月

5
日

健
康

福
祉

子
ど

も
局

食
品

保
健

課

平
成

2
6
年

1
1
月

2
2
日

～
平

成
2
6
年

1
2
月

5
日

ま
で

の
間

に
、

熊
本

市
内

に
お

い
て

新
規

に
申

請
を

行
っ

た
飲

食
店

一
覧

(移
動

販
売

、
臨

時
営

業
、

仮
設

営
業

、
自

動
販

売
機

を
除

く
)計

3
0
件

項
目

:屋
号

、
営

業
所

在
地

、
申

請
者

名
、

営
業

電
話

番
号

※
 開

示
情

報
取

り
出

し
日

時
:平

成
2
6
年

1
2
月

8
日

 1
3
:0

0

開
示

1
2
/
9

8
7
9

1
2
/
5

工
事

番
号

 1
4
8
0
4
3
9
-
0
0

東
部

浄
化

ｾ
ﾝ
ﾀ
ｰ

A
系

汚
泥

処
理

棟
耐

震
補

強
工

事
の

工
事

内
訳

書
(金

額
が

入
れ

て
あ

る
内

訳
書

)
都

市
建

設
局

営
繕

課

工
事

番
号

1
4
8
0
4
3
9
-
0
0

東
部

浄
化

ｾ
ﾝ
ﾀ
ｰ

A
系

汚
泥

処
理

棟
耐

震
補

強
工

事
の

工
事

内
訳

書
(金

額
が

入
れ

て
あ

る
内

訳
書

)

開
示

1
2
/
8

1
2
/
8

8
8
0

1
2
/
5

道
路

位
置

指
定

指
定

番
号

 S
4
4
-
2
4
6

ｶ
ﾗ
ｰ

希
望

都
市

建
設

局
建

築
指

導
課

道
路

位
置

指
定

 指
定

番
号

 S
4
4
-
2
4
6
 ｶ

ﾗ
ｰ

希
望

開
示

1
2
/
8

1
2
/
9

8
8
1

1
2
/
5

①
道

路
判

定
の

資
料

(道
路

協
定

書
に

つ
い

て
も

必
要

)
一

式
判

定
番

号
 0

4
年

第
2
7
7
号

判
定

道
路

の
所

在
:熊

本
市

壺
川

2
丁

目
○

○
番

○
,○

○
番

○
○

及
び

一
部

里
道

 ｲ
区

間
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
 :
熊

本
市

壺
川

2
丁

目
○

○
番

○
地

先
～

○
○

番
○

○
地

先
 ﾛ

区
間

②
道

路
位

置
指

定
の

資
料

一
式

指
定

番
号

 S
4
5
-
2
7
2

指
定

道
路

:熊
本

市
壺

川
2
丁

目
○

○
-
○

,○
○

-
○

○
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

〃
　

　
　

　
　

○
○

-
○

,○
○

-
○

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
〃

　
　

　
　

　
○

○
-
○

○
,○

○
-
○

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
〃

　
　

　
　

　
○

○
-
○

※
ｶ
ﾗ
ｰ

は
ｶ
ﾗ
ｰ

で
お

願
い

し
ま

す
。

都
市

建
設

局
建

築
指

導
課

①
道

路
判

定
の

資
料

(道
路

協
定

書
に

つ
い

て
も

必
要

)一
式

判
定

番
号

 0
4
年

2
7
7
号

判
定

の
所

在
:熊

本
市

壺
川

2
丁

目
○

○
番

○
、

○
○

番
○

○
及

び
一

部
里

道
ｲ
区

間
:熊

本
市

壺
川

2
丁

目
○

○
番

○
地

先
～

○
○

番
○

○
地

先
ﾛ
区

間
②

道
路

位
置

指
定

の
資

料
一

式
指

定
番

号
 S

4
5
-
2
7
2

指
定

道
路

:熊
本

市
壺

川
2
丁

目
○

○
-
○

、
○

○
-
○

○
:熊

本
市

壺
川

2
丁

目
○

○
-
○

、
○

○
-
○

:熊
本

市
壺

川
2
丁

目
○

○
-
○

○
、

○
○

-
○

○
:熊

本
市

壺
川

2
丁

目
○

○
-
○

※
ｶ
ﾗ
ｰ

は
ｶ
ﾗ
ｰ

で
お

願
い

し
ま

す
。

開
示

(一
部

請
求

拒
否

)
2
号

　
個

人
情

報
1
2
/
8

1
2
/
9
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受
付

番
号

受
付

日
請

求
す

る
文

書
の

件
名

所
管

課
期

限
延

長
決

定
文

書
の

件
名

決
定

内
容

不
開

示
理

由
開

示
等

決
定

日
開

示
日

8
8
2

1
2
/
5

①
白

藤
跨

線
橋

橋
梁

補
修

工
事

の
金

入
り

設
計

内
訳

書
2
0
1
4
年

1
1
月

1
4
日

開
札

都
市

建
設

局
西

部
土

木
ｾ

ﾝ
ﾀ
ｰ

工
務

課

白
藤

跨
線

橋
橋

梁
補

修
工

事
金

入
り

設
計

書

開
示

1
2
/
9

1
2
/
1
9

8
8
3

1
2
/
5

②
国

道
2
6
6
号

八
王

寺
跨

線
橋

橋
梁

補
修

工
事

【
JR

近
接

】
都

市
建

設
局

東
部

土
木

ｾ
ﾝ

ﾀ
ｰ

維
持

課

国
道

2
6
6
号

八
王

寺
跨

線
橋

橋
梁

補
修

工
事

(金
入

設
計

書
)

開
示

1
2
/
9

1
2
/
1
9

8
8
4

1
2
/
8

道
路

位
置

指
定

台
帳

 S
5
0
-
1
2
8
(熊

本
市

北
区

清
水

新
地

1
丁

目
○

○
-
○

○
)

白
黒

で

都
市

建
設

局
建

築
指

導
課

道
路

位
置

指
定

台
帳

 S
5
0
-
1
2
8

(熊
本

市
北

区
清

水
新

地
1
丁

目
○

○
-
○

○
)

白
黒

で
開

示
1
2
/
9

1
2
/
1
1

8
8
5

1
2
/
8

位
置

指
定

台
帳

 (
新

生
一

丁
目

)
S
4
4
-
3
7
7

　
　

　
　

　
　

○
～

○
○

番
道

路
判

定
台

帳
 (
植

木
広

住
)

1
0
-
4
7
4

　
　

　
　

　
　

○
～

○
○

番
ｶ
ﾗ
ｰ

は
、

ｶ
ﾗ
ｰ

で
お

願
い

し
ま

す
。

都
市

建
設

局
建

築
指

導
課

位
置

指
定

台
帳

(新
生

一
丁

目
) 
S
4
4
-
3
7
7
 ○

～
○

○
番

道
路

判
定

台
帳

(植
木

町
広

住
) 
1
0
-
4
7
4
 ○

～
○

○
番

ｶ
ﾗ
ｰ

は
、

ｶ
ﾗ
ｰ

で
お

願
い

し
ま

す
。

開
示

(一
部

請
求

拒
否

)
2
号

　
個

人
情

報
1
2
/
9

1
2
/
9

8
8
6

1
2
/
8

2
0
1
5
年

度
(2

0
1
4
年

度
実

施
)の

公
立

学
校

の
校

長
･教

頭
･主

幹
教

諭
･指

導
主

事
等

の
う

ち
実

施
し

て
い

る
候

補
者

選
考

試
験

の
問

題
お

よ
び

実
施

要
項

。
ま

た
、

各
々

の
試

験
の

制
限

時
間

、
論

文
の

制
限

字
数

の
情

報
(手

書
き

で
も

結
構

で
す

)。

教
育

委
員

会
事

務
局

教
職

員
課

平
成

2
7
年

度
熊

本
市

立
学

校
管

理
職

等
採

用
選

考
試

験
に

係
る

･実
施

要
項

【
高

等
学

校
用

、
小

･中
学

校
用

)】
･高

等
学

校
(校

長
)採

用
一

次
試

験
問

題
(論

文
課

題
)

･小
･中

学
校

(校
長

)採
用

一
次

試
験

問
題

(論
文

課
題

)
･高

等
学

校
(教

頭
)採

用
一

次
試

験
問

題
(筆

記
問

題
、

論
述

課
題

)
･小

･中
学

校
(教

頭
･主

幹
教

諭
)採

用
一

次
試

験
問

題
(筆

記
問

題
、

論
述

課
題

)
･(

教
頭

･主
幹

教
諭

)採
用

二
次

試
験

問
題

(論
文

課
題

)
【
高

等
学

校
、

小
･中

学
校

兼
用

】
･個

人
面

接
実

施
要

項
の

写
し

開
示

1
2
/
1
0

1
2
/
2
5

郵
送

8
8
7

1
2
/
8

下
記

工
事

の
金

額
入

り
工

事
設

計
書

発
注

者
:熊

本
市

上
下

水
道

事
業

管
理

者
工

事
名

:南
区

奥
古

閑
1
6
1
0
-
1
番

地
付

近
φ

2
0
0
粍

配
水

管
布

設
替

他
1
件

工
事

工
事

名
:北

区
梶

尾
町

鶴
ﾉ
原

温
泉

団
地

東
公

園
西

側
φ

7
5
･5

0
粍

配
水

管
布

設
替

他
1
件

工
事

上
下

水
道

局
水

道
整

備
課

北
区

梶
尾

町
鶴

ﾉ
原

温
泉

団
地

東
公

園
西

側
φ

7
5
･5

0
粍

配
水

管
布

設
替

他
1
件

工
事

上
記

の
金

額
入

り
工

事
設

計
書

開
示

1
2
/
1
1

1
2
/
1
9

南
区

奥
古

閑
1
6
1
0
-
1
番

地
付

近
φ

2
0
0
粍

配
水

管
布

設
替

他
1
件

工
事

上
記

の
設

計
金

額
の

金
額

入
り

工
事

設
計

書
開

示
1
2
/
1
6

1
2
/
1
9

-245-



受
付

番
号

受
付

日
請

求
す

る
文

書
の

件
名

所
管

課
期

限
延

長
決

定
文

書
の

件
名

決
定

内
容

不
開

示
理

由
開

示
等

決
定

日
開

示
日

8
8
8

1
2
/
8

下
記

工
事

の
金

額
入

り
工

事
設

計
書

発
注

者
:熊

本
市

(北
部

土
木

ｾ
ﾝ
ﾀ
ｰ

)
工

事
名

:市
道

 下
硯

川
町

1
丁

目
第

1
号

線
側

溝
改

良
工

事

都
市

建
設

局
北

部
土

木
ｾ

ﾝ
ﾀ
ｰ

工
務

課

市
道

下
硯

川
町

1
丁

目
第

1
号

線
側

溝
改

良
工

事
金

入
り

設
計

書
開

示
1
2
/
9

1
2
/
1
9

8
8
9

1
2
/
9

平
成

2
6
年

9
月

1
日

～
平

成
2
6
年

1
1
月

末
日

ま
で

の
間

に
、

熊
本

市
内

に
お

い
て

、
新

規
に

営
業

許
可

を
受

け
た

飲
食

店
一

覧
(た

だ
し

、
移

動
販

売
、

臨
時

営
業

、
仮

設
営

業
及

び
自

動
販

売
機

を
除

く
)

項
目

･屋
号

･営
業

所
所

在
地

･申
請

者
名

･営
業

所
電

話
番

号
･業

種

健
康

福
祉

子
ど

も
局

食
品

保
健

課

平
成

2
6
年

9
月

1
日

～
平

成
2
6
年

1
1
月

3
0
日

ま
で

の
間

に
、

熊
本

市
内

に
お

い
て

新
規

に
営

業
許

可
を

受
け

た
飲

食
店

一
覧

(移
動

販
売

、
臨

時
営

業
、

仮
設

営
業

及
び

自
動

販
売

機
を

除
く

)計
2
3
6
件

項
目

:屋
号

、
営

業
所

所
在

地
、

申
請

者
名

、
営

業
所

電
話

番
号

、
業

種
※

 開
示

情
報

取
り

出
し

日
時

:平
成

2
6
年

1
2
月

1
2

日
9
:0

0

開
示

1
2
/
1
2

1
2
/
1
6

8
9
0

1
2
/
1
0

大
規

模
小

売
店

舗
立

地
法

 届
出

の
う

ち
、

以
下

の
店

舗
の

｢周
辺

見
取

図
｣(

1
:2

0
0
0
程

度
)お

よ
び

｢建
物

配
置

図
｣(

1
:5

0
0
程

度
)の

白
黒

ｺ
ﾋ
ﾟｰ

を
希

望
し

ま
す

。
･○

○
･○

○
･○

○
･○

○
変

更
店

舗
に

つ
き

ま
し

て
は

、
｢建

物
配

置
図

｣は
変

更
前

･後
を

お
願

い
い

た
し

ま
す

。

農
水

商
工

局
商

工
振

興
課

以
下

の
案

件
に

係
る

大
規

模
小

売
店

舗
立

地
法

に
基

づ
く

届
出

書
の

添
待

資
料

の
う

ち
、

｢周
辺

見
取

図
｣及

び
｢建

物
配

置
図

｣
･平

成
2
6
年

○
月

○
日

付
け

届
出

｢○
○

｣
･平

成
2
6
年

○
月

○
日

付
け

届
出

｢○
○

･○
○

｣
･平

成
2
6
年

○
月

○
日

付
け

届
出

｢○
○

｣
開

示
1
2
/
1
7

1
2
/
2
2

郵
送

8
9
1

1
2
/
1
0

H
2
4
年

度
一

般
県

道
 熊

本
浜

線
(田

迎
工

区
)

交
通

安
全

施
設

整
備

工
事

㈱
○

○
 施

工
竣

工
図

ｶ
ﾗ
ｰ

は
同

じ
く

都
市

建
設

局
西

部
土

木
ｾ

ﾝ
ﾀ
ｰ

工
務

課

一
般

県
道

熊
本

浜
線

(田
迎

工
区

)交
通

安
全

施
設

整
備

工
事

｢竣
工

図
面

｣
開

示
1
2
/
1
2

1
2
/
2
5

8
9
2

1
2
/
1
0

城
南

総
合

ｽ
ﾎ
ﾟｰ

ﾂ
ｾ

ﾝ
ﾀ
ｰ

(仮
称

)駐
車

場
整

備
等

工
事

金
入

設
計

書
都

市
建

設
局

東
部

土
木

ｾ
ﾝ

ﾀ
ｰ

維
持

課

城
南

総
合

ｽ
ﾎ
ﾟｰ

ﾂ
ｾ

ﾝ
ﾀ
ｰ

(仮
称

)駐
車

場
整

備
等

工
事

 金
入

設
計

書
開

示
1
2
/
1
2

1
2
/
1
8

8
9
3

1
2
/
1
1

①
平

成
2
6
年

度
の

熊
本

市
職

員
採

用
試

験
に

お
い

て
実

施
さ

れ
た

、
全

職
種

の
一

次
合

格
最

低
点

、
二

次
合

格
最

低
点

。
※

民
間

経
験

者
試

験
は

、
三

次
試

験
合

格
最

低
点

ま
で

。
②

平
成

2
6
年

度
の

熊
本

市
職

員
採

用
試

験
(上

級
職

、
初

級
職

、
民

間
経

験
者

の
各

試
験

)に
お

い
て

実
施

さ
れ

た
、

各
集

団
討

論
の

課
題

内
容

。

人
事

委
員

会
事

務
局

①
平

成
2
6
年

度
の

熊
本

市
職

員
採

用
試

験
に

お
い

て
実

施
さ

れ
た

、
全

職
種

の
一

次
合

格
最

低
点

、
二

次
合

格
最

低
点

※
民

間
経

験
者

試
験

は
、

三
次

試
験

合
格

最
低

点
ま

で
。

②
平

成
2
6
年

度
の

熊
本

市
職

員
採

用
試

験
(上

級
職

、
初

級
職

、
民

間
経

験
者

の
各

試
験

)に
お

い
て

実
施

さ
れ

た
、

各
集

団
討

論
の

課
題

内
容

。

開
示

1
2
/
1
5

1
2
/
2
2

郵
送
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受
付

番
号

受
付

日
請

求
す

る
文

書
の

件
名

所
管

課
期

限
延

長
決

定
文

書
の

件
名

決
定

内
容

不
開

示
理

由
開

示
等

決
定

日
開

示
日

8
9
4

1
2
/
1
1

道
路

位
置

指
定

指
定

番
号

 S
3
4
.1

1
.1

7
　

　
　

　
　

　
熊

本
県

指
令

建
第

1
3
8
号

ｶ
ﾗ
ｰ

希
望

都
市

建
設

局
建

築
指

導
課

道
路

位
置

指
定

指
定

番
号

 S
3
4
-
1
1
-
1
7
 熊

本
県

指
令

建
第

1
3
8

号 ｶ
ﾗ
ｰ

希
望

開
示

(一
部

請
求

拒
否

)
2
号

　
個

人
情

報
1
2
/
1
2

1
2
/
1
2

8
9
5

1
2
/
1
1

大
規

模
行

為
届

出
書

の
様

式
第

3
号

(平
成

2
6
年

9
月

1
1

日
～

1
0
月

1
0
日

届
出

分
)。

※
建

築
物

に
限

る
都

市
建

設
局

開
発

景
観

課

大
規

模
行

為
届

出
書

の
様

式
第

3
号

(平
成

2
6
年

9
月

1
1
日

～
1
0
月

1
0
日

届
出

分
)

(建
築

物
に

限
る

)

開
示

(一
部

請
求

拒
否

)
2
号

　
個

人
情

報
1
2
/
1
2

1
2
/
2
4

8
9
6

1
2
/
1
2

※
道

路
位

置
指

定
指

定
番

号
 S

4
4
-
4
7
8
.0

3
 ｶ

ﾗ
ｰ

※
道

等
の

判
定

判
定

番
号

 0
3
-
0
6
1
.0

8
　

　
　

　
　

　
 0

3
-
0
6
1
.0

5
　

　
　

　
　

　
 0

3
-
0
6
1
.0

3
ｶ
ﾗ
ｰ

都
市

建
設

局
建

築
指

導
課

※
道

路
位

置
指

定
指

定
番

号
 S

4
4
-
4
7
8
.0

3
 ｶ

ﾗ
ｰ

※
道

等
の

判
定

判
定

番
号

 0
3
-
0
6
1
.0

8
 0

3
-
0
6
1
.0

5
 0

3
-
0
6
1
.0

3
ｶ
ﾗ
ｰ

開
示

1
2
/
1
5

1
2
/
1
5

8
9
7

1
2
/
1
2

＜
施

設
名

＞
①

熊
本

市
立

雁
回

敬
老

園
 ②

熊
本

市
城

南
老

人
福

祉
ｾ

ﾝ
ﾀ
ｰ

＜
請

求
書

類
＞

①
指

定
管

理
者

公
募

時
に

お
け

る
現

指
定

管
理

者
の

申
請

時
事

業
計

画
書

及
び

収
支

予
算

書
(様

式
第

2
号

及
び

様
式

第
3
号

)
②

現
指

定
管

理
者

の
平

成
2
4
年

度
･2

5
年

度
事

業
報

告
書

健
康

福
祉

子
ど

も
局

高
齢

介
護

福
祉

課

＜
施

設
名

＞
熊

本
市

雁
回

敬
老

園
、

熊
本

市
城

南
老

人
福

祉
ｾ

ﾝ
ﾀ
ｰ

＜
請

求
書

類
＞

･指
定

管
理

者
公

募
時

に
お

け
る

現
指

定
管

理
者

の
申

請
時

事
業

計
画

書
及

び
収

支
予

算
書

･現
指

定
管

理
者

の
平

成
2
4
年

度
･2

5
年

度
事

業
報

告
書

開
示

(一
部

請
求

拒
否

)
2
号

　
個

人
情

報
1
2
/
2
6

1
/
9

郵
送

8
9
8

1
2
/
1
2

＜
施

設
名

＞
③

熊
本

市
子

ど
も

文
化

会
館

＜
請

求
書

類
＞

①
指

定
管

理
者

公
募

時
に

お
け

る
現

指
定

管
理

者
の

申
請

時
事

業
計

画
書

及
び

収
支

予
算

書
(様

式
第

2
号

及
び

様
式

第
3
号

)
②

現
指

定
管

理
者

の
平

成
2
4
年

度
･2

5
年

度
事

業
報

告
書

健
康

福
祉

子
ど

も
局

青
少

年
育

成
課

熊
本

市
子

ど
も

文
化

会
館

①
指

定
管

理
者

公
募

時
に

お
け

る
現

指
定

管
理

者
の

申
請

時
事

業
計

画
書

及
び

収
支

予
算

書
(様

式
第

2
号

及
び

様
式

第
3
号

)
②

現
指

定
管

理
者

の
平

成
2
4
年

度
･2

5
年

度
事

業
報

告
書

開
示

(一
部

請
求

拒
否

)

2
号

　
個

人
情

報
4
号

　
公

共
の

安
全

等
に

関
す

る
情

報
1
2
/
1
7

1
/
9

郵
送

8
9
9

1
2
/
1
2

＜
施

設
名

＞
④

東
部

交
流

ｾ
ﾝ
ﾀ
ｰ

＜
請

求
書

類
＞

①
指

定
管

理
者

公
募

時
に

お
け

る
現

指
定

管
理

者
の

申
請

時
事

業
計

画
書

及
び

収
支

予
算

書
(様

式
第

2
号

及
び

様
式

第
3
号

)
②

現
指

定
管

理
者

の
平

成
2
4
年

度
･2

5
年

度
事

業
報

告
書

環
境

局
東

部
環

境
工

場

有
1
/
2
6

①
指

定
管

理
者

公
募

時
に

お
け

る
現

指
定

管
理

者
の

申
請

時
事

業
計

画
書

及
び

収
支

予
算

書
(様

式
第

2
号

及
び

様
式

第
3
号

)
②

現
指

定
管

理
者

の
平

成
2
4
年

度
･2

5
年

度
事

業
報

告

開
示

(一
部

請
求

拒
否

)

2
号

　
個

人
情

報
3
号

　
法

人
等

情
報

4
号

　
公

共
の

安
全

等
に

関
す

る
情

報

1
/
2
3

1
/
3
0

郵
送
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受
付

番
号

受
付

日
請

求
す

る
文

書
の

件
名

所
管

課
期

限
延

長
決

定
文

書
の

件
名

決
定

内
容

不
開

示
理

由
開

示
等

決
定

日
開

示
日

9
0
0

1
2
/
1
2

＜
施

設
名

＞
⑤

く
ま

も
と

森
都

心
ﾌ
ﾟﾗ

ｻ
ﾞ

＜
請

求
書

類
＞

①
指

定
管

理
者

公
募

時
に

お
け

る
現

指
定

管
理

者
の

申
請

時
事

業
計

画
書

及
び

収
支

予
算

書
(様

式
第

2
号

及
び

様
式

第
3
号

)
②

現
指

定
管

理
者

の
平

成
2
4
年

度
･2

5
年

度
事

業
報

告
書

企
業

体
構

成
企

業
直

近
決

算
書

に
つ

い
て

は
不

要

農
水

商
工

局
産

業
政

策
課

有
1
/
2
6

①
指

定
管

理
者

公
募

時
に

お
け

る
現

指
定

管
理

者
の

申
請

時
事

業
計

画
書

及
び

収
支

予
算

書
(様

式
第

2
号

及
び

様
式

第
3
号

)
②

現
指

定
管

理
者

の
平

成
2
4
年

度
･2

5
年

度
事

業
報

告
書

開
示

(一
部

請
求

拒
否

)

2
号

　
個

人
情

報
3
号

　
法

人
等

情
報

4
号

　
公

共
の

安
全

等
に

関
す

る
情

報

1
/
1
9

1
/
3
0

郵
送

9
0
1

1
2
/
1
5

専
用

道
路

協
議

書
･0

7
-
2
2
5

･位
置

指
定

S
4
3
-
3
8
2
(道

路
指

定
書

)
･道

等
の

判
定

9
9
-
2
7
0
-
0
1

　
　

〃
　

 -
0
2

  
  
〃

　
 -

0
3

ｶ
ﾗ
ｰ

希
望

都
市

建
設

局
建

築
指

導
課

○
専

用
道

路
協

議
書

 0
7
-
2
2
5

○
位

置
指

定
 S

4
3
-
3
8
2
(道

路
指

定
書

)
○

道
等

の
判

定
 9

9
-
2
7
0
-
0
1
 9

9
-
2
7
0
-
0
2
 9

9
-

2
7
0
-
0
3

ｶ
ﾗ
ｰ

希
望

開
示

(一
部

請
求

拒
否

)
2
号

　
個

人
情

報
1
2
/
1
6

1
2
/
1
8

9
0
2

1
2
/
1
5

･道
路

判
定

 0
5
年

第
2
0
号

･専
用

道
路

協
議

書
･道

路
位

置
指

定
書

 H
1
1
-
0
1
2
 第

1
2
号

全
て

ｶ
ﾗ
ｰ

都
市

建
設

局
建

築
指

導
課

○
道

路
判

定
(専

用
通

路
協

議
書

含
む

)0
5
年

第
2
0
号

○
道

路
位

置
指

定
書

 H
1
1
-
0
1
2
 第

1
2
号

全
て

ｶ
ﾗ
ｰ

開
示

(一
部

請
求

拒
否

)
2
号

　
個

人
情

報
1
2
/
1
6

1
2
/
1
9

9
0
3

1
2
/
1
5

平
成

2
6
年

1
2
月

3
日

開
札

東
部

土
木

ｾ
ﾝ
ﾀ
ｰ

 維
持

課
市

道
 尾

ﾉ
上

1
丁

目
健

軍
町

第
2
号

線
舗

装
打

換
工

事
上

記
1
件

の
金

入
設

計
書

の
開

示
を

お
願

い
し

ま
す

。

都
市

建
設

局
東

部
土

木
ｾ

ﾝ
ﾀ
ｰ

維
持

課

市
道

尾
ノ

上
1
丁

目
健

軍
町

第
2
号

線
舗

装
打

換
工

事
(金

額
入

)

開
示

1
2
/
1
7

1
2
/
2
5

9
0
4

1
2
/
1
5

平
成

2
6
年

1
2
月

4
日

開
札

南
区

役
所

 農
業

振
興

課
南

田
尻

地
区

排
水

路
改

良
工

事
上

記
1
件

の
金

入
設

計
書

の
開

示
を

お
願

い
し

ま
す

。

南
区

役
所

農
業

振
興

課

工
事

名
 南

田
尻

地
区

排
水

路
改

良
工

事
工

事
番

号
 1

4
0
1
1
0
8

当
該

工
事

の
金

額
入

り
設

計
書

開
示

1
2
/
1
7

1
2
/
2
5

9
0
5

1
2
/
1
5

H
0
2
-
0
6
1
 位

置
指

定
道

路
図

面
(土

地
利

用
図

)
都

市
建

設
局

建
築

指
導

課
H

0
2
-
0
6
1
 位

置
指

定
道

路
図

面
(土

地
利

用
図

)
開

示
1
2
/
1
6

1
2
/
1
6

9
0
6

1
2
/
1
6

熊
本

県
熊

本
市

東
区

長
嶺

西
1
-
○

-
○

に
所

在
す

る
○

○
に

係
る

提
出

さ
れ

た
最

新
の

消
防

用
設

備
等

点
検

結
果

報
告

書
の

か
が

み
お

よ
び

総
括

票
防

火
対

象
物

点
検

結
果

報
告

書

消
防

局
総

務
課

物
件

名
称

:○
○

住
所

:熊
本

市
東

区
長

嶺
西

1
-
○

-
○

請
求

書
類

:消
防

用
設

備
等

点
検

結
果

報
告

書
の

か
が

み
及

び
総

括
表

防
火

対
象

物
点

検
結

果
報

告
書

開
示

(一
部

請
求

拒
否

)
2
号

　
個

人
情

報
1
2
/
2
4

1
/
5

郵
送

-248-



受
付

番
号

受
付

日
請

求
す

る
文

書
の

件
名

所
管

課
期

限
延

長
決

定
文

書
の

件
名

決
定

内
容

不
開

示
理

由
開

示
等

決
定

日
開

示
日

9
0
7

1
2
/
1
6

平
成

1
1
年

に
開

通
し

た
通

称
国

体
道

路
に

か
か

る
用

地
買

収
に

つ
き

、
東

ﾊ
ﾞｲ

ﾊ
ﾟｽ

か
ら

国
体

道
路

に
つ

な
が

る
交

差
点

(現
在

○
○

が
出

店
)の

土
地

の
所

有
者

が
○

○
及

び
故

○
○

(2
人

は
夫

婦
)と

な
る

が
、

こ
の

2
人

の
土

地
の

買
収

時
期

と
地

番
、

地
目

、
金

額
ま

た
そ

の
時

点
で

の
道

路
予

定
図

、
周

辺
の

土
地

状
況

(宅
地

、
畑

、
田

ん
ぼ

、
竹

林
、

家
が

建
っ

て
い

る
か

ど
う

か
)な

ど
、

残
っ

て
い

れ
ば

そ
の

資
料

全
部

に
つ

き
閲

覧
及

び
必

要
な

部
分

に
つ

い
て

は
、

写
し

を
交

付
し

て
頂

き
た

い
。

尚
、

そ
の

資
料

等
は

、
東

部
土

木
ｾ

ﾝ
ﾀ
ｰ

に
保

管
さ

れ
て

い
る

よ
う

で
あ

る
。

都
市

建
設

局
東

部
土

木
ｾ

ﾝ
ﾀ
ｰ

用
地

課

平
成

1
1
年

に
開

通
し

た
通

称
国

体
道

路
に

か
か

る
用

地
買

収
に

つ
き

、
東

ﾊ
ﾞｲ

ﾊ
ﾟｽ

か
ら

国
体

道
路

に
つ

な
が

る
交

差
点

の
土

地
の

所
有

者
で

あ
っ

た
○

○
及

び
故

○
○

の
買

収
時

期
と

地
番

、
地

目
、

金
額

、
そ

の
時

点
で

の
道

路
予

定
地

図
、

周
辺

の
土

地
状

況
が

分
か

る
も

の
な

ど
が

残
っ

て
い

れ
ば

、
そ

の
資

料
金

部
に

つ
き

閲
覧

及
び

必
要

な
部

分
に

つ
い

て
は

、
写

し
の

交
付

を
希

望
さ

れ
る

も
の

。

開
示

(一
部

請
求

拒
否

)
2
号

　
個

人
情

報
1
2
/
2
6

1
2
/
2
6

閲
覧

9
0
8

1
2
/
1
6

都
市

計
画

の
区

域
区

分
(線

引
き

)の
変

更
及

び
地

域
地

区
(用

途
地

域
等

)の
変

更
素

案
閲

覧
用

資
料

平
成

2
6
年

度
熊

本
市

一
式

都
市

建
設

局
都

市
政

策
課

都
市

計
画

の
区

域
区

分
(線

引
き

)の
変

更
及

び
地

域
地

区
(用

途
地

域
等

)の
変

更
素

案
 閲

覧
用

資
料

 一
式

開
示

1
2
/
1
7

1
2
/
1
7

9
0
9

1
2
/
1
6

道
等

の
判

定
判

定
番

号
 0

1
-
2
5
7
号

H
1
3
年

6
月

2
9
日

ｶ
ﾗ
ｰ

希
望

都
市

建
設

局
建

築
指

導
課

道
等

の
判

定
判

定
番

号
 0

1
-
2
5
7
号

 H
1
3
年

6
月

2
9
日

ｶ
ﾗ
ｰ

希
望

開
示

(一
部

請
求

拒
否

)
2
号

　
個

人
情

報
1
2
/
1
7

1
2
/
1
9

9
1
0

1
2
/
1
6

道
路

位
置

指
定

･h
0
2
-
0
1
-
0
1

･h
0
2
-
0
6
1
-
0
4
 (
ｶ
ﾗ
ｰ

)
(護

藤
町

字
戸

崎
)

都
市

建
設

局
建

築
指

導
課

道
路

判
定

台
帳

写
●

 h
0
2
-
0
1
-
0
1

●
 h

0
2
-
0
6
1
-
0
4
(ｶ

ﾗ
ｰ

)

開
示

(一
部

請
求

拒
否

)
2
号

　
個

人
情

報
1
2
/
1
7

1
2
/
1
8

9
1
1

1
2
/
1
6

道
路

判
定

 0
2
年

3
1
5
号

熊
本

市
中

央
区

渡
鹿

4
丁

目
○

○
番

○
、

○
○

番
○

、
○

○
番

○
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

○
○

番
○

の
一

部
上

記
の

私
道

の
使

用
に

つ
い

て
の

協
定

書
の

内
容

を
確

認
し

た
い

。
ｶ
ﾗ
ｰ

は
ｶ
ﾗ
ｰ

で
お

願
い

し
ま

す
。

都
市

建
設

局
建

築
指

導
課

道
路

判
定

 0
2
年

3
1
5
号

熊
本

市
中

央
区

渡
鹿

4
丁

目
○

○
番

○
、

○
○

番
○

、
○

○
番

○
、

○
○

番
○

の
一

部
上

記
の

私
道

の
使

用
に

つ
い

て
の

協
定

書
の

内
容

を
確

認
し

た
い

。
ｶ
ﾗ
ｰ

は
ｶ
ﾗ
ｰ

で
お

願
い

し
ま

す
。

開
示

(一
部

請
求

拒
否

)
2
号

　
個

人
情

報
1
2
/
1
7

1
2
/
1
9

9
1
2

1
2
/
1
8

平
成

2
6
年

1
2
月

3
日

開
札

西
部

土
木

ｾ
ﾝ
ﾀ
ｰ

 維
持

課
市

道
 平

成
1
丁

目
3
丁

目
第

1
号

線
外

4
路

線
舗

装
補

修
工

事
(J

R
近

接
)

上
記

の
金

入
設

計
書

の
開

示
を

お
願

い
致

し
ま

す
。

都
市

建
設

局
西

部
土

木
ｾ

ﾝ
ﾀ
ｰ

維
持

課

市
道

平
成

1
丁

目
3
丁

目
第

1
号

線
外

4
路

線
舗

装
補

修
工

事
【
JR

近
接

】

開
示

1
2
/
2
4

1
2
/
2
5

-249-



受
付

番
号

受
付

日
請

求
す

る
文

書
の

件
名

所
管

課
期

限
延

長
決

定
文

書
の

件
名

決
定

内
容

不
開

示
理

由
開

示
等

決
定

日
開

示
日

9
1
3

1
2
/
1
8

平
成

2
6
年

1
0
月

2
4
日

に
開

札
の

あ
っ

た
、

下
記

工
事

の
金

入
り

設
計

書
一

式
(内

訳
表

、
科

目
内

訳
表

、
施

工
内

訳
表

)
･｢

一
般

県
道

 花
園

ｲ
ﾝ
ﾀ
ｰ

線
花

園
ｲ
ﾝ
ﾀ
ｰ

1
号

橋
鋼

橋
上

部
工

工
事

｣

都
市

建
設

局
北

部
土

木
ｾ

ﾝ
ﾀ
ｰ

工
務

課

･｢
金

入
り

設
計

書
一

式
(内

訳
表

、
科

目
内

訳
表

、
施

工
内

訳
表

)｣
一

般
県

道
花

園
ｲ
ﾝ
ﾀ
ｰ

線
花

園
ｲ
ﾝ
ﾀ
ｰ

1
号

橋
鋼

橋
上

部
工

工
事

開
示

1
2
/
2
4

1
/
9

郵
送

9
1
4

1
2
/
1
8

位
置

指
定

道
路

の
情

報
開

示
･S

4
8
-
0
8
7
-
0
1

･S
4
8
-
0
8
7
-
0
2

･S
4
8
-
0
8
7
-
0
3

･S
4
8
-
0
8
7
-
0
4

･S
4
8
-
0
8
7
-
0
5

ｶ
ﾗ
ｰ

の
も

の
は

ｶ
ﾗ
ｰ

で

都
市

建
設

局
建

築
指

導
課

位
置

指
定

道
路

の
開

示
請

求
･S

4
8
-
0
8
7
-
0
1
 ･

S
4
8
1
0
8
7
-
0
2
 ･

S
4
8
-
0
8
7
-
0
3
 ･

S
4
8
-
0
8
7
-
0
4

･S
4
8
-
0
8
7
-
0
5
 ｶ

ﾗ
ｰ

の
も

の
は

ｶ
ﾗ
ｰ

で
開

示
1
2
/
1
9

1
/
1
3

9
1
5

1
2
/
1
9

●
期

間
 2

6
年

1
1
月

2
1
日

～
2
6
年

1
2
月

1
9
日

●
屋

号
●

住
所

●
申

請
者

●
申

請
者

電
話

番
号

●
許

可
日

飲
食

店
営

業
施

設
(仮

設
、

臨
時

、
自

販
機

を
除

く
)

熊
本

市
の

み
新

規
申

請
が

あ
っ

た
も

の

健
康

福
祉

子
ど

も
局

食
品

保
健

課

平
成

2
6
年

1
1
月

2
1
日

～
平

成
2
6
年

1
2
月

1
9
日

ま
で

の
間

に
、

熊
本

市
内

に
お

い
て

新
規

に
営

業
許

可
を

受
け

た
飲

食
店

一
覧

(仮
設

、
臨

時
、

自
販

機
を

除
く

) 
計

8
4
件

項
目

:屋
号

、
住

所
、

申
請

者
、

申
請

者
電

話
番

号
、

許
可

日
※

開
示

情
報

取
り

出
し

日
時

:平
成

2
6
年

1
2
月

2
2

日
 1

4
:3

0

開
示

1
2
/
2
4

1
2
/
2
6

9
1
6

1
2
/
1
9

飲
食

店
の

新
規

検
査

の
申

請
を

行
っ

た
店

舗
の

情
報

開
示

を
申

請
い

た
し

ま
す

。
た

だ
し

、
移

動
販

売
･臨

時
営

業
･仮

設
営

業
･自

動
販

売
機

を
除

く
。

項
目

:屋
号

･営
業

所
在

地
･申

請
者

名
･営

業
電

話
番

号 期
間

:2
0
1
4
年

1
2
月

6
日

よ
り

2
0
1
4
年

1
2
月

1
9
日

健
康

福
祉

子
ど

も
局

食
品

保
健

課

平
成

2
6
年

1
2
月

6
日

～
平

成
2
6
年

1
2
月

1
9
日

ま
で

の
間

に
、

熊
本

市
内

に
お

い
て

新
規

に
申

請
を

行
っ

た
飲

食
店

一
覧

(移
動

販
売

、
臨

時
営

業
、

仮
設

営
業

、
自

動
販

売
機

を
除

く
)計

3
3
件

項
目

:屋
号

、
営

業
所

在
地

、
申

請
者

名
、

営
業

電
話

番
号

※
 開

示
情

報
取

り
出

し
日

時
:平

成
2
6
年

1
2
月

2
2

日
 1

5
:0

0

開
示

1
2
/
2
4

1
/
5

9
1
7

1
2
/
1
9

理
美

容
の

開
設

届
を

提
出

さ
れ

た
店

舗
の

情
報

開
示

を
申

請
い

た
し

ま
す

。
項

目
:店

舗
名

･住
所

･電
話

番
号

･申
請

者
名

期
間

:2
0
1
4
年

1
2
月

6
日

よ
り

2
0
1
4
年

1
2
月

1
9
日

健
康

福
祉

子
ど

も
局

生
活

衛
生

課

平
成

2
6
年

1
2
月

6
日

か
ら

同
年

1
2
月

1
9
日

ま
で

の
間

、
熊

本
市

内
に

お
い

て
新

規
確

認
し

た
理

容
所

、
美

容
所

の
一

覧
項

目
; 
施

設
の

名
称

、
所

在
地

、
電

話
番

号
、

開
設

者
の

氏
名

･名
称

、
役

職
、

代
表

者
氏

名

開
示

1
2
/
2
4

1
/
5

9
1
8

1
2
/
2
2

道
路

判
定

台
帳

番
号

:0
0
-
4
0
4
(0

1
～

1
8
)

ｶ
ﾗ
ｰ

は
、

ｶ
ﾗ
ｰ

で
お

願
い

し
ま

す
。

都
市

建
設

局
建

築
指

導
課

道
路

判
定

台
帳

番
号

:0
0
-
4
0
4
(0

1
～

1
8
)

ｶ
ﾗ
ｰ

は
、

ｶ
ﾗ
ｰ

で
お

願
い

し
ま

す

開
示

(一
部

請
求

拒
否

)
2
号

　
個

人
情

報
1
2
/
2
4

1
2
/
2
5
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受
付

番
号

受
付

日
請

求
す

る
文

書
の

件
名

所
管

課
期

限
延

長
決

定
文

書
の

件
名

決
定

内
容

不
開

示
理

由
開

示
等

決
定

日
開

示
日

9
1
9

1
2
/
2
4

平
成

2
6
年

1
2
月

5
日

開
札

下
水

道
整

備
課

東
部

浄
化

ｾ
ﾝ
ﾀ
ｰ

B
系

濃
縮

汚
泥

槽
防

食
工

事
(9

4
2
工

区
)

上
記

の
金

入
り

設
計

書
の

開
示

を
お

願
い

致
し

ま
す

。

上
下

水
道

局
下

水
道

整
備

課

平
成

2
6
年

1
2
月

5
日

開
札

下
水

道
整

備
課

東
部

浄
化

ｾ
ﾝ
ﾀ
ｰ

B
系

濃
縮

汚
泥

槽
防

食
工

事
(9

4
2
工

区
)の

金
入

り
設

計
書

開
示

1
2
/
2
5

1
2
/
2
6

9
2
0

1
2
/
2
4

道
路

位
置

指
定

指
定

番
号

 熊
本

県
指

令
第

4
5
9
号

ｶ
ﾗ
ｰ

希
望

都
市

建
設

局
建

築
指

導
課

道
路

位
置

指
定

指
定

番
号

 熊
本

県
指

令
第

4
5
9
号

ｶ
ﾗ
ｰ

希
望

開
示

(一
部

請
求

拒
否

)
2
号

　
個

人
情

報
1
2
/
2
4

1
2
/
2
5

9
2
1

1
2
/
2
4

小
島

3
丁

目
法

定
外

道
路

舗
装

工
事

上
記

工
事

の
金

入
設

計
書

環
境

局
環

境
施

設
整

備
室

小
島

3
丁

目
法

定
外

道
路

舗
装

工
事

金
入

設
計

書
開

示
1
2
/
2
4

1
/
5

9
2
2

1
2
/
2
4

道
等

の
判

定
･判

定
番

号
 平

成
1
1
 9

9
-
0
1
4
号

･0
1
～

1
2
JP

G
･白

黒
希

望

都
市

建
設

局
建

築
指

導
課

道
等

の
判

定
･判

定
番

号
 平

成
1
1
 9

9
-
0
1
4
号

･0
1
～

1
2
jP

G
･白

黒
希

望

開
示

(一
部

請
求

拒
否

)
2
号

　
個

人
情

報
1
2
/
2
6

4
/
2
4

9
2
3

1
2
/
2
5

道
路

位
置

指
定

S
3
9
-
1
4
5
 J

P
G

0
1
～

JP
G

0
4

ｶ
ﾗ
ｰ

希
望

都
市

建
設

局
建

築
指

導
課

道
路

位
置

指
定

S
3
9
-
1
4
5
 J

P
G

0
1
～

JP
G

0
4

ｶ
ﾗ
ｰ

希
望

開
示

1
2
/
2
6

1
2
/
2
6

9
2
4

1
2
/
2
6

平
成

2
6
年

1
2
月

1
7
日

開
札

西
部

土
木

ｾ
ﾝ
ﾀ
ｰ

 工
務

課
市

道
 良

町
第

4
7
号

線
道

路
改

良
工

事
上

記
の

金
入

設
計

書
の

開
示

を
お

願
い

致
し

ま
す

。

都
市

建
設

局
西

部
土

木
ｾ

ﾝ
ﾀ
ｰ

工
務

課

平
成

2
6
年

1
2
月

1
7
日

開
札

西
部

土
木

ｾ
ﾝ
ﾀ
ｰ

工
務

課
市

道
 良

町
第

4
7
号

線
道

路
改

良
工

事
金

入
り

設
計

書
開

示
1
/
8

1
/
2
1

9
2
5

1
2
/
2
6

平
成

2
6
年

1
2
月

1
7
日

開
札

東
部

土
木

ｾ
ﾝ
ﾀ
ｰ

 工
務

課
国

道
2
6
6
号

(田
井

島
地

区
)電

線
共

同
溝

整
備

工
事

上
記

の
金

入
設

計
書

の
開

示
を

お
願

い
致

し
ま

す
。

都
市

建
設

局
東

部
土

木
ｾ

ﾝ
ﾀ
ｰ

工
務

課

国
道

2
6
6
号

(田
井

島
地

区
)電

線
共

同
溝

整
備

工
事

(金
入

設
計

書
)

開
示

1
/
5

1
/
2
1

9
2
6

1
2
/
2
6

平
成

2
6
年

 熊
本

市
長

選
挙

に
お

け
る

選
挙

運
動

費
用

収
支

報
告

書
(一

式
)

お
よ

び
領

収
書

等

選
挙

管
理

委
員

会
事

務
局

平
成

2
6
年

1
1
月

1
6
日

執
行

 熊
本

市
長

選
挙

に
か

か
る

選
挙

運
動

費
用

収
支

報
告

書
お

よ
び

領
収

書
等

開
示

(一
部

請
求

拒
否

)

4
号

　
公

共
の

安
全

等
に

関
す

る
情

報
1
/
9

1
/
1
4

9
2
7

1
/
5

西
山

中
学

校
運

動
場

改
良

工
事

金
入

設
計

書
教

育
委

員
会

事
務

局
施

設
課

西
山

中
学

校
運

動
場

改
良

工
事

の
金

入
り

設
計

書
開

示
1
/
6

1
/
7
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受
付

番
号

受
付

日
請

求
す

る
文

書
の

件
名

所
管

課
期

限
延

長
決

定
文

書
の

件
名

決
定

内
容

不
開

示
理

由
開

示
等

決
定

日
開

示
日

9
2
8

1
/
5

平
成

2
6
年

1
2
/
1
～

1
2
/
3
1
ま

で
に

新
規

で
営

業
許

可
を

取
得

し
た

美
容

所
の

一
覧

表
。

【
取

得
希

望
情

報
】

･施
設

名
称

･施
設

所
在

地
･電

話
番

号
･確

認
年

月
日

･開
設

者
名

(可
能

で
あ

れ
ば

)
※

上
記

以
外

の
情

報
が

含
ま

れ
て

い
て

も
問

題
な

し
※

管
轄

ｴ
ﾘｱ

全
て

健
康

福
祉

子
ど

も
局

生
活

衛
生

課

平
成

2
6
年

1
2
月

1
日

か
ら

同
1
2
月

3
1
日

ま
で

の
間

、
熊

本
市

内
に

お
い

て
新

規
確

認
し

た
美

容
所

の
一

覧
項

目
; 
施

設
の

名
称

、
所

在
地

、
電

話
番

号
、

確
認

日
、

開
設

者
氏

名
･名

称
、

役
職

、
代

表
者

氏
名

開
示

1
/
6

1
/
1
6

郵
送

9
2
9

1
/
5

理
美

容
の

開
設

届
を

提
出

さ
れ

た
店

舗
の

情
報

開
示

を
申

請
い

た
し

ま
す

。
項

目
:店

舗
名

･住
所

･電
話

番
号

･申
請

者
名

期
間

:2
0
1
4
年

1
2
月

2
0
日

よ
り

2
0
1
5
年

1
月

5
日

健
康

福
祉

子
ど

も
局

生
活

衛
生

課

平
成

2
6
年

1
2
月

2
0
日

か
ら

平
成

2
7
年

1
月

5
日

ま
で

の
間

、
熊

本
市

内
に

お
い

て
新

規
確

認
し

た
理

容
所

、
美

容
所

の
一

覧
項

目
;施

設
の

名
称

、
所

在
地

、
電

話
番

号
、

開
設

者
の

氏
名

･名
称

、
役

職
、

代
表

者
氏

名

不
存

在
第

1
1
条

　
第

2
項

1
/
7

9
3
0

1
/
5

飲
食

店
の

新
規

検
査

の
申

請
を

行
っ

た
店

舗
の

情
報

開
示

を
申

請
い

た
し

ま
す

。
た

だ
し

、
移

動
販

売
･臨

時
営

業
･仮

設
営

業
･自

動
販

売
機

を
除

く
。

項
目

:屋
号

･営
業

所
在

地
･申

請
者

名
･営

業
電

話
番

号 期
間

:2
0
1
4
年

1
2
月

2
0
日

よ
り

2
0
1
年

1
月

5
日

健
康

福
祉

子
ど

も
局

食
品

保
健

課

平
成

2
6
年

1
2
月

2
0
日

～
平

成
2
7
年

1
月

5
日

ま
で

の
間

に
、

熊
本

市
内

に
お

い
て

新
規

に
申

請
を

行
っ

た
飲

食
店

一
覧

(移
動

販
売

、
臨

時
営

業
、

仮
設

営
業

、
自

動
販

売
機

を
除

く
)計

1
5
件

項
目

:屋
号

、
営

業
所

在
地

、
申

請
者

名
、

営
業

電
話

番
号

※
 開

示
情

報
取

り
出

し
日

時
:平

成
2
7
年

1
月

6
日

1
3
:0

0

開
示

1
/
7

1
/
3
0

9
3
1

1
/
5

道
路

位
置

指
定

 S
5
2
-
0
9
4

位
置

:健
軍

町
字

大
峯

○
○

-
○

○
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

〃
　

-
○

○
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

〃
　

-
○

○
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

〃
　

-
○

○
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

〃
　

-
○

○
関

係
す

る
書

類
全

て
※

ｶ
ﾗ
ｰ

の
分

は
ｶ
ﾗ
ｰ

で

都
市

建
設

局
建

築
指

導
課

道
路

位
置

指
定

 S
5
2
-
0
9
4

位
置

:健
軍

町
字

大
峯

○
○

-
○

○
、

-
○

○
、

-
○

○
、

 -
○

○
、

 -
○

○
関

係
す

る
書

類
全

て
※

ｶ
ﾗ
ｰ

の
分

は
ｶ
ﾗ
ｰ

で

開
示

(一
部

請
求

拒
否

)
2
号

　
個

人
情

報
1
/
6

1
/
8

9
3
2

1
/
5

工
事

名
 都

市
計

画
事

業
　

　
　

　
　

北
部

汚
水

8
号

幹
線

枝
線

下
水

道
築

造
工

事
(1

0
8
工

区
)

場
所

 熊
本

市
北

区
清

水
新

地
4
丁

目
地

内
上

記
の

金
入

設
計

書

上
下

水
道

局
下

水
道

整
備

課

都
市

計
画

事
業

 北
部

汚
水

8
号

幹
線

枝
線

下
水

道
築

造
工

事
(1

0
8
工

区
)

開
示

1
/
8

1
/
3
0

9
3
3

1
/
5

熊
本

市
市

民
活

動
支

援
ｾ

ﾝ
ﾀ
ｰ

に
お

け
る

運
営

及
び

市
民

活
動

支
援

業
務

委
託

(業
務

委
託

契
約

日
:平

成
2
4

年
3
月

7
日

)に
係

る
下

記
の

資
料

･業
務

受
託

者
が

、
こ

の
委

託
業

務
を

遂
行

す
る

た
め

に
他

の
業

者
と

締
結

し
た

契
約

の
契

約
書

･組
織

体
制

･申
請

書
類

(現
在

の
業

務
受

託
者

が
受

託
者

に
な

る
上

で
提

出
し

た
申

請
書

類
)

企
画

振
興

局
市

民
協

働
課

･組
織

体
制

(当
委

託
業

務
に

か
か

る
組

織
体

制
に

関
す

る
資

料
)

･申
請

書
類

(現
在

の
業

務
受

託
者

が
、

受
託

者
に

な
る

上
で

提
出

し
た

申
請

書
類

)
開

示
(一

部
請

求
拒

否
)

3
号

　
法

人
等

情
報

1
/
1
3

1
/
2
3
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受
付

番
号

受
付

日
請

求
す

る
文

書
の

件
名

所
管

課
期

限
延

長
決

定
文

書
の

件
名

決
定

内
容

不
開

示
理

由
開

示
等

決
定

日
開

示
日

｢熊
本

市
市

民
活

動
支

援
ｾ

ﾝ
ﾀ
ｰ

に
お

け
る

運
営

及
び

市
民

活
動

支
援

業
務

委
託

｣に
係

る
受

託
者

が
こ

の
委

託
業

務
遂

行
の

た
め

に
、

他
の

業
者

と
締

結
し

た
契

約
の

契
約

書

不
存

在
第

1
1
条

　
第

2
項

1
/
1
3

9
3
4

1
/
5

平
成

2
6
年

1
2
月

1
日

～
平

成
2
6
年

1
2
月

3
1
日

ま
で

の
間

に
、

熊
本

市
内

に
お

い
て

新
規

に
営

業
許

可
を

受
け

た
飲

食
店

一
覧

(移
動

、
臨

時
、

自
動

販
売

機
を

除
く

)
項

目
:屋

号
、

営
業

所
所

在
地

、
営

業
所

電
話

番
号

、
許

可
年

月
日

、
許

可
期

間
、

業
種

健
康

福
祉

子
ど

も
局

食
品

保
健

課

平
成

2
6
年

1
2
月

1
日

～
平

成
2
6
年

1
2
月

3
1
日

ま
で

の
間

に
、

熊
本

市
内

に
お

い
て

新
規

に
営

業
許

可
を

受
け

た
飲

食
店

一
覧

(移
動

、
臨

時
、

自
動

販
売

機
を

除
く

) 
計

7
1
件

項
目

:屋
号

、
営

業
所

所
在

地
、

営
業

所
電

話
番

号
、

許
可

年
月

日
、

許
可

期
間

、
業

種
※

 開
示

情
報

取
り

出
し

日
時

:平
成

2
7
年

1
月

7
日

1
1
:4

0

開
示

1
/
8

2
/
1
8

郵
送

9
3
5

1
/
5

以
下

工
事

に
関

す
る

、
『
技

術
評

価
点

』
の

各
社

内
訳

の
点

数
を

知
り

た
い

。
工

事
名

:都
市

計
画

事
業

 東
部

浄
化

ｾ
ﾝ
ﾀ
ｰ

消
化

ｶ
ﾞｽ

発
電

設
備

設
置

工
事

(5
2
工

区
)【

総
合

評
価

方
式

】
結

果
公

表
日

:平
成

2
6
年

1
2
月

1
8
日

総
務

局
契

約
検

査
総

室

総
合

評
価

実
施

結
果

【
都

市
計

画
事

業
 東

部
浄

化
ｾ

ﾝ
ﾀ
ｰ

消
化

ｶ
ﾞｽ

発
電

設
備

設
置

工
事

(5
2
工

区
)】

開
示

1
/
1
9

1
/
2
0

9
3
6

1
/
5

｢食
品

衛
生

法
に

基
づ

く
営

業
許

可
施

設
台

帳
｣

【
地

域
】
熊

本
市

内
全

域
【
対

象
】
飲

食
店

営
業

(H
2
6
年

1
2
月

1
日

～
H

2
6
年

1
2
月

3
1
日

の
新

規
営

業
許

可
)(
自

動
販

売
機

、
移

動
店

舗
、

臨
時

営
業

及
び

露
店

を
除

く
)

【
内

容
】
･屋

号
･営

業
所

所
在

地
･営

業
所

電
話

番
号

･
営

業
者

氏
名

･初
許

可
年

月
日

･業
種

詳
細

健
康

福
祉

子
ど

も
局

食
品

保
健

課

平
成

2
6
年

1
2
月

1
日

～
平

成
2
6
年

1
2
月

3
1
日

ま
で

の
間

に
、

熊
本

市
内

に
お

い
て

新
規

に
営

業
許

可
を

受
け

た
飲

食
店

一
覧

(自
動

販
売

機
、

移
動

店
舗

、
臨

時
営

業
及

び
露

店
を

除
く

) 
計

 7
1
 件

項
目

:屋
号

、
営

業
所

所
在

地
、

営
業

所
電

話
番

号
、

営
業

者
氏

名
初

許
可

年
月

日
、

業
種

詳
細

※
開

示
情

報
取

り
出

し
日

時
:平

成
2
7
年

1
月

7
日

1
1
:3

0

開
示

1
/
1
8

1
/
1
9

郵
送

9
3
7

1
/
6

道
路

位
置

指
定

指
定

番
号

 H
0
6
-
0
3
5
 H

6
道

路
の

判
定

判
定

番
号

 H
0
2
-
1
2
4
 H

1
3

ｶ
ﾗ
ｰ

希
望

都
市

建
設

局
建

築
指

導
課

道
路

位
置

指
定

 指
定

番
号

 H
0
6
-
0
3
5
 H

6
道

等
の

判
定

 判
定

番
号

 0
2
-
1
2
4
 H

1
3

ｶ
ﾗ
ｰ

希
望

開
示

(一
部

請
求

拒
否

)
2
号

　
個

人
情

報
1
/
1
3

1
/
1
5

9
3
8

1
/
6

道
路

判
定

資
料

判
定

番
号

 0
1
3
-
2
4
7
-
0
0
1
～

0
0
6

(ｶ
ﾗ
ｰ

希
望

)

都
市

建
設

局
建

築
指

導
課

道
路

判
定

資
料

判
定

番
号

 0
1
3
-
2
4
7
-
0
0
1
～

0
0
6
 (
ｶ
ﾗ
ｰ

希
望

)
開

示
1
/
1
3

9
3
9

1
/
6

市
道

 上
通

町
上

林
町

第
1
号

線
道

路
維

持
工

事
都

市
建

設
局

北
部

土
木

ｾ
ﾝ

ﾀ
ｰ

維
持

課

平
成

2
6
年

1
1
月

1
3
日

開
札

市
道

 上
通

町
上

林
町

第
1
号

線
道

路
維

持
工

事
の

金
入

設
計

書
。

科
目

内
訳

、
施

工
内

訳
開

示
1
/
9

1
/
1
6

9
4
0

1
/
7

(1
)平

成
2
6
年

1
0
月

2
4
日

開
札

さ
れ

ま
し

た
一

般
県

道
花

園
ｲ
ﾝ
ﾀ
ｰ

線
花

園
ｲ
ﾝ
ﾀ
ｰ

1
号

橋
鋼

橋
上

部
工

工
事

の
金

入
り

設
計

書
1
式

以
上

の
公

開
を

お
願

い
致

し
ま

す
。

都
市

建
設

局
北

部
土

木
ｾ

ﾝ
ﾀ
ｰ

工
務

課

･｢
金

入
り

設
計

書
1
式

｣
一

般
県

道
花

園
ｲ
ﾝ
ﾀ
ｰ

線
花

園
ｲ
ﾝ
ﾀ
ｰ

1
号

橋
鋼

橋
上

部
工

工
事

開
示

1
/
9

1
/
1
5

郵
送
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受
付

番
号

受
付

日
請

求
す

る
文

書
の

件
名

所
管

課
期

限
延

長
決

定
文

書
の

件
名

決
定

内
容

不
開

示
理

由
開

示
等

決
定

日
開

示
日

9
4
1

1
/
8

平
成

2
6
年

1
2
月

1
日

か
ら

平
成

2
6
年

1
2
月

3
1
日

ま
で

に
新

規
で

営
業

許
可

を
取

得
し

た
飲

食
店

の
一

覧
表

(食
品

営
業

許
可

台
帳

)
※

屋
号

･営
業

所
所

在
地

･申
請

者
氏

名
･業

種
･営

業
所

電
話

番
号

･許
可

年
月

日
･許

可
満

了
日

等
に

つ
い

て
の

資
料

一
覧

表
(自

動
販

売
機

･露
店

営
業

を
除

く
)

健
康

福
祉

子
ど

も
局

食
品

保
健

課

平
成

2
6
年

1
2
月

1
日

～
平

成
2
6
年

1
2
月

3
1
日

ま
で

の
間

に
、

熊
本

市
内

に
お

い
て

新
規

に
営

業
許

可
を

受
け

た
飲

食
店

一
覧

(自
動

販
売

機
、

露
店

営
業

を
除

く
) 
計

7
1
件

項
目

:屋
号

、
営

業
所

所
在

地
、

申
請

者
氏

名
、

業
種

、
営

業
所

電
話

番
号

、
許

可
年

月
日

、
許

可
満

了
日

※
開

示
情

報
取

り
出

し
日

時
:平

成
2
7
年

1
月

9
日

1
1
:3

0

開
示

1
/
9

1
/
2
3

郵
送

9
4
2

1
/
8

都
市

計
画

事
業

 東
部

浄
化

ｾ
ﾝ
ﾀ
ｰ

消
化

ｶ
ﾞｽ

発
電

設
備

設
置

工
事

(5
2
工

区
)に

係
る

入
札

参
加

業
者

の
評

価
項

目
毎

の
得

点
及

び
評

価
内

容

総
務

局
契

約
検

査
総

室

総
合

評
価

実
施

結
果

【
都

市
計

画
事

業
 東

部
浄

化
ｾ

ﾝ
ﾀ
ｰ

消
化

ｶ
ﾞｽ

発
電

設
備

設
置

工
事

(5
2
工

区
)】

開
示

1
/
1
9

1
/
2
7

9
4
3

1
/
8

道
路

位
置

指
定

指
定

番
号

 S
5
6
-
0
3
6

･0
1
JP

G
～

0
4
JP

G
ｶ
ﾗ
ｰ

希
望

都
市

建
設

局
建

築
指

導
課

道
路

位
置

指
定

指
定

番
号

 S
5
6
-
0
3
6
 ･

0
1
JP

G
～

0
4
JP

G
ｶ
ﾗ
ｰ

希
望

開
示

(一
部

請
求

拒
否

)
2
号

　
個

人
情

報
1
/
1
3

1
/
1
4

9
4
4

1
/
8

平
成

2
6
年

1
2
月

1
日

～
平

成
2
6
年

1
2
月

3
1
日

ま
で

の
間

に
、

熊
本

市
内

に
お

い
て

新
規

に
営

業
許

可
を

受
け

た
飲

食
店

一
覧

(自
動

販
売

機
、

仮
設

営
業

、
移

動
販

売
業

、
臨

時
営

業
を

除
く

)。
項

目
:屋

号
、

申
請

者
氏

名
、

営
業

所
在

地
、

営
業

所
電

話
番

号

健
康

福
祉

子
ど

も
局

食
品

保
健

課

平
成

2
6
年

1
2
月

1
日

～
平

成
2
6
年

1
2
月

3
1
日

ま
で

の
間

に
、

熊
本

市
内

に
お

い
て

新
規

に
営

業
許

可
を

受
け

た
飲

食
店

一
覧

(自
動

販
売

機
、

仮
設

営
業

、
移

動
販

売
業

、
臨

時
営

業
を

除
く

)計
 7

1
 件

項
目

:屋
号

、
申

請
者

氏
名

、
営

業
所

在
地

、
営

業
所

電
話

番
号

※
開

示
情

報
取

り
出

し
日

時
:平

成
2
7
年

1
月

1
3
日

1
4
:0

0

開
示

1
/
1
5

1
/
1
6

9
4
5

1
/
8

平
成

2
6
年

1
2
月

1
日

～
平

成
2
6
年

1
2
月

3
1
日

ま
で

の
間

に
、

熊
本

市
内

に
お

い
て

新
規

に
営

業
許

可
を

受
け

た
美

容
所

一
覧

。
項

目
:施

設
名

称
、

営
業

所
所

在
地

、
営

業
所

電
話

番
号

、
開

設
者

氏
名

、
役

職
、

代
表

者
氏

名
。

健
康

福
祉

子
ど

も
局

生
活

衛
生

課

平
成

2
6
年

1
2
月

1
日

か
ら

同
1
2
月

3
1
日

ま
で

の
間

、
熊

本
市

内
に

お
い

て
新

規
確

認
し

た
美

容
所

の
一

覧
項

目
; 
施

設
の

名
称

、
所

在
地

、
電

話
番

号
、

開
設

者
の

氏
名

･名
称

、
役

職
、

代
表

者
氏

名

開
示

1
/
1
4

1
/
1
6

9
4
6

1
/
9

･平
成

2
6
年

9
月

1
日

か
ら

平
成

2
6
年

1
2
月

3
1
日

ま
で

の
住

居
表

示
番

号
不

定
申

請
に

伴
っ

た
当

該
住

居
表

示
台

帳
･平

成
2
6
年

1
0
月

2
7
日

実
施

 松
尾

1
･2

丁
目

の
住

居
表

示
変

更
に

つ
い

て
の

変
更

後
の

号
番

号
ま

で
が

分
か

る
資

料
図

面
(住

居
表

示
案

内
図

、
住

居
表

示
台

帳
等

)

企
画

振
興

局
区

政
推

進
課

(1
)平

成
2
6
年

 9
月

 1
日

か
ら

平
成

2
6
年

1
2
月

3
1

日
ま

で
の

住
居

番
号

付
定

申
請

に
伴

っ
た

当
該

住
居

表
示

台
帳

(2
)平

成
2
6
年

1
0
月

2
7
日

実
施

 松
尾

1
･2

丁
目

の
住

居
表

示
変

更
に

つ
い

て
変

更
後

の
号

番
号

ま
で

が
分

か
る

資
料

図
面

開
示

(一
部

請
求

拒
否

)
2
号

　
個

人
情

報
1
/
2
1

1
/
2
6

郵
送

9
4
7

1
/
9

道
路

位
置

指
定

H
2
4
 0

4
0

復
元

協
議

書
ｶ
ﾗ
ｰ

は
ｶ
ﾗ
ｰ

都
市

建
設

局
建

築
指

導
課

道
路

位
置

指
定

H
2
4
 0

4
0
 (
付

近
見

取
図

、
土

地
利

用
図

、
字

図
)

ｶ
ﾗ
ｰ

は
ｶ
ﾗ
ｰ

開
示

1
/
1
3

1
/
1
4

-254-



受
付

番
号

受
付

日
請

求
す

る
文

書
の

件
名

所
管

課
期

限
延

長
決

定
文

書
の

件
名

決
定

内
容

不
開

示
理

由
開

示
等

決
定

日
開

示
日

9
4
8

1
/
9

判
定

番
号

 H
1
6
 0

4
-
3
2
1

ｶ
ﾗ
ｰ

希
望

道
路

判
定

の
分

都
市

建
設

局
建

築
指

導
課

判
定

番
号

 H
1
6
 0

4
-
3
2
1
 ｶ

ﾗ
ｰ

希
望

 道
路

判
定

の
分

開
示

(一
部

請
求

拒
否

)
2
号

　
個

人
情

報
1
/
1
4

1
/
1
5

9
4
9

1
/
1
3

･平
成

2
6
年

度
西

部
土

木
ｾ

ﾝ
ﾀ
ｰ

管
内

国
県

道
街

路
樹

剪
定

業
務

委
託

金
入

り
設

計
書

都
市

建
設

局
西

部
土

木
ｾ

ﾝ
ﾀ
ｰ

維
持

課

平
成

2
6
年

1
2
月

2
4
日

開
札

･平
成

2
6
年

度
 西

部
土

木
ｾ

ﾝ
ﾀ
ｰ

管
内

国
県

道
街

路
樹

剪
定

業
務

委
託

上
記

の
金

入
設

計
書

の
開

示

開
示

1
/
2
0

2
/
3

9
5
0

1
/
1
3

･平
成

2
6
年

度
東

部
環

境
工

場
樹

木
剪

定
業

務
委

託
金

入
り

設
計

書
環

境
局

東
部

環
境

工
場

■
平

成
2
6
年

度
東

部
環

境
工

場
樹

木
剪

定
業

務
委

託
の

金
入

り
設

計
書

開
示

1
/
1
5

2
/
3

9
5
1

1
/
1
3

･平
成

2
6
年

度
戸

島
旧

埋
立

処
分

場
草

刈
及

び
樹

木
伐

採
業

務
委

託
(そ

の
2
)

･平
成

2
6
年

度
戸

島
ｸ
ﾞﾗ

ｳ
ﾝ
ﾄﾞ

外
周

樹
木

維
持

業
務

委
託 金

入
り

設
計

書

環
境

局
環

境
施

設
整

備
室

･平
成

2
6
年

度
戸

島
旧

埋
立

処
分

場
草

刈
及

び
樹

木
伐

採
業

務
委

託
(そ

の
2
)

･平
成

2
6
年

度
戸

島
ｸ
ﾞﾗ

ｳ
ﾝ
ﾄﾞ

外
周

樹
木

維
持

業
務

委
託

金
入

設
計

書

開
示

1
/
1
3

2
/
3

9
5
2

1
/
1
3

･平
成

2
6
年

度
神

園
山

小
山

緑
地

竹
伐

採
そ

の
他

業
務

委
託

金
入

り
設

計
書

都
市

建
設

局
東

部
土

木
ｾ

ﾝ
ﾀ
ｰ

河
川

公
園

整
備

課

＜
件

名
＞

平
成

2
6
年

度
神

園
山

小
山

山
緑

地
竹

伐
採

そ
の

他
業

務
委

託
金

入
り

設
計

書
開

示
1
/
1
6

2
/
3

9
5
3

1
/
1
3

･平
成

2
6
年

度
主

要
地

方
道

熊
本

高
森

線
外

1
路

線
街

路
樹

剪
定

業
務

委
託

金
入

り
設

計
書

都
市

建
設

局
東

部
土

木
ｾ

ﾝ
ﾀ
ｰ

維
持

課

･平
成

2
6
年

度
主

要
地

方
道

熊
本

高
森

線
外

1
路

線
街

路
樹

剪
定

業
務

委
託

金
入

り
設

計
書

開
示

1
/
1
4

2
/
3

9
5
4

1
/
1
3

･平
成

2
6
年

度
今

藤
工

業
団

地
除

草
･伐

採
業

務
委

託
金

入
り

設
計

書
都

市
建

設
局

北
部

土
木

ｾ
ﾝ

ﾀ
ｰ

植
木

地
域

整
備

室

平
成

2
6
年

度
今

藤
工

業
団

地
除

草
･伐

採
業

務
委

託
金

額
入

り
設

計
書

開
示

1
/
1
6

2
/
3

9
5
5

1
/
1
3

･平
成

2
6
年

度
流

通
団

地
東

側
調

整
池

外
2
調

整
池

除
草

業
務

委
託

金
入

り
設

計
書

都
市

建
設

局
西

部
土

木
ｾ

ﾝ
ﾀ
ｰ

河
川

公
園

整
備

課

平
成

2
6
年

9
月

3
0
日

開
札

流
通

団
地

東
側

調
整

池
外

2
調

整
池

除
草

業
務

委
託

開
示

1
/
1
6

2
/
3

9
5
6

1
/
1
3

･平
成

2
6
年

度
(仮

称
)山

室
公

園
第

1
期

整
備

工
事

【
総

合
評

価
方

式
】

･平
成

2
6
年

度
高

平
年

神
公

園
整

備
工

事
金

入
り

設
計

書

都
市

建
設

局
北

部
土

木
ｾ

ﾝ
ﾀ
ｰ

河
川

公
園

整
備

課

平
成

2
6
年

度
(仮

称
)山

室
公

園
第

1
期

整
備

工
事

【
総

合
評

価
方

式
】

平
成

2
6
年

度
高

平
年

神
公

園
整

備
工

事
金

額
入

り
積

算
書

開
示

1
/
1
5

2
/
3
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受
付

番
号

受
付

日
請

求
す

る
文

書
の

件
名

所
管

課
期

限
延

長
決

定
文

書
の

件
名

決
定

内
容

不
開

示
理

由
開

示
等

決
定

日
開

示
日

9
5
7

1
/
1
3

･平
成

2
6
年

度
白

川
平

田
十

禅
寺

緑
地

外
2
公

園
整

備
工

事
･平

成
2
6
年

度
花

畑
公

園
三

烈
士

碑
他

移
設

工
事

金
入

り
設

計
書

都
市

建
設

局
西

部
土

木
ｾ

ﾝ
ﾀ
ｰ

河
川

公
園

整
備

課

平
成

2
6
年

度
白

川
平

田
十

禅
寺

緑
地

外
2
公

園
整

備
工

事
平

成
2
6
年

度
花

畑
公

園
三

烈
士

碑
他

移
設

工
事

開
示

1
/
1
6

2
/
3

9
5
8

1
/
1
3

･平
成

2
6
年

度
熊

本
駅

西
土

地
区

画
整

理
事

業
ﾎ
ﾟｹ

ｯ
ﾄ

ﾊ
ﾟｰ

ｸ
整

備
工

事
金

入
り

設
計

書

都
市

建
設

局
熊

本
駅

周
辺

整
備

事
務

所
熊

本
駅

西
土

地
区

画
整

理
事

業
所

｢熊
本

駅
西

土
地

区
画

整
理

事
業

ﾎ
ﾟｹ

ｯ
ﾄﾊ

ﾟｰ
ｸ
整

備
工

事
｣の

金
入

り
設

計
書

開
示

1
/
1
9

2
/
3

9
5
9

1
/
1
3

･平
成

2
6
年

度
清

藤
地

区
排

水
路

改
良

工
事

金
入

り
設

計
書

南
区

役
所

農
業

振
興

課

工
事

名
 清

藤
地

区
排

水
路

改
良

工
事

工
事

番
号

 1
4
0
1
1
0
4

当
該

工
事

の
金

額
入

り
設

計
書

開
示

1
/
1
4

2
/
3

9
6
0

1
/
1
3

平
成

2
6
年

1
2
月

1
0
日

開
札

北
部

土
木

ｾ
ﾝ
ﾀ
ｰ

 工
務

課
一

般
県

道
 砂

原
四

方
寄

線
(花

園
工

区
)和

泉
地

区
道

路
改

良
工

事
そ

の
2

上
記

の
金

入
設

計
書

の
開

示
を

お
願

い
致

し
ま

す
。

都
市

建
設

局
北

部
土

木
ｾ

ﾝ
ﾀ
ｰ

工
務

課

･一
般

県
道

砂
原

四
方

寄
線

(花
園

工
区

)和
泉

地
区

道
路

改
良

工
事

そ
の

2
金

入
設

計
書

開
示

1
/
1
5

1
/
2
1

9
6
1

1
/
1
3

平
成

2
6
年

1
2
月

2
5
日

開
札

東
部

土
木

ｾ
ﾝ
ﾀ
ｰ

 維
持

課
市

道
 秋

津
新

町
新

外
3
丁

目
第

1
号

線
道

路
維

持
工

事
上

記
の

金
入

設
計

書
の

開
示

を
お

願
い

致
し

ま
す

。

都
市

建
設

局
東

部
土

木
ｾ

ﾝ
ﾀ
ｰ

維
持

課

平
成

2
6
年

1
2
月

2
5
日

開
札

 東
部

土
木

ｾ
ﾝ
ﾀ
ｰ

維
持

課
市

道
秋

津
新

町
新

外
3
丁

目
第

1
号

線
道

路
維

持
工

事
金

入
設

計
書

開
示

1
/
2
0

1
/
2
7

9
6
2

1
/
1
3

飲
食

店
の

新
規

検
査

の
申

請
を

行
っ

た
情

報
の

開
示

を
申

請
い

た
し

ま
す

。
た

だ
し

、
移

動
販

売
･臨

時
営

業
・
仮

設
営

業
･自

動
販

売
機

を
除

く
項

目
:屋

号
･営

業
所

在
地

･申
請

者
名

･営
業

電
話

番
号

･申
請

日
･業

種
期

間
:2

0
1
4
年

1
1
月

2
9
日

～
2
0
1
5
年

1
月

1
3
日

健
康

福
祉

子
ど

も
局

食
品

保
健

課

平
成

2
6
年

1
1
月

2
9
日

～
平

成
2
7
年

1
月

1
3
日

ま
で

の
間

に
、

熊
本

市
に

お
い

て
新

規
検

査
の

申
請

を
行

っ
た

飲
食

店
一

覧
(移

動
販

売
、

臨
時

営
業

、
仮

設
営

業
、

自
動

販
売

機
を

除
く

)
計

7
3
件

項
目

:屋
号

、
営

業
所

在
地

、
申

請
者

名
、

営
業

電
話

番
号

、
申

請
日

、
業

種
※

 開
示

情
報

取
り

出
し

日
時

:平
成

2
7
年

1
月

1
5

日
 1

4
:0

0

開
示

1
/
2
0

1
/
2
9
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受
付

番
号

受
付

日
請

求
す

る
文

書
の

件
名

所
管

課
期

限
延

長
決

定
文

書
の

件
名

決
定

内
容

不
開

示
理

由
開

示
等

決
定

日
開

示
日

9
6
3

1
/
1
3

●
平

成
2
1
年

2
月

1
3
日

(金
)･

第
3
回

『
お

で
か

け
ﾄｰ

ｸ
in

南
部

』
･於

て
南

部
公

民
館

･の
意

見
交

換
内

容
を

見
る

に
、

･農
業

試
験

場
跡

地
へ

の
出

店
状

況
に

つ
い

て
、

A
区

画
に

関
し

て
は

用
途

変
更

の
兼

ね
合

い
で

現
時

点
で

は
出

店
は

未
定

で
あ

り
、

ま
た

D
区

画
に

関
し

て
は

公
共

的
利

活
用

の
可

能
性

を
勘

案
し

、
平

成
1
5
年

に
実

施
さ

れ
た

農
業

試
験

場
跡

地
開

発
事

業
提

案
の

対
象

か
ら

外
さ

れ
て

お
り

、
地

権
者

で
あ

る
熊

本
県

か
ら

は
他

の
3

区
画

の
利

活
用

や
新

駅
設

置
の

状
況

等
を

踏
ま

え
、

具
体

的
な

利
活

用
方

針
に

つ
い

て
検

討
を

行
う

と
聞

い
て

い
る

。
と

記
述

さ
れ

て
い

る
。

そ
こ

で
、

以
下

の
開

示
請

求
を

提
出

す
る

。
1
.平

成
2
6
年

1
2
月

2
1
日

(日
)･

熊
本

県
と

熊
本

市
の

共
催

に
よ

る
公

聴
会

(於
て

熊
本

市
役

所
1
4
F
大

ﾎ
ｰ

ﾙ
)が

開
催

さ
れ

て
、

1
1
上

ﾉ
郷

2
丁

目
地

区
2
:用

途
地

域
の

変
更

を
予

定
･準

工
業

地
域

か
ら

近
隣

商
業

地
域

へ
･と

し
て

の
･皆

様
の

意
見

徴
収

･が
施

行
さ

れ
た

。
こ

の
地

点
の

A
区

画
を

･準
工

業
地

域
か

ら
･近

隣
商

業
地

域
に

変
更

し
な

け
れ

ば
な

ら
な

い
根

拠
･発

生
源

の
わ

か
る

資
料

等
の

開
示

請
求

。
2
.熊

本
市

が
、

こ
の

A
区

画
･準

工
業

地
域

を
近

隣
商

業
地

域
に

変
更

せ
ず

、
そ

の
儘

に
し

て
お

れ
ば

、
熊

本
市

･
熊

本
都

市
計

画
区

域
ﾏ

ｽ
ﾀ
ｰ

ﾌ
ﾟﾗ

ﾝ
･に

対
し

、
ど

の
様

な
弊

害
･支

障
等

が
･ま

た
･業

務
支

障
･等

が
起

こ
る

の
か

?
の

わ
か

る
資

料
等

の
開

示
請

求
。

都
市

建
設

局
都

市
政

策
課

農
業

試
験

場
跡

地
A

区
画

(南
区

上
ﾉ
郷

2
丁

目
地

内
)に

お
い

て
、

1
.用

途
地

域
を

準
工

業
地

域
か

ら
近

隣
商

業
地

域
に

変
更

す
る

根
拠

･発
生

源
の

分
か

る
資

料
3
.熊

本
県

か
ら

土
地

を
借

り
て

出
店

す
る

契
約

を
締

結
す

る
事

業
者

が
予

定
し

て
い

る
建

築
物

の
計

画
図

面

開
示

1
/
2
7

1
/
2
9

3
.A

区
画

に
於

て
、

熊
本

県
土

地
賃

貸
出

店
契

約
を

締
結

し
て

い
る

○
○

(○
○

)が
、

ど
の

様
な

開
発

を
予

定
し

て
い

る
の

か
･敷

地
面

積
の

店
舗

面
積

･駐
車

場
面

積
･

等
の

わ
か

る
資

料
等

の
A

区
画

を
近

隣
商

業
地

域
へ

の
用

途
変

更
要

因
の

一
部

と
思

わ
れ

る
の

で
、

計
画

図
案

等
の

わ
か

る
資

料
等

の
開

示
請

求
。

※
添

付
資

料
･A

4
→

1
枚

･意
見

交
換

内
容

･

農
業

試
験

場
跡

地
A

区
画

(南
区

上
ﾉ
郷

2
丁

目
地

内
)に

お
い

て
、

2
.近

隣
商

業
地

域
へ

の
変

更
を

し
な

い
こ

と
に

よ
り

熊
本

市
都

市
ﾏ

ｽ
ﾀ
ｰ

ﾌ
ﾟﾗ

ﾝ
に

お
い

て
支

障
と

な
る

事
項

を
示

す
資

料
不

存
在

第
1
1
条

　
第

2
項

1
/
2
7
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受
付

番
号

受
付

日
請

求
す

る
文

書
の

件
名

所
管

課
期

限
延

長
決

定
文

書
の

件
名

決
定

内
容

不
開

示
理

由
開

示
等

決
定

日
開

示
日

9
6
4

1
/
1
3

○
平

成
2
1
年

2
月

1
3
日

(金
)･

第
3
回

『
お

で
か

け
ﾄｰ

ｸ
in

南
部

』
･於

て
南

部
公

民
館

･の
意

見
交

換
内

容
を

見
る

に
、

･農
業

試
験

場
跡

地
へ

の
出

店
状

況
に

つ
い

て
、

A
区

画
に

関
し

て
は

用
途

変
更

の
兼

ね
合

い
で

現
時

点
で

は
出

店
は

未
定

で
あ

り
、

ま
た

D
区

画
に

関
し

て
は

公
共

的
利

活
用

の
可

能
性

を
勘

案
し

、
平

成
1
5
年

に
実

施
さ

れ
た

農
業

試
験

場
跡

地
開

発
事

業
提

案
の

対
象

か
ら

外
さ

れ
て

お
り

、
地

権
者

で
あ

る
熊

本
県

か
ら

は
他

の
3

区
画

の
利

活
用

や
新

駅
設

置
の

状
況

等
を

踏
ま

え
、

具
体

的
な

利
活

用
方

針
に

つ
い

て
検

討
を

行
う

と
聞

い
て

い
る

。
と

記
述

さ
れ

て
い

る
。

そ
こ

で
、

以
下

の
開

示
請

求
を

提
出

す
る

。
1
.平

成
2
6
年

1
2
月

2
1
日

(日
)･

熊
本

県
と

熊
本

市
の

共
催

に
よ

る
公

聴
会

(於
て

熊
本

市
役

所
1
4
F
大

ﾎ
ｰ

ﾙ
)が

開
催

さ
れ

て
、

1
1
上

ﾉ
郷

2
丁

目
地

区
2
:用

途
地

域
の

変
更

を
予

定
･準

工
業

地
域

か
ら

近
隣

商
業

地
域

へ
･と

し
て

の
･皆

様
の

意
見

徴
収

･が
施

行
さ

れ
た

。
こ

の
地

点
の

A
区

画
を

･準
工

業
地

域
か

ら
･近

隣
商

業
地

域
に

変
更

し
な

け
れ

ば
な

ら
な

い
根

拠
･発

生
源

の
わ

か
る

資
料

等
の

開
示

請
求

。
2
.熊

本
市

が
、

こ
の

A
区

画
･準

工
業

地
域

を
近

隣
商

業
地

域
に

変
更

せ
ず

、
そ

の
儘

に
し

て
お

れ
ば

、
熊

本
市

･
熊

本
都

市
計

画
区

域
ﾏ

ｽ
ﾀ
ｰ

ﾌ
ﾟﾗ

ﾝ
･に

対
し

、
ど

の
様

な
弊

害
･支

障
等

が
･ま

た
･業

務
支

障
･等

が
起

こ
る

の
か

?
の

わ
か

る
資

料
等

の
開

示
請

求
。

都
市

建
設

局
交

通
政

策
総

室

1
.平

成
2
6
年

1
2
月

2
1
日

(日
)･

熊
本

県
と

熊
本

市
の

共
催

に
よ

る
公

聴
会

(於
て

熊
本

市
役

所
1
4
F
大

ﾎ
ｰ

ﾙ
)が

開
催

さ
れ

て
、

 1
1
上

ﾉ
郷

2
丁

目
地

区
2
:

用
途

地
域

の
変

更
を

予
定

･準
工

業
地

域
か

ら
近

隣
商

業
地

域
へ

･と
し

て
の

･皆
様

の
意

見
徴

収
･

が
施

行
さ

れ
た

。
こ

の
地

点
の

A
区

画
を

･準
工

業
地

域
か

ら
･近

隣
商

地
域

に
変

更
し

な
け

れ
ば

な
ら

な
い

根
拠

･発
生

源
の

わ
か

る
資

料
等

2
.熊

本
市

が
、

こ
の

A
区

画
･準

工
業

地
域

を
近

隣
商

業
地

域
に

変
更

せ
ず

、
そ

の
儘

に
し

て
お

れ
ば

、
熊

本
市

･熊
本

都
市

計
画

区
域

ﾏ
ｽ
ﾀ
ｰ

ﾌ
ﾟﾗ

ﾝ
･

に
対

し
、

ど
の

様
な

弊
害

･支
障

等
が

･ま
た

･業
務

支
障

･等
が

起
こ

る
の

か
?
の

わ
か

る
資

料
等

3
.A

区
画

に
於

て
、

熊
本

県
と

土
地

賃
貸

出
店

契
約

を
締

結
し

て
い

る
ﾛ
ｯ
ｸ
開

発
(ｲ

ｵ
ﾝ
開

発
)が

、
ど

の
様

な
開

発
を

予
定

し
て

い
る

の
か

･敷
地

面
積

の
店

舗
面

積
･駐

車
場

面
積

･等
の

わ
か

る
資

料
等

の
A

区
画

を
近

隣
商

業
地

域
へ

の
用

途
変

更
要

因
の

一
部

と
思

わ
れ

る
の

で
、

計
画

図
案

等
の

わ
か

る
資

料
等

不
存

在
第

1
1
条

　
第

2
項

1
/
2
6

3
.A

区
画

に
於

て
、

熊
本

県
土

地
賃

貸
出

店
契

約
を

締
結

し
て

い
る

○
○

(○
○

)が
、

ど
の

様
な

開
発

を
予

定
し

て
い

る
の

か
･敷

地
面

積
の

店
舗

面
積

･駐
車

場
面

積
･

等
の

わ
か

る
資

料
等

の
A

区
画

を
近

隣
商

業
地

域
へ

の
用

途
変

更
要

因
の

一
部

と
思

わ
れ

る
の

で
、

計
画

図
案

等
の

わ
か

る
資

料
等

の
開

示
請

求
。

※
添

付
資

料
･A

4
→

1
枚

･意
見

交
換

内
容

･
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受
付

番
号

受
付

日
請

求
す

る
文

書
の

件
名

所
管

課
期

限
延

長
決

定
文

書
の

件
名

決
定

内
容

不
開

示
理

由
開

示
等

決
定

日
開

示
日

9
6
5

1
/
1
3

●
平

成
2
1
年

2
月

1
3
日

(金
)･

第
3
回

『
お

で
か

け
ﾄｰ

ｸ
in

南
部

』
･於

て
南

部
公

民
館

･の
意

見
交

換
内

容
を

見
る

に
、

･農
業

試
験

場
跡

地
へ

の
出

店
状

況
に

つ
い

て
、

A
区

画
に

関
し

て
は

用
途

変
更

の
兼

ね
合

い
で

現
時

点
で

は
出

店
は

未
定

で
あ

り
、

ま
た

D
区

画
に

関
し

て
は

公
共

的
利

活
用

の
可

能
性

を
勘

案
し

、
平

成
1
5
年

に
実

施
さ

れ
た

農
業

試
験

場
跡

地
開

発
事

業
提

案
の

対
象

か
ら

外
さ

れ
て

お
り

、
地

権
者

で
あ

る
熊

本
県

か
ら

は
他

の
3

区
画

の
利

活
用

や
新

駅
設

置
の

状
況

等
を

踏
ま

え
、

具
体

的
な

利
活

用
方

針
に

つ
い

て
検

討
を

行
う

と
聞

い
て

い
る

。
と

記
述

さ
れ

て
い

る
。

そ
こ

で
、

以
下

の
開

示
請

求
を

提
出

す
る

。
1
.平

成
2
6
年

1
2
月

2
1
日

(日
)･

熊
本

県
と

熊
本

市
の

共
催

に
よ

る
公

聴
会

(於
て

熊
本

市
役

所
1
4
F
大

ﾎ
ｰ

ﾙ
)が

開
催

さ
れ

て
、

1
1
上

ﾉ
郷

2
丁

目
地

区
2
:用

途
地

域
の

変
更

を
予

定
･準

工
業

地
域

か
ら

近
隣

商
業

地
域

へ
･と

し
て

の
･皆

様
の

意
見

徴
収

･が
施

行
さ

れ
た

。
こ

の
地

点
の

A
区

画
を

･準
工

業
地

域
か

ら
･近

隣
商

業
地

域
に

変
更

し
な

け
れ

ば
な

ら
な

い
根

拠
･発

生
源

の
わ

か
る

資
料

等
の

開
示

請
求

。
2
.熊

本
市

が
、

こ
の

A
区

画
･準

工
業

地
域

を
近

隣
商

業
地

域
に

変
更

せ
ず

、
そ

の
儘

に
し

て
お

れ
ば

、
熊

本
市

･
熊

本
都

市
計

画
区

域
ﾏ

ｽ
ﾀ
ｰ

ﾌ
ﾟﾗ

ﾝ
･に

対
し

、
ど

の
様

な
弊

害
･支

障
等

が
･ま

た
･業

務
支

障
･等

が
起

こ
る

の
か

?
の

わ
か

る
資

料
等

の
開

示
請

求
。

農
水

商
工

局
商

工
振

興
課

1
.農

業
試

験
場

跡
地

A
区

画
で

予
定

さ
れ

て
い

る
用

途
変

更
が

必
要

で
あ

る
こ

と
の

根
拠

と
な

る
文

書
等 2
.上

記
用

途
変

更
に

よ
り

生
じ

る
都

市
ﾏ

ｽ
ﾀ
ｰ

ﾌ
ﾟﾗ

ﾝ
へ

の
影

響
等

が
わ

か
る

文
書

等
3
.当

該
区

画
で

計
画

さ
れ

て
い

る
出

店
に

係
る

文
書

等

不
存

在
第

1
1
条

　
第

2
項

1
/
2
1

3
.A

区
画

に
於

て
、

熊
本

県
土

地
賃

貸
出

店
契

約
を

締
結

し
て

い
る

○
○

(○
○

)が
、

ど
の

様
な

開
発

を
予

定
し

て
い

る
の

か
･敷

地
面

積
の

店
舗

面
積

･駐
車

場
面

積
･

等
の

わ
か

る
資

料
等

の
A

区
画

を
近

隣
商

業
地

域
へ

の
用

途
変

更
要

因
の

一
部

と
思

わ
れ

る
の

で
、

計
画

図
案

等
の

わ
か

る
資

料
等

の
開

示
請

求
。

※
添

付
資

料
･A

4
→

1
枚

･意
見

交
換

内
容

･
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受
付

番
号

受
付

日
請

求
す

る
文

書
の

件
名

所
管

課
期

限
延

長
決

定
文

書
の

件
名

決
定

内
容

不
開

示
理

由
開

示
等

決
定

日
開

示
日

9
6
6

1
/
1
3

●
平

成
2
6
年

7
月

2
2
日

(月
)･

『
お

で
か

け
ﾄｰ

ｸ
(西

部
)』

･
於

て
西

部
公

民
館

大
ﾎ
ｰ

ﾙ
･の

意
見

交
換

内
容

を
見

る
と

、
回

答
･→

ﾊ
ﾞｽ

停
2
箇

所
に

つ
い

て
は

、
道

路
整

備
等

に
よ

り
移

さ
ざ

る
を

得
な

い
状

況
だ

っ
た

。
そ

の
た

め
、

ﾊ
ﾞｽ

停
か

ら
遠

く
な

っ
た

方
が

い
る

こ
と

も
認

識
し

て
い

る
。

何
度

も
ご

意
見

を
い

た
だ

き
、

本
市

と
し

て
も

可
能

な
手

法
が

な
い

か
検

討
を

重
ね

て
き

た
が

、
未

だ
に

答
え

が
出

せ
て

い
な

い
状

況
で

あ
る

。
今

後
、

検
討

を
深

め
て

い
き

た
い

。
と

あ
る

が
、

平
成

2
6

年
7
月

2
2
日

(月
)以

降
、

五
ヵ

月
以

上
経

過
し

て
し

ま
っ

た
が

、
現

時
点

ま
で

に
、

ど
の

様
な

検
討

が
深

度
化

さ
れ

た
か

?
の

わ
か

る
資

料
等

の
開

示
請

求
。

※
添

付
資

料
･A

4
→

1
枚

･意
見

交
換

内
容

都
市

建
設

局
熊

本
駅

周
辺

整
備

事
務

所
熊

本
駅

西
土

地
区

画
整

理
事

業
所

お
で

か
け

ﾄｰ
ｸ
(西

部
)意

見
交

換
内

容
･平

成
2
6

年
7
月

2
2
日

(月
)で

の
回

答
内

容
に

関
す

る
以

下
の

開
示

請
求

。
ﾊ

ﾞｽ
停

2
箇

所
が

道
路

整
備

で
移

設
さ

れ
ﾊ

ﾞｽ
停

か
ら

遠
く

な
っ

た
方

が
い

る
こ

と
に

対
し

て
、

今
後

、
検

討
を

深
め

て
い

き
た

い
と

回
答

し
て

い
る

が
、

平
成

2
6
年

7
月

2
2
日

(月
)以

降
、

ど
の

様
な

検
討

が
深

度
化

さ
れ

た
か

が
わ

か
る

資
料

等
。

不
存

在
第

1
1
条

　
第

2
項

1
/
2
0

9
6
7

1
/
1
3

●
平

成
2
6
年

7
月

2
2
日

(月
)･

『
お

で
か

け
ﾄｰ

ｸ
(西

部
)』

･
於

て
西

部
公

民
館

大
ﾎ
ｰ

ﾙ
･の

意
見

交
換

内
容

を
見

る
と

、
回

答
･→

ﾊ
ﾞｽ

停
2
箇

所
に

つ
い

て
は

、
道

路
整

備
等

に
よ

り
移

さ
ざ

る
を

得
な

い
状

況
だ

っ
た

。
そ

の
た

め
、

ﾊ
ﾞｽ

停
か

ら
遠

く
な

っ
た

方
が

い
る

こ
と

も
認

識
し

て
い

る
。

何
度

も
ご

意
見

を
い

た
だ

き
、

本
市

と
し

て
も

可
能

な
手

法
が

な
い

か
検

討
を

重
ね

て
き

た
が

、
未

だ
に

答
え

が
出

せ
て

い
な

い
状

況
で

あ
る

。
今

後
、

検
討

を
深

め
て

い
き

た
い

。
と

あ
る

が
、

平
成

2
6

年
7
月

2
2
日

(月
)以

降
、

五
ヵ

月
以

上
経

過
し

て
し

ま
っ

た
が

、
現

時
点

ま
で

に
、

ど
の

様
な

検
討

が
深

度
化

さ
れ

た
か

?
の

わ
か

る
資

料
等

の
開

示
請

求
。

※
添

付
資

料
･A

4
→

1
枚

･意
見

交
換

内
容

都
市

建
設

局
交

通
政

策
総

室

●
平

成
2
6
年

7
月

2
2
日

(月
)･

『
お

で
か

け
ﾄｰ

ｸ
(西

部
)』

･於
て

西
部

公
民

館
大

ﾎ
ｰ

ﾙ
･の

意
見

交
換

内
容

を
見

る
と

、
回

答
･→

ﾊ
ﾞｽ

停
2
箇

所
に

つ
い

て
は

、
道

路
整

備
等

に
よ

り
移

さ
ざ

る
を

得
な

い
状

況
だ

つ
た

。
そ

の
た

め
、

ﾊ
ﾞｽ

停
か

ら
遠

く
な

っ
た

方
が

い
る

こ
と

も
認

識
し

て
い

る
。

何
度

も
ご

意
見

を
い

た
だ

き
、

本
市

と
し

て
も

可
能

な
手

法
が

な
い

か
検

討
を

重
ね

て
き

た
が

、
未

だ
に

答
え

が
出

せ
て

い
な

い
状

況
で

あ
る

。
今

後
、

検
討

を
深

め
て

い
き

た
い

。
と

あ
る

が
、

平
成

2
6
年

7
月

2
2
日

(月
)以

降
、

五
ヵ

月
以

上
経

過
し

て
し

ま
っ

た
が

、
現

時
点

ま
で

に
、

ど
の

様
な

検
討

が
深

度
化

さ
れ

た
か

?
の

わ
か

る
資

料
等

不
存

在
第

1
1
条

　
第

2
項

1
/
2
6

9
6
8

1
/
1
4

大
規

模
行

為
届

出
書

の
様

式
第

3
号

(平
成

2
6
年

1
0
月

1
1
日

～
1
1
月

1
0
日

届
出

分
)。

※
建

築
物

に
限

る
都

市
建

設
局

開
発

景
観

課

大
規

模
行

為
届

出
書

の
様

式
第

3
号

(平
成

2
6
年

1
0
月

1
1
日

～
1
1
月

1
0
日

届
出

分
)

(建
築

物
に

限
る

)

開
示

(一
部

請
求

拒
否

)
2
号

　
個

人
情

報
1
/
1
9

1
/
2
0
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受
付

番
号

受
付

日
請

求
す

る
文

書
の

件
名

所
管

課
期

限
延

長
決

定
文

書
の

件
名

決
定

内
容

不
開

示
理

由
開

示
等

決
定

日
開

示
日

9
6
9

1
/
1
4

平
成

2
6
年

度
熊

本
市

職
員

採
用

試
験

(上
級

職
等

、
初

級
職

等
)及

び
採

用
選

考
試

験
(上

級
職

等
、

免
許

資
格

職
、

身
体

障
が

い
者

対
象

、
民

間
企

業
等

経
験

者
等

対
象

)に
か

か
る

文
書

1
.第

一
次

試
験

･第
二

次
試

験
に

お
け

る
合

格
者

の
最

低
点

及
び

最
高

点
　

第
一

次
試

験
･第

二
次

試
験

に
お

け
る

試
験

種
目

別
最

低
点

及
び

最
高

点
2
.第

一
次

試
験

に
お

け
る

試
験

種
目

別
平

均
点

及
び

基
準

点
3
.第

二
次

試
験

に
お

け
る

口
述

試
験

･論
(作

)分
試

験
の

基
準

点
未

満
者

数
及

び
消

防
職

身
体

検
査

不
合

格
者

数
以

上

人
事

委
員

会
事

務
局

平
成

2
6
年

度
熊

本
市

職
員

採
用

試
験

(上
級

職
等

、
初

級
職

等
)及

び
採

用
選

考
試

験
(上

級
職

等
、

免
許

資
格

職
、

身
体

障
が

い
者

対
象

、
民

間
企

業
等

経
験

者
等

対
象

)に
係

る
文

書
①

 第
一

次
試

験
･第

二
次

試
験

に
お

け
る

合
格

者
の

最
低

点
及

び
最

高
点

第
一

次
試

験
･第

二
次

試
験

に
お

け
る

試
験

種
目

別
最

低
点

及
び

最
高

点
②

 第
一

次
試

験
に

お
け

る
試

験
種

目
別

平
均

点
及

び
基

準
点

③
 第

二
次

試
験

に
お

け
る

口
述

試
験

･論
(作

)文
試

験
の

基
準

点
未

満
者

数
及

び
消

防
職

身
体

検
査

不
合

格
者

数

開
示

1
/
2
3

1
/
2
8

郵
送

9
7
0

1
/
1
5

島
崎

3
丁

目
排

水
路

外
3
排

水
路

改
良

工
事

の
金

入
り

設
計

書
科

目
内

訳
、

施
工

内
訳

ま
で

す
べ

て
お

願
い

し
ま

す
。

都
市

建
設

局
西

部
土

木
ｾ

ﾝ
ﾀ
ｰ

河
川

公
園

整
備

課

平
成

2
6
年

1
2
月

2
4
日

開
札

島
崎

三
丁

目
排

水
路

外
3
排

水
路

改
良

工
事

開
示

1
/
1
6

1
/
2
1

9
7
1

1
/
1
5

食
品

営
業

者
台

帳
平

成
2
7
年

1
月

1
5
日

現
在

保
健

所
が

把
握

し
て

い
る

飲
食

店
営

業
(自

動
販

売
機

、
催

事
･ｲ

ﾍ
ﾞﾝ

ﾄ･
露

店
、

自
動

車
、

列
車

、
船

舶
に

よ
る

営
業

を
除

く
)の

下
記

項
目

･営
業

者
氏

名
･営

業
所

名
称

･営
業

者
所

在
地

(個
人

営
業

者
を

除
く

)･
営

業
所

所
在

地
･営

業
者

電
話

番
号

(個
人

営
業

者
を

除
く

)･
営

業
所

電
話

番
号

･業
種

(営
業

の
種

類
)･

最
新

の
許

可
年

月
日

健
康

福
祉

子
ど

も
局

食
品

保
健

課

平
成

2
7
年

1
月

1
5
日

ま
で

の
間

に
、

熊
本

市
に

お
い

て
営

業
許

可
の

あ
る

飲
食

店
一

覧
(自

動
販

売
機

、
催

事
･ｲ

ﾍ
ﾞﾝ

ﾄ、
露

店
、

自
動

車
、

列
車

、
船

舶
に

よ
る

営
業

を
除

く
)

計
8
0
6
8
件

項
目

:営
業

者
氏

名
、

営
業

者
所

在
地

(個
人

営
業

者
を

除
く

)、
営

業
者

電
話

番
号

(個
人

営
業

者
を

除
く

)、
営

業
所

名
称

、
営

業
所

所
在

地
、

営
業

所
電

話
番

号
、

業
種

、
最

新
の

許
可

年
月

日
※

 開
示

情
報

取
り

出
し

日
時

:平
成

2
7
年

1
月

1
9

日
 1

4
:0

0

開
示

1
/
2
8

2
/
6

郵
送

9
7
2

1
/
1
5

｢○
○

｣の
非

常
警

報
設

備
図

(1
～

3
階

平
面

図
)熊

本
市

中
央

区
大

江
1
丁

目
○

-
○

○
消

防
局

総
務

課

熊
本

市
中

央
区

大
江

1
丁

目
○

-
○

○
「
○

○
｣の

非
常

警
報

設
備

図
(1

～
3
階

平
面

図
)

開
示

1
/
2
8

1
/
2
9

9
7
3

1
/
1
5

位
置

指
定

台
帳

S
4
5
-
0
3
0

№
1
～

5
道

路
判

定
台

帳
9
9
-
3
4
8

№
1
～

6
ｶ
ﾗ
ｰ

は
、

ｶ
ﾗ
ｰ

で
お

願
い

し
ま

す
。

都
市

建
設

局
建

築
指

導
課

位
置

指
定

台
帳

 S
4
5
-
0
3
0
 N

o
.1

～
5

道
路

判
定

台
帳

 9
9
-
3
4
8
 N

o
.1

～
6

ｶ
ﾗ
ｰ

は
、

ｶ
ﾗ
ｰ

で
お

願
い

し
ま

す
。

開
示

(一
部

請
求

拒
否

)
2
号

　
個

人
情

報
1
/
1
6

1
/
1
6
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受
付

番
号

受
付

日
請

求
す

る
文

書
の

件
名

所
管

課
期

限
延

長
決

定
文

書
の

件
名

決
定

内
容

不
開

示
理

由
開

示
等

決
定

日
開

示
日

9
7
4

1
/
1
5

道
路

位
置

指
定

台
帳

、
図

面
所

在
.熊

本
市

北
区

清
水

万
石

三
丁

目
○

○
-
○

番
号

 S
5
1
-
0
2
6

昭
和

5
1
年

6
月

1
1
日

指
定

(平
面

図
お

よ
び

縦
断

、
横

断
図

)
ｶ
ﾗ
ｰ

は
ｶ
ﾗ
ｰ

で

都
市

建
設

局
建

築
指

導
課

道
路

位
置

指
定

台
帳

図
面

所
在

 熊
本

市
北

区
清

水
万

石
三

丁
目

○
○

-
○

番
号

 S
5
1
-
0
2
6
 昭

和
5
1
年

6
月

1
1
日

指
定

(平
面

図
お

よ
び

縦
断

、
横

断
図

)
ｶ
ﾗ
ｰ

は
ｶ
ﾗ
ｰ

で

開
示

(一
部

請
求

拒
否

)
2
号

　
個

人
情

報
1
/
1
6

1
/
2
3

9
7
5

1
/
1
6

道
路

位
置

指
定

S
4
4
-
4
6
9
号

 別
紙

参
考

図
　

　
　

　
　

　
　

 立
合

調
書

①
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
〃

　
　

②
ｶ
ﾗ
ｰ

の
も

の
も

白
黒

希
望

都
市

建
設

局
建

築
指

導
課

道
路

位
置

指
定

 S
4
4
-
4
6
9
号

 別
紙

参
考

図
 立

合
調

書
①

 立
合

調
書

②
ｶ
ﾗ
ｰ

の
も

の
も

白
黒

希
望

開
示

(一
部

請
求

拒
否

)
2
号

　
個

人
情

報
1
/
1
6

1
/
1
9

9
7
6

1
/
1
6

平
成

2
6
年

1
2
月

2
5
日

開
札

西
部

土
木

ｾ
ﾝ
ﾀ
ｰ

 城
南

地
域

整
備

室
市

道
 下

宮
路

沢
水

線
外

1
路

線
舗

装
打

換
工

事
上

記
の

金
入

設
計

書
の

開
示

を
お

願
い

致
し

ま
す

。

都
市

建
設

局
西

部
土

木
ｾ

ﾝ
ﾀ
ｰ

城
南

地
域

整
備

室

市
道

下
宮

地
沢

水
線

外
1
路

線
舗

装
打

換
工

事
金

入
り

設
計

書

開
示

1
/
2
0

1
/
2
7

9
7
7

1
/
1
6

道
路

位
置

指
定

指
定

番
号

 H
0
2
-
0
5
5

ｶ
ﾗ
ｰ

希
望

都
市

建
設

局
建

築
指

導
課

道
路

位
置

指
定

 指
定

番
号

 H
0
2
-
0
5
5
 ｶ

ﾗ
ｰ

希
望

開
示

1
/
1
6

1
/
1
9

9
7
8

1
/
1
9

位
置

指
定

S
6
0
-
0
0
7

白
黒

→
白

黒
ｶ
ﾗ
ｰ

→
ｶ
ﾗ
ｰ

都
市

建
設

局
建

築
指

導
課

位
置

指
定

 S
6
0
-
0
0
7
 白

黒
→

白
黒

 ｶ
ﾗ
ｰ

→
ｶ
ﾗ
ｰ

開
示

1
/
1
9

2
/
2

9
7
9

1
/
1
9

飲
食

店
営

業
許

可
書

一
覧

平
成

2
6
年

1
1
月

1
8
日

～
平

成
2
7
年

1
月

1
8
日

新
規

(更
新

除
く

)
･仮

設
、

移
動

販
売

、
自

動
販

売
機

、
ｺ
ﾝ
ﾋ
ﾞﾆ

除
く

･項
目

店
舗

名
、

住
所

、
申

請
者

名
、

電
話

番
号

、
申

請
年

月
日

、
許

可
年

月
日

健
康

福
祉

子
ど

も
局

食
品

保
健

課

平
成

2
6
年

1
1
月

1
8
日

～
平

成
2
7
年

1
月

1
8
日

ま
で

の
間

に
(熊

本
市

内
に

お
い

て
新

規
に

営
業

許
可

を
受

け
た

飲
食

店
一

覧
(仮

設
、

移
動

販
売

、
自

動
販

売
機

、
ｺ
ﾝ
ﾋ
ﾞﾆ

を
除

く
)

計
1
3
3
件

項
目

:店
舗

名
、

住
所

、
申

請
者

名
、

電
話

番
号

、
申

請
年

月
日

、
許

可
年

月
日

※
 開

示
情

報
取

り
出

し
日

時
:平

成
2
7
年

1
月

2
2

日
9
:2

0

開
示

1
/
2
6

1
/
3
0

9
8
0

1
/
1
9

理
美

容
の

開
設

届
を

提
出

さ
れ

た
店

舗
の

情
報

開
示

を
申

請
い

た
し

ま
す

。
項

目
:店

舗
名

･住
所

･電
話

番
号

･申
請

者
名

期
間

:2
0
1
5
年

1
月

6
日

よ
り

2
0
1
5
年

1
月

1
9
日

健
康

福
祉

子
ど

も
局

生
活

衛
生

課

平
成

2
7
年

1
月

6
日

か
ら

同
年

1
月

1
9
日

ま
で

の
間

、
熊

本
市

内
に

お
い

て
新

規
確

認
し

た
理

容
所

、
美

容
所

の
一

覧
項

目
; 
施

設
の

名
称

、
所

在
地

、
電

話
番

号
、

開
設

者
の

氏
名

･名
称

、
役

職
、

代
表

者
氏

名

開
示

1
/
2
0

1
/
3
0
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受
付

番
号

受
付

日
請

求
す

る
文

書
の

件
名

所
管

課
期

限
延

長
決

定
文

書
の

件
名

決
定

内
容

不
開

示
理

由
開

示
等

決
定

日
開

示
日

9
8
1

1
/
1
9

飲
食

店
の

新
規

検
査

の
申

請
を

行
っ

た
店

舗
の

情
報

開
示

を
申

請
い

た
し

ま
す

。
た

だ
し

、
移

動
販

売
･臨

時
営

業
･仮

設
営

業
･自

動
販

売
機

を
除

く
。

項
目

:屋
号

･営
業

所
在

地
･申

請
者

名
･営

業
電

話
番

号 期
間

:2
0
1
5
年

1
月

6
日

よ
り

2
0
1
5
年

1
月

1
9
日

健
康

福
祉

子
ど

も
局

食
品

保
健

課

平
成

2
7
年

1
月

6
日

～
平

成
2
7
年

1
月

1
9
日

ま
で

の
間

に
、

熊
本

市
内

に
お

い
て

新
規

に
申

請
を

行
っ

た
飲

食
店

一
覧

(移
動

販
売

、
臨

時
営

業
、

仮
設

営
業

、
自

動
販

売
機

を
除

く
)計

1
7
件

項
目

:屋
号

、
営

業
所

在
地

、
申

請
者

名
、

営
業

電
話

番
号

※
 開

示
情

報
取

り
出

し
日

時
:平

成
2
7
年

1
月

2
2

日
 1

1
:0

0

開
示

1
/
2
6

1
/
3
0

9
8
2

1
/
1
9

道
路

判
定

 9
9
年

第
9
6
号

ｶ
ﾗ
ｰ

希
望

都
市

建
設

局
建

築
指

導
課

道
路

判
定

 9
9
年

第
9
6
号

 ｶ
ﾗ
ｰ

希
望

開
示

(一
部

請
求

拒
否

)
2
号

　
個

人
情

報
1
/
2
0

1
/
2
1

9
8
3

1
/
1
9

熊
本

市
中

央
区

平
成

3
丁

目
○

○
番

地
(地

番
)※

住
居

表
示

中
央

区
平

成
3
丁

目
○

○
番

上
記

所
在

地
に

あ
る

建
物

図
面

一
式

種
類

 店
舗

構
造

 鉄
骨

造
亜

鉛
ﾒ
ｯ
ｷ
鋼

板
葺

平
屋

建
床

面
積

 5
3
1
.3

6
㎡

築
年

月
 H

7
.9

.3
0
新

築
所

有
者

 ㈲
○

○
店

舗
(○

○
)

消
防

局
総

務
課

住
所

:熊
本

市
中

央
区

平
成

3
丁

目
○

○
番

店
舗

名
:○

○
請

求
書

類
:建

物
図

面
一

式

開
示

1
/
2
7

1
/
2
9

9
8
4

1
/
2
0

熊
本

市
東

区
戸

島
西

一
丁

目
○

○
番

○
開

発
許

可
番

号
 H

1
4
-
2
0
2

敷
地

(位
置

指
定

道
路

)内
の

上
･下

水
道

の
配

管
場

所
の

図
面

ｶ
ﾗ
ｰ

希
望

都
市

建
設

局
建

築
指

導
課

熊
本

市
東

区
戸

島
西

一
丁

目
○

○
番

○
開

発
許

可
番

号
 H

1
4
-
0
2
0

敷
地

(位
置

指
定

道
路

)内
の

上
･下

水
道

の
配

管
場

所
の

図
面

ｶ
ﾗ
ｰ

希
望

開
示

(一
部

請
求

拒
否

)
2
号

　
個

人
情

報
1
/
2
0

1
/
2
0

9
8
5

1
/
2
0

道
路

位
置

指
定

熊
本

県
指

令
第

9
8
号

ｶ
ﾗ
ｰ

都
市

建
設

局
建

築
指

導
課

道
路

位
置

指
定

 S
4
0
.8

.1
6
 熊

本
県

指
令

第
9
8
号

ｶ
ﾗ
ｰ

開
示

(一
部

請
求

拒
否

)
2
号

　
個

人
情

報
1
/
2
2

1
/
2
2

9
8
6

1
/
2
0

都
市

計
画

事
業

舞
尾

汚
水

幹
線

枝
線

外
枝

線
下

水
道

築
造

工
事

9
3
9
工

区
金

入
設

計
書

上
下

水
道

局
下

水
道

整
備

課

都
市

計
画

事
業

 舞
尾

汚
水

幹
線

枝
線

外
枝

線
下

水
道

築
造

工
事

 9
3
9
工

区
金

入
設

計
書

開
示

1
/
2
2

1
/
2
6

9
8
7

1
/
2
0

平
成

2
6
年

1
1
月

1
9
日

開
札

北
部

土
木

ｾ
ﾝ
ﾀ
ｰ

 工
務

課
市

道
 龍

田
3
丁

目
4
丁

目
第

1
号

線
道

路
改

良
工

事
上

記
の

金
入

設
計

書
の

開
示

を
お

願
い

致
し

ま
す

。

都
市

建
設

局
北

部
土

木
ｾ

ﾝ
ﾀ
ｰ

工
務

課

工
事

名
:市

道
 龍

田
3
丁

目
4
丁

目
第

1
号

線
道

路
改

良
工

事
開

示
文

書
:該

当
工

事
の

金
入

り
設

計
書

開
示

1
/
2
1

1
/
2
7
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受
付

番
号

受
付

日
請

求
す

る
文

書
の

件
名

所
管

課
期

限
延

長
決

定
文

書
の

件
名

決
定

内
容

不
開

示
理

由
開

示
等

決
定

日
開

示
日

9
8
8

1
/
2
0

温
泉

法
に

基
づ

く
熊

本
市

の
温

泉
利

用
許

可
が

下
り

て
い

る
事

業
者

の
一

覧
を

請
求

す
る

。
内

容
と

し
て

は
･申

請
者

氏
名

･申
請

者
住

所
･利

用
施

設
名

称
･利

用
施

設
所

在
地

･利
用

施
設

電
話

番
号

健
康

福
祉

子
ど

も
局

生
活

衛
生

課

温
泉

法
に

基
づ

き
熊

本
市

で
温

泉
利

用
許

可
を

取
得

し
て

い
る

事
業

者
に

係
る

次
の

項
目

一
覧

(1
)申

請
者

氏
名

 (
2
)申

請
者

住
所

 (
3
)利

用
施

設
名

称
(4

)利
用

施
設

所
在

地
 (
5
)利

用
施

設
電

話
番

号

開
示

(一
部

請
求

拒
否

)
2
号

　
個

人
情

報
1
/
2
8

2
/
2

郵
送

9
8
9

1
/
2
0

託
麻

南
小

学
校

校
舎

増
築

工
事

金
額

入
設

計
書

都
市

建
設

局
営

繕
課

｢託
麻

南
小

学
校

校
舎

増
築

工
事

｣の
金

額
入

内
訳

書
開

示
1
/
2
3

1
/
2
3

9
9
0

1
/
2
0

白
川

自
転

車
歩

行
者

専
用

道
路

整
備

工
事

の
金

入
り

設
計

書
1
月

1
4
日

開
札

都
市

建
設

局
土

木
管

理
課

自
転

車
対

策
室

白
川

自
転

車
歩

行
者

専
用

道
路

整
備

工
事

の
金

入
り

設
計

書
1
月

1
4
日

開
札

開
示

1
/
2
3

1
/
2
7

9
9
1

1
/
2
0

都
市

計
画

道
路

新
町

戸
坂

線
構

造
物

撤
去

工
事

に
伴

う
公

共
下

水
道

管
渠

仮
設

工
事

(1
0
6
工

区
)の

金
入

り
設

計
書

1
月

2
0
日

随
意

契
約

上
下

水
道

局
管

路
維

持
課

都
市

計
画

道
路

新
町

戸
坂

線
構

造
物

撤
去

工
事

に
伴

う
公

共
下

水
道

管
渠

仮
設

工
事

(1
0
6
工

区
)

の
金

入
設

計
書

開
示

1
/
2
6

1
/
2
7

9
9
2

1
/
2
0

道
路

位
置

指
定

関
係

書
類

1
式

(図
面

含
む

)
位

置
指

定
年

月
日

 昭
和

4
3
年

1
2
月

1
1
日

位
置

指
定

番
号

 熊
本

県
指

令
第

4
9
2
号

都
市

建
設

局
建

築
指

導
課

道
路

位
置

指
定

関
係

書
類

1
式

(図
面

含
む

)
位

置
指

定
年

月
日

 昭
和

4
3
年

1
2
月

1
1
日

位
置

指
定

番
号

 熊
本

県
指

令
第

 4
9
2
号

開
示

(一
部

請
求

拒
否

)
2
号

　
個

人
情

報
1
/
2
2

1
/
2
2

9
9
3

1
/
2
1

検
査

日
報

S
5
8
.3

.1
8
(確

認
年

月
日

)
5
0
9
4
号

(確
認

番
号

)
熊

本
市

水
前

寺
1
丁

目
○

○
(地

番
)

都
市

建
設

局
建

築
指

導
課

検
査

日
報

S
5
8
.3

.1
8
(確

認
年

月
日

) 
5
0
9
4
号

(確
認

番
号

)
熊

本
市

水
前

寺
1
丁

目
○

○
(地

番
)

開
示

(一
部

請
求

拒
否

)
2
号

　
個

人
情

報
1
/
2
2

1
/
2
2

9
9
4

1
/
2
1

熊
本

市
武

蔵
塚

駅
前

自
転

車
駐

車
場

の
平

成
2
7
年

度
以

降
の

指
定

管
理

者
と

し
て

指
定

を
受

け
た

団
体

か
ら

公
募

の
際

に
提

出
さ

れ
た

申
請

書
都

市
建

設
局

土
木

管
理

課
自

転
車

対
策

室

熊
本

市
武

蔵
塚

駅
前

駐
輪

場
指

定
管

理
者

と
し

て
選

定
さ

れ
た

武
蔵

塚
自

転
車

駐
車

場
管

理
運

営
共

同
企

業
体

が
申

請
し

た
当

該
指

定
管

理
者

の
申

請
書

類
の

一
部

(様
式

第
1
号

、
第

2
号

、
第

3
号

、
第

8
号

(管
理

経
費

の
収

支
状

況
)

開
示

(一
部

請
求

拒
否

)

2
号

　
個

人
情

報
3
号

　
法

人
等

情
報

4
号

　
公

共
の

安
全

等
に

関
す

る
情

報

1
/
2
9

1
/
3
0

9
9
5

1
/
2
1

道
路

位
置

指
定

指
定

番
号

 S
4
3
-
2
6
1

･指
定

書
･計

画
図

･字
図

ｶ
ﾗ
ｰ

希
望

都
市

建
設

局
建

築
指

導
課

道
路

位
置

指
定

 指
定

番
号

 S
4
3
-
2
6
1
 ･

指
定

図
･計

画
図

 ･
字

図
ｶ
ﾗ
ｰ

希
望

開
示

(一
部

請
求

拒
否

)
2
号

　
個

人
情

報
1
/
2
2

1
/
2
2
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受
付

番
号

受
付

日
請

求
す

る
文

書
の

件
名

所
管

課
期

限
延

長
決

定
文

書
の

件
名

決
定

内
容

不
開

示
理

由
開

示
等

決
定

日
開

示
日

9
9
6

1
/
2
1

●
｢文

書
等

開
示

請
求

書
･受

付
平

成
2
5
年

8
月

5
日

付
･

第
3
2
5
号

｣に
対

す
る

｢文
書

等
開

示
(一

部
請

求
拒

否
)

決
定

通
知

書
･駅

整
発

第
1
5
1
号

･平
成

2
5
年

8
月

1
9
日

付
｣に

対
し

、
｢文

書
等

開
示

請
求

拒
否

に
対

す
る

異
議

申
立

書
･第

6
8
号

･受
付

平
成

2
5
年

8
月

2
8
日

付
｣｢

意
見

書
･提

出
･･

第
1
2
号

･受
付

平
成

2
5
年

1
0
月

2
5
日

付
･｣

に
対

し
て

、
｢情

個
審

答
申

第
7
号

･平
成

2
6
年

1
0
月

2
2

日
付

･熊
本

市
情

報
公

開
･個

人
情

報
保

護
審

議
会

･会
長

江
藤

孝
公

印
｣の

書
面

を
、

平
成

2
6
年

1
0
月

2
4
日

･
受

領
し

た
。

ま
た

、
実

施
機

関
(熊

本
市

長
)で

は
、

答
申

を
受

け
て

、
異

議
申

立
て

に
係

る
決

定
を

行
い

、
決

定
書

の
謄

本
を

異
議

申
立

人
に

送
付

す
る

こ
と

に
な

っ
て

お
り

ま
す

。
と

の
記

述
内

容
書

面
を

受
領

し
た

。
そ

し
て

、
｢駅

整
発

第
5
6
5
-
1
号

･平
成

2
6
年

1
1
月

1
8
日

付
･決

定
書

の
謄

本
｣を

平
成

2
6
年

1
1
月

2
0
日

受
領

し
た

。
こ

の
事

に
依

っ
て

以
下

の
開

示
請

求
を

す
る

。
※

異
議

申
立

書
の

中
に

、
添

付
参

照
熟

視
資

料
等

･A
3

→
計

3
.5

枚
･の

中
に

、
2
.熊

本
駅

周
辺

整
備

事
務

所
説

明
会

･会
議

録
情

報
交

付
･住

民
名

前
記

載
交

付
･A

3
→

3
枚

。
を

添
付

し
て

い
た

。
こ

の
会

議
に

出
席

し
た

地
域

住
民

の
名

前
が

、
以

下
の

如
く

記
載

さ
れ

て
い

る
。

→
○

○
:○

○
:○

○
:○

○
:○

○
: 
○

○
:○

○
: 
○

○
:

○
○

: 
○

○
:○

○
: 
○

○
:○

○
(連

合
会

長
):
○

○
(連

合
会

長
):
○

○
: 
○

○
: 
○

○
:○

○
:○

○
: 
○

○
:○

○
:○

○
:○

○
:○

○
:○

○
: 
○

○
:○

○
:○

○
(連

合
会

長
):
○

○
: 
○

○
:

総
務

局
法

制
課

平
成

2
6
年

1
0
月

2
2
日

付
け

情
個

審
答

申
第

7
号

に
関

連
す

る
下

記
の

資
料

等
1
.熊

本
市

職
員

公
務

執
行

中
の

｢勉
強

会
出

席
の

名
前

｣は
公

表
せ

ず
、

熊
本

市
職

員
主

催
･公

務
執

行
中

の
｢説

明
会

に
出

席
し

て
い

る
地

域
住

民
の

名
前

｣の
公

表
は

勝
手

に
し

て
も

良
い

と
す

る
差

に
は

、
ど

の
様

な
法

的
根

拠
等

に
基

づ
く

差
別

の
相

違
等

が
あ

る
の

か
等

を
審

査
審

議
し

た
の

か
が

わ
か

る
証

拠
資

料
等

2
.地

方
公

務
員

･熊
本

市
職

員
の

主
催

に
よ

る
地

域
住

民
説

明
会

等
に

お
い

て
、

会
議

録
等

で
の

地
方

公
務

員
･熊

本
市

職
員

の
出

席
者

の
会

場
で

の
発

言
者

の
名

前
は

、
削

除
･不

記
載

と
し

て
も

良
い

と
す

る
取

扱
い

規
定

･条
例

理
念

等
･法

的
根

処
等

の
わ

か
る

資
料

等

不
存

在
第

1
1
条

　
第

2
項

2
/
3
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受
付

番
号

受
付

日
請

求
す

る
文

書
の

件
名

所
管

課
期

限
延

長
決

定
文

書
の

件
名

決
定

内
容

不
開

示
理

由
開

示
等

決
定

日
開

示
日

→
○

○
)県

駅
)○

○
) 
○

○
)○

○
) 
○

○
)○

○
)市

)住
民

)県
)○

○
)県

) 
○

○
)県

) 
○

○
)県

)市
)○

○
)県

市
)

○
○

) 
○

○
)県

市
)と

の
記

録
で

あ
る

。
上

記
の

如
く

、
地

域
住

民
の

名
前

が
き

ち
っ

と
記

載
さ

れ
て

い
る

。
ま

た
、

○
○

(連
合

会
長

):
○

○
(連

合
会

長
):

○
○

(連
合

会
長

):
と

も
･き

ち
っ

と
記

載
さ

れ
て

い
る

。
二

回
目

の
説

明
会

報
告

会
議

録
に

は
、

地
方

公
務

員
の

名
前

は
欠

落
さ

せ
て

い
る

。
に

も
拘

ら
ず

、
地

域
住

民
の

名
前

は
、

個
人

の
承

諾
も

受
け

ず
、

勝
手

に
掲

示
し

て
い

る
。

1
.｢

な
お

、
当

審
議

会
は

、
条

例
に

基
づ

き
一

部
請

求
拒

否
の

妥
当

性
を

判
断

す
る

も
の

で
あ

り
、

｣と
あ

る
が

、
｢条

例
第

7
条

第
2
号

へ
の

妥
当

性
｣に

つ
い

て
、

熊
本

市
職

員
公

務
執

行
中

の
｢勉

強
会

出
席

の
名

前
｣は

公
表

さ
れ

な
い

の
が

正
当

で
あ

る
と

、
熊

本
市

職
員

主
催

･公
務

執
行

中
の

｢説
明

会
に

出
席

し
て

い
る

地
域

住
民

の
名

前
｣は

公
表

さ
れ

て
い

る
の

で
、

公
務

勉
強

会
出

席
名

前
の

公
表

せ
ず

と
、

市
主

催
公

務
説

明
会

出
席

名
前

の
公

表
を

勝
手

に
し

て
も

良
い

と
の

差
に

は
、

ど
の

様
な

法
的

根
拠

等
に

基
づ

く
差

別
の

相
違

が
あ

る
の

か
等

を
審

査
審

議
し

た
と

す
る

こ
の

事
が

わ
か

る
証

拠
資

料
等

の
開

示
請

求
。

2
.地

方
公

務
員

･熊
本

市
職

員
･の

主
催

に
よ

る
地

域
住

民
説

明
会

･等
に

於
て

、
会

議
録

等
で

の
地

方
公

務
員

･
熊

本
市

職
員

･の
出

席
者

の
会

場
で

の
発

言
者

の
名

前
は

、
削

除
･不

記
載

･と
し

て
も

良
い

･と
す

る
取

扱
い

規
定

･条
例

理
念

等
･法

的
根

拠
等

の
わ

か
る

資
料

･等
の

開
示

請
求

。

3
.平

成
2
6
年

1
0
月

2
2
日

付
け

情
個

審
答

申
第

7
号

に
お

い
て

、
平

成
2
5
年

8
月

2
8
日

付
け

受
付

第
6
8

号
の

異
議

申
立

書
に

添
付

さ
れ

た
、

熊
本

市
主

催
説

明
会

等
の

一
般

市
民

住
民

の
発

言
者

氏
名

を
堂

々
と

記
載

し
、

市
職

員
･公

務
員

の
氏

名
は

記
載

し
な

い
会

議
録

に
つ

い
て

の
審

査
審

議
結

果
の

記
述

が
な

ぜ
欠

落
し

て
い

る
か

の
法

的
根

拠
等

の
分

か
る

資
料

等
と

し
て

、
以

下
の

文
書

･熊
本

市
情

報
公

開
･個

人
情

報
保

護
審

議
会

条
例

条
文

(該
当

条
文

:第
2
条

 所
掌

事
務

)
･情

報
公

開
審

査
諮

問
書

(平
成

2
5
年

9
月

1
0
日

付
け

駅
整

発
第

1
7
2
号

)

開
示

2
/
3

2
/
4
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受
付

番
号

受
付

日
請

求
す

る
文

書
の

件
名

所
管

課
期

限
延

長
決

定
文

書
の

件
名

決
定

内
容

不
開

示
理

由
開

示
等

決
定

日
開

示
日

3
.｢

次
に

、
同

号
ｴ

に
つ

い
て

、
校

区
自

治
協

議
会

等
の

構
成

員
が

地
方

公
務

員
に

当
た

る
か

ど
う

か
の

判
断

を
行

う
。

ま
ず

、
校

区
自

治
協

議
会

等
の

構
成

員
に

対
し

、
辞

令
交

付
等

の
委

嘱
行

為
は

行
わ

れ
て

お
ら

ず
、

報
酬

も
支

払
わ

れ
て

い
な

い
。

そ
し

て
、

校
区

自
治

協
議

会
等

は
、

地
方

公
共

団
体

と
は

別
個

の
団

体
で

あ
り

、
校

区
自

治
協

議
会

等
の

事
務

そ
れ

事
態

を
地

方
公

共
団

体
の

事
務

と
い

う
こ

と
は

で
き

な
い

。
こ

の
こ

と
か

ら
す

る
と

校
区

自
治

協
議

会
等

の
構

成
員

を
地

方
公

務
員

と
位

置
づ

け
る

の
は

困
難

で
あ

る
。

ま
た

、
そ

の
他

の
同

号
ｴ

で
い

う
公

務
員

等
に

も
該

当
し

な
い

た
め

、
校

区
自

治
協

議
会

等
の

構
成

員
に

つ
い

て
は

、
公

務
員

に
も

当
た

ら
な

い
と

判
断

す
る

。
つ

ま
り

、
同

号
ｱ
か

ら
ｵ

ま
で

に
は

該
当

し
な

い
と

い
え

る
。

｣と
該

当
性

に
つ

い
て

結
論

づ
け

が
記

述
さ

れ
て

い
る

。

処
が

、
自

治
会

長
の

報
酬

は
、

自
治

会
会

費
か

ら
報

酬
を

受
領

し
て

お
り

、
そ

の
熊

本
市

自
治

会
組

織
法

の
総

括
は

、
行

政
熊

本
市

の
管

轄
の

基
に

運
営

さ
れ

て
お

り
、

新
任

･退
任

･は
市

政
だ

よ
り

で
、

熊
本

市
等

市
民

に
公

表
伝

達
さ

れ
て

い
る

。
永

年
勤

続
表

彰
も

、
市

政
主

催
で

施
行

さ
れ

て
お

り
、

市
政

主
催

会
議

開
催

で
の

自
治

会
自

治
協

議
会

会
合

に
は

、
一

般
市

民
の

参
画

は
拒

否
の

市
政

執
行

が
、

熊
本

市
憲

法
理

念
･最

高
規

範
性

制
定

･市
民

参
画

･情
報

共
有

･協
働

の
ま

ち
づ

く
り

･
等

の
原

則
理

念
執

行
後

も
、

ず
っ

と
･個

人
･市

民
の

参
画

欠
落

･の
市

政
執

行
で

あ
る

。
各

･自
治

協
議

会
役

員
名

簿
は

、
各

自
治

協
議

会
町

内
会

員
に

は
非

公
開

と
な

っ
て

い
る

の
か

?
ま

た
、

熊
本

市
主

催
･説

明
会

･等
開

催
の

会
議

録
等

に
は

、
一

般
市

民
住

民
の

発
言

者
氏

名
を

堂
々

と
記

載
し

、
市

職
員

･公
務

員
･の

氏
名

は
記

載
し

な
い

会
議

録
を

添
付

資
料

を
同

時
に

審
査

審
議

す
る

べ
き

審
議

会
が

、
何

故
･審

議
結

果
の

記
述

が
欠

落
さ

せ
て

い
る

根
拠

･法
的

根
拠

･等
の

わ
か

る
資

料
等

の
開

示
請

求
。

※
添

付
参

照
熟

視
資

料
等

･熊
本

県
熊

本
市

共
催

･会
議

議
事

録
等

･発
言

者
氏

名
記

録
表

。
A

3
→

3
.枚

。
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受
付

番
号

受
付

日
請

求
す

る
文

書
の

件
名

所
管

課
期

限
延

長
決

定
文

書
の

件
名

決
定

内
容

不
開

示
理

由
開

示
等

決
定

日
開

示
日

9
9
7

1
/
2
1

●
｢文

書
等

開
示

請
求

書
･受

付
平

成
2
5
年

8
月

5
日

付
･

第
3
2
5
号

｣に
対

す
る

｢文
書

等
開

示
(一

部
請

求
拒

否
)

決
定

通
知

書
･駅

整
発

第
1
5
1
号

･平
成

2
5
年

8
月

1
9
日

付
｣に

対
し

、
｢文

書
等

開
示

請
求

拒
否

に
対

す
る

異
議

申
立

書
･第

6
8
号

･受
付

平
成

2
5
年

8
月

2
8
日

付
｣｢

意
見

書
･提

出
･･

第
1
2
号

･受
付

平
成

2
5
年

1
0
月

2
5
日

付
･｣

に
対

し
て

、
｢情

個
審

答
申

第
7
号

･平
成

2
6
年

1
0
月

2
2

日
付

･熊
本

市
情

報
公

開
･個

人
情

報
保

護
審

議
会

･会
長

江
藤

孝
公

印
｣の

書
面

を
、

平
成

2
6
年

1
0
月

2
4
日

･
受

領
し

た
。

ま
た

、
実

施
機

関
(熊

本
市

長
)で

は
、

答
申

を
受

け
て

、
異

議
申

立
て

に
係

る
決

定
を

行
い

、
決

定
書

の
謄

本
を

異
議

申
立

人
に

送
付

す
る

こ
と

に
な

っ
て

お
り

ま
す

。
と

の
記

述
内

容
書

面
を

受
領

し
た

。
そ

し
て

、
｢駅

整
発

第
5
6
5
-
1
号

･平
成

2
6
年

1
1
月

1
8
日

付
･決

定
書

の
謄

本
｣を

平
成

2
6
年

1
1
月

2
0
日

受
領

し
た

。
こ

の
事

に
依

っ
て

以
下

の
開

示
請

求
を

す
る

。
※

異
議

申
立

書
の

中
に

、
添

付
参

照
熟

視
資

料
等

･A
3

→
計

3
.5

枚
･の

中
に

、
2
.熊

本
駅

周
辺

整
備

事
務

所
説

明
会

･会
議

録
情

報
交

付
･住

民
名

前
記

載
交

付
･A

3
→

3
枚

。
を

添
付

し
て

い
た

。
こ

の
会

議
に

出
席

し
た

地
域

住
民

の
名

前
が

、
以

下
の

如
く

記
載

さ
れ

て
い

る
。

→
○

○
:○

○
:○

○
:○

○
:○

○
: 
○

○
:○

○
: 
○

○
:

○
○

: 
○

○
:○

○
: 
○

○
:○

○
(連

合
会

長
):
○

○
(連

合
会

長
):
○

○
: 
○

○
: 
○

○
:○

○
:○

○
: 
○

○
:○

○
:○

○
:○

○
:○

○
:○

○
: 
○

○
:○

○
:○

○
(連

合
会

長
):
○

○
: 
○

○
:

都
市

建
設

局
熊

本
駅

周
辺

整
備

事
務

所

1
.熊

本
市

職
員

公
務

執
行

中
の

｢勉
強

会
出

席
の

名
前

｣と
、

熊
本

市
職

員
主

催
･公

務
執

行
中

の
｢

説
明

会
に

出
席

し
て

い
る

地
域

住
民

の
名

前
｣の

公
表

･非
公

表
に

つ
い

て
、

法
的

根
拠

等
に

基
づ

く
相

違
が

あ
る

の
か

等
を

審
査

審
議

し
た

と
す

る
事

が
わ

か
る

証
拠

資
料

等
2
.地

域
住

民
説

明
会

等
に

お
け

る
会

議
録

等
で

の
、

地
方

公
務

員
の

会
場

で
の

発
言

者
の

名
前

を
削

除
･不

記
載

と
し

て
も

良
い

と
す

る
取

扱
い

規
定

･
条

例
理

念
等

･法
的

根
拠

等
の

わ
か

る
資

料
等

不
存

在
第

1
1
条

　
第

2
項

1
/
2
9
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受
付

番
号

受
付

日
請

求
す

る
文

書
の

件
名

所
管

課
期

限
延

長
決

定
文

書
の

件
名

決
定

内
容

不
開

示
理

由
開

示
等

決
定

日
開

示
日

→
○

○
)県

駅
)○

○
) 
○

○
)○

○
) 
○

○
)○

○
)市

)住
民

)県
)○

○
)県

) 
○

○
)県

) 
○

○
)県

)市
)○

○
)県

市
)

○
○

) 
○

○
)県

市
)と

の
記

録
で

あ
る

。
上

記
の

如
く

、
地

域
住

民
の

名
前

が
き

ち
っ

と
記

載
さ

れ
て

い
る

。
ま

た
、

○
○

(連
合

会
長

):
○

○
(連

合
会

長
):

○
○

(連
合

会
長

):
と

も
･き

ち
っ

と
記

載
さ

れ
て

い
る

。
二

回
目

の
説

明
会

報
告

会
議

録
に

は
、

地
方

公
務

員
の

名
前

は
欠

落
さ

せ
て

い
る

。
に

も
拘

ら
ず

、
地

域
住

民
の

名
前

は
、

個
人

の
承

諾
も

受
け

ず
、

勝
手

に
掲

示
し

て
い

る
。

1
.「

な
お

、
当

審
議

会
は

、
条

例
に

基
づ

き
一

部
請

求
拒

否
の

妥
当

性
を

判
断

す
る

も
の

で
あ

り
、

｣と
あ

る
が

、
｢条

例
第

7
条

第
2
号

へ
の

妥
当

性
｣に

つ
い

て
、

熊
本

市
職

員
公

務
執

行
中

の
｢勉

強
会

出
席

の
名

前
｣は

公
表

さ
れ

な
い

の
が

正
当

で
あ

る
と

、
熊

本
市

職
員

主
催

･公
務

執
行

中
の

｢説
明

会
に

出
席

し
て

い
る

地
域

住
民

の
名

前
｣は

公
表

さ
れ

て
い

る
の

で
、

公
務

勉
強

会
出

席
名

前
の

公
表

せ
ず

と
、

市
主

催
公

務
説

明
会

出
席

名
前

の
公

表
を

勝
手

に
し

て
も

良
い

と
の

差
に

は
、

ど
の

様
な

法
的

根
拠

等
に

基
づ

く
差

別
の

相
違

が
あ

る
の

か
等

を
審

査
審

議
し

た
と

す
る

こ
の

事
が

わ
か

る
証

拠
資

料
等

の
開

示
請

求
。

2
.地

方
公

務
員

･熊
本

市
職

員
･の

主
催

に
よ

る
地

域
住

民
説

明
会

･等
に

於
て

、
会

議
録

等
で

の
地

方
公

務
員

･
熊

本
市

職
員

･の
出

席
者

の
会

場
で

の
発

言
者

の
名

前
は

、
削

除
･不

記
載

･と
し

て
も

良
い

･と
す

る
取

扱
い

規
定

･条
例

理
念

等
･法

的
根

拠
等

の
わ

か
る

資
料

･等
の

開
示

請
求

。

※
添

付
参

照
熟

視
資

料
等

･熊
本

県
熊

本
市

共
催

･会
議

議
事

録
等

･発
言

者
氏

名
記

録
表

。
A

3
→

3
.枚

。
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受
付

番
号

受
付

日
請

求
す

る
文

書
の

件
名

所
管

課
期

限
延

長
決

定
文

書
の

件
名

決
定

内
容

不
開

示
理

由
開

示
等

決
定

日
開

示
日

9
9
8

1
/
2
2

公
開

を
希

望
す

る
損

害
保

険
証

券
の

内
容

平
成

2
6
年

1
月

1
日

か
ら

平
成

2
6
年

1
2
月

3
1
日

ま
で

に
締

結
し

た
損

害
保

険
の

内
、

保
険

料
が

1
0
万

円
以

上
で

以
下

の
条

件
に

該
当

す
る

保
険

証
券

の
写

し
、

又
は

当
該

保
険

契
約

の
内

容
が

分
か

る
書

類
の

写
し

【
公

開
を

希
望

す
る

も
の

】
･道

路
、

河
川

、
水

路
、

た
め

池
等

の
賠

償
責

任
保

険
･公

営
住

宅
の

賠
償

責
任

保
険

･医
師

、
看

護
士

、
薬

剤
師

等
の

賠
償

責
任

保
険

、
傷

害
保

険
･市

が
管

理
運

営
す

る
児

童
館

、
図

書
館

、
そ

の
他

施
設

等
の

施
設

賠
償

責
任

保
険

･市
が

管
理

運
営

す
る

児
童

館
、

図
書

館
、

そ
の

他
施

設
等

の
入

場
者

の
傷

害
保

険
･市

が
管

理
す

る
公

園
等

の
賠

償
責

任
保

険
･市

が
管

理
す

る
公

園
等

の
美

化
ﾎ
ﾞﾗ

ﾝ
ﾃ

ｨｱ
活

動
等

の
傷

害
保

険
、

賠
償

責
任

保
険

･市
が

主
催

す
る

ｽ
ﾎ
ﾟｰ

ﾂ
ｲ
ﾍ

ﾞﾝ
ﾄ、

住
民

参
加

ｲ
ﾍ

ﾞﾝ
ﾄ等

の
傷

害
保

険
･市

が
主

催
す

る
ﾎ
ﾞﾗ

ﾝ
ﾃ

ｨｱ
活

動
等

の
傷

害
保

険
、

賠
償

責
任

保
険

･交
通

安
全

教
室

や
交

通
安

全
ﾎ
ﾞﾗ

ﾝ
ﾃ

ｨｱ
活

動
等

の
傷

害
保

険
、

賠
償

責
任

保
険

･臨
時

職
員

の
方

の
傷

害
保

険
･そ

の
他

の
賠

償
責

任
保

険
、

傷
害

保
険

【
対

象
外

と
す

る
も

の
】

･自
動

車
保

険
、

自
賠

責
保

険
･全

国
市

長
会

、
全

国
市

有
物

件
共

済
な

ど
の

公
的

機
関

と
の

災
害

共
済

･独
立

行
政

法
人

の
団

体
契

約
に

加
入

し
て

い
る

契
約

会
計

総
室

平
成

2
6
年

1
月

1
日

か
ら

平
成

2
6
年

1
2
月

3
1
日

ま
で

に
締

結
し

た
損

害
保

険
内

、
保

険
料

が
1
0
万

円
以

上
で

条
件

に
該

当
す

る
保

険
証

券

開
示

1
/
2
2

2
/
9

郵
送

･社
団

法
人

日
本

水
道

協
会

、
日

本
下

水
道

協
会

に
加

入
し

て
い

る
契

約
･財

団
法

人
日

本
消

防
協

会
に

加
入

し
て

い
る

契
約

･社
団

法
人

全
国

公
民

館
連

合
会

に
加

入
し

て
い

る
契

約 ※
会

計
総

室
所

管
分
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受
付

番
号

受
付

日
請

求
す

る
文

書
の

件
名

所
管

課
期

限
延

長
決

定
文

書
の

件
名

決
定

内
容

不
開

示
理

由
開

示
等

決
定

日
開

示
日

9
9
9

1
/
2
2

公
開

を
希

望
す

る
損

害
保

険
証

券
の

内
容

平
成

2
6
年

1
月

1
日

か
ら

平
成

2
6
年

1
2
月

3
1
日

ま
で

に
締

結
し

た
損

害
保

険
の

内
、

保
険

料
が

1
0
万

円
以

上
で

以
下

の
条

件
に

該
当

す
る

保
険

証
券

の
写

し
、

又
は

当
該

保
険

契
約

の
内

容
が

分
か

る
書

類
の

写
し

【
公

開
を

希
望

す
る

も
の

】
･道

路
、

河
川

、
水

路
、

た
め

池
等

の
賠

償
責

任
保

険
･公

営
住

宅
の

賠
償

責
任

保
険

･医
師

、
看

護
士

、
薬

剤
師

等
の

賠
償

責
任

保
険

、
傷

害
保

険
･市

が
管

理
運

営
す

る
児

童
館

、
図

書
館

、
そ

の
他

施
設

等
の

施
設

賠
償

責
任

保
険

･市
が

管
理

運
営

す
る

児
童

館
、

図
書

館
、

そ
の

他
施

設
等

の
入

場
者

の
傷

害
保

険
･市

が
管

理
す

る
公

園
等

の
賠

償
責

任
保

険
･市

が
管

理
す

る
公

園
等

の
美

化
ﾎ
ﾞﾗ

ﾝ
ﾃ

ｨｱ
活

動
等

の
傷

害
保

険
、

賠
償

責
任

保
険

･市
が

主
催

す
る

ｽ
ﾎ
ﾟｰ

ﾂ
ｲ
ﾍ

ﾞﾝ
ﾄ、

住
民

参
加

ｲ
ﾍ

ﾞﾝ
ﾄ等

の
傷

害
保

険
･市

が
主

催
す

る
ﾎ
ﾞﾗ

ﾝ
ﾃ

ｨｱ
活

動
等

の
傷

害
保

険
、

賠
償

責
任

保
険

･交
通

安
全

教
室

や
交

通
安

全
ﾎ
ﾞﾗ

ﾝ
ﾃ

ｨｱ
活

動
等

の
傷

害
保

険
、

賠
償

責
任

保
険

･臨
時

職
員

の
方

の
傷

害
保

険
･そ

の
他

の
賠

償
責

任
保

険
、

傷
害

保
険

【
対

象
外

と
す

る
も

の
】

･自
動

車
保

険
、

自
賠

責
保

険
･全

国
市

長
会

、
全

国
市

有
物

件
共

済
な

ど
の

公
的

機
関

と
の

災
害

共
済

･独
立

行
政

法
人

の
団

体
契

約
に

加
入

し
て

い
る

契
約

企
画

振
興

局
市

民
協

働
課

･上
記

制
度

の
実

施
要

綱
･災

害
補

償
規

定
等

･平
成

2
6
年

度
契

約
時

の
仕

様
書

･平
成

2
6
年

度
契

約
の

保
険

証
券

及
び

特
約

･明
細

書
等

(保
険

約
款

不
要

)

開
示

1
/
2
6

2
/
9

郵
送

･社
団

法
人

日
本

水
道

協
会

、
日

本
下

水
道

協
会

に
加

入
し

て
い

る
契

約
･財

団
法

人
日

本
消

防
協

会
に

加
入

し
て

い
る

契
約

･社
団

法
人

全
国

公
民

館
連

合
会

に
加

入
し

て
い

る
契

約 ※
市

民
協

働
課

所
管

分
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受
付

番
号

受
付

日
請

求
す

る
文

書
の

件
名

所
管

課
期

限
延

長
決

定
文

書
の

件
名

決
定

内
容

不
開

示
理

由
開

示
等

決
定

日
開

示
日

1
0
0
0

1
/
2
2

公
開

を
希

望
す

る
損

害
保

険
証

券
の

内
容

平
成

2
6
年

1
月

1
日

か
ら

平
成

2
6
年

1
2
月

3
1
日

ま
で

に
締

結
し

た
損

害
保

険
の

内
、

保
険

料
が

1
0
万

円
以

上
で

以
下

の
条

件
に

該
当

す
る

保
険

証
券

の
写

し
、

又
は

当
該

保
険

契
約

の
内

容
が

分
か

る
書

類
の

写
し

【
公

開
を

希
望

す
る

も
の

】
･道

路
、

河
川

、
水

路
、

た
め

池
等

の
賠

償
責

任
保

険
･公

営
住

宅
の

賠
償

責
任

保
険

･医
師

、
看

護
士

、
薬

剤
師

等
の

賠
償

責
任

保
険

、
傷

害
保

険
･市

が
管

理
運

営
す

る
児

童
館

、
図

書
館

、
そ

の
他

施
設

等
の

施
設

賠
償

責
任

保
険

･市
が

管
理

運
営

す
る

児
童

館
、

図
書

館
、

そ
の

他
施

設
等

の
入

場
者

の
傷

害
保

険
･市

が
管

理
す

る
公

園
等

の
賠

償
責

任
保

険
･市

が
管

理
す

る
公

園
等

の
美

化
ﾎ
ﾞﾗ

ﾝ
ﾃ

ｨｱ
活

動
等

の
傷

害
保

険
、

賠
償

責
任

保
険

･市
が

主
催

す
る

ｽ
ﾎ
ﾟｰ

ﾂ
ｲ
ﾍ

ﾞﾝ
ﾄ、

住
民

参
加

ｲ
ﾍ

ﾞﾝ
ﾄ等

の
傷

害
保

険
･市

が
主

催
す

る
ﾎ
ﾞﾗ

ﾝ
ﾃ

ｨｱ
活

動
等

の
傷

害
保

険
、

賠
償

責
任

保
険

･交
通

安
全

教
室

や
交

通
安

全
ﾎ
ﾞﾗ

ﾝ
ﾃ

ｨｱ
活

動
等

の
傷

害
保

険
、

賠
償

責
任

保
険

･臨
時

職
員

の
方

の
傷

害
保

険
･そ

の
他

の
賠

償
責

任
保

険
、

傷
害

保
険

【
対

象
外

と
す

る
も

の
】

･自
動

車
保

険
、

自
賠

責
保

険
･全

国
市

長
会

、
全

国
市

有
物

件
共

済
な

ど
の

公
的

機
関

と
の

災
害

共
済

･独
立

行
政

法
人

の
団

体
契

約
に

加
入

し
て

い
る

契
約

財
政

局
車

両
管

理
課

保
険

証
券

(賠
償

責
任

保
険

、
動

産
総

合
保

険
)

開
示

1
/
2
2

2
/
9

郵
送

･社
団

法
人

日
本

水
道

協
会

、
日

本
下

水
道

協
会

に
加

入
し

て
い

る
契

約
･財

団
法

人
日

本
消

防
協

会
に

加
入

し
て

い
る

契
約

･社
団

法
人

全
国

公
民

館
連

合
会

に
加

入
し

て
い

る
契

約 ※
車

両
管

理
課

所
管

分
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受
付

番
号

受
付

日
請

求
す

る
文

書
の

件
名

所
管

課
期

限
延

長
決

定
文

書
の

件
名

決
定

内
容

不
開

示
理

由
開

示
等

決
定

日
開

示
日

1
0
0
1

1
/
2
2

公
開

を
希

望
す

る
損

害
保

険
証

券
の

内
容

平
成

2
6
年

1
月

1
日

か
ら

平
成

2
6
年

1
2
月

3
1
日

ま
で

に
締

結
し

た
損

害
保

険
の

内
、

保
険

料
が

1
0
万

円
以

上
で

以
下

の
条

件
に

該
当

す
る

保
険

証
券

の
写

し
、

又
は

当
該

保
険

契
約

の
内

容
が

分
か

る
書

類
の

写
し

【
公

開
を

希
望

す
る

も
の

】
･道

路
、

河
川

、
水

路
、

た
め

池
等

の
賠

償
責

任
保

険
･公

営
住

宅
の

賠
償

責
任

保
険

･医
師

、
看

護
士

、
薬

剤
師

等
の

賠
償

責
任

保
険

、
傷

害
保

険
･市

が
管

理
運

営
す

る
児

童
館

、
図

書
館

、
そ

の
他

施
設

等
の

施
設

賠
償

責
任

保
険

･市
が

管
理

運
営

す
る

児
童

館
、

図
書

館
、

そ
の

他
施

設
等

の
入

場
者

の
傷

害
保

険
･市

が
管

理
す

る
公

園
等

の
賠

償
責

任
保

険
･市

が
管

理
す

る
公

園
等

の
美

化
ﾎ
ﾞﾗ

ﾝ
ﾃ

ｨｱ
活

動
等

の
傷

害
保

険
、

賠
償

責
任

保
険

･市
が

主
催

す
る

ｽ
ﾎ
ﾟｰ

ﾂ
ｲ
ﾍ

ﾞﾝ
ﾄ、

住
民

参
加

ｲ
ﾍ

ﾞﾝ
ﾄ等

の
傷

害
保

険
･市

が
主

催
す

る
ﾎ
ﾞﾗ

ﾝ
ﾃ

ｨｱ
活

動
等

の
傷

害
保

険
、

賠
償

責
任

保
険

･交
通

安
全

教
室

や
交

通
安

全
ﾎ
ﾞﾗ

ﾝ
ﾃ

ｨｱ
活

動
等

の
傷

害
保

険
、

賠
償

責
任

保
険

･臨
時

職
員

の
方

の
傷

害
保

険
･そ

の
他

の
賠

償
責

任
保

険
、

傷
害

保
険

【
対

象
外

と
す

る
も

の
】

･自
動

車
保

険
、

自
賠

責
保

険
･全

国
市

長
会

、
全

国
市

有
物

件
共

済
な

ど
の

公
的

機
関

と
の

災
害

共
済

･独
立

行
政

法
人

の
団

体
契

約
に

加
入

し
て

い
る

契
約

健
康

福
祉

子
ど

も
局

健
康

福
祉

政
策

課

平
成

2
6
年

1
月

1
日

か
ら

平
成

2
6
年

1
2
月

3
1
日

ま
で

に
締

結
し

た
損

害
保

険
の

内
、

保
険

料
が

1
0
万

円
以

上
で

別
途

請
求

者
が

示
す

条
件

に
該

当
す

る
保

険
証

券
の

写
し

、
又

は
該

当
保

険
契

約
の

内
容

が
分

か
る

書
類

の
写

し

開
示

1
/
2
7

2
/
9

郵
送

･社
団

法
人

日
本

水
道

協
会

、
日

本
下

水
道

協
会

に
加

入
し

て
い

る
契

約
･財

団
法

人
日

本
消

防
協

会
に

加
入

し
て

い
る

契
約

･社
団

法
人

全
国

公
民

館
連

合
会

に
加

入
し

て
い

る
契

約 ※
健

康
福

祉
政

策
課

所
管

分
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受
付

番
号

受
付

日
請

求
す

る
文

書
の

件
名

所
管

課
期

限
延

長
決

定
文

書
の

件
名

決
定

内
容

不
開

示
理

由
開

示
等

決
定

日
開

示
日

1
0
0
2

1
/
2
2

公
開

を
希

望
す

る
損

害
保

険
証

券
の

内
容

平
成

2
6
年

1
月

1
日

か
ら

平
成

2
6
年

1
2
月

3
1
日

ま
で

に
締

結
し

た
損

害
保

険
の

内
、

保
険

料
が

1
0
万

円
以

上
で

以
下

の
条

件
に

該
当

す
る

保
険

証
券

の
写

し
、

又
は

当
該

保
険

契
約

の
内

容
が

分
か

る
書

類
の

写
し

【
公

開
を

希
望

す
る

も
の

】
･道

路
、

河
川

、
水

路
、

た
め

池
等

の
賠

償
責

任
保

険
･公

営
住

宅
の

賠
償

責
任

保
険

･医
師

、
看

護
士

、
薬

剤
師

等
の

賠
償

責
任

保
険

、
傷

害
保

険
･市

が
管

理
運

営
す

る
児

童
館

、
図

書
館

、
そ

の
他

施
設

等
の

施
設

賠
償

責
任

保
険

･市
が

管
理

運
営

す
る

児
童

館
、

図
書

館
、

そ
の

他
施

設
等

の
入

場
者

の
傷

害
保

険
･市

が
管

理
す

る
公

園
等

の
賠

償
責

任
保

険
･市

が
管

理
す

る
公

園
等

の
美

化
ﾎ
ﾞﾗ

ﾝ
ﾃ

ｨｱ
活

動
等

の
傷

害
保

険
、

賠
償

責
任

保
険

･市
が

主
催

す
る

ｽ
ﾎ
ﾟｰ

ﾂ
ｲ
ﾍ

ﾞﾝ
ﾄ、

住
民

参
加

ｲ
ﾍ

ﾞﾝ
ﾄ等

の
傷

害
保

険
･市

が
主

催
す

る
ﾎ
ﾞﾗ

ﾝ
ﾃ

ｨｱ
活

動
等

の
傷

害
保

険
、

賠
償

責
任

保
険

･交
通

安
全

教
室

や
交

通
安

全
ﾎ
ﾞﾗ

ﾝ
ﾃ

ｨｱ
活

動
等

の
傷

害
保

険
、

賠
償

責
任

保
険

･臨
時

職
員

の
方

の
傷

害
保

険
･そ

の
他

の
賠

償
責

任
保

険
、

傷
害

保
険

【
対

象
外

と
す

る
も

の
】

･自
動

車
保

険
、

自
賠

責
保

険
･全

国
市

長
会

、
全

国
市

有
物

件
共

済
な

ど
の

公
的

機
関

と
の

災
害

共
済

･独
立

行
政

法
人

の
団

体
契

約
に

加
入

し
て

い
る

契
約

農
水

商
工

局
競

輪
事

務
所

ｺ
ｰ

ﾎ
ﾟﾚ

ｰ
ﾄﾏ

ﾈ
ｰ

ｶ
ﾞｰ

ﾄﾞ
保

険

開
示

1
/
2
7

2
/
9

郵
送

･社
団

法
人

日
本

水
道

協
会

、
日

本
下

水
道

協
会

に
加

入
し

て
い

る
契

約
･財

団
法

人
日

本
消

防
協

会
に

加
入

し
て

い
る

契
約

･社
団

法
人

全
国

公
民

館
連

合
会

に
加

入
し

て
い

る
契

約 ※
競

輪
事

務
所

所
管

分
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受
付

番
号

受
付

日
請

求
す

る
文

書
の

件
名

所
管

課
期

限
延

長
決

定
文

書
の

件
名

決
定

内
容

不
開

示
理

由
開

示
等

決
定

日
開

示
日

1
0
0
3

1
/
2
2

公
開

を
希

望
す

る
損

害
保

険
証

券
の

内
容

平
成

2
6
年

1
月

1
日

か
ら

平
成

2
6
年

1
2
月

3
1
日

ま
で

に
締

結
し

た
損

害
保

険
の

内
、

保
険

料
が

1
0
万

円
以

上
で

以
下

の
条

件
に

該
当

す
る

保
険

証
券

の
写

し
、

又
は

当
該

保
険

契
約

の
内

容
が

分
か

る
書

類
の

写
し

【
公

開
を

希
望

す
る

も
の

】
･道

路
、

河
川

、
水

路
、

た
め

池
等

の
賠

償
責

任
保

険
･公

営
住

宅
の

賠
償

責
任

保
険

･医
師

、
看

護
士

、
薬

剤
師

等
の

賠
償

責
任

保
険

、
傷

害
保

険
･市

が
管

理
運

営
す

る
児

童
館

、
図

書
館

、
そ

の
他

施
設

等
の

施
設

賠
償

責
任

保
険

･市
が

管
理

運
営

す
る

児
童

館
、

図
書

館
、

そ
の

他
施

設
等

の
入

場
者

の
傷

害
保

険
･市

が
管

理
す

る
公

園
等

の
賠

償
責

任
保

険
･市

が
管

理
す

る
公

園
等

の
美

化
ﾎ
ﾞﾗ

ﾝ
ﾃ

ｨｱ
活

動
等

の
傷

害
保

険
、

賠
償

責
任

保
険

･市
が

主
催

す
る

ｽ
ﾎ
ﾟｰ

ﾂ
ｲ
ﾍ

ﾞﾝ
ﾄ、

住
民

参
加

ｲ
ﾍ

ﾞﾝ
ﾄ等

の
傷

害
保

険
･市

が
主

催
す

る
ﾎ
ﾞﾗ

ﾝ
ﾃ

ｨｱ
活

動
等

の
傷

害
保

険
、

賠
償

責
任

保
険

･交
通

安
全

教
室

や
交

通
安

全
ﾎ
ﾞﾗ

ﾝ
ﾃ

ｨｱ
活

動
等

の
傷

害
保

険
、

賠
償

責
任

保
険

･臨
時

職
員

の
方

の
傷

害
保

険
･そ

の
他

の
賠

償
責

任
保

険
、

傷
害

保
険

【
対

象
外

と
す

る
も

の
】

･自
動

車
保

険
、

自
賠

責
保

険
･全

国
市

長
会

、
全

国
市

有
物

件
共

済
な

ど
の

公
的

機
関

と
の

災
害

共
済

･独
立

行
政

法
人

の
団

体
契

約
に

加
入

し
て

い
る

契
約

都
市

建
設

局
熊

本
駅

周
辺

整
備

事
務

所
熊

本
駅

西
土

地
区

画
整

理
事

業
所

熊
本

駅
西

土
地

区
画

整
理

事
業

所
所

管
分

の
平

成
2
6
年

1
月

1
日

か
ら

平
成

2
6
年

1
2
月

3
1
日

ま
で

に
締

結
し

た
損

害
保

険
の

内
、

保
険

料
が

1
0
万

円
以

上
で

別
途

請
求

者
が

示
す

条
件

に
該

当
す

る
保

険
証

書
の

写
し

、
又

は
当

該
保

険
契

約
の

内
容

が
分

か
る

書
類

の
写

し

開
示

1
/
2
6

2
/
9

郵
送

･社
団

法
人

日
本

水
道

協
会

、
日

本
下

水
道

協
会

に
加

入
し

て
い

る
契

約
･財

団
法

人
日

本
消

防
協

会
に

加
入

し
て

い
る

契
約

･社
団

法
人

全
国

公
民

館
連

合
会

に
加

入
し

て
い

る
契

約 ※
熊

本
駅

西
土

地
区

画
整

理
事

業
所

所
管

分
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受
付

番
号

受
付

日
請

求
す

る
文

書
の

件
名

所
管

課
期

限
延

長
決

定
文

書
の

件
名

決
定

内
容

不
開

示
理

由
開

示
等

決
定

日
開

示
日

1
0
0
4

1
/
2
2

公
開

を
希

望
す

る
損

害
保

険
証

券
の

内
容

平
成

2
6
年

1
月

1
日

か
ら

平
成

2
6
年

1
2
月

3
1
日

ま
で

に
締

結
し

た
損

害
保

険
の

内
、

保
険

料
が

1
0
万

円
以

上
で

以
下

の
条

件
に

該
当

す
る

保
険

証
券

の
写

し
、

又
は

当
該

保
険

契
約

の
内

容
が

分
か

る
書

類
の

写
し

【
公

開
を

希
望

す
る

も
の

】
･道

路
、

河
川

、
水

路
、

た
め

池
等

の
賠

償
責

任
保

険
･公

営
住

宅
の

賠
償

責
任

保
険

･医
師

、
看

護
士

、
薬

剤
師

等
の

賠
償

責
任

保
険

、
傷

害
保

険
･市

が
管

理
運

営
す

る
児

童
館

、
図

書
館

、
そ

の
他

施
設

等
の

施
設

賠
償

責
任

保
険

･市
が

管
理

運
営

す
る

児
童

館
、

図
書

館
、

そ
の

他
施

設
等

の
入

場
者

の
傷

害
保

険
･市

が
管

理
す

る
公

園
等

の
賠

償
責

任
保

険
･市

が
管

理
す

る
公

園
等

の
美

化
ﾎ
ﾞﾗ

ﾝ
ﾃ

ｨｱ
活

動
等

の
傷

害
保

険
、

賠
償

責
任

保
険

･市
が

主
催

す
る

ｽ
ﾎ
ﾟｰ

ﾂ
ｲ
ﾍ

ﾞﾝ
ﾄ、

住
民

参
加

ｲ
ﾍ

ﾞﾝ
ﾄ等

の
傷

害
保

険
･市

が
主

催
す

る
ﾎ
ﾞﾗ

ﾝ
ﾃ

ｨｱ
活

動
等

の
傷

害
保

険
、

賠
償

責
任

保
険

･交
通

安
全

教
室

や
交

通
安

全
ﾎ
ﾞﾗ

ﾝ
ﾃ

ｨｱ
活

動
等

の
傷

害
保

険
、

賠
償

責
任

保
険

･臨
時

職
員

の
方

の
傷

害
保

険
･そ

の
他

の
賠

償
責

任
保

険
、

傷
害

保
険

【
対

象
外

と
す

る
も

の
】

･自
動

車
保

険
、

自
賠

責
保

険
･全

国
市

長
会

、
全

国
市

有
物

件
共

済
な

ど
の

公
的

機
関

と
の

災
害

共
済

･独
立

行
政

法
人

の
団

体
契

約
に

加
入

し
て

い
る

契
約

都
市

建
設

局
土

木
管

理
課

土
木

管
理

課
所

管
分

の
平

成
2
6
年

1
月

1
日

か
ら

平
成

2
6
年

1
2
月

3
1
日

ま
で

に
契

約
し

た
損

害
保

険
の

内
、

保
険

料
が

1
0
万

円
以

上
で

別
途

請
求

者
が

示
す

条
件

に
該

当
す

る
保

険
証

券
の

写
し

開
示

1
/
2
9

2
/
9

郵
送

･社
団

法
人

日
本

水
道

協
会

、
日

本
下

水
道

協
会

に
加

入
し

て
い

る
契

約
･財

団
法

人
日

本
消

防
協

会
に

加
入

し
て

い
る

契
約

･社
団

法
人

全
国

公
民

館
連

合
会

に
加

入
し

て
い

る
契

約 ※
土

木
管

理
課

所
管

分
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受
付

番
号

受
付

日
請

求
す

る
文

書
の

件
名

所
管

課
期

限
延

長
決

定
文

書
の

件
名

決
定

内
容

不
開

示
理

由
開

示
等

決
定

日
開

示
日

1
0
0
5

1
/
2
2

公
開

を
希

望
す

る
損

害
保

険
証

券
の

内
容

平
成

2
6
年

1
月

1
日

か
ら

平
成

2
6
年

1
2
月

3
1
日

ま
で

に
締

結
し

た
損

害
保

険
の

内
、

保
険

料
が

1
0
万

円
以

上
で

以
下

の
条

件
に

該
当

す
る

保
険

証
券

の
写

し
、

又
は

当
該

保
険

契
約

の
内

容
が

分
か

る
書

類
の

写
し

【
公

開
を

希
望

す
る

も
の

】
･道

路
、

河
川

、
水

路
、

た
め

池
等

の
賠

償
責

任
保

険
･公

営
住

宅
の

賠
償

責
任

保
険

･医
師

、
看

護
士

、
薬

剤
師

等
の

賠
償

責
任

保
険

、
傷

害
保

険
･市

が
管

理
運

営
す

る
児

童
館

、
図

書
館

、
そ

の
他

施
設

等
の

施
設

賠
償

責
任

保
険

･市
が

管
理

運
営

す
る

児
童

館
、

図
書

館
、

そ
の

他
施

設
等

の
入

場
者

の
傷

害
保

険
･市

が
管

理
す

る
公

園
等

の
賠

償
責

任
保

険
･市

が
管

理
す

る
公

園
等

の
美

化
ﾎ
ﾞﾗ

ﾝ
ﾃ

ｨｱ
活

動
等

の
傷

害
保

険
、

賠
償

責
任

保
険

･市
が

主
催

す
る

ｽ
ﾎ
ﾟｰ

ﾂ
ｲ
ﾍ

ﾞﾝ
ﾄ、

住
民

参
加

ｲ
ﾍ

ﾞﾝ
ﾄ等

の
傷

害
保

険
･市

が
主

催
す

る
ﾎ
ﾞﾗ

ﾝ
ﾃ

ｨｱ
活

動
等

の
傷

害
保

険
、

賠
償

責
任

保
険

･交
通

安
全

教
室

や
交

通
安

全
ﾎ
ﾞﾗ

ﾝ
ﾃ

ｨｱ
活

動
等

の
傷

害
保

険
、

賠
償

責
任

保
険

･臨
時

職
員

の
方

の
傷

害
保

険
･そ

の
他

の
賠

償
責

任
保

険
、

傷
害

保
険

【
対

象
外

と
す

る
も

の
】

･自
動

車
保

険
、

自
賠

責
保

険
･全

国
市

長
会

、
全

国
市

有
物

件
共

済
な

ど
の

公
的

機
関

と
の

災
害

共
済

･独
立

行
政

法
人

の
団

体
契

約
に

加
入

し
て

い
る

契
約

都
市

建
設

局
西

部
土

木
ｾ

ﾝ
ﾀ
ｰ

総
務

課

熊
本

市
水

門
管

理
操

作
人

災
害

補
償

(大
江

第
一

樋
管

外
操

作
委

託
に

伴
う

操
作

人
に

関
す

る
損

害
保

険
)

開
示

1
/
2
9

2
/
9

郵
送

･社
団

法
人

日
本

水
道

協
会

、
日

本
下

水
道

協
会

に
加

入
し

て
い

る
契

約
･財

団
法

人
日

本
消

防
協

会
に

加
入

し
て

い
る

契
約

･社
団

法
人

全
国

公
民

館
連

合
会

に
加

入
し

て
い

る
契

約 ※
西

部
土

木
ｾ

ﾝ
ﾀ
ｰ

総
務

課
所

管
分
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受
付

番
号

受
付

日
請

求
す

る
文

書
の

件
名

所
管

課
期

限
延

長
決

定
文

書
の

件
名

決
定

内
容

不
開

示
理

由
開

示
等

決
定

日
開

示
日

1
0
0
6

1
/
2
2

公
開

を
希

望
す

る
損

害
保

険
証

券
の

内
容

平
成

2
6
年

1
月

1
日

か
ら

平
成

2
6
年

1
2
月

3
1
日

ま
で

に
締

結
し

た
損

害
保

険
の

内
、

保
険

料
が

1
0
万

円
以

上
で

以
下

の
条

件
に

該
当

す
る

保
険

証
券

の
写

し
、

又
は

当
該

保
険

契
約

の
内

容
が

分
か

る
書

類
の

写
し

【
公

開
を

希
望

す
る

も
の

】
･道

路
、

河
川

、
水

路
、

た
め

池
等

の
賠

償
責

任
保

険
･公

営
住

宅
の

賠
償

責
任

保
険

･医
師

、
看

護
士

、
薬

剤
師

等
の

賠
償

責
任

保
険

、
傷

害
保

険
･市

が
管

理
運

営
す

る
児

童
館

、
図

書
館

、
そ

の
他

施
設

等
の

施
設

賠
償

責
任

保
険

･市
が

管
理

運
営

す
る

児
童

館
、

図
書

館
、

そ
の

他
施

設
等

の
入

場
者

の
傷

害
保

険
･市

が
管

理
す

る
公

園
等

の
賠

償
責

任
保

険
･市

が
管

理
す

る
公

園
等

の
美

化
ﾎ
ﾞﾗ

ﾝ
ﾃ

ｨｱ
活

動
等

の
傷

害
保

険
、

賠
償

責
任

保
険

･市
が

主
催

す
る

ｽ
ﾎ
ﾟｰ

ﾂ
ｲ
ﾍ

ﾞﾝ
ﾄ、

住
民

参
加

ｲ
ﾍ

ﾞﾝ
ﾄ等

の
傷

害
保

険
･市

が
主

催
す

る
ﾎ
ﾞﾗ

ﾝ
ﾃ

ｨｱ
活

動
等

の
傷

害
保

険
、

賠
償

責
任

保
険

･交
通

安
全

教
室

や
交

通
安

全
ﾎ
ﾞﾗ

ﾝ
ﾃ

ｨｱ
活

動
等

の
傷

害
保

険
、

賠
償

責
任

保
険

･臨
時

職
員

の
方

の
傷

害
保

険
･そ

の
他

の
賠

償
責

任
保

険
、

傷
害

保
険

【
対

象
外

と
す

る
も

の
】

･自
動

車
保

険
、

自
賠

責
保

険
･全

国
市

長
会

、
全

国
市

有
物

件
共

済
な

ど
の

公
的

機
関

と
の

災
害

共
済

･独
立

行
政

法
人

の
団

体
契

約
に

加
入

し
て

い
る

契
約

都
市

建
設

局
植

木
中

央
土

地
区

画
整

理
事

業
所

植
木

中
央

土
地

区
画

整
理

事
業

所
所

管
分

の
平

成
2
6
年

1
月

1
日

か
ら

平
成

2
6
年

1
2
月

3
1
日

ま
で

に
締

結
し

た
損

害
保

険
の

内
、

保
険

料
が

1
0
万

円
以

上
で

別
途

請
求

者
が

示
す

条
件

に
該

当
す

る
保

険
証

券
の

写
し

、
又

は
当

該
保

険
契

約
の

内
容

が
分

か
る

書
類

の
写

し

開
示

1
/
2
7

2
/
9

郵
送

･社
団

法
人

日
本

水
道

協
会

、
日

本
下

水
道

協
会

に
加

入
し

て
い

る
契

約
･財

団
法

人
日

本
消

防
協

会
に

加
入

し
て

い
る

契
約

･社
団

法
人

全
国

公
民

館
連

合
会

に
加

入
し

て
い

る
契

約 ※
植

木
中

央
土

地
区

画
整

理
事

業
所

所
管

分
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受
付

番
号

受
付

日
請

求
す

る
文

書
の

件
名

所
管

課
期

限
延

長
決

定
文

書
の

件
名

決
定

内
容

不
開

示
理

由
開

示
等

決
定

日
開

示
日

1
0
0
7

1
/
2
2

公
開

を
希

望
す

る
損

害
保

険
証

券
の

内
容

平
成

2
6
年

1
月

1
日

か
ら

平
成

2
6
年

1
2
月

3
1
日

ま
で

に
締

結
し

た
損

害
保

険
の

内
、

保
険

料
が

1
0
万

円
以

上
で

以
下

の
条

件
に

該
当

す
る

保
険

証
券

の
写

し
、

又
は

当
該

保
険

契
約

の
内

容
が

分
か

る
書

類
の

写
し

【
公

開
を

希
望

す
る

も
の

】
･道

路
、

河
川

、
水

路
、

た
め

池
等

の
賠

償
責

任
保

険
･公

営
住

宅
の

賠
償

責
任

保
険

･医
師

、
看

護
士

、
薬

剤
師

等
の

賠
償

責
任

保
険

、
傷

害
保

険
･市

が
管

理
運

営
す

る
児

童
館

、
図

書
館

、
そ

の
他

施
設

等
の

施
設

賠
償

責
任

保
険

･市
が

管
理

運
営

す
る

児
童

館
、

図
書

館
、

そ
の

他
施

設
等

の
入

場
者

の
傷

害
保

険
･市

が
管

理
す

る
公

園
等

の
賠

償
責

任
保

険
･市

が
管

理
す

る
公

園
等

の
美

化
ﾎ
ﾞﾗ

ﾝ
ﾃ

ｨｱ
活

動
等

の
傷

害
保

険
、

賠
償

責
任

保
険

･市
が

主
催

す
る

ｽ
ﾎ
ﾟｰ

ﾂ
ｲ
ﾍ

ﾞﾝ
ﾄ、

住
民

参
加

ｲ
ﾍ

ﾞﾝ
ﾄ等

の
傷

害
保

険
･市

が
主

催
す

る
ﾎ
ﾞﾗ

ﾝ
ﾃ

ｨｱ
活

動
等

の
傷

害
保

険
、

賠
償

責
任

保
険

･交
通

安
全

教
室

や
交

通
安

全
ﾎ
ﾞﾗ

ﾝ
ﾃ

ｨｱ
活

動
等

の
傷

害
保

険
、

賠
償

責
任

保
険

･臨
時

職
員

の
方

の
傷

害
保

険
･そ

の
他

の
賠

償
責

任
保

険
、

傷
害

保
険

【
対

象
外

と
す

る
も

の
】

･自
動

車
保

険
、

自
賠

責
保

険
･全

国
市

長
会

、
全

国
市

有
物

件
共

済
な

ど
の

公
的

機
関

と
の

災
害

共
済

･独
立

行
政

法
人

の
団

体
契

約
に

加
入

し
て

い
る

契
約

消
防

局
総

務
課

名
称

 :
船

舶
保

険
契

約
先

:有
限

会
社

○
○

契
約

日
:平

成
2
6
年

3
月

2
5
日

保
険

料
:1

, 
0
3
6
, 
7
6
2
円

開
示

2
/
2

2
/
9

郵
送

･社
団

法
人

日
本

水
道

協
会

、
日

本
下

水
道

協
会

に
加

入
し

て
い

る
契

約
･財

団
法

人
日

本
消

防
協

会
に

加
入

し
て

い
る

契
約

･社
団

法
人

全
国

公
民

館
連

合
会

に
加

入
し

て
い

る
契

約 ※
消

防
局

管
理

課
所

管
分
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受
付

番
号

受
付

日
請

求
す

る
文

書
の

件
名

所
管

課
期

限
延

長
決

定
文

書
の

件
名

決
定

内
容

不
開

示
理

由
開

示
等

決
定

日
開

示
日

1
0
0
8

1
/
2
2

公
開

を
希

望
す

る
損

害
保

険
証

券
の

内
容

平
成

2
6
年

1
月

1
日

か
ら

平
成

2
6
年

1
2
月

3
1
日

ま
で

に
締

結
し

た
損

害
保

険
の

内
、

保
険

料
が

1
0
万

円
以

上
で

以
下

の
条

件
に

該
当

す
る

保
険

証
券

の
写

し
、

又
は

当
該

保
険

契
約

の
内

容
が

分
か

る
書

類
の

写
し

【
公

開
を

希
望

す
る

も
の

】
･道

路
、

河
川

、
水

路
、

た
め

池
等

の
賠

償
責

任
保

険
･公

営
住

宅
の

賠
償

責
任

保
険

･医
師

、
看

護
士

、
薬

剤
師

等
の

賠
償

責
任

保
険

、
傷

害
保

険
･市

が
管

理
運

営
す

る
児

童
館

、
図

書
館

、
そ

の
他

施
設

等
の

施
設

賠
償

責
任

保
険

･市
が

管
理

運
営

す
る

児
童

館
、

図
書

館
、

そ
の

他
施

設
等

の
入

場
者

の
傷

害
保

険
･市

が
管

理
す

る
公

園
等

の
賠

償
責

任
保

険
･市

が
管

理
す

る
公

園
等

の
美

化
ﾎ
ﾞﾗ

ﾝ
ﾃ

ｨｱ
活

動
等

の
傷

害
保

険
、

賠
償

責
任

保
険

･市
が

主
催

す
る

ｽ
ﾎ
ﾟｰ

ﾂ
ｲ
ﾍ

ﾞﾝ
ﾄ、

住
民

参
加

ｲ
ﾍ

ﾞﾝ
ﾄ等

の
傷

害
保

険
･市

が
主

催
す

る
ﾎ
ﾞﾗ

ﾝ
ﾃ

ｨｱ
活

動
等

の
傷

害
保

険
、

賠
償

責
任

保
険

･交
通

安
全

教
室

や
交

通
安

全
ﾎ
ﾞﾗ

ﾝ
ﾃ

ｨｱ
活

動
等

の
傷

害
保

険
、

賠
償

責
任

保
険

･臨
時

職
員

の
方

の
傷

害
保

険
･そ

の
他

の
賠

償
責

任
保

険
、

傷
害

保
険

【
対

象
外

と
す

る
も

の
】

･自
動

車
保

険
、

自
賠

責
保

険
･全

国
市

長
会

、
全

国
市

有
物

件
共

済
な

ど
の

公
的

機
関

と
の

災
害

共
済

･独
立

行
政

法
人

の
団

体
契

約
に

加
入

し
て

い
る

契
約

上
下

水
道

局
総

務
課

水
道

賠
償

責
任

保
険

の
保

険
証

券
の

写
し

下
水

道
賠

償
責

任
保

険
の

保
険

証
券

の
写

し
平

成
2
6
年

度
上

下
水

道
局

労
働

者
災

害
補

償
保

険
の

保
険

証
券

の
写

し

開
示

1
/
2
7

2
/
9

郵
送

･社
団

法
人

日
本

水
道

協
会

、
日

本
下

水
道

協
会

に
加

入
し

て
い

る
契

約
･財

団
法

人
日

本
消

防
協

会
に

加
入

し
て

い
る

契
約

･社
団

法
人

全
国

公
民

館
連

合
会

に
加

入
し

て
い

る
契

約 ※
上

下
水

道
局

総
務

課
所

管
分
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受
付

番
号

受
付

日
請

求
す

る
文

書
の

件
名

所
管

課
期

限
延

長
決

定
文

書
の

件
名

決
定

内
容

不
開

示
理

由
開

示
等

決
定

日
開

示
日

1
0
0
9

1
/
2
2

公
開

を
希

望
す

る
損

害
保

険
証

券
の

内
容

平
成

2
6
年

1
月

1
日

か
ら

平
成

2
6
年

1
2
月

3
1
日

ま
で

に
締

結
し

た
損

害
保

険
の

内
、

保
険

料
が

1
0
万

円
以

上
で

以
下

の
条

件
に

該
当

す
る

保
険

証
券

の
写

し
、

又
は

当
該

保
険

契
約

の
内

容
が

分
か

る
書

類
の

写
し

【
公

開
を

希
望

す
る

も
の

】
･道

路
、

河
川

、
水

路
、

た
め

池
等

の
賠

償
責

任
保

険
･公

営
住

宅
の

賠
償

責
任

保
険

･医
師

、
看

護
士

、
薬

剤
師

等
の

賠
償

責
任

保
険

、
傷

害
保

険
･市

が
管

理
運

営
す

る
児

童
館

、
図

書
館

、
そ

の
他

施
設

等
の

施
設

賠
償

責
任

保
険

･市
が

管
理

運
営

す
る

児
童

館
、

図
書

館
、

そ
の

他
施

設
等

の
入

場
者

の
傷

害
保

険
･市

が
管

理
す

る
公

園
等

の
賠

償
責

任
保

険
･市

が
管

理
す

る
公

園
等

の
美

化
ﾎ
ﾞﾗ

ﾝ
ﾃ

ｨｱ
活

動
等

の
傷

害
保

険
、

賠
償

責
任

保
険

･市
が

主
催

す
る

ｽ
ﾎ
ﾟｰ

ﾂ
ｲ
ﾍ

ﾞﾝ
ﾄ、

住
民

参
加

ｲ
ﾍ

ﾞﾝ
ﾄ等

の
傷

害
保

険
･市

が
主

催
す

る
ﾎ
ﾞﾗ

ﾝ
ﾃ

ｨｱ
活

動
等

の
傷

害
保

険
、

賠
償

責
任

保
険

･交
通

安
全

教
室

や
交

通
安

全
ﾎ
ﾞﾗ

ﾝ
ﾃ

ｨｱ
活

動
等

の
傷

害
保

険
、

賠
償

責
任

保
険

･臨
時

職
員

の
方

の
傷

害
保

険
･そ

の
他

の
賠

償
責

任
保

険
、

傷
害

保
険

【
対

象
外

と
す

る
も

の
】

･自
動

車
保

険
、

自
賠

責
保

険
･全

国
市

長
会

、
全

国
市

有
物

件
共

済
な

ど
の

公
的

機
関

と
の

災
害

共
済

･独
立

行
政

法
人

の
団

体
契

約
に

加
入

し
て

い
る

契
約

病
院

局
市

民
病

院
事

務
局

総
務

課

賠
償

責
任

保
険

(機
械

式
立

体
駐

車
場

)

開
示

1
/
3
0

2
/
9

郵
送

･社
団

法
人

日
本

水
道

協
会

、
日

本
下

水
道

協
会

に
加

入
し

て
い

る
契

約
･財

団
法

人
日

本
消

防
協

会
に

加
入

し
て

い
る

契
約

･社
団

法
人

全
国

公
民

館
連

合
会

に
加

入
し

て
い

る
契

約 ※
病

院
局

総
務

課
所

管
分
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受
付

番
号

受
付

日
請

求
す

る
文

書
の

件
名

所
管

課
期

限
延

長
決

定
文

書
の

件
名

決
定

内
容

不
開

示
理

由
開

示
等

決
定

日
開

示
日

1
0
1
0

1
/
2
2

公
開

を
希

望
す

る
損

害
保

険
証

券
の

内
容

平
成

2
6
年

1
月

1
日

か
ら

平
成

2
6
年

1
2
月

3
1
日

ま
で

に
締

結
し

た
損

害
保

険
の

内
、

保
険

料
が

1
0
万

円
以

上
で

以
下

の
条

件
に

該
当

す
る

保
険

証
券

の
写

し
、

又
は

当
該

保
険

契
約

の
内

容
が

分
か

る
書

類
の

写
し

【
公

開
を

希
望

す
る

も
の

】
･道

路
、

河
川

、
水

路
、

た
め

池
等

の
賠

償
責

任
保

険
･公

営
住

宅
の

賠
償

責
任

保
険

･医
師

、
看

護
士

、
薬

剤
師

等
の

賠
償

責
任

保
険

、
傷

害
保

険
･市

が
管

理
運

営
す

る
児

童
館

、
図

書
館

、
そ

の
他

施
設

等
の

施
設

賠
償

責
任

保
険

･市
が

管
理

運
営

す
る

児
童

館
、

図
書

館
、

そ
の

他
施

設
等

の
入

場
者

の
傷

害
保

険
･市

が
管

理
す

る
公

園
等

の
賠

償
責

任
保

険
･市

が
管

理
す

る
公

園
等

の
美

化
ﾎ
ﾞﾗ

ﾝ
ﾃ

ｨｱ
活

動
等

の
傷

害
保

険
、

賠
償

責
任

保
険

･市
が

主
催

す
る

ｽ
ﾎ
ﾟｰ

ﾂ
ｲ
ﾍ

ﾞﾝ
ﾄ、

住
民

参
加

ｲ
ﾍ

ﾞﾝ
ﾄ等

の
傷

害
保

険
･市

が
主

催
す

る
ﾎ
ﾞﾗ

ﾝ
ﾃ

ｨｱ
活

動
等

の
傷

害
保

険
、

賠
償

責
任

保
険

･交
通

安
全

教
室

や
交

通
安

全
ﾎ
ﾞﾗ

ﾝ
ﾃ

ｨｱ
活

動
等

の
傷

害
保

険
、

賠
償

責
任

保
険

･臨
時

職
員

の
方

の
傷

害
保

険
･そ

の
他

の
賠

償
責

任
保

険
、

傷
害

保
険

【
対

象
外

と
す

る
も

の
】

･自
動

車
保

険
、

自
賠

責
保

険
･全

国
市

長
会

、
全

国
市

有
物

件
共

済
な

ど
の

公
的

機
関

と
の

災
害

共
済

･独
立

行
政

法
人

の
団

体
契

約
に

加
入

し
て

い
る

契
約

教
育

委
員

会
事

務
局

学
務

課

学
務

課
所

管
分

の
平

成
2
6
年

1
月

1
日

か
ら

平
成

2
6
年

1
2
月

3
1
日

ま
で

に
締

結
し

た
損

害
保

険
の

内
、

保
険

料
が

1
0
万

円
以

上
で

、
別

途
、

請
求

者
が

指
定

し
た

保
険

証
券

の
写

し

開
示

2
/
3

2
/
9

郵
送

･社
団

法
人

日
本

水
道

協
会

、
日

本
下

水
道

協
会

に
加

入
し

て
い

る
契

約
･財

団
法

人
日

本
消

防
協

会
に

加
入

し
て

い
る

契
約

･社
団

法
人

全
国

公
民

館
連

合
会

に
加

入
し

て
い

る
契

約 ※
学

務
課

所
管

分
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受
付

番
号

受
付

日
請

求
す

る
文

書
の

件
名

所
管

課
期

限
延

長
決

定
文

書
の

件
名

決
定

内
容

不
開

示
理

由
開

示
等

決
定

日
開

示
日

1
0
1
1

1
/
2
2

平
成

2
7
年

1
月

1
4
日

開
札

農
水

商
工

局
 水

産
振

興
ｾ

ﾝ
ﾀ
ｰ

天
明

漁
港

水
産

生
産

基
盤

整
備

事
業

防
波

堤
A

工
事

上
記

の
金

入
設

計
書

の
開

示
を

お
願

い
致

し
ま

す
。

農
水

商
工

局
水

産
振

興
ｾ

ﾝ
ﾀ
ｰ

天
明

漁
港

水
産

生
産

基
盤

整
備

事
業

防
波

堤
A

工
事

の
金

入
設

計
書

開
示

1
/
2
7

1
/
3
0

1
0
1
2

1
/
2
2

道
路

位
置

指
定

指
定

番
号

 S
4
2
-
0
4
2

都
市

建
設

局
建

築
指

導
課

道
路

位
置

指
定

 指
定

番
号

 S
4
2
-
0
4
2

開
示

(一
部

請
求

拒
否

)
2
号

　
個

人
情

報
1
/
2
3

1
/
2
3

1
0
1
3

1
/
2
2

平
成

1
5
年

8
月

1
日

付
け

、
指

令
(生

衛
)第

1
2
6
号

で
許

可
さ

れ
た

｢○
○

｣の
申

請
書

に
添

付
さ

れ
て

い
る

墓
所

配
置

図
｢(

仮
称

)○
○

配
置

図
(S

=
1
/
5
0
0
)｣

平
成

1
5
年

7
月

提
出

を
し

た
申

請
書

一
式

墓
地

等
区

画
変

更
の

た
め

申
請

証
の

一
式

を
開

示
を

お
願

い
致

し
ま

す
。

◎
宗

教
法

人
○

○
代

表
役

員
○

○
が

平
成

1
5
年

7
月

2
5
日

に
提

出
し

た
墓

地
等

経
営

許
可

申
請

書
一

式
の

写
し

健
康

福
祉

子
ど

も
局

生
活

衛
生

課

宗
教

法
人

○
○

 代
表

役
員

○
○

が
平

成
1
5
年

7
月

2
5
日

に
提

出
し

た
墓

地
等

経
営

許
可

申
請

書
一

式
の

写
し

開
示

(一
部

請
求

拒
否

)
3
号

　
法

人
等

情
報

1
/
2
7

2
/
6

1
0
1
4

1
/
2
3

道
路

位
置

指
定

指
定

番
号

 S
4
2
-
0
8
7

(ｶ
ﾗ
ｰ

は
ｶ
ﾗ
ｰ

で
お

願
い

し
ま

す
)

都
市

建
設

局
建

築
指

導
課

道
路

位
置

指
定

 指
定

番
号

 S
4
2
-
0
8
7

(ｶ
ﾗ
ｰ

は
ｶ
ﾗ
ｰ

で
お

願
い

し
ま

す
)

開
示

(一
部

請
求

拒
否

)
2
号

　
個

人
情

報
1
/
2
3

1
/
2
6

1
0
1
5

1
/
2
6

1
.道

路
位

置
指

定
指

定
番

号
 S

4
5
-
2
7
2

1
～

5
P

ｶ
ﾗ
ｰ

希
望

2
.道

等
の

判
定

判
定

番
号

 0
4
-
2
7
7

･0
1
～

1
2
P

･協
定

書
ｶ
ﾗ
ｰ

希
望

都
市

建
設

局
建

築
指

導
課

1
.道

路
位

置
指

定
 指

定
番

号
 S

4
5
-
2
7
2
 1

～
5
P

ｶ
ﾗ
ｰ

希
望

2
.道

等
の

判
定

 判
定

番
号

 0
4
-
2
7
7
 0

1
～

1
2
P

協
定

書
 ｶ

ﾗ
ｰ

希
望

開
示

(一
部

請
求

拒
否

)
2
号

　
個

人
情

報
1
/
2
7

1
/
2
8

1
0
1
6

1
/
2
6

平
成

2
6
年

1
0
月

2
3
日

 都
政

証
第

1
5
4
号

証
明

の
根

拠
と

な
る

計
画

図
面

の
開

示
を

お
願

い
し

ま
す

。
A

4
ｻ

ｲ
ｽ
ﾞ 
ｶ
ﾗ
ｰ

都
市

建
設

局
都

市
政

策
課

地
域

地
区

証
明

(平
成

2
6
年

1
0
月

2
3
日

都
政

証
第

1
5
4
号

)の
証

明
根

拠
と

な
る

計
画

図
面

平
成

8
年

6
月

3
日

県
告

4
0
8
号

 熊
本

都
市

計
画

用
途

地
域

の
変

更
計

画
図

開
示

1
/
2
8

1
/
2
8

1
0
1
7

1
/
2
6

○
○

㈱
水

質
汚

濁
防

止
法

に
基

づ
く

特
定

施
設

の
届

出
有

害
物

質
の

使
用

が
あ

る
か

確
認

で
き

る
書

類
環

境
局

水
保

全
課

○
○

(株
)に

お
け

る
水

質
汚

濁
防

止
法

に
基

づ
く

特
定

施
設

の
届

出
(有

害
物

質
の

使
用

が
あ

る
か

確
認

で
き

る
書

類
)

開
示

(一
部

請
求

拒
否

)
2
号

　
個

人
情

報
2
/
5

2
/
1
3

1
0
1
8

1
/
2
6

道
等

の
判

定
判

定
番

号
 0

0
-
5
4
7
号

ｶ
ﾗ
ｰ

希
望

都
市

建
設

局
建

築
指

導
課

道
等

の
判

定
 判

定
番

号
0
0
-
5
4
7
号

 ｶ
ﾗ
ｰ

希
望

開
示

(一
部

請
求

拒
否

)
2
号

　
個

人
情

報
1
/
2
7

1
/
2
9
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受
付

番
号

受
付

日
請

求
す

る
文

書
の

件
名

所
管

課
期

限
延

長
決

定
文

書
の

件
名

決
定

内
容

不
開

示
理

由
開

示
等

決
定

日
開

示
日

1
0
1
9

1
/
2
7

食
品

衛
生

法
に

基
づ

く
飲

食
店

営
業

許
可

施
設

一
覧

表 た
だ

し
、

移
動

販
売

、
臨

時
営

業
、

仮
設

営
業

、
自

動
販

売
機

を
除

く
。

項
目

:屋
号

･営
業

所
在

地
･申

請
者

名
･営

業
電

話
番

号 代
表

者
名

･申
請

者
電

話
番

号
･申

請
者

住
所

期
間

:2
0
1
5
/
1
/
2
7
付

け

健
康

福
祉

子
ど

も
局

食
品

保
健

課

平
成

2
7
年

1
月

2
7
日

ま
で

の
間

に
、

熊
本

市
に

お
い

て
営

業
許

可
の

あ
る

飲
食

店
一

覧
(移

動
販

売
、

臨
時

営
業

、
仮

設
営

業
、

自
動

販
売

機
を

除
く

)
計

8
0
8
0
件

項
目

:屋
号

、
営

業
所

在
地

、
申

請
者

名
、

営
業

電
話

番
号

、
代

表
者

名
、

申
請

者
電

話
番

号
、

申
請

者
住

所
※

 開
示

情
報

取
り

出
し

日
時

:平
成

2
7
年

1
月

2
8

日
 1

4
:0

0

開
示

2
/
3

2
/
9

1
0
2
0

1
/
2
7

熊
本

市
に

所
在

す
る

｢特
定

工
場

に
お

け
る

公
害

防
止

組
織

の
整

備
に

関
す

る
法

律
｣に

か
か

る
特

定
工

場
の

①
事

業
所

名
②

所
在

地
③

特
定

工
場

の
種

類

環
境

局
環

境
政

策
課

熊
本

市
に

所
在

す
る

｢特
定

工
場

に
お

け
る

公
害

防
止

組
織

の
整

備
に

関
す

る
法

律
｣に

か
か

る
特

定
工

場
の

①
 事

業
所

名
②

 所
在

地
③

 特
定

工
場

の
種

類

開
示

1
/
2
9

2
/
1
7

1
0
2
1

1
/
2
7

①
道

路
判

定
台

帳
判

定
番

号
 0

1
-
4
2
5
 ｶ

ﾗ
ｰ

希
望

②
道

路
位

置
指

定
指

定
番

号
 S

4
8
-
0
5
6
 ｶ

ﾗ
ｰ

希
望

③
道

路
位

置
指

定
指

定
番

号
 S

5
1
-
0
2
8
 ｶ

ﾗ
ｰ

希
望

都
市

建
設

局
建

築
指

導
課

①
道

路
判

定
台

帳
 判

定
番

号
 0

1
-
4
2
5
 ｶ

ﾗ
ｰ

希
望 ②

道
路

位
置

指
定

 指
定

番
号

 S
4
8
-
0
5
6
 ｶ

ﾗ
ｰ

希
望 ③

道
路

位
置

指
定

 指
定

番
号

 S
5
1
-
0
2
8
 ｶ

ﾗ
ｰ

希
望

開
示

(一
部

請
求

拒
否

)
2
号

　
個

人
情

報
1
/
2
9

1
/
2
9

1
0
2
2

1
/
2
7

･○
○

ﾋ
ﾞﾙ

2
階

平
面

図
(D

-
0
8
)

熊
本

市
中

央
区

上
通

町
○

-
○

○
消

防
局

総
務

課

熊
本

市
中

央
区

上
通

町
○

-
○

○
○

○
ﾋ
ﾞﾙ

 2
階

平
面

図
開

示
2
/
9

1
0
2
3

1
/
2
7

H
2
2
年

度
 施

設
整

備
福

)○
○

 採
択

通
知

控
　

　
　

〃
　

　
 取

下
申

請
書

健
康

福
祉

子
ど

も
局

高
齢

介
護

福
祉

課

平
成

2
2
年

度
施

設
整

備
に

係
る

(仮
称

)社
会

福
祉

法
人

○
○

の
採

択
通

知
控

及
び

取
下

げ
申

請
書

開
示

(一
部

請
求

拒
否

)

2
号

　
個

人
情

報
4
号

　
公

共
の

安
全

等
に

関
す

る
情

報
1
/
2
8

1
/
2
8

1
0
2
4

1
/
2
7

道
等

の
判

定
調

査
書

H
1
8
度

0
6
-
4
3
5
-
0
1
～

　
　

〃
　

　
1
4

1
4
枚

ｶ
ﾗ
ｰ

は
ｶ
ﾗ
ｰ

で

都
市

建
設

局
建

築
指

導
課

道
等

の
判

定
調

査
書

 H
1
8
年

度
 0

6
-
4
3
5
-
0
1
～

1
4
 1

4
枚

ｶ
ﾗ
ｰ

は
ｶ
ﾗ
ｰ

で
開

示
(一

部
請

求
拒

否
)

2
号

　
個

人
情

報
1
/
2
9

1
/
3
0

1
0
2
5

1
/
2
7

飲
食

店
の

新
規

検
査

、
申

請
を

行
っ

た
情

報
開

示
の

申
請

を
致

し
ま

す
。

正
し

、
移

動
販

売
、

臨
時

店
舗

、
自

動
販

売
に

よ
る

営
業

、
ｽ
ﾅ

ｯ
ｸ
、

ｷ
ｬ
ﾊ

ﾞｸ
ﾗ
は

除
く

期
間

は
、

2
6
年

1
月

～
2
7
年

1
月

2
7
日

ま
で

に
開

設
さ

れ
た

事
業

所
営

業
名

所
、

住
所

、
電

話
番

号
、

開
設

日

健
康

福
祉

子
ど

も
局

食
品

保
健

課

平
成

2
6
年

1
月

1
日

か
ら

平
成

2
7
年

1
月

2
7
日

ま
で

の
間

に
、

熊
本

市
に

お
い

て
営

業
申

請
を

行
っ

た
飲

食
店

一
覧

(移
動

販
売

、
臨

時
営

業
、

自
動

販
売

に
よ

る
営

業
を

除
く

)
計

9
7
5
件

項
目

:営
業

名
所

、
住

所
、

電
話

番
号

、
開

設
日

※
 開

示
情

報
取

り
出

し
日

時
:平

成
2
7
年

2
月

2
日

1
4
:0

0

開
示

2
/
5
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受
付

番
号

受
付

日
請

求
す

る
文

書
の

件
名

所
管

課
期

限
延

長
決

定
文

書
の

件
名

決
定

内
容

不
開

示
理

由
開

示
等

決
定

日
開

示
日

1
0
2
6

1
/
2
8

道
等

の
判

定
判

定
番

号
 0

1
年

第
1
2
8
号

　
　

　
　

　
　

 1
0
年

第
2
6
5
号

ｶ
ﾗ
ｰ

希
望

都
市

建
設

局
建

築
指

導
課

道
等

の
判

定
 判

定
番

号
 0

1
年

第
1
2
8
号

 1
0
年

第
2
6
5
号

 ｶ
ﾗ
ｰ

希
望

開
示

(一
部

請
求

拒
否

)
2
号

　
個

人
情

報
1
/
2
9

2
/
2

1
0
2
7

1
/
2
8

熊
本

市
中

央
区

壷
川

2
丁

目
○

-
○

○
社

会
福

祉
法

人
 ○

○
理

事
長

 ○
○

上
記

の
者

が
｢熊

本
市

社
会

福
祉

施
設

等
耐

震
化

等
特

別
対

策
事

業
費

補
助

金
｣申

請
し

た
際

に
提

出
し

た
配

置
図

(隣
地

と
の

境
界

線
が

判
る

図
面

/
全

体
の

境
界

す
べ

て
が

判
る

も
の

)

健
康

福
祉

子
ど

も
局

子
ど

も
支

援
課

熊
本

市
中

央
区

壺
川

2
丁

目
○

-
○

○
 社

会
福

祉
法

人
 ○

○
理

事
長

 ○
○

上
記

の
者

が
｢熊

本
市

社
会

福
祉

施
設

等
耐

震
化

等
特

別
対

策
事

業
費

補
助

金
｣

申
請

し
た

際
に

提
出

し
た

配
置

図
(隣

地
と

の
境

界
線

が
判

る
図

面
/
全

体
の

境
界

す
べ

て
が

判
る

も
の

)

開
示

2
/
1
0

2
/
1
2

1
0
2
8

1
/
2
8

あ
ん

ま
ﾏ

ｯ
ｻ

ｰ
ｼ

ﾞ指
圧

師
、

針
師

、
灸

師
等

に
関

す
る

法
律

及
び

、
柔

道
復

師
法

に
も

と
づ

き
届

け
出

を
さ

れ
た

熊
本

市
内

の
施

術
所

の
一

覧
期

間
は

、
2
6
年

1
月

～
2
7
年

1
月

2
8
日

ま
で

に
開

設
さ

れ
た

事
業

営
業

名
所

、
住

所
、

電
話

番
号

、
開

設
日

健
康

福
祉

子
ど

も
局

医
療

政
策

課

あ
ん

ま
ﾏ

ｯ
ｻ

ｰ
ｼ

ﾞ指
圧

師
、

針
師

、
灸

師
等

に
関

す
る

法
律

及
び

、
柔

道
整

復
師

法
に

も
と

づ
き

届
け

出
を

さ
れ

た
熊

本
市

内
の

施
術

所
の

一
覧

期
間

は
、

2
6
年

1
月

～
2
7
年

1
月

2
8
日

ま
で

に
開

設
さ

れ
た

事
業

営
業

所
名

、
住

所
、

電
話

番
号

、
開

設
日

開
示

2
/
9

1
0
2
9

1
/
2
8

●
期

間
 2

6
年

1
2
月

2
1
日

～
2
7
年

1
月

2
0
日

●
屋

号
●

住
所

●
申

請
者

●
申

請
者

電
話

番
号

●
許

可
日

飲
食

店
営

業
施

設
(仮

設
、

臨
時

、
自

販
機

を
除

く
)

熊
本

市
の

み
新

規
申

請
が

あ
っ

た
も

の

健
康

福
祉

子
ど

も
局

食
品

保
健

課

平
成

2
6
年

1
2
月

2
1
日

～
平

成
2
7
年

1
月

2
0
日

ま
で

の
間

に
、

熊
本

市
内

に
お

い
て

新
規

に
営

業
許

可
を

受
け

た
飲

食
店

一
覧

(仮
設

、
臨

時
、

自
販

機
を

除
く

) 
計

3
6
件

項
目

:屋
号

、
住

所
、

申
請

者
、

申
請

者
電

話
番

号
、

許
可

日
※

開
示

情
報

取
り

出
し

日
時

:平
成

2
7
年

2
月

2
日

1
1
:0

0

開
示

2
/
2

2
/
7

1
0
3
0

1
/
2
8

1
.現

在
、

熊
本

市
立

○
○

小
学

校
○

年
○

組
担

任
○

○
氏

に
持

ち
上

が
っ

て
い

る
体

罰
問

題
に

関
し

て
、

前
赴

任
先

、
ま

た
そ

れ
以

前
の

赴
任

先
に

お
い

て
体

罰
等

の
問

題
行

動
に

係
わ

る
市

教
委

へ
の

保
護

者
か

ら
の

相
談

の
有

無
と

概
要

、
及

び
そ

の
件

数
。

個
人

名
は

不
要

。
2
.1

.を
受

、
も

し
以

前
の

赴
任

先
に

お
い

て
保

護
者

よ
り

相
談

を
受

け
て

い
た

の
で

あ
れ

ば
、

そ
れ

を
受

け
て

市
教

委
は

ど
の

よ
う

な
対

策
、

対
応

を
と

っ
て

い
た

の
か

。
体

罰
に

関
す

る
更

生
ﾌ
ﾟﾛ

ｸ
ﾞﾗ

ﾑ
の

実
施

の
有

無
。

教
育

委
員

会
事

務
局

教
職

員
課

 現
在

、
熊

本
市

立
○

○
小

学
校

○
年

○
組

担
任

○
○

氏
に

持
ち

上
が

っ
て

い
る

体
罰

問
題

に
関

し
て

、
前

赴
任

先
、

ま
た

そ
れ

以
前

の
赴

任
先

に
お

い
て

体
罰

等
の

問
題

行
動

に
関

わ
る

市
教

委
へ

の
保

護
者

か
ら

の
相

談
の

有
無

と
概

要
、

及
び

そ
の

件
数

。
個

人
名

は
不

要
。

2
 1

を
受

け
、

も
し

以
前

の
赴

任
先

に
お

い
て

保
護

者
よ

り
相

談
を

受
け

て
い

た
の

で
あ

れ
ば

、
そ

れ
を

受
け

て
市

教
委

は
ど

の
よ

う
な

対
策

、
対

応
を

と
っ

て
い

た
の

か
。

体
罰

に
関

す
る

更
正

ﾌ
ﾟﾛ

ｸ
ﾞﾗ

ﾑ
の

有
無

。

不
存

在
第

1
1
条

　
第

2
項

2
/
6

-285-



受
付

番
号

受
付

日
請

求
す

る
文

書
の

件
名

所
管

課
期

限
延

長
決

定
文

書
の

件
名

決
定

内
容

不
開

示
理

由
開

示
等

決
定

日
開

示
日

1
0
3
1

1
/
2
8

･2
6
年

1
1
月

、
熊

本
市

立
○

○
小

学
校

○
年

○
組

担
任

○
○

氏
へ

対
す

る
体

罰
問

題
に

関
し

て
、

市
教

委
が

○
○

小
学

校
へ

の
視

察
を

行
い

、
｢今

後
○

○
氏

が
担

任
と

し
て

勤
務

す
る

こ
と

に
対

し
て

問
題

な
し

｣と
判

断
す

る
に

い
た

っ
た

具
体

的
か

つ
明

確
な

根
拠

を
示

す
報

告
書

の
開

示
。

教
育

委
員

会
事

務
局

教
職

員
課

2
6
年

1
1
月

、
熊

本
市

立
○

○
小

学
校

○
年

○
組

担
任

○
○

氏
へ

対
す

る
体

罰
問

題
に

関
し

て
、

市
教

委
が

○
○

小
学

校
へ

の
視

察
を

行
い

、
｢今

後
○

○
氏

が
担

任
と

し
て

勤
務

す
る

こ
と

に
対

し
て

問
題

な
し

｣と
判

断
す

る
に

い
た

っ
た

具
体

的
か

つ
明

確
な

根
拠

を
示

す
報

告
書

の
開

示
。

不
存

在
第

1
1
条

　
第

2
項

2
/
6

1
0
3
2

1
/
2
8

熊
本

市
民

活
動

支
援

ｾ
ﾝ
ﾀ
ｰ

あ
い

ぽ
ー

と
の

平
成

2
5
年

度
 年

度
報

告
書

企
画

振
興

局
市

民
協

働
課

熊
本

市
市

民
活

動
支

援
ｾ

ﾝ
ﾀ
ｰ

に
お

け
る

運
営

及
び

市
民

活
動

支
援

業
務

委
託

平
成

2
5
年

度
 事

業
報

告
書

開
示

1
/
3
0

2
/
2

1
0
3
3

1
/
2
9

熊
本

市
東

区
新

生
一

丁
目

○
○

-
○

○
周

辺
の

昭
和

4
3
年

整
備

済
の

区
画

整
理

図
面

一
式

。
※

ｶ
ﾗ
ｰ

は
ｶ
ﾗ
ｰ

で
お

願
い

し
ま

す
。

都
市

建
設

局
都

心
活

性
推

進
課

熊
本

市
東

区
新

生
1
丁

目
○

○
-
○

○
周

辺
の

昭
和

4
3
年

整
備

済
の

区
画

整
理

図
面

一
式

開
示

2
/
3

2
/
4

-286-



受
付

番
号

受
付

日
請

求
す

る
文

書
の

件
名

所
管

課
期

限
延

長
決

定
文

書
の

件
名

決
定

内
容

不
開

示
理

由
開

示
等

決
定

日
開

示
日

1
0
3
4

1
/
2
9

●
｢市

長
へ

の
手

紙
･平

成
2
6
年

1
0
月

2
8
日

受
付

･広
聴

課
受

付
第

5
9
2
号

･回
答

書
熊

本
市

長
大

西
一

史
自

筆
ｻ

ｲ
ﾝ
入

り
平

成
2
7
年

1
月

2
3
日

付
受

領
平

成
2
7
年

1
月

2
6
日

･の
内

容
に

つ
い

て
不

明
の

為
、

以
下

の
開

示
請

求
を

す
る

。
1
.(
項

目
1
)･

次
に

、
右

折
交

差
点

の
設

置
に

つ
き

ま
し

て
は

、
先

日
も

、
直

接
担

当
課

か
ら

ご
説

明
い

た
し

ま
し

た
と

お
り

、
道

路
構

造
上

新
た

な
用

地
確

保
が

必
要

で
あ

る
こ

と
や

交
通

安
全

の
観

点
か

ら
極

め
て

難
し

く
、

ま
た

両
ﾊ

ﾞｽ
停

の
復

活
は

困
難

と
考

え
ま

す
の

で
、

ご
理

解
い

た
だ

き
ま

す
よ

う
～

。
と

あ
る

が
、

1
)先

日
も

と
あ

る
が

、
平

成
何

年
何

月
何

日
何

時
場

所
･

説
明

者
等

･の
わ

か
る

資
料

等
の

開
示

請
求

。
2
)以

前
、

私
が

古
道

踏
切

り
を

渡
っ

て
右

折
す

る
時

に
支

障
を

来
す

と
し

て
拒

否
反

応
の

あ
っ

た
春

日
交

差
点

か
ら

の
舗

道
の

削
除

は
、

ど
の

様
な

法
的

根
拠

等
に

よ
り

道
路

構
造

上
･支

障
を

来
す

の
か

の
わ

か
る

資
料

等
の

開
示

請
求

。
3
)清

水
寺

下
か

ら
古

道
踏

切
り

に
下

る
･迂

回
付

替
え

道
路

幅
員

･を
新

幹
線

高
架

下
支

柱
横

の
1
m

未
満

ま
で

接
近

拡
幅

す
れ

ば
、

上
り

下
り

両
ﾊ

ﾞｽ
す

れ
違

い
の

あ
ん

し
ん

安
全

が
確

保
出

来
る

の
意

見
提

示
等

を
行

っ
た

が
、

こ
の

事
は

可
能

な
の

か
･不

可
能

な
の

か
･の

技
術

的
･

法
的

適
合

性
･等

の
わ

か
る

資
料

等
の

開
示

請
求

。
4
)ま

た
、

清
水

寺
下

か
ら

新
設

春
日

池
上

線
手

前
か

ら
新

幹
線

高
架

下
支

柱
を

潜
り

、
古

道
踏

切
り

を
渡

っ
て

祇
園

橋
方

面
に

抜
け

る
下

り
線

ﾙ
ｰ

ﾄは
、

技
術

的
法

的
適

合
性

等
が

可
能

か
ど

う
か

も
意

見
提

示
か

ら
大

分
経

つ
の

で
、

可
能

か
･不

可
能

か
の

わ
か

る
資

料
等

の
開

示
請

求
。

企
画

振
興

局
広

聴
課

有
3
/
1
3

｢市
長

へ
の

手
紙

･平
成

2
6
年

1
0
月

2
8
日

受
付

･広
聴

課
受

付
第

5
9
2
号

回
答

書
熊

本
市

長
大

西
一

史
自

筆
ｻ

ｲ
ﾝ
入

り
平

成
2
7
年

1
月

2
3
日

付
受

領
平

成
2
7
年

1
月

2
6
日

の
内

容
に

つ
い

て
不

明
の

た
め

、
以

下
の

開
示

請
求

を
す

る
。

1
.手

紙
回

答
文

中
に

｢先
日

も
直

接
担

当
課

か
ら

ご
説

明
し

ま
し

た
と

お
り

｣と
あ

る
が

、
1
)｢

先
日

も
｣の

日
時

、
場

所
、

説
明

者
等

の
わ

か
る

資
料

等
の

開
示

請
求

。
2
)春

日
交

差
点

か
ら

の
舗

道
の

削
除

は
ど

の
よ

う
な

法
的

根
拠

等
に

よ
り

道
路

構
造

上
支

障
を

き
た

す
の

か
が

わ
か

る
資

料
等

の
開

示
請

求
。

3
)清

水
寺

下
か

ら
～

略
～

意
見

提
示

等
行

っ
た

が
、

こ
の

こ
と

は
可

能
な

の
か

、
不

可
能

な
の

か
の

、
技

術
的

、
法

的
適

合
性

等
の

わ
か

る
資

料
等

の
開

示
請

求
。

4
)清

水
寺

下
か

ら
～

略
～

祗
園

橋
方

面
に

抜
け

る
下

り
線

ﾙ
ｰ

ﾄは
、

技
術

的
法

的
適

合
性

等
が

可
能

か
ど

う
か

も
意

見
提

示
か

ら
大

分
経

つ
の

で
、

可
能

か
、

不
可

能
か

の
わ

か
る

資
料

等
の

開
示

請
求

。
2
.春

日
校

区
の

避
難

場
所

と
い

た
し

ま
し

て
は

、
～

略
～

春
日

小
学

校
体

育
館

は
地

震
避

難
場

所
と

し
て

の
あ

ん
し

ん
安

全
避

難
場

所
に

な
り

う
る

と
す

る
根

拠
等

の
わ

か
る

資
料

等
の

開
示

請
求

。
3
.森

都
心

ﾌ
ﾟﾗ

ｻ
ﾞは

、
～

略
～

何
階

の
ど

の
場

所
に

、
ど

の
様

な
避

難
経

路
を

歩
行

避
難

で
き

る
の

か
。

何
人

収
容

可
能

な
の

か
。

等
の

わ
か

る
資

料
等

の
開

示
請

求
。

4
.農

業
試

験
場

跡
地

周
辺

に
つ

き
ま

し
て

は
、

～
略

～
ど

の
様

な
信

号
機

設
置

等
が

配
置

さ
れ

、
交

通
結

節
機

能
を

発
揮

す
る

の
か

等
の

わ
か

る
資

料
等

の
開

示
請

求
。

不
存

在
第

1
1
条

　
第

2
項

3
/
1
3
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受
付

番
号

受
付

日
請

求
す

る
文

書
の

件
名

所
管

課
期

限
延

長
決

定
文

書
の

件
名

決
定

内
容

不
開

示
理

由
開

示
等

決
定

日
開

示
日

2
.(
項

目
4
)･

春
日

校
区

の
避

難
場

所
と

い
た

し
ま

し
て

は
、

春
日

小
学

校
(地

震
･高

潮
･津

波
)と

、
く

ま
も

と
森

都
心

ﾌ
ﾟﾗ

ｻ
ﾞ(
地

震
･高

潮
･土

砂
･津

波
)の

二
箇

所
を

指
定

し
て

い
ま

す
。

と
あ

る
が

、
地

震
に

つ
い

て
は

、
春

日
小

学
校

も
森

都
心

ﾌ
ﾟﾗ

ｻ
ﾞと

も
、

指
定

を
受

け
て

問
題

な
い

あ
ん

し
ん

安
全

と
な

っ
て

い
る

が
、

春
日

小
学

校
体

育
館

裏
山

･万
日

山
裾

野
の

春
日

小
学

校
体

育
館

の
避

難
場

所
は

、
過

去
豪

雨
の

際
の

土
砂

崩
壊

･崖
崩

れ
･発

生
の

恐
れ

あ
り

と
し

て
、

離
れ

た
場

所
の

避
難

場
所

指
定

の
実

績
が

あ
る

に
も

関
わ

ら
ず

、
春

日
小

学
校

体
育

館
は

地
震

避
難

場
所

と
し

て
の

あ
ん

し
ん

安
全

避
難

場
所

に
な

り
得

る
と

す
る

根
拠

等
の

わ
か

る
資

料
等

の
開

示
請

求
。

3
.森

都
心

ﾌ
ﾟﾗ

ｻ
ﾞは

、
春

日
校

区
住

民
の

(地
震

･高
潮

･
土

砂
･津

波
)の

時
の

避
難

場
所

と
し

て
の

機
能

を
果

さ
せ

る
と

の
事

で
あ

る
が

、
地

震
ま

た
は

豪
雨

に
よ

る
土

砂
崩

壊
等

で
停

電
等

で
の

森
都

心
ﾌ
ﾟﾗ

ｻ
ﾞﾋ

ﾞﾙ
機

能
が

麻
痺

し
て

い
る

場
合

、
何

階
の

ど
の

場
所

に
、

ど
の

様
な

避
難

経
路

を
歩

行
避

難
出

来
る

の
か

?
何

人
収

用
可

能
な

の
か

?
等

の
わ

か
る

資
料

等
の

開
示

請
求

。

5
.｢

今
後

も
引

き
続

き
、

す
で

に
回

答
を

差
し

上
げ

て
い

る
同

じ
趣

旨
の

ご
意

見
に

対
し

ま
し

て
は

、
回

答
を

差
し

控
え

て
い

た
だ

き
ま

す
の

で
、

ご
了

承
い

た
だ

き
た

く
存

じ
ま

す
。

｣と
あ

る
が

、
～

略
～

1
)今

ま
で

に
、

同
じ

趣
旨

の
意

見
が

提
出

提
示

さ
れ

た
と

す
る

実
績

の
開

示
請

求
。

例
え

ば
、

～
略

～
五

反
･春

日
寺

前
両

ﾊ
ﾞｽ

停
を

剥
奪

、
～

略
～

等
の

項
目

が
、

今
ま

で
提

案
ご

意
見

(ご
質

疑
)が

提
示

さ
れ

た
実

績
の

受
付

日
付

、
受

付
番

号
、

市
長

ｻ
ｲ
ﾝ
入

り
回

答
日

付
の

わ
か

る
資

料
等

の
開

示
請

求
。

2
)～

略
～

私
の

ご
意

見
ご

提
言

が
、

今
ま

で
に

実
現

で
き

た
と

す
る

実
績

の
わ

か
る

資
料

等
の

開
示

請
求

。

開
示

(一
部

請
求

拒
否

)
2
号

　
個

人
情

報
3
/
1
3

3
/
3
1

4
.ま

た
、

農
業

試
験

場
跡

地
周

辺
に

つ
き

ま
し

て
は

、
本

市
の

第
二

次
熊

本
市

ﾏ
ｽ
ﾀ
ｰ

ﾌ
ﾟﾗ

ﾝ
の

中
で

、
｢島

町
･上

ﾉ
郷

地
区

｣し
て

、
地

域
拠

点
の

一
つ

と
定

め
、

｢土
地

区
画

整
理

事
業

に
よ

る
基

盤
整

備
が

済
ん

で
い

る
当

地
区

に
つ

い
て

、
西

南
部

地
域

の
拠

点
と

し
て

、
商

業
機

能
等

新
た

な
都

市
機

能
の

集
積

を
促

進
す

る
｣と

し
て

お
り

、
こ

の
方

針
に

基
づ

き
、

適
切

な
土

地
利

用
を

誘
導

し
て

い
く

こ
と

と
し

て
お

り
ま

す
。

と
あ

る
が

、
熊

本
港

線
幅

員
3
6
m

の
両

側
沿

線
に

接
す

る
A

区
画

と
新

駅
前

広
場

へ
の

進
入

口
･出

口
に

対
し

て
、

ど
の

様
な

信
号

機
設

置
等

が
配

置
さ

れ
、

交
通

結
節

機
能

を
発

揮
す

る
の

か
･

等
の

わ
か

る
資

料
等

の
開

示
請

求
。
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受
付

番
号

受
付

日
請

求
す

る
文

書
の

件
名

所
管

課
期

限
延

長
決

定
文

書
の

件
名

決
定

内
容

不
開

示
理

由
開

示
等

決
定

日
開

示
日

5
.な

お
、

今
後

も
引

き
続

き
、

す
で

に
回

答
を

差
し

上
げ

て
い

る
同

じ
趣

旨
の

ご
意

見
に

対
し

ま
し

て
は

、
回

答
を

差
し

控
え

さ
せ

て
い

た
だ

き
ま

す
の

で
、

ご
了

承
い

た
だ

き
た

く
存

じ
ま

す
。

と
あ

る
が

、
今

ま
で

に
、

｢市
長

へ
の

手
紙

｣で
同

じ
趣

旨
の

ご
意

見
(ご

質
疑

)に
対

し
て

ど
の

様
な

対
応

を
し

た
か

?
に

つ
い

て
の

開
示

請
求

。
1
)今

ま
で

に
、

同
じ

趣
旨

の
ご

意
見

(ご
質

疑
)が

提
出

提
示

さ
れ

た
と

す
る

実
績

の
開

示
請

求
。

併
せ

て
、

こ
れ

に
対

し
ど

の
様

な
回

答
が

な
さ

れ
た

か
?

の
わ

か
る

資
料

等
の

開
示

請
求

。
例

え
ば

、
古

道
踏

切
り

わ
た

り
右

折
し

て
迂

回
付

替
え

道
路

か
ら

清
水

寺
下

へ
、

新
設

幹
線

春
日

池
上

線
を

直
進

し
て

迂
回

付
替

え
道

路
を

右
折

せ
ず

五
反

･春
日

寺
前

両
ﾊ

ﾞｽ
停

を
剥

奪
、

花
岡

山
中

腹
か

ら
裾

野
に

か
け

て
の

居
住

･千
弐

百
余

名
の

住
民

の
中

の
高

齢
者

交
通

弱
者

等
の

住
民

が
公

共
交

通
利

用
権

移
動

権
を

剥
奪

さ
れ

困
窮

し
て

い
る

、
災

害
避

難
の

ﾙ
ｰ

ﾄ沿
線

に
白

線
の

横
断

白
線

も
な

く
、

等
の

項
目

が
、

今
ま

で
提

言
ご

意
見

(ご
質

疑
)が

提
示

さ
れ

た
実

績
の

受
付

日
付

受
付

番
号

･市
長

ｻ
ｲ
ﾝ
入

り
回

答
日

付
･の

わ
か

る
資

料
等

の
開

示
請

求
。

2
)今

ま
で

の
市

長
ｻ

ｲ
ﾝ
入

り
回

答
内

容
の

中
で

は
、

出
来

な
い

理
由

ば
か

り
の

美
辞

麗
句

の
羅

列
が

多
く

あ
り

、
何

故
市

民
の

ご
意

見
ご

提
言

等
に

対
し

･実
現

不
可

能
等

･の
言

い
訳

だ
け

が
多

く
あ

っ
た

が
、

｢ど
う

す
れ

ば
出

来
る

か
･ど

の
様

な
手

法
を

市
政

執
行

す
れ

ば
可

能
に

な
る

･等
｣の

回
答

が
記

述
さ

れ
、

私
の

ご
意

見
ご

提
言

が
今

ま
で

に
実

現
出

来
た

と
す

る
実

績
の

わ
か

る
資

料
等

の
開

示
請

求
。
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受
付

番
号

受
付

日
請

求
す

る
文

書
の

件
名

所
管

課
期

限
延

長
決

定
文

書
の

件
名

決
定

内
容

不
開

示
理

由
開

示
等

決
定

日
開

示
日

1
0
3
5

1
/
2
9

●
｢市

長
へ

の
手

紙
･平

成
2
6
年

1
0
月

2
8
日

受
付

･広
聴

課
受

付
第

5
9
2
号

･回
答

書
熊

本
市

長
大

西
一

史
自

筆
ｻ

ｲ
ﾝ
入

り
平

成
2
7
年

1
月

2
3
日

付
受

領
平

成
2
7
年

1
月

2
6
日

･の
内

容
に

つ
い

て
不

明
の

為
、

以
下

の
開

示
請

求
を

す
る

。
1
.(
項

目
1
)･

次
に

、
右

折
交

差
点

の
設

置
に

つ
き

ま
し

て
は

、
先

日
も

、
直

接
担

当
課

か
ら

ご
説

明
い

た
し

ま
し

た
と

お
り

、
道

路
構

造
上

新
た

な
用

地
確

保
が

必
要

で
あ

る
こ

と
や

交
通

安
全

の
観

点
か

ら
極

め
て

難
し

く
、

ま
た

両
ﾊ

ﾞｽ
停

の
復

活
は

困
難

と
考

え
ま

す
の

で
、

ご
理

解
い

た
だ

き
ま

す
よ

う
～

。
と

あ
る

が
、

1
)先

日
も

と
あ

る
が

、
平

成
何

年
何

月
何

日
何

時
場

所
･

説
明

者
等

･の
わ

か
る

資
料

等
の

開
示

請
求

。
2
)以

前
、

私
が

古
道

踏
切

り
を

渡
っ

て
右

折
す

る
時

に
支

障
を

来
す

と
し

て
拒

否
反

応
の

あ
っ

た
春

日
交

差
点

か
ら

の
舗

道
の

削
除

は
、

ど
の

様
な

法
的

根
拠

等
に

よ
り

道
路

構
造

上
･支

障
を

来
す

の
か

の
わ

か
る

資
料

等
の

開
示

請
求

。
3
)清

水
寺

下
か

ら
古

道
踏

切
り

に
下

る
･迂

回
付

替
え

道
路

幅
員

･を
新

幹
線

高
架

下
支

柱
横

の
1
m

未
満

ま
で

接
近

拡
幅

す
れ

ば
、

上
り

下
り

両
ﾊ

ﾞｽ
す

れ
違

い
の

あ
ん

し
ん

安
全

が
確

保
出

来
る

の
意

見
提

示
等

を
行

っ
た

が
、

こ
の

事
は

可
能

な
の

か
･不

可
能

な
の

か
･の

技
術

的
･

法
的

適
合

性
･等

の
わ

か
る

資
料

等
の

開
示

請
求

。
4
)ま

た
、

清
水

寺
下

か
ら

新
設

春
日

池
上

線
手

前
か

ら
新

幹
線

高
架

下
支

柱
を

潜
り

、
古

道
踏

切
り

を
渡

っ
て

祇
園

橋
方

面
に

抜
け

る
下

り
線

ﾙ
ｰ

ﾄは
、

技
術

的
法

的
適

合
性

等
が

可
能

か
ど

う
か

も
意

見
提

示
か

ら
大

分
経

つ
の

で
、

可
能

か
･不

可
能

か
の

わ
か

る
資

料
等

の
開

示
請

求
。

都
市

建
設

局
熊

本
駅

周
辺

整
備

事
務

所
熊

本
駅

西
土

地
区

画
整

理
事

業
所

市
長

へ
の

手
紙

(平
成

2
6
年

1
0
月

2
8
日

広
聴

課
受

付
第

5
9
2
号

)の
回

答
書

(平
成

2
7
年

1
月

2
3
日

付
:

平
成

2
7
年

1
月

2
6
日

受
領

)に
つ

い
て

1
.右

折
交

差
点

の
設

置
に

つ
い

て
は

道
路

構
造

上
新

た
な

用
地

確
保

が
必

要
で

あ
る

こ
と

や
交

通
安

全
の

観
点

か
ら

極
め

て
難

し
く

、
ま

た
両

ﾊ
ﾞｽ

停
の

復
活

は
困

難
で

あ
る

こ
と

に
つ

い
て

、
先

日
も

直
接

担
当

課
か

ら
説

明
が

あ
っ

た
と

記
載

さ
れ

て
い

る
こ

と
に

つ
い

て
1
)そ

の
説

明
の

何
年

何
月

何
日

何
時

･場
所

･説
明

者
等

が
分

か
る

資
料

等
。

2
)春

日
交

差
点

か
ら

の
舗

道
の

削
除

は
、

ど
の

よ
う

な
法

的
根

拠
等

に
よ

り
道

路
構

造
上

支
障

を
来

た
す

の
か

が
分

か
る

資
料

等
。

3
)清

水
寺

下
か

ら
古

道
踏

切
に

下
る

迂
回

付
替

え
道

路
幅

員
を

、
新

幹
線

高
架

下
支

柱
横

の
1
m

未
満

ま
で

接
近

拡
幅

す
れ

ば
、

上
り

下
り

両
ﾊ

ﾞｽ
の

す
れ

違
い

の
安

全
が

確
保

で
き

る
と

意
見

提
示

等
を

行
っ

た
が

、
こ

の
こ

と
が

可
能

な
の

か
･不

可
能

な
の

か
の

技
術

的
･法

的
適

合
性

等
が

分
か

る
資

料
等

。

開
示

2
/
1
2

2
/
1
2
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受
付

番
号

受
付

日
請

求
す

る
文

書
の

件
名

所
管

課
期

限
延

長
決

定
文

書
の

件
名

決
定

内
容

不
開

示
理

由
開

示
等

決
定

日
開

示
日

2
.(
項

目
4
)･

春
日

校
区

の
避

難
場

所
と

い
た

し
ま

し
て

は
、

春
日

小
学

校
(地

震
･高

潮
･津

波
)と

、
く

ま
も

と
森

都
心

ﾌ
ﾟﾗ

ｻ
ﾞ(
地

震
･高

潮
･土

砂
･津

波
)の

二
箇

所
を

指
定

し
て

い
ま

す
。

と
あ

る
が

、
地

震
に

つ
い

て
は

、
春

日
小

学
校

も
森

都
心

ﾌ
ﾟﾗ

ｻ
ﾞと

も
、

指
定

を
受

け
て

問
題

な
い

あ
ん

し
ん

安
全

と
な

っ
て

い
る

が
、

春
日

小
学

校
体

育
館

裏
山

･万
日

山
裾

野
の

春
日

小
学

校
体

育
館

の
避

難
場

所
は

、
過

去
豪

雨
の

際
の

土
砂

崩
壊

･崖
崩

れ
･発

生
の

恐
れ

あ
り

と
し

て
、

離
れ

た
場

所
の

避
難

場
所

指
定

の
実

績
が

あ
る

に
も

関
わ

ら
ず

、
春

日
小

学
校

体
育

館
は

地
震

避
難

場
所

と
し

て
の

あ
ん

し
ん

安
全

避
難

場
所

に
な

り
得

る
と

す
る

根
拠

等
の

わ
か

る
資

料
等

の
開

示
請

求
。

3
.森

都
心

ﾌ
ﾟﾗ

ｻ
ﾞは

、
春

日
校

区
住

民
の

(地
震

･高
潮

･
土

砂
･津

波
)の

時
の

避
難

場
所

と
し

て
の

機
能

を
果

さ
せ

る
と

の
事

で
あ

る
が

、
地

震
ま

た
は

豪
雨

に
よ

る
土

砂
崩

壊
等

で
停

電
等

で
の

森
都

心
ﾌ
ﾟﾗ

ｻ
ﾞﾋ

ﾞﾙ
機

能
が

麻
痺

し
て

い
る

場
合

、
何

階
の

ど
の

場
所

に
、

ど
の

様
な

避
難

経
路

を
歩

行
避

難
出

来
る

の
か

?
何

人
収

用
可

能
な

の
か

?
等

の
わ

か
る

資
料

等
の

開
示

請
求

。

市
長

へ
の

手
紙

(平
成

2
6
年

1
0
月

2
8
日

広
聴

課
受

付
第

5
9
2
号

)の
回

答
書

(平
成

2
7
年

1
月

2
3
日

付
:

平
成

2
7
年

1
月

2
6
日

受
領

)に
つ

い
て

1
.右

折
交

差
点

の
設

置
に

つ
い

て
は

道
路

構
造

上
新

た
な

用
地

確
保

が
必

要
で

あ
る

こ
と

や
交

通
安

全
の

観
点

か
ら

極
め

て
難

し
く

、
ま

た
両

ﾊ
ﾞｽ

停
の

復
活

は
困

難
で

あ
る

こ
と

に
つ

い
て

、
先

日
も

直
接

担
当

課
か

ら
説

明
が

あ
っ

た
と

記
載

さ
れ

て
い

る
こ

と
に

つ
い

て
4
)清

水
寺

下
か

ら
新

設
春

日
池

上
線

手
前

か
ら

新
幹

線
高

架
下

支
柱

を
潜

り
、

古
道

踏
切

を
渡

っ
て

祇
園

橋
方

面
に

抜
け

る
下

り
線

ﾙ
ｰ

ﾄは
、

技
術

的
法

的
適

合
性

等
が

、
可

能
か

･不
可

能
か

が
分

か
る

資
料

等
。

2
.春

日
小

学
校

体
育

館
が

地
震

避
難

場
所

と
し

て
の

あ
ん

し
ん

安
全

避
難

場
所

に
な

り
得

る
と

す
る

根
拠

等
が

分
か

る
資

料
等

。
3
.停

電
等

で
森

都
心

ﾌ
ﾟﾗ

ｻ
ﾞﾋ

ﾞﾙ
機

能
が

麻
痺

し
て

い
る

場
合

、
何

階
の

ど
の

場
所

に
、

ど
の

よ
う

な
避

難
経

路
を

歩
行

避
難

で
き

る
の

か
、

何
人

収
用

可
能

か
等

が
分

か
る

資
料

等
。

不
存

在
第

1
1
条

　
第

2
項

2
/
1
2
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受
付

番
号

受
付

日
請

求
す

る
文

書
の

件
名

所
管

課
期

限
延

長
決

定
文

書
の

件
名

決
定

内
容

不
開

示
理

由
開

示
等

決
定

日
開

示
日

5
.な

お
、

今
後

も
引

き
続

き
、

す
で

に
回

答
を

差
し

上
げ

て
い

る
同

じ
趣

旨
の

ご
意

見
に

対
し

ま
し

て
は

、
回

答
を

差
し

控
え

さ
せ

て
い

た
だ

き
ま

す
の

で
、

ご
了

承
い

た
だ

き
た

く
存

じ
ま

す
。

と
あ

る
が

、
今

ま
で

に
、

｢市
長

へ
の

手
紙

｣で
同

じ
趣

旨
の

ご
意

見
(ご

質
疑

)に
対

し
て

ど
の

様
な

対
応

を
し

た
か

?
に

つ
い

て
の

開
示

請
求

。
1
)今

ま
で

に
、

同
じ

趣
旨

の
ご

意
見

(ご
質

疑
)が

提
出

提
示

さ
れ

た
と

す
る

実
績

の
開

示
請

求
。

併
せ

て
、

こ
れ

に
対

し
ど

の
様

な
回

答
が

な
さ

れ
た

か
?

の
わ

か
る

資
料

等
の

開
示

請
求

。
例

え
ば

、
古

道
踏

切
り

わ
た

り
右

折
し

て
迂

回
付

替
え

道
路

か
ら

清
水

寺
下

へ
、

新
設

幹
線

春
日

池
上

線
を

直
進

し
て

迂
回

付
替

え
道

路
を

右
折

せ
ず

五
反

･春
日

寺
前

両
ﾊ

ﾞｽ
停

を
剥

奪
、

花
岡

山
中

腹
か

ら
裾

野
に

か
け

て
の

居
住

･千
弐

百
余

名
の

住
民

の
中

の
高

齢
者

交
通

弱
者

等
の

住
民

が
公

共
交

通
利

用
権

移
動

権
を

剥
奪

さ
れ

困
窮

し
て

い
る

、
災

害
避

難
の

ﾙ
ｰ

ﾄ沿
線

に
白

線
の

横
断

白
線

も
な

く
、

等
の

項
目

が
、

今
ま

で
提

言
ご

意
見

(ご
質

疑
)が

提
示

さ
れ

た
実

績
の

受
付

日
付

受
付

番
号

･市
長

ｻ
ｲ
ﾝ
入

り
回

答
日

付
･の

わ
か

る
資

料
等

の
開

示
請

求
。

2
)今

ま
で

の
市

長
ｻ

ｲ
ﾝ
入

り
回

答
内

容
の

中
で

は
、

出
来

な
い

理
由

ば
か

り
の

美
辞

麗
句

の
羅

列
が

多
く

あ
り

、
何

故
市

民
の

ご
意

見
ご

提
言

等
に

対
し

･実
現

不
可

能
等

･の
言

い
訳

だ
け

が
多

く
あ

っ
た

が
、

｢ど
う

す
れ

ば
出

来
る

か
･ど

の
様

な
手

法
を

市
政

執
行

す
れ

ば
可

能
に

な
る

･等
｣の

回
答

が
記

述
さ

れ
、

私
の

ご
意

見
ご

提
言

が
今

ま
で

に
実

現
出

来
た

と
す

る
実

績
の

わ
か

る
資

料
等

の
開

示
請

求
。

5
.な

お
、

今
後

も
引

き
続

き
、

す
で

に
回

答
を

差
し

上
げ

て
い

る
同

じ
旨

の
意

見
質

疑
に

対
し

て
は

、
回

答
を

差
し

控
え

さ
せ

て
い

た
だ

く
と

あ
る

が
、

今
ま

で
に

｢市
長

へ
の

手
紙

｣で
同

じ
趣

旨
の

意
見

に
対

し
ど

の
よ

う
な

対
応

を
し

た
か

に
つ

い
て

1
)今

ま
で

の
同

じ
趣

旨
の

意
見

質
疑

が
提

出
提

示
さ

れ
た

と
す

る
実

績
及

び
こ

れ
に

対
し

て
ど

の
よ

う
な

回
答

が
な

さ
れ

た
か

が
分

か
る

資
料

等
。

2
)今

ま
で

の
市

長
ｻ

ｲ
ﾝ
入

り
の

回
答

の
中

で
、

ど
う

す
れ

ば
で

き
る

か
･ど

の
よ

う
な

手
法

を
市

政
執

行
す

れ
ば

可
能

に
な

る
か

等
の

回
答

が
記

述
さ

れ
、

本
件

開
示

請
求

者
の

意
見

提
言

が
今

ま
で

に
実

現
出

で
き

た
と

す
る

実
績

が
分

か
る

資
料

等
。

1
0
3
6

1
/
3
0

道
等

の
判

定
H

1
1
 9

9
-
0
0
9

H
2
6
 1

4
-
2
0
8

H
2
0
 0

8
-
2
8
1

ｶ
ﾗ
ｰ

希
望

都
市

建
設

局
建

築
指

導
課

道
等

の
判

定
H

1
1
 9

9
-
0
0
9
 H

2
6
 1

4
-
2
0
8
 H

2
0
 0

8
-
2
8
1

ｶ
ﾗ
ｰ

希
望

開
示

(一
部

請
求

拒
否

)
2
号

　
個

人
情

報
2
/
2

2
/
6

1
0
3
7

1
/
3
0

道
路

判
定

 1
4
年

2
3
6
号

　
　

　
　

　
　

 H
2
7
.1

3
.3

0
ｶ
ﾗ
ｰ

都
市

建
設

局
建

築
指

導
課

道
路

判
定

 1
4
年

2
3
6
号

 H
2
7
.1

.3
0
 ｶ

ﾗ
ｰ

開
示

2
/
2

2
/
1
0
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受
付

番
号

受
付

日
請

求
す

る
文

書
の

件
名

所
管

課
期

限
延

長
決

定
文

書
の

件
名

決
定

内
容

不
開

示
理

由
開

示
等

決
定

日
開

示
日

1
0
3
8

2
/
2

平
成

2
7
年

1
/
1
～

1
/
3
1
ま

で
に

新
規

で
営

業
許

可
を

取
得

し
た

美
容

所
の

一
覧

表
。

【
取

得
希

望
情

報
】

･施
設

名
称

･施
設

所
在

地
･電

話
番

号
･確

認
年

月
日

･開
設

者
名

(可
能

で
あ

れ
ば

)
※

上
記

以
外

の
情

報
が

含
ま

れ
て

い
て

も
問

題
な

し
※

管
轄

ｴ
ﾘｱ

全
て

健
康

福
祉

子
ど

も
局

生
活

衛
生

課

平
成

2
7
年

1
月

1
日

か
ら

同
1
月

3
1
日

ま
で

の
間

、
熊

本
市

内
に

お
い

て
新

規
確

認
し

た
美

容
所

の
一

覧 項
目

; 
施

設
の

名
称

、
所

在
地

、
電

話
番

号
、

確
認

日
、

開
設

者
氏

名
･名

称
、

役
職

、
代

表
者

氏
名

開
示

2
/
4

2
/
1
2

郵
送

1
0
3
9

2
/
2

熊
本

市
内

全
域

の
食

品
営

業
施

設
に

つ
い

て
、

下
記

内
容

の
情

報
を

提
供

し
て

い
た

だ
き

ま
す

よ
う

お
願

い
申

し
上

げ
ま

す
。

(1
)最

初
の

許
可

年
月

日
を

問
わ

ず
、

現
在

営
業

中
で

あ
る

既
存

施
設

全
店

舗
の

飲
食

店
営

業
許

可
に

係
る

下
記

項
目

。
但

し
、

自
動

車
･自

動
販

売
機

･仮
設

お
よ

び
露

店
等

を
除

く
。

①
営

業
所

名
(屋

号
)

②
営

業
所

在
地

③
営

業
所

電
話

番
号

④
営

業
者

(申
請

者
)氏

名
⑤

代
表

者
氏

名
(営

業
者

が
法

人
の

場
合

に
限

る
)

⑥
最

初
の

許
可

年
月

日
(2

)2
0
1
4
年

1
1
月

1
日

か
ら

2
0
1
5
年

1
月

3
1
日

ま
で

に
廃

業
届

出
の

あ
っ

た
店

舗
の

、
飲

食
店

営
業

許
可

に
係

る
下

記
項

目
。

但
し

、
自

動
車

･自
動

販
売

機
･仮

設
お

よ
び

露
店

等
を

除
く

。
①

営
業

所
名

(屋
号

)
②

営
業

所
在

地
③

営
業

所
電

話
番

号
④

営
業

者
(申

請
者

)氏
名

⑤
代

表
者

氏
名

(営
業

者
が

法
人

の
場

合
に

限
る

)
⑥

廃
業

届
出

日

健
康

福
祉

子
ど

も
局

食
品

保
健

課

(1
)最

初
の

許
可

年
月

日
を

問
わ

ず
、

現
在

営
業

中
で

あ
る

既
存

施
設

全
店

舗
の

飲
食

店
営

業
許

可
に

係
る

下
記

項
目

。
但

し
、

自
動

車
･自

動
販

売
機

･仮
設

及
び

露
店

等
を

除
く

。
計

 8
,0

7
7
件

項
目

:営
業

所
名

(屋
号

)、
営

業
所

在
地

、
営

業
所

電
話

番
号

、
営

業
者

(申
請

者
)氏

名
、

代
表

者
氏

名
(営

業
者

が
法

人
の

場
合

に
限

る
)、

最
初

の
許

可
年

月
日

(2
)2

0
1
4
年

1
1
月

1
日

か
ら

2
0
1
5
年

1
月

3
1
日

ま
で

に
廃

業
届

出
の

あ
っ

た
店

舗
の

飲
食

店
営

業
許

可
に

係
る

下
記

項
目

。
但

し
、

自
動

車
･自

動
販

売
機

･仮
設

及
び

露
店

等
を

除
く

。
計

8
0
件

項
目

:営
業

所
名

(屋
号

)、
営

業
所

在
地

、
営

業
所

電
話

番
号

、
営

業
者

(申
請

者
)氏

名
、

代
表

者
氏

名
(営

業
者

が
法

人
の

場
合

に
限

る
)

廃
業

届
出

日
※

開
示

情
報

取
り

出
し

日
:平

成
2
7
年

2
月

5
日

 午
前

1
0
時

開
示

2
/
6

2
/
1
6

郵
送

1
0
4
0

2
/
2

｢食
品

衛
生

法
に

基
づ

く
営

業
許

可
施

設
台

帳
｣

【
地

域
】
熊

本
市

内
全

域
【
対

象
】
飲

食
店

営
業

(平
成

2
7
年

1
月

1
日

～
平

成
2
7
年

1
月

3
1
日

の
新

規
営

業
許

可
)(
自

動
販

売
機

、
移

動
店

舗
、

臨
時

営
業

及
び

露
店

を
除

く
)

【
内

容
】
･屋

号
･営

業
所

所
在

地
･営

業
所

電
話

番
号

･
営

業
者

氏
名

･初
許

可
年

月
日

･業
種

詳
細

健
康

福
祉

子
ど

も
局

食
品

保
健

課

平
成

2
7
年

1
月

1
日

～
平

成
2
7
年

1
月

3
1
日

ま
で

の
間

に
、

熊
本

市
内

に
お

い
て

新
規

に
営

業
許

可
を

受
け

た
飲

食
店

一
覧

(自
動

販
売

機
、

移
動

店
舗

、
臨

時
営

業
及

び
露

店
を

除
く

)計
 5

1
 件

項
目

:屋
号

、
営

業
所

所
在

地
、

営
業

所
電

話
番

号
、

営
業

者
氏

名
、

初
許

可
年

月
日

、
業

種
詳

細
※

開
示

情
報

取
り

出
し

日
時

:平
成

2
7
年

2
月

4
日

1
1
:3

0

開
示

2
/
5

2
/
1
8

郵
送

-293-



受
付

番
号

受
付

日
請

求
す

る
文

書
の

件
名

所
管

課
期

限
延

長
決

定
文

書
の

件
名

決
定

内
容

不
開

示
理

由
開

示
等

決
定

日
開

示
日

1
0
4
1

2
/
2

位
置

指
定

書
類

一
式

S
5
6
.1

1
.2

1
 1

6
2
号

ｶ
ﾗ
ｰ

→
ｶ
ﾗ
ｰ

白
黒

→
白

黒

都
市

建
設

局
建

築
指

導
課

位
置

指
定

書
類

一
式

 S
5
6
.1

1
.2

1
 1

6
2
号

ｶ
ﾗ
ｰ

→
ｶ
ﾗ
ｰ

 白
黒

→
白

黒
開

示
(一

部
請

求
拒

否
)

2
号

　
個

人
情

報
2
/
3

6
/
1
0

閲
覧

1
0
4
2

2
/
2

平
成

2
6
年

1
2
月

1
日

～
平

成
2
7
年

1
月

末
日

ま
で

の
間

に
熊

本
市

内
に

お
い

て
新

規
に

営
業

許
可

を
受

け
た

飲
食

店
一

覧
(た

だ
し

、
移

動
販

売
、

臨
時

営
業

、
仮

設
営

業
及

び
自

動
販

売
機

を
除

く
)

項
目

･屋
号

 営
業

所
所

在
地

.申
請

者
名

営
業

所
電

話
番

号
･業

種

健
康

福
祉

子
ど

も
局

食
品

保
健

課

平
成

2
6
年

1
2
月

1
日

～
平

成
2
7
年

1
月

3
1
日

ま
で

の
間

に
、

熊
本

市
内

に
お

い
て

新
規

に
営

業
許

可
を

受
け

た
飲

食
店

一
覧

(移
動

販
売

、
臨

時
営

業
、

仮
設

営
業

及
び

自
動

販
売

機
を

除
く

)計
1
2
2
件

項
目

:屋
号

、
営

業
所

所
在

地
、

申
請

者
名

、
営

業
所

電
話

番
号

、
業

種
※

 開
示

情
報

取
り

出
し

日
時

:平
成

2
7
年

2
月

4
日

1
5
:3

0

開
示

2
/
5

2
/
1
9

1
0
4
3

2
/
2

平
成

2
7
年

1
月

1
日

～
1
月

3
1
日

ま
で

の
間

に
、

熊
本

市
内

に
お

い
て

新
規

に
営

業
許

可
を

受
け

た
飲

食
店

一
覧

(移
動

、
臨

時
、

自
動

販
売

機
を

除
く

)
項

目
:屋

号
、

営
業

所
所

在
地

、
営

業
所

電
話

番
号

、
許

可
年

月
日

、
許

可
期

間
、

業
種

健
康

福
祉

子
ど

も
局

食
品

保
健

課

平
成

2
7
年

1
月

1
日

～
平

成
2
7
年

1
月

3
1
日

ま
で

の
間

に
、

熊
本

市
内

に
お

い
て

新
規

に
営

業
許

可
を

受
け

た
飲

食
店

一
覧

(移
動

、
臨

時
、

自
動

販
売

機
を

除
く

) 
計

5
1
件

項
目

:屋
号

、
営

業
所

所
在

地
、

営
業

所
電

話
番

号
、

許
可

年
月

日
、

許
可

期
間

、
業

種
※

 開
示

情
報

取
り

出
し

日
時

:平
成

2
7
年

2
月

4
日

1
1
:4

0

開
示

2
/
5

2
/
2
5

郵
送

1
0
4
4

2
/
3

･平
成

2
6
年

度
出

仲
間

南
公

園
他

1
広

場
施

設
整

備
工

事 (金
入

設
計

書
)

都
市

建
設

局
西

部
土

木
ｾ

ﾝ
ﾀ
ｰ

河
川

公
園

整
備

課

･平
成

2
6
年

度
出

仲
間

南
公

園
他

1
広

場
施

設
整

備
工

事
(金

入
り

設
計

書
)

開
示

2
/
5

2
/
1
2

1
0
4
5

2
/
3

平
成

2
5
年

度
被

措
置

児
童

虐
待

該
当

事
案

2
件

に
お

い
て

、
各

施
設

か
ら

市
へ

提
出

さ
れ

た
改

善
計

画
書

(2
件

分
)に

つ
い

て
。

改
善

計
画

書
が

な
い

場
合

は
、

改
善

計
画

が
記

載
さ

れ
た

文
書

を
そ

の
代

わ
り

と
す

る
。

文
書

の
う

ち
、

資
料

部
分

を
除

く

健
康

福
祉

子
ど

も
局

子
ど

も
支

援
課

平
成

2
5
年

度
被

措
置

児
童

虐
待

該
当

事
案

に
お

い
て

、
施

設
か

ら
市

に
提

出
さ

れ
た

改
善

計
画

書
に

つ
い

て
。

改
善

計
画

書
が

な
い

場
合

は
、

改
善

計
画

が
記

載
さ

れ
た

文
書

を
そ

の
代

わ
り

と
す

る
。

文
書

の
う

ち
、

資
料

部
分

を
除

く
。

開
示

(一
部

請
求

拒
否

)

2
号

　
個

人
情

報
3
号

　
法

人
等

情
報

2
/
1
7

2
/
1
9

郵
送

1
0
4
6

2
/
3

道
等

の
判

定
0
8
年

第
1
5
3
号

ｶ
ﾗ
ｰ

希
望

都
市

建
設

局
建

築
指

導
課

道
等

の
判

定
 0

8
年

第
1
5
3
号

 ｶ
ﾗ
ｰ

希
望

開
示

(一
部

請
求

拒
否

)
2
号

　
個

人
情

報
2
/
4

2
/
4

1
0
4
7

2
/
4

平
成

2
7
年

1
月

1
日

か
ら

平
成

2
7
年

1
月

3
1
日

ま
で

に
新

規
で

営
業

許
可

を
取

得
し

た
飲

食
店

の
一

覧
表

(食
品

営
業

許
可

台
帳

)
※

屋
号

･営
業

所
所

在
地

･申
請

者
氏

名
･業

種
･営

業
所

電
話

番
号

･許
可

年
月

日
･許

可
満

了
日

等
に

つ
い

て
の

資
料

一
覧

表
(自

動
販

売
機

･露
店

営
業

を
除

く
)

健
康

福
祉

子
ど

も
局

食
品

保
健

課

平
成

2
7
年

1
月

1
日

～
平

成
2
7
年

1
月

3
1
日

ま
で

の
間

に
、

熊
本

市
内

に
お

い
て

新
規

に
営

業
許

可
を

受
け

た
飲

食
店

一
覧

(自
動

販
売

機
、

露
店

営
業

を
除

く
) 
計

5
1
件

項
目

:屋
号

、
営

業
所

所
在

地
、

申
請

者
氏

名
、

業
種

、
営

業
所

電
話

番
号

、
許

可
年

月
日

、
許

可
満

了
日

※
開

示
情

報
取

り
出

し
日

時
:平

成
2
7
年

2
月

6
日

1
1
:3

0

開
示

2
/
6

2
/
1
6

郵
送

-294-



受
付

番
号

受
付

日
請

求
す

る
文

書
の

件
名

所
管

課
期

限
延

長
決

定
文

書
の

件
名

決
定

内
容

不
開

示
理

由
開

示
等

決
定

日
開

示
日

1
0
4
8

2
/
4

理
美

容
の

開
設

届
を

提
出

さ
れ

た
店

舗
の

情
報

開
示

を
申

請
い

た
し

ま
す

。
項

目
:店

舗
名

･住
所

･電
話

番
号

･申
請

者
名

期
間

:2
0
1
5
年

1
月

2
0
日

よ
り

2
0
1
5
年

2
月

4
日

健
康

福
祉

子
ど

も
局

生
活

衛
生

課

平
成

2
7
年

1
月

2
0
日

か
ら

同
年

2
月

4
日

ま
で

の
間

、
熊

本
市

内
に

お
い

て
新

規
確

認
し

た
理

容
所

、
美

容
所

の
一

覧
項

目
; 
施

設
の

名
称

、
所

在
地

、
電

話
番

号
、

開
設

者
の

氏
名

･名
称

、
役

職
、

代
表

者
氏

名

開
示

2
/
6

2
/
1
0

1
0
4
9

2
/
4

飲
食

店
の

新
規

検
査

の
申

請
を

行
っ

た
店

舗
の

情
報

開
示

を
申

請
い

た
し

ま
す

。
た

だ
し

、
移

動
販

売
･臨

時
営

業
･仮

設
営

業
･自

動
販

売
機

を
除

く
。

項
目

:屋
号

･営
業

所
在

地
･申

請
者

名
･営

業
電

話
番

号 期
間

:2
0
1
5
年

1
月

2
0
日

よ
り

2
0
1
5
年

2
月

4
日

健
康

福
祉

子
ど

も
局

食
品

保
健

課

平
成

2
7
年

1
月

2
0
日

～
平

成
2
7
年

2
月

4
日

ま
で

の
間

に
、

熊
本

市
内

に
お

い
て

新
規

に
申

請
を

行
っ

た
飲

食
店

一
覧

(移
動

販
売

、
臨

時
営

業
、

仮
設

営
業

、
自

動
販

売
機

を
除

く
)計

6
0
件

項
目

:屋
号

、
営

業
所

在
地

、
申

請
者

名
、

営
業

電
話

番
号

※
 開

示
情

報
取

り
出

し
日

時
:平

成
2
7
年

2
月

6
日

1
1
:0

0

開
示

2
/
6

2
/
1
0

1
0
5
0

2
/
4

飲
食

店
の

新
規

検
査

の
申

請
を

行
っ

た
情

報
の

開
示

を
申

請
い

た
し

ま
す

。
た

だ
し

、
移

動
販

売
、

臨
時

営
業

、
仮

設
営

業
、

自
動

販
売

機
を

除
く

項
目

:屋
号

、
営

業
所

在
地

、
申

請
者

名
営

業
電

話
番

号
、

申
請

日
期

間
 2

0
1
5
.1

.1
4
～

2
0
1
5
.2

.4

健
康

福
祉

子
ど

も
局

食
品

保
健

課

平
成

2
7
年

1
月

1
4
日

～
平

成
2
7
年

2
月

4
日

ま
で

の
間

に
、

熊
本

市
に

お
い

て
新

規
検

査
の

申
請

を
行

っ
た

飲
食

店
一

覧
(移

動
販

売
、

臨
時

営
業

、
仮

設
営

業
、

自
動

販
売

機
を

除
く

)
計

6
7
件

項
目

:屋
号

、
営

業
所

在
地

、
申

請
者

名
、

営
業

電
話

番
号

、
申

請
日

※
 開

示
情

報
取

り
出

し
日

時
:平

成
2
7
年

2
月

5
日

1
3
:0

0

開
示

2
/
6

2
/
9

1
0
5
1

2
/
4

子
飼

新
大

江
線

(完
成

形
)図

面
C

A
D

ﾃ
ﾞｰ

ﾀ
(J

W
W

形
式

)
S
=
1
/
5
0
0

東
部

土
木

ｾ
ﾝ
ﾀ
ｰ

 工
務

課
C

D
-
R
希

望
個

人
情

報
除

く

都
市

建
設

局
東

部
土

木
ｾ

ﾝ
ﾀ
ｰ

工
務

課

子
飼

新
大

江
線

(完
成

形
) 
図

面
C

A
D

ﾃ
ﾞｰ

ﾀ
(J

W
W

形
式

)
S
=
1
/
5
0
0

C
D

-
R

個
人

情
報

除
く

開
示

2
/
1
0

2
/
1
7

1
0
5
2

2
/
4

位
置

指
定

道
路

台
帳

熊
本

市
指

令
 第

1
2
8
号

S
5
1
年

3
月

1
8
日

清
水

町
新

地
字

下
門

前
○

○
-
○

○
道

等
の

判
定

調
査

書
判

定
番

号
 0

1
年

第
4
8
7
号

市
道

 蓮
台

寺
4
丁

目
○

○
番

○
地

先
～

○
○

番
○

地
先

都
市

建
設

局
建

築
指

導
課

位
置

指
定

道
路

台
帳

熊
本

市
指

令
第

1
2
8
号

 S
5
1
年

3
月

1
8
日

 清
水

町
新

地
字

下
門

前
○

○
-
○

○
道

等
の

判
定

調
査

書
判

定
番

号
 0

1
年

第
4
8
7
号

 市
道

 蓮
台

寺
4
丁

目
○

○
番

○
地

先
～

○
○

番
○

地
先

開
示

(一
部

請
求

拒
否

)
2
号

　
個

人
情

報
2
/
5

2
/
6

1
0
5
3

2
/
4

都
市

計
画

事
業

 中
部

処
理

区
雨

水
吐

貯
留

人
孔

(C
-

3
6
)築

造
工

事
(1

0
3
工

区
)の

金
入

設
計

書
上

下
水

道
局

下
水

道
整

備
課

都
市

計
画

事
業

中
部

処
理

区
雨

水
吐

貯
留

人
孔

(C
-
3
6
)築

造
工

事
(1

0
3
工

区
)の

金
入

設
計

書
開

示
2
/
1
0

2
/
1
2

-295-



受
付

番
号

受
付

日
請

求
す

る
文

書
の

件
名

所
管

課
期

限
延

長
決

定
文

書
の

件
名

決
定

内
容

不
開

示
理

由
開

示
等

決
定

日
開

示
日

1
0
5
4

2
/
4

道
路

判
定

調
査

書
H

2
5
年

度
 1

3
-
2
6
7
 ○

○
様

申
請

者
画

像
ﾌ
ｧ
ｲ
ﾙ

1
3
-
2
6
7
-
0
0
1
～

　
　

〃
　

-
0
0
7

合
計

7
枚

ｶ
ﾗ
ｰ

は
ｶ
ﾗ
ｰ

で
希

望

都
市

建
設

局
建

築
指

導
課

道
路

判
定

調
査

書
H

2
5
年

度
 1

3
-
 2

6
7
 ○

○
様

申
請

者
画

像
ﾌ
ｧ
ｲ
ﾙ

 1
3
-
2
6
7
-
0
0
1
～

0
0
7
 合

計
7
枚

ｶ
ﾗ
ｰ

は
ｶ
ﾗ
ｰ

で
希

望
開

示
2
/
5

2
/
5

1
0
5
5

2
/
4

道
路

位
置

指
定

 h
0
1
-
0
1
8
-
1

　
　

　
　

　
　

　
　

　
 h

0
1
-
0
1
8
-
2

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

〃
　

 -
3

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

〃
　

 -
4

(ｶ
ﾗ
ｺ
ﾋ
ﾟｰ

希
望

)

都
市

建
設

局
建

築
指

導
課

道
路

位
置

指
定

 h
0
1
-
0
1
8
-
l 
h
0
1
-
0
1
8
-
2
 h

0
1
-

0
1
8
-
3
 h

0
1
-
0
1
8
-
4

(ｶ
ﾗ
ｰ

ｺ
ﾋ
ﾟｰ

希
望

)
開

示
(一

部
請

求
拒

否
)

2
号

　
個

人
情

報
2
/
6

2
/
6

1
0
5
6

2
/
4

道
路

位
置

指
定

指
定

番
号

 H
0
1
-
0
2
2

ｶ
ﾗ
ｰ

希
望

都
市

建
設

局
建

築
指

導
課

道
路

位
置

指
定

 指
定

番
号

 H
0
1
-
0
2
2
 ｶ

ﾗ
ｰ

希
望

開
示

(一
部

請
求

拒
否

)
2
号

　
個

人
情

報
2
/
6

2
/
1
0

1
0
5
7

2
/
4

平
成

2
6
年

○
月

○
日

に
届

出
の

あ
っ

た
○

○
に

大
規

模
小

売
店

舗
立

地
法

に
係

る
届

出
一

式
の

う
ち

、
基

本
届

出
事

項
に

つ
い

て
記

載
さ

れ
た

概
要

部
分

お
よ

び
添

付
資

料
中

の
周

辺
見

取
り

図
、

店
舗

の
配

置
図

。
ｶ
ﾗ
ｰ

の
図

面
は

ｶ
ﾗ
ｰ

ｺ
ﾋ
ﾟｰ

を
希

望
。

変
更

の
も

の
は

変
更

前
後

の
図

面
を

希
望

。

農
水

商
工

局
商

工
振

興
課

以
下

の
案

件
に

係
る

｢大
規

模
小

売
店

舗
届

出
書

(規
則

様
式

第
1
)｣

、
｢周

辺
見

取
図

｣、
｢平

面
図

兼
配

置
図

｣
･平

成
2
6
年

○
月

○
日

付
け

「
届

出
○

○
｣

開
示

(一
部

請
求

拒
否

)
3
号

　
法

人
等

情
報

2
/
9

2
/
1
2

郵
送

1
0
5
8

2
/
5

｢平
成

2
7
年

度
使

用
小

学
校

教
科

用
図

書
採

択
に

関
す

る
下

記
の

資
料

｣
(教

科
:算

数
)

･調
査

報
告

書
･選

定
委

員
会

会
議

議
事

録
･採

択
に

係
る

日
程

･教
科

書
展

示
会

｢感
想

･意
見

｣

教
育

委
員

会
事

務
局

指
導

課

平
成

2
7
年

度
使

用
小

学
校

教
科

用
図

書
採

択
に

関
す

る
下

記
の

資
料

算
数

･調
査

報
告

書
･選

定
委

員
会

会
議

議
事

録
･採

択
に

係
わ

る
日

程
･教

科
書

展
示

会
｢感

想
･意

見
｣

開
示

2
/
1
2

2
/
1
7

郵
送

-296-



受
付

番
号

受
付

日
請

求
す

る
文

書
の

件
名

所
管

課
期

限
延

長
決

定
文

書
の

件
名

決
定

内
容

不
開

示
理

由
開

示
等

決
定

日
開

示
日

1
0
5
9

2
/
5

産
業

廃
棄

物
最

終
処

分
場

に
関

す
る

資
料

の
う

ち
、

｢廃
棄

物
の

処
理

及
び

清
掃

に
関

す
る

法
律

｣に
基

づ
い

て
提

出
お

よ
び

管
理

さ
れ

て
い

る
下

記
に

該
当

す
る

資
料

。
ま

た
、

対
象

施
設

は
以

下
に

該
当

す
る

す
べ

て
の

施
設

で
あ

る
。

な
お

、
写

し
の

交
付

方
法

に
関

し
て

は
、

可
能

な
限

り
ｴ

ｸ
ｾ

ﾙ
ﾃ

ﾞｰ
ﾀ
等

に
よ

る
電

子
媒

体
で

の
交

付
を

希
望

す
る

。
記 【
開

示
請

求
を

す
る

行
政

文
書

の
名

称
】

1
.産

業
廃

棄
物

処
理

施
設

設
置

許
可

申
請

書
(規

則
様

式
第

1
8
号

)【
1
～

2
ﾍ

ﾟｰ
ｼ

ﾞ目
】

※
昭

和
5
2
年

3
月

1
5
日

か
ら

平
成

4
年

度
ま

で
に

施
行

さ
れ

て
い

た
届

出
制

に
該

当
す

る
施

設
に

つ
い

て
は

そ
の

届
出

書
2
.産

業
廃

棄
物

の
最

終
処

分
場

の
埋

立
処

分
終

了
届

出
書

(規
則

様
式

第
2
4
号

)【
全

ﾍ
ﾟｰ

ｼ
ﾞ】

3
.産

業
廃

棄
物

最
終

処
分

場
廃

止
確

認
申

請
書

(規
則

様
式

第
2
5
号

)【
全

ﾍ
ﾟｰ

ｼ
ﾞ】

4
.産

業
廃

棄
物

最
終

処
分

場
跡

地
 指

定
区

域
台

帳
(規

則
様

式
第

3
4
号

)【
全

ﾍ
ﾟｰ

ｼ
ﾞ】

注
:上

記
す

べ
て

の
様

式
に

お
け

る
個

人
情

報
に

関
す

る
項

目
、

お
よ

び
図

面
や

計
画

書
等

の
別

紙
資

料
は

除
く

。
【
対

象
施

設
】

施
設

: 
産

業
廃

棄
物

 最
終

処
分

場
期

間
:昭

和
5
2
年

度
か

ら
平

成
2
6
年

度
現

在
ま

で
に

稼
働

し
て

い
た

、
も

し
く

は
稼

働
中

の
施

設
状

態
: 
埋

立
中

、
埋

立
終

了
、

廃
止

、
休

止
中

、
許

可
取

り
消

し
種

類
:遮

断
型

、
安

定
型

、
管

理
型

(ﾐ
ﾆ

処
分

場
お

よ
び

自
社

処
分

場
は

除
く

)

環
境

局
ご

み
減

量
推

進
課 事

業
ご

み
対

策
室

有
2
/
2
7

1
.産

業
廃

棄
物

処
理

施
設

設
置

許
可

申
請

書
(規

則
様

式
第

1
8
号

)【
1
～

2
ﾍ

ﾟｰ
ｼ

ﾞ目
】

※
昭

和
5
2
年

3
月

1
5
日

か
ら

平
成

4
年

度
ま

で
に

施
行

さ
れ

て
い

た
届

出
制

に
該

当
す

る
施

設
に

つ
い

て
は

そ
の

届
出

書
2
.産

業
廃

棄
物

の
最

終
処

分
場

の
埋

立
処

分
終

了
届

出
書

(規
則

様
式

第
2
4
号

)【
全

ﾍ
ﾟｰ

ｼ
ﾞ】

3
.産

業
廃

棄
物

最
終

処
分

場
廃

止
確

認
申

請
書

(規
則

様
式

第
2
5
号

)【
全

ﾍ
ﾟｰ

ｼ
ﾞ】

4
.産

業
廃

棄
物

最
終

処
分

場
跡

地
 指

定
区

域
台

帳
(規

則
様

式
第

3
4
号

)【
全

ﾍ
ﾟｰ

ｼ
ﾞ】

注
:上

記
す

べ
て

の
様

式
に

お
け

る
個

人
情

報
に

関
す

る
項

目
、

お
よ

び
図

面
や

計
画

書
等

の
別

紙
資

料
は

除
く

。

開
示

(一
部

請
求

拒
否

)

2
号

　
個

人
情

報
3
号

　
法

人
等

情
報

2
/
2
5

2
/
2
7

郵
送

-297-



受
付

番
号

受
付

日
請

求
す

る
文

書
の

件
名

所
管

課
期

限
延

長
決

定
文

書
の

件
名

決
定

内
容

不
開

示
理

由
開

示
等

決
定

日
開

示
日

【
資

料
構

成
例

】
例

1
:昭

和
5
2
年

度
に

建
設

さ
れ

、
平

成
2
年

度
に

廃
止

さ
れ

た
施

設
の

場
合

設
置

届
出

書
、

指
定

区
域

台
帳

例
2
:昭

和
6
1
年

度
に

建
設

さ
れ

、
平

成
1
5
年

度
に

廃
止

さ
れ

た
施

設
の

場
合

設
置

届
出

書
、

埋
立

処
分

終
了

届
出

書
、

廃
止

確
認

申
請

書
、

指
定

区
域

台
帳

例
3
:平

成
5
年

度
に

建
設

さ
れ

、
平

成
1
5
年

度
に

廃
止

さ
れ

た
施

設
の

場
合

設
置

許
可

申
請

書
、

埋
立

処
分

終
了

届
出

書
、

廃
止

確
認

申
請

書
、

指
定

区
域

台
帳

例
4
:平

成
1
1
年

度
に

建
設

さ
れ

、
平

成
2
2
年

度
に

廃
止

さ
れ

た
施

設
の

場
合

設
置

許
可

申
請

書
、

埋
立

処
分

終
了

届
出

書
、

廃
止

確
認

申
請

書
、

お
よ

び
平

成
1
8
年

度
以

降
に

指
定

区
域

に
指

定
さ

れ
て

い
る

場
合

は
指

定
区

域
台

帳
以

上

1
0
6
0

2
/
5

道
路

判
定

判
定

番
号

:0
1
年

第
1
9
8
号

、
関

係
書

類
ｶ
ﾗ
ｰ

希
望

都
市

建
設

局
建

築
指

導
課

道
路

判
定

 判
定

番
号

:0
1
年

第
1
9
8
号

 関
係

書
類

ｶ
ﾗ
ｰ

希
望

開
示

(一
部

請
求

拒
否

)
2
号

　
個

人
情

報
2
/
6

2
/
9

1
0
6
1

2
/
5

計
画

通
知

H
6
.1

0
.6

 第
6
2
1
0
8
号

白
黒

希
望

都
市

建
設

局
建

築
指

導
課

計
画

通
知

 H
6
.1

0
.6

 第
6
2
1
0
8
号

 白
黒

希
望

開
示

2
/
6

2
/
1
0

1
0
6
2

2
/
5

道
等

の
判

定
 0

7
年

-
1
1
2
号

.0
1
.0

2
.0

3
.0

4
.0

5
.0

6
.0

7
.0

8
白

黒
希

望

都
市

建
設

局
建

築
指

導
課

道
等

の
判

定
 0

7
年

-
1
1
2
号

 0
1
 0

2
 0

3
 0

4
 0

5
 0

6
0
7
 0

8
白

黒
希

望

開
示

(一
部

請
求

拒
否

)
2
号

　
個

人
情

報
2
/
9

2
/
9

1
0
6
3

2
/
6

平
成

2
6
年

1
2
月

2
5
日

上
下

水
道

局
 管

路
維

持
課

南
部

汚
水

1
7
号

幹
線

枝
線

管
渠

更
正

工
事

(1
0
8
工

区
)

上
記

の
金

入
設

計
書

の
開

示
を

お
願

い
致

し
ま

す
。

上
下

水
道

局
管

路
維

持
課

南
部

汚
水

1
7
号

幹
線

枝
線

管
渠

更
生

工
事

(1
0
8

工
区

)の
金

入
設

計
書

開
示

2
/
1
6

2
/
2
0

1
0
6
4

2
/
6

道
路

判
定

台
帳

(写
)

第
0
8
-
1
5
3
(幸

田
一

丁
目

)
№

1
～

№
1
1

ｶ
ﾗ
ｰ

は
、

ｶ
ﾗ
ｰ

で
、

お
願

い
し

ま
す

。

都
市

建
設

局
建

築
指

導
課

道
路

判
定

台
帳

(写
)

第
0
8
-
1
5
3
(平

田
1
丁

目
)N

o
1
～

N
o
1
1

ｶ
ﾗ
ｰ

は
、

ｶ
ﾗ
ｰ

で
お

願
い

し
ま

す
。

開
示

(一
部

請
求

拒
否

)
2
号

　
個

人
情

報
2
/
9

2
/
1
0

-298-



受
付

番
号

受
付

日
請

求
す

る
文

書
の

件
名

所
管

課
期

限
延

長
決

定
文

書
の

件
名

決
定

内
容

不
開

示
理

由
開

示
等

決
定

日
開

示
日

1
0
6
5

2
/
6

･道
路

位
置

指
定

書
 S

5
5
-
0
1
5

･平
面

図
 　

　
　

　
　

　
S
5
5
-
0
1
5

･地
積

測
量

図
　

　
　

　
　

　
〃

･字
図

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

 〃
白

黒
希

望

都
市

建
設

局
建

築
指

導
課

●
道

路
位

置
指

定
書

 S
5
5
-
0
1
5

●
平

面
図

 S
5
5
-
0
1
5

●
地

積
測

量
図

 S
5
5
-
0
1
5

●
字

図
 S

5
5
-
0
1
5

白
黒

希
望

開
示

(一
部

請
求

拒
否

)
2
号

　
個

人
情

報
2
/
1
0

2
/
1
0

1
0
6
6

2
/
6

･対
象

地
住

所
:熊

本
市

(中
央

区
)八

王
寺

町
○

○
-
○

○ ･対
象

地
地

番
:熊

本
市

(中
央

区
)八

王
寺

町
○

○
番

、
○

○
番

、
○

○
番

、
○

○
番

･対
象

地
名

称
:○

○
㈱

○
○

、
㈱

○
○

対
象

地
に

お
い

て
、

過
去

(廃
止

さ
れ

た
も

の
)に

以
下

の
事

業
場

が
あ

っ
た

か
、

ま
た

あ
っ

た
場

合
は

何
が

あ
っ

た
か

。
･水

質
汚

濁
防

止
法

に
基

づ
く

特
定

事
業

場
･届

出
が

存
在

す
る

場
合

は
写

し
の

交
付

環
境

局
水

保
全

課

以
下

の
対

象
地

の
事

業
場

に
関

し
て

、
水

質
汚

濁
防

止
法

に
基

づ
く

届
出

書
の

存
否

(過
去

に
廃

止
さ

れ
た

も
の

も
含

む
)。

存
在

す
る

場
合

は
、

写
し

の
交

付
。

<
対

象
地

住
所

>
熊

本
市

中
央

区
八

王
寺

町
○

○
-
○

○
<
対

象
地

地
番

>
熊

本
市

中
央

区
八

王
寺

町
○

○
番

、
○

○
番

、
○

○
番

、
○

○
番

<
事

業
場

名
称

>
○

○
株

式
会

社
○

○
、

株
式

会
社

○
○

不
存

在
第

1
1
条

　
第

2
項

2
/
1
0

1
0
6
7

2
/
6

･対
象

地
住

所
:熊

本
市

(中
央

区
)八

王
寺

町
○

○
-
○

○ ･対
象

地
地

番
:熊

本
市

(中
央

区
)八

王
寺

町
○

○
番

、
○

○
番

、
○

○
番

、
○

○
番

･対
象

地
名

称
:○

○
㈱

○
○

、
㈱

○
○

対
象

地
に

お
い

て
、

過
去

(廃
止

さ
れ

た
も

の
)に

以
下

の
事

業
場

が
あ

っ
た

か
、

ま
た

あ
っ

た
場

合
は

何
が

あ
っ

た
か

。
･下

水
道

法
に

基
づ

く
特

定
事

業
場

上
下

水
道

局
給

排
水

設
備

課

対
象

地
住

所
:熊

本
市

(中
央

区
)八

王
寺

町
○

○
-

○
○

対
象

地
地

番
:熊

本
市

(中
央

区
)八

王
寺

町
○

○
番

、
○

○
番

、
○

○
番

、
○

○
番

対
象

地
に

お
い

て
過

去
(廃

止
さ

れ
た

も
の

)に
以

下
の

事
業

場
が

あ
っ

た
か

、
ま

た
あ

っ
た

場
合

は
何

が
あ

つ
た

か
。

･下
水

道
法

に
基

づ
く

特
定

事
業

場

不
存

在
第

1
1
条

　
第

2
項

2
/
1
0

1
0
6
8

2
/
9

･道
路

指
定

書
(位

置
指

定
)

申
請

者
 熊

本
市

池
田

町
大

字
切

禿
○

○
-
○

　
　

　
　

　
○

○
受

付
 昭

和
4
0
年

4
月

1
2
日

 第
3
0
号

指
令

番
号

 熊
本

県
指

令
第

4
8
号

(S
4
0
-
0
4
8
)

･道
等

の
判

定
調

査
書

申
請

者
 熊

本
市

池
田

3
丁

目
○

-
○

○
　

　
　

　
　

○
○

判
定

年
月

日
 平

成
1
3
年

9
月

2
1
日

判
定

番
号

 0
1
年

第
3
8
9
号

ｶ
ﾗ
ｰ

は
ｶ
ﾗ
ｰ

で

都
市

建
設

局
建

築
指

導
課

･道
路

指
定

書
(位

置
指

定
)

申
請

者
 熊

本
市

池
田

町
大

字
切

禿
○

○
-
○

 ○
○ 受

付
 昭

和
4
0
年

4
月

1
2
日

第
3
0
号

指
令

番
号

 熊
本

県
指

令
第

4
8
号

(S
4
0
-
0
4
8
)

･道
等

の
判

定
調

査
書

申
請

者
 熊

本
市

池
田

3
丁

目
○

-
○

○
 ○

○
判

定
年

月
日

 平
成

1
3
年

9
月

2
1
日

判
定

番
号

 0
1
年

第
3
8
9
号

ｶ
ﾗ
ｰ

は
ｶ
ﾗ
ｰ

で

開
示

(一
部

請
求

拒
否

)
2
号

　
個

人
情

報
2
/
1
0

2
/
1
3
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受
付

番
号

受
付

日
請

求
す

る
文

書
の

件
名

所
管

課
期

限
延

長
決

定
文

書
の

件
名

決
定

内
容

不
開

示
理

由
開

示
等

決
定

日
開

示
日

1
0
6
9

2
/
9

平
成

2
7
年

1
月

1
日

～
平

成
2
7
年

1
月

3
1
日

ま
で

の
間

に
、

熊
本

市
内

に
お

い
て

新
規

に
営

業
許

可
を

受
け

た
飲

食
店

一
覧

(自
動

販
売

機
、

仮
設

営
業

、
移

動
販

売
業

、
臨

時
営

業
を

除
く

)。
項

目
:屋

号
、

申
請

者
氏

名
、

営
業

所
在

地
、

営
業

所
電

話
番

号

健
康

福
祉

子
ど

も
局

食
品

保
健

課

平
成

2
7
年

1
月

1
日

～
平

成
2
7
年

1
月

3
1
日

ま
で

の
間

に
、

熊
本

市
内

に
お

い
て

新
規

に
営

業
許

可
を

受
け

た
飲

食
店

一
覧

(自
動

販
売

機
、

仮
設

営
業

、
移

動
販

売
業

、
臨

時
営

業
を

除
く

)計
 5

2
 件

項
目

:屋
号

、
申

請
者

氏
名

、
営

業
所

在
地

、
営

業
所

電
話

番
号

※
開

示
情

報
取

り
出

し
日

時
:平

成
2
7
年

2
月

1
2
日

1
1
:3

0

開
示

2
/
1
3

2
/
1
7

1
0
7
0

2
/
9

平
成

2
7
年

1
月

1
日

～
平

成
2
7
年

1
月

3
1
日

ま
で

の
間

に
、

熊
本

市
内

に
お

い
て

新
規

に
営

業
許

可
を

受
け

た
美

容
所

一
覧

。
項

目
:施

設
名

称
、

営
業

所
所

在
地

、
営

業
所

電
話

番
号

、
開

設
者

氏
名

、
役

職
、

代
表

者
氏

名
。

健
康

福
祉

子
ど

も
局

生
活

衛
生

課

平
成

2
7
年

1
月

1
日

か
ら

同
1
月

3
1
日

ま
で

の
間

、
熊

本
市

内
に

お
い

て
新

規
確

認
し

た
美

容
所

の
一

覧 項
目

; 
施

設
の

名
称

、
所

在
地

、
電

話
番

号
、

開
設

者
の

氏
名

･名
称

、
役

職
、

代
表

者
氏

名

開
示

2
/
1
2

2
/
1
7

1
0
7
1

2
/
9

1
.道

路
位

置
変

更
書

 市
指

令
 第

1
8
号

平
成

1
0
年

8
月

6
日

 H
1
0
-
0
1
8
号

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

熊
本

市
渡

鹿
2
丁

目
○

○
-
○

、
-

○
○

、
-
○

○
、

-
○

○
2
.道

等
の

判
定

結
果

通
知

書
 0

2
年

第
5
3
8
号

 八
島

町
字

弐
番

割
○

○
番

○
地

先
～

城
山

上
代

町
字

高
畑

○
○

番
○

地
先

都
市

建
設

局
建

築
指

導
課

1
.道

路
位

置
変

更
書

 市
指

令
第

1
8
号

 平
成

1
0
年

8
月

6
日

H
1
0
-
0
1
8
号

 熊
本

市
渡

鹿
2
丁

目
○

○
-
○

、
-
○

○
、

-
○

○
、

-
○

○
2
.道

等
の

判
定

結
果

通
知

書
 0

2
年

第
5
3
8
号

八
島

町
字

弐
番

割
○

○
番

○
地

先
～

城
山

上
代

町
字

高
畑

○
○

番
○

地
先

開
示

(一
部

請
求

拒
否

)
2
号

　
個

人
情

報
2
/
1
0

2
/
1
0

1
0
7
2

2
/
9

①
熊

本
競

輪
場

（
本

場
）
動

産
保

険
②

開
設

6
4
周

年
記

念
熊

本
競

輪
（
場

外
分

）
動

産
保

険
上

記
の

保
険

証
券

な
ら

び
に

付
属

添
付

書
類

の
写

し
(熊

本
市

農
水

商
工

局
競

輪
事

務
所

所
管

)
農

水
商

工
局

競
輪

事
務

所

①
 熊

本
競

輪
場

(本
場

)動
産

保
険

ｺ
ｰ

ﾎ
ﾟﾚ

ｰ
ﾄﾏ

ﾈ
ｰ

ｶ
ﾞｰ

ﾄﾞ
保

険
 8

4
,0

0
0
円

②
開

設
6
4
周

年
記

念
熊

本
競

輪
(場

外
分

)動
産

保
険

ｺ
ｰ

ﾎ
ﾟﾚ

ｰ
ﾄﾏ

ﾈ
ｰ

ｶ
ﾞｰ

ﾄﾞ
保

険
 1

7
6
,0

0
0
円

開
示

2
/
1
9

3
/
9

郵
送

1
0
7
3

2
/
1
0

主
要

地
方

道
 植

木
ｲ
ﾝ
ﾀ
ｰ

菊
池

線
排

水
改

良
工

事
(金

入
り

設
計

書
)

都
市

建
設

局
北

部
土

木
ｾ

ﾝ
ﾀ
ｰ

工
務

課

施
行

番
号

:1
4
0
1
2
8
8
-
0
0

工
事

名
:主

要
地

方
道

 植
木

ｲ
ﾝ
ﾀ
ｰ

菊
池

線
排

水
改

良
工

事
開

示
文

書
:金

入
り

設
計

書

開
示

2
/
1
7

2
/
1
8

1
0
7
4

2
/
1
0

道
路

位
置

指
定

平
成

1
6
年

 H
1
6
-
0
0
1

ｶ
ﾗ
ｰ

希
望

都
市

建
設

局
建

築
指

導
課

道
路

位
置

指
定

 平
成

1
6
年

 H
1
6
-
0
0
1
 ｶ

ﾗ
ｰ

希
望

開
示

(一
部

請
求

拒
否

)
2
号

　
個

人
情

報
2
/
1
2

2
/
1
2

1
0
7
5

2
/
1
0

･道
等

の
判

定
･判

定
番

号
 0

3
年

第
0
9
9
号

･協
定

書
の

み

都
市

建
設

局
建

築
指

導
課

道
等

の
判

定
 判

定
番

号
0
3
年

第
0
9
9
号

 協
定

書
の

み
開

示
(一

部
請

求
拒

否
)

2
号

　
個

人
情

報
2
/
1
2

2
/
1
2

1
0
7
6

2
/
1
0

市
道

 健
軍

本
町

健
軍

3
丁

目
第

1
号

線
道

路
改

良
工

事
(2

工
区

)
金

入
設

計
書

都
市

建
設

局
東

部
土

木
ｾ

ﾝ
ﾀ
ｰ

工
務

課

市
道

 健
軍

本
町

健
軍

3
丁

目
第

1
号

線
道

路
改

良
工

事
(2

工
区

)
金

入
設

計
書

開
示

2
/
2
0

2
/
2
3
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受
付

番
号

受
付

日
請

求
す

る
文

書
の

件
名

所
管

課
期

限
延

長
決

定
文

書
の

件
名

決
定

内
容

不
開

示
理

由
開

示
等

決
定

日
開

示
日

1
0
7
7

2
/
1
2

平
成

2
6
年

4
月

2
3
日

開
札

 北
部

土
木

ｾ
ﾝ
ﾀ
ｰ

 工
務

課
一

般
県

道
 花

園
ｲ
ﾝ
ﾀ
ｰ

線
花

園
ｲ
ﾝ
ﾀ
ｰ

2
号

橋
下

部
工

(A
1
、

P
1
、

P
2
、

A
2
)工

事
平

成
2
6
年

7
月

2
日

開
札

 北
部

土
木

ｾ
ﾝ
ﾀ
ｰ

 工
務

課
一

般
県

道
 砂

原
四

方
寄

線
(花

園
工

区
)花

園
高

架
2

号
橋

下
部

工
P
5
工

事
上

記
2
件

の
金

入
設

計
書

の
開

示
を

お
願

い
致

し
ま

す
。

都
市

建
設

局
北

部
土

木
ｾ

ﾝ
ﾀ
ｰ

工
務

課

●
｢金

入
設

計
書

｣
･一

般
県

道
 花

園
ｲ
ﾝ
ﾀ
ｰ

線
花

園
ｲ
ﾝ
ﾀ
ｰ

2
号

橋
下

部
工

(A
1
,P

1
,P

2
,A

2
)工

事
･一

般
県

道
 砂

原
四

方
寄

線
(花

園
工

区
)花

園
高

架
2
号

橋
下

部
工

P
5
工

事
開

示
2
/
1
7

2
/
2
0

1
0
7
8

2
/
1
2

平
成

2
6
年

7
月

3
0
日

開
札

上
下

水
道

局
 下

水
道

整
備

課
都

市
計

画
事

業
 西

部
汚

水
1
2
号

幹
線

及
び

枝
線

外
枝

線
下

水
道

築
造

工
事

(9
2
3
工

区
)

上
記

の
金

入
設

計
書

の
開

示
を

お
願

い
致

し
ま

す
。

上
下

水
道

局
下

水
道

整
備

課

都
市

計
画

事
業

 西
部

汚
水

1
2
号

幹
線

及
び

枝
線

外
枝

線
下

水
道

築
造

工
事

(9
2
3
工

区
)

開
示

2
/
1
6

2
/
2
0

1
0
7
9

2
/
1
2

平
成

2
6
年

1
2
月

4
日

に
開

催
さ

れ
た

社
会

福
祉

施
設

整
備

審
査

会
の

議
事

録
※

高
齢

介
護

福
祉

課
に

お
い

て
作

成
さ

れ
た

分
(広

域
型

特
養

、
小

規
模

多
機

能
)

健
康

福
祉

子
ど

も
局

高
齢

介
護

福
祉

課

平
成

2
6
年

1
2
月

4
日

に
開

催
さ

れ
た

社
会

福
祉

施
設

整
備

審
査

会
の

議
事

録
(高

齢
介

護
福

祉
課

に
お

い
て

作
成

さ
れ

た
広

域
型

特
養

、
小

規
模

多
機

能
部

分
)

開
示

(一
部

請
求

拒
否

)

5
号

　
審

議
、

検
討

に
関

す
る

情
報

2
/
2
6

2
/
2
6

1
0
8
0

2
/
1
2

道
路

判
定

台
帳

 会
長

○
○

○
○

 0
2
-
4
3
3
番

 H
1
4
年

度 画
像

F
ile

 4
3
3
-
0
1

　
　

　
　

　
　

　
　

　
0
2

　
　

　
　

　
　

　
　

　
0
3

　
　

　
　

　
　

　
　

　
0
5

　
　

　
　

　
　

　
　

　
0
6
～

1
5

全
1
4
F
ile

ｶ
ﾗ
ｰ

は
ｶ
ﾗ
ｰ

で

都
市

建
設

局
建

築
指

導
課

道
路

判
定

台
帳

 会
長

 ○
○

○
○

 0
2
-
4
3
3
番

H
1
4
年

度
画

像
F
ile

 4
3
3
-
0
1
 0

2
 0

3
 0

5
 0

6
～

1
5
全

1
4
F
ile

ｶ
ﾗ
ｰ

は
ｶ
ﾗ
ｰ

で

開
示

2
/
1
6

2
/
1
7

1
0
8
1

2
/
1
2

楠
団

地
第

4
期

2
2
号

棟
(8

0
戸

)杭
地

業
そ

の
他

工
事

工
事

費
内

訳
書

(金
額

入
り

)
都

市
建

設
局

住
宅

課

楠
団

地
第

4
期

2
2
号

棟
(8

0
戸

) 
杭

地
業

そ
の

他
工

事 工
事

費
内

訳
書

(金
額

入
り

)

開
示

2
/
1
3

2
/
1
3

1
0
8
2

2
/
1
3

道
路

位
置

指
定

 H
2
6
-
0
1
2
号

ｶ
ﾗ
ｰ

希
望

都
市

建
設

局
建

築
指

導
課

道
路

位
置

指
定

 H
2
6
-
0
1
2
号

 ｶ
ﾗ
ｰ

希
望

開
示

2
/
1
6

2
/
1
7

1
0
8
3

2
/
1
3

確
認

申
請

書
(工

作
物

)(
ｶ
ﾗ
ｰ

希
望

)
S
5
4
.1

1
月

1
9
日

1
0
9
号

都
市

建
設

局
建

築
指

導
課

確
認

申
請

書
(工

作
物

)(
ｶ
ﾗ
ｰ

希
望

) 
S
5
4
.1

1
月

1
9

日
 1

0
9
号

開
示

(一
部

請
求

拒
否

)
2
号

　
個

人
情

報
2
/
1
6

2
/
2
0
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受
付

番
号

受
付

日
請

求
す

る
文

書
の

件
名

所
管

課
期

限
延

長
決

定
文

書
の

件
名

決
定

内
容

不
開

示
理

由
開

示
等

決
定

日
開

示
日

1
0
8
4

2
/
1
3

1
.○

○
会

社
(○

○
等

)と
個

人
と

熊
本

市
が

取
り

か
わ

し
た

、
一

切
の

文
書

。
契

約
覚

書
、

約
束

2
.○

○
の

再
発

会
議

と
の

協
議

の
協

定
書

3
.○

○
等

の
発

言
、

方
針

、
示

さ
れ

た
文

書
4
.熊

本
市

の
交

渉
に

あ
た

っ
て

の
方

針
5
.こ

れ
ま

で
の

交
渉

内
容

の
一

切

観
光

文
化

交
流

局
ｼ

ﾃ
ｨﾌ

ﾟﾛ
ﾓ

ｰ
ｼ

ｮ
ﾝ
課

M
IC

E
推

進
室

1
○

○
株

式
会

社
と

個
人

と
熊

本
市

が
取

り
交

わ
し

た
一

切
の

文
書

、
契

約
、

覚
書

等
2
 ○

○
会

社
と

の
協

議
の

協
定

書
4
 熊

本
市

の
交

渉
に

あ
た

っ
て

の
方

針
5
 こ

れ
ま

で
の

交
渉

内
容

の
一

切
開

示
2
/
2
6

3
/
3

閲
覧

3
.○

○
等

の
発

言
、

方
針

、
出

さ
れ

た
文

書
開

示
(一

部
請

求
拒

否
)

3
号

　
法

人
等

情
報

2
/
2
6

3
/
3

閲
覧

6
号

　
事

務
事

業
に

関
す

る
情

報

1
0
8
5

2
/
1
3

1
.新

市
長

の
も

と
で

の
M

IC
E
施

設
整

備
運

営
に

関
す

る
精

査
、

再
検

討
に

関
す

る
一

切
の

文
書

①
検

討
し

て
る

庁
内

会
議

の
名

称
と

参
加

者
②

会
議

録
③

市
長

の
指

示
発

言
④

こ
の

会
議

、
M

IC
E
に

向
け

て
の

精
査

、
再

検
討

の
方

針
、

原
則

観
光

文
化

交
流

局
ｼ

ﾃ
ｨﾌ

ﾟﾛ
ﾓ

ｰ
ｼ

ｮ
ﾝ
課

M
IC

E
推

進
室

1
.新

市
長

の
も

と
で

の
M

IC
E
施

設
整

備
･運

営
に

関
す

る
精

査
･再

検
討

に
関

す
る

一
切

の
文

書
①

庁
内

会
議

の
名

称
と

参
加

者
②

会
議

録
③

市
長

の
指

示
･発

言
④

こ
の

会
議

の
M

IC
E
に

向
け

て
の

精
査

･再
検

討
の

方
針

、
原

則

開
示

2
/
2
6

3
/
3

閲
覧

1
0
8
6

2
/
1
3

大
規

模
行

為
届

出
書

の
様

式
第

3
号

(平
成

2
6
年

1
1
月

1
1
日

～
1
2
月

1
0
日

届
出

分
)。

※
建

築
物

に
限

る
都

市
建

設
局

開
発

景
観

課

大
規

模
行

為
届

出
書

の
様

式
第

3
号

(平
成

2
6
年

1
1
月

1
1
日

～
1
2
月

1
0
日

届
出

分
)

(建
築

物
に

限
る

)

開
示

(一
部

請
求

拒
否

)
2
号

　
個

人
情

報
2
/
2
3

2
/
2
5

1
0
8
7

2
/
1
6

簡
易

専
用

水
道

の
設

置
登

録
者

一
覧

設
置

者
(名

前
、

社
名

)、
住

所
、

連
絡

先
設

置
届

出
日

、
設

置
物

件
名

設
置

物
件

に
係

る
管

理
者

(個
人

を
除

く
。

)
平

成
2
7
年

1
月

末
現

在
の

も
の

健
康

福
祉

子
ど

も
局

生
活

衛
生

課

簡
易

専
用

水
道

設
置

届
出

一
覧

･設
置

者
の

氏
名

(法
人

名
称

)、
住

所
(所

在
地

)、
連

絡
先

、
･施

設
の

名
称

、
所

在
地

、
管

理
者

(個
人

除
く

)
平

成
2
7
年

1
月

末
現

在
の

も
の

開
示

(一
部

請
求

拒
否

)
2
号

　
個

人
情

報
2
/
2
4

2
/
2
5

1
0
8
8

2
/
1
6

平
成

2
7
年

2
月

4
日

開
札

東
部

土
木

ｾ
ﾝ
ﾀ
ｰ

 河
川

整
備

課
長

嶺
南

8
丁

目
第

5
号

線
道

路
改

修
及

び
黒

迫
排

水
路

改
良

工
事

上
記

の
金

入
設

計
書

の
開

示
を

お
願

い
致

し
ま

す
。

都
市

建
設

局
東

部
土

木
ｾ

ﾝ
ﾀ
ｰ

河
川

公
園

整
備

課

平
成

2
7
年

 2
月

4
日

開
札

長
嶺

南
8
丁

目
第

5
号

線
道

路
改

修
及

び
黒

迫
排

水
路

改
良

工
事

の
金

入
設

計
書

開
示

2
/
2
5

3
/
2

-302-



受
付

番
号

受
付

日
請

求
す

る
文

書
の

件
名

所
管

課
期

限
延

長
決

定
文

書
の

件
名

決
定

内
容

不
開

示
理

由
開

示
等

決
定

日
開

示
日

1
0
8
9

2
/
1
6

平
成

1
5
年

～
平

成
2
7
年

現
在

ま
で

、
市

が
管

理
す

る
、

市
道

に
て

発
生

し
た

樹
木

(倒
木

、
枝

折
れ

等
)が

事
故

原
因

で
あ

り
、

か
つ

、
市

側
に

過
失

が
1
0
0
%
あ

る
車

両
損

害
事

故
の

資
料

。
市

側
に

過
失

が
1
0
0
%
あ

る
事

故
。

道
路

賠
償

責
任

保
険

、
受

取
状

況
資

料
、

現
場

写
真

、
車

両
損

害
状

況
写

真
、

過
失

割
合

、
保

険
資

料
、

賠
償

金
に

つ
い

て
の

議
事

録
、

発
生

か
ら

賠
償

金
支

払
い

ま
で

の
資

料
関

係
、

事
故

発
生

の
原

因
と

な
っ

た
樹

木
が

あ
っ

た
場

所
や

そ
の

土
地

の
種

別
(官

地
、

民
地

、
不

明
等

)が
わ

か
る

資
料

(市
の

道
路

管
理

に
対

す
る

考
え

、
対

応
、

過
失

割
合

の
決

定
方

法
、

落
石

、
倒

木
管

理
に

つ
い

て
の

道
路

ﾊ
ﾟﾄ

ﾛ
ｰ

ﾙ
状

況
な

ど
(簡

単
な

意
見

程
度

で
可

))
→

土
木

総
務

課
及

び
道

路
整

備
課

に
て

所
管

都
市

建
設

局
東

部
土

木
ｾ

ﾝ
ﾀ
ｰ

総
務

課

市
が

管
理

す
る

市
道

に
て

発
生

し
た

、
樹

木
(倒

木
、

枝
折

れ
等

)が
事

故
原

因
で

あ
り

、
市

側
に

過
失

が
1
0
0
%
あ

る
車

両
損

害
事

故
の

資
料

開
示

(一
部

請
求

拒
否

)
2
号

　
個

人
情

報
3
/
2

3
/
6

郵
送

1
0
9
0

2
/
1
6

平
成

1
5
年

～
平

成
2
7
年

現
在

ま
で

、
市

が
管

理
す

る
、

市
道

に
て

発
生

し
た

樹
木

(倒
木

、
枝

折
れ

等
)が

事
故

原
因

で
あ

り
、

か
つ

、
市

側
に

過
失

が
1
0
0
%
あ

る
車

両
損

害
事

故
の

資
料

。
市

側
に

過
失

が
1
0
0
%
あ

る
事

故
。

道
路

賠
償

責
任

保
険

、
受

取
状

況
資

料
、

現
場

写
真

、
車

両
損

害
状

況
写

真
、

過
失

割
合

、
保

険
資

料
、

賠
償

金
に

つ
い

て
の

議
事

録
、

発
生

か
ら

賠
償

金
支

払
い

ま
で

の
資

料
関

係
、

事
故

発
生

の
原

因
と

な
っ

た
樹

木
が

あ
っ

た
場

所
や

そ
の

土
地

の
種

別
(官

地
、

民
地

、
不

明
等

)が
わ

か
る

資
料

(市
の

道
路

管
理

に
対

す
る

考
え

、
対

応
、

過
失

割
合

の
決

定
方

法
、

落
石

、
倒

木
管

理
に

つ
い

て
の

道
路

ﾊ
ﾟﾄ

ﾛ
ｰ

ﾙ
状

況
な

ど
(簡

単
な

意
見

程
度

で
可

))
→

土
木

総
務

課
及

び
道

路
整

備
課

に
て

所
管

都
市

建
設

局
西

部
土

木
ｾ

ﾝ
ﾀ
ｰ

総
務

課

市
が

管
理

す
る

市
道

に
て

発
生

し
た

、
樹

木
(倒

木
、

枝
折

れ
等

)が
事

故
原

因
で

あ
り

、
市

側
に

過
失

が
1
0
0
%
あ

る
車

両
損

害
事

故
の

資
料

開
示

(一
部

請
求

拒
否

)
2
号

　
個

人
情

報
3
/
2

3
/
6

郵
送

-303-



受
付

番
号

受
付

日
請

求
す

る
文

書
の

件
名

所
管

課
期

限
延

長
決

定
文

書
の

件
名

決
定

内
容

不
開

示
理

由
開

示
等

決
定

日
開

示
日

1
0
9
1

2
/
1
6

平
成

1
5
年

～
平

成
2
7
年

現
在

ま
で

、
市

が
管

理
す

る
、

市
道

に
て

発
生

し
た

樹
木

(倒
木

、
枝

折
れ

等
)が

事
故

原
因

で
あ

り
、

か
つ

、
市

側
に

過
失

が
1
0
0
%
あ

る
車

両
損

害
事

故
の

資
料

。
市

側
に

過
失

が
1
0
0
%
あ

る
事

故
。

道
路

賠
償

責
任

保
険

、
受

取
状

況
資

料
、

現
場

写
真

、
車

両
損

害
状

況
写

真
、

過
失

割
合

、
保

険
資

料
、

賠
償

金
に

つ
い

て
の

議
事

録
、

発
生

か
ら

賠
償

金
支

払
い

ま
で

の
資

料
関

係
、

事
故

発
生

の
原

因
と

な
っ

た
樹

木
が

あ
っ

た
場

所
や

そ
の

土
地

の
種

別
(官

地
、

民
地

、
不

明
等

)が
わ

か
る

資
料

(市
の

道
路

管
理

に
対

す
る

考
え

、
対

応
、

過
失

割
合

の
決

定
方

法
、

落
石

、
倒

木
管

理
に

つ
い

て
の

道
路

ﾊ
ﾟﾄ

ﾛ
ｰ

ﾙ
状

況
な

ど
(簡

単
な

意
見

程
度

で
可

))
→

土
木

総
務

課
及

び
道

路
整

備
課

に
て

所
管

都
市

建
設

局
北

部
土

木
ｾ

ﾝ
ﾀ
ｰ

総
務

課

市
が

管
理

す
る

市
道

に
て

発
生

し
た

、
樹

木
(倒

木
、

枝
折

れ
等

)が
事

故
原

因
で

あ
り

、
市

側
に

過
失

が
1
0
0
%
あ

る
車

両
損

害
事

故
の

資
料

開
示

(一
部

請
求

拒
否

)
2
号

　
個

人
情

報
3
/
2

3
/
6

郵
送

1
0
9
2

2
/
1
6

平
成

1
5
年

～
平

成
2
7
年

現
在

ま
で

、
市

が
管

理
す

る
、

市
道

に
て

発
生

し
た

樹
木

(倒
木

、
枝

折
れ

等
)が

事
故

原
因

で
あ

り
、

か
つ

、
市

側
に

過
失

が
1
0
0
%
あ

る
車

両
損

害
事

故
の

資
料

。
市

側
に

過
失

が
1
0
0
%
あ

る
事

故
。

道
路

賠
償

責
任

保
険

、
受

取
状

況
資

料
、

現
場

写
真

、
車

両
損

害
状

況
写

真
、

過
失

割
合

、
保

険
資

料
、

賠
償

金
に

つ
い

て
の

議
事

録
、

発
生

か
ら

賠
償

金
支

払
い

ま
で

の
資

料
関

係
、

事
故

発
生

の
原

因
と

な
っ

た
樹

木
が

あ
っ

た
場

所
や

そ
の

土
地

の
種

別
(官

地
、

民
地

、
不

明
等

)が
わ

か
る

資
料

市
の

道
路

管
理

に
対

す
る

考
え

、
対

応
、

過
失

割
合

の
決

定
方

法
、

落
石

、
倒

木
管

理
に

つ
い

て
の

道
路

ﾊ
ﾟﾄ

ﾛ
ｰ

ﾙ
状

況
な

ど
(簡

単
な

意
見

程
度

で
可

)

農
水

商
工

局
農

業
政

策
課

平
成

1
5
年

～
平

成
2
7
年

現
在

ま
で

、
市

が
管

理
す

る
、

農
道

に
て

発
生

し
た

樹
木

(倒
木

、
枝

折
れ

等
)

が
事

故
原

因
で

あ
り

、
か

つ
、

市
側

に
過

失
が

1
0
0
%
あ

る
車

両
損

害
事

故
。

道
路

損
害

責
任

保
険

、
受

取
状

況
資

料
、

現
場

写
真

、
車

両
損

害
状

況
写

真
、

過
失

割
合

、
保

険
資

料
、

賠
償

金
に

つ
い

て
の

議
事

録
、

発
生

か
ら

賠
償

金
支

払
い

ま
で

の
資

料
関

係
、

事
故

発
生

の
原

因
と

な
っ

た
樹

木
が

あ
っ

た
場

所
や

そ
の

土
地

の
種

別
(官

地
、

民
地

、
不

明
等

)が
わ

か
る

資
料

。
市

の
道

路
管

理
に

対
す

る
考

え
、

対
応

、
過

失
割

合
の

決
定

方
法

、
落

石
、

倒
木

管
理

に
つ

い
て

の
道

路
ﾊ

ﾟﾄ
ﾛ
ｰ

ﾙ
状

況
な

ど
(簡

単
な

意
見

程
度

で
可

)

不
存

在
第

1
1
条

　
第

2
項

2
/
2
6

-304-



受
付

番
号

受
付

日
請

求
す

る
文

書
の

件
名

所
管

課
期

限
延

長
決

定
文

書
の

件
名

決
定

内
容

不
開

示
理

由
開

示
等

決
定

日
開

示
日

1
0
9
3

2
/
1
6

平
成

1
5
年

～
平

成
2
7
年

現
在

ま
で

、
市

が
管

理
す

る
、

市
道

に
て

発
生

し
た

樹
木

(倒
木

、
枝

折
れ

等
)が

事
故

原
因

で
あ

り
、

か
つ

、
市

側
に

過
失

が
1
0
0
%
あ

る
車

両
損

害
事

故
の

資
料

。
市

側
に

過
失

が
1
0
0
%
あ

る
事

故
。

道
路

賠
償

責
任

保
険

、
受

取
状

況
資

料
、

現
場

写
真

、
車

両
損

害
状

況
写

真
、

過
失

割
合

、
保

険
資

料
、

賠
償

金
に

つ
い

て
の

議
事

録
、

発
生

か
ら

賠
償

金
支

払
い

ま
で

の
資

料
関

係
、

事
故

発
生

の
原

因
と

な
っ

た
樹

木
が

あ
っ

た
場

所
や

そ
の

土
地

の
種

別
(官

地
、

民
地

、
不

明
等

)が
わ

か
る

資
料

市
の

道
路

管
理

に
対

す
る

考
え

、
対

応
、

過
失

割
合

の
決

定
方

法
、

落
石

、
倒

木
管

理
に

つ
い

て
の

道
路

ﾊ
ﾟﾄ

ﾛ
ｰ

ﾙ
状

況
な

ど
(簡

単
な

意
見

程
度

で
可

)

農
水

商
工

局
農

商
工

連
携

推
進

課

平
成

1
5
年

～
平

成
2
7
年

現
在

ま
で

、
市

が
管

理
す

る
、

林
道

に
て

発
生

し
た

樹
木

(倒
木

、
枝

折
れ

等
)

が
事

故
原

因
で

あ
り

、
か

つ
、

市
側

に
過

失
が

1
0
0
%
あ

る
車

両
損

害
事

故
。

道
路

損
害

責
任

保
険

、
受

取
状

況
資

料
、

現
場

写
真

、
車

両
損

害
状

況
写

真
、

過
失

割
合

、
保

険
資

料
、

賠
償

金
に

つ
い

て
の

議
事

録
、

発
生

か
ら

賠
償

金
支

払
い

ま
で

の
資

料
関

係
、

事
故

発
生

の
原

因
と

な
っ

た
樹

木
が

あ
っ

た
場

所
や

そ
の

土
地

の
種

別
(官

地
、

民
地

、
不

明
等

)が
わ

か
る

資
料

。
市

の
道

路
管

理
に

対
す

る
考

え
、

対
応

、
過

失
割

合
の

決
定

方
法

、
落

石
、

倒
木

管
理

に
つ

い
て

の
道

路
ﾊ

ﾟﾄ
ﾛ
ｰ

ﾙ
状

況
な

ど
(簡

単
な

意
見

程
度

で
可

)

不
存

在
第

1
1
条

　
第

2
項

2
/
2
5

1
0
9
4

2
/
1
6

平
成

1
5
年

～
平

成
2
7
年

現
在

ま
で

、
市

が
管

理
す

る
、

市
道

に
て

発
生

し
た

樹
木

(倒
木

、
枝

折
れ

等
)が

事
故

原
因

で
あ

り
、

か
つ

、
市

側
に

過
失

が
1
0
0
%
あ

る
車

両
損

害
事

故
の

資
料

。
市

側
に

過
失

が
1
0
0
%
あ

る
事

故
。

道
路

賠
償

責
任

保
険

、
受

取
状

況
資

料
、

現
場

写
真

、
車

両
損

害
状

況
写

真
、

過
失

割
合

、
保

険
資

料
、

賠
償

金
に

つ
い

て
の

議
事

録
、

発
生

か
ら

賠
償

金
支

払
い

ま
で

の
資

料
関

係
、

事
故

発
生

の
原

因
と

な
っ

た
樹

木
が

あ
っ

た
場

所
や

そ
の

土
地

の
種

別
(官

地
、

民
地

、
不

明
等

)が
わ

か
る

資
料

(市
の

道
路

管
理

に
対

す
る

考
え

、
対

応
、

過
失

割
合

の
決

定
方

法
、

落
石

、
倒

木
管

理
に

つ
い

て
の

道
路

ﾊ
ﾟﾄ

ﾛ
ｰ

ﾙ
状

況
な

ど
(簡

単
な

意
見

程
度

で
可

))
→

農
商

工
連

携
推

進
室

に
て

所
管

環
境

局
環

境
共

生
課

平
成

1
5
年

～
平

成
2
7
年

現
在

ま
で

、
市

が
管

理
す

る
、

林
道

に
て

発
生

し
た

樹
木

(倒
木

、
枝

折
れ

等
)

が
事

故
原

因
で

あ
り

、
か

つ
、

市
側

に
過

失
が

1
0
0
%
あ

る
車

両
損

害
事

故
の

資
料

に
つ

い
て

不
存

在
第

1
1
条

　
第

2
項

2
/
1
7

1
0
9
5

2
/
1
7

道
路

判
定

 1
2
-
0
9
0

専
用

通
路

協
議

書
ｶ
ﾗ
ｰ

は
ｶ
ﾗ
ｰ

で

都
市

建
設

局
建

築
指

導
課

道
路

判
定

1
2
-
0
9
0
 専

用
通

路
協

議
書

 ｶ
ﾗ
ｰ

は
ｶ

ﾗ
ｰ

で
開

示
(一

部
請

求
拒

否
)

2
号

　
個

人
情

報
2
/
1
7

2
/
2
0

1
0
9
6

2
/
1
7

H
2
6
年

1
0
月

1
日

か
ら

H
2
7
年

1
月

末
ま

で
の

新
規

飲
食

営
業

許
可

施
設

。
店

舗
営

業
の

み
。

屋
号

名
、

住
所

、
電

話
番

号
、

営
業

許
可

日
、

申
請

者
名

、
業

種
細

目

健
康

福
祉

子
ど

も
局

食
品

保
健

課

平
成

2
6
年

1
0
月

1
日

～
平

成
2
7
年

1
月

3
1
日

ま
で

の
間

に
、

熊
本

市
内

に
お

い
て

新
規

に
営

業
許

可
を

受
け

た
飲

食
店

一
覧

(店
舗

営
業

の
み

)
計

2
7
1
件

項
目

:屋
号

名
、

営
業

所
住

所
、

営
業

電
話

番
号

、
営

業
許

可
日

、
申

請
者

名
、

業
種

細
目

※
 開

示
情

報
取

り
出

し
日

時
:平

成
2
7
年

2
月

2
3

日
 1

0
:0

0

開
示

2
/
2
6

3
/
5

郵
送
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受
付

番
号

受
付

日
請

求
す

る
文

書
の

件
名

所
管

課
期

限
延

長
決

定
文

書
の

件
名

決
定

内
容

不
開

示
理

由
開

示
等

決
定

日
開

示
日

1
0
9
7

2
/
1
7

道
路

判
定

判
定

番
号

 0
3
年

第
2
5
5
号

ｶ
ﾗ
ｰ

希
望

道
路

協
定

書

都
市

建
設

局
建

築
指

導
課

道
路

判
定

 判
定

番
号

 0
3
年

第
2
5
5
号

 ｶ
ﾗ
ｰ

希
望

開
示

(一
部

請
求

拒
否

)
2
号

　
個

人
情

報
2
/
1
8

2
/
1
9

3
/
2

追
加

分
開

示

1
0
9
8

2
/
1
8

平
成

2
6
年

9
月

1
8
日

開
札

北
部

土
木

ｾ
ﾝ
ﾀ
ｰ

 工
務

課
一

般
県

道
 砂

原
四

方
寄

線
(池

上
工

区
)2

号
ﾄﾝ

ﾈ
ﾙ

新
設

工
事

上
記

の
金

入
設

計
書

の
開

示
を

願
い

致
し

ま
す

。

都
市

建
設

局
北

部
土

木
ｾ

ﾝ
ﾀ
ｰ

工
務

課

●
｢金

入
設

計
書

｣
･一

般
県

道
砂

原
四

方
寄

線
(池

上
工

区
)2

号
ﾄﾝ

ﾈ
ﾙ

新
設

工
事

開
示

2
/
2
5

3
/
2

1
0
9
9

2
/
1
8

熊
本

市
西

区
上

熊
本

二
丁

目
○

○
付

近
の

耕
地

整
理

図 ｶ
ﾗ
ｰ

希
望

都
市

建
設

局
西

部
土

木
ｾ

ﾝ
ﾀ
ｰ

総
務

課

取
り

下
げ

1
1
0
0

2
/
1
8

2
月

1
8
日

に
西

部
土

木
ｾ

ﾝ
ﾀ
ｰ

工
務

課
で

飽
田

ﾊ
ﾞｲ

ﾊ
ﾟｽ

建
設

の
た

め
の

整
備

計
画

に
つ

い
て

お
話

を
お

伺
い

し
ま

し
た

。
①

熊
本

市
南

区
浜

口
町

字
居

屋
敷

○
○

番
②

熊
本

市
南

区
浜

口
町

字
荒

田
○

○
番

○
③

熊
本

市
南

区
浜

口
町

字
荒

田
○

○
番

①
～

③
周

辺
の

道
路

計
画

図
(平

面
図

と
横

断
図

)の
開

示
を

し
て

い
た

だ
き

た
く

お
願

い
申

し
上

げ
ま

す
。

ｶ
ﾗ
ｰ

希
望

都
市

建
設

局
西

部
土

木
ｾ

ﾝ
ﾀ
ｰ

工
務

課

①
熊

本
市

南
区

浜
口

町
○

○
番

②
熊

本
市

南
区

浜
口

町
○

○
番

○
③

熊
本

市
南

区
浜

口
町

○
○

番
上

記
①

～
③

周
辺

の
道

路
計

画
図

(平
面

図
と

横
断

図
)の

開
示

開
示

2
/
2
0

2
/
2
5

1
1
0
1

2
/
1
9

平
成

2
7
年

2
月

1
2
日

開
札

北
部

土
木

ｾ
ﾝ
ﾀ
ｰ

 工
務

課
･一

般
県

道
 砂

原
四

方
寄

線
(花

園
工

区
)下

硯
川

地
区

道
路

改
良

工
事

(そ
の

2
)

･一
般

県
道

 託
麻

北
部

線
(吉

原
工

区
)護

岸
築

造
工

事
上

記
2
件

の
金

入
設

計
書

の
開

示
を

お
願

い
致

し
ま

す
。

都
市

建
設

局
北

部
土

木
ｾ

ﾝ
ﾀ
ｰ

工
務

課

下
記

工
事

の
金

入
設

計
書

●
一

般
県

道
砂

原
四

方
寄

線
(花

園
工

区
)下

硯
川

地
区

道
路

改
良

工
事

(そ
の

2
)

●
一

般
県

道
託

麻
北

部
線

(吉
原

工
区

)護
岸

築
造

工
事

開
示

2
/
2
5

2
/
2
6

1
1
0
2

2
/
1
9

道
路

判
定

 平
成

2
7
年

2
月

1
8
日

 1
4
年

2
4
8
号

全
ﾍ

ﾟｰ
ｼ

ﾞ(
ｶ
ﾗ
ｰ

)
都

市
建

設
局

建
築

指
導

課
道

路
判

定
 平

成
2
7
年

2
月

1
8
日

1
4
年

2
4
8
号

全
ﾍ

ﾟｰ
ｼ

ﾞ(
ｶ
ﾗ
ｰ

)
開

示
2
/
2
0

3
/
1
7
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受
付

番
号

受
付

日
請

求
す

る
文

書
の

件
名

所
管

課
期

限
延

長
決

定
文

書
の

件
名

決
定

内
容

不
開

示
理

由
開

示
等

決
定

日
開

示
日

1
1
0
3

2
/
2
0

●
期

間
 2

7
年

1
月

2
1
日

～
2
7
年

2
月

2
0
日

●
屋

号
●

住
所

●
申

請
者

●
申

請
者

電
話

番
号

●
許

可
日

飲
食

店
営

業
施

設
(仮

設
、

臨
時

、
自

販
機

を
除

く
)

熊
本

市
の

み
新

規
申

請
が

あ
っ

た
も

の

健
康

福
祉

子
ど

も
局

食
品

保
健

課

平
成

2
7
年

1
月

2
1
日

～
平

成
2
7
年

2
月

2
0
日

ま
で

の
間

に
、

熊
本

市
内

に
お

い
て

新
規

に
営

業
許

可
を

受
け

た
飲

食
店

一
覧

(仮
設

、
臨

時
、

自
販

機
を

除
く

) 
計

9
9
件

項
目

:屋
号

、
住

所
、

申
請

者
、

申
請

者
電

話
番

号
、

許
可

日
※

開
示

情
報

取
り

出
し

日
時

:平
成

2
7
年

2
月

2
3
日

1
3
:0

0

開
示

2
/
2
6

2
/
2
7

1
1
0
4

2
/
2
0

道
路

境
界

立
会

に
あ

た
り

、
市

の
主

張
幅

員
の

根
拠

と
な

る
検

図
帳

場
所

は
別

紙
図

面
の

ﾏ
ｰ

ｶ
ｰ

所
在

:熊
本

市
中

央
区

南
千

反
畑

町
○

○
-
○

、
○

○
-

○
○

ｶ
ﾗ
ｰ

希
望

都
市

建
設

局
北

部
土

木
ｾ

ﾝ
ﾀ
ｰ

総
務

課

検
図

帳
場

所
:熊

本
市

中
央

区
南

千
反

畑
町

○
○

-
○

, 
○

○
-
○

○
地

先
開

示
2
/
2
4

3
/
3

1
1
0
5

2
/
2
0

自
宅

前
の

道
路

に
石

を
お

い
て

、
通

行
を

妨
害

し
て

い
る

○
○

ｱ
ﾊ

ﾟｰ
ﾄの

大
家

さ
ん

に
指

導
を

し
て

い
た

だ
い

た
内

容
が

わ
か

る
文

書
を

い
た

だ
き

た
い

都
市

建
設

局
建

築
指

導
課

自
宅

前
の

道
路

に
石

を
お

い
て

、
通

行
を

妨
害

し
て

い
る

○
○

ｱ
ﾊ

ﾟｰ
ﾄの

大
家

さ
ん

に
指

導
を

し
て

い
た

だ
い

た
内

容
が

わ
か

る
文

書
を

い
た

だ
き

た
い

開
示

(一
部

請
求

拒
否

)
2
号

　
個

人
情

報
2
/
2
6

2
/
2
6

1
1
0
6

2
/
2
3

平
成

2
7
年

1
月

2
8
日

開
札

東
部

土
木

ｾ
ﾝ
ﾀ
ｰ

 維
持

課
一

般
県

道
 小

池
竜

田
線

(御
領

工
区

)舗
装

打
換

工
事

上
記

の
金

入
設

計
書

の
開

示
を

お
願

い
致

し
ま

す
。

都
市

建
設

局
東

部
土

木
ｾ

ﾝ
ﾀ
ｰ

維
持

課

･平
成

2
6
年

度
 一

般
県

道
小

池
竜

田
線

(御
領

工
区

)舗
装

打
換

工
事

(金
入

設
計

書
)

開
示

2
/
2
4

2
/
2
6

1
1
0
7

2
/
2
3

道
路

協
定

書
 0

1
年

第
5
2
8
号

(判
定

番
号

)
ｶ
ﾗ
ｰ

は
ｶ
ﾗ
ｰ

で
都

市
建

設
局

建
築

指
導

課

道
路

協
定

書
 0

1
年

第
5
2
8
号

(判
定

番
号

)
ｶ
ﾗ
ｰ

は
ｶ
ﾗ
ｰ

で
開

示
(一

部
請

求
拒

否
)

2
号

　
個

人
情

報
2
/
2
6

3
/
6

1
1
0
8

2
/
2
3

平
成

2
2
年

3
月

8
日

に
株

式
会

社
○

○
が

申
請

し
た

公
衆

浴
場

許
可

申
請

書
に

添
付

し
て

あ
る

○
○

○
○

の
平

面
図

建
物

所
在

地
熊

本
市

東
区

佐
土

原
2
丁

目
○

-
○

健
康

福
祉

子
ど

も
局

生
活

衛
生

課

平
成

2
2
年

3
月

8
日

に
株

式
会

社
○

○
が

申
請

し
た

公
衆

浴
場

許
可

申
請

書
に

添
付

し
て

あ
る

｢○
○

○
○

｣の
平

面
図

建
物

所
在

地
:熊

本
市

東
区

佐
土

原
2
丁

目
○

-
○

開
示

2
/
2
7

3
/
5
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受
付

番
号

受
付

日
請

求
す

る
文

書
の

件
名

所
管

課
期

限
延

長
決

定
文

書
の

件
名

決
定

内
容

不
開

示
理

由
開

示
等

決
定

日
開

示
日

1
1
0
9

2
/
2
3

●
熊

本
市

憲
法

･熊
本

市
自

治
基

本
条

例
、

(自
治

の
基

本
理

念
)第

3
条

･(
自

治
運

営
の

基
本

原
則

)第
4
条

･(
市

民
の

責
務

)第
6
条

･(
市

長
の

責
務

)第
9
条

･(
市

長
等

の
役

割
)第

1
0
条

･(
市

政
の

基
本

原
則

)第
1
2
条

･(
意

見
等

の
取

扱
い

)第
2
1
条

･(
説

明
責

任
)第

2
2
条

･(
情

報
共

有
の

原
則

)第
2
5
条

･(
参

画
の

原
則

)第
2
7
条

･(
協

働
の

原
則

)第
2
9
条

･(
市

民
参

画
･協

働
の

た
め

の
仕

組
み

)第
3
0
条

･(
最

高
規

範
性

)第
3
8
条

･等
、

熊
本

市
憲

法
条

例
理

念
を

遵
法

遵
守

し
て

の
｢市

民
参

画
･協

働
の

ま
ち

づ
く

り
･情

報
共

有
･市

民
の

責
務

･等
｣の

理
念

に
基

づ
き

、
以

下
の

開
示

請
求

を
す

る
。

※
数

年
前

の
豪

雨
の

際
、

春
日

校
区

住
民

に
避

難
勧

告
が

出
た

。
処

が
、

そ
の

避
難

場
所

が
通

常
で

あ
れ

ば
春

日
小

学
校

体
育

館
で

あ
っ

た
が

、
途

中
か

ら
春

日
地

域
ｺ
ﾐｭ

ﾆ
ﾃ

ｨｾ
ﾝ
ﾀ
ｰ

･到
達

す
る

迄
に

信
号

機
を

幾
つ

も
待

た
な

け
れ

ば
な

ら
ず

･車
の

洪
水

に
晒

さ
れ

る
危

険
な

位
置

の
さ

れ
ら

れ
る

場
所

･に
変

更
に

な
っ

た
。

そ
の

後
･

森
都

心
ﾌ
ﾟﾗ

ｻ
ﾞの

建
物

･が
春

日
校

区
住

民
の

避
難

場
所

し
て

、
熊

本
市

し
て

い
な

っ
て

い
る

。
処

が
、

熊
本

市
憲

法
条

例
理

念
に

基
づ

き
･春

日
校

区
一

般
住

民
･に

は
何

の
説

明
責

任
も

果
さ

れ
て

い
な

い
。

そ
こ

で
、

春
日

校
区

住
民

の
ま

ち
づ

く
り

に
深

く
関

わ
っ

て
い

る
熊

本
市

熊
本

駅
西

土
地

区
画

整
理

事
務

所
に

開
示

請
求

し
た

ら
、

全
て

の
項

目
で

｢不
存

在
｣の

事
で

あ
っ

た
の

で
、

改
め

て
･以

下
の

開
示

請
求

を
す

る
。

総
務

局
危

機
管

理
防

災
総

室

1
 現

在
、

春
日

校
区

住
民

の
避

難
場

所
は

、
春

日
小

学
校

(体
育

館
)が

(地
震

･高
潮

･津
波

)と
、

く
ま

も
と

森
都

心
ﾌ
ﾟﾗ

ｻ
ﾞが

(地
震

･高
潮

･土
砂

･津
波

)
の

二
箇

所
を

指
定

さ
れ

て
い

ま
す

。
処

が
、

地
震

に
つ

い
て

は
、

春
日

小
学

校
も

森
都

心
ﾌ
ﾟﾗ

ｻ
ﾞも

、
指

定
を

受
け

て
問

題
な

い
 あ

ん
し

ん
安

全
な

っ
て

い
る

が
、

春
日

小
学

校
体

育
館

裏
山

･万
日

山
裾

野
の

春
日

小
学

校
体

育
館

の
避

難
場

所
は

、
過

去
豪

雨
の

際
の

土
砂

崩
壊

･崖
崩

れ
･発

生
の

恐
れ

あ
り

と
し

て
、

離
れ

た
場

所
(春

日
地

域
ｺ
ﾐｾ

ﾝ
)の

避
難

場
所

指
定

の
実

績
が

あ
る

に
も

関
わ

ら
ず

、
春

日
小

学
校

体
育

館
は

、
 地

震
避

難
場

所
指

定
と

し
て

の
あ

ん
し

ん
安

全
避

難
場

所
に

な
り

得
る

と
す

る
地

理
的

条
件

等
･地

理
的

条
件

等
･法

的
根

拠
等

･
の

わ
か

る
資

料
等

の
開

示
請

求
。

2
 森

都
心

ﾌ
ﾟﾗ

ｻ
ﾞは

、
春

日
校

区
住

民
の

(地
震

･高
潮

･土
砂

･津
波

)の
時

の
避

難
場

所
と

し
て

の
機

能
を

果
た

せ
る

の
避

難
場

所
指

定
と

の
事

で
あ

る
が

、
地

震
ま

た
は

豪
雨

に
よ

る
土

砂
崩

壊
等

で
停

電
等

で
の

森
都

心
ﾌ
ﾟﾗ

ｻ
ﾞﾋ

ﾞﾙ
機

能
が

麻
痺

し
た

場
合

、
何

階
の

ど
の

部
屋

場
所

に
、

ど
の

様
な

避
難

経
路

を
歩

行
避

難
出

来
る

の
か

?
何

人
収

容
可

能
な

の
か

?
等

の
わ

か
る

図
式

等
資

料
等

の
開

示
請

求
。

不
存

在
第

1
1
条

　
第

2
項

3
/
2
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受
付

番
号

受
付

日
請

求
す

る
文

書
の

件
名

所
管

課
期

限
延

長
決

定
文

書
の

件
名

決
定

内
容

不
開

示
理

由
開

示
等

決
定

日
開

示
日

1
.現

在
、

春
日

校
区

住
民

の
避

難
場

所
は

、
春

日
小

学
校

(体
育

館
)が

(地
震

･高
潮

･津
波

)と
、

く
ま

も
と

森
都

心
ﾌ
ﾟﾗ

ｻ
ﾞが

(地
震

･高
潮

･土
砂

･津
波

)の
二

箇
所

を
指

定
さ

れ
て

い
ま

す
。

処
が

、
地

震
に

つ
い

て
は

、
春

日
小

学
校

も
森

都
心

ﾌ
ﾟﾗ

ｻ
ﾞも

、
指

定
を

受
け

て
問

題
な

い
あ

ん
し

ん
安

全
な

っ
て

い
る

が
、

春
日

小
学

校
体

育
館

裏
山

･
万

日
山

裾
野

の
春

日
小

学
校

体
育

館
の

避
難

場
所

は
、

過
去

豪
雨

の
際

の
土

砂
崩

壊
･崖

崩
れ

･発
生

の
恐

れ
あ

り
と

し
て

、
離

れ
た

場
所

(春
日

ｺ
ﾐｾ

ﾝ
)の

避
難

場
所

指
定

の
実

績
が

あ
る

に
も

関
わ

ら
ず

、
春

日
小

学
校

体
育

館
は

地
震

避
難

場
所

指
定

と
し

て
の

あ
ん

し
ん

安
全

避
難

場
所

に
な

り
得

る
と

す
る

地
理

的
条

件
等

･地
形

的
条

件
等

･法
的

根
拠

等
･の

わ
か

る
資

料
等

の
開

示
請

求
。

2
.森

都
心

ﾌ
ﾟﾗ

ｻ
ﾞは

、
春

日
校

区
住

民
の

(地
震

･高
潮

･
土

砂
･津

波
)の

時
の

避
難

場
所

と
し

て
の

機
能

を
果

せ
る

の
避

難
場

所
指

定
と

の
事

で
あ

る
が

地
震

ま
た

は
豪

雨
に

よ
る

土
砂

崩
壊

等
で

の
停

電
等

で
の

森
都

心
ﾌ
ﾟﾗ

ｻ
ﾞﾋ

ﾞﾙ
機

能
が

麻
痺

し
た

場
合

、
何

階
の

ど
の

部
屋

場
所

に
、

ど
の

様
な

避
難

経
路

を
歩

行
避

難
出

来
る

の
か

?
何

人
収

容
可

能
な

の
か

?
等

の
わ

か
る

図
式

等
資

料
等

の
開

示
請

求
。

3
 春

日
校

区
住

民
で

、
花

岡
山

中
腹

か
ら

裾
野

に
掛

け
て

･春
日

4
丁

目
住

民
が

千
弐

百
名

居
住

し
て

い
る

地
域

住
民

･が
、

森
都

心
ﾌ
ﾟﾗ

ｻ
ﾞ避

難
場

所
ま

で
辿

り
つ

く
に

は
、

清
水

寺
下

･迂
回

付
替

え
道

路
を

下
り

降
り

、
古

道
踏

切
り

近
辺

の
横

断
舗

道
交

差
点

の
あ

ん
し

ん
安

全
の

為
の

白
線

皆
無

の
交

差
点

を
命

が
け

で
横

断
し

な
け

れ
ば

、
森

都
心

ﾌ
ﾟﾗ

ｻ
ﾞ避

難
場

所
に

到
達

出
来

な
い

。
春

日
4
丁

目
周

辺
住

民
等

の
あ

ん
し

ん
安

全
の

避
難

場
所

へ
の

避
難

ﾙ
ｰ

ﾄ行
程

の
わ

か
る

地
図

資
料

等
の

開
示

請
求

。

3
.春

日
校

区
住

民
で

、
花

岡
山

中
腹

か
ら

裾
野

に
掛

け
て

･春
日

4
丁

目
住

民
が

千
弐

百
余

名
居

住
し

て
い

る
地

域
住

民
･が

、
森

都
心

ﾌ
ﾟﾗ

ｻ
ﾞ避

難
場

所
ま

で
辿

り
つ

く
に

は
、

清
水

寺
下

･迂
回

付
替

え
道

路
を

下
り

降
り

、
古

道
踏

切
り

近
辺

の
横

断
舗

道
交

差
点

の
あ

ん
し

ん
安

全
の

為
の

白
線

皆
無

の
交

差
点

を
命

が
け

で
横

断
し

な
け

れ
ば

、
森

都
心

ﾌ
ﾟﾗ

ｻ
ﾞ避

難
場

所
に

到
達

出
来

な
い

。
春

日
4
丁

目
周

辺
住

民
等

の
あ

ん
し

ん
安

全
の

避
難

場
所

へ
の

避
難

ﾙ
ｰ

ﾄ行
程

の
わ

か
る

地
図

資
料

等
の

開
示

請
求

。
※

添
付

参
照

熟
視

資
料

等
･A

3
→

1
.4

枚
。
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受
付

番
号

受
付

日
請

求
す

る
文

書
の

件
名

所
管

課
期

限
延

長
決

定
文

書
の

件
名

決
定

内
容

不
開

示
理

由
開

示
等

決
定

日
開

示
日

1
1
1
0

2
/
2
3

●
熊

本
市

憲
法

･熊
本

市
自

治
基

本
条

例
、

(自
治

の
基

本
理

念
)第

3
条

･(
自

治
運

営
の

基
本

原
則

)第
4
条

･(
市

民
の

責
務

)第
6
条

･(
市

長
の

責
務

)第
9
条

･(
市

長
等

の
役

割
)第

1
0
条

･(
市

政
の

基
本

原
則

)第
1
2
条

･(
意

見
等

の
取

扱
い

)第
2
1
条

･(
説

明
責

任
)第

2
2
条

･(
情

報
共

有
の

原
則

)第
2
5
条

･(
参

画
の

原
則

)第
2
7
条

･(
協

働
の

原
則

)第
2
9
条

･(
市

民
参

画
･協

働
の

た
め

の
仕

組
み

)第
3
0
条

･(
最

高
規

範
性

)第
3
8
条

･等
、

熊
本

市
憲

法
条

例
理

念
を

遵
法

遵
守

し
て

の
｢市

民
参

画
･協

働
の

ま
ち

づ
く

り
･情

報
共

有
･市

民
の

責
務

･等
｣の

理
念

に
基

づ
き

、
以

下
の

開
示

請
求

を
す

る
。

1
.現

在
、

祇
園

橋
･市

電
通

り
か

ら
･新

設
幹

線
道

路
･春

日
池

上
線

･の
第

1
第

2
工

区
が

、
暫

定
2
車

線
に

て
運

行
走

行
の

運
用

状
態

で
あ

る
が

、
い

つ
頃

4
車

線
と

し
て

運
行

さ
れ

る
の

か
?
の

わ
か

る
資

料
等

･工
事

竣
工

ｽ
ｹ

ｼ
ﾞｭ

ｰ
ﾙ

等
･の

開
示

請
求

。

都
市

建
設

局
熊

本
駅

周
辺

整
備

事
務

所
熊

本
駅

西
土

地
区

画
整

理
事

業
所

1
.現

在
、

春
日

池
上

線
の

第
1
第

2
工

区
が

暫
定

2
車

線
で

あ
る

が
、

 い
つ

頃
4
車

線
と

し
て

運
行

さ
れ

る
の

か
が

分
か

る
資

料
等

、
工

事
竣

工
ｽ
ｹ

ｼ
ﾞｭ

ｰ
ﾙ

等
。

2
.B

地
点

の
舗

道
の

出
っ

張
り

(障
害

物
)を

削
除

す
れ

ば
定

期
路

線
ﾊ

ﾞｽ
の

右
折

が
可

能
に

な
り

、
信

号
機

を
設

置
す

れ
ば

更
な

る
あ

ん
し

ん
安

全
の

維
持

確
保

と
な

る
。

ま
た

、
迂

回
付

替
え

道
路

幅
員

を
新

幹
線

高
架

橋
支

柱
下

空
き

地
を

利
用

拡
幅

整
備

し
離

合
の

支
障

を
取

り
除

く
事

に
よ

っ
て

、
あ

ん
し

ん
安

全
な

定
期

路
線

ﾊ
ﾞｽ

運
行

が
で

き
る

。
こ

の
場

合
、

そ
の

他
に

ど
の

よ
う

な
整

備
が

不
足

必
要

と
な

る
の

か
が

わ
か

る
資

料
等

。
3
.春

日
池

上
線

4
車

線
が

全
線

暫
定

解
除

さ
れ

て
、

定
期

路
線

ﾊ
ﾞｽ

運
行

ﾙ
ｰ

ﾄが
、

祗
園

橋
方

面
か

ら
の

下
り

を
春

日
交

差
点

ま
で

、
暫

定
現

行
運

行
通

り
の

運
行

と
し

、
田

崎
方

面
か

ら
の

上
り

を
春

日
交

差
点

を
右

折
さ

せ
ず

、
以

前
の

運
行

ﾙ
ｰ

ﾄの
五

反
ﾊ

ﾞｽ
停

旧
春

日
寺

前
ﾊ

ﾞｽ
邸

に
運

行
さ

せ
、

清
水

寺
下

信
号

機
に

従
っ

て
、

迂
回

付
替

え
道

路
を

下
り

、
祗

園
橋

方
面

へ
定

期
路

線
ﾊ

ﾞｽ
を

運
行

す
る

場
合

、
ど

の
よ

う
な

障
害

整
備

が
必

要
と

な
る

の
か

等
が

わ
か

る
資

料
等

。

開
示

3
/
6

3
/
3
1
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受
付

番
号

受
付

日
請

求
す

る
文

書
の

件
名

所
管

課
期

限
延

長
決

定
文

書
の

件
名

決
定

内
容

不
開

示
理

由
開

示
等

決
定

日
開

示
日

2
.現

在
の

暫
定

2
車

線
で

、
路

線
ﾊ

ﾞｽ
だ

け
が

祇
園

橋
方

面
か

ら
進

入
し

、
･北

岡
陸

橋
撤

去
に

伴
う

迂
回

付
替

え
道

路
･へ

右
折

し
て

、
清

水
寺

下
に

傾
斜

を
上

り
･以

前
通

り
旧

春
日

寺
前

ﾊ
ﾞｽ

停
五

反
ﾊ

ﾞｽ
停

･を
運

行
さ

せ
る

に
は

、
B

地
点

(添
付

参
照

熟
読

分
析

審
査

審
議

資
料

P
1
･参

照
)の

舗
道

の
出

っ
張

り
が

邪
魔

と
の

話
で

あ
っ

た
が

、
熊

本
県

警
交

通
管

理
者

の
言

で
は

、
道

路
構

造
法

上
･こ

の
出

っ
張

り
は

必
ず

創
造

し
な

け
れ

ば
な

ら
な

い
と

の
法

的
根

拠
は

無
い

･と
の

事
で

あ
っ

た
。

つ
ま

り
、

こ
の

障
害

物
を

削
除

す
れ

ば
、

定
期

路
線

ﾊ
ﾞｽ

の
右

折
が

可
能

と
な

る
。

対
面

･万
日

山
ﾄﾝ

ﾈ
ﾙ

方
面

か
ら

の
車

両
は

･熊
本

市
公

共
交

通
基

本
条

例
･の

条
例

理
念

実
践

に
よ

り
、

右
折

待
ち

定
期

路
線

ﾊ
ﾞｽ

を
優

先
さ

せ
れ

ば
、

定
期

路
線

ﾊ
ﾞｽ

の
右

折
可

能
に

よ
っ

て
、

旧
春

日
寺

前
･五

反
両

ﾊ
ﾞｽ

停
の

復
活

が
実

現
す

る
。

更
な

る
あ

ん
し

ん
安

全
の

維
持

確
保

の
場

合
は

、
信

号
機

を
設

置
す

れ
ば

･よ
り

確
実

･と
な

る
。

ま
た

、
迂

回
付

替
え

道
路

幅
員

を
新

幹
線

高
架

橋
支

柱
下

空
き

地
を

利
用

拡
幅

整
備

し
、

離
合

に
支

障
を

除
く

事
に

よ
っ

て
、

あ
ん

し
ん

安
全

な
定

期
路

線
ﾊ

ﾞｽ
運

行
が

出
来

る
。

熊
本

市
政

で
は

、
こ

の
場

合
･そ

の
他

に
ど

の
様

な
整

備
が

不
足

必
要

と
な

る
の

か
?
の

わ
か

る
資

料
等

の
開

示
請

求
。

｢不
存

在
｣で

あ
れ

ば
、

暫
定

期
間

は
右

折
可

能
と

の
事

か
?

4
.清

水
寺

下
の

信
号

機
下

交
差

点
に

ｽ
ﾎ
ﾟｯ

ﾄ公
園

が
新

設
造

園
さ

れ
た

が
、

こ
の

目
的

と
工

事
内

訳
、

総
工

費
、

投
資

対
効

果
等

が
わ

か
る

資
料
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受
付

番
号

受
付

日
請

求
す

る
文

書
の

件
名

所
管

課
期

限
延

長
決

定
文

書
の

件
名

決
定

内
容

不
開

示
理

由
開

示
等

決
定

日
開

示
日

3
.新

設
幹

線
･春

日
池

上
線

･幅
員

3
0
m

4
車

線
･が

全
線

暫
定

が
解

除
さ

れ
て

、
定

期
路

線
ﾊ

ﾞｽ
運

行
ﾙ

ｰ
ﾄが

、
祗

園
橋

方
面

か
ら

の
定

期
路

線
ﾊ

ﾞｽ
下

り
を

春
日

交
差

点
ま

で
･暫

定
現

行
運

行
通

り
の

運
行

と
し

、
田

崎
方

面
か

ら
の

定
期

路
線

ﾊ
ﾞｽ

上
り

を
春

日
交

差
点

を
右

折
さ

せ
ず

、
以

前
運

行
ﾙ

ｰ
ﾄ･

五
反

ﾊ
ﾞｽ

停
旧

春
日

寺
前

ﾊ
ﾞｽ

停
･

に
運

行
さ

せ
、

清
水

寺
等

下
信

号
機

指
示

に
従

っ
て

、
迂

回
付

替
え

道
路

を
下

り
、

祗
園

橋
方

面
へ

の
定

期
路

線
ﾊ

ﾞｽ
を

運
行

す
れ

ば
、

熊
本

市
役

所
等

･中
心

市
街

地
へ

の
高

齢
者

交
通

弱
者

等
･公

共
交

通
利

用
権

移
動

権
･が

復
活

出
来

る
。

こ
の

場
合

、
熊

本
市

政
に

と
っ

て
ど

の
様

な
障

害
整

備
等

が
必

要
に

な
る

の
か

?
等

の
わ

か
る

資
料

等
の

開
示

請
求

。
4
.清

水
寺

下
の

信
号

機
下

交
差

点
に

、
ｽ
ﾎ
ﾟｯ

ﾄ公
園

が
新

設
造

園
さ

れ
た

が
、

こ
の

新
設

の
目

的
と

個
別

工
事

内
訳

･総
工

事
費

･投
資

対
策

効
果

･等
の

わ
か

る
資

料
等

の
開

示
請

求
。

※
添

付
参

照
熟

読
条

例
分

析
審

査
審

議
資

料
･P

1
～

P
3
･※

1
1
1
1

2
/
2
3

平
成

2
4
年

4
月

1
日

か
ら

平
成

2
5
年

3
月

3
1
日

ま
で

の
事

業
年

度
に

か
か

る
○

○
株

式
会

社
の

事
業

所
税

に
つ

い
て

減
免

を
行

っ
て

い
る

と
思

わ
れ

ま
す

が
、

そ
の

減
免

を
承

認
し

た
文

書
及

び
減

免
す

る
こ

と
が

妥
当

で
あ

る
と

の
判

断
を

下
し

た
際

の
意

思
決

定
文

書

財
政

局
税

制
課

平
成

2
4
年

4
月

1
日

か
ら

平
成

2
5
年

3
月

3
1
日

ま
で

の
事

業
年

度
に

係
る

○
○

株
式

会
社

の
事

業
所

税
に

つ
い

て
減

免
を

行
っ

て
い

る
と

思
わ

れ
ま

す
が

、
そ

の
減

免
を

承
認

し
た

文
書

及
び

減
免

す
る

こ
と

が
妥

当
で

あ
る

と
の

判
断

を
下

し
た

際
の

意
思

決
定

文
書

存
否

不
回

答
1
号

　
法

令
秘

情
報

3
/
2

1
1
1
2

2
/
2
4

S
4
5
-
3
0
5
-
2
9
-
0
1

S
4
5
-
3
0
5
-
2
9
-
0
2

S
4
5
-
3
0
5
-
2
9
-
0
3

S
4
5
-
3
0
5
-
2
9
-
0
4

S
4
5
-
3
0
5
-
2
9
-
0
5

上
記

、
位

置
指

定
道

路
の

情
報

開
示

。
復

元
協

議
書

※
ｶ
ﾗ
ｰ

の
も

の
は

ｶ
ﾗ
ｰ

で
お

願
い

し
ま

す
。

都
市

建
設

局
建

築
指

導
課

S
4
5
-
3
0
5
-
2
9
-
0
1
 S

4
5
-
3
0
5
-
2
9
-
0
2
 S

4
5
-
3
0
5
-

2
9
-
0
3
 S

4
5
-
3
0
5
-
2
9
-
0
4
 S

4
5
-
3
0
5
-
2
9
-
0
5

上
記

、
位

置
指

定
道

路
の

情
報

開
示

。
復

元
協

議
書 ※

 ｶ
ﾗ
ｰ

の
も

の
は

ｶ
ﾗ
ｰ

で
お

願
い

し
ま

す
。

開
示

2
/
2
6

8
/
4

1
1
1
3

2
/
2
4

平
成

2
6
年

1
2
月

2
5
日

開
札

上
下

水
道

局
 水

相
談

課
西

部
上

下
水

道
ｾ

ﾝ
ﾀ
ｰ

西
区

河
内

町
東

門
寺

3
6
5
-
2
番

地
付

近
φ

5
0
粍

配
水

管
布

設
替

他
1
件

工
事

上
記

の
金

入
設

計
書

の
開

示
を

お
願

い
致

し
ま

す
。

上
下

水
道

局
水

相
談

課
西

部
上

下
水

道
ｾ

ﾝ
ﾀ
ｰ

･西
区

河
内

町
東

門
寺

3
6
5
-
2
番

地
付

近
φ

5
0
粍

配
水

管
布

設
替

他
1
件

工
事

以
下

の
金

入
り

設
計

書
開

示
2
/
2
6

3
/
2
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受
付

番
号

受
付

日
請

求
す

る
文

書
の

件
名

所
管

課
期

限
延

長
決

定
文

書
の

件
名

決
定

内
容

不
開

示
理

由
開

示
等

決
定

日
開

示
日

1
1
1
4

2
/
2
5

平
成

2
7
年

2
月

4
日

開
札

都
市

建
設

局
 熊

本
駅

周
辺

整
備

事
務

所
発

注
都

市
計

画
道

路
 鹿

児
島

本
線

側
道

1
1
号

線
道

路
改

築
工

事
(J

R
近

接
)

上
記

の
金

入
設

計
書

の
開

示
を

お
願

い
致

し
ま

す
。

都
市

建
設

局
熊

本
駅

周
辺

整
備

事
務

所
鉄

道
高

架
関

連
整

備
室

都
市

計
画

道
路

 鹿
児

島
本

線
側

道
1
1
号

線
道

路
改

築
工

事
金

入
設

計
書

開
示

2
/
2
6

3
/
4

1
1
1
5

2
/
2
5

都
市

計
画

道
路

 上
熊

本
法

成
寺

線
道

路
改

良
工

事
(そ

の
3
)〔

JR
近

接
〕

上
記

工
事

の
変

更
後

の
金

入
設

計
書

都
市

建
設

局
熊

本
駅

周
辺

整
備

事
務

所
鉄

道
高

架
関

連
整

備
室

都
市

計
画

道
路

上
熊

本
法

成
寺

線
道

路
改

良
工

事
(そ

の
3
)の

変
更

後
の

金
入

設
計

書
開

示
2
/
2
6

3
/
5

1
1
1
6

2
/
2
5

道
路

位
置

指
定

指
定

番
号

 S
4
4
-
6
0
3

S
4
4
-
5
3
0

S
4
5
-
1
8
3

ｶ
ﾗ
ｰ

希
望

都
市

建
設

局
建

築
指

導
課

道
路

位
置

指
定

指
定

番
号

 S
4
4
-
6
0
3
 S

4
4
-
5
3
0
 S

4
5
-
1
8
3

ｶ
ﾗ
ｰ

希
望

開
示

(一
部

請
求

拒
否

)
2
号

　
個

人
情

報
2
/
2
6

3
/
3

1
1
1
7

2
/
2
6

平
成

2
6
年

9
月

1
日

か
ら

2
6
年

1
2
月

3
1
日

ま
で

の
住

居
表

示
番

号
付

定
申

請
に

伴
っ

た
当

該
住

居
表

示
台

帳
(可

能
で

あ
れ

ば
、

電
磁

的
記

録
の

交
付

を
希

望
)

企
画

振
興

局
区

政
推

進
課

平
成

2
6
年

9
月

1
日

か
ら

平
成

2
6
年

1
2
月

3
1
日

ま
で

の
住

居
番

号
付

定
申

請
に

伴
っ

た
当

該
住

居
表

示
台

帳
開

示
(一

部
請

求
拒

否
)

2
号

　
個

人
情

報
3
/
6

3
/
9

郵
送

1
1
1
8

2
/
2
6

(道
路

位
置

指
定

)
①

S
4
2
-
0
5
9

②
S
4
8
-
1
2
7

(道
等

の
判

定
)

①
判

定
番

号
 0

9
年

第
2
2
8
号

ｶ
ﾗ
ｰ

は
ｶ
ﾗ
ｰ

白
黒

は
白

黒
 希

望

都
市

建
設

局
建

築
指

導
課

(道
路

位
置

指
定

)①
S
4
2
-
0
5
9
 ②

S
4
8
-
1
2
7

(道
等

の
判

定
)①

判
定

番
号

 0
9
年

第
2
2
8
号

ｶ
ﾗ
ｰ

は
ｶ
ﾗ
ｰ

 白
黒

は
白

黒
 希

望
開

示
(一

部
請

求
拒

否
)

2
号

　
個

人
情

報
2
/
2
7

2
/
2
7
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受
付

番
号

受
付

日
請

求
す

る
文

書
の

件
名

所
管

課
期

限
延

長
決

定
文

書
の

件
名

決
定

内
容

不
開

示
理

由
開

示
等

決
定

日
開

示
日

1
1
1
9

2
/
2
6

●
熊

本
市

憲
法

･熊
本

市
自

治
基

本
条

例
、

(自
治

の
基

本
理

念
)第

3
条

･(
自

治
運

営
の

基
本

原
則

)第
4
条

･(
市

民
の

責
務

)第
6
条

･(
市

長
の

責
務

)第
9
条

･(
市

長
等

の
役

割
)第

1
0
条

･(
市

政
の

基
本

原
則

)第
1
2
条

･(
意

見
等

の
取

扱
い

)第
2
1
条

･(
説

明
責

任
)第

2
2
条

･(
情

報
共

有
の

原
則

)第
2
5
条

･(
参

画
の

原
則

)第
2
7
条

･(
協

働
の

原
則

)第
2
9
条

･(
市

民
参

画
･協

働
の

た
め

の
仕

組
み

)第
3
0
条

･(
最

高
規

範
性

)第
3
8
条

･等
、

熊
本

市
憲

法
条

例
理

念
を

遵
法

遵
守

し
て

の
｢市

民
参

画
･協

働
の

ま
ち

づ
く

り
･情

報
共

有
･市

民
の

責
務

･等
｣の

理
念

に
基

づ
き

、
以

下
の

開
示

請
求

を
す

る
。

※
情

個
審

答
申

第
7
号

･平
成

2
6
年

1
0
月

2
2
日

付
･熊

本
市

個
人

情
報

保
護

条
例

第
2
8
条

の
規

定
に

基
づ

く
諮

問
に

つ
い

て
(答

申
)･

平
成

2
5
年

9
月

1
0
日

付
け

平
成

2
5
年

度
諮

問
第

2
号

で
諮

問
を

受
け

ま
し

た
下

記
の

異
議

申
立

て
に

つ
い

て
、

別
紙

の
と

お
り

答
申

し
ま

す
。

ま
た

、
駅

整
発

第
5
6
5
-
1
号

･平
成

2
6
年

1
1
月

1
8
日

付
け

決
定

書
の

謄
本

に
つ

い
て

(送
付

)の
内

容
を

見
る

に
、

･第
4
 実

施
機

関
の

説
明

の
趣

旨
一

部
請

求
拒

否
の

部
分

は
、

｢会
社

名
、

経
歴

、
各

種
団

体
へ

の
加

入
状

況
等

｣を
含

む
、

経
歴

、
社

会
活

動
等

に
関

す
る

情
報

で
あ

り
、

熊
本

市
情

報
公

開
条

例
第

7
条

第
2
号

に
規

定
さ

れ
る

｢個
人

に
関

す
る

情
報

｣と
な

る
た

め
不

開
示

と
し

た
。

と
あ

る
。

総
務

局
法

制
課

平
成

2
6
年

1
0
月

2
2
日

付
け

情
個

審
答

申
第

7
号

及
び

平
成

2
6
年

1
1
月

1
8
日

付
け

駅
整

発
第

0
0
0
5
6
5
-
1
号

に
関

連
す

る
下

記
の

文
書

等
1
.審

議
会

の
審

議
を

経
た

う
え

で
、

ど
の

よ
う

な
権

限
に

基
づ

い
て

資
料

交
付

決
定

を
行

う
か

が
わ

か
る

法
的

根
拠

等
2
.添

付
熟

視
資

料
P
1
-
1
･P

1
-
2
で

は
、

住
民

市
民

の
氏

が
掲

載
さ

れ
て

い
る

が
、

住
民

市
民

の
承

諾
も

な
く

氏
を

公
表

掲
載

し
て

も
良

い
と

す
る

根
拠

の
わ

か
る

法
的

根
拠

等
3
.添

付
熟

視
資

料
P
2
で

は
、

地
方

公
務

員
で

あ
る

熊
本

県
職

員
･熊

本
市

職
員

の
氏

は
明

記
掲

載
せ

ず
、

住
民

の
一

人
を

除
き

他
の

市
民

住
民

の
氏

は
明

記
掲

載
し

て
い

る
が

、
そ

れ
を

可
能

と
す

る
法

的
根

拠
･熊

本
市

市
政

理
念

等
に

基
づ

く
根

拠
の

わ
か

る
資

料
等

不
存

在
第

1
1
条

　
第

2
項

3
/
1
2

そ
の

他
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受
付

番
号

受
付

日
請

求
す

る
文

書
の

件
名

所
管

課
期

限
延

長
決

定
文

書
の

件
名

決
定

内
容

不
開

示
理

由
開

示
等

決
定

日
開

示
日

･審
議

会
の

判
断

～
～

以
上

の
こ

と
か

ら
、

実
施

機
関

が
氏

名
を

不
開

示
に

し
た

と
い

う
判

断
は

相
当

と
い

え
る

が
、

構
成

団
体

名
、

部
局

名
及

び
役

職
名

に
つ

い
て

は
、

当
該

個
人

が
特

定
さ

れ
な

い
範

囲
で

開
示

す
る

の
が

相
当

で
あ

る
。

と
あ

る
。

1
.に

も
拘

ら
ず

、
決

定
書

と
同

封
の

交
付

資
料

【
添

付
資

料
･P

1
･】

は
、

出
席

者
名

簿
･氏

名
が

、
真

っ
黒

け
の

資
料

交
付

と
な

っ
て

い
る

。
こ

の
事

は
、

当
初

の
｢異

議
申

立
書

｣の
原

点
と

な
っ

た
市

政
執

行
交

付
資

料
一

緒
の

資
料

が
、

｢異
議

申
立

て
→

審
議

会
の

審
議

経
過

･平
成

2
5
年

9
月

1
0
日

～
平

成
2
6
年

9
月

2
4
日

･7
回

に
亘

る
審

議
の

結
果

を
経

て
、

同
じ

資
料

交
付

決
定

が
な

さ
れ

て
い

る
が

、
ど

の
様

な
権

限
の

基
に

も
と

づ
く

法
的

根
拠

に
依

っ
て

可
能

な
の

か
?
の

わ
か

る
法

的
根

拠
等

の
開

示
請

求
。

2
.ま

た
、

添
付

熟
視

資
料

･P
2
-
1
･P

2
-
2
･で

は
、

住
民

市
民

の
氏

名
が

掲
載

さ
れ

て
い

る
が

、
住

民
市

民
の

承
諾

も
な

く
氏

名
を

公
表

掲
載

し
て

も
良

い
･す

る
根

拠
の

わ
か

る
法

的
根

拠
等

の
開

示
請

求
。

3
.更

に
、

添
付

熟
視

資
料

･P
2
･で

は
、

地
方

公
務

員
で

あ
る

県
駅

)市
)住

民
)県

)県
)県

)県
)県

)県
)市

)県
市

)県
市

)と
県

市
)を

隠
蔽

し
、

住
民

)の
項

目
も

氏
名

を
隠

蔽
し

、
そ

の
他

の
･市

民
住

民
･の

氏
名

)は
明

記
掲

載
し

て
い

る
が

、
地

方
公

務
員

･熊
本

県
職

員
･熊

本
市

職
員

･
は

明
記

記
載

せ
ず

、
住

民
)の

一
人

を
除

き
他

の
市

民
住

民
は

明
記

記
載

し
て

も
良

い
、

と
の

現
実

の
実

態
実

証
資

料
が

現
存

す
る

が
、

こ
の

事
は

何
の

法
的

根
拠

･
熊

本
市

市
政

理
念

･等
に

基
づ

く
根

拠
に

よ
っ

て
熊

本
市

政
執

行
可

能
な

の
か

?
の

わ
か

る
資

料
等

の
開

示
請

求
。
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受
付

番
号

受
付

日
請

求
す

る
文

書
の

件
名

所
管

課
期

限
延

長
決

定
文

書
の

件
名

決
定

内
容

不
開

示
理

由
開

示
等

決
定

日
開

示
日

※
添

付
資

料
･A

4
→

0
.5

枚
。

1
.当

初
の

交
付

で
｢異

議
申

立
て

｣と
な

っ
た

真
っ

黒
け

の
資

料
を

再
度

･決
定

書
で

交
付

し
た

資
料

。
A

4
→

0
.5

枚
。

【
添

付
資

料
P
1
】

※
添

付
熟

視
資

料
･A

3
→

3
枚

。
1
.熊

本
駅

西
土

地
区

画
整

理
事

業
所

･協
議

内
容

･市
民

住
民

の
氏

名
を

承
諾

も
無

く
、

明
記

掲
載

さ
れ

て
い

る
会

議
録

。
A

3
→

2
枚

。
→

添
付

熟
視

資
料

P
1
-
1
･P

1
-
2
.

2
.熊

本
駅

西
土

地
区

画
整

理
事

業
所

･説
明

会
 報

告
･

地
方

公
務

員
･県

駅
)市

)住
民

)県
)県

)県
)県

)市
)県

市
)

県
市

)と
の

明
記

で
、

そ
の

中
に

は
住

民
)の

一
人

は
隠

蔽
と

し
た

会
議

録
。

A
3
→

1
枚

。
→

添
付

熟
視

資
料

･P
2

1
1
2
0

2
/
2
6

●
熊

本
市

憲
法

･熊
本

市
自

治
基

本
条

例
、

(自
治

の
基

本
理

念
)第

3
条

･(
自

治
運

営
の

基
本

原
則

)第
4
条

･(
市

民
の

責
務

)第
6
条

･(
市

長
の

責
務

)第
9
条

･(
市

長
等

の
役

割
)第

1
0
条

･(
市

政
の

基
本

原
則

)第
1
2
条

･(
意

見
等

の
取

扱
い

)第
2
1
条

･(
説

明
責

任
)第

2
2
条

･(
情

報
共

有
の

原
則

)第
2
5
条

･(
参

画
の

原
則

)第
2
7
条

･(
協

働
の

原
則

)第
2
9
条

･(
市

民
参

画
･協

働
の

た
め

の
仕

組
み

)第
3
0
条

･(
最

高
規

範
性

)第
3
8
条

･等
、

熊
本

市
憲

法
条

例
理

念
を

遵
法

遵
守

し
て

の
｢市

民
参

画
･協

働
の

ま
ち

づ
く

り
･情

報
共

有
･市

民
の

責
務

･等
｣の

理
念

に
基

づ
き

、
以

下
の

開
示

請
求

を
す

る
。

※
情

個
審

答
申

第
7
号

･平
成

2
6
年

1
0
月

2
2
日

付
･熊

本
市

個
人

情
報

保
護

条
例

第
2
8
条

の
規

定
に

基
づ

く
諮

問
に

つ
い

て
(答

申
)･

平
成

2
5
年

9
月

1
0
日

付
け

平
成

2
5
年

度
諮

問
第

2
号

で
諮

問
を

受
け

ま
し

た
下

記
の

異
議

申
立

て
に

つ
い

て
、

別
紙

の
と

お
り

答
申

し
ま

す
。

ま
た

、
駅

整
発

第
5
6
5
-
1
号

･平
成

2
6
年

1
1
月

1
8
日

付
決

定
書

の
謄

本
に

つ
い

て
(送

付
)の

内
容

を
見

る
に

、
･第

4
 実

施
機

関
の

説
明

の
趣

旨
一

部
請

求
拒

否
の

部
分

は
、

｢会
社

名
、

経
歴

、
各

種
団

体
へ

の
加

入
状

況
等

｣を
含

む
、

経
歴

、
社

会
活

動
等

に
関

す
る

情
報

で
あ

り
、

熊
本

市
情

報
公

開
条

例
第

7
条

第
2
号

に
規

定
さ

れ
る

｢個
人

に
関

す
る

情
報

｣と
な

る
た

め
不

開
示

と
し

た
。

と
あ

る
。

都
市

建
設

局
熊

本
駅

周
辺

整
備

事
務

所
熊

本
駅

西
土

地
区

画
整

理
事

業
所

平
成

2
6
年

1
0
月

2
2
日

付
け

情
個

審
答

申
第

7
号

及
び

平
成

2
6
年

1
1
月

1
8
日

付
け

駅
整

発
第

0
0
0
5
6
5
-
1
号

に
関

連
す

る
下

記
の

文
書

等
1
.平

成
2
6
年

1
1
月

1
8
日

付
け

駅
整

発
第

0
0
0
5
6
5
-

1
号

と
同

封
の

交
付

資
料

は
、

異
議

申
立

の
原

点
と

な
っ

た
市

政
執

行
交

付
資

料
と

一
緒

の
資

料
で

あ
る

が
、

審
議

会
の

審
議

を
経

た
に

も
関

わ
ら

ず
同

じ
資

料
交

付
決

定
が

可
能

と
な

る
法

的
根

拠
等

2
.添

付
熟

視
資

料
P
1
-
1
･P

1
-
2
で

は
、

住
民

市
民

の
氏

名
が

掲
載

さ
れ

て
い

る
が

、
住

民
市

民
の

承
諾

も
な

く
氏

名
を

公
表

掲
載

し
て

も
良

い
と

す
る

根
拠

の
わ

か
る

法
的

根
拠

等
3
.添

付
熟

視
資

料
P
2
で

は
、

地
方

公
務

員
で

あ
る

熊
本

県
職

員
･熊

本
市

職
員

の
氏

名
は

明
記

掲
載

せ
ず

、
住

民
の

一
人

を
除

き
他

の
市

民
住

民
の

氏
名

は
明

記
掲

載
し

て
い

る
が

、
そ

れ
を

可
能

と
す

る
法

的
根

拠
･熊

本
市

市
政

理
念

等
に

基
づ

く
根

拠
の

わ
か

る
資

料
等

開
示

3
/
1
1

3
/
3
1
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受
付

番
号

受
付

日
請

求
す

る
文

書
の

件
名

所
管

課
期

限
延

長
決

定
文

書
の

件
名

決
定

内
容

不
開

示
理

由
開

示
等

決
定

日
開

示
日

･審
議

会
の

判
断

～
～

以
上

の
こ

と
か

ら
、

実
施

機
関

が
氏

名
を

不
開

示
に

し
た

と
い

う
判

断
は

相
当

と
い

え
る

が
、

構
成

団
体

名
、

部
局

名
及

び
役

職
名

に
つ

い
て

は
、

当
該

個
人

が
特

定
さ

れ
な

い
範

囲
で

開
示

す
る

の
が

相
当

で
あ

る
。

と
あ

る
。

1
.に

も
拘

ら
ず

、
決

定
書

と
同

封
の

交
付

資
料

【
添

付
資

料
･P

1
･】

は
、

出
席

者
名

簿
･氏

名
が

、
真

っ
黒

け
の

資
料

交
付

と
な

っ
て

い
る

。
こ

の
事

は
、

当
初

の
｢異

議
申

立
書

｣の
原

点
と

な
っ

た
市

政
執

行
交

付
資

料
一

緒
の

資
料

が
、

｢異
議

申
立

て
→

審
議

会
の

審
議

経
過

･平
成

2
5
年

9
月

1
0
日

～
平

成
2
6
年

9
月

2
4
日

･7
回

に
亘

る
審

議
の

結
果

を
経

て
、

同
じ

資
料

交
付

決
定

が
な

さ
れ

て
い

る
が

、
ど

の
様

な
権

限
の

基
に

も
と

づ
く

法
的

根
拠

に
依

っ
て

可
能

な
の

か
?
の

わ
か

る
法

的
根

拠
等

の
開

示
請

求
。

2
.ま

た
、

添
付

熟
視

資
料

･P
2
-
1
･P

2
-
2
･で

は
、

住
民

市
民

の
氏

名
が

掲
載

さ
れ

て
い

る
が

、
住

民
市

民
の

承
諾

も
な

く
氏

名
を

公
表

掲
載

し
て

も
良

い
･す

る
根

拠
の

わ
か

る
法

的
根

拠
等

の
開

示
請

求
。

3
.更

に
、

添
付

熟
視

資
料

･P
2
･で

は
、

地
方

公
務

員
で

あ
る

県
駅

)市
)住

民
)県

)県
)県

)県
)県

)県
)市

)県
市

)県
市

)と
県

市
)を

隠
蔽

し
、

住
民

)の
項

目
も

氏
名

を
隠

蔽
し

、
そ

の
他

の
･市

民
住

民
･の

氏
名

)は
明

記
掲

載
し

て
い

る
が

、
地

方
公

務
員

･熊
本

県
職

員
･熊

本
市

職
員

･
は

明
記

記
載

せ
ず

、
住

民
)の

一
人

を
除

き
他

の
市

民
住

民
は

明
記

記
載

し
て

も
良

い
、

と
の

現
実

の
実

態
実

証
資

料
が

現
存

す
る

が
、

こ
の

事
は

何
の

法
的

根
拠

･
熊

本
市

市
政

理
念

･等
に

基
づ

く
根

拠
に

よ
っ

て
熊

本
市

政
執

行
可

能
な

の
か

?
の

わ
か

る
資

料
等

の
開

示
請

求
。
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受
付

番
号

受
付

日
請

求
す

る
文

書
の

件
名

所
管

課
期

限
延

長
決

定
文

書
の

件
名

決
定

内
容

不
開

示
理

由
開

示
等

決
定

日
開

示
日

※
添

付
資

料
･A

4
→

0
.5

枚
。

1
.当

初
の

交
付

で
｢異

議
申

立
て

｣と
な

っ
た

真
っ

黒
け

の
資

料
を

再
度

･決
定

書
で

交
付

し
た

資
料

。
A

4
→

0
.5

枚
。

【
添

付
資

料
P
1
】

※
添

付
熟

視
資

料
･A

3
→

3
枚

。
1
.熊

本
駅

西
土

地
区

画
整

理
事

業
所

･協
議

内
容

･市
民

住
民

の
氏

名
を

承
諾

も
無

く
、

明
記

掲
載

さ
れ

て
い

る
会

議
録

。
A

3
→

2
枚

。
→

添
付

熟
視

資
料

P
1
-
1
･P

1
-
2
.

2
.熊

本
駅

西
土

地
区

画
整

理
事

業
所

･説
明

会
 報

告
･

地
方

公
務

員
･県

駅
)市

)住
民

)県
)県

)県
)県

)市
)県

市
)

県
市

)と
の

明
記

で
、

そ
の

中
に

は
住

民
)の

一
人

は
隠

蔽
と

し
た

会
議

録
。

A
3
→

1
枚

。
→

添
付

熟
視

資
料

･P
2

1
1
2
1

2
/
2
7

｢桜
町

再
開

発
事

業
｣

基
準

施
行

地
区

の
位

置
図

(両
面

)
　

　
　

〃
　

　
　

区
域

図
図

面
0
1
～

1
4

施
設

建
築

敷
地

の
設

計
図

2
枚

公
共

施
設

の
設

計
図

 平
面

図
　

　
　

　
　

　
〃

　
　

　
　

  
断

面
図

※
事

業
計

画
書

以
外

の
全

て

都
市

建
設

局
都

心
活

性
推

進
課

｢桜
町

再
開

発
事

業
｣

規
準

施
行

地
区

の
位

置
図

(両
面

)
　

　
　

〃
　

　
　

区
域

図
図

面
0
1
～

1
4

施
設

建
築

敷
地

の
設

計
図

 2
枚

公
共

施
設

の
設

計
図

 平
面

図
　

　
　

　
　

　
〃

　
　

　
  
　

断
面

図
※

事
業

計
画

書
以

外
の

全
て

開
示

3
/
5

3
/
5

1
1
2
2

2
/
2
7

桜
町

地
区

第
一

種
市

街
地

再
開

発
事

業
中

心
市

街
地

特
別

委
員

会
に

出
し

た
以

外
の

書
類

･事
業

計
画

･基
準

･図
面

0
1
.0

2
.0

8
以

外
の

図
面

都
市

建
設

局
都

心
活

性
推

進
課

取
り

下
げ

1
1
2
3

2
/
2
7

位
置

指
定

道
路

 S
4
1
-
1
4
0

ｶ
ﾗ
ｰ

は
ｶ
ﾗ
ｰ

で
白

黒
は

白
黒

で

都
市

建
設

局
建

築
指

導
課

位
置

指
定

道
路

 S
-
4
1
-
1
4
0
 ｶ

ﾗ
ｰ

は
ｶ
ﾗ
ｰ

で
 白

黒
は

白
黒

で
開

示
(一

部
請

求
拒

否
)

2
号

　
個

人
情

報
3
/
2

3
/
2

1
1
2
4

2
/
2
7

事
業

施
行

認
可

申
請

 縦
覧

図
書

(図
面

等
全

部
)

桜
町

第
一

種
市

街
地

再
開

発
事

業
都

市
建

設
局

都
心

活
性

推
進

課

事
業

施
行

認
可

申
請

 縦
覧

図
書

(図
面

等
全

部
)

桜
町

第
一

種
市

街
地

再
開

発
事

業
開

示
3
/
5

3
/
1
0

1
1
2
5

3
/
2

･公
共

施
設

の
設

計
図

(A
3
ｶ
ﾗ
ｰ

)
･図

面
№

4
(A

3
)

･P
.5

(事
業

計
画

書
･A

4
)

ｶ
ﾗ
ｰ

の
も

の
は

ｶ
ﾗ
ｰ

で
希

望

都
市

建
設

局
都

心
活

性
推

進
課

･公
共

施
設

の
設

計
図

(A
3
ｶ
ﾗ
ｰ

)
･図

面
 №

1
4
 (
A

3
)

･P
5
(事

業
計

画
書

･A
4
)

ｶ
ﾗ
ｰ

の
も

の
は

ｶ
ﾗ
ｰ

で
希

望

開
示

3
/
5

3
/
6
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受
付

番
号

受
付

日
請

求
す

る
文

書
の

件
名

所
管

課
期

限
延

長
決

定
文

書
の

件
名

決
定

内
容

不
開

示
理

由
開

示
等

決
定

日
開

示
日

1
1
2
6

3
/
2

飲
食

店
の

新
規

検
査

の
申

請
を

行
っ

た
情

報
の

開
示

を
申

請
い

た
し

ま
す

。
た

だ
し

、
移

動
販

売
、

臨
時

営
業

、
仮

設
営

業
、

自
動

販
売

機
を

除
く

項
目

:屋
号

、
営

業
所

在
地

、
申

請
者

名
営

業
電

話
番

号
、

申
請

日
期

間
 2

0
1
5
.2

.5
～

2
0
1
5
.3

.2

健
康

福
祉

子
ど

も
局

食
品

保
健

課

平
成

2
7
年

2
月

5
日

～
平

成
2
7
年

3
月

2
日

ま
で

の
間

に
、

熊
本

市
内

に
お

い
て

新
規

検
査

の
申

請
を

行
っ

た
飲

食
店

一
覧

(移
動

販
売

、
臨

時
営

業
、

仮
設

営
業

、
自

動
販

売
機

を
除

く
)

計
8
2
件

項
目

:屋
号

、
営

業
所

在
地

、
申

請
者

名
、

営
業

電
話

番
号

、
申

請
日

※
 開

示
情

報
取

り
出

し
日

時
:平

成
2
7
年

3
月

4
日

1
3
:3

0

開
示

3
/
9

3
/
1
1

1
1
2
7

3
/
2

平
成

2
7
年

2
月

1
日

～
平

成
2
7
年

2
月

2
8
日

ま
で

の
間

に
、

熊
本

市
内

に
お

い
て

新
規

に
営

業
許

可
を

受
け

た
飲

食
店

一
覧

(自
動

販
売

機
、

仮
設

営
業

、
移

動
販

売
業

、
臨

時
営

業
を

除
く

)。
項

目
:屋

号
、

申
請

者
氏

名
、

営
業

所
在

地
、

営
業

所
電

話
番

号

健
康

福
祉

子
ど

も
局

食
品

保
健

課

平
成

2
7
年

2
月

1
日

～
平

成
2
7
年

2
月

2
8
日

ま
で

の
間

に
、

熊
本

市
内

に
お

い
て

新
規

に
営

業
許

可
を

受
け

た
飲

食
店

一
覧

(自
動

販
売

機
、

仮
設

営
業

、
移

動
販

売
業

、
臨

時
営

業
を

除
く

)計
9
9
件

項
目

:屋
号

、
申

請
者

氏
名

、
営

業
所

在
地

、
営

業
所

電
話

番
号

※
開

示
情

報
取

り
出

し
日

時
:平

成
2
7
年

3
月

5
日

1
3
:3

0

開
示

3
/
9

3
/
1
3

1
1
2
8

3
/
2

平
成

2
7
年

2
月

1
日

～
平

成
2
7
年

2
月

2
8
日

ま
で

の
間

に
、

熊
本

市
内

に
お

い
て

新
規

に
営

業
許

可
を

受
け

た
美

容
所

一
覧

。
項

目
:施

設
名

称
、

営
業

所
所

在
地

、
営

業
所

電
話

番
号

、
開

設
者

氏
名

、
役

職
、

代
表

者
氏

名
。

健
康

福
祉

子
ど

も
局

生
活

衛
生

課

平
成

2
7
年

2
月

1
日

か
ら

同
2
月

2
8
日

ま
で

の
間

、
熊

本
市

内
に

お
い

て
新

規
確

認
し

た
美

容
所

の
一

覧 項
目

; 
施

設
の

名
称

、
所

在
地

、
電

話
番

号
、

開
設

者
の

氏
名

･名
称

、
役

職
、

代
表

者
氏

名

開
示

3
/
4

3
/
1
3

1
1
2
9

3
/
2

平
成

2
7
年

2
月

1
日

～
平

成
2
7
年

2
月

2
8
日

ま
で

の
間

に
、

熊
本

市
内

に
お

い
て

新
規

に
営

業
許

可
を

受
け

た
飲

食
店

一
覧

(移
動

、
臨

時
、

自
動

販
売

機
を

除
く

)
項

目
:屋

号
、

営
業

所
所

在
地

、
営

業
所

電
話

番
号

、
許

可
年

月
日

、
許

可
期

間
、

業
種

健
康

福
祉

子
ど

も
局

食
品

保
健

課

平
成

2
7
年

2
月

1
日

～
平

成
2
7
年

2
月

2
8
日

ま
で

の
間

に
、

熊
本

市
内

に
お

い
て

新
規

に
営

業
許

可
を

受
け

た
飲

食
店

一
覧

(移
動

、
臨

時
、

自
動

販
売

機
を

除
く

) 
計

9
9
件

項
目

:屋
号

、
営

業
所

所
在

地
、

営
業

所
電

話
番

号
、

許
可

年
月

日
、

許
可

期
間

、
業

種
※

 開
示

情
報

取
り

出
し

日
時

:平
成

2
7
年

3
月

4
日

1
3
:3

0

開
示

3
/
9

3
/
1
9

郵
送

1
1
3
0

3
/
2

平
成

2
7
年

2
/
1
～

2
/
2
8
ま

で
に

新
規

で
営

業
許

可
を

取
得

し
た

美
容

所
の

一
覧

表
。

【
取

得
希

望
情

報
】

･施
設

名
称

･施
設

所
在

地
･電

話
番

号
･確

認
年

月
日

･開
設

者
名

(可
能

で
あ

れ
ば

)
※

上
記

以
外

の
情

報
が

含
ま

れ
て

い
て

も
問

題
な

し
※

管
轄

ｴ
ﾘｱ

全
て

健
康

福
祉

子
ど

も
局

生
活

衛
生

課

平
成

2
7
年

2
月

1
日

か
ら

同
2
月

2
8
日

ま
で

の
間

、
熊

本
市

内
に

お
い

て
新

規
確

認
し

た
美

容
所

の
一

覧 項
目

;施
設

の
名

称
、

所
在

地
、

電
話

番
号

、
確

認
日

、
開

設
者

氏
名

･名
称

、
役

職
、

代
表

者
氏

名
開

示
3
/
4

3
/
1
3

郵
送
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受
付

番
号

受
付

日
請

求
す

る
文

書
の

件
名

所
管

課
期

限
延

長
決

定
文

書
の

件
名

決
定

内
容

不
開

示
理

由
開

示
等

決
定

日
開

示
日

1
1
3
1

3
/
2

｢食
品

衛
生

法
に

基
づ

く
営

業
許

可
施

設
台

帳
｣

【
地

域
】
熊

本
市

内
全

域
【
対

象
】
飲

食
店

営
業

(平
成

2
7
年

2
月

1
日

～
平

成
2
7
年

2
月

2
8
日

の
新

規
営

業
許

可
)(
自

動
販

売
機

、
移

動
店

舗
、

臨
時

営
業

及
び

露
店

を
除

く
)

【
内

容
】
･屋

号
･営

業
所

所
在

地
･営

業
所

電
話

番
号

･
営

業
者

氏
名

･初
許

可
年

月
日

･業
種

詳
細

健
康

福
祉

子
ど

も
局

食
品

保
健

課

平
成

2
7
年

2
月

1
日

～
平

成
2
7
年

2
月

2
8
日

ま
で

の
間

に
、

熊
本

市
内

に
お

い
て

新
規

に
営

業
許

可
を

受
け

た
飲

食
店

一
覧

(自
動

販
売

機
、

移
動

店
舗

、
臨

時
営

業
及

び
露

店
を

除
く

) 
計

 9
9
 件

項
目

:屋
号

、
営

業
所

所
在

地
、

営
業

所
電

話
番

号
、

営
業

者
氏

名
初

許
可

年
月

日
、

業
種

詳
細

※
開

示
情

報
取

り
出

し
日

時
:平

成
2
7
年

3
月

4
日

1
3
:3

0

開
示

3
/
9

3
/
1
9

郵
送

1
1
3
2

3
/
3

桜
町

地
区

第
一

種
市

街
地

再
開

発
事

業
縦

覧
図

書
全

部 (ｶ
ﾗ
ｰ

の
も

の
は

、
ｶ
ﾗ
ｰ

で
希

望
)

都
市

建
設

局
都

心
活

性
推

進
課

桜
町

地
区

第
一

種
市

街
地

再
開

発
事

業
縦

覧
図

書
全

部
(ｶ

ﾗ
ｰ

の
も

の
は

ｶ
ﾗ
ｰ

で
希

望
)

開
示

3
/
5

3
/
5

1
1
3
3

3
/
3

平
成

2
7
年

2
月

1
日

か
ら

平
成

2
7
年

2
月

2
8
日

ま
で

に
新

規
で

営
業

許
可

を
取

得
し

た
飲

食
店

の
一

覧
表

(食
品

営
業

許
可

台
帳

)
※

屋
号

･営
業

所
所

在
地

･申
請

者
氏

名
･業

種
･営

業
所

電
話

番
号

･許
可

年
月

日
･許

可
満

了
日

等
に

つ
い

て
の

資
料

一
覧

表
(自

動
販

売
機

･露
店

営
業

を
除

く
)

健
康

福
祉

子
ど

も
局

食
品

保
健

課

平
成

2
7
年

2
月

1
日

～
平

成
2
7
年

2
月

2
8
日

ま
で

の
間

に
、

熊
本

市
内

に
お

い
て

新
規

に
営

業
許

可
を

受
け

た
飲

食
店

一
覧

(自
動

販
売

機
、

露
店

営
業

を
除

く
) 
計

9
9
件

項
目

:屋
号

、
営

業
所

所
在

地
、

申
請

者
氏

名
、

業
種

、
営

業
所

電
話

番
号

、
許

可
年

月
日

、
許

可
満

了
日

※
 開

示
情

報
取

り
出

し
日

時
:平

成
2
7
年

3
月

4
日

1
3
:3

0

開
示

3
/
9

3
/
2
0

郵
送

1
1
3
4

3
/
3

道
等

の
判

定
判

定
番

号
 1

0
-
4
6
0
号

ｶ
ﾗ
ｰ

希
望

都
市

建
設

局
建

築
指

導
課

道
等

の
判

定
 判

定
番

号
 1

0
-
4
6
0
号

 ｶ
ﾗ
ｰ

希
望

開
示

(一
部

請
求

拒
否

)
2
号

　
個

人
情

報
3
/
4

3
/
2
4

1
1
3
5

3
/
3

位
置

指
定

台
帳

 写
し

S
4
3
-
4
9
2
号

(秋
津

三
丁

目
)№

1
～

№
5

ｶ
ﾗ
ｰ

の
も

の
は

、
ｶ
ﾗ
ｰ

で
お

願
い

し
ま

す
。

都
市

建
設

局
建

築
指

導
課

位
置

指
定

台
帳

写
し

 S
4
3
-
4
9
2
号

(秋
津

三
丁

目
)N

o
1
～

N
o
5

ｶ
ﾗ
ｰ

の
も

の
は

、
ｶ
ﾗ
ｰ

で
お

願
い

し
ま

す
。

開
示

(一
部

請
求

拒
否

)
2
号

　
個

人
情

報
3
/
4

3
/
5

1
1
3
6

3
/
4

道
等

の
判

定
 判

定
番

号
0
2
-
5
7
5

　
　

　
　

　
　

　
　

ｶ
ﾗ
ｰ

希
望

都
市

建
設

局
建

築
指

導
課

道
等

の
判

定
 判

定
番

号
0
2
-
5
7
5
 ｶ

ﾗ
ｰ

希
望

開
示

(一
部

請
求

拒
否

)
2
号

　
個

人
情

報
3
/
5

8
/
1
7

1
1
3
7

3
/
4

(仮
称

)富
合

駅
前

広
場

公
衆

用
便

所
新

築
機

械
そ

の
他

設
備

工
事

菅
原

団
地

3
棟

(2
4
戸

)4
棟

(2
4
戸

)給
水

そ
の

他
設

備
改

修
工

事

都
市

建
設

局
設

備
課

(仮
称

)富
合

駅
前

広
場

公
衆

用
便

所
新

築
機

械
そ

の
他

設
備

工
事

 金
入

設
計

書
菅

原
団

地
3
棟

(2
4
戸

)4
棟

(2
4
戸

)給
水

そ
の

他
設

備
改

修
工

事
 金

入
設

計
書

開
示

3
/
6

3
/
1
3

1
1
3
8

3
/
4

浜
口

公
園

ﾄｲ
ﾚ
新

築
外

1
箇

所
ﾄｲ

ﾚ
改

修
工

事
池

田
2
丁

目
東

公
園

ﾄｲ
ﾚ
新

築
工

事
田

原
ｽ
ﾎ
ﾟｰ

ﾂ
公

園
ﾄｲ

ﾚ
新

築
そ

の
他

工
事

都
市

建
設

局
営

繕
課

金
額

入
り

設
計

書
･浜

口
公

園
ﾄｲ

ﾚ
新

築
外

1
箇

所
ﾄｲ

ﾚ
改

修
工

事
･池

田
2
丁

目
東

公
園

ﾄｲ
ﾚ
新

築
工

事
･田

原
ｽ
ﾎ
ﾟｰ

ﾂ
公

園
ﾄｲ

ﾚ
新

築
そ

の
他

工
事

開
示

3
/
5

3
/
1
3

1
1
3
9

3
/
5

区
画

整
理

図
面

熊
本

市
東

区
湖

東
1
丁

目
○

○
-
○

○
都

市
建

設
局

都
心

活
性

推
進

課

区
画

整
理

図
面

熊
本

市
東

区
湖

東
1
丁

目
○

○
-
○

○
開

示
(一

部
請

求
拒

否
)

2
号

　
個

人
情

報
3
/
1
2

3
/
1
6

郵
送

-320-



受
付

番
号

受
付

日
請

求
す

る
文

書
の

件
名

所
管

課
期

限
延

長
決

定
文

書
の

件
名

決
定

内
容

不
開

示
理

由
開

示
等

決
定

日
開

示
日

1
1
4
0

3
/
5

道
路

位
置

指
定

申
請

S
4
9
-
1
1
7

ｶ
ﾗ
ｰ

部
は

ｶ
ﾗ
ｰ

で

都
市

建
設

局
建

築
指

導
課

道
路

位
置

指
定

申
請

 S
4
9
-
1
1
7
 ｶ

ﾗ
ｰ

部
は

ｶ
ﾗ
ｰ

で
開

示
(一

部
請

求
拒

否
)

2
号

　
個

人
情

報
3
/
5

3
/
6

1
1
4
1

3
/
5

平
成

2
7
年

2
月

2
5
日

開
札

上
下

水
道

局
 水

道
整

備
課

発
注

南
部

送
水

場
調

整
池

築
造

工
事

上
記

の
金

入
設

計
書

の
開

示
を

お
願

い
致

し
ま

す
。

上
下

水
道

局
水

道
整

備
課

･南
部

送
水

場
調

整
池

築
造

工
事

上
記

の
金

額
入

り
工

事
内

訳
書

開
示

3
/
9

3
/
1
2

1
1
4
2

3
/
5

理
美

容
の

開
設

届
を

提
出

さ
れ

た
店

舗
の

情
報

開
示

を
申

請
い

た
し

ま
す

。
項

目
:店

舗
名

･住
所

･電
話

番
号

･申
請

者
名

期
間

:2
0
1
5
年

2
月

5
日

よ
り

2
0
1
5
年

3
月

5
日

健
康

福
祉

子
ど

も
局

生
活

衛
生

課

平
成

2
7
年

2
月

5
日

か
ら

同
年

3
月

5
日

ま
で

の
間

、
熊

本
市

内
に

お
い

て
新

規
確

認
し

た
理

容
所

、
美

容
所

の
一

覧
項

目
; 
施

設
の

名
称

、
所

在
地

、
電

話
番

号
、

開
設

者
の

氏
名

･名
称

、
役

職
、

代
表

者
氏

名

開
示

3
/
1
0

3
/
1
2

1
1
4
3

3
/
5

飲
食

店
の

新
規

検
査

の
申

請
を

行
っ

た
店

舗
の

情
報

開
示

を
申

請
い

た
し

ま
す

。
た

だ
し

、
移

動
販

売
･臨

時
営

業
･仮

設
営

業
･自

動
販

売
機

を
除

く
。

項
目

:屋
号

･営
業

所
在

地
･申

請
者

名
･営

業
電

話
番

号 期
間

:2
0
1
5
年

2
月

5
日

よ
り

2
0
1
5
年

3
月

5
日

健
康

福
祉

子
ど

も
局

食
品

保
健

課

平
成

2
7
年

2
月

5
日

～
平

成
2
7
年

3
月

5
日

ま
で

の
間

に
、

熊
本

市
内

に
お

い
て

新
規

に
申

請
を

行
っ

た
飲

食
店

一
覧

(移
動

販
売

、
臨

時
営

業
、

仮
設

営
業

、
自

動
販

売
機

を
除

く
)計

9
3
件

項
目

:屋
号

、
営

業
所

在
地

、
申

請
者

名
、

営
業

電
話

番
号

※
 開

示
情

報
取

り
出

し
日

時
:平

成
2
7
年

3
月

9
日

1
4
:0

0

開
示

3
/
9

3
/
1
2

1
1
4
4

3
/
5

道
路

位
置

指
定

 H
1
9
-
0
3
8
(指

定
番

号
)

P
.1

～
4

(ﾍ
ﾟｰ

ｼ
ﾞ数

)
ｶ
ﾗ
ｰ

は
ｶ
ﾗ
ｰ

で

都
市

建
設

局
建

築
指

導
課

道
路

位
置

指
定

 H
1
9
-
0
3
8
(指

定
番

号
)R

.1
～

4
(ﾍ

ﾟｰ
ｼ

ﾞ数
)

ｶ
ﾗ
ｰ

は
ｶ
ﾗ
ｰ

で
開

示
3
/
9

3
/
1
0

1
1
4
5

3
/
6

桜
町

地
区

第
1
種

市
街

地
再

開
発

事
業

縦
覧

図
書

の
全

部
※

ｶ
ﾗ
ｰ

の
も

の
は

、
ｶ
ﾗ
ｰ

で
希

望

都
市

建
設

局
都

心
活

性
推

進
課

桜
町

地
区

第
一

種
市

街
地

再
開

発
事

業
縦

覧
図

書
の

全
部

※
ｶ
ﾗ
ｰ

の
も

の
は

ｶ
ﾗ
ｰ

で
希

望
開

示
3
/
1
0

3
/
1
0

1
1
4
6

3
/
6

道
路

の
判

定
0
3
年

第
2
8
1
号

　
〃

　
第

2
7
9
号

ｶ
ﾗ
ｰ

の
も

の
は

ｶ
ﾗ
ｰ

で

都
市

建
設

局
建

築
指

導
課

道
路

の
判

定
 0

3
年

第
2
8
1
号

 0
3
年

第
2
7
9
号

ｶ
ﾗ
ｰ

の
も

の
は

ｶ
ﾗ
ｰ

で
開

示
3
/
9

3
/
1
3

1
1
4
7

3
/
9

○
○

産
科

/
婦

人
科

も
し

く
は

産
科

婦
人

科
○

○
ｸ
ﾘﾆ

ｯ
ｸ
の

廃
院

届
出

日
、

正
式

名
称

;所
在

地
に

つ
い

て
。

健
康

福
祉

子
ど

も
局

医
療

政
策

課

○
○

産
科

/
婦

人
科

に
係

る
以

下
の

情
報

廃
院

届
出

日
、

正
式

名
称

、
所

在
地

開
示

(一
部

請
求

拒
否

)
3
号

　
法

人
等

情
報

3
/
1
9

3
/
2
7

郵
送

1
1
4
8

3
/
9

平
成

2
6
年

度
田

迎
小

学
校

代
1
3
-
1
,2

,4
棟

校
舎

屋
上

防
水

改
修

工
事 金

入
設

計
書

教
育

委
員

会
事

務
局

施
設

課

平
成

2
6
年

度
田

迎
小

学
校

1
3
-
1
,2

,4
棟

校
舎

屋
上

防
水

改
修

工
事

金
入

設
計

書
開

示
3
/
1
3

3
/
1
8

-321-



受
付

番
号

受
付

日
請

求
す

る
文

書
の

件
名

所
管

課
期

限
延

長
決

定
文

書
の

件
名

決
定

内
容

不
開

示
理

由
開

示
等

決
定

日
開

示
日

1
1
4
9

3
/
9

道
路

位
置

指
定

S
5
6
-
0
5
4
-
0
1

S
5
6
-
0
5
4
-
0
2

S
5
6
-
0
5
4
-
0
3

S
5
6
-
0
5
4
-
0
4

ｶ
ﾗ
ｰ

希
望

都
市

建
設

局
建

築
指

導
課

道
路

位
置

指
定

S
5
6
-
0
5
4
-
0
1
 S

5
6
-
0
5
4
-
0
2
 S

5
6
-
0
5
4
-
0
3
 S

5
6
-

0
5
4
-
0
4

ｶ
ﾗ
ｰ

希
望

開
示

(一
部

請
求

拒
否

)
2
号

　
個

人
情

報
3
/
1
0

3
/
1
2

1
1
5
0

3
/
1
0

工
事

名
鹿

児
島

本
線

側
道

1
0
号

線
外

1
線

道
路

改
築

工
事

金
入

設
計

書

都
市

建
設

局
熊

本
駅

周
辺

整
備

事
務

所

工
事

名
 鹿

児
島

本
線

側
道

1
0
号

線
外

1
線

道
路

改
築

工
事

金
入

設
計

書
開

示
3
/
1
3

3
/
2
4

1
1
5
1

3
/
1
1

桜
町

地
区

第
1
種

市
街

地
再

開
発

事
業

縦
覧

図
書

全
部 ｶ
ﾗ
ｰ

の
も

の
は

、
ｶ
ﾗ
ｰ

で
希

望

都
市

建
設

局
都

心
活

性
推

進
課

桜
町

地
区

第
一

種
市

街
地

再
開

発
事

業
縦

覧
図

書
全

部
※

ｶ
ﾗ
ｰ

の
も

の
は

ｶ
ﾗ
ｰ

で
希

望
開

示
3
/
1
2

3
/
1
3

1
1
5
2

3
/
1
1

○
○

○
○

大
規

模
小

売
店

舗
立

地
法

届
出

書
一

式
(添

付
書

類
を

含
む

、
大

規
模

小
売

店
舗

立
地

法
施

行
後

に
熊

本
市

に
届

け
出

ら
れ

て
い

る
も

の
全

て
)

※
郵

送
費

込
の

代
金

を
前

も
っ

て
お

教
え

頂
き

ま
す

よ
う

お
願

い
い

た
し

ま
す

農
水

商
工

局
商

工
振

興
課

大
規

模
小

売
店

舗
立

地
法

施
行

後
に

お
け

る
以

下
の

店
舗

の
届

出
書

一
式

大
規

模
小

売
店

舗
の

名
称

及
び

所
在

地
○

○
熊

本
市

東
区

新
外

2
丁

目
○

○
番

○
  
外

開
示

(一
部

請
求

拒
否

)

2
号

　
個

人
情

報
3
号

　
法

人
等

情
報

3
/
1
8

3
/
2
0

郵
送

1
1
5
3

3
/
1
1

亀
井

水
源

地
～

立
田

山
排

水
池

φ
5
0
0
粍

送
水

管
布

設
替

他
2
件

工
事

(1
工

区
)金

額
入

り
設

計
書

上
下

水
道

局
水

道
整

備
課

･亀
井

水
源

地
～

立
田

山
配

水
池

φ
5
0
0
粍

送
水

管
布

設
替

他
2
件

工
事

(1
工

区
)

上
記

の
金

額
入

り
工

事
設

計
書

開
示

3
/
1
7

3
/
1
7

1
1
5
4

3
/
1
2

平
成

2
6
年

7
月

1
6
日

開
札

上
下

水
道

局
 下

水
道

整
備

課
都

市
計

画
事

業
 西

部
汚

水
2
2
号

幹
線

及
び

枝
線

下
水

道
築

造
工

事
(9

3
1
工

区
)

上
記

の
設

計
変

更
後

の
金

入
設

計
書

の
開

示
を

お
願

い
致

し
ま

す
。

上
下

水
道

局
下

水
道

整
備

課

市
計

画
事

業
西

部
汚

水
2
2
号

幹
線

及
び

枝
線

下
水

道
築

造
工

事
(9

3
1
工

区
)の

金
入

変
更

設
計

書
開

示
3
/
1
7

3
/
2
5

1
1
5
5

3
/
1
2

大
規

模
行

為
届

出
書

の
様

式
第

3
号

(平
成

2
6
年

1
2
月

1
1
日

～
平

成
2
7
年

1
月

1
0
日

届
出

分
)。

※
建

築
物

に
限

る

都
市

建
設

局
開

発
景

観
課

大
規

模
行

為
届

出
書

の
様

式
第

3
号

(平
成

2
6
年

1
2
月

1
1
日

～
平

成
2
7
年

1
月

1
0
日

届
出

分
) 
(建

築
物

に
限

る
)

開
示

(一
部

請
求

拒
否

)
2
号

　
個

人
情

報
3
/
1
9

3
/
2
3

1
1
5
6

3
/
1
3

熊
本

市
か

ら
産

業
廃

棄
物

収
集

運
搬

業
の

許
可

を
得

て
い

た
有

限
会

社
○

○
の

当
該

許
可

の
取

得
に

係
る

全
て

の
文

書
(○

○
か

ら
提

出
さ

れ
た

申
請

書
等

)

環
境

局
ご

み
減

量
推

進
課 事

業
ご

み
対

策
室

熊
本

市
か

ら
産

業
廃

棄
物

収
集

運
搬

業
の

許
可

を
得

て
い

た
有

限
会

社
○

○
の

当
該

許
可

の
取

得
に

係
る

全
て

の
文

書
(○

○
か

ら
提

出
さ

れ
た

申
請

書
等

)
不

存
在

第
1
1
条

　
第

2
項

3
/
1
7

1
1
5
7

3
/
1
3

平
成

2
7
年

3
月

4
日

開
札

上
下

水
道

局
 水

道
整

備
課

南
区

富
合

町
平

原
6
5
0
番

地
付

近
φ

1
0
0
･7

5
･5

0
粍

配
水

管
布

設
他

1
工

事
上

記
の

金
入

設
計

書
の

開
示

を
お

願
い

致
し

ま
す

。

上
下

水
道

局
水

道
整

備
課

･南
区

富
合

町
平

原
6
5
0
番

地
付

近
φ

1
0
0
･7

5
･5

0
粍

配
水

管
布

設
他

1
件

工
事

上
記

の
金

額
入

り
工

事
設

計
書

開
示

3
/
1
8

3
/
2
5
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受
付

番
号

受
付

日
請

求
す

る
文

書
の

件
名

所
管

課
期

限
延

長
決

定
文

書
の

件
名

決
定

内
容

不
開

示
理

由
開

示
等

決
定

日
開

示
日

1
1
5
8

3
/
1
6

熊
本

市
八

王
寺

に
あ

っ
た

○
○

内
科

医
院

廃
院

年
月

日
所

在
地

ｶ
ﾙ

ﾃ
の

引
継

ぎ
先

正
式

名
称

に
つ

い
て

。

健
康

福
祉

子
ど

も
局

医
療

政
策

課

○
○

内
科

医
院

に
係

る
以

下
の

情
報

廃
院

年
月

日
、

所
在

地
、

正
式

名
称

開
示

(一
部

請
求

拒
否

)
3
号

　
法

人
等

情
報

3
/
2
4

3
/
2
7

郵
送

○
○

内
科

医
院

に
係

る
以

下
の

情
報

ｶ
ﾙ

ﾃ
の

引
継

ぎ
先

不
存

在
第

1
1
条

　
第

2
項

3
/
2
4

1
1
5
9

3
/
1
6

･平
成

2
6
年

7
月

2
日

開
札

北
部

土
木

ｾ
ﾝ
ﾀ
ｰ

 工
務

課
一

般
県

道
 花

園
ｲ
ﾝ
ﾀ
ｰ

線
池

亀
地

区
道

路
改

良
及

び
調

整
池

築
造

工
事

上
記

の
設

計
変

更
後

の
金

入
設

計
書

の
開

示
を

お
願

い
致

し
ま

す
。

都
市

建
設

局
北

部
土

木
ｾ

ﾝ
ﾀ
ｰ

工
務

課

･一
般

県
道

花
園

ｲ
ﾝ
ﾀ
ｰ

線
池

亀
地

区
道

路
改

良
及

び
調

整
池

築
造

工
事

(設
計

変
更

後
の

金
入

設
計

書
)

開
示

3
/
2
7

3
/
3
0

1
1
6
0

3
/
1
6

都
市

計
画

道
路

新
町

戸
坂

線
構

造
物

撤
去

工
事

(変
更

)の
金

入
り

設
計

書
3
月

1
3
日

契
約

都
市

建
設

局
熊

本
駅

周
辺

整
備

事
務

所
鉄

道
高

架
関

連
整

備
室

(H
2
6
)都

市
計

画
道

路
新

町
戸

坂
線

構
造

物
撤

去
工

事
(変

更
)の

金
入

り
設

計
書

3
月

1
3
日

契
約

開
示

3
/
1
7

3
/
2
3

1
1
6
1

3
/
1
6

道
等

の
判

定
判

定
番

号
 H

1
7
 0

5
-
5
6
7

H
2
2
 1

0
-
3
7
7

H
2
2
 1

0
-
2
8
4

ｶ
ﾗ
ｰ

希
望

都
市

建
設

局
建

築
指

導
課

道
等

の
判

定
判

定
番

号
 H

1
7
 0

5
-
5
6
7
 H

2
2
 1

0
-
3
7
7
 H

2
2

1
0
-
2
8
4

ｶ
ﾗ
ｰ

希
望

開
示

(一
部

請
求

拒
否

)
2
号

　
個

人
情

報
3
/
1
9

3
/
2
0

1
1
6
2

3
/
1
7

美
容

所
開

業
許

可
書

一
覧

平
成

2
6
年

9
月

1
1
日

～
平

成
2
7
年

3
月

1
6
日

･項
目

施
設

名
称

、
所

在
地

、
電

話
番

号
開

設
者

の
氏

名
、

名
称

、
代

表
者

氏
名

、
役

職
届

出
受

付
日

、
開

設
確

認
日

健
康

福
祉

子
ど

も
局

生
活

衛
生

課

平
成

2
6
年

9
月

1
1
日

～
平

成
2
7
年

3
月

1
6
日

ま
で

の
期

間
中

、
熊

本
市

内
に

お
い

て
新

規
確

認
し

た
美

容
所

の
一

覧
項

目
; 
施

設
の

名
称

、
所

在
地

、
電

話
番

号
、

開
設

者
の

氏
名

･名
称

、
代

表
者

氏
名

･役
職

、
届

出
受

付
日

、
開

設
確

認
日

開
示

3
/
1
9

3
/
2
3

1
1
6
3

3
/
1
7

飲
食

店
営

業
許

可
書

一
覧

平
成

2
7
年

1
月

1
9
日

～
平

成
2
7
年

3
月

1
6
日

新
規

(更
新

除
く

)
･仮

設
、

移
動

販
売

、
自

動
販

売
機

、
ｺ
ﾝ
ﾋ
ﾞﾆ

除
く

･項
目

店
舗

名
、

住
所

、
申

請
者

名
、

電
話

番
号

、
申

請
年

月
日

、
許

可
年

月
日

健
康

福
祉

子
ど

も
局

食
品

保
健

課

平
成

2
7
年

1
月

1
9
日

～
平

成
2
7
年

3
月

1
6
日

ま
で

の
間

に
、

熊
本

市
内

に
お

い
て

新
規

に
営

業
許

可
を

受
け

た
飲

食
店

一
覧

(仮
設

、
移

動
販

売
、

自
動

販
売

機
、

ｺ
ﾝ
ﾋ
ﾞﾆ

を
除

く
)

計
1
7
4
件

項
目

:店
舗

名
、

住
所

、
申

請
者

名
、

電
話

番
号

、
申

請
年

月
日

、
許

可
年

月
日

※
 開

示
情

報
取

り
出

し
日

時
:平

成
2
7
年

3
月

1
8

日
 1

1
:2

0

開
示

3
/
1
9

3
/
2
3

1
1
6
4

3
/
1
7

道
路

判
定

台
帳

平
成

1
1
年

度
 9

9
-
3
5
0
～

0
1
～

1
0
 1

0
件

ｶ
ﾗ
ｰ

希
望

都
市

建
設

局
建

築
指

導
課

道
路

判
定

台
帳

平
成

1
1
年

度
 9

9
-
3
5
0
-
0
1
～

1
0
 1

0
件

 ｶ
ﾗ
ｰ

希
望

開
示

(一
部

請
求

拒
否

)
2
号

　
個

人
情

報
3
/
1
8

3
/
1
8
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受
付

番
号

受
付

日
請

求
す

る
文

書
の

件
名

所
管

課
期

限
延

長
決

定
文

書
の

件
名

決
定

内
容

不
開

示
理

由
開

示
等

決
定

日
開

示
日

1
1
6
5

3
/
1
7

松
尾

1
丁

目
街

区
番

号
追

加
分

(平
成

2
7
年

3
月

1
2
日

実
施

)
住

居
表

示
台

帳

企
画

振
興

局
区

政
推

進
課

松
尾

1
丁

目
街

区
番

号
追

加
分

(平
成

2
7
年

3
月

1
2

日
実

施
)

住
居

表
示

台
帳

開
示

(一
部

請
求

拒
否

)
2
号

　
個

人
情

報
3
/
2
3

3
/
2
7

1
1
6
6

3
/
1
7

平
成

2
7
年

3
月

1
0
日

供
用

開
始

花
立

1
丁

目
佐

土
原

1
丁

目
第

1
号

線
の

道
路

平
面

図
(ｶ

ﾗ
ｰ

を
希

望
)

都
市

建
設

局
東

部
土

木
ｾ

ﾝ
ﾀ
ｰ

工
務

課

花
立

1
丁

目
佐

土
原

1
丁

目
第

1
号

線
の

道
路

平
面

図
開

示
3
/
2
4

3
/
2
7

1
1
6
7

3
/
1
7

子
飼

橋
の

立
面

図
(P

D
F
ﾃ

ﾞｰ
ﾀ
で

の
交

付
を

希
望

)
東

部
土

木
ｾ

ﾝ
ﾀ
ｰ

工
務

課
様

と
事

前
打

ち
合

わ
せ

済
み

都
市

建
設

局
東

部
土

木
ｾ

ﾝ
ﾀ
ｰ

工
務

課

子
飼

橋
の

立
面

図
(P

D
F
ﾃ

ﾞｰ
ﾀ
で

の
交

付
を

希
望

)
※

図
面

に
標

記
さ

れ
て

い
る

標
高

は
、

河
川

管
理

者
に

よ
る

量
水

標
等

の
標

高
と

は
一

致
し

ま
せ

ん
。

開
示

3
/
2
3

3
/
3
0

郵
送

1
1
6
8

3
/
1
7

道
路

位
置

指
定

指
定

番
号

H
1
9
-
0
3
8
,H

2
4
-
0
3
3

復
元

協
議

書
(あ

れ
ば

)
ｶ
ﾗ
ｰ

希
望

都
市

建
設

局
建

築
指

導
課

道
路

位
置

指
定

指
定

番
号

 H
1
9
-
0
3
8
 H

2
4
-
0
3
3
 復

元
協

議
書

(あ
れ

ば
)

ｶ
ﾗ
ｰ

希
望

開
示

3
/
1
8

3
/
1
8

1
1
6
9

3
/
1
7

平
成

2
4
年

1
2
月

5
日

開
札

水
道

整
備

課
県

道
 田

迎
木

原
線

(榎
津

配
水

場
付

近
)φ

2
0
0
粍

配
水

管
布

設
工

事
上

記
の

当
初

の
金

入
設

計
書

の
開

示
を

お
願

い
致

し
ま

す
。

上
下

水
道

局
水

道
整

備
課

平
成

2
4
年

1
2
月

5
日

開
札

･県
道

田
迎

木
原

線
(榎

津
配

水
場

付
近

)φ
2
0
0

粍
配

水
管

布
設

工
事

上
記

の
金

入
設

計
書

開
示

3
/
2
0

3
/
2
5

1
1
7
0

3
/
1
7

平
成

2
6
年

7
月

1
6
日

開
札

下
水

道
整

備
課

都
市

建
設

事
業

 西
部

汚
水

2
2
号

幹
線

枝
線

及
び

枝
線

下
水

道
築

造
工

事
(9

3
2
工

区
)

上
記

の
設

計
変

更
後

の
金

入
設

計
書

の
開

示
を

お
願

い
致

し
ま

す
。

上
下

水
道

局
下

水
道

整
備

課

都
市

計
画

事
業

西
部

汚
水

2
2
号

幹
線

及
び

枝
線

下
水

道
築

造
工

事
(9

3
2
工

区
)の

設
計

変
更

後
の

金
入

設
計

書
開

示
3
/
2
0

3
/
2
5

1
1
7
1

3
/
1
7

平
成

2
6
年

8
月

6
日

開
札

西
部

土
木

ｾ
ﾝ
ﾀ
ｰ

 工
務

課
主

要
地

方
道

 宇
土

甲
佐

線
(木

原
工

区
)交

差
点

改
良

工
事

上
記

の
設

計
変

更
後

の
金

入
設

計
書

の
開

示
を

お
願

い
致

し
ま

す
。

都
市

建
設

局
西

部
土

木
ｾ

ﾝ
ﾀ
ｰ

工
務

課

主
要

地
方

道
宇

土
甲

佐
線

(木
原

工
区

)交
差

点
改

良
工

事
設

計
変

更
後

の
金

入
設

計
書

開
示

3
/
2
0

3
/
2
5

1
1
7
2

3
/
1
7

【
都

市
計

画
事

業
 東

部
汚

水
1
号

幹
線

枝
線

外
枝

線
下

水
道

築
造

工
事

(9
3
5
工

区
)】

の
金

入
り

設
計

書
上

下
水

道
局

下
水

道
整

備
課

都
市

計
画

事
業

 東
部

汚
水

1
号

幹
線

枝
線

外
枝

線
下

水
道

築
造

工
事

(9
3
5
工

区
)の

金
入

り
変

更
工

事
設

計
書

開
示

3
/
2
0

4
/
3

1
1
7
3

3
/
1
8

主
要

地
方

道
 宇

土
甲

佐
線

(木
原

第
一

工
区

)交
差

点
改

良
工

事
の

金
入

設
計

書

都
市

建
設

局
西

部
土

木
ｾ

ﾝ
ﾀ
ｰ

工
務

課

主
要

地
方

道
宇

土
甲

佐
線

(木
原

第
一

工
区

)交
差

点
改

良
工

事
金

入
設

計
書

開
示

3
/
2
0

3
/
2
4
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受
付

番
号

受
付

日
請

求
す

る
文

書
の

件
名

所
管

課
期

限
延

長
決

定
文

書
の

件
名

決
定

内
容

不
開

示
理

由
開

示
等

決
定

日
開

示
日

1
1
7
4

3
/
1
8

道
路

位
置

指
定

指
定

番
号

 S
5
1
-
1
0
6

0
1
JP

G
～

0
4
JP

G
ｶ
ﾗ
ｰ

希
望

都
市

建
設

局
建

築
指

導
課

道
路

位
置

指
定

 指
定

番
号

 S
5
1
-
1
0
6
 0

1
JP

G
～

0
4
JP

G
 ｶ

ﾗ
ｰ

希
望

開
示

(一
部

請
求

拒
否

)
2
号

　
個

人
情

報
3
/
1
9

3
/
1
9

1
1
7
5

3
/
1
8

工
事

番
号

:平
成

2
2
年

度
 単

橋
補

(道
)第

1
2
3
5
-
1
-
1
0
1

号 工
事

名
:益

城
菊

陽
線

単
県

橋
梁

補
修

(地
道

債
)(
弓

削
橋

高
欄

補
修

)工
事

上
記

の
工

事
の

変
更

後
の

金
入

り
設

計
書

を
開

示
請

求
致

し
ま

す
。

都
市

建
設

局
北

部
土

木
ｾ

ﾝ
ﾀ
ｰ

維
持

課

工
事

番
号

:平
成

2
2
年

度
 単

橋
補

(道
)第

1
2
3
5
-

1
-
1
0
1
号

工
事

名
:益

城
菊

陽
線

単
県

橋
梁

補
修

(地
道

債
)(
弓

削
橋

高
欄

補
修

)工
事

上
記

の
工

事
の

変
更

後
の

金
入

り
設

計
書

開
示

3
/
2
6

3
/
2
7

1
1
7
6

3
/
1
8

･飲
食

店
営

業
許

可
台

帳
一

覧
(最

新
の

も
の

)
①

営
業

店
名

②
営

業
所

所
在

地
③

申
請

者
名

(個
人

、
法

人
)

代
表

者
名

(法
人

の
場

合
)

申
請

者
肩

書
(法

人
の

場
合

)
④

営
業

所
電

話
番

号
⑤

業
種

⑥
営

業
許

可
番

号
⑦

営
業

許
可

年
月

日
、

営
業

初
回

許
可

年
月

日
を

記
し

た
一

覧
表

。
た

だ
し

移
動

販
売

･臨
時

営
業

･仮
設

営
業

･自
動

販
売

機
を

除
く

。

健
康

福
祉

子
ど

も
局

食
品

保
健

課

飲
食

店
営

業
許

可
台

帳
一

覧
(最

新
の

も
の

)
但

し
、

移
動

販
売

･臨
時

営
業

･仮
設

営
業

･自
動

販
売

機
を

除
く

。
計

 8
,0

4
1
件

項
目

:営
業

店
名

･営
業

所
所

在
地

･申
請

者
名

(個
人

･法
人

)、
代

表
者

名
(法

人
の

場
合

)、
申

請
者

肩
書

(法
人

の
場

合
)･

営
業

所
電

話
番

号
･業

種
･営

業
許

可
番

号
･営

業
許

可
年

月
日

、
営

業
初

回
許

可
年

月
日

※
開

示
情

報
取

り
出

し
日

:平
成

2
7
年

3
月

2
3
日

午
前

1
0
時

開
示

3
/
2
5

1
1
7
7

3
/
1
8

熊
本

市
中

央
区

紺
屋

今
町

○
番

地
○

に
建

つ
ﾎ
ﾃ

ﾙ
(○

○
)解

体
に

伴
う

平
面

図
、

立
面

図
、

断
面

図
を

ｺ
ﾋ
ﾟｰ

お
願

い
致

し
ま

す
。

消
防

局
総

務
課

熊
本

市
中

央
区

紺
屋

今
町

○
番

地
○

ﾎ
ﾃ

ﾙ
○

○
 平

面
図

･立
面

図
開

示
3
/
3
0

4
/
3

熊
本

市
中

央
区

紺
屋

今
町

○
番

地
○

ﾎ
ﾃ

ﾙ
○

○
 断

面
図

不
存

在
第

1
1
条

　
第

2
項

3
/
3
0

1
1
7
8

3
/
1
8

平
成

2
7
年

2
月

1
日

～
平

成
2
7
年

2
月

末
日

ま
で

の
間

に
、

熊
本

市
内

に
お

い
て

新
規

に
営

業
許

可
を

受
け

た
飲

食
店

一
覧

(移
動

販
売

、
臨

時
営

業
、

仮
設

営
業

及
び

自
動

販
売

機
を

除
く

)
項

目
、

屋
号

、
営

業
所

所
在

地
、

申
請

者
名

、
営

業
所

電
話

番
号

、
業

種

健
康

福
祉

子
ど

も
局

食
品

保
健

課

平
成

2
7
年

2
月

1
日

～
平

成
2
7
年

2
月

2
8
日

ま
で

の
間

に
、

熊
本

市
内

に
お

い
て

新
規

に
営

業
許

可
を

受
け

た
飲

食
店

一
覧

(移
動

販
売

、
臨

時
営

業
、

仮
設

営
業

及
び

自
動

販
売

機
を

除
く

)計
9
9
件

項
目

:屋
号

、
営

業
所

在
地

、
申

請
者

名
、

営
業

所
電

話
番

号
、

業
種

※
 開

示
情

報
取

り
出

し
日

時
:平

成
2
7
年

3
月

2
0

日
 1

3
:0

0

開
示

3
/
2
0

3
/
2
3
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受
付

番
号

受
付

日
請

求
す

る
文

書
の

件
名

所
管

課
期

限
延

長
決

定
文

書
の

件
名

決
定

内
容

不
開

示
理

由
開

示
等

決
定

日
開

示
日

1
1
7
9

3
/
1
9

市
道

花
園

7
丁

目
第

1
2
3
号

線
仮

橋
保

守
点

検
工

事
北

部
土

木
ｾ

ﾝ
ﾀ
ｰ

 工
務

課
･工

期
:平

成
2
4
年

4
月

1
日

～
平

成
2
5
年

3
月

3
1
日

･工
期

:平
成

2
5
年

4
月

1
日

～
平

成
2
6
年

3
月

3
1
日

･工
期

:平
成

2
6
年

4
月

1
日

～
平

成
2
7
年

3
月

3
1
日

上
記

3
件

の
金

入
設

計
書

の
開

示
を

お
願

い
致

し
ま

す
。

都
市

建
設

局
北

部
土

木
ｾ

ﾝ
ﾀ
ｰ

工
務

課

市
道

花
園

7
丁

目
第

3
4
号

線
仮

橋
保

守
点

検
工

事 ･工
期

:平
成

2
4
年

4
月

1
日

～
平

成
2
5
年

3
月

3
1
日

市
道

花
園

7
丁

目
第

1
2
3
号

線
仮

橋
保

守
点

検
工

事 ･工
期

:平
成

2
5
年

4
月

1
日

～
平

成
2
6
年

3
月

3
1
日

･工
期

:平
成

2
6
年

4
月

1
日

～
平

成
2
7
年

3
月

3
1
日

金
入

設
計

書

開
示

3
/
2
4

3
/
2
7

1
1
8
0

3
/
1
9

道
路

位
置

指
定

S
5
1
-
1
3
2

ｶ
ﾗ
ｰ

の
部

分
は

ｶ
ﾗ
ｰ

で

都
市

建
設

局
建

築
指

導
課

道
路

位
置

指
定

書
 S

5
1
-
1
3
2
 ｶ

ﾗ
ｰ

の
部

分
は

ｶ
ﾗ
ｰ

で
開

示
(一

部
請

求
拒

否
)

2
号

　
個

人
情

報
3
/
1
9

4
/
7

1
1
8
1

3
/
1
9

●
平

成
2
7
年

3
月

1
1
日

開
札

◎
北

部
土

木
ｾ

ﾝ
ﾀ
ｰ

 工
務

課
･一

般
県

道
 花

園
ｲ
ﾝ
ﾀ
ｰ

線
池

亀
地

区
道

路
改

良
工

事
･一

般
県

道
 花

園
ｲ
ﾝ
ﾀ
ｰ

線
花

園
地

区
道

路
改

良
工

事
･一

般
県

道
 花

園
ｲ
ﾝ
ﾀ
ｰ

線
外

1
路

線
花

園
北

地
区

道
路

改
良

工
事

上
記

3
件

の
金

入
り

設
計

書
の

開
示

を
お

願
い

し
ま

す
。

都
市

建
設

局
北

部
土

木
ｾ

ﾝ
ﾀ
ｰ

工
務

課

･一
般

県
道

 花
園

ｲ
ﾝ
ﾀ
ｰ

線
池

亀
地

区
道

路
改

良
工

事
･一

般
県

道
 花

園
ｲ
ﾝ
ﾀ
ｰ

線
花

園
地

区
道

路
改

良
工

事
･一

般
県

道
 花

園
ｲ
ﾝ
ﾀ
ｰ

線
外

1
路

線
花

園
北

地
区

道
路

改
良

工
事

金
入

設
計

書

開
示

3
/
2
4

3
/
2
5

1
1
8
2

3
/
1
9

●
平

成
2
7
年

3
月

1
1
日

開
札

◎
東

部
土

木
ｾ

ﾝ
ﾀ
ｰ

 維
持

課
･主

要
地

方
道

 熊
本

益
城

大
津

線
(健

軍
工

区
)舗

装
補

修
工

事
(そ

の
3
)

･市
道

 八
王

寺
町

第
2
2
号

線
舗

装
打

換
工

事
所

記
2
件

の
金

入
り

設
計

書
の

開
示

を
お

願
い

し
ま

す
。

都
市

建
設

局
東

部
土

木
ｾ

ﾝ
ﾀ
ｰ

維
持

課

･主
要

地
方

道
 熊

本
益

城
大

津
線

(健
軍

工
区

)舗
装

補
修

工
事

(そ
の

3
)(
金

入
設

計
書

)
･市

道
 八

王
寺

町
第

2
2
号

線
舗

装
打

換
工

事
(金

入
設

計
書

)
開

示
3
/
2
3

3
/
2
5

1
1
8
3

3
/
1
9

●
平

成
2
7
年

3
月

1
1
日

開
札

◎
北

部
土

木
ｾ

ﾝ
ﾀ
ｰ

 維
持

課
･市

道
 池

田
2
丁

目
3
丁

目
第

1
号

線
舗

装
打

換
工

事
上

記
1
件

の
金

入
り

設
計

書
の

開
示

を
お

願
い

し
ま

す
。

都
市

建
設

局
北

部
土

木
ｾ

ﾝ
ﾀ
ｰ

維
持

課

平
成

2
7
年

3
月

1
1
日

開
札

市
道

 池
田

2
丁

目
3
丁

目
第

1
号

線
舗

装
打

換
工

事
の

金
入

設
計

書
。

科
目

内
訳

、
施

工
内

訳
開

示
3
/
2
6

3
/
3
0

1
1
8
4

3
/
1
9

●
平

成
2
7
年

3
月

1
1
日

開
札

◎
熊

本
駅

周
辺

整
備

事
務

所
･都

市
計

画
道

路
 上

熊
本

法
成

寺
船

舗
装

工
事

(そ
の

1
)

上
記

1
件

の
金

入
り

設
計

書
の

開
示

を
お

願
い

し
ま

す
。

都
市

建
設

局
熊

本
駅

周
辺

整
備

事
務

所
鉄

道
高

架
関

連
整

備
室

(H
2
6
)都

市
計

画
道

路
上

熊
本

法
成

寺
線

舗
装

工
事

(そ
の

1
)の

金
入

設
計

書

開
示

3
/
2
5

3
/
3
0
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受
付

番
号

受
付

日
請

求
す

る
文

書
の

件
名

所
管

課
期

限
延

長
決

定
文

書
の

件
名

決
定

内
容

不
開

示
理

由
開

示
等

決
定

日
開

示
日

1
1
8
5

3
/
1
9

平
成

2
7
年

9
月

1
1
日

開
札

北
部

土
木

ｾ
ﾝ
ﾀ
ｰ

 植
木

地
域

整
備

室
市

道
 植

木
～

古
閑

線
道

路
改

良
工

事
上

記
の

設
計

変
更

後
の

金
入

設
計

書
の

開
示

を
お

願
い

し
ま

す
。

都
市

建
設

局
北

部
土

木
ｾ

ﾝ
ﾀ
ｰ

植
木

地
域

整
備

室

市
道

 植
木

～
古

閑
線

道
路

改
良

工
事

金
額

入
り

設
計

書
(設

計
変

更
後

)
開

示
3
/
2
5

3
/
2
7

1
1
8
6

3
/
2
0

建
設

局
 東

部
土

木
ｾ

ﾝ
ﾀ
ｰ

発
注

｢城
南

総
合

ｽ
ﾎ
ﾟｰ

ﾂ
ｾ

ﾝ
ﾀ
ｰ

(仮
称

)ｸ
ﾞﾗ

ｳ
ﾝ
ﾄﾞ

整
備

及
び

駐
車

場
等

工
事

｣の
金

入
設

計
書

(当
初

･変
更

共
)

※
対

価
表

は
不

要
(設

計
書

の
部

分
の

み
)

都
市

建
設

局
東

部
土

木
ｾ

ﾝ
ﾀ
ｰ

維
持

課

城
南

総
合

ｽ
ﾎ
ﾟｰ

ﾂ
ｾ

ﾝ
ﾀ
ｰ

(仮
称

)ｸ
ﾞﾗ

ﾝ
ﾄﾞ

整
備

及
び

駐
車

場
整

備
等

工
事

当
初

及
び

変
更

金
入

設
計

書
(科

目
内

訳
表

、
施

工
内

訳
表

を
除

く
)

開
示

3
/
2
4

3
/
2
5

1
1
8
7

3
/
2
0

理
美

容
の

開
設

届
を

提
出

さ
れ

た
店

舗
の

情
報

開
示

を
申

請
い

た
し

ま
す

。
項

目
:店

舗
名

･住
所

･電
話

番
号

･申
請

者
名

期
間

:2
0
1
5
年

3
月

6
日

よ
り

2
0
1
5
年

3
月

2
0
日

健
康

福
祉

子
ど

も
局

生
活

衛
生

課

平
成

2
7
年

3
月

6
日

か
ら

同
年

3
月

2
0
日

ま
で

の
間

、
熊

本
市

内
に

お
い

て
新

規
確

認
し

た
理

容
所

、
美

容
所

の
一

覧
項

目
; 
施

設
の

名
称

、
所

在
地

、
電

話
番

号
、

開
設

者
の

氏
名

･名
称

、
役

職
、

代
表

者
氏

名

開
示

3
/
2
4

3
/
2
7

1
1
8
8

3
/
2
0

飲
食

店
の

新
規

検
査

の
申

請
を

行
っ

た
店

舗
の

情
報

開
示

を
申

請
い

た
し

ま
す

。
た

だ
し

、
移

動
販

売
･臨

時
営

業
･仮

設
営

業
･自

動
販

売
機

を
除

く
。

項
目

:屋
号

･営
業

所
在

地
･申

請
者

名
･営

業
電

話
番

号 期
間

:2
0
1
5
年

3
月

6
日

よ
り

2
0
1
5
年

3
月

2
0
日

健
康

福
祉

子
ど

も
局

食
品

保
健

課

平
成

2
7
年

3
月

6
日

～
平

成
2
7
年

3
月

2
0
日

ま
で

の
間

に
、

熊
本

市
内

に
お

い
て

新
規

に
申

請
を

行
っ

た
飲

食
店

一
覧

(移
動

販
売

、
臨

時
営

業
、

仮
設

営
業

、
自

動
販

売
機

を
除

く
)計

5
2
件

項
目

:屋
号

、
営

業
所

在
地

、
申

請
者

名
、

営
業

電
話

番
号

※
 開

示
情

報
取

り
出

し
日

時
:平

成
2
7
年

3
月

2
4

日
 1

4
:0

0

開
示

3
/
2
4

3
/
2
7

1
1
8
9

3
/
2
0

①
事

前
連

絡
な

し
で

の
現

地
確

認
の

内
容

、
日

付
、

時
間

の
記

載
②

閉
ま

っ
て

い
た

○
○

ｸ
ﾘﾆ

ｯ
ｸ
、

門
前

か
ら

連
絡

と
ら

れ
た

電
話

番
号

③
連

絡
後

、
閉

ま
っ

て
い

た
門

を
開

け
ら

れ
た

時
の

状
況

、
状

態
を

詳
し

く
記

載
し

て
く

だ
さ

い
。

(例
)ｲ

 閉
ま

っ
て

い
た

ｸ
ﾘﾆ

ｯ
ｸ
門

よ
り

、
連

絡
後

要
し

た
時

間
※

(門
あ

け
ら

れ
る

迄
)

ﾛ
 ｸ

ﾘﾆ
ｯ
ｸ
連

絡
時

、
ｸ
ﾘﾆ

ｯ
ｸ
の

名
称

き
ち

ん
と

出
し

出
ら

れ
た

か
。

又
は

｢も
し

、
も

し
｣と

出
ら

れ
た

か
、

本
当

の
事

書
い

て
下

さ
い

(私
、

夫
、

姉
確

認
済

)
④

連
絡

時
、

門
、

開
け

ら
れ

た
人

は
○

○
病

院
又

は
、

ｸ
ﾘﾆ

ｯ
ｸ
の

職
員

か
(職

種
、

医
師

、
看

護
師

、
事

ﾑ
員

、
そ

の
他

)
※

4
つ

の
項

目
、

出
き

る
だ

け
、

正
確

に
記

載
し

開
示

願
い

ま
す

健
康

福
祉

子
ど

も
局

医
療

政
策

課

④
連

絡
時

、
門

、
開

け
ら

れ
た

人
は

○
○

病
院

又
は

ｸ
ﾘﾆ

ｯ
ｸ
の

職
員

か
(職

種
、

医
師

、
看

護
師

、
事

ム
員

、
そ

の
他

)

不
存

在
第

1
1
条

　
第

2
項

4
/
1
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受
付

番
号

受
付

日
請

求
す

る
文

書
の

件
名

所
管

課
期

限
延

長
決

定
文

書
の

件
名

決
定

内
容

不
開

示
理

由
開

示
等

決
定

日
開

示
日

｢○
○

ｸ
ﾘﾆ

ｯ
ｸ
で

の
確

認
に

つ
い

て
｣・

・
・
別

紙
①

事
前

連
絡

な
し

で
の

現
地

確
認

の
内

容
･日

付
･

時
間

の
記

載
②

閉
ま

っ
て

い
た

○
○

ｸ
ﾘﾆ

ｯ
ｸ
、

門
前

か
ら

連
絡

と
ら

れ
た

電
話

番
号

③
連

絡
後

、
開

ま
っ

て
い

た
門

を
開

け
ら

れ
た

時
の

状
況

･状
態

を
詳

し
く

記
載

し
て

下
さ

い
。

(例
)

ｲ
)閉

ま
っ

て
い

た
ｸ
ﾘﾆ

ｯ
ｸ
門

よ
り

連
絡

後
要

し
た

時
間

(※
門

あ
け

ら
れ

る
迄

)
ﾛ
)ｸ

ﾘﾆ
ｯ
ｸ
連

絡
時

、
ｸ
ﾘﾆ

ｯ
ｸ
の

名
称

き
ち

ん
と

出
し

出
ら

れ
た

か
、

又
は

｢も
し

も
し

｣と
出

ら
れ

た
か

本
当

の
こ

と
書

い
て

下
さ

い
。

(私
、

姉
、

妹
確

認
済

)

開
示

(一
部

請
求

拒
否

)
2
号

　
個

人
情

報
4
/
1

4
/
2

1
1
9
0

3
/
2
0

道
路

位
置

指
定

台
帳

の
写

し
S
4
1
年

6
月

2
9
日

付
 S

4
1
-
1
0
1
号

申
請

者
 熊

本
市

保
田

窪
本

町
○

○
 ○

○
○

○
地

番
 熊

本
市

保
田

窪
本

町
字

弥
蔵

塚
○

○
-
○

、
○

○
-
○

都
市

建
設

局
建

築
指

導
課

道
路

位
置

指
定

台
帳

の
写

し
S
4
1
年

6
月

2
9
日

付
S
4
1
-
1
0
1
号

申
請

者
 熊

本
市

保
田

窪
本

町
○

○
 ○

○
○

○
地

 番
 熊

本
市

保
田

窪
本

町
字

弥
蔵

塚
○

○
-

○
、

○
○

-
○

開
示

(一
部

請
求

拒
否

)
2
号

　
個

人
情

報
3
/
2
3

3
/
2
7

1
1
9
1

3
/
2
3

道
路

判
定

0
5
-
5
8
3
一

式
ｶ
ﾗ
ｰ

希
望

都
市

建
設

局
建

築
指

導
課

道
路

判
定

 0
5
-
5
8
3
一

式
 ｶ

ﾗ
ｰ

希
望

開
示

(一
部

請
求

拒
否

)
2
号

　
個

人
情

報
3
/
2
4

3
/
2
4

1
1
9
2

3
/
2
3

道
路

位
置

指
定

熊
本

市
指

令
第

1
0
8
号

ｶ
ﾗ
ｰ

希
望

都
市

建
設

局
建

築
指

導
課

道
路

位
置

指
定

熊
本

市
指

令
第

1
0
8
号

(S
4
6
.1

2
.1

5
)

ｶ
ﾗ
ｰ

希
望

開
示

3
/
2
4

3
/
2
4

1
1
9
3

3
/
2
3

道
路

指
定

書
S
4
5
.7

.3
1
付

S
4
5
-
1
5
2

S
4
5
-
1
5
0
_0

1
～

_0
5

ｶ
ﾗ
ｰ

希
望

都
市

建
設

局
建

築
指

導
課

道
路

指
定

書
S
4
5
.7

.3
1
付

 S
4
5
-
1
5
2
 S

4
5
-
1
5
2
-
0
1
～

-
0
5

ｶ
ﾗ
ｰ

希
望

開
示

3
/
2
4

3
/
2
5

1
1
9
4

3
/
2
4

熊
本

市
北

区
清

水
岩

倉
1
丁

目
○

○
番

○
昭

和
4
2
年

2
月

3
日

、
土

地
区

画
整

理
法

に
よ

る
換

地
図

面
の

写
し

の
交

付

都
市

建
設

局
都

心
活

性
推

進
課

熊
本

市
北

区
清

水
岩

倉
1
丁

目
○

○
番

○
昭

和
4
2
年

2
月

3
日

土
地

区
画

整
理

法
に

よ
る

換
地

図
面

開
示

(一
部

請
求

拒
否

)
2
号

　
個

人
情

報
3
/
2
4

3
/
2
5

1
1
9
5

3
/
2
4

道
路

判
定

台
帳

の
写

し
0
4
-
4
6
8
号

(H
1
2
年

判
定

)
№

1
～

№
1
0

ｶ
ﾗ
ｰ

は
、

ｶ
ﾗ
ｰ

で
お

願
い

し
ま

す
。

都
市

建
設

局
建

築
指

導
課

道
路

判
定

台
帳

の
写

し
 0

0
-
4
6
8
号

(H
1
2
年

判
定

)
№

1
～

№
1
0

ｶ
ﾗ
ｰ

は
、

ｶ
ﾗ
ｰ

で
お

願
い

し
ま

す
。

開
示

(一
部

請
求

拒
否

)
2
号

　
個

人
情

報
3
/
2
5

3
/
2
6

1
1
9
6

3
/
2
4

･道
路

判
定

 H
1
1
.9

9
-
0
8
3

H
2
2
.1

0
-
3
9
1

H
1
6
.0

4
-
3
4
0

白
黒

→
白

黒
ｶ
ﾗ
ｰ

→
ｶ
ﾗ

都
市

建
設

局
建

築
指

導
課

〇
道

路
判

定
 H

1
1
.9

9
-
0
8
3
 H

2
2
.1

0
-
3
9
1

H
1
6
.0

4
-
3
4
0

白
黒

→
白

黒
 ｶ

ﾗ
ｰ

→
ｶ
ﾗ

開
示

(一
部

請
求

拒
否

)
2
号

　
個

人
情

報
3
/
2
5

6
/
1
0
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受
付

番
号

受
付

日
請

求
す

る
文

書
の

件
名

所
管

課
期

限
延

長
決

定
文

書
の

件
名

決
定

内
容

不
開

示
理

由
開

示
等

決
定

日
開

示
日

1
1
9
7

3
/
2
4

亀
井

水
源

地
～

立
田

山
配

水
池

φ
5
0
0
粍

送
水

管
布

設
他

2
件

工
事

(1
工

区
)

上
記

工
事

の
金

入
り

設
計

書
上

下
水

道
局

水
道

整
備

課

･亀
井

水
源

地
～

立
田

山
配

水
池

φ
5
0
0
粍

送
水

管
布

設
替

他
2
件

工
事

(1
工

区
)

上
記

の
金

額
入

り
工

事
設

計
書

開
示

3
/
3
0

4
/
2

1
1
9
8

3
/
2
4

平
成

2
6
年

6
月

1
8
日

北
部

土
木

ｾ
ﾝ
ﾀ
ｰ

 工
務

課
一

般
県

道
 砂

原
四

方
寄

線
(花

園
工

区
)貢

1
号

跨
道

橋
下

部
工

A
2
工

事
上

記
の

設
計

変
更

後
の

金
入

設
計

書
の

開
示

を
お

願
い

致
し

ま
す

。

都
市

建
設

局
北

部
土

木
ｾ

ﾝ
ﾀ
ｰ

工
務

課

･一
般

県
道

 砂
原

四
方

寄
線

(花
園

工
区

)貢
1
号

跨
道

橋
下

部
工

A
2
工

事
金

入
設

計
書

開
示

3
/
2
6

3
/
2
7

1
1
9
9

3
/
2
4

建
設

ﾘｻ
ｲ
ｸ
ﾙ

法
に

基
づ

く
届

出
の

写
し

(建
築

物
以

外
の

も
の

の
解

体
に

係
る

も
の

に
限

る
。

)
H

2
6
年

1
月

～
H

2
6
年

1
2
月

迄
の

1
年

分
※

技
術

管
理

課
所

管
分

都
市

建
設

局
技

術
管

理
課

民
間

工
事

建
設

ﾘｻ
ｲ
ｸ
ﾙ

法
に

関
す

る
届

出
書

に
つ

い
て

開
示

(一
部

請
求

拒
否

)

2
号

　
個

人
情

報
3
号

　
法

人
等

情
報

4
/
7

4
/
1
2

郵
送

1
2
0
0

3
/
2
4

建
設

ﾘｻ
ｲ
ｸ
ﾙ

法
の

届
出

台
帳

の
写

し
H

2
6
年

1
月

～
H

2
6
年

1
2
月

迄
の

2
年

分
※

建
築

指
導

課
所

管
分

都
市

建
設

局
建

築
指

導
課

建
設

ﾘｻ
ｲ
ｸ
ﾙ

法
の

届
出

台
帳

の
写

し
H

2
6
年

1
月

～
H

2
6
年

1
2
月

迄
の

1
年

分
※

建
築

指
導

課
所

管
分

開
示

(一
部

請
求

拒
否

)
2
号

　
個

人
情

報
3
/
2
7

4
/
1
2

郵
送

1
2
0
1

3
/
2
4

道
等

の
判

定
判

定
番

号
 0

4
-
2
3
5

0
4
-
2
4
1

ｶ
ﾗ
ｰ

希
望

都
市

建
設

局
建

築
指

導
課

道
等

の
判

定
 判

定
番

号
 0

4
-
2
3
5
 0

4
-
2
4
1
 ｶ

ﾗ
ｰ

希
望

開
示

3
/
2
5

3
/
2
6

1
2
0
2

3
/
2
4

熊
本

市
内

に
お

け
る

大
気

汚
染

防
止

法
及

び
県

条
例

の
煤

煙
発

生
施

設
一

覧
表

対
象

施
設

熊
本

市
内

に
お

け
る

法
及

び
県

条
例

の
ば

い
煙

発
生

施
設

対
象

項
目

工
場

･事
業

場
名

、
所

在
地

、
ば

い
煙

発
生

施
設

の
種

類
、

施
設

設
置

年
月

日
、

最
大

排
出

ｶ
ﾞｽ

量
(湿

り
)、

最
大

排
出

ｶ
ﾞｽ

量
(乾

き
)、

使
用

燃
料

提
供

媒
体

ｴ
ｸ
ｾ

ﾙ
ﾃ

ﾞｰ
ﾀ

提
供

方
法

ﾒ
ｰ

ﾙ
返

送
も

し
く

は
C

D
-
R
に

て

環
境

局
環

境
政

策
課

熊
本

市
内

に
お

け
る

大
気

汚
染

防
止

法
及

び
県

条
例

の
煤

煙
発

生
施

設
一

覧
表

対
象

施
設

熊
本

市
内

に
お

け
る

法
及

び
県

条
例

の
ば

い
煙

発
生

施
設

対
象

項
目

工
場

･事
業

所
名

、
所

在
地

、
ば

い
煙

発
生

施
設

の
種

類
、

施
設

設
置

年
月

日
、

最
大

排
出

ｶ
ﾞｽ

量
(湿

り
)、

最
大

排
出

ｶ
ﾞｽ

量
(乾

き
)、

使
用

燃
料

開
示

3
/
2
7

4
/
8

郵
送

1
2
0
3

3
/
2
5

一
般

県
道

 花
園

ｲ
ﾝ
ﾀ
ｰ

線
花

園
ﾗ
ﾝ
ﾌ
ﾟ1

号
橋

上
部

工
(A

1
～

P
4
)工

事
の

金
入

設
計

書
都

市
建

設
局

北
部

土
木

ｾ
ﾝ

ﾀ
ｰ

工
務

課

･一
般

県
道

 花
園

ｲ
ﾝ
ﾀ
ｰ

線
花

園
ﾗ
ﾝ
ﾌ
ﾟ1

号
橋

上
部

工
(A

1
～

P
4
)工

事
金

入
設

計
書

開
示

3
/
2
7

4
/
1
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受
付

番
号

受
付

日
請

求
す

る
文

書
の

件
名

所
管

課
期

限
延

長
決

定
文

書
の

件
名

決
定

内
容

不
開

示
理

由
開

示
等

決
定

日
開

示
日

1
2
0
4

3
/
2
5

平
成

2
6
年

9
月

1
0
日

開
札

北
部

土
木

ｾ
ﾝ
ﾀ
ｰ

市
道

 室
園

町
第

2
2
号

線
道

路
改

良
工

事
(そ

の
2
)

平
成

2
6
年

1
1
月

5
日

開
札

北
部

土
木

ｾ
ﾝ
ﾀ
ｰ

一
般

県
道

 花
園

ｲ
ﾝ
ﾀ
ｰ

線
4
号

調
整

池
築

造
工

事
上

記
の

設
計

変
更

後
の

金
入

設
計

書
の

開
示

を
お

願
い

致
し

ま
す

。

都
市

建
設

局
北

部
土

木
ｾ

ﾝ
ﾀ
ｰ

工
務

課

･市
道

 室
園

町
第

2
2
号

線
道

路
改

良
工

事
(そ

の
2
)

･一
般

県
道

 花
園

ｲ
ﾝ
ﾀ
ｰ

線
4
号

調
整

池
築

造
工

事 設
計

変
更

金
入

設
計

書
開

示
3
/
2
7

4
/
7

1
2
0
5

3
/
2
5

平
成

2
6
年

1
1
月

1
9
日

開
札

西
部

土
木

ｾ
ﾝ
ﾀ
ｰ

 維
持

課
市

道
 八

島
町

上
代

第
1
号

線
外

1
路

線
舗

装
補

修
工

事
上

記
の

設
計

変
更

後
の

金
入

設
計

書
の

開
示

を
お

願
い

致
し

ま
す

。

都
市

建
設

局
西

部
土

木
ｾ

ﾝ
ﾀ
ｰ

維
持

課

市
道

八
島

町
上

代
第

1
号

線
外

1
路

線
舗

装
補

修
工

事

開
示

3
/
3
0

4
/
7

1
2
0
6

3
/
2
6

●
期

間
 2

7
年

2
月

2
1
日

～
2
7
年

3
月

2
0
日

●
屋

号
●

住
所

●
申

請
者

●
申

請
者

電
話

番
号

●
許

可
日

飲
食

店
営

業
施

設
(仮

設
、

臨
時

、
自

販
機

を
除

く
)

熊
本

市
の

み
新

規
申

請
が

あ
っ

た
も

の

健
康

福
祉

子
ど

も
局

食
品

保
健

課

平
成

2
7
年

2
月

2
1
日

～
平

成
2
7
年

3
月

2
0
日

ま
で

の
間

に
、

熊
本

市
内

に
お

い
て

新
規

に
営

業
許

可
を

受
け

た
飲

食
店

一
覧

(仮
設

、
臨

時
、

自
販

機
を

除
く

) 
計

9
2
件

項
目

:屋
号

、
住

所
、

申
請

者
、

申
請

者
電

話
番

号
、

許
可

日
※

開
示

情
報

取
り

出
し

日
時

:平
成

2
7
年

3
月

3
0
日

1
3
:0

0

開
示

3
/
3
0

4
/
1

1
2
0
7

3
/
2
7

道
等

の
判

定
判

定
番

号
 0

5
年

第
5
5
2
号

ｶ
ﾗ
ｰ

希
望

都
市

建
設

局
建

築
指

導
課

道
等

の
判

定
･判

定
番

号
 0

5
年

第
5
5
2
号

･ｶ
ﾗ
ｰ

希
望

開
示

(一
部

請
求

拒
否

)
2
号

　
個

人
情

報
3
/
3
0

5
/
1
8

1
2
0
8

3
/
2
7

平
成

2
6
年

7
月

9
日

開
札

上
下

水
道

局
 下

水
道

整
備

課
都

市
計

画
事

業
 西

部
汚

水
1
1
号

幹
線

(そ
の

1
)下

水
道

築
造

工
事

(9
1
6
工

区
)

上
記

の
設

計
変

更
後

の
金

入
設

計
書

の
開

示
を

お
願

い
致

し
ま

す
。

上
下

水
道

局
下

水
道

整
備

課

都
市

計
画

事
業

 西
部

汚
水

1
1
号

幹
線

(そ
の

1
)下

水
道

築
造

工
事

(9
1
6
工

区
)の

金
入

り
変

更
設

計
書

開
示

3
/
3
1

4
/
7

1
2
0
9

3
/
3
0

道
路

位
置

指
定

書
及

び
そ

れ
に

付
随

す
る

図
面

全
て

位
置

指
定

番
号

 S
3
8
-
6
1

　
　

　
〃

　
　

　
　

  
S
4
1
-
1
2
6

ｶ
ﾗ
ｰ

は
ｶ
ﾗ
ｰ

で

都
市

建
設

局
建

築
指

導
課

道
路

位
置

指
定

書
及

び
そ

れ
に

付
随

す
る

図
面

全
て

位
置

指
定

番
号

 S
3
8
-
6
1
 位

置
指

定
番

号
S
4
1
-

1
2
6

ｶ
ﾗ
ｰ

は
ｶ
ﾗ
ｰ

で

開
示

(一
部

請
求

拒
否

)
2
号

　
個

人
情

報
3
/
3
0

3
/
3
1
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受
付

番
号

受
付

日
請

求
す

る
文

書
の

件
名

所
管

課
期

限
延

長
決

定
文

書
の

件
名

決
定

内
容

不
開

示
理

由
開

示
等

決
定

日
開

示
日

1
2
1
0

3
/
3
0

飲
食

店
の

申
請

を
行

っ
た

情
報

の
開

示
を

申
請

い
た

し
ま

す
。

(現
在

営
業

中
の

も
の

)
た

だ
し

、
移

動
販

売
･臨

時
営

業
･仮

設
営

業
･自

動
販

売
機

を
除

く
項

目
屋

号
･営

業
所

在
地

･営
業

電
話

番
号

･申
請

者
名

･代
表

者
名

申
請

者
住

所
･申

請
者

電
話

番
号

･初
回

許
可

年
月

日
期

間
 ～

H
2
7
.3

.3
0

健
康

福
祉

子
ど

も
局

食
品

保
健

課

平
成

2
7
年

3
月

3
0
日

ま
で

の
間

に
、

熊
本

市
に

お
い

て
営

業
許

可
の

あ
る

飲
食

店
一

覧
(移

動
販

売
、

臨
時

営
業

、
仮

設
営

業
、

自
動

販
売

機
を

除
く

)
計

 8
0
5
7
件

項
目

:屋
号

、
営

業
所

在
地

、
営

業
電

話
番

号
、

申
請

者
名

、
代

表
者

名
、

申
請

者
住

所
、

申
請

者
電

話
番

号
、

初
回

許
可

年
月

日
※

 開
示

情
報

取
り

出
し

日
時

:平
成

2
7
年

4
月

1
日

1
4
:0

0

開
示

4
/
8

4
/
1
3

1
2
1
1

3
/
3
0

平
成

2
6
年

7
月

2
日

開
札

北
部

土
木

ｾ
ﾝ
ﾀ
ｰ

 工
務

課
一

般
県

道
 砂

原
四

方
寄

線
(花

園
工

区
)和

泉
地

区
道

路
改

良
工

事
上

記
の

設
計

変
更

後
の

金
入

設
計

書
の

開
示

を
お

願
い

致
し

ま
す

。

都
市

建
設

局
北

部
土

木
ｾ

ﾝ
ﾀ
ｰ

工
務

課

･一
般

県
道

 砂
原

四
方

寄
線

(花
園

工
区

)和
泉

地
区

道
路

改
良

工
事

金
入

設
計

書
開

示
3
/
3
1

4
/
7

1
2
1
2

3
/
3
0

道
路

判
定

台
帳

の
写

し
H

1
5
年

 0
3
-
4
0
7
号

 八
分

字
町

ｶ
ﾗ
ｰ

で
お

願
い

し
ま

す
。

№
1
～

№
1
1

都
市

建
設

局
建

築
指

導
課

道
路

判
定

台
帳

の
写

し
H

1
5
年

 0
3
-
4
0
7
号

 八
分

字
町

ｶ
ﾗ
ｰ

で
お

願
い

し
ま

す
。

 №
1
～

№
1
1

開
示

(一
部

請
求

拒
否

)
2
号

　
個

人
情

報
3
/
3
1

3
/
3
1

1
2
1
3

3
/
3
1

･平
成

2
7
年

1
月

1
日

か
ら

平
成

2
7
年

3
月

3
1
日

ま
で

の
住

居
表

示
番

号
不

定
申

請
に

伴
っ

た
当

該
住

居
表

示
台

帳
･平

成
2
7
年

3
月

1
2
日

実
施

 松
尾

1
丁

目
の

住
居

表
示

変
更

に
つ

い
て

変
更

後
の

号
番

号
ま

で
が

分
か

る
資

料
図

面
(住

居
表

示
案

内
図

、
住

居
表

示
台

帳
等

)

企
画

振
興

局
区

政
推

進
課

(1
)平

成
2
7
年

 1
月

 1
日

か
ら

平
成

2
7
年

 3
月

3
1
日

ま
で

の
住

居
番

号
付

定
申

請
に

伴
っ

た
当

該
住

居
表

示
台

帳
(2

)平
成

2
7
年

 3
月

1
2
日

実
施

 松
尾

1
丁

目
の

住
居

表
示

変
更

(追
加

)に
つ

い
て

変
更

後
の

号
番

号
ま

で
が

分
か

る
資

料
図

面

開
示

(一
部

請
求

拒
否

)
2
号

　
個

人
情

報
4
/
9

4
/
1
3

郵
送

1
2
1
4

3
/
3
1

平
成

2
6
年

度
熊

本
市

職
員

採
用

試
験

(初
級

職
等

)の
次

の
職

種
の

1
次

試
験

、
及

び
、

2
次

試
験

の
合

格
最

低
点

に
つ

い
て

教
え

て
く

だ
さ

い
。

･事
務

職
 ･

学
校

事
務

職
 ･

技
術

職
(土

木
)

･初
級

消
防

職
 ･

初
級

消
防

職
(救

急
救

命
士

)
人

事
委

員
会

事
務

局

平
成

2
6
年

度
熊

本
市

職
員

採
用

試
験

(初
級

職
等

)の
次

の
職

種
の

1
次

試
験

及
び

2
次

試
験

の
合

格
最

低
点

。
･事

務
職

･学
校

事
務

職
･技

術
職

(土
木

)
･初

級
消

防
職

･初
級

消
防

職
(救

急
救

命
士

)

開
示

4
/
2

4
/
2
2

1
2
1
5

3
/
3
1

調
査

所
在

地
 熊

本
市

西
区

春
日

一
丁

目
○

○
、

○
○

、
○

○
　

　
　

　
　

　
　

　
　

〃
　

　
　

　
　

春
日

二
丁

目
○

、
○

上
記

所
在

地
に

存
在

す
る

、
又

は
存

在
し

て
い

た
水

濁
法

、
及

び
県

地
下

水
保

全
条

例
に

基
づ

く
届

出

環
境

局
水

保
全

課

熊
本

市
西

区
春

日
一

丁
目

○
○

番
、

○
○

番
、

○
○

番
熊

本
市

西
区

春
日

二
丁

目
○

番
、

○
番

上
記

所
在

地
内

に
存

在
す

る
又

は
存

在
し

て
い

た
、

水
質

汚
濁

防
止

法
及

び
熊

本
県

地
下

水
保

全
条

例
に

基
づ

く
届

出

不
存

在
第

1
1
条

　
第

2
項

4
/
6
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受
付

番
号

受
付

日
請

求
す

る
文

書
の

件
名

所
管

課
期

限
延

長
決

定
文

書
の

件
名

決
定

内
容

不
開

示
理

由
開

示
等

決
定

日
開

示
日

1
2
1
6

3
/
3
1

熊
本

市
に

お
け

る
食

品
衛

生
法

に
基

づ
く

許
可

業
種

全
て

の
施

設
一

覧
平

成
2
6
年

9
月

1
日

か
ら

平
成

2
7
年

2
月

2
8
日

の
間

に
新

規
で

許
可

を
受

け
た

全
業

種
の

施
設

全
て

(既
に

廃
業

し
て

い
る

施
設

は
除

く
)

＜
項

目
＞

店
名

、
店

住
所

、
店

電
話

番
号

、
申

請
者

名
(申

請
者

が
法

人
の

場
合

は
、

法
人

住
所

･法
人

電
話

番
号

･法
人

代
表

者
名

)、
許

可
日

、
許

可
満

了
日

、
業

種
、

業
態

健
康

福
祉

子
ど

も
局

食
品

保
健

課

平
成

2
6
年

9
月

1
日

か
ら

平
成

2
7
年

2
月

2
8
日

の
間

に
、

熊
本

市
内

に
お

い
て

新
規

で
許

可
を

受
け

た
全

業
種

の
全

施
設

の
一

覧
計

7
3
8
件

項
目

:店
名

、
店

住
所

、
店

電
話

番
号

、
申

請
者

名
(申

請
が

法
人

の
場

合
は

、
法

人
住

所
･法

人
電

話
番

号
･法

人
代

表
者

名
)、

許
可

日
、

許
可

満
了

日
、

業
種

、
業

態
※

開
示

情
報

取
り

出
し

日
時

:平
成

2
7
年

4
月

7
日

1
0
:3

0

開
示

4
/
9

4
/
2
0

郵
送
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受付
番号

受付日 請求する文書の内容 決定内容 不開示理由 所管課
開示等
決定日

開示日

1 4/9

平成26年1月1日から平成26年4月9日まで
の私の印鑑登録証明書交付申請書 開示

企画振興局
区政推進課

4/14

2 4/10
平成20年12日1日～平成21年2月28日まで
の私の印鑑登録証明書交付申請書の出力
記録、もしくは発行履歴が判るもの

開示
企画振興局
区政推進課

4/18 5/2

3 4/11

･出火日時および鎮火時間
･消防への通報時刻および通報者
･消防出動から鎮火、退去までの経緯(時刻
等、人数、消防車台数含む)
･出火場所(住所含む)、火元
･事件性(故意性)
･出火原因(油の検出の有無等含む)、図面、
消防署の最終見解
･出火から鎮火までの写真
･その他、開示できる全ての書類

一部開示 6号　第三者情報
消防局
総務課

4/23
4/26
郵送

4 4/14

平成22年12月に息子を亡くしました。息子は
癌で仕事が出来なくなり、生活保護の申請
を、熊本市役所で行ったのですが、資産が
有るとの理由で申請を却下されました。息子
が亡くなり、自分なりに息子の残した資産を
確認したのですが、ほぼ0に近い状態のもの
でした。保護申請を行った際、行政で息子
の資産を詳しく調べられたと聞きました。息
子が残したものが、どこにどの様な形で残っ
ているのか、又は残っていないのか、確認す
る為情報を頂きたいと思います。
保護申請をした時の住所:熊本市中央区萩
原町○-○○　○○ｱﾊﾟｰﾄ(現在○○ｱﾊﾟｰﾄ?
氏名:○○○○ S○○.○.○生まれ
申請をした住所:亡くなる前の一年位前だっ
たと思います。
必要とする情報:息子が所持していた資産が
分かる書類

一部開示 6号　第三者情報
西区役所
保護課

4/24
4/26
郵送

5 4/15
平成26年3月13日から平成26年4月15日ま
での私の印鑑登録証明書交付申請書

不存在 第18条第2項
企画振興局
区政推進課

4/18

6 4/15

平成25年11月1日から平成26年4月15日ま
での
･私の住民票関係請求書
世帯主:○○○○
郵便による請求も含む。

開示
企画振興局
区政推進課

4/18 6/24

7 4/16
平成26年3月31日から平成26年4月16日ま
での私の印鑑登録証明書交付申請書

開示
企画振興局
区政推進課

4/18 4/25

8 5/8

平成24年4月1日から平成26年1月10日まで
の印鑑登録証明書交付申請書
○○○○
本籍:熊本県熊本市南区御幸西三丁目○○
番地
出生日:大正○○年○月○日

一部開示 6号　第三者情報
企画振興局
区政推進課

5/14
5/18
郵送

9 5/20

○○(○○)○○平成○○年○月○○日生
まれ(満○歳)の熊本市立○○小学校○年○
組及び○年○組の指導要録
上記小学校より、平成○年○月に転出

開示
教育委員会
事務局
指導課

5/30
6/4
郵送

10 5/21

平成25年4月1日から平成26年5月21日まで
の
･私の住民票関係請求書
世帯主:○○○○
郵便による請求も含む。

開示
企画振興局
区政推進課

5/21 6/6

11 5/27

平成24年8月1日から平成25年7月14日まで
の私の印鑑登録証明書交付申請書と、印鑑
登録証明の発行履歴の分かるもの
私→○○○○

一部開示 6号　第三者情報
企画振興局
区政推進課

6/4 6/5

12 5/28

○○○○が平成25年8月26日付けで提起し
た城南町中央土地区画整理事業の換地処
分に対する審査請求において城南町中央
土地区画整理組合が熊本市へ提出した平
成25年7月19日付城土区第93-73号○○○
○宛の換地処分通知及び添付資料

開示
都市建設局
都心活性推
進課

5/30 6/4
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受付
番号

受付日 請求する文書の内容 決定内容 不開示理由 所管課
開示等
決定日

開示日

13 5/29

平成24年4月1日から平成26年5月29日まで
の私の印ｶﾝ登録又は変更と証明書が取ら
れていないがわかるものの印鑑登録証明書
交付申請書

取り下げ
企画振興局
区政推進課

14 5/29

亡き母
○○○○の要介護申請の際に、主治医から
提出された意見書の写し 開示

健康福祉子ど
も局
高齢介護福
祉課

6/6 6/10

15 6/4
私、○○○の住民票関係の証明を発行され
た物がわかるもの
平成25年4月1日から平成26年6月4日まで

開示
企画振興局
区政推進課

6/16 6/18

16 6/5

平成24年4月1日から平成26年6月5日まで
の私印ｶﾝ登録又は変更と証明書が取られ
ていないかわかるものの印鑑登録証明書交
付申請書

開示
企画振興局
区政推進課

6/6

17 6/9

○○○○(男性)
熊本市東区秋津町秋田○○番地○○
昭和○年○月○○日生
･上記の者の印鑑登録の登録状況又は登録
の履歴が分かるもの
･登録が廃止又は抹消されている場合はそ
の印影

不存在 第18条第2項
企画振興局
区政推進課

6/12

18 6/10

平成26年3月1日から平成26年5月31日まで
の
･私の住民票関係請求書
世帯主○○○○
郵便による請求も含む。

開示
企画振興局
区政推進課

6/12

19 6/12

○○が許可申請書等に押印した文書
○○○○様(T○.○.○生 H○.○.○死)
最後の住所地
熊本市中央区小沢町○○-○(○○○)
埋葬許可書、死亡届

取り下げ

健康福祉子ど
も局
健康福祉政
策課

20 6/13
平成○年1月○日に熊本市黒髪4丁目○-
○　○○○○○で発生した火災原因判定書 一部開示

4号　公共の安全情
報

消防局
総務課

6/27
7/1
郵送

5号　国等協力関係
情報
6号　第三者情報

21 6/20

平成26年1月1日から平成26年6月20日まで
の
･私の戸籍関係請求書
(全部事項証明書･個人事項証明書･戸籍附
票)
本籍:熊本市新鍛冶屋町○○
筆頭者:○○○○

一部開示 6号　第三者情報
企画振興局
区政推進課

6/26
6/28
郵送

22 6/24
平成26年4月16日から平成26年6月24日ま
での私の印鑑登録証明書交付申請書

不存在 第18条第2項
企画振興局
区政推進課

6/25

23 7/1

平成24年4月1日から平成26年6月30日まで
の○○○○の戸籍関係請求書の写し
(全部事項証明書･個人事項証明書･戸籍附
票)
本籍:熊本市西区池田2丁目○○番
筆頭者:○○○○

開示
企画振興局
区政推進課

7/14
7/17
郵送

24 7/1

平成24年4月1日から平成26年6月30日まで
の○○○○の戸籍関係請求書の写し
(全部事項証明書･個人事項証明書･戸籍附
表)
本籍:熊本市西区池田2丁目○○番
筆頭者:○○○○

開示
企画振興局
区政推進課

7/14
7/17
郵送

25 7/9
○○○○の○○小学校以降の指導要録

存否不回
答

第17条
教育委員会
事務局
指導課

7/23

26 7/10

亡夫○○○○(熊本市中央区渡鹿1-○-○-
○)S○.○.○の印かん登録証明書交付がわ
かるもの
期間 H23.3.1～H23.3.31
(発行時住所)
熊本市大江2-○-○-○-○

開示
企画振興局
区政推進課

7/22 7/23

27 7/10

平成25年4月1日から平成26年7月10日まで
の
･私の住民票関係請求書
世帯主○○○
郵便による請求も含む。

開示
企画振興局
区政推進課

7/14 7/23
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受付
番号

受付日 請求する文書の内容 決定内容 不開示理由 所管課
開示等
決定日

開示日

28 7/10

平成26年4月1日から平成26年7月10日まで
の
･私の住民票関係請求書
世帯主:○○○○
郵便による請求も含む。

一部開示 6号　第三者情報
企画振興局
区政推進課

7/15 7/15

29 7/16

平成25年7月16日から平成26年7月16日ま
での
･私の住民票関係請求書
世帯主:○○○○
郵便による請求も含む。

一部開示 6号　第三者情報
企画振興局
区政推進課

7/22 7/31

30 7/18

(○○○)保育園
熊本市保育士等処遇改善臨時特例事業費
補助金の平成25年度実績報告書のうち、(○
○○○)の賃金の改善額がわかるもの

一部開示 6号　第三者情報

健康福祉子ど
も局
保育幼稚園
課

7/24 7/31

31 7/18

(○○○)保育園
熊本市保育士等処遇改善臨時特例事業費
補助金の平成25年度実績報告書のうち、(○
○○○)の賃金の改善額がわかるもの

一部開示 6号　第三者情報

健康福祉子ど
も局
保育幼稚園
課

7/24 7/29

32 7/18

(○○○)保育園
熊本市保育士等処遇改善臨時特例事業費
補助金の平成25年度実績報告書のうち、(○
○○○)の賃金の改善額がわかるもの

一部開示 6号　第三者情報

健康福祉子ど
も局
保育幼稚園
課

7/24 7/28

33 7/23

亡父○○○○(熊本市東区東野1丁目○番
○○号)S○.○.○
東区役所福祉課において平成25年9月9日
に妻○○(通称○○○○)からの暴言暴力に
関する相談内容が分かるもの
二女○○○○ 昭和○○年○月○○日生ま
れ

一部開示 6号　第三者情報
東区役所
福祉課

7/31 8/4

34 7/23

(○○○)保育園
熊本市保育士等処遇改善臨時特例事業費
補助金の平成25年度実績報告書のうち、(○
○○○)の賃金の改善額がわかるもの

一部開示 6号　第三者情報

健康福祉子ど
も局
保育幼稚園
課

7/24 7/28

35 7/23

(○○○)保育園
熊本市保育士等処遇改善臨時特例事業費
補助金の平成25年度実績報告書のうち、○
○○○)の賃金の改善額がわかるもの

一部開示 6号　第三者情報

健康福祉子ど
も局
保育幼稚園
課

7/24 7/28

36 7/23

(○○○)保育園
熊本市保育士等処遇改善臨時特例事業費
補助金の平成25年度実績報告書のうち、(○
○○○)の賃金の改善額がわかるもの

一部開示 6号　第三者情報

健康福祉子ど
も局
保育幼稚園
課

7/24 7/29

37 7/25
平成25年4月1日から平成26年7月25日まで
の私の印鑑登録証明書交付申請書

開示
企画振興局
区政推進課

7/28 8/8

38 7/28

平成25年4月1日から平成26年7月25日まで
の
･私の住民票関係請求書
世帯主:○○○○
郵便による請求も含む。

不存在 第18条第2項
企画振興局
区政推進課

8/5

39 7/28

医療法人○○病院及び財団法人○○病院
から提出された請求者に関する個人情報で
精神保健及び精神障害者福祉に関する法
律(精神保健福祉法)第33条第7項(様式13)
医療法入院者の入院届及び同法第33条の
2(様式17)医療保護入院者の退院届並びに
請求者の同法第38条の4(退院の請求)に対
し再度、意見聴取を行うかの審議に医療法
人○○病院から平成○年11月○日提出さ
れた意見書
･医療法人○○病院からの熊本市長に提出
された(様式13)医療法入院者の入院届
･医療法人○○病院からの熊本市長に提出
された(様式17)医療法入院者の退院届
･財団法人○○病院から熊本市長に提出さ
れた(様式13)医療法入院者の入院届

一部開示
2号　評価・診断等
情報

健康福祉子ど
も局
障がい保健福
祉課
精神保健福
祉室

8/6
8/8
郵送

6号　第三者情報
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受付
番号

受付日 請求する文書の内容 決定内容 不開示理由 所管課
開示等
決定日

開示日

40 7/28

医療法人○○病院及び財団法人○○病院
から提出された請求者に関する個人情報で
精神保健及び精神障害者福祉に関する法
律(精神保健福祉法)第33条第7項(様式13)
医療法入院者の入院届及び同法第33条の
2(様式17)医療保護入院者の退院届並びに
請求者の同法第38条の4(退院の請求)に対
し再度、意見聴取を行うかの審議に医療法
人○○病院から平成○年11月○日提出さ
れた意見書
･2回目の退院請求に対し、意見聴取を行う
かの審議に使用された精神医療審査会事
務局に提出されている○○病院からの退院
等の請求に関する意見書

一部開示
2号　評価・診断等
情報

健康福祉子ど
も局
こころの健康
ｾﾝﾀｰ

8/1 8/19

6号　第三者情報

41 7/30

①亡母○○○○の介護申請(平成22年1月)
書類の写し
②そのさいの介護判定がわかる書類の写し
熊本市北区龍田陣内3丁目○○-○○
大正○年○月○○日
･申請書は不要
･新規申請時の認定情報がわかればよい

開示

健康福祉子ど
も局
高齢介護福
祉課

8/8
8/8
郵送

42 7/30
24年7月と25年7月に西区役所福祉課で
DV、離婚等について相談した記録 一部開示 6号　第三者情報

西区役所
福祉課

8/4

43 8/1

亡き母
○○○○の要介護認定の申請の際に主治
医から提出された意見書の写し
(平成23年8月19日)～平成24年2月29日迄
(平成24年3月1日～平成25年2月28日)
(平成24年10月1日平成25年9月30日)

開示

健康福祉子ど
も局
高齢介護福
祉課

8/15 8/25

44 8/7

亡母○○○○(大正○年○月○日生)の介
護認定に係る書類の開示請求
認定調査票、介護認定審査会資料及び主
治医意見書の全て
死亡時住所、熊本市島町5丁目○番○号

開示

健康福祉子ど
も局
高齢介護福
祉課

8/19 8/22

45 8/11
平成25年4月1日から平成26年8月11日まで
の私の印鑑登録証明書交付申請書

不存在 第18条第2項
企画振興局
区政推進課

8/13

46 8/11

下記の個人に関する以下の情報
　　　　　　　　　記
○○○○(最後の住所:熊本市中央区本山4
丁目○番○号)
(生年月日昭和○年○月○日、死亡日平成
○年○月○○日)
平成25年1月1日から同26年3月23日までの
間にかかる当該個人を被保険者とする介護
保険の要介護･要支援認定申請に関する記
録(具体的には、要介護認定申請書、介護
保険要介護認定変更申請書、申請時連絡
票、要介護認定･要支援認定にかかる調査
票、主治医意見書、介護認定審査会の議事
録)

開示

健康福祉子ど
も局
高齢介護福
祉課

8/19 8/25

47 8/14

下記の個人に関する以下の情報
　　記
○○○○(最後の住所:熊本市北区上熊本3
丁目○○-○○)
(生年月日)大正○年○月○日、死亡日、平
成○年○月○日
平成17年7月1日から同23年6月3日までの
間にかかる当該個人を被保険者とする介護
保険の認定情報

開示

健康福祉子ど
も局
高齢介護福
祉課

8/28 9/2

48 8/22

○○○○ 住所:熊本市西区春日1丁目○-
○-○
生年月日:平成○○年○○月○○日
上記の者について、
熊本市の児童相談所が相談を受けた内容
がわかる書類、記録

一部開示
2号　評価・診断等
情報

健康福祉子ど
も局
児童相談所

9/3 9/5

6号　第三者情報
7号　未成年情報

49 8/26

平成25年8月27日から平成26年8月26日ま
での
･私の住民票関係請求書
世帯主:○○○○
郵便による請求も含む。

不存在 第18条第2項
企画振興局
区政推進課

8/29

-336-



受付
番号

受付日 請求する文書の内容 決定内容 不開示理由 所管課
開示等
決定日

開示日

50 8/26

○○中学校における○○○○(中3)に対す
るいじめとその対応に関するもの(H26.6月～
現在)
事故情報･調査報告等
教育委員会に報告されたもの
いじめに関するもの全て

開示
教育委員会
事務局
総合支援課

9/9 9/10

一部開示 6号　第三者情報 9/9 9/10

不開示
2号　評価・診断等
情報

9/9

3号　行政運営情報

51 8/27

平成26年7月15日から平成26年8月27日ま
での
･私の住民票関係請求書
世帯主:○○○○
郵便による請求も含む。
H26.7.15～7.31は北区、(龍田町弓削○○-
○:世帯主は○○○○)、H26.8.1～現住所

開示
企画振興局
区政推進課

8/29 9/11

52 9/1

平成25年4月1日から平成26年8月10日まで
の印鑑登録証明書交付申請書
亡き妻○○○○
熊本市東区西原2丁目○-○○
S.○.○.○日生まれ

開示
企画振興局
区政推進課

9/2
9/10
郵送

53 9/2

新外秋津線整備事業に伴い、亡○○○○
が、昭和61年3月および62年3月に収用され
た花立5丁目○○番○、健軍町佐土原○○
番○及び○○番○に関する契約書類等一
式
○○○○T○.○.○○(○○.○.○○)
熊本市東区佐土原1丁目○○-○○
補正:上記開示請求に係る個人情報の内容
について、次のとおり補正します。
事業名を都市計画道路3、4、35新外秋津線
築造工事に変更し、土地の所在を健軍町佐
土原○○番○及び○○番○を健軍町佐土
原○○番○のうち及び○○番のうちに変更
します。また契約書類一式を土地売買契約
書類及び補償契約書に変更します。

開示

都市建設局
東部土木ｾﾝ
ﾀｰ
用地課

9/10 9/12

54 9/4

平成24年4月1日から平成26年9月4日まで
の
･私の戸籍関係請求書
(全部事項証明書･個人事項証明書･戸籍附
票)
本籍:熊本市北区立福寺町○○
筆頭者:○○○○

不存在 第18条第2項
企画振興局
区政推進課

9/11

55 9/10

子、○○○○の療育手帳判定に関る
･会議記録及び
･日常生活能力指標
H○○.○.○○生

開示
健康福祉子ど
も局
児童相談所

9/18 9/24

56 9/10

○○中学校における○○○○(中3)に対す
るいじめとその対応に関するもの(H24.4月～
H26.5月)
事故情報･調査報告書等
教育委員会に報告されたもの
いじめに関するもの全て

開示
教育委員会
事務局
総合支援課

9/19 9/22

不開示
2号　評価・診断等
情報

9/19

57 9/11

北福祉発第1059号｢支援の内容及び支給
量｣に記載された内容での決定に至った理
由及び同決定に際し参考とされた資料の一
切の開示をお願いします。

一部開示
2号　評価・診断等
情報

北区役所
福祉課

9/25
9/27
郵送

6号　第三者情報

58 9/17

H元年からH22年、9月迄に出た
改葬許可申請書(○○○熊本市西区上代9
丁目○-○○)(○○家墓)○○○○(建立者)
死亡者○○○○S○○.○.○生死亡S○○.
○○.○○
本籍
熊本市中央区船場町下一丁目○番
住所
熊本市高橋町○○

不存在 第18条第2項
健康福祉子ど
も局
生活衛生課

9/26
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受付
番号

受付日 請求する文書の内容 決定内容 不開示理由 所管課
開示等
決定日

開示日

59 9/19

亡母
○○○○(S○.○.○○)
熊本市中央区帯山4丁目○-○
平成16年4月頃に介護認定を受けた際の下
記の書類
･認定調査票･主治医意見書･審査会議事録

開示

健康福祉子ど
も局
高齢介護福
祉課

10/3 10/14

不存在 第18条第2項 10/3

60 9/19

平成25年9月20日から平成26年9月19日ま
での
･私の住民票関係請求書
世帯主:○○○○
郵便による請求も含む。

不存在 第18条第2項
企画振興局
区政推進課

9/29

61 9/19

平成24年4月1日から平成26年9月19日まで
の
･私の戸籍関係請求書
(全部事項証明書･個人事項証明書･戸籍附
票)
本籍:熊本市中央区出水8丁目○○番
筆頭者:○○○○

一部開示 6号　第三者情報
企画振興局
区政推進課

9/30
10/2
郵送

不開示 6号　第三者情報 9/30

62 9/24

私が所有している固定資産の証明書及び、
名寄帳の請求関係書類(委任状を含む)
平成26年9月19日から遡って3年間

不存在 第18条第2項
財政局
中央税務課

10/7

63 9/30
平成○年4月○日に、私が熊本市の○○前
から国立病院機構熊本医療ｾﾝﾀｰへ搬送さ
れた際の救急活動報告書

開示
消防局
総務課

10/8
10/15
郵送

64 10/14

下記の個人に関する以下の情報
　　　　　　　　　　記
○○○○(最後の住所:熊本市北区八景水
谷2丁目○○番○○号 ○○様方)
(生年月日 大正○年○○月○○日、死亡日
平成○○年○月○日)
平成25年5月1日から同26年7月15日までの
間にかかる当該個人を被保険者とする介護
保険の要介護･要支援認定申請に関する記
録(具体的には、要介護認定申請書、介護
保険要介護認定変更申請書、申請時連絡
票、要介護認定･要支援認定にかかる調査
票、主治医意見書、介護認定審査会の議事
録)

開示

健康福祉子ど
も局
高齢介護福
祉課

10/28 11/4

65 10/17
平成26年8月以降、東区福祉課にて私が
行った相談の記録

開示
東区役所
福祉課

10/24
11/4
郵送

66 10/17
平成26年9月以降、北区福祉課にて私が
行った相談の記録

開示
北区役所
福祉課

10/22
11/4
郵送

67 10/21
平成26年4月10日から平成26年4月17日ま
での私の印鑑登録証明書交付申請書

開示
企画振興局
区政推進課

10/23 10/24

68 10/28

平成23年11月1日から平成26年10月28日ま
での
･私の戸籍関係請求書
(全部事項証明書)
本籍:熊本市中央区坪井1丁目○番地○○
筆頭者:○○○○

開示
企画振興局
区政推進課

11/10 11/11

一部開示 6号　第三者情報 11/10 11/11

69 10/28
私に対して平成26年9月に出された
同行援護と家事援助の決定の内訳･内容

一部開示 6号　第三者情報
中央区役所
福祉課

11/4 11/4

70 11/11

私の息子 ○○○○の療育手帳の申請に際
して熊本市へ提出された書類一式
及び熊本県へ提出され熊本市へ引き継が
れた書類一式
○○○○
H○○.○.○生
熊本市南区野田3丁目○○-○-○○号

開示

健康福祉子ど
も局
障がい者福祉
相談所

11/18 11/20

71 12/1

北福祉発1432号｢支援の内容及び支給量｣
に記載された内容について決定に至った理
由及び同決定に際し参考にされた資料の一
切の開示をお願いします。

一部開示
2号　評価・診断等
情報

北区役所
福祉課

12/8
12/11
郵送

6号　第三者情報
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受付
番号

受付日 請求する文書の内容 決定内容 不開示理由 所管課
開示等
決定日

開示日

72 12/1

平成23年12月2日から平成26年12月1日ま
での
･私の戸籍関係請求書
(全部事項証明書)
本籍:熊本市安政町○番地○○
筆頭者:○○○○

一部開示 6号　第三者情報
企画振興局
区政推進課

12/9 12/12

73 12/12
平成25年4月1日から平成26年12月12日ま
での私の印鑑登録証明書交付申請書 開示

企画振興局
区政推進課

12/15 1/5

74 12/15

平成24年8月1日から平成26年12月15日ま
での
･私の戸籍関係請求書
(全部事項証明書･個人事項証明書･戸籍附
票)
本籍:熊本市中央区水前寺3-○○-○○
筆頭者:○○○○

開示
企画振興局
区政推進課

12/24
12/27
郵送

一部開示 6号　第三者情報 12/24

75 1/15
平成25年1月15日から平成27年1月15日ま
での私の印鑑登録証明書交付申請書

開示
企画振興局
区政推進課

1/19 1/20

76 1/15
平成25年1月15日から平成27年1月15日ま
での私の印鑑登録証明書交付申請書

不存在 第18条第2項
企画振興局
区政推進課

1/19

77 1/21
H26.8月～12月に私が北区福祉課に対して
行った相談の記録

一部開示
4号　公共の安全情
報

北区役所
福祉課

2/3
2/5
郵送

78 1/26

平成25年4月19日に天明総合出張所で私の
固定資産証明書が取得された際の下記の
書類
･固定資産課税台帳等、記載の事項証明兼
閲覧申請書･委任状

開示
南区役所
天明総合出
張所

1/30 1/30

79 1/27
平成25年１月1日から平成27年1月27までの
私の印鑑登録証明書交付申請書

開示
企画振興局
区政推進課

1/30 2/2

80 2/2

平成○年12月○日○○中学校において、
体育の授業中に骨折した、○○○○(○年
○組)の事故に関する文書すべて。
教育委員会に提出されたもの。
電話速報の記録も含め。最後の文書は1/30
提出された

開示
教育委員会
事務局
健康教育課

2/9 2/10

81 2/3
市民税県民税申告書
平成22年度(平成21年度分)
平成26年度(平成25年度分)

開示
財政局
南税務課

2/4 2/6

82 2/3

･対象者氏名 ○○○○
･生年月日 T.○○.○.○○
･死亡時の住民票登録住所 熊本市西区池
上町○○
平成24年7月 日から同 年 月 日までの間に
かかる上記個人を被保険者とする介護保険
の要介護･要支援認定申請に関する下記の
書類
認定調査表
主治医意見書
要介護認定申請書
申請時連絡表
審査会議事録

一部開示 6号　第三者情報

健康福祉子ど
も局
高齢介護福
祉課

2/13 2/16

83 2/13

平成26年2月1日から平成27年2月13日まで
の
･私の住民票関係請求書
世帯主:○○○○
郵便による請求も含む。

不存在 第18条第2項
企画振興局
区政推進課

2/16

84 2/17

平成26年2月1日から平成27年2月17日まで
の
･私の住民票関係請求書
世帯主:○○○○
郵便による請求も含む。

開示
企画振興局
区政推進課

2/27
3/11
郵送

85 2/17

平成24年1月1日から平成27年2月17日まで
の
･私の戸籍関係請求書
(全部事項証明書･個人事項証明書･戸籍附
票)
本籍:熊本市北区楠8丁目○○-○○
筆頭者:○○○○

開示
企画振興局
区政推進課

2/27
3/11
郵送

86 2/17

平成26年2月1日から平成27年2月17日まで
の
･子 ○○○○の住民票関係請求書
世帯主:○○○○
郵便による請求も含む。

開示
企画振興局
区政推進課

2/27
3/11
郵送
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受付
番号

受付日 請求する文書の内容 決定内容 不開示理由 所管課
開示等
決定日

開示日

87 2/17

平成24年1月1日から平成27年2月17日まで
の
･子 ○○○○の戸籍関係請求書
(全部事項証明書･個人事項証明書･戸籍附
票)
本籍:熊本市北区楠8丁目○○-○○
筆頭者:○○○○

開示
企画振興局
区政推進課

2/27
3/11
郵送

88 2/20

平成26年11月5日から平成27年2月20日ま
での
･私の戸籍関係請求書
(全部事項証明書･個人事項証明書･戸籍附
票)
本籍:熊本市北区植木町鎧田○○
筆頭者:○○○○

開示
企画振興局
区政推進課

2/26

89 3/3

私の所得証明書が発行された履歴が分かる
もの、(市県民税(所得、課税)証明交付申請
書)
平成25年9月1日から27年3月3日まで

開示
財政局
中央税務課

3/16 3/18

90 3/4

･対象者氏名 ○○○○
･生年月日 T.○.○.○○
･死亡時の H.○○.○.○○
住民票登録住所 中央区黒髪5-○-○○
上記個人を被保険者とする介護保険の要介
護･要支援認定申請に関する下記の書類
認定調査表
主治医意見書

開示

健康福祉子ど
も局
高齢介護福
祉課

3/18 3/19

91 3/5

平成26年4月1日から平成27年2月28日まで
に
･私が請求した下記の本籍筆頭者に係る戸
籍関係請求書
(全部事項証明書･個人事項証明書･戸籍附
票)
本籍:熊本市南区城南町鰐瀬○○
筆頭者:○○○○

開示
企画振興局
区政推進課

3/12 3/17

92 3/11

私の母○○○○(昭和○年○月○日生熊本
市西区田崎3-○-○)が、平成○年1月○
日、西区○○付近と、○○からそれぞれ国
立病院へ搬送された際の記録

開示
消防局
総務課

3/23 3/24

93 3/16

平成26年4月1日から平成27年3月16日まで
の
･私の戸籍関係請求書
(全部事項証明書)
本籍:熊本市南区川尻2-○
筆頭者:○○○○

一部開示 6号　第三者情報
企画振興局
区政推進課

3/30 4/15

94 3/26

平成25年1月1日から平成27年3月26日まで
の
･私の戸籍関係請求書
(全部事項証明書･個人事項証明書･戸籍附
票)
本籍:熊本市中央区上水前寺2丁目○○番
筆頭者:○○○○

不存在 第18条第2項
企画振興局
区政推進課

4/3

-340-



 

情 個 審 答 申 第 １ 号   

平成２６年４月２３日   

 

 熊本市長 様 

 

熊本市情報公開・個人情報保護審議会 

会 長  江  藤   孝 

 

 

熊本市情報公開条例第１７条の規定に基づく諮問について（答申） 

 

平成２４年７月２３日付け環政発第２４２号による下記の諮問について、別紙のとおり

答申します。 

 

記 

 

新幹線熊本駅の構内放送が外部に聞こえるような状況で、近隣住民の生活に影響を与え

ているとして文書開示申請した、新幹線熊本駅における拡声機を使用する営業（構内放

送）についての認可や営業届け出等に関する資料及び新幹線熊本駅前西口広場周辺におけ

る騒音調査実績表等に関する文書等開示請求拒否（不存在）決定（平成２４年７月５日付

け環政発第２４２号）に対する異議申立てについて 

 

 

 

 

［ 諮問第３号 ］
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別 紙 

        

 

答     申 

 

第１ 審議会の結論 

 

熊本市長（以下「実施機関」という。）の行った決定（請求拒否）は妥当でない。 

 

第２ 異議申立ての経緯 

 

本件異議申立ては、異議申立人（以下「申立人」という。）が熊本市情報公開条例

（以下「条例」という。）に基づき、平成２４年６月２２日に新幹線熊本駅における構

内放送に関し、「どの様な幸山市長の許認可によって、営業がなされているのか？営業

届け出がなされているのか？等に関連する資料等一式と、現地での騒音調査実績表等」

を開示請求したことに対し、実施機関が平成２４年７月５日に開示請求拒否決定（不存

在）を行ったことについて、当該決定の取消しを求めたものである。 

 

第３ 申立人の主張の趣旨 

 

申立人が、異議申立書及び意見書で主張した内容は、おおむね次のとおりである。 

 

  熊本市は、熊本駅周辺整備事業の一つとして熊本駅西土地区画整理事業を実施してい

るが、新幹線熊本駅に隣接しており、駅舎構内放送の音が外部に聞こえるような状況が

あり、そこに居住する住民の生活環境に影響を与えていることから、「熊本県生活環境

の保全等に関する条例・第 4款 拡声器の使用の制限 第 58条等を見るに、深夜を含

めて、どの様な幸山市長の許認可によって、営業がなされているのか？等」に関する資

料等一式と現地での騒音調査実績表等の文書の開示請求を行ったものである。 

熊本市は、事業主体として熊本駅西土地区画整理事業の工事を行い、換地指定をして

いる。日本一住み良いまちを創る・高齢者にも優しいまちを創る等を謳い、その理念が

地域でも発揮された市政執行の結果であるから、当然、熊本市環境基本条例、熊本市環

境総合計画による指針に沿って、工事や換地指定をし、地権者・市民等に安心安全な居

住区間としての保証の基に居住・日常生活を送らせているはずであるから、予防医学的

見地から生活環境は調査済みのはずである。 

また、当該地区は、花岡山万日山に囲まれた盆地状の第一種住居地域であることから

諮問第３号 
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熊本駅西土地区画整理事業の実施区域は、騒音等についても基準以内として、新幹線熊

本駅における拡声機を使用する営業（構内放送）を許認可しているはずであるから本件

文書の不存在はあり得ない。 

よって、不存在を取り消して、本件文書の交付を即執行して戴きたい。 

 

第４ 実施機関の説明の趣旨 

 

実施機関が請求拒否の理由として主張した内容は、おおむね次のとおりである。 

 

熊本県生活環境の保全等に関する条例第５８条は、拡声機の使用に対して、一定の制

限をかけるものであるが、その規定に基づく営業の許認可や届出の義務は無い。 

また、新幹線熊本駅の構内放送については、屋外に向けての音響機器の使用には該当

せず、同条例第５８条第３項の規定は適用されないため、騒音等の環境影響調査や騒音

調査についても実施していない。 

以上より、文書は不存在である。 

 

第５ 審議会の判断 

 

１ 本件文書について 

 

開示請求書及び異議申立書からすると、本件文書Ⅰ・Ⅱは、次のとおりである。 

 

  (1) 本件文書Ⅰ 

     本件文書Ⅰは、新幹線熊本駅における拡声機を使用する営業（構内放送）につ

いての許認可や営業届出に関する資料である。 

 

(2) 本件文書Ⅱ 

本件文書Ⅱは、新幹線熊本駅前西口広場（以下、「駅前西口広場」という。）

周辺における騒音調査実績表等である。 

 

２ 判断に当たっての基本的な考え方 

 

当審議会は、条例に基づき請求拒否（不存在）の妥当性を判断するものであり、事

業等の是非については判断しない。 
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３ 本件文書の存否について 

 

(1) 本件文書Ⅰについて 

 

本件請求に係る拡声機使用による騒音に関わる法令等として、熊本県生活環境

の保全等に関する条例（昭和４４年条例第２３号）（以下「県条例」という。）

がある。 

県条例第５８条及び同条例施行規則には、拡声機使用について許認可、届出等

についての規定は一切ない。 

したがって、許認可、届出等に関する文書がないとする実施機関の主張は合理

性が認められる。 

 

  (2) 本件文書Ⅱについて 

 

拡声機を使用する営業（構内放送）についての許認可、届出等に関する規定は

無いものの、騒音に係る法令等には、土地の用途に応じた地域の類型及び時間の

区分ごとに騒音の環境基準が定められ、その目標を達成するために騒音発生源と

なる特定施設や特定建設作業等についての規制基準が定められている。 

騒音規制法に基づく本市の騒音規制地域の指定は市内全域となっているが、実

施機関では、騒音測定等の運用は、環境基準の達成状況を把握するための自動車

騒音測定等の一部を除き、広く調査測定を行ってはおらず、個別の騒音の発生源

に対する調査は、基本的には住民からの苦情申出により対処している。 

その対処は、申出人の相談により、必要に応じて調査、指導及び助言を行い、

それらの処理でもなお紛争処理ができない場合に測定器による騒音測定を行うこ

ととしている。 

そこで、当審議会が実施機関に確認したところ、熊本駅舎の構内放送に係る公

害苦情申出の処理を実施機関で行っていることを示す文書があった。 

そして、当審議会がインカメラで当該文書を確認したところ、測定器による騒

音測定を行ったという記載はないものの実施機関の職員が現地で音を確認した内

容が含まれていた。 

当該文書は、測定器による騒音測定結果ではないものの、同文書を開示請求対

象文書から除外する理由はない。したがって、実施機関が本件に係る文書を不存

在とした判断は不相当といわざるをえない。 

もっとも、公害苦情申出の処理に関する資料は、申立人以外の第三者の情報が

含まれており、開示決定にあたっての判断はその点が留意されるべきである。 
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４ 結論 

 

以上により、「１ 審議会の結論」のとおり判断する。 

 

 

熊本市情報公開・個人情報保護審議会 

会     長  江 藤  孝 

会長職務代理者  高 木 絹 子 

委     員  大 江 正 昭 

委     員  馬 場  啓 

委     員  澤 田 道 夫 
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〔参考〕  

審議会の審議経過 

年 月 日 審  議  経  過 

平成２４年 ７月２３日 熊本市長から諮問を受けた。 

平成２４年 ８月 ９日 実施機関から請求拒否理由説明書を受理した。 

平成２４年 ９月１３日 
異議申立人から請求拒否理由説明書に対する 

意見書を受理した。 

平成２６年 １月１７日 諮問の審議を行った。 

平成２６年 ２月１０日 答申（案）の審議を行った。 

平成２６年 ３月２７日 答申（案）の審議を行った。 
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情 個 審 答 申 第 ２ 号   

平成２６年４月２３日   

 

 熊本市長 様 

 

熊本市情報公開・個人情報保護審議会 

会 長  江  藤   孝 

 

 

熊本市情報公開条例第１７条の規定に基づく諮問について（答申） 

 

平成２４年８月３日付け駅整発第２５８号による下記の諮問について、別紙のとおり答

申します。 

 

記 

 

新幹線熊本駅の構内放送が外部に聞こえるような状況で、近隣住民の生活に影響を与え

ているとして文書開示申請した、新幹線熊本駅西口広場周辺における現地での騒音調査実

績表等に関する文書等開示請求拒否（不存在）決定（平成２４年７月２日付け駅整発第１

７６号）に対する異議申立てについて 

 

 

 

 

［ 諮問第４号 ］
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別 紙 

        

 

 

答     申 

 

第１ 審議会の結論 

 

熊本市長（以下「実施機関」という。）の行った決定（請求拒否）は妥当である。 

 

第２ 異議申立ての経緯 

 

本件異議申立ては、異議申立人（以下「申立人」という。）が熊本市情報公開条例

（以下「条例」という。）に基づき、平成２４年６月２２日に「新幹線熊本駅前西口広

場周辺における現地での騒音調査実績表等の資料」（以下「本件文書」という。）を開

示請求したことに対し、実施機関が平成２４年７月２日に開示請求拒否決定（不存在）

を行ったことについて、当該決定の取消しを求めたものである。 

 

第３ 申立人の主張の趣旨 

 

申立人が、異議申立書及び意見書で主張した内容は、おおむね次のとおりである。 

 

  熊本市は、熊本駅周辺整備事業の一つとして熊本駅西土地区画整理事業を実施してい

るが、新幹線熊本駅に隣接しており、駅舎構内放送の音が外部に聞こえるような状況が

あり、そこに居住する住民の生活環境に影響を与えていることから、「熊本県生活環境

の保全等に関する条例・第４款 拡声器の使用の制限 第５８条等を見るに、深夜を含

めて、どの様な幸山市長の許認可によって、営業がなされているのか？等」に関する資

料等一式と現地での騒音調査実績表等の文書の開示請求を行った。 

熊本市は、事業主体として熊本駅西土地区画整理事業の工事を行い、換地指定をして

いる。日本一住み良いまちを創る・高齢者にも優しいまちを創る等を謳い、その理念が

地域でも発揮された市政執行の結果であるから、当然、熊本市環境基本条例、熊本市環

境総合計画による指針に則って、工事や換地指定をし、地権者・市民等に安心安全な居

住区間としての保証の基に居住・日常生活を送らせているはずであるから、予防医学的

見地から生活環境は調査済みのはずであるから本件文書の不存在はあり得ない。 

よって不存在を取り消して、存在・資料交付を即執行して戴きたい。 

諮問第４号 
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第４ 実施機関の説明の趣旨 

 

実施機関が請求拒否の理由として主張した内容は、おおむね次のとおりである。 

 

区画整理事業において新幹線の構内放送についての騒音調査を実施する規定はない。

また、新幹線の駅舎及び軌道は熊本駅西土地区画整理事業地区外であるため、営業及び

建築等に関する許認可等には一切関わっていない。 

よって、申立人が請求する資料は存在しないため、不存在である。 

 

第５ 審議会の判断 

 

１ 本件文書について 

 

本件文書は、新幹線熊本駅前西口広場周辺における現地での騒音調査実績表等の資

料である（諮問第 3号において同様の文書が本件と同一人により開示請求がなされて

いるため、本件では、実施機関の熊本駅周辺整備事務所における文書に限るものとす

る。）。 

 

２ 判断に当たっての基本的な考え方 

 

当審議会は、条例に基づき請求拒否（不存在）の妥当性を判断するものであり、事

業等の是非については判断しない。 

 

３ 本件文書の存否について 

 

本件文書は、駅舎の構内放送の音源（拡声機）に関わるものであり、騒音公害の音

源に関する責務に関しては熊本市公害防止条例第３条で規定する事業者の基本的な責

務として取り扱われるべきである。 

しかしながら、駅舎に関しては、その事業者は九州旅客鉄道株式会社あるいはその

関連会社であり、実施機関は事業者とはならないため、当該責務を負うものではない。 

なお、申立人は、本件請求に係る拡声機使用による騒音に関わる法令等として、熊

本県生活環境の保全等に関する条例があり、そのことを根拠として許認可、届出等が

あるとする旨の主張を述べているが、駅舎の拡声器使用に関してそのような許認可、

届出等の制度は存在しない。 
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以上より、本件文書に係る騒音測定を実施しておらず本件文書は不存在であるとの

実施機関の主張には合理性が認められる。 

 

４ 結論 

 

以上により、「１ 審議会の結論」のとおり判断する。 

 

熊本市情報公開・個人情報保護審議会 

会     長  江 藤  孝 

会長職務代理者  高 木 絹 子 

委     員  大 江 正 昭 

委     員  馬 場  啓 

委     員  澤 田 道 夫 
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〔参考〕  

審議会の審議経過 

年 月 日 審  議  経  過 

平成２４年７月２３日 熊本市長から諮問を受けた。 

平成２４年８月 ９日 実施機関から請求拒否理由説明書を受理した。 

平成２４年９月１３日 
異議申立人から請求拒否理由説明書に対する 

意見書を受理した。 

平成２６年１月１７日 諮問の審議を行った。 

平成２６年２月１０日 答申（案）の審議を行った。 

平成２６年３月２７日 答申（案）の審議を行った。 
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情 個 審 答 申 第 ３ 号   

平成２６年５月２８日   

 

 熊本市長 様 

 

熊本市情報公開・個人情報保護審議会 

会 長  江  藤   孝 

 

 

熊本市情報公開条例第１７条の規定に基づく諮問について（答申） 

 

平成２４年９月１３日付け、平成２４年諮問第５号で諮問を受けました下記の異議申立

てについて、別紙のとおり答申します。 

 

記 

 

熊本市自治基本条例及び同条例見直しに伴う自治推進委員会への諮問に係る文書等の開

示請求に伴う請求拒否決定に対する異議申立てについて 

 

文書等の件名  １ 熊本市自治基本条例よりも優位性をもつ条例・条例理念・等のわか

る資料等   （平成２４年７月１２日付 市協発第２１５号関係） 

 

２ 熊本市自治基本条例第３９条の「市民参画」が「自治推進委員会」

で事足りるとする法的根拠・条例理念等・この条例の起草時における

検討審議等の分かる記録・会議録の資料等 

（平成２４年７月３１日付 市協発第２３９号関係） 

３ 自治推進委員会諮問通知書 

自治推進委員会長宛の市長公印のある書面 

（平成２４年８月２０日付 市協発第２８８号関係） 
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 別 紙 

 

 

答     申 

 

第１ 審議会の結論 

 

熊本市長（以下「実施機関」という。）の行った決定（請求拒否）は妥当である。 

 

第２ 異議申立ての経緯 

 

本件異議申立ては、異議申立人（以下「申立人」という。）が熊本市情報公開条例

（以下「条例」という。）に基づき、「熊本市自治基本条例よりも優位性をもつ条例・

条例理念・等のわかる資料等」（以下「本件文書Ⅰ」という。）、「熊本市自治基本条

例第３９条の『市民参画』が『自治推進委員会』で事足りるとする法的根拠・条例理念

等・この条例の起草時における検討審議等の分かる記録・会議録の資料等」（以下「本

件文書Ⅱ」という。）及び「自治推進委員会諮問通知書 自治推進委員会長様 熊本幸

山市長公印押印の書面」（以下「本件文書Ⅲ」という。）を開示請求したことに対し、

実施機関が開示請求拒否決定（不存在）を行ったことについて、当該決定の取消しを求

めたものである。 

 

第３ 申立人の主張の趣旨 

 

  申立人が、異議申立書及び意見書で主張した内容は、おおむね次のとおりである。 

 

１ 本件文書Ⅰの存否について 

 

熊本市の最高規範性を持つとされる熊本市自治基本条例の何処にも、熊本市自治推

進委員会が市長からの諮問を受けて、同条例の改正の意見書を述べても良いとする条

例理念が条文・理念も見当たらないので、幸山市長が、熊本市自治推進委員会に対し

て、熊本市自治基本条例の改正を諮問するには、熊本市自治基本条例よりも優位性を

持った条例・理念が「存在」する筈であり、「不存在」はありえない。市長も熊本市

自治推進委員会に、法的裏づけ・根拠もなく、諮問する筈もないので「不存在」を取

り消して、「存在・資料交付」を執行して頂きたい。 

 

諮問第５号 
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 ２ 本件文書Ⅱの存否について 

 

熊本市自治基本条例（条例の見直し）第３９条２ 市長は、この条例の見直しに当

たっては、「市民参画」の手続きを実施します。とある。この自治基本条例の作成に

当たっては、総勢百余名の市民・市議会議員・市職員等が参画・協働しての市民会議

議論審議・起草委員議論審議・運営委員議論審議・熊本市議会議論審議等を経ての源

流・原点・実績がある事は、厳然たる史実である。その中で、（条例の見直し）第３

９条２市長は、この条例の見直しに当たっては、「市民参画」の手続きを実施します。

の中の「市民参画」の条例理念と「熊本市市民参画と協働の推進条例」の中の第２章 

市民参画第４条～第１１条の条例・条例理念とは、明らかに異なる適応外のものであ

り、熊本市自治基本条例（条例の見直し）第３９条２「市民参画」と熊本市市民参画

と協働の推進条例第 2章「市民参画」の適応範囲は、同推進条例範囲内であり、根本

的適応違いが明白である。その為、熊本市自治推進委員会が「市民参画の形式構成を

なし、幸山市長の諮問に適合した委員会」として諮問したのであれば、検討審査審議

がなされた法的根拠が「存在」する筈であり、「不存在」はあり得ない。依って、

「不存在」を取り消して「存在・そのわかる資料・交付」を執行して頂きたい。 

 

 ３ 本件文書Ⅲの存否について 

 

   第２回熊本市自治推進委員会（平成 24年 7月 2日開催）、平成 24年度市政リレー

シンポジウム（平成 24年 7月 7日開催）の中で、熊本市自治推進委員会の委員長は、

幸山市長から熊本市自治基本条例の改正の諮問を受けたので、審議に入りますとの発

言している。その為、市長からの委員長宛の諮問書が「不存在」とはあり得ない。法

的行政執行・文書等執行等に詳しい筈の学識経験者の明確な発言があるにも拘らず、

委員長宛の市長発達公文書・諮問書が「不存在」とはあり得ない。更に、熊本市自治

推進委員会の市長からの諮問事項について（伺い）の庁内・市長等決済稟議書も「存

在」するのに、「不存在」はあり得ない。速やかに「不存在」を取り消して「存在・

諮問書交付」を執行して頂きたい。 

 

第４ 実施機関の説明の趣旨 

 

実施機関が請求拒否の理由として主張した内容は、おおむね次のとおりである。 

 

１ 本件文書Ⅰの存否について 
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   法体系上は、個々の条例にその優劣、高低はないが、熊本市自治基本条例の理念に

基づき、熊本市の自治の推進を市政全般に浸透させていくために、他の条例・規則、

要綱、構想、計画、施策等の制定改廃から運用解釈までについて、熊本市自治基本条

例との整合性を図ることを義務付けることで、熊本市自治基本条例を実態として運用

上の最高位に位置する条例としている。 

よって、「熊本市自治基本条例よりも優位性をもつ条例・条例理念等」は不存在で

ある。 

 

２ 本件文書Ⅱの存否について 

 

熊本市自治基本条例の見直しに当っては、自治推進委員会への諮問のみによって市

民参画の手法が行われる訳ではなく、熊本市市民参画と協働の推進条例(平成 23年条

例第 12号) に規定する市民参画の対象となるものであり、同条例に市民参画のため

の手法についても規定している。それに掲げられたアンケートやパブリックコメント

などの手法を適切な時期に実施することとしており、申立人に対して同趣旨の説明を

行っている。 

よって、「市民参画」が「自治推進委員会」で事足りるとする法的根拠・条例理念

等・この条例の起草時における検討審議等の分かる記録・会議録の資料等は不存在で

ある。 

 

３ 本件文書Ⅲの存否について 

 

熊本市自治推進委員会の市長からの諮問事項については、平成２４年５月２３日に

市長決裁により決定した事項であるが、公印押印の書面は作成していない。 

よって、「自治推進委員会諮問通知書 自治推進委員会長熊本幸山市長公印押印の

書面」は不存在である。 

 

第５ 審議会の判断 

 

１ 本件文書Ⅰ・Ⅱ・Ⅲについて 

 

開示請求書及び異議申立書からすると、本件文書Ⅰ・Ⅱ・Ⅲは、次のとおりである。 

 

(1) 本件文書Ⅰ 

熊本市自治基本条例よりも優位性をもつ条例・条例理念・等のわかる資料等 
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(2) 本件文書Ⅱ 

熊本市自治基本条例第３９条の「市民参画」が「自治推進委員会」で事足りると

する法的根拠・条例理念等・この条例の起草時における検討審議等の分かる記録・

会議録の資料等 

 

(3) 本件文書Ⅲ 

自治推進委員会諮問通知書 

自治推進委員会長宛の市長公印のある書面 

 

２ 判断に当たっての基本的な考え方 

 

当審議会は、条例に基づき請求拒否（不存在）の妥当性を判断するものであり、事

業等の是非については判断しない。 

 

３ 本件文書Ⅰ・Ⅱ・Ⅲの存否について 

 

本件文書Ⅰ・Ⅱが存在しないとする実施機関の説明は十分に合理性を認めることが

できる。 

本件文書Ⅲについては、申立人が、熊本市長の附属機関である熊本市自治推進委員

会への諮問の手法として、存在すべきとして請求した文書といえる。 

本市においては、各法律、地方自治法第１３８条の４等に基づく各関係条例及び熊

本市附属機関設置条例に規定する市長を含む執行機関又は公営企業管理者の附属機関

として、審査会、審議会、調査会その他の調停、審査、諮問又は調査等、様々な目的

を持って多くの附属機関が設置されており、当審議会で調査を行った結果、本市にお

いては、附属機関への諮問等の方法を統一的に定めた規定はなく、多くの附属機関へ

押印した文書による諮問の形式をとっていないことから、本件文書Ⅲについても押印

した諮問書を必須として取扱わないとする実施機関の説明に不合理があるとは認めら

れない。 

これに対し、申立人の主張は、いずれも実施機関が行った判断や事務事業の手法等

への不服を述べているに過ぎず、文書の存在を疑わせる合理的な理由は認められない。 

よって、本件文書Ⅰ・Ⅱ・Ⅲはいずれも存在しないと認められる。 

 

４ 結論 
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以上により、「１ 審議会の結論」のとおり判断する。 

 

熊本市情報公開・個人情報保護審議会 

会     長  江 藤  孝 

会長職務代理者  高 木 絹 子 

委     員  大 江 正 昭 

委     員  馬 場  啓 

委     員  澤 田 道 夫 
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〔参考〕  

審議会の審議経過 

年 月 日 審  議  経  過 

平成２４年 ９月１３日 熊本市長から諮問を受けた。 

平成２４年１１月 ９日 実施機関から請求拒否理由説明書を受理した。 

平成２４年１１月２７日 
異議申立人から請求拒否理由説明書に対する 

意見書を受理した。 

平成２６年 ３月２７日 諮問の審議を行った。 

平成２６年 ４月２３日 答申（案）の審議を行った。 

平成２６年 ５月２８日 答申（案）の審議を行った。 

 

 

-358-



1 

 

情 個 審 答 申 第 ４ 号   

平成２６年７月１６日   

 

 熊本市長 様 

 

熊本市情報公開・個人情報保護審議会 

会 長  江  藤   孝 

 

 

熊本市情報公開条例第１７条の規定に基づく諮問について（答申） 

 

平成２５年８月６日付け、平成２５年度諮問第１号で諮問を受けました下記の異議申立

てについて、別紙のとおり答申します。 

 

記 

 

熊木市「西区まちづくり懇話会」の公募委員選考で使用した応募者全員の個人情報を除

いた応募原稿の文書等の開示請求に伴う請求拒否決定に対する異議申立てについて 
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 別 紙 

 

 

答     申 

 

第１ 審議会の結論 

 

  熊本市長（以下「実施機関」という。）の行った決定（請求拒否）は妥当である。 

   

第２ 異議申立ての経緯 

 

本件異議申立ては、異議申立人が熊本市情報公開条例に基づき、熊木市「西区まちづく

り懇話会」の公募委員選考で使用した応募者全員の応募原稿（但し、個人情報を除く。）

を開示請求したことに対し、実施機関が開示請求拒否（不開示）決定を行ったことについ

て、当該決定の取消を求めたものである。 

 

第３ 審議会の判断 

 

  本件異議申立ての経緯の内容は、平成１９年答申第３号（参照資料別添）の異議申立

ての経緯の内容と同趣旨であり、当審議会としては、前記第３号事件と判断を異にする

ものではない。 

よって、上記「１ 審議会の結論」のとおり判断する。 

 

 

熊本市情報公開・個人情報保護審議会 

会     長  江 藤  孝 

会長職務代理者  高 木 絹 子 

委     員  大 江 正 昭 

委     員  馬 場  啓 

委     員  澤 田 道 夫 

 

  

諮問第１号 
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〔参考〕  

審議会の審議経過 

年 月 日 審  議  経  過 

平成２５年８月 ６日 熊本市長から諮問を受けた。 

平成２５年８月２７日 実施機関から請求拒否理由説明書を受理した。 

平成２５年９月２７日 
異議申立人から請求拒否理由説明書に対する 

意見書を受理した。 

平成２６年５月２８日 諮問の審議を行った。 

平成２６年６月１８日 答申（案）の審議を行った。 
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答 申 第 3 号 

平成１９年１０月２３日 

 

 熊本市長 様 

 

熊本市情報公開・個人情報保護審議会 

会 長  江  藤    孝 

 

熊本市情報公開条例第１７条の規定に基づく諮問について（答申） 

 

平成１９年６月２８日付け市協発第１３６号による下記の諮問について、別紙のとおり

答申します。 

 

記 

 

 「熊本市自治基本条例検討委員公募」に於ける応募者全員の小論文（氏名を除く）の

開示請求に伴う請求拒否決定に対する異議申立てについて 

  

   

 

［ 諮問第３号 ］ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【参照資料】（平成２６年度答申第４号関係） 

1 
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 別 紙 

 

 

答     申  

 

１ 審議会の結論 

 

  熊本市長（以下「実施機関」という。）の行った決定（請求拒否）は妥当である。 

   

２ 異議申立ての経緯 

 

本件異議申立ては、異議申立人（以下「申立人」という。）が熊本市情報公開条例（以

下「条例」という。）に基づき、熊本市自治基本条例検討委員会の公募委員選考で使用

した応募者全員の小論文（以下「本件文書」という。）を開示請求したことに対し、

実施機関が開示請求拒否（不開示）決定を行ったことについて、当該決定の取消を求

めたものである。 

   

３ 申立人の主張の趣旨 

 

  申立人が、異議申立書、意見書及び口頭による意見の陳述で主張した内容は、おおむ

ね次のとおりである。 

   

  条例第７条第２号該当性について 

 

請求している小論文は氏名を除くとしており個人が特定される情報ではない。又、応募

者は自発的に応募しており、公表されても自己責任の持てない者は応募できないと思われ

るため個人の正当な利益を害するおそれがある情報とは思われない。 

小論文に価値観、理念等が反映されているのは当然のことであり、熊本市が高い評価を

した論文を書いた市民代表により自治基本条例を検討することを熊本市民に公表するこ

とが自治基本条例の理念であると信じる。 

 

条例第７条第６号該当性について 

 

選考業務という事務事業の性質上、将来同種の業務の適正な遂行に支障を及ぼすおそれ

があるためという拒否理由である。その「支障」の程度は実質的なものが要求され、「お

それ」の程度も法的保護に値する蓋然性が要求されるが、前回開示した実績で実質的に実

害があったかどうかの検証もないため不開示の理由とはなりえない。 

諮問第 3号 

1  
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論文を公表するともしないとも明記していないのに、「公開することを前提としていな

い」や「開示決定までに公開する旨の同意もない」など勝手な想定で不開示とすることは

おかしい。 

市民として、社会人として、自分の人生観、経験、知識、理念等を正々堂々と主張する

市民を選考することが熊本市としての責務であり、選考された市民代表の論文を広く市民

に公表することは当然のことである。 

 

条例第１４条該当性について 

 

平成１６年１０月に「熊本駅周辺地域まちづくり推進協議会委員公募」において応募者

から同意を取って氏名等を削除した小論文の開示を行っているにもかかわらず、今回は同

意を取る事務処理を行っていない。これは業務怠慢である。 

不開示部分があれば部分的に黒塗りすればすむことであり、そのことで応募者の正当な

利益を侵害するとは思えない。 

今回、応募者が自主的に提出した小論文を開示できない理由が不透明で、熊本市の憲法

ともいえる自治基本条例がどのような人によって作られるのか不安を抱かざるを得ない。 

 

４ 実施機関の説明の趣旨 

 

  実施機関が、請求拒否理由説明書及び意見陳述において主張した内容は、おおむね次

のとおりである。 

 

条例第７条第２号該当性について 

 

本件文書には、与えられたテーマについて、応募者個人のこれまでの活動や社会的関心、

さらにはこれまでの経験に基づく意見、信条、理念等が記載されており、これらは、応募

者個人の人格、思想、社会観と密接に結びついたものである。 

なお、同種の文書（小論文や手紙等）については、公表することを前提として提供され

た場合を除き、これまで公表したことはなく、情報公開においては本人に同意を得て開示

した例が過去に一度はあるが、それ以外にはない。 

さらに、当該文書については公開することを前提に提出されたものではないことを踏ま

えると、応募者は当該文書を公開することを予想してはおらず、また、開示決定までに公

開する旨の同意もないことから、これらの情報を開示すると個人識別性のある部分を除い

たとしても、個人の人格や財産権その他個人の正当な利益を害するおそれがある。 

したがって、条例第７条第２号に該当する。 

 

 

 

-364-



7 

 

条例第７条第６号該当性について 

 

本件文書を勝手に開示すれば応募者と実施機関との間の信頼関係を損なうことになり、

検討委員会を運営するという事務事業又は今後行われる選考という同種の事務事業の適

正な執行に支障を及ぼすのは明白である。 

本件文書が今後公開されるとなると、応募者は記載の仕方や表現に違いが出ることは容

易に推測され、一般的な意見しか記述しなくなる。さらに、応募を躊躇するもの、又、筆

跡や記載内容から個人が特定されると危惧するものが出ることは否定できない。 

よって、選考という事務事業の目的が損なわれることになり、今後行われる同種の事務

事業の適正な執行に支障を及ぼす。 

したがって、条例第７条第６号に該当する。 

 

条例第１４条該当性について 

 

本条の意見聴取は、第三者の正当な権利利益の保護に関する不開示情報の規定に該当す

るかどうかを適切に判断するための調査であるが、当該情報が不開示情報に明らかに該当

するとき又は明らかに該当しないときは行わないこととしている。 

本件文書が条例第７条第２号及び第６号に明らかに該当すると判断したため、当該手続

きは行わなかったものである。 

平成１６年に小論文の開示請求があったことに対して、当時は当該小論文が明らかに不

開示情報に該当するかどうかの判断ができなかったため意見聴取を行ったうえで開示し

ているが、その後判例が出ていることもあり、今回は前述したとおりの判断をしたため意

見聴取を行わなかったものである。 

 

５ 審議会の判断 

 

(1) 本件文書について 

本件文書は、熊本市自治基本条例検討委員会の公募委員選考で使用した応募者全

員の小論文である。 

記載内容は、応募者の氏名、住所、性別、年齢、電話番号、FAX番号、メールアドレ

ス及び小論文となっている。 

 

 (2)  判断に当たっての基本的な考え方 

  本件文書にかかる判断は、不開示とした情報をインカメラ方式を用い総合的に勘案

したものである。 

  また、当審議会においては、条例に基づき開示、不開示の妥当性を判断するもので

あり、制度等の是非については判断しない。 
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 (3)  条例第７条第２号該当性について 

   実施機関が保有する文書等の中には、開示することにより、個人又は法人等の正当

な利益を害したり、公共の安全、行政事務事業の適正な遂行等に支障を及ぼすもの等が

あるため、条例第７条において一定の合理的理由に基づき不開示とする必要がある情報

を不開示情報と規定したものである。 

同条第２号本文において、「個人に関する情報であって、特定の個人が識別され、又

は他の情報と照合することにより識別され得るもの」を不開示情報と規定しており、た

だし書のアからオまでにおいて例外規定を設けている。 

ア 法令等の規定により、何人も閲覧することができる情報 

イ 実施機関が作成し、又は取得した情報で、公表することを目的としているもの 

ウ 氏名その他特定の個人が識別され得る情報の部分を除くことにより、開示しても、

この号の規定により保護される個人の利益が害されるおそれがないと認められる

こととなる情報 

エ 公務員等の職務の遂行に係る情報に含まれる当該公務員等の職及び氏名に関す

る情報であって、開示しても、当該公務員等の権利を不当に侵害し、または生活に

不当に影響を与えるおそれがないと認められるもの 

オ 人の生命、身体、健康、財産又は生活を保護するため、開示することがより必要

であると認められる情報 

 

本件文書は、熊本市自治基本条例検討委員会の公募委員選考のために使用した応

募者全員の小論文で、記載内容は、応募者の氏名、住所、性別、年齢、電話番号、FAX

番号、メールアドレス及び小論文となっており、基本的には条例第７条第２号に規定す

る個人情報である。 

応募者の氏名等については、申立人、実施機関双方個人情報であることには異論がな

いと認められるため、個人が特定され得る部分を除いた小論文部分について条例第７条

第２号に該当するかどうかを検討する。 

小論文には応募者個人のこれまでの活動や社会的関心、さらにはこれまでの経験に基

づく意見、信条、理念等が記載されている。これらの情報は、応募者個人の人格、思想、

社会観と密接に結びついたものであり、条例第７条第２号に規定する個人情報に該当す

る。このため、同条ただし書きに該当するかどうかを検討する。 

本条ただし書ア、イ、エ、オに該当しないことは明らかである。 

ただし書ウに該当するかどうかについて検討する。 

本件文書には前述のとおりの個人情報が記載されており、それらの情報を社会に開示

するか否か等については元来各応募者が自ら決すべき利益を有していると認めるのが

相当であり、そのことは、開示の対象となるべき文書から作成者が識別される部分を除

いたとしても同様というべきである。 

他方、実施機関は、従来から各種委員を募集しているが、その際応募者に対し、選考
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資料として論文の提出を求めたことも相当数に上り、その一方で、実施機関において論

文を後に公開した例は平成１６年の一例を除き存在しないことが認められる。そうする

と、応募者は論文を提出するに当たり、それが後に公開されることは予想していなかっ

たと推測される。 

以上のとおり、応募者においては、本件文書の開示の可否について自ら決すべき利益

を有するものであり、また、提出した論文が開示されることは予想し得ないことであっ

たことからみるならば、本件文書を「開示しても、この号の規定により保護される個人

の利益が害されるおそれがない」ものと認めることはできないというべきである。 

したがって本件文書はただし書ウには該当せず、条例第７条第２号の不開示情報に該

当する。 

  

(4) 条例第７条第６号該当性について 

  条例第７条第６号は、実施機関の事務事業の適正な遂行を確保するため、監査、検査、

取締り、争訟、交渉、契約、試験、調査、研究、人事管理その他実施機関の事務事業

に関する情報のうち、開示することにより、当該事務事業の性質上、その適正な遂行

に支障を及ぼすおそれのある情報を不開示情報にすることを定めたものである。ここ

でいう「支障」の程度とは名目的なものでは足りず、実質的なものが要求されており、

また「おそれ」の程度も単なる可能性ではなく、法的保護に値する蓋然性が求められ

るものである。 

実施機関は、従来から各種委員を募集しているが、その際応募者に対し、選考資料

として論文の提出を求めたことも相当数に上り、その一方で、実施機関において論文

を後に公開した例は平成１６年の一例を除き存在しないことが認められる。 

かかる文書が公開されるとなると、応募者は記載の仕方や表現に違いが出ることは

容易に推測され、一般的な意見しか記述しなくなる。さらに、応募を躊躇する者、又、

筆跡や記載内容から個人が特定されると危惧する者が出ることも否定できず、よって、

選考という事務事業の目的が損なわれることになり、今後行われる同種の選考事務の

適正な執行に支障を及ぼすおそれがある。 

本件における当該委員の募集に際しても、応募された小論文の扱いについては、な

んら触れられておらず、当該論文を公開するとも明記されていなければ、公開しない

とも明記されていない。 

このような状況下で応募者は、自己の提出した小論文がいずれ公開されることにな

るとは予想だにしないのが通常であり、むしろ公開されないことを前提と捉え、小論

文の内容もなんら制約されることなく、自由な発想のもとで記述されたものと考えら

れる。 

このような応募者の意向を無視して、実施機関が本件文書を意のままに開示すれば

応募者と市との間の信頼関係が損なわれることは明らかであり、始動し始めたばかり

の検討委員会を運営する事務事業の適正な執行に支障を及ぼすことになると認めら
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れる。 

したがって本件文書は条例第７条第６号に該当する。 

 

(5) 条例第１４条について 

本条の意見聴取は、第三者の正当な権利利益を保護するために、不開示情報に該当する

かどうかを適切に判断するための調査であるが、当該情報が不開示情報に明らかに該当す

るとき又は明らかに該当しないときは行わないこととしている。 

平成１６年に小論文の開示請求があった際、当時、実施機関は、当該小論文が条例第７

条第２号に該当するかどうか明快でなかったため意見聴取を行い、応募者全員の承諾を得

たうえで開示している。 

今回、実施機関は、判例による全国的な動向等も検討した結果、本件文書が条例第７条

第２号に明らかに該当すると判断し、また、同条第６号にも明らかに該当すると判断でき

たため、当該手続きは行わなかったものである。 

ことに、実施機関は、応募者と実施機関との間の信頼関係を重視するとともに今後も事

務事業の適正な執行を確保する観点から、本件文書は条例第７条第６号の不開示情報に明

らかに該当するため、たとえ前回と同様の手続きを経て開示の承諾が得られたとしても開

示すべきでないと総合的に判断したものである。このため、承諾をとるための手続きは行

っていない。 

そもそも、条例第１４条は、第三者の正当な権利利益を保護するために、不開示情報に

該当するかどうかを適切に判断するために第三者に意見を聴くことができると規定した

ものであり、第三者に意見を聴くことを実施機関に義務付けたものではない。実施機関は、

本件文書が不開示情報の規定に明らかに該当すると判断したため、本条の手続きを行わな

かったものであり、意見聴取を行わなかったからといって怠慢とはいえない。 

 

(6) 結論 

以上により、「１ 審議会の結論」のとおり判断する。 

 

 

 

熊本市情報公開・個人情報保護審議会 

会     長  江 藤  孝 

会長職務代理者  荒 木 昭次郎 

委     員  高 木 絹 子 

委     員  田 中 節 男 

委     員  馬 場  啓 
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情 個 審 答 申 第 ５ 号   

平成２６年７月１６日   

 

 熊本市長 様 

 

熊本市情報公開・個人情報保護審議会 

会 長  江  藤   孝 

 

 

熊本市情報公開条例第１７条の規定に基づく諮問について（答申） 

 

平成２５年９月１０日付け、平成２５年度諮問第３号で諮問を受けました下記の異議申

立てについて、別紙のとおり答申します。 

 

記 

 

熊木市「西区まちづくり懇話会」の公募委員選考の際の審査に関する文書の開示請求に

伴う請求拒否決定に対する異議申立てについて 
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 別 紙 

 

 

答     申 

 

第１ 審議会の結論 

  熊本市長（以下「実施機関」という。）の行った決定（請求拒否）は妥当である。 

 

第２ 異議申立ての経緯 

本件異議申立ては、異議申立人（以下「申立人」という。）が熊本市情報公開条例（以

下「条例」という。）に基づき、熊木市「西区まちづくり懇話会」の公募委員選考が行わ

れた際の第１次評価、第２次評価の審査項目ごとの判定評価及び評価配点基準・評価配

点根拠等の分かる具体的凡例が記載された文書（以下「本件文書」という。）を開示請求

したことに対し、実施機関が開示請求拒否（不存在）決定を行ったことについて、当該

決定の取消を求めたものである。 

 

第３ 申立人の主張の趣旨 

  申立人が、異議申立書及び意見書で主張した内容は、おおむね次のとおりである。 

 

熊本市憲法・熊本市自治基本条例（自治の基本理念）第３条、（自治運営の基本原理）

第４条、（市民の権利）第５条、（市民の責務）第６条、（市長等の役割）第１０条（1）、

（市政の基本原則）第１２条（1）（3）、（総合的な行政サービス）第１６条、（行政手続

き）第２０条、（説明責任）第２２条、（情報共有の原則）第２５条１、（市民参画・協働

のための仕組み）第３０条（2）（3）、（参画と協働によるまちづくり条例）第３１条、熊

本市市民参画と協働の推進条例第２章市民参画第４条～第５条等の条例理念を遵守して

の公募委員選考であれば『不存在』とするのは熊本市憲法違反である。市民の全人格を

審査評価するのであれば、私の文書等開示請求書の審査項目が全て不存在の状態で、公

僕が何の基準も模範とする満点事例の知識も物事の比較もないまま、選考審査を行い、

優劣の評価を執行するとは、想像もつかない。公僕が市民を選考するのに、その優劣の

基準も何を基に評価するのかの配点は、庁内選考者の経験と感に頼る選考制度は、市民

の人格を侵害・冒涜する何ものでもない。 

応募原稿の命題は、「私がやりたい西区のまちづくり」であったので、めざす区の姿と

して、「金峰望む 華のあるまち西区」に相応しい「楽しさあふれるまちづくり」の重点

的取り組み３項目を取り組んで行きたいと思います。特に、私の歴史的遺産・名所旧跡

等への実績経験・知識等を活かし、西区のまちづくりの為に積極的に参画して行きたい。

エリア別では、「熊本駅周辺エリア・金峰山系エリア」を担って行きます。との書き初め

から１、２、３の項目に分け、私の今までの実績資料等まで添付して、その信憑性・実

諮問第３号 
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証性を明確にし、評価評点向上を図った。更に、面接席上でも実績資料等を選考者三名

に配り、より深く理解度を上げる為の説明も行った。この事に対しても、どの様な評価

配点が行われたか不明である。 

得意の技能を発揮して、応募原稿、面接に挑んだが、全く評価評点は他者と比較して

も絶望的評価配点であった。どの様な具体的基準配点なのかも「不存在」とは、驚きで

ある。６項目が、全て「不存在」で評価配点を執行し、優劣評価評点配点が執行されて

いる事実がある以上、「不存在」は有り得ない。庁内選考者のみでの公募要員選考配点は、

職権乱用であり、熊本市憲法理念・公正公平・透明性が欠落したまま熊本市政公募委員

選考制度が執行されたとは想像もつかない。更に驚きは、面接で聞かれもしないので、

回答口頭陳述もしていない２項目があったが、きちっと評価配点がなされているのに、

またビックリすると伴に目を疑った。 

この公募委員選考制度が、正当であるとの立証の為にも、「不存在」を取り消して、「存

在・資料交付」を執行して頂きたい。 

 

第４ 実施機関の説明の趣旨 

  実施機関が、請求拒否理由説明書において主張した内容は、おおむね次のとおりであ

る。 

 

西区まちづくり懇話会の公募委員の選考にあたっては、「西区まちづくり懇話会の公募

委員の選考に関する要綱」及び「西区まちづくり懇話会の公募委員募集要項」に基づき

選考委員会を設置し、選考を実施した。 

選考委員会は、委員長には西区次長（総務企画課長）、委員には西区次長（西区福祉事

務所長）及びまちづくり推進課長の３名から成り、次のように評価を行い選考の審査を

行った。 

まず、第１次評価（書類審査）においては、ア 理解度(1)「西区の現状や課題、特性

についての理解度」、イ 理解度(2)「西区まちづくりビジョンの取り組み方針についての

理解度」、ウ 熱意・意欲「西区を良いまちとするための前向きな姿勢があるか」、エ 具

体性・理論性「内容が具体的であり、また論理が整然として、表現が明確であるか」の

４つの審査項目について、小論文や申込理由の内容をもって選考委員が総合的に判断し、

５段階での評価を行った。 

次に、第２次評価（面接）においては、(1)応募の動機「西区をより良いまちにするた

めの熱意や意欲があるか」、(2)理解度・知識「西区の現状や課題について認識があるか」、

(3)具体性・論理性「自らの考えや意見を自分の言葉でわかりやすく、かつ、論理的に述

べることができるか」、(4)協調性・公平性・公正性「人の意見を聞き、協調性を持って

会議に参加し、議論の中で公平、公正な思考ができるか」、(5)市民協働に関する理解・

意欲・行動力「市民協働の視点を持って、より良い西区となるようまちづくりに取り組

むことができるか」の５つの審査項目について、個別面接により各項目に関する質問を
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行い、応募者の答えや発言等の応募者とのやり取りを含め選考委員が総合的に判断し、

５段階での評価を行った。 

５段階での評価は、第一次評価、第二次評価ともに、非常に優れている、優れている、

普通、劣っている、非常に劣っている、である。この評価は標準的なモデルを基にした

ものであり、今回の選考委員は、西区まちづくりに携わる市の管理職であることから評

価にあたって文例、列挙語句等の基準的な凡例等を示す必要性はないとの判断で、第１

次評価に係る「判定評価の分かる具体的凡例」、第２次評価に係る「評価配点基準の具体

的凡例等の分かる資料」については作成していないため不存在である。 

なお、第２次評価において申立人が主張する(2)、(3)、(5)の項目に関する直接的な質

問を行わずに評価を行ったことについては、上記のように応募者との限られた時間での

やり取りの中で、応募動機の説明内容、他の項目での答え、発言などにより、個別質問

を改めて行うまでもなく、評価できたためである。 

また、評価項目の配点は、要綱等を基に審査表の作成をもって行い、今回の委員選考

の評価項目の中で重要視すべきものとして、２(5)の配点を２倍としたものであり、配点

の根拠となるものは不存在である。 

 

第５ 審議会の判断 

１ 本件文書について 

開示請求書及び異議申立書からすると、本件文書は、熊木市「西区まちづくり懇話

会」の公募委員選考が行われた際の第１次評価、第２次評価の審査項目ごとの判定評

価及び評価配点基準・評価配点根拠等の分かる具体的凡例が記載された文書である。 

 

２ 判断に当たっての基本的な考え方 

当審議会は、条例に基づき請求拒否の妥当性を判断するものであり、事業等の是非

については判断しない。 

 

 ３ 本件文書の存否について 

本件文書が存在しないとする実施機関の説明は前記第４のとおりであり、不存在で

あるとすることに不合理性は認められない。これに対し、申立人の主張には、文書の

存在をうかがわせる合理的な理由は認められない。 

よって、本件文書が存在するとは認められない。 

 

４ 結論 

以上により、「１ 審議会の結論」のとおり判断する。 
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熊本市情報公開・個人情報保護審議会 

会     長  江 藤  孝 

会長職務代理者  高 木 絹 子 

委     員  大 江 正 昭 

委     員  馬 場  啓 

委     員  澤 田 道 夫 

 

 

 

 

 

 

〔参考〕  

審議会の審議経過 

年 月 日 審  議  経  過 

平成２５年 ９月１０日 熊本市長から諮問を受けた。 

平成２５年 ９月２０日 実施機関から請求拒否理由説明書を受理した。 

平成２５年１０月１１日 
異議申立人から請求拒否理由説明書に対する 

意見書を受理した。 

平成２６年 ６月１８日 諮問の審議を行った。 

平成２６年 ７月１６日 答申案の審議を行った。 
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情 個 審 答 申 第 ６ 号   

平成２６年９月２４日   

 

 熊本市長 様 

 

熊本市情報公開・個人情報保護審議会 

会 長  江  藤   孝 

 

 

熊本市個人情報保護条例第２８条の規定に基づく諮問について（答申） 

 

平成２５年１１月１５日付け、平成２５年度諮問第８号で諮問を受けました下記の異議

申立てについて、別紙のとおり答申します。 

 

記 

 

○○○○が筆頭者である戸籍に関する平成２５年９月１１日付けの戸籍関係請求書の個

人情報一部開示（一部請求拒否）決定に対する異議申立てについて 
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 別 紙 

 

 

答     申 

 

第１ 審議会の結論 

  熊本市長（以下「実施機関」という。）の行った個人情報一部開示（一部請求拒否）決

定は妥当である。 

 

第２ 異議申立ての経緯 

本件異議申立ては、異議申立人（以下「申立人」という。）が熊本市個人情報保護条例

（以下「条例」という。）に基づき、平成２４年１月１日から平成２４年１２月３１日ま

での申立人の戸籍関係請求書の開示を請求したのに対し、平成２４年○○月○○日付け

の郵送による戸籍謄抄本など請求書（以下「本件文書」という。）を実施機関が個人情報

一部開示（一部請求拒否）決定を行ったことについて、当該決定の取消及び開示決定を

求めたものである。 

 

第３ 申立人の主張の趣旨 

  申立人が、異議申立書等で主張した内容は、おおむね次のとおりである。 

 

  戸籍や住民記録など、個人情報保護の身元に係る情報については、私が社会生活を送

る上で不可欠なものである。その個人情報を第三者に渡す場合、貴市（熊本市）として

正当な理由があるにせよ、個人情報の本来の主体者である私がその開示を求めることは

正当な権利であり、要求である。私の個人情報を第三者が得る場合は当然その第三者の

個人情報は私に開示すべきであり、お互いに相殺されるべきものである。 

 

第４ 実施機関の説明の趣旨 

  実施機関が、請求拒否理由説明書において主張した内容は、おおむね次のとおりであ

る。 

 

本件文書は、戸籍関係法令に基づく正当な権利を有する第三者からの請求書であり、請

求目的等を審査のうえ証明書を交付しているものである。 

開示にあたっては、開示請求者本人以外の第三者の個人情報が含まれており、当該請求

書の記載内容を開示することで当該第三者の権利利益を侵害するおそれがあると判断し

たものである。 

 

第５ 審議会の判断 

諮問第８号 
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１ 本件文書について 

本件文書は、申立人以外の第三者（以下「本件請求者」という。）が、平成２４年○

○月○○日に戸籍法に基づき申立人が筆頭者となっている戸籍謄本等の交付を実施機

関に対し請求した請求書である。 

なお、本件文書により請求された戸籍謄本は、戸籍法で定める交付に必要な要件を

満たしていたことから交付されている。 

 

２ 判断に当たっての基本的な考え方 

本件文書に係る判断は、インカメラ方式を用い、本件請求者と申立人との関係及び

不開示とした情報を総合的に勘案したものであり、あくまでも本件文書についてのも

のである。 

 

３ 条例第１５条第６号該当性について 

実施機関は、条例第１５条第６号を理由として一部開示決定を行っていることから、

本件文書中の不開示部分が本号に該当するかを検討する。 

条例第１５条第６号は、開示請求した者以外の個人又は法人等に関する情報を含む

個人情報であって、開示することにより、当該開示請求者以外のものの正当な権利利

益を侵害するおそれがあると認められるものについて、不開示情報とすることを定め

たものである。 

まず、本件請求者の住所、氏名、続柄及び使用目的が、条例第２条に規定する個人

情報に該当するかどうかであるが、住所、氏名及び続柄（以下「氏名等」という。）に

ついては、本件請求者個人が識別される情報であり、また、使用目的についても、明

らかに本件請求者の私生活に関する情報であることから、これらの情報はいずれも本

件請求者の個人情報である。 

次に、これらの個人情報を開示すると、本件請求者の正当な権利利益を侵害するお

それがあるかどうかであるが、ここでいう正当な権利利益とは、個人のプライバシー、

社会生活上の利益、経済的利益等であり、これらを侵害するおそれがあるかどうかは、

申立人と本件請求者との関係、さらには本件請求者の個人情報を勘案して個別具体的

に判断することが必要となる。 

なお、正当な権利利益を明らかに侵害しない場合として、自己情報を開示請求する

者が戸籍の請求者の氏名等の情報のみならず、請求している事実も知っていることが

明白な場合等があるが本件文書等を検証する限りそれらは確認できない。 

そこで、次に本件請求者の氏名等の情報を申立人に公開することにより本件請求者

の権利利益を侵害するおそれがあるかどうかを検討する。 

まず、戸籍法第１０条及び第１０条の２は、戸籍謄本等の交付に関し、正当な理由

があれば交付を請求する権利を保障している。 

このような中、請求者の氏名等の情報を相手方に公開するとなると、今後、戸籍謄

 

-376-



 

 

本が必要であるという正当な理由があるにもかかわらず、その請求を躊躇することも

起こり得ることであり、そうなると戸籍謄本の交付を請求するという正当な権利を侵

害することになる。 

さらに、本件文書における申立人と本件請求者の関係及び使用目的を総合的に勘案

すれば、本件請求者の氏名等の情報を申立人に公開すると本件請求者の正当な権利利

益を侵害するおそれがないとは言い切れない。そうである以上、個人の権利利益を最

大限に保護しなければならないという条例の趣旨を鑑みれば、本件請求者の氏名等の

情報を公開すると、本件請求者の権利利益を侵害するおそれがあると判断せざるを得

ない。 

よって、これらの理由により、本件請求者の氏名等の情報は、条例第１５条第６号

に該当する。 

また、本件文書の使用目的についても、本件請求者の私生活に関する情報であり、

これを公開すると個人のプライバシー、社会生活上の利益等を侵害するおそれがある

ことは明白であることから、条例第１５条第６号に該当する。 

なお、戸籍の請求文書作成者の筆跡も重要な個人情報であり、その筆跡から戸籍の

請求者が判明することにも留意する必要がある。 

次に、申立人は自分の戸籍を誰が請求したかを知る権利があり、第三者からの戸籍

の請求権も認めたうえで、自己情報が開示されたことと第三者の個人情報を開示する

ことのそれぞれの権利利益を相殺すべきと主張する。 

当条例では、確かに知る権利、いわゆる自己情報の開示請求権を保障しているが、

自己情報の開示請求権を保障しているからといって、戸籍法の要件を備えた第三者の

権利利益を侵害してまでも保障されるものではなく、ましてや「相殺」できるもので

もない。自らの当該権利も制約を受けるものと解される。本件においては、第三者の

権利利益を優先して保護すべきものと考える。 

 

４ 結論 

以上により、「第１ 審議会の結論」のとおり判断する。 

 

 

熊本市情報公開・個人情報保護審議会 

会     長  江 藤  孝 

会長職務代理者  高 木 絹 子 

委     員  大 江 正 昭 

委     員  馬 場  啓 

委     員  澤 田 道 夫 
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〔参考〕  

審議会の審議経過 

年 月 日 審  議  経  過 

平成２５年１１月１５日 熊本市長から諮問を受けた。 

平成２５年１２月 ６日 実施機関から請求拒否理由説明書を受理した。 

平成２６年 ７月１６日 諮問の審議を行った。 

平成２６年 ８月２７日 答申の審議を行った。 
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情 個 審 答 申 第 ７ 号   

平成２６年１０月２２日   

 

 熊本市長 様 

 

熊本市情報公開・個人情報保護審議会 

会 長  江  藤   孝 

 

 

熊本市情報公開条例第１７条の規定に基づく諮問について（答申） 

 

平成２５年９月１０日付け、平成２５年度諮問第２号で諮問を受けました下記の異議申

立てについて、別紙のとおり答申します。 

 

記 

 

平成２５年７月２３日に開催されたとする「春日校区・古町校区・白坪校区等の自治協

議会の長を中心とした者と熊本市熊本駅周辺事務所との勉強会」に関する文書等の開示請

求に伴う一部開示（一部請求拒否）決定に対する異議申立てについて 
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 別 紙 

 

 

答     申 

 

第１ 審議会の結論 

  熊本市長（以下「実施機関」という。）の行った一部開示（一部請求拒否）決定は、一

部妥当でない。 

 

第２ 異議申立ての経緯 

本件異議申立ては、異議申立人（以下「申立人」という。）が熊本市情報公開条例（以

下「条例」という。）に基づき行った、平成２５年７月２３日に開催されたとする「春日

校区・古町校区・白坪校区等の自治協議会の長を中心とした者と熊本市熊本駅周辺事務所

との勉強会」（以下「熊本駅周辺地域まちづくり勉強会」という。）の校区出席者全員の氏

名・役職名、熊本市職員出席者氏名・役職名の開示請求に対して、実施機関が「熊本駅周

辺地域まちづくり勉強会出席者名簿」の一部を不開示（以下「本件不開示部分」という。）

とした一部開示（一部開示拒否）決定について、当該決定の取消を求めたものである。 

 

第３ 申立人の主張の趣旨 

  申立人が、異議申立書及び意見書で主張した内容は、おおむね次のとおりである。 

 

この熊本駅周辺地域まちづくり勉強会出席者名簿は、「まちづくり勉強会」と称して、

一般住民には、何の開催予定日時場所も何の目的も知らせず、熊本市職員・熊本駅周辺

整備事務所・副所長をはじめ、課長補佐・主査・技術参事・技師、熊本市西区役所まち

づくり推進課・課長補佐・参事が公務時間内に参画しての「勉強会」であり、秘密裏に

行われたとも思えない。熊本駅周辺整備事務所長、熊本市西区役所区長の公務決裁を受

けての「まちづくり勉強会」であるから、業務の一貫としての責務であり、その内容は

条例第７条第２号には抵触しない。 

春日校区部会・古町校区部会・白坪校区部会・地元企業等の所属名・出席氏名が、「黒

塗り・一部不開示」は、熊本市憲法理念に違反・不遵守の市政執行である。 

春日校区自治協議会等各種団体には、国民市民等の血税の補助金が一部投資しての運営

が行われているのであり、熊本市憲法・熊本市自治基本条例（市民の責務）第６条の条例

理念を自覚しての出席であり、身を隠すような不名誉な会合に出席するのではないので、

堂々と「一部不開示・黒塗り」でなく、該当校区住民等に「開示・公表」すべきものであ

る。 

熊本市事業主・熊本駅西土地区画整理事業所の説明会における一般住民等参加の協議内

容（平成２２年１２月８日（水）開催）や説明会報告（平成２３年２月１日（火）開催）

諮問第２号 
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の添付の情報公開資料を見ても一般住民の名前が公表されており、私の名前も記載されて

いるが、熊本市から名前を出してもよいか等の確認も何も受けてはいない。協働のまちづ

くりに参画するのであり、何ら本人にとって問題はない。公表したからといって、その後

の業務に支障を来たしたとの事実もない。 

所属名、個人名を公表しても、何ら個人の利益を害する事もなく、恥でもないはずであ

る。添付資料の「黒塗り」でなく、所属名、氏名の見える資料を、即、開示執行すべきで

ある。 

 

第４ 実施機関の説明の趣旨 

  実施機関が請求拒否理由説明書において主張した内容は、おおむね次のとおりである。 

 

一部請求拒否の部分は、「会社名、職歴、各種団体への加入状況等」を含む、経歴、社

会活動等に関する情報であり、熊本市情報公開条例第７条第２号に規定される「個人に

関する情報」となるため不開示とした。 

 

第５ 審議会の判断 

１ 本件文書について 

   平成２５年７月２３日に開催されたとする「熊本駅周辺地域まちづくり勉強会」に

参加した者についての次の事項がわかる文書である。 

  (1) 校区出席者全員の氏名、所属団体名、構成団体名及び役職名 

  (2) 地元企業等出席者全員の氏名、所属団体名、構成団体名、部局名及び役職名 

  (3) 熊本市職員全員の氏名、所属部局名及び役職名 

 

２ 判断に当たっての基本的な考え方 

   本件文案に係る判断は、本件不開示部分の情報について、インカメラ方式を用いて

総合的に勘案し行うものとする。 

   なお、当審議会は、条例に基づき一部請求拒否の妥当性を判断するものであり、事

業等の是非についての判断は行わない。 

 

３ 条例第７条第２号への該当性について 

   本市においては熊本市情報公開条例を定め、本市の保有する文書等の開示を行って

いるが、実施機関が保有する文書等の中には、開示することにより、個人又は法人等の

正当な利益を害したり、公共の安全、行政事務事業の適正な遂行等に支障を及ぼすもの

等があるため、条例第７条において一定の不開示情報を設けているものである。 

個人情報の保護のため、同条第２号本文において、「個人に関する情報（事業を営む

個人の当該事業に関する情報を除く。）であって、特定の個人が識別され、又は他の情

報と照合することにより識別され得るもの」を不開示情報としているところである。 
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ただし、同号アからオまでにおいて例外規定を設けている。 

   

   本件不開示部分の記載内容は、「熊本駅周辺地域まちづくり勉強会」に参加した校区

出席者及び地元企業等出席者の氏名、構成団体名、部局名及び役職名であり、それらが

同号に該当するかどうかについて検討する。 

   まず、氏名が、同号第２号本文に該当することは言うまでもない。 

次に、構成団体名、部局名及び役職名であるが、同号本文中の「個人に関する情報」

とは、氏名のみならず、思想・信条等に関する情報、経歴・社会活動等に関する情報

その他個人生活に関する一切の情報が含まれることから、「個人に関する情報」に該当

するといえる。 

しかしながら、氏名と異なり、これらの情報のみで、必ずしも「特定の個人が識別

され、又は他の情報と照合することにより識別され得る」わけではない。例えば、構

成団体名については、一般的には、当該情報のみで特定の個人を識別できるわけでは

ない。つまり、本件不開示部分の情報について、不開示情報に当たらない部分がある

といえる。 

   そこで、同号アからオまでの規定に、本件不開示部分が該当するかどうかを更に検

討する。 

この点、同号ア、イ及びオの規定に該当しないことは、容易に判断できる。 

また、同号ウについては、開示しても、「保護される個人の利益が害されるおそれが

ない」とまで判断できる材料はない。 

次に、同号エについて、校区自治協議会等の構成員が同号エの公務員等に当たるか

どうかの判断を行う。 

まず、校区自治協議会等の構成員が地方公務員に当たるかどうかであるが、この点、

校区自治協議会等の構成員に対し、辞令交付等の委嘱行為は行われておらず、報酬も

支払われていない。そして、校区自治協議会等は、地方公共団体とは別個の団体であ

り、校区自治協議会等の事務それ自体を地方公共団体の事務ということはできない。

このことからすると校区自治協議会等の構成員を地方公務員と位置づけるのは困難で

ある。 

また、その他の同号エでいう公務員等にも該当しないため、校区自治協議会等の構

成員については、公務員等に当たらないと判断する。 

つまり、同号アからオまでには該当しないといえる。 

   以上のことから、実施機関が氏名を不開示にしたという判断は相当といえるが、構

成団体名、部局名及び役職名については、当該個人が特定されない範囲で開示するの

が相当である。 

 

４ 結論 

以上により、「第１ 審議会の結論」のとおり判断する。 
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熊本市情報公開・個人情報保護審議会 

会     長  江 藤  孝 

会長職務代理者  高 木 絹 子 

委     員  大 江 正 昭 

委     員  馬 場  啓 

委     員  澤 田 道 夫 

 

 

 

 

 

 

 

〔参考〕 
 

審議会の審議経過 

年 月 日 審  議  経  過 

平成２５年 ９月１０日 熊本市長から諮問を受けた。 

平成２５年 ９月１９日 

平成２５年１０月 ７日 

実施機関から請求拒否理由説明書を受理した。 

一部修正 

平成２５年１０月２５日 
異議申立人から請求拒否理由説明書に対する 

意見書を受理した。 

平成２６年 ６月１８日 諮問の審議を行った。 

平成２６年 ７月１６日 答申案の審議を行った。 

平成２６年 ８月２７日 答申案の審議を行った。 

平成２６年 ９月２４日 答申案の審議を行った。 
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〔参考条文：熊本市情報公開条例第７条第２号抜粋〕 

  （不開示情報） 

第７条  次に掲げる情報は、開示してはならない。  

 (1) 略 

 (2) 個人に関する情報（事業を営む個人の当該事業に関する情報を除く。）であって、特

定の個人が識別され、又は他の情報と照合することにより識別され得るもの。ただし、

次に掲げる情報を除く。                             

    ア 法令等の規定により、何人も閲覧することができる情報         

    イ  実施機関が作成し、又は取得した情報で、公表することを目的としているもの 

    ウ 氏名その他特定の個人が識別され得る情報の部分を除くことにより、開示しても、

この号の規定により保護される個人の利益が害されるおそれがないと認められるこ

ととなる情報                                 

    エ  公務員等（国家公務員法（昭和２２年法律第１２０号）第２条第１項に規定する

国家公務員（独立行政法人通則法（平成１１年法律第１０３号）第２条第２項に規

定する特定独立行政法人の役員及び職員を除く。）、独立行政法人等（独立行政法人

等の保有する情報の公開に関する法律（平成１３年法律第１４０号）第２条第１項

に規定する独立行政法人等をいう。以下同じ。）の役員及び職員並びに地方公務員法

（昭和２５年法律第２６１号）第２条に規定する地方公務員をいう。以下同じ。）の

職務の遂行に係る情報に含まれる当該公務員等の職及び氏名に関する情報であって、

開示しても、当該公務員等の権利を不当に侵害し、又は生活に不当に影響を与える

おそれがないと認められるもの  

    オ 人の生命、身体、健康、財産又は生活を保護するため、開示することがより必要

であると認められる情報                                       

 (3) から(7)略 
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情 個 審 答 申 第 ８ 号   

平成２６年１１月１９日   

 

 熊本市長 様 

 

熊本市情報公開・個人情報保護審議会 

会 長  江  藤   孝 

 

 

熊本市情報公開条例第１７条の規定に基づく諮問について（答申） 

 

平成２５年９月１２日付け、平成２５年度諮問第４号で諮問を受けました下記の異議申

立てについて、別紙のとおり答申します。 

 

記 

 

熊本市景観審議会委員の公募選考に係る文書等の開示請求拒否決定に対する異議申立て

について 
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 別 紙 

 

 

答     申 

 

第１ 審議会の結論 

熊本市長（以下「実施機関」という。）の行った決定（請求拒否）は妥当である。 

 

第２ 異議申立ての経緯 

本件異議申立ては、異議申立人（以下「申立人」という。）が熊本市情報公開条例（以

下「条例」という。）に基づき、熊本市景観審議会委員の公募選考の第１次選考評価に

おける資料として、各審査項目の評価配点・評価基準とする具体的表現事例等のわか

る資料（以下「本件文書Ⅰ」という。）、全員の応募原稿（但し、個人情報は除く。）、（以

下「本件文書Ⅱ」という。）及び正当・公平公正な制度であるとわかる資料（以下「本

件文書Ⅲ」という。）を開示請求したことに対し、実施機関が開示請求拒否決定を行っ

たことについて、当該決定の取消しを求めたものである。 

 

第３ 申立人の主張の趣旨 

申立人が、異議申立書及び意見書で主張した内容は、おおむね次のとおりである。 

 

熊本市憲法や熊本市市民参画と協働の推進条例理念を遵守しての公募委員選考であ

れば、「不存在」とするのは、熊本市憲法違反である。 

市政・まちづくりへ積極的に参画し、又は自らまちづくりに取り組むよう努めるこ

と。との条例理念に則り公募委員へ応募した市民の全人格・知識経験見識等を応募原

稿に表現した市民の努力に対して、文書等開示請求書（情報公開窓口受付第３４８号）

の各審査項目が全て「不存在」で、審査・評価配点する事は、現実の市政とは考えら

れない。熊本市憲法を遵守・遵法せずに、熊本市市政執行する職員がまだ現存すると

は想像されない。何も屁理屈を述べているのではない。これだけ熊本市職員の規律が

市民等から問われている時であるから、生き残れる職員が選考委員としての幹部職員

が居るとは思えない。 

各審査項目の全て「不存在」である筈がなく、評価評点配点が執行されている事実

があるので、庁内選考者のみでの公募委員選考配点は、公平公正を疑われ、評価配点

の執行に際し、選考者の経験知識感覚だけでの評価配点であれば、明確に職権乱用で

あり、熊本市憲法理念、公正公平が欠落したまま熊本市政公募委員選考制度が執行さ

れた事になり、想像もつかない熊本市市政執行である。 

熊本市職員に、聖徳太子以上の能力のある人材職員が現在居るとはとても思えない。 

よって、基礎データの応募原稿の具体的評点基準に則って評価配点されたと思うの

諮問第４号 
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が自然である。応募者全員の応募原稿共通課題「熊本らしい景観について」の課題に

対して、「審査項目 各項目の着眼点」 

１）関心度；熊本市の景観特性や現状認識を踏まえた具体的な意見を備えているか。

となっており、私の応募原稿内容は熊本市景観条例施行規則に則って公共工事が施行

されておれば、異様な光景はなかった。名勝熊本城旧城郭の歴史的遺産等の破壊に繋

がらなかった。前代未聞の光景は形成されなかった。歴史的遺産名所旧跡の歴史的風

情の緑森喪失させた公共事業の不作為による喪失で、他都市ではこの様な光景は存在

し得ぬ公共事業による不遵法・不遵守の結果がもたらして創造された「熊本らしい景

観について」の内容を、過去現在を経て将来の危機意識をもって関心度は、他を以て

変え難き市民との自己信念の基、具体的に表現した自信作であるにも拘らず、選考者

の学識が浅薄で、この基準を隠蔽して評価配点した為に、公募委員選考制度を歪めて

おり、幸山市政の目指す市政執行に逆行した選考制度となっている。隠蔽した具体的

評価基準を開示すべきである。 

２）公平性；考え方や意見に偏りがないか。 

私の応募原稿の記述、風致地区直近・第一種住居地区・通学路に、けばけばしい巨

大なコンクリートの建物が聳え、正面の壁には真っ赤なガラスがはめ込まれ、新幹線

熊本駅ホームからもひときわ目立つ建物である。更に、けばけばしい色彩の看板が、

車出入り口に掲示してある。この応募原稿を審査分析した選考職員は、現地実証した

筈なので、事実を実証出来たはずであり、大人から子供まで車中走行者まで、目に飛

び込んで来る光景を、同じ感覚で受けとめている。 

つまり、公平公正な光景を具体的に表現・意見に偏りのない応募原稿であり、具体

的評価配点基準を隠蔽している為、とんでもない評価配点を執行している。現実の具

体的光景を新幹線利用遠来の来熊者の目にも飛び込み、万人認める公平性のある応募

原稿記述が、具体的評価配点基準を隠蔽している為、公平公正な公募委員選考制度の

信憑性を破壊している。熊本市憲法違反である。 

３）表現力；論理が整然としており、表現が明確か。 

「熊本らしい景観について」の課題どおりに、現実の熊本市景観について、長年監

視・実証して来た知識・経験・能力・直感等により、理路整然と論理を展開しており、

誰も真似の出来ない洞察力で表現記述している。最後の締めは、熊本市憲法・熊本市

自治基本条例・等の条例理念を遵法・遵守する事によってのみ、熊本市都市景観が、

素晴らしい景観が創造・造営される。と結んでいる。他の応募者に、熊本市憲法・熊

本市自治基本条例・条例理念等の論理を展開した応募原稿があったとは、とても思え

ない。正々堂々と具体的評価配点基準に則り、現実の失政を真摯に反省し、評価配点

をやり直すべきである。 

  私の応募原稿が、選考委員三名によって、如何に人権侵害・職権乱用・人権無視・

等の市政執行がなされたか？の根底にある要因は、具体的評価配点基準を隠蔽し、公

募委員選考制度を歪めていることにある。即刻「不存在」を取り消し、「存在・交付」
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すべきである。 

全員の応募原稿の開示に対して、「不開示」とあり、熊本市情報公開条例第７条第２

号及び第６号に該当、２号については個人に関する情報、当該事務事業の性質上、そ

の適正な遂行に支障を及ぼすおそれがあるため不開示。とある。個人情報は除いての

開示請求であり、他主幹課に於て、個人の承諾を確認した者を１６名分の応募原稿開

示を執行している。その後、適正な遂行に支障を来しておらず、今も公募委員募集執

行は継続中である。個人の苦情も問題発生も何も聞いていない。まさか、開示する事

によって私の応募原稿が他者の原稿を比較されたら、選考者三人の品性人格が疑われ

てしまうから、現実実証の内容で最高の評価配点の筈だったので、隠蔽せざるを得な

いからなのか？清々正々堂々と応募原稿を「開示」すべきである。妄りな隠蔽行為は、

熊本市憲法理念に抵触する事になる。 

今回の選考手法が正当・公平公正な制度であるとわかる資料について、開発景観課

が応募原稿の審査のみで、それも具体的評価配点基準もなく、市民の応募者の全人格

を評価して、採否を決定するとは、市民の人格権を侵害する行為であり、聖徳太子の

眼力をもった熊本市職員が、現在存在するとはとても思えない。何らかの法的根拠・

基準がなければ、公僕精神に反すると思われる。公僕の市政執行には、何らかの法的

根拠・市民の人格への配慮等が現存して、公僕職員は執行出来る筈であり、憲法違反

等に問われる危険性があるから市民権を無視した執行は出来ない筈である。 

よって、「不存在」ではなく、「存在・交付」を執行すべきである。 

 

第４ 実施機関の説明の趣旨 

   実施機関が、請求拒否理由説明書において主張した内容は、おおむね次のとおりで

ある。 

 

１「熊本市景観審議会委員の公募委員の選考での評価配点・基準とする具体的表現事例

がわかる資料」について 

条例第１１条第２項（不存在）と決定した理由 

熊本市景観審議会の公募委員の選考にあたっては、「熊本市景観審議会の公募委員の

選考に関する要綱」に基づき選考委員会を設置し、同要綱の基準に基づき選考を実施

した。 

今回の選考委員は、景観行政に携わる市の管理職等であることから、評価にあたっ

て文例、列挙語句等の基準的な凡例等を示す必要性はないとの判断で、第一次選考に

係る「評価配点・評価基準の具体的資料等」については作成していない。 

したがって、本件文書Ⅰは不存在である。 

２「応募者全員の応募原稿の開示」について 

条例第７条第２号及び第６号と決定した理由 

（条例第７条第２号の該当性） 
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当該文書には、与えられたテーマについて、応募者個人のこれまでの活動や社会的

関心、さらにはこれまでの経験に基づく意見、信条、理念等が記述されており、これ

らは、応募者個人の人格、思想、社会観等と密接に結び付いたものである。 

なお、小論文については、公表を前提として提出されたものではない。 

これらの情報を開示すると個人識別性のある部分を除いたとしても、個人の人格や

財産権その他の個人の正当な利益を害するおそれがある。したがって、条例第７条第

２号に該当すると判断する。 

 

（条例第７条第６号の該当性） 

当該文書は、熊本市景観審議会のおける公募委員を選考する際に提出されたもので、

選考という事務事業に関する情報であることは明白である。 

小論文については、公表を前提に提出されたものではないことを踏まえると、応募

者は当該文書を公開されることは予想していない。市が当該文書を公開するとすれば、

各応募者と市との間の信頼関係を損なうことになり、今後行われる選考という同種の

事務事業の適正な執行に支障を及ぼすのは明白である。 

また、本件のように委員会の委員を選考する際に提出してもらう小論文については、

与えられたテーマに基づき、応募者個人のこれまでの活動や社会的関心、さらにはこ

れまでの経験に基づく意見、信条、理念等を率直に記述してもらうことにより、より

精度の高い人物評価が行えるものであるが、これが今後公表されるとなると、応募者

は記載の仕方や表現に違いが出ることは容易に推測され、どうしても一般的な意見し

か記述しなくなる。小論文が公表されるとなると応募を躊躇する者、中には筆跡や記

載内容が公開されることにより、自分が分かるのではないかと危惧する者が出ること

は否定できない。 

よって、市が当該文書を公開するとすれば、選考という事務事業の目的が損なわれ

ることになり、今後行われる同種の事務事業に適正な執行に支障を及ぼすのは明白で

ある。 

したがって、条例第７条第６号に該当すると判断する。 

 

３「正当・公平公正な制度であるとわかる資料」について 

条例第１１条第２項（不存在）と決定した理由 

公募委員の選考にあたっては、１記載の要綱の選考基準があり、正当・公平公正な

制度の担保はとれていると判断しているため、「正当・公平公正な制度であるとわかる

資料」は作成していない。 

したがって、本件文書Ⅲは不存在である。 

 

第５ 審議会の判断 

１ 本件文書について 
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開示請求書及び異議申立書からすると、本件文書は、熊本市景観審議会委員の公募

選考に係る次の文書である。 

（1）第１次選考評価における各審査項目の評価配点・評価基準とする具体的表現事例等

のわかる文書（本件文書Ⅰ） 

（2）全員の応募原稿（但し、個人情報は除く。）（本件文書Ⅱ） 

（3）正当・公平公正な制度であるとわかる文書（本件文書Ⅲ） 

 

２ 判断に当たっての基本的な考え方 

当審議会においては、条例に基づき一部請求拒否の妥当性を判断するものであり、

事業等の是非については判断しない。 

 

３ 個別の判断 

（1）本件文書Ⅰ及びⅢについて 

本件文書Ⅰ及びⅢの存否について、文書が存在しないとする実施機関の説明は前

記第４のとおりであり、不存在であるとすることに不合理性は認められない。これ

に対し、申立人の主張には、文書の存在をうかがわせる合理的な理由は認められな

い。 

よって、本件文書Ⅰ及びⅢが存在するとは認められない。 

 

（2）本件文書Ⅱについて 

    本件文書Ⅱに係る異議申立ての経緯の内容は、平成１９年答申第３号（参照資料

別添）の異議申立ての経緯の内容と同趣旨であり、当審議会としては、前記第３号

事件と判断を異にするものではない。 

 

４ 結論 

以上により、「第１ 審議会の結論」のとおり判断する。 

 

熊本市情報公開・個人情報保護審議会 

会     長  江 藤  孝 

会長職務代理者  高 木 絹 子 

委     員  大 江 正 昭 

委     員  馬 場  啓 

委     員  澤 田 道 夫 
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審議会の審議経過 

年 月 日 審  議  経  過 

平成２５年 ９月１２日 熊本市長から諮問を受けた。 

平成２５年 ９月２５日 実施機関から請求拒否理由説明書を受理した。 

平成２５年１０月１１日 
異議申立人から請求拒否理由説明書に対する 

意見書を受理した。 

平成２６年１０月２２日 諮問の審議を行った。 

平成２６年１１月１９日 答申案の審議を行った。 

 

  

〔参考〕 
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答 申 第 3 号 

平成１９年１０月２３日 

 

 熊本市長 様 

 

熊本市情報公開・個人情報保護審議会 

会 長  江  藤    孝 

 

熊本市情報公開条例第１７条の規定に基づく諮問について（答申） 

 

平成１９年６月２８日付け市協発第１３６号による下記の諮問について、別紙のとおり

答申します。 

 

記 

 

 「熊本市自治基本条例検討委員公募」に於ける応募者全員の小論文（氏名を除く）の

開示請求に伴う請求拒否決定に対する異議申立てについて 

  

   

 

［ 諮問第３号 ］ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【参照資料】（平成２６年度答申第８号関係） 
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 別 紙 

 

 

答     申  

 

１ 審議会の結論 

 

  熊本市長（以下「実施機関」という。）の行った決定（請求拒否）は妥当である。 

   

２ 異議申立ての経緯 

 

本件異議申立ては、異議申立人（以下「申立人」という。）が熊本市情報公開条例（以

下「条例」という。）に基づき、熊本市自治基本条例検討委員会の公募委員選考で使用

した応募者全員の小論文（以下「本件文書」という。）を開示請求したことに対し、

実施機関が開示請求拒否（不開示）決定を行ったことについて、当該決定の取消を求

めたものである。 

   

３ 申立人の主張の趣旨 

 

  申立人が、異議申立書、意見書及び口頭による意見の陳述で主張した内容は、おおむ

ね次のとおりである。 

   

  条例第７条第２号該当性について 

 

請求している小論文は氏名を除くとしており個人が特定される情報ではない。又、応募

者は自発的に応募しており、公表されても自己責任の持てない者は応募できないと思われ

るため個人の正当な利益を害するおそれがある情報とは思われない。 

小論文に価値観、理念等が反映されているのは当然のことであり、熊本市が高い評価を

した論文を書いた市民代表により自治基本条例を検討することを熊本市民に公表するこ

とが自治基本条例の理念であると信じる。 

 

条例第７条第６号該当性について 

 

選考業務という事務事業の性質上、将来同種の業務の適正な遂行に支障を及ぼすおそれ

があるためという拒否理由である。その「支障」の程度は実質的なものが要求され、「お

それ」の程度も法的保護に値する蓋然性が要求されるが、前回開示した実績で実質的に実

害があったかどうかの検証もないため不開示の理由とはなりえない。 

諮問第 3 号 
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論文を公表するともしないとも明記していないのに、「公開することを前提としていな

い」や「開示決定までに公開する旨の同意もない」など勝手な想定で不開示とすることは

おかしい。 

市民として、社会人として、自分の人生観、経験、知識、理念等を正々堂々と主張する

市民を選考することが熊本市としての責務であり、選考された市民代表の論文を広く市民

に公表することは当然のことである。 

 

条例第１４条該当性について 

 

平成１６年１０月に「熊本駅周辺地域まちづくり推進協議会委員公募」において応募者

から同意を取って氏名等を削除した小論文の開示を行っているにもかかわらず、今回は同

意を取る事務処理を行っていない。これは業務怠慢である。 

不開示部分があれば部分的に黒塗りすればすむことであり、そのことで応募者の正当な

利益を侵害するとは思えない。 

今回、応募者が自主的に提出した小論文を開示できない理由が不透明で、熊本市の憲法

ともいえる自治基本条例がどのような人によって作られるのか不安を抱かざるを得ない。 

 

４ 実施機関の説明の趣旨 

 

  実施機関が、請求拒否理由説明書及び意見陳述において主張した内容は、おおむね次

のとおりである。 

 

条例第７条第２号該当性について 

 

本件文書には、与えられたテーマについて、応募者個人のこれまでの活動や社会的関心、

さらにはこれまでの経験に基づく意見、信条、理念等が記載されており、これらは、応募

者個人の人格、思想、社会観と密接に結びついたものである。 

なお、同種の文書（小論文や手紙等）については、公表することを前提として提供され

た場合を除き、これまで公表したことはなく、情報公開においては本人に同意を得て開示

した例が過去に一度はあるが、それ以外にはない。 

さらに、当該文書については公開することを前提に提出されたものではないことを踏ま

えると、応募者は当該文書を公開することを予想してはおらず、また、開示決定までに公

開する旨の同意もないことから、これらの情報を開示すると個人識別性のある部分を除い

たとしても、個人の人格や財産権その他個人の正当な利益を害するおそれがある。 

したがって、条例第７条第２号に該当する。 
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条例第７条第６号該当性について 

 

本件文書を勝手に開示すれば応募者と実施機関との間の信頼関係を損なうことになり、

検討委員会を運営するという事務事業又は今後行われる選考という同種の事務事業の適

正な執行に支障を及ぼすのは明白である。 

本件文書が今後公開されるとなると、応募者は記載の仕方や表現に違いが出ることは容

易に推測され、一般的な意見しか記述しなくなる。さらに、応募を躊躇するもの、又、筆

跡や記載内容から個人が特定されると危惧するものが出ることは否定できない。 

よって、選考という事務事業の目的が損なわれることになり、今後行われる同種の事務

事業の適正な執行に支障を及ぼす。 

したがって、条例第７条第６号に該当する。 

 

条例第１４条該当性について 

 

本条の意見聴取は、第三者の正当な権利利益の保護に関する不開示情報の規定に該当す

るかどうかを適切に判断するための調査であるが、当該情報が不開示情報に明らかに該当

するとき又は明らかに該当しないときは行わないこととしている。 

本件文書が条例第７条第２号及び第６号に明らかに該当すると判断したため、当該手続

きは行わなかったものである。 

平成１６年に小論文の開示請求があったことに対して、当時は当該小論文が明らかに不

開示情報に該当するかどうかの判断ができなかったため意見聴取を行ったうえで開示し

ているが、その後判例が出ていることもあり、今回は前述したとおりの判断をしたため意

見聴取を行わなかったものである。 

 

５ 審議会の判断 

 

(1) 本件文書について 

本件文書は、熊本市自治基本条例検討委員会の公募委員選考で使用した応募者全

員の小論文である。 

記載内容は、応募者の氏名、住所、性別、年齢、電話番号、FAX 番号、メールアドレ

ス及び小論文となっている。 

 

 (2)  判断に当たっての基本的な考え方 

  本件文書にかかる判断は、不開示とした情報をインカメラ方式を用い総合的に勘案

したものである。 

  また、当審議会においては、条例に基づき開示、不開示の妥当性を判断するもので

あり、制度等の是非については判断しない。 
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 (3)  条例第７条第２号該当性について 

   実施機関が保有する文書等の中には、開示することにより、個人又は法人等の正当

な利益を害したり、公共の安全、行政事務事業の適正な遂行等に支障を及ぼすもの等が

あるため、条例第７条において一定の合理的理由に基づき不開示とする必要がある情報

を不開示情報と規定したものである。 

同条第２号本文において、「個人に関する情報であって、特定の個人が識別され、又

は他の情報と照合することにより識別され得るもの」を不開示情報と規定しており、た

だし書のアからオまでにおいて例外規定を設けている。 

ア 法令等の規定により、何人も閲覧することができる情報 

イ 実施機関が作成し、又は取得した情報で、公表することを目的としているもの 

ウ 氏名その他特定の個人が識別され得る情報の部分を除くことにより、開示しても、

この号の規定により保護される個人の利益が害されるおそれがないと認められる

こととなる情報 

エ 公務員等の職務の遂行に係る情報に含まれる当該公務員等の職及び氏名に関す

る情報であって、開示しても、当該公務員等の権利を不当に侵害し、または生活に

不当に影響を与えるおそれがないと認められるもの 

オ 人の生命、身体、健康、財産又は生活を保護するため、開示することがより必要

であると認められる情報 

 

本件文書は、熊本市自治基本条例検討委員会の公募委員選考のために使用した応

募者全員の小論文で、記載内容は、応募者の氏名、住所、性別、年齢、電話番号、FAX

番号、メールアドレス及び小論文となっており、基本的には条例第７条第２号に規定す

る個人情報である。 

応募者の氏名等については、申立人、実施機関双方個人情報であることには異論がな

いと認められるため、個人が特定され得る部分を除いた小論文部分について条例第７条

第２号に該当するかどうかを検討する。 

小論文には応募者個人のこれまでの活動や社会的関心、さらにはこれまでの経験に基

づく意見、信条、理念等が記載されている。これらの情報は、応募者個人の人格、思想、

社会観と密接に結びついたものであり、条例第７条第２号に規定する個人情報に該当す

る。このため、同条ただし書きに該当するかどうかを検討する。 

本条ただし書ア、イ、エ、オに該当しないことは明らかである。 

ただし書ウに該当するかどうかについて検討する。 

本件文書には前述のとおりの個人情報が記載されており、それらの情報を社会に開示

するか否か等については元来各応募者が自ら決すべき利益を有していると認めるのが

相当であり、そのことは、開示の対象となるべき文書から作成者が識別される部分を除

いたとしても同様というべきである。 

他方、実施機関は、従来から各種委員を募集しているが、その際応募者に対し、選考
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資料として論文の提出を求めたことも相当数に上り、その一方で、実施機関において論

文を後に公開した例は平成１６年の一例を除き存在しないことが認められる。そうする

と、応募者は論文を提出するに当たり、それが後に公開されることは予想していなかっ

たと推測される。 

以上のとおり、応募者においては、本件文書の開示の可否について自ら決すべき利益

を有するものであり、また、提出した論文が開示されることは予想し得ないことであっ

たことからみるならば、本件文書を「開示しても、この号の規定により保護される個人

の利益が害されるおそれがない」ものと認めることはできないというべきである。 

したがって本件文書はただし書ウには該当せず、条例第７条第２号の不開示情報に該

当する。 

  

(4) 条例第７条第６号該当性について 

  条例第７条第６号は、実施機関の事務事業の適正な遂行を確保するため、監査、検査、

取締り、争訟、交渉、契約、試験、調査、研究、人事管理その他実施機関の事務事業

に関する情報のうち、開示することにより、当該事務事業の性質上、その適正な遂行

に支障を及ぼすおそれのある情報を不開示情報にすることを定めたものである。ここ

でいう「支障」の程度とは名目的なものでは足りず、実質的なものが要求されており、

また「おそれ」の程度も単なる可能性ではなく、法的保護に値する蓋然性が求められ

るものである。 

実施機関は、従来から各種委員を募集しているが、その際応募者に対し、選考資料

として論文の提出を求めたことも相当数に上り、その一方で、実施機関において論文

を後に公開した例は平成１６年の一例を除き存在しないことが認められる。 

かかる文書が公開されるとなると、応募者は記載の仕方や表現に違いが出ることは

容易に推測され、一般的な意見しか記述しなくなる。さらに、応募を躊躇する者、又、

筆跡や記載内容から個人が特定されると危惧する者が出ることも否定できず、よって、

選考という事務事業の目的が損なわれることになり、今後行われる同種の選考事務の

適正な執行に支障を及ぼすおそれがある。 

本件における当該委員の募集に際しても、応募された小論文の扱いについては、な

んら触れられておらず、当該論文を公開するとも明記されていなければ、公開しない

とも明記されていない。 

このような状況下で応募者は、自己の提出した小論文がいずれ公開されることにな

るとは予想だにしないのが通常であり、むしろ公開されないことを前提と捉え、小論

文の内容もなんら制約されることなく、自由な発想のもとで記述されたものと考えら

れる。 

このような応募者の意向を無視して、実施機関が本件文書を意のままに開示すれば

応募者と市との間の信頼関係が損なわれることは明らかであり、始動し始めたばかり

の検討委員会を運営する事務事業の適正な執行に支障を及ぼすことになると認めら
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れる。 

したがって本件文書は条例第７条第６号に該当する。 

 

(5) 条例第１４条について 

本条の意見聴取は、第三者の正当な権利利益を保護するために、不開示情報に該当する

かどうかを適切に判断するための調査であるが、当該情報が不開示情報に明らかに該当す

るとき又は明らかに該当しないときは行わないこととしている。 

平成１６年に小論文の開示請求があった際、当時、実施機関は、当該小論文が条例第７

条第２号に該当するかどうか明快でなかったため意見聴取を行い、応募者全員の承諾を得

たうえで開示している。 

今回、実施機関は、判例による全国的な動向等も検討した結果、本件文書が条例第７条

第２号に明らかに該当すると判断し、また、同条第６号にも明らかに該当すると判断でき

たため、当該手続きは行わなかったものである。 

ことに、実施機関は、応募者と実施機関との間の信頼関係を重視するとともに今後も事

務事業の適正な執行を確保する観点から、本件文書は条例第７条第６号の不開示情報に明

らかに該当するため、たとえ前回と同様の手続きを経て開示の承諾が得られたとしても開

示すべきでないと総合的に判断したものである。このため、承諾をとるための手続きは行

っていない。 

そもそも、条例第１４条は、第三者の正当な権利利益を保護するために、不開示情報に

該当するかどうかを適切に判断するために第三者に意見を聴くことができると規定した

ものであり、第三者に意見を聴くことを実施機関に義務付けたものではない。実施機関は、

本件文書が不開示情報の規定に明らかに該当すると判断したため、本条の手続きを行わな

かったものであり、意見聴取を行わなかったからといって怠慢とはいえない。 

 

(6) 結論 

以上により、「１ 審議会の結論」のとおり判断する。 

 

 

 

熊本市情報公開・個人情報保護審議会 

会     長  江 藤  孝 

会長職務代理者  荒 木 昭次郎 

委     員  高 木 絹 子 

委     員  田 中 節 男 

委     員  馬 場  啓 
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情 個 審 答 申 第 ９ 号   

平成２７年２月１８日   

 

 熊本市長 様 

 

熊本市情報公開・個人情報保護審議会 

会 長  江  藤   孝 

 

 

熊本市情報公開条例第１７条の規定に基づく諮問について（答申） 

 

平成２５年９月２５日付け、平成２５年度諮問第５号で諮問を受けました下記の異議申

立てについて、別紙のとおり答申します。 

 

記 

 

熊本駅周辺整備に関するトップ会議に係わる文書等の開示請求に伴う請求拒否決定に対

する異議申立てについて 
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 別 紙 

 

 

答     申 

 

第１ 審議会の結論 

熊本市長（以下「実施機関」という。）の行った決定（請求拒否）は妥当である。 

 

第２ 異議申立ての経緯 

本件異議申立ては、異議申立人（以下「申立人」という。）が熊本市情報公開条例（以

下「条例」という。）に基づき、平成１８年１０月開催から平成２２年３月開催までの

「在来線熊本駅舎デザイン・トップ会議」各出席者の発言等のわかる資料（以下「本

件文書Ⅰ」という。）、「在来線熊本駅舎デザイン・トップ会議」の決定権限事項を受け

て、誰が最終的に決定権を持ち、執行の権限はどのような法的根拠等に基づいて、最

終決定と見なされるのか具体的にわかる法令、熊本県・市条例等の資料（以下「本件

文書Ⅱ」という。）、この場合、熊本県市の都市計画審議会、環境影響審査会審議会へ

の審議を経ずして最終決定とすることができる諸条例、慣習等の具体的にわかる資料

（以下「本件文書Ⅲ」という。）、このトップ会議の「トータルデザインアドバイザー」

３人による会議の開催年月日時、場所、議題、会議録等のわかる資料、３人が一同に

集合した会議が開催されていなければ、各人の具体的な意見、助言等のわかる資料（（以

下「本件文書Ⅳ」という。）を開示請求したことに対し、実施機関が開示請求拒否決定

（「本件文書Ⅰ」は不開示、「本件文書Ⅱ～Ⅳ」は不存在）を行ったことについて、当

該決定の取消しを求めたものである。 

 

第３ 申立人の主張の趣旨 

申立人が、異議申立書及び意見書で主張した内容は、おおむね次のとおりである。 

 

   「本件文書Ⅰ」の開示請求に対して、「不開示」条例第７条第５号に該当とあるが、

理由として、「開示することにより、率直な意見の交換等が不当に損なわれ、市民の間

に混乱を生じさせるため。」とのことであるが、熊本市自治基本条例の理念等を遵守せ

ず、無視する市政執行であり、熊本市憲法違反である。 

よって、「不開示」を取り消して、「開示・資料交付・会議録交付」を、迅速に執行

すべきである。 

会議終了後、熊本市長・県知事は、共同で記者会見を行い、内容を説明し、報道機

関にも情報を流し、別室で報道記者に資料を基に説明会が開催されている。その後、

新聞紙上に記載され、多くの県民市民は周知の事実であるにも拘らず、血税納税者に

は、「不開示」なのか？有料での資料開示請求に対して、「不開示」なのか？これは、

諮問第５号 
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明らかに熊本市憲法違反である。 

よって、迅速に「両開示執行」すべきである。 

   「本件文書Ⅱ」の開示請求に対して、「不存在」条例第１１条第２項に該当とあるが、

理由として、「請求された文書が存在しないため。」とのことであるが、市長の記者会

見では、「武者返しの壁」はデザイン設計者側に３０億円を２３億円までの削減を了承

してもらったと記者団に公表しながら、現在の建設積算額は２９億１千万円の建設総

額が公表されている。その差額は何なのか？血税納税者県民市民には、不可解な建設

費総額経費である。騙しの市政理念の発露とも思えないが熊本市には、熊本市公共事

業環境配慮指針が平成２１年９月より施行されており、予算要求前に、公共工事によ

る環境影響調書を作成しての施行を遵守しなければならないことになっているが、フ

リーパスであり、都市計画審議会も環境影響審議会も適さず、決定事項として遂行中

である。この様な現象は、トップ会議決定事項には何らかの権限を付与された法的根

拠がなければ、現行の法治市政に於ては不可能であり、何らかの権限があるから、「執

行可能」と思われる。迅速に「存在・資料交付」を執行すべきである。へりくつを述

べているのではなく、法治国家の根本に関わる問題点である。 

更に、「トータルデザインアドバイザー」をわざわざ専任させて、何もしていない、 

何の実績もないとは、熊本市憲法理念からは、熊本市民は想像も出来ない。権威ある

裏付けがあるから市民は信用しろとの「実績不存在のアドバイザー・カモフラージュ」

の為の市政理念とも思われないので、「不存在」を取り消して、「存在・資料交付」を 

迅速に執行して戴きたい。 

 

第４ 実施機関の説明の趣旨 

   実施機関が、請求拒否理由説明書において主張した内容は、おおむね次のとおりで

ある。 

 

平成２５年２月４日に行われた熊本市情報公開条例（以下、「情報公開条例」という。）

に基づく熊本駅周辺整備に関するトップ会議に関する開示請求に対し、２月１５日、

熊本市長は開示請求の一部について開示請求拒否決定を行ったが、これに対し４月２

５日に請求者より異議申立が行われたので、当該決定に係る詳細な理由について説明

するものである。 

なお、文書等開示請求書等に異議申立人が「在来線熊本駅舎デザイン・トップ会議」

と記載しているものは「熊本駅周辺整備に関するトップ会議」である。 

  １ 本件文書Ⅰについて 

条例第７条第５号に該当するため不開示。 

当会議は、平成１８年当時、平成２３年３月に迫っていた九州新幹線の全線開業

に向け、熊本県、熊本市、ＪＲ九州、地元経済界が共通認識のもと一体となって事

業を円滑かつ効率的に実施し、より魅力的な都市空間の形成を図るために開催され
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た。 

会議では、平成１８年１０月から現在まで、５回にわたり駅周辺の整備に関して

様々な議論がなされているところ。 

この会議については、法的に設置されているものではなく、任意で設置されてい

るため、会議に法的根拠及び意思決定の権限等はない。また、平成３０年頃の駅周

辺の整備に関して、実施中の事業や計画・構想段階のものなど、様々な事項につい

て各機関のトップが自由に意見交換を行う場であるため、会議は非公開で行われ、

公表できる事項については、会議後の記者会見において、市長・知事により会議内

容の説明を行っている。 

このように、トップ会議においては、駅周辺の整備に関して、まだ決定していな

い事項、実施するかどうかも確定していないアイディアレベルの事項などについて、

各機関のトップが自由に意見交換を行うため、請求されている会議内容や各トップ

の発言等を公表することにより、率直な意見の交換若しくは中立性が不当に損なわ

れ、不当に市民の間に混乱を生じさせ、又は特定のものに不当に利益を与え、若し

くは不利益を及ぼす恐れがある。 

よって「不開示」と決定したもの。 

 

  ２ 本件文書Ⅱについて 

「本件文書Ⅰ」の理由にも記載したとおり、当会議の趣旨は、熊本駅周辺の整備

を行うにあたり、各事業主体や関係機関が意見交換を行うことで、円滑な事業の推

進及びより良い駅周辺の整備を図ろうとするものである。 

各事業における最終決定は、各事業主体のそれぞれの手続きの中でなされるもの

であり、請求者が求めるトップ会議の権限等についての最終決定権者や法的根拠に

ついての文書は「不存在」である。 

 

３ 本件文書Ⅲについて 

２と同じ理由で「不存在」である。トップ会議には、法的根拠や意思決定機能は

無いため、「当会議で決定した事項については都市計画審議会及び環境影響評価審査

会での審議を経ずに事業の最終決定とすることが出来る。」という法的根拠は存在し

ない。法的手続きが必要な事業については、各事業主体の責任で必要な手続を経て

事業を実施しているところである。 

 

４ 本件文書Ⅳについて 

平成２４年４月１日付けで熊本市が政令指定都市へ移行したことに伴い、現在も

熊本県が事業主体となっている在来線熊本駅舎整備を含む連続立体交差事業を除き、

熊本駅東口駅前広場整備事業および周辺の都市計画道路事業は熊本市へ移譲される

こととなった。 
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移譲された熊本駅東口駅前広場整備事業は、本請求に係るトータルデザインアド

バイザーとの調整はすでに済んでいたことから、その部分については、熊本市に引

き継ぐことなく、熊本駅東口駅前広場等の維持管理に必要となる設計図書等を引継

いだため、本市への資料提供は行われていない。 

よって、当該請求に係る文書は「不存在」である。 

 

第５ 審議会の判断 

１ 本件文書Ⅰ・Ⅱ・Ⅲ・Ⅳについて 

開示請求書及び異議申立書からすると、本件文書Ⅰ・Ⅱ・Ⅲ・Ⅳは、異議申立人が

「在来線熊本駅舎デザイン・トップ会議」としているのは「熊本駅周辺整備に関する

トップ会議（以下、トップ会議という。）」であり、それに係わる文書等で次の事項が

わかる文書である。 

 

 （1） 本件文書Ⅰ 

平成１８年１０月開催から平成２２年３月開催までのトップ会議各出席者の発言

等のわかる資料 

 

（2） 本件文書Ⅱ 

「トップ会議」の決定権限事項を受けて、誰が最終的に決定権を持ち、執行の権

限はどのような法的根拠等に基づいて、最終決定と見なされるのか具体的にわかる

法令、熊本県・市条例等の資料 

 

（3） 本件文書Ⅲ 

この場合、熊本県市の都市計画審議会、環境影響審査会審議会への審議を経ずし

て最終決定とすることができる諸条例、慣習等の具体的にわかる資料 

 

（4） 本件文書Ⅳ 

このトップ会議の「トータルデザインアドバイザー」３人による会議の開催年月

日時、場所、議題、会議録等のわかる資料、３人が一同に集合した会議が開催され

ていなければ、各人の具体的な意見、助言等のわかる資料 

 

２ 判断に当たっての基本的な考え方 

当審議会においては、条例に基づき一部請求拒否の妥当性を判断するものであり、

事業等の是非については判断しない。 

 

３ 個別の判断 

（1） 本件文書Ⅰについて 
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当審議会の調査の結果、本件文書Ⅰに該当する文書は、トップ会議の第１回から

第５回までの会議議事概要である。 

この文書が、条例第７条第５号に該当するについて検討する。 

トップ会議は、当時、新幹線開業を前に熊本駅周辺の都市基盤整備が進められて

おり、各機関のトップが集う場において、これから進められようとする熊本駅周辺

整備等に対して、関係者のみならず、県市民の関心のあるところである。 

その内容については、市及び県を代表する首長が会議終了後に記者会見を開き、

自らの権限の範囲において可能な内容の情報提供を行っていることが記者会見資料

等からも窺え、一定の情報提供がなされていると評価することができる。 

しかしながら、トップ会議は冒頭の出席者の挨拶後、報道関係者が退席して行わ

れている。このことは、各機関の代表が自由に意見交換を行う場としての位置づけ

を認めることができる。 

トップ会議においては、確かに、熊本駅周辺の整備に関して、まだ決定していな

い事項、実施するかどうかも確定していないアイディアレベルのもの等も含まれる。 

これらの発言を公表することは、率直な意見の交換若しくは中立性が不当に損な

われ、不当に市民の間に混乱を生じさせ、又は特定のものに不当に利益を与え、若

しくは不利益を及ぼす恐れがあり、自由に意見交換を行うことを損なう可能性があ

る。 

よって、本件文書Ⅰは条例７条５号に該当すると判断できる。 

 

（2） 本件文書Ⅱの存否について 

トップ会議は、各事業主体や関係機関が意見交換を行うことで、円滑な事業の推

進及びより良い駅周辺の整備を図ろうとするものである。 

各事業における最終的な決定は、各事業主体のそれぞれの手続きの中でなされる

ものであり、請求者が求めるトップ会議の権限等についての法的根拠及び最終決定

権者についての文書は存在しない。 

よって、不存在が相当である。 

 

（3） 本件文書Ⅲ・Ⅳの存否について 

文書が存在しないとする実施機関の説明は前記第４のとおりであり、不存在であ

るとすることに不合理性は認められない。これに対し、申立人の主張には、文書の

存在をうかがわせる合理的な理由は認められない。 

よって、本件文書Ⅲ・Ⅳはいずれも存在しないと認められる。 

 

４ 結論 

以上により、「第１ 審議会の結論」のとおり判断する。 
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熊本市情報公開・個人情報保護審議会 

会     長  江 藤  孝 

会長職務代理者  高 木 絹 子 

委     員  大 江 正 昭 

委     員  馬 場  啓 

委     員  澤 田 道 夫 

  

-405-



 

〔参考〕  

審議会の審議経過 

年 月 日 審  議  経  過 

平成２５年 ９月２５日 熊本市長から諮問を受けた。 

平成２５年１０月２５日 実施機関から請求拒否理由説明書を受理した。 

平成２５年１１月１２日 
異議申立人から請求拒否理由説明書に対する 

意見書を受理した。 

平成２６年１１月１９日 諮問の審議を行った。 

平成２６年１２月１０日 答申（案）の審議を行った。 

平成２７年 １月１４日 答申（案）の審議を行った。 

平成２７年 ２月１８日 答申（案）の審議を行った。 
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情個審答申第１０号    

平成２７年２月１８日   

 

 熊本市長 様 

 

熊本市情報公開・個人情報保護審議会 

会 長  江  藤   孝 

 

 

熊本市情報公開条例第１７条の規定に基づく諮問について（答申） 

 

平成２５年７月２日付け、平成２５年度諮問第６号で諮問を受けました下記の異議申立

てについて、別紙のとおり答申します。 

 

記 

 

「熊本市第６次総合計画基本計画中間見直し委員会」の公募委員選考における応募者全

員の個人情報を除いた応募原稿の開示請求拒否（不開示）決定に対する異議申立てについ

て 
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 別 紙 

 

 

答     申 

 

第１ 審議会の結論 

  熊本市長（以下「実施機関」という。）の行った決定（請求拒否）は妥当である。 

 

第２ 異議申立ての経緯 

本件異議申立ては、異議申立人（以下「申立人」という。）が熊本市情報公開条例（以

下「条例」という。）に基づき、「熊本市第６次総合計画基本計画中間見直し委員会」の

公募委員選考における応募者全員の個人情報を除いた応募原稿（以下「本件文書」とい

う。）を開示請求したことに対し、実施機関が開示請求拒否（不開示）決定を行ったこと

について、当該決定の取消を求めたものである。 

 

第３ 申立人の主張の趣旨 

  申立人が、異議申立書及び意見書で主張した内容は、おおむね次のとおりである。 

 

  熊本市憲法・熊本市自治基本条例・（自治の基本理念）第３条・（自治運営の基本原理） 

第４条・（市民の権利）第５条・（市民の責務）第６条・（市長等の役割）第１０条(1)・ 

（市政の基本原則）第１２条(1)(3)・（総合的な行政サービス）第１６条・（行政手続き）

第２０条・（説明責任）第２２条・（情報共有の原則）第２５条 １・（市民参画・協働の

ための仕組み）第３０条(2)(3)・（参画と協働によるまちづくり条例）第３１条→熊本市

市民参画と協働の推進条例→第２章 市民参画 第４条～第５条、等の条例理念を遵守 

するのであれば、「不開示」とするのは、熊本市憲法違反である。 

熊本市情報公開条例第７条第２号及び第６号に該当 

（理由） 

第２号（個人に関する情報） 

当該作文は、住所、氏名等の個人識別性がある情報を除いても、個人の利益を害す

る個人情報であるため。 

第６号（事務事業に関する情報） 

当該作文は、公表を前提に募集したものではなく、また、作文を開示すると、選考

業務の性質上、将来同種の業務の適正な執行に支障をきたすおそれがあるため。とあ

るが、 

熊本市憲法・熊本市自治基本条例・（市民の責務）第６条(2)市政・まちづくりへ積極 

的に参画し、又は自らの発言と行動に責任を持つこと。とあり、公募委員応募原稿の内 

容には、重任を持つとの責務があり、個人情報以外の原稿内容を公表されたとして、何

諮問第６号 
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ら不服が起こる事はないし、予測の事を理由に 不開示との決定は、熊本市憲法違反で

あり、私の添付資料の如く、応募原稿を公開しても何ら思想や心情に支障を来したこと

もなく、その後の行政運営に支障をきたした事もない。 

熊本市憲法理念に則り、市民からの応募原稿開示要求が出たら、迅速に・応募者全員  

 の承諾を取付け、同意を確認し、同意者については、迅速に開示するのが、熊本市憲法

理念を遵守する事である。私は、この応募原稿は開示しません・選考以外の目的には使

用しない・との書面も、行政からの同意意向も一切受けていない。熊本市憲法理念・市

民の責務等の信念で応募しており、自分の応募原稿には自らの発言と行動には責任をも

ち公表される事は、当然の事と認識して応募している。公募委員選考の応募原稿が優れ

ていたから選考されたのであり、他の模範となる「共通の応募原稿命題・今後の熊本市

のまちづくりに必要なこと・」であるから、広く公開し、公募委員としての今後の熊本

市総合計画の見直し作業の中に活用し、協働での委員会に活かされるべき応募原稿であ

るから、広く公開し、情報共有し、市民参画を誘導し、熊本市総合計画見直し作業に反

映・活かすのが、熊本市行政の責務である。その為、「不開示」は「熊本市憲法違反」で

あり、迅速に「開示・応募原稿交付」を 執行すべきである。 

 

第４ 実施機関の説明の趣旨 

  実施機関が、請求拒否理由説明書において主張した内容は、おおむね次のとおりであ

る。 

 

条例第７条第２号該当性について 

当該文書には、与えられたテーマについて、応募者個人のこれまでの活動や社会的関

心、さらにはこれまでの経験に基づく意見、信条、理念等が記載されており、これらは、

応募者個人の人格、思想、社会観と密接に結びついたものである。 

さらに、応募原稿の公開が前提となっていない中で応募者は当該文書を公開すること

を予想しておらず、当該文書を公開すると、個人識別性のある部分を除いたとしても個

人の人格や財産権その他個人の正当な利益を害するおそれがある。 

したがって、条例第７条第２号に該当する。 

条例第７条第６号該当性について 

当該文書は、熊本市第６次総合計画基本計画中間見直し委員会における公募委員を選

考する際に提出されたもので、選考という事務事業に関する情報であることは明白であ

る。 

本件のように委員会の委員を選考する際に提出してもらう作文については、与えられ

たテーマに基づき、応募者個人のこれまでの活動や社会的関心、さらにはこれまでの経

験に基づく意見、信条、理念等を率直に記述してもらうことにより、より精度の高い人

物評価が行えるものであるが、これが今後公表されるとなると、一般的な意見しか記述

しなくなるなど記載の仕方や表現に違いが出ること、また、応募自体を躊躇する者が出
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ることが容易に推測される。 

よって、市が当該文書を公開すれば、選考という事務事業の目的が損なわれることに

なり、今後の同種の事務事業の適正な執行に支障を及ぼすのは明白である。 

したがって、条例第７条第６号に該当する。 

 

第５ 審議会の判断 

 

本件異議申立ての経緯の内容は、平成１９年答申第３号（参照資料別添）の異議申立

ての経緯の内容と同趣旨であり、当審議会としては、前記第３号事件と判断を異にする

ものではない。 

よって、上記「１ 審議会の結論」のとおり判断する。 

 

 

 

熊本市情報公開・個人情報保護審議会 

会     長  江 藤  孝 

会長職務代理者  高 木 絹 子 

委     員  大 江 正 昭 

委     員  馬 場  啓 

委     員  澤 田 道 夫 
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〔参考〕  

審議会の審議経過 

年 月 日 審  議  経  過 

平成２５年１０月 ４日 熊本市長から諮問を受けた。 

平成２５年１０月２５日 実施機関から請求拒否理由説明書を受理した。 

平成２５年１１月１２日 
異議申立人から請求拒否理由説明書に対する 

意見書を受理した。 

平成２６年１２月１０日 諮問の審議を行った。 

平成２７年 １月１４日 答申案の審議を行った。 

平成２７年 ２月１８日 答申案の審議を行った。 
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答 申 第 3 号 

平成１９年１０月２３日 

 

 熊本市長 様 

 

熊本市情報公開・個人情報保護審議会 

会 長  江  藤    孝 

 

熊本市情報公開条例第１７条の規定に基づく諮問について（答申） 

 

平成１９年６月２８日付け市協発第１３６号による下記の諮問について、別紙のとおり

答申します。 

 

記 

 

 「熊本市自治基本条例検討委員公募」に於ける応募者全員の小論文（氏名を除く）の

開示請求に伴う請求拒否決定に対する異議申立てについて 

  

   

 

［ 諮問第３号 ］ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【参照資料】（平成２６年度答申第１０号関係） 
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 別 紙 

 

 

答     申  

 

１ 審議会の結論 

 

  熊本市長（以下「実施機関」という。）の行った決定（請求拒否）は妥当である。 

   

２ 異議申立ての経緯 

 

本件異議申立ては、異議申立人（以下「申立人」という。）が熊本市情報公開条例（以

下「条例」という。）に基づき、熊本市自治基本条例検討委員会の公募委員選考で使用

した応募者全員の小論文（以下「本件文書」という。）を開示請求したことに対し、

実施機関が開示請求拒否（不開示）決定を行ったことについて、当該決定の取消を求

めたものである。 

   

３ 申立人の主張の趣旨 

 

  申立人が、異議申立書、意見書及び口頭による意見の陳述で主張した内容は、おおむ

ね次のとおりである。 

   

  条例第７条第２号該当性について 

 

請求している小論文は氏名を除くとしており個人が特定される情報ではない。又、応募

者は自発的に応募しており、公表されても自己責任の持てない者は応募できないと思われ

るため個人の正当な利益を害するおそれがある情報とは思われない。 

小論文に価値観、理念等が反映されているのは当然のことであり、熊本市が高い評価を

した論文を書いた市民代表により自治基本条例を検討することを熊本市民に公表するこ

とが自治基本条例の理念であると信じる。 

 

条例第７条第６号該当性について 

 

選考業務という事務事業の性質上、将来同種の業務の適正な遂行に支障を及ぼすおそれ

があるためという拒否理由である。その「支障」の程度は実質的なものが要求され、「お

それ」の程度も法的保護に値する蓋然性が要求されるが、前回開示した実績で実質的に実

害があったかどうかの検証もないため不開示の理由とはなりえない。 

諮問第 3 号 
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論文を公表するともしないとも明記していないのに、「公開することを前提としていな

い」や「開示決定までに公開する旨の同意もない」など勝手な想定で不開示とすることは

おかしい。 

市民として、社会人として、自分の人生観、経験、知識、理念等を正々堂々と主張する

市民を選考することが熊本市としての責務であり、選考された市民代表の論文を広く市民

に公表することは当然のことである。 

 

条例第１４条該当性について 

 

平成１６年１０月に「熊本駅周辺地域まちづくり推進協議会委員公募」において応募者

から同意を取って氏名等を削除した小論文の開示を行っているにもかかわらず、今回は同

意を取る事務処理を行っていない。これは業務怠慢である。 

不開示部分があれば部分的に黒塗りすればすむことであり、そのことで応募者の正当な

利益を侵害するとは思えない。 

今回、応募者が自主的に提出した小論文を開示できない理由が不透明で、熊本市の憲法

ともいえる自治基本条例がどのような人によって作られるのか不安を抱かざるを得ない。 

 

４ 実施機関の説明の趣旨 

 

  実施機関が、請求拒否理由説明書及び意見陳述において主張した内容は、おおむね次

のとおりである。 

 

条例第７条第２号該当性について 

 

本件文書には、与えられたテーマについて、応募者個人のこれまでの活動や社会的関心、

さらにはこれまでの経験に基づく意見、信条、理念等が記載されており、これらは、応募

者個人の人格、思想、社会観と密接に結びついたものである。 

なお、同種の文書（小論文や手紙等）については、公表することを前提として提供され

た場合を除き、これまで公表したことはなく、情報公開においては本人に同意を得て開示

した例が過去に一度はあるが、それ以外にはない。 

さらに、当該文書については公開することを前提に提出されたものではないことを踏ま

えると、応募者は当該文書を公開することを予想してはおらず、また、開示決定までに公

開する旨の同意もないことから、これらの情報を開示すると個人識別性のある部分を除い

たとしても、個人の人格や財産権その他個人の正当な利益を害するおそれがある。 

したがって、条例第７条第２号に該当する。 
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条例第７条第６号該当性について 

 

本件文書を勝手に開示すれば応募者と実施機関との間の信頼関係を損なうことになり、

検討委員会を運営するという事務事業又は今後行われる選考という同種の事務事業の適

正な執行に支障を及ぼすのは明白である。 

本件文書が今後公開されるとなると、応募者は記載の仕方や表現に違いが出ることは容

易に推測され、一般的な意見しか記述しなくなる。さらに、応募を躊躇するもの、又、筆

跡や記載内容から個人が特定されると危惧するものが出ることは否定できない。 

よって、選考という事務事業の目的が損なわれることになり、今後行われる同種の事務

事業の適正な執行に支障を及ぼす。 

したがって、条例第７条第６号に該当する。 

 

条例第１４条該当性について 

 

本条の意見聴取は、第三者の正当な権利利益の保護に関する不開示情報の規定に該当す

るかどうかを適切に判断するための調査であるが、当該情報が不開示情報に明らかに該当

するとき又は明らかに該当しないときは行わないこととしている。 

本件文書が条例第７条第２号及び第６号に明らかに該当すると判断したため、当該手続

きは行わなかったものである。 

平成１６年に小論文の開示請求があったことに対して、当時は当該小論文が明らかに不

開示情報に該当するかどうかの判断ができなかったため意見聴取を行ったうえで開示し

ているが、その後判例が出ていることもあり、今回は前述したとおりの判断をしたため意

見聴取を行わなかったものである。 

 

５ 審議会の判断 

 

(1) 本件文書について 

本件文書は、熊本市自治基本条例検討委員会の公募委員選考で使用した応募者全

員の小論文である。 

記載内容は、応募者の氏名、住所、性別、年齢、電話番号、FAX 番号、メールアドレ

ス及び小論文となっている。 

 

 (2)  判断に当たっての基本的な考え方 

  本件文書にかかる判断は、不開示とした情報をインカメラ方式を用い総合的に勘案

したものである。 

  また、当審議会においては、条例に基づき開示、不開示の妥当性を判断するもので

あり、制度等の是非については判断しない。 
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 (3)  条例第７条第２号該当性について 

   実施機関が保有する文書等の中には、開示することにより、個人又は法人等の正当

な利益を害したり、公共の安全、行政事務事業の適正な遂行等に支障を及ぼすもの等が

あるため、条例第７条において一定の合理的理由に基づき不開示とする必要がある情報

を不開示情報と規定したものである。 

同条第２号本文において、「個人に関する情報であって、特定の個人が識別され、又

は他の情報と照合することにより識別され得るもの」を不開示情報と規定しており、た

だし書のアからオまでにおいて例外規定を設けている。 

ア 法令等の規定により、何人も閲覧することができる情報 

イ 実施機関が作成し、又は取得した情報で、公表することを目的としているもの 

ウ 氏名その他特定の個人が識別され得る情報の部分を除くことにより、開示しても、

この号の規定により保護される個人の利益が害されるおそれがないと認められる

こととなる情報 

エ 公務員等の職務の遂行に係る情報に含まれる当該公務員等の職及び氏名に関す

る情報であって、開示しても、当該公務員等の権利を不当に侵害し、または生活に

不当に影響を与えるおそれがないと認められるもの 

オ 人の生命、身体、健康、財産又は生活を保護するため、開示することがより必要

であると認められる情報 

 

本件文書は、熊本市自治基本条例検討委員会の公募委員選考のために使用した応

募者全員の小論文で、記載内容は、応募者の氏名、住所、性別、年齢、電話番号、FAX

番号、メールアドレス及び小論文となっており、基本的には条例第７条第２号に規定す

る個人情報である。 

応募者の氏名等については、申立人、実施機関双方個人情報であることには異論がな

いと認められるため、個人が特定され得る部分を除いた小論文部分について条例第７条

第２号に該当するかどうかを検討する。 

小論文には応募者個人のこれまでの活動や社会的関心、さらにはこれまでの経験に基

づく意見、信条、理念等が記載されている。これらの情報は、応募者個人の人格、思想、

社会観と密接に結びついたものであり、条例第７条第２号に規定する個人情報に該当す

る。このため、同条ただし書きに該当するかどうかを検討する。 

本条ただし書ア、イ、エ、オに該当しないことは明らかである。 

ただし書ウに該当するかどうかについて検討する。 

本件文書には前述のとおりの個人情報が記載されており、それらの情報を社会に開示

するか否か等については元来各応募者が自ら決すべき利益を有していると認めるのが

相当であり、そのことは、開示の対象となるべき文書から作成者が識別される部分を除

いたとしても同様というべきである。 

他方、実施機関は、従来から各種委員を募集しているが、その際応募者に対し、選考
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資料として論文の提出を求めたことも相当数に上り、その一方で、実施機関において論

文を後に公開した例は平成１６年の一例を除き存在しないことが認められる。そうする

と、応募者は論文を提出するに当たり、それが後に公開されることは予想していなかっ

たと推測される。 

以上のとおり、応募者においては、本件文書の開示の可否について自ら決すべき利益

を有するものであり、また、提出した論文が開示されることは予想し得ないことであっ

たことからみるならば、本件文書を「開示しても、この号の規定により保護される個人

の利益が害されるおそれがない」ものと認めることはできないというべきである。 

したがって本件文書はただし書ウには該当せず、条例第７条第２号の不開示情報に該

当する。 

  

(4) 条例第７条第６号該当性について 

  条例第７条第６号は、実施機関の事務事業の適正な遂行を確保するため、監査、検査、

取締り、争訟、交渉、契約、試験、調査、研究、人事管理その他実施機関の事務事業

に関する情報のうち、開示することにより、当該事務事業の性質上、その適正な遂行

に支障を及ぼすおそれのある情報を不開示情報にすることを定めたものである。ここ

でいう「支障」の程度とは名目的なものでは足りず、実質的なものが要求されており、

また「おそれ」の程度も単なる可能性ではなく、法的保護に値する蓋然性が求められ

るものである。 

実施機関は、従来から各種委員を募集しているが、その際応募者に対し、選考資料

として論文の提出を求めたことも相当数に上り、その一方で、実施機関において論文

を後に公開した例は平成１６年の一例を除き存在しないことが認められる。 

かかる文書が公開されるとなると、応募者は記載の仕方や表現に違いが出ることは

容易に推測され、一般的な意見しか記述しなくなる。さらに、応募を躊躇する者、又、

筆跡や記載内容から個人が特定されると危惧する者が出ることも否定できず、よって、

選考という事務事業の目的が損なわれることになり、今後行われる同種の選考事務の

適正な執行に支障を及ぼすおそれがある。 

本件における当該委員の募集に際しても、応募された小論文の扱いについては、な

んら触れられておらず、当該論文を公開するとも明記されていなければ、公開しない

とも明記されていない。 

このような状況下で応募者は、自己の提出した小論文がいずれ公開されることにな

るとは予想だにしないのが通常であり、むしろ公開されないことを前提と捉え、小論

文の内容もなんら制約されることなく、自由な発想のもとで記述されたものと考えら

れる。 

このような応募者の意向を無視して、実施機関が本件文書を意のままに開示すれば

応募者と市との間の信頼関係が損なわれることは明らかであり、始動し始めたばかり

の検討委員会を運営する事務事業の適正な執行に支障を及ぼすことになると認めら
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れる。 

したがって本件文書は条例第７条第６号に該当する。 

 

(5) 条例第１４条について 

本条の意見聴取は、第三者の正当な権利利益を保護するために、不開示情報に該当する

かどうかを適切に判断するための調査であるが、当該情報が不開示情報に明らかに該当す

るとき又は明らかに該当しないときは行わないこととしている。 

平成１６年に小論文の開示請求があった際、当時、実施機関は、当該小論文が条例第７

条第２号に該当するかどうか明快でなかったため意見聴取を行い、応募者全員の承諾を得

たうえで開示している。 

今回、実施機関は、判例による全国的な動向等も検討した結果、本件文書が条例第７条

第２号に明らかに該当すると判断し、また、同条第６号にも明らかに該当すると判断でき

たため、当該手続きは行わなかったものである。 

ことに、実施機関は、応募者と実施機関との間の信頼関係を重視するとともに今後も事

務事業の適正な執行を確保する観点から、本件文書は条例第７条第６号の不開示情報に明

らかに該当するため、たとえ前回と同様の手続きを経て開示の承諾が得られたとしても開

示すべきでないと総合的に判断したものである。このため、承諾をとるための手続きは行

っていない。 

そもそも、条例第１４条は、第三者の正当な権利利益を保護するために、不開示情報に

該当するかどうかを適切に判断するために第三者に意見を聴くことができると規定した

ものであり、第三者に意見を聴くことを実施機関に義務付けたものではない。実施機関は、

本件文書が不開示情報の規定に明らかに該当すると判断したため、本条の手続きを行わな

かったものであり、意見聴取を行わなかったからといって怠慢とはいえない。 

 

(6) 結論 

以上により、「１ 審議会の結論」のとおり判断する。 

 

 

 

熊本市情報公開・個人情報保護審議会 

会     長  江 藤  孝 

会長職務代理者  荒 木 昭次郎 

委     員  高 木 絹 子 

委     員  田 中 節 男 

委     員  馬 場  啓 
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情個審答申第１１号    

平成２７年２月１８日   

 

 熊本市長 様 

 

熊本市情報公開・個人情報保護審議会 

会 長  江  藤   孝 

 

 

熊本市情報公開条例第１７条の規定に基づく諮問について（答申） 

 

平成２５年１０月８日付け、平成２５年度諮問第７号で諮問を受けました下記の異議申

立てについて、別紙のとおり答申します。 

 

記 

 

熊本市第６次総合計画基本計画中間見直し委員会の公募委員選考に係わる文書等の開示

請求に伴う請求拒否決定に対する異議申立てについて 
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 別 紙 

 

 

答     申 

 

第１ 審議会の結論 

熊本市長（以下「実施機関」という。）の行った決定（請求拒否）は妥当である。 

 

第２ 異議申立ての経緯 

本件異議申立ては、異議申立人（以下「申立人」という。）が熊本市情報公開条例（以

下「条例」という。）に基づき、熊本市第６次総合計画基本計画中間見直し委員会の公

募委員選考に際し、各審査項目について何点と評価するかが具体的にわかる模範例等

の資料、同選考における、企画課と他課との選考基準の格差は、何に基づく格差なの

か、法的根拠に基づく格差なのかがわかる資料を開示請求したことに対し、実施機関

が開示請求拒否決定（不存在）を行ったことについて、当該決定の取消しを求めたも

のである。 

 

第３ 申立人の主張の趣旨 

申立人が、異議申立書及び意見書で主張した内容は、おおむね次のとおりである。 

 

条例理念を遵守しての公募委員選考であれば、「不存在」とするのは、熊本市憲法違

反である。市民の全人格を審査評価するのであれば、私の文書等開示請求書（受付号

第２３０号）評価項目等が全て「不存在」であるはずがなく、評価評点配点が執行さ

れている事実があるので、庁内選考者のみでの公募委員選考配点は、職権乱用であり、

熊本市憲法理念・公正公平が欠落したまま熊本市政公募委員選考制度が執行されたと

は、幸山市政下では想像もつかない。 

庁内公募委員選考者による面接に際して、応募原稿を目の前にして、面接の評点を

応募者の目の前で加算した事実もなく、応募原稿評点と面接評点を合算したとする総

合合計評点だけが、公募委員評価採否として突然出現するとは、前代未聞の公募委員

選考制度である。熊本市職員に、聖徳太子以上の能力のある人材職員が現在居るとは

とても思えない。 

よって、基礎データの応募原稿の評点基準に則った評点と、面接の時の評価評点基

準に則った評点を、即、「不存在でなく、存在交付執行」すべきである。 

 

第４ 実施機関の説明の趣旨 

   実施機関が、請求拒否理由説明書において主張した内容は、おおむね次のとおりで

ある。 

諮問第７号 
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本件文書の存否について 

１．熊本市第６次総合計画基本計画中間見直し委員会の公募委員の選考に際しては、

「熊本市第６次総合計画基本計画中間見直し委員会の公募委員の選考に関する要綱」

に定める「熊本市第６次総合計画基本計画中間見直し委員会の公募委員選考基準」

及び同選考基準をもとに審査項目の着眼点を取りまとめた参考資料「審査項目と着

眼点（５段階評価）」により、選考委員が、作文の内容と面接内容とを総合的に判断

し、審査することとしているため、当該文書は不存在である。 

２．附属機関等における公募委員の選考基準は、附属機関等の設置日的等に応じて当

該附属機関等の所管課が作成するものであり、法的根拠に基づいて作成するもので

はなく、また、他の所管課が作成した選考基準との比較資料は作成していないため、

当該文書は不存在である。 

 

なお、「熊本市第６次総合計画基本計画中間見直し委員会の公募委員の選考に関す

る要綱」、「熊本市第６次総合計画基本計画中間見直し委員会の公募委員選考基準」

及び「審査項目と着眼点（５段階評価）」については、同申立人より平成２５年５月

２０日に行われた条例に基づく開示請求に対し、平成２５年６月１０日企画発第５

６号にて開示済みである。 

 

第５ 審議会の判断 

１ 本件文書について 

開示請求書及び異議申立書からすると、本件文書は、熊本市第６次総合計画基本計

画中間見直し委員会の公募委員選考に係わる文書等で次の事項がわかる文書である。 

 

 （1） 評価項目「理解度と目的意識」において、作文でどの様に表現し、面接でどの様

に口頭回答すれば、非常に優れている５点と評価配点するのかが具体的に分かる模

範例等 

更に、普通３点と評価配点するのかが具体的にわかる格差の模範例等（５点・４

点・３点との差点の明確に分かる格差基準） 

 （2） 評価項目「熱意・積極性」において、作文でどのように表現し、面接でどのよう

に口頭回答すれば、優れている４点と評価配点するのかが具体的にわかる模範例等 

更に、普通３点と評価配点するのかが具体的にわかる格差の模範例等（４点・３

点との差点の明確に分かる格差基準） 

（3） 評価項目「視野の広さ・柔軟性」において、作文でどのように表現し、面接でど

の様に口頭回答すれば、非常に優れている５点と評価配点するのかが具体的に分か

る模範例等 

更に、普通３点と評価配点するのかが具体的にわかる格差の分かる格差基準（５
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点・３点との差点の明確に分かる格差基準） 

（4） 評価項目「関心度・実践度」において、作文の内容がどの様に表現・実績がどの

様なものを表現し、面接では、どの様に口頭回答すれば、非常に優れている５点と 

評価配点するのかが具体的にわかる模範例等 

更に、普通３点と評価配点するのかが具体的にわかる格差の分かる格差基準（５

点・３点との差点の明確に分かる格差基準） 

（5） 評価項目「協調性・公平性・公正性」において、作文の内容がどの様に表現し、

面接では、どの様に口頭回答すれば、非常に優れている５点と評価配点するのかが

具体的にわかる模範例等 

更に、普通３点と評価配点するのかが具体的にわかる格差の分かる格差基準（５

点・３点との格差の明確に分かる格差基準） 

（6） 熊本市公募委員選考において、企画課と他課での公募委員選考評価表の格差が、

何に基づく格差なのか等がわかる資料等 

（特に、公募委員応募原稿だけの評価配点もなく、面接と応募原稿を見ながら応募

者、面接者の全人格を庁内選考者のみで評価配点することが何の根拠によって、市

政執行できるのか等のわかる資料等） 

 

２ 判断に当たっての基本的な考え方 

当審議会においては、条例に基づき一部請求拒否の妥当性を判断するものであり、

事業等の是非については判断しない。 

 

３ 本件文書の存否について 

本件文書が存在しないとする実施機関の説明は前記第４のとおりであり、不存在で

あるとすることに不合理性は認められない。これに対し、申立人の主張には、文書の

存在をうかがわせる合理的な理由は認められない。 

よって、本件文書が存在するとは認められない。 

 

４ 結論 

以上により、「第１ 審議会の結論」のとおり判断する。 

 

熊本市情報公開・個人情報保護審議会 

会     長  江 藤  孝 

会長職務代理者  高 木 絹 子 

委     員  大 江 正 昭 

委     員  馬 場  啓 

委     員  澤 田 道 夫 
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〔参考〕  

審議会の審議経過 

年 月 日 審  議  経  過 

平成２５年１０月 ８日 熊本市長から諮問を受けた。 

平成２５年１１月１４日 実施機関から請求拒否理由説明書を受理した。 

平成２５年１２月２０日 
異議申立人から請求拒否理由説明書に対する 

意見書を受理した。 

平成２６年１２月１０日 諮問の審議を行った。 

平成２７年 １月１４日 答申案の審議を行った。 

平成２７年 ２月１８日 答申案の審議を行った。 
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情個審答申第１２号   

平成２７年２月１８日   

 

 熊本市長 様 

 

                 熊本市情報公開・個人情報保護審議会 

                    会 長  江  藤   孝 

 

 

熊本市個人情報保護条例第１０条第２項の規定に基づく諮問について（答申） 

 

平成２６年１２月１５日付け区政発第４５７号による諮問については、下記のとおり答

申します。 

 

記 

 

１ 諮問事項 

戸籍総合システムと法務省戸籍副本データ管理システムとの電子計算機結合について 

 

２ 結論 

本件諮問に係る電子計算機結合については、適当なものであることを認めます。 

なお、当該電子計算機結合に当たっては、次の事項を要望します。 

(1) 本市戸籍情報公開システムのセキュリティ対策については万全を期すること。 

(2) 法務省戸籍副本データ管理システムは、国の多くの市区町村の最新戸籍副本データ

が法務局に集約されるものである。そのため、法務局におけるシステムの運用の動向

等について十分に注視すること。 

 

３ 理由 

本件諮問の内容は、法務省令の一部改正により、現に行われている戸籍の副本の送付

方法を変更し、法務省の戸籍副本データ管理システムと本市の戸籍総合システムとを直

接、電子計算機を結合することとなるものです。 

本件の結合は、大規模災害時における戸籍の完全滅失の防止、戸籍の正本滅失時の迅

速な再製等を可能とし、市民生活の安心や行政サービスの向上に資するものであります。 

そして、平成２６年度から国において実施され、他都市においても本件と同様の電子

計算機結合による戸籍副本データの送信が行われている実績があり、現行において一定

の情報セキュリティ措置が講じられていることが思料されます。 
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本市からの法務省戸籍副本データ管理システムへのデータ送信については、これまで

市区町村専用装置と呼ばれる法務省の端末機に、本市の戸籍総合システムからポータブ

ルハードディスクへコピーしたデータを職員が移す方法で行っておりましたが、その通

信においては何ら問題は生じておりません。 

今後、戸籍総合システムと市区町村専用装置との通信回線による直結の際に、市の電

子計算機器の基幹系へ外部から直接通信が行われないよう、通信回線は地方公共団体を

相互に接続する行政専用のネットワーク回線（ＬＧＷＡＮ）を使用し、新たに設置する

接続用のサーバやファイアウォールを経由して接続することとしています。 

それらの環境下において、市区町村専用装置によりデータが暗号化され、戸籍副本デ

ータ管理システムへの送信が行われるといった十分なセキュリティ措置を講じるとして

います。 

これらのことから当該電子計算機結合の実施については、適当であると判断しました。 
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情 個 審 答 申 第 １ ３ 号   

平成２７年３月２０日   

 

 熊本市長 様 

 

                 熊本市情報公開・個人情報保護審議会 

                    会 長  江  藤   孝 

 

 

熊本市個人情報保護条例第１０条第２項の規定に基づく諮問について（答申） 

 

平成２６年１２月２４日付け区政発第４６６号による諮問については、下記のとおり答

申します。 

 

記 

 

１ 諮問事項 

個人番号カードを利用した証明書のコンビニエンスストア（以下「コンビニ」とい

う。）交付導入について 

（地方公共団体情報システム機構(J-LIS)証明書交付センターとの電子計算機結合） 

 

２ 結論 

本件諮問に係る電子計算機結合については、適当なものであることを認めます。 

なお、当該電子計算機結合に当たっては、次の事項を要望します。 

(1) コンビニでの証明書の交付における個人情報保護に対するシステムのセキュリティ

対策及び当該事業関係者との委託契約等において、その措置が十分に図られるよう万

全を期すること。 

(2) 当該証明書の交付を利用する市民に対し、利用における注意を広報等で周知するこ

と。 

 

３ 理由 

本件諮問に係る電子計算機結合は、社会保障・税番号制度の導入に伴い、制度開始後

のＩＣカード（個人番号カード）を利用した市民サービスの向上と番号制度の普及等を

目的として、現在、市役所等において発行される証明書（住民票、印鑑登録証明、戸籍

謄本･抄本、市県民税(所得・課税証明)）を、ＩＣカード認証等によりコンビニでの交付

を可能とするために必要な証明書交付センターとのデータ通信を行うための電子計算機

結合です。 
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実施機関の説明によれば、コンビニにおける証明書等の交付は、他自治体９１団体で

住民基本台帳カード（以下「住基カード」という。）による導入実績があり、事前調査に

よると平成２９年度までに５８８団体が個人番号カードを利用した導入を予定している

とのことです。 

現在、証明書等の発行事務については、区役所・出張所の窓口において、月曜日から

金曜日までの午前８時３０分から午後５時１５分までの間で行われていますが、コンビ

ニ交付導入により、窓口の業務時間外や全国どこでも証明書が取得できるといった市民

のニーズへの対応が可能となります。今後は、その必要性が増える可能性は高く、市民

の利便性が向上するものとして、当審議会として、コンビニ交付の導入の必要性につい

ては認めるところであり、今後、他の多くの自治体での導入が予定されている要因のひ

とつになっていると推察します。 

コンビニ交付における個人情報保護の措置として、コンビニにキオスク端末機（マル

チコピー機）とＩＣカードリーダーを併設し、カードリーダーにＩＣカードをかざして、

暗証番号を入力することで本人認証を行い、交付したい証明書を選択して、キオスク端

末機から証明が出力される仕組みとなっています。 

これは、住基カードでのコンビニ交付の導入実績と同様のやり方であり、通信の相手

方となる地方公共団体情報システム機構(J-LIS)証明書交付センターとのデータ通信に

よって行われるものとなっています。通信回線は、全国の地方公共団体を相互に接続す

る行政専用ネットワーク回線（ＬＧＷＡＮ）を使用し、地方公共団体情報システム機構

とキオスク端末機は専用回線で接続して、更に、その回線における通信データは暗号化

し、通信の安全性を確保するとしています。 

また、キオスク端末機から出力される証明書には偽造・改ざん防止処理を施し、キオ

スク端末機自体には出力した証明書データを保持しないものとなっており、証明書やカ

ードの取り忘れ防止を画面・音声案内でするものとなっています。 

なお、当審議会の意見は、２に掲げるとおりですが、審議の過程においては、コンビ

ニにおける証明書の交付サービスを利用するに当たって、人を介さない形式となること

から、カードがあれば本人でなくとも証明書を取ることができるのではないかとの疑問

があげられました。 

これに対しては、カードだけではなくパスワードも必要であること、また、万一、カ

ードの紛失、盗難等が発生した場合は、カード利用の停止受付が２４時間できる対応が

取られています。利用における注意を広報等できちんと周知する対応を行うことは必要

であると考えます。 

以上のことからすれば、コンビニにおける証明書の交付での個人情報の取扱いについ

て、現時点においては妥当と思われる保護措置が講じられているものと認められます。 

したがって、当該電子計算機結合の実施については、適当であると判断しました。 
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情個審答申第１４号   

平成２７年３月２０日   

 

 熊本市長 様 

 

                 熊本市情報公開・個人情報保護審議会 

                    会 長  江  藤   孝 

 

 

熊本市個人情報保護条例第１０条第２項の規定に基づく諮問について（答申） 

 

平成２７年１月１４日付け区政発第４９５号による諮問については、下記のとおり答申

します。 

 

記 

 

１ 諮問事項 

行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(以下「番号

法」という。)に伴う情報連携について 

（地方公共団体情報システム機構(J-LIS)が設置する中間サーバーとの電子計算機結合） 

 

２ 結論 

本件諮問に係る電子計算機結合については、適当なものであることを認めます。 

なお、当該電子計算機結合に当たっては、次の事項を要望します。 

(1) 当該オンライン結合に関係する業務に携わる本市職員に対して、研修等を通じて、

システム等に関する理解を深めるとともに、個人情報の漏洩等に対する意識の向上を

図ること。 

(2) 電算機器（端末装置等）の操作資格、アクセスログの適正な管理等、不正な個人情

報の取得等に対する技術的な防御措置について関係部署との連携を図り、万全を期す

こと。 

 

３ 理由 

本件諮問の内容は、国が進める番号法に基づく情報提供ネットワークシステムを通じ

て特定個人情報に関する情報連携を行ううえで、同法に規定され地方公共団体情報シス

テム機構法に基づき設置された地方公共団体情報システム機構が調達・運用する中間サ

ーバーと本市の電子計算機を結合するものです。 
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本件の結合は、番号法の目的を達成するために必要な手段であり、当審議会は、本件

国の施策に関して、それを不可と断じることはできないものと判断します。同法の施行

に当たっては、現在も国及び各自治体において準備等が進められており、様々な個人情

報保護へのリスク対策も講じられようとしております。 

ただし、当該オンライン結合により、本市が保有する個人情報、或いは、本市が保有

することとなる国及び他の地方自治体の保有する個人情報に関して、情報連携により紐

づけられ、個人情報が漏洩や不正取得により利用された場合の個人の不利益は甚大なも

のとなることが容易に予想されますので、結論（１）・（２）で述べたように、本市にお

ける個人情報保護のための対策を講じることが必要であると考えます。 

これらのことを踏まえ、当該電子計算機結合の実施については、適当であると判断し

ました。 
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